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杉
本
稔
先
生
は
、
本
年
一
〇
月
一
二
日
、
ご
壮
健
の
う
ち
に
め
で
た
く
古
稀
を
迎
え
ら
れ
ま
す
。

先
生
の
古
稀
を
心
か
ら
お
祝
い
す
る
と
と
も
に
、
同
学
の
士
な
ら
び
に
先
生
の
学
恩
に
浴
し
そ
の
重
厚
な
学
風
を
慕
う
者
た
ち
が
相
集

い
て
執
筆
し
編
纂
致
し
ま
し
た
記
念
論
文
集
『
政
治
史
と
社
会
科
学
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
を
、
こ
こ
に
謹
ん
で
献
呈
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

杉
本
稔
先
生
は
、
一
九
六
五
年
四
月
に
日
本
大
学
法
学
部
政
治
経
済
学
科
に
入
学
さ
れ
、
学
部
生
時
代
に
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
恩
師
・
齋

藤
敏
先
生
の
ご
指
導
の
下
、
政
治
学
と
り
わ
け
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
の
政
治
理
論
に
関
心
を
持
た
れ
ま
し
た
。
六
九
年
三
月
に
日
本
大
学

法
学
部
政
治
経
済
学
科
を
卒
業
さ
れ
、
明
治
学
院
大
学
教
務
部
に
ご
勤
務
の
後
、
七
四
年
四
月
に
は
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士

課
程
政
治
学
専
攻
に
進
学
さ
れ
ま
し
た
。
大
学
院
進
学
前
は
、
お
仕
事
の
傍
ら
河
合
栄
次
郎
な
ど
の
著
作
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義

哲
学
に
も
親
し
ま
れ
、
学
識
を
さ
ら
に
高
め
る
日
々
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
大
学
院
生
時
代
に
出
会
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ペ
リ
ン
グ
の
著
作

に
学
問
的
衝
撃
を
受
け
ら
れ
た
先
生
は
、
大
学
院
で
の
研
究
テ
ー
マ
を
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
成
立
史
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
形
成
・
組
織
化

過
程
と
さ
れ
、
そ
れ
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
を
中
心
と
し
た
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
史
の
研
究
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

七
六
年
三
月
に
大
学
院
同
専
攻
課
程
を
修
了
さ
れ
た
先
生
は
、
本
学
法
学
部
副
手
、
同
助
手
を
務
め
ら
れ
、
八
四
年
四
月
に
法
学
部
専

任
講
師
、
八
八
年
四
月
に
は
同
助
教
授
に
昇
格
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
期
の
先
生
は
、
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
史
研
究
の
深
奥
を
極
め
る
た
め
、

フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
と
も
縁
の
深
い
ロ
ン
ド
ン
大
学
政
治
経
済
学
院
（
Ｌ
Ｓ
Ｅ
）
に
、
法
学
部
国
外
研
究
員
と
し
て
九
三
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二

年
か
ら
一
年
間
、
留
学
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
九
八
年
四
月
に
本
学
法
学
部
教
授
と
な
ら
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
研
究
活
動
は
も

と
よ
り
、
本
学
部
生
な
ら
び
に
大
学
院
生
の
教
育
面
で
も
多
大
な
貢
献
を
果
た
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
の
薫
陶
を
受
け
た
愛
弟
子
を
は
じ
め

教
え
子
た
ち
は
、
第
一
線
の
研
究
者
あ
る
い
は
社
会
人
と
し
て
、
実
社
会
で
幅
広
く
活
躍
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
先
生
は
、
ご
専
門
の
西
洋
政
治
史
の
研
究
な
ら
び
に
政
治
学
を
中
心
と
し
た
教
育
活
動
を
精
力
的
に
進
め
ら
れ
る
一
方
、

本
学
部
の
研
究
担
当
、
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
委
員
長
な
ど
の
役
職
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
現
在
の
法
学
部
図
書
館
（
日
本
大
学
図

書
館
分
館
）
の
竣
工
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ま
さ
に
先
生
の
ご
尽
力
の
賜
物
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
一
五
年
ま
で
の
二
期
に
わ
た
り
、
先
生
は
日
本
大
学
法
学
部
長
・
大
学
院
法
学
研
究
科
長
と
し
て
本
学
部

の
発
展
に
大
き
く
貢
献
さ
れ
る
と
と
も
に
、
学
校
法
人
日
本
大
学
理
事
、
評
議
員
、
さ
ら
に
は
日
本
大
学
副
学
長
（
研
究
、
産
官
学
連
携
知

財
セ
ン
タ
ー
担
当
）
と
し
て
、
法
学
部
の
み
な
ら
ず
日
本
大
学
全
体
の
運
営
な
ら
び
に
大
学
行
政
に
お
い
て
も
重
責
を
担
わ
れ
ま
し
た
。

先
生
の
学
部
長
在
任
中
、
東
日
本
大
震
災
と
い
う
未
曽
有
の
災
害
が
発
生
し
ま
し
た
が
、
学
部
長
と
し
て
、
そ
し
て
一
人
の
教
職
員
（
日

大
人
）
と
し
て
先
生
は
、
学
部
教
職
員
の
先
頭
に
立
っ
て
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
さ
れ
、
震
災
直
後
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
見
事
に
処

理
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

先
生
は
、
学
会
な
ら
び
に
社
会
活
動
に
お
い
て
も
、
日
本
政
治
学
会
理
事
を
は
じ
め
日
本
選
挙
学
会
理
事
、
あ
る
い
は
独
立
行
政
法
人

日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
委
員
会
専
門
委
員
な
ど
を
中
心
に
、
幅
広
く
活
躍
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
大
き
な
足
跡
は
、
後
進
に

と
り
ま
し
て
も
偉
大
な
る
指
針
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

学
部
な
ら
び
に
大
学
院
で
主
に
「
西
洋
政
治
史
」
関
連
の
講
座
を
担
当
さ
れ
た
先
生
の
学
問
的
ご
関
心
の
焦
点
は
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
史

で
あ
り
、
な
か
で
も
初
期
労
働
党
史
に
お
け
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ケ
ア
・
ハ
ー
デ
ィ
の
果
た
し
た
役
割
や
労
働
同
盟
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
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三

ご
研
究
は
、
学
界
の
み
な
ら
ず
社
会
一
般
に
お
い
て
も
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
そ
の
学
問
的
成
果
は
ご
高
著
『
イ
ギ
リ
ス
労
働

党
史
研
究
│
│
労
働
同
盟
の
形
成
と
展
開
』
と
し
て
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
周
知
の
よ
う
に
、「
政
治
学
」
関
連
の
テ
キ

ス
ト
や
副
教
材
な
ど
も
数
多
く
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
二
部
や
通
信
教
育
部
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
人
学
生
教
育
に
も
大
変
熱
心
に
取
り
組

ん
で
こ
ら
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
先
生
は
、
大
学
人
と
し
て
「
教
育
・
研
究
・
学
内
行
政
（
運
営
）」
の
三
領
域
い
ず
れ
に
お
い
て
も
非
常
に
素
晴
ら
し
い

足
跡
を
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
ま
さ
に
大
学
人
の
理
想
像
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

他
方
で
学
生
や
後
進
に
接
す
る
普
段
の
先
生
は
、
学
問
的
厳
し
さ
の
中
に
も
人
間
と
し
て
の
優
し
さ
と
温
か
さ
、
誠
実
さ
を
備
え
て
お

ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
生
と
の
宴
席
な
ど
に
お
い
て
は
「
節
度
あ
る
無
礼
講
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
さ
れ
て
い
る
と
伺
っ
て
お
り
ま

す
が
、
こ
れ
も
学
生
や
院
生
は
勿
論
、
同
僚
の
教
職
員
か
ら
も
慕
わ
れ
尊
敬
さ
れ
て
い
る
先
生
の
お
人
柄
を
表
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
言
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

先
生
の
さ
ら
な
る
ご
健
康
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
先
生
に
は
学
問
的
な
ご
指
導
も
含
め
、
今
後
と
も
さ
ま
ざ
ま
な
面
で

ご
指
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
論
文
集
に
は
、
政
治
史
・
政
治
学
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
科
学
の
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
の
学
界
全

体
に
対
す
る
貢
献
が
充
分
果
た
さ
れ
た
も
の
と
確
信
致
し
ま
す
。
ご
寄
稿
頂
い
た
先
生
方
に
あ
ら
た
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
刊
行
に
向
け
て
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
日
本
大
学
法
学
部
研
究
事
務
課
職
員
の
方
々
に
も
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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献
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ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
名
誉
革
命
観
（
入
江
）

（
一
六
一
）

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
名
誉
革
命
観

│
憲
政
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
中
心
に

│

入　
　

江　
　

正　
　

俊

一
、
は
じ
め
に

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
近
代
民
主
主
義
の
歴
史
に
お
い
て
名
誉
革
命
（G

lorious R
evolution 1688-89

）
を
い
か
に
評
価
す
る
の
か
。
無
血

革
命
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
以
外
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
無
血
で
は
な
か
っ
た
が
）
と
評
さ
れ
る
こ
の
革
命
は
、
従
来
か
ら
さ
ま
ざ

ま
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た
（
1
）

。
一
般
に
名
誉
革
命
が
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
発
展
に
お
い
て
立
憲
君
主
制
の
基
礎
を
確
立
さ
せ
た
と
し
て
、

革
命
の
意
義
を
強
調
す
る
考
え
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
一
方
で
、
主
と
し
て
保
守
主
義
に
属
す
る
と
さ
れ
る
側
に
お
い
て

は
、
名
誉
革
命
を
単
な
る
「
国
王
の
交
代
」
あ
る
い
は
「
政
府
の
交
代
」
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
考
え
も
存
在
し
て
き
た
。
名
誉
革
命
は
古

来
の
憲
政
の
回
復
で
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
伝
統
へ
の
回
帰
で
あ
り
、
時
の
支
配
階
級
を
倒
し
て
根
本
的
に
体
制
を
変
革
す
る
意
味

論　

説

三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
一
六
二
）

で
の
「
革
命
」
と
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
の
主
張
で
あ
る
（
2
）

。
他
方
、
イ
ギ
リ
ス
名
誉
革
命
の
歴
史
的
意
義
を
ま
っ
た
く
評
価
し
な

い
考
え
も
、
一
八
世
紀
後
期
の
急
進
派
の
中
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
3
）

。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
名
誉
革
命
を
い
か
に
捉
え
る
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
結
論
を
出
す
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
言
え

る
。
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
家
が
、
こ
の
革
命
を
い
か
に
評
価
し
た
の
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
家
の
近
代
民
主
主
義
へ

の
思
い
や
立
場
を
知
り
、
理
解
す
る
こ
と
は
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
（H

enry S
t. John 

V
iscount B

olingbroke,1678-1751

）
の
名
誉
革
命
観
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
彼
の
民
主
主
義
へ
の
見
方
を
理
解
す
る
う
え
で
有
益
で

あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
目
的
は
、
名
誉
革
命
に
つ
い
て
の
、
と
り
わ
け
革
命
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
憲
政
に
つ
い
て
の
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク

の
考
え
を
検
討
し
、
彼
の
近
代
民
主
主
義
へ
の
態
度
や
そ
の
意
義
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

注（
1
） 

Ｇ
・
Ｍ
・
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
著
松
村
赳
訳
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
革
命　

一
六
八
八
│
一
六
八
九
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
八
年
、
浜
林
正
夫
『
イ

ギ
リ
ス
名
誉
革
命
史
』
上
下
、
未
来
社
、
一
九
八
一
│
八
三
年
、
友
清
理
士
『
イ
ギ
リ
ス
革
命
史
』
上
下
、
研
究
社
、
二
〇
〇
四
年
参
照
。

（
2
） 

Ｅ
・
バ
ー
ク
著
、
水
田
洋
、
水
田
珠
枝
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
省
察
、
ほ
か
』（
世
界
の
名
著
三
四
）、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年
、

Ｅ
・
バ
ー
ク
著
、
中
野
好
之
訳
『
現
代
の
不
満
の
原
因
・
崇
高
と
美
の
観
念
の
起
源
』（
バ
ー
ク
著
作
集
一
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
Ｅ
・

バ
ー
ク
著
、
中
野
好
之
訳
『
ア
メ
リ
カ
論
・
ブ
リ
ス
ト
ル
演
説
』（
バ
ー
ク
著
作
集
一
一
）、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
年
、
小
松
春
雄
『
イ
ギ
リ
ス

保
守
主
義
史
研
究
』、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
一
年
参
照
。

（
3
） 

Ｔ
・
ペ
イ
ン
著
、
小
松
春
雄
訳
『
コ
モ
ン
・
セ
ン
ス
』、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
Ｔ
・
ペ
イ
ン
著
、
西
川
正
身
訳
『
人
間
の
権
利
』、
岩
波

文
庫
、
一
九
七
一
年
参
照
。

四



ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
名
誉
革
命
観
（
入
江
）

（
一
六
三
）

二
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
社
会
契
約
観
と
名
誉
革
命

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
名
誉
革
命
観
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
彼
の
革
命
後
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
に
つ
い
て
の
考
え
を
検
討
す
る
場
合
、
彼

の
名
誉
革
命
に
対
す
る
基
本
的
な
理
解
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
社
会
契
約
説
に
対
す
る
彼
の
考
え
の
特
徴
を
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
名
誉
革
命
を
理
論
的
に
擁
護
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
の
が
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（John L

ocke, 1632-1704

）
の
『
統

治
二
論
』（T

w
o T
reatises of G

overnm
ent

）
で
あ
る
（
1
）

。
し
た
が
っ
て
、
名
誉
革
命
を
支
持
す
る
こ
と
は
、
ロ
ッ
ク
の
理
論
を
受
け
入
れ

る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
時
代
の
思
想
家
の
多
く
が
ロ
ッ
ク
の
思
想
の
基
盤
の
上
に
、
議
論
を
打
ち
立

て
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
け
れ
ど
も
、
名
誉
革
命
達
成
の
過
程
で
、
革
命
を
支
持
す
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
社
会
契
約
の
帰
結
と
し

て
革
命
を
捉
え
な
い
考
え
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
契
約
と
い
う
契
約
は
歴
史
上
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
社
会
契
約
を
根
拠
と
し
て
名
誉
革
命
が
な
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
契
約
に
よ
っ
て
革

命
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
主
張
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
革
命
を
支
持
し
た
ウ
イ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
（S

ir W
illiam

 T
em
ple,B

art 1628-99

）
は
社
会
契
約
論
に
は
批
判
的
で
あ
っ

た
。
彼
は
、
人
民
を
国
家
の
形
成
の
主
体
者
と
す
る
社
会
契
約
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
な
い
。
た
だ
、
統
治
が
人
民
の
同
意
に
基
づ
い
て

な
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
の
統
治
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
シ
ド
ニ
ー
（A

lgernon S
idney 1622-83

）
の
国
家
論
（
い
わ
ゆ
る
「
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型

国
家
の
理
論
」）
も
、
君
主
制
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
人
民
の
主
体
的
な
政
治
参
加
を
目
指
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
（
2
）

。
こ
の
時
代
の
思
想
家
の
ほ
と
ん
ど
が
む
し
ろ
革
命
を
社
会
契
約
の
帰
結
と
す
る
見
方
を
回
避
し
て
い
た
と
言
え
る
。

五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
一
六
四
）

さ
ら
に
、
一
八
世
紀
末
に
お
け
る
名
誉
革
命
の
見
方
に
つ
い
て
も
、
社
会
契
約
を
名
誉
革
命
の
根
拠
と
す
る
考
え
を
批
判
す
る
主
張
が

な
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
へ
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
に
危
機
感
を
抱
い
た
Ｅ
・
バ
ー
ク
（E

dm
und B

urke 1729-97

）
も
そ
の

一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
彼
は
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
「
権
利
章
典
」（B

ill of R
ights 1689

）
の
中
に

自
然
法
と
い
う
用
語
は
見
ら
れ
な
い
と
し
、
社
会
契
約
を
否
定
す
る
。
彼
は
、
名
誉
革
命
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
比
較
し
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

の
流
血
の
理
由
を
自
然
権
思
想
に
よ
る
平
等
の
主
張
に
あ
る
と
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
の
歴
史
や
政
治
は
人
民
が
か
っ
て
に
つ
く
っ
た

り
壊
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
及
ば
な
い
、
神
の
計
画
に
従
っ
て
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
（
3
）

。

こ
の
よ
う
な
契
約
説
批
判
の
根
底
に
は
、
民
衆
の
政
治
参
加
、
民
衆
の
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
革
命
は
許
容
さ
れ
え
な
い
と
の
考
え
が

あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
い
わ
ば
、
民
衆
の
参
加
す
る
統
治
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
み
る
見
方
で
あ
る
。
民
衆
が
、
彼
ら
の
力
に
よ
っ
て
主

体
的
に
現
実
の
政
治
に
参
加
し
、
行
動
し
動
か
す
こ
と
は
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
民
衆
が
自
信
を
持
ち
確
信
を
抱
く
こ
と
は
、
名
誉
革
命

体
制
の
維
持
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
の
思
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
名
誉
革
命
達
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
そ
の
背
景
に
民

衆
の
パ
ワ
ー
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
名
誉
革
命
を
思
想
的
に
擁
護
し
た
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
論
（
原
始
契
約
）
が
、
名
誉
革
命
の
一
つ
の
側
面
を
反
映
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
自
由
で
平
等
な

人
間
か
ら
な
る
自
然
状
態
か
ら
出
発
し
、
政
治
権
力
の
正
当
性
の
根
拠
は
究
極
的
に
人
民
の
信
託
に
あ
る
と
す
る
社
会
契
約
の
考
え
に

よ
っ
て
、
革
命
を
擁
護
す
る
ロ
ッ
ク
の
影
響
は
、
名
誉
革
命
体
制
を
乗
り
越
え
世
界
史
の
中
で
近
代
民
主
主
義
を
推
し
進
め
る
原
動
力
と

な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
ボ
リ
ン
ブ
ブ
ル
ッ
ク
の
見
方
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
、
革
命
以
降
の
彼
の
憲
政
観
を
理
解
す
る
う
え

で
彼
の
社
会
契
約
に
つ
い
て
の
考
え
の
特
徴
を
見
て
お
こ
う
。

六



ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
名
誉
革
命
観
（
入
江
）

（
一
六
五
）

社
会
契
約
説
に
つ
い
て
触
れ
る
場
合
、
や
は
り
ホ
ッ
ブ
ズ
（T

hom
as H

obbes 1588-1679 （4
）

）
と
ロ
ッ
ク
の
考
え
が
基
準
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
考
え
方
と
、
こ
の
両
者
と
の
相
違
や
同
一
性
に
つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
よ
う
（
5
）

。

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
自
然
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
彼
は
、
ロ
ッ
ク
と
は
異
な
り
自
然
法
を
生
得
的
な
も
の
と
は
考
え

な
い
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
同
様
に
自
然
法
は
、
理
性
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
後
天
的
な
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

自
然
法
は
「
経
験
と
観
察
に
よ
っ
て
事
物
の
現
実
の
構
成
か
ら
後
天
的
に
集
め
ら
れ
た
も
の
」、
と
彼
は
考
え
る
の
で
あ
る
（
6
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
自
然
状
態
に
つ
い
て
は
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
考
え
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
は
異
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ

ク
は
、
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
自
然
法
が
初
め
か
ら
働
い
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
自
然
状
態
は
「
戦
争
と
暴
力
と
相
互
交
互
の
抑
圧
の
状

態
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
ホ
ッ
ブ
ズ
に
近
い
考
え
で
あ
る
。
だ
が
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
に
、
自
然

状
態
に
お
い
て
人
は
絶
対
的
個
人
の
状
態
で
い
た
と
は
考
え
な
い
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
然
状
態
と
と
も
に
社
会
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
（
7
）

。
す
な
わ
ち
、
自
然
状
態
と
家
長
の
支
配
権
を
絶
対
と
す
る
家
族
形
態
原
理
に
基
づ
く
社
会
が
同
時
に
始
ま
っ
た
と
、
ボ

リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
れ
ば
自
然
状
態
が
孤
立
し
た
人
間
か
ら
な
る
と

す
る
の
は
「
ロ
ッ
ク
ら
し
か
ら
ぬ
言
葉
（
8
）

」
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
事
実
と
は
異
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
人
は
、
本
質
的

に
社
会
を
形
成
す
る
よ
う
向
け
ら
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
人
は
、
本
来
社
会
な
し
に
あ
る
い
は
個
々
人
の
状
態
で
存
続
し
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
、
人
は
統
治
を
形
成
す
る
よ
う
に
向
か
う
。
と
い
う
の
は
、
統
治
な
く
し
て
は
無
政
府
状
態
に

陥
り
、
社
会
は
存
続
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
9
）

。
あ
ら
ゆ
る
統
治
の
究
極
の
目
的
は
、
人
々
の
善
で
あ
る
。
統
治
は
、
人
々
の

た
め
に
形
成
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
人
々
の
合
意
な
く
し
て
形
成
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
10
）

。」

七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
一
六
六
）

も
ち
ろ
ん
、
名
誉
革
命
を
支
持
す
る
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
（R
obert F

ilm
er,1590頃

-1653

）
の
絶
対
君
主
制
の
理
論

を
も
拒
否
す
る
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
フ
ィ
ル
マ
ー
の
王
権
の
根
拠
を
ア
ダ
ム
の
家
長
権
か
ら
導
き
出
す
考
え
を
「
ば
か
げ
た
こ

と
（
11
）

」
と
し
て
退
け
る
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
自
然
社
会
か
ら
政
治
社
会
に
発
展
す
る
た
め
に
は
や
は
り
契
約
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
言
う
。「
家
族
あ
る
い
は
家
族
群
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
村
落
は
、
し
ば
し
ば
相
互
の
利
益
の
た
め
に
互
い

に
結
合
す
る
。
…
そ
れ
ま
で
本
能
と
と
も
に
働
い
て
い
た
理
性
が
、
い
ま
や
本
能
に
と
っ
て
変
わ
る
。
彼
ら
は
、
契
約
に
よ
っ
て
平
和
的

に
連
合
し
、
合
意
に
よ
っ
て
法
を
制
定
し
、
政
治
社
会
の
成
員
に
な
る
の
で
あ
る
（
12
）

。」

こ
の
よ
う
に
、
自
然
状
態
に
お
け
る
絶
対
的
個
人
の
存
在
を
受
け
入
れ
な
い
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
と
っ
て
、
当
然
に
契
約
の
主
体
は

個
々
人
で
は
な
く
、
家
族
や
集
団
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
契
約
の
主
体
と
し
て
「
自
由
で
平
等
な
人
民
」
を
想
定
し
て
は
い
な
い
。

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
契
約
は
、
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
の
よ
う
な
個
人
間
の
契
約
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
13
）

。
し
た
が
っ
て
、
ボ
リ
ン
グ
ブ

ル
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
名
誉
革
命
は
ロ
ッ
ク
の
よ
う
な
個
人
間
の
契
約
で
あ
る
社
会
契
約
の
帰
結
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
契

約
が
家
族
間
の
契
約
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
名
誉
革
命
以
降
の
体
制
は
混
合
政
体
で
あ
る
と
の
考
え
に
つ
な
が
り
う
る
と
も
言
え
る
。
こ
の

よ
う
に
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
名
誉
革
命
体
制
を
社
会
契
約
説
に
基
づ
く
体
制
と
は
見
な
い
。
彼
は
む
し
ろ
こ
れ
を
統
治
契
約
と
考

え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
彼
の
あ
い
ま
い
な
見
方
は
、
名
誉
革
命
と
そ
れ
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
一
つ
の
現
実
を
反
映
し
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。

彼
は
来
る
べ
き
一
八
世
紀
末
の
前
史
と
な
る
時
代
に
お
い
て
、
現
実
的
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
在
野
陣
営
の
理
論
家
・
政
治
家
で

も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
の
名
誉
革
命
の
見
方
を
前
提
と
し
て
、
彼
は
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
陣
営
と
の
政
争
の
中
で
、
革
命
以
降
の
憲
政
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の
性
格
を
い
か
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
以
下
検
討
し
た
い
。

注（
1
） 

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
著
加
藤
節
訳
『
完
訳　

統
治
二
論
』、
岩
波
文
庫
│
新
訳
、
二
〇
一
〇
年
刊
参
照
。

（
2
） 

浜
林
正
夫
『
イ
ギ
リ
ス
名
誉
革
命
史　

上
巻
』
一
九
七
頁
。

（
3
） 

Ｅ
・
バ
ー
ク
著
、
水
田
洋
、
水
田
珠
枝
訳
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
つ
い
て
の
省
察
、
ほ
か
』
参
照
。

（
4
） 

ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
著
水
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
全
四
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
参
照
。

（
5
） C

f.I.K
ram
nick,B

olingbroke and H
is C
ircle :T

he P
olitics of N

ostalgia in the A
ge of W

alpole, H
arvard,1968,pp.165-66.

（
6
） B

olingbroke,F
ragm

ents or M
inutes of E

ssays,in the W
orks of L

ord B
olingbroke,4vols.,L

ondon,1844

（K
elley, 

1967

）,W
orks,vol.IV

,p.242.

（
7
） Ibid.,pp.182,195.

（
8
） Ibid.,p.195.

（
9
） 

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
統
治
と
自
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
る
。「
人
は
社
会
を
形
成
し
、
統
治
に
服
す
る
た
め
に
自
由
の
一
部
を
放

棄
し
た
。」
彼
に
よ
れ
ば
、
自
由
と
統
治
は
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
十
分
な
自
由
の
な
い
統
治
が
専
制
政
治
に
堕
落
す
る
よ
う
に
、
統

治
の
な
い
自
由
は
放
縦
に
堕
落
す
る
の
で
あ
る
。」「
良
き
統
治
は
正
当
な
自
由
を
支
え
、
正
当
な
自
由
は
良
き
統
治
を
支
え
る
」（T

he Idea of a 

P
atriot K

ing,p.390.

）
こ
の
よ
う
に
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
中
に
、
い
わ
ゆ
る
自
然
権
思
想
に
お
け
る
自
由
の
観
念
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

彼
が
考
え
る
自
由
は
「legal

」
な
自
由
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
生
ま
れ
な
が
ら
の
権
利
と
し
て
の
自
由
で
は
な
い
と
言
え
る
。

（
10
）B
olingbroke,T

he Idea of a P
atriotK

ing,W
orks,V

ol.II,p.390.

（
11
）B

olingbroke,F
ragm

ents or M
inutes of E

ssays,W
orks,vol.IV

,p.199.

（
12
）Ibid.,p.189.
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（
13
）Ibid.,p.189.

三
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
と
混
合
政
体
・
権
力
分
立

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
憲
政
を
い
か
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
ま
ず
は
そ
の
基
本
的
な
見

方
に
つ
い
て
若
干
検
討
し
て
み
よ
う
。

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
本
質
に
あ
る
の
は
権
力
の
均
衡
で
あ
っ
た
（
1
）

。
し
た
が
っ
て
彼
に
よ
れ
ば
、
名
誉
革

命
の
目
的
は
、
憲
政
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
壊
さ
せ
た
絶
対
君
主
制
復
活
の
体
制
を
終
わ
ら
せ
、
議
会
と
国
王
と
の
均
衡
を
回
復
さ
せ
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
が
指
摘
す
る
よ
う
な
憲
政
に
お
い
て
、
全
体
の
安
全
は
諸
部
分
間
の
均
衡
に
依
存
し
、
諸
部
分
間

の
均
衡
は
相
互
の
独
立
に
依
存
す
る
こ
と
以
外
に
確
実
で
明
白
な
こ
と
は
な
い
（
2
）

」
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
「
わ
れ
わ
れ
の

統
治
に
関
す
る
重
要
な
憲
政
が
維
持
さ
れ
長
期
間
信
頼
さ
れ
て
き
た
の
は
、
一
つ
の
制
度
的
に
存
在
す
る
君
主
、
貴
族
お
よ
び
庶
民
の
三

者
の
諸
権
力
の
混
合
と
そ
れ
ら
の
相
互
依
存
に
あ
っ
た
（
3
）

」
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
憲
政
を
混
合
政
体
と
見
な
す
（
4
）

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
権
力
を
分
散
し
て
そ
の
乱
用
を
防
止
し
よ
う

と
す
る
の
が
、
名
誉
革
命
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
憲
政
の
本
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
体
制
の
安
定
的
維
持
が
な
さ
れ
う
る
と
考
え
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
国
家
の
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
が
代
表
す
る
国
政
上
の
機
関
に
分
担
さ
せ
る
権
力
分
立
に
つ
い
て
、
彼
は
具
体
的

に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
に
お
い
て
は
庶
民
院
お
よ
び
貴
族
院
に
立
法
権
、
国
王
に
行
政
権
、

さ
ら
に
貴
族
院
に
最
高
司
法
権
が
そ
れ
ぞ
れ
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
言
う
。「
大
英
帝
国
に
お
け

一
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る
国
王
は
、
立
法
に
お
い
て
拒
否
権
を
有
す
る
最
高
の
長
官
で
あ
る
。
国
王
に
は
行
政
権
が
委
託
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
わ
れ
わ
れ
が
大

権
と
呼
ん
で
い
る
権
限
と
特
権
が
付
託
さ
れ
て
い
る
。
議
会
の
両
院
は
、
諸
権
利
と
特
権
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
中
の
い
く
つ
か
は
両
院

に
共
通
し
、
そ
の
他
は
各
院
に
特
有
な
も
の
で
あ
る
。
各
院
は
、
法
案
を
準
備
し
そ
れ
を
通
過
さ
せ
、
あ
る
い
は
他
の
院
か
ら
送
付
さ
れ

た
法
案
を
否
決
す
る
。
各
院
は
、
官
吏
の
解
任
を
請
求
し
、
発
言
し
、
助
言
し
そ
し
て
意
義
を
申
し
立
て
る
権
限
を
有
す
る
。
最
高
司
法

権
は
貴
族
院
に
属
す
る
。
庶
民
院
は
国
民
の
大
陪
審
で
あ
っ
て
、
国
民
の
経
費
に
つ
い
て
判
断
し
そ
れ
に
従
っ
て
（
国
王
に
）
補
助
金
を

与
え
る
権
限
は
庶
民
院
に
属
す
る
の
で
あ
る
（
5
）

」

こ
の
よ
う
に
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
権
利
章
典
に
あ
る
よ
う
に
、
国
王
に
は
行
政
権
だ
け
で
な
く
、
立
法
権
の
一
翼
を
も

担
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
う
し
た
規
定
に
従
い
、
わ
が
王
国
の
慣
行
が
定
め
る
官
吏
の
最
高
の
地
位
と
し
て
、
行
政
権
は
国
王

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
立
法
権
な
い
し
最
高
権
は
、
憲
政
に
よ
っ
て
三
つ
の
身
分
に
委
譲
さ
れ
て
い
る
。
国
王
は
、
そ
の
中
の

一
人
で
あ
る
（
6
）

。」
名
誉
革
命
以
降
の
憲
政
を
混
合
政
体
と
す
る
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
国
王
に
よ
る
専
制
政
治
の
復
活
の
防
止
だ
け
で

な
く
、
庶
民
院
に
対
し
て
も
立
法
権
を
独
占
さ
せ
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
国
王
・
庶
民
・
貴
族
三
者
の
も
と
で
国
家
の
意
思
は
い
か
に
形
成
さ
れ
う
る
の
か
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
ボ
リ
ン
ブ
ブ
ル
ッ
ク
は
三
権
力
の
独
立
の
み
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
三
者
の
均
衡
が
保
た
れ
る
た
め
に

は
、
そ
れ
ら
の
間
に
相
互
依
存
の
関
係
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
各
権
力
の
独
立
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
混
合
政
体
と
権
力
分
立
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
（
7
）

。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
い
か
に

考
え
る
の
か
。

混
合
政
体
と
権
力
分
立
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
混
合
政
体
と
は
、
独
立
し
た
諸
身
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分
が
と
も
に
立
法
権
を
担
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
君
主
、
貴
族
お
よ
び
庶
民
が
主
権
を
分
割
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
、

権
力
分
立
と
は
、
諸
機
関
が
国
権
の
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
分
担
し
行
使
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
混
合
政
体
で
は
諸
権
力
の
意
思
の
統

合
の
実
現
が
問
題
と
な
る
。
一
方
、
権
力
分
立
に
お
い
て
は
、
諸
権
力
の
「
チ
ェ
ッ
ク　

ア
ン
ド　

バ
ラ
ン
ス
」
の
確
保
が
不
可
欠
と
な

る
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
名
誉
革
命
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
憲
政
の
基
本
的
原
理
は
混
合
政
体
で
あ
っ
て
、
国
政
運
営

の
た
め
に
権
力
分
立
が
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
彼
の
考
え
が
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
権
力
分
立
論
に
影
響
し
た
と
言
わ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
（
8
）

。
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四
、
議
会
の
独
立
と
限
界

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
理
解
で
は
名
誉
革
命
で
確
立
し
た
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
本
質
は
、
混
合
政
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
と
り

わ
け
議
会
の
地
位
や
役
割
に
つ
い
て
の
議
論
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
時
代
の
憲
政
に
お
け
る
権
力
間
の
バ
ラ
ン
ス
の
破
壊
、

す
な
わ
ち
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
政
権
下
で
の
行
政
権
へ
の
立
法
権
の
従
属
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
実
は
、
彼
に
は
憲

政
を
解
体
す
る
危
険
な
統
治
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
に
議
会
の
独
立
と
い
う
問
題
に
力
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
言
う
。「
議
会
は
、
自
由
の
防
御
物
で
あ
る
。
…
こ
の
こ
と
が
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
集
合
体
が
代

表
者
に
付
与
す
る
高
貴
で
主
要
な
事
項
で
あ
る
。
…
い
か
な
る
奴
隷
制
よ
り
も
、
議
会
の
腐
敗
と
両
院
に
対
す
る
国
王
と
彼
の
大
臣
の
影

響
力
に
よ
る
議
会
の
奴
隷
化
、
す
な
わ
ち
王
権
へ
の
議
会
の
絶
対
服
従
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
に
効
果
的
に
定
着
す
る
も
の
は
な
い
。
…
わ
れ

わ
れ
は
専
制
意
思
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
状
態
に
戻
る
。
わ
れ
わ
れ
の
憲
政
は
、
た
だ
ち
に
解
体
さ
れ
る
。
…
両
院
の
独
立
と
自
由
に
依

存
す
る
安
全
は
、
全
体
の
安
全
を
保
障
す
る
要
で
あ
る
。
こ
の
要
が
取
り
除
か
れ
る
と
す
れ
ば
、
憲
政
は
破
滅
す
る
（
1
）

。」

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
均
衡
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
と
っ
て
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
政
権
の
腐
敗

手
段
を
用
い
て
の
い
わ
ゆ
る
「
議
会
操
縦
」、
行
政
へ
の
議
会
の
従
属
の
状
態
は
、
国
民
の
自
由
に
と
っ
て
も
最
も
危
険
な
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
に
お
け
る
議
会
の
独
立
の
回
復
は
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
と
っ
て
緊
急
で
重
大
な
問
題

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
2
）

。

一
方
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
議
会
の
独
立
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
誉
革
命
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
に
対
す
る
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ

ク
の
解
釈
で
は
、
議
会
の
万
能
性
す
な
わ
ち
議
会
主
権
は
否
定
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
議
会
は
な
し
え
な
い
こ
と
も
あ
る
。
…
立
法
権

一
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は
最
高
権
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
絶
対
的
で
あ
る
と
言
え
る
け
れ
ど
も
、
専
制
権
力
で
は
な
い
（
3
）

」
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
議
会
に

は
一
定
の
限
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
憲
政
は
、
つ
ね
に
君
主
と
国
民
の
間
の
、
代
表
と
集
合
体
（
選
挙
母
体
）
と
の
間
の
契

約
で
あ
る
（
4
）

。」

こ
の
よ
う
に
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
名
誉
革
命
後
の
憲
政
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
混
合
政
体
が
基
本
で
あ
っ
て
、
近
代
立
憲
主
義
の

「
最
高
機
関
た
る
議
会
」
と
い
う
観
念
か
ら
も
、
そ
し
て
そ
の
後
確
立
さ
れ
て
い
く
議
院
内
閣
制
度
の
点
か
ら
見
て
も
、
彼
の
こ
う
し
た

見
解
は
曖
昧
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
は
い
え
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
政
権
下
で
の
行
政
へ
の
議
会
の
従
属
を
阻
止
す
る
こ
と
こ

そ
が
、
彼
の
現
実
的
な
政
治
目
標
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
時
代
の
政
治
的
現
実
の
中
で
名
誉
革
命
の
原
則
の
も
と
に
憲

政
を
回
復
さ
せ
る
べ
く
、「
議
会
の
独
立
」
が
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
ま
た
彼
の
主
張
の
現

代
的
意
義
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
議
会
の
独
立
の
主
張
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
け
っ
し
て
議
会
主
権
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
有
権
者
の
地
位
を
無
力
化
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
点
を
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
下
そ
の
点
を
検
討
す
る
。

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
が
問
題
と
す
る
名
誉
革
命
後
の
憲
政
の
危
機
は
、「
統
治
の
車
輪
に
油
を
注
し
、
統
治
を
よ
り
円
滑
に
よ
り
容
易

に
行
う
の
に
役
立
つ
（
5
）

」
と
す
る
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
政
権
の
腐
敗
手
段
に
よ
る
議
会
の
操
縦
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
実
際
に
、
ウ
ォ
ル

ポ
ー
ル
長
期
政
権
を
可
能
に
し
た
最
大
の
要
因
の
一
つ
に
、
年
金
や
官
職
等
に
よ
る
議
会
の
多
数
派
工
作
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
選
挙
に
お
い
て
、
そ
し
て
選
挙
後
は
議
員
に
対
し
て
行
使
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
ウ
ォ
ル

ポ
ー
ル
の
統
治
は
、
名
誉
革
命
前
の
絶
対
王
制
を
目
指
す
ジ
ェ
イ
ム
ズ
二
世
（Jam

es II, 1633-1701 在
位
1685-88

）
の
専
制
的
な
統
治
の

一
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復
活
に
見
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
議
会
の
独
立
の
回
復
は
急
務
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
議
会
の
独

立
は
、
彼
に
と
っ
て
け
っ
し
て
絶
対
的
な
独
立
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
背
景
に
あ
る
彼
が
期
待
し
た
有
権
者
の
力
が
、

そ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
議
会
の
王
権
へ
の
従
属
の
問
題
に
関
し
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
憲
政
の
擁
護
の
た
め
に
、
有
権
者
の
選
挙
に
よ
る
影
響
力

行
使
の
必
要
性
の
考
え
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
い
か
な
る
こ
と
が
必
要
か
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
が
重
視
し
た
の
は
、
議

員
の
「
任
期
」
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
議
員
に
「
任
期
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
良
き
統
治
の
た
め
の
方
策
で

あ
っ
た
。
任
期
に
よ
っ
て
、
良
き
統
治
は
効
果
的
に
維
持
さ
れ
、
悪
し
き
統
治
を
支
持
す
る
も
の
は
腐
敗
手
段
以
外
に
は
な
に
も
な
い
（
6
）

」

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
任
期
」
の
問
題
は
、
実
際
に
名
誉
革
命
以
降
の
議
会
で
も
重
要
な
争
点
と
な
っ
て
い
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
一
世
（G

eorge I 

1660-1727 在
位
1714-27

）
時
代
に
成
立
し
た
七
年
議
会
法
は
、
一
七
世
紀
の
憲
政
へ
の
王
権
に
よ
る
侵
害
と
同
じ
で
あ
る
と
、
彼
は
断
じ

た
の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
二
世
に
よ
る
宗
教
と
自
由
に
対
し
て
な
さ
れ
た
直
接
間
接
の
企
て
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
を
救
済

す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
の
憲
政
を
主
張
し
、
改
善
し
、
国
民
の
平
和
、
名
誉
お
よ
び
幸
福
を
最
終
的
に
一
六
八
八
年
名
誉
革
命
の
基
盤

の
上
に
打
ち
立
て
、
臣
民
の
自
由
と
財
産
を
確
実
な
も
の
に
位
置
付
け
る
こ
と
、
こ
れ
ら
が
名
誉
革
命
の
公
に
さ
れ
た
企
図
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
う
し
た
企
図
は
臣
民
が
こ
れ
を
支
持
し
、
選
挙
の
自
由
と
議
会
の
開
会
が
頻
繁
に
な
さ
れ
、
議
会
の
完
全
さ
と
独
立
が
し
っ
か

り
と
用
意
さ
れ
な
け
れ
ば
、
完
全
に
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
7
）

。」

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
が
議
会
の
独
立
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
頻
繁
な
開

会
だ
け
で
な
く
、
議
会
が
頻
繁
に
選
挙
さ
れ
有
権
者
の
審
判
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
で
彼

一
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が
重
視
す
る
の
が
、
名
誉
革
命
以
後
の
憲
政
の
基
本
原
則
を
定
め
る
権
利
章
典
の
第
一
三
条
に
あ
る
「
議
会
は
頻
繁
に
開
催
さ
れ
る
べ

き
」
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
規
定
は
、
議
会
の
独
立
お
よ
び
人
民
の
自
由
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
不
十
分
な
も

の
で
あ
っ
た
。
彼
は
言
う
。「
わ
れ
わ
れ
の
自
由
が
安
全
で
あ
る
た
め
に
は
、
単
に
議
会
が
頻
繁
に
開
会
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
同
じ
く

議
会
は
頻
繁
に
更
新
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
自
由
は
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
8
）

。」

さ
ら
に
名
誉
革
命
を
契
約
の
結
果
と
す
る
観
点
か
ら
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
こ
う
し
た
憲
政
の
利
益
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
。

「
第
一
に
、
選
挙
民
が
こ
の
王
国
の
代
表
者
に
委
ね
る
信
任
は
、
委
ね
る
期
間
が
短
期
間
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
安
全
な
こ
と
は
な
い
と
言

う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
こ
の
期
間
が
延
長
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
延
長
の
期
間
が
引
き
伸
ば
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
国
民
の
安
全
は
脅

か
さ
れ
、
自
由
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
議
会
が
腐
敗
さ
れ
や
す
い
状
況
の
も
と
で
、
こ
う
し
た
信
任
の
期
間
を
引

き
伸
ば
す
こ
と
は
、
一
六
八
八
年
の
憲
政
に
規
定
さ
れ
た
利
点
、
す
な
わ
ち
議
会
の
腐
敗
が
ひ
ど
く
な
る
前
に
選
挙
民
が
新
た
な
代
表
者

を
選
出
す
る
と
い
う
賢
明
な
方
法
に
よ
っ
て
議
会
の
腐
敗
を
治
癒
し
よ
う
と
す
る
利
点
を
台
無
し
に
す
る
危
険
を
生
じ
、
国
民
は
た
だ
服

従
す
る
か
（
こ
れ
は
苦
痛
な
こ
と
で
あ
る
が
）、
あ
る
い
は
き
わ
め
て
困
難
な
抵
抗
の
道
に
踏
み
出
す
か
の
二
者
択
一
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
（
9
）

。」

こ
の
よ
う
に
、
頻
繁
な
選
挙
と
い
う
手
段
を
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
究
極
的
に
体
制
の
安
定
と
平
和
を
失
う
こ
と
に
な
る
と
、
ボ
リ
ン

グ
ブ
ル
ッ
ク
は
警
告
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
議
会
の
「
頻
繁
な
選
挙
」
は
名
誉
革
命
の
最
も
重
要
な
原
則
な
の
で
あ
る
。「
憲
政

の
明
確
な
意
思
」
は
国
民
が
「
国
民
の
代
表
者
が
国
民
的
苦
情
に
関
し
て
厳
格
に
適
法
な
形
で
連
絡
を
取
り
合
い
、
訴
え
、
そ
う
し
た
苦

情
を
救
済
す
る
た
め
の
頻
繁
な
機
会
」、「
国
民
が
代
表
者
に
委
ね
る
信
任
の
履
行
を
質
す
た
め
に
代
表
者
を
召
喚
し
、
彼
ら
を
再
選
す
る

か
否
か
に
よ
っ
て
代
表
者
の
行
為
を
問
い
た
だ
す
た
め
の
頻
繁
な
機
会
」
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
憲
政
は
、
君
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主
が
権
力
を
乱
用
し
、
議
会
が
そ
の
信
任
を
裏
切
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
の
英
知
が
あ
る
限
り
、
君
主
と
議
会
が
彼
ら

に
対
す
る
完
全
な
統
制
が
な
い
と
し
て
も
、
長
期
に
わ
た
り
権
力
を
乱
用
し
、
そ
の
信
任
を
裏
切
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
憲
政
は
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
10
）

。」

前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
主
張
の
背
景
に
、
当
時
争
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
議
会
法
の
問
題
が
存
在
し

て
い
た
。
名
誉
革
命
後
の
一
六
九
四
年
に
三
年
議
会
法
が
成
立
し
、
少
な
く
と
も
三
年
に
一
度
の
開
会
だ
け
で
な
く
、
庶
民
院
議
員
の
人

気
は
三
年
と
規
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
議
会
の
開
会
に
つ
い
て
は
毎
年
開
か
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
（
11
）

。
さ
ら
に
ボ
リ
ン
グ
ブ

ル
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
も
毎
年
選
挙
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。
彼
は
言
う
。「
多
数
の
議
員

が
、
官
職
、
金
銭
の
贈
与
や
年
金
に
よ
っ
て
腐
敗
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
ま
で
長
期
間
同
一
の
議
会
が
存
続
し
続
け
る
慣
行
を
な
く
す
た
め

に
は
、
毎
年
選
挙
さ
れ
る
議
会
と
い
う
古
い
法
的
手
続
き
を
再
び
復
活
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
12
）

。」
だ
が
、
こ
の
主
張
は
三
年
議
会
法
に

代
わ
り
議
員
の
任
期
を
七
年
に
引
き
伸
ば
し
た
一
七
一
六
年
制
定
の
七
年
議
会
法
の
廃
止
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
毎
年
選
挙

を
理
想
と
す
る
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
も
、
少
な
く
と
も
三
年
議
会
法
の
復
活
が
野
党
結
集
の
た
め
に
も
現
実
的
で
妥
当
で
あ
る
と
譲
歩
し

て
い
る
。
ウ
ィ
ッ
グ
与
党
の
政
府
に
よ
る
七
年
議
会
法
の
狙
い
は
、
ト
ー
リ
党
の
一
部
と
ジ
ャ
コ
バ
イ
ト
の
議
会
進
出
の
阻
止
に
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
は
明
ら
か
に
権
利
章
典
違
反
の
法
律
で
あ
っ
て
、
名
誉
革
命
後
の
憲
政
に
反
す
る

法
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
七
年
議
会
法
は
、
革
命
以
前
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
（C

harles II 1630-85 在
位
1660-85

）
や
ジ
ェ
イ
ム

ズ
二
世
の
い
わ
ゆ
る
「
長
期
議
会
」
へ
の
逆
行
で
あ
っ
て
、
ウ
イ
リ
ア
ム
三
世
（W

illiam
 III 1650-1702 在

位
1689-1702

）
と
メ
ア
リ
王

妃
（M
ary II 1662-94 在

位
1689-94

）
の
即
位
と
同
時
に
国
王
と
国
民
の
間
に
、
議
会
と
国
民
の
代
表
団
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
原
始
契

約
に
明
ら
か
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
代
表
観
に
対
し
て
、
当
然
に
与
党
で
あ
る
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
陣
営
か
ら
、
あ
ま
り
に
急
進

的
で
あ
る
と
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
一
七
三
二
年
か
ら
の
内
国
消
費
税
に
反
対
す
る
国
民
の
請
願
等
に
よ
る
反
政

府
運
動
の
高
揚
に
対
す
る
危
機
感
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
陣
営
側
か
ら
の
反
論
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
立
法
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
唯
一
絶
対
の
権
力
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
と
い
え
ど
も
立
法
に
対
し
い
か
な
る
発
言
も

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
民
は
選
挙
に
お
い
て
の
み
権
限
を
行
使
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
選
挙
の
後
は
、
立
法
に
つ
い
て
国
民
の
た
め

に
行
動
す
る
議
員
に
対
し
唯
一
の
権
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
国
民
は
、
憲
政
が
維
持
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
議
員

に
対
す
る
い
か
な
る
法
も
制
定
し
、
ど
の
程
度
の
税
率
を
定
め
る
か
に
つ
い
て
訓
令
す
る
権
利
を
持
ち
え
な
い
。
た
だ
議
員
が
助
言
を
求

め
、
国
民
は
議
会
に
対
し
て
請
願
す
る
だ
け
で
あ
る
。
国
王
に
と
っ
て
、
議
会
の
み
が
国
民
の
声
な
の
で
あ
る
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
が

言
う
よ
う
に
、
選
挙
民
に
権
限
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
は
庶
民
の
力
が
増
大
す
る
た
め
、
崩
壊
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

代
議
制
を
不
安
定
に
し
、
混
沌
と
し
た
も
の
に
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
（
13
）

。」

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
「
頻
繁
な
選
挙
」
の
主
張
は
、
議
会
が
頻
繁
に
選
挙
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
有
権
者
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
こ
と

が
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
権
利
章
典
の
規
定
よ
り
も
近
代
民
主
主
義
の
発
展
に
お
い
て
、

彼
は
一
歩
前
進
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
議
会
の
も
う
一
方
の
院
で
あ
る
貴
族
院
に
つ
い
て
、
議
会
の
独
立
の
観
点
か
ら
い
か
に
考
え
て
い
た
の

か
。
周
知
の
よ
う
に
名
誉
革
命
後
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
に
お
い
て
は
、
今
日
の
よ
う
な
「
下
院
優
位
の
原
則
」
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
権
利

章
典
に
あ
る
よ
う
に
、
庶
民
・
貴
族
両
院
は
法
的
に
対
等
の
関
係
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
の
議
論
に
お
い
て
は
、
当
時
の
議
会
政
治
の
庶

民
院
の
実
質
的
優
位
と
い
う
現
実
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
貴
族
院
に
対
し
て
も
そ
の
政
治
的
役
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割
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
が
議
会
の
独
立
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
の
は
、
王
権
と
貴
族
院
と
の
関
係
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
貴
族
を
つ
く
る
権
限
は
、
王
権
に
属
す
る
の
で
、
理
論
上
貴
族
院
は
王
権
の
影
響
の
も
と
に
あ
り
、
王
権
に
対
し
て
適
切
な
統
制
を
加

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
反
し
、
国
王
は
庶
民
院
議
員
を
選
出
す
る
際
に
そ
れ
に
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
一
旦
貴
族
に

な
っ
た
も
の
お
よ
び
そ
の
子
孫
が
、
憲
政
の
規
定
に
従
い
そ
の
地
位
が
剥
奪
さ
れ
な
い
限
り
、
貴
族
院
に
議
席
を
占
め
、
議
論
し
投
票
す

る
権
利
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
私
が
述
べ
て
き
た
こ
の
種
の
影
響
力
は
取
り
除
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
統
治
に
お
け
る
貴
族
院
の
役
割
は
、

国
王
や
国
民
に
従
属
し
な
い
の
で
、
彼
ら
が
中
間
的
秩
序
を
つ
く
り
、
憲
政
の
監
視
の
も
と
に
適
切
な
媒
介
者
と
な
り
う
る
（
14
）

。」

こ
の
よ
う
に
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
国
王
と
庶
民
院
の
間
の
緩
衝
装
置
と
し
て
の
貴
族
院
の
憲
政
上
の
地
位
を
期
待
す
る
の
で
あ
る

が
、
一
方
で
こ
の
考
え
は
名
誉
革
命
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
民
主
的
発
展
を
認
識
し
得
ず
、
彼
の
貴
族
主
義
的
保
守
的
性
格
を
示
す
も

の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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「
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会
の
頻
繁
な
開
会
は
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名
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革
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後
ま
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な
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戦
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時
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な
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ま
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に
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は
「
一
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に
一
回
あ
る
い
は
二
回
も
招
集
さ
れ
る
必
要
は
な
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っ
た
と
し
て
も
、
国
王
は
議
会
の
協
力
な
し
に
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、
容
易
に
、
安
全
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、

長
期
間
統
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す
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な
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あ
る
。」Ibid.,p.100.

（
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（
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こ
の
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
陣
営
の
主
張
が
、
バ
ー
ク
の
代
表
観
に
、
ま
た
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
主
張

が
後
の
急
進
主
義
の
そ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
14
） B

olingbroke,A
 D
issertation upon P

arties 1733-34,W
orks,V

ol.II,p.118.

な
お
、
当
時
在
野
陣
営
に
よ
り
、
国
王
の
新
貴
族
創
造
権
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
「
貴
族
法
案
（P

eerage B
ill

）」
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
法
案
は
、
原
則
と
し
て
国
王
の
新
貴
族
創
造
権
を
6
名
以
内
に
限
定
す
る
こ
と
で
庶
民
院
の
優
位
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

五
、
国
王
と
名
誉
革
命
原
理

国
王
に
関
す
る
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
議
論
が
、
彼
の
思
想
の
中
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
彼
が
ト
ー
リ
党
の
理
論
家
で
あ
る
と
の
理
由
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
彼
の
君
主
観
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が
け
っ
し
て
伝
統
的
な
ト
ー
リ
の
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
1
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
名
誉
革
命
後
の
憲
政
の
中
で
の
彼
の
国
王
観

に
つ
い
て
若
干
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
名
誉
革
命
を
支
持
す
る
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
も
ち
ろ
ん
王
権
神
授
説
に
立
っ
て
は
い
な
い
。
名
誉

革
命
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
は
、
絶
対
主
義
へ
の
決
別
の
体
制
で
あ
っ
て
、
彼
の
国
王
観
も
ま
た
当
然
に
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ

る
（
2
）

。
だ
が
、
名
誉
革
命
以
降
の
憲
政
の
発
展
が
、
必
然
的
に
「
国
王
は
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
」
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
は
見
ら
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
名
誉
革
命
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
基
本
は
混
合

政
体
で
あ
っ
て
、
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
政
権
の
統
治
が
、
事
実
上
国
王
大
権
を
利
用
し
た
絶
対
主
義
の
復
活
で
あ
る
と
見
な
す
以
上
、
彼
の
見

方
で
は
絶
対
王
制
批
判
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
憲
政
は
制
限
君
主
制
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
名
誉
革
命
以
来
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
に
お
け
る
王
権
へ
の
制
限
に
つ
い
て
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
よ
れ
ば
「
君
主
が
統
治
の
ル
ー
ル
を
排
他
的
に
独
立
し
て
打
ち
立
て
る
こ
と
は
必
然
で
は
な
い
（
3
）

」
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
憲
政
は
、
法
に
基
づ
く
制
限
君
主
を
前
提
と
し
て
い
る
。「
国
王
は
、
英
知
に

よ
っ
て
国
家
に
対
し
…
人
民
の
同
意
に
よ
っ
て
、
確
立
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
従
っ
て
統
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
4
）

」
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
国
王
に
対
す
る
制
限
は
、
け
っ
し
て
君
主
形
態
の
本
質
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
制
限
君
主
の
口
実
の
も
と
に
」
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
君
主
制
を
変
更
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
（
5
）

。
こ
う
し
た
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
君
主
観
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
に
よ
る
共
和
制
の
復
活
へ
の
警
戒
が
背
景
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、

一
方
で
は
名
誉
革
命
以
前
の
「
悪
名
高
き
専
制
政
治
」
の
復
活
へ
の
恐
れ
も
あ
る
の
で
あ
る
。
君
主
制
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
由
の
喪

二
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失
の
原
因
と
な
っ
て
き
た
こ
と
も
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
と
っ
て
、
君
主
制
と
自
由
を
両
立
さ
せ

る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、「
自
由
の
精
神
が
存
続
す
る
限
り
、
自
由
を
維
持
す
る
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
制
限
は
、
君
主
制
と
は
矛

盾
し
な
い
（
6
）

」
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
民
衆
の
自
由
が
確
保
さ
れ
る
た
め
に
は
王
権
へ
の
制
限
が
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
制
限
は

君
主
制
を
弱
体
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
考
え
は
、
共
和
制
と
絶
対
君
主
制
へ
の
両
面
批
判
で
あ
っ
て
、
名

誉
革
命
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
憲
政
の
擁
護
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
の
目
指
す
ト
ー
リ
党
と
ウ
ィ
ッ
グ
党
の
連

携
の
た
め
の
両
陣
営
の
極
端
派
の
廃
除
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
7
）

。
そ
し
て
、
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
の
憲
政
上
の
王
権
の
制
限
を

保
障
す
る
の
が
、
先
に
述
し
た
均
衡
の
と
れ
た
統
治
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
「
あ
ら
ゆ
る
執
行
権
は
国
王
の
手
に
も
っ
ぱ
ら
握
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
立
法
権
は
三
権
の
意
見
の
一
致
な
し
に
は
執
行
さ
れ
え
な
い
（
8
）

」
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
名
誉
革
命
以
降
の
憲

政
が
要
請
す
る
君
主
制
・
民
主
制
・
貴
族
制
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
が
維
持
さ
れ
る
統
治
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
専
制
的
政
治
は
廃
除
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
9
）

。
す
な
わ
ち
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
名
誉
あ
る
革
命
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
彼
の
時
代
の
イ

ギ
リ
ス
憲
政
は
、
ほ
と
ん
ど
改
善
の
余
地
の
な
い
完
璧
な
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
悪
し
き
国
王
は
制
限
さ
れ
、
良
き
国
王

す
な
わ
ち
愛
国
者
国
王
は
自
由
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
10
）

。

さ
ら
に
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
言
う
。「
真
の
意
味
で
、
愛
国
者
で
な
い
国
王
は
容
易
に
、
安
全
に
、
名
誉
と
尊
厳
を
も
っ
て
、
あ

る
い
は
実
際
に
存
分
な
力
を
も
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
統
治
し
え
な
い
。
だ
が
、
今
や
愛
国
者
で
あ
る
国
王
は
、
す
べ
て
の
名
誉
を
も
っ
て
、

た
い
て
い
の
絶
対
君
主
制
が
誇
る
と
同
じ
位
の
権
力
を
も
っ
て
、
さ
ら
に
し
っ
か
り
と
し
た
同
意
の
も
と
に
、
行
使
に
当
っ
て
は
効
果
的

な
権
力
を
持
っ
て
、
統
治
し
う
る
の
で
あ
る
（
11
）

。」

こ
の
よ
う
に
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
、
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
確
立
し
た
憲
政
は
立
憲
君
主
制
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
前
述
し
た
よ

二
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う
に
、
共
和
制
批
判
へ
の
言
及
に
さ
ら
に
迫
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
君
主
観
が
共
和
制
の
復
活
を
意
味
す
る
と
の

ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
陣
営
に
よ
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
12
）

の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
一
六
八
五
年
の
モ
ン
マ
ス
公

（Jam
es S
cott, 1st D

uke of M
onm
outh 1649-85

）
の
反
乱
の
失
敗
以
来
、
共
和
主
義
は
現
実
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
い
て
完
全
に
影
響
力

を
失
っ
て
い
た
。
だ
が
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
の
恐
怖
は
国
民
の
中
に
依
然
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク

の
君
主
制
の
擁
護
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
一
七
三
四
年
総
選
挙
の
敗
北
が
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
議
会
不
信
、
人
民
へ
の
懐
疑
を
一
層
強
め
て
い
っ
た
点
も

見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
由
に
適
合
し
た
法
秩
序
と
い
え
ど
も
、
人
民
が
腐
敗
し
て
い
け
ば
（
13
）

、
自
由
に
と
っ
て
弊
害

と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
法
に
よ
っ
て
も
救
済
し
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
法
は
腐
敗
し
た
人
民
の
生
き
方
に
適
合
し
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
腐
敗
し
た
人
民
の
も
と
で
は
自
由
な
共
和
制
は
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
腐
敗
し
た
民
衆
は
王
権
に
よ
っ

て
の
み
正
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
（
14
）

。
し
た
が
っ
て
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
君
主
制
は
諸
政
体
の
中
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
な
の
で
あ
る
。
自
由
な
君
主
制
に
お
い
て
こ
そ
、
民
主
制
と
貴
族
制
と
が
う
ま
く
調
和
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
政
体
の
要

と
な
り
う
る
の
で
あ
る
（
15
）

。

こ
の
よ
う
に
、
自
由
な
立
憲
君
主
制
を
中
心
と
す
る
政
体
は
、
共
和
制
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
考
え
る
の
で
あ

る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
民
衆
の
腐
敗
が
拡
大
す
れ
ば
、
新
た
な
法
や
統
治
を
も
っ
て
し
て
も
自
由
は
決
し
て
維
持
し
え
な
い
。
名
誉
革

命
に
よ
り
復
活
し
た
古
来
の
憲
政
の
も
と
で
こ
そ
、
自
由
は
回
復
維
持
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
民
衆
の
精
神
に
古
来
の
憲
政
の
精
神
を
注

入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
君
主
制
は
、
絶
対
に
腐
敗
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
い

切
る
の
で
あ
る
（
16
）

。
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こ
の
よ
う
に
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
が
拒
否
す
る
の
は
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
時
の
共
和
制
の
復
活
で
あ
る
。
過
去
の
思
想
家
が
述
べ

て
き
た
よ
う
に
、
彼
も
歴
史
的
に
共
和
制
は
け
っ
し
て
成
功
し
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
共
和
制
の
崩
壊
後
に
生
ま
れ
る
の

は
必
然
的
に
専
制
政
治
で
あ
る
と
考
え
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
腐
敗
し
た
共
和
制
の
も
と
で
は
秩
序
と
制
度
が
、
た
と
え
完
璧
に
維
持
さ
れ

て
い
て
も
、
そ
の
腐
敗
は
決
し
て
治
癒
さ
れ
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
腐
敗
し
た
共
和
制
は
、
形
式
的
な
「
自
由
の
仮
面
」
を
か
ぶ
っ
た
政

体
で
あ
っ
て
、「
よ
き
目
的
」
で
は
な
く
、「
悪
し
き
目
的
」
に
奉
仕
す
る
事
実
上
専
制
的
な
政
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
当
然
「
専
制
政
治

や
恣
意
に
よ
る
統
治
は
、
偽
り
の
安
定
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
本
物
の
安
定
で
は
な
い
。」
そ
れ
に
反
し
、
立
憲
君
主
制
の
君
主
は
暴
力

を
ふ
る
う
こ
と
な
く
、
民
衆
の
心
の
中
に
自
由
の
精
神
を
新
た
に
吹
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
君
主
制
へ
の
擁
護
は
、
一
方
で
前
述
し
た
「
総
選
挙
敗
北
」
に
よ
る
議
会
不
信
、
政
権
交
代
」
へ
の
絶
望
感
に
よ
る
も
の
と

も
言
え
る
が
、
こ
う
し
た
君
主
こ
そ
が
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
に
よ
れ
ば
愛
国
者
国
王
な
の
で
あ
る
。
こ
の
愛
国
者
国
王
の
登
場
に
よ
っ

て
の
み
、
名
誉
革
命
の
原
理
に
立
っ
た
憲
政
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。「
腐
敗
が
政
府
の
政
策
か
ら
取
り
除
か
れ
、
…
愛

国
者
国
王
が
王
位
に
就
く
や
い
な
や
、
憲
政
の
精
神
が
復
活
し
、
憲
政
の
秩
序
と
制
度
が
、
本
来
の
精
神
に
復
帰
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
専

制
政
治
に
対
す
る
自
由
の
擁
護
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
（
17
）

。

な
お
注
意
し
て
お
き
た
い
点
は
、
当
時
周
知
の
よ
う
に
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
（N

iccolo di B
ernardo M

achiavelli, 1469-1527

）
の
主
張
を

援
用
し
て
、
こ
の
時
代
を
理
解
し
、
そ
の
解
決
策
を
求
め
よ
う
と
す
る
手
法
が
見
ら
れ
た
（
18
）

。
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
も
例
外
で
は
な
か
っ

た
。
だ
が
、
君
主
と
人
民
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
リ
と
は
異
な
る
。
彼
は
、
人
民
を
受
動
的
な

存
在
と
は
捉
え
な
い
。
こ
の
点
は
『
愛
国
者
国
王
の
理
念
』
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
王
権
は
あ
く

ま
で
も
人
民
の
信
託
に
基
づ
い
て
い
る
。「
国
王
の
権
利
は
ト
ラ
ス
ト
で
あ
り
、
人
民
の
権
利
が
固
有
の
も
の
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

二
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譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
唯
一
不
可
譲
の
権
利
」
な
の
で
あ
る
（
19
）

。
彼
の
こ
う
し
た
考
え
は
、
限
界
を
伴
い
な
が
ら
も
権
利
章
典
を
超

え
、
名
誉
革
命
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
に
お
け
る
国
民
主
権
の
発
展
を
見
据
え
て
い
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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拙
著
「
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
愛
国
者
国
王
論
」（
日
本
大
学
『
政
経
研
究
』
第
三
六
巻

第
二
号
、
平
成
一
一
年
）
六
二
五
│
二
九
頁
参
照
。

（
19
） B

olingbroke,T
he Idea of a P

atriot K
ing, W

orks,vol.II,pp.391-92. 

君
主
と
人
民
の
間
の
統
治
契
約
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。

C
f.B
olingbroke,O

n L
iberty and O

riginal C
om
pact betw

een the P
rince and P

eople,A
 C
ollection of P

olitical T
racts.B

y the 

A
uthor of the D

issertation upon P
arties,L

ondon,1748,p.284.

六
、　

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
は
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
憲
政
を
混
合
政
体
で
あ
る
と
し
、
制
限
君
主
制

の
体
制
と
み
て
い
た
。
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
政
権
の
行
政
優
位
の
統
治
を
絶
対
君
主
制
の
復
活
と
見
な
す
彼
に
は
、
こ
の
統
治
は
明
ら
か
に
憲

政
に
違
反
し
て
お
り
、
け
っ
し
て
許
容
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
腐
敗
手
段
」
に
よ
っ
て
議
会
を
従
属
さ
せ
、
長
期
政
権

を
通
し
て
後
の
産
業
革
命
へ
の
基
盤
を
準
備
し
た
諸
政
策
を
進
め
る
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
の
統
治
は
、
ト
ー
リ
党
の
彼
に
は
到
底
受
け
入
れ
え

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
目
的
は
、
彼
の
時
代
を
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
憲
政
の
原
点
に

二
六



ボ
リ
ン
グ
ブ
ル
ッ
ク
の
名
誉
革
命
観
（
入
江
）

（
一
八
五
）

引
き
戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
名
誉
革
命
が
将
来
の
共
和
制
復
活
へ
の
道
を
阻
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ボ
リ
ン

グ
ブ
ル
ッ
ク
の
見
方
は
、
革
命
の
本
質
を
少
な
か
ら
ず
理
解
し
て
い
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

名
誉
革
命
後
の
憲
政
の
現
実
の
中
で
主
張
さ
れ
た
議
会
の
独
立
や
代
表
等
に
関
す
る
彼
の
議
論
は
、
選
挙
資
格
等
の
問
題
に
お
い
て
限

界
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
近
代
民
主
主
義
の
原
理
に
合
致
す
る
側
面
を
も
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。
け
れ
ど
も
、「
自
由
で
平
等
な

人
々
」
に
よ
る
契
約
そ
こ
か
ら
の
人
民
主
権
と
い
う
社
会
契
約
の
本
質
を
彼
は
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
名

誉
革
命
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
憲
政
の
中
に
近
代
か
ら
現
代
民
主
主
義
へ
の
発
展
の
流
れ
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
や
は
り
思
想
的
制
約

を
、
彼
は
免
れ
得
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

二
七





合
意
形
成
に
お
け
る
行
政
広
報
の
役
割
（
岩
井
）

（
一
八
七
）

合
意
形
成
に
お
け
る
行
政
広
報
の
役
割岩　

　

井　
　

義　
　

和

は
じ
め
に

現
在
、
行
政
に
は
大
き
な
変
化
の
う
ね
り
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
新
し
い
行
政
の
役
割
と
し
て
、「
経
営
」

と
「
協
働
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
財
源
・
財
政
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ

は
従
来
型
の
行
政
が
市
民
の
あ
ら
ゆ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
時
代
の
終
焉
を
意
味
す
る
。

こ
の
「
経
営
」
と
言
う
言
葉
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
言
葉
と
し
て
行
政
で
は
「
運
営
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、

い
わ
ば
組
織
・
制
度
を
動
か
す
管
理
型
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
経
営
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
場
合
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
を
代
表
と
す
る
、
い
わ
ば

民
間
の
持
つ
経
営
手
法
を
取
り
入
れ
た
「
経
営
型
」
行
政
運
営
へ
の
転
換
を
図
る
こ
と
を
意
味
し
、
顧
客
志
向
、
成
果
志
向
、
競
争
原
理

の
導
入
、
現
場
へ
の
権
限
移
譲
を
取
り
入
れ
た
行
政
経
営
手
法
に
改
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
際
に
求
め

論　

説

二
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ら
れ
る
こ
と
と
し
て
は
、
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
向
性
が
一
律
削
減
の
減
量
行
政
か
ら
、
市
民
重
視
、
成
果
重
視
、
目
的
重
視
に
基
づ

い
た
「
選
択
と
集
中
」
に
よ
る
選
択
行
政
へ
の
転
換
を
図
る
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
予
算
に
つ
い
て
も
一
律
削
減
で
な
く
、
重
点

選
別
主
義
に
徹
し
た
予
算
配
分
と
す
る
も
の
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
特
に
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
目
指
す

べ
き
〝
ま
ち
づ
く
り
〞
の
実
現
の
た
め
の
「
行
政
経
営
方
針
」
に
つ
い
て
具
体
的
な
目
標
な
ど
を
明
示
し
て
い
く
必
要
性
が
あ
り
、
そ
し

て
そ
こ
で
は
、
様
々
な
工
夫
を
し
つ
つ
地
域
の
発
展
を
目
指
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
誰
が
「
選
択
」
し
て
い
く
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
の
方
向

性
の
作
成
の
た
め
に
は
、
地
域
住
民
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、
こ
こ
に
方
向
性
を
定
め
る
た
め
の
市
民
（
1
）

と
の
協
働
が
必
要
で
あ
り
、

さ
ら
に
方
向
性
の
共
有
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
、
ひ
と
つ
の
地
域
活
性
化
の
方
策
と
す
る
選
択
肢
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｂ
Ｙ
施
設
（
迷
惑
施
設
、
嫌
忌
施
設
）
建
設

が
あ
る
。
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｂ
Ｙ
と
は
「N

ot In M
y B
ackyard

」
の
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
で
、『
自
分
の
裏
庭
に
は
ご
め
ん
だ
』
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
廃
棄
物
処
理
場
や
原
子
力
発
電
所
の
よ
う
な
地
域
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
施
設
が
、
自
分
の
居
住
地
域
に
建
設
さ

れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
反
対
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
従
来
型
の
プ
ラ
ン
型
行
政
で
は
、
こ
の
選
択
肢
を
選
択
す
る
場
合
、
行
政
が
一
方
的

に
施
策
を
定
め
、
施
設
の
建
設
場
所
を
あ
る
特
定
場
所
に
決
定
し
、
突
如
説
明
会
が
開
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に

行
政
の
既
存
の
形
式
的
な
手
続
き
を
重
視
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
運
営
」
を
中
心
と
す
る
行
動
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
運
営
」
か
ら
「
経
営
」
へ
の
変
化
、
さ
ら
に
は
市
民
に
よ
る
選
択
を
重
視
す
る
場
合
、
市
民
と
と
も
に
議
論
し
意
思
決
定
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
迷
惑
施
設
の
建
設
を
め
ぐ
る
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
の
合
意
形
成
の
理
念
や
あ

三
〇
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り
方
、
対
立
す
る
主
体
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
や
、
市
民
参
加
の
手
法
、
合
意
形
成
の
「
場
」
の
運
営
な
ど
、
技
術
的
な
面

で
の
問
題
を
検
討
す
る
必
要
性
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
行
政
と
市
民
の
情
報
ギ
ャ
ッ
プ
や
技
術
的
な
知
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
、
対
等
な
立
場
で
議
論
で
き
る
よ

う
な
体
制
づ
く
り
、
第
三
者
に
よ
る
問
題
の
構
造
と
要
因
を
客
観
的
に
分
析
し
、
検
討
課
題
に
対
す
る
戦
略
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
す
こ
と
、

市
民
の
自
治
意
識
を
引
き
出
し
公
共
的
な
観
点
か
ら
意
見
調
整
を
図
る
な
ど
、
様
々
な
争
点
を
解
決
す
る
手
法
と
し
て
の
、
現
在
求
め
ら

れ
る
協
働
型
行
政
広
報
の
役
割
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

（
1
）　

従
来
型
の
行
政
広
報
の
役
割
変
化

行
政
広
報
は
、
い
わ
ば
行
政
組
織
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
々
・
集
団
と
の
関
係
を
円
滑
に
し
、
お
互
い
が
信
頼
で
き
る
関
係
を
つ
く
り
、

維
持
す
る
考
え
で
あ
り
技
術
と
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
も
合
意
形
成
の
場
面
で
使
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
先
述
の
迷
惑
施
設
に
お
け
る
合
意

形
成
を
行
う
場
合
、
従
来
型
の
行
政
広
報
は
、
行
政
を
主
体
と
す
る
運
営
、
あ
る
い
は
統
治
論
の
側
面
を
強
調
す
る
か
た
ち
で
用
い
ら
れ

て
き
た
（
2
）

。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
行
政
運
営
の
視
座
に
基
づ
き
、
行
政
体
と
市
民
が
一
体
と
な
っ
て
、
行
政
が
考
え
計
画
し
た
、
あ
く

ま
で
も
行
政
施
策
を
遂
行
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
行
政
広
報
と
い
う
形
で
用
い
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
形
で
の
行
政
広
報
の
運
用

は
「
行
政
体
が
主
体
に
な
る
と
い
う
意
味
で
権
力
の
正
統
性
の
基
盤
を
確
立
す
る
意
図
を
も
ち
、「
上
か
ら
下
へ
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

は
避
け
ら
れ
な
い
（
3
）

」。
し
か
も
こ
の
場
合
で
は
、
選
択
は
行
政
の
み
が
行
い
、
そ
こ
に
市
民
の
存
在
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
利

害
対
立
図
式
は
、
表
面
的
に
は
施
設
整
備
を
担
う
自
治
体
が
、
反
対
す
る
地
域
住
民
と
対
立
す
る
と
い
う
「
地
域
住
民
」
対
「
行
政
」
の

構
図
だ
け
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
対
立
の
解
消
の
た
め
に
は
、
ま
ず
行
政
か
ら
の
十
分
な
説
明

三
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が
果
た
さ
れ
る
必
要
性
が
行
政
広
報
に
も
求
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、「
広
報
」
を
、
そ
の
言
葉
の
ご
と
く
広
く
＝
社
会
に
対
し
て
報

ず
る
＝
知
ら
せ
る
・
伝
達
す
る
と
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
知
ら
せ
る
」
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
用
い
、
さ

ら
に
行
政
の
自
己
表
現
、
自
分
の
売
り
込
み
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
い
わ
ば
、
広
報
を
情
報

発
信
の
手
法
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
求
め
ら
れ
る
、
行
政
経
営
に
お
け
る
誰
が
「
選
択
」

し
て
い
く
か
に
着
目
し
、
住
民
の
選
択
肢
と
い
う
点
を
強
調
し
て
こ
の
迷
惑
施
設
の
建
設
プ
ロ
セ
ス
を
見
て
み
る
と
、
施
設
整
備
に
よ
っ

て
最
終
的
に
便
益
を
受
け
る
存
在
は
住
民
で
あ
り
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
迷
惑
施
設
問
題
に
係
る
合
意
形
成
と
は
、
本
質
的
に

は
「
便
益
を
受
け
る
地
域
住
民
」
と
「
迷
惑
を
被
る
地
域
住
民
」
と
い
う
関
係
も
表
出
さ
れ
、
こ
う
し
た
利
害
調
整
も
存
在
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
迷
惑
施
設
に
お
け
る
、
住
民
と
の
合
意
形
成
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
政
策
や
計
画
な
ど
の
施
策
の
策
定
過
程
に
お
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
住
民
や
地
域
社
会
の
要
求
、
意
向
等
も
反
映
さ
せ
る
部
分
が
多
々
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
に
は
、「
地
域
住
民
」
対
「
行
政
」
と
い
う
合
意
形
成
方
策
と
、「
便
益
を
受
け
る
地
域
住
民
」
対
「
迷
惑
を
被

る
地
域
住
民
」
な
ど
、
多
角
的
利
害
調
整
の
方
策
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
従
来
型
の
「
運
営
型
」
で
用
い

ら
れ
て
い
た
行
政
広
報
の
役
割
を
変
化
さ
せ
て
い
く
必
要
性
の
現
れ
で
あ
り
、
行
政
と
市
民
、
市
民
と
市
民
の
間
の
良
好
な
関
係
に
、
い

か
に
行
政
広
報
が
関
わ
っ
て
い
け
る
か
の
問
題
あ
る
。
こ
こ
で
お
互
い
が
不
信
感
を
も
っ
た
場
合
、
協
働
は
あ
り
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、

行
政
広
報
を
基
軸
と
す
る
、
広
報
行
政
の
確
立
な
ら
び
に
、
行
政
の
経
営
感
覚
と
協
働
作
業
に
よ
る
地
域
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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（
2
）　

住
民
ニ
ー
ズ
の
反
映

迷
惑
施
設
に
お
け
る
住
民
と
の
合
意
形
成
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
政
策
や
計
画
な
ど
へ
の
住
民
や
地
域
社
会

の
要
求
、
意
向
等
も
反
映
さ
せ
る
部
分
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
住
民
の
要
求
や
ニ
ー
ズ
を
行
政
と
し
て
吸
収
す
る
行
政
へ
の
内
部
化
の
仕

組
み
と
し
て
、
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
行
政
側
の
聴
く
体
制
、
す
な
わ
ち
広
聴
へ
の
検
討
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
行
政
と
市
民

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
づ
く
り
と
し
て
、
住
民
の
様
々
な
要
求
や
意
向
等
を
行
政
施
策
へ
の
内
部
化
の
為
の
仕
組
み
づ
く
り
は
、
不
十
分

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
必
要
と
な
る
こ
と
が
住
民
の
要
求
や
意
向
な
ど
ニ
ー
ズ
の
内
部
化
、
す
な
わ
ち
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
為
の
伝
達
ル
ー
ト

と
し
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
開
発
で
あ
る
（
4
）

。
こ
れ
は
、
広
聴
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
組
織
機
構
上
お
よ
び
運
営
上
で
反
映
の
仕
組
み
を
作

り
上
げ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
行
政
に
よ
る
住
民
ニ
ー
ズ
反
映
装
置
の
形
成
と
い
っ
て
も
良
い
だ
ろ

う
が
、
多
様
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
反
映
さ
れ
て
く
る
住
民
ニ
ー
ズ
等
を
行
政
施
策
の
策
定
過
程
に
組
み
込
む
為
の
制
度
的
手
法
を
確
立
し

て
い
く
と
い
う
課
題
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
こ
の
課
題
を
考
え
た
場
合
、
住
民
ニ
ー
ズ
等
を
行
政
施
策
の
策
定
過
程
に
反
映
す
る
と
い
っ
て
も
、
ニ
ー
ズ
の
全
て
を
組
み
込

む
必
要
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
逆
に
全
て
を
組
み
込
む
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
広
聴
活

動
に
よ
る
結
果
の
把
握
の
場
面
で
は
、
ど
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
を
策
定
過
程
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
か
、
と
い
う
ニ
ー
ズ
の
選
択
を
す
る

必
要
性
が
で
て
く
る
。
こ
れ
は
、
ニ
ー
ズ
の
集
約
あ
る
い
は
統
合
と
い
っ
て
も
良
い
が
、
こ
こ
に
行
政
と
住
民
の
間
の
情
報
に
関
す
る

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
の
役
割
を
果
た
す
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
住
民
ニ
ー
ズ
は
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
無
整
頓
・
無
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秩
序
の
ま
ま
の
状
態
に
あ
る
住
民
の
欲
求
が
住
民
ニ
ー
ズ
だ
と
す
れ
ば
、
今
日
ま
で
地
方
行
政
は
、
多
く
の
分
野
の
行
政
を
担
当
し
て
住

民
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
き
た
。
勿
論
、
そ
れ
ら
の
ニ
ー
ズ
の
全
て
を
行
政
が
充
足
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い

た
め
何
ら
か
の
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
整
理
さ
れ
て
行
政
当
局
の
政
策
立
案
の
過
程
へ
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
住
民
の
ニ
ー
ズ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
（
5
）

。

⑴　

生
活
環
境
に
関
す
る
ニ
ー
ズ

①　

生
活
環
境
の
施
設
に
関
す
る
ニ
ー
ズ

住
民
の
住
む
日
常
生
活
圏
を
中
心
と
し
た
生
活
環
境
の
施
設
に
関
し
て
の
要
求
で
あ
っ
て
、
道
路
、
公
園
、
下
水
道
、
幼
稚
園
、
老

人
ホ
ー
ム
な
ど
へ
の
ニ
ー
ズ
。

②　

生
活
環
境
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
ニ
ー
ズ

生
活
環
境
の
施
設
の
整
備
や
拡
充
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
、
生
活
環
境
に
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
そ
の
も
の
や
サ
ー
ビ
ス
内
容
の
向
上
に
関

す
る
要
求
を
誘
発
す
る
。
ゴ
ミ
の
収
集
回
数
の
増
加
、
公
害
防
止
の
徹
底
、
公
立
病
院
の
医
師
の
増
員
、
巡
回
図
書
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

な
ど
へ
の
住
民
の
要
求
。

③　

生
活
環
境
の
制
度
に
関
す
る
ニ
ー
ズ

住
民
が
生
活
環
境
す
る
ニ
ー
ズ
を
派
生
さ
せ
る
と
き
、
制
度
に
関
連
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
高
齢
者
医
療
費
・
身
体
障
害
者

医
療
費
の
無
料
化
、
保
育
時
間
の
延
長
、
区
画
整
理
問
題
の
改
善
、
福
祉
年
金
の
引
き
上
げ
、
学
区
の
改
変
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
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⑵　

基
本
的
権
利
に
関
す
る
ニ
ー
ズ

①　

財
産
権
の
侵
害
の
回
復
に
関
す
る
ニ
ー
ズ

住
民
の
基
本
的
な
権
利
の
う
ち
で
も
、
財
産
権
の
侵
害
の
回
復
を
願
っ
て
な
さ
れ
る
要
求
が
あ
る
。
特
に
、
都
市
化
の
影
響
に
よ
る

住
民
の
財
産
権
が
侵
害
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
い
が
、
そ
の
場
合
の
回
復
を
主
張
す
る
ニ
ー
ズ
。

②　

生
活
権
の
侵
害
の
回
復
に
関
す
る
ニ
ー
ズ

主
に
公
害
現
象
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
生
活
権
の
回
復
を
意
図
し
て
な
さ
れ
る
要
求
。
公
共
事
業
に
よ
る
水
質
の
汚
濁
か
ら
漁
業
補

償
を
求
め
る
な
ど
、
生
活
権
を
巡
っ
て
の
ニ
ー
ズ
。

③　

自
然
環
境
、
文
化
財
の
保
全
に
関
す
る
ニ
ー
ズ

自
然
公
園
や
緑
地
を
求
め
、
郷
土
の
文
化
財
を
保
全
し
豊
か
な
文
化
遺
産
を
護
り
ぬ
い
て
い
こ
う
と
す
る
住
民
の
要
求
は
、
都
市
化

や
無
秩
序
な
市
街
地
の
形
成
、
不
合
理
な
土
地
利
用
へ
の
反
発
。

以
上
が
従
来
型
の
ニ
ー
ズ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
代
社
会
で
は
以
上
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
複
雑
多
岐
化
し
て
い
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
、
現
在
の
行
政
経
営
と
い
う
考
え
で
は
、
そ
こ
に
「
価
値
」
の
問
題
が
含
ま
れ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
一
体
、

行
政
・
市
民
双
方
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
は
何
な
の
か
が
問
題
で
あ
り
、
い
か
に
自
治
体
や
地
域
に
と
っ
て
の
大
切
な
「
価
値
」
を
協

働
し
て
創
造
し
て
い
く
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
行
政
広
報
の
一
連
の
流
れ
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦

略
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
考
え
、
協
働
づ
く
り
に
役
立
て
る
仕
組
み
を
作
る
こ
と
、
そ
し
て
、
従
来
か
ら
の
行
政
広
報
手
法
か
ら
脱
し
、
伝

え
る
こ
と
の
重
要
性
・
聞
く
こ
と
の
重
要
性
を
実
践
し
、
よ
り
高
度
化
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
こ
こ
に
大
き
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
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シ
ョ
ン
の
流
れ
の
問
題
が
あ
る
。

こ
う
し
た
住
民
ニ
ー
ズ
を
行
政
施
策
の
策
定
過
程
に
組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
の
手
法
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、

モ
ニ
タ
ー
制
度
、
市
民
相
談
、
及
び
公
聴
会
な
ど
の
活
動
に
よ
っ
て
住
民
ニ
ー
ズ
の
多
く
は
行
政
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
き
た
が
、
把
握

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
幾
つ
か
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
と
本
田
は
指
摘
す
る
（
6
）

。

①　

実
態
把
握
の
段
階
：
要
求
が
「
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
」
生
じ
て
い
る
か
が
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
住
民
の
ニ
ー
ズ
は
、
決
し

て
一
様
に
表
出
す
る
も
の
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
変
貌
の
経
緯
、
産
業
・
人
口
の
構
造
、
住
民
の
階
層
と
組
織
、
公
共
施
設
の
整

備
状
況
に
よ
っ
て
様
々
に
発
生
す
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
勘
案
の
上
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
要
求
が
生
じ
て
い
る
か
を
具
体
化
す
る
段

階
で
あ
る
。

②　

認
知
の
段
階
：
住
民
が
「
何
を
知
り
、
何
を
考
え
て
い
る
か
」
が
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
な
ん
ら
か
の
ニ
ー
ズ
が
生
起

し
て
も
、
そ
れ
に
関
わ
る
行
政
に
つ
い
て
、
住
民
が
そ
の
内
容
を
理
解
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
政
策
選
択
は
若
干
異
な
っ
て

く
る
。
た
と
え
ば
、
道
路
建
設
に
関
す
る
要
求
が
生
じ
た
場
合
、
住
民
が
都
市
計
画
の
行
政
内
容
を
理
解
し
て
い
る
場
合
に
は
、
地

方
自
治
体
当
局
の
対
応
は
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
行
い
う
る
可
能
性
も
あ
る
。

③　

要
望
把
握
の
段
階
：
住
民
が
「
何
を
求
め
て
い
る
か
」
を
把
握
す
る
の
が
、
こ
の
段
階
で
あ
る
。
自
治
行
政
に
対
す
る
理
解
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
行
政
に
対
す
る
住
民
の
要
求
は
生
ず
る
が
、
具
体
的
に
は
、
何
を
求
め
て
い
る
の
か
が
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
生
活
環
境
整
備
に
対
す
る
要
求
が
一
般
に
は
高
い
比
率
で
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
に
は
、
公
共
下

水
道
の
建
設
が
も
っ
と
も
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
、
公
園
事
業
な
の
か
。
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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④　

活
動
把
握
の
段
階
：
錯
綜
す
る
住
民
ニ
ー
ズ
の
な
か
で
、
住
民
が
「
要
求
実
現
の
為
に
何
を
し
て
い
る
か
」
が
、
す
な
わ
ち
、
要

求
実
現
の
た
め
、
住
民
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
動
を
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
地
方
自
治
体
当
局
は
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
何
ら
か
の
行
動
を
と
っ
て
い
る
の
か
否
か
。
行
動
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
行
動
な
の
か
。
地
元
の
議
員
に
た

い
す
る
働
き
か
け
な
の
か
。
地
域
社
会
に
お
け
る
要
求
運
動
の
た
め
の
組
織
化
の
努
力
な
の
か
。
地
域
社
会
の
要
求
実
現
に
対
す
る

住
民
自
身
の
動
き
を
敏
速
に
分
析
し
て
こ
そ
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
科
学
的
に
応
え
う
る
行
政
上
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
る
。

⑤　

障
害
把
握
の
段
階
：
住
民
の
ニ
ー
ズ
は
、
常
に
容
易
に
充
足
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
実
現
が
困
難
な
場
合
が
多

い
。
も
し
、
ニ
ー
ズ
の
実
現
が
何
ら
か
の
障
害
に
よ
っ
て
容
易
に
達
成
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
住
民
に
は
何
ら
か
の
関
心
が
湧
く
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
住
民
が
「
何
が
要
求
の
実
現
を
阻
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
か
」
を
把
握
し
て
お
く
べ

き
で
あ
る
。

⑥　

展
開
把
握
の
段
階
：
こ
こ
で
展
開
把
握
と
は
、
住
民
が
「
そ
れ
ら
の
障
害
を
ど
の
よ
う
な
形
で
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
の

か
」
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
障
害
と
な
っ
て
い
る
問
題
に
対
処
す
る
住
民
の
積
極
性
や
行
動
を
把
握
し
、
評
価
す
る
こ
と
は
、

行
政
政
策
の
形
成
に
大
き
く
影
響
す
る
。

こ
の
段
階
ま
で
地
方
自
治
体
当
局
は
把
握
し
て
こ
そ
、
住
民
要
求
の
全
貌
が
理
解
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
住
民
ニ
ー

ズ
の
把
握
は
、
勿
論
あ
ら
ゆ
る
ニ
ー
ズ
に
こ
の
六
つ
の
段
階
で
の
把
握
が
必
要
な
の
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
段
階
の
組
合
せ
か
ら
な
さ
れ

る
も
の
と
す
る
。
地
方
行
政
が
そ
の
政
策
形
成
に
お
け
る
選
択
要
件
と
し
て
住
民
意
思
＝
住
民
ニ
ー
ズ
を
導
入
す
る
の
は
、
こ
の
六
つ
の

段
階
の
う
ち
、
幾
つ
か
の
段
階
で
の
把
握
の
結
果
を
反
映
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
長
期
的
に
は
、
基
本
構
想
・
基
本
計
画
に
お
い
て
、
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ま
た
年
度
的
に
は
単
年
度
の
予
算
編
成
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
住
民
意
思
＝
住
民
ニ
ー
ズ
を
政
策
選
択
に
介
在
さ
せ

る
こ
と
こ
そ
、
合
意
形
成
過
程
と
な
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
各
種
広
聴
活
動
が
主
役
と
な
り
、
さ
ら
に
は
広
聴
職
員
が
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
と
し
て
機
能
し
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
行

政
施
策
へ
の
選
択
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
有
益
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
住
民
の
中
に
は
、
取
り
組
み
を
主
導
し
て
い
る
者
、
さ

ま
ざ
ま
な
活
動
を
め
ぐ
り
住
民
へ
の
啓
発
活
動
に
日
常
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
町
内
会
・
自
治
会
関
係
者
な
ど
、
多
く
の
領
域
で
活
躍
し

つ
つ
、
高
い
問
題
意
識
を
持
っ
た
人
々
が
お
り
、
そ
う
し
た
人
々
を
巻
き
込
ん
で
の
役
割
分
担
を
も
っ
た
住
民
主
導
の
選
択
が
様
々
な
形

で
な
さ
れ
れ
ば
、
多
く
の
意
見
表
明
・
意
見
収
集
・
知
恵
の
収
集
に
つ
な
が
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
住
民
ニ
ー
ズ
の
選
択
に
は
、
行
政
か
ら
職
員
を
派
遣
す
る
な
ど
、
行
政
側
の
参
加
・
サ
ポ
ー
ト
も
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
現
在
で
は
、
様
々
な
広
聴
機
能
を
有
す
る
メ
デ
ィ
ア
も
発
達
し
て
き
て
お
り
、
特
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
が
注
目
を
浴
び
、
多

く
の
自
治
体
で
そ
の
活
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
特
性
と
し
て
は
、
誰
で
も
簡
単
に
利
用
で
き
る
と
い
う
簡
易
性
の
ほ
か
、
発
信
し
た

情
報
を
多
く
の
利
用
者
が
見
て
、
拡
散
・
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
共
有
性
、
ま
た
住
民
が
行
政
や
地
域
外
の
関
係
者
と
双
方
向
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
と
い
う
双
方
向
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
特
性
を
活
か
し
て
、
地
域
内
の
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
取
り
な
が
ら
、
情
報
を
共
有
し
合
う
こ
と
が
現
在
で
は
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ー
ズ
の
選
択
と
ニ
ー
ズ
の
反
映
と
い
う
二
段
階

の
操
作
を
行
政
・
住
民
の
両
者
を
通
じ
て
進
展
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
こ
う
し
た
二
段
階
の
操
作
の
仕
組
み
が
確
立
し
て
、
は
じ

め
て
市
民
・
行
政
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
が
完
成
す
る
と
い
え
、
こ
こ
に
「
行
政
経
営
」
を
総
合
的
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
行
政
の
役
割

が
あ
る
。
特
に
、
住
民
ニ
ー
ズ
等
の
行
政
施
策
へ
の
反
映
は
、
担
当
職
員
の
個
人
的
選
択
で
は
な
く
、
広
く
行
政
組
織
と
し
て
行
わ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
選
択
は
、
住
民
本
位
の
選
択
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
住
民
が
行
う
選
択
に
必
要
な
、

三
八
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行
政
側
か
ら
の
情
報
提
供
の
問
題
は
、
こ
こ
で
も
重
要
と
な
る
。

（
3
）　

行
政
側
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
行
政
の
説
明
、
及
び
情
報
の
共
有
の
論
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
、
情
報
の
発
信
の
部
分
と
い
え
る

が
、
情
報
の
発
信
が
不
徹
底
で
あ
る
と
住
民
に
認
知
さ
れ
る
と
、
行
政
と
住
民
の
対
立
は
深
ま
っ
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
住
民
が
何
を
知

り
た
い
か
、
あ
る
い
は
問
題
視
し
て
い
る
点
は
何
か
を
把
握
し
発
信
し
た
情
報
で
な
け
れ
ば
、
か
え
っ
て
住
民
の
不
信
を
増
長
さ
せ
る
可

能
性
が
高
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
前
述
の
住
民
ニ
ー
ズ
の
把
握
が
大
切
で
あ
り
、
こ
れ
と
連
動
し
て
の
情
報
発
信
が

重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
住
民
の
意
見
を
反
映
す
る
機
会
の
欠
如
、
さ
ら
に
は
従
来
の
行
政
が
装
備
し
て
い
る
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
問

題
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
特
に
、
従
来
型
の
委
員
会
・
審
議
会
で
は
、
行
政
が
そ
の
目
的
に
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
「
専
門

家
」
と
若
干
の
市
民
代
表
を
加
え
た
構
成
と
し
、
意
見
を
反
映
し
た
政
策
と
決
定
を
行
っ
て
い
る
と
の
批
判
も
聞
か
れ
る
。
そ
う
し
た
批

判
の
解
決
策
の
一
例
と
し
て
、
行
政
が
頼
り
に
し
て
き
た
専
門
家
の
知
識
も
活
か
し
、
民
意
を
十
分
に
反
映
し
、
か
つ
、
議
会
も
そ
の
本

質
的
な
役
割
を
発
揮
す
る
と
い
う
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
よ
る
計
画
の
評
価
、
策
定
、
実
施
を
行
う
合
意
形
成
手
法
が
あ

る
（
7
）

。第
一
段
階
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
承
認
）
で
は
、
意
思
決
定
過
程
へ
の
住
民
参
加
の
手
続
き
や
意
見
集
約
の
方
法
な
ど
、
全

体
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
示
す
る
。
そ
の
後
、
議
会
の
承
認
を
得
て
そ
の
承
認
さ
れ
た
手
続
き
を
公
開
し
、
社
会
的
認
知
を
確
保
す
る
。
住
民
、

行
政
、
専
門
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
計
画
委
員
会
と
手
続
き
の
透
明
性
を
守
る
た
め
に
監
視
委
員
会
を
設
置
す
る
。三

九
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第
二
段
階
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
の
実
施
）
で
行
う
代
替
案
の
策
定
方
法
で
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｍ
（Interpretive S

tructural M
odeling

）
と
い
う
数
理

的
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
異
な
る
分
野
の
専
門
家
の
意
見
を
合
成
し
、
こ
の
作
業
に
よ
っ
て
、
異
な
る
選
択
対
象
の
特
徴
を
記

述
す
る
要
件
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
要
件
群
を
利
用
し
て
、
代
替
案
に
つ
い
て
の
説
明
資
料
を
作
成
す
る
。
こ
の
手
法

は
、
専
門
家
や
行
政
に
よ
る
過
去
の
活
動
成
果
の
知
識
を
集
積
し
て
十
分
に
活
用
し
、
現
時
点
で
の
専
門
家
の
情
報
を
付
加
・
合
成
し
て

代
替
案
を
作
る
方
法
の
一
つ
を
示
し
て
い
る
。
一
般
住
民
に
開
示
し
て
そ
の
意
見
を
広
く
調
査
す
る
た
め
に
は
、
十
分
な
時
間
と
経
費
を

投
入
し
て
、
住
民
が
理
解
し
や
す
い
説
明
資
料
の
作
成
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
段
階
（
コ
ン
セ
ン
ト
の
形
成
）
に
お
け
る
広
範
囲
に
住
民
の
意
見
を
集
約
す
る
方
法
と
し
て
、
住
民
投
票
の
方
法
が
最
適
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
今
後
の
電
子
投
票
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
よ
り
コ
ー
プ
ラ
ン
ド
方
式
（C

opeland P
rocedure

）
が
実
用
を
期

待
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
、
多
数
の
選
択
肢
か
ら
一
つ
だ
け
選
ば
せ
る
の
で
は
な
く
、
二
案
を
対
比
し
て
選
択
さ
せ
る
こ

と
を
全
て
の
候
補
ペ
ア
に
つ
い
て
行
う
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
回
答
が
難
し
い
問
題
の
と
き
、
対
比
選
択

で
あ
れ
ば
答
え
を
出
せ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
コ
ー
プ
ラ
ン
ド
方
式
に
よ
れ
ば
非
推
移
的
な
選
好

（
じ
ゃ
ん
け
ん
の
関
係
の
よ
う
な
矛
盾
の
回
答
）
が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
回
答
者
の
真
の
選
好
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
ま
ま
使

用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
大
量
の
非
推
移
選
好
者
が
出
る
こ
と
が
事
前
に
予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
第
二
段
階
の
代
替
案
を
修
正

す
る
手
続
き
を
用
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

最
後
の
第
四
段
階
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
チ
ョ
イ
ス
）
で
は
、
コ
ー
プ
ラ
ン
ド
方
式
な
ど
に
よ
り
住
民
が
選
好
し
た
上
位
二

案
に
つ
い
て
議
会
が
技
術
的
、
行
政
的
、
財
政
的
に
検
討
を
行
い
、
最
終
の
実
施
案
を
確
定
し
て
公
表
す
る
。
こ
の
任
に
あ
た
る
自
治
体

の
長
に
は
、
嘘
が
な
く
一
貫
し
た
内
容
を
住
民
に
伝
え
、
住
民
の
信
頼
を
獲
得
す
る
よ
う
な
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。 四

〇
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以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
専
門
家
・
住
民
・
議
会
・
行
政
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
の
役
割
を
活
か
し
、
社
会
的
な
合
意
を
形
成
す
る
意
思

決
定
モ
デ
ル
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
行
政
の
役
割
、
と
く
に
広
聴
・
広
報
行
政
に
関
わ
る
、
行
政
職
員
の
能
力
が
大
き
く
関
わ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
地
域
の
調
整
役
と
し
て
の
機
能
と
し
て
様
々
な
関
係
性
を
築
き
な
が
ら
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
こ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て

重
要
に
な
り
、
そ
の
行
司
役
、
ま
た
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
の
行
政
職
員
の
役
割
は
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
4
）　

市
民
参
加
と
情
報
の
共
有

見
て
き
た
よ
う
に
、
迷
惑
施
設
に
お
け
る
合
意
形
成
を
ス
ム
ー
ズ
に
図
る
た
め
に
は
、
行
政
に
関
す
る
情
報
を
市
民
に
提
供
し
て
そ
の

周
知
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
理
解
と
協
力
を
得
て
行
政
を
進
め
る
と
い
う
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、
中
で
も
情
報
を
知
ら

せ
る
と
い
う
、
本
来
の
役
割
を
十
分
に
果
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
も
の
が
広
報
で
あ
る
が
、
従
来
の
広
報
活

動
は
、
お
知
ら
せ
型
広
報
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
既
に
決
ま
っ
た
こ
と
の
市
民
へ
の
周
知
ば
か
り
を
行
な
う
プ
ラ
ン
型
広
報
で
あ
り
、
行
政

の
直
面
し
て
い
る
重
要
課
題
や
問
題
点
提
起
を
行
い
、
そ
の
対
策
を
市
民
と
と
も
に
考
え
る
と
い
っ
た
姿
勢
に
欠
け
、
事
業
の
実
施
に
先

立
つ
合
意
形
成
の
た
め
の
情
報
提
供
と
い
う
役
割
を
果
し
て
こ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
迷
惑
施
設
の
よ
う
に
、
市
民
対
行
政
、
市
民
対
市
民

な
ど
の
利
害
関
係
の
対
立
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
は
、
紛
争
が
生
じ
る
の
を
恐
れ
て
行
政
内
部
に
情
報
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
う

こ
と
が
多
々
あ
る
と
の
批
判
が
多
く
、
そ
う
し
た
隠
さ
れ
た
情
報
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
時
の
対
立
は
、
よ
り
一
層
深
刻
な
も
の
に
な
る

ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
批
判
や
事
例
の
解
決
策
と
し
て
は
、
当
初
か
ら
行
政
情
報
を
市
民
か
ら
分
る
よ
う
ガ
ラ
ス
張
り
に
し
て
、

市
民
が
情
報
を
与
え
ら
れ
る
客
体
で
は
な
く
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
問
題
点
解
決
の
た
め
に
考
え
る
主
体
と
な
れ
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
型
広

報
へ
の
変
換
に
行
政
が
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
市
民
参
加
へ
の
効
果
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

四
一
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こ
こ
で
も
や
は
り
、
現
代
社
会
に
お
け
る
多
様
化
し
た
市
民
ニ
ー
ズ
を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
た
め
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ル
ー
ト
を
通
し
て
市
民
の
意
思
を
行
政
に
反
映
さ
せ
、
紛
争
が
生
じ
な
い
よ
う
に
合
意
形
成
を
図
る

た
め
の
広
聴
活
動
の
活
発
化
を
は
か
る
行
政
側
の
努
力
と
、
市
民
か
ら
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
能
を
果
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
う

し
た
観
点
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
神
奈
川
県
自
治
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
、
迷
惑
施
設
建
設
に
お
け
る
合
意
形
成
関

係
に
お
け
る
広
報
戦
略
、
特
に
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
能
の
手
法
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た
以
下
の
も
の
を
参
考
に
し
て
検
討
を
加
え
て
み

る
（
8
）

。①　

住
民
会
議

住
民
会
議
は
対
話
集
会
・
住
民
説
明
会
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
生
じ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
住
民
が
討
議
す
る
も

の
で
、
会
議
の
運
営
や
話
し
合
い
の
ル
ー
ル
作
り
は
住
民
自
身
で
な
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
く
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
常
設
の

組
織
が
こ
こ
で
活
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
行
政
当
局
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
の
立
場
で
出
席
し
、
情
報
の
提
供
、
説
明
を
行
う
。
迷
惑
施

設
建
設
に
お
い
て
は
、
行
政
は
単
に
安
全
面
だ
け
の
説
明
に
と
ど
ま
ら
ず
、
建
設
の
必
要
性
や
結
果
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
も
報
告
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
住
民
会
議
の
討
議
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
資
料
が
行
政
当
局
か
ら
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
住
民
の
間

に
意
見
集
約
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
る
が
、
討
議
の
結
果
は
行
政
に
十
分
反
映
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
、
こ
こ
に
行
政
機

関
の
中
立
的
立
場
が
必
要
と
な
り
、
本
来
行
政
広
報
担
当
者
は
、
住
民
と
行
政
の
中
立
に
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
う
し
た
担
当

者
と
の
協
力
や
職
員
の
資
質
が
求
め
ら
れ
る
。

四
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②　

市
民
委
員
会

市
民
委
員
会
は
、
行
政
の
施
策
の
方
向
を
建
議
し
、
行
政
（
あ
る
い
は
市
民
）
の
提
案
に
意
見
を
述
べ
る
等
の
権
能
を
持
つ
。
委
員
会

の
メ
ン
バ
ー
は
、
迷
惑
施
設
建
設
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
市
民
と
そ
う
で
な
い
市
民
を
と
も
に
含
む
よ
う
に
す
べ
き
と
さ

れ
る
。
東
京
都
武
蔵
野
市
の
市
民
委
員
会
で
あ
る
、「
武
蔵
野
方
式
」
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
構
成
員
の
選
定
に
あ
た
っ
て
も
、
行
政
当

局
が
一
方
的
に
決
め
る
の
で
は
な
く
、
市
民
の
意
思
が
反
映
さ
れ
る
手
続
き
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

市
民
委
員
会
は
、
市
民
か
ら
情
報
を
収
集
し
、
市
民
の
意
向
を
施
策
に
反
映
さ
せ
、
提
案
し
た
計
画
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
さ
せ
る
手

段
と
し
て
、
ま
た
、
市
民
が
施
策
の
計
画
、
実
施
に
参
加
す
る
手
段
と
し
て
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
市
民
委
員
会
に
参
加
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
市
民
は
施
策
の
内
容
を
理
解
し
、
行
政
の
か
か
え
て
い
る
問
題
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
し
、
構
成
員
と
な
る
市

民
の
知
識
経
験
は
各
人
に
よ
っ
て
差
が
あ
り
、
行
政
当
局
と
も
大
き
な
差
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
補
う
た
め
に
は
、
構
成
員
の
う
ち
専
門
家

等
が
果
す
役
割
が
重
要
で
あ
り
、
行
政
当
局
か
ら
の
情
報
提
供
及
び
助
言
が
不
可
欠
で
あ
る
。
特
に
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
提
出
す

る
情
報
を
限
定
、
あ
る
い
は
出
し
渋
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る
民
度
、
す
な
わ
ち
市
民
の
問

題
に
対
す
る
意
識
が
重
要
な
カ
ギ
と
な
り
、
低
い
場
合
は
よ
り
行
政
に
よ
る
情
報
の
社
会
化
、
す
な
わ
ち
誰
に
も
で
も
わ
か
り
や
す
い
情

報
の
提
供
や
、
広
報
の
日
常
生
活
化
が
必
要
と
な
り
、
最
前
線
の
職
員
と
な
り
う
る
行
政
広
報
の
担
当
者
の
役
割
は
大
き
い
。

③　

計
画
陪
審
（
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
）

迷
惑
施
設
建
設
計
画
過
程
に
お
け
る
市
民
参
加
手
続
を
様
々
な
観
点
か
ら
第
三
者
機
関
に
よ
っ
て
、
チ
ェ
ッ
ク
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
構
成
員
と
し
て
は
、
市
民
委
員
会
の
よ
う
に
、
一
般
市
民
、
地
域
住
民
の
中
か
ら
選
任
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
計
画
陪
審

に
お
い
て
は
利
害
対
立
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
第
三
者
的
立
場
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
学
識
経
験
者
や
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
に
配
置

四
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さ
れ
て
い
る
地
域
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
行
政
に
と
っ
て
、
都
合
の
い
い
人
選
を
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
批
判
を
受
け
な
い
た
め
に
も
、
一
定
期
間
ご
と
に
市
民
に
よ
る
審
査
等
を
行
っ
て
民
意
の
反
映
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
は
公
表
し
、
市
民
に
対
し
て
も
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
方
、
市
民
参
加
手
続
の
チ
ェ
ッ
ク
・
評
価
は
と
て
も
困
難
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
市
民
参
加
は
、
市
民
の
範
囲
、
参
加
の
仕
組
み
、
参

加
の
目
的
、
市
民
参
加
へ
の
行
政
の
対
応
等
、
様
々
な
要
素
が
場
合
に
応
じ
て
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で

行
わ
れ
た
公
共
事
業
に
お
け
る
手
続
き
を
参
考
に
、
計
画
陪
審
に
よ
る
市
民
参
加
の
チ
ェ
ッ
ク
基
準
と
し
て
以
下
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。

＊
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
評
価

　

ａ
．
市
民
参
加
の
達
成
度
（
参
加
者
の
数
、
回
数
、
割
合
）

　

ｂ
．
政
策
決
定
へ
の
影
響
度

　

ｃ
．
市
民
と
の
対
話
度
、
交
流
度

　

ｄ
．
市
民
の
反
応
度

　

ｅ
．
参
加
へ
の
容
易
度

＊
利
用
目
的
上
の
容
易
度

　

ａ
．
周
知
、
教
育
の
達
成
度

　

ｂ
．
問
題
、
価
値
の
特
定
度

　

ｃ
．
市
民
の
意
見
の
反
映
度

　

ｄ
．
紛
争
解
決
度

　

ｅ
．
問
題
解
決
度

四
四



合
意
形
成
に
お
け
る
行
政
広
報
の
役
割
（
岩
井
）

（
二
〇
三
）

こ
の
計
画
陪
審
、
あ
る
い
は
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
に
関
し
て
は
、
や
は
り
権
限
や
第
三
者
機
関
と
し
て
の
置
付
け
が
重
要
で
あ
る
。
日
本
各

地
に
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
を
導
入
し
て
い
る
自
治
体
も
多
く
、
そ
の
位
置
付
け
は
法
律
上
行
政
型
が
多
く
、
や
は
り
住
民
の
代
表
で
あ
る

議
会
型
を
望
む
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
ま
た
、
財
政
の
問
題
か
ら
、
廃
止
す
る
と
こ
ろ
も
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
ど
れ
だ
け
効
果
が
あ

る
の
か
、
つ
ま
り
常
設
で
予
算
を
使
っ
て
ま
で
も
必
要
か
と
い
う
住
民
か
ら
の
意
見
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
既
存
の
機
関
で
も
代
替
可
能

と
の
考
え
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
制
度
の
必
要
性
を
広
報
に
よ
っ
て
伝
達
す
る
こ
と
が
重
要
と

な
り
、
さ
ら
に
代
替
機
能
と
し
て
は
広
聴
結
果
の
計
画
へ
の
反
映
が
重
要
と
な
る
。

④　

住
民
投
票

紛
争
が
こ
じ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
重
要
な
案
件
に
つ
い
て
は
、
住
民
投
票
に
よ
っ
て
住
民
全
体
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
住
民
投
票
の
対
象
と
関
係
住
民
の
範
囲
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
迷
惑
施
設
建
設
の
よ
う
に
地
域
が

限
ら
れ
、
利
害
が
は
っ
き
り
分
か
れ
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
た
だ
、
十
分
に
議
論
が
尽
く

さ
れ
た
と
し
て
も
、
住
民
の
意
見
が
全
て
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
民
主
主
義
の
理
念
を
考
慮
す
る
と
、
状
況
に
よ
っ
て
は
住
民

投
票
の
実
施
も
有
用
と
な
り
、
昨
今
は
各
地
で
見
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
住
民
投
票
で
あ
る
が
、
確
か
に
民
主
主
義
と
い
う
観
点
、
特
に
間

接
民
主
主
義
を
補
完
す
る
意
味
で
の
直
接
民
主
主
義
の
手
法
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
。
し
か
し
間
接
民
主
主
義
、
す
な
わ
ち
議
会

と
の
関
係
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
議
会
の
役
割
を
軽
視
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
広
報
と
の
関
連
で
見
る
な
ら
ば
、
住

民
の
代
表
機
関
で
あ
る
議
会
で
の
審
議
過
程
を
議
会
広
報
の
充
実
に
よ
り
詳
細
に
伝
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
執
行
過
程
を
行
政
広
報
に

お
い
て
伝
え
、
地
域
に
お
け
る
行
政
広
報
と
議
会
広
報
の
両
輪
が
正
し
く
住
民
の
た
め
に
機
能
す
る
必
要
性
が
あ
る
。四
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⑤　

施
設
見
学
会

ご
み
処
理
場
や
火
葬
場
の
よ
う
な
迷
惑
施
設
に
つ
い
て
は
、
公
害
等
の
環
境
問
題
や
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
悪
さ
か
ら
付
近
に
建
設
さ
れ
る

の
を
い
や
が
る
住
民
が
多
い
。
し
か
し
、
最
近
の
技
術
的
水
準
は
大
幅
に
向
上
し
て
お
り
、
公
害
防
止
対
策
等
の
諸
問
題
は
大
部
分
解
決

し
て
い
る
。
施
設
の
外
観
に
つ
い
て
も
、
最
新
の
も
の
は
文
化
施
設
と
比
べ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
遜
色
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
を
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
に
は
、
先
進
地
区
に
お
け
る
最
新
の
施
設
を
実
際
に
見
学
し
て
も
ら
う
の
が
最
も
有
効
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
も

参
加
し
た
が
ら
な
い
反
対
住
民
を
無
理
に
連
れ
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
逆
効
果
で
あ
り
、
こ
れ
は
広
報
戦
略
の
問
題
と
な
る
。

⑥　

ニ
ュ
ー
ス
・
レ
タ
ー

計
画
過
程
に
お
い
て
、
上
記
の
参
加
手
法
の
存
在
及
び
途
中
経
過
や
進
捗
状
況
を
直
接
参
加
し
て
い
な
い
市
民
に
知
ら
せ
る
た
め
に
、

通
常
の
広
報
と
は
別
に
ニ
ュ
ー
ス
・
レ
タ
ー
を
発
行
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
主
な
目
的
は
市
民
参
加
の
透
明
性
を
確
保
す

る
こ
と
で
あ
り
、
特
に
市
民
参
加
手
続
に
か
な
り
時
間
が
か
る
よ
う
な
場
合
は
、
頻
繁
に
発
行
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
で

あ
る
が
、
た
だ
行
政
側
の
思
い
だ
け
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
こ
に
広
聴
に
よ
る
住
民
が
求
め
た
内
容
で

の
発
行
が
求
め
ら
れ
、
プ
ロ
セ
ス
の
透
明
性
・
公
正
さ
を
示
す
広
報
に
お
け
る
「
情
報
の
価
値
」
が
問
題
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
参
加
手
法
が
あ
り
、
現
在
多
く
の
自
治
体
で
こ
れ
ら
の
手
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

個
々
の
事
情
か
ら
、
一
概
に
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
既
存
の
分
類
と
評
価
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
表
1
の
よ
う
な

調
査
・
研
究
結
果
が
あ
る
（
9
）

。

こ
う
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
市
民
参
加
に
関
す
る
社
会
的
要
請
の
高
ま
り
の
背
景
と
し
て
は
、
自
治
体
の
運
営
体
制
の
根
本
的
見
直
し
が

四
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迫
ら
れ
て
い
る
状
況
と
、
さ
ら
に
は
公

共
的
課
題
に
対
し
て
、
市
民
が
行
動
を

起
こ
し
、
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
増

加
し
て
き
て
い
る
状
況
が
あ
る
か
ら
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
分
権
型
社
会
を

実
現
す
る
た
め
に
、
地
域
の
住
民
が
自

ら
の
意
思
と
責
任
で
地
域
づ
く
り
を
行

う
住
民
自
治
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
重

視
さ
れ
て
い
る
（
10
）

」
現
れ
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
も
、「
参
加
」「
協
働
」
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
政
策
・
計
画
に
は
欠

か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
透
明
な
プ
ロ

セ
ス
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
し

て
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
確
立
の
検
討
は
重

要
で
あ
る
。

表 1　主な参加手法と評価

計画やシステムの策定 普及・
啓発活動

評価・
フォローアップ

対象とする
市民の層情報

公開
意見
把握

提案
抽出

合意
形成

メディア

市報 ◎ △ ◎ 市民一般

ニュースレター ◎ ○ ◎ △ 市民一般

インターネット
ホームページ ◎ ○ ○ ○ ◎ △

調 査

アンケート △ ◎ ◎ 市民一般／
活動リーダー

ヒアリング ◎ ◎ ○ ○ 活動リーダー

学習会 ○ ◎ ◎ △ ○ 関心ある市民

現地調査・現地見学 △ ◎ ○ ○ ○ 関心ある市民／
活動リーダー

検討組織
委員会・審議会等 ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 委員

ワークショップ
（継続型） ○ ◎ ◎ ◎ ○ △ ワークショップ

メンバー

イベント

ワークショップ
（単発型） ○ ◎ ◎ ○ ○ 関心ある市民

フォーラム ◎ ◎ ○ ○ ◎ 市民一般／
関心ある市民

社会実験 ◎ ◎ ◎ ○ ◎ △ 市民一般／
関心ある市民

意見受付
パブリックコメント ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 市民一般／

関心ある市民／
活動リーダー説明会・意見交換会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

◎…大きな効果が期待できる　〇…効果が期待できる　△…やや効果が期待できる

（出典） 　西宮幸一「市民参加による地域リサイクルシステムの構築手法に関する研究─環
境コミュニケーションの導入事例考察を通じた諸課題の整理─」2003年、廃棄物学
会誌別冊Vol,14,No16,p313.
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（
5
）　

住
民
と
の
関
係
（
11
）

従
来
の
行
政
と
住
民
の
関
係
は
、
表
2
に
お
け
る
Ａ
の
対
立
型
が
大
半
を
占
め
、
本
稿
の
（
1
）
従
来
型
の
行
政
広
報
の
役
割
変
化
の

冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
部
分
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
年
は
Ｃ
．
行
動
型
、
Ｄ
．
協

調
型
と
な
る
事
例
も
多
く
、
あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
同
士
の
対
立
関
係
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
良
い
事
例
が
迷
惑
施
設
に
よ
る
「
地

域
振
興
」
の
位
置
付
け
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
く
か
、
す
な
わ
ち
そ
の
価
値
の
重
要
性
の
示
し
方
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

公
共
が
関
与
し
、
廃
棄
物
処
理
法
に
よ
っ
て
処
理
施
設
が
不
足
す
る
か
ら
建
設
す
る
と
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
だ
け
で

は
住
民
に
受
け
容
れ
ら
れ
ず
、
総
論
賛
成
・
各
論
反
対
や
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｂ
Ｙ
の
感
情
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
。
さ
ら
に
、
地
域
還
元
施
設
に
代
表

さ
れ
る
「
補
償
」
の
手
法
が
こ
れ
ま
で
多
く
と
ら
れ
て
き
た
が
、
日
本
国
民
の
公
共
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
補
償
と
の
交
換
条
件
で
迷

惑
施
設
を
押
し
付
け
る
図
式
で
は
、
解
決
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

施
設
整
備
が
進
ん
で
い
る
事
例
で
は
、
地
域
振
興
に
強
く
関
与
し
て
い
る
商
工
部
局
等
が
リ
ー
ダ
ー
的
な
存
在
と
な
っ
て
地
域
振
興
を

上
位
計
画
に
位
置
付
け
、
施
設
が
で
き
る
こ
と
の
意
味
や
効
果
を
住
民
に
き
ち
ん
と
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
に
努
め
「
地
域
振
興
」
の
重

要
な
推
進
力
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
上
位
計
画
に
位
置
付
け
れ
ば
、
ど
の
地
域
で
も
進
む
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
個
別

の
課
題
も
存
在
す
る
。
そ
の
意
味
で
い
う
な
ら
ば
、
施
設
整
備
が
実
現
す
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
等
や
立
地
市
町

村
の
首
長
等
推
進
者
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
も
不
可
欠
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
が
十
分
な
条
件
に
な
る
に
は
、
安
全
と
安
心
、
言
い
換
え
る
と
行
政
・
住
民
相
互
の
「
信
頼
感
の
醸
成
」、「
地
域
振

興
の
位
置
づ
け
（
産
業
面
・
生
活
面
）」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
安
全
と
安
心
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
信

四
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頼
感
に
到
達
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
た
め
の
簡
便
な
方

法
は
な
い
。「
住
民
の
不
安
の
払
拭
」
の
方
策
と
し
て
は
、
地
元
と
の
関

わ
り
方
、
早
い
段
階
か
ら
の
話
し
合
い
の
場
の
提
供
、
住
民
の
目
線
で
話

を
聞
く
、
話
す
等
、
対
話
の
基
本
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

Ｐ
Ｉ
や
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
の
合
意
形
成
手
法
の
技
術
論
の

整
理
は
重
要
で
あ
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
に
立
ち
返
っ
た

取
り
組
み
、
県
と
市
・
企
業
・
市
民
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
等
、
人
的
資
源
の

最
適
配
置
等
の
庁
内
推
進
体
制
整
備
も
重
要
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

（
6
）　

経
営
資
源
と
行
政
広
報

行
政
経
営
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
選
択
と
集
中
」
が
求
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
を
可
能
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
さ
ら
に
「
統
合
」
と

「
関
係
」
と
い
う
も
の
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
経
営
と
い
う
言
葉
を
使

う
場
合
、
必
ず
関
連
し
て
使
わ
れ
る
も
の
が
経
営
資
源
で
あ
る
。
経
営
資

源
は
俗
に
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
（
12
）

、
財
源
・

財
政
問
題
の
場
合
、
ま
さ
に
財
源
と
人
的
資
源
の
制
約
が
行
政
に
お
け
る

表 2　行政と住民の関係

Ａ：対立型 絶対反対・白紙撤回 感情的・攻撃的
多くの紛争はこのタイプで、激
しく対立した場合には裁判に解
決を求めることもある

Ｂ：条件型 条件付き賛成 陳情・要望
基本的に受け入れざるを得ない
のならば、有利な条件で解決し
ようとする

Ｃ：行動型 基本的には反対 対立解決への努力

反対住民が勉強会を開いたり、
ほかの反対グループと連携をと
りながら、行政に代替案を示し
たりする

Ｄ：協調型 基本的には反対 協調話し合いの努力
近隣市民や一般市民・学識経験
者の参加を求めて問題を解決し
ようとする

（出典） 　古市 徹『廃棄物計画 計画策定と住民合意』（2003）共立出版株式会社、ならび
に社団法人 全国産業廃棄物連合会産業廃棄物処理事業者のためのリスクコミュニ
ケーション・マニュアル調査報告書2003年 3 月 p3から作成
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大
き
な
課
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
ど
の
政
策
や
事
業
を
選
択
し
、
そ
こ
に
資
源
を
集
中
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
迷
惑
施
設

は
、
ま
さ
に
そ
の
ひ
と
つ
の
事
例
で
あ
り
、
そ
れ
を
選
択
す
る
か
否
か
の
典
型
的
事
例
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
住
民
と
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
こ
と
で
意
思
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
行
政
職
員
の
意
識
・
能
力
が

備
わ
っ
て
い
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
の
信
頼
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、
有
能
な
人
材
を
集
め
、
倫
理
教
育
（
13
）

や

組
織
内
外
の
良
好
な
関
係
を
築
く
こ
と
で
相
互
理
解
で
き
る
人
材
の
強
化
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
政
経
営

お
け
る
「
統
合
」
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
行
政
と
市
民
が
一
緒
に
な
っ
て
ト
ー
タ
ル
な
地
域
の
満
足
や
住
民
満
足
を
考

え
て
い
く
と
い
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
能
動
的
に
市
民
が
行
政
と
と
も
に
課
題
を
統
合
的
に
解
決
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
広
報
に
よ
る
望
ま
し
い
方
向
性
を
示
す
必
要
性
が
あ
り
、
行
政
広
報
の
中
心
的
課
題
と
な
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
二
つ
目
の
「
統
合
」
で
あ
る
行
政
組
織
を
ま
た
が
っ
て
、
行
政
全
体
と
し
て
、
様
々
な
諸
政
策
を
「
統

合
的
」
に
展
開
し
て
い
く
必
要
性
に
も
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
行
政
と
市
民
が
一
緒
に
な
っ
て
ト
ー
タ
ル
な
地
域
の
満

足
や
住
民
満
足
、
す
な
わ
ち
住
民
ニ
ー
ズ
の
基
本
方
向
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
政
内
部
の
組
織
間
の
連
携
や
協
働
の
仕
組
み
、

庁
内
情
報
、
市
民
ニ
ー
ズ
の
共
有
、
組
織
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
な
ど
、
行
政
内
部
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
課
題
も
顕
在
化
し
、

こ
れ
に
対
応
で
き
る
人
材
（
ヒ
ト
）
が
必
要
と
な
る
。
し
か
も
こ
れ
を
遂
行
で
き
る
人
材
に
は
、
同
時
に
住
民
へ
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ
、
政
策
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、
市
民
の
声
を
聴
く
ヒ
ア
リ
ン
グ
能
力
、
社
会
を
感
知
で
き
る
環
境
認
識
能
力
、
市
民
と
の
協
働

を
す
す
め
、
望
ま
し
い
方
向
へ
と
み
ち
び
け
る
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
能
力
を
必
要
と
す
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
行
政
と
市
民
と
の
関
係
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
財
源
の
源
で
あ
る
納
税
者
で
あ
る
住
民
の
満
足
と
い
か

に
連
動
さ
せ
る
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、
行
政
広
報
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
と
し
て
「
政
策
目
的
（policy 

五
〇



合
意
形
成
に
お
け
る
行
政
広
報
の
役
割
（
岩
井
）

（
二
〇
九
）

objectives

）
の
達
成
に
む
け
て
、
人
々
を
は
じ
め
と
し
た
諸
資
源
を
調
整
し
て
い
く
こ
と
（
14
）

」
に
役
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

行
政
広
報
を
双
方
向
性
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
捉
え
た
場
合
、
情
報
発
信
者
で
あ
る
行
政
と
住
民
は
相
互
理
解
を
目
的
と
し
た
も
の

と
な
り
、
双
方
が
情
報
発
信
者
で
あ
り
受
信
者
と
な
る
。
そ
こ
で
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
る
相
互
理
解
の
促
進
が
図
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

互
い
に
影
響
を
与
え
、
双
方
が
変
わ
っ
て
い
く
ま
さ
に
協
働
の
過
程
で
あ
る
。
そ
し
て
互
い
の
変
容
に
よ
っ
て
お
互
い
に
自
己
修
正
が
加

わ
る
こ
と
に
な
れ
ば
こ
こ
に
協
働
型
広
報
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
専
門
職
と
し
て
の
広
報
担
当
（
ヒ
ト
）
を
育
成

し
て
い
く
こ
と
は
有
用
で
あ
り
重
要
と
な
る
。

ま
た
、
こ
の
ヒ
ト
の
育
成
は
、
資
源
の
ひ
と
つ
で
あ
る
モ
ノ
に
も
関
係
し
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
ヒ
ト
の
育
成
に
よ
っ
て
、

資
産
管
理
の
強
化
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
従
来
型
の
行
政
と
モ
ノ
と
の
関
係
で
使
わ
れ
る
言
葉
と
し
て
、
ハ
コ
モ
ノ
行
政
が
あ
る
。

い
ま
ま
で
の
行
政
に
は
、
ハ
コ
を
作
っ
た
が
、
そ
の
後
こ
の
ハ
コ
を
ど
う
の
よ
う
に
活
用
し
て
い
く
か
と
い
う
視
点
が
欠
け
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
特
に
、
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
す
る
と
、
多
く
の
自
治
体
が
手
を
あ
げ
誘
致
に
乗
り
出
し
て
き

た
。
し
か
し
、
誘
致
に
成
功
は
し
た
も
の
の
、
イ
ベ
ン
ト
が
終
了
す
る
と
、
こ
の
ハ
コ
を
使
い
こ
な
し
続
け
る
こ
と
は
難
し
く
、
多
く
の

場
合
、
維
持
費
だ
け
が
か
さ
み
、
ま
さ
に
行
政
の
無
駄
の
象
徴
的
存
在
に
な
っ
て
い
る
（
15
）

。
し
か
し
、
前
述
の
ヒ
ト
を
育
成
す
る
こ
と
で
、

一
過
性
の
ハ
コ
の
使
用
で
は
な
く
、
市
民
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
市
民
と
の
協
働
の
な
か
で
継
続
的
な
仕
組
み
づ
く
り

が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は
逆
に
言
う
と
、
誘
致
を
決
定
す
る
際
の
事
前
の
合
意
形
成
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
日
常
か
ら
市
民
と
の
協
働
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
安
易
な
誘
致
は
行
わ
れ
ず
、
長
期
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
考
え
た
、
行
政
・
市
民

相
互
の
自
己
検
証
が
行
わ
れ
、
賛
成
・
反
対
で
あ
る
に
し
ろ
、
地
域
に
必
要
な
モ
ノ
の
価
値
を
協
働
で
考
え
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。
行
政
が
つ
く
る
ハ
コ
が
、
行
政
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
市
民
に
と
っ
て
は
無
駄
と
捉
え
ら
れ
た
場
合
、
こ
こ
で
は
合

五
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意
形
成
は
も
た
ら
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
今
あ
る
モ
ノ
で
価
値
を
創
造
し
続
け
る
か
、
あ
る
い
は
新
し
い
モ
ノ
で
の
長
期
的
な

地
域
の
方
向
性
を
つ
く
る
か
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
型
の
行
政
が
発
揮
さ
れ
る
根
拠
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で

は
、
新
し
く
ハ
コ
を
作
る
場
合
、
そ
の
ハ
コ
の
地
域
に
お
け
る
価
値
の
本
質
を
市
民
に
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
既
存
の

価
値
あ
る
モ
ノ
も
提
示
す
る
こ
と
で
、
比
較
し
な
が
ら
の
選
択
肢
を
市
民
に
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
こ
の
点
に
行
政
広
報
の
役

割
が
見
出
せ
る
。
こ
こ
に
行
政
広
報
に
よ
る
、
モ
ノ
の
価
値
実
現
強
化
、
経
営
に
直
結
す
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
可
能
と
な
り
、
カ
ネ
の
健

全
確
保
、
す
な
わ
ち
財
政
の
健
全
化
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
可
能
に
す
る
の
が
情
報
で
あ
り
、
行
政
組
織
に
蓄
積
さ
れ
た
知
識
・
情
報
は
、
市
民
・
行
政
の
双
方
向
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
有
効
活
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
資
源
を
統
合
的
に
機
能
さ
せ
る
も
の
が
行
政
広
報
で
あ
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
行
政
広
報
は
、
単
な
る
お
知
ら
せ
で
は
な
く
、
さ
ら
に
情
報
の
共
有
だ
け
の
目
的
で
も
な
い
。
今
求
め

ら
れ
る
の
は
、
情
報
の
共
有
か
ら
情
報
の
共
鳴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
メ
デ
ィ
ア
や
住
民
参
加
の
手
法
は
開
発
さ
れ
て
き
て
い
る

が
、
協
働
を
考
え
た
場
合
、
行
政
と
市
民
相
互
の
行
動
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
行
政
施
策
に
対
す
る
反
対
も

含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
反
対
こ
そ
が
合
意
形
成
過
程
に
お
け
る
問
題
点
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
従
来
の
行
政
で
は
、

こ
の
反
対
の
行
動
を
無
視
、
あ
る
い
は
避
け
る
手
段
と
し
て
行
政
広
報
は
使
用
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
と
り
あ
え
ず
広
報
（
や
り
っ

ぱ
な
し
広
報
）
し
、
と
り
あ
え
ず
広
聴
（
や
り
っ
ぱ
な
し
広
聴
）
を
す
る
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
努
力
を
怠
り
、
結
果
、
合
意

形
成
は
至
っ
た
こ
と
に
し
て
き
た
、
あ
る
い
は
近
年
で
は
合
意
形
成
に
至
ら
な
い
状
況
が
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
二
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お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
経
営
資
源
を
考
え
て
く
る
と
、
い
わ
ゆ
る
ヒ
ト
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
従
来
型
の
行

政
広
報
理
解
で
は
な
く
、
行
政
広
報
＝P

ublic R
elations

と
理
解
す
る
必
要
性
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
政
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
自
体
がP

ublic R
elations

で
あ
る
と
解
し
、
行
政
内
・
外
で
の
広
報
・
広
聴
・
調
整
、
す
な
わ
ち
総
合
的
に
知
ら
せ
・
聞
き
・
内

外
で
調
整
す
る
こ
と
を
連
動
さ
せ
、
内
外
の
理
解
と
協
力
を
第
一
に
考
え
検
討
し
て
い
く
、
行
政P

ublic R
elations

の
確
立
要
請
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
はP

ublic R
elations

の
手
法
を
行
政
と
い
う
組
織
体
の
シ
ス
テ
ム
に
導
入
・
蓄
積
す
る
こ
と
で
、
行
政
体
の
新
し
い

条
件
に
対
す
る
調
整
と
適
応
を
与
え
、
確
実
に
成
果
が
あ
げ
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
（
16
）

、
合
意
形
成
に
お
け
る
住
民
の
「
選
択
」
へ
の
道
筋

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

社
会
学
者
の
シ
ェ
フ
に
よ
る
と
、「
同
意
の
認
識
は
実
際
の
同
意
と
は
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
意
の
認
識
は
、
実
際
の
同
意
よ
り

も
人
々
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
（
17
）

」
と
論
じ
、
共
同
志
向
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
ア
プ
ロ
ー
チ
（
18
）

を
説
明
す
る
。

こ
れ
は
、
個
人
志
向
と
共
同
志
向
に
関
す
る
示
唆
で
あ
り
、
個
人
志
向
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ら
が
他
者
に
共
有
さ
れ
る
、
あ
る
い
は

他
者
に
共
有
さ
れ
た
と
認
識
さ
れ
る
ま
で
は
、
世
論
を
形
成
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
な
ん
ら
か
の
状
況
に
お
け
る
選
択

は
、
個
人
的
見
解
が
他
者
の
持
つ
見
解
と
類
似
す
る
実
感
が
得
ら
れ
る
と
、
個
人
間
の
識
別
感
覚
や
共
通
利
害
に
つ
い
て
の
知
覚
を
呼
び

起
こ
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、「
個
人
志
向
は
、
あ
る
環
境
に
お
け
る
争
点
や
対
象
物
の
認
識
と
、
同
一
の
争
点
や
対
象
物
に

つ
い
て
の
重
要
な
他
者
認
識
を
両
方
も
つ
の
で
あ
る
。
二
人
以
上
の
個
人
志
向
が
、
同
一
の
問
題
や
対
象
物
を
お
互
い
に
持
て
ば
、
そ
れ

は
「
共
同
志
向
」
の
状
態
と
な
る
（
19
）

」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
多
く
の
個
人
は
同
時
に
相
互
に
関
心
と
利
害
あ
る
争
点
を
志
向
す
る
と
し
、

五
三
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そ
し
て
こ
の
個
人
志
向
が
大
き
な
社
会
グ
ル
ー
プ
へ
拡
大
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
合
意
形
成
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
り
、
ま
た
い
か
な
る

選
択
肢
を
提
供
す
る
か
の
問
題
が
含
ま
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
に
効

果
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
効
果
の
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
差

が
あ
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
フ
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
の
同
意
と
同
意
の
認
識
は
異
な
る
も

の
で
あ
り
、
片
方
だ
け
を
考
慮
す
る
こ
と
だ
け
で
は
不
十
分
に
な
る
。
表
3

か
ら
す
る
と
、「
一
枚
岩
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
は
、
関
与
し
た
人
々
が
高
い

レ
ベ
ル
の
実
際
の
同
意
を
正
確
に
認
識
し
た
こ
と
を
表
す
。
意
見
の
不
一
致

と
は
、
高
い
レ
ベ
ル
の
実
際
の
非
同
意
が
正
確
に
そ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る

と
き
の
状
態
（
20
）

」
で
あ
り
、
こ
れ
は
別
の
面
で
見
る
と
、
不
正
確
な
同
意
の
認

識
に
基
づ
い
て
い
る
住
民
と
の
関
係
は
、
一
層
困
難
な
も
の
と
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
不
正
確
性
の
中
に
あ
る
住
民
は
、
実
際
の
同
意
や
非

同
意
と
異
な
り
、
そ
こ
で
効
果
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
る
と

変
化
す
る
可
能
性
を
持
つ
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
、
お
互
い
の
交
流
の
中
で
、

他
者
の
も
つ
見
解
を
理
解
し
認
識
す
る
こ
と
で
、
他
者
の
立
場
を
理
解
し
選

択
肢
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
お
互
い
の
見
解
を
不
正
確
に
認
識
し
て

表 3　共同志向コンセンサスの種類 （Type of Coorientational Consensus）

多数の人も問題に合意して
いることを認識

（Perceives That Majority 
Also Agrees on Issue）

多数の人は問題に合意して
いないことを認識

（Perceives That Majority 
Doe s  No t  Agre e  o n 
Issue）

多数は実際に問題に合意

（Majority actually agrees 
on issue）

一枚岩のコンセンサス

（Monolithic Consensus）
多数的無知

（Pluralistic ignorance）

多数は問題に合意していな
い

（Majority does not agree 
on issue）

合意性の過大視

（False Consensus）
意見の不一致

（Dissensus）

（出典） 　Thomas j. Scheff, “Toward a Sociological Model of Consensus”, American 

Sociological Review, 32, no.1（February 1967）, p.39、及び、日本広報学会監修
『体系パブリック・リレーションズ』p258

五
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い
る
状
況
で
は
起
こ
り
え
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
合
意
性
の
過
大
視
は
、
自
分
は
非
同
意
で
あ
っ
て
も
、
関
係
者
の
多
数
が
同
意
し
て
い
る
と
考
え
る
場
合
で
あ
り
、
多
元
的
無

知
は
、
多
数
が
ほ
ぼ
同
意
し
て
い
な
い
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
幅
広
い
同
意
が
あ
る
世
論
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

人
々
が
実
際
の
同
意
状
態
を
正
し
く
認
識
し
な
い
場
合
、
不
正
確
な
認
識
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
関
係
性
の
あ
る
一
方
の
当
事
者
か
ら
他
方
の
当
事
者
へ
、
単
に
情
報
を
流
す
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
合
意
形
成
の
場

合
、
賛
成
│
反
対
、
あ
る
い
は
白
黒
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
の
で
は
な
く
、
双
方
が
共
有
で
き
る
定

義
を
作
成
し
、
正
確
さ
を
増
強
さ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
は
、
お
互
い
の
関
係
性
を
改
善
し
、
他
者
に
対
し
て
両
者
が
よ
り
適
切
に
対
処
で
き
る
状
況
を
つ
く
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行

政
広
報
は
、
た
だ
単
に
お
知
ら
せ
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、P

ublic R
elations

と
解
し
、
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
を
使
用
し
つ
つ
、
こ
こ
に

双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
し
つ
つ
、
当
事
者
た
ち
の
同
意
│
非
同
意
に
対
し
て
で
は
な
く
、
相
互
の
見
解
を
お
互
い
に
正

確
に
認
識
す
る
こ
と
に
対
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
行
政
広
報
は
人
と
の
協
力
・
理
解
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
行
政
運
営
全
般
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
行
政
広
報
、

さ
ら
に
言
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
行
政
広
報
＝P

ublic R
elations

を
行
政
運
営
の
中
枢
に
据
え
る
こ
と
で
の
、
行
政
内
・
外
が
連
動
す
る

行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
行
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
自
体
を
、
内
外
と
い
う
断
片
的
な
解
釈
で
は
な
く
、
総
合
的
に
連
動
さ

せ
る
た
め
に
も
、
行
政
広
報
＝P

ublic R
elations

を
活
用
す
る
こ
と
で
合
意
の
状
態
を
形
成
し
、
合
意
の
状
態
に
相
当
す
る
協
働
的
思

考
を
可
能
に
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

五
五
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註（
1
） 

本
稿
で
使
用
す
る
「
市
民
」
と
は
、
地
域
住
民
は
も
と
よ
り
、
企
業
・
経
済
団
体
・
大
学
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
集
団
な

ど
、
協
働
の
主
体
と
な
り
う
る
多
様
な
存
在
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
住
民
と
表
記
す
る
場
合
は
、
地
域
に
住
む
全
般
的
な
住
民
を
意
味
す
る
。

（
2
） 
行
政
広
報
の
理
論
で
は
、
行
政
体
と
住
民
の
関
係
性
に
お
い
て
、
統
治
論
と
自
治
論
の
二
つ
が
あ
り
、
現
在
求
め
ら
れ
る
行
政
広
報
の
在
り
方

は
、
後
者
の
自
治
論
で
検
討
さ
れ
る
行
政
と
住
民
が
対
等
・
平
等
関
係
の
も
の
で
あ
る
。

（
3
） 

関
谷
直
哉
「
行
政
広
報
」、
伊
吹
勇
亮
・
川
北
眞
紀
子
・
北
見
幸
一
・
関
谷
直
哉
・
薗
部
靖
『
広
報
・
Ｐ
Ｒ
論　

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
リ
レ
ー
シ
ョ

ン
ズ
の
理
論
と
実
際
』
所
収
、
有
斐
閣
（
二
〇
一
四
年
）、p.260 

参
照
。

（
4
） 

こ
こ
で
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
は
、
ハ
ー
ド
面
で
あ
る
メ
デ
ィ
ア
も
含
み
つ
つ
、
行
政
と
市
民
の
協
働
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
確
立
を
意
味
す
る
。

（
5
） 

本
田
弘
『
行
政
広
報
論
』
サ
ン
ワ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
一
九
九
五
年
）、p.150

〜157 

引
用
、
参
照
。

（
6
） 

本
田
『
前
掲
書
』
引
用
・
参
照
。

（
7
） 

富
山
慶
典
・
郭
思
勤
・
熊
田 
禎
宣
「
迷
惑
施
設
の
計
画
参
加
に
お
け
る
住
民
意
見
集
約
方
法
の
一
つ
の
提
案
│
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
処

分
事
業
の
組
織
づ
く
り
を
事
例
と
し
て
」、
日
本
計
画
行
政
学
会
『
計
画
行
政
』
二
三
巻
三
号
、（
二
〇
〇
〇
年
七
月
）、
参
照
。 

（
8
）  

神
奈
川
県
自
治
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
『
自
治
体
の
広
報
戦
略
に
関
す
る
調
査
研
究
』（
一
九
九
三
年
九
月
）、
引
用
・
参
照
。

（
9
） 

西
宮
幸
一
「
市
民
参
加
に
よ
る
地
域
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
構
築
手
法
に
関
す
る
研
究
│
環
境
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
導
入
事
例
考
察
を

通
じ
た
諸
課
題
の
整
理
│
」（
二
〇
〇
三
年
）、
一
般
財
団
法
人　

廃
棄
物
資
源
循
環
学
会
『
廃
棄
物
学
会
誌
』、
一
四
巻
、
一
六
号
、
参
照
。

（
10
） 

大
杉
覚
「
住
民
と
自
治
体
│
自
治
体
経
営
へ
の
住
民
参
加
」
財
団
法
人　

自
治
体
国
際
化
協
会
『
分
野
別
自
治
制
度
及
び
運
用
に
関
す
る
説
明

資
料
』（
二
〇
〇
七
年
七
月
）、
引
用
・
参
照
。

（
11
） 

古
市 

徹 

『
廃
棄
物
計
画 

計
画
策
定
と
住
民
合
意
』
共
立
出
版
株
式
会
社
（
二
〇
〇
三
年
）、
な
ら
び
に
社
団
法
人 

全
国
産
業
廃
棄
物
連
合
会

『
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
者
の
た
め
の
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
調
査
報
告
書
』（
二
〇
〇
三
年
三
月
）、
参
照

（
12
） 

経
営
シ
ス
テ
ム
の
観
点
か
ら
、P

ublic R
elations

は
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
四
つ
の
経
営
資
源
を
個
々
に
強
化
し
、

そ
れ
ら
を
統
合
す
る
「
第
五
の
経
営
資
源
」
と
い
わ
れ
る
。
井
之
上
喬
『
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
。

五
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（
13
） 

欧
米
に
お
い
て
は
、
専
門
倫
理
構
成
す
る
要
件
で
あ
る
、
体
系
的
な
知
識
・
資
格
制
度
・
倫
理
綱
領
の
存
在
三
つ
の
要
件
を
満
た
す
形
で
広
報

専
門
職
と
リ
ン
ク
さ
せ
、
広
報
専
門
職
を
養
成
す
る
た
め
の
教
育
が
主
に
総
合
大
学
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
・

ス
ク
ー
ル
に
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
広
報
専
門
職
を
希
望
す
る
学
生
に
対
し
て
推
奨
す
る
科
目
と
し
て
、
行
政
学
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
14
） 
Ｊ
．
ス
イ
ス
、
柿
崎
平
訳
、『
行
政
機
関
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
』
ピ
ア
ソ
ン
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
）、
参
照
。

（
15
） 

株
式
会
社
電
通
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
局
編
『
広
報
力
が
地
域
を
変
え
る
』
日
本
地
域
社
会
研
究
所
（
二
〇
〇
五
年
）、pp19

〜20

参
照
。

（
16
） G

len M
. B
loom

（2009

）, C
u

tlip an
d

 C
en

ter’s E
ffective P

u
blic R

elation
s (10

th E
d

ition
), N
ew
 Jersey: P

earson E
ducation, 

Inc.pp.167-183.

及
び
、S

cott M
. C
utlip, A

lenn H
. C
enter, and G

len M
. B
room

（2000

）, E
ffective P

u
blic R

elation
s (8

th E
d

ition
), 

N
ew
 Jersey: P

rentice-H
all, Inc.

ス
コ
ッ
ト
・
Ｍ
・
カ
ト
リ
ッ
プ
ス
、
ア
レ
ン
・
Ｈ
・
セ
ン
タ
ー
、
グ
レ
ン
・
Ｍ
・
ブ
ル
ー
ム
著
、
日
本
広
報

学
会
監
修
『
体
系
パ
ブ
リ
ッ
ク
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
』
ビ
ア
ソ
ン
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
二
〇
〇
八
年
）、p218

参
照
。
並
び
に
岩
井
義
和
「
行
政
広

報
の
現
代
的
課
題
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
」
日
本
大
学
法
学
部
『
政
経
研
究
』
二
〇
一
四
年
五
〇
巻
三
号
を
参
照
。
こ
の
論
文
で
は
、
行
政

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
連
動
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
を
構
築
で
き
る
組
織
と
し
て
行
政
広
報
に
着
目
し
、
協
働
領
域
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
た

め
の
、P

ublic R
elations

に
お
け
る
オ
ー
プ
ン
・
シ
ス
テ
ム
の
行
政
へ
の
導
入
を
論
じ
て
い
る
。

（
17
） T

hom
as j. S

cheff , “T
ow
ard a S

ociological M
odel of C

onsensus”, A
m

erican
 S

ociological R
eview

, 32, no.1

（F
ebruary 1967

）: 

32-46.

な
ら
び
に
、
日
本
広
報
学
会
監
修
『
前
掲
書
』
参
照
。

（
18
） 

モ
デ
ル
及
び
共
同
志
向
の
概
念
に
関
し
て
は
、Jack M

. M
acleod and S

teven H
. C
hafee, “Interpersonal A

pproaches to C
om
m
unication 

R
esearch,” in In

terperson
al P

erception
 an

d
 C

om
m

u
n

ication, edited by S
teve H

. C
hafee and Jack M

. M
acleod, special edition 

of A
m

erican
 B

eh
avioral S

cien
tist 16, no.4 

（M
arch-A

pril 1973
）:483-488.

な
ら
び
に
、
日
本
広
報
学
会
監
修
『
前
掲
書
』
参
照
。

（
19
） G
len M

. B
loom

 

（2009

） pp.187-212

、
並
び
に
日
本
広
報
学
会
監
修
『
前
掲
書
』
参
照
。

（
20
） G

len M
. B
loom

 

（2009

） pp.187-212

、
並
び
に
日
本
広
報
学
会
監
修
『
前
掲
書
』
参
照
。

五
七





大
統
領
制
化
論
の
課
題
（
岩
崎
）

（
二
一
七
）

大
統
領
制
化
論
の
課
題

岩　
　

崎　
　

正　
　

洋

1　

大
統
領
制
化
論
の
広
が
り

二
〇
〇
五
年
に
ポ
グ
ン
ト
ケ
（T

hom
as P

oguntke
）
と
ウ
ェ
ブ
（P

aul W
ebb

）
が
政
治
の
大
統
領
制
化
（presidentialization

）
に
関
す

る
共
同
研
究
を
刊
行
し
た
後
（P

oguntke and W
ebb 2005

）、
大
統
領
制
化
に
関
す
る
議
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世

界
各
地
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
1
）

。
こ
の
点
は
、
二
つ
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
世
界
的
な
二
つ
の

潮
流
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
だ
け
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
世
界
の
国
々
の
政
治
学
者
が
大
統
領
制
化
を
め
ぐ
る
議
論
に
参
入
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
今
や
大
統
領
制
化
論
は
、
政
治
学
に
お
け
る
一
つ
の
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
の
居
場
所
を
確
保
し
た
よ
う

に
み
え
る
。
こ
れ
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
き
た
研
究
成
果
も
着
実
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

論　

説

五
九



政
経
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第
五
十
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巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
一
八
）

第
二
に
、
大
統
領
制
化
の
事
例
が
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
に
よ
る
書
物
で
扱
わ
れ
た
国
々
だ
け
で
な
く
、
他
の
国
々
で
も
み
ら
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
大
統
領
制
化
が
世
界
各
国
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
は
、
大
統
領
制
化
が
現
代
の
民
主
主
義
諸

国
に
お
い
て
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
も
、
同
書
刊
行
後
の
比
較
的
に
早
い
時
期
に
議
論
が
紹
介
さ
れ
た
り
、
検
討
さ
れ
た
り
し
て
い
る

（
2
）

。
現
時
点
に
お
い

て
、
日
本
で
の
大
統
領
制
化
論
の
展
開
は
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
ら
に
よ
る
議
論
を
検
討
す
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
具
体
的
に

い
え
ば
、
彼
ら
の
議
論
に
対
す
る
批
判
的
な
検
討
が
な
さ
れ
た
り
、
大
統
領
制
化
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
適
否
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ

れ
た
り
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
で
は
、
大
統
領
制
化
を
執
政
制
度
と
の
か
か
わ
り
で
論
じ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
結

果
と
し
て
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
ら
が
最
初
に
提
起
し
た
文
脈
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

世
界
的
に
大
統
領
制
化
論
が
注
目
を
集
め
て
い
る
の
と
機
を
一
に
し
て
、
日
本
で
も
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
海
外
の
文
脈
と

は
や
や
異
な
る
見
方
な
い
し
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、presidentialization

と

い
う
用
語
を
翻
訳
す
る
際
に
、
ど
の
よ
う
に
訳
す
か
と
い
う
翻
訳
の
問
題
も
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
統
領
制
化
」
と
表
現
す
る
の
が

い
い
の
か
、
そ
れ
と
も
「
大
統
領
化
」
と
表
現
す
る
の
が
い
い
の
か
と
い
う
よ
う
に
、
日
本
語
で
表
記
す
る
こ
と
に
と
も
な
う
課
題
が
生

じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
で
の
議
論
は
、
大
統
領
制
化
（
な
い
し
大
統
領
化
）
と
い
う
概
念
の
検
討
に
一
定
の
割
合
が
割
か
れ
る
こ
と

も
あ
り
、
日
本
政
治
の
大
統
領
制
化
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る

（
3
）

。

ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
が
提
示
し
た
大
統
領
制
化
の
分
析
枠
組
み
を
日
本
の
事
例
に
適
用
し
て
、
日
本
に
お
け
る
大
統
領
制
化
に
つ
い

て
論
じ
る
こ
と
は
、
世
界
で
み
ら
れ
る
二
つ
の
潮
流
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
大
統
領
制
化
論
に

お
い
て
、
日
本
の
政
治
学
が
世
界
の
政
治
学
へ
と
参
入
し
、
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
し
、
日
本
の
事
例
を
諸
外
国
と
の
比
較
の
文
脈

六
〇
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に
置
く
こ
と
に
も
な
る
。

本
稿
は
、
そ
の
た
め
の
予
備
作
業
と
し
て
、
ま
ず
、
大
統
領
制
化
論
の
概
要
を
整
理
し
、
日
本
に
お
け
る
大
統
領
制
化
論
の
主
た
る
関

心
が
何
か
、
そ
こ
で
の
批
判
点
な
ど
を
確
認
す
る
。
そ
れ
を
受
け
、
本
稿
は
、
大
統
領
制
化
論
に
お
け
る
論
争
の
的
と
な
り
や
す
い
点
が

何
か
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
こ
の
先
の
議
論
に
お
い
て
注
意
を
払
う
べ
き
論
点
の
抽
出
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
今
後
は
、
日
本
政
治
の
大

統
領
制
化
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
が
、
本
稿
が
目
的
と
す
る
の
は
、
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
り
、
日
本
政
治
の
大

統
領
制
化
を
論
じ
る
た
め
の
「
ま
え
が
き
」
と
い
う
位
置
づ
け
に
過
ぎ
な
い
。

2　

大
統
領
制
化
論
の
枠
組
み

ま
ず
、
本
稿
で
取
り
扱
う
大
統
領
制
化
論
に
つ
い
て
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
に
よ
る
議
論
の
骨
子
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
大
統

領
化
論
の
射
程
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
節
に
お
い
て
は
、
彼
ら
の
議
論
を
概
観
す
る

（
4
）

。

ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
は
、
先
進
工
業
民
主
主
義
諸
国
に
お
け
る
政
治
の
大
統
領
制
化
と
い
う
視
点
か
ら
民
主
的
な
政
治
シ
ス
テ
ム
に

お
け
る
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
へ
の
権
力
集
中
と
い
う
現
象
を
検
討
し
て
い
る
（P

oguntke and W
ebb 2005

）。
彼
ら
の
い
う
「
大
統
領
制
化
」

と
は
、
た
と
え
ば
、
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
実
際
の
運
用
が
大
統
領
制
的
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
具
体
的
な
事
例
と
し

て
は
、
ブ
レ
ア
（T

ony B
lair

）
英
首
相
や
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
（G

erhard S
chröder

）
独
首
相
の
よ
う
な
リ
ー
ダ
ー
の
登
場
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
は
、
大
統
領
制
や
議
院
内
閣
制
な
ど
を
「
体
制
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
体
制

の
タ
イ
プ
の
違
い
と
表
現
し
て
い
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
制
化
と
は
、「
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
形
式
的
構
造
で
あ
る
体
制
タ
イ
プ
を

変
え
る
こ
と
な
く
、
体
制
の
実
際
的
運
用
が
よ
り
大
統
領
制
的
な
も
の
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
（P

oguntke and W
ebb 2005 邦

訳

 2

）」。

六
一
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（
二
二
〇
）

大
統
領
制
の
特
徴
は
、
政
府
の
長
で
あ
る
大
統
領
が
公
選
に
よ
り
選
ば
れ
、
三
権
が
分
立
し
、
大
統
領
一
人
に
執
政
権
（
行
政
権
）
が

帰
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
議
院
内
閣
制
の
特
徴
は
、
行
政
と
立
法
と
の
権
力
融
合
が
み
ら
れ
、
政
府
が
議
会
に
対
し
て
正
式
に
責
任

を
負
う
こ
と
に
な
り
、
政
府
の
責
任
が
内
閣
と
い
う
集
団
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
半
大
統
領
制
は
、
大
統
領
制
と
議
院
内
閣
制

の
中
心
的
要
素
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
大
統
領
制
の
局
面
と
議
院
内
閣
制
の
局
面
と
を
行
き
来
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
議
院

内
閣
制
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
で
も
な
い
。
半
大
統
領
制
は
、
大
統
領
の
政
党
と
議
会
で
多
数
派
を
占
め
る
政
党
と
が
一
致
す
る

か
否
か
に
よ
り
、
議
院
内
閣
制
に
近
い
運
用
と
な
っ
た
り
、
大
統
領
制
に
近
い
運
用
と
な
っ
た
り
す
る
。

大
統
領
制
は
、
政
府
の
長
に
か
な
り
の
執
政
権
力
資
源
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
議
会
政
党
か
ら
か
な
り
の
自
律
性
を
も
た
ら
し
て
い

る
。
大
統
領
制
が
作
動
す
る
際
の
固
有
の
論
理
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
効
果
を
も
つ
と
さ
れ
る
（P

oguntke and W
ebb 2005 邦

訳

 6-7

）。

1
．
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
権
力
資
源

│
大
統
領
制
の
論
理
で
は
、
政
府
の
長
は
他
に
優
越
す
る
執
政
権
力
資
源
を
持
つ
。
大
統
領

制
に
お
け
る
政
府
の
長
は
、
議
会
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
ず
、
通
常
は
直
接
人
民
に
よ
っ
て
正
統
化
さ
れ
、
そ
し
て
他
の
諸
制
度

か
ら
強
い
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
内
閣
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
執
政
府
の
長
は
、
政
府
の
執

政
部
門
に
関
し
て
は
外
部
か
ら
あ
ま
り
干
渉
さ
れ
ず
に
統
治
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

2
．
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
自
律
性

│
こ
れ
も
ま
た
、
権
力
分
立
の
直
接
的
な
帰
結
の
一
つ
で
あ
る
。
執
政
府
の
長
は
、
在
職
期
間

中
は
自
党
の
圧
力
か
ら
十
分
に
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
与
野
党
双
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
与
党
に
は
政
府
支
持
の
拘
束
が
か

か
ら
ず
、
野
党
に
は
政
権
担
当
能
力
の
顕
示
と
い
う
拘
束
が
か
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
執
政
府
の
長
は
自
党
に
対
す
る
顕
著

な
自
律
性
を
享
受
す
る
一
方
で
、
そ
の
指
導
力
は
有
権
者
へ
の
ア
ピ
ー
ル
の
成
否
に
よ
り
直
接
的
に
左
右
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

六
二
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リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
自
律
性
は
指
導
力
の
強
化
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
選
挙
で
の
成
功
を
条
件
と
す
る
。
そ
し

て
選
挙
で
の
成
功
は
、
政
党
組
織
の
統
制
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
自
律
性
は
、
政
党
組

織
と
（
与
党
の
場
合
に
は
）
国
家
の
政
治
的
執
政
府
と
い
う
、
二
つ
の
異
な
る
行
動
領
域
内
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。

3
．
選
挙
過
程
の
個
人
化

│
こ
れ
は
端
的
に
は
、
最
高
位
の
公
選
職
に
対
し
て
当
然
向
け
ら
れ
る
関
心
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

選
挙
過
程
の
個
人
化
と
は
、
選
挙
過
程
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
が
筆
頭
候
補
者
の
人
格
に
よ
っ
て
決
定
的
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。

ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
に
よ
れ
ば
、
政
治
の
大
統
領
制
化
は
、
⒜
党
内
お
よ
び
政
治
的
執
政
府
内
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
権
力

資
源
と
自
律
性
の
増
大
、
⒝
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
選
挙
過
程
と
い
う
二
つ
の
点
が
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
変
化
は
、
大
統
領
制
化
の
三
つ
の
側
面
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
（P

oguntke and W
ebb 2005 邦

訳

 7-8

）。
三
つ
の
側
面
と
は
、

民
主
的
統
治
の
中
心
的
な
領
域
に
あ
り
、
執
政
府
（
行
政
府
）、
政
党
、
選
挙
で
あ
る
。
大
統
領
制
化
の
過
程
は
、
憲
法
改
正
な
ど
の
よ
う

に
、
憲
法
構
造
が
直
接
的
に
変
わ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
要
因
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
統
領
制
化
は
、
偶

発
的
お
よ
び
構
造
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。

大
統
領
制
、
議
院
内
閣
制
、
半
大
統
領
制
の
い
ず
れ
の
タ
イ
プ
も
原
則
的
に
、
政
党
主
導
型
の
統
治
と
大
統
領
制
的
な
統
治
と
の
間
を

行
き
来
す
る
の
で
あ
り
、
一
つ
の
連
続
線
上
の
ど
の
極
に
近
づ
く
か
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
基
底
構
造
的
要
因
（
社
会
構
造
や
メ
デ
ィ
ア
シ
ス
テ

ム
の
変
化
な
ど
）
と
、
偶
発
的
要
因
（
リ
ー
ダ
ー
の
人
格
な
ど
）
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
図
1
は
、
一
つ
の
連
続
線
上
に
三
つ
の
体
制
の
タ
イ
プ

が
位
置
づ
け
ら
れ
、
両
極
は
「
大
統
領
制
化
さ
れ
た
統
治
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
政
党
主
導
型
の
統
治
」
で
あ
る
の
か
と
い
う
点

六
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が
区
別
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、「
大

統
領
制
化
さ
れ
た
統
治
」
の
み
が
、
政
治
の
大
統
領
制
化
の
可

能
性
を
完
全
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

図
1
の
水
平
次
元
は
、
公
式
の
法
律
│
憲
法
的
な
基
準
に
し

た
が
っ
て
三
つ
の
体
制
の
タ
イ
プ
を
分
け
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
境
界
線
は
明
確
で
あ
り
、
半
大
統
領
制
が
議
院
内
閣
制
と
大

統
領
制
と
の
間
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
単
純
に
両
者
の
中
間

型
と
し
て
半
大
統
領
制
を
理
解
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。

図
1
の
垂
直
的
次
元
は
、
水
平
的
次
元
と
は
異
な
り
、
明
確
な

区
分
け
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
一
続
き
の
連
続
体
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
垂
直
的
次
元
は
、
両
端
に
向
か
う
矢
印
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
お
り
、
上
端
が
「
大
統
領
制
的
な
統
治
」
で
、
下

端
が
「
政
党
主
導
型
の
統
治
」
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

位
置
づ
け
は
、
公
式
的
な
法
律
│
憲
法
的
な
規
定
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
構
造
的
お
よ
び
偶
発
的
な
政
治
的
特
徴
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

垂
直
的
次
元
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
は
、
政
党
と

図 1　大統領制化と体制タイプ
 

 

 

 

 

出所　ポグントケ＆ウェブ『民主政治はなぜ「大統領制化」するのか』 9 頁。
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課
題
（
岩
崎
）

（
二
二
三
）

リ
ー
ダ
ー
個
人
と
の
関
係
に
よ
り
決
ま
る
。
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
個
人
に
と
っ
て
有
利
に
な
る
よ
う
な
権
力
資
源
と
自
律
性
の
変
化
と
、
そ

れ
に
と
も
な
う
内
閣
や
政
党
な
ど
の
集
団
的
ア
ク
タ
ー
の
権
力
と
自
律
性
の
低
下
と
の
か
か
わ
り
に
よ
り
、
連
続
線
上
の
ど
こ
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
か
が
決
ま
る
。
リ
ー
ダ
ー
の
自
律
性
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
集
団
的
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
抵
抗
の
可
能
性
は
小
さ
く
な
る
た
め
、
高

い
自
律
性
を
も
つ
リ
ー
ダ
ー
ほ
ど
外
か
ら
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
他
の
ア
ク
タ
ー
を
無
視
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
権
力
の
増
大
を

も
た
ら
す
の
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
過
程
と
さ
れ
る
（P

oguntke and W
ebb 2005 邦

訳

 10

）。

1
．
自
律
的
な
統
制
領
域
の
増
大
。
こ
れ
は
、
求
め
る
結
果
が
専
ら
そ
の
よ
う
な
自
律
的
領
域
内
で
得
ら
れ
る
限
り
、
実
質
的
に
権

力
を
行
使
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

2
．
他
者
の
抵
抗
に
対
す
る
打
開
能
力
の
拡
大
。
こ
の
た
め
に
は
、
起
こ
り
う
る
抵
抗
を
打
開
す
る
た
め
の
資
源
、
つ
ま
り
他
者
へ

権
力
を
行
使
す
る
た
め
の
資
源
の
拡
大
が
必
要
で
あ
る
。

大
統
領
制
化
の
三
つ
の
側
面
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
点
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
と
（P

oguntke and W
ebb 2005 邦

訳

 10-15

）、

ま
ず
、
執
政
府
に
関
し
て
は
、
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
（
大
統
領
な
い
し
首
相
、
政
党
の
リ
ー
ダ
ー
な
ど
）
に
任
命
権
や
政
策
決
定
権
な
ど
の
公
式

的
な
権
力
が
付
与
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
律
的
な
統
制
領
域
が
拡
大
す
る
。
リ
ー
ダ
ー
は
、
自
律
的
な
支
配
域
の
外
部
に
対
し
て
、
公

権
力
や
ス
タ
ッ
フ
、
資
金
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
設
定
や
選
択
肢
を
規
定
す
る
能
力
な
ど
を
資
源
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
潜
在
的
な
抵
抗
を
排
除

で
き
る
。
執
政
府
や
政
党
の
側
面
に
お
い
て
は
、
自
党
に
対
す
る
リ
ー
ダ
ー
の
権
力
増
大
が
大
統
領
制
化
の
中
心
的
な
論
点
と
な
る
。

政
党
の
側
面
で
は
、
リ
ー
ダ
ー
が
有
利
に
な
る
よ
う
な
党
内
権
力
の
変
動
が
大
統
領
制
化
に
お
い
て
み
ら
れ
る
が
、
個
人
化
さ
れ
た

六
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リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
傾
向
は
、
党
機
構
の
統
制
よ
り
も
リ
ー
ダ
ー
の
個
人
的
名
声
を
高
め
る
た
め
に
権
力
資
源
が
用
い
ら
れ
る
。
選

挙
は
、
政
党
主
導
か
ら
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
支
配
へ
と
変
化
す
る
。
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
、
メ
デ
ィ

ア
の
政
治
報
道
は
以
前
に
も
ま
し
て
リ
ー
ダ
ー
に
焦
点
を
向
け
る
よ
う
に
な
り
、
結
果
的
に
、
有
権
者
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
投
票
行
動

に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
効
果
が
重
要
性
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。

大
統
領
制
化
の
要
因
に
は
、
政
治
的
状
況
や
リ
ー
ダ
ー
の
人
格
な
ど
の
偶
発
的
な
要
因
に
加
え
て
、
構
造
的
な
要
因
も
含
ま
れ
る
。
構

造
的
要
因
と
し
て
は
、
政
治
の
国
際
化
、
国
家
の
肥
大
化
、
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
、
伝
統
的
な
社
会
的
亀
裂
に
よ
る

政
治
の
衰
退
と
い
う
四
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
（P

oguntke and W
ebb 2005 邦

訳

 18-24

）。
大
統
領
制
化
は
、
三
つ
の
側
面
で
同
時
に
進
行
す

る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
四
つ
の
構
造
的
要
因
は
、
大
統
領
制
化
の
あ
る
側
面
に
対
し
て
は
他
の
側
面
よ
り
も
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
す

と
し
て
も
、
三
つ
の
側
面
は
、
各
々
異
な
る
速
度
や
異
な
る
時
間
で
進
行
す
る
。
あ
る
一
つ
の
過
程
が
進
行
し
、
そ
れ
が
他
の
過
程
に
も

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。

執
政
府
内
で
の
大
統
領
制
化
に
は
、
政
治
の
国
際
化
と
、
国
家
の
肥
大
化
と
が
直
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
選
挙
で
の
大
統
領
制
化
に

は
、
亀
裂
の
衰
退
が
影
響
を
及
ぼ
し
、
三
つ
の
側
面
す
べ
て
に
対
し
て
、
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
が
影
響
を
及
ぼ
す
と

考
え
ら
れ
る
。
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
は
、
マ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
変
化
が
「
有
権
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
選
挙
で
の
選
択

に
お
い
て
リ
ー
ダ
ー
の
人
格
的
資
質
を
重
視
さ
せ
て
い
る
」
こ
と
、「
政
党
リ
ー
ダ
ー
が
、
政
治
的
な
議
題
設
定
の
場
面
か
ら
他
の
ア
ク

タ
ー
を
外
す
た
め
に
利
用
し
て
い
る
」
こ
と
、「
執
政
府
長
官
に
対
し
て
、
政
権
を
支
配
し
、
自
党
の
頭
越
し
に
統
治
を
行
う
た
め
の
決

定
的
な
権
力
資
源
を
提
供
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
、
大
統
領
制
化
の
三
つ
の
側
面
が
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
こ
と
を
説
明
す
る
。
そ
の
た
め
、
三
つ
の
側
面
の
間
に
は
双
方
向
の
矢
印
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
。

六
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彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
用
い
て
一
四
か
国
の
事
例
に
注
目
し
、
大
統
領
制
化
が
民
主
的
な
統
治
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
も

た
ら
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
、
大
統
領
制
化
が
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（Joseph A

. S
chum

peter

）
流
の
競
合
的
エ

リ
ー
ト
民
主
主
義
モ
デ
ル
を
想
起
さ
せ
る
と
指
摘
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
全
く
異
な
る
と
し
て
い
る
（P

oguntke and W
ebb 2005 邦

訳

 

502-503

）。

シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
公
職
に
就
い
た
エ
リ
ー
ト
が
最
大
限
の
自
律
性
を
も
つ
と
さ
れ
る
が
、
現
代
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
が
発

達
し
た
民
主
主
義
に
お
け
る
政
治
的
エ
リ
ー
ト
の
民
主
的
正
統
性
は
、
党
員
選
挙
や
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
、
継
続
的
な
支
持
率
調
査
な
ど
に

よ
り
、
た
え
ず
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
今
で
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
考
え
る
よ
う
に
、
エ
リ
ー
ト
が
最
大
限
の
自
律
性
を
も

つ
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
現
代
の
民
主
主
義
は
、
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
流
の
エ
リ
ー
ト
民
主
主
義
モ
デ
ル
と
、
各

種
の
世
論
調
査
や
直
接
民
主
主
義
的
な
手
法
に
よ
り
、
常
に
国
民
投
票
的
な
洗
礼
を
受
け
る
民
主
主
義
の
モ
デ
ル
と
が
融
合
し
つ
つ
あ
る

と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

3　

日
本
に
お
け
る
大
統
領
制
化
論
の
射
程

ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
が
大
統
領
制
化
に
つ
い
て
議
論
し
た
の
は
、
政
党
衰
退
論
以
降
の
政
党
政
治
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
い
い
の

か
と
い
う
関
心
か
ら
で
あ
っ
た

（
5
）

。
も
と
も
と
彼
ら
は
、
政
党
の
研
究
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
政
党
の
衰
退
に
関
す
る
長
年
の
議
論
を
ふ
ま

え
、「
政
党
衰
退
論
で
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
リ
ー
ダ
ー
が
自
ら
の
政
党
を
犠
牲
に
し
た
上
で
優
越
的
な
立
場
を
築
い
て
い

る
と
い
う
可
能
性
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
、
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
「
傑
出
し
た
個
性
的
な
リ
ー
ダ
ー
」
の
存
在
に
注
目
し
た
の
で
あ
っ

た
。

六
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そ
の
際
に
焦
点
が
向
け
ら
れ
た
リ
ー
ダ
ー
は
、「
首
相
」
で
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
、
彼
ら
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、「
政
党
の
リ
ー

ダ
ー
」
と
し
て
の
「
首
相
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
が
政
党
研
究
者
と
し
て
抱
い
て
い
た
問
題
意
識
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
注
意
を
払
っ
て
い
た
の
は
、
単
に
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
首
相
の
存
在
と
い
う
の
で
は
な
く
、
首
相
と

政
党
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
変
化
が
み
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
大
統
領
制
化
が
一
面
的
で
は
な
く
、
執
政
、
政
党
、
選
挙
と
い
う

三
つ
の
側
面
に
お
い
て
み
ら
れ
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。

三
つ
の
側
面
は
相
互
に
関
連
し
て
お
り
、
同
時
並
行
的
に
進
行
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
し
て
も
、
あ
る
側
面
が
他
の
側
面
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
時
間
差
を
示
し
な
が
ら
も
各
側
面
が
進
行
し
て
い
く
と
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
、
大
統
領
制
化
の
指
標
に
つ
い
て

説
明
す
る
と
き
も
、「
執
政
府
内
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
の
権
力
」、「
政
党
内
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
の
権
力
」、「
候
補
者
中
心
の
選
挙
過
程
」

と
い
う
三
つ
の
側
面
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
標
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
に
展
開
さ
れ
て
き
た
大
統
領
制
化
論
の
多
く
は
、
三
つ
の
側
面
を
網
羅
的
に
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
パ
サ
レ
ッ
リ
（G

ianluca P
assarelli

）
の
よ
う
に
、
政
党
の
側
面
に
重
点
を
置
い
た
も
の
も
あ
る
（P

assarelli 2015

）。
そ
れ

以
外
に
も
執
政
府
に
重
点
を
置
い
た
も
の
が
み
ら
れ
、
日
本
で
も
ま
た
、
政
党
研
究
の
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
執
政

制
度
の
研
究
に
お
い
て
大
統
領
制
化
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

日
本
で
大
統
領
制
化
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
る
際
に
、
頻
繁
に
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、
待
鳥
聡
史
に
よ
る
「
大
統
領
的
首
相
論
の
可
能

性
と
限
界

│
比
較
執
政
制
度
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

（
6
）

」
と
い
う
論
文
で
あ
る
（
待
鳥 

二
〇
〇
六
）。
待
鳥
は
、
比
較
執
政
制
度
論
と
い
う

文
脈
に
お
い
て
、「
大
統
領
的
首
相
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
に
よ
る
大
統
領
制
化
論
に
注
意
を
向

け
て
い
る
。
待
鳥
は
、「
議
院
内
閣
制
諸
国
に
お
い
て
政
治
が
大
統
領
制
化
す
れ
ば
、
そ
こ
に
登
場
す
る
の
は
大
統
領
的
首
相
だ
と
い
う

六
八
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こ
と
に
な
る
（
待
鳥 

二
〇
〇
六
：
三
一
六
）」
と
指
摘
し
、「
政
治
の
大
統
領
制
化
と
い
う
概
念
は
魅
力
的
で
あ
り
、
大
統
領
的
首
相
論
の

体
系
化
の
試
み
と
し
て
貴
重
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
（
待
鳥 

二
〇
〇
六
：
三
一
七
）」
と
述
べ
て
い
る
。

待
鳥
は
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
に
よ
る
大
統
領
制
化
論
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、
大
統

領
制
化
の
四
つ
の
要
因
に
関
し
て
、「
い
ず
れ
も
戦
後
ほ
ぼ
一
貫
し
て
強
ま
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
な
ぜ
今
日
に
至
っ
て
と
く
に
注
目

す
べ
き
現
象
と
し
て
の
大
統
領
制
化
を
生
み
出
す
の
か
が
明
確
で
は
な
い
（
待
鳥 

二
〇
〇
六
：
三
一
八
）」
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
関
連
し
た
疑
問
点
と
し
て
、「
政
治
の
大
統
領
制
化
や
大
統
領
的
首
相
の
登
場
を
、
制
度
構
造
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
変
化

と
は
無
関
係
の
現
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、「
政
治
の
大
統
領
制
化
を
お
お
む
ね
社
会
的
要
因
に
還
元
し
て
し

ま
っ
て
い
る
（
待
鳥 

二
〇
〇
六
：
三
一
八
）」
と
指
摘
し
て
い
る
。
次
に
、
彼
は
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
が
「
大
統
領
制
の
本
質
に
つ
い

て
体
系
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
（
待
鳥 

二
〇
〇
六
：
三
一
八
）」
に
言
及
し
て
い
る
。
彼
ら
の
説
明
す
る
大
統
領
制
と
議
院
内
閣

の
特
徴
は
、
古
典
的
か
つ
教
科
書
的
な
内
容
で
あ
り
、
今
日
的
な
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
た
議
論
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。待

鳥
は
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
に
よ
る
大
統
領
制
化
論
を
検
討
し
た
後
、
さ
ら
に
、
比
較
執
政
制
度
論
に
関
し
て
議
論
を
進
め
て
お

り
、
日
本
の
首
相
を
事
例
と
し
て
と
り
上
げ
、
大
統
領
的
首
相
と
い
う
点
に
注
目
し
た
。
待
鳥
の
論
文
で
は
、
行
論
上
の
流
れ
に
お
い
て

大
統
領
制
化
論
が
言
及
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
日
本
で
初
め
て
大
統
領
制
化
論
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
紹
介

と
批
判
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
日
本
で
の
議
論
に
多
少
な
り
と
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
西
岡
晋
も
日
本
の
首
相
の
指
導
力
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
、
政
治
の
大
統
領
制
化
と
い
う
点
に
言
及
し
て
い
る
（
西
岡 

二
〇
一
六
）。
西
岡
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
内
閣
を
概
観
し
な
が
ら
、
弱
い
首
相
か
ら
強
い
首
相
へ
の
変
遷
を
捉
え
る
際
の
視

六
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角
と
し
て
、
大
統
領
制
化
論
を
参
照
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
大
統
領
制
化
の
議
論
は
、
執
政
制
度
論
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
自
体
に
問
題
は
な
い
。
執
政
制
度
論
の
文
脈
で
大
統
領
制
化
論
を
捉
え
る
こ
と
は
、
一
つ
の
立
場
な
い
し
視
点
か
ら
と

い
う
意
味
で
は
妥
当
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
が
最
初
に
大
統
領
制
化
論
を
提
示
し
た
際
の
問
題
意
識
は
、
政
党
研
究
に
も
と
づ
く
も
の
で

あ
り
、
政
党
衰
退
論
以
降
の
政
党
政
治
を
考
え
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
方

で
、
大
統
領
制
化
論
が
多
方
面
に
広
が
り
を
み
せ
る
こ
と
は
、
研
究
の
発
展
そ
の
も
の
に
と
っ
て
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
他
方

に
お
い
て
は
、
政
治
の
大
統
領
制
化
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
出
発
点
か
ら
議
論
が
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
危
険
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

4　

大
統
領
制
化
論
に
お
け
る
論
点

こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
が
提
起
し
た
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
議
論
は
、
現
代
民
主
主
義
諸
国

を
経
験
的
か
つ
分
析
的
に
捉
え
る
た
め
の
視
点
を
提
供
し
た
。
彼
ら
が
注
目
し
た
の
は
、
一
四
か
国
だ
け
で
あ
る
が
、
大
統
領
制
化
が
み

ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
。
彼
ら
が
最
初
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
先
進
工
業
民
主
主
義
諸
国
で
あ
り
、
日
本
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
、
一
四
か
国
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
他
の
先
進
諸
国
の
事
例
を
は
じ
め
、
東
欧
諸
国
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
新

興
民
主
主
義
諸
国
の
事
例
に
つ
い
て
も
、
大
統
領
制
化
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

大
統
領
制
化
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
他
の
議
論
と
同
様
に
、
好
意
的
な
立
場
が
み
ら
れ
る
一
方
で
、
他
方
に
お
い
て
、
批
判
的

な
立
場
か
ら
の
議
論
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
な
批
判
と
し
て
三
つ
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
に
、「
大
統
領
制
化
」
と
い
う
用
語
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、presidentialization

と
い
う
用
語
を
「
大
統
領
制

七
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化
」
と
訳
す
か
、
そ
れ
と
も
「
大
統
領
化
」
と
訳
す
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
日
本
で
の
議
論
で
は
、
ま
ず
、
こ
の
問
題
に
直
面
す
る
。

そ
の
問
題
が
解
決
し
た
ら
、
次
に
、
そ
も
そ
も
政
治
の
大
統
領
制
化
と
い
う
現
象
が
注
目
に
値
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ポ

グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
が
観
察
し
て
い
る
政
治
現
象
そ
の
も
の
を
「
大
統
領
制
化
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
自
体
が
適
切
な
の
か
否

か
と
い
う
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
統
領
制
化
と
表
現
す
る
の
が
不
適
切
で
あ
り
、
他
の
用
語
で
表
現
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
批
判

が
み
ら
れ
る
。
大
統
領
制
化
で
は
な
く
、「
首
相
化
」
や
「
人
格
化
」、「
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
表
現
す

る
の
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
あ
り
、
批
判
と
反
論
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
大
統
領
制
化
論
が
大
統
領
制
と
議
院
内
閣
制
と
の
対
置
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
が
あ
る
。
両
者
が
全
く
異
な
る

性
格
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
両
者
を
対
置
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
両
者
を
同
等
に
扱
う
こ
と
に
対
し
て
疑
問
視
す
る
声
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、

大
統
領
制
と
議
院
内
閣
制
と
を
対
照
的
な
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
乱
暴
な
二
分
法
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
で
き
る
。
一
方

の
長
所
が
他
方
の
短
所
、
あ
る
い
は
一
方
の
短
所
が
他
方
の
長
所
と
す
る
議
論
に
対
し
て
、
権
力
分
立
な
い
し
権
力
融
合
と
い
う
点
か
ら

考
え
る
と
、
両
者
は
制
度
的
背
景
が
異
な
っ
て
お
り
、
対
置
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
し
、
議
院
内
閣
制
に
お
い
て
大
統
領
制
化
と
呼

ば
れ
る
現
象
が
み
ら
れ
る
こ
と
す
ら
論
理
的
に
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
両
者
を
同
等
に
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ず

れ
の
体
制
に
お
い
て
も
政
党
リ
ー
ダ
ー
と
執
政
府
の
長
が
本
質
的
に
同
一
の
地
位
に
あ
る
か
ら
両
体
制
に
は
違
い
が
な
い
と
い
え
る
と
い

う
議
論
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
、
第
三
に
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
の
大
統
領
制
化
論
で
は
、
議
論
の
前
提
と
な
る
三
つ
の
体
制
（
大
統
領
制
、
議

院
内
閣
制
、
半
大
統
領
制
）
の
本
質
に
つ
い
て
体
系
的
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
彼
ら
は
、
三
つ
の
特
徴
を
そ
れ
ぞ

れ
説
明
し
て
い
る
と
は
い
え
、
古
典
的
か
つ
教
科
書
的
な
説
明
し
か
行
っ
て
お
ら
ず
、
大
統
領
制
に
関
す
る
研
究
蓄
積
が
活
用
さ
れ
て
い

七
一
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な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

大
統
領
制
化
に
対
す
る
批
判
や
疑
問
は
、
数
多
く
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
言
及
し
た
も
の
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
み
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
ら
を
紐
解
く
こ
と
も
有
用
で
あ
り
、

大
統
領
制
化
論
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め
に
は
必
要
な
作
業
と
な
る
。
同
時
に
、
ポ
グ
ン
ト
ケ
と
ウ
ェ
ブ
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た

数
々
の
批
判
に
対
し
て
、
一
括
し
て
回
答
し
て
い
る
（P

oguntke and W
ebb 2005 邦

訳

 507-519

）。

か
く
し
て
、
大
統
領
制
化
論
は
、
概
念
そ
の
も
の
の
検
討
や
、
大
統
領
制
化
の
要
因
に
関
す
る
検
討
な
ど
の
よ
う
に
、
理
論
的
な
考
察

が
行
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、
他
方
で
は
、
世
界
各
国
の
事
例
分
析
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
も
議
論
が
続
く
と
思
わ
れ
る
。
大
統
領

制
化
論
は
、
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
古
典
的
な
大
統
領
制
と
議
院
内
閣
制
と
の
対
置
か
ら
議
論
が
は
じ
ま
り
、
両
者
の
比
較
、

大
統
領
制
化
と
い
う
比
較
的
に
新
し
い
政
治
現
象
の
分
析
な
ど
、
現
在
進
行
中
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
の
研
究
は
ま
だ
緒
に

就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
本
稿
は
最
後
に
、
当
該
テ
ー
マ
が
こ
れ
か
ら
先
さ
ら
に
議
論
の
広
が
る
可
能
性
が
あ
る
し
、
日
本
の
事
例
分
析

を
海
外
の
大
統
領
制
化
論
へ
と
還
元
し
て
い
く
必
要
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
） 

二
〇
〇
七
年
に
は
、
若
干
の
改
訂
が
施
さ
れ
、
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（P

oguntke and W
ebb 2007

）。
現
在
で
は
、

二
〇
〇
七
年
版
が
主
に
入
手
可
能
で
あ
り
、
邦
訳
版
の
刊
行
に
際
し
、
翻
訳
を
行
な
っ
た
と
き
も
二
〇
〇
七
年
版
を
参
照
し
て
い
る
。

（
2
） 

た
と
え
ば
、
待
鳥
（
二
〇
〇
六; 

二
〇
一
〇
）、
伊
藤
（
二
〇
〇
八
）、
原
田
（
二
〇
〇
八
）、
高
安
（
二
〇
一
〇
）、
西
岡
（
二
〇
一
六
）
な
ど
。

（
3
） 

例
外
的
に
、
執
政
制
度
と
い
う
点
か
ら
の
議
論
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
待
鳥
（
二
〇
〇
六; 

二
〇
一
〇
）
や
西
岡
（
二
〇
一
六
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。

（
4
） 

こ
こ
で
の
議
論
は
、
岩
崎
（
二
〇
一
五
ｂ
）
に
負
っ
て
い
る
。
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大
統
領
制
化
論
の
課
題
（
岩
崎
）

（
二
三
一
）

（
5
） 

こ
の
点
は
、
彼
ら
自
身
が
「
日
本
語
版
に
寄
せ
て
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
（P

oguntke and W
ebb 2005 邦

訳
 i

）。

（
6
） 

同
論
文
は
後
に
、（
待
鳥
二
〇
一
二
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

参
考
文
献

（
邦
語
）

伊
藤
光
利
（
二
〇
〇
八
）「
序
論
：
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ヴ
論
の
展
開

│
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
論
を
超
え
て
」
日
本
比
較
政
治
学
会
編
『
日

本
比
較
政
治
学
会
年
報
第
一
〇
号　

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
比
較
政
治
学
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
。

岩
坂
将
充
（
二
〇
一
六
）「
議
院
内
閣
制
に
お
け
る
政
治
の
『
大
統
領
制
化
』

│
ト
ル
コ
・
エ
ル
ド
ア
ン
体
制
と
大
統
領
権
限
の
強
化
」
日
本
比
較

政
治
学
会
編
『
日
本
比
較
政
治
学
会
年
報
第
一
八
号　

執
政
制
度
の
比
較
政
治
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

岩
崎
正
洋
（
二
〇
一
五
ａ
）「
大
統
領
制
化
と
政
党
政
治
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
」『
年
報
政
治
学
二
〇
一
四
│
Ⅱ　

政
治
学
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
の
現

在
』、
九
一
│
一
〇
九
頁
。

岩
崎
正
洋
（
二
〇
一
五
ｂ
）『
比
較
政
治
学
入
門
』
勁
草
書
房
。

古
地
順
一
郎
（
二
〇
一
六
）「
カ
ナ
ダ
政
治
に
お
け
る
執
政
府
支
配
の
展
開

│
ハ
ー
パ
ー
保
守
党
政
権
を
中
心
に
」
日
本
比
較
政
治
学
会
編
『
日
本

比
較
政
治
学
会
年
報
第
一
八
号　

執
政
制
度
の
比
較
政
治
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

白
鳥
令
編
（
一
九
九
九
）『
政
治
制
度
論

│
議
院
内
閣
制
と
大
統
領
制
』
芦
書
房
。

高
安
健
将
（
二
〇
〇
九
）『
首
相
の
権
力

│
日
英
比
較
か
ら
み
る
政
権
党
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
創
文
社
。

高
安
健
将
（
二
〇
一
〇
）「
英
国
政
治
に
お
け
る
人
格
化
と
集
権
化

│
大
統
領
化
論
の
再
検
討
」『
日
本
選
挙
学
会
年
報　

選
挙
研
究
』
第
二
六
巻
第

一
号
、
六
七
│
七
七
頁
。

西
岡
晋
（
二
〇
一
六
）「
内
閣

│
首
相
の
指
導
力
と
政
治
の
大
統
領
制
化
」
大
石
眞
監
修
・
縣
公
一
郎
・
笠
原
英
彦
編
『
な
ぜ
日
本
型
統
治
シ
ス
テ

ム
は
疲
弊
し
た
の
か

│
憲
法
学
・
政
治
学
・
行
政
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

日
本
比
較
政
治
学
会
編
（
二
〇
一
六
）『
日
本
比
較
政
治
学
会
年
報
第
一
八
号　

執
政
制
度
の
比
較
政
治
学
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
三
二
）

原
田
久
（
二
〇
〇
八
）「
政
治
の
大
統
領
制
化
の
比
較
研
究
」
日
本
比
較
政
治
学
会
編
『
日
本
比
較
政
治
学
会
年
報
第
一
〇
号　

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の

比
較
政
治
学
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
。

待
鳥
聡
史
（
二
〇
〇
六
）「
大
統
領
的
首
相
論
の
可
能
性
と
限
界

│
比
較
執
政
制
度
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」『
法
政
論
叢
』
第
一
五
八
巻
第
五
・
六

号
、
三
一
一
│
三
四
一
頁
。

待
鳥
聡
史
（
二
〇
一
二
）『
首
相
政
治
の
制
度
分
析

│
現
代
日
本
政
治
の
権
力
基
盤
形
成
』
千
倉
書
房
。

渡
辺
容
一
郎
（
二
〇
一
四
）「
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
大
統
領
制
化
に
関
す
る
一
考
察
」『
政
経
研
究
』
第
五
〇
巻
第
三
号
、
八
六
七
│
八
九
七
頁
。

（
外
国
語
）

D
ow

ding, K
eith 

（2013
） ‘T

he P
rim

e M
inisterialisation of the B

ritish P
rim

e M
inister,’ P

arliam
en

tary A
ffairs, V

ol. 66, pp. 617-

635.

L
inz, Juan J. and A

rturo V
alenzuela 

（eds.

） （1994

） T
h

e F
ailu

re of P
resid

en
tial D

em
ocracy: C

om
parative P

erspectives, V
ol. 1, 

Johns H
opkins U

niversity P
ress. 

中
道
寿
一
訳
（
二
〇
〇
三
）『
大
統
領
制
民
主
主
義
の
失
敗

│
そ
の
比
較
研
究
』
南
窓
社
。

P
assarelli, G

ianluca 

（ed.

） （2015

） T
h

e P
resid

en
tialization

 of P
olitical P

arties: O
rgan

ization
s, In

stitu
tion

s an
d

 L
ead

ers, 

P
algrave M

acm
illan.

P
oguntke, T

hom
as and P

aul W
ebb 

（eds.

） （2005
） T

h
e P

resid
en

tialization
 of P

olitics: A
 C

om
parative S

tu
d

y of M
od

ern
 

D
em

ocracies, O
xford U

niversity P
ress. 

岩
崎
正
洋
監
訳
（
二
〇
一
四
）『
民
主
政
治
は
な
ぜ
「
大
統
領
制
化
」
す
る
の
か

│
現
代
民
主
主

義
国
家
の
比
較
研
究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

P
oguntke, T

hom
as and P

aul W
ebb 

（eds.

） （2007

） T
h

e P
resid

en
tialization

 of P
olitics: A

 C
om

parative S
tu

d
y of M

od
ern

 

D
em

ocracies, O
xford U

niversity P
ress. 

R
iggs, F

red W
. 

（1994

） ‘C
onceptual H

om
ogenization of a H

eterogeneous F
ield: P

residentialism
 in C

om
parative P

erspective,’ In 

M
attei D

ogan and A
li K

azancigil 

（eds.

） C
om

parin
g N

ation
s: C

on
cepts, S

trategies, S
u

bstan
ces, B

lackw
ell.

R
iggs, F

red W
. 

（1997

） ‘P
residentialism

 versus P
arliam

entarism
: Im

plications for R
epresentativeness and L

egitim
acy,’ 
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大
統
領
制
化
論
の
課
題
（
岩
崎
）

（
二
三
三
）

In
tern

ation
al P

olitical S
cien

ce R
eview

, V
ol. 18, N

o. 3, pp. 253-278.

S
artori, G

iovanni 

（1996

） C
om

parative C
on

stitu
tion

al E
n

gin
eerin

g: A
n

 In
qu

iry in
to S

tru
ctu

res, In
cen

tives an
d

 O
u

tcom
es, 

S
econd E

dition, M
acm

illan. 

岡
澤
憲
芙
監
訳
・
工
藤
裕
子
訳
（
二
〇
〇
〇
）『
比
較
政
治
学

│
構
造
・
動
機
・
結
果
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
。

W
ebb, P

aul and T
hom

as P
oguntke 

（2013

） ‘T
he P

residentialisation T
hesis D

efended,’ P
arliam

en
tary A

ffairs, V
ol. 66, pp. 646-

654.

W
ebb, P

aul, T
hom

as P
oguntke and R

obin K
olodny 

（2012

） ‘T
he P

residentialization of P
arty L

eadership? E
valuating P

arty 

L
eadership and P

arty G
overnm

ent in the D
em

ocratic W
orld,’ In L

udger H
elm

s 

（ed.

）, C
om

parative P
olitical L

ead
ersh

ip: 

C
h

allen
ges an

d
 P

rospects, P
algrave M

acm
illan.
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
三
五
）

条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史

│
制
度
導
入
か
ら
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
の
改
正
ま
で

│

賀　
　

来　
　

健　
　

輔

は
じ
め
に

条
例
の
制
定
又
は
改
廃
を
含
む
直
接
請
求
制
度
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
地
方
自
治
制
度
史
や
戦
後
史
と
り
わ
け
地
方
制
度
改
革
の
検

討
の
中
で
、
制
度
導
入
の
経
緯
や
そ
の
後
の
改
正
な
ど
が
触
れ
ら
れ
て
き
た
（
1
）

。
だ
が
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
（
以
下
「
条
例

の
制
定
改
廃
請
求
」
と
略
す
）
に
焦
点
を
絞
っ
た
制
度
導
入
か
ら
現
在
ま
で
を
対
象
と
す
る
制
度
史
的
検
討
と
な
る
と
、
お
お
よ
そ
筆
者
の

管
見
す
る
限
り
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
研
究
の
空
白
を
些
か
な
り
と
も
埋
め
る
こ
と
に
あ
る
。

今
日
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
の
制
度
は
、
住
民
か
ら
の
個
別
争
点
を
巡
る
住
民
投
票
条
例
の
制
定
や
政
策
立
案
の
一
つ
の
手
法
と
し
て
、

論　

説

七
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
三
六
）

な
く
て
は
な
ら
な
い
住
民
自
治
を
具
体
化
す
る
法
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
周
知
の
よ
う
に
住
民
に
条
例
制
定
の
決
定
権

が
な
い
こ
と
を
始
め
、
多
く
の
不
備
を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
つ
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
制

度
の
歴
史
的
変
遷
の
中
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
も
の
も
少
な
く
な
い
（
表
1
）。

本
稿
で
制
度
改
正
に
焦
点
を
当
て
そ
の
変
遷
を
辿
っ
て
お
く
こ
と
は
、
今
後
よ
り
住
民
自
治
に
か
な
っ
た
制
度
を
検
討
し
て
い
く
上
で
、

欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
2
）

。

一　

直
接
請
求
制
度
の
導
入

わ
が
国
で
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
を
含
む
直
接
請
求
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
戦
後
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
目
立
っ
た
特

徴
は
、
ま
ず
何
よ
り
①
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
先
が
け
た
第
一
次
地
方
制
度
改
革
（
＝
改
正
）
で
そ
の
導
入
を
み
た
点
、
②
ま
た
導
入
に

あ
た
っ
て
は
、
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
以
下
総
司
令
部
）
の
主
導
に
よ
る
の
で
は
な
く
内
務
省
官
僚
の
主
導
で
あ
っ
た
点
、
③
さ
ら
に
導

入
と
同
時
に
さ
ほ
ど
現
在
と
変
わ
ら
な
い
ほ
ど
の
制
度
的
完
成
を
み
た
点
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
諸
点
を
中
心
に
、
そ
の
制

度
導
入
時
の
状
況
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
く
（
3
）

。

第
一
次
地
方
制
度
改
革
（
①
）

第
一
次
地
方
制
度
改
革
と
は
、
一
九
四
六
年
に
行
わ
れ
た
地
方
制
度
に
関
す
る
抜
本
的
改
革
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
東
京
都

制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
府
県
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
市
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
町
村
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
4
）

七
八



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
三
七
）

表 1　条例の制定・改廃請求の主な制度的変遷

年号 主な制度内容の変更事項

①1946（昭和21）年

第一次地方制度改革（東京都制、府県制、市制、町村制の改正）
の政府原案の提出（必要署名数：都 2万人以上、道府県及び各
市町村 1 /50以上［道府県 1万人、市 1千人、町村100人が上限］、
長に修正権。）。のちに衆議院において上限の規定を撤廃。

②1947（昭和22）年

地方自治法制定。直接請求制度の 1つとして条例制定・改廃請
求の規定（「総数の50分の 1以上の者の連署」、署名収集期間
「都道府県 2箇月以内、市町村 1箇月理由（政令事項）」、長の修
正権は採用せず。意見提出権のみ。）

③1948（昭和23）年
地方自治法の一部改正（「地方税、分担金、使用料及び手数料の
賦課徴収に関するもの」という規定を条文から削除）。

④1950（昭和25）年
地方自治法の一部改正（署名の審査、効力の決定、署名簿の縦
覧、争訟手続き、無効の署名、関係人の出頭証言、署名に関す
る罰則等を規定する法第74条の 2から 4までを加える。）

⑤1963（昭和38）年
地方自治法の一部改正（「地方税、分担金、使用料及び手数料の
賦課徴収」の文言を「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料
及び手数料の徴収」に変更。

⑥1969（昭和44）年
地方自治法の一部改正（国政選挙、地方選挙を問わず選挙が行
われるときの署名活動を禁止する規定の付加（第74条第 6項）。

⑦1969（昭和44）年 地方自治法施行令の一部改正（点字による署名を認める）

⑧1994（平成 6）年
地方自治法の一部改正（身体の故障又は文盲により署名するこ
とができない者に係る代筆署名の規定が設ける［第74条第 7項
及び第 8項］）。

⑨2002（平成14）年
地方自治法の一部改正（議会において直接請求による条例案の
審議を行うにあたり、請求代表者に意見陳述の機会を与える規
定を設ける［第74条第 4項］）。

⑩2011（平成23）年
地方自治法の一部改正（請求代表者の資格制限規定［現行法第
74条第 6項］及び地位を利用して署名運動をした公務員等に対
する罰則規定の創設［第74条の 4第 5項］）。

⑪2013（平成25）年
地方自治法施行令等の一部を改正（請求者の署名収集委任届出
書提出の廃止、指定都市における署名収集期間等の延長［政令
事項］）

（出典）総務省「地方行財政検討会議第一分科会第 7回」資料 2
(http://www.soumu.go.jp/main_content/000087295.pdf) の記述を基に、加
筆修正の上筆者が作成。
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か
ら
な
る
。
そ
れ
は
日
本
国
憲
法
制
定
に
関
す
る
一
連
の
論
議
を
踏
ま
え
な
が
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
（
5
）

、
新
憲
法
の
精
神
を
取
り
入
れ
た
旧

来
の
制
度
と
は
方
向
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
こ
ま
で
民
主
的
な
改
革
を
実
施
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
総
司
令
部
と
内

務
省
と
の
間
で
激
し
い
駆
け
引
き
（
＝
「
対
抗
と
同
調
（
6
）

」）
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
改
革
に
お
い
て
最
も
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
知
事
に
関
す
る
点
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
、
総
司
令
部
よ
り
そ
の
選
出
方
法
を
間

接
選
挙
か
ら
直
接
選
挙
に
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
後
も
、
知
事
の
身
分
を
官
吏
と
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
た
。
新
憲
法
制
定
後
も
旧
来

の
地
方
制
度
（
＝
後
見
的
国
地
方
関
係
）
を
温
存
す
る
た
め
に
は
、
官
吏
と
し
て
の
身
分
を
残
す
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か

し
、
結
局
そ
れ
も
叶
う
こ
と
な
く
、
最
終
的
に
は
法
案
の
附
帯
決
議
に
「
政
府
は
都
道
府
縣
の
首
長
及
び
そ
の
部
下
を
す
べ
て
公
吏
と
す

る
都
制
、
府
縣
制
改
正
案
及
び
こ
れ
に
必
要
な
る
法
律
を
急
速
に
整
備
し
、
來
る
べ
き
通
常
議
會
に
提
出
す
る
こ
と
」
と
明
記
さ
れ
、
第

二
次
地
方
制
度
改
革
（
日
本
国
憲
法
・
地
方
自
治
法
施
行
）
で
「
公
吏
」
の
身
分
と
な
っ
た
（
7
）

。

結
論
的
に
は
、
先
行
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
で
直
接
請
求
制
度
は
導
入
さ
れ
た
が
、
審
議
の
過
程
で
知

事
の
解
職
や
議
会
の
解
散
請
求
が
議
論
の
対
象
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
と
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
に
関
し
て
は
殆
ど
話
題
に
上
ら

な
か
っ
た
（
8
）

。

内
務
官
僚
に
よ
る
主
導

こ
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
そ
の
も
の
は
、
総
司
令
部
に
非
ず
日
本
側
の
自
主
的
決
定
に
よ
り
行
わ
れ
（
9
）

、
ま
た
直
接
請
求
制
度
の
よ
う

な
極
め
て
民
主
的
な
制
度
も
内
務
省
が
主
導
し
て
作
り
上
げ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
旧
来
の
後
見
的
制
度
の
墨
守
に
努
め
て
き
た
内
務
省
が
、

こ
の
よ
う
な
戦
前
と
は
異
な
る
開
明
的
な
制
度
の
端
緒
を
担
っ
た
と
い
う
の
は
興
味
深
い
史
実
と
言
っ
て
よ
い
。
具
体
的
に
主
導
し
た
人
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物
と
は
、
内
務
官
僚
時
代
の
鈴
木
俊
一
（
元
東
京
都
知
事
）
で
あ
り
、
後
年
政
治
学
者
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
対
象
と
し
て
、

本
人
自
身
が
そ
の
辺
の
事
情
を
詳
し
く
話
し
て
い
る
（
10
）

。

日
本
国
憲
法
に
先
ん
じ
た
理
由
│
「
明
治
の
先
例
」
の
意
味
し
た
も
の

政
府
が
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
を
日
本
国
憲
法
制
定
よ
り
急
い
だ
理
由
と
し
て
、「
明
治
の
先
例
に
倣
う
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

当
時
の
内
務
大
臣
大
村
淸
一
、
郡
祐
一
地
方
局
長
ら
内
務
省
当
局
の
積
極
的
改
正
論
の
背
景
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
考
え
方
で
、
こ
の
点
少

し
説
明
を
付
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
（
11
）

。

「
明
治
の
先
例
」
と
い
う
の
は
、
時
の
内
務
大
臣
山
縣
有
朋
が
ア
ル
バ
ー
ト
・
モ
ッ
セ
の
意
見
を
取
り
入
れ
、
明
治
憲
法
制
定
や
国
会

開
設
よ
り
も
先
に
地
方
制
度
（
市
制
町
村
制
、
府
県
制
郡
制
）
の
整
備
を
行
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
山
縣
は
地
方
制
度
の
効
果
を
次
の
よ

う
に
考
え
て
い
た
。
佐
久
間
彊
の
纏
め
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
①
国
民
を
し
て
行
政
参
助
の
知
識
経
験
を
得
し
め
、
立
憲
政
治
の
運
用
に

資
す
る
点
、
②
中
央
政
局
変
動
の
影
響
が
地
方
に
波
及
す
る
の
を
防
止
す
る
点
、
の
二
点
で
あ
る
（
12
）

。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
ま
ま
新
憲
法
制
定

よ
り
先
に
地
方
制
度
を
整
備
す
る
理
由
と
し
て
捉
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

②
の
点
は
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
が
日
本
国
憲
法
よ
り
先
ん
じ
た
理
由
と
の
関
連
で
、
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
こ
の
点
高
木
鉦

作
は
、
明
治
政
府
が
「
地
方
制
度
を
整
備
し
た
重
要
な
狙
い
の
一
つ
は
、
自
由
民
権
の
流
れ
を
汲
む
政
党
を
地
方
自
治
体
に
進
出
さ
せ
な

い
、
要
す
る
に
地
方
政
治
か
ら
政
党
を
排
除
し
、
中
央
官
僚
が
地
方
自
治
体
を
掌
握
で
き
る
制
度
に
整
備
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し

な
い
と
、
国
家
に
進
出
し
て
く
る
政
党
（
＝
反
政
府
勢
力
）
に
対
し
て
明
治
政
府
は
十
分
に
対
処
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
（
13
）

。」
と

理
解
し
て
い
る
。
端
的
に
分
か
り
や
す
く
説
明
す
れ
ば
、
国
会
が
開
設
さ
れ
（
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
）
政
党
政
治
が
動
き
出
す
前
に
、
明

八
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治
政
府
と
し
て
は
何
と
し
て
も
自
分
た
ち
の
思
い
描
く
地
方
制
度
を
整
備
し
て
お
き
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

同
様
の
こ
と
は
第
二
次
大
戦
直
後
の
政
府
に
も
言
え
た
の
で
は
な
い
か
。
沢
井
勝
は
、「
形
式
的
に
は
新
憲
法
秩
序
を
受
け
入
れ
つ
つ
、

内
容
的
に
は
だ
し
ぬ
い
て
行
こ
う
と
し
た
た
め
の
『
自
主
的
な
決
定
』
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
憲
法
制
定
以
前
に
急
い
で
断
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
14
）

。」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
は
何
と
し
て
も
旧
憲
法
下
で
地
方
制
度
改
正
を

や
り
遂
げ
、
日
本
国
憲
法
制
定
後
も
、
旧
制
度
が
そ
こ
こ
こ
に
生
き
永
ら
え
る
よ
う
に
策
を
講
じ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
目
論
見

も
結
果
的
に
は
先
述
の
通
り
総
司
令
部
の
前
に
敢
え
無
く
潰
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
政
府
が
「
明
治
の
先
例
」
に

倣
い
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
を
先
ん
じ
よ
う
と
し
た
理
由
は
十
分
に
理
解
し
得
る
。

条
例
の
制
定
改
廃
請
求
の
導
入
理
由

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
第
一
次
地
方
制
度
改
革
が
急
が
れ
、
ま
た
民
主
的
制
度
の
具
体
的
「
証
拠
」
の
一
つ
と
し
て
直
接
請
求
制
度
は

取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
他
の
直
接
請
求
と
は
性
格
が
異
な
る
（
端
的
に
は
政
策
指
向
性
の
相
違
（
15
）

）
条
例
の
制
定

改
廃
請
求
ま
で
も
、
こ
の
時
期
導
入
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
政
府
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
は
、
国
会
答
弁
資
料
の
中
に
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
議
員
や
首
長
が
条
例
や
規
則
の
制
定
改
廃
に
理
解
を
有
さ
ず
熱
意
を
欠
く
場
合
に
は
、
住
民
が
自
ら
条
例
や
規

則
を
発
案
す
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
が
、
地
方
住
民
の
自
治
に
対
す
る
関
心
を
高
め
自
治
の
進
展
を
も
た
ら
す
と
信
じ
る
こ
と
、
第
二
に
、

こ
の
よ
う
な
直
接
参
政
の
途
を
拓
く
こ
と
が
暴
力
に
よ
る
行
動
を
抑
止
し
、
地
方
自
治
の
健
全
な
発
達
を
促
す
所
以
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
、
第
三
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
今
後
地
方
自
治
の
上
に
住
民
の
意
思
が
強
く
反
映
す
る
こ
と
に
な
り
、
議
員
や
市
町
村
長
ら
が
責
任
を
自
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覚
し
行
政
運
営
が
一
部
の
者
の
利
益
に
よ
ら
ず
、
広
く
一
般
の
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
う
こ
と
、
の
三
点
が

そ
こ
で
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
16
）

。

確
か
に
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
民
主
的
改
革
を
導
入
す
る
に
当
た
っ
て
の
真
っ
当
な
理
由
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
触
れ
て

き
た
よ
う
に
、
新
憲
法
制
定
後
も
旧
制
度
を
墨
守
し
た
い
政
府
の
本
音
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
自
然
な
理
解
で
あ
ろ

う
。見

て
き
た
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
は
、
旧
制
度
を
新
憲
法
制
定
以
降
も
実
質
的
に
温
存
さ
せ
る
意
図
で
第
一
次
地
方
制
度
改
革
を
急
ぎ
、

ま
た
新
憲
法
の
精
神
を
取
り
込
ん
だ
と
表
向
き
見
せ
る
改
革

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（
例
え
ば
「
知
事
公
選
」
に
象
徴
さ
れ
る
）
を
行
っ
て
き
た
（
17
）

。
と
す
る
と
、
こ

こ
か
ら
は
筆
者
の
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
他
の
直
接
請
求
と
共
に
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
を
そ
れ
に
加
え
た
こ
と
自
体
に

特
段
意
味
は
な
く
、
表
向
き
の
民
主
的
改
革
の
「
証
拠
」
の
一
つ
（
＝
総
司
令
部
に
民
主
的
改
革
を
行
っ
た
と
納
得
さ
せ
る
取
引
材
料
）
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
の
強
い
意
味
合
い
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。

従
っ
て
、
内
務
省
官
僚
が
直
接
請
求
制
度
の
導
入
を
主
導
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
関
心
は
「
旧
制
度
の
持
続
」
こ
れ

一
点
に
の
み
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
特
に
民
主
主
義
の
拡
大
・
深
化
を
意
図
し
て
導
入
を
図
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

後
年
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
導
入
の
主
導
者
と
目
さ
れ
る
鈴
木
は
、
税
等
の
賦
課
徴
収
を
除
外
す
る
法
改
正
で
政
府
答
弁
を
行
っ
て
い

る
が
、
そ
こ
で
の
発
言
は
住
民
自
治
へ
の
関
心
の
希
薄
さ
を
極
め
て
如
実
に
表
し
て
い
る
（
18
）

。
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第
一
次
地
方
制
度
改
革
（
特
に
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
）
の
内
容

こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
と
に
行
わ
れ
た
第
一
次
地
方
制
度
改
革
の
内
容
を
見
て
お
く
。
先
述
の
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
ほ

か
の
計
四
つ
の
法
律
の
主
な
改
正
事
項
は
、
①
公
民
及
び
名
誉
職
制
度
の
廃
止
、
②
地
方
議
会
議
員
の
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
拡
張
、
③

名
誉
選
挙
権
の
廃
止
と
住
所
要
件
の
例
外
規
定
、
④
条
例
規
則
制
定
の
直
接
請
求
、
⑤
知
事
・
市
町
村
長
・
議
員
等
解
職
の
直
接
請
求
、

⑥
地
方
議
会
解
散
の
直
接
請
求
、
⑦
監
査
の
直
接
請
求
な
ど
で
あ
っ
た
（
19
）

。
直
接
請
求
制
度
に
関
す
る
も
の
は
こ
の
う
ち
の
④
〜
⑦
だ
が
、

本
稿
が
焦
点
を
当
て
る
④
条
例
規
則
制
定
の
直
接
請
求
に
関
し
て
、
記
し
て
お
く
べ
き
ト
ピ
ッ
ク
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

政
府
原
案
で
は
、
必
要
な
署
名
数
に
つ
い
て
都
は
二
万
人
以
上
、
府
県
区
市
町
村
は
原
則
五
〇
分
の
一
以
上
と
し
、
そ
の
数
が
府
県
で

一
万
、
市
お
よ
び
東
京
都
の
区
で
一
千
、
町
村
で
百
を
超
え
る
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
の
数
で
可
と
し
た
（
20
）

。
そ
の
根
拠
と
し
て
政
府
は
、「
…

請
求
に
必
要
な
署
名
者
の
数
は
、
住
民
に
自
由
な
意
思
を
表
明
す
る
機
会
を
与
え
る
必
要
と
余
り
少
数
で
は
慎
重
を
欠
く
お
そ
れ
の
あ
る

こ
と
を
考
慮
し
て
、
通
常
の
議
案
の
発
議
に
必
要
な
三
人
の
議
員
が
実
質
上
支
持
を
受
け
て
い
る
選
挙
人
の
数
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
に
基

準
を
お
い
た
」
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
る
（
21
）

。

必
要
と
さ
れ
る
署
名
数
が
「
議
案
の
発
議
に
必
要
な
三
人
の
議
員
が
実
質
上

・

・

・

支
持
を
受
け
て
い
る
選
挙
人
の
数
（
点
線
筆
者
）」
と
す
る

点
は
、
些
か
根
拠
と
し
て
は
心
許
な
い
。
加
え
て
、
そ
れ
を
地
方
自
治
体
の
種
別
に
関
係
な
く
適
用
す
る
の
は
到
底
無
理
が
あ
る
。
だ
が

こ
の
根
拠
を
基
に
し
た
制
度
は
現
在
ま
で
連
綿
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
原
案
は
審
議
の
過
程
で
修
正
が
加
え
ら
れ
、
必
要
と
す
る
署
名
数
に
関
し
て
は
、
東
京
都
も
他
の
自
治
体
と
同
様
五
〇
分
の
一
以

上
の
署
名
数
に
改
め
ら
れ
、
ま
た
上
限
規
定
（
道
府
県
一
万
人
、
市
一
千
人
、
町
村
一
〇
〇
人
）
は
削
除
さ
れ
た
。
加
え
て
首
長
が
修
正
案
を

議
会
に
提
出
す
る
際
に
は
、
必
ず
原
案
を
添
え
る
こ
と
に
な
っ
た
（
22
）

。
結
果
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
現
在
と
同
様
の
内
容
を
有
し
た
制
度
と
し
て

八
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
四
三
）

出
発
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二　

制
度
導
入
直
後
の
変
動
期

一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
の
地
方
自
治
法
制
定
（
②
）

こ
の
年
の
五
月
三
日
、
日
本
国
憲
法
と
地
方
自
治
法
は
同
時
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
地
方
自
治
法
は
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
い

て
改
正
さ
れ
た
東
京
都
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
府
県
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
市
制
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
、
町
村
制
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
内
容
に
改
正
を
加
え
、
一
つ
の
法
律
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
植
原
悦
二
郎
内
務
大
臣
が
法
案
の
提

案
理
由
の
中
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
自
治
法
は
「
憲
法
附
属
法
典
」
と
も
言
う
べ
き
性
格
を
有
し
て
い
た
（
23
）

。

直
接
請
求
制
度
に
関
し
て
は
、
第
一
次
地
方
制
度
改
革
に
お
け
る
内
容
の
殆
ど
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
な
お
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
に

関
す
る
改
正
の
諸
点
は
、
総
司
令
部
の
意
向
を
受
け
て
第
一
二
条
、
第
七
四
条
第
一
項
の
条
文
中
に
見
ら
れ
た
「
条
例
又
は
規
則
の
制

定
」
と
い
う
文
言
を
、「
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
」
と
改
め
、
ま
た
「
規
則
」
と
い
う
文
言
を
除
い
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
改
廃
」
の

意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
と
、「
規
則
」
は
長
が
制
定
す
る
こ
と
か
ら
そ
れ
を
削
除
し
た
も
の
で
あ
る
（
24
）

。

既
に
こ
の
時
点
で
署
名
要
件
は
、「
そ
の
総
数
の
五
十
分
の
一
以
上
の
者
の
連
署
」（
第
七
四
条
第
一
項
）
と
規
定
さ
れ
、
ま
た
新
た
に

施
行
さ
れ
た
地
方
自
治
法
施
行
令
で
も
、
署
名
収
集
の
期
間
は
都
道
府
県
二
箇
月
以
内
、
市
町
村
二
箇
月
以
内
（
第
九
二
条
第
四
項
）
と
現

行
制
度
と
ほ
ぼ
同
様
（
近
年
政
令
市
に
つ
い
て
は
二
か
月
以
内
に
改
正
さ
れ
た
（
後
述
））
の
規
定
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
四
）

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
③
）

条
例
の
制
定
改
廃
請
求
の
制
度
史
上
最
も
悪
し
き
改
正
と
言
わ
れ
る
も
の
が
、
導
入
後
間
も
な
い
こ
の
年
に
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、

導
入
時
に
は
制
限
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
請
求
対
象
に
つ
い
て
、
こ
の
改
正
で
地
方
税
、
分
担
金
、
使
用
料
及
び
手
数
料
の
賦
課
徴
収
を

そ
の
対
象
か
ら
除
い
た
の
で
あ
る
（
25
）

。
こ
の
点
は
現
在
ま
で
変
わ
る
こ
と
な
く
残
存
し
て
お
り
、
住
民
の
請
求
対
象
の
範
囲
を
狭
め
る
制
度

的
欠
陥
と
し
て
こ
れ
ま
で
つ
と
に
批
判
さ
れ
て
き
て
い
る
（
26
）

。

こ
の
改
正
の
理
由
に
は
、
安
易
な
税
等
の
負
担
軽
減
を
目
的
と
し
た
請
求
が
濫
用
・

・

さ
れ
自
治
体
財
政
を
脅
か
す
点
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
内
務
省
の
考
え
方
は
当
時
の
高
名
な
学
者
で
あ
る
田
中
二
郎
な
ど
も
理
解
を
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
比
較
的
一
般
的
な

も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
27
）

。
実
際
ど
の
程
度
そ
う
い
っ
た
類
い
の
請
求
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
総
務
省
に
拠
れ
ば
、

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
八
月
一
日
施
行
の
地
方
自
治
法
改
正
前
に
行
わ
れ
た
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
で
判
明
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、

都
道
府
県
に
対
す
る
も
の
一
一
件
中
全
て
、
市
町
村
に
対
す
る
も
の
八
件
中
七
件
が
、
税
条
例
及
び
乗
車
料
条
例
改
正
を
求
め
る
も
の
で
、

都
道
府
県
の
場
合
不
明
や
請
求
取
り
下
げ
を
除
き
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
全
て
議
会
で
否
決
さ
れ
て
い
る
（
表
2
（
28
）

）。
全
国
レ
ベ

ル
の
こ
の
期
間
こ
の
件
数
で
果
た
し
て
濫
用
・

・

と
ま
で
呼
び
う
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
な
し
と
は
言
え
な
い
が
、
何
よ
り
こ
の
内
務
省
の

過
敏
に
過
ぎ
る
対
応
の
本
音
は
、
税
等
の
請
求
が
直
接
請
求
に
馴
染
む
か
馴
染
ま
な
い
か
と
い
う
本
質
的
な
問
題
よ
り
別
の
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
。

税
負
担
等
軽
減
の
請
求
は
、
一
般
の
住
民
に
と
っ
て
は
負
担
を
軽
減
し
好
ま
し
い
も
の
で
あ
る
が
故
、
署
名
の
収
集
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
治
体
財
政
で
必
要
な
経
費
は
賄
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
以
上
議
会
は
必
ず
そ
れ
を
否
決
す
る
。
つ
ま
り
真
の
狙
い
は
、
事
の

成
り
行
き
が
最
初
か
ら
分
か
っ
て
い
る
こ
と
に
多
額
の
経
費
を
使
う
こ
と
へ
の
疑
問
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
29
）

。

八
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
四
五
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
橋
本
勇
は
、
議
会
で

否
決
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
請
求
に

時
間
と
金
を
か
け
る
の
は
無
駄
と
い
う
考
え

方
に
疑
問
を
呈
し
た
上
で
、「
税
の
減
免
の

請
求
に
対
し
て
誠
実
に
検
討
す
る
こ
と
が
効

率
的
な
行
政
運
営
を
考
え
、
事
務
事
業
の
選

択
に
真
剣
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
り
、
納
税

者
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
も

全
く
同
意
見
で
あ
る
（
30
）

。

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
の
地
方
自
治
法

の
一
部
改
正
（
④
）

こ
の
年
直
接
請
求
制
度
の
諸
点
に
つ
い
て
、

比
較
的
大
き
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
条

例
の
制
定
改
廃
請
求
に
関
わ
る
点
は
、
①
署

名
の
審
査
・
効
力
の
決
定
、
署
名
簿
の
縦
覧
、

表 2　昭和23年 8 月 1 日地方自治法改正法施行前に行われた都道府県に対する
　　　条例制定・改廃請求（地方自治月報第 6・7合併号）

府県名 請求期日 署名数
（法定署名数） 請求事項 備　考

北海道 S23. 4. 2 545,801（36,035）北海道税条例改正 S23. 5.29
否決

福島県 S23. 7.10 282,355（19,842）電気ガス税鉱産税条例改正 S23. 7.29
否決

神奈川県 S23. 6.15 44,938（23,738）電気ガス税賦課徴収条例改正 S23. 7.27
否決

滋賀県 S23. 7.15 15,367（ 9,460）県税条例改正 S23. 7.24
否決

京都府 S23. 5.26 不明 電気ガス税条例改正 S23. 7.29
否決

大阪府 S23. 7.28 48,197（36,052）電気ガス税条例改正 請求取下

兵庫県 S23. 5.16 不明 電気ガス税条例改正 不明

奈良県 S23. 6.28 13,309（ 8,896）県税条例改正 S23. 7.27
否決

和歌山県 S23. 7.22 11,843（10,748）県電気ガス税及び鉱産税条例改正 S23 7.27
否決

岡山県 S23. 6.22 32,952（17,655）県税賦課徴収条例改正 S23. 7.10
否決

愛媛県 S23. 6.11 17,880（15,244）電気ガス税条例改正 不明

（出典） 総務省「第30次地方制度調査会第 1回専門小委員会配布資料 1」、2011年。
（http://www.soumu.go.jp/main_content/000131330.pdf）
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
六
）

③
署
名
に
関
す
る
争
訟
手
続
、
③
無
効
の
署
名
と
関
係
人
の
出
頭
証
言
、
④
違
法
な
署
名
に
関
す
る
罰
則
等
の
規
定
な
ど
で
あ
る
（
第

七
四
条
の
二
〜
四
）。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ま
で
直
接
請
求
の
手
続
き
に
関
し
特
段
の
規
定
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
署
名
の
際
に
不
正
な
行
為

が
見
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
防
止
・
是
正
の
観
点
か
ら
制
度
の
整
備
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
（
31
）

。

し
か
し
、
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、「
住
民
の
直
接
請
求
に
対
す
る
チ
リ
ン
グ
・
エ
フ
ェ
ク
ト
（
萎
縮
効
果
）
を
結
果
す
る
も
の
」（
浜

川
清
（
32
）

）
と
い
う
指
摘
や
、「（
当
時
の
制
度
の
濫
用
の
＝
筆
者
補
足
）
原
因
は
制
度
を
い
か
し
き
れ
な
か
っ
た
政
治
土
壌
の
古
さ
、
住
民
意
識

の
低
さ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
制
度
そ
の
も
の
の
手
続
の
厳
格
さ
と
か
、
制
度
へ
の
警
戒
を
強
め
る
こ
と
は
、
本
末
転
倒
で
あ
り
、

的
外
れ
と
い
え
る
。」（
高
寄
昇
三
（
33
）

）
と
い
う
手
厳
し
い
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。

今
日
署
名
の
適
正
化
を
図
る
と
い
う
意
味
で
、
手
続
を
定
め
る
こ
の
条
項
の
全
て
が
不
必
要
と
は
思
わ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が

あ
る
ば
か
り
に
住
民
の
直
接
請
求
活
動
に
実
際
に
支
障
（
過
度
の
萎
縮
）
を
き
た
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
定
め
る
内
容
を
緩
和
す
る
な

ど
柔
軟
な
対
応
が
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三　

安
定
期
の
中
で
の
制
度
改
正

こ
の
期
に
お
い
て
は
、
さ
ほ
ど
大
き
な
制
度
改
正
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
制
度
的
に
安
定
し
て
い
る
時
期
と
も
言
え
る

が
、
そ
の
中
で
の
幾
つ
か
諸
点
の
改
正
事
項
を
留
め
て
お
く
。

八
八



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
四
七
）

一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑤
）

こ
の
改
正
で
は
、
財
務
会
計
制
度
の
改
正
に
伴
い
、
条
文
中
の
字
句
の
修
正
を
行
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
従
前
「
地
方
税
、
分
担
金
、

使
用
料
及
び
手
数
料
の
賦
課
徴
収
」
と
あ
っ
た
一
文
を
、「
地
方
税
の
賦
課
徴
収
並
び
に
分
担
金
、
使
用
料
及
び
手
数
料
の
徴
収
」
に
改

め
た
（
第
七
四
条
第
一
項
）。
こ
れ
は
、「
賦
課
徴
収
」
を
地
方
税
だ
け
に
係
る
よ
う
に
し
、
用
語
の
使
い
方
を
明
確
化
す
る
と
い
う
趣
旨

で
あ
っ
た
（
34
）

。

一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑥
）

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
地
方
公
共
団
体
の
区
域
内
で
衆
・
参
議
員
選
挙
、
地
方
議
会
の
議
員
、
長
の
選
挙
が
行
わ
れ
る
時
に
は
、
そ
の

間
直
接
請
求
の
た
め
の
署
名
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
た
（
第
七
四
条
第
七
項
）。

立
法
担
当
者
に
拠
れ
ば
、
本
来
の
制
度
趣
旨
か
ら
外
れ
選
挙
に
あ
る
種
の
影
響
を
与
え
る
べ
く
行
わ
れ
た
と
疑
念
を
抱
か
せ
る
請
求
が

少
な
く
な
い
現
状
を
鑑
み
、
選
挙
と
直
接
請
求
の
両
者
の
運
動
の
時
期
的
重
複
を
避
け
る
た
め
に
改
正
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
（
35
）

。
す
な
わ

ち
改
正
理
由
は
単
に
事
務
手
続
き
上
の
煩
雑
さ
│
選
挙
事
務
と
直
接
請
求
の
事
務
│
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
あ
る
種
の
影
響
を

・

・

・

・

・

・

・

与
え
る
べ
く
行
わ
れ
る
直
接
請
求

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

を
こ
そ
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
法
的
に
許
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
制
度
を
使
い
こ
な
し
、
選
挙
に
影
響
を

も
た
ら
そ
う
と
す
る
行
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
本
来
の
制
度
趣
旨
か
ら
外
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
政
治
参
加
の
活
性
化
、
民
主
主
義

の
拡
大
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
政
治
戦
略
と
し
て
は
特
段
問
題
な
い
も
の
と
筆
者
は
捉
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
の

改
正
に
よ
り
署
名
収
集
の
期
間
に
制
限
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
直
接
請
求
に
一
つ
の
制
約
を
課
し
た
と
見
做
さ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

八
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
四
八
）

一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
（
⑦
）

一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
に
は
ま
た
地
方
自
治
法
施
行
令
だ
が
、
直
接
請
求
を
拡
大
す
る
比
較
的
重
要
な
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
の

で
こ
こ
に
留
め
て
お
く
。
こ
の
改
正
で
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
九
十
二
条
第
一
項
中
の
「
署
名
し
」
と
い
う
文
言
を
、「
署
名
（
盲

人
が
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
五
年
政
令
第
八
十
九
条
）
別
表
第
一
に
定
め
る
点
字
で
自
己
の
名
前
を
記
載
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
を

し
」
に
改
め
た
。

公
職
選
挙
法
に
基
づ
く
選
挙
の
際
に
は
点
字
投
票
が
認
め
ら
れ
て
き
た
が
、
筆
跡
判
定
の
不
可
能
な
点
字
署
名
は
本
人
の
署
名
か
ど
う

か
の
確
認
が
困
難
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
こ
れ
ま
で
直
接
請
求
で
は
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
改
正
で
点
字
署
名
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
36
）

。

四　

平
成
以
後
の
制
度
改
正

二
五
年
近
く
も
の
間
目
立
っ
た
制
度
改
正
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
平
成
に
入
っ
て
幾
つ
か
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑧
）

こ
れ
ま
で
直
接
請
求
の
請
求
者
名
簿
へ
の
署
名
は
自
署
に
限
定
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
改
正
に
よ
り
身
体
の
故
障
等
に
よ
り
自
署
で
き

な
い
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
も
代
筆
で
の
署
名
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
第
七
四
条
第
八
項
、
そ
れ
に
関
す
る
罰
則
規
定
は
、
第
七
四

条
の
四
第
三
項
・
第
四
項
）。
代
筆
署
名
の
具
体
的
な
方
法
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
市
町
村
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
委
任
し
、
自
己
の
氏

九
〇



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
四
九
）

名
を
直
接
請
求
の
署
名
簿
に
記
載
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
37
）

。

二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑨
）

こ
の
改
正
に
よ
り
、
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
に
よ
り
付
議
さ
れ
た
事
件
の
審
議
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
議
会
は
そ
の
請
求
代
表
者
の

意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
（
第
七
四
条
第
四
項
）。

こ
れ
ま
で
首
長
は
議
会
に
意
見
を
付
け
て
条
例
案
を
付
議
し
て
き
た
が
、
他
方
請
求
代
表
者
は
議
会
に
直
接
意
見
を
述
べ
る
機
会
が
全

く
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
受
け
た
対
応
で
あ
り
、
立
法
担
当
者
に
拠
れ
ば
、「
住
民
が
自
ら
そ
の
請
求
の
趣
旨
や
内
容
を

議
会
で
説
明
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
に
お
け
る
審
議
の
充
実
を
図
る
と
い
う
観
点
」
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
る
（
38
）

。

長
の
意
見
と
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
い
う
点
で
、
ま
た
議
会
の
実
質
的
審
議
に
効
果
が
期
待
さ
れ
る
と
い
う
点
で
請
求
者
側
に
配
慮
し
た

改
正
で
あ
る
。

二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
⑩
）

こ
の
改
正
で
は
、
直
接
請
求
に
お
け
る
請
求
代
表
者
の
資
格
制
限
の
創
設
と
署
名
に
関
す
る
罰
則
の
規
定
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
高

知
県
東
洋
町
に
お
け
る
町
議
会
議
員
の
解
職
請
求
を
め
ぐ
る
事
件
の
最
高
裁
判
決
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
選
挙
管
理
委

員
会
の
委
員
・
職
員
等
は
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
を
含
め
直
接
請
求
の
請
求
代
表
者
に
な
れ
な
い
こ
と
（
図
1
）、
そ
の
他
選
挙
人
名
簿

に
表
示
さ
れ
て
い
る
者
で
選
挙
権
の
停
止
・
失
権
、
転
出
者
、
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
消
さ
れ
た
者
（
死
亡
、
国
籍
喪
失
等
）
も
請
求
代
表
者

に
な
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
（
第
七
四
条
第
六
項
）、
ま
た
公
務
員
等
の
地
位
を
利
用
し
た
署
名
運
動
へ
の
罰
則
措
置
な
ど
を
設
け
た

九
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
〇
）

（
第
七
四
条
の
四
第
五
項
（
39
）

）。

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
の
地
方
自
治
施
行
令
の
一

部
改
正
（
⑪
）

地
方
自
治
法
施
行
令
の
改
正
で
は
あ
る
が
、
近
年
に
な

い
変
更
点
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
こ
に
留
め
て
お
く
。

こ
れ
ま
で
直
接
請
求
制
度
全
般
に
お
い
て
署
名
収
集
期

間
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
二
か
月
以
内
、
市
町
村
に

お
い
て
は
一
か
月
以
内
と
定
め
ら
れ
て
き
た
（
旧
地
方
自

治
法
施
行
令
第
九
二
条
第
四
項
）。
こ
の
点
に
関
し
て
、

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
三
月
の
地
方
自
治
法
施
行
令

の
一
部
改
正
に
よ
り
、
指
定
都
市
の
署
名
収
集
期
間
が
都

道
府
県
並
み
に
延
長
さ
れ
た
（
新
施
行
令
第
九
二
条
第
三
項
）。

こ
れ
は
、
署
名
収
集
期
間
を
都
道
府
県
と
市
町
村
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
区
分
し
て
き
た
こ
と
が
現
状
に
対
応
で

き
て
い
な
い
こ
と
へ
の
一
つ
の
対
応
と
言
え
よ
う
。
地
方

自
治
体
の
種
類
に
よ
ら
ず
人
口
比
に
応
じ
た
収
集
期
間
が

図 1　2011（平成23）年の直接請求制度の改正

国家公務員
及び

地方公務員
（一般職・特別職）

選挙管理委員会
の委員及び職員

投票を伴う
請求

（議会の解散、
議員・長の解職）

投票を伴わない
請求

（条例制定・改廃、監査、
主要公務員の解職）

×

×

○

○

（注1）

（注 1）

投票を伴う
請求

（議会の解散、
議員・長の解職）

投票を伴わない
請求

（条例制定・改廃、監査、
主要公務員の解職）

○

×

○

×

（注1）（注 1）

公務員等の地位利用を伴う
署名運動に対して罰則措置

（投票を伴わない直接請求を含む）

改正前 改正後

（注 1） このほか、国家公務員及び地方公務員については、服務規律の観点から、
公務員法等による制約がある。

（注 2） 上記の表のほか、改正法においては、①死亡や国籍喪失等により選挙人
名簿から抹消された者、②選挙に関する犯罪等により選挙権を有しない
者、③転出して住所を有しなくなった者についても、請求代表者たり得
る資格を制限することとしている。

（出典） 新田一郎「地域主権改革関連三法③地方自治法の一部改正」
『時の法令』第1891号、2011年、50頁。一部文言を変えた。

九
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
一
）

望
ま
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
性
格
の
異
な
る
直
接
請
求
の
全
て
が
同
じ
収
集
期
間
で
あ
る
こ
と
や
連
署
の
要
件

の
あ
り
方
な
ど
を
含
め
全
般
的
に
問
題
を
含
ん
で
い
る
点
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
く
（
40
）

。

結
び

以
上
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
に
つ
い
て
、
そ
の
制
度
の
成
り
立
ち
と
そ
の
後
の
変
遷
を
振
り
返
っ
て
き
た
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
改
め

て
制
度
と
し
て
の
基
本
的
内
容
は
既
に
導
入
時
に
ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
（
41
）

。
ま
た
導
入
後
の
主
な
制
度
改
正
は
十
回
ほ
ど

を
数
え
る
が
、
そ
の
大
半
は
直
接
請
求
制
度
全
般
に
向
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
こ
と
条
例
の
制
定
改
廃
請
求
だ
け
を
対
象
に
し
た
も
の

は
数
少
な
い
こ
と
な
ど
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
現
時
点
で
結
論
的
に
は
制
度
改
正
の
変
遷
を
い
か
に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
住
民
自
治
の
拡

大
・
深
化
の
方
向
に
進
展
し
て
い
る
と
判
断
し
う
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
抑
制
す
る
方
向
に
逆
行
し
つ
つ
あ
る
と
判
断
し
う
る
の
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
金
井
利
之
は
概
略
的
に
そ
の
変
遷
を
辿
る
中
で
、
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
税
条
例
等
の
請
求
対
象
か
ら
の

除
外
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
選
挙
時
の
署
名
活
動
の
禁
止
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
請
求
代
表
者
の
資
格
制
限
や
地
位
を

利
用
し
て
署
名
運
動
を
行
っ
た
公
務
員
等
へ
の
罰
則
規
定
な
ど
の
例
を
以
て
、
基
本
的
に
は
直
接
請
求
を
制
限
す
る
方
向
で
の
動
き
が
強

い
と
評
し
て
い
る
（
42
）

。
確
か
に
そ
れ
ら
は
新
た
に
直
接
請
求
を
制
約
し
か
ね
な
い
改
正
で
あ
っ
た
。
住
民
自
治
の
制
度
と
し
て
は
明
ら
か
に

従
来
よ
り
後
退
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
改
悪
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
否
定
的
な
評
価
が
可
能
な
一
方
で
、
他
方
で
は
、
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
の
点
字
署
名
を
可
能
と
し
た
点
、

九
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
二
）

一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
の
障
が
い
を
有
す
る
人
の
代
筆
署
名
を
可
能
と
し
た
点
、
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
の
議
会
に
お
け
る
条
例
案

審
議
の
際
の
請
求
代
表
者
の
意
見
陳
述
、
そ
し
て
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
の
政
令
指
定
都
市
に
お
け
る
署
名
収
集
期
間
の
緩
和
な

ど
、
住
民
自
治
の
拡
大
に
繋
が
る
改
正
も
近
年
ま
で
断
続
的
に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
な
の
で
あ
る
。

金
井
は
ま
た
、
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
や
二
〇
〇
二
（
平
成
十
四
）
年
の
住
民
自
治
に
積
極
的
な
改
正
を
例
に
（
因
み
に
、
こ
の
時
期
は

第
一
次
地
方
分
権
改
革
の
時
期
に
あ
た
る
）、「
直
接
請
求
と
い
う
住
民
自
治
も
、
国
自
治
体
間
の
分
権
改
革
と
い
う
団
体
自
治
の
進
展
す
る

時
期
に
の
み
、
進
む
よ
う
で
あ
る
（
43
）

。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
表
1
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
受
け
止
め
ら
れ
な

い
展
開
が
見
い
出
せ
る
。
制
度
は
前
進
と
後
退
を
脈
絡
な
く
繰
り
返
し
、
時
代
状
況
に
沿
っ
た
特
段
の
一
貫
性
を
見
出
す
の
は
困
難
な
の

で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
な
お
そ
の
制
度
史
上
の
評
価
は
難
し
い
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
44
）

。
い
ず
れ
に
し
て
も
住
民
自
治

の
制
度
と
し
て
課
題
が
山
積
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
り
、
よ
り
良
い
制
度
に
向
け
た
不
断
の
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
は
、

誰
し
も
異
論
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

注（
1
） 

さ
し
あ
た
り
、
こ
の
分
野
の
代
表
的
な
文
献
を
幾
つ
か
紹
介
し
て
お
く
。
地
方
自
治
制
度
の
通
史
と
し
て
は
、
杉
村
章
三
郎
『
地
方
自
治
制
綱

要
﹇
三
訂
版
﹈』
弘
文
堂
、
一
九
五
四
年
、
佐
久
間
彊
『
地
方
自
治
制
度
講
義
』
良
書
普
及
会
、
一
九
六
六
年
、
橋
本
勇
『
地
方
自
治
の
あ
ゆ
み
』、

良
書
普
及
会
、
一
九
九
五
年
な
ど
。
ま
た
戦
後
直
後
の
地
方
制
度
改
革
に
関
し
て
は
、
天
川
晃
「
第
六
章　

地
方
自
治
制
度
の
改
革
」
東
京
大
学
社

会
科
学
研
究
所
戦
後
改
革
研
究
会
編
『
戦
後
改
革
3
政
治
過
程
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、
同
「
第
一
部　

地
方
自
治
」
天
川
晃
・
小
田

中
聰
樹
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
国
憲
法
・
検
証 1945-2000 

資
料
と
論
点　

第
六
巻　

地
方
自
治
・
司
法
改
革
』
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
な
ど
。
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条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
三
）

な
お
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
で
部
分
的
に
触
れ
て
き
た
制
度
の
史
的
経
緯
や
課
題
に
つ
い
て
一
部
重
複
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

（
2
） 
但
し
、
そ
こ
に
入
手
資
料
の
偏
り
と
い
う
問
題
が
立
ち
は
だ
か
る
点
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
の
一
部
は
戦
後
地
方
制
度
改
革
の
検
討
と

重
な
り
合
う
部
分
が
あ
る
が
、
こ
の
時
期
の
こ
の
よ
う
な
分
野
の
検
討
は
、
多
く
旧
内
務
省
（
及
び
そ
の
関
係
者
）
の
資
料
に
拠
ら
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
研
究
上
の
制
約
を
持
っ
て
い
る
。
入
手
可
能
な
資
料
が
現
状
で
は
そ
れ
し
か
な
い
た
め
だ
が
、
そ
の
点
で
内
務
省
関
係
資
料
と
い
う
フ
ィ
ル

タ
ー
を
通
し
た
制
度
の
一
面
史
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
批
判
は
、
甘
ん
じ
て
受
け
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
す
る
有
益
な
指
摘
と
し

て
以
下
を
参
照
。
小
倉
裕
児
「
敗
戦
直
後
の
地
方
制
度
改
革
の
動
向
」『
一
橋
論
叢
』
第
一
〇
八
巻
第
二
号
、
一
九
九
二
年
、
二
五
八
│
二
五
九
頁
。

（
3
） 

本
稿
の
記
述
に
あ
た
っ
て
、
特
に
参
照
し
た
文
献
を
挙
げ
て
お
く
。
沢
井
勝
「
直
接
請
求
制
度
導
入
の
経
過
と
問
題
」『
討
議
資
料
1
9
7
8

年
8
月
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
直
接
請
求
』
地
方
自
治
総
合
研
究
所
、
一
九
七
八
年
、
松
野
光
伸
「
現
行
直
接
請
求
制
度
の
制
定
過
程
」『
島
大
法
学
』

第
二
四
巻
第
二
・
三
号
、
一
九
八
一
年
、
小
西
敦
『
地
方
自
治
法
改
正
史
』
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
、
現
代
地
方
自
治
全
集
編
集
委
員
会
編
『
現
代

地
方
自
治
全
集
25　

地
方
自
治
総
合
年
表
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
七
九
年
、
橋
本
勇
、
前
掲
書
、
佐
久
間
彊
、
前
掲
書
、
な
ど
。
こ
の
他
次
の
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
も
度
々
活
用
し
た
。
国
立
国
会
図
書
館
「
日
本
法
令
索
引
」（http://hourei.ndl.go.jp/S

earchS
ys/index.jsp

）、
国
立
公
文
書
館
「
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」（https://w
w
w
.digital.archives.go.jp/

）。

（
4
） 

こ
の
数
字
は
、
表
1
と
の
対
応
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
も
同
様
。

（
5
） 

新
憲
法
制
定
ま
で
の
過
程
と
第
一
次
地
方
制
度
改
革
関
連
の
動
き
を
時
系
列
で
表
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
二
月
一
三
日　

Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
憲
法
改
正
草
案
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
）
を
交
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
月　

六
日　

政
府
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
草
案
に
対
す
る
憲
法
改
正
草
案
要
綱
を
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
月
一
七
日　

政
府
は
要
綱
を
修
正
し
憲
法
改
正
草
案
を
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
月　

二
日　

第
九
〇
回
帝
国
議
会
に
第
一
次
地
方
制
度
改
革
関
連
の
改
正
法
律
案
を
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
月
二
七
日　

第
一
次
地
方
制
度
改
革
関
連
の
改
正
法
公
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
月　

五
日　

第
一
次
地
方
制
度
改
革
関
連
の
改
正
法
施
行

九
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
日　

日
本
国
憲
法
可
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
月
三
日　

日
本
国
憲
法
公
布

一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
四
月
一
七
日　

地
方
自
治
法
公
布

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
月　

三
日　

日
本
国
憲
法
施
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
方
自
治
法
施
行
（
第
二
次
地
方
制
度
改
革
）

（
6
） 

天
川
晃
、
前
掲
論
文
、
二
八
四
頁
。

（
7
） 

内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
一
部
』、
一
九
四
七
年
、
七
二
五
頁
。
ま
た
そ
の
検
討
と
し
て
、
高
木
鉦
作
「
知
事
公
選
制
と
中
央
統
制
」

渓
内
謙
・
阿
利
莫
二
・
井
出
嘉
憲
・
西
尾
勝
編
『
現
代
行
政
と
官
僚
制　

下
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
、
小
倉
、
前
掲
論
文
、
天
川
晃
、

前
掲
論
文
、
二
六
八
頁
以
下
。

（
8
） 

松
野
光
伸
「
前
掲
論
文
」、
九
七
│
一
〇
一
頁
、
沢
井
、
前
掲
論
文
、
七
七
│
七
八
、
八
四
│
八
八
頁
。

（
9
） 

内
政
史
研
究
会
『
内
政
史
研
究
資
料
第
二
一
三
集　

鈴
木
俊
一
氏
談
話
記
録
第
五
回　

昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
四
日
』、
一
九
七
五
年
、
六
六

頁
。

（
10
） 

内
政
史
研
究
会
、
前
掲
書
、
二
八
│
二
九
頁
。
ま
た
鈴
木
俊
一
『
回
想
・
地
方
自
治
五
十
年
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
四
│
二
五
頁
も
参
照
。
鈴
木

及
び
内
務
省
主
導
に
関
す
る
言
及
は
、
沢
井
、
前
掲
論
文
、
八
〇
│
八
三
頁
、
松
野
、
前
掲
論
文
、
九
三
頁
、
及
び
平
松
弘
光
「
分
権
時
代
の
政
策

法
務　

分
権
時
代
の
市
民
立
法
│
条
例
制
定
・
改
廃
の
直
接
請
求
│
」『
リ
ポ
ー
ト
21　

2
0
0
0
年
度
』
二
〇
〇
〇
年
、
一
八
│
二
〇
頁
な
ど
。

（
11
） 

自
治
大
学
校
編
『
戦
後
自
治
史
Ⅱ
（
昭
和
二
一
年
の
地
方
制
度
改
正
）』
一
九
六
一
年
、
三
七
頁
。

（
12
） 

佐
久
間
彊
、
前
掲
書
、
二
〇
│
二
一
頁
。
ま
た
山
縣
の
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
…
自
治
制
ノ
効
果
ハ
、
啻
ニ
民
衆
ヲ
シ
テ
其
ノ
公
共
心
ヲ
啓
暢
セ
シ
メ
、
併
セ
テ
行
政
参
助
ノ
智
識
經
驗
ヲ
得
シ
ム
ル
カ
爲
メ
、
立
憲
政
治
ノ

運
用
ニ
資
ス
ル
所
至
大
ナ
リ
ト
イ
フ
ニ
止
マ
ラ
ス
、
中
央
政
局
異
動
ノ
餘
響
ヲ
シ
テ
、
地
方
行
政
ニ
波
及
セ
サ
ラ
シ
ム
ル
ノ
利
益
、
亦
決
シ
テ
鮮
尠

ナ
ラ
ス
ト
爲
ス
。
…
（
以
下
略
）
…
」（
公
爵
山
縣
有
朋
談
「
徴
兵
制
度
及
自
治
制
度
確
立
ノ
沿
革
」『
國
家
學
會
創
立
満
三
十
年
記
念
明
治
憲
政
經

濟
史
論
』
有
斐
閣
、
一
九
一
九
年
、
所
収
）

九
六



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
五
）

（
13
） 

高
木
鉦
作
「
第
1
章　

住
民
の
権
利
と
自
治
体
の
責
任
」
高
木
鉦
作
編
『
住
民
自
治
の
権
利
』
法
律
文
化
社
、
一
九
七
三
年
、
九
頁
。

（
14
） 

沢
井
、
前
掲
論
文
、
七
九
頁
。

（
15
） 
他
の
直
接
請
求
は
、
過
去
の
行
為
に
対
す
る
住
民
の
判
断
と
い
う
事
後
的
指
向
（
＝
チ
ェ
ッ
ク
機
能
）
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、
条
例
の
制

定
改
廃
請
求
は
住
民
が
将
来
的
な
政
策
案
を
発
案
す
る
と
い
う
事
前
的
（
＝
未
来
）
指
向
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。

（
16
） 

「
九
、
其
の
他
の
參
考
資
料
ロ
地
方
制
度
改
正
關
係
答
辯
資
料
」
内
務
省
編
『
前
掲
書
・
第
一
部
』、
一
二
〇
〇
│
一
二
〇
一
頁
。

（
17
） 

松
野
、
前
掲
論
文
、
九
五
頁
、
沢
井
、
前
掲
論
文
、
七
九
頁
、
水
飼
幸
之
助
「
終
戦
直
後
の
第
一
次
地
方
制
度
改
革
│
改
正
法
律
の
立
法
過
程

を
め
ぐ
っ
て
│
」『
法
学
論
集
』
第
九
号
、
一
九
七
二
年
二
月
、
一
九
八
頁
。

（
18
） 

地
方
自
治
庁
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
五
部
』、
一
九
五
一
年
、
四
九
│
五
一
頁
。
な
お
（
こ
れ
は
、
自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
Ⅶ
、

二
五
七
│
二
六
〇
頁
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
後
述
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
（
③
）
も
参
照
。

（
19
） 

自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
・
Ⅱ
、
九
七
│
一
一
七
頁
。

（
20
） 

自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
・
Ⅱ
、
一
〇
六
│
一
〇
七
頁
。

（
21
） 

自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
・
Ⅱ
、
一
〇
七
頁
。
但
し
、
こ
の
鍵
括
弧
内
の
文
言
は
自
治
大
学
校
編
で
要
約
さ
れ
た
も
の
で
、
実
際
の
政
府
の
答

弁
資
料
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
㈠　

…
最
終
的
な
決
定
は
、
都
府
縣
會
、
市
町
村
会
に
一
任
せ
ら
れ
、
何
ら
そ
の
議
決
を
拘
束
す
る
所
が
な
い
の
で
、
請
求
に
必
要
な
選
擧
人
の

數
は
餘
り
多
く
を
要
求
せ
ず
、
努
め
て
自
由
な
意
思
を
表
明
す
る
機
會
を
多
く
與
へ
る
こ
と
が
適
當
で
あ
る
。

㈡　

さ
り
と
て
、
餘
り
少
數
に
す
る
と
發
案
に
槇
重
を
缺
き
適
當
で
な
い
。
議
員
の
發
案
は
、
議
員
三
人
あ
れ
ば
な
す
こ
と
が
出
來
る
か
ら
、
議

員
三
人
が
實
質
上
支
持
を
受
け
て
ゐ
る
選
擧
人
の
數
と
概
ね
同
數
の
選
擧
人
の
連
署
が
あ
れ
ば
發
案
を
爲
し
得
る
こ
と
と
す
る
の
が
相
當
で
あ
る
。

…
（
略
）
…

㈢　
（
略
）

㈣　

以
上
の
理
由
に
よ
つ
て
、
都
は
二
萬
と
し
た
が
道
府
縣
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
の
五
十
分
の
一
と
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の

五
十
分
の
一
の
數
が
餘
り
に
多
い
と
き
は
以
上
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
最
高
限
を
押
へ
、
道
府
縣
は
一
萬
、
市
は
千
、
町
村
は
百
と
し

九
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
六
）

た
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
人
口
五
萬
の
市
で
有
權
者
二
萬
五
千
と
す
れ
ば
そ
の
五
十
分
の
一
で
五
百
で
あ
る
。
而
し
て
右
の
數
は
名
簿
の
確
定
後
直
に

都
長
官
、
市
町
村
長
等
が
告
示
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。」（「
九
、
其
の
他
の
參
考
資
料
ロ
地
方
制
度
改
正
關
係
答
辯
資
料
」
内
務
省
編
、
前
掲

書
・
第
一
部
、
一
二
九
一
│
一
二
九
二
頁
。）

（
22
） 
自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
・
Ⅱ
、
一
〇
七
頁
。
な
お
、
こ
の
点
の
衆
議
院
修
正
要
綱
の
原
文
は
次
の
通
り
。

「
三
、
條
例
又
は
規
則
の
制
定
請
求
の
際
首
長
が
原
案
の
趣
旨
に
反
し
な
い
範
囲
内
で
こ
れ
を
修
正
し
た
場
合
に
は
、
原
案
を
添
へ
て
議
會
に
付

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。」（
内
務
省
編
、
前
掲
書
・
第
一
部
、
七
二
二
頁
。）

（
23
） 

植
原
内
務
大
臣
に
よ
る
地
方
自
治
法
の
提
案
理
由
に
は
、
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。「
…
地
方
自
治
に
関
す
る
事
項
は
、
そ
の
基
礎
を
直

接
憲
法
に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
地
方
自
治
に
関
す
る
法
律
は
、
憲
法
附
属
の
法
典

・

・

・

・

・

・

・

と
申
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
日
本
国
憲
法
の

規
定
お
よ
び
精
神
に
即
応
し
た
地
方
自
治
法
を
制
定
し
、
憲
法
と
同
時
に
こ
れ
を
施
行
し
、
地
方
行
政
の
民
主
化
を
さ
ら
に
徹
底
し
、
も
っ
て
国
政

民
主
化
の
基
底
を
培
う
こ
と
が
、
特
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
…
（
以
下
略
）
…
」
内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
二

部
』、
一
九
四
七
年
、
六
四
頁
。
及
び
、
橋
本
勇
、
前
掲
書
、
一
六
〇
│
一
六
二
頁
も
参
照
の
こ
と
。
な
お
点
線
は
筆
者
に
よ
る
。

（
24
） 

自
治
大
学
校
編
『
戦
後
自
治
史
Ⅴ
（
地
方
自
治
法
の
制
定
）』
一
六
〇
頁
。
な
お
条
文
中
の
「
制
定
又
は
改
廃
」
に
改
め
る
理
由
は
、
当
時
の

鈴
木
俊
一
行
政
課
長
の
説
明
に
よ
る
（
内
務
省
編
『
改
正
地
方
制
度
資
料
第
二
部
』、
一
九
四
七
年
、
二
〇
三
頁
）。

（
25
） 

こ
の
改
正
に
至
る
過
程
で
は
、
こ
の
他
「
地
方
公
共
の
秩
序
の
維
持
、
住
民
及
び
滞
在
者
の
安
全
、
健
康
及
び
福
祉
の
保
持
に
関
す
る
条
例
」

も
そ
の
請
求
対
象
か
ら
外
す
方
向
で
審
議
が
進
ん
で
い
た
が
、
最
終
的
に
は
総
司
令
部
の
命
令
で
税
等
の
賦
課
徴
収
の
み
を
除
外
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
自
治
大
学
校
編
『
戦
後
自
治
史
Ⅶ
（
昭
和
二
二
・
三
年
の
地
方
自
治
法
改
正
）』
自
治
大
学
校
、
一
九
六
四
年
、
二
五
五
│
二
五
六
頁
。

（
26
） 

こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
稿
で
詳
し
く
論
じ
た
。
賀
来
健
輔
「
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
課
題
と
そ
の
一
考

察
│
制
度
の
積
極
的
活
用
の
観
点
か
ら
│
」『
地
方
自
治
研
究
』
第
二
九
巻
第
二
号
、
二
〇
一
四
年
、
三
│
五
頁
。

（
27
） 

田
中
二
郎
「
地
方
自
治
法
に
現
わ
れ
た
代
表
的
民
主
主
義
と
直
接
的
民
主
主
義
」『
自
治
研
究
』
第
二
五
巻
第
二
号
、
一
九
四
九
年
、
二
〇
頁
。

田
中
は
こ
の
論
文
で
、
請
求
の
動
向
を
「
濫
用
」
と
表
現
し
た
。

（
28
） 

総
務
省
「
第
三
〇
次
地
方
制
度
調
査
会
第
一
回
専
門
小
委
員
会
配
布
資
料
1
」、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
参
照
可
能

九
八



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
七
）

（http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000131330.pdf

）。
な
お
参
考
ま
で
に
紹
介
し
て
お
く
と
、
鵜
飼
信
成
に
拠
る
と
、
条
例
の
制
定
改

廃
請
求
は
一
九
四
七
（
昭
和
二
二
）
年
五
月
か
ら
翌
年
六
月
ま
で
の
約
一
年
間
ほ
ど
で
一
七
件
で
、
そ
の
う
ち
府
県
は
一
〇
件
で
全
て
電
気
ガ
ス
税

条
例
の
廃
止
を
請
求
す
る
も
の
で
、
市
町
村
は
七
件
で
一
件
を
除
き
市
町
村
税
の
賦
課
方
法
の
改
正
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
（
但
し
、
こ

の
デ
ー
タ
の
出
所
は
不
明
）。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
も
が
議
会
で
否
決
さ
れ
て
い
る
。
鵜
飼
信
成
「
地
方
自
治
法
に
お
け
る
直
接
民
主
政
治
│
直
接

請
求
の
実
態
と
意
義
」『
法
律
時
報
』
第
二
一
巻
第
七
号
、
一
九
四
九
年
、
二
〇
頁
。

（
29
） 

衆
議
院
治
安
及
び
地
方
制
度
委
員
会
の
鈴
木
俊
一
政
府
委
員
の
発
言
に
そ
れ
は
、
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
地
方
自
治
庁
編
『
改
正
地
方
制
度
資

料
第
五
部
』
一
九
五
一
年
、
四
九
│
五
一
頁
。
な
お
こ
れ
は
、
自
治
大
学
校
編
、
前
掲
書
Ⅶ
、
二
五
七
│
二
六
〇
頁
で
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

（
30
） 

橋
本
勇
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。
な
お
改
正
当
初
か
ら
税
等
財
政
的
な
事
項
を
除
外
す
る
規
定
に
関
し
て
は
、
疑
問
視
す
る
向
き
は
多
か
っ
た
。

例
え
ば
、
鵜
飼
信
成
、
前
掲
論
文
、
二
〇
│
二
一
頁
、
浜
川
清
「
直
接
請
求
に
よ
る
条
例
制
定
」
佐
藤
竺
編
『
条
例
の
制
定
過
程
』
学
陽
書
房
、

一
九
七
八
年
、
二
四
二
│
二
四
三
頁
、
高
寄
昇
三
『
住
民
投
票
と
市
民
参
加
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
二
六
九
│
二
七
二
頁
ほ
か
。

（
31
） 

立
法
担
当
者
は
改
正
の
趣
旨
を
述
べ
る
中
で
、
当
時
の
状
況
を
、「
…
選
挙
人
の
代
筆
、
偽
筆
等
が
、
と
も
す
れ
ば
行
わ
れ
勝
ち
（
マ
マ
）
で

あ
り
、
ま
た
、
選
挙
人
を
欺
罔
し
て
署
名
を
求
め
る
等
の
事
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
、
常
に
紛
議
の
的
と
な
つ
て
い
た
実
情
に
あ
つ
た
。
選
挙
管

理
委
員
会
が
署
名
を
審
査
す
る
場
合
で
も
、
こ
れ
が
た
め
非
常
に
困
難
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
…
（
以
下
略
）
…
」
と
記
し
て
い
る
。
高
辻
正

巳
「
地
方
自
治
法
の
改
正
に
つ
い
て
」『
自
治
研
究
』
第
二
六
巻
第
六
号
一
九
五
〇
年
、
四
頁
。
ま
た
こ
の
論
説
の
三
│
七
頁
、
及
び
降
矢
敬
義

「
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
法
律
の
解
説
」『
自
治
公
論
』
第
一
七
巻
第
五
号
、
一
九
五
〇
年
、
二
│
一
一
頁
も
参
照
。

（
32
） 

浜
川
清
「
直
接
請
求
に
よ
る
条
例
制
定
」
佐
藤
竺
編
『
条
例
の
制
定
過
程
』
学
陽
書
房
、
一
九
七
八
年
、
二
五
三
頁
。

（
33
） 

高
寄
昇
三
『
住
民
投
票
と
市
民
参
加
』
学
陽
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
三
〜
二
七
七
頁
。
比
較
的
近
年
で
も
同
様
の
意
見
と
し
て
、
金
井
利

之
は
、「
手
続
を
明
確
に
す
る
技
術
的
な
改
正
と
も
言
え
る
が
、
署
名
収
集
の
ハ
ー
ド
ル
を
官
僚
制
的
に
高
め
た
と
も
い
え
る
。」
と
述
べ
て
い
る

（
金
井
利
之
「（
第
2
編
）
第
1
章　

直
接
請
求
制
度
」『
市
区
町
村
の
お
け
る
住
民
参
加
方
策
に
関
す
る
調
査
研
究
』
財
団
法
人
地
方
自
治
研
究
機

構
、
二
〇
一
三
年
、
九
〇
頁
）。

（
34
） 

総
務
省
地
方
制
度
行
財
政
検
討
会
議
第
一
分
科
会
第
7
回
資
料
2
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000087295.pdf

）

九
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
五
八
）

二
〇
一
六
年
六
月
六
日
閲
覧
。
及
び
森
繁
一
他
「
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
の
概
説
」『
時
の
法
令
』
第
四
七
一
号
、
一
九
六
三
年
、
二
│
五
頁
も

参
照
の
こ
と
。

（
35
） 
河
合
代
悟
「
都
議
会
定
数
の
特
例
と
直
接
請
求
制
度
の
合
理
化
」『
時
の
法
令
』
第
六
八
〇
号
、
一
九
六
九
年
、
二
八
│
三
〇
頁
。

（
36
） 
河
合
代
悟
「
前
掲
論
文
」、
三
〇
頁
。

（
37
） 

江
畑
賢
治
「
中
核
市
制
度
と
広
域
連
合
制
度
の
創
設
等
」『
時
の
法
令
』
第
一
四
九
八
号
、
一
九
九
四
年
、
一
七
頁
。

（
38
） 

佐
々
木
浩
・
島
﨑
邦
彦
「
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
（
市
町
村
合
併
特
例
法
関
係
を
除
く
）
に
つ
い
て
」『
地
方
自
治
』

第
六
五
四
号
、
二
〇
〇
二
年
、
二
七
頁
。

（
39
） 

新
田
一
郎
「
地
域
主
権
改
革
関
連
三
法
③
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
」『
時
の
法
令
』
第
一
八
九
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
四
八
│
五
二
頁
、
及

び
工
藤
学
「
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」『
法
令
解
説
資
料
総
覧
』
第
三
六
〇
号
、
二
〇
一
一
年
、
一
七
│
二
五
頁
。

（
40
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
新
藤
宗
幸
「
直
接
請
求
制
度
と
住
民
参
加
」
自
治
大
学
校
研
究
部
編
『
地
方
公
務
員
セ
ミ
ナ
ー
住
民
参
加
と
行
政
』

一
九
七
六
年
、
八
七
頁
、
岡
田
彰
「
逐
条
解
説　

条
例
の
制
定
・
又
は
改
廃
の
請
求
と
そ
の
処
置
」
地
方
自
治
総
合
研
究
所
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
直

接
請
求
』
地
方
自
治
総
合
研
究
所
、
一
九
七
八
年
、
一
六
九
頁
、
及
び
高
寄
昇
三
『
住
民
投
票
と
市
民
参
加
』
学
陽
書
房
、
一
九
八
〇
年
、
二
七
四

頁
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
41
） 

沢
井　

勝
、「
前
掲
論
文
」、
七
三
頁
、
松
野
光
伸
「
前
掲
論
文
」、
九
〇
頁
。

（
42
） 

金
井
利
之
、
前
掲
論
文
、
九
〇
頁
。

（
43
） 

金
井
利
之
、
前
掲
論
文
、
九
〇
頁
。

（
44
） 

そ
の
意
味
で
は
、
前
稿
執
筆
時
の
「『
地
方
税
等
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
項
』
を
請
求
対
象
か
ら
外
し
た
こ
と
を
除
け
ば
、
十
分
と
は
言
え

な
い
も
の
の
概
ね
直
接
請
求
を
行
う
住
民
の
側
に
立
っ
た
制
度
変
更
が
行
わ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。」
と
の
認
識
は
、
や

や
勇
み
足
で
あ
っ
た
。（
賀
来
健
輔
「
条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
│
来
し
方
行
く
末
の
残
さ
れ
た
課
題
│
」『
政
経
研
究
』
第
五
二
巻
第
二

号
、
二
〇
一
五
年
、
一
五
二
頁
。）。
こ
の
よ
う
な
見
解
を
し
た
の
は
、
本
文
で
示
し
た
よ
う
な
住
民
自
治
に
対
す
る
プ
ラ
ス
の
改
正
の
諸
点
を
強
く

認
識
し
て
い
た
こ
と
や
、
ま
た
金
井
の
挙
げ
る
「
制
約
」
の
諸
点
が
実
際
ど
こ
ま
で
住
民
に
負
担
を
与
え
る
も
の
な
の
か
を
よ
く
測
り
兼
ね
て
い
る

一
〇
〇



条
例
の
制
定
又
は
改
廃
の
直
接
請
求
に
関
す
る
制
度
改
正
史
（
賀
来
）

（
二
五
九
）

こ
と
に
由
来
す
る
。

一
〇
一





外
務
省
国
際
法
局
研
究
序
説
（
小
森
）

（
二
六
一
）

外
務
省
国
際
法
局
研
究
序
説

│
政
軍
関
係
へ
の
影
響
に
注
目
し
て

│

小　
　

森　
　

雄　
　

太

1
．
は
じ
め
に

2
．
外
務
省
国
際
法
局
と
は
何
か
？

3
．
政
軍
関
係
に
お
け
る
国
際
法

4
．
外
務
省
国
際
法
局
が
政
軍
関
係
に
与
え
る
影
響

5
．
お
わ
り
に

論　

説

一
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
六
二
）

1
．
は
じ
め
に

1

－

1
．
問
題
の
所
在

本
稿
は
、
政
軍
関
係
研
究
の
一
環
と
し
て
、
我
が
国
に
お
け
る
国
際
法
の
解
釈
や
運
用
を
一
手
に
担
っ
て
い
る
外
務
省
国
際
法
局
の
実

態
を
解
明
し
、
政
軍
関
係
の
形
成
に
国
際
法
が
ど
の
様
な
影
響
を
与
え
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

近
代
以
降
の
我
が
国
に
お
け
る
政
軍
関
係
、
具
体
的
に
は
文
民
統
制
と
安
全
保
障
の
相
互
関
係
を
考
察
す
る
際
、
北
岡
伸
一
『
官
僚
制

と
し
て
の
日
本
陸
軍
』
や
纐
纈
厚
『
近
代
日
本
に
お
け
る
政
軍
関
係
の
研
究
』、
小
林
道
彦
『
政
党
内
閣
の
崩
壊
と
満
州
事
変
』
等
の
様

に
政
府
首
脳
や
議
会
、
或
い
は
陸
海
空
軍
と
い
っ
た
主
要
な
政
治
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
太
平
洋

戦
争
ま
で
の
政
治
過
程
を
扱
っ
た
野
中
郁
次
郎
等
『
失
敗
の
本
質
』
や
戦
時
予
算
に
注
目
し
た
大
前
信
也
『
昭
和
戦
前
期
の
予
算
編
成
と

政
治
』
等
と
い
っ
た
政
策
や
戦
略
、
予
算
の
観
点
か
ら
政
軍
関
係
を
考
察
し
た
研
究
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
伊
藤
孝
夫
『
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
期
の
法
と
社
会
』
の
様
に
法
解
釈
学
の
観
点
か
ら
、
大
日
本
帝
国
憲
法
に
代
表
さ
れ
る
主
要
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
規
定
す
る
国
内

法
令
の
解
釈
に
関
す
る
研
究
も
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
宅
正
樹
等
『
総
力
戦
の
時
代
』
等
の
様
に
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
の
我

が
国
を
始
め
と
す
る
各
国
の
政
軍
関
係
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
総
力
戦
概
念
に
注
目
す
る
研
究
は
存
在
す
る
が
、
総
力
戦
概
念
の
背
景

に
あ
る
国
際
関
係
や
国
際
関
係
を
形
成
す
る
国
際
法
、
或
い
は
国
際
法
を
所
管
す
る
政
府
機
関
（
我
が
国
の
場
合
は
外
務
省
国
際
法
局
）
の

政
軍
関
係
へ
の
影
響
を
考
察
し
た
研
究
は
そ
れ
程
多
く
は
な
い
。

行
政
機
関
と
し
て
の
外
務
省
に
関
す
る
研
究
は
、
日
本
政
治
外
交
史
に
お
い
て
、
外
政
機
構
研
究
の
文
脈
で
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
佐
藤
元
英
「
革
新
派
外
務
官
僚
の
対
米
開
戦
指
導
」
や
坂
野
正
高
『
現
代
外
交
の
分
析
』、
三
上
昭
美
「
太
政
官
制
下
に
お
け
る
近

一
〇
四



外
務
省
国
際
法
局
研
究
序
説
（
小
森
）

（
二
六
三
）

代
外
政
機
構
の
形
成
」
等
と
い
っ
た
優
れ
た
研
究
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
外
務
省
自
身
も
一
九
六
九
年
に
『
外
務
省
の
百
年
』
を
刊

行
す
る
と
共
に
、
一
九
五
七
年
か
ら
刊
行
を
開
始
し
た
『
外
交
青
書
』
に
お
い
て
、
各
号
の
編
集
時
期
に
行
わ
れ
た
我
が
国
の
外
交
政
策

を
取
り
上
げ
、
そ
の
経
緯
や
意
義
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
日
本
政
治
外
交
史
を
中
心
と
し
て
、
外
政
機
構
研
究
は
取
り
組

ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
外
務
省
が
当
時
の
政
治
権
力
、
特
に
政
軍
関
係
に
ど
の
様
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
十
分
解
明
さ
れ

て
い
な
い
。
ま
た
、
外
務
省
に
関
す
る
研
究
自
体
の
数
が
大
蔵
省
や
防
衛
省
、
警
察
庁
と
い
っ
た
省
庁
を
取
り
扱
っ
た
研
究
と
比
較
す
る

と
多
く
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
外
務
省
の
実
態
は
伝
聞
に
よ
り
、
断
片
的
に
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
特
に
国
際
法
局
は
そ
の
規
模
の
小

さ
さ
に
よ
り
、
北
米
局
や
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
な
ど
の
地
域
局
と
比
較
す
る
と
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
少
な
く
、
そ
の
実
態
は
ベ
ー
ル
に
包

ま
れ
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
本
研
究
で
取
り
扱
う
国
際
法
局
は
、
安
全
保
障
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
政
策
分
野
に
お
け
る
国
際
交
渉
に
関
与
し
て
お
り
、

国
際
協
定
を
締
結
す
る
際
に
は
、
国
際
法
局
関
係
者
が
帯
同
し
、
条
約
に
記
載
さ
れ
る
文
言
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
際
法

局
が
安
全
保
障
政
策
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
為
、
国
際
法
局
の
実
態
を
解
明
し
、
国
際
交
渉
に
お

け
る
国
際
法
局
の
影
響
力
を
明
示
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
、
安
全
保
障
政
策
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
為
に
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。

1

－

2
．
政
軍
関
係
と
国
際
法
局

こ
れ
ま
で
に
、
私
は
太
平
洋
戦
争
以
前
の
我
が
国
に
お
け
る
政
軍
関
係
に
つ
い
て
、
軍
部
の
行
動
を
規
定
す
る
慣
習
や
規
範
を
明
ら
か

に
す
る
為
、
現
代
政
治
理
論
の
一
つ
で
あ
る
新
制
度
論
の
中
で
も
、
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
規
定
す
る
規
範
や
慣
習
に
注
目
す
る
社
会
学
的

制
度
論
を
用
い
た
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
軍
部
の
行
動
を
規
定
し
た
軍
事
的
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
明
治
後
期
以
降
に
形

一
〇
五
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五
十
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巻
第
二
号
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二
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一
六
年
十
月
）

（
二
六
四
）

成
さ
れ
、
大
正
期
以
降
強
化
・
確
立
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
昭
和
初
期
以
降
の
軍
部
の
政
治
介
入
が
文
民
の
軍
部
へ
の
迎
合
に
よ
っ
て
拡

大
し
た
こ
と
を
理
論
的
に
解
明
し
た
（
小
森
二
〇
一
二
）。

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
民
主
主
義
を
尊
重
し
、
か
つ
安
全
保
障
を
担
保
す
る
文
民
統
制
を
確
立
す
る
為
に
必
要
な
文
民
の
行

動
を
規
定
す
る
規
範
の
解
明
に
取
り
組
ん
だ
（
小
森
二
〇
一
三
）。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
取
り
組
ん
だ
結
果
、
協
調
的
な
外
交
・
安

全
保
障
政
策
や
本
来
内
政
上
の
課
題
で
あ
る
は
ず
の
文
民
統
制
の
確
立
に
対
し
、
国
際
法
に
代
表
さ
れ
る
国
際
関
係
や
国
際
法
の
対
象
と

な
る
安
全
保
障
環
境
の
変
化
等
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
（
小
森
二
〇
一
四
）。

現
実
の
政
軍
関
係
を
鑑
み
る
と
、
先
進
工
業
国
は
勿
論
、
一
般
的
に
法
制
度
の
整
備
が
不
十
分
と
さ
れ
る
発
展
途
上
国
に
お
い
て
も
、

国
連
憲
章
を
始
め
と
す
る
国
際
法
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
例
え
ば
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
に
列
強
諸
国
に
お
い
て
批

准
さ
れ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
（T
he W

ashington N
aval T

reaty: T
he T

reaty B
etw
een the U

nited S
tates of A

m
erica, the 

B
ritish E

m
pire, F

rance, Italy, and Japan for the L
im
itation of N

aval A
rm
am
ent

）（
一
九
二
二
年
）
や
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
（T

he 

L
ondon N

aval T
reaty: T

he T
reaty for L

im
itation and R

eduction of N
aval A

rm
am
ent

）（
一
九
三
〇
年
）
の
締
結
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
国

際
秩
序
は
、
我
が
国
の
政
軍
関
係
に
対
し
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
従
っ
て
、
国
際
条
約
を
含
む
国
際
法
が
締
結
国
内
に
お
い
て
ど
の

様
に
取
り
扱
わ
れ
、
締
結
国
内
の
政
軍
関
係
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
近
代
国
家
に
お
け
る
政
軍
関
係
の
形

成
要
因
を
解
明
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
最
近
の
政
軍
関
係
研
究
の
研
究
動
向
及
び
私
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
、
政
軍
関
係
に
影
響
を
与
え
る

国
際
法
を
取
り
扱
う
国
際
法
局
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
為
の
予
備
的
考
察
を
行
い
、
政
軍
関
係
研
究
を
発
展
さ
せ
る
た
め
の
学
術
的
基

盤
の
強
化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
な
お
、
外
務
省
国
際
法
局
は
、
二
〇
〇
四
年
以
前
は
条
約
局
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

一
〇
六



外
務
省
国
際
法
局
研
究
序
説
（
小
森
）

（
二
六
五
）

特
記
無
き
場
合
は
原
則
と
し
て
は
全
て
国
際
法
局
と
表
記
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
（
1
）

。

2
．
外
務
省
国
際
法
局
と
は
何
か
？

2

－

1
．
行
政
機
関
と
し
て
の
外
務
省
国
際
法
局

我
が
国
の
外
務
省
は
、
外
務
省
設
置
法
に
お
い
て
「
平
和
で
安
全
な
国
際
社
会
の
維
持
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
主
体
的
か
つ
積
極
的
な

取
組
を
通
じ
て
良
好
な
国
際
環
境
の
整
備
を
図
る
こ
と
並
び
に
調
和
あ
る
対
外
関
係
を
維
持
し
発
展
さ
せ
つ
つ
、
国
際
社
会
に
お
け
る
日

本
国
及
び
日
本
国
民
の
利
益
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
」（
第
三
条
）
と
規
定
さ
れ
た
中
央
官
庁
で
あ
り
、
同
法
第
四
条
に
お
い

て
、
そ
の
所
掌
事
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
【
表
1
】。

こ
の
様
に
外
務
省
は
、
我
が
国
の
外
交
政
策
を
一
手
に
担
う
中
央
官
庁
で
あ
り
、
そ
の
所
掌
事
務
は
安
全
保
障
や
対
外
経
済
関
係
、
経

済
協
力
、
文
化
そ
の
他
の
分
野
に
お
け
る
国
際
交
流
に
止
ま
ら
ず
、
条
約
そ
の
他
の
国
際
協
定
や
海
外
邦
人
の
保
護
、
旅
券
や
査
証
の
審

査
及
び
発
行
、
外
交
史
料
の
編
纂
、
と
い
っ
た
業
務
も
所
管
し
て
い
る
。
中
で
も
本
稿
で
取
り
上
げ
る
国
際
法
局
は
、
外
務
省
組
織
令
（
第

二
条
）
で
規
定
さ
れ
た
外
務
省
の
内
局
で
あ
り
【
図
1
】、
同
令
第
一
二
条
に
お
い
て
、
そ
の
所
掌
事
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
【
表
2
】。

こ
の
国
際
法
局
の
所
掌
業
務
の
中
で
も
、「
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
の
解
釈
及
び
実
施
に
関
す
る
こ
と

（
同
令
第
一
二
条
第
三
号
）」
は
、
特
筆
す
べ
き
業
務
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
的
に
法
令
へ
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の

は
内
閣
法
制
局
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
内
閣
法
制
局
設
置
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
権
限
は
、
法
令
の
審
査
或
い
は
意
見
に
関
す
る
も

の
の
み
で
あ
る
【
表
3
】。
ま
た
、
会
計
検
査
院
は
、
そ
の
設
置
根
拠
で
あ
る
会
計
検
査
院
法
（
第
三
七
条
）
に
お
い
て
、「
国
の
会
計
経

一
〇
七
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）

（
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六
）

【表 1】　外務省の所掌事務（外務省設置法第 4条より抜粋）

一

次のイからニまでに掲げる事項その他の事項に係る外交政策に関すること。
イ　日本国の安全保障
ロ　対外経済関係
ハ　経済協力
ニ　文化その他の分野における国際交流

二
日本国政府を代表して行う外国政府との交渉及び協力その他外国（本邦の域外にある国
又は地域をいう。以下同じ。）に関する政務の処理に関すること。

三
日本国政府を代表して行う国際連合その他の国際機関及び国際会議その他国際協調の枠
組み（以下「国際機関等」という。）への参加並びに国際機関等との協力に関すること。

四 条約その他の国際約束の締結に関すること。
五 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。
六 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。

七
国際情勢に関する情報の収集及び分析並びに外国及び国際機関等に関する調査に関する
こと。

八
日本国民の海外における法律上又は経済上の利益その他の利益の保護及び増進に関する
こと。

九 海外における邦人の生命及び身体の保護その他の安全に関すること。
十 海外における邦人の身分関係事項に関すること。

十一
身分関係事項その他の事実について内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明
に関すること。

十二 旅券の発給並びに海外渡航及び海外移住に関すること。
十三 査証に関すること。
十四 本邦に在留する外国人の待遇に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

十五
海外事情についての国内広報その他啓発のための措置及び日本事情についての海外広報
その他啓発のための措置に関すること。

十六 外国における日本文化の紹介に関すること。
十七 外交文書の発受その他の外交上の通信に関すること。
十八 外交官及び領事官の派遣に関すること。
十九 外交官及び領事官の接受並びに国際機関の要員の受入れに関すること。

二十
外国の勲章又は記章の日本国民による受領に関しあっせんを行うこと並びに外国人及び
外国に居住する邦人に対する栄典の授与に関し推薦及びあっせんを行うこと。 

二十一 前三号に掲げるもののほか、儀典その他の外交上の儀礼に関すること。 
二十二 外交史料の編さんに関すること。  
二十三 外地整理事務に関すること。
二十四 政府開発援助全体に共通する方針に関する関係行政機関の行う企画の調整に関すること。 

二十五
政府開発援助のうち有償の資金供与による協力に関する関係行政機関の行う企画及び立
案の調整に関すること。

二十六
政府開発援助のうち技術協力に関する関係行政機関の行う企画及び立案の調整に関する
こと。

二十七 前各号に掲げるもののほか、対外関係事務の処理及び総括を行うこと。
二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 

二十九
前各号に掲げるもののほか、法律（法律に基づく命令を含む。）に基づき外務省に属さ
せられた事務

一
〇
八



外
務
省
国
際
法
局
研
究
序
説
（
小
森
）

（
二
六
七
）

理
に
関
す
る
法
令
を
制
定
し
又

は
改
廃
す
る
と
き
」
及
び
「
国

の
現
金
、
物
品
及
び
有
価
証
券

の
出
納
並
び
に
簿
記
に
関
す
る

規
程
を
制
定
し
又
は
改
廃
す
る

と
き
」
に
「
意
見
を
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
が
規
定

さ
れ
、
人
事
院
も
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
一

般
職
給
与
法
）（
第
二
条
）
に
お

い
て
、「
こ
の
法
律
（
一
般
職
給

与
法
：
著
者
注
）
の
実
施
及
び

そ
の
技
術
的
解
釈
に
必
要
な
人

事
院
規
則
を
制
定
し
、
及
び
人

事
院
指
令
を
発
す
る
」
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
意

見
陳
述
或
い
は
法
律
よ
り
格
下

【図 1】　外務省の組織と機構

出典：外務省HP（http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/）

【表 2】　国際法局の所掌事務（外務省組織令第12条より抜粋）

一 国際法に係る外交政策に関すること。

二 条約その他の国際約束の締結に関すること。

三 条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。

四 日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関すること。

五
国際司法裁判所、常設仲裁裁判所、国際法委員会及びアジア・アフリカ法律諮
問委員会に関すること。

六
第二号から前号までに掲げるもののほか、条約その他の国際約束及び確立され
た国際法規並びに日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する
対外関係事務の処理及び総括に関すること。

一
〇
九
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経
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第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
六
八
）

の
規
則
や
政
令
の
制
定
・
改
廃
に
関
す
る
権
限
に
止
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
財
務
省
や
警
察
庁
を
始
め
と
す
る
他
の
省
庁
に
至
っ
て
は
、

内
閣
法
制
局
の
様
な
権
限
す
ら
も
有
し
て
い
な
い
（
2
）

。
そ
の
為
、
国
際
法
に
限
ら
れ
る
も
の
の
、
国
際
法
局
は
法
令
の
解
釈
権
限
が
法
律
に

規
定
さ
れ
た
ほ
ぼ
唯
一
の
行
政
機
関
で
あ
る
と
看
做
す
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
様
に
大
き
な
権
限
を
有
し
て
い
る
国
際
法
局
で
あ
る
が
、
そ
の
規
模
は
三
課
一
官
（
国
際
法
課
、
条
約
課
、
経
済
条
約
課
、
社
会
条
約

官
）
で
あ
り
、
北
米
局
（
三
課
）
や
中
南
米
局
（
二
課
）
よ
り
は
大
き
い
も
の
の
、
本
稿
執
筆
段
階
で
外
務
省
本
省
に
設
置
さ
れ
て
い
る

一
二
の
内
局
（
大
臣
官
房
及
び
国
際
情
報
統
括
官
を
含
む
）
の
中
で
も
小
規
模
な
部
類
に
入
る
【
表
4
】。

ま
た
、
国
際
法
局
に
は
、
前
述
の
三
課
一
官
に
加
え
、
外
務
省
組
織
規
則
に
基
づ
き
、
国
際
法
課
に
は
海
洋
法
室
及
び
国
際
裁
判
対
策

室
が
設
置
さ
れ
、
局
内
各
課
の
所
掌
事
務
の
内
、
一
部
の
事
務
を
所
掌
し
て
い
る
【
表
5
】。

そ
し
て
、
予
算
に
注
目
す
る
と
、
平
成
一
四
年
度
（
二
〇
〇
二
年
度
）
ベ
ー
ス
で
は
一
億
円
で
あ
る
。
こ
の
額
は
政
府
開
発
援
助

（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
を
所
管
す
る
経
済
協
力
局
（
3
）（

四
二
七
七
億
円
）
や
外
務
省
内
に
お
い
て
政
策
等
の
総
合
調
整
を
行
う
大
臣
官
房
等
（
八
一
七
億
円
）、

我
が
国
の
外
交
政
策
の
基
本
方
針
を
策
定
す
る
総
合
外
交
政
策
局
（
七
〇
九
億
円
）
に
は
遠
く
及
ば
ず
、
欧
州
局
（
一
億
円
）
と
同
額
で
あ

り
、
外
務
省
内
に
お
い
て
は
最
低
額
で
あ
る
。
そ
の
為
、
予
算
規
模
か
ら
見
て
も
、
条
約
局
は
外
務
省
内
に
お
い
て
、
最
小
規
模
の
部
局

で
あ
る
【
表
6
（
4
）

】。

2

－
2
．
人
事
か
ら
見
た
外
務
省
国
際
法
局

前
記
の
様
に
、
法
令
上
又
は
予
算
上
、
外
務
省
内
に
お
い
て
、
国
際
法
局
の
規
模
は
大
き
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
幹
部

人
事
に
注
目
す
る
と
、
上
記
の
評
価
は
必
ず
し
も
当
て
嵌
ま
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

一
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【表 3】　内閣法制局の所掌事務（内閣法制局設置法第 3条より抜粋）

一
閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び
所要の修正を加えて、内閣に上申すること。

二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。

三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。

四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。

五 その他法制一般に関すること。

【表 4】　外務省各局の課などの数（本省のみ）

局などの名称 課などの数 局などの名称 課などの数

大臣官房 8課 2官 中東アフリカ局 2課（ 1部 2課）

総合外交政策局 5課（ 1部 2課） 経済局 5課

アジア大洋州局 5課（ 1部 3課） 国際協力局 9課

北米局 3課 国際法局 3課 1官

中南米局 2課 領事局 4課

欧州局 4課 国際情報統括官 4官

 外務省組織令を基に作成。

【表 5】　海洋法室及び国際裁判対策室の所掌事務

海洋法室の
所掌事務

一
海洋の分野に関する国際法に係る外交政策に関すること（条約課、
経済条約課及び社会条約官の所掌に属するものを除く。）。

二
海洋の分野に関する確立された国際法規の解釈及び実施に関するこ
と。

三
日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項のうち海洋の分
野に係るものに関すること。

四
確立された国際法規及び日本国政府として処理する必要のある渉外
法律事項に関する調査及び研究のうち海洋の分野に係るものに関す
ること。

五
第二号から前号までに掲げるもののほか、確立された国際法規及び
日本国政府として処理する必要のある渉外法律事項に関する対外関
係事務の処理及び総括のうち海洋の分野に係るものに関すること。

国際裁判
対策室の
所掌事務

一
国際法に係る外交政策に関する助言を行うこと（条約課及び経済条
約課並びに社会条約官の所掌に属するものを除く。）。

二 確立された国際法規の解釈及び実施に関すること。

三 確立された国際法規に関する調査及び研究に関すること。

 外務省組織規則を基に作成。
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【
表
6
】　
局
別
予
算
一
覧
集
計
表
（
平
成
14年

度
）（
単
位
：
億
円
）

歳
出

歳
入

備
考

国
地
方

特
殊
法

人
等

計
一
般
会
計

特
別
会
計

地
方

計
う
ち
特
定
財
源

う
ち
特
定
財
源

外務省

（
総
額
）

5,611
8

1,847
7,466

7,466
7,466

大
臣
官
房
等

817
147

964
964

964

総
合
外
交
政
策
局

709
709

709
709

ア
ジ
ア
大
洋
州
局

79
79

79
79

北
米
局

3
3

3
3

欧
州
局

1
1

1
1

中
南
米
局

26
26

26
26

中
東
ア
フ
リ
カ
局

6
6

6
6

経
済
局

145
145

145
145

経
済
協
力
局

2,569
8

1,701
4,277

4,277
4,277

●
無
償
資
金
協
力
2,296億

円
。

　
国
際
協
力
事
業
団
事
業
費
1,701億

円
。

条
約
局

1
1

1
1

国
際
情
報
局

14
14

14
14

在
外
公
館

1,242
1,242

1,242
1,242

出
典
：
自
由
民
主
党
行
政
改
革
推
進
本
部
資
料
1
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国
際
法
局
の
前
身
で
あ
る
条
約
局
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
大
正
八
年
（
一
九
一
九
年
）
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
現
在
（
二
〇
一
四
年
）
に

至
る
ま
で
、
延
五
二
名
の
局
長
（
名
称
変
更
に
よ
る
留
任
及
び
事
務
取
扱
を
含
む
）
が
補
職
さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

に
つ
い
て
は
、
秦
郁
彦
や
竹
本
信
介
等
に
よ
る
論
考
に
お
い
て
あ
る
程
度
解
明
さ
れ
て
お
り
、
又
本
稿
の
目
的
が
国
際
法
局
の
政
軍
関
係

へ
の
影
響
の
解
明
で
あ
る
以
上
、
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
国
際
法
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
と
し
て
特
徴
的
な
の
は
、
最
高
裁

判
所
裁
判
官
及
び
（
内
閣
）
法
制
局
長
官
或
い
は
国
際
司
法
機
関
（
国
際
司
法
裁
判
所
（International C

ourt of Justice

）
や
国
際
海
洋
法
裁

判
所
（IT

L
O
S
: International T

ribunal for L
aw
 of the S

ea

）
等
）
の
裁
判
官
に
転
任
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
【
表
7
（
5
）

】。

例
え
ば
、
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
に
最
高
裁
判
所
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
、
外
交
官
出
身
の
裁
判
官
は
七
名
任
命
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
全
て
が
国
際
法
局
長
経
験
者
で
あ
る
。
内
閣
法
制
局
長
官
に
つ
い
て
も
、
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
太
平
洋
戦
争
以
前

と
確
立
さ
れ
た
太
平
洋
戦
争
後
に
そ
れ
ぞ
れ
一
名
を
輩
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
際
司
法
機
関
の
裁
判
官
に
至
っ
て
は
、
国
際
法
学
者

を
除
く
と
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
国
際
法
局
長
経
験
者
で
あ
る
（
6
）

。

ま
た
、
外
務
省
事
務
方
の
頂
点
で
あ
る
外
務
事
務
次
官
に
つ
い
て
も
、
太
平
洋
戦
争
以
前
は
皆
無
で
あ
っ
た
も
の
の
、
太
平
洋
戦
争
以

後
は
、
国
際
法
局
長
経
験
者
（
三
八
名
）
の
内
一
一
名
が
就
任
し
て
い
る
。
外
務
省
は
後
述
す
る
様
に
、
我
が
国
の
外
交
政
策
の
展
開
に

伴
い
、
部
局
数
を
増
加
さ
せ
て
き
た
為
、
単
純
に
国
際
法
局
以
外
の
他
の
部
局
と
比
較
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
国
際
法
局
長
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
は
、
外
務
省
内
に
お
い
て
、
国
際
法
局
が
そ
の
規
模

と
は
異
な
り
、
枢
要
な
部
局
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
特
に
そ
の
傾
向
が
太
平
洋
戦
争
以
後
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
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【表 7】　歴代条約局長及び国際法局長一覧

氏名 着任日 離任日 外務事務次官及び
司法機関判事着任の有無

1 条約局長 松田　道一 1919年 7 月 2 日 1920年 9 月25日
2 条約局長 山川　端夫 1920年 9 月25日 1925年 8 月10日 法制局長官
3 条約局長 長岡　春一 1925年 8 月20日 1926年 6 月21日 常設国際司法裁判所判事
4 条約局長 佐分利　貞男 1926年 8 月27日 1927年 8 月27日
5 条約局長（心得） 栗山　茂 1927年 8 月13日 1927年11月25日 最高裁判所判事
6 条約局長 松永　直吉 1927年11月25日 1930年10月31日
7 条約局長 松田　道一 1930年10月31日 1933年 5 月26日
8 条約局長 栗山　茂 1933年 5 月26日 1937年 5 月 4 日
9 条約局長 三谷　隆信 1937年 5 月 4 日 1940年 9 月 5 日
10 条約局長 松本　俊一 1940年 9 月 5 日 1942年11月 1 日 外務次官
11 条約局長 安東　義良 1942年11月 1 日 1944年 8 月23日
12 条約局長（事務取扱） 松本　俊一 1944年 8 月23日 1944年11月18日 外務次官
13 条約局長 柳井　恒夫 1944年11月18日 1945年 6 月20日
14 条約局長 渋沢　信一 1945年 6 月20日 1945年 9 月28日 外務次官
15 条約局長 杉原　荒太 1945年 9 月28日 1946年 2 月 1 日
16 条約局長 萩原　徹 1946年 2 月 1 日 1947年10月28日
17 条約局長（心得） 鶴岡　千仞 1947年10月28日 1947年12月10日
18 条約局長 西村　熊雄 1947年12月10日 1952年 5 月30日
19 条約局長 下田　武三 1952年 5 月30日 1957年 1 月23日 外務事務次官、最高裁判所判事
20 条約局長（心得） 高橋　通敏 1957年 1 月23日 1957年 2 月12日
21 条約局長 高橋　通敏 1957年 2 月12日 1960年10月13日
22 条約局長 中川　融 1960年10月13日 1964年 3 月19日
23 条約局長 藤崎　萬里 1964年 3 月19日 1967年12月26日 最高裁判所判事
24 条約局長 佐藤　正二 1967年12月26日 1969年12月 5 日 外務事務次官
25 条約局長 井川　克一 1969年12月 5 日 1972年 1 月18日
26 条約局長 高島　益郎 1972年 1 月18日 1973年 8 月 7 日 外務事務次官、最高裁判所判事
27 条約局長 松永　信雄 1973年 8 月 7 日 1976年 1 月22日 外務事務次官
28 条約局長 中島　敏次郎 1976年 1 月22日 1977年 9 月16日
29 条約局長 大森　誠一 1977年 9 月16日 1979年 2 月13日
30 条約局長 伊達　宗起 1979年 2 月27日 1981年 9 月16日
31 条約局長 栗山　尚一 1981年 9 月16日 1984年 1 月27日 外務事務次官

32 条約局長 小和田　恆 1984年 1 月27日 1987年 1 月23日 外務事務次官、国際司法裁判所
判事

33 条約局長 斎藤　邦彦 1987年 1 月23日 1989年 1 月27日 外務事務次官
34 条約局長 福田　博 1989年 1 月27日 1990年 8 月31日 最高裁判所判事

35 条約局長 柳井　俊二 1990年 8 月31日 1992年 7 月14日 外務事務次官、国連海洋法裁判
所長

36 条約局長 丹波　實 1992年 7 月14日 1994年 8 月 1 日
37 条約局長 折田　正樹 1994年 8 月 1 日 1995年 8 月 4 日
38 条約局長 林　暘 1995年 8 月 4 日 1997年 8 月 1 日
39 条約局長 竹内　行夫 1997年 8 月 1 日 1998年 7 月28日 外務事務次官、最高裁判所判事
40 条約局長 東郷　和彦 1998年 7 月28日 1999年 8 月16日
41 条約局長 谷内　正太郎 1999年 8 月16日 2001年 1 月 6 日 外務事務次官
42 条約局長 海老原　紳 2001年 1 月 6 日 2002年 9 月20日

43 条約局長 林　景一 2002年 9 月20日 2004年 8 月 1 日 改正外務省組織令施行に伴う名
称変更のため

44 国際法局長 林　景一 2004年 8 月 1 日 2005年 8 月 2 日
45 国際法局長 小松　一郎 2005年 8 月 2 日 2008年 7 月 1 日 内閣法制局長官
46 国際法局長 鶴岡　公二 2008年 7 月29日 2010年 8 月20日
47 国際法局長 長嶺　安政 2010年 8 月20日 2012年 9 月11日
48 国際法局長 兼原　信克 2012年 9 月11日 2012年12月26日
49 国際法局長（事務代理） 越川　和彦 2012年12月26日 2013年 1 月18日
50 国際法局長 石井　正文 2013年 1 月18日 2014年 7 月 4 日
51 国際法局長 秋葉　剛男 2014年 7 月 4 日 2015年10月 6 日
52 国際法局長 斎木　尚子 2015年10月 6 日

 出典：秦（2001）、秦（2013）、『官報』各号、『毎日新聞』各号及び『時事ドットコム』各号
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3
．
政
軍
関
係
に
お
け
る
国
際
法

3

－

1
．
政
軍
関
係
に
国
際
法
が
影
響
を
与
え
た
事
例

政
軍
関
係
が
「
文
民
統
制
と
安
全
保
障
の
相
互
関
係
」
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
一
端
を
担
う
文
民
統
制

（civilian control of/over the m
ilitary

）
は
、
国
家
の
政
治
体
制
に
直
結
す
る
概
念
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
政
治
家
等
の
文
民
が
軍
隊
に

代
表
さ
れ
る
軍
部
を
ど
の
様
に
統
制
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
為
、
主
体
的
文
民
統
制
（subjective civilian control

）
或
い

は
客
体
的
文
民
統
制
（objective civilian control

）
と
い
っ
た
考
え
方
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
本
質
的
に
は
国
内
問
題
で
あ
り
、
国
際

法
或
い
は
国
際
関
係
と
は
基
本
的
に
は
無
縁
で
あ
る
。

一
方
、
政
軍
関
係
を
構
成
す
る
も
う
一
つ
の
概
念
で
あ
る
安
全
保
障
（national security

）
は
、
安
全
保
障
の
目
的
或
い
は
対
象
が
冷

戦
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
国
家
を
対
象
と
す
る
伝
統
的
安
全
保
障
か
ら
人
間
を
対
象
と
す
る
非
伝
統
的
安
全
保
障
の
台
頭
に
代
表
さ
れ
る
大

き
な
変
化
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
実
施
過
程
に
お
い
て
は
、
他
国
と
何
ら
か
の
接
点
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
く
、
換
言
す
る
と
国
際
法
の

影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

近
代
以
降
の
我
が
国
に
お
い
て
、
安
全
保
障
に
国
際
法
の
影
響
を
受
け
た
事
例
と
し
て
は
、
日
米
和
親
条
約
を
始
め
と
す
る
幕
末
に
欧

米
列
強
と
締
結
し
た
国
際
条
約
を
除
く
と
、
下
関
条
約
（
一
八
九
五
年
）
や
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約
（
一
九
〇
五
年
）、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和

条
約
（
一
九
五
二
年
）
等
と
い
っ
た
講
和
条
約
、
或
い
は
前
述
の
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ロ
ン
ド
ン
両
海
軍
軍
縮
条
約
等
と
い
っ
た
軍
縮
条
約
、

日
米
安
全
保
障
条
約
（
一
九
五
二
年
）
に
代
表
さ
れ
る
相
互
安
全
保
障
条
約
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
国
際
条
約
が
我
が
国
に
お
け

る
政
軍
関
係
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
皆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
為
、
安
全
保
障
を
検
討
す
る
際
に
は
、
国
際

一
一
五



政
経
研
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第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
七
四
）

条
約
に
代
表
さ
れ
る
国
際
法
の
影
響
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
端
的
な
事
例
と
し
て
は
、
我
が
国
に
お
け
る
集
団
的
自
衛
権
の
取
り
扱
い
が
挙
げ
ら
れ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
第
五
条
に
お
い
て
、「
日
本
国
が
主
権
国
と
し
て
国
際
連
合
憲
章
第
五
十
一
条
に
掲
げ
る
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の

固
有
の
権
利
を
有
す
る
こ
と
及
び
日
本
国
が
集
団
的
安
全
保
障
取
極
を
自
発
的
に
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
（Japan as a sovereign 

nation possesses the inherent right of individual or collective self-defense referred to in A
rticle 51 of the C

harter of the U
nited 

N
ations and that Japan m

ay voluntarily enter into collective security arrangem
ents

）」
と
さ
れ
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
前
文
に
お
い

て
も
、「（
日
米
：
著
者
注
）
両
国
が
国
際
連
合
憲
章
に
定
め
る
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
有
し
て
い
る
（they have the 

inherent right of individual or collective self-defense as affi  rm
ed in the C

harter of the U
nited N

ations

）」
と
さ
れ
、
明
ら
か
に
有
し

て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
内
閣
法
制
局
に
よ
る
憲
法
解
釈
に
よ
り
、
集
団
的
自
衛
権
は
行
使
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

二
〇
一
二
年
一
二
月
に
民
主
党
か
ら
自
由
民
主
党
に
政
権
が
戻
り
、
第
二
次
安
倍
内
閣
が
発
足
し
た
が
、
こ
の
内
閣
の
下
で
、
我
が
国

に
お
け
る
集
団
的
自
衛
権
の
解
釈
や
運
用
を
改
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
動
き
を
受
け
、
活
動
を
再
開
し
た
の
が
「
安
全

保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
（
安
保
法
制
懇
）」
で
あ
る
。

安
保
法
制
懇
は
、
二
〇
〇
七
年
四
月
一
七
日
に
第
一
次
安
倍
内
閣
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年
五
月
一
八
日
に
第
一
回
会
合
が

開
催
さ
れ
た
。
そ
の
後
四
回
（
二
〇
〇
七
年
六
月
一
一
日
、
二
〇
〇
七
年
六
月
二
九
日
、
二
〇
〇
七
年
八
月
一
〇
日
及
び
二
〇
〇
七
年
八
月
三
〇
日
）

の
会
合
が
開
催
さ
れ
、
報
告
書
が
取
り
纏
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
七
年
七
月
二
九
日
に
開
催
さ
れ
た
第
二
一
回
参
議
院
議
員
通
常

選
挙
の
敗
北
や
そ
の
後
の
体
調
不
良
に
よ
り
、
二
〇
〇
七
年
九
月
一
二
日
に
安
倍
首
相
は
退
陣
を
表
明
し
、
具
体
的
な
安
全
保
障
法
制
の

議
論
は
行
わ
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
し
か
も
、
安
保
法
制
懇
自
体
も
第
一
次
安
倍
内
閣
の
総
辞
職
を
受
け
、
二
〇
〇
七
年
九
月
二
六
日

一
一
六



外
務
省
国
際
法
局
研
究
序
説
（
小
森
）

（
二
七
五
）

に
発
足
し
た
福
田
康
夫
内
閣
以
降
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
六
日
に
第
二
次
安
倍
内
閣
が
発
足
す
る
ま
で
の
間
、
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
無

か
っ
た
。

こ
の
様
な
経
緯
を
経
て
、
二
〇
一
三
年
以
降
は
精
力
的
な
活
動
を
行
い
、
二
〇
一
三
年
二
月
に
は
第
一
回
会
合
（
二
月
八
日
）
が
開
催

さ
れ
、
そ
の
後
六
回
（
二
〇
一
三
年
九
月
一
七
日
、
一
〇
月
一
六
日
、
一
一
月
一
三
日
、
一
二
月
一
七
日
、
二
〇
一
四
年
二
月
四
日
及
び
五
月
一
五
日
）

の
会
合
が
開
催
さ
れ
、
報
告
書
が
取
り
纏
め
ら
れ
た
。
最
終
的
に
、
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
に
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
為

の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
、
我
が
国
も
他
国
同
様
に
集
団
的
自
衛
権
を
行
使

で
き
る
最
低
限
の
環
境
が
整
っ
た
。
そ
し
て
、
様
々
な
議
論
を
経
て
、
二
〇
一
五
年
九
月
三
〇
日
に
平
和
安
全
法
制
（
平
和
安
全
法
制
整
備

法
及
び
国
際
平
和
支
援
法
）
と
し
て
結
実
し
て
い
る
（
7
）

。

こ
の
一
連
の
安
保
法
制
を
巡
る
過
程
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
国
際
法
局
関
係
者
で
あ
る
。
第
二
次
安
倍
内
閣
発
足

後
に
活
動
を
再
開
し
た
安
保
法
制
懇
に
お
い
て
座
長
を
務
め
た
柳
井
俊
二
（
一
九
九
〇
│
九
二
年
）
や
事
務
局
で
あ
る
内
閣
官
房
国
家
安
全

保
障
局
の
局
長
で
あ
る
谷
内
正
太
郎
（
一
九
九
九
│
二
〇
〇
一
年
）、
内
閣
官
房
副
長
官
補
で
内
閣
官
房
国
家
安
全
保
障
局
次
長
を
兼
ね
る

兼
原
信
克
（
二
〇
一
二
年
）、
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
我
が
国
に
お
け
る
憲
法
解
釈
に
絶
大
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
内
閣
法
制
局
の
長
官

で
あ
る
小
松
一
郎
（
二
〇
〇
五
│
〇
八
年
）
は
全
て
国
際
法
局
長
経
験
者
で
あ
る
。
こ
の
人
事
構
成
に
つ
い
て
は
メ
デ
ィ
ア
も
指
摘
し
て
お

り
、『
朝
日
新
聞
』
は
二
〇
一
四
年
六
月
二
六
日
に
「（
集
団
的
自
衛
権
）
影
で
動
い
た
外
務
省　

旧
条
約
局
出
身
者
、
与
党
協
議
に
影
響

力
」
と
題
し
た
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。

な
ぜ
、
こ
の
様
な
人
事
構
成
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
本
稿
執
筆
段
階
に
お
い
て
は
、
直
近
の
事
案
で
あ
る
為
、
明
確
な
理
由
を
挙

げ
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
安
倍
首
相
の
安
全
保
障
法
制
制
定
に
対
す
る
熱
意
に
加
え
、『
朝
日
新
聞
』
が
二
〇
一
四
年

一
一
七
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第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
七
六
）

一
〇
月
三
〇
日
に
掲
載
し
た
「（
検
証　

集
団
的
自
衛
権
）
内
閣
法
制
局
編
：
三
「
憲
法
か
国
際
法
か
」
深
い
対
立
」
に
お
い
て
指
摘
し
て

い
る
様
に
、「
外
務
省
条
約
局
と
内
閣
法
制
局
の
「
一
〇
〇
年
戦
争
」
と
言
わ
れ
る
根
深
い
対
立
が
あ
っ
た
」
こ
と
や
国
際
条
約
に
代
表

さ
れ
る
国
際
法
と
憲
法
を
始
め
と
す
る
国
内
法
と
い
う
所
掌
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、「
法
律
の
専
門
家
」
と
し
て
国
際
法
局
関
係
者
が

評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
が
要
因
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
様
に
政
軍
関
係
、
特
に
安
全
保
障
に
お
い
て
は
、
国
際
法
が
様
々
な
分
野
に
関
与
し
て
く
る
。
一
般
的
に
安
全
保
障
は
最
上
位
の

政
策
（policies

）
か
ら
戦
略
（strategies

）、
作
戦
（operations

）、
戦
術
（tactics

）
と
い
う
階
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

国
際
法
は
こ
れ
ら
の
全
て
の
階
層
に
関
わ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
分
析
対
象
次
第
で
は
あ
る
も
の
の
、
政
軍
関
係
を
考
察
す
る

際
に
は
、
国
際
法
の
影
響
も
考
慮
し
た
分
析
視
角
の
設
定
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

3

－

2
．
政
軍
関
係
研
究
に
お
け
る
国
際
法

政
軍
関
係
、
特
に
安
全
保
障
に
国
際
法
が
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
為
、
政
軍
関
係
研
究
に
お
い
て

は
、
国
際
法
の
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
実
際
の
研
究
動
向
を
鑑
み
る
と
必
ず
し
も
そ
の
通
り
と
は
な
っ
て
い
な
い
の

が
実
態
で
あ
る
。

例
え
ば
、
国
立
情
報
学
研
究
所
が
提
供
し
て
い
る
学
術
情
報
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
で
あ
るC

iN
ii A
rticle

に
お
い
て
、「
政
軍
関
係
」
と
い

う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
す
る
と
、
二
〇
一
六
年
六
月
一
〇
日
現
在
で
一
六
三
件
と
い
う
検
索
結
果
に
な
る
が
、
そ
の
殆
ど
が
文
民
統
制
の

あ
り
方
に
注
目
し
た
論
考
で
あ
り
、
安
全
保
障
は
勿
論
、
国
際
法
と
の
関
係
性
に
注
目
し
た
論
考
は
皆
無
で
あ
る
。
又
恐
ら
く
は
全
く
の

偶
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
検
索
結
果
で
一
番
古
い
論
考
は
、
一
九
六
三
年
に
『
法
学
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た
神
谷
不
二
の
「
政

一
一
八



外
務
省
国
際
法
局
研
究
序
説
（
小
森
）

（
二
七
七
）

軍
関
係
（C

ivil M
ilitary R

elations

）
に
か
ん
す
る
一
考
察
│
シ
ヴ
ィ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
」
で
あ
り
、
そ
の
副
題
が
我

が
国
に
お
け
る
政
軍
関
係
研
究
の
動
向
、
即
ち
文
民
統
制
へ
の
注
目
度
合
い
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
我
が
国
を
事
例
と
す
る
と
、
ワ
シ
ン
ト
ン
海
軍
軍
縮
条
約
を
端
緒
と
す
る
太
平
洋
戦
争
以
前
の
協
調
外
交
体
制
や
太

平
洋
戦
争
以
後
の
米
国
主
導
の
集
団
安
全
保
障
体
制
が
構
築
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
国
際
条
約
を
始
め
と
す
る
国
際
法
が
与
え
た
影
響

を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
、
政
軍
関
係
研
究
自
体
が
地
域
研
究
を
含
む
比
較
政
治
学
或
い
は
政
治
過
程
分
析
を
含
む
政
治
外

交
史
の
文
脈
で
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
（
笹
岡
二
〇
〇
七
、
永
井
一
九
九
三
）。
確
か
に
政
治
制
度
と
し
て
の
文
民
統
制
を
取
り
扱
う
際

に
憲
法
や
行
政
法
の
観
点
か
ら
研
究
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
の
（
松
浦
二
〇
一
四
、
武
蔵
二
〇
一
三
）、
本
質
的
に
は
政
治
学
の
一
分

野
で
あ
る
。

ま
た
、
政
軍
関
係
研
究
の
学
説
史
を
論
じ
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
為
、
詳
細
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
三
浦
瑠
麗
が
『
レ

ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
「
滅
び
ゆ
く
運
命
？
│
政
軍
関
係
理
論
史
」
と
題
し
た
意
欲
的
な
論
考
を
寄
稿
し
、
政
軍
関
係
研
究
の
変
遷
を
概
観

し
て
い
る
の
で
、
多
少
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
論
考
に
お
い
て
、
三
浦
は
『
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
歴
史
』
を
発
表
し
た
フ
ァ
ー
ク
ツ
（A

. 

V
agts

）
に
代
表
さ
れ
る
軍
国
主
義
研
究
か
ら
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（S

. P
. H
untington

）
に
よ
る
古
典
的
政
軍
関
係
理
論
の
確
立
及
び
批
判
、

そ
し
て
、
二
〇
世
紀
末
以
降
に
巻
き
起
こ
っ
た
主
体
的
文
民
統
制
の
教
条
化
及
び
イ
ラ
ク
戦
争
（
二
〇
〇
三
│
一
一
年
）
を
機
縁
と
し
た
客

体
的
文
民
統
制
へ
の
回
帰
と
い
う
政
軍
関
係
研
究
の
変
遷
を
概
観
し
、
政
軍
関
係
が
政
治
体
制
の
民
主
化
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
た
上
で
、「
逆
に
い
え
ば
、
ど
の
よ
う
に
民
主
化
が
進
ん
で
も
、
い
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
存
在
し
続
け
る
限
り
、
政
軍
関
係
と

い
う
問
題
は
消
滅
し
て
く
れ
な
い
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
論
考
は
政
軍
関
係
研
究
の
変
遷
を
平
易
に
説
明
し
て
お
り
、
政
軍
関
係

研
究
の
潮
流
を
把
握
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
優
れ
た
論
考
で
あ
る
が
、
こ
の
論
考
に
お
い
て
も
、
国
際
法
が
政
軍
関
係
に
ど
の
様
な

一
一
九
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五
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三
巻
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二
号
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〇
一
六
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）

（
二
七
八
）

影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
視
点
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
、
米
国
で
一
九
八
六
年
に
施
行
さ
れ
た
国
防
総
省
再
編
法

（G
oldw

ater-N
ichols D

epartm
ent of D

efense R
eorganization A

ct of 1986

（P
L
 99-433

））
の
制
定
が
政
軍
関
係
に
与
え
た
影
響
を
考
察

し
た
秀
逸
な
論
考
も
発
表
さ
れ
て
お
り
（
部
谷
二
〇
一
〇
）、
国
際
環
境
に
極
め
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、

本
質
的
に
は
国
内
問
題
と
看
做
し
て
お
り
、
国
際
法
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
関
心
は
薄
い
。

こ
の
様
な
研
究
動
向
を
踏
ま
え
る
と
、
国
際
法
が
政
軍
関
係
に
影
響
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
政
軍
関
係
研
究
に
お
い
て
国

際
法
は
殆
ど
取
り
扱
わ
れ
て
い
な
い
現
状
を
改
善
す
る
為
に
も
、
国
際
法
の
影
響
力
を
織
り
込
ん
だ
分
析
モ
デ
ル
の
構
築
等
と
い
っ
た
積

極
的
な
取
り
組
み
が
急
務
で
あ
る
。

4
．
外
務
省
国
際
法
局
が
政
軍
関
係
に
与
え
る
影
響

4

－

1
．
法
令
の
有
権
解
釈

政
軍
関
係
に
国
際
法
が
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
及
び
国
際
法
を
所
掌
す
る
国
際
法
局
が
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
縷
々
述
べ
て
き
た
。
以
下
に
お
い
て
は
、
な
ぜ
こ
の
様
な
構
造
に
な
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
政
軍
関
係
へ
の
国
際
法
及
び

国
際
法
局
の
影
響
を
検
討
し
た
い
。

法
治
国
家
に
お
い
て
、
最
も
理
想
的
な
法
令
運
用
と
は
、
立
法
府
が
想
定
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
態
に
対
応
す
る
条
項
を
規
定
し
た
完
璧

な
法
令
を
制
定
し
、
行
政
府
或
い
は
司
法
府
が
完
璧
な
解
釈
に
よ
っ
て
運
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
そ
の
様
な

状
況
は
有
り
得
ず
、
そ
も
そ
も
法
令
の
解
釈
自
体
が
政
府
の
み
な
ら
ず
、
法
令
の
影
響
を
受
け
る
国
民
は
勿
論
、
法
令
の
研
究
に
取
り
組

一
二
〇
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む
法
学
者
や
法
曹
も
行
い
得
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
法
令
を
解
釈
す

る
ア
ク
タ
ー
の
数
だ
け
解
釈
も
存
在
し
得
る
が
、
国
家
或
い
は
統
治
の
安

定
性
を
考
慮
す
る
と
、
あ
る
程
度
統
一
的
な
解
釈
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。

法
学
者
や
法
曹
を
含
む
政
府
以
外
の
団
体
や
個
人
に
よ
る
法
令
の
解
釈

を
無
権
解
釈
（
私
権
解
釈
）
と
称
す
る
の
に
対
し
、
政
府
を
始
め
と
す
る

公
的
機
関
に
よ
る
法
令
の
解
釈
を
有
権
解
釈
（
公
権
解
釈
）（authentic 

interpretation

）
と
称
す
る
。
無
権
解
釈
に
は
、
法
学
者
等
に
よ
る
研
究

過
程
に
お
け
る
解
釈
（
学
理
的
解
釈
）
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
行
政
機
関

に
よ
る
有
権
解
釈
を
特
に
行
政
解
釈
と
称
す
る
場
合
も
あ
る
。

無
権
解
釈
と
有
権
解
釈
を
区
別
す
る
理
由
は
、
有
権
解
釈
が
事
実
上
法

令
と
同
様
の
拘
束
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
為
、
こ
の

区
別
は
解
釈
の
主
体
（
＝
誰
が
解
釈
を
す
る
の
か
？
）
或
い
は
解
釈
の
効
力

（
＝
誰
を
拘
束
す
る
の
か
？
）
等
に
関
す
る
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の

区
別
を
基
に
法
令
の
解
釈
が
異
な
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
有
権
解
釈
は
国
民
に
大
き
な
影
響
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
為
、

そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
令
を
最
大
限
尊
重
し
、
法
的
安
定
性
が

【図 2】　法令解釈の手法の種類

 出典：長谷川（2008：404）
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よ
り
強
く
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
、
有
権
解
釈
は
当
該
機
関
が
そ
の
解
釈
を
変
更
す
る
ま
で
は
、
他
の
下
位
諸
機
関
を
法
的
或
い
は
事
実
上

（
＝
判
例
上
）
拘
束
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
と
な
り
、
法
的
安
定
性
を
担
保
す
る
こ
と
と
な
る
（
長
谷
川
二
〇
〇
八
：
三
九
五
│
三
九
九
）。

こ
の
様
な
性
格
を
有
す
る
有
権
解
釈
で
あ
る
が
、
全
く
問
題
が
無
い
と
い
う
訳
で
も
な
い
。
前
述
の
様
に
、
法
令
を
制
定
す
る
際
に
は

詳
細
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
過
度
に
行
っ
た
場
合
、
柔
軟
な
解
釈
や
運
用
が
難
し
く
な
り
、
法
的
安
定
性
を
逆
に
悪
化

さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
（
長
谷
川
二
〇
〇
八
：
四
二
九
│
四
三
一
）。
そ
の
為
、
立
法
府
が
当
該
法
令
を
運
用
す
る
機
関
や
職
員
に
対
し
、
一

定
の
範
囲
で
法
令
の
解
釈
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
（
裁
判
官
総
合
研
修
所
二
〇
一
〇
：
一
〇
、
裁
判
官
総
合
研
修
所
二
〇
〇
八
：

八
）。
こ
の
場
合
の
有
権
解
釈
は
、
一
般
国
民
を
も
広
く
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
（
長
谷
川
二
〇
〇
八
：
三
九
九
│
四
〇
〇
）。

4

－

2
．
国
際
法
の
有
権
解
釈
機
関
と
し
て
の
国
際
法
局

法
令
の
有
権
解
釈
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
以
下
に
お
い
て
は
、
国
際
法
の
有
権
解
釈
機
関
と
し
て
、
国

際
法
局
の
実
態
に
注
目
し
た
い
。

日
本
国
憲
法
に
お
い
て
「
最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、
命
令
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
に
適
合
す
る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
権

限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
」（
第
八
一
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
様
に
、
最
高
裁
判
所
及
び
下
級
裁
判
所
は
法
令
等
の
合
憲
性
或
い

は
違
憲
性
を
決
定
す
る
機
関
で
あ
る
。
そ
の
為
、
裁
判
所
法
に
お
い
て
は
「
裁
判
所
は
、
日
本
国
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い

て
一
切
の
法
律
上
の
争
訟
を
裁
判
し
、
そ
の
他
法
律
に
お
い
て
特
に
定
め
る
権
限
を
有
す
る
」（
第
三
条
）
と
規
定
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

法
的
安
定
性
を
担
保
す
る
為
、「
上
級
審
の
裁
判
所
の
裁
判
に
お
け
る
判
断
は
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
下
級
審
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
」

（
第
四
条
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
国
憲
法
は
「
こ
の
憲
法
は
、
国
の
最
高
法
規
で
あ
つ
て
、
そ
の
条
規
に
反
す
る
法
律
、
命

一
二
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令
、
詔
勅
及
び
国
務
に
関
す
る
そ
の
他
の
行
為
の
全
部
又
は
一
部
は
、
そ
の
効
力
を
有
し
な
い
」

（
第
九
八
条
）
と
規
定
し
、
法
令
の
合
憲
性
を
担
保
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

一
方
、
国
際
法
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
は
、「
条
約
の
締
結
に
必
要
な
国
会
の
承

認
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
」（
第
六
一
条
）
と
規
定
し
、
国
会
承
認
を
原
則

と
し
て
い
る
も
の
の
、「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
実

に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
（
第
九
八
条
第
二
項
）」
と
規
定
し
て
お
り
、
国
内
法
制
と
国
際
法

が
対
立
し
た
場
合
の
具
体
的
な
対
処
方
針
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
国
会
承
認
を
経
る
べ
き
条

約
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
四
年
二
月
二
〇
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
い
て
、
大
平
正
芳

外
相
が
答
弁
し
て
い
る
（
中
内
二
〇
一
二
）【
表
8
】。

例
え
ば
、
太
平
洋
戦
争
以
後
、
砂
川
事
件
や
恵
庭
事
件
、
長
沼
ナ
イ
キ
訴
訟
、
百
里
基
地
訴
訟
等

と
い
っ
た
日
米
安
保
条
約
或
い
は
安
全
保
障
政
策
に
起
因
す
る
訴
訟
が
少
な
か
ら
ず
提
訴
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
何
れ
の
訴
訟
も
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条

約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定

の
実
施
に
伴
う
刑
事
特
別
法
（
砂
川
事
件
）
や
自
衛
隊
法
（
恵
庭
事
件
）、
森
林
法
（
長
沼
ナ
イ
キ
訴
訟
）、

民
法
（
百
里
基
地
訴
訟
）
等
と
い
っ
た
国
際
法
を
運
用
す
る
為
に
制
定
さ
れ
た
国
内
法
や
そ
の
法
源

と
な
る
憲
法
に
反
す
る
か
否
か
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
日
米
安
保
条
約
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
法

の
合
憲
性
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
訴
訟
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
最
高
裁
判
所
は
長
沼
ナ
イ
キ
訴
訟

【表 8】　国会の承認を経るべき条約の範囲

国会承認を経るべき条約 国会承認を経る必要が無い条約

・法律事項を含む国際約束
・財政事項を含む国際約束
・ わが国と相手国との間あるいは国家間一
般の基本的な関係を法的に規定するとい
う意味において政治的に重要な国際約束
であって、それゆえに、発効のために批
准が要件とされているもの

・すでに国会の承認を経た条約
・ 国内法あるいは国会の議決を経た予算の
範囲内で実施し得る国際約束

出典：『第72回国会衆議院外務委員会議録』第 5号
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と
百
里
基
地
訴
訟
に
お
い
て
は
、
統
治
行
為
論
を
根
拠
と
し
て
、
合
憲
性
の
判
断
す
ら
回
避
し
て
い
る
。

4

－

3
．
国
際
法
局
が
国
内
政
策
に
対
す
る
影
響
力
を
発
揮
し
た
事
例

こ
の
様
な
我
が
国
に
お
け
る
国
際
法
の
取
り
扱
い
に
対
し
、
国
際
法
局
は
国
際
法
に
つ
い
て
主
導
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
そ
の
具

体
的
な
事
例
と
し
て
は
、
一
九
七
二
年
五
月
の
米
国
か
ら
の
沖
縄
返
還
に
際
し
、
米
国
に
よ
る
占
領
に
伴
い
、
左
側
通
行
と
な
っ
て
い
た

車
両
通
行
を
右
側
に
変
更
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

二
〇
一
三
年
一
〇
月
一
三
日
の
時
事
通
信
に
よ
る
と
、「
調
整
役
の
総
理
府
は
当
時
、「
琉
球
政
府
と
し
て
は
主
と
し
て
経
済
的
観
点
か

ら
右
側
通
行
を
変
更
し
た
く
な
い
考
え
で
、
警
察
庁
も
沖
縄
の
交
通
事
情
を
勘
案
し
、
同
様
の
見
解
」
と
報
告
。「
復
帰
後
も
右
側
通
行

を
存
続
す
る
方
向
に
方
針
を
固
め
た
い
腹
づ
も
り
だ
」
と
伝
え
て
い
た
。（
改
行
）
と
こ
ろ
が
、
外
務
省
が
精
査
し
た
結
果
、
日
本
も
加

盟
し
て
い
る
道
路
交
通
条
約
は
、
車
両
の
通
行
す
る
側
を
各
国
内
の
「
全
て
の
道
路
」
で
統
一
す
る
よ
う
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
が
判
明
。

沖
縄
を
例
外
に
す
れ
ば
「
条
約
違
反
に
な
る
」
と
判
断
し
た
。（
改
行
）
運
輸
省
は
沖
縄
返
還
に
合
わ
せ
て
同
条
約
を
改
定
し
、
例
外
を

認
め
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
た
が
、
外
務
省
は
「
条
約
の
精
神
に
逆
行
す
る
よ
う
な
改
定
は
到
底
不
可
能
」
と
反
論
。
条
約
脱
退
案
に
も

「
い
っ
た
ん
国
会
を
通
過
し
て
順
守
を
誓
っ
た
条
約
か
ら
軽
々
に
脱
退
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
」
と
退
け
た
。」
と
い
う
経
緯
を
経
て
、

そ
れ
ま
で
の
右
側
通
行
を
左
側
通
行
に
決
定
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
記
事
に
お
い
て
、「
た
だ
、
通
行
方
向
が
変
わ
れ
ば

高
速
道
路
の
出
入
り
口
や
信
号
機
、
道
路
標
識
の
位
置
も
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
運
輸
省
は
「
一
番
の
問
題
は
バ
ス
昇
降
口
の
切

り
替
え
だ
」
と
指
摘
。
調
整
の
結
果
、
三
〜
五
年
の
移
行
期
間
を
設
け
た
上
で
左
側
通
行
に
切
り
替
え
る
案
で
、
各
省
庁
が
折
り
合
っ

た
。」
と
最
終
的
な
解
決
策
も
決
定
さ
れ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。

一
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こ
の
報
道
に
お
い
て
、「
外
務
省
」
と
さ
れ
て
い
る
の
が
当
時
の
条
約
局
、
即
ち
国
際
法
局
で
あ
る
。
こ
の
報
道
の
情
報
源
と
な
っ
た

「
外
交
記
録
│
平
成
二
五
年
度
外
交
記
録
公
開
⑴
│
№
2
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
「002_

交
通
分
科
会
」
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
さ
れ
て
い
る

「
沖
縄
復
帰
問
題
に
関
す
る
「
交
通
分
科
会
」
の
開
催
」
に
よ
る
と
、
国
際
法
局
は
、
一
九
七
〇
年
九
月
二
日
に
総
理
府
（
沖
縄
・
北
方
対

策
庁
）
で
開
催
さ
れ
た
交
通
分
科
会
（
司
法
・
法
務
部
会
）
に
お
い
て
、「
一
九
四
九
年
九
月
一
九
日
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
作
成
さ
れ
、
わ
が
国

が
一
九
六
四
年
八
月
七
日
加
盟
し
た
「
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
」
第
九
条
一
は
「
道
路
に
お
い
て
同
一
方
向
に
進
行
す
る
車
両
は
道
路

の
同
一
の
側
を
通
行
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
通
行
す
る
側
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
す
べ
て
の
道
路
に
統
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
…
…
。」
と
規
定
し
て
」
い
る
こ
と
、「
沖
縄
が
わ
が
国
に
復
帰
し
た
場
合
、
前
記
条
約
は
自
動
的
に
沖
縄
に
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
の
で
、
沖
縄
に
お
い
て
も
本
土
の
制
度
に
合
わ
せ
て
左
側
通
行
を
実
施
し
な
け
れ
ば
前
記
条
約
違
反
と
な
る
」
こ
と
及
び
「
復
帰

の
日
か
ら
直
ち
に
実
現
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
不
可
能
と
思
わ
れ
る
の
で
左
側
通
行
実
施
実
現
ま
で
あ
る
程
度
の
暫
定
期
間
を
設
け
る
こ

と
が
許
容
さ
れ
よ
う
」
こ
と
を
表
明
し
、
沖
縄
返
還
後
に
速
や
か
に
車
両
通
行
を
本
土
と
同
様
に
左
側
通
行
に
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
た
。

こ
の
外
務
省
の
意
見
に
対
し
、
警
察
庁
と
法
務
省
は
「
外
務
省
と
全
く
同
意
見
、
復
帰
後
可
及
的
速
か
に
左
側
通
行
を
実
施
し
た
く
、

こ
の
点
今
後
と
も
外
務
省
の
協
力
を
得
た
く
出
来
得
れ
ば
一
年
以
内
に
行
い
た
い
が
、
運
輸
省
そ
の
他
関
係
省
と
の
調
整
も
あ
る
の
で
遅

く
と
も
二
年
以
内
に
実
現
し
た
い
意
向
で
あ
る
（
警
察
庁
）」
及
び
「
出
来
る
だ
け
早
い
時
期
に
左
側
通
行
を
実
施
す
べ
き
だ
と
考
え
る

（
法
務
省
）」
と
賛
意
を
示
し
た
の
に
対
し
、
運
輸
省
は
「
目
下
検
討
中
で
あ
る
。
一
番
の
問
題
は
バ
ス
の
昇
降
口
の
切
換
え
で
あ
る
。（
検

討
中
と
確
答
を
避
け
た
が
、
同
省
は
暫
定
期
間
を
出
来
る
だ
け
引
き
延
ば
し
た
い
意
向
が
感
ぜ
ら
れ
た
）」
と
消
極
的
な
反
対
を
示
し
た
。
し
か
し
、

総
理
府
（
陸
上
交
通
安
全
調
査
室
）
が
「
特
に
速
か
に
左
側
通
行
に
す
べ
き
と
も
考
え
な
い
が
条
約
違
反
と
な
る
な
ら
ば
左
側
通
行
早
期
実

施
も
や
む
を
得
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
様
に
、
全
体
と
し
て
は
可
及
的
速
や
か
に
左
側
通
行
へ
の
変
更
を
実
施
す
る
方
向
に
纏
ま
る
こ
と

一
二
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と
な
り
、
国
際
法
局
の
意
向
に
沿
う
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
同
史
料
の
「004_

第
一
回
会
議
（4/26

）」
フ
ァ
イ
ル
に
保
存
さ
れ
て
い
る
「
沖
縄
の
道
路
通
行
区
分
の
切
り
替
え
時
期
等
に

関
す
る
会
議
」
に
よ
る
と
、
一
九
七
一
年
四
月
二
六
日
に
警
察
庁
で
開
催
さ
れ
た
「
沖
縄
の
道
路
通
行
区
分
の
切
り
替
え
時
期
等
に
関
す

る
会
議
」
に
お
い
て
も
、
外
務
省
は
「
な
お
、
一
定
期
間
を
三
年
と
す
る
こ
と
に
つ
き
、
当
方
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
国
際

協
定
課
林
事
務
官
よ
り
、
一
定
期
間
と
し
て
三
年
位
は
不
適
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
道
路
交
通
に
関
す
る
国
際
条
約
と
の
関
係

上
沖
縄
の
通
路
区
分
の
切
替
え
は
早
い
程
望
ま
し
い
」
と
の
意
見
を
表
明
し
、
国
際
法
の
み
な
ら
ず
、
関
連
す
る
国
内
法
制
の
運
用
に
つ

い
て
も
、
影
響
力
を
発
揮
し
て
い
る
。

道
路
交
通
に
代
表
さ
れ
る
社
会
イ
ン
フ
ラ
は
、
社
会
の
安
定
に
寄
与
す
る
の
み
な
ら
ず
、
有
事
の
際
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
事
例
は
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
国
際
法
局
が
国
際
条
約
等
の
解
釈
や
運
用
を
通
じ
て
、
大
き

な
影
響
力
を
示
し
た
好
例
で
あ
る
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
米
国
と
の
外
交
関
係
を
所
管
す
る
北
米
局
（
北
米
第
一
課
）
も
関
係
者
を

会
合
等
に
派
遣
し
、
日
米
関
係
の
観
点
か
ら
の
意
見
表
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
冷
戦
華
や
か
り
し
当
時
の
国
際
情
勢
を
踏
ま
え
る
と
、

日
米
安
保
体
制
も
視
野
に
入
れ
た
観
点
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
想
像
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
為
、
こ
の
事
例
は
国
際
法
局
が
政
軍
関

係
に
直
接
的
或
い
は
間
接
的
に
影
響
力
を
行
使
し
得
る
組
織
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
好
例
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
注
目

す
べ
き
は
、
我
が
国
に
お
け
る
車
両
通
行
に
関
す
る
国
際
法
の
影
響
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
解
釈
に
関
与
は
し
て
お
ら
ず
、
国
際
法
局
の

解
釈
が
公
定
解
釈
と
し
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
様
な
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
国
際
法
の
解
釈
に
つ
い
て
の
み
に
限
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
国
際
法
局
の
権
限
は
、
裁
判
所
と
同

等
と
も
言
い
得
る
も
の
が
あ
る
。
当
然
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
国
際
法
の
中
に
は
、
前
述
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
様
な
経
済
活
動
に
関

一
二
六



外
務
省
国
際
法
局
研
究
序
説
（
小
森
）

（
二
八
五
）

係
す
る
も
の
の
み
な
ら
ず
、
日
米
安
全
保
障
条
約
に
代
表
さ
れ
る
安
全
保
障
関
連
の
条
約
も
含
ま
れ
、
そ
の
影
響
は
国
内
の
政
軍
関
係
の

形
成
や
展
開
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
為
、
国
内
の
政
軍
関
係
を
考
察
す
る
際
に
は
、
そ
の
構
造
を
決
定
す
る

要
因
の
一
つ
と
し
て
、
国
際
法
及
び
国
際
法
所
管
部
局
、
即
ち
国
際
法
局
に
注
目
す
る
こ
と
が
構
造
を
解
明
す
る
上
で
、
有
意
義
で
あ
る

と
結
論
付
け
ら
れ
る
。

5
．
お
わ
り
に

以
上
、
政
軍
関
係
と
国
際
法
、
特
に
国
際
法
所
管
部
局
と
の
関
係
性
或
い
は
影
響
に
つ
い
て
、
我
が
国
を
事
例
と
し
て
考
察
を
進
め
て

き
た
。
本
稿
で
の
分
析
を
通
じ
て
、
一
国
内
の
政
軍
関
係
で
あ
っ
て
も
、
国
際
関
係
や
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
国
際
法
の
影
響
を
逃

れ
得
な
い
こ
と
、
ま
た
、
特
に
我
が
国
の
場
合
、
国
際
法
を
所
管
す
る
外
務
省
国
際
法
局
が
裁
判
所
と
同
等
の
有
権
解
釈
権
を
有
し
て
い

る
と
看
做
し
得
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
知
見
を
踏
ま
え
、
国
際
法
局
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
治
学
研
究
に
お
い
て
、

ど
の
様
な
学
術
的
意
義
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
若
干
述
べ
た
い
。

第
一
の
意
義
と
し
て
は
、
政
軍
関
係
研
究
へ
の
貢
献
が
挙
げ
ら
れ
る
。
政
軍
関
係
研
究
に
お
い
て
は
、
内
閣
や
議
会
、
陸
海
空
軍
等
と

い
っ
た
主
要
な
政
治
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
行
動
に
関
心
が
集
ま
る
こ
と
が
多
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
ア
ク
タ
ー
を
構
成
す
る
外
交
・
安
全
保

障
政
策
の
企
画
や
実
施
、
評
価
を
実
際
に
行
う
国
際
法
局
や
陸
海
軍
両
省
軍
務
局
、
防
衛
省
防
衛
局
等
と
い
っ
た
実
務
担
当
部
局
に
関
す

る
分
析
は
あ
ま
り
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
為
、
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
国
際
法
局
の
分
析
に
よ
り
、
国
際
法
に
関
す
る
実
務
、
特
に

有
権
解
釈
に
強
い
影
響
力
を
有
す
る
国
際
法
局
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
の
政
軍
関
係
を
具
現
化

一
二
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し
た
も
の
で
あ
る
外
交
・
安
全
保
障
政
策
の
形
成
過
程
を
よ
り
実
証
的
に
解
明
す
る
第
一
歩
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
意
義
と
し
て
は
、
行
政
機
関
研
究
へ
の
貢
献
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
代
日
本
の
行
政
機
関
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
豊
富
に
存
在

し
て
い
る
。
し
か
し
、
外
交
交
渉
の
実
務
を
担
う
外
務
省
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
、
前
述
の
竹
本
信
介
に
よ
る
研
究
等
が
僅
か

に
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
外
務
省
内
に
お
い
て
、
国
際
法
の
解
釈
や
運
用
に
関
す
る
諸
問
題
に
対
し
、
ど
の
様
に
対
応
し
て
い

る
の
か
と
い
っ
た
実
務
的
な
側
面
に
注
目
し
た
研
究
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
為
、
国
際
法
局
を
多
角
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
明
治

維
新
以
降
の
我
が
国
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
国
際
法
が
ど
の
様
に
処
理
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
国
際
法
へ
の
対

応
を
一
手
に
担
う
外
務
省
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
為
の
橋
頭
堡
を
構
築
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

最
後
に
、
今
後
国
際
法
局
に
関
す
る
研
究
へ
の
取
り
組
み
に
際
し
、
想
定
さ
れ
る
課
題
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
第
一
の
課
題
と
し
て
は
、

ど
の
学
問
分
野
に
位
置
付
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
政
治
学
、
特
に
政
軍
関
係
論
の
観
点
か
ら
国
際
法
局
の

実
態
解
明
に
取
り
組
ん
だ
が
、
国
際
法
局
が
行
政
機
関
で
あ
る
以
上
、
行
政
学
か
ら
の
分
析
も
有
益
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
又
、
国
際

法
局
が
取
り
扱
う
業
務
が
国
際
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
国
際
関
係
論
或
い
は
政
治
外
交
史
の
視
座
か
ら
分
析
す

る
こ
と
も
有
効
で
あ
る
。
そ
の
為
、
今
後
の
関
連
諸
分
野
の
研
究
動
向
に
依
存
す
る
面
が
あ
る
も
の
の
、
ど
の
様
な
学
問
分
野
に
位
置
付

け
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

第
二
の
課
題
と
し
て
は
、
ど
の
様
な
分
析
手
法
を
用
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
今
後
本
格
的
な
研
究
を
実

施
す
る
為
の
基
盤
を
構
築
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
法
学
或
い
は
制
度
論
に
専
ら
依
拠
し
て
論
を
進
め
た
が
、
国
際
法
局
が
有
す
る
権
限
の

淵
源
を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
史
的
分
析
が
有
効
で
あ
ろ
う
し
、
将
来
的
に
そ
の
権
限
や
影
響
力
が
ど
の
様
に
変
化
す
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
理
論
分
析
も
有
効
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
分
析
手
法
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
複
眼
的
な
分
析

一
二
八



外
務
省
国
際
法
局
研
究
序
説
（
小
森
）

（
二
八
七
）

視
角
を
獲
得
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
そ
の
為
、
ど
の
様
な
リ
サ
ー
チ
・
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
を
設
定
す
る
の
か
と
い
う
大
前
提
は
あ

る
も
の
の
、
ど
の
様
な
分
析
手
法
を
用
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
課
題
は
国
際
法
局
に
関
す
る
研
究
に
限
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
政
治
学
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
諸
課
題
に
共
通
の
課
題
で

あ
り
、
専
門
的
な
見
地
か
ら
の
よ
り
精
緻
な
分
析
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
為
、
私
も
政
軍
関
係
論
を
専
門
と
す
る
政
治
学
者
の
一
人

と
し
て
、
今
後
も
こ
れ
ら
の
課
題
に
取
り
組
む
所
存
で
あ
る
。

（
1
） 

な
お
、
条
約
局
か
ら
国
際
法
局
に
名
称
が
変
更
に
な
っ
た
経
緯
に
お
い
て
、
当
時
進
め
ら
れ
て
い
た
所
謂
「
外
務
省
改
革
」
の
影
響
が
あ
る
と

推
測
さ
れ
る
が
、
本
稿
の
主
た
る
目
的
で
は
な
い
の
で
割
愛
す
る
。

（
2
） 

但
し
、
法
令
の
制
定
や
解
釈
と
い
っ
た
法
律
実
務
に
お
い
て
、
内
閣
法
制
局
が
「（
行
政
府
に
お
け
る
）
法
の
番
人
」
と
称
さ
れ
る
程
の
権
勢

を
誇
り
、
政
府
予
算
の
編
成
を
担
当
す
る
財
務
省
主
計
局
と
共
に
「
二
局
支
配
」
を
担
う
存
在
と
看
做
さ
れ
、
そ
の
権
限
が
絶
大
で
あ
る
こ
と
は
論

を
俟
た
な
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
（
西
川
二
〇
〇
〇
、
西
川
二
〇
〇
二
、
西
川
二
〇
一
三
）。
ま
た
、
警
察
庁
や
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通

省
等
と
い
っ
た
広
範
な
所
管
業
界
を
有
す
る
省
庁
が
許
認
可
権
を
駆
使
し
て
、
大
き
な
権
勢
を
誇
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
（
安
永
二
〇
〇
四
）。

（
3
） 

二
〇
〇
六
年
七
月
二
六
日
の
外
務
省
組
織
令
の
改
正
に
よ
り
、
大
臣
官
房
国
際
社
会
協
力
部
と
統
合
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
日
か
ら
は
国

際
協
力
局
に
改
編
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

外
務
省
の
予
算
及
び
決
算
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
Ｈ
Ｐ
（http://w

w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/annai/yosan_kessan/m
ofa_yosan_kessan/

）

に
お
い
て
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
項
目
別
に
な
っ
て
お
り
、
局
別
に
比
較
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
自
由
民
主
党
の
資

料
を
使
用
し
て
い
る
。

（
5
） 

な
お
、
海
老
原
伸
国
際
法
局
長
（
当
時
）
の
北
米
局
長
へ
の
異
動
及
び
林
景
一
大
臣
官
房
審
議
官
の
国
際
法
局
長
（
当
時
）
へ
の
新
任
並
び
に

一
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
八
八
）

越
川
和
彦
大
臣
官
房
長
（
当
時
）
の
国
際
法
局
長
事
務
代
理
任
免
に
つ
い
て
、『
官
報
』
人
事
事
項
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
為
、
本
稿
に
お
い

て
は
、
新
聞
掲
載
の
人
事
情
報
（『
毎
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
九
月
二
〇
日
夕
刊
、『
時
事
ド
ッ
ト
コ
ム
』
二
〇
一
三
年
一
月
一
五
日
及
び
同
紙

二
〇
一
三
年
一
月
一
七
日
）
を
基
に
し
て
い
る
。

（
6
） 
国
際
司
法
機
関
の
裁
判
官
へ
至
る
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
つ
い
て
、「
国
際
法
局
に
所
属
し
て
い
た
こ
と
」
と
条
件
を
拡
大
し
て
も
、
そ
の
対
象
か

ら
外
れ
る
の
は
、
齋
賀
富
美
子
（
国
際
刑
事
裁
判
所
裁
判
官
）
の
み
と
な
り
、
国
際
法
局
に
所
属
す
る
こ
と
が
国
際
司
法
機
関
の
裁
判
官
に
任
命
さ

れ
る
た
め
の
重
要
な
要
素
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
7
） 

平
和
安
全
法
制
整
備
法
案
（
正
式
名
称
：
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
）
は
、
自
衛
隊
法
や
周
辺
事
態
法
、
船
舶
検
査
活
動
法
、
国
連
Ｐ
Ｋ
Ｏ
協
力
法
等
の
改
正
に
よ
り
、
自
衛
隊
の
役
割
拡
大
（
在
外
邦
人
等
の

保
護
措
置
、
米
軍
等
の
部
隊
の
武
器
保
護
の
た
め
の
武
器
使
用
、
米
軍
に
対
す
る
物
品
役
務
の
提
供
、「
重
要
影
響
事
態
」
へ
の
対
処
等
）
と
、「
存

立
危
機
事
態
」
へ
の
対
処
に
関
す
る
法
制
の
整
備
を
目
的
と
し
て
い
る
。
一
方
、
国
際
平
和
支
援
法
案
（
正
式
名
称
：
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に

際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
）
は
、「
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
」
に
お
け
る
協
力

支
援
活
動
等
に
関
す
る
制
度
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
（
内
閣
官
房
等
二
〇
一
五
）。
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・
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考
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料
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│
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・
昭
和
期
」
馬
場
明
著
」『
国
史
学
』
第
一
二
三
号
（
一
九
八
四
年
五
月
）
五
六
│
六
二
頁
。

三
浦
瑠
麗
「
滅
び
ゆ
く
運
命
？
│
政
軍
関
係
理
論
史
」『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
第
四
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
五
五
│
一
六
三
頁
。

三
上
昭
美
「
外
務
省
設
置
の
経
緯
│
わ
が
国
外
政
機
構
の
歴
史
的
研
究
⑴
│
」『
国
際
政
治
』
第
二
六
号
（
一
九
六
四
年
）
一
│
二
一
頁
。

三
上
昭
美
「
外
政
機
構
の
確
立
に
関
す
る
一
考
察
│
わ
が
国
外
政
機
構
の
歴
史
的
研
究
⑵
│
」『
国
際
政
治
』
第
二
八
号
（
一
九
六
五
年
）
一
七
│

三
七
頁
。

三
上
昭
美
「
太
政
官
制
下
に
お
け
る
近
代
外
政
機
構
の
形
成
」『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
三
六
号
（
一
九
六
五
年
）
九
一
│
一
二
〇
頁
。

三
宅
正
樹
、
庄
司
潤
一
郎
、
石
津
朋
之
、
山
本
文
史
編
著
『
検
証 

太
平
洋
戦
争
と
そ
の
戦
略
一　

総
力
戦
の
時
代
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
三

年
）。

武
蔵
勝
宏
「
安
全
保
障
政
策
に
対
す
る
民
主
的
統
制
│
補
給
支
援
特
措
法
の
立
法
過
程
│
」『
同
志
社
政
策
科
学
研
究
』
第
一
五
巻
第
一
号

一
三
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
九
二
）

（
二
〇
一
三
年
）
一
│
一
三
頁
。

安
永
弘
「
日
本
を
蝕
む
官
僚
組
織
の
病
巣
│
許
認
可
権
を
楯
に
権
力
を
増
大
│
」『
月
刊
経
済
』
第
五
一
巻
第
八
号
（
二
〇
〇
四
年
八
月
）
三
五
│

三
七
頁
。

吉
原
恒
雄
「「
集
団
的
自
衛
権
行
使
違
憲
論
」
批
判
＝
有
権
解
釈
の
矛
盾
と
変
更
の
必
要
性
＝
」『
広
島
女
子
大
学
国
際
文
化
学
部
紀
要
』
新
輯
第
一
号

（
一
九
九
六
年
）
一
│
二
二
頁
。

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
世
界
と
日
本
」（http://w

w
w
.ioc.u-tokyo.ac.jp/̃w

orldjpn/

）

IN
O
U
E
 M
asaya's W

ebsite

（http://inouem
asaya.m

okuren.ne.jp/

）

一
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平
和
学
の
発
展
過
程
と
今
日
的
課
題
（
佐
渡
友
）

（
二
九
三
）

平
和
学
の
発
展
過
程
と
今
日
的
課
題

│
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
の
視
点
か
ら

│佐
渡
友　
　
　
　
　

哲

1
．
は
じ
め
に

2
．
二
〇
世
紀
の
平
和
学
を
振
り
返
る

3
．
世
界
史
に
お
け
る
対
立
の
構
造

4
．「
平
和
」
の
多
様
性
と
構
造
的
暴
力
論

5
．
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
の
平
和
学

6
．
ま
と
め
と
展
望

論　

説

一
三
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
九
四
）

1
．
は
じ
め
に

平
和
学
（P

eace S
tudies/ P

eace R
esearch

）
と
い
う
学
問
分
野
は
、
国
際
平
和
研
究
学
会
（IP

R
A
=International P

eace R
esearch 

A
ssociation, 

一
九
六
三
年
設
立
）
が
誕
生
し
て
か
ら
五
三
年
を
経
て
い
る
が
、
い
ま
だ
に
大
学
の
教
科
名
と
し
て
は
マ
イ
ナ
ー
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
歴
史
の
長
さ
に
違
い
は
な
い
の
に
国
際
関
係
論
や
国
際
政
治
学
は
か
な
り
メ
ジ
ャ
ー
な
教
科
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
平
和

学
が
教
科
と
し
て
マ
イ
ナ
ー
な
理
由
は
お
そ
ら
く
、
教
科
と
し
て
の
内
容
が
ま
だ
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
体
系
化
に
乏
し
い
こ
と
、「
平
和
」

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
抽
象
的
で
「
幸
福
」
や
「
愛
」
と
同
じ
よ
う
に
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
価
値
や
思
想
が

前
面
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
「
科
学
」
と
し
て
捉
え
に
く
い
こ
と
、
な
ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
上
記
の
よ
う
な
学
問
分
野
の
基
本
的
な
疑
問
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
以
下
の
三
つ
の
こ
と
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。
第

一
に
、
冷
戦
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
平
和
学
・
平
和
研
究
（
以
下
平
和
学
に
統
一
）
が
ど
の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
き
て
、
そ
れ

が
時
代
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
に
注
目
し
、
平
和
学
の
発
展
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
学
問
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
提
示
す
る

こ
と
。
第
二
に
、
平
和
学
の
発
展
に
革
命
的
な
影
響
を
与
え
た
構
造
的
暴
力
の
概
念
に
つ
い
て
分
析
し
て
そ
の
今
日
的
な
意
義
を
見
出
す

こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
、
平
和
学
が
何
に
注
目
し
て
研
究
に
取
り
組
む
か
に
つ
い
て
明
ら

か
に
す
る
と
と
も
に
、
平
和
学
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
も
紹
介
し
た
い
。

2
．
二
〇
世
紀
の
平
和
学
を
振
り
返
る

平
和
学
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
情
勢
の
中
か
ら
誕
生
し
た
比
較
的
新
し
い
学
問
分
野
で
あ
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
国
際
情

一
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平
和
学
の
発
展
過
程
と
今
日
的
課
題
（
佐
渡
友
）

（
二
九
五
）

勢
と
は
、
第
一
に
、
米
ソ
冷
戦
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
核
戦
争
に
発
展
す
る
と
い
う
恐
怖
（nuclear fear

）
の
世
界
的
な
広
が
り
で
あ
る
。

人
類
の
生
き
残
り
の
た
め
に
は
核
戦
争
を
回
避
す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
様
々
な
地
域
に
勃
発
し

て
い
る
紛
争
を
い
か
に
解
決
す
る
の
か
と
い
う
紛
争
解
決
（confl ict resolution

）
の
科
学
的
研
究
に
期
待
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
冷
戦
の
時
代
に
も
朝
鮮
戦
争
、
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
事
件
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
な
ど
大
国
が
関
わ
っ
た
地
域
的
紛
争

が
絶
え
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
冷
戦
終
結
後
の
一
九
九
〇
年
代
に
も
旧
ユ
ー
ゴ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
民
族
紛
争
が
勃
発
し
た
か
ら
で
あ

る
。
第
三
に
、
先
進
国
（
北
）
と
途
上
国
（
南
）
の
経
済
的
格
差
か
ら
発
生
す
る
貧
困
、
開
発
、
環
境
汚
染
、
人
権
な
ど
の
問
題
が
地
球

的
諸
問
題
（global problem

s
）
と
し
て
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
英
国
の
元
駐
米
大
使
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
ス

が
、
南
北
問
題
が
東
西
問
題
と
と
も
に
世
界
の
当
面
す
る
二
大
課
題
と
な
っ
た
こ
と
を
演
説
で
述
べ
た
の
は
、
一
九
五
九
年
末
で
あ
っ
た
。

米
ソ
冷
戦
の
時
代
に
、
南
北
問
題
（N

orth-S
outh problem

）
と
い
う
視
点
が
提
供
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
平
和
学
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
研
究
す
る
学
問
分
野
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
六
三
年
に
設
立
さ
れ
た
国
際
平
和
研
究
学
会

（
Ｉ
Ｐ
Ｒ
Ａ
）
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
戦
争
の
諸
原
因
と
平
和
の
諸
条
件
に
関
す
る
研
究
と
教
育
」
と
簡
潔
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は

伝
統
的
な
「
戦
争
と
平
和
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
欧
州
に
は
「
戦
争
」
に
つ
い
て
の
膨
大
な
研
究
成
果
の
ス
ト
ッ
ク
が
あ
る
し
、

「
平
和
」
に
つ
い
て
も
概
念
や
使
わ
れ
方
に
よ
り
途
方
も
な
く
広
範
囲
な
議
論
が
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
平
和
学
と
い

う
枠
組
み
で
研
究
す
る
意
義
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
平
和
学
は
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
成
り
立
つ
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
は

後
に
説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
Ｉ
Ｐ
Ｒ
Ａ
に
よ
る
平
和
学
の
目
標
を
基
本
に
し
、
他
の
学
問
分
野
と
の
違
い
を
浮
き
立
た
せ
る
た
め
に
平
和

学
の
特
徴
を
五
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

①
平
和
学
は
、
第
二
次
大
戦
後
に
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
比
較
的
新
し
い
学
問
分
野
で
あ
る
。

一
三
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
九
六
）

②
平
和
学
は
、
政
治
学
、
国
際
関
係
論
／
国
際
政
治
学
、
国
際
社
会
論
、
法
律
学
、
経
済
学
、
社
会
学
、
歴
史
学
、
哲
学
、
倫
理
学
、
教

育
学
な
ど
の
研
究
と
も
関
わ
る
、
学
際
的
分
野
で
あ
る
。

③
平
和
学
は
、
研
究
・
教
育
だ
け
で
は
な
く
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
（
政
策
提
言
）
や
運
動
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。

④
平
和
学
は
、
完
成
し
た
学
問
で
は
な
く
、
い
ま
だ
形
成
・
構
想
中
の
学
問
分
野
で
あ
る
。

⑤
平
和
学
は
、「
平
和
」
と
い
う
価
値
を
追
求
す
る
科
学
で
あ
る
。

平
和
学
が
新
し
い
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
学
問
の
始
ま
り
に
は
誰
も
が
平
和
学
の
専
門
家
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
平
和
学
を
志
す
研
究
者
は
、
も
と
も
と
政
治
学
や
社
会
学
、
哲
学
、
宗
教
学
と
い
っ
た
伝
統
的
な
学
問
を
修
め
た
も
の
、

と
り
わ
け
同
じ
く
第
二
次
大
戦
後
に
英
米
の
大
学
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
国
際
関
係
論
／
国
際
政
治
学
を
専
攻
し
て
い
た
も
の
が

多
か
っ
た
。
軍
事
研
究
や
原
子
力
問
題
に
関
心
を
持
つ
専
門
家
も
い
た
。
の
ち
に
分
析
す
る
よ
う
に
、
貧
困
、
格
差
、
環
境
、
人
権
な
ど

の
課
題
も
「
平
和
」
と
結
び
つ
く
。
平
和
学
は
、
平
和
の
多
様
性
を
認
識
し
な
が
ら
、
学
際
的
（inter-disciplinary

）
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に

よ
っ
て
、
平
和
と
い
う
価
値
を
追
求
す
る
学
問
分
野
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
多
様
性
と
学
際
性
と
い
う
平
和
学
の
特
性
は
、
学
問

の
枠
組
み
を
捉
え
に
く
く
し
て
い
る
反
面
、
多
様
な
発
想
で
新
し
い
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
平

和
学
が
理
論
的
研
究
や
学
校
で
の
教
育
の
み
な
ら
ず
、
問
題
解
決
へ
向
け
て
の
実
践
性
を
も
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
大
き
な
特

徴
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
社
会
に
対
す
る
政
策
提
言
（advocacy

）
や
平
和
運
動
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

い
か
な
る
学
問
も
、
体
系
化
が
完
成
し
、
そ
こ
か
ら
は
発
展
・
進
化
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
が
、
特
に
平
和
学
が
現
在

な
お
形
成
・
構
想
中
で
あ
る
と
い
え
る
の
は
、「
平
和
」
と
い
う
価
値
を
追
求
し
つ
つ
時
代
に
よ
っ
て
関
心
事
や
研
究
テ
ー
マ
が
変
化
し
、

一
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平
和
学
の
発
展
過
程
と
今
日
的
課
題
（
佐
渡
友
）

（
二
九
七
）

そ
れ
が
学
問
的
発
展
を
促
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。【
図
表
】
は
、
二
〇
世
紀
の
冷

戦
時
代
に
平
和
学
の
研
究
者
が
関
心
を
も
っ
た
出
来
事
や
研
究
テ
ー
マ
を
時
代
順
に
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

筆
者
の
観
察
に
よ
る
と
、
一
九
六
二
年
一
〇
月
に
勃
発
し
た
キ
ュ
ー
バ
危
機
の
前
後
ま

で
は
、
核
戦
争
の
危
機
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
。
国
際
政
治
の
研

究
者
の
間
で
は
主
流
で
あ
っ
た
核
抑
止
論
だ
け
で
は
な
く
、
核
兵
器
の
管
理
、
原
水
爆
実

験
の
禁
止
な
ど
、
平
和
運
動
と
結
び
つ
い
た
平
和
研
究
の
視
点
が
登
場
し
た
。
こ
れ
は

ラ
ッ
セ
ル
＝
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
声
明
を
き
っ
か
け
に
一
九
五
七
年
に
始
ま
っ
た
パ
グ

ウ
ォ
ッ
シ
ュ
会
議
の
影
響
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
は
南
北

問
題
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
平
和
学
に
革
新
を
も
た
ら
し
た
「
構
造
的

暴
力
」
概
念
の
登
場
（
一
九
六
九
年
）
に
よ
り
南
北
関
係
か
ら
生
じ
る
抑
圧
、
格
差
、
人

権
な
ど
の
課
題
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
構
造
的
暴
力
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く

説
明
す
る
。
ま
た
七
〇
年
代
に
は
、
ケ
ネ
ス
・
Ｅ
・
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
『
紛
争
の
一
般
理

論
』
や
ア
ナ
ト
ー
ル
・
ラ
パ
ポ
ー
ト
『
現
代
戦
争
と
平
和
の
理
論
』
な
ど
に
代
表
さ
れ
る

紛
争
研
究
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
七
〇
年
代
中
頃
か
ら
は
、
ド
ネ
ラ
・
Ｈ
・
メ
ド
ウ

ズ
他
『
成
長
の
限
界
』
や
ア
ー
ヴ
ィ
ン
・
Ｌ
・
ラ
ズ
ロ
ー
『
地
球
社
会
の
目
標
』
な
ど
世

界
的
な
課
題
や
秩
序
に
つ
い
て
研
究
の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
た
だ
注

【図表】20世紀（冷戦時代）における平和学の展開
年　代 研究領域／方法論 中心概念 目　標

1950年代中

 ～ 60年代前

紛争解決、核戦争防止

核抑止論、平和の条件

東西緊張緩和

東西問題
紛争解決

（消極的平和）

1960年代末

 ～ 70年代前

ゲーム理論、従属理論

中心－周辺理論、軍縮論

経済開発論、構造的暴力論

南北問題
構造的暴力の除去

（積極的平和）

1970年代中

 ～ 80年代

社会正義、構造的暴力論

南南問題、新国際経済秩序

平和教育、軍拡メカニズム

新国際秩序
世界秩序形成

（創造的平和）

一
三
九
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五
十
三
巻
第
二
号
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二
〇
一
六
年
十
月
）

（
二
九
八
）

意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、【
図
表
】
の
年
代
区
分
を
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
だ
け
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
年
代
を
超
え

て
続
け
ら
れ
る
研
究
に
つ
い
て
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
紛
争
解
決
、
南
北
問
題
、
構
造
的
暴
力
論
な
ど
は
今
日
で
も
平

和
学
の
主
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
。

こ
こ
で
、
平
和
学
の
誕
生
か
ら
底
辺
に
流
れ
て
い
る
二
つ
の
疑
問
に
答
え
て
お
こ
う
。
①
平
和
学
は
明
確
な
体
系
が
な
く
、
枠
組
み
も

不
明
確
で
学
問
分
野
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
②
平
和
学
は
「
平
和
」
と
い
う
価
値
を
追
求
す
る
科
学
と
い
う
が
、
科
学
は

客
観
性
を
重
視
す
る
た
め
研
究
者
の
「
価
値
」
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
う
い
う
二
つ
で
あ
る
。
第
一
の
疑
問

に
つ
い
て
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
多
く
の
大
学
で
平
和
研
究
所
が
設
立
さ
れ
、
大
学
で
も
平
和
学
の
科
目
が
設
置
さ
れ
て
、
国
内
外
で
研

究
者
に
よ
る
学
会
が
設
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
い
。
欧
米
で
は
紛
争
解
決
を
目
標
に
平
和
学
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た

が
、
研
究
所
も
こ
う
し
た
目
標
を
掲
げ
て
誕
生
し
て
い
る
。
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
行
動
科
学
研
究
所
高
等
教
育
セ
ン
タ
ー
、
ミ
シ
ガ
ン

大
学
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
、
ラ
ン
カ
ス
タ
ー
平
和
研
究
セ
ン
タ
ー
、
オ
ス
ロ
国
際
平
和
研
究
所
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
国
際
平
和
研
究
所
、

フ
ロ
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
戦
争
学
研
究
所
な
ど
は
代
表
例
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
取
り
上
げ
る
ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
一
九
五
九
年
に

「
オ
ス
ロ
国
際
平
和
研
究
所
」
を
立
ち
上
げ
、
同
時
に
、
オ
ス
ロ
大
学
に
平
和
研
究
の
講
座
も
発
足
さ
せ
て
い
る
。
欧
米
で
は
、
平
和
に

つ
い
て
の
研
究
と
教
育
の
視
点
か
ら
、
小
中
学
校
か
ら
大
学
レ
ベ
ル
ま
で
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
大
学
の
平
和
学
コ
ー
ス

な
ど
で
は
関
連
科
目
の
体
系
化
が
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
も
大
学
付
属
で
「
平
和
」
と
銘
打
っ
た
研
究
所
だ
け
で
も
一
二
か
所
あ
る
（
1
）

。
今
日
、
日
本
の
大
学
で
も
「
平
和
学
」、「
平
和
研

究
」
と
い
う
科
目
名
で
授
業
を
開
講
し
て
い
る
大
学
が
五
〇
以
上
あ
る
。
一
九
七
三
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
平
和
学
会
（P

S
A
J=P
eace 

S
tudies A

ssociation of Japan

）
は
、
日
本
社
会
と
国
際
社
会
の
軍
事
化
、
様
々
な
暴
力
を
科
学
的
・
批
判
的
に
と
ら
え
て
、
そ
れ
ら
の

一
四
〇



平
和
学
の
発
展
過
程
と
今
日
的
課
題
（
佐
渡
友
）

（
二
九
九
）

克
服
を
め
ざ
す
研
究
活
動
を
し
て
き
た
（
同
学
会
Ｈ
Ｐ
）。
研
究
者
ば
か
り
で
な
く
教
員
、
院
生
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
ス
タ
ッ
フ
、
公
務
員
、
市
民
活

動
家
な
ど
一
〇
〇
〇
人
規
模
の
会
員
を
擁
し
て
い
る
。
平
和
学
は
形
成
・
構
想
中
の
学
問
分
野
で
あ
る
と
は
い
え
、
求
心
力
を
も
っ
て
展

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
科
学
の
方
法
論
に
関
す
る
学
問
の
根
本
的
な
課
題
で
も
あ
る
。
自
然
科
学
、
社
会
科
学
を
問
わ
ず
、
科
学

者
は
、
事
実
を
客
観
的
に
分
析
し
そ
の
中
か
ら
法
則
を
導
き
出
し
た
り
、
理
論
的
枠
組
み
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。
は
じ

め
か
ら
自
己
の
思
い
入
れ
や
思
想
な
ど
価
値
（value

）
を
前
面
に
出
し
て
は
い
け
な
い
。
価
値
自
由
（value free

）
を
大
原
則
に
し
て
い

る
。
し
か
し
平
和
学
は
「
平
和
」
と
い
う
価
値
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
い
る
、
こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
で

あ
る
。
価
値
の
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と

に
す
る
。
例
え
ば
刑
法
を
研
究
す
る
人
が
、
死
刑
を
廃
止
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
な
論
争
で
あ
る
。
し

か
し
多
く
の
研
究
者
の
心
の
中
に
は
、
社
会
か
ら
殺
人
事
件
が
な
く
な
っ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ

う
し
た
「
思
い
」
や
「
価
値
」
を
も
つ
こ
と
は
「
客
観
的
分
析
」
と
相
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
医
学
を
志
す
者
は
、

治
療
に
よ
り
疾
病
の
根
絶
を
目
指
す
こ
と
を
理
念
や
「
価
値
」
と
し
て
い
る
。
平
和
学
も
紛
争
解
決
を
目
標
と
す
る
こ
と
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
暴
力
の
根
絶
と
い
う
「
価
値
」
を
掲
げ
た
学
問
分
野
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
け
る
平
和
学
の
先
駆
者
の
一
人
で

あ
る
岡
本
三
夫
は
「
平
和
学
は
極
め
て
価
値
指
向
的
な
学
問
的
営
為
で
あ
る
こ
と
は
つ
ね
に
確
認
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
2
）

」
と
主

張
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
対
立
解
消
や
紛
争
解
決
を
取
り
上
げ
る
平
和
学
は
、
絶
え
ず
諸
価
値
の
対
立
に
も
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
方
法
論
と
し
て
の
「
価
値
自
由
」
と
、
理
念
と
し
て
の
「
価
値
」
と
を
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
平
和
学
の
分
野
で
も
、
科
学
の
方
法
論
と
し
て
の
「
価
値
自
由
」
は
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い

一
四
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だ
ろ
う
か
。

3
．
世
界
史
に
お
け
る
対
立
の
構
造

平
和
学
は
基
本
的
に
、
紛
争
を
解
決
し
暴
力
の
根
絶
を
指
向
す
る
学
問
分
野
で
あ
る
。「
紛
争
」、「
暴
力
」、
そ
し
て
「
平
和
」
と
い
う

概
念
を
分
析
し
、
そ
れ
ら
を
定
義
づ
け
す
る
作
業
の
中
か
ら
意
味
を
再
確
認
す
る
こ
と
は
科
学
と
し
て
の
平
和
学
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重

要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
語
の
解
釈
の
仕
方
、
定
義
内
容
の
変
遷
が
平
和
学
の
発
展
を
支
え
、
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
形
成
し
て
き
た
と
い
え
る

か
ら
で
あ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
「
紛
争
」
か
ら
確
認
し
て
、
二
一
世
紀
の
視
点
か
ら
、
現
実
の
世
界
史
に
お
け
る
主
要
な
対
立
概
念
を
浮

き
立
た
せ
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
、「
対
立
」
と
「
紛
争
」
と
い
う
二
つ
用
語
は
ほ
ぼ
同
じ
概
念
と
し
て
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
（confl ict

）

と
い
う
英
単
語
で
表
現
で
き
る
も
の
と
す
る
（
3
）

。
な
お
、
暴
力
と
平
和
の
概
念
に
つ
い
て
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
取
り
上
げ
る
。
お

よ
そ
千
年
間
の
世
界
史
に
お
け
る
対
立
（confl ict
）
を
概
観
す
る
と
、
そ
の
構
造
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

①
一
一
〜
一
三
世
紀
に
お
け
る
十
字
軍
の
東
方
遠
征
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
の
対
立　

⇒

「
文
明
」
対
「
文
明
」

②
一
七
世
紀
以
降
の
近
代
西
欧
国
際
社
会
に
お
け
る
戦
争
の
歴
史　

⇒

「
主
権
国
家
」
対
「
主
権
国
家
」

③
二
〇
世
紀
の
第
一
次
、
第
二
次
世
界
大
戦　

⇒

「
主
権
国
家
群
」
対
「
主
権
国
家
群
」

④
第
二
次
大
戦
後
の
米
ソ
冷
戦
時
代　

⇒

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
対
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

⑤
ポ
ス
ト
冷
戦
時
代
に
勃
発
し
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争　

⇒

「
民
族
」
対
「
民
族
」

⑥
二
〇
〇
一
年
九
・
一
一
以
降
の
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」（
新
し
い
戦
争
）　

⇒
「
米
国
そ
の
他
」
対
「
テ
ロ
集
団
」

一
四
二



平
和
学
の
発
展
過
程
と
今
日
的
課
題
（
佐
渡
友
）

（
三
〇
一
）

こ
こ
で
は
、
何
と
何
が
対
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
実
態
を
時
代
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
単
純
化
し
て
い
る
。
実
際
、
二
〇
世

紀
の
二
つ
の
大
戦
の
時
代
に
は
「
自
由
主
義
」、「
全
体
主
義
」、
そ
し
て
二
〇
世
紀
に
国
際
社
会
に
登
場
し
た
「
共
産
主
義
」
と
い
う
三

つ
巴
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
も
存
在
し
て
い
た
。
価
値
の
対
立
で
あ
る
。
米
ソ
冷
戦
の
時
代
に
は
、
資
本
主
義
（
米
国
型
自
由
主
義
）
と

社
会
主
義
（
ソ
連
型
共
産
主
義
）
と
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
が
世
界
的
に
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
よ
り
細
か
な

分
析
を
す
れ
ば
そ
こ
に
は
、
米
ソ
の
世
界
戦
略
を
め
ぐ
る
外
交
政
策
及
び
軍
事
レ
ベ
ル
の
対
立
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
が
相
手
側

に
も
つ
不
信
感
と
実
際
以
上
の
恐
怖
に
基
づ
く
行
動
様
式
の
対
立
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
社
会
に
お
け
る
対
立

（confl ict

）
は
、
明
確
な
ア
ク
タ
ー
間
の
対
立
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
が
理
念
と
し
て
描
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
価
値
の
対
立
、
世

界
史
の
通
奏
低
音
の
よ
う
に
存
在
す
る
宗
教
や
文
明
を
め
ぐ
る
対
立
、
人
々
が
心
の
中
に
持
つ
他
国
民
、
他
民
族
に
対
す
る
非
難
、
差
別
、

侮
辱
な
ど
の
意
識
に
基
づ
く
対
立
な
ど
、
様
々
で
あ
る
。

世
紀
末
と
新
し
い
世
紀
の
始
ま
り
に
は
、
ま
さ
に
歴
史
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
転
換
さ
せ
る
よ
う
な
大
き
な
出
来
事
が
起
こ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
具
体
的
な
出
来
事
を
取
り
上
げ
て
、
今
日
の
国
際
社
会
に
横
た
わ
る
対
立
の
構
造
を
再
確
認
し
て
み
た
い
。
そ
れ
ら
の
出

来
事
は
、
第
一
に
、
シ
ア
ト
ル
で
開
催
さ
れ
た
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
閣
僚
会
議
」（
一
九
九
九
年
一
一
〜
一
二
月
）、
第
二
に
、
国
連

が
ダ
ー
バ
ン
で
開
催
し
た
「
人
種
主
義
に
反
対
す
る
世
界
会
議
」（
二
〇
〇
一
年
八
月
）、
そ
し
て
第
三
に
、「
九
一
一
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
」

（
二
〇
〇
一
年
九
月
）
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
新
し
い
対
立
と
、
長
期
的
で
世
界
史
的
な
対
立
の
再
認
識
を
迫
る
よ
う
な
対
立
が
あ
る
。

⑴　

シ
ア
ト
ル
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚
会
議
」
以
後
の
構
図
＝
「
主
権
国
家
＋
Ｉ
Ｇ
Ｏ
」
対
「
地
球
市
民
社
会
」

一
九
九
九
年
に
シ
ア
ト
ル
で
開
催
さ
れ
た
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚
会
議
」
を
取
り
囲
ん
だ
七
〇
〇
以
上
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政
府
組
織
）、
約
五
万
人

一
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が
と
っ
た
行
動
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
り
豊
か
な
生
活
を
享
受
し
て
い
る
多
く
の
人
々
に
衝
撃
を
与
え
た
。
彼
ら
の

主
張
は
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
人
々
の
こ
と
を
考
え
よ
」「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
、
多
国
籍
企
業
が
熱
帯
雨
林
を
破

壊
し
、
エ
ビ
漁
で
ウ
ミ
ガ
メ
が
殺
さ
れ
る
こ
と
を
助
長
し
て
い
る
」「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
、
米
国
の
ス
ニ
ー
カ
ー
メ
ー
カ
ー
が
ア
ジ
ア
の
労
働
者

を
搾
取
す
る
こ
と
に
手
を
貸
し
て
い
る
（
4
）

」
な
ど
、
具
体
的
で
切
実
な
も
の
だ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
世
界
中
か
ら
集
ま
っ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
行
動

は
統
率
の
と
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
環
境
保
護
を
訴
え
る
穏
健
な
団
体
か
ら
農
業
団
体
、
労
働
組
合
、
そ
し
て
反
資
本
主
義
者
や
ア
ナ
ー

キ
ス
ト
を
自
称
す
る
団
体
ま
で
様
々
で
、
一
部
の
デ
モ
参
加
者
が
暴
徒
化
し
て
コ
ー
ヒ
ー
チ
ェ
ー
ン
店
の
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
を
襲
う
報
道

写
真
が
世
界
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
。
一
一
月
三
〇
日
の
開
幕
当
日
は
、
警
官
隊
の
装
甲
車
が
動
員
さ
れ
催
涙
ガ
ス
が
飛
び
交
い
、
シ
ア
ト
ル

の
街
は
騒
乱
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
れ
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
見
方
で
あ
っ
た
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
異
な
っ
た
視
点
で
こ
の
出
来
事
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
こ
の
出
来
事
は
、
世
界
で
最
初
の
「
反
グ

ロ
ー
バ
ル
化
運
動
」
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
「
声
」
で
あ
り
意
思
表
示
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
出
来
事
以
来
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
会
議
は

も
ち
ろ
ん
、
主
要
先
進
国
サ
ミ
ッ
ト
、
国
連
主
催
の
国
際
会
議
、
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
ダ
ボ
ス
会
議
）
な
ど
の
会
場
で
は
、
毎
回
、

「
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
運
動
」
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
取
り
囲
む
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
、
す
で
に
こ
の
運
動
は
、
一
部
の
過
激
な
集
団
の
行
動
と
し

て
の
み
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
世
界
的
な
広
が
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
出
来
事
は
、
近
代
国
際
社
会
の
基
本
構
造
を
大
き
く
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
国
際
社
会
形
成

の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
一
六
四
八
年
の
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
は
、
欧
州
を
二
分
し
た
「
三
〇
年
戦
争
」
に
終
止
符
を
打
ち
、
主
権
国

家
を
構
成
単
位
と
す
る
新
し
い
国
際
秩
序
を
構
築
し
た
。
や
が
て
こ
の
近
代
国
際
社
会
の
原
型
は
、
植
民
地
支
配
と
共
に
欧
州
の
外
の
世

界
に
も
広
が
り
、
地
球
規
模
の
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
主
権
国
家
同
士
の
外
交
的
な
手
段
と
信
頼
関
係
で
秩
序
を
築

一
四
四
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く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
誰
も
主
権
国
家
を
疑
う
こ
と
は
し
な
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
シ
ア
ト
ル
か
ら
始
ま
っ
た
世
界
規
模

の
運
動
は
、
主
権
国
家
と
、
そ
の
主
権
国
家
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
政
府
間
国
際
組
織
（
Ｉ
Ｇ
Ｏ
）
へ
の
疑
い
が
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い

る
と
い
え
る
。
社
会
学
者
ア
ル
ビ
ン
・
ト
フ
ラ
ー
は
、
シ
ア
ト
ル
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
対
立
の
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
を
「
あ
る
意
味
で
は
、

三
〇
年
戦
争
に
匹
敵
す
る
歴
史
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
」
と
看
破
し
て
い
る
（
5
）

。
そ
の
疑
い
を
運
動
に
発
展
さ
せ
た
担
い
手
た
ち
は
、
市

民
社
会
の
構
成
員
た
ち
で
あ
り
、
地
球
規
模
に
広
が
っ
た
「
地
球
市
民
社
会
（G

lobal C
ivil S

ociety=G
C
S

）」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。

第
三
に
、
こ
の
出
来
事
は
、
地
球
規
模
の
権
力
の
再
配
分
は
公
平
な
の
か
、
世
界
の
方
向
を
決
め
る
の
は
誰
な
の
か
、
と
い
う
新
た
な

課
題
を
私
た
ち
に
突
き
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
主
権
国
家
の
首
脳
た
ち
は
、
国
内
で
は
、
ほ
ぼ
民
主
的
に
選
ば
れ
正
当
性
は
あ
る

と
い
え
る
が
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
政
策
に
は
誰
が
関
わ
る
の
か
。
も
し
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
政
策
が
世
界
の
方
向
を
決
め
、
そ
れ
に

よ
っ
て
環
境
破
壊
や
人
権
問
題
が
発
生
し
た
場
合
、
誰
が
そ
れ
ら
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
世
界
の
方
向
は
民
主
的
手
段
で
決
め

ら
れ
て
い
る
の
か
、
な
ど
課
題
は
多
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
行
動
に
は
正
当
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

リ
ー
ダ
ー
が
民
主
的
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
単
に
団
体
内
部
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
主
張
に
世
界
の
現
場
の

声
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
何
ら
正
当
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
今
、
国
際
社
会
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
事
実
上
の
「
権
力
」

が
主
権
国
家
か
ら
流
出
し
、
国
家
以
外
の
Ｉ
Ｇ
Ｏ
、
非
政
府
グ
ル
ー
プ
や
無
国
籍
グ
ル
ー
プ
へ
と
拡
散
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
象
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
Ｉ
Ｇ
Ｏ
に
は
、
説
明
責
任
と
代
表
権
に
関
す
る
非
常
に
重
要
な
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う

だ
。
こ
う
し
た
対
立
は
、「
主
権
国
家
＋
Ｉ
Ｇ
Ｏ
」
対
「
地
球
市
民
社
会
（
Ｇ
Ｃ
Ｓ
）」
と
い
う
構
図
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
四
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⑵　
「
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
」
以
後
の
構
図
＝
「
主
権
国
家
群
」
対
「
テ
ロ
集
団
」

冷
戦
後
の
国
際
政
治
秩
序
が
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
起
き
た
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
は
、
国
際
政
治
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
思
い
返
す
と
一
九
八
九
年
一
二
月
に
米
ソ
首
脳
に
よ
る
マ
ル
タ
会
談
で
「
冷
戦
の
終
結
」
が
宣
言
さ
れ
、

「
新
世
界
秩
序
（the new

 w
orld order

）」（
ブ
ッ
シ
ュ
元
大
統
領
）
の
構
築
が
叫
ば
れ
た
が
、
世
界
の
あ
ち
こ
ち
で
民
族
紛
争
が
勃
発
し
た
。

特
に
旧
ユ
ー
ゴ
で
起
こ
っ
た
紛
争
は
、
バ
ル
カ
ン
と
い
う
地
域
的
な
民
族
紛
争
で
は
あ
っ
た
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
、
ロ
シ
ア
正
教
、
イ
ス
ラ

ム
な
ど
の
宗
教
と
大
国
が
関
わ
っ
て
い
る
た
め
世
界
を
巻
き
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
の
こ
う
し
た
時
代
を
「
文
明
の
衝

突
？
」（
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
）
の
時
代
と
し
て
私
た
ち
は
議
論
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
6
）

。
そ
ん
な
時
に
突
然
起
こ
っ
た
の

が
「
九
・
一
一
米
国
同
時
多
発
テ
ロ
」
事
件
で
あ
っ
た
。

「
九
・
一
一
」
の
直
後
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
「
新
し
い
戦
争
（the new

 type of w
ar

）」
の
時
代
が
始
ま
っ
た
こ
と
を
宣
言
し
た
。
こ

れ
は
「
主
権
国
家
群
」
対
「
テ
ロ
集
団
」
の
戦
争
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
米
国
単
独
主
義
と
先
制
攻
撃
正
当

化
論
を
含
む
「
新
国
家
安
全
保
障
戦
略
」（
ブ
ッ
シ
ュ
・
ド
ク
ト
リ
ン
）
を
打
ち
出
し
、
世
界
へ
向
か
っ
て
米
国
の
行
動
を
明
ら
か
に
し
た
。

米
国
の
〝
反
撃
〞
は
〇
一
年
一
〇
月
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
攻
撃
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
、
〇
三
年
三
月
に
は
米
英
軍
三
四
万
人
が
イ
ラ

ク
攻
撃
を
開
始
し
て
、
今
日
の
イ
ラ
ク
情
勢
を
作
り
出
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ミ
ッ
ク
・
ス
テ
イ
ト
（
Ｉ
Ｓ
）
が

国
際
社
会
に
猛
威
を
ふ
る
う
今
日
の
状
況
を
考
え
る
と
、
文
明
国
と
実
態
が
つ
か
め
な
い
テ
ロ
集
団
と
の
戦
い
の
時
代
は
ま
だ
続
い
て
い

る
と
い
え
る
。
そ
し
て
十
字
軍
の
東
方
遠
征
以
来
の
西
欧
と
イ
ス
ラ
ム
の
「
文
明
の
衝
突
」
が
再
び
噴
出
し
た
時
代
な
の
か
。
国
際
政
治

の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
見
極
め
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
観
察
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
四
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⑶　
「
人
種
主
義
に
対
す
る
世
界
会
議
」
が
示
す
構
図
＝
「
西
欧
」
対
「
非
西
欧
」

と
こ
ろ
で
、「
九
・
一
一
」
が
あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
で
、
そ
の
後
の
米
国
の
世
界
戦
略
を
大
き
く
変
え
た
だ
け
で
は
な
く
、
国
連
安
保

理
で
の
議
論
や
世
界
各
国
の
軍
事
・
外
交
政
策
に
も
こ
れ
ま
で
に
な
い
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
た
め
、
シ
ア
ト
ル
で
の
「
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚
会

議
」
か
ら
始
ま
っ
た
新
た
な
流
れ
が
背
後
に
隠
さ
れ
て
ま
っ
た
感
が
あ
る
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
近
代
五
〇
〇
年
を
総
括
す
る
世
界
史

的
な
出
来
事
が
全
く
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
二
〇
〇
一
年
八
月
〜
九
月
に
南
ア
フ
リ
カ
の
ダ
ー
バ
ン
で
開
か
れ
た

「
人
種
主
義
に
反
対
す
る
国
際
会
議
」
で
あ
る
。「
九
・
一
一
」
直
前
に
国
連
が
主
催
し
て
開
催
さ
れ
た
こ
の
会
議
は
、
人
種
主
義
（racism

＝
人
種
差
別
主
義
）
を
世
界
的
規
模
と
世
界
史
観
点
か
ら
議
論
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
世
界
最
初
の
国
際
会
議
で
あ
っ
た
。
会
議
に
は
、

Ｐ
Ｌ
Ｏ
の
ア
ラ
フ
ァ
ト
議
長
や
キ
ュ
ー
バ
の
カ
ス
ト
ロ
国
家
評
議
会
議
長
ら
一
六
カ
国
・
機
関
首
脳
を
含
む
約
一
五
〇
カ
国
・
機
関
の
政

府
代
表
が
集
い
、
会
議
場
に
隣
接
す
る
競
技
場
で
開
催
さ
れ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
は
約
一
万
六
千
人
が
参
加
し
た
。

会
議
で
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
な
ど
が
求
め
る
過
去
の
奴
隷
制
度
と
植
民
地
支
配
に
対
す
る
謝
罪
と
賠
償
と
い
う
「
過
去
の
清
算
」
を
ど

う
扱
う
か
、
そ
し
て
ユ
ダ
ヤ
人
の
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
「
中
東
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
ど
う
か
、
の
二
点
が
主
要
な
論

争
と
な
っ
た
。
開
会
式
で
演
説
し
た
当
時
の
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総
長
は
、「
会
議
の
目
的
は
互
い
を
非
難
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
差
別
の

被
害
者
を
救
済
す
る
こ
と
だ
」
と
訴
え
た
が
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
側
は
謝
罪
や
賠
償
金
を
求
め
、
欧
米
側
は
膨
大
な
賠
償
金
訴
訟
を
お
そ
れ

反
発
し
た
。
ア
ラ
ブ
諸
国
は
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
「
中
東
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
」
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
非
難
す
る
文
書
を
政
治
宣
言
に

盛
り
込
む
よ
う
求
め
た
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
や
米
国
は
こ
れ
に
強
く
反
発
し
、
米
国
の
パ
ウ
エ
ル
国
務
長
官
（
当
時
）
は
退
場
す
る
と
い
う

事
態
に
ま
で
な
っ
た
。

世
界
史
で
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
五
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
ま
で
の
約
四
〇
〇
年
間
、
西
ア
フ
リ
カ
を
中
心
に
一
五
〇
〇
万
人
か
ら

一
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三
〇
〇
〇
万
人
と
い
わ
れ
る
ア
フ
リ
カ
人
が
、
植
民
地
で
の
労
働
力
を
賄
う
た
め
に
、
奴
隷
と
し
て
南
北
ア
メ
リ
カ
や
カ
リ
ブ
海
諸
島
に

運
ば
れ
た
。
奴
隷
貿
易
は
、
宗
主
国
に
莫
大
な
利
益
を
も
た
ら
し
た
が
、
売
買
さ
れ
た
奴
隷
は
、
二
〇
％
が
目
的
地
到
着
前
に
船
内
で
死

亡
す
る
な
ど
、
非
人
道
的
な
扱
い
を
受
け
た
。
一
八
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
欧
米
で
は
奴
隷
貿
易
に
対
す
る
反
対
運
動
が
活
発
化
し
、
英
国
で

は
一
八
〇
七
年
、
米
国
で
は
一
八
六
五
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
奴
隷
貿
易
や
植
民
地
政
策
に
特
に
深
く
関
わ
っ
た
英
国
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ペ

イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
四
カ
国
は
、
こ
の
会
議
で
は
「
謝
罪
」
に
慎
重
な
姿
勢
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
な
ど
一
一
カ
国
は
当
初
、
謝
罪
に
応

じ
る
姿
勢
を
示
し
た
が
、
水
面
下
で
の
交
渉
に
よ
り
結
果
的
に
、
Ｅ
Ｕ
全
体
と
し
て
「
謝
罪
」
に
応
じ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
会
議
の
最
終
日
、
九
月
七
日
に
「
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。「
宣
言
」
で
は
、
奴
隷
制
と
奴
隷
貿
易
は
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
で

あ
る
と
明
記
さ
れ
た
が
「
謝
罪
」
の
文
句
は
な
く
、
奴
隷
制
が
引
き
起
こ
し
た
多
大
な
苦
し
み
を
認
め
、「
遺
憾
の
意
」
を
表
明
す
る
こ

と
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
、「
賠
償
」
と
い
う
言
葉
は
避
け
、
欧
州
そ
の
他
の
先
進
国
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
へ
の
「
経
済
支
援
の
提
供
」、

「
投
資
の
促
進
」
そ
し
て
「
債
務
の
減
免
」
に
努
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
は
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
代
表
者
の
中
に
不
満
を
残
し

た
が
、
奴
隷
制
の
部
分
で
黒
人
の
尊
厳
が
認
め
ら
れ
た
、
と
い
う
評
価
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
会
議
で
の
議
論
は
、
近
代
五
〇
〇
年
の

「
人
類
史
の
総
括
」
と
い
う
様
相
で
あ
る
。
ミ
レ
ニ
ア
ム
に
当
た
り
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
世
界
と
国
連
が
試
み
た
「
総
括
」
は
、
ア
フ
リ
カ

や
ア
ラ
ブ
世
界
が
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
会
議
が
閉
幕
し
た
四
日
後
に
、「
九
・
一
一
」
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
。

⑷　

世
界
の
対
立
の
構
図
を
見
る
平
和
学
の
視
点

こ
う
し
て
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
年
の
前
後
に
起
き
た
二
つ
の
出
来
事
を
考
え
て
み
る
と
、
平
和
学
や
国
際
関
係
を
研
究
す
る
上
で
重
要

な
テ
ー
マ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
第
一
に
、
二
〇
〇
〇
年
と
い
う
ミ
レ
ニ
ア
ム
は
、
キ
リ
ス
ト
紀
元
の
西
暦
だ
け
に
、
西
欧
世

一
四
八
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界
に
と
っ
て
歴
史
の
回
顧
と
反
省
の
機
会
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
7
）

。
第
二
に
、
シ
ア
ト
ル
の
会
議
と
ダ
ー
バ
ン
の
会
議
は
、
非
西
欧
世
界

か
ら
国
際
関
係
を
見
る
視
点
の
重
要
性
を
提
供
し
て
い
る
。
い
わ
ば
国
際
関
係
の
歴
史
を
裏
か
ら
捉
え
直
す
よ
う
な
視
点
で
あ
る
。
私
た

ち
は
、
当
た
り
前
で
は
あ
る
が
、
自
国
の
視
点
か
ら
世
界
を
見
て
い
る
し
、
西
欧
世
界
か
ら
の
視
点
に
つ
い
は
想
像
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
人
々
が
今
の
国
際
関
係
や
西
欧
世
界
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
想
像
す
る
機
会
さ
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
話
題
を
面
白
く
す
る
た
め
に
イ
ス
ラ
ム
世
界
か
ら
見
た
国
際
社
会
を
想
像
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
す
な
わ
ち
、
①
一
一
世
紀
に
十
字
軍
の
遠
征
が
始
ま
っ
た
時
、
イ
ス
ラ
ム
文
明
は
西
欧
文
明
に
優
と
も
劣
ら
な
か
っ
た
、
②
ア
ラ
ブ

諸
国
が
国
家
と
し
て
自
立
す
る
前
に
は
西
欧
列
強
の
支
配
下
に
あ
っ
た
、
③
イ
ス
ラ
エ
ル
は
国
連
決
議
に
反
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
域
を

占
領
し
つ
づ
け
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
欧
米
諸
国
は
黙
認
し
て
い
る
、
④
湾
岸
戦
争
以
降
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
は
異
教
徒
で
あ
る

米
軍
人
が
約
五
〇
〇
〇
人
も
駐
留
し
て
い
る
、
な
ど
で
あ
る
。

第
三
に
、
シ
ア
ト
ル
の
会
議
で
明
ら
か
に
な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
課
題
は
、
今
日
の
平
和
学
や
国
際
関
係
論
の

大
き
な
テ
ー
マ
と
も
な
っ
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
は
、
本
当
に
世
界
の
人
々
を
等
し
く
豊
か
に
し
て
い
く
の
か
。
世

界
に
格
差
を
も
た
ら
す
の
か
。
先
進
国
だ
け
に
利
益
を
も
た
ら
す
の
か
・
・
・
な
ど
議
論
は
尽
き
な
い
。
私
た
ち
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
り
海
外
か
ら
資
源
や
食
料
を
輸
入
し
て
豊
か
な
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
は
誰
も
疑
わ
な
い
が
、
そ
れ
ら
を
供
給
す
る
側
の

人
々
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
関
心
が
向
け
ら
れ
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
自
然
現
象
で
は
な
い
。
少
な

く
と
も
①
流
通
革
命
や
Ｉ
Ｔ
化
な
ど
の
技
術
革
新
、
②
政
府
に
よ
る
自
由
化
（
規
制
の
緩
和
や
撤
廃
）、
の
二
つ
が
必
要
条
件
と
し
て
機
能

す
る
現
象
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
お
け
る
平
和
学
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
四
に
、
ダ
ー
バ
ン
の
会
議
で
行
な
わ
れ
た
議
論
は
、
今
日
の
南
北
問
題
を
考
え
る
た
め
の
基
本
的
な
国
際
関
係
の
構
造
を
示
し
て
い

一
四
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る
。
近
代
五
〇
〇
年
の
歴
史
に
あ
る
西
欧
と
非
西
欧
の
出
会
い
が
、
先
進
国
と
途
上
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
関
係
を
形
成
し
て
き
た
の

で
あ
る
。
い
ま
だ
に
途
上
国
に
残
っ
て
い
る
農
園
制
度
や
モ
ノ
カ
ル
チ
ャ
ー
経
済
、
先
進
国
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
産
業
構
造
な

ど
は
西
欧
と
非
西
欧
と
の
出
会
い
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
今
日
の
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
貧
困
問
題
や
累
積
債
務
問
題
も
こ
の
延
長
線
上

で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
同
時
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
の
中
で
生
じ
て
い
る
問
題
で

も
あ
る
。

4
．「
平
和
」
の
多
様
性
と
構
造
的
暴
力
論

⑴　

平
和
概
念
の
多
様
性

こ
れ
ま
で
世
界
史
に
お
け
る
対
立
の
概
念
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
平
和
学
の
発
展
に
と
っ
て
核
心
と
な
る
「
平
和
」

の
概
念
の
変
遷
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。
二
〇
世
紀
後
半
に
青
春
を
過
ご
し
た
人
々
に
と
っ
て
戦
争
と
は
、
第
一
次
、
第
二
次
大
戦
、

そ
し
て
朝
鮮
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
な
ど
で
あ
る
。
平
和
と
は
、
こ
れ
ら
の
体
験
や
記
憶
の
対
極
に
あ
る
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。
ト
ル

ス
ト
イ
の
長
編
小
説
「
戦
争
と
平
和
」
の
は
る
か
前
か
ら
、
人
類
は
「
戦
争
」
の
対
極
に
「
平
和
」
を
位
置
づ
け
て
い
た
。
つ
ま
り
戦
争

の
な
い
状
態
を
平
和
と
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
戦
争
と
平
和
」
と
い
う
伝
統
的
な
二
分
法
で
は
な
く
、「
平
和
」
を
新

た
な
概
念
で
捉
え
直
そ
う
と
し
た
の
が
イ
ン
ド
の
ス
ガ
タ
・
ダ
ス
グ
ブ
タ
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

ダ
ス
グ
ブ
タ
は
一
九
六
五
年
の
Ｉ
Ｐ
Ｒ
Ａ
（
国
際
平
和
研
究
学
会
）
の
総
会
で
、
戦
争
は
し
て
い
な
く
て
も
平
和
で
は
な
く
貧
困
と
餓
死

が
続
い
て
い
る
イ
ン
ド
の
現
状
を
、「
平
和
な
ら
ざ
る
状
態
（peacelessness
）」
と
呼
ん
だ
（
8
）

。
底
辺
の
人
々
の
視
点
に
立
つ
と
、
貧
困
、

飢
餓
、
栄
養
失
調
、
疾
病
、
失
業
、
差
別
な
ど
の
日
常
の
中
で
、
宗
教
や
民
族
、
資
源
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
も
発
生
し
、
そ
れ
ら
に
巻
き
込

一
五
〇
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ま
れ
る
。
平
和
の
対
極
に
あ
る
の
は
「
非
平
和
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
、
平
和
と
は
「
暴
力
の
不
在

（absence of violence

）」
を
意
味
す
る
、
と
一
九
六
九
年
の
論
文
で
主
張
し
た
。
そ
し
て
暴
力
の
概
念
を
「
直
接
的
・
物
理
的
暴
力
」
と

「
間
接
的
・
構
造
的
暴
力
」
の
二
つ
に
分
類
し
た
。
前
者
は
戦
争
や
テ
ロ
、
暴
行
や
殺
傷
を
意
味
し
、
後
者
に
は
貧
困
、
搾
取
、
差
別
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
和
の
対
極
は
「
暴
力
」
で
あ
り
、
暴
力
に
は
物
理
的
暴
力
と
構
造
的
暴
力
が
あ
る
と
の
主
張
は
、
平
和
学
に
お
け

る
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

と
こ
ろ
で
平
和
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
民
族
や
文
化
の
側
面
か
ら
も
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
和
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
概
念
や

イ
メ
ー
ジ
は
、
世
界
・
人
類
が
み
な
共
通
に
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
あ
な
た
に
と
っ
て
平
和
と
は
」
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
問
い
か
け
に
対
し
て
人
々
は
次
の
よ
う
に
応
え
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
、
フ
リ
ー
カ
メ
ラ
マ
ン
（
男
性
二
二
歳
）
は
「
本

当
の
平
和
な
ん
て
な
い
、
そ
れ
が
テ
ロ
で
以
前
よ
り
は
っ
き
り
し
て
き
た
」、
養
護
施
設
職
員
（
女
性
五
五
歳
）
は
「
家
族
と
一
緒
に
い
て
、

そ
の
家
族
が
安
全
な
時
」
と
応
え
て
る
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
カ
ブ
ー
ル
に
お
い
て
、
政
府
職
員
（
男
性
五
二
歳
）
は
「
国
民
が
和
解
し
、

平
穏
で
普
通
の
生
活
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
」、
ス
ト
リ
ー
ト
・
チ
ル
ド
レ
ン
（
男
性
年
齢
不
詳
）
は
「『
平
和
』
な
ん
て
い
う
言
葉
は
聞
い

た
こ
と
が
な
い
、
意
味
が
分
か
ら
な
い
」
と
応
じ
て
い
る
。
ま
た
日
本
に
お
い
て
は
、「
地
震
災
害
や
戦
争
な
ど
に
お
び
え
な
い
で
暮
ら

せ
る
こ
と
」（
地
方
公
務
員
・
男
性
三
八
歳
）、「
経
済
的
な
心
配
が
な
く
、
孫
の
世
話
が
で
き
る
こ
と
」（
主
婦
・
六
二
歳
）
と
そ
れ
ぞ
れ
発
言

し
て
い
る
（
9
）

。

平
和
の
概
念
が
文
化
に
よ
り
、
歴
史
的
な
時
期
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
は
、
日
本
の
平
和
学
の
先
駆
者
の
一

人
、
石
田
雄
で
あ
る
。
平
和
研
究
者
の
誰
も
が
古
典
的
著
作
と
し
て
認
め
て
い
る
『
平
和
の
政
治
学
』
に
お
い
て
彼
は
、
世
界
史
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
で
み
ら
れ
る
「
平
和
観
」
の
違
い
に
つ
い
て
類
型
化
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
（
ユ
ダ
ヤ
・

一
五
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キ
リ
ス
ト
教
）
に
お
け
る
「
シ
ャ
ー
ロ
ー
ム
（shalom

）」
は
神
の
意
志
に
よ
る
正
義
の
実
現
、
ギ
リ
シ
ャ
の
「
エ
イ
レ
ー
ネ
（eirene

）」

は
秩
序
と
ま
と
ま
り
の
あ
る
状
態
、
ロ
ー
マ
の
「
パ
ッ
ク
ス
（pax

）」
は
征
服
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
秩
序
、
イ
ン
ド
の
「
シ
ャ
ー
ン

テ
ィ
（santi
）」
は
乱
れ
る
こ
と
の
な
い
心
の
状
態
、
中
国
・
日
本
の
「
平
和
（
和
平
）」
は
心
の
静
寂
を
、
そ
れ
ぞ
れ
強
調
し
た
も
の
と

説
明
し
て
い
る
（
10
）

。
そ
し
て
、
シ
ャ
ー
ロ
ー
ム
に
よ
る
正
義
へ
の
積
極
的
指
向
、
エ
イ
レ
ー
ネ
お
よ
び
パ
ッ
ク
ス
に
お
け
る
秩
序
の
強
調
、

そ
し
て
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
お
よ
び
平
和
に
お
け
る
心
的
状
態
重
視
、
こ
の
三
者
の
ど
れ
も
が
平
和
を
考
え
る
上
で
重
要
な
構
成
要
素
を
な
し

て
い
る
、
と
し
て
い
る
（
11
）

。
こ
の
類
型
を
例
に
す
る
と
、
ガ
ン
デ
ィ
は
キ
リ
ス
ト
教
的
理
念
に
接
し
、
イ
ン
ド
的
平
和
観
が
心
の
状
態
に
力

点
を
お
い
て
政
治
的
無
関
心
に
陥
り
や
す
い
欠
陥
を
、
非
暴
力
直
接
行
動
に
よ
っ
て
克
服
し
た
し
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ

は
正
義
の
た
め
に
は
銃
を
と
っ
て
戦
う
と
い
う
開
拓
者
精
神
の
欠
陥
を
、
ガ
ン
デ
ィ
の
理
念
を
借
り
て
克
服
し
た
こ
と
に
な
る
（
12
）

。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
平
和
と
い
う
概
念
が
「
戦
争
と
平
和
」
と
い
う
単
純
な
二
分
法
の
中
だ
け
で
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
を

克
服
す
る
と
い
う
意
味
で
、
平
和
の
多
義
性
を
指
摘
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
平
和
学
の
発
展
に
は
、
さ
ら
に
科
学
的
、

政
策
的
な
視
点
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
、
平
和
学
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
構
造
的
暴
力
論
で
あ
る
。

⑵　

構
造
的
暴
力
論
の
視
点

構
造
的
暴
力
（structural violence

）
と
は
、
平
和
研
究
者
ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
（Johan G

altung

）
が
一
九
六
九
年
の
論
文
で
明

ら
か
に
し
た
概
念
で
あ
る
。「
平
和
と
は
暴
力
の
不
在
を
意
味
す
る
」
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、
暴
力
に
つ
い
て
六
つ
の
視
点
を
提
供

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
物
理
的
暴
力
と
心
理
的
暴
力
の
区
別
、
②
影
響
力
の
積
極
的
行
使
と
消
極
的
行
使
と
の
区
別
、
③
傷
つ
け
ら
れ

る
客
体
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
区
別
、
④
行
為
を
行
う
主
体
（
人
間
）
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
区
別
、
⑤
意
図
さ
れ
た
暴
力
と

一
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意
図
さ
れ
な
い
暴
力
と
の
区
別
、
⑥
顕
在
的
暴
力
と
潜
在
的
暴
力
と
の
区
別
、
で
あ
る
（
13
）

。
そ
し
て
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
、
暴
力
行
為
を
行
う

主
体
（
人
間
）
存
在
す
る
場
合
は
そ
の
暴
力
を
「
個
人
的
ま
た
は
直
接
的
暴
力
」、
暴
力
を
行
使
す
る
主
体
が
存
在
し
な
い
場
合
を
「
構

造
的
ま
た
は
間
接
的
暴
力
」
と
し
た
。
ま
た
構
造
的
暴
力
が
存
在
す
る
状
態
を
社
会
的
不
正
義
と
呼
ん
で
い
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
避

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
が
飢
え
て
い
る
場
合
、
上
層
階
級
の
平
均
寿
命
が
下
層
階
級
の
そ
れ
の
二
倍
で
あ
る
社
会

で
は
、
そ
こ
に
は
構
造
的
暴
力
が
行
使
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
14
）

。
こ
の
論
文
が
公
開
さ
れ
て
以
来
、
私
た
ち
は
飢
餓
、
貧
困
、

抑
圧
、
不
平
等
な
ど
社
会
的
不
正
義
の
こ
と
を
「
構
造
的
暴
力
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
構
造
的
暴
力
の
な
い
状
態
を

「
積
極
的
平
和
（positive peace
）」、
戦
争
な
ど
直
接
的
（
物
理
的
）
暴
力
の
な
い
状
態
を
「
消
極
的
平
和
（negative peace

）」
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
「
積
極
的
平
和
」
の
概
念
と
、
近
年
、
安
倍
政
権
が
提
唱
し
て
い

る
「
積
極
的
平
和
主
義
」
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
内
容
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
（
15
）

。「
平
和
と
は
暴
力
が
存
在
し
な

い
状
態
で
あ
る
」
と
い
う
新
し
い
テ
ー
ゼ
は
、
た
だ
単
に
平
和
の
多
様
性
と
暴
力
の
多
義
性
を
提
示
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
平
和
学
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
を
変
え
る
程
の
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
私
た
ち
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
も
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
研
究
の
傍
ら
、
国
際
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
当
事
者
間
の
調
整
に
参
加
し
た
り
、
紛
争
当
事
国
の
間
に

入
っ
て
対
話
の
で
き
る
人
材
を
養
成
す
る
た
め
に
、
国
連
職
員
や
外
交
官
な
ど
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
関
わ
っ
て

き
た
。
そ
し
て
、
ト
ラ
ン
セ
ン
ド
（
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｎ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｄ
）
と
い
う
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
立
ち
上
げ
、
従
来
の
紛
争
解
決
と
は
違
っ
た
新
し
い

概
念
と
方
法
を
編
み
出
し
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
に
は
ト
ラ
ン
セ
ン
ド
平
和
大
学
（
Ｔ
Ｐ
Ｕ
）
を
主
宰
し
て
い
る
。
ト
ラ
ン
セ
ン
ド
と
は
、

「
転
換
す
る
」「
超
越
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
紛
争
状
態
に
あ
る
双
方
の
対
立
の
妥
協
点
を
単
に
調
整
す
る
の
で
は
な
く
、

対
立
や
矛
盾
か
ら
飛
躍
し
て
新
し
い
創
造
的
な
解
決
法
を
探
し
出
す
と
い
う
方
法
で
、「
超
越
法
（T

ranscend M
ethod

）」
と
呼
ば
れ
て

一
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い
る
（
16
）

。
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
構
造
的
暴
力
の
概
念
は
、
今
日
の
世
界
的
な
文
脈
で
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
構
造
的
暴
力
を
現
実
の
国
際
社
会

の
中
で
具
体
的
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
の
が
同
じ
く
平
和
研
究
者
チ
ャ
ド
ウ
ィ
ッ
ク
・
ア
ル
ジ
ャ
ー
で
あ
る
。
彼
は
一
九
四
五
年
か

ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
国
際
社
会
に
お
い
て
構
造
的
暴
力
と
い
う
課
題
に
対
す
る
運
動
や
目
標
を
歴
史
の
順
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
民
族
自
決
、
人
権
、
経
済
開
発
、
経
済
的
公
平
、
情
報
配
信
の
公
平
、
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
、
コ
モ
ン
ズ
（
共
有
財
）
の
ガ
バ
ナ
ン

ス
、
非
暴
力
、
自
力
更
生
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
平
和
教
育
な
ど
で
あ
る
（
17
）

。
こ
の
中
で
特
に
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
注
目
す
べ
き
構

造
的
暴
力
は
、
第
一
に
、
南
北
問
題
の
文
脈
の
中
で
展
開
さ
れ
る
途
上
国
の
経
済
開
発
す
な
わ
ち
先
進
国
や
国
際
機
関
に
よ
る
技
術
移
転

や
開
発
援
助
の
問
題
、
つ
ま
り
国
際
協
力
を
め
ぐ
る
南
北
問
題
で
あ
る
。
第
二
に
、
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
と
し
て
戦
後
誕
生
し
た
国
際

経
済
秩
序
は
公
平
な
ル
ー
ル
を
提
供
し
て
い
る
の
か
と
い
う
秩
序
を
め
ぐ
る
南
北
問
題
で
あ
る
。
第
三
に
、
冷
戦
終
結
後
の
九
〇
年
代
か

ら
国
連
機
関
な
ど
で
急
速
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
、
す
な
わ
ち
温
暖
化
や
森
林
破
壊
な
ど
の
地
球
環
境

問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
水
資
源
、
地
下
／
海
洋
資
源
な
ど
コ
モ
ン
ズ
の
管
理
と
資
源
の
分
配
を
め
ぐ
る
問
題
も
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
課
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

5
．
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
の
平
和
学

⑴　

現
代
に
お
け
る
平
和
学
の
課
題

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
平
和
学
は
、
世
界
史
に
お
け
る
対
立
の
構
造
を
理
解
し
、「
西
欧
」
対
「
非
西
欧
」
の
大
き
な
歴

史
的
枠
組
み
の
中
か
ら
南
北
問
題
の
構
造
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
世
界
的
な
構
造
的
暴
力
を
回
避
す
る
方
法
を
探

一
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る
こ
と
が
研
究
の
潮
流
に
な
っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
構
造
的
暴
力
や
内
戦
と
い
う
直
接
的
暴
力
の
恐
怖
か
ら
逃
げ
出
し
、
地
中

海
を
渡
っ
て
欧
州
を
め
ざ
す
人
々
の
「
人
間
安
全
保
障
」
を
も
確
保
す
る
方
法
を
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
リ
ア
や
北
ア
フ

リ
カ
か
ら
欧
州
へ
向
か
う
難
民
（refugee

）
や
移
民
（m

igrant

）
が
体
験
す
る
人
間
の
「
不
安
全
（insecurity

）」
な
状
況
は
、
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
時
代
の
到
来
に
よ
り
、
問
題
が
よ
り
複
雑
化
し
、
新
た
な
構
造
的
暴
力
を
生
み
な
し
て
い
る
様
相
で
あ
る
（
18
）

。
今
日

の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
、
平
和
学
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き
な
課
題
は
二
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
緊
急
な

「
人
間
安
全
保
障
」
の
課
題
、
他
の
一
つ
は
、
進
展
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
中
に
あ
る
構
造
的
暴
力
の
課
題
で
あ
る
。

第
一
の
課
題
は
、
現
在
六
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
る
人
々
が
暴
力
や
迫
害
を
逃
れ
て
難
民
や
国
内
避
難
民
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
半
分
は

子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
状
況
に
関
わ
っ
て
い
る
。
難
民
と
国
内
避
難
民
の
数
は
、
第
二
次
大
戦
後
最
大
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
一
六

年
五
月
に
国
連
の
潘
基
文
事
務
総
長
は
声
明
を
出
し
、
戦
争
、
人
権
侵
害
、
開
発
の
遅
れ
、
気
候
変
動
、
自
然
災
害
な
ど
に
よ
り
、
故
郷

を
離
れ
る
人
々
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
増
え
て
い
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
実
際
、
よ
り
良
い
機
会
を
求
め
て
、
あ
る
い
は
生
き

延
び
る
た
め
に
、
移
住
労
働
者
（m
igrant w

orker
）
に
な
っ
て
い
る
人
々
は
二
億
二
五
〇
〇
万
人
達
し
て
い
る
。
同
事
務
総
長
は
こ
の
こ

と
を
、
数
の
危
機
で
は
な
く
世
界
の
連
帯
の
危
機
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
難
民
の
約
九
割
は
途
上
国
が
受
け
入
れ
て

い
て
、
八
か
国
に
世
界
の
半
数
以
上
の
難
民
が
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
「
世
界
連
帯
の
五
つ
の
提
案
」
を
示
し
た
。
す
な

わ
ち
、
①
我
々
が
同
じ
人
類
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
、
②
難
民
や
移
民
は
脅
威
で
は
な
く
、
経
済
成
長
や
発
展
に
貢
献
し
て
く
れ

る
人
々
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
、
③
政
治
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
指
導
者
は
差
別
に
反
対
す
る
声
を
上
げ
、
恐
怖
を
あ
お
っ
て
票
を
稼
ご
う

と
す
る
者
に
抗
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
、
④
避
難
の
原
因
へ
の
対
処
に
も
っ
と
関
心
を
払
う
べ
き
こ
と
、
⑤
人
々
の
大
規
模
な
移
動
に
う

ま
く
対
応
す
る
国
際
シ
ス
テ
ム
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
19
）

。
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グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
お
け
る
国
境
を
超
え
る
「
人
の
移
動
」
に
は
、
生
命
、
疾
病
、
負
傷
な
ど
「
人
間
安
全
保
障

（hum
an security

）」
と
と
も
に
、
貧
困
、
差
別
、
人
権
な
ど
の
構
造
的
暴
力
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
内
戦

下
の
シ
リ
ア
な
ど
か
ら
欧
州
を
め
ざ
し
て
地
中
海
を
渡
る
人
々
は
、
人
間
の
安
全
を
奪
わ
れ
た
た
め
に
国
外
へ
の
避
難
を
試
み
る
が
、
受

け
入
れ
側
の
欧
州
で
は
時
に
、「
不
法
」
入
国
す
る
犯
罪
人
と
し
て
扱
わ
れ
、
入
国
管
理
と
警
察
当
局
か
ら
も
人
間
の
安
全
を
侵
害
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
欧
州
（
北
）
で
は
、
南
か
ら
難
民
や
移
民
に
紛
れ
て
テ
ロ
リ
ス
ト
が
不
法
入
国
す
る
こ
と
へ
の
監
視
体
制
が
強
化
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
平
和
学
の
開
拓
者
で
あ
る
武
者
小
路
公
秀
は
、
北
側
の
入
国
管
理
体
制
が
つ
く
り
出
す
こ
う
し
た
状
況
も
構
造
的
暴

力
だ
と
し
、
ま
た
、「
北
側
の
市
民
の
安
全
の
追
求
の
た
め
に
、
南
側
の
弱
い
立
場
に
あ
る
貧
困
層
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
、
と
く
に
女
性

の
人
間
安
全
が
保
障
で
き
な
い
状
況
」
を
「
人
間
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
」
と
呼
ん
で
い
る
（
20
）

。
平
和
学
は
、
こ
う
し
た
人
間
安
全
保
障
と

構
造
的
暴
力
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
課
題
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
が
も
た
ら
す
貧
困
、
格
差
、
環
境
破
壊
な
ど
の
地
球
規
模
で
の
構
造
的
暴
力
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
つ
い
て
私
た
ち
は
、
地
球
は
小
さ
な
「
地
球
村
」
に
な
る
、
富
や
技
術
が
世
界
に
広
が
り
人
々
が
経
済
的
に
豊

か
に
な
る
、
民
主
主
義
や
人
権
の
思
想
が
世
界
に
普
及
す
る
、
な
ど
と
肯
定
的
に
考
え
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、
世
界
的
な

貧
富
の
格
差
を
も
た
ら
し
、
地
球
温
暖
化
を
促
進
し
、
多
国
籍
企
業
に
利
益
が
集
中
す
る
の
で
は
、
な
ど
と
す
る
懸
念
も
否
定
で
き
な
い
。

社
会
学
者
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
が
「
暴
走
す
る
世
界
（runaw

ay w
orld

）」
と
表
現
し
た
よ
う
に
、
世
界
は
す
で
に
簡
単
に
は
制

御
で
き
な
い
情
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
21
）

。
平
和
学
が
取
り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
は
、
市
場
の
自
由
競
争

に
す
べ
て
を
任
せ
よ
う
と
す
る
市
場
原
理
主
義
（m

arket fundam
entalism

）
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
る
新
自
由
主
義
（neoliberalism

）

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
で
あ
る
。
つ
ま
り
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
カ
ジ
ノ
の
よ
う
な
金
融
取
引
に
引
き

一
五
六
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ず
ら
れ
た
、
特
定
の
人
々
に
富
が
集
中
す
る
、
南
の
弱
者
の
生
活
に
負
の
影
響
を
与
え
る
、
多
国
籍
企
業
に
過
度
の
自
由
を
与
え
る
国
家

（
政
府
）
の
政
策
価
値
や
国
際
機
関
（
Ｉ
Ｇ
Ｏ
）
の
制
度
・
方
針
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
で
あ
る
。

一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
米
国
の
大
手
化
学
薬
品
メ
ー
カ
ー
の
イ
ン
ド
、
ボ
パ
ー
ル
工
場
で
の
大
爆
発
に
よ
っ
て
多

数
の
死
者
を
出
し
た
事
故
、
世
界
最
大
の
穀
物
企
業
が
遺
伝
子
組
み
換
え
種
子
を
世
界
中
に
普
及
さ
せ
よ
う
と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
、
大
手
ス

ポ
ー
ツ
用
品
メ
ー
カ
ー
の
途
上
国
に
お
け
る
契
約
工
場
で
の
過
酷
な
労
働
環
境
な
ど
が
Ｎ
Ｇ
Ｏ
／
市
民
社
会
か
ら
告
発
さ
れ
た
。
リ
オ
に

お
け
る
地
球
サ
ミ
ッ
ト
（
一
九
九
二
年
）
で
の
市
民
に
よ
る
環
境
保
護
運
動
や
、
前
節
で
紹
介
し
た
シ
ア
ト
ル
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚
会
議

（
一
九
九
九
年
）
で
の
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
運
動
は
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
の
米
国
同
時
多

発
テ
ロ
事
件
や
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
、
そ
し
て
新
興
国
の
台
頭
と
Ｇ
2
0
サ
ミ
ッ
ト
の
登
場
な
ど
に
よ
り
、
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
経

済
の
陰
の
部
分
は
、
メ
デ
ィ
ア
報
道
の
話
題
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。「
持
続
可
能
な
社
会
」
が
叫
ば
れ
な
が
ら
、
自
由
貿
易
と
規

制
緩
和
、「
小
さ
な
政
府
」
の
推
進
に
よ
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
、
商
品
化
文
明
の
拡
大
、
大
量
生
産
・
大
量
消
費
・
大
量
廃
棄
の
時
代

を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
は
私
た
ち
の
生
活
を
便
利
で
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
る
面
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ

る
。
だ
が
、
そ
の
連
鎖
と
恩
恵
と
は
無
縁
の
人
々
、
そ
の
急
激
な
進
展
に
よ
り
逆
に
深
刻
な
影
響
を
受
け
て
い
る
途
上
国
問
題
、
い
わ
ゆ

る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
サ
ウ
ス
の
問
題
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
自
由
主
義
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
は
、
成
長
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
が
徐
々
に
貧
困
層
に
滴
り
落
ち
る
と
い
う
「
ト
リ
ク

ル
ダ
ウ
ン
理
論
（trickledow

n theory

）」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
世
界
銀
行
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
勝
者
と
敗
者
を
つ
く
り
出

す
こ
と
認
め
つ
つ
も
、
新
し
く
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
る
途
上
国
に
住
む
絶
対
的
貧
困
の
人
口
は
、
一
九
八
八
年
か
ら
一
〇
年
間
に
半
減

し
た
と
説
明
し
て
い
る
（
二
〇
〇
二
年
報
告
書
）。
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
理
論
は
、
新
自
由
主
義
政
策
を
推
進
す
る
先
進
国
や
国
際
機
関
の
根

一
五
七
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拠
に
な
っ
て
い
る
中
心
的
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
時
代
は
、
こ
の
理
論
に
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
国
際
経

済
学
者
で
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
受
賞
者
の
ジ
ョ
セ
フ
・
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
は
、
市
場
原
理
主
義
の
限
界
を
語
り
、
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
理
論

を
否
定
し
て
い
る
（
22
）

。
ス
テ
ィ
グ
リ
ッ
ツ
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
や
世
界
銀
行
の
ス
タ
ッ
フ
を
経
験
し
、
世
界
の
現
場
を
熟
知
し
て
い
る
研
究

者
だ
け
に
、
説
得
力
が
あ
る
。
適
切
に
管
理
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ら
ば
、
途
上
国
と
先
進
国
の
双
方
に
大
き
な
利
益
を
も

た
ら
す
、
と
彼
は
主
張
す
る
。

⑵　

地
球
市
民
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

次
に
こ
う
し
た
新
自
由
主
義
的
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
抵
抗
す
る
市
民
社
会
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
地
球
サ
ミ
ッ
ト
や
Ｗ
Ｔ
Ｏ
閣
僚

会
議
の
以
降
に
、
主
要
国
首
脳
が
集
ま
る
国
際
会
議
で
は
そ
の
会
場
周
辺
で
Ｎ
Ｇ
Ｏ
／
市
民
社
会
の
数
万
人
規
模
の
集
会
が
開
催
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
単
発
の
集
会
ば
か
り
で
は
な
く
、
組
織
化
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
市
民
社
会
の
運
動
も
出
現
し
た
。
企
業
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
投

資
家
、
政
治
家
、
官
僚
な
ど
に
よ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
討
論
の
場
で
あ
る
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｗ
Ｅ
Ｆ
＝
通
称
ダ
ボ
ス
会
議
）
に
対
抗
す

る
目
的
で
、
二
〇
〇
一
年
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
ポ
ル
ト
ア
レ
グ
レ
で
は
じ
め
ら
れ
た
の
が
世
界
社
会
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｗ
Ｓ
Ｆ
）
で
あ
る
。
こ
の

組
織
は
、「
新
自
由
主
義
に
支
配
さ
れ
な
い
、
も
う
一
つ
の
世
界
は
実
現
可
能
で
あ
る
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
環
境
保
護
団
体
、
労
働
組
合
、

農
民
運
動
団
体
、
先
住
民
、
女
性
グ
ル
ー
プ
、
人
権
団
体
な
ど
多
く
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
個
人
が
参
加
す
る
。
Ｗ
Ｓ
Ｆ
を
呼
び
か
け
た
の
は
、
フ

ラ
ン
ス
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｃ
」（
市
民
を
支
援
す
る
た
め
に
金
融
取
引
へ
の
課
税
を
求
め
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
で
あ
っ
た
。
Ａ
Ｔ
Ｔ
Ａ
Ｃ

は
一
九
九
七
年
に
ア
ジ
ア
諸
国
を
襲
っ
た
通
貨
危
機
に
際
し
、
為
替
取
引
に
課
税
を
求
め
る
運
動
を
す
る
た
め
に
一
九
九
八
年
に
設
立
さ

れ
た
。
ス
イ
ス
で
は
取
り
締
ま
り
が
厳
し
く
、
大
規
模
な
運
動
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
話
し
合
い
の
中
か
ら
、

一
五
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南
の
国
々
で
Ｗ
Ｓ
Ｆ
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
ア
イ
デ
ア
が
生
ま
れ
た
。

ま
た
、
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な
地
球
市
民
社
会
も
誕
生
し
て
い
る
。
国
境
を
超
え
る
地
球
市
民
社
会
は
、「
表
」
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
な

く
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
よ
う
な
「
裏
」
の
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
「A

vaaz. O
rg

」
は
ネ
ッ
ト
上
の
地
球
市
民
団
体
で
、
地
球
市
民
の
価
値
観
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
思
決
定
の
形
成
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
の
グ
ロ
ー
バ
ル
政
策
決
定
者
で
あ
る
政
府
や
国
際
機
関
、
あ
る
い
は
大
手
企
業
に
働
き

か
け
、
ま
た
メ
デ
ィ
ア
に
直
接
働
き
か
け
る
力
を
も
つ
た
め
に
、
一
般
市
民
を
支
援
し
て
い
る
。
団
体
の
情
報
は
、
四
大
陸
で
行
わ
れ
て

い
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。
貧
困
問
題
、
地
球
環
境
問
題
か
ら
モ
ン
サ
ン
ト
社
の
遺
伝
子
組
み
換
え
作
物

の
阻
止
ま
で
様
々
な
課
題
に
つ
い
て
、
日
本
語
を
含
む
一
四
言
語
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
最
近
の
Ｈ
Ｐ
に
よ
る
と
会
員

は
一
九
四
か
国
で
三
八
八
〇
万
人
に
な
っ
て
い
る
（
23
）

。
こ
う
し
た
地
球
市
民
社
会
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
存
在
を
認
め
る

か
ど
う
か
も
含
め
て
、
大
い
に
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
運
動
と
活
動
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
意
味
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
国
際

社
会
に
は
依
然
と
し
て
「
民
主
主
義
の
欠
損
（dem

ocratic defi cit

）」
状
態
が
続
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
政
策
決
定
に

関
わ
る
の
は
政
府
や
政
府
間
国
際
機
関
で
あ
っ
て
、
市
民
の
意
見
は
直
接
反
映
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
民
主
主
義
に
「
欠
損
」
が
あ
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
に
平
和
学
が
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
や
運
動
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
理
由
が
あ
る
。

⑶　

平
和
学
に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

大
学
に
お
い
て
も
あ
る
い
は
市
民
活
動
の
中
も
、
平
和
学
に
関
係
す
る
「
平
和
教
育
」
や
「
開
発
教
育
」
が
あ
る
。
日
本
に
は
ヒ
ロ
シ

マ
、
ナ
ガ
サ
キ
を
原
点
と
し
た
平
和
教
育
は
じ
め
、
歴
史
的
に
も
多
様
な
啓
蒙
活
動
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

一
五
九
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（
能
動
的
学
修
）
と
呼
ば
れ
る
体
験
型
学
修
の
手
法
を
利
用
し
た
も
の
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
例
え
ば
先
進
国
と
途
上
国
の
関
係
を
自

ら
そ
の
国
（
グ
ル
ー
プ
）
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
体
験
で
き
る
「
貿
易
ゲ
ー
ム
」
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を
国
家
と
見
立
て
た
グ
ル
ー
プ
を

五
つ
く
ら
い
会
場
に
設
置
す
る
。
グ
ル
ー
プ
は
超
大
国
、
先
進
国
、
中
進
国
、
途
上
国
、
最
貧
国
な
ど
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ

に
「
資
源
」
と
し
て
用
紙
が
、「
技
術
」
と
し
て
定
規
、
コ
ン
パ
ス
、
ハ
サ
ミ
な
ど
が
与
え
ら
れ
る
が
先
進
国
に
は
多
く
、
最
貧
国
に
は

少
な
く
配
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
資
源
」
と
「
技
術
」
を
使
っ
て
あ
る
決
め
ら
れ
た
形
に
裁
断
し
商
品
と
し
て
「
グ
ロ
ー
バ
ル

マ
ー
ケ
ッ
ト
」
に
提
出
す
る
と
現
金
が
も
ら
え
る
と
い
う
ル
ー
ル
で
あ
る
。
資
源
の
な
い
途
上
国
が
発
展
す
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
、

世
界
に
な
ぜ
格
差
が
あ
る
の
か
、
途
上
国
を
援
助
す
る
国
際
協
力
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
な
ど
を
体
験
的
に
学
修
す
る
こ
と
が
で
き

る
。次

に
私
た
ち
が
着
て
い
る
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
、
生
産
さ
れ
る
途
上
国
の
コ
ッ
ト
ン
畑
か
ら
先
進
国
の
店
に
飾
ら
れ
消
費
さ
れ
る
ま
で
を
追
体

験
す
る
「
こ
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
？
」
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
イ
ン
ド
の
コ
ッ
ト
ン
畑
で
働
く
子
ど

も
、
そ
の
親
、
縫
製
会
社
の
社
員
、
中
国
の
ア
パ
レ
ル
企
業
の
社
長
、
日
本
の
小
売
店
の
店
員
、
消
費
者
な
ど
、
コ
ッ
ト
ン
を
め
ぐ
り
グ

ロ
ー
バ
ル
に
関
わ
る
人
物
が
登
場
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
現
場
で
体
験
し
た
こ
と
や
意
見
が
台
詞
カ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
参
加
者
は
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
扮
し
て
各
自
の
台
詞
を
読
み
上
げ
る
。
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
を
行
い
な
が
ら
、
イ
ン
ド
で
は
な
ぜ

児
童
労
働
が
あ
る
の
か
、
コ
ッ
ト
ン
畑
に
ま
か
れ
る
農
薬
で
ど
の
よ
う
な
被
害
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
私
た
ち
は
安
価
に
Ｔ
シ
ャ
ツ
が
買
え

る
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
討
論
す
る
。
参
加
す
る
学
生
た
ち
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
中
で
ど
の
よ
う
な
構
造
的
暴
力
が
あ
る
の
か
に
つ

い
て
気
づ
き
、
考
え
、
そ
の
解
決
策
を
模
索
す
る
。
今
、
平
和
学
の
教
室
で
こ
う
し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
重
要
性
が
ま
す
ま

す
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
（
24
）

。

一
六
〇
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平
和
学
に
お
け
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
直
接
現
場
を
体
験
す
る
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
を
も
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
は
海
外
で

の
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
近
年
、
有
志
の
学
生
た
ち
を
途
上
国
の
農
村
地
域
へ
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
に
連
れ

て
行
く
平
和
学
の
担
当
教
員
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
大
き
な
目
的
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
お
け
る
構
造
的
暴
力
を
、
現
場
の
状
況
か
ら

気
づ
き
、
目
や
耳
、
身
体
で
体
験
し
、
現
地
の
人
々
と
共
に
考
え
る
機
会
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
も
有
志
の
学
生
十
数
人
を
伴
っ
て

毎
年
、
タ
イ
や
イ
ン
ド
の
農
村
地
域
を
訪
問
す
る
機
会
が
あ
る
が
、
日
常
的
に
居
心
地
の
良
い
カ
プ
セ
ル
の
中
で
生
活
し
て
い
る
日
本
の

学
生
（
留
学
生
）
が
、
そ
の
カ
プ
セ
ル
か
ら
飛
び
出
し
て
新
し
い
体
験
を
す
る
。
大
都
市
の
国
際
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
豪
華
な
観
光
バ
ス
で

窓
越
し
か
ら
市
内
見
学
を
す
る
よ
う
な
観
光
旅
行
で
は
な
く
、
現
地
の
生
活
者
と
の
出
会
い
か
ら
始
ま
る
ツ
ア
ー
に
は
現
場
主
義
の
実
践

と
学
び
あ
る
（
25
）

。
今
日
、
観
光
旅
行
と
は
異
な
る
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
と
い
う
こ
と
ば
は
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
場
に
出
か
け
る

学
習
形
態
と
し
て
、
文
化
人
類
学
や
社
会
学
の
分
野
で
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
言
葉
を
使
う
傾
向
が
あ
る
。
筆
者
は
、
ス
タ
デ
ィ

ツ
ア
ー
に
は
そ
の
内
容
や
目
的
に
応
じ
て
次
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

①
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
（F

ieldw
ork

）：
現
場
で
そ
の
社
会
と
人
々
を
客
観
的
に
調
査
す
る
。
学
生
／
研
究
者
が
調
査
の
主
体
と
な
り
、

現
場
の
人
々
は
調
査
の
客
体
と
な
る
。

②
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
（F

ield S
tudy

）：
現
場
で
そ
の
社
会
や
出
来
事
、
人
々
の
生
活
か
ら
学
ぶ
。
現
地
で
セ
ミ
ナ
ー
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
に
参
加
し
、
現
場
で
体
験
し
感
じ
た
こ
と
を
学
び
合
う
。

③
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（E

xposure

）：
現
場
の
社
会
の
中
に
自
分
を
さ
ら
け
出
し
（expose

）、
現
地
の
人
々
と
自
分
が
と
も
に
主
体
と
し

て
教
え
合
い
、
双
方
向
的
な
関
係
を
創
る
。

一
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五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
〇
）

平
和
学
の
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
の
目
的
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
中
に
あ
る
構
造
的
暴
力
に
気
づ
き
、
現
地
の
人
々
と
共
に
考
え
、
将
来

の
研
究
に
結
び
つ
け
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ス
タ
デ
ィ
と
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
は
意
義
の
あ
る
手
法
で
あ
る
。
長
年
、
国
際

平
和
学
現
場
研
修
と
い
う
授
業
で
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
取
り
組
ん
で
い
る
横
山
正
樹
は
、「
自
分
た
ち
を
全
体
と
し
て
包
み
込
ん
で
い

る
構
造
的
暴
力
を
克
服
し
て
い
こ
う
と
す
る
共
同
の
営
為
の
第
一
歩
が
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
な
の
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
（
26
）

。
今
日
、

平
和
学
を
学
修
す
る
人
々
に
と
っ
て
、
教
室
の
中
と
外
で
の
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、
教
員
と
学
生
、
学
生
同
士
の
対
話
の
場
を

つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
好
奇
心
を
促
進
し
、
理
解
度
を
深
め
、
そ
し
て
将
来
の
研
究
に
結
び
つ
け
る
機
会
を
提
供
す
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

6
．
ま
と
め
と
展
望

平
和
学
は
冷
戦
時
代
に
誕
生
し
、
核
戦
争
の
回
避
、
紛
争
解
決
、
南
北
問
題
の
解
明
、
構
造
的
暴
力
の
除
去
、
人
間
安
全
保
障
の
実
現

な
ど
、
そ
の
研
究
課
題
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
ま
た
世
界
史
的
な
視
点
か
ら
西
欧
と
非
西
欧
の
関
わ
り
方
に
つ

い
て
再
確
認
し
て
き
た
。
こ
の
七
〇
年
間
に
米
ソ
の
冷
戦
、
民
族
紛
争
、「
文
明
の
衝
突
？
」
な
ど
大
き
な
対
立
も
体
験
し
た
り
議
論
し

た
り
し
て
き
た
。
そ
し
て
二
一
世
紀
の
今
日
、
平
和
学
の
二
つ
の
大
き
な
課
題
を
提
示
し
た
。
第
一
に
、
第
二
次
大
戦
後
最
大
の
国
境
を

超
え
る
「
人
の
移
動
」
の
時
代
を
迎
え
、
世
界
各
地
で
人
間
安
全
保
障
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
が

も
た
ら
す
貧
困
、
格
差
、
環
境
破
壊
な
ど
の
地
球
規
模
の
構
造
的
暴
力
で
あ
る
。
構
造
的
暴
力
は
可
視
化
し
に
く
く
、
メ
デ
ィ
ア
に
取
り

挙
げ
ら
れ
る
機
会
も
多
く
は
な
い
。
あ
ま
り
に
も
多
様
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
の
で
捉
え
に
く
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
日

常
の
新
聞
・
雑
誌
や
テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
も
見
い
出
す
こ
と
も
で
き
、
国
境
を
超
え
る
市
民
社
会
の
活
動
の
中
に
注
目
す
る
こ
と
も
大

一
六
二



平
和
学
の
発
展
過
程
と
今
日
的
課
題
（
佐
渡
友
）

（
三
二
一
）

切
で
あ
る
。

平
和
学
の
研
究
の
本
質
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
本
稿
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
平
和
学
が
価
値
指
向
的
な
学
問
分
野
で

あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
「
価
値
」
が
軸
足
を
置
い
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
視
点
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
①
市
場
経
済
や
富
の
配
分
が
公
正
で
あ
る
か
に
注
目
す
る
視
点
、
②
貧
困
、
環
境
、
開
発
、
格
差
、
人
権
な
ど
の
地
球
的
諸
問

題
の
中
に
「
構
造
的
暴
力
」
を
見
つ
け
出
す
視
点
、
③
「
人
間
安
全
保
障
」
と
「
非
暴
力
」
の
視
点
、
④
経
済
成
長
よ
り
持
続
可
能
性
を

重
視
す
る
視
点
、
⑤
「
生
活
の
場
」
か
ら
考
え
る
ロ
ー
カ
ル
の
視
点
、
⑥
「
西
欧
」
と
「
非
西
欧
」
の
双
方
か
ら
考
え
る
視
点
、
な
ど
で

あ
る
。
平
和
学
に
関
わ
る
人
が
皆
、
兵
役
に
良
心
的
忌
避
を
公
言
し
平
和
運
動
に
積
極
的
な
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
で
あ
る
必
要
は
な
い
し
、

虫
を
も
殺
さ
な
い
仏
教
徒
で
あ
る
必
要
も
な
い
。
要
す
る
に
構
造
的
暴
力
を
見
抜
く
セ
ン
ス
と
公
正
（justice

）
な
地
球
社
会
を
実
現
し

よ
う
と
す
る
志
向
性
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

注（
1
） 

「
平
和
」
と
銘
打
っ
た
大
学
付
属
の
研
究
所
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
沖
縄
国
際
平
和
研
究
所
、
国
際
基
督
教
大
学
平
和
研
究
所
、
京
都
外

国
語
大
学
国
際
言
語
平
和
研
究
所
、
創
価
大
学
平
和
問
題
研
究
所
、
東
海
大
学
平
和
戦
略
国
際
研
究
所
、
長
崎
総
合
科
学
大
学
平
和
文
化
研
究
所
、

広
島
大
学
平
和
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
、
明
治
学
院
大
学
平
和
研
究
所
、
明
治
大
学
軍
縮
平
和
研
究
所
、
立
教
大

学
平
和
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
機
構
、
早
稲
田
大
学
平
和
学
研
究
所
。

（
2
） 

岡
本
三
夫
「
平
和
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

│
平
和
・
暴
力
概
念
を
手
が
か
り
に
」、
藤
原
修
・
岡
本
三
夫
編
『
い
ま
平
和
と
は
何
か
』
法
律
文

化
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
八
〜
一
一
九
頁
。

（
3
） 

広
範
囲
な
意
味
を
も
つ
コ
ン
フ
リ
ク
ト
（
対
立
）
と
い
う
概
念
に
は
、
戦
争
（w

ar

）、
争
い
（dispute

）、
闘
争
（struggle

）、
衝
突

一
六
三
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二
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（
二
〇
一
六
年
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月
）

（
三
二
二
）

（clash

）、
不
和
（strife

）、
混
乱
（trouble

）、
口
論
（quarrel

）、
葛
藤
（turm
oil

）、
紛
糾
（im

broglio

）
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
コ
ン
フ
リ
ク

ト
概
念
を
分
類
す
る
と
、
国
家
間
の
戦
争
と
そ
れ
以
外
、
暴
力
を
伴
う
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
、
個
人
間
の
も
の
と
社
会
的
な
も
の
、
内
面
的
な

も
の
と
外
面
的
な
も
の
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
和
学
は
、
戦
争
を
含
め
た
国
際
社
会
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
主
な
対
象
に
し
て
い
る
が
、
民
族
な

ど
人
間
集
団
や
個
人
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
も
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
4
） 

N
ew

sw
eek, D

ecem
ber, 12,1999.

（
5
） 

T
h

e D
aily Yom

iu
ri, January 17, 2000.

（
6
） 

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
最
初
に
「
文
明
の
衝
突
？
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
米
国
の
外
交
雑
誌
で
論
文
を
発
表
し
た
の
は
、
一
九
九
三
年
で
あ
っ
た
。

S
am
uel P

. H
untington, T

h
e C

lash
 of C

ivilization
s?, F

O
R
E
IG
N
 A
F
F
A
IR
S
, S
um
m
er, V

olum
e72, N

um
ber3,1993, pp.22-49.

冷
戦

後
の
バ
ル
カ
ン
半
島
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
連
邦
で
民
族
紛
争
が
激
化
し
て
い
る
時
代
で
、
こ
の
論
文
で
懸
念
さ
れ
て
い
る
衝
突
（
対
立
）
は
、

「
西
欧
文
明
」
対
「
イ
ス
ラ
ム
文
明
＋
儒
教
文
明
」
で
あ
っ
た
。
パ
キ
ス
タ
ン
や
イ
ラ
ン
が
北
朝
鮮
と
核
開
発
や
武
器
貿
易
で
協
力
し
て
い
る
と
い

う
の
が
そ
の
根
拠
で
あ
っ
た
。
タ
イ
ト
ル
に
は
「
？
」
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、「
九
・
一
一
」
の
八
年
前
の
論
文
で
あ
っ
た
。
八
〇
〇
年
前
の
十
字

軍
東
方
遠
征
の
時
代
を
思
わ
せ
る
「
文
明
の
衝
突
」
と
い
う
概
念
が
、「
九
・
一
一
」
以
降
に
再
び
、
そ
の
賛
否
両
論
を
め
ぐ
り
世
界
的
な
話
題
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。「
文
明
の
衝
突
」
は
世
界
史
の
通
奏
低
音
の
よ
う
に
時
と
し
て
、
振
動
を
響
か
せ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
世
界
の
対
立

の
一
側
面
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
概
念
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
「
西
欧
」
対
「
非
西
欧
」
の
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
「
文
明

の
衝
突
」
よ
り
も
「
文
明
の
対
話
」、「
多
文
化
主
義
／
多
文
化
共
生
」、
そ
し
て
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
合
化
」
に
注
目
し
た
い
。
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
複
合
化
（identity com

plex

）
と
は
、
個
人
が
一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
だ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
も
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

同
時
に
も
ち
合
わ
せ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
六
年
五
月
に
ロ
ン
ド
ン
市
長
に
選
出
さ
れ
た
パ
キ
ス
タ
ン
移
民
二
世
の
サ
デ
ィ
ク
・

カ
ー
ン
氏
（
労
働
党
下
院
議
員
）
は
、「
私
は
ロ
ン
ド
ン
市
民
で
英
国
人
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
、
パ
キ
ス
タ
ン
系
ア
ジ
ア
人
、
父
で
夫
、
サ
ッ
カ
ー

リ
バ
プ
ー
ル
の
フ
ァ
ン
、
労
働
党
党
員
そ
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒
」
と
い
う
複
合
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
公
言
し
て
い
る
（
朝
日
新
聞
、
二
〇
一
六

年
五
月
一
八
日
付
）。
ち
な
み
に
ロ
ン
ド
ン
の
人
口
八
一
七
万
人
（
二
〇
一
一
年
）
の
う
ち
、
約
三
七
％
が
英
国
外
の
生
ま
れ
、
英
国
籍
白
人
は
約

四
〇
％
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
一
〇
〇
万
人
以
上
で
約
一
二
・
四
％
で
あ
る
と
い
う
。

一
六
四



平
和
学
の
発
展
過
程
と
今
日
的
課
題
（
佐
渡
友
）

（
三
二
三
）

（
7
） 

筆
者
も
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
を
翌
年
に
控
え
た
一
九
九
九
年
の
英
国
滞
在
中
に
、
日
本
で
は
有
り
得
な
い
興
味
深
い
テ
レ
ビ
番
組
を
見
た
こ
と
が
あ

る
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
放
送
だ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
が
、
何
回
か
の
シ
リ
ー
ズ
番
組
に
英
国
国
教
会
や
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
学
者
、
ギ
リ
シ
ャ
正
教
、
ユ
ダ
ヤ

教
、
イ
ス
ラ
ム
な
ど
の
聖
職
者
た
ち
が
登
場
し
、
対
談
し
な
が
ら
十
字
軍
の
時
代
か
ら
こ
の
一
〇
〇
〇
年
を
時
代
ご
と
に
回
顧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

熱
の
入
っ
た
論
争
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
淡
々
と
語
っ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
宗
教
、
文
明
、
そ
し
て
世
界
史
に
流
れ
る
対

立
の
通
奏
低
音
を
考
え
る
よ
い
機
会
と
な
っ
た
。

（
8
） D

asgupta, S
ugata,“P

eacelessness and M
aldevelopm

ent”,IP
R

A
 S

tu
d

ies in
 P

ea
ce R

esea
rch

, P
roceed

in
gs of th

e 

In
tern

ation
al P

eace R
esearch

 A
ssociation

 S
econ

d
 C

on
feren

ce, 1965.

（
9
） 

米
国
同
時
多
発
テ
ロ
か
ら
三
か
月
後
の
取
材
「
あ
な
た
に
と
っ
て
平
和
と
は
」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
二
月
九
日
。

（
10
） 

石
田
雄
『
平
和
の
政
治
学
』
岩
波
新
書
、
一
九
六
八
年
、
一
八
〜
三
五
頁
。

（
11
） 

石
田
雄
、
前
掲
書
、
三
四
頁
。

（
12
） 

石
田
雄
、
前
掲
書
、
三
六
頁
。

（
13
） Johan G

altung, “V
iolence, P

eace and P
eace R

esearch, Journal of P
eace R

esearch, 1969.

高
柳
先
男
、
塩
谷
保
、
酒
井
由
美
子
訳

『
構
造
的
暴
力
と
平
和
』
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
一
年
、
五
〜
一
九
頁
。

（
14
） 

ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
、
前
掲
書
、
一
二
〜
一
三
頁
。

（
15
） 

近
年
、
安
倍
首
相
が
海
外
で
喧
伝
す
る
「
積
極
的
平
和
主
義
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
直
訳
す
る
とpositive pacifi sm

と
な
り
、
意
図
し
た
意

味
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
ばpacifi sm

（
平
和
主
義
）
は
、「
非
暴
力
」、「
反
戦
」
を
も
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
首
相
の

国
連
演
説
な
ど
で
は
、proactive contribution to peace

（
平
和
に
積
極
的
に
貢
献
）
と
翻
訳
さ
れ
た
。
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
「
積
極
的
平
和
」
と

は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

（
16
） 

ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
、
構
造
的
暴
力
／
文
化
的
暴
力
、
積
極
的
平
和
、
紛
争
転
換
な
ど
平
和
学
の
理
論
的
な
提
唱
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る

が
、
近
年
で
は
、
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
ト
ラ
ン
セ
ン
ド
」
の
実
践
家
と
し
て
世
界
を
飛
び
回
っ
て
い
る
。
日
本
に
も
ト
ラ
ン
セ
ン
ド
研
究
会
が
あ
り
、
毎

年
よ
う
に
首
都
圏
と
関
西
圏
を
訪
問
し
、
大
学
な
ど
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る
。「
超
越
法
」
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
紛
争
・
対
立
な
ど
に

一
六
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
四
）

は
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。
①
紛
争
に
は
当
事
者
が
二
つ
以
上
あ
り
、
紛
争
の
双
方
の
他
、
そ
の
周
辺
に
も
利
害
関
係
を
も
っ
た
当
事
者
が
多
い
（
東

チ
モ
ー
ル
の
独
立
問
題
で
も
東
チ
モ
ー
ル
指
導
者
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
指
導
者
の
他
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
米
国
、
日
本
な
ど
も
）。

②
当
事
者
が
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
ゴ
ー
ル
を
そ
れ
ぞ
れ
の
当
事
者
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
③
当
事
者
の
目
標
に
対
立
や
矛
盾
が
あ
る

場
合
に
は
そ
れ
を
非
暴
力
的
、
平
和
的
方
法
に
よ
る
紛
争
転
換
を
目
指
す
。
ト
ラ
ン
セ
ン
ド
に
つ
い
て
は
以
下
の
サ
イ
ト
や
著
書
を
参
考
に
し
た
。

http://w
w
w
.transcend.org  http://w

w
w
.transcendjapan.net  Johan G

altung, A
 T

h
eory of P

eace: B
u

ild
in

g D
irect S

tru
ctu

ral 

C
u

ltu
ral P

eace, T
ranscend U

niversity P
ress, 2012.

ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
／
藤
田
明
史
他
訳
『
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
紛
争
解
決
学
入
門
』
法

律
文
化
社
、
二
〇
一
四
年
。
ヨ
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
／
藤
田
明
史
編
著
／
安
斎
育
郎
他
訳
『
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
平
和
学
入
門
』
法
律
文
化
社
、

二
〇
〇
三
年
。

（
17
） C

hadw
ick F

. A
lger, “T

he E
xpanding T

ool C
hest for P

eacebuilding”, H
o-w
on Jeong ed., T

h
e N

ew
 A

gen
d

a for P
eace 

R
esearch, A

shgate, 2005, pp.16-21.

（
18
） 

北
ア
フ
リ
カ
や
シ
リ
ア
か
ら
欧
州
に
流
入
す
る
人
々
を
、
日
本
で
は
「
難
民
（refugee

）」
と
し
て
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
欧
州
で
は
む
し
ろ

「
移
民
・
移
住
者
（m

igrant

）」
と
報
道
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
難
民
と
は
「
難
民
条
約
で
認
定
さ
れ
た
人
々
」
と
い
う
こ
と
も
あ

る
が
、
欧
州
で
は
近
所
に
移
住
労
働
者
（m

igrant w
orker

）
が
少
な
く
な
く
、
新
た
に
流
入
す
る
人
々
も
労
働
者
と
し
て
自
国
の
経
済
を
支
え
る

人
材
に
な
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
二
〇
一
五
年
か
ら
一
〇
〇
万
人
単
位
で
欧
州
に
押
し
寄
せ
た
移
民
を
め
ぐ
り
、
Ｅ
Ｕ
各

国
が
受
け
入
れ
を
拒
否
す
る
政
策
に
転
換
す
る
と
事
態
は
急
変
す
る
。「
不
安
全
」
か
ら
逃
れ
よ
う
と
欧
州
へ
や
っ
て
き
た
人
々
が
、
欧
州
各
国
の

秩
序
と
安
全
の
た
め
に
、
安
全
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
「
人
間
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
」
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
19
） 

朝
日
新
聞
、
二
〇
一
六
年
五
月
一
二
日
付
。

（
20
） 

武
者
小
路
公
秀
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
平
和
学
の
展
望
」、
藤
原
修
・
岡
本
三
夫
編
『
い
ま
平
和
と
は
何
か
』
法
律
文
化
社
、

二
〇
〇
四
年
。
こ
の
論
文
の
中
で
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
平
和
学
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
行
動
暴
力
」「
構
造
暴
力
」
に
「
文
化
暴
力
」
が

加
わ
り
、
新
し
い
問
題
に
対
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
行
動
暴
力
と
は
直
接
的
暴
力
の
こ
と
で
あ
り
、
文
化
暴
力
と
は
「
社
会
全
体

を
支
配
す
る
文
化
が
、
そ
の
中
に
住
ん
で
い
る
こ
れ
と
異
な
る
文
化
の
人
々
の
生
活
を
不
安
全
状
態
に
陥
れ
る
暴
力
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

一
六
六



平
和
学
の
発
展
過
程
と
今
日
的
課
題
（
佐
渡
友
）

（
三
二
五
）

と
説
明
し
て
い
る
。
な
お
、
世
界
史
の
中
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
人
間
安
全
保
障
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
以
下
の
著
書
を
参
考
に
し
た
。
ア

マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
『
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
人
間
の
安
全
保
障
』
日
本
経
団
連
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。

（
21
） 
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
つ
い
て
の
光
と
陰
の
部
分
、
推
進
力
と
な
る
新
自
由
主
義
政
策
、
世
界
の
構
図
に
つ
い
て
の
理
論
的
分
析

な
ど
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
を
ど
う
読
む
か
」、
佐
渡
友
哲
・
信
夫
隆
司
編
『
国
際
関
係
論
﹇
第
二
版
﹈』
弘
文
堂
、

二
〇
一
六
年
、
五
四
〜
六
八
頁
が
参
考
と
な
る
。

（
22
） Joseph E

. S
tiglitz, M

akin
g G

lobalization
 W

ork, W
.W
. N
orton &

 com
pany, 2006, pp.X

-X
V
II.

（
23
） A

vaaz

と
は
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
、
ウ
ル
ド
ゥ
ー
語
、
ネ
パ
ー
ル
語
、
な
ど
で
「
声
」
を
意
味
す
る
。
ネ
ッ
ト
上
で
誰
で
も
い
つ
で
も
会
員
登
録

が
で
き
、
寄
付
も
ネ
ッ
ト
で
受
け
付
け
て
い
る
。
そ
の
他
に
欧
米
の
大
手
Ｎ
Ｇ
Ｏ
も
ネ
ッ
ト
上
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
て
い
る
。

例
え
ば
、G

lobal S
ocial Justice

、G
lobal P

olicy F
orum

、O
xfam

 International

な
ど
の
国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
、S

tam
p O
ur P

overty

（
英
）、W

ar on W
ant

（
英
）、A

T
T
A
C
-V
landeren

（
仏
）、W

E
E
D

（
独
）、11.11.11

（
ベ
ル
ギ
ー
）
な
ど
の
各
国
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
ネ
ッ
ト

を
有
効
に
活
用
し
て
い
る
。
地
球
市
民
社
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
お
け
る
政
治
的
価
値
と
地
球
市
民
の
役
割
」『
開

発
教
育
六
一
号
』
開
発
教
育
協
会
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
、
一
七
〜
二
〇
頁
、
が
参
考
に
な
る
。

（
24
） 

「
貿
易
ゲ
ー
ム
」
は
開
発
教
育
の
教
材
で
あ
る
。
開
発
教
育
（D

evelopm
ent E

ducation

）
と
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
英
国
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
っ

て
は
じ
め
ら
れ
た
途
上
国
理
解
の
た
め
の
教
育
啓
蒙
活
動
で
あ
る
。
日
本
で
は
開
発
教
育
協
会
（
Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｒ
、http://w

w
w
.dear.or.jp

）
が
「
貿

易
ゲ
ー
ム
」
を
は
じ
め
多
く
の
教
材
を
作
製
し
、
参
加
型
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
研
修
会
や
研
究
・
普
及
活
動
を
し
て
「
共
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る

公
正
な
地
球
社
会
づ
く
り
に
参
加
す
る
た
め
の
教
育
」（
Ｈ
Ｐ
よ
り
）
を
め
ざ
し
て
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
な
か
で
生
起
し
て
い
る
貧
困
、
環

境
、
開
発
、
人
権
、
平
和
な
ど
の
課
題
を
「
知
る
」「
考
え
る
」「
行
動
す
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
解
決
へ
向
け
て
取
り
組
む
人
材
を
育
成
し

て
い
る
。
そ
の
他
、
平
和
教
育
に
使
用
で
き
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
教
材
と
し
て
「
世
界
が
も
し
一
〇
〇
人
の
村
だ
っ
た
ら
」「
地
球
の
食
卓
」

「
フ
ー
ド
マ
イ
レ
ー
ジ
」「
パ
ー
ム
油
の
は
な
し
」「
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
の
向
こ
う
側
」
な
ど
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
こ

の
Ｔ
シ
ャ
ツ
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
？
」
は
、
世
界
の
子
ど
も
を
児
童
労
働
か
ら
守
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
Ａ
Ｃ
Ｅ
（
エ
ー
ス
）」（http://acejapan.org

）
が

作
製
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
教
材
で
あ
る
。
こ
の
他
に
「
お
い
し
い
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
真
実
」
な
ど
が
あ
り
い
ず
れ
も
児
童
労
働
に
焦
点
が
当
て
ら

一
六
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
二
六
）

れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｅ
Ａ
Ｒ
や
Ａ
Ｃ
Ｅ
の
教
材
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
に
潜
む
構
造
的
暴
力
と
い
う
視
点
か
ら
平
和
学
の
授
業
に
役
立
つ
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
教
育
や
文
科
省
が
推
進
し
て
い
る
国
際
理
解
教
育
の
教
材
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
筆
者
の
平
和

学
の
教
室
で
は
、
こ
れ
ら
教
材
以
外
に
も
、
途
上
国
の
農
村
に
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
に
つ
い
て
の
「
ラ
ン
キ
ン
グ
」
や
日
中
韓
の
「
学

生
交
流
企
画
書
」
づ
く
り
な
ど
グ
ル
ー
プ
討
論
を
基
本
と
し
た
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
。

（
25
） 

最
近
行
っ
て
い
る
筆
者
の
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
は
、
南
イ
ン
ド
や
北
タ
イ
の
農
村
、
少
数
民
族
の
村
な
ど
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
て
い
る
。
南
イ
ン

ド
の
農
村
で
は
、
乾
季
に
農
業
用
水
を
確
保
す
る
た
め
の
分
水
嶺
開
発
（w

atershed developm
ent

）
の
現
場
や
、
農
民
の
有
機
肥
料
づ
く
り
の

現
場
を
訪
ね
、
婦
人
た
ち
の
自
助
グ
ル
ー
プ
（
Ｓ
Ｈ
Ｇ
）
の
集
会
に
参
加
し
て
銀
行
か
ら
少
額
の
ロ
ー
ン
を
受
け
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
仕

組
み
や
実
態
を
学
ぶ
。
現
地
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
研
修
所
で
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
、
農
家
で
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
も
体
験
す
る
。
学
生
た
ち
は
現
場
で
農
業
の
困

難
さ
と
そ
れ
を
克
服
す
る
知
恵
と
工
夫
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
農
業
の
大
切
さ
と
水
利
や
土
地
、
地
球
温
暖
化
な
ど
の
影
響
を
う
け
る
農
業
の
厳
し

さ
を
知
る
。
北
タ
イ
で
は
、
少
数
民
族
の
村
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
て
、
少
数
民
族
の
お
か
れ
た
社
会
的
立
場
を
考
え
、
農
業
の
実
態
を
体
験
す
る
。

ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
で
は
、
教
室
で
学
ん
だ
貧
困
、
環
境
、
人
権
、
開
発
な
ど
の
知
識
を
現
場
に
即
し
て
再
入
力
し
、
自
ら
の
気
づ
き
を
大
切
に
す
る
。

そ
れ
が
帰
国
し
て
か
ら
の
グ
ル
ー
プ
研
究
や
プ
レ
ゼ
ン
発
表
、
ゼ
ミ
機
関
誌
へ
の
研
究
報
告
書
掲
載
へ
つ
な
が
る
。
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
か
ら
帰
国
し

た
彼
ら
／
彼
女
ら
が
目
を
輝
か
せ
て
語
り
、
共
同
研
究
に
取
り
組
む
様
子
を
筆
者
は
確
認
し
て
い
る
。

（
26
） 

岡
本
三
夫
「
平
和
学
の
方
法
」、
岡
本
三
夫
／
横
山
正
樹
編
『
新
・
平
和
学
の
現
在
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
九
年
、
三
四
頁
。
横
山
正
樹

「
第
三
世
界
と
先
進
工
業
諸
国
に
わ
た
る
市
民
連
帯
は
可
能
か
」
久
保
田
順
編
著
『
市
民
連
帯
論
と
し
て
の
第
三
世
界
』
文
眞
堂
、
一
九
九
三
年
。
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奄
美
返
還
と
日
米
密
約

信　
　

夫　
　

隆　
　

司

一
．
奄
美
返
還
時
の
不
公
表
文
書

奄
美
群
島
の
返
還

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
基
づ
き
、
日
本
が
主
権
を
回
復
し
た
の
は
、
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
で
あ
る
。
同
条
約
第
三
条
に
、

「
日
本
国
は
、
北
緯
二
十
九
度
以
南
の
南
西
諸
島
（
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
を
含
む
。）
孀
婦
岩
の
南
の
南
方
諸
島
（
小
笠
原
群
島
、
西
之
島

及
び
火
山
列
島
を
含
む
。）
並
び
に
沖
の
鳥
島
及
び
南
鳥
島
を
合
衆
国
を
唯
一
の
施
政
権
者
と
す
る
信
託
統
治
制
度
の
下
に
お
く
こ
と
と
す

る
国
際
連
合
に
対
す
る
合
衆
国
の
い
か
な
る
提
案
に
も
同
意
す
る
。
こ
の
よ
う
な
提
案
が
行
わ
れ
且
つ
可
決
さ
れ
る
ま
で
、
合
衆
国
は
、

領
水
を
含
む
こ
れ
ら
の
諸
島
の
領
域
及
び
住
民
に
対
し
て
、
行
政
、
立
法
及
び
司
法
上
の
権
力
の
全
部
及
び
一
部
を
行
使
す
る
権
利
を
有

す
る
も
の
と
す
る
。」
と
あ
る
。
北
緯
二
十
九
度
以
南
に
は
奄
美
群
島
も
含
ま
れ
た
。

論　

説

一
七
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
〇
）

一
九
五
三
年
八
月
八
日
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
国
務
長
官
が
東
京
を
訪
れ
、
吉
田
茂
総
理
大
臣
及
び
岡
崎
勝

男
外
務
大
臣
と
会
談
し
た
。
同
夜
、
ダ
レ
ス
長
官
は
、
奄
美
群
島
の
返
還
問
題
に
関
し
、「
米
国
政
府
は
、
日
本
政
府
と
の
間
に
必
要
な

取
極
が
結
ば
れ
次
第
、
日
本
国
が
奄
美
群
島
に
対
す
る
権
限
を
回
復
す
る
た
め
に
、
平
和
条
約
第
三
条
に
基
き
同
群
島
に
対
し
て
有
し
て

い
る
諸
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。」
と
の
声
明
を
発
表
し
た
（
1
）

。
こ
の
ダ
レ
ス
声
明
に
よ
り
、
奄
美
群
島
の
本
土
復
帰
が
決

ま
る
。
た
だ
、
い
つ
、
い
か
な
る
条
件
で
復
帰
す
る
の
か
を
確
定
す
る
作
業
が
残
さ
れ
た
。

作
業
が
終
了
し
、
奄
美
群
島
は
、
一
九
五
三
年
一
二
月
二
五
日
、
本
土
へ
の
復
帰
を
果
た
す
。
復
帰
に
あ
た
り
、「
奄
美
群
島
に
関
す

る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
」（
奄
美
返
還
協
定
）
が
交
わ
さ
れ
た
。
同
協
定
は
、
復
帰
前
日
の
一
二
月
二
四
日
に
署
名

さ
れ
、
翌
二
五
日
、
発
効
。
同
協
定
に
は
附
属
書
が
添
付
さ
れ
、
奄
美
群
島
の
地
理
的
範
囲
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
協
定
の
ほ
か
、
公

表
さ
れ
た
文
書
に
、
ジ
ョ
ン
・
Ｍ
・
ア
リ
ソ
ン
駐
日
大
使
と
岡
崎
外
務
大
臣
と
の
交
換
公
文
（
岡
崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
）
が
あ
る
。
ア

リ
ソ
ン
大
使
か
ら
岡
崎
大
臣
宛
の
公
文
の
主
な
部
分
は
以
下
で
あ
る
（
2
）

。

奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
は
、
日
本
本
土
と
南
西
諸
島
の
そ
の
他
の
島
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
事
施
設
と
の
双
方
に
近

接
し
て
い
る
た
め
、
極
東
の
防
衛
及
び
安
全
と
特
異
の
関
係
を
有
す
る
。
日
本
国
政
府
は
、
こ
の
特
異
の
関
係
を
認
め
、
南
西
諸
島

の
そ
の
他
の
島
の
防
衛
を
保
全
し
、
強
化
し
、
及
び
容
易
に
す
る
た
め
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
必
要
と
認
め
る
要
求
を
考
慮
に
入
れ
る

も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
岡
崎
大
臣
の
返
書
に
は
、
こ
の
了
解
が
繰
り
返
さ
れ
、「
本
大
臣
は
、
更
に
、
閣
下
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
記
録
に
と

一
七
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ど
め
、
且
つ
、
前
記
に
掲
げ
る
了
解
が
日
本
国
政
府
の
了
解
で
も
あ
る
」
と
通
報
し
て
い
る
。

こ
の
了
解
の
趣
旨
は
、
奄
美
群
島
は
日
本
本
土
と
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
双
方
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、
極
東
の
防
衛
と
安
全
に
特
異
の

関
係
が
あ
り
、
日
本
政
府
は
、
こ
の
関
係
を
認
め
、
沖
縄
の
防
衛
に
あ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
「
ア
メ
リ
カ
の
要
求
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
こ
の
交
換
公
文
で
は
明
ら
か
で
な
い
。

不
公
表
文
書
の
存
在

奄
美
返
還
当
時
、
公
表
さ
れ
た
文
書
は
、
奄
美
返
還
協
定
と
岡
崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
も
不

公
表
の
文
書
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
同
協
定
の
「
公
式
合
意
議
事
録
」（
交
渉
議
事
録
）
及
び
日
米
行
政
協
定
下
の
日
米
合
同
委
員
会

の
「
議
事
録
」
で
あ
る
（
3
）

。
こ
れ
ま
で
、
奄
美
返
還
交
渉
を
め
ぐ
り
、
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
著
さ
れ
て
い
る
が
（
4
）

、
不
公
表
文
書
と
そ
の

意
味
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
不
公
表
文
書
は
密
約
の
証
拠
と
し
て
残
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
と
く
に
慎
重
な
分
析
を
必
要
と
す
る
。

と
り
わ
け
、
合
同
委
員
会
は
、
密
約
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
感
も
あ
る
か
ら
だ
。

具
体
的
に
は
、
奄
美
返
還
協
定
が
締
結
さ
れ
る
わ
ず
か
三
ヶ
月
前
の
一
九
五
三
年
九
月
、
行
政
協
定
第
一
七
条
（
刑
事
裁
判
権
）
が
改

正
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
日
本
側
は
、
日
本
国
の
当
局
が
方
針
と
し
て
、
日
本
国
に
と
っ
て
実
質
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
件
を

除
き
、
米
軍
関
係
者
に
は
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
意
図
は
有
し
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
合
同
委
員
会
の
下
部
組
織
に

裁
判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
が
あ
る
が
、
そ
の
日
本
側
代
表
・
津
田
實
法
務
省
総
務
課
長
が
一
方
的
に
陳
述
す
る
形
式
の
文
書
と
し
て
残

さ
れ
た
。
日
米
双
方
と
も
、
こ
の
文
書
は
密
約
で
は
な
い
と
し
て
い
る
も
の
の
、
交
渉
過
程
の
詳
細
な
分
析
か
ら
、
密
約
で
あ
っ
た
こ
と

が
立
証
さ
れ
て
い
る
（
5
）

。

一
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奄
美
返
還
協
定
が
審
議
さ
れ
た
一
九
五
三
年
一
二
月
二
四
日
の
参
議
院
本
会
議
で
、
日
本
社
会
党
の
曽そ

祢ね

益え
き

議
員
が
、
岡
崎
・
ア
リ
ソ

ン
交
換
公
文
に
あ
る
奄
美
群
島
の
特
異
の
関
係
に
つ
い
て
、「
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
書
く
必
要
が
あ
つ
た
の
か
、
何
故
に
安
全
保
障
条

約
、
行
政
協
定
に
カ
バ
ー
さ
れ
る
べ
き
本
来
の
日
本
領
土
と
違
う
関
係
を
こ
こ
に
打
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
こ
の
点
の
御
説
明
を

さ
れ
て
お
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
何
ら
か
、
我
々
は
勿
論
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
何
か
裏
に
あ
る
よ
う
な
感
じ
を

与
え
る
よ
う
な
協
定
を
お
作
り
に
な
る
こ
と
は
甚
だ
面
白
く
な
い
。」
と
政
府
を
追
及
し
た
。
岡
崎
外
務
大
臣
は
、「
特
に
別
段
の
意
味
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
念
を
押
し
ま
し
て
、
こ
の
文
句
を
い
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
答
え
て
い
る
（
6
）

。

岡
崎
大
臣
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
奄
美
返
還
に
あ
た
り
、
公
式
合
意
議
事
録
及
び
合
同
委
員
会
議
事
録
を
公
表
し
て
も
差
し

支
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
曽
祢
議
員
は
「
何
か
裏
に
あ
る
」
と
の
疑
念
を
い
だ
い
た
が
、
不
公
表
文
書
の
存
在
に
よ
っ
て
そ
の
疑

念
は
深
ま
っ
た
。
こ
の
不
公
表
文
書
は
、
日
本
側
で
は
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
の
第
一
一
回
外
交
記
録
公
開
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
い
（
7
）

。

本
稿
の
目
的

本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
不
公
表
文
書
を
と
り
あ
げ
、
奄
美
返
還
に
あ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
側
が
何
を
要
求
し
た
の
か
、
そ
の
要
求
は

公
式
合
意
議
事
録
及
び
合
同
委
員
会
議
事
録
に
ど
の
よ
う
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
か
、
不
公
表
文
書
の
交
渉
過
程
の
分
析
を
と
お
し
、
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
な
ぜ
不
公
表
と
さ
れ
た
の
か
、
不
公
表
文
書
の
中
に
密
約
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
を
解
明
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
後
の
小
笠
原
、
沖
縄
へ
と
続
く
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
領
土
返
還
に
あ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
側
が
何
を
重
視
し
て
い
た

の
か
、
そ
の
一
端
を
解
き
明
か
す
。
奄
美
返
還
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
今
日
ま
で
続
く
米
軍
に
よ
る
基
地
使
用
に
よ
り
、
米
軍
が
日
本
に

一
七
四
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基
地
を
置
き
た
い
と
す
る
根
本
的
な
理
由
が
垣
間
見
え
、
今
日
の
在
日
米
軍
の
あ
り
方
を
知
る
上
で
も
重
要
だ
か
ら
だ
。

本
稿
の
構
成

本
稿
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
第
二
節
で
は
、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
四
日
、
ア
メ
リ
カ
側
が
提
示
し
た
奄
美
返
還
に
関
す

る
原
案
を
検
討
す
る
。
な
か
で
も
、
米
側
公
式
議
事
録
案
は
、
返
還
後
の
奄
美
群
島
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
、
行
政
協
定
を
ア
メ
リ
カ
側

が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
を
知
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
第
三
節
は
、
奄
美
返
還
交
渉
の
う
ち
、「
特
異
の
関
係
」
の
意
味
、

並
び
に
、
米
側
公
式
議
事
録
案
を
め
ぐ
る
交
渉
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
奄
美
返
還
の
正
式
会
談
は
、
一
一
月
二
七
日
に
始
ま
り
、
米
側

原
案
が
検
討
さ
れ
、
一
二
月
初
め
に
は
交
渉
当
事
者
間
で
日
米
妥
協
案
が
成
立
す
る
。
そ
の
後
、
取
極
の
形
式
は
、
当
初
予
定
し
て
い
た

交
換
公
文
で
は
な
く
、
返
還
協
定
と
な
る
。
第
四
節
は
、
交
渉
の
核
心
部
分
で
あ
る
公
式
合
意
議
事
録
及
び
日
米
合
同
委
員
会
議
事
録
は

い
か
な
る
内
容
で
決
着
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
奄
美
群
島
が
有
す
る
「
特
異
の
関
係
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
、

密
約
は
存
在
し
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
。

二
．
米
側
案
の
提
示

八
月
八
日
の
ダ
レ
ス
国
務
長
官
に
よ
る
奄
美
返
還
の
発
表
後
、
日
本
側
は
早
期
返
還
の
実
現
を
め
ざ
す
。
当
初
、
返
還
期
日
を
一
一
月

一
日
に
す
る
よ
う
ア
メ
リ
カ
側
に
働
き
か
け
た
（
8
）

。
た
だ
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
の
声
明
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
返
還
は
ア
メ
リ
カ
側
に
よ
る
一

方
的
な
施
政
権
の
放
棄
で
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
米
側
案
の
提
示
を
待
っ
て
、
話
し
合
い
を
進
め
る
と
い
う
姿
勢
を
日

本
側
は
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

一
七
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
四
）

米
側
案
の
概
要

一
一
月
二
〇
日
、
国
務
省
か
ら
米
側
案
が
記
さ
れ
た
在
京
米
大
使
館
宛
公
電
第
一
二
一
二
号
が
発
出
さ
れ
た
（
9
）

。
待
望
の
米
側
案
が
日
本

側
に
提
示
さ
れ
た
の
は
、
一
一
月
二
四
日
午
後
で
あ
る
。
在
京
米
大
使
館
の
ジ
ョ
ン
・
Ｊ
・
コ
ン
ロ
イ
理
事
官
が
、
外
務
省
に
鶴
見
清
彦

ア
ジ
ア
局
第
五
課
長
を
往
訪
し
、
奄
美
返
還
に
関
す
る
米
側
案
を
手
交
し
た
。
そ
れ
は
以
下
の
文
書
か
ら
な
っ
て
い
た
（
10
）

。

米
公
文
案 D

raft U
nited S

tates N
ote

附
属
書
Ⅰ D

raft E
nclosure I to N

ote

（M
ilitary R

ights

）

附
属
書
Ⅱ D

raft E
nclosure II to N

ote

（F
acilities and A

reas

）

附
属
書
Ⅲ D

raft E
nclosure III to N

ote

（F
inancial and P

olitical A
rrangem

ents

）

附
属
書
Ⅳ D

raft E
nclosure IV

 to N
ote

（D
escription of A

rea

）

公
式
議
事
録
案 D

raft of O
ffi  cial M

inutes

公
文
案
、
附
属
書
四
通
及
び
公
式
議
事
録
案
で
あ
る
。
当
初
、
日
米
双
方
は
、
こ
の
米
側
公
文
案
を
も
と
に
、
日
本
側
で
は
国
会
で
の

承
認
が
不
要
な
交
換
公
文
で
奄
美
返
還
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
た
だ
、
最
後
ま
で
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
問
題
は
、
当
時
、
奄
美
群
島

に
流
通
し
て
い
た
Ｂ
円
の
処
理
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
日
本
政
府
が
Ｂ
円
を
速
や
か
に
回
収
し
、
米
民
政
府
に
無
償
で
引
渡
す
よ
う

求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
は
、
Ｂ
円
は
発
行
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
側
の
債
務
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
回
収
し
た
Ｂ
円
は
、
全
額

米
ド
ル
又
は
日
本
に
お
い
て
有
す
る
円
勘
定
か
ら
支
払
う
よ
う
要
求
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
交
渉
に
早
く
決
着
を
つ
け
た
い
日
本
側
が
折

一
七
六



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
三
五
）

れ
、
米
側
案
通
り
、
Ｂ
円
は
無
償
で
米
民
政
府
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｂ
円
の
替
わ
り
と
な
る
日
本
円
に
つ

い
て
、
新
た
な
予
算
措
置
が
必
要
と
な
り
、
最
終
的
に
、
交
換
公
文
で
は
な
く
、
国
会
の
承
認
が
必
要
な
協
定
の
形
式
に
変
更
さ
れ
た
。

日
米
の
交
渉
当
事
者
は
、
米
側
案
に
基
づ
き
交
渉
を
進
め
、
一
二
月
初
め
に
は
、
日
米
妥
協
案
が
成
立
し
た
。
た
だ
、
最
終
的
に
協
定

の
形
が
と
ら
れ
た
た
め
、
当
初
の
米
側
案
、
日
米
妥
協
案
、
最
終
文
書
と
推
移
し
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
文
書
の
全
容
で
は
な
く
、

日
米
安
全
保
障
条
約
及
び
行
政
協
定
と
の
関
連
で
、
奄
美
群
島
が
有
す
る
特
異
の
関
係
並
び
に
同
島
の
軍
事
的
地
位
が
ど
の
よ
う
に
話
し

合
わ
れ
、
決
着
を
み
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
一
一
月
二
四
日
に
提
示
さ
れ
た
米
側
案
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
て
お

き
た
い
（
11
）

。

公
文
案

ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
公
文
及
び
附
属
書
の
規
定
に
従
い
、
奄
美
群
島
の
領
域
及
び
住
民
に
対
し
行
政
、
立
法
及
び
司
法
上
の
す
べ
て
の

権
力
を
行
使
す
る
権
利
を
日
本
国
の
た
め
に
放
棄
す
る
。
平
和
条
約
第
三
条
に
掲
げ
る
他
の
島
（
沖
縄
等
）
に
つ
い
て
は
、
平
和
及
び
安

全
の
永
続
す
る
状
態
が
極
東
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
ま
で
は
、
現
在
行
使
し
て
い
る
限
度
の
管
理
と
機
能
を
維
持
す
る
（
12
）

。

附
属
書
Ⅰ

返
還
の
日
か
ら
日
米
安
全
保
障
条
約
及
び
そ
の
い
か
な
る
実
施
取
極
も
奄
美
群
島
に
適
用
さ
れ
る
。
附
属
書
Ⅱ
で
は
、
奄
美
群
島
に
お

け
る
施
設
及
び
区
域
が
規
定
さ
れ
、
両
政
府
は
、
そ
れ
ら
の
施
設
・
区
域
を
行
政
協
定
に
基
づ
く
も
の
と
合
意
し
た
。
将
来
、
ア
メ
リ
カ

側
が
奄
美
群
島
に
追
加
の
施
設
・
区
域
を
設
け
た
い
と
希
望
し
、
そ
の
要
請
を
し
た
場
合
に
は
、
合
同
委
員
会
に
よ
っ
て
緊
急
性
か
つ
継

一
七
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
六
）

続
性
を
基
に
検
討
さ
れ
る
。

奄
美
群
島
は
日
米
双
方
の
防
衛
及
び
安
全
に
特
異
の
関
係
が
あ
る
。
日
本
政
府
は
こ
の
関
係
を
十
分
に
認
識
し
、
同
群
島
の
行
政
に
当

り
、
南
西
諸
島
の
残
余
の
部
分
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
必
要
を
考
慮
に
入
れ
る
。

附
属
書
Ⅱ

ア
メ
リ
カ
が
使
用
し
て
い
る
二
つ
の
施
設
及
び
区
域
（
名
瀬
に
あ
る
米
民
政
府
奄
美
チ
ー
ム
の
宿
舎
及
び
沖
永
良
部
島
の
レ
ー
ダ
ー
施
設
）
は

行
政
協
定
に
基
づ
く
「
施
設
及
び
区
域
」
を
構
成
す
る
こ
と
に
日
米
両
政
府
は
合
意
し
た
。

名
瀬
の
気
象
観
測
所
は
日
本
政
府
に
引
き
継
が
れ
、
ア
メ
リ
カ
側
に
対
し
無
償
で
気
象
状
況
を
知
ら
せ
る
。

附
属
書
Ⅲ

1
．
日
本
政
府
は
Ｂ
円
を
速
や
か
に
回
収
し
、
無
償
で
米
民
政
府
に
引
き
渡
す
。

2
．
返
還
の
日
以
後
、
日
本
政
府
は
予
算
上
及
び
財
政
上
の
全
責
任
を
と
る
。

3
．
日
本
政
府
は
奄
美
群
島
の
郵
便
制
度
の
す
べ
て
の
財
政
上
の
義
務
を
引
き
う
け
る
。

4
．
日
本
政
府
は
銀
行
を
指
定
し
、
琉
球
銀
行
支
店
の
資
産
購
入
の
話
し
合
い
を
琉
球
銀
行
と
行
わ
せ
る
。

5
．
奄
美
群
島
の
諸
機
関
又
は
住
民
が
琉
球
政
府
そ
の
他
の
機
関
に
負
っ
て
い
る
債
務
は
、
日
本
政
府
が
肩
替
り
し
て
日
本
円
に
よ
り

支
払
う
こ
と
と
し
、
支
払
日
本
円
は
日
本
か
ら
琉
球
へ
の
物
資
の
輸
入
等
の
代
金
決
済
に
充
て
ら
れ
る
。

6
．
日
本
政
府
は
返
還
の
日
ま
で
の
す
べ
て
の
請
求
権
を
放
棄
す
る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
す
べ
て
の
作
為
又
は
不
作
為
の
効
力

一
七
八
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七
）

を
承
認
す
る
。

7
．
日
本
政
府
は
、
琉
球
政
府
又
は
米
民
政
府
の
裁
判
所
の
確
定
判
決
を
執
行
し
、
奄
美
群
島
に
あ
る
琉
球
政
府
裁
判
所
に
係
属
中
の

民
刑
事
裁
判
を
継
承
す
る
。

附
属
書
Ⅳ

奄
美
群
島
の
範
囲
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

議
事
録
案

奄
美
群
島
の
領
水
を
含
む
領
域
及
び
そ
の
上
空
に
対
す
る
行
政
協
定
第
二
条
及
び
第
三
条
の
適
用
に
特
例
を
設
け
る
よ
う
ア
メ
リ
カ
側

が
要
求
し
て
い
る
。

特
異
の
関
係
と
米
側
議
事
録
案

こ
れ
ら
の
文
書
の
中
で
、
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ま
ず
、
附
属
書
Ⅰ
に
奄
美
群
島
は
日
米
双
方
の
防
衛
及
び
安
全
と
に
特
異
の
関
係

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
特
異
の
関
係
」
と
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
議
事
録
案
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
奄
美
返
還
の
取
極
に
関
す
る
議
事
録
の
意
味
で
あ
る
。
以
下
に
米
側
議
事
録
案
の
全
文
を
紹

介
す
る
。

一
七
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
八
）

米
側
提
示
の
公
式
合
意
議
事
録
案
（A

greed O
ffi  cial M

inutes

）

1
．
行
政
協
定
第
二
条
第
一
項
は
、
奄
美
群
島
が
日
米
双
方
の
防
衛
及
び
安
全
に
と
り
特
異
の
関
係
を
有
す
る
た
め
、
奄
美
群
島
に

お
け
る
追
加
の
施
設
及
び
区
域
（
航
空
支
援
、
装
置
、
及
び
航
空
管
制
の
た
め
の
用
地
、
並
び
に
、
ラ
ジ
オ
及
び
レ
ー
ダ
ー
が
十
分
に
届
く
の
を

確
保
す
る
の
に
必
要
な
用
地
が
含
ま
れ
る
。）
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
許
与
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

2
．
行
政
協
定
第
二
条
第
一
項
は
、
空
間
の
自
由
（freedom
 of space

）
の
範
囲
を
、
奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
上
の
す
べ
て
の
地

域
に
拡
大
し
う
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

3
．
行
政
協
定
第
二
条
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
安
全
保
障
条
約
の
実
施
に
関
し
、
奄
美
群
島
の
す
べ
て
の
領
水
を
利
用
す
る
こ
と

が
許
与
さ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

4
．
行
政
協
定
第
二
条
は
、
今
後
、
必
要
と
な
り
う
る
追
加
の
施
設
の
候
補
地
の
選
択
に
関
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
当
局
者
に
は
、

日
本
国
政
府
に
通
告
の
上
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
用
地
の
視
察
を
行
う
こ
と
が
許
与
さ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

5
．
行
政
協
定
第
二
条
及
び
第
三
条
は
、
米
軍
及
び
軍
事
施
設
の
効
果
的
な
活
動
を
阻
害
す
る
ご
と
き
電
波
妨
害
施
設
等
の
敵
対
的

又
は
有
害
な
装
置
を
除
去
し
又
は
破
壊
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
が
奄
美
群
島
の
領
域
、
領
空
及
び
領
水
に
入
る
こ
と

を
許
与
さ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

6
．
行
政
協
定
第
三
条
第
一
項
は
、
日
本
国
が
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
飛
行
場
を
含
め
た
防
衛
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
計
画
す
る
場

合
に
は
、
合
衆
国
と
日
本
国
と
の
間
で
協
議
が
行
わ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

7
．
一
九
五
一
年
九
月
八
日
付
け
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
務
長
官
と
日
本
国
総
理
大
臣
と
の
交
換
公
文
は
、
奄
美
大
島
群
島
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

一
八
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奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
三
九
）

議
事
録
案
の
項
目
の
多
く
は
、
行
政
協
定
第
二
条
・
第
三
条
に
関
連
す
る
。
行
政
協
定
第
二
条
は
、
第
一
項
で
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
に

対
し
、
安
保
条
約
第
一
条
に
掲
げ
る
目
的
の
遂
行
に
必
要
な
施
設
・
区
域
の
使
用
を
許
し
、
個
々
の
施
設
・
区
域
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
条
の
他
の
項
で
は
、
取
極
の
再
検
討
、
施
設
・
区
域
の
返
還
、
日
本
側
の
使
用
に
関
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
行
政
協
定
第
二
条
に
関
連
し
、
議
事
録
案
第
一
項
で
は
、「
特
異
の
関
係
」
を
ふ
ま
え
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
追
加
的
な
施
設
・

区
域
が
ア
メ
リ
カ
に
と
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
了
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
議
事
録
案
第
二
項
で
は
、
領
空
の
範
囲
は
、

「
奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
上
の
す
べ
て
の
地
域
に
拡
大
し
う
る
」
こ
と
、
同
案
第
三
項
で
は
、
ア
メ
リ
カ
が
奄
美
群
島
の
す
べ
て
の
領

水
を
利
用
で
き
る
こ
と
が
了
解
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
案
第
四
項
で
は
、
奄
美
群
島
に
追
加
の
施
設
が
必
要
と
な
る
場
合
、

日
本
政
府
に
通
告
の
上
、
候
補
地
の
選
択
に
あ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
関
係
者
は
用
地
の
視
察
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

行
政
協
定
第
三
条
に
は
、
施
設
・
区
域
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
広
範
な
管
理
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、
議
事
録
案
第

五
項
は
、
米
軍
及
び
軍
事
施
設
の
効
果
的
な
活
動
を
阻
害
す
る
と
思
わ
れ
る
電
波
妨
害
施
設
等
の
敵
対
的
又
は
有
害
な
装
置
を
除
去
し
又

は
破
壊
す
る
た
め
、
米
軍
は
奄
美
群
島
の
領
域
、
領
空
及
び
領
水
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

議
事
録
案
第
六
項
は
、
日
本
が
奄
美
群
島
に
お
け
る
飛
行
場
を
含
め
、
今
後
、
防
衛
施
設
の
設
置
を
計
画
す
る
場
合
、
日
米
間
で
協
議

が
行
わ
れ
る
と
あ
る
。

議
事
録
案
第
七
項
で
は
、
一
九
五
一
年
九
月
八
日
付
け
の
い
わ
ゆ
る
吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
が
奄
美
群
島
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と

が
了
解
事
項
と
な
っ
て
い
る
。

米
側
議
事
録
案
は
全
部
で
七
項
か
ら
な
っ
て
お
り
、
最
終
的
に
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
は
合
同
委
員
会
議
事
録
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
第
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六
項
は
公
式
合
意
議
事
録
に
、
第
七
項
は
奄
美
返
還
協
定
第
七
条
の
一
部
と
な
っ
た
（
米
側
議
事
録
案
の
推
移
は
、
後
掲
の
表
1
を
参
照
）。

こ
の
う
ち
、
公
式
合
意
議
事
録
及
び
合
同
委
員
会
議
事
録
が
不
公
表
と
さ
れ
た
。

米
側
案
を
受
け
取
っ
た
直
後
の
日
本
側
の
反
応
を
み
て
お
こ
う
。
外
務
省
で
は
、
た
だ
ち
に
、
米
側
案
に
関
す
る
省
内
関
係
局
課
と
の

会
議
が
開
か
れ
、
一
応
の
結
論
を
得
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
側
が
返
還
後
の
奄
美
群
島
で
い
か
な
る
軍
事
権
を
行
使
し
う
る
の

か
が
も
っ
と
も
お
お
き
な
問
題
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
附
属
書
Ⅰ
・
Ⅱ
及
び
議
事
録
案
に
つ
い
て
、「
現
在
使
用
中
の
軍
事
施
設
は
、
日

米
合
同
委
員
会
の
協
議
を
ま
た
ず
に
直
ち
に
行
政
協
定
に
基
く
施
設
及
び
区
域
と
み
な
さ
ん
と
し
、
更
に
、
将
来
に
お
け
る
合
同
委
員
会

の
協
議
を
拘
束
し
、
或
い
は
奄
美
群
島
に
対
す
る
行
政
協
定
の
適
用
に
関
す
る
解
釈
を
拡
張
せ
ん
と
し
て
い
る
（
13
）

。」
と
あ
る
。
こ
の
意
味

は
、
交
渉
過
程
の
分
析
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

三
．
奄
美
返
還
交
渉

第
一
回
正
式
会
談

米
側
案
の
提
示
を
受
け
、
一
一
月
二
七
日
、
外
務
省
で
第
一
回
正
式
会
談
が
行
わ
れ
た
（
14
）

。
日
本
側
は
中
川
融
ア
ジ
ア
局
長
、
下
田
武
三

条
約
局
長
等
が
、
ア
メ
リ
カ
側
は
在
京
米
大
使
館
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｄ
・
バ
ー
ガ
ー
参
事
官
、
ジ
ュ
ー
ル
ズ
・
バ
ッ
シ
ン
法
務
官
等
が
出

席
し
た
。

ま
ず
、
米
側
附
属
書
Ⅰ
に
あ
る
「
特
異
の
関
係
」
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
奄
美
群
島
が
沖
縄
及
び
日
本
本
土
双
方
に
と
り
、
特

異
の
関
係
に
あ
る
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
お
お
き
な
関
心
事
で
あ
り
、
こ
の
点
に
日
本
側
が
と
く
に
留
意
す
る
よ

う
求
め
た
。
日
本
側
は
理
解
を
示
し
た
も
の
の
、
こ
の
関
係
を
日
本
側
が
留
意
す
る
と
い
う
表
現
は
、
附
属
書
で
は
な
く
、
議
事
録
に
記

一
八
二



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
四
一
）

載
す
る
の
が
最
善
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
日
本
側
は
、
米
側
議
事
録
案
に
は
多
数
の
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は

行
政
協
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
た
ん
に
繰
り
返
し
て
い
る
に
し
か
過
ぎ
な
い
、
と
同
案
に
難
色
を
示
し
た
。
け
っ
き
ょ
く
、
こ
れ
ら
の

点
は
、
軍
事
分
科
会
で
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
15
）

。
な
お
、
こ
の
と
き
、
軍
事
、
法
務
、
財
務
の
三
分
科
会
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
会
談
で
、
米
側
附
属
書
Ⅰ
の
第
一
項
（
安
保
条
約
等
は
奄
美
群
島
に
適
用
さ
れ
る
）
及
び
米
側
附
属
書
Ⅱ
（
現
行
の
施
設
・
区
域
は
行
政

協
定
に
基
づ
く
）
に
替
わ
る
日
本
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
九
五
三
年　
　
　
　
　
　

以
降
（
筆
者
注
：
奄
美
返
還
の
日
付
が
入
る
）、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約

及
び
同
条
約
下
の
い
か
な
る
実
施
取
極
も
、
南
西
諸
島
の
奄
美
群
島
に
適
用
さ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
及
び
日
本
国
政
府
は
、
奄
美
群
島
で
合
衆
国
政
府
が
現
に
使
用
し
て
い
る
二
つ
の
設
備
及
び
用
地
は
日
本

国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
の
行
政
協
定
第
二
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
合
同
委
員
会
の
協
議
を
通
じ

決
定
さ
れ
る
ま
で
、
一
九
五
三
年　
　
　
　
　
　

以
降
も
（
筆
者
注
：
奄
美
返
還
の
日
付
が
入
る
）
合
衆
国
軍
に
よ
り
引
き
続
き
使
用

さ
れ
る
こ
と
に
合
意
し
た
（
16
）

。

日
本
側
は
、「
現
在
米
側
が
使
用
し
て
い
る
施
設
及
び
区
域
は
合
同
委
員
会
の
決
定
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
そ
の
ま
ゝ
使
用
す
る
こ
と

を
暫
定
的
に
認
め
、
米
側
か
ら
要
求
の
あ
っ
た
奄
美
群
島
の
み
に
関
す
る
行
政
協
定
第
二
条
及
び
第
三
条
の
特
例
の
解
釈
等
は
す
べ
て
合

同
委
員
会
に
譲
り
た
い
旨
の
申
入
れ
（
17
）

」
を
行
っ
た
。
こ
の
日
本
側
案
は
、
返
還
後
の
奄
美
群
島
に
は
、
安
保
条
約
及
び
そ
の
実
施
取
極
が

一
八
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す
べ
て
適
用
さ
れ
、
奄
美
群
島
に
位
置
す
る
施
設
の
今
後
の
使
用
も
、
合
同
委
員
会
の
決
定
に
よ
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

第
一
回
軍
事
分
科
会

一
一
月
二
八
日
、
第
一
回
軍
事
分
科
会
が
開
か
れ
た
。
席
上
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
米
側
案
の
附
属
書
Ⅰ
、
Ⅱ
に
替
わ
る
先
の
日
本
側
案

で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
重
要
と
考
え
る
二
点
が
抜
け
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
ひ
と
つ
は
、
将
来
、
ア
メ
リ
カ
側
が
奄
美
群
島
に
追
加
の
施

設
を
要
請
し
た
場
合
、
米
側
案
（
附
属
書
Ⅰ
）
で
は
合
同
委
員
会
に
よ
っ
て
緊
急
に
対
処
さ
れ
る
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
緊
急
性
に
関

す
る
記
述
が
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
奄
美
群
島
の
特
異
の
関
係
を
認
め
る
文
言
が
な
い
。
軍
事
分
科
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
決
着

は
つ
か
ず
、
次
回
の
正
式
会
談
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
18
）

。

米
側
公
式
議
事
録
案
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
を
み
て
み
よ
う
（
19
）

。
日
本
側
は
、
ま
ず
、
米
側
議
事
録
案
第
一
項
（
追
加
の
施
設
・
区
域
）
に
つ

い
て
、
将
来
、
追
加
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
議
事
録
で
言
及
す
る
の
は
適
切
で
は
な
く
、
替
わ
り
に
、
次
回
の
合
同
委
員
会
の
議
事
録
に

同
じ
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
を
提
案
し
た
。
日
本
側
が
示
し
た
議
事
録
案
と
は
以
下
で
あ
る
。

議
事
録
（
合
同
委
員
会
）

合
衆
国
代
表
は
、「
奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
は
、
日
米
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
に
と
っ
て
特
異
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
考
慮

し
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
追
加
の
施
設
及
び
区
域
に
関
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
要
請
に
日
本
国
政
府
が
特
別
に
配
慮
す
る
こ
と
を

強
く
希
望
す
る
。」
と
述
べ
た
。

日
本
国
代
表
は
、「
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
に
と
っ
て
、
奄
美
群
島
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
、
日
本
国
政
府
は
、

一
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か
か
る
要
請
が
、
合
同
委
員
会
を
通
じ
、
明
確
か
つ
個
別
に
な
さ
れ
れ
ば
、
で
き
る
限
り
好
意
的
に
配
慮
す
る
。」
と
応
じ
た
（
20
）

。

米
側
原
案
で
は
、
奄
美
群
島
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
が
必
要
と
す
る
追
加
の
施
設
・
区
域
が
あ
れ
ば
、
当
然
の
如
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
と
な
っ
て
い
た
が
、
日
本
側
が
提
示
し
た
合
同
委
員
会
議
事
録
案
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
対
す
る
日
本
側
の
応
答
の
形
が
と
ら

れ
て
い
る
。
行
政
協
定
に
関
す
る
事
項
は
、
合
同
委
員
会
の
枠
組
み
に
封
じ
込
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ

カ
側
の
要
請
は
一
般
的
・
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、「
明
確
か
つ
個
別
に
」
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
た
だ
、
そ
の
よ
う
な

ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
、
日
本
側
と
し
て
も
、「
で
き
る
限
り
好
意
的
に
配
慮
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
日
本
側
案
で
は
、
追
加
の
施
設
・
区
域
に
関
し
て
の
み
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
と
日
本
側
の
応
答
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
形

式
は
、
最
終
的
な
合
同
委
員
会
議
事
録
の
原
型
と
な
り
、
他
の
項
目
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

米
側
議
事
録
案
第
二
項
（
奄
美
群
島
の
領
空
飛
行
の
自
由
）
に
つ
い
て
、
日
本
側
は
、
行
政
協
定
下
に
お
い
て
す
で
に
ア
メ
リ
カ
は
領
空

飛
行
の
完
全
な
自
由
を
有
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
行
政
協
定
の
文
言
は
、
同
案
第
二
項
よ
り
狭
く
解
釈
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
の
で
、
日
本
側
は
こ
の
点
を
明
確
に
了
解
す
る
旨
を
表
明
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
応
じ
た
。

米
側
議
事
録
案
第
三
項
（
奄
美
群
島
の
領
水
の
利
用
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
で
は
き
わ
め
て
広
い
解
釈
が
可
能
と
な
る
と
し
て
、
日
本
側
は

異
を
唱
え
た
。
射
撃
区
域
・
演
習
区
域
の
指
定
と
い
っ
た
事
項
に
対
処
す
る
の
は
合
同
委
員
会
で
あ
り
、
そ
の
権
限
を
奪
っ
て
し
ま
う
と

い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
日
本
側
は
、
自
国
の
領
水
を
ア
メ
リ
カ
側
に
利
用
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
な
ん
ら
の
問
題
も
な
く
、

た
だ
、
個
人
の
利
益
や
漁
業
権
が
含
ま
れ
る
場
合
は
例
外
で
あ
る
と
補
足
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
奄
美
群
島

の
特
異
の
地
理
的
状
況
か
ら
、
米
海
軍
は
、
同
海
域
を
巡
回
す
る
大
幅
な
自
由
が
必
要
と
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
日
本
側
は
、
か
か
る
自

一
八
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由
は
行
政
協
定
下
で
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
海
域
に
お
け
る
日
本
船
の
拿
捕
や
捜
索
と
い
っ
た
活
動
は
許
さ
れ
ず
、
そ
う
し
た
行
為
は
、

行
政
協
定
の
枠
外
に
あ
り
、
日
本
の
警
察
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
反
論
し
た
。

米
側
議
事
録
案
第
四
項
（
追
加
用
地
の
視
察
）
に
つ
い
て
、
日
本
側
は
、
行
政
協
定
下
で
は
、
用
地
視
察
に
事
前
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、

許
可
な
し
に
用
地
視
察
が
で
き
る
よ
う
に
、
行
政
協
定
の
規
定
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
十

分
な
対
空
警
報
に
よ
っ
て
沖
縄
を
完
全
に
防
護
す
る
た
め
、
レ
ー
ダ
ー
警
報
装
置
と
い
っ
た
既
存
の
施
設
を
、
い
つ
で
も
移
動
可
能
な
状

態
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
反
論
し
た
。
こ
う
し
た
件
を
東
京
の
合
同
委
員
会
に
諮
っ
て
い
た
の
で
は
適
時
の
対
応
が
で
き
ず
、
た
だ

ち
に
視
察
し
う
る
こ
と
が
絶
対
必
要
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
日
米
安
保
条
約
第
三
条
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
日
本
国
内
及

び
そ
の
附
近
に
お
け
る
配
備
を
規
律
す
る
条
件
は
、
両
政
府
間
の
行
政
協
定
で
決
定
す
る
。」
と
あ
り
、
同
条
に
基
づ
き
、
こ
う
し
た
事

態
に
対
処
す
る
た
め
合
意
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
と
の
考
え
も
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
示
さ
れ
た
。

日
本
側
は
、
米
側
議
事
録
案
第
五
項
（
電
波
妨
害
施
設
等
の
除
去
）
に
つ
い
て
、
奄
美
返
還
に
よ
っ
て
、
日
本
は
警
察
力
の
行
使
を
引
き

継
ぎ
、
他
国
の
軍
隊
が
日
本
の
主
権
に
干
渉
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
、
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
行
政
協
定
第
三
条
で
は
、
こ
の
よ

う
な
事
態
は
合
同
委
員
会
が
対
処
す
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
私
有
財
産
の
除
去
や
破
壊
が
必
要
な
場
合
に
は
、
法
執
行
機
関
が
そ
の
任

に
あ
た
る
、
と
補
足
し
た
。
確
か
に
、
行
政
協
定
第
三
条
は
施
設
及
び
区
域
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
管
理
権
を
規
定
し
、
第
一
項
第
三
文

に
は
、「
本
条
で
許
与
さ
れ
る
権
利
、
権
力
及
び
権
能
を
施
設
及
び
区
域
外
で
行
使
す
る
に
当
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
合
同
委
員
会
を

通
じ
て
両
政
府
間
で
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
る
。

米
側
議
事
録
案
第
六
項
（
防
衛
計
画
の
協
議
）
に
つ
い
て
、
日
本
側
は
、
こ
の
要
請
は
、「
受
け
入
れ
が
た
い
」
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ

カ
側
は
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
利
用
可
能
な
用
地
は
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
将
来
の
防
衛
施
設
に
関
す
る
日
本
の
計
画
を
知
ら
せ
て
も
ら
え
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れ
ば
多
と
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
施
設
が
、
ア
メ
リ
カ
側
の
将
来
の
計
画
に
と
っ
て
妨
げ
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の

が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
日
本
側
は
、
こ
の
問
題
は
、
行
政
協
定
第
三
条
に
、
直
接
、
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

日
本
側
は
、
米
側
議
事
録
案
第
七
項
（
吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
の
奄
美
群
島
へ
の
適
用
）
に
つ
い
て
、
一
九
五
一
年
九
月
八
日
の
吉

田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
は
、
日
本
全
土
に
適
用
さ
れ
、
奄
美
群
島
が
日
本
に
返
還
さ
れ
れ
ば
、
同
島
に
も
必
然
的
に
適
用
さ
れ
る
の
で
、

同
項
は
不
要
で
あ
り
、
削
除
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

こ
の
第
一
回
軍
事
分
科
会
で
、
米
側
議
事
録
案
を
め
ぐ
る
日
米
双
方
の
主
張
は
ほ
ぼ
で
そ
ろ
っ
た
。
一
一
月
三
〇
日
、
第
二
回
正
式
会

談
が
開
か
れ
、
日
本
側
は
、
あ
ら
た
め
て
、
米
側
議
事
録
案
の
内
容
は
、
交
渉
議
事
録
で
は
な
く
、
合
同
委
員
会
議
事
録
に
盛
り
込
む
よ

う
強
く
主
張
し
た
。
け
っ
き
ょ
く
、
こ
の
会
談
で
は
、
合
同
委
員
会
の
場
で
日
本
側
代
表
が
米
側
議
事
録
案
の
内
容
に
好
意
的
に
配
慮
す

る
こ
と
を
保
証
す
る
な
ら
、
合
同
委
員
会
議
事
録
で
対
処
は
可
能
で
あ
る
と
の
暫
定
合
意
に
い
た
っ
た
（
21
）

。

第
二
回
軍
事
分
科
会
及
び
第
三
回
正
式
会
談

一
二
月
一
日
、
第
二
回
軍
事
分
科
会
が
開
か
れ
、
軍
事
に
関
す
る
日
本
側
新
提
案
が
ア
メ
リ
カ
側
に
手
交
さ
れ
た
（
22
）

。
新
提
案
は
、
文
書

1
、
文
書
2
、
文
書
3
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
文
書
2
は
、
米
側
附
属
書
Ⅰ
の
第
一
項
（
安
保
条
約
等
は
奄
美
群
島
に
適
用
さ
れ

る
）
及
び
附
属
書
Ⅱ
（
現
行
の
施
設
・
区
域
は
行
政
協
定
に
基
づ
く
）
に
つ
い
て
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
を
満
た
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、

以
下
、「
特
異
の
関
係
」
の
扱
い
及
び
米
側
議
事
録
案
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

文
書
1
は
、
米
側
附
属
書
Ⅰ
の
最
後
の
段
落
（「
特
異
の
関
係
」）、
及
び
、
米
側
議
事
録
案
第
六
項
（
日
本
の
防
衛
計
画
）
に
代
替
し
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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書
1
）

奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
は
、
日
本
本
土
、
並
び
に
、
南
西
諸
島
の
そ
の
他
の
島
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
事
施
設
と
の

双
方
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、
日
米
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
と
特
異
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

こ
の
点
を
了
解
し
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
防
衛
施
設
の
設
置
（
飛
行
場
を
含
む
）
に

関
す
る
日
本
側
の
将
来
の
計
画
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
協
議
す
る
こ
と
が
日
本
国
政
府
の
意
思
で
あ
る
。

文
書
1
は
、
最
終
的
な
公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）
第
一
項
の
原
型
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
側
が
強
く
要
請
し
て
い
た
「
特
異
の

関
係
」
が
盛
り
込
ま
れ
、
ま
た
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
日
本
の
防
衛
計
画
は
、
安
保
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
両
国
間
で
協
議
す
る
と

な
っ
て
い
る
。

日
本
側
は
、
こ
の
文
書
は
公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）
に
盛
り
込
ま
れ
、
不
公
表
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、

こ
の
文
書
を
研
究
・
討
議
し
た
結
果
、
米
側
提
案
の
附
属
書
Ⅰ
に
あ
る
「
特
異
の
関
係
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、
同
文
書
に
満
足
の
意
を
表

し
た
。

第
一
回
軍
事
分
科
会
で
、
日
本
側
は
、
米
側
議
事
録
案
に
替
わ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
日
本
側
が
応
答
す
る
形
式
の
案
を
提
示
し

て
い
た
が
、
そ
の
全
体
像
を
示
し
た
の
が
文
書
3
で
あ
り
、
四
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
本
側
提
示
の
案
は
、
ア
メ
リ
カ
側
と
の

協
議
を
踏
ま
え
、
日
米
妥
協
案
と
な
り
、
最
終
的
に
は
合
同
委
員
会
議
事
録
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
実
質
的
に
同
じ
内
容
で
あ
り
、
若
干
の

修
文
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
重
複
を
避
け
る
た
め
、
文
書
3
に
つ
い
て
は
、
後
掲
表
1
の
最
終
文
書
の
列
に
あ
る
合
同
委
員

会
議
事
録
（
不
公
表
）
1
．
か
ら
4
．
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
文
書
3
が
提
示
さ
れ
た
際
、
日
米
間
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が

一
八
八



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
四
七
）

あ
っ
た
の
か
を
紹
介
し
て
お
く
。

第
一
項
（
追
加
の
施
設
・
区
域
）
に
つ
い
て
、
日
本
側
は
、
こ
れ
は
合
同
委
員
会
で
対
処
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
好
意
的
か
つ
迅
速
に
対

応
す
る
意
思
が
あ
る
旨
が
表
明
さ
れ
た
。
日
本
側
の
応
答
に
若
干
の
字
句
の
修
正
が
施
さ
れ
、
分
科
会
は
、
同
項
を
正
式
会
談
に
提
案
し
、

承
認
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
項
は
、
米
側
議
事
録
案
第
二
項
（
奄
美
群
島
の
領
空
飛
行
の
自
由
）
と
同
案
第
三
項
（
奄
美
群
島
の
領
水
の
利
用
）
と
を
統
合
し
た
も

の
で
あ
る
。
海
域
を
利
用
す
る
に
あ
た
り
、
米
海
軍
の
巡
回
活
動
が
、
合
同
委
員
会
で
の
協
議
を
必
要
と
す
る
作
戦
あ
る
い
は
訓
練
と
な

ら
な
い
限
り
、
日
本
側
は
異
議
を
述
べ
な
い
と
し
た
。
分
科
会
は
、
同
項
を
正
式
会
談
に
付
託
し
、
承
認
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
三
項
は
米
側
議
事
録
案
第
四
項
（
追
加
用
地
の
視
察
）
に
つ
い
て
で
あ
り
、
日
本
側
は
、
行
政
協
定
下
で
、
用
地
の
視
察
は
、
つ
ね
に

合
同
委
員
会
に
付
託
し
、
土
地
所
有
者
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
事
前
の
承
認
な
し
で
行
わ
れ
た
視
察
に
よ
り
、
私
有

財
産
に
損
害
を
与
え
、
行
政
協
定
第
一
八
条
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
損
害
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
事
態
を
日
本
政
府

は
懸
念
し
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
日
本
側
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
要
請
す
る
視
察
に
許
可
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
全
権
を
有
す
る
名

瀬
の
現
地
代
表
を
指
名
す
る
と
の
案
を
合
同
委
員
会
に
提
示
す
る
考
え
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
地
の
米
軍
当
局
は
、
名
瀬
の
代
表

に
直
接
か
け
あ
え
ば
よ
く
、
東
京
の
合
同
委
員
会
に
諮
る
必
要
は
な
く
な
る
。
日
本
側
は
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
こ
の
代
表
に
つ
い
て
の
質

問
を
受
け
、
合
同
委
員
会
は
か
か
る
代
表
を
指
名
す
る
こ
と
に
自
信
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
分
科
会
は
、
同
項
を
正
式
会
談
に
付
託
す

る
こ
と
と
し
た
。

第
四
項
は
米
側
議
事
録
案
第
五
項
（
電
波
妨
害
施
設
等
の
除
去
）
に
つ
い
て
で
あ
り
、
日
本
側
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
主
張
に
同
意
し
た
。

た
だ
、
行
政
協
定
に
よ
れ
ば
、
軍
事
施
設
外
で
の
警
察
活
動
は
、
日
本
当
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
側
の
字
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句
に
は
法
的
に
同
意
で
き
な
い
が
、
日
本
側
と
し
て
は
最
善
の
妥
協
案
と
し
て
こ
の
案
を
提
示
し
た
と
説
明
し
た
。
行
政
協
定
下
で
は
、

た
と
え
日
本
へ
の
敵
対
行
為
が
あ
る
場
合
も
、
日
米
両
政
府
は
協
議
し
た
う
え
で
、
共
同
防
衛
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
な
っ
て
い

た
か
ら
だ
（
行
政
協
定
第
二
四
条
）。
分
科
会
は
、
本
件
を
正
式
会
談
に
付
託
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

翌
一
二
月
二
日
、
第
三
回
正
式
会
談
が
開
催
さ
れ
た
。
た
だ
、
会
議
が
立
て
続
け
に
開
か
れ
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
側
は
検
討
の
た
め
の

時
間
を
要
す
る
と
し
て
、
次
回
の
第
四
回
正
式
会
談
は
、
一
二
月
七
日
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
日
本
側
が
こ
れ
ま
で
の

議
論
を
踏
ま
え
、
妥
協
案
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
二
月
三
日
、
同
案
は
ア
メ
リ
カ
側
に
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
公
文
案N

otes

（D
raft

）、
公
式
合
意
議
事
録
案D

raft A
greed O

ffi  cial M
inutes

、
議
事
録
案
（
合
同
委
員
会
）D

raft M
inutes

（T
he Joint 

C
om
m
ittee

） 

と
い
う
三
つ
の
文
書
か
ら
な
っ
て
い
た
。

奄
美
返
還
協
定
の
締
結

一
二
月
初
め
ま
で
の
奄
美
返
還
交
渉
の
経
緯
を
た
ど
っ
て
き
た
。
奄
美
返
還
は
、
最
終
的
に
は
、
国
会
の
承
認
が
必
要
な
返
還
協
定
で

実
施
さ
れ
た
。
協
定
に
い
た
る
ま
で
の
交
渉
記
録
は
、
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
紹
介
し
て

お
き
た
い
（
23
）

。
一
二
月
一
二
日
付
の
在
京
米
大
使
館
か
ら
本
省
宛
の
電
報
に
は
、
一
二
月
三
日
に
提
示
さ
れ
た
妥
協
案
は
、「
米
側
提
案
の

形
式
と
は
異
な
る
が
、
国
務
省
公
電
第
一
二
一
二
号
に
記
さ
れ
た
当
方
の
基
本
的
立
場
は
実
質
的
に
確
保
さ
れ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
条
項
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。」
と
あ
る
（
24
）

。
こ
の
時
点
で
、
日
米
間
で
の
実
質
的
な
交
渉
は
ほ
ぼ
終
了

し
、
あ
と
は
、
本
省
か
ら
の
承
認
待
ち
の
状
態
に
あ
っ
た
。

一
二
月
一
六
日
に
い
た
り
、
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
取
極
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
現
地
通
貨
Ｂ
円
を
回
収
後
、
ア
メ
リ
カ
側
に
無
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償
で
引
渡
す
こ
と
に
関
連
し
て
、
取
極
全
体
を
協
定
の
形
式
と
し
、
国
会
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
、
復
帰
の
期
日
を
一
二
月
二
五
日
と
す

る
こ
と
で
交
渉
当
事
者
間
に
意
見
の
一
致
を
み
た
（
25
）

。
同
日
、
下
田
条
約
局
長
は
、
中
川
ア
ジ
ア
局
長
と
と
も
に
、
在
京
米
大
使
館
に
、

バ
ー
ガ
ー
理
事
官
及
び
バ
ッ
シ
ン
法
務
官
を
往
訪
し
、
協
定
案
を
提
示
し
た
。
バ
ッ
シ
ン
は
、
協
定
の
内
容
が
交
換
公
文
と
同
じ
で
あ
れ

ば
、
ア
メ
リ
カ
側
で
は
上
院
に
諮
ら
な
い
の
は
当
然
と
し
て
、
国
務
省
に
請
訓
の
必
要
す
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
ち
に
協
定
案
を

検
討
し
、
翌
一
七
日
、
起
草
委
員
会
を
開
き
、
文
言
を
確
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
26
）

。
一
七
日
に
は
、
交
換
公
文
、
公
式
合
意
議
事
録
、

「
奄
美
群
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
」
が
作
成
さ
れ
る
。

最
終
文
書
を
承
認
す
る
国
務
省
の
訓
令
は
、
一
二
月
二
三
日
午
後
五
時
に
発
せ
ら
れ
（
日
本
時
間
一
二
月
二
四
日
午
前
七
時
）、
協
定
の
文

言
は
、
二
四
日
午
前
中
に
開
か
れ
た
代
表
者
会
談
で
、
最
終
調
整
が
行
わ
れ
、
確
定
し
た
（
27
）

。
同
協
定
案
は
、
同
日
午
後
五
時
過
ぎ
に
国
会

の
承
認
を
得
、
午
後
七
時
、
岡
崎
外
務
大
臣
と
ア
リ
ソ
ン
駐
日
大
使
と
の
間
で
協
定
の
調
印
を
終
え
た
。
奄
美
群
島
は
、
日
付
が
か
わ
っ

た
二
五
日
午
前
零
時
を
期
し
て
、
日
本
に
返
還
さ
れ
た
（
28
）

。

四
．
不
公
表
文
書
の
意
味

岡
崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
に
は
、
奄
美
群
島
は
、
本
土
及
び
沖
縄
の
米
軍
基
地
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、
極
東
の
防
衛
及
び
安
全
と

特
異
の
関
係
を
有
す
る
と
あ
る
。
岡
崎
外
務
大
臣
は
、
国
会
で
、
こ
の
特
異
の
関
係
に
は
別
段
の
意
味
は
な
い
と
答
弁
し
て
い
る
。
本
当

に
別
段
の
意
味
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
不
公
表
文
書
は
な
ぜ
存
在
し
、
そ
の
意
味
は
何
か
、
密
約
は
な
か
っ
た
の
か
を
検
証
し
た

い
。
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不
公
表
文
書

最
終
的
に
、
不
公
表
文
書
は
二
通
作
成
さ
れ
た
。
ひ
と
つ
が
交
渉
に
関
す
る
公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）、
他
は
日
米
合
同
委
員

会
議
事
録
で
あ
る
。
一
一
月
二
四
日
、
ア
メ
リ
カ
側
が
提
示
し
た
議
事
録
案
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
お
お
き
く
三
つ
に
整
理
さ
れ
た
。

ひ
と
つ
は
、
行
政
協
定
第
二
条
・
第
三
条
に
関
連
す
る
事
項
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
米
側
議
事
録
案
で
は
第
一
項
か
ら
第
五
項
に
あ
た
り
、

日
本
側
の
提
案
に
よ
り
、
合
同
委
員
会
議
事
録
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
二
つ
目
は
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
日
本
の
防
衛
計
画
に
関
す
る
米
側

議
事
録
案
第
六
項
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
本
来
、
日
本
の
内
政
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
奄
美
返
還
に
も
関
連
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

公
式
合
意
議
事
録
の
一
部
と
な
っ
た
。
三
つ
目
は
、
米
側
議
事
録
案
第
七
項
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
明
で
あ
る
が
、
奄
美
返
還
協
定
第
七
条

で
確
認
さ
れ
た
。
表
1
は
、
米
側
提
示
の
公
式
議
事
録
案
が
、
奄
美
返
還
協
定
及
び
関
連
文
書
の
な
か
に
、
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
の
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
公
式
合
意
議
事
録
及
び
合
同
委
員
会
議
事
録
の
順
に
検
討
す
る
。
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表 1　米側公式議事録案と最終文書の比較

米側公式議事録案（1953年11月24日） 最終文書（1953年12月24日）

追
加
の
施
設
区
域

　 1．行政協定第二条第一項は、奄美
群島が日米双方の防衛及び安全にとり
特異の関係を有するため、奄美群島に
おける追加の施設及び区域（航空支
援、装置、及び航空管制のための用
地、並びに、ラジオ及びレーダーが十
分に届くのを確保するのに必要な用地
が含まれる。）がアメリカ合衆国に許
与される必要があると認められるもの
と了解される。

合同委員会議事録（不公表）
　 1．合衆国代表「行政協定第二条第一項は、奄美群島が日
本国及びアメリカ合衆国双方の防衛及び安全と特異の関係を
有することとなり、同群島における追加の施設及び区域（航
行標識、装置、及び航空管制のための用地、並びに、ラジオ
及びレーダーの完全な探知範囲を確保するのに必要な航空管
制及び航空警戒管制用地が含まれる。）の緊急な提供が要求
されることがある旨を認めているものと了解される。」
　日本国代表「両国の防衛及び安全のために奄美群島が有す
る重要性にかんがみ、日本国政府は、かかる要請が明確かつ
個別に施設小委員会を通じて行われたときには、できる限り
迅速かつ好意的に配慮する。」

領
空
・
領
水
の
拡
大

　 2．行政協定第二条第一項は、空間
の自由（freedom of space）の範囲を、
奄美群島及びその領水上のすべての地
域に拡大しうるものと了解される。

合同委員会議事録（不公表）
　 2．合衆国代表「安保条約の遂行に関連し、合衆国軍は、
奄美群島及びその領水の上空を飛行する自由並びに同群島の
領水を利用する自由を与えられるものと了解する。」
　日本国代表「日本国政府は、この了解を確認し、かつ、行
政協定の下におけるこれらの問題についての慣行に従ってこ
の自由を許与する。」

　 3．行政協定第二条は、アメリカ合
衆国は安全保障条約の実施に関し、奄
美群島のすべての領水を利用すること
が許与されるものと了解される。

追
加
用
地
の
視
察

　 4．行政協定第二条は、今後、必要
となりうる追加の施設の候補地の選択
に関し、アメリカ合衆国の当局者に
は、日本国政府に通告の上、奄美群島
における用地の視察を行うことが許与
されるものと了解される。

合同委員会議事録（不公表）
　 3．合衆国代表「アメリカ合衆国要員は、将来要求される
ことのある追加の施設のための区域選定に関連して奄美群島
において予備的視察をすみやかに行うことができることが望
ましい。」
　日本国代表「日本国政府は、合衆国の要望にこたえうるよ
うな機構の設置に関し、施設小委員会における協議に入る用
意がある。」

電
波
妨
害
施
設
等
の
除
去

　 5．行政協定第二条及び第三条は、
米軍及び軍事施設の効果的な活動を阻
害するごとき電波妨害施設等の敵対的
又は有害な装置を除去し又は破壊する
ために、アメリカ合衆国の軍隊が奄美
群島の領域、領空及び領水に入ること
を許与されるものと了解される。

合同委員会議事録（不公表）
　 4．両国代表「行政協定の関連規定に従って、日本国当局
は、自ら又は合衆国軍の要請に基づき、合衆国軍及びその設
備の安全及び保護を阻害するごとき敵対的又は有害な装置
（例えば、電波妨害施設）を除去し又は破壊するために、奄
美群島地域において迅速かつ適切な措置を執る。アメリカ合
衆国は、日本国の関係当局の要請に基づき、前記のことを達
成するために必要とされる援助を与える。」

日
本
の
防
衛
計
画

　 6．行政協定第三条第一項は、日本
国が、奄美群島における飛行場を含め
た防衛施設の設置について計画する場
合には、合衆国と日本国との間で協議
が行われるものと了解される。

公式合意議事録（不公表）
　 1．奄美群島が日米両国の防衛及び安全と特異の関係を有
することにかんがみ、日米安全保障条約の精神にのっとり、
同群島における防衛施設の設置（飛行場を含む）に関する日
本側の将来の計画について、合衆国は、あらかじめ十分に通
報されることが日本国政府の意思である。

吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文

　 7．一九五一年九月八日付けのアメ
リカ合衆国国務長官と日本国総理大臣
との交換公文は、奄美大島群島に適用
されることが了解される。

奄美返還協定第 7条
　日本国が当事国である条約及びその他の国際協定（千九百
五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本
国との平和条約、同日に署名された日本国とアメリカ合衆国
との間の安全保障条約及びこれに基く改正された行政協定、
同日に日本国総理大臣とアメリカ合衆国国務長官との間で交
換された公文並びに千九百五十三年四月二日に東京で署名さ
れた日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約を含
む。）は、この協定の効力発生の日から奄美群島について適
用されるものとする。

（出典）　米側公式議事録案及び最終文書より筆者作成。
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公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）

奄
美
返
還
協
定
の
公
式
合
意
議
事
録
は
四
つ
の
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
（
29
）

。
第
一
項
に
は
「
特
異
の
関
係
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
項

は
、
奄
美
群
島
に
あ
る
琉
球
銀
行
の
五
つ
の
支
店
と
鹿
児
島
銀
行
と
の
間
の
業
務
移
転
に
関
す
る
了
解
で
あ
る
。
第
三
項
は
、
琉
球
政
府

が
沖
縄
で
保
管
し
て
い
る
文
書
を
日
本
政
府
に
引
き
渡
す
と
の
了
解
で
あ
る
。
第
四
項
に
は
、
奄
美
返
還
協
定
第
三
条
第
六
項
に
あ
る
返

還
時
の
主
要
な
債
権
・
債
務
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
関
連
す
る
の
は
第
一
項
で
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

1
．
奄
美
群
島
が
日
米
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
と
特
異
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
精
神
に

の
っ
と
り
、
同
群
島
に
お
け
る
防
衛
施
設
の
設
置
（
飛
行
場
を
含
む
）
に
関
す
る
日
本
側
の
将
来
の
計
画
に
つ
い
て
、
合
衆
国
は
、

あ
ら
か
じ
め
十
分
に
通
報
さ
れ
る
こ
と
が
日
本
国
政
府
の
意
思
で
あ
る
。

公
式
合
意
議
事
録
第
一
項
で
は
、
日
米
の
防
衛
及
び
安
全
に
と
っ
て
、
奄
美
群
島
が
「
特
異
の
関
係
」
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
岡

崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
で
は
、
奄
美
群
島
は
極
東
の
防
衛
及
び
安
全
と
「
特
異
の
関
係
」
を
有
す
る
と
あ
っ
た
。
こ
の
違
い
だ
け
に

よ
っ
て
、
前
者
が
不
公
表
、
後
者
が
公
表
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
岡
崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
で
は
、
奄
美
群
島
が

有
す
る
「
特
異
の
関
係
」
の
意
味
合
い
を
薄
め
る
た
め
か
、
極
東
の
防
衛
及
び
安
全
と
い
う
よ
り
広
い
範
囲
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

米
側
議
事
録
案
第
六
項
に
、「
行
政
協
定
第
三
条
第
一
項
は
、
日
本
が
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
飛
行
場
を
含
め
た
防
衛
施
設
の
設
置
に

つ
い
て
計
画
す
る
場
合
に
は
、
合
衆
国
と
日
本
と
の
間
で
協
議
が
行
わ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。」
と
あ
り
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
日

本
の
防
衛
計
画
は
、
ア
メ
リ
カ
側
と
の
協
議
事
項
と
な
っ
て
い
た
。
交
渉
過
程
を
振
り
返
る
と
、
こ
の
「
協
議
」
と
は
、
軽
い
意
味
で
は
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な
く
、
ア
メ
リ
カ
側
の
同
意
あ
る
い
は
承
認
ま
で
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
防
衛
計
画
は
、
そ
れ
自
体
、
内
政
の
事
柄
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
米
側
原
案
に
は
内
政
に
干
渉
す
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
奄
美
群
島
の
「
特
異
の
関
係
」
が
表
れ
て
い
る
。

当
時
、
日
本
の
防
衛
計
画
を
ア
メ
リ
カ
側
と
公
式
に
協
議
す
る
こ
と
な
ど
、
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

公
式
合
意
議
事
録
第
一
項
の
文
面
は
、
奄
美
群
島
で
日
本
側
の
将
来
の
防
衛
計
画
が
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
に
通
報
さ
れ
る
と
ト
ー
ン

ダ
ウ
ン
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
を
不
公
表
と
す
る
よ
う
日
本
側
が
要
請
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
も
し
こ
の
文
書
が
、
当
時
、
公

表
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
文
書
が
策
定
さ
れ
た
の
か
、
情
報
提
供
と
は
い
か
な
る
意
味
か
、
政
府
は
野
党
側
か
ら
か
な
ら

ず
や
追
及
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
項
が
合
同
委
員
会
議
事
録
で
は
な
く
、
公
式
合
意
議
事
録
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
、
日

本
の
防
衛
計
画
と
い
う
米
軍
の
軍
事
権
と
は
異
質
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
は
、
一
九
六
〇
年
の
安
保
改
定
に
よ
っ
て
、
第
四
条
に
「
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
し
て
随
時
協
議
し
、
ま
た
、
日

本
国
の
安
全
又
は
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威
が
生
じ
た
と
き
は
い
つ
で
も
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
要

請
に
よ
り
協
議
す
る
。」
と
い
う
、
随
時
協
議
の
体
制
が
あ
ら
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
安
保
改
定
と
同
時
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、
日
米
安

全
保
障
協
議
委
員
会
で
あ
り
、
2
プ
ラ
ス
2
（
現
在
の
日
本
側
メ
ン
バ
ー
は
外
務
大
臣
と
防
衛
大
臣
、
ア
メ
リ
カ
側
は
国
務
長
官
と
国
防
長
官
で
あ

る
。）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
を
通
じ
、
日
本
の
防
衛
計
画
に
つ
い
て
の
情
報
も
ア
メ
リ
カ
側
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。

合
同
委
員
会
議
事
録
（
30
）

米
側
議
事
録
案
第
一
項
で
は
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
追
加
の
施
設
・
区
域
は
ア
メ
リ
カ
側
に
許
与
さ
れ
る
と
な
っ
て
い
た
。
施
設
・
区

域
の
設
定
は
、
合
同
委
員
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
と
す
る
行
政
協
定
第
二
条
第
一
項
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
逸
脱
す
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、

一
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奄
美
群
島
の
「
特
異
の
関
係
」
に
鑑
み
、
行
政
協
定
に
よ
ら
ず
、
奄
美
群
島
で
は
施
設
・
区
域
を
自
由
に
設
定
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
合
同
委
員
会
議
事
録
第
一
項
は
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
、
日
本
側
は
、「
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
の
た
め

に
奄
美
群
島
が
有
す
る
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
日
本
国
政
府
は
、
か
か
る
要
請
が
明
確
か
つ
個
別
に
施
設
小
委
員
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
た

と
き
に
は
、
で
き
る
限
り
迅
速
か
つ
好
意
的
に
配
慮
す
る
。」
と
応
じ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
、
三
つ
の
歯
止
め
が
か
け
ら
れ

た
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
こ
う
し
た
要
請
が
あ
れ
ば
、
行
政
協
定
下
の
施
設
小
委
員
会
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
は
、「
明
確
か
つ
個
別
に
」
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
釘
を
刺
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要

請
に
「
迅
速
か
つ
好
意
的
に
配
慮
す
る
」
と
あ
り
、
最
終
的
な
決
定
権
は
、「
配
慮
」
す
る
日
本
側
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本

側
は
、
追
加
の
施
設
・
区
域
の
問
題
は
行
政
協
定
の
枠
組
み
で
対
処
す
る
、
と
の
姿
勢
を
貫
い
た
。

米
側
議
事
録
案
第
二
項
と
第
三
項
は
、
奄
美
群
島
を
め
ぐ
る
領
空
・
領
水
の
飛
行
・
航
行
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
合
同
委
員
会
議
事

録
で
は
第
二
項
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
行
政
協
定
第
三
条
第
一
項
に
よ
っ
て
、
米
軍
は
施
設
・
区
域
に
限
ら
ず
、
領
水
・
空
間
等
も
利

用
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
奄
美
群
島
が
本
土
に
復
帰
す
れ
ば
、
安
保
条
約
・
行
政
協
定
も
適
用
さ
れ
る
の
で
、
同
項
は
当
然
の
こ

と
を
念
の
為
に
規
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

米
側
議
事
録
案
第
四
項
は
、
奄
美
群
島
に
お
い
て
追
加
の
施
設
・
区
域
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
は
そ
の
視
察
を
行
え
る

と
し
て
い
た
。
第
一
項
の
追
加
の
施
設
・
区
域
に
く
わ
え
、
そ
の
用
地
の
視
察
も
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
合
同
委
員
会
議
事
録
第
三

項
に
お
け
る
日
本
側
の
応
答
は
、
第
一
項
同
様
、
施
設
小
委
員
会
を
通
じ
て
行
う
と
い
う
枠
が
ま
ず
は
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
日
本
側

と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
迅
速
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
機
構
」（m

achine

）
を
設
け
る
用
意
が
あ
る
と
こ
た
え
て
い
る
。
こ
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の
「
機
構
」
と
は
、
交
渉
過
程
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
東
京
の
合
同
委
員
会
に
諮
っ
て
い
た
の
で
は
、
迅
速
な
対
応
が
で
き
な
い
の
で
、

当
時
の
名
瀬
に
、
日
本
側
現
地
代
表
を
常
駐
さ
せ
、
対
応
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
奄
美
群
島
の
軍
事
的
重
要
性
が
、
復
帰
後
、

と
く
に
高
ま
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
「
機
構
」
が
現
実
に
活
用
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

合
同
委
員
会
議
事
録
第
一
項
か
ら
第
三
項
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
、
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
応
答
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
の
に

対
し
、
同
第
四
項
は
、
明
確
に
「
合
意
」
の
形
式
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
第
四
項
の
み
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
式
と
な
っ
た
の
か
、
興
味
深

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

合
意
内
容
は
、「
行
政
協
定
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
、
日
本
国
当
局
は
、
自
ら
又
は
合
衆
国
軍
の
要
請
に
基
づ
き
、
合
衆
国
軍
及
び
そ

の
設
備
の
安
全
及
び
保
護
を
阻
害
す
る
ご
と
き
敵
対
的
又
は
有
害
な
装
置
（
例
え
ば
、
電
波
防
害
施
設
）
を
除
去
し
又
は
破
壊
す
る
た
め
に
、

奄
美
群
島
地
域
に
お
い
て
迅
速
か
つ
適
切
な
措
置
を
執
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
日
本
国
の
関
係
当
局
の
要
請
に
基
づ
き
、
前
述
の
こ

と
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
援
助
を
与
え
る
。」
と
あ
る
。

行
政
協
定
第
三
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
に
は
、
施
設
・
区
域
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
近
傍
に
お
け
る
防
衛
・
管
理
権
も
与

え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
施
設
及
び
区
域
へ
の
出
入
の
便
を
図
る
場
合
で
あ
る
。
奄
美
群
島
に
米
軍
に
対
す
る
電
波
妨
害
施
設

等
が
あ
る
と
判
明
し
た
場
合
、
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
に
よ
っ
て
、
日
本
側
に
は
、
そ
れ
を
除
去
・
破
壊
す
る
た
め
、
迅
速
か
つ
適

切
な
措
置
を
と
る
義
務
が
課
さ
れ
た
。

分
析

公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）
が
、
な
ぜ
不
公
表
と
さ
れ
た
の
か
は
す
で
に
述
べ
た
。
最
後
に
、
合
同
委
員
会
議
事
録
が
、
不
公

一
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表
と
な
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

合
同
委
員
会
議
事
録
の
第
一
項
か
ら
第
三
項
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
、
日
本
側
の
応
答
と
い
う
形
式
と

な
っ
て
い
る
。
米
側
議
事
録
案
で
は
、
行
政
協
定
の
規
定
を
無
視
し
、
ま
た
合
同
委
員
会
に
諮
る
こ
と
な
く
、
ア
メ
リ
カ
側
が
奄
美
群
島

に
お
け
る
追
加
の
施
設
・
区
域
を
設
定
し
、
あ
る
い
は
、
追
加
用
地
の
視
察
も
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
、
日
本

側
の
応
答
で
は
、「
施
設
小
委
員
会
を
通
じ
」、「
慣
行
に
従
っ
て
」
等
の
字
句
が
付
け
加
え
ら
れ
、
全
体
と
し
て
、
施
設
・
区
域
に
関
し

て
は
、
合
同
委
員
会
を
通
じ
、
取
り
決
め
ら
れ
る
と
い
う
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
が
公
に
な
れ
ば
、
奄
美
群

島
で
は
、
米
軍
は
行
政
協
定
を
な
い
が
し
ろ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
批
判
が
噴
出
す
る
の
は
必
至
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
が
、
こ
れ

ら
の
条
項
の
存
在
が
不
公
表
と
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。

残
る
は
、
合
意
の
形
を
と
っ
た
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
で
あ
る
。
米
軍
に
対
す
る
電
波
妨
害
施
設
等
が
奄
美
群
島
に
あ
れ
ば
、
日

本
側
は
そ
れ
を
除
去
ま
た
は
破
壊
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
米
軍
は
そ
の
施
設
・
区
域
外
の
電
波
妨
害
施
設
等
に
直
接
対
処
で
き
な
い

の
で
、
日
本
側
が
対
処
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
電
波
妨
害
施
設
等
に
関
連
す
る
行
政
協
定
の
規
定
と
し
て
、
第
三
条
第
二
項
第
二
文
に
、「
合
衆
国
が
使
用
す
る
電
波
放
射
の
装

置
が
用
い
る
周
波
数
、
電
力
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
に
関
す
る
す
べ
て
の
問
題
は
、
相
互
の
取
極
に
よ
り
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
あ
る
。
そ
の
取
極
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
周
波
数
の
分
配
及
び
妨
害
除
去
」（
一
九
五
二
年
六
月
）
と
題
す
る
合
同
委

員
会
合
意
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、「（
14
）
電
波
監
視
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
合
意
さ
れ
て
い
る
（
31
）

。

（
イ
）
米
軍
側
が
不
明
な
根
源
か
ら
の
電
波
に
よ
り
混
信
を
受
け
た
場
合
、
そ
れ
を
日
本
側
に
通
報
し
、
日
本
側
は
そ
の
電
波
を

一
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監
視
す
る
こ
と
。
監
視
の
結
果
は
混
信
除
去
の
た
め
混
信
を
与
え
た
方
の
局
を
管
理
す
る
機
関
に
送
付
す
る
こ
と
。
右
の
混
信
が
日

本
国
外
か
ら
来
る
電
波
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
監
視
の
結
果
を
米
軍
側
に
送
付
し
、
米
軍
側
が
そ
の
混
信
除
去
の
処
置
を
と
る
こ

と
。（

ロ
）
米
軍
側
が
日
本
国
内
の
不
法
電
波
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
覚
知
し
た
場
合
は
、
そ
れ
を
日
本
側
に
通
知
す
る
こ
と
。
日
本

側
が
監
視
し
た
結
果
、
そ
れ
が
米
軍
所
属
の
も
の
で
あ
る
と
判
明
し
た
時
は
、
そ
れ
を
米
軍
側
に
通
報
し
、
米
軍
側
が
そ
の
不
法
運

用
を
除
去
す
る
こ
と
。

（
ハ
）
日
本
側
は
、
監
視
の
結
果
を
、
要
請
が
あ
れ
ば
、
米
軍
側
に
送
付
す
る
こ
と
。

（
ニ
）
前
記
（
イ
）、（
ロ
）
及
び
（
ハ
）
の
監
視
に
関
す
る
情
報
交
換
は
、
郵
政
省
電
波
管
理
局
と
駐
日
合
衆
国
軍
司
令
部
Ｊ
6
部

周
波
数
分
配
課
と
の
間
で
行
う
こ
と
。

こ
の
う
ち
、
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
（
ロ
）
で
あ
る
。
た
だ
、
米
軍
側
が
日
本
国
内
の
不
法
電
波

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
覚
知
し
た
と
き
、
そ
の
電
波
が
米
軍
所
属
の
も
の
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
の
対
処
法
は

こ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
六
〇
年
の
行
政
協
定
改
定
に
よ
る
日
米
地
位
協
定
第
三
条
第
二
項
第
三
文
は
、「
日
本
国
政
府
は
、
合
衆
国
軍
隊
が
必
要
と
す
る

電
気
通
信
用
電
子
装
置
に
対
す
る
妨
害
を
防
止
し
又
は
除
去
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
合
理
的
な
措
置
を
関
係
法
令
の
範
囲
内
で
執
る
も
の

と
す
る
。」
と
あ
り
、
日
本
政
府
は
、
法
令
の
範
囲
内
で
、
米
軍
の
電
子
装
置
へ
の
妨
害
を
防
止
・
除
去
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
規
定
は
、
行
政
協
定
の
改
定
に
よ
っ
て
あ
ら
た
に
追
加
さ
れ
た
条
項
で
あ
る
。

一
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こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
外
務
省
機
密
文
書
で
あ
る
「
日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
・
増
補
版
」
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

こ
こ
で
の
問
題
は
、
米
側
か
ら
電
波
障
害
除
去
の
た
め
、
米
軍
通
信
施
設
周
辺
の
私
人
の
建
築
制
限
を
求
め
ら
れ
た
場
合
日
本
側
と

し
て
い
か
な
る
措
置
が
と
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
電
波
法
は
、
米
軍
の
使
用
す
る
通
信
施
設
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
排
除
さ

れ
て
い
る
（
特
例
法
参
照
）
た
め
、
電
波
法
に
定
め
る
電
波
障
害
除
去
措
置
は
と
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の

措
置
の
た
め
の
特
別
立
法
は
な
い
の
で
、
民
法
に
よ
り
個
々
の
関
係
私
人
に
当
た
り
問
題
を
解
決
（
高
層
建
築
を
し
な
い
と
い
う
不
作

為
義
務
の
設
定
、
買
収
等
）
す
る
よ
り
方
法
は
な
い
（
32
）

。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、
電
波
障
害
と
な
る
高
層
建
築
の
建
設
の
場
合
で
あ
り
、
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
が
想
定
す
る

事
例
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
同
項
で
は
、
敵
対
的
な
装
置
も
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
行
政
協
定
の
改
定
に
よ
り
、
は
じ
め
て

こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
が
、
電
波
障
害
除
去
措
置
で
す
ら
国
内
法
で
は
か
な
ら
ず
し
も
有
効
な
も
の
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
奄
美
群
島
が
有
す
る
特
異
の
関
係
に
「
特
に
別
段
の
意
味
は
な
い
」
と
す
る
岡
崎
大
臣
の
言
に
反
し
、
奄
美
群
島

に
米
軍
へ
の
電
波
妨
害
施
設
等
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
除
去
ま
た
は
破
壊
す
る
義
務
を
日
本
政
府
は
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
に
よ
り

負
っ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
特
異
の
関
係
」
の
中
身
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
同
項
は
密
約
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
第
四
項
だ
け
が
「
合
意
」
の
形
式
と
な
っ
た
理
由
は
、
交
渉
過
程
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
日
本
側
が

理
解
を
示
し
て
お
り
、「
行
政
協
定
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
」
と
い
う
文
言
は
あ
る
も
の
の
、
行
政
協
定
第
二
条
・
第
三
条
で
は
律
し
き

れ
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
、
と
日
本
側
が
判
断
し
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
〇



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
五
九
）

合
同
委
員
会
に
お
け
る
合
意
が
密
約
の
温
床
に
な
っ
て
い
る
点
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
例
は
、
な
か
な
か

表
面
に
出
て
こ
な
い
。
先
に
紹
介
し
た
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
密
約
は
、
外
務
省
だ
け
で
な
く
、
法
務
省
も
関
連
し
て
い
た
た
め
、
き
わ

め
て
手
の
込
ん
だ
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
と
比
較
し
、
こ
の
電
波
妨
害
施
設
除
去
密
約
は
、
外
務
省
内
だ
け
に
秘
匿
さ
れ
る
密
約
と

し
て
、
明
確
な
合
意
の
形
式
が
と
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
例
の
解
明
に
よ
っ
て
、
日
米
密
約
構
造
の
一
端
が
さ
ら
に
明
ら
か
と

な
っ
た
。

（
1
） 

「（
仮
訳
）
奄
美
群
島
返
還
に
関
す
る
ダ
レ
ス
米
国
国
務
長
官
の
声
明
」『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』

（A
'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
2
） 

本
稿
で
引
用
す
る
交
換
公
文
・
協
定
等
は
、
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
。

（
3
） 

本
稿
で
は
、
議
事
録
と
い
う
用
語
が
頻
出
す
る
。
本
稿
で
登
場
す
る
議
事
録
に
は
二
種
類
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
奄
美
返
還
協
定
交
渉
に
お
い
て

到
達
し
た
了
解
事
項
の
記
録
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
が
最
初
に
提
示
し
た
公
式
議
事
録
案
や
、
最
終
的
な
公
式
合
意
議
事
録
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
も

う
ひ
と
つ
は
、
日
米
合
同
委
員
会
の
議
事
録
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
奄
美
返
還
に
関
連
し
て
い
る
も
の
の
、
合
同
委
員
会
の
所
管
事
項
と
し
て
合
意

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

奄
美
返
還
に
つ
い
て
も
っ
と
も
詳
細
な
研
究
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
奄
美
返
還
と
日
米
関
係
│
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
奄
美
・
沖

縄
占
領
と
ア
ジ
ア
戦
略
』
南
方
新
社
、
二
〇
〇
三
年
で
あ
る
。
な
お
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
氏
は
、
筆
者
か
ら
の
資
料
の
問
い
合
わ
せ
に
、
お
忙
し
い
中
、

懇
切
に
対
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
そ
の
ほ
か
、
杉
山
茂
雄
「「
奄
美
方
式
」
と
沖
縄
・
小
笠
原
の
返

還
」『
法
律
時
報
』
第
四
〇
巻
第
一
号
、
一
九
六
八
年
一
月
、
二
四
│
二
九
頁
、
梶
浦
篤
「
奄
美
諸
島
返
還
を
め
ぐ
る
米
国
の
対
日
・
対
ソ
戦
略
」

『
国
際
政
治
』
第
一
〇
五
号
、
一
九
九
四
年
一
月
、
一
一
二
│
一
二
六
頁
を
参
照
。
奄
美
復
帰
全
般
に
つ
い
て
は
、
村
山
家
國
『
新
訂　

奄
美
復
帰

史
』
南
海
日
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
、
永
田
浩
三
『
奄
美
の
奇
跡
│
「
祖
国
復
帰
」
若
者
た
ち
の
無
血
革
命
』
Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ
出
版
、
二
〇
一
五
年
を

二
〇
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
〇
）

参
照
。

（
5
） 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
信
夫
隆
司
「
在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
」『
法
学
紀
要
』
第
五
七
巻
、
二
〇
一
六
年
三
月
、

一
三
三
│
一
八
二
頁
を
参
照
。

（
6
） 
「
第
十
九
回
国
会　

参
議
院
会
議
録
第
二
号
」
官
報
号
外
、
一
九
五
三
年
一
二
月
二
四
日
、
一
五
│
一
六
頁
。

（
7
） 

『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係　

第
一
巻
〜
第
六
巻
』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
8
） 

和
田
記
「
奄
美
大
島
返
還
に
関
す
る
件
」、
一
九
五
三
年
九
月
一
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』

（A
'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
9
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 1212, N
ovem

ber 20, 1953”

（S
ecret

）, R
G
59 

D
ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
. 

な
お
、
以
下
に
引
用
す
る
米
側
文
書
は
、
す
べ
て
カ
レ
ッ
ジ

パ
ー
ク
の
米
国
立
公
文
書
館
所
蔵
で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
の
記
述
は
省
略
す
る
。

（
10
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
四
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米

返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』（A
'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
11
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
四
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米

返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
、
外
務
省
ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
返
還
経
緯
」（
部
外
秘
）、
一
九
五
四
年
一
月
、

『
南
西
諸
島
帰
属
問
題
』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
を
参
照
し
て
い
る
。

（
12
） 

本
文
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
こ
の
公
文
案
の
後
段
は
、
最
後
ま
で
日
米
間
で
も
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、「
平
和
及
び

安
全
の
永
続
す
る
状
態
が
極
東
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
ま
で
」、
沖
縄
等
の
南
西
諸
島
を
期
限
の
定
め
な
し
に
支
配
す
る
こ
と
を
明
文
化
し
よ
う
と

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
は
、
沖
縄
等
の
住
民
の
本
土
復
帰
の
希
望
も
配
慮
し
、
こ
の
文
言
を
や
わ
ら
げ
る
提
案
を
行
っ
た
。
詳
し
く
は
、
中

川
記
「
奄
美
返
還
交
渉
に
関
す
る
件
」（
秘
）、
一
九
五
三
年
一
二
月
八
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』

（A
'-0146

）、
外
交
史
料
館
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
側
の
文
言
は
、
最
終
的
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
四
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米

二
〇
二



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
六
一
）

返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
14
） 

「
奄
美
群
島
返
還
経
緯
」
に
よ
る
と
、「
奄
美
群
島
返
還
に
関
す
る
日
米
間
の
折
衝
は
、
米
側
の
意
向
も
あ
り
、
交
渉negotiation

と
い
う
表

現
を
さ
け
、
取
極
に
関
す
る
打
合
せdiscussion for arrangem

ents

と
い
う
こ
と
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
外
務
省
ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島

返
還
経
緯
」（
部
外
秘
）、
一
九
五
四
年
一
月
、
三
六
頁
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題
』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。
た
だ
、
米
側
文
書
で
も

negotiation
は
用
い
ら
れ
て
お
り
、
交
渉
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
15
） 

“U
.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, F

irst G
eneral M

eeting, N
ovem

ber 27, 1953, 

9:30 a.m
., M
inistry of F

oreign A
ff airs, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261.

（
16
） Ibid.

（
17
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
返
還
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
七
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返

還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146
）、
外
交
史
料
館
。

（
18
） 

“U
.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, F

irst M
eeting of S

ub-C
om
m
ittee on M

ilitary 

R
ights, N

ovem
ber 28, 1953, 3:00 p.m

., M
inistry of F

oreign A
ff airs, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 

4261.

（
19
） 

第
一
回
軍
事
分
科
会
に
お
け
る
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
、“U

.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i 

Islands, F
irst M

eeting of S
ub-C

om
m
ittee on M

ilitary R
ights, N

ovem
ber 28, 1953, 3:00 p.m

., M
inistry of F

oreign A
ffairs, 

T
okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261

に
よ
っ
て
い
る
。

（
20
） 

“U
.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, F

irst M
eeting of S

ub-C
om
m
ittee on M

ilitary 

R
ights, N

ovem
ber 28, 1953, 3:00 p.m

., M
inistry of F

oreign A
ff airs, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 

4261.

（
21
） 

“U
.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, S

econd G
eneral M

eeting, N
ovem

ber 30, 1953, 

10:00 a.m
., M
inistry of F

oreign A
ff airs, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261.

な
お
、
第
二
回
正
式
会
談

二
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
二
）

の
様
子
を
在
京
米
大
使
館
か
ら
本
省
に
報
告
し
た“T

elegram
 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1354, 

N
ovem

ber 30, 1953”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan, U

.S
. E
m
bassy, T

okyo; C
lassified G

eneral R
ecords, 1952-1963, B

ox 24[322.3 

A
m
am
i Islands 1953 N

ovem
ber-D

ecem
ber]

も
参
照
。

（
22
） 
第
二
回
軍
事
分
科
会
に
つ
い
て
は
、“U

.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, S

econd 

M
eeting of S

ub-C
om
m
ittee on M

ilitary R
ights, D

ecem
ber 1, 1953, 11:00 a.m

., A
m
erican E

m
bassy, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 

D
ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261

を
参
照
し
て
い
る
。

（
23
） 

参
考
に
な
る
文
書
と
し
て
は
、
中
川
記
「
奄
美
返
還
交
渉
に
関
す
る
件
」（
秘
）、
一
九
五
三
年
一
二
月
八
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美

群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
が
あ
る
。

（
24
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1458, D

ecem
ber 12, 1953”

（S
ecret

）, R
G
59 

D
ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261.

（
25
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
協
定
案
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
二
月
一
八
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、

日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A
'-0146

）、「
次
官
会
議
説
明
資
料
（
一
二
月
二
一
日
次
官
会
議
）」、
一
九
五
三
年
一
二
月
二
一
日
、『
南
西
諸

島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
三
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
26
） 

「
備
忘
」、
一
九
五
三
年
一
二
月
一
六
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
27
） 

新
木
大
使
（
米
国
）
発
岡
崎
大
臣
宛
公
電
第
一
五
四
五
号
「
奄
美
群
島
返
還
に
関
す
る
件
」（
大
至
急
）、
一
九
五
三
年
一
二
月
二
三
日
、『
南

西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
、“R

ecord of the M
eeting of D

ecem
ber 24, 

1953, B
etw
een R

epresentatives of the G
overnm

ent of Japan and the U
nited S

tates of A
m
erica on the A

greem
ent concerning 

the A
m
am
i Islands”

（C
onfi dential

）, 

『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

こ
の
会
談
で
、
最
終
的
に
文
書
が
確
定
し
た
。
こ
の
記
録
は
、
当
然
、
ア
メ
リ
カ
側
に
も
保
管
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。

（
28
） 

外
務
省
ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
返
還
経
緯
」（
部
外
秘
）、
一
九
五
四
年
一
月
、
三
六
頁
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題
』（A

'-0146

）、
外
交

二
〇
四



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
六
三
）

史
料
館
。

（
29
） 

“R
ecord of the M

eeting of D
ecem

ber 24, 1953, B
etw
een R

epresentatives of the G
overnm

ent of Japan and the U
nited 

S
tates of A

m
erica on the A

greem
ent concerning the A

m
am
i Islands”

（C
onfi dential

）, 『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還

協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
30
） 

“R
ecord of the M

eeting of D
ecem

ber 24, 1953, B
etw
een R

epresentatives of the G
overnm

ent of Japan and the U
nited 

S
tates of A

m
erica on the A

greem
ent concerning the A

m
am
i Islands”

（C
onfi dential

）, 『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還

協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。
合
同
委
員
会
議
事
録
の
日
本
語
訳
は
、
条
条
「
奄
美
返
還
取
極
に
お
け
る
軍
事
関
係
条
項
」

（
極
秘
）、
一
九
六
七
年
一
一
月
二
四
日
、『
小
笠
原
諸
島
帰
属
問
題
』（A

'.6.1.1.5

）、
外
交
史
料
館
を
参
考
に
し
て
い
る
。
同
文
書
に
よ
れ
ば
、

一
九
五
四
年
一
月
七
日
開
催
の
第
八
一
回
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
議
事
録
に
記
載
さ
れ
た
と
あ
る
。

（
31
） 

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
日
米
地
位
協
定
各
条
及
び
環
境
補
足
協
定
に
関
す
る
日
米
合
同
委
員
会
合
意
」
の
「
第
三
条
に
関
連
す
る
日
米
合
同

委
員
会
合
意
」
に
よ
る
。

（
32
） 

琉
球
新
報
社
（
編
）『
外
務
省
機
密
文
書　

日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
・
増
補
版
』
高
文
研
、
二
〇
〇
四
年
、
六
一
│
六
二
頁
。

二
〇
五





ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
（
杉
本
）

（
三
六
五
）

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済

杉　
　

本　
　

竜　
　

也

は
じ
め
に

第
一
節　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
民
主
的
専
制

　

⑴　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
名
の
平
等
化

　

⑵　

個
人
主
義
と
多
数
者
の
暴
政

　

⑶　

新
た
な
専
制
の
登
場

第
二
節　
「
社
会
問
題
」
の
発
生

第
三
節　

平
等
に
お
け
る
不
平
等　

産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
問
題

お
わ
り
に

論　

説

二
〇
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
六
）

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
ア
レ
ク
シ
ス･

ド･

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
に
あ
る
。

長
い
間
、
西
洋
政
治
思
想
史
で
は
、
政
治
と
経
済
は
異
な
る
領
域
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
古
代
ギ
リ
シ

ア
で
は
、
こ
れ
ら
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
で
は
、
経
済
に
関
す
る
問
題
は
、
政
治
に
と
っ
て
の
最
大

の
懸
案
事
項
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
政
治
と
経
済
の
関
係
性
に
変
化
が
生
じ
始
め
た
の
は
、
十
九
世
紀
以

降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
代
表
的
な
論
者
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
政
治
的
概
念
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
も
含
ん
だ
社
会
的
概
念
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
彼
の
中
に

は
政
治
と
経
済
を
積
極
的
に
結
び
付
け
よ
う
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
彼
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
解
が
政
治
だ
け
で
な
く
、
経
済

や
文
化
と
い
っ
た
多
様
な
要
素
を
射
程
に
入
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
結
果
的
に
彼
の
理
論
は
社
会
全
体
を
対
象
と
す
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
理
論
を
、
政
治
的
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
）
側
面
と
経
済
的
側
面
の
両
面
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

第
一
節
で
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
、
彼
の
「
個
人
主
義
」
と
「
物
質
主
義
」
と
い
う
概
念
か
ら
論
じ
て
い
く
。
ま
た
、

そ
の
結
果
と
し
て
招
来
さ
れ
る
新
た
な
専
制
形
態
で
あ
る
「
民
主
的
専
制
」
に
つ
い
て
も
考
え
て
い
く
。

第
二
節
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
・
経
済
問
題
を
論
じ
る
際
の
、
ア
メ
リ
カ
社
会
を
材
料
と
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理

論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
視
察
旅
行
を
行
っ
た
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
本
格
的
な
産
業
化
以
前
の
段
階
に
あ

二
〇
八



ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
（
杉
本
）

（
三
六
七
）

り
、
い
ま
だ
農
業
中
心
の
社
会
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
貧
困
層
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
産
業

化
が
急
速
に
進
み
、
都
市
へ
の
人
口
流
入
が
発
生
し
、
貧
困
に
代
表
さ
れ
る
社
会
問
題
が
顕
在
化
し
始
め
て
い
た
。
こ
こ
に
、
ア
メ
リ
カ

分
析
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
通
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
節
で
は
、
こ
の
問
い
を
考
え
て
み
た
い
。

第
三
節
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
平
等
社
会
に
出
現
し
た
新
た
な
不
平
等
と
し
て
の
「
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
」
に
つ
い
て
論

じ
る
こ
と
を
通
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
と
彼
の
社
会
問
題
に
対
す
る
考
え
と
の
間
に
あ
る
関
連
性
お
よ
び
隔
た
り
に

つ
い
て
考
え
て
い
く
。

第
一
節　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
民
主
的
専
制

⑴　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
名
の
平
等
化

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
彼
の
生
き
た
時
代
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」（dém

ocratie

）
の
時
代
で
あ
っ
た
。
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
と
い
う
も
の
が
多
く
の
人
の
目
に
見
え
る
形
で
進
行
し
、
否
が
応
で
も
そ
れ
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。
ト
ク

ヴ
ィ
ル
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
普
遍
的
現
象
と
理
解
し
て
い
る
が
、
彼
が
ま
ず
注
目
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
（
1
）

。

合
衆
国
滞
在
中
、
私
の
注
意
を
引
い
た
目
新
し
い
も
の
の
中
で
も
、
境
遇
の
平
等
ほ
ど
私
の
目
を
驚
か
せ
た
も
の
は
な
か
っ
た
（
2
）

。

『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
第
一
巻
の
冒
頭
に
記
さ
れ
た
こ
の
一
節
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
観
を
簡
潔
か
つ
的
確

二
〇
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
八
）

に
表
現
し
て
い
る
。
彼
の
念
頭
に
あ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
政
治
制
度
を
意
味
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
（
3
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
政
治
や
経
済
、
社
会
、
そ
し
て
文
化
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
け
る
平
等
（
化
）、
つ
ま
り
「
境
遇
の
平
等
」

（égalité des conditions

）
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
（
4
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
平
等
化
を
歴
史
の
必
然
だ
と
考
え
て
い
た
。
平
等
化
の
原
動
力
は
、「
平
等
そ
の
も
の
へ
の
愛
（am

our

）」
で
あ
る
（
5
）

。

平
等
化
が
愛
と
い
う
本
能
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
も
た
ら
さ
れ
た
状
況
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
が
当

人
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
平
等
化
の
流
れ
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
人
間
の
歴
史
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
歴
史
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
歴
史
的
必
然
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
、「
神
の
御み
わ
ざ業

」（un fait providentiel

）
と
呼
ん
だ
（
6
）

。

<<providence>>

と
い
う
語
は
神
の
摂
理
を
示
し
て
お
り
、
頭
文
字
が
大
文
字
に
な
る
と
神
（D

ieu

）
自
体
を
も
意
味
す
る
。
こ
の
概

念
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
他
に
も
同
時
代
の
思
想
家
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ジ
ョ
セ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
は
、
政
治
的
現
象
に
お
い
て
人
間
は
主
体
的
で
は
な
く
、「
神
の
道
具
」
と
し
て
自
ら
の

意
志
と
は
異
な
る
方
向
へ
と
導
か
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
こ
の
世
界

に
悪
が
存
在
す
る
理
由
を
問
う
神
義
論
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
（
7
）

。

メ
ー
ス
ト
ル
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
比
較
し
た
場
合
、
メ
ー
ス
ト
ル
は
君
主
政
こ
そ
摂
理
に
か
な
っ
た
政
治
体
制
で
あ
る
と
考
え
た
の
に
対

し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
摂
理
に
合
致
し
て
い
る
の
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
り
、
神
意
を
根
拠
に
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

メ
ー
ス
ト
ル
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
同
じ<<providence>>

と
い
う
概
念
を
利
用
し
な
が
ら
、
政
治
体
制
に
関
し
て
正
反
対
の
見
解
を
有
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
（
8
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
メ
ー
ス
ト
ル
の
間
に
存
在
す
る
思
想
的
な
相
違
は
大
き
い
が
、
彼
ら
の
い
ず
れ
も
自
身
の
考
え
に
対
す
る
最
高
度
の
理

二
一
〇



ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
（
杉
本
）

（
三
六
九
）

論
的
根
拠
と
し
て<<providence>>

と
い
う
概
念
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
い
ま
だ
に
否
定
的
な

意
味
合
い
を
伴
っ
て
い
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
語
に
積
極
的
な
性
格
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、

<<providence>>

は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
最
適
な
概
念
で
あ
っ
た
（
9
）

。
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
神
の
摂
理
に
基
づ
く
文
明
発
達

の
歴
史
の
中
に
平
等
化
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
理
論
的
に
肯
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
等
は
不
可
避
的
か
つ
普

遍
的
、
そ
し
て
受
容
す
べ
き
事
実
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
10
）

。

そ
の
一
方
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
同
時
に
平
等
に
起
因
す
る
危
険
性
に
つ
い
て
も
再
三
に
わ
た
っ
て
訴
え
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
平
等

や
平
等
化
自
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
警
戒
し
た
の
は
、
平
等
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
平
等
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
も
の
、
特
に
平
等
が
人
々
の
内
面
に
及
ぼ
す
負
の
作
用
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
第
一
の
懸
念
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
同
質
的
人
間
像
の

蔓
延
で
あ
る
（
11
）

。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
平
等
化
効
果
に
よ
っ
て
、
各
人
の
価
値
は
等
し
く
な
る
。
反
面
、
そ
れ
は
階
級
社
会
で
階
級
が
与
え
て

い
た
各
人
の
属
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
、
各
個
人
は
同
質
化
し
て
し
ま
う
た
め
、
他
者
と
の
関

係
構
築
の
必
要
性
が
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
結
果
、
同
質
性
が
人
間
と
し
て
の
条
件
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
人
々
は

異
質
な
考
え
を
持
つ
人
物
を
等
価
値
の
人
間
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
見
る
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
は
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
先
進
国
で
あ
る
た
め
、
同
質
的
人
間
像
の
浸
透
度
合
い
は
著
し
か
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
、「
概
し

て
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
精
神
の
独
立
と
真
の
議
論
の
自
由
が
存
在
し
な
い
国
を
、
私
は
知
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る
（
12
）

。
同
質
的
人
間
像
の

浸
透
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
社
会
の
思
想
的
同
調
圧
力
は
き
わ
め
て
強
力
で
あ
る
。
こ
こ
で
明
確
に
危
険
な
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

の
が
、
多
数
者
の
存
在
で
あ
る
。

二
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ア
メ
リ
カ
で
は
、
多
数
者
が
思
想
の
周
囲
に
恐
ろ
し
い
枠
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
制
限
の
内
側
で
あ
れ
ば
文
筆
家
は
自
由
で
い
ら
れ
る

が
、
も
し
そ
こ
か
ら
思
い
切
っ
て
出
て
い
く
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
彼
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
火
刑
を
危
惧
す

る
必
要
は
な
い
が
、
彼
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
嫌
悪
の
的
と
な
り
、
日
々
の
迫
害
の
標
的
と
な
る
。
政
治
へ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
る
。
彼
は
、

そ
の
道
を
切
り
拓
く
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
権
力
に
背
い
た
の
で
あ
る
。
誰
か
ら
も
彼
は
拒
絶
さ
れ
、
栄
光
を
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

意
見
を
表
明
す
る
前
ま
で
は
、
彼
も
自
分
を
支
持
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
世
間
に
対
し
て
考
え
を
明
ら
か
に

し
た
今
、
そ
の
よ
う
な
人
々
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
を
非
難
す
る
人
々
は
声
高
に
叫
び
、
彼
と
同
じ
よ
う
な
考
え
の

人
に
は
勇
気
が
な
く
、
黙
り
込
ん
で
し
ま
い
、
そ
し
て
彼
の
も
と
か
ら
離
れ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
譲
歩
す
る
こ
と
に
な
り
、
つ
い

に
は
日
々
の
苦
難
の
前
に
屈
服
す
る
。
そ
し
て
正
し
い
こ
と
を
口
に
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
か
の
よ
う
に
、
沈
黙
へ
と
帰
っ
て
い
く
（
13
）

。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
、
多
数
者
が
行
使
す
る
精
神
的
抑
圧
の
手
法
は
、
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
。
多
数
者
は
具
体
的
な
強
制
力
を

用
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
精
神
的
に
少
数
者
を
追
い
詰
め
て
い
く
。
支
配
や
統
治
の
対
象
と
な
る
の
は
い
ま
や
人
々
の
肉
体
で
は
な
く
、

精
神
で
あ
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
多
数
者
の
概
念
が
抽
象
的
か
つ
唯
一
的
で
本
質
と
し
て
は

固
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
明
白
か
つ
一
時
的
な
利
益
で
は
な
く
、
社
会
的
合
意
や
世
論
に
つ
い
て
の
基
本
的
態
度
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
多
数
者
を
、
道
徳
に
関
し
て
人
々
に
指
令
を
発
す
る
権
威
・
権
力
で
あ

る
と
定
義
し
て
い
る
（
14
）

。
い
わ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
も
の
は
、
人
々
の
精
神
を
通
し
た
多
数
者
支
配
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
に
関
し
て
懸
念
す
べ
き
第
二
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、
そ
こ
で
生
き
て
い
る
人
々
の

二
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「
一
般
観
念
」（idées générales

）
志
向
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
個
々
の
人
間
が
孤
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
全
体
と
し
て
は
共
通
の
方
向
へ
と
進
ん
で
い
く
原
因
と
し
て
、
一
般
観
念
の
存
在
に
注
目
す
る
（
15
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
一
般
観
念
自
体
を

否
定
し
て
は
い
な
い
。
彼
は
、
そ
れ
を
、
丹
念
に
知
性
を
働
か
せ
た
結
果
と
し
て
導
出
さ
れ
る
も
の
と
、
短
期
間
で
安
易
に
導
き
出
さ
れ

た
も
の
に
分
け
て
い
る
（
16
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
人
間
の
知
性
の
増
進
に
貢
献
す
る
も
の
と
し
て
前
者
に
は
肯
定
的
だ
が
、
後
者
に
は
批
判
的

で
あ
る
。
流
動
的
で
活
動
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
で
は
、
人
々
は
好
奇
心
に
満
ち
て
い
る
が
、
時
間
的
余
裕
は
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
は

激
し
い
割
に
は
精
神
的
に
軟
弱
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
大
成
功
を
収
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
割
に
努
力
は
免
れ
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
そ
の

よ
う
な
人
々
が
安
易
で
簡
便
な
一
般
観
念
に
飛
び
つ
く
。
要
す
る
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
般
観
念
の
受
容
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
と
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
知
的
・
精
神
的
退
廃
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
意
識
は
、
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
的
性
格
よ
り
も
、
そ
の
精
神
的
作
用
に
向
け
ら
れ
て
い
る
（
17
）

。

人
々
の
画
一
的
思
考
は
、
政
治
の
場
面
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
単
純
な
一
般
観
念
を
好
む
人
々
は
複
雑
な
体
系
を
嫌
い
、
唯
一
の
集
権

的
権
力
に
よ
る
統
治
を
望
む
よ
う
に
な
り
、「
画
一
的
立
法
」（législation uniform

e

）
を
希
求
す
る
よ
う
に
な
る
（
18
）

。
平
等
社
会
で
あ
る
以

上
、
人
々
が
法
に
対
し
て
も
画
一
性
を
求
め
る
こ
と
は
必
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
深
度
が
増
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、
画
一
的
立
法
の
要
求
が
知
的
・
精
神
的
怠
惰
に
基
づ
い
て
い
る
以
上
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は

そ
れ
に
対
し
て
警
戒
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

画
一
的
思
考
と
画
一
的
立
法
に
よ
っ
て
、
個
人
と
い
う
存
在
は
消
滅
し
、
巨
大
な
社
会
と
い
う
も
の
だ
け
が
残
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
い

う
。「
ひ
と
つ
の
国
民
に
お
い
て
そ
の
境
遇
が
平
等
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
個
人
の
姿
は
よ
り
小
さ
く
、
社
会
は
よ
り
大
き
く
見
え

る
よ
う
に
な
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
民
は
そ
の
他
す
べ
て
の
市
民
と
同
じ
よ
う
な
姿
に
な
り
、
大
衆
の
中
へ
と
消
え
て
い

二
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く
。
そ
し
て
も
は
や
人
民
と
い
う
巨
大
で
壮
大
な
印
象
し
か
、
見
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
（
19
）

」。

⑵　

個
人
主
義
と
多
数
者
の
暴
政

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
真
の
意
味
で
の
個
人
の
消
滅
と
単
一
的
な
社
会
の
誕
生
で
あ
っ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
平
等

化
を
通
し
て
、
個
人
と
い
う
存
在
を
解
放
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
進
む
に
つ
れ
て
、
個
人
は
新
た
に
「
人

民
」（peuple

）
に
糾
合
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
経
て
、
匿
名
的
な
「
社
会
」（société

）
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
社
会
の
み
が
、
全

能
（toutpuissant

）
で
唯
一
の
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
そ
の
原
因
と
し
て
「
個
人
主
義
」

（individualism
e

）
を
考
え
る
。
で
あ
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
利
己
主
義
」（égoïsm

e

）
と
比
較
し
な
が
ら
、
個
人
主
義
の
問
題
点
を
指

摘
す
る
。

「
個
人
主
義
」
は
、
新
し
い
思
想
が
生
ん
だ
新
し
い
言
葉
で
あ
る
。
私
た
ち
の
祖
先
は
、
利
己
主
義
と
い
う
言
葉
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。

利
己
主
義
は
自
分
自
身
に
対
す
る
熱
烈
で
度
を
越
し
た
愛
情
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
自
分
中
心
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
何

よ
り
も
自
分
だ
け
を
選
り
好
み
す
る
よ
う
に
な
る
。

個
人
主
義
は
思
慮
深
く
、
穏
や
か
な
感
情
で
あ
る
。
個
人
主
義
は
、
市
民
の
そ
れ
ぞ
れ
を
、
同
胞
た
ち
か
ら
離
れ
、
家
族
や
友
人
た
ち

と
共
に
社
会
の
片
隅
に
引
き
こ
も
り
た
い
と
い
う
気
分
に
さ
せ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
市
民
は
自
分
の
流
儀
で
小
さ
な
社
会
を
作
る
と
、

大
き
な
社
会
の
こ
と
を
自
分
か
ら
捨
て
て
し
ま
う
。

二
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利
己
主
義
は
盲
目
的
な
本
能
か
ら
生
じ
、
個
人
主
義
は
異
常
な
感
情
と
い
う
よ
り
も
誤
っ
た
感
情
か
ら
生
ま
れ
る
。
個
人
主
義
の
源
は
、

心
の
悪
徳
と
同
じ
く
知
性
の
欠
陥
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。

利
己
主
義
は
あ
ら
ゆ
る
徳
の
萌
芽
を
枯
ら
す
。
個
人
主
義
は
当
初
は
公
共
の
徳
の
源
泉
を
枯
渇
さ
せ
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
長
期
的
に
は
そ
の
他
す
べ
て
の
徳
を
攻
撃
し
て
破
壊
し
、
最
終
的
に
は
利
己
主
義
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
。

利
己
主
義
は
世
界
の
は
じ
ま
り
と
同
時
に
生
ま
れ
た
古
い
悪
徳
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
形
の
社
会
の
方
が
そ
の
他
の
社
会
に
お
い
て
よ

り
も
多
く
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

個
人
主
義
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
的
な
起
源
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
々
の
境
遇
が
平
等
に
な
っ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
拡
大
し

て
い
く
恐
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
（
20
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
個
人
主
義
は
道
徳
的
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
の
中
に
は
、
徳
や
公
共
性
は
他
者
と
の
関
係
の
上
に
成
立
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
（
21
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
と
っ
て
、
徳
と
は
他
者
と
の
間
主
観
的
関
係
の
中
で
初
め
て
育
ま
れ
得
る
も
の
で

あ
っ
た
。
個
人
主
義
の
浸
透
は
、
徳
が
涵
養
さ
れ
る
前
提
条
件
の
喪
失
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
何
よ
り
も
警
戒
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

個
人
主
義
と
い
う
語
は
一
八
二
〇
年
に
メ
ー
ス
ト
ル
が
最
初
に
使
用
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
一
八
二
〇
年
代
の
中
葉
以
降
は
サ
ン
＝

シ
モ
ン
主
義
者
も
こ
れ
を
多
用
す
る
よ
う
に
な
る
（
22
）

。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ル
ー
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
個
人
主
義
が
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
と
サ
ン

＝
シ
モ
ン
主
義
と
い
う
正
反
対
の
思
想
の
双
方
か
ら
批
判
さ
れ
た
の
は
、
個
人
を
重
視
し
た
十
八
世
紀
思
想
に
対
す
る
批
判
を
両
者
と
も

内
包
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
個
人
主
義
は
悪
徳
や
社
会
的
結
合
に
対
す
る
脅
威
と
し
て
認
識
さ

二
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れ
て
お
り
、
か
つ
て
の
革
命
期
に
行
わ
れ
た
法
整
備
や
中
間
団
体
の
排
除
な
ど
の
諸
施
策
、
中
央
集
権
化
の
原
因
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て

い
た
（
23
）

。
す
な
わ
ち
、
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
有
機
的
な
人
間
関
係
の
崩
壊
と
い
う
問
題
が
す
で
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以

前
の
啓
蒙
と
革
命
の
時
代
に
も
て
は
や
さ
れ
た
個
人
と
い
う
概
念
に
対
す
る
批
判
的
検
証
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
、
同
様
の
問
題
意
識
を
有
し
て
い
た
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
そ
の
最
大
の
特
質
で
あ
る
平
等
化
に
よ
っ
て
既
存
の
秩
序
体
系
を
破
壊
し
、
そ
れ
ま
で
人
々
を
拘
束
す
る
と
同
時
に

擁
壁
に
も
な
っ
て
い
た
階
級
や
中
間
団
体
な
ど
を
消
滅
さ
せ
た
。
人
間
は
む
き
出
し
の
個
人
と
し
て
放
り
出
さ
れ
、
次
第
に
自
分
と
そ
の

周
囲
の
ご
く
小
さ
な
人
間
関
係
に
引
き
こ
も
る
よ
う
に
な
る
。
同
時
に
、
人
々
は
自
ら
の
脆
弱
さ
を
痛
感
し
て
寄
せ
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、

大
き
な
「
塊
」（m

asse

）
す
な
わ
ち
「
大
衆
」（m
asse

）
を
形
成
す
る
。
人
々
は
自
ら
も
属
し
て
い
る
「
塊
」
と
い
う
多
数
の
理
屈
に
合

わ
な
い
存
在
を
排
す
る
と
共
に
、
自
身
も
少
数
派
に
転
落
し
て
排
斥
の
対
象
と
な
ら
な
い
よ
う
に
そ
の
理
屈
に
隷
属
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
に
、
非
現
実
的
な
一
般
観
念
へ
の
志
向
性
も
加
わ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
こ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
る
、
大
衆
と
い
う
多

数
者
に
よ
る
画
一
的
な
統
制
状
態
を
「
多
数
者
の
暴
政
」（tyrannie de la m

ajorité （24
）

）
と
呼
ん
だ
。

⑶　

新
た
な
専
制
の
登
場

近
代
政
治
思
想
、
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
自
身
の
政
治
理
論
の
前
提
と
し
た
の
は
、
個
人
と
い
う
存
在
で
あ
っ
た
。
個
人
と
い
う
存
在

に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
丸
山
眞
男
は
「
彼
の
現
実
性
そ
の
も
の
が
窮
極
の
根
拠
で
あ
り
そ
れ
以
上
の
価
値
的
遡
及
を
許
さ
ざ
る
如
き
人
格
（
25
）

」

と
評
し
、
こ
れ
を
近
代
社
会
の
基
礎
と
考
え
た
。
伝
統
社
会
で
は
〝
絶
対
〞
君
主
で
さ
え
、
伝
統
や
慣
習
な
ど
に
よ
る
一
定
の
制
限
を
課

さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
に
入
る
と
、
個
人
は
政
治
・
社
会
理
論
上
に
お
い
て
一
切
の
外
部
的
拘
束
か
ら
自
由
で
、
絶
対
的
な

二
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「
窮
極
の
根
拠
」
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。
丸
山
は
こ
れ
を
肯
定
的
に
理
解
し
て
、
伝
統
社
会
に
対
す
る
近
代
社
会
の
優
位
を
主
張
し
た
。

し
か
し
、
丸
山
と
は
異
な
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
個
人
の
絶
対
性
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
の
中
に
危
険
性
を
見
出
し
た
。
と
い
う
の
も
、
平

等
性
お
よ
び
多
数
性
と
い
う
特
質
を
備
え
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
、
外
部
的
価
値
規
範
の
遡
及
を
免
れ
る
完
全
無
拘
束
の
人
間
と
い
う
観
念

が
結
び
つ
い
た
時
、
そ
こ
に
成
立
す
る
社
会
状
況
や
体
制
は
そ
れ
ま
で
類
を
見
な
い
ほ
ど
強
力
な
全
能
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
個
人
や
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
社
会
が
全
能
性
を
帯
び
る
こ
と
に
対
し
て
警
戒
を
示
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教

圏
で
は
、
人
間
を
神
に
準
な
ぞ
ら

え
る
こ
と
は
、
不
正
義
で
あ
り
、
罪
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
人
間
に
よ
っ
て
全
能
の
力
が
行
使

さ
れ
る
こ
と
を
「
そ
れ
自
体
悪
し
く
、
危
険
な
も
の
」
と
考
え
、「
何
で
も
行
え
る
権
利
と
権
能
を
何
ら
か
の
権
力
に
対
し
て
授
け
ら
れ

た
の
を
目
に
し
た
時
、
そ
し
て
そ
れ
が
人
民
と
呼
ば
れ
よ
う
と
王
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、
ま
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
よ
う
と
ア
リ
ス
ト

ク
ラ
シ
ー
と
呼
ば
れ
よ
う
と
、
そ
れ
を
行
使
さ
れ
る
の
が
王
政
で
あ
ろ
う
と
共
和
制
で
あ
ろ
う
と
私
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
暴
政
の
萌
芽
で

あ
り
、
私
は
別
の
法
の
下
で
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
ろ
う
（
26
）

」
と
述
べ
て
、
統
治
権
力
の
全
能
性
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
産
業
化
や
市
場
経
済
化
の
進
展
に
よ
っ
て
社
会
的
摩
擦
が
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
国
家
や
政
府
の
統

治
に
対
し
て
全
能
性
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
そ
の
全
能
的
支
配
を
、「
専
制
」（tyrannie

）
と
呼
ん
だ
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
に
は
、<<tyrannie>>

と<<despotism
e>>

と
い
う
二
つ
の
語
が
登
場
す
る
。
松
本
礼
二
は
、
政
治
概
念
の
研

究
で
知
ら
れ
る
メ
ル
ヴ
ィ
ン
・
リ
ク
タ
ー
ら
の
業
績
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ら
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
（
27
）

。<<tyrannie>>

も
、

<<despotism
e>>

も
、
い
ず
れ
も
悪
し
き
政
体
を
指
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の
起
源
で
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
十
八
世
紀
頃
ま

で
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。<<tyrannie>>

は
「
僭
主
政
」
と
い
う
訳
語
の
存
在
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
正
統
性
の
欠

二
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如
し
た
支
配
を
意
味
し
て
お
り
、
権
力
行
使
の
様
態
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
語
は
、
本
来
は
治
者
と
被
治
者
を
共
通
し
て

拘
束
す
る
規
範
が
存
在
し
、
支
配
は
被
治
者
の
同
意
の
上
に
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
政
治
文
化
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
対

す
る
例
外
状
況
に
お
け
る
逸
脱
的
支
配
を
示
し
て
い
た
。<<tyrannie>>

が
西
洋
政
治
文
化
内
部
に
お
け
る
逸
脱
状
態
で
あ
る
の
に
対
し

て
、<<despotism

e>>

は
そ
の
外
部
の
異
質
な
世
界
に
お
け
る
正
常
な
政
治
体
制
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
、
た
と
え
ば
東
洋
の
政
治
体

制
を
指
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
西
洋
政
治
思
想
に
お
い
て
自
由
に
対
す
る
脅
威
と
し
て
警
戒
さ
れ
て
き
た
の
は<<tyrannie>>

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
状
況
を
一
変
さ
せ
た
の
が
絶
対
王
政
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
上
に
お
い
て
存
在
し
て
こ
な

か
っ
た
絶
対
王
政
と
い
う
政
治
体
制
の
成
立
は
、
非
西
洋
的
な
専
制
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
伝
統
を
内
部
か
ら
侵
食
し
て
い
る
こ
と
を

意
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
二
つ
の
革
命
が
こ
の
傾
向
に
新
た
な
意
味
を
与
え
る
。
つ
ま
り
、

専
制
と
い
う
異
常
事
態
か
ら
の
軌
道
修
正
が
目
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
過
程
に
民
衆
の
暴
力
が
介
在
し
、
さ
ら
に
王
政
打
倒
や
共

和
制
の
導
入
ま
で
が
射
程
に
収
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
今
度
は
革
命
に
よ
っ
て
成
立
し
た
体
制
の
中
に
新
種
の<<tyrannie>>

と

<<despotism
e>>

の
危
険
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
十
八
世
紀
に
は
こ
れ
ら
の
概
念
の
融
合
が
進
み
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
そ
れ
ら
を

ほ
ぼ
互
換
的
に
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
特
に
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
第
二
巻
の
末
尾
で
は
ま
っ
た
く
新
し
い
種
類
の
専

制
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
到
来
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
西
洋
政
治
思
想
史
上
に
お
け
る
そ
の
新
奇
性
を
伝
え
る
た

め
に
、
そ
こ
で
は
あ
え
て<<despotism

e>>

と
い
う
語
を
統
一
的
に
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
と
、
松
本
は
述
べ
て
い
る
。

松
本
に
よ
る
整
理
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
専
制
観
に
は
従
来
の
そ
れ
と
異
な
る
点
が
あ
る
。
松
本
の
見
解
に
加
え
て
、

本
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
い
点
は
、
従
来
の
専
制
の
主
体
が
被
治
者
と
は
区
別
さ
れ
る
特
定
の
権
力
者
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ト
ク

ヴ
ィ
ル
が
問
題
視
し
て
い
る
新
た
な
専
制
の
主
体
が
被
治
者
で
あ
る
人
民
自
身
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で

二
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は
治
者
と
被
治
者
が
一
致
し
て
い
る
た
め
、
人
々
自
ら
が
専
制
の
主
体
と
な
り
、
同
時
に
自
身
が
専
制
の
対
象
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
そ
の
専
制
は
、
被
治
者
を
抑
圧
す
る
と
共
に
、
被
治
者
の
要
求
に
応
え
る
と
い
う
奇
妙
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

専
制
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
懸
念
が
特
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
一
八
四
〇
年
代
以
降
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
の
フ
ラ
ン
ス
は
よ
う
や

く
社
会
・
政
治
的
安
定
が
訪
れ
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
大
幅
に
遅
れ
な
が
ら
も
急
激
な
産
業
化
と
経
済
成
長
を
遂
げ
た
時
代
で
あ
っ
た
（
28
）

。
そ
れ

と
比
例
す
る
よ
う
に
、
国
家
権
力
の
強
大
化
が
進
み
、
中
央
集
権
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
期
ま
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
中
間
権
力
（pouvoirs interm

édiaires

）
の
存
在
に
よ
る
、
社
会
上
お
よ
び
政
治
的
多
元
主
義
に
よ
っ
て
、
王
権
の
性
格
は

制
限
的
に
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
た
（
29
）

。
と
こ
ろ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
っ
て
中
間
権
力
が
存
立
基
盤
を
喪
失
す
る
と
、
社
会
に
は
一
般
の

人
々
と
統
治
権
力
の
み
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
の
状
況
に
つ
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
中
央
権
力
と
個
人
の
間
に
は
も
は
や
広
大
で
空
虚

な
空
間
」
し
か
存
在
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
中
央
権
力
は
「
社
会
機
構
の
唯
一
の
原
動
力
の
よ
う
に
、
政
治
生
活
の
唯
一
か
つ
必
要
不

可
欠
な
動
因
で
あ
る
か
の
よ
う
に
各
個
人
の
目
に
は
映
っ
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
30
）

。
治
者
と
被
治
者
が
一
致
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お

い
て
、
治
者
の
権
限
強
化
は
人
々
の
利
益
増
進
に
資
す
る
条
件
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
人
々
は
自
ら
の
即
物
的
利
益
の
確
保
と
増
大
を
意

図
し
て
中
央
権
力
の
強
大
化
を
ま
す
ま
す
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、「
民
主
的
専
制
」（despotism

e dém
ocratique

）
が
成
立
す

る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
の
上
に
、
巨
大
な
後
見
的
権
力
が
聳そ
び

え
立
っ
て
い
る
。
こ
の
権
力
は
彼
ら
の
享
楽
を
保
障
し
、
そ
の
暮
ら
し
の
面
倒
を

見
る
役
割
を
単
独
で
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
で
細
か
く
、
規
律
正
し
く
て
用
意
周
到
、
そ
し
て
穏
和
で
あ
る
。
も
し
そ
の
目
的
が

人
々
を
成
人
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
は
父
権
と
似
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
こ
の
権
力
は
最
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終
的
に
人
々
を
子
ど
も
の
ま
ま
に
押
し
と
ど
め
て
お
こ
う
と
す
る
。
市
民
が
楽
し
む
こ
と
を
考
え
て
い
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
権
力
は
彼
ら

が
そ
う
す
る
こ
と
良
し
と
す
る
。
こ
の
権
力
は
彼
ら
の
幸
福
の
た
め
に
自
発
的
に
働
く
が
、
そ
の
唯
一
の
代
理
人
、
単
独
の
審
判
者
で
あ

り
た
い
と
も
望
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
市
民
の
安
全
を
守
り
、
彼
ら
の
求
め
る
も
の
を
事
前
に
見
抜
い
て
、
確
実
に
提
供
す
る
。
人
々
が
娯

楽
を
楽
し
む
こ
と
を
容
易
に
す
る
。
主
要
な
業
務
を
指
揮
し
、
産
業
を
営
む
。
相
続
を
規
制
し
、
相
続
財
産
の
分
割
を
行
う
。
そ
の
よ
う

な
権
力
が
、
考
え
る
こ
と
の
苦
労
と
生
き
る
た
め
の
痛
み
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ら
を
通
し
て
、
こ
の
権
力
は
日
々
、
自
由
意
志
を
行
使
す
る
こ
と
の
有
効
性
を
失
わ
せ
、
稀
な
も
の
に
す
る
。
そ
れ
は
意
志
の
行

使
を
き
わ
め
て
狭
い
空
間
に
押
し
込
め
、
自
分
の
考
え
で
動
く
と
い
う
こ
と
か
ら
市
民
を
徐
々
に
遠
ざ
け
る
。
平
等
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の

事
態
の
到
来
を
人
々
に
準
備
さ
せ
て
い
た
。
平
等
は
こ
れ
ら
の
こ
と
に
耐
え
ら
れ
る
よ
う
に
人
々
の
気
持
ち
を
変
化
さ
せ
、
同
様
に
し
ば

し
ば
そ
れ
が
良
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
。

主
権
者
は
そ
の
強
力
な
手
の
う
ち
に
各
個
人
を
お
さ
め
、
自
分
の
思
う
ま
ま
に
人
々
を
つ
く
り
変
え
て
、
社
会
全
体
に
手
を
伸
ば
す
。

主
権
者
は
複
雑
で
微
細
、
そ
し
て
画
一
的
な
規
則
の
網
で
社
会
の
表
面
を
覆
う
。
最
高
に
独
創
的
な
精
神
も
、
ま
た
最
も
た
く
ま
し
い
魂

も
、
そ
れ
を
突
き
破
っ
て
、
大
衆
の
中
か
ら
自
ら
の
姿
を
現
す
こ
と
は
ま
ず
か
な
わ
な
い
。
主
権
者
は
人
々
の
意
志
を
挫
く
こ
と
は
し
な

い
が
、
そ
れ
を
柔
弱
に
し
て
従
わ
せ
、
操
る
。
主
権
者
が
行
動
を
強
い
る
こ
と
は
稀
だ
が
、
行
動
す
る
こ
と
に
絶
え
ず
反
対
す
る
。
破
壊

す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
新
た
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
こ
の
主
権
者
が
暴
虐
に
振
る
舞
う
こ
と
は
な
い
が
、
行
動
を
妨
害
し
、
抑

圧
し
、
無
気
力
に
す
る
。
人
々
の
熱
を
冷
や
し
、
愚
鈍
に
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
も
は
や
臆
病
で
勤
勉
な
動
物
へ
と
国
民
を
変
質
さ
せ
、

政
府
を
牧
者
に
す
る
の
で
あ
る
（
31
）

。

二
二
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民
主
的
専
制
が
成
立
す
る
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
生
き
る
人
々
の
特
徴
と
し
て
個
人
主
義
と

同
時
に
挙
げ
る
「
物
質
的
安
寧
の
追
求
」（goût du bien-être

）
や
「
物
質
的
安
寧
へ
の
情
熱
」（passion du bien-être

）
で
あ
る
（
32
）

。
そ
し

て
、
物
質
的
安
寧
の
追
求
へ
と
人
々
を
駆
り
立
て
る
の
は
「
不
安
」（crainte （33
）

）
で
あ
る
。
平
等
化
が
進
む
と
、
階
級
意
識
は
消
滅
し
、

財
産
分
割
が
加
速
し
て
、
知
的
程
度
も
向
上
す
る
。
財
産
所
有
者
た
ち
の
財
産
は
完
全
に
満
足
で
き
る
ほ
ど
に
は
享
受
で
き
な
い
。
ま
た
、

そ
れ
な
り
の
物
質
的
満
足
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
満
足
と
相
応
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
努
力
が
必
要
と
な
る
。
他
方
、
貧
し
い
人
々
の

間
で
は
よ
り
良
い
生
活
を
求
め
る
願
望
は
高
ま
り
、
一
方
裕
福
な
者
は
財
産
を
失
う
こ
と
に
脅
え
る
。
こ
の
よ
う
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中

で
生
き
る
人
は
平
等
化
の
恩
恵
に
よ
っ
て
一
定
の
財
産
を
獲
得
し
て
物
質
的
な
満
足
を
得
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
常

に
活
動
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
恒
常
的
な
不
安
に
苛
さ
い
な

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
34
）

。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
人
々
の
心
情
に
つ
い

て
、「
人
間
の
心
を
最
も
激
し
く
捉
え
る
の
は
貴
重
な
物
を
平
和
裏
に
所
有
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
所
有
の
願
望
が
不
完
全

に
し
か
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
所
有
し
た
物
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
絶
え
間
な
い
不
安
（crainte

）
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
あ

る
」
と
記
し
て
い
る
（
35
）

。

民
主
的
専
制
は
、
人
々
の
そ
の
よ
う
な
不
安
の
上
に
成
立
す
る
（
36
）

。
民
主
的
専
制
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
贅
沢
品
を
潤
沢
に
人
々
に
提

供
し
、
奢
侈
を
可
能
に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
日
々
の
普
通
の
暮
ら
し
を
確
実
に
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
々
が
抱
く
「
物
質

的
安
寧
へ
の
愛
」（am

our du bien-être

）
は
抑
制
的
で
は
あ
る
が
、「
し
つ
こ
い
」（tenace （37
）

）。
そ
の
た
め
、
人
々
は
自
由
へ
の
思
い
よ
り

も
物
質
的
安
寧
へ
の
執
着
、「
与
え
る
」
存
在
と
な
っ
た
国
家
へ
の
依
存
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
物
質
的
安
寧
に

執
着
す
る
人
々
の
精
神
性
を
「
物
質
主
義
」（m

atérialism
e

）
と
呼
び
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
魂
を
堕
落
さ
せ
な
い
と
し
て
も
、
人
々

を
無
気
力
に
し
て
、
最
後
に
は
あ
ら
ゆ
る
気
概
を
弛
緩
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
だ
ろ
う
」
と
の
懸
念
を
示
し
て
い
る
（
38
）

。二
二
一
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民
主
的
専
制
が
も
た
ら
す
も
の
は
新
た
な
形
の
服
従
で
あ
る
。
民
主
的
専
制
は
、
民
衆
の
不
安
を
解
消
し
、
彼
ら
の
物
質
主
義
を
充
足

す
る
。
他
方
、
人
々
の
心
の
中
に
は
個
人
主
義
と
物
質
的
安
寧
へ
の
執
着
が
存
在
し
て
い
る
。
卑
近
で
身
近
な
利
得
に
の
み
執
着
す
る

人
々
と
そ
れ
を
充
足
さ
せ
る
た
め
に
施
す
権
力
と
の
関
係
は
、
一
体
的
な
依
存
関
係
に
他
な
ら
な
い
。
シ
ー
モ
ア
・
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
、

こ
れ
を
「
神
の
国
（providential state

）
に
対
す
る
服
従
」
と
呼
ん
で
い
る
（
39
）

。
民
主
的
専
制
に
お
け
る
国
家
権
力
は
、
そ
れ
に
抗
す
る
こ

と
が
不
遜
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
う
神
の
よ
う
な
存
在
へ
と
変
質
し
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
民
主
的
専
制
で
は
政
府
が
「
牧
者
」（berger

）

に
な
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
に
は
神
な
い
し
救
世
主
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
と
い
う
意
味
も
あ
る
（B

on B
erger

）。
民
主
的
専
制
で

は
、
本
来
は
人
為
の
産
物
で
あ
る
国
家
が
神
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
全
能
性
と
い
う
も
の
に
対
し
て
警
戒
的
で
あ
っ
た

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
黙
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。

第
二
節　
「
社
会
問
題
」
の
発
生

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
姿
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
決
し
て
体
系
的
で
一
貫
し
た
理
論
の
構
築
を
目
指
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
だ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
普
遍
的
現
象
と
し
た
以
上
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
現
象
の
根
本
的
な
原
因
と
し
て
考
え
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
特
殊
条
件
が
揃
っ
た
ア
メ
リ
カ
と
い
う
地
域
を
材
料
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
理
論
の
敷
衍
可
能
性
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
視
察
し
た
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
は
絶
対
的
貧
困
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が

ま
さ
に
こ
の
時
に
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
の
が
「
社
会
問
題
」（question sociale

）、
す
な
わ
ち
貧
困
問
題
で
あ
っ
た
。
で
は
、
ア
メ
リ

カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
や
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
二
二
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ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
社
会
の
性
格
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
資
産
の
あ
り
方
、
と
り
わ
け
不
動
産
の
所
有
形
態
に
注
目
す
る
（
40
）

。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
十
七
世
紀
の
ニ
ュ
ー･

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
植
民
地
の
形
成
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
ニ
ュ
ー･

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、

「
大
領
主
も
い
な
け
れ
ば
、
下
層
民
も
存
在
せ
ず
、
ま
た
金
持
ち
も
い
な
け
れ
ば
、
貧
乏
人
も
い
な
か
っ
た
（
41
）

」
特
殊
な
平
等
社
会
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
彼
ら
の
多
く
は
そ
れ
な
り
の
知
識
の
持
ち
主
で
あ
り
、
知
的
な
点
に
お
い
て
も
平
等
が
実
現
さ
れ
て
い
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
境
遇
の
平
等
と
定
義
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
平
等
に
向
け
た
革
命
が
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
だ
が
、
ア
メ

リ
カ
と
い
う
国
家
で
は
成
立
時
か
ら
平
等
が
与
件
と
な
っ
て
い
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
が
今
後
平
等
へ
と
向
か
っ
て
い
く
「
平

等
化
」
社
会
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
の
成
り
立
ち
か
ら
「
平
等
」
社
会
で
あ
っ
た
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
成
立
基
盤
は
特
権
や
出
自
以
上
に
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
、

「
も
し
そ
の
財
産
が
土
地
に
関
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
こ
に
富
者
と
貧
者
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

と
は
い
え
な
い
（
42
）

」
と
判
断
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
そ
こ
ま
で
考
え
た
の
は
、「
家
の
精
神
」（esprit de fam

ille

）
と
「
土
地
の
保
有
」

（conservation de la terre

）
が
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
43
）

。
長
子
相
続
や
限
嗣
相
続
が
採
用
さ
れ
て
い
る
地
域
で
は
、
家

族
の
所
有
地
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
何
世
代
も
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
家
系
と
土
地
は
一
体
の
も
の
と
し
て
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
意

識
に
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
そ
の
よ
う
な
社
会
環
境
の
上
に
成
立
す
る
。
そ
し
て
領
主
層
は
代
々
受
け
継

い
で
き
た
自
身
の
所
領
を
、
自
ら
統
治
す
る
と
い
う
こ
と
に
自
分
の
存
在
意
義
を
見
出
す
（
44
）

。
そ
の
た
め
、
不
動
産
の
問
題
へ
の
ト
ク

ヴ
ィ
ル
の
関
心
は
終
生
強
か
っ
た
（
45
）

。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
当
初
は
イ
ギ
リ
ス
流
の
限
嗣
相
続
制
が
継
続
し
て
い
た
が
、
独
立
革
命
を

機
に
廃
止
さ
れ
、
原
則
と
し
て
多
く
の
州
で
均
分
相
続
が
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
土
地
の
細
分
化
が
進
む
。
こ
れ
を
収
益
の
面
か
ら

考
え
た
時
、
均
分
相
続
制
は
子
に
親
以
上
の
規
模
の
収
益
を
も
た
ら
さ
な
い
制
度
で
あ
る
た
め
、
相
続
者
は
別
に
収
入
の
途
を
模
索
せ
ざ

二
二
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る
を
得
ず
、
土
地
に
対
す
る
執
着
心
は
限
嗣
相
続
の
頃
と
比
較
す
る
と
淡
泊
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
（
46
）

。
も
ち
ろ
ん
、
土
地

と
一
体
化
し
て
い
た
家
に
対
す
る
意
識
も
希
薄
に
な
り
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
条
件
の
上
で
も
、
人
々
の
意
識
の
上
で
も
成
立
要
件
を

失
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
均
分
相
続
法
は
、
二
つ
の
道
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
る
。
そ

れ
は
物
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
に
作
用
し
、
人
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
に
作
用
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
を
通
し
て
、

均
分
相
続
法
は
土
地
所
有
に
深
刻
な
打
撃
を
与
え
る
に
至
り
、
そ
し
て
財
産
だ
け
で
な
く
家
ま
で
も
急
速
に
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
（
47
）

。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
現
象
は
必
然
的
結
果
で
あ
る
。
財
産
分
割
が
進
む
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
人
々
が
一
定
の

土
地
財
産
所
有
者
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
社
会
の
中
産
階
級
化
が
進
み
、
中
産
階
級
を
主
体
と
し
た
平
等
社
会
が
誕

生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
中
産
階
級
の
心
情
を
次
の
よ
う
に
描
く
（
48
）

。
中
産
階
級
は
富
裕
層
と
貧
困
層
の
中
間
に
位
置
し

て
い
る
が
、
財
産
は
多
く
な
い
た
め
、
実
は
自
分
た
ち
が
貧
困
の
間
近
に
い
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。
中
産
階
級
ほ
ど
革
命
等
の
動
乱

を
忌
避
す
る
階
級
は
い
な
い
。「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
で
生
き
る
人
々
は
、
生
来
革
命
を
望
ま
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
恐
れ

る
（
49
）

」。
そ
の
た
め
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
進
展
し
、
彼
ら
が
社
会
の
大
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
大
革
命
の
発
生
は
稀
に
な
る
と
ト

ク
ヴ
ィ
ル
は
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
八
四
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
発
生
し
た
二
月
革
命
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
論
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
る
事
件
で
あ
っ
た
。

彼
の
理
論
が
普
遍
的
な
理
論
だ
と
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
革
命
の
発
生
は
困
難
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
も
フ
ラ

ン
ス
も
共
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
化
が
進
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
フ
ラ
ン
ス
で
は
革
命
が
発
生
し
、
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
か
ら
免
れ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
二
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そ
の
原
因
の
第
一
は
、
や
は
り
財
産
所
有
の
違
い
に
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
「
ア
メ
リ
カ
」
に
つ
い
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
い
う
「
ア
メ
リ
カ
」
と
は
ニ
ュ
ー･

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
い
う
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と
は

「
イ
ギ
リ
ス
系
ア
メ
リ
カ
人
」（A

nglo-A
m
éricains

）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
自
ら
開
墾
し
て
農
業
を
営
み
、
そ
こ
に
は
独
立
自
営
の

小
規
模
農
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
小
規
模
共
同
体
が
形
成
さ
れ
た
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
消
滅
（
一
八
九
〇
年
）
よ
り

も
半
世
紀
以
上
前
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
時
代
で
は
、
東
部
に
適
当
な
土
地
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
西
部
に
向
か
え
ば
土
地
を
獲

得
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
奴
隷
制
と
い
う
特
殊
条
件
に
依
拠
し
て
い
る
南
部
の
大
規
模
農
場
を
除
け
ば
、
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
は
土
地
分
割
に
基
づ
く
平
等
化
が
進
展
し
て
お
り
、
人
々
の
意
識
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
変
化
が
生
じ
て
い
た
。

他
方
、
フ
ラ
ン
ス
の
様
子
を
見
る
と
、
実
は
土
地
分
割
に
関
し
て
は
ア
メ
リ
カ
と
比
べ
て
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
発
生
時
に
お
い
て
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
州
で
は
土
地
分
割
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、
一
七
八
九
年
の
大
革
命
は
そ
の
傾
向
を
定
着
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
（
50
）

。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
論
上
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
革
命

は
発
生
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
革
命
が
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
土
地
所
有
と
は
別
の

部
分
で
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
る
社
会
条
件
が
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
て
、
こ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
労
働
者
と
い
う
階
級
に
急
速
に
形
成
さ
れ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
に
は
（
こ
れ

は
原
住
民
を
無
視
し
た
考
え
方
で
あ
る
が
）
所
有
者
の
い
な
い
、
今
後
も
拡
大
し
て
い
く
広
大
な
土
地
を
少
な
い
人
間
で
望
む
だ
け
分
割
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
は
土
地
の
分
割
が
行
わ
れ
た
と
い
っ
て
も
、
多
く
の
人
数
に
よ
る
限
界

の
あ
る
土
地
の
分
割
で
あ
り
、
土
地
所
有
の
利
益
を
十
分
に
享
受
で
き
な
い
者
も
い
た
。
こ
こ
に
急
速
な
産
業
化
と
経
済
成
長
の
影
響
が

加
わ
る
。
一
八
三
〇
年
代
か
ら
一
八
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
著
し
い
経
済
成
長
を
実
現
す
る
が
、
こ
の
成
長
は
人
口
の
約
八
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割
を
占
め
る
小
規
模
農
民
層
の
解
体
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
多
く
は
農
村
家
内
工
業
に
従
事
し
、
共
同
地
を
利
用
し
て
家
計
の

足
し
に
す
る
こ
と
で
生
計
を
立
て
て
い
た
（
51
）

。
産
業
化
の
進
展
に
よ
っ
て
地
方
農
村
社
会
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
人
々
は
、

経
済
成
長
の
中
心
で
あ
る
都
市
部
へ
と
移
動
し
て
い
く
。
こ
う
し
て
農
民
か
ら
賃
金
労
働
者
へ
の
労
働
人
口
の
移
動
が
発
生
す
る
。
ロ

ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
は
、
こ
の
時
期
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
い
う
境
遇
（condition prolétarienne

）、（
工
場
）
労
働
者
と
い
う
境
遇

（condition ouvrière
）、
賃
金
労
働
と
い
う
境
遇
（condition salariale

）
と
い
う
三
つ
の
労
働
形
態
が
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
（
52
）

。
こ
こ
で
は
、

こ
の
う
ち
、
第
一
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
注
目
し
た
い
。
カ
ス
テ
ル
に
よ
る
と
、
そ
こ
に
は
資
本
と
労
働
の
対
立
、
所
有
と
同
義
の
安

全
と
大
衆
の
抱
え
て
い
る
脆
弱
性
の
対
立
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
世
界
が
あ
る
。
貧
困
と
は
こ
の
分
断
が
表
面
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
分
断
が
自
覚
さ
れ
た
も
の
が
社
会
問
題
な
の
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
問
題
と
し
た
貧
困
は
、
産
業
化
の
影
響
と
共
に
、
土
地
財
産
の
分
割
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
財
産
の
平
等
と
い
っ
た
状

況
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
複
合
的
な
社
会
・
経
済
的
要
因
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
以
来
の
政
治
混
乱
が
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
始
め
、
産
業
化
・
市
場
経
済
化
が
緒
に
つ
い
て
、
急
速
な
経
済
成
長
の
中

に
あ
っ
た
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
最
大
の
都
市
パ
リ
に
多
く
の
民
衆
が
流
れ
込
み
、「
労
働
者
階
級
」（class ouvrière

）
と

呼
ば
れ
る
新
た
な
階
級
が
誕
生
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
は
同
時
に
「
貧
窮
者
」（indigent

）
で
も
あ
り
、
彼
ら
の
貧
困
問
題

（paupérism
e

）
が
社
会
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節　

平
等
に
お
け
る
不
平
等　

産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
問
題

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
社
会
の
形
態
に
関
し
て
階
級
社
会
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
と
平
等
社
会
で
あ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
大
別
し
、
こ

二
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れ
ら
を
対
角
線
上
に
置
く
。
そ
し
て
歴
史
の
流
れ
は
階
級
社
会
か
ら
平
等
社
会
へ
と
移
行
し
て
い
く
様
子
と
し
て
描
か
れ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
い
う
境
遇
の
平
等
は
広
範
な
領
域
に
お
け
る
平
等
を
意
味
し
、
意
識
の
上
で
の
平
等
も
含
意
し
て
い
る
。
ま
た
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、

財
産
所
有
の
形
態
を
、
平
等
化
の
有
力
な
指
標
と
考
え
た
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
土
地
の
分
割
が
実
現
さ
れ
て
お
り
、

平
等
化
の
度
合
い
は
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
、「
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
他
国
よ
り
も
境
遇
は
平
等
で

あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
（
53
）

。
彼
の
見
解
に
従
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
は
大
革
命
の
段
階
で
す
で
に
そ
れ
な
り
の
平
等
化
を
実
現
し
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
論
に
従
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ア
リ
ス
ト
ク

ラ
シ
ー
的
な
要
素
は
介
在
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
産
業
分
野
（indusrtie

）
か
ら
新
た
な
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
発
生
す
る
可
能
性
を
指
摘

し
て
い
る
。
彼
は
、
そ
れ
が
生
じ
る
原
因
と
し
て
、「
分
業
の
原
理
」（principle de la division du travail

）
を
挙
げ
て
い
る
（
54
）

。
ト
ク
ヴ
ィ

ル
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
『
国
富
論
』
の
冒
頭
で
紹
介
し
て
い
る
ピ
ン
製
造
の
逸
話
を
示
し
、
人
生
の
多
く
の
時
間
を
ピ
ン
の
頭
の
製
造

の
み
に
費
や
し
て
き
た
人
間
に
何
が
で
き
る
の
か
と
述
べ
、
分
業
と
い
う
も
の
は
労
働
者
の
退
化
を
招
く
も
の
だ
と
批
判
的
に
断
じ
て
い

る
（
55
）

。
そ
の
一
方
で
、
豊
か
な
人
々
は
産
業
規
模
が
大
規
模
に
な
る
に
つ
れ
て
、
積
極
的
に
そ
の
経
営
に
参
画
す
る
よ
う
に
な
り
、
莫
大
な

利
益
を
得
る
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
知
識
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
物
理
的
条
件
か
ら
労
使
関
係
の
疎
隔
に
見
出

し
た
の
に
対
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
労
使
を
隔
て
る
も
の
は
「
産
業
の
知
識
」（science industrielle

）
の
有
無
で
あ
る
（
56
）

。
分
業
に

従
事
す
る
こ
と
で
知
識
の
幅
を
狭
め
る
労
働
者
に
対
し
て
、
富
裕
層
は
経
営
者
と
し
て
総
合
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
、
そ
の
差
は
日
を
追

う
ご
と
に
拡
大
し
て
い
く
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
資
本
家
や
富
裕
層
を
、
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
も
し
く
は
「
工
場
ア
リ
ス

ト
ク
ラ
シ
ー
」（aristocratie m

anufacturiére

）
と
呼
ん
だ
。

二
二
七
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産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
は
、
知
識
の
不
平
等
の
他
に
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
は
労
働
者
と
裕
福
な
人
々
と
の
間
に
「
絆
」（lien

）
が
存
在
し
な
い
（
57
）

。
こ
れ
は
賃
金
労
働
、
さ
ら
に
い
え

ば
産
業
社
会
に
は
固
定
的
な
人
間
関
係
が
成
立
し
な
い
た
め
で
あ
る
。
工
場
主
は
労
働
者
に
労
働
し
か
求
め
ず
、
労
働
者
も
賃
金
し
か
求

め
な
い
。
労
使
関
係
は
き
わ
め
て
合
目
的
的
で
、
一
時
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

次
い
で
、
労
使
間
の
新
た
な
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
で
は
、
経
営
者
の
側
は
意
識
の
上
で
も
法
律
上
で
も
労
働
者
を
扶
助
す
る
義
務
を

負
っ
て
い
な
い
。
か
つ
て
の
土
地
に
根
づ
い
た
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
自
分
に
仕
え
て
い
る
人
を
助
け
る
こ
と
を
法
的
も
し
く
は
習
慣
的

な
義
務
だ
と
確
信
し
て
い
た
が
、
現
代
の
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
労
働
者
を
貧
し
く
無
気
力
に
し
た
上
に
、
不
況
に
な
れ
ば
彼
ら
を

「
公
的
慈
善
」（charité publique
）
に
委
ね
て
し
ま
う
（
58
）

。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
到
来
を
主
張
し
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
だ
が
、
彼
の
中
に
は
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
関
す
る
明
確
な
像
と
そ
れ
に
対
す
る
特

別
な
思
い
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
を
、
本
来
の
意
味
と
し
て
の
「
貴
族
」（noblesse

）
と
単
な
る
特
権
階
級
で
あ
る

「
カ
ー
ス
ト
」（caste

）
に
区
別
し
て
い
る
（
59
）

。
こ
の
二
つ
を
隔
て
る
も
の
が
「
統
治
を
行
う
人
間
集
団
」
と
し
て
の
責
務
と
行
動
の
有
無
で

あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
こ
れ
を
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
固
有
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
60
）

。
か
つ
て
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
実
際
に
自

ら
の
所
領
を
統
治
し
、
領
民
と
の
間
に
有
機
的
な
人
間
関
係
を
築
い
て
い
た
。
そ
れ
は
概
し
て
領
民
に
と
っ
て
抑
圧
的
な
も
の
で
あ
っ
た

が
、
一
方
で
領
主
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
側
は
領
民
を
扶
養
す
る
役
目
を
自
覚
し
て
お
り
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
領
民
た
ち

も
領
主
に
敬
愛
の
情
を
抱
い
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
、
有
機
的
な
主
従
・
労
使
間
の
人
間
関
係
が
存
在

し
な
い
点
に
お
い
て
、
従
来
の
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
と
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。

興
味
深
い
の
は
、
公
的
慈
善
が
、
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
現
象
の
出
現
を
助
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
ト
ク

二
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ヴ
ィ
ル
が
公
的
慈
善
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
国
費
ま
た
は
税
に
よ
っ
て
国
家
な
い
し
地
方
自
治
体
が
行
う
社
会
福
祉
制
度
を
指
し
て
い

る
。
イ
ギ
リ
ス
の
救
貧
制
度
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
か
つ
て
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
自
弁
で
領
民
に
対
し
て
実
施
し
て
い
た
慈
善
、
教

会
や
そ
の
他
の
私
的
団
体
が
行
っ
て
い
た
慈
善
と
い
っ
た
私
的
な
慈
善
に
対
し
て
、
公
的
慈
善
は
そ
れ
ら
に
か
わ
っ
て
国
家
や
自
治
体
が

救
貧
事
業
等
に
責
任
を
負
う
制
度
で
あ
る
。
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
は
、
本
来
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
で
あ
れ
ば
当
然
負
う
べ
き
で
あ
る
、

領
民
の
生
活
を
保
障
す
る
と
い
う
統
治
者
と
し
て
の
義
務
を
担
う
意
識
も
持
っ
て
い
な
い
し
、
実
際
そ
れ
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
を
「
貴
族
」
と
「
カ
ー
ス
ト
」
に
大
別
し
た
際
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
絶
対
王
政
期
に
入
り
、

地
方
領
主
と
し
て
の
責
務
を
放
棄
し
て
、
宮
中
に
侍は
べ

る
廷
臣
と
化
し
た
か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
貴
族
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
統
治
者
と
し
て
の

責
務
が
付
随
す
る
特
権
は
捨
て
て
お
き
な
が
ら
、
免
税
等
の
特
権
に
は
固
執
し
た
。
彼
ら
は
「
愛
情
や
畏
敬
の
念
を
抱
か
せ
る
特
権
で
は

な
く
、
憎
悪
を
抱
か
せ
る
特
権
を
維
持
し
た
（
61
）

」。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
金
銭
に
絡
む
特
権
は
、
重
要
性
は
低
い
が
、
危
険
性
は
高
い
と
考
え

る
（
62
）

。
フ
ラ
ン
ス
貴
族
た
ち
は
金
銭
的
特
権
に
執
着
し
た
た
め
に
、
民
衆
か
ら
「
君
主
か
ら
の
寵
愛
を
受
け
て
い
る
よ
そ
者
（étrangers

）」

と
し
か
見
ら
れ
な
く
な
り
、
彼
ら
の
憎
悪
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
不
平
等
は
、
優
位
な
立

場
に
あ
る
者
た
ち
が
劣
位
に
あ
る
者
た
ち
の
境
遇
を
慮
る
と
い
う
姿
勢
が
あ
っ
て
初
め
て
、
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
平
等
が
所

与
と
な
っ
て
い
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
に
お
い
て
、
も
し
不
平
等
的
な
制
度
が
許
容
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
前
提
は
絶
対
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
で
姿
を
見
せ
つ
つ
あ
る
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
内
在
し
て
い
る
危
険
性
に
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が

あ
っ
た
。
公
的
慈
善
の
存
在
は
、
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
本
来
の
行
動
を
と
る
こ
と
の
必
要
性
を
求
め
な
い
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
見
方
で
は
、
こ
の
こ
と
は
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
肯
定
的
に
働
く
ど
こ
ろ
か
、
労
働
者
や
民
衆
の
怨
嗟
の
原

因
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
絶
対
王
政
の
際
は
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
至
る
遠
因
と
な
っ
た
が
、
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
新
た
な
摩

二
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
八
八
）

擦
と
衝
突
の
理
由
に
な
ら
な
い
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
自
ら
の
時
代
に
関
し
て
「
偉
大
な
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
革
命
」
が
進
行
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
63
）

。
ま
た
、
彼
は
自
身

の
時
代
が
「
産
業
革
命
」
の
時
代
で
あ
る
と
も
い
っ
て
い
る
（
64
）

。
つ
ま
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
生
き
た
時
代
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
産
業
化
と

い
う
二
つ
の
大
き
な
社
会
革
命
の
た
だ
中
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
思
索
や
政
治
家
と
し
て
の
活
動
は
そ
の
間
隙
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
彼
の
営
為
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
革
命
と
産
業
革
命
の
結
節
点
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
産
業
化
も
そ
れ
ぞ
れ
の
範
疇

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
広
く
他
の
領
域
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
伝
播
力
を
持
っ
た
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
双
方
の
作
用
が

重
な
り
合
う
こ
と
で
、
か
つ
て
な
か
っ
た
新
た
な
現
象
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

は
、
そ
の
よ
う
な
未
知
の
現
象
で
あ
っ
た
。

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
個
人
主
義
と
物
質
主
義
と
い
う
二
つ
の
心
理
的
影
響
を
人
間
の
内
面
に
も
た
ら
し
た
。
そ
し
て
、
産
業
化
等
の
影

響
も
受
け
た
結
果
、「
与
え
る
」
専
制
と
し
て
の
民
主
的
専
制
が
成
立
す
る
。
こ
れ
は
古
来
か
ら
あ
る
強
圧
的
な
専
制
と
は
異
な
る
新
手

の
専
制
で
あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
未
知
の
現
象
の
典
型
で
あ
っ
た
。
本
来
、
政
治
と
経
済
は
別
個
の
論

理
を
有
し
て
い
る
。
政
治
体
制
が
「
与
え
る
」
と
い
う
物
質
的
性
格
を
伴
う
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
政
治
的
要
素
と
経
済
的
要
素
と
の
結

び
付
き
を
促
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
賃
金
労
働
者
と
い
う
新
た
な
階
級
の
成
立
は
、
将
来
の
社
会
・
政
治
動
乱
の
原
因
と

な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
平
等
社
会
で
あ
る
は
ず
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
存
在
す
る
は
ず
の
な
い
不
平
等
で
あ
る
産
業
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

は
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
本
来
の
意
味
か
ら
外
れ
た
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
も
さ
ら
な
る
摩
擦
の
原
因
と
な
る
。

二
三
〇



ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
（
杉
本
）

（
三
八
九
）

政
治
と
経
済
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
は
、
元
来
異
な
る
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
を
形
成
す
る

原
理
も
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
対
立
的
で
も
あ
る
。
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
が
そ
れ
ぞ
れ
進
展
し
、
相
互
に
絡
み
合
い
な
が
ら
新

た
な
現
象
を
ひ
き
起
こ
し
て
い
っ
た
の
が
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
社
会
問
題
と
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
経
済
の
関
係
、
政
治
と
経
済
の
関
係
の
歪
み
の
中
で
発
生
し
、
認
識
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ト
ク

ヴ
ィ
ル
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
は
、
そ
の
よ
う
な
未
知
の
現
象
で
あ
っ
た
。

〔
本
稿
は
、
本
稿
執
筆
者
に
よ
る
学
位
論
文
「
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
・
経
済
論　

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
産
業
化
社
会

に
お
け
る
道
徳
性
に
関
す
る
考
察
」（
二
〇
一
五
年
）
の
一
部
に
対
し
て
、
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。〕

（
1
） 

ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
関
心
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
少
年
時
代
の
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
逃
れ
る
た
め
に

ア
メ
リ
カ
に
や
っ
て
来
た
フ
ラ
ン
ス
貴
族
夫
妻
が
オ
ナ
イ
ダ
湖
に
浮
か
ぶ
孤
島
に
暮
ら
す
『
オ
ナ
イ
ダ
湖
へ
の
旅
』V

oyage au
 L

ac O
n

eid
a

と

い
う
小
説
を
よ
く
読
ん
で
い
た
﹇H

uge B
rogan, A

lexis d
e T

ocqu
eville, A

 L
ife (N

ew
 H
aven, Y

ale U
niversity P

ress, 2006), p. 136

﹈。

そ
れ
以
上
に
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
関
心
を
か
き
立
て
た
存
在
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
＝
ル
ネ
・
ド
・
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン

F
rançois-R

ené de C
hateaubriand

（1768-1848

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
を
代
表
す
る
こ
の
文
学
者
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の

母
方
の
親
戚
に
当
た
る
。
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
は
一
七
九
一
年
に
渡
米
し
、
そ
の
時
の
経
験
を
も
と
に
小
説
『
ル
ネ
』R

én
e

（1802

）
を
著
す
。

髙
山
裕
二
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
に
は
、
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
の
足
跡
を
た
ど
る
、「
自
分
探
し
の
逃
避
行
、
社
会
を
逃
れ
た
自
己
へ

の
旅
」
と
い
う
性
格
が
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
﹇
髙
山
裕
二
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
憂
鬱　

フ
ラ
ン
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
と
〈
世
代
〉
の
誕
生
』（
白
水
社
、

二
〇
一
二
年
）
六
九
頁
﹈。
こ
の
高
山
の
見
解
に
対
し
て
、
松
本
礼
二
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
メ
リ
カ
の
辺
境
で
見
出
し
た
も
の
は
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ

二
三
一
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〇
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年
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（
三
九
〇
）

ア
ン
が
感
じ
取
っ
た
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
原
始
性
や
自
然
人
の
徳
性
な
ど
で
は
な
く
、
開
拓
時
代
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
「
19
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
現

実
」「
コ
モ
ン
マ
ン
の
ア
メ
リ
カ
の
近
未
来
」
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
﹇
松
本
礼
二
「『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
憂
鬱
』
の
憂
鬱
」（『
思
想
』
第
一
〇
七
七
号
、

二
〇
一
四
年
）
九
五
頁
﹈。

（
2
） 

D
A

I, Introduction, p. 3. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
九
頁
〕。

（
3
） 

古
代
よ
り
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
概
念
は
存
在
し
た
が
、
概
し
て
そ
れ
に
は
「
悪
し
き
多
数
政
」
と
い
っ
た
類
い
の
定
義
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。

そ
し
て
社
会
に
お
け
る
多
数
派
は
貧
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
貧
者
支
配
も
意
味
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
に
つ
い
て
「
貧
し
い
人
々
が
闘
い
に
勝
っ
て
、
相
手
方
の
人
々
の
う
ち
の
あ
る
者
は
殺
し
、
あ
る
も
の
は
追
放
し
、
そ
し
て
残
り
の

人
々
を
平
等
に
国
制
と
支
配
に
参
与
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
民
主
制
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
る
の
だ
」﹇
プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』（
上
）
藤
沢
令

夫
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
）
二
〇
三
頁
﹈
と
記
し
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
定
義
は
貧
し
さ
と
い
う
社
会
的
要
素
を
含
ん
で
は

い
る
が
、
基
本
的
に
は
政
体
論
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
よ
り
広
範
で
あ
り
、

明
確
か
つ
意
識
的
に
社
会
的
要
素
を
組
み
込
ん
だ
も
の
と
い
え
る
。

（
4
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
の
根
本
概
念
で
あ
る<<égalité des conditions>>

の
訳
語
と
し
て
は
「
諸
条
件
の
平
等
」
が
久
し
く
一
般
的
で

あ
っ
た
が
、
松
本
礼
二
の
訳
に
よ
る
岩
波
文
庫
版
で
は
「
境
遇
の
平
等
」
と
い
う
訳
語
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
平
等
の
定
義
に
は
様
々
な
も
の
が
あ

る
が
、
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
「
機
会
」（opportunity

）
の
平
等
と
「
結
果
」（result

）
の
平
等
に
分
類
す
る
定
義
が
あ
る
。
こ
れ
に
則

し
た
場
合
、「
諸
条
件
の
平
等
」
と
い
う
訳
語
表
現
で
は
、<<égalité des conditions>>

が
「
機
会
」
の
平
等
と
同
義
と
誤
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ

る
。
詳
細
は
本
研
究
内
で
述
べ
て
い
く
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
定
義
は
よ
り
広
範
な
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
機
会
」
の
平

等
と
「
結
果
」
の
平
等
と
い
う
定
義
に
基
づ
け
ば
そ
の
い
ず
れ
も
包
含
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、<<égalité des conditions>>

の
訳
語

と
し
て
は
、
誤
解
を
生
じ
や
す
い
「
諸
条
件
の
平
等
」
よ
り
も
「
境
遇
の
平
等
」
の
方
が
適
切
だ
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
本
研
究
で
も
こ
の
訳
語
を

採
用
す
る
。

（
5
） 

D
A

II, 2:1, p. 607. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
一
六
七
頁
〕。

（
6
） 

D
A

I, Introduction, p. 7. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
一
四
頁
〕。

二
三
二
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ク
ヴ
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ル
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治
思
想
に
お
け
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デ
モ
ク
ラ
シ
ー
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経
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杉
本
）

（
三
九
一
）

（
7
） 

川
上
洋
平
『
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
世
界　

革
命
・
戦
争
・
主
権
に
対
す
る
メ
タ
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
実
践
の
軌
跡
』（
創
文
社
、

二
〇
一
三
年
）
一
六
頁
。

（
8
） 
川
上
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が<<providence>>

と
い
う
語
を
用
い
た
意
図
は
、
メ
ー
ス
ト
ル
の
よ
う
な
先
鋭
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
反
対
論
者
が

こ
の
概
念
を
中
心
に
し
て
持
論
を
展
開
し
た
こ
と
を
逆
用
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
﹇
川
上
、
前
掲
書
、
四
五
頁
﹈。

（
9
） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
比
較
す
る
と
ア
メ
リ
カ
で
は
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
言
葉
の
印
象
が
肯
定
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
た
が
、

そ
れ
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
た
一
八
三
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
﹇
斎
藤
眞
『
ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

一
九
九
五
年
）
二
一
│
二
二
頁
﹈。
そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
一
八
三
五
年
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
語
を
題
名
に
含
ん
だ
著

作
を
発
表
し
た
の
は
挑
発
的
な
こ
と
だ
っ
た
。

（
10
） 

マ
リ
ナ
ス
・
オ
ッ
セ
ヴ
ァ
ル
ド
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
か
ら
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
移
行
と
古
代
異
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ
の

転
向
と
を
重
ね
て
見
て
い
た
と
考
え
て
い
る
﹇M

.R
.R
. O
ssew

aarde, T
ocqu

eville’s M
oral an

d
 P

olitical T
h

ou
gh

t, N
ew

 L
iberalism

 

(L
ondon, R

outledge, 2004), p. 118
﹈。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
極
端
な
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
歴
史
的
営
為
は
摂
理
に
基
づ
く
と
い
う
歴
史
観
に

立
て
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
移
行
と
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
転
向
を
同
一
の
尺
度
で
評
価
し
、
そ
れ
ら
に
等
し
い
価
値
を
見
出
す
こ
と
自
体
に
さ
ほ
ど

不
自
然
さ
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
西
洋
社
会
に
決
定
的
影
響
を
与
え
た
キ
リ
ス
ト
教
化
と
等
し
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
化
を

評
価
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
思
索
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
現
象
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
11
） 

D
A

II, 1:17, p,585. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
一
三
一
頁
〕。

（
12
） 

D
A

I, 2:7, p. 292. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
一
五
三
頁
〕。

（
13
） 

D
A

I, 2:7, p. 293. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
一
五
四
頁
〕。

（
14
） Jam
es T

. S
chleifer, T

h
e M

akin
g of T

ocqu
eville’s D

em
ocracy in

 A
m

erica, S
econ

d
 E

d
ition (Indianapolis, L

iberty F
und, 

2000), pp. 270-271. 

シ
ュ
ラ
イ
フ
ァ
ー
に
よ
る
と
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も
影
響
を
受
け
た
『
ザ
・
フ
ェ
デ
ラ
リ
ス
ト
』
の
著
者
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
第
四
代
大
統
領
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
は
、
一
時
的
で
流
動
的
、
そ
し
て
多
元
的
な
存
在
と
し
て
多
数
者
を
理
解
し
て
い
た
。

（
15
） 

D
A

II, 1:3, p. 526. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
三
七
頁
〕。

二
三
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
九
二
）

（
16
） 

D
A

II, 1:3, pp. 526-527. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
三
九
│
四
〇
頁
〕。

（
17
） 

マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
が
採
用
し
た
手
法
が
抽
象
化
で
あ
り
、
そ
し
て
自
然
の
一
切
を

反
復
可
能
な
も
の
と
す
る
抽
象
性
の
支
配
と
、
産
業
の
た
め
に
支
配
が
自
然
に
お
け
る
一
切
を
整
備
す
る
状
況
の
下
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
水
平

化
さ
れ
、
解
放
さ
れ
た
は
ず
の
人
々
が
、
結
局
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
指
摘
し
た
「
群

ト
ル
ッ
プ」

に
な
っ
て
し
ま
う
と
述
べ
て
い
る
﹇
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル

ノ
『
啓
蒙
の
弁
証
法　

哲
学
的
断
層
』
徳
永
恂
訳
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
三
九
頁
﹈。
本
研
究
で
は
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
や
ア
ド
ル
ノ
に
与
え

た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
的
影
響
ま
で
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
水
平
化
＝
平
等
化
が
人
々
の
解
放
と
凝
集
化
と
い
う
相
反
す
る
作
用
を
も
た

ら
す
と
い
う
所
見
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
、
人
々
の
凝
集
化
し
た
状
態
に
つ
い
て
、
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
が

<<T
rupp>>

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は<<m

asse>>

を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
は
人
間
が
寄
り
集
ま
っ
た
状

態
を
指
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
意
味
合
い
に
は
若
干
の
相
違
が
あ
る
。

（
18
） 

D
A

II, 4:2, p. 808. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
二
一
四
│
二
一
五
頁
〕。

（
19
） 

D
A

II, 4:2, p. 809. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
二
一
五
頁
〕。

（
20
） 

D
A

II, 2:2, p. 612. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
一
七
五
│
一
七
六
頁
〕。

（
21
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
親
戚
で
あ
り
親
し
い
友
人
で
も
あ
っ
た
ル
イ
・
ド
・
ケ
ル
ゴ
ル
レL

ouis G
abriel C

ésar de K
ergorlay

（1804-1840

）

に
送
っ
た
書
簡
の
中
で
、
ト
マ
ス
・
ア
・
ケ
ン
ピ
ス
の
『
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
』
が
こ
の
当
時
関
心
を
集
め
て
い
た
こ
と
に
懸
念
を
示
し
て
い
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
こ
の
手
の
本
の
著
者
が
教
え
る
ま
ま
に
し
て
い
る
と
、
こ
の
よ
う
な
本
の
読
書
を
心
の
糧
に
生
き
て
い
る
人
は
、
わ
ず
か
な
私
的

な
徳
を
得
る
た
め
に
、
公
的
な
徳
を
形
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
失
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
﹇O

C
, X
III-2 [C

orrespondance 

d’A
lexis de T

ocqueville et de L
ouis de K

ergorlay(À
 K
ergolray, 4 août 1857)], p. 328

﹈。
こ
こ
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
宗
教
的
に
敬
虔
な
生

活
を
送
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
市
民
社
会
に
お
け
る
徳
に
は
な
り
得
な
い
と
い
う
彼
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） S
. M
. 

ル
ー
ク
ス
『
個
人
主
義
』
間
宏
監
訳
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
一
年
）
四
│
一
〇
頁
。

（
23
） 

ル
ー
ク
ス
、
前
掲
書
、
一
六
│
一
七
頁
。

（
24
） 

D
A

I, 2:7, pp. 287-291. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
一
四
六
│
一
五
〇
頁
〕。

二
三
四



ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
（
杉
本
）

（
三
九
三
）

（
25
） 

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
（
新
装
版
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
二
三
八
頁
。

（
26
） 

D
A

I, 2:7, p. 289. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
一
四
九
頁
〕。

（
27
） 
松
本
礼
二
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究　

家
族
・
宗
教
・
国
家
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）
四
七
│
五
五
頁
。

（
28
） 
た
だ
、
モ
ー
リ
ス
・
レ
ヴ
ィ
＝
ル
ボ
ワ
イ
エ
は
、
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
経
済
成
長
を
「
産
業
革
命
」
と
評
す
る
こ
と
に
反
対

し
て
い
る
﹇
モ
ー
リ
ス
・
レ
ヴ
ィ
＝
ル
ボ
ワ
イ
エ
『
市
場
の
創
出　

現
代
フ
ラ
ン
ス
経
済
史
』
中
山
裕
史
訳
（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）

九
│
一
〇
頁
﹈。
彼
は
、
フ
ラ
ン
ス
経
済
に
対
し
て
こ
の
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
を
誤
用
だ
と
考
え
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
オ
ラ
ン
ダ
資
本
が
ロ

ン
ド
ン
に
移
転
し
た
こ
と
を
主
因
と
し
て
、
産
業
が
急
速
に
発
展
し
た
と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
「
革
命
」
と
い
う
言

葉
が
示
す
よ
う
な
急
激
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
た
の
は
、
第
一
に
イ
ギ
リ
ス
技
術
の
導
入
、
第
二
に
バ
ー
ゼ
ル

資
本
に
よ
る
若
干
の
工
業
地
域
の
創
設
を
特
徴
と
す
る
漸
進
的
な
発
展
の
み
で
あ
っ
た
。

（
29
） L

ucien Jaum
e, “L

e citoyen sans les corps interm
édiaires, discours de la C

hapelier,” L
es cahiers du C

E
V

IP
O

F, N
o 39 (2005), 38.

（
30
） 

A
R
, 2:6, p. 109. 

〔
邦
訳
一
九
八
頁
〕。

（
31
） 

D
A

II, 4:6, p. 837. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
二
五
六
│
二
五
八
頁
〕。

（
32
） 

D
A

II, 2:10, p. 643. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
二
四
頁
〕。

（
33
） 

D
A

II, 2:10, pp. 641-643. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
二
二
│
二
二
四
頁
〕。

（
34
） 

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
専
制
政
体
の
原
理
と
し
て
「
恐
怖
」（crainte

）
を
挙
げ
、
専
制
に
お
け
る
支
配
者
の
絶
対
優
位
を
説
い
て
い
る
﹇
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
『
法
の
精
神
』（
上
）
野
田
良
之
／
稲
本
洋
之
助
／
上
原
行
雄
／
田
中
治
男
／
三
辺
博
之
／
横
田
地
弘
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
）

八
二
│
八
六
頁
﹈。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
も
ト
ク
ヴ
ィ
ル
も<<crainte>>

と
い
う
語
に
注
目
し
て
い
る
が
、
彼
ら
が
こ
の
語
に
込
め
た
意
味
合
い
に

は
相
違
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
違
い
の
原
因
は
、
や
は
り
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
到
来
と
い
う
時
代
変
化
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
思
想
を

展
開
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
治
者
と
被
治
者
が
一
体
化
し
て
い
る
社
会
に
お
い
て
人
々
が
何
よ
り
も
感
じ
る
の
は
、
暴
虐
な
支
配
者
に
対
す
る
恐
怖

で
は
な
く
、
平
等
で
流
動
的
、
そ
し
て
な
に
よ
り
不
安
定
な
社
会
の
中
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
不
安
で
あ
る
。
な
お
、
モ
ン
テ

ス
キ
ュ
ー
は
、
す
べ
て
の
者
が
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
、
誰
も
命
令
さ
れ
な
い
こ
と
を
目
指
す
「
極
端
な
平
等
の
精
神
」
が
民
主
政
を
専
制
へ
と
導

二
三
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
九
四
）

く
と
述
べ
て
い
る
﹇
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
前
掲
書
、
二
二
三
│
二
二
七
頁
﹈。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
あ
く
ま
で
も
政
治
な
い
し
政

治
体
制
の
問
題
と
し
て
把
握
し
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
そ
れ
を
社
会
全
体
に
関
す
る
概
念
と
し
て
も
理
解
し
て
い
た
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
は
隔
た
り

が
あ
る
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
不
適
切
な
形
で
放
置
し
た
場
合
に
そ
れ
が
専
制
を
招
来
す
る
と
懸
念
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。

（
35
） 

D
A

II, 2:10, pp. 641-642. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
二
二
頁
〕。

（
36
） 

ポ
ー
ル
・
ラ
ー
エ
に
よ
る
と
、
不
安
に
関
す
る
議
論
は
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
特
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
や
パ
ス
カ
ル
に
お
い
て
継
続
的
に
思
索
さ

れ
て
き
た
主
題
で
あ
っ
た
﹇P

aul A
. R
ahe, S

oft D
espotism

, D
em

ocracy’s D
rift, M

on
tesqu

ieu
, R

ou
sseau

, T
ocqu

eville an
d

 th
e 

M
od

ern
 P

rospect (N
ew
 H
aven, Y

ale U
niversity P

ress, 2009), pp. 170-171

﹈。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
に
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
や
モ
ラ
リ
ス

ト
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
当
然
な
が
ら
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
や
パ
ス
カ
ル
の
議
論
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
射
程
に
は
含
ん
で
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
考
え
る
不
安
の
概
念
は
、
前
述
の
通
り
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
そ
れ
と
も
異
な
る
が
、
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ト
的
・
モ
ラ
リ
ス
ト
的
な
不
安

観
と
も
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
「
わ
れ
わ
れ
は
し
っ
か
り
と
し
た
足
場
と
、
無
限
に
高
く
そ
び
え
立
つ
塔
を
築
く
た
め
の

究
極
の
不
動
な
基
盤
を
見
い
だ
し
た
い
と
の
願
い
に
燃
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
基
礎
全
体
が
き
し
み
だ
し
、
大
地
は
奈
落
の
底
ま
で

裂
け
る
の
で
あ
る
」﹇
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』
前
田
陽
一
／
由
木
康
訳
（
中
公
文
庫
、
一
九
七
三
年
）
四
八
頁
（L

199

）﹈
と
記
し
て
い
る
。
パ
ス

カ
ル
の
描
く
人
間
像
は
普
遍
的
だ
が
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
場
合
は
同
様
の
人
間
像
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
歴
史
的
状
況
の
中
で
把
握
す
る
こ
と
に
努

め
た
。
な
お
、
ラ
ー
エ
の
著
作
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は<<inquiétude>>

と
い
う
概
念
だ
が
、
こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
問
題
視
し
て
い
る

の
は<<crainte>>

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
語
義
は
本
来
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
人
々
の
精
神
の
全
体
的

傾
向
と
し
て
が
物
質
的
な
安
寧
を
志
向
す
る
と
考
え
る
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
語
は
か
な
り
近
接
し
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

（
37
） 

D
A

II, 2:11, p. 645. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
二
七
頁
〕。

（
38
） 

D
A

II, 2:11, p. 646. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
二
九
頁
〕。

（
39
） S

eym
our D

rescher, D
ilem

m
as of D

em
ocracy, T

ocqu
eville an

d
 M

od
ern

ization (P
ittsburgh, U

niversity of P
ittsburgh 

P
ress, 1968), p. 48. 

〔
シ
ー
モ
ア
・
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
デ
ィ
レ
ン
マ
』
桜
井
陽
二
訳
（
荒
地
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
四
一

二
三
六



ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
（
杉
本
）

（
三
九
五
）

頁
〕。 

（
40
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、「
国
民
の
富
の
第
一
の
も
の
は
不
動
産
で
あ
り
、
動
産
は
第
二
の
も
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
﹇D

A
II, 2:5, p. 245

〔
邦

訳
第
一
巻
（
下
）
八
六
頁
〕﹈。

（
41
） 

D
A

I, 1:2, pp. 34-35. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
五
四
頁
〕。

（
42
） 

D
A

I, 1:2, p. 32. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
五
一
頁
〕。

（
43
） 

D
A

I, 1:3, p. 53. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
八
〇
頁
〕。

（
44
） 

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
、
自
身
の
権
力
と
権
威
の
根
拠
と
し
て
貴
族
た
ち
が
考
え
て
い
た
の
が
、
所
領
の
存
在
と
そ
れ
を
実
際
に
統
治

し
て
い
る
と
い
う
実
績
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
の
権
力
は
自
ら
が
自
ら
の
土
地
を
支
配
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
自
己
完
結
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
の
権
威
の
源
泉
は
自
生
的
で
あ
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
自
ら
の
権
力
と
権
威
に
関
す
る
貴
族
の
自
己
完
結
性
が
王
権
に
対
す
る
「
抵
抗

の
精
神
」（esprit de résistance
）
を
生
み
出
し
た
と
考
え
る
﹇D

A
I, 2:9, p. 362

〔
邦
訳
第
一
巻
（
下
）
二
五
六
頁
〕﹈。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
を
必
然
と
考
え
、
そ
れ
を
最
大
限
評
価
し
た
が
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
憧
憬
と
懐
旧
の
情
も
強
く
抱
い
て
い
た
。
た
だ
、
彼
の

理
論
で
は
階
級
社
会
と
同
義
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
に
対
す

る
彼
の
思
い
も
内
面
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
内
面
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
ク

ラ
シ
ー
に
思
い
を
寄
せ
た
と
し
て
も
、
理
論
的
な
矛
盾
が
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

（
45
） 

土
地
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
自
身
の
中
に
も
見
ら
れ
た
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
一
八
三
六
年
に
コ
タ
ン
タ
ン
半
島
に
あ
る
自
家
の

城
館
を
継
承
す
る
と
、
妻
と
共
に
こ
の
城
館
に
強
い
愛
情
を
寄
せ
、
毎
年
夏
と
秋
は
そ
こ
で
過
ご
す
の
が
常
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
自
ら
が
有
し

て
い
た
伯
爵
の
称
号
を
用
い
る
こ
と
は
拒
ん
で
い
た
が
、
貴
族
と
し
て
の
生
活
様
式
に
は
愛
着
を
抱
い
て
い
た
﹇A

ndré Jardin, A
lexis d

e 

T
ocqu

eville, 1805-1859 (P
aris, H

achette, 1984), pp. 359-366. 
〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』
大
津
真
作
訳
（
晶
文
社
、

一
九
九
四
年
）
四
一
七
│
四
二
五
頁
〕﹈。

（
46
） 

ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
祖
先
を
忘
却
さ
せ
、
子
孫
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い
る
﹇D

A
II, 2:3, p. 614

〔
邦
訳
第
二

巻
（
上
）
一
七
八
頁
〕﹈。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
個
人
主
義
に
よ
っ
て
人
間
を
同
時
代
人
か
ら
も
遠
ざ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
的
な
流
れ
の
断
絶
も
も

二
三
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
九
六
）

た
ら
す
。

（
47
） 

D
A

I, 1:3, pp. 54-55. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
八
一
頁
〕。

（
48
） 

D
A

II, 3:21, pp. 770-771.

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
一
五
八
│
一
五
九
頁
〕。

（
49
） 

D
A

II, 3:21, p. 770. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
下
）
一
五
八
頁
〕。

（
50
） 

E
S
, p. 21. 

〔
邦
訳
四
二
頁
〕。

（
51
） 

中
木
康
夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
（
上
）』（
未
來
社
、
一
九
七
五
年
）
七
〇
│
七
一
頁
。

（
52
） R

obert C
astel, L

es m
étam

orph
oses d

e la qu
estion

 sociale, U
n

e ch
ron

iqu
e d

u
 salariat (P

aris, G
allim

ard, 1995), pp. 519-

520. 

〔
ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
『
社
会
問
題
の
変
容　

賃
金
労
働
の
年
代
記
』
前
川
真
行
訳
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
三
六
〇
│

三
六
一
頁
〕。

（
53
） 

E
S
, p. 39. 

〔
邦
訳
七
二
頁
〕。

（
54
） 

D
A

II, 2:20, pp. 672-673. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
七
一
頁
〕。

（
55
） 

D
A

II, 2:20, p. 672. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
七
〇
頁
〕。

（
56
） 

D
A

II, 2:20, p. 673. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
七
一
頁
〕。

（
57
） 

D
A

II, 2:20, p. 674. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
七
三
頁
〕。

（
58
） 

D
A

II, 2:20, p. 675. 

〔
邦
訳
第
二
巻
（
上
）
二
七
四
頁
〕。

（
59
） 

E
S
, pp. 7-8. 

〔
邦
訳
二
一
│
二
二
頁
〕。

（
60
） 

A
R
, 2:9, p. 122. 

〔
邦
訳
二
二
二
頁
〕。

（
61
） 

E
S
, p. 10. 

〔
邦
訳
二
七
頁
〕。

（
62
） 

E
S
, pp. 11-12. 

〔
邦
訳
二
八
頁
〕。

（
63
） 

D
A

I, Introduction, p. 4. 

〔
邦
訳
第
一
巻
（
上
）
一
〇
頁
〕。

（
64
） 

S
, 2:1, p. 777. 

〔
邦
訳
一
一
〇
頁
〕。

二
三
八



ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
政
治
思
想
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
経
済
（
杉
本
）

（
三
九
七
）

参
考
文
献

【
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
】

T
ocqueville, A

lexis d
e, Œ

u
vres, B

iblioth
èqu

e d
e la P

léiad
e, t. 1-3 (P

aris, G
allim

ard, 1991-2003).

ト
ク
ヴ
ィ
ル
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
第
一
巻
（
上
・
下
）・
第
二
巻
（
上
・
下
）
松
本
礼
二
訳
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
│
二
〇
〇
八
年
）。

│
│
│
│
『
旧
体
制
と
大
革
命
』
小
山
勉
訳
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
）。

│
│
│
│
『
フ
ラ
ン
ス
二
月
革
命
の
日
　々

ト
ク
ヴ
ィ
ル
回
想
録
』
喜
安
朗
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年
）。

※
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
著
作
の
う
ち
、『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
第
一
巻
・
第
二
巻
）D

e la d
ém

ocratie en
 A

m
ériqu

e, t. 1-2 

（
一
八
三
五
年

お
よ
び
一
八
四
〇
年
）、『
回
想
録
』S

ou
ven

irs

（
一
八
九
三
年
）、『
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
と
大
革
命
』L’ A

n
cien

 R
égim

e et la 

R
évolu

tion

（
一
八
五
六
年
）、『
一
七
八
九
年
以
前
と
以
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
・
政
治
状
況
』É

tat social et politiqu
e d

e la 

F
ran

ce avan
t et d

epu
is 1789

（
一
八
三
六
年
）、『
貧
困
に
関
す
る
覚
書
』（
第
一
論
文
）M

ém
oire su

r le pau
pérism

e

（
一
八
三
五
年
）
お

よ
び
第
二
論
文D

eu
xièm

e article su
r le pau

pérism
e

（
未
刊
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れD

A
 I /

 D
A

 II

、S

、A
R

、E
S

、P
1 /

 P
2

と
い

う
略
記
号
を
用
い
て
出
典
元
を
表
記
す
る
。
そ
れ
ら
以
外
の
文
献
を
引
用
す
る
場
合
、
基
本
的
に
は
上
記
の
ガ
リ
マ
ー
ル
版
全
集
を
使
用
し
、O

C

と
い
う
略
記
号
を
用
い
て
示
す
。

【
参
考
文
献
・
論
文
】

B
rogan, H

ugo, A
lexis d

e T
ocqu

eville, A
 L

ife (N
ew
 H
aven, Y

ale U
niversity P

ress, 2006).

C
astel, R

obert, L
es m

étam
orph

oses d
e la qu

estion
 sociale, U

n
e ch

ron
iqu

e d
u

 salariat (P
aris, G

allim
ard, 1995). 

〔
ロ
ベ
ー
ル
・
カ

ス
テ
ル
『
社
会
問
題
の
変
容　

賃
金
労
働
の
年
代
記
』
前
川
真
行
訳
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。

D
rescher, S

eym
our, D

ilem
m

as of D
em

ocracy, T
ocqu

eville an
d

 M
od

ern
ization (P

ittsburgh, U
niversity of P

ittsburgh P
ress, 

1968). 

シ
ー
モ
ア
・
ド
レ
ッ
シ
ャ
ー
『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
デ
ィ
レ
ン
マ
』
桜
井
陽
二
訳
（
荒
地
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）。

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
／
ア
ド
ル
ノ
『
啓
蒙
の
弁
証
法　

哲
学
的
断
層
』
徳
永
恂
訳
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）。

二
三
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
九
八
）

川
上
洋
平
『
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ー
ス
ト
ル
の
思
想
世
界　

革
命
・
戦
争
・
主
権
に
対
す
る
メ
タ
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
の
実
践
の
軌
跡
』（
創
文
社
、

二
〇
一
三
年
）。

Jardin, A
ndré, A

lexis d
e T

ocqu
eville, 1805-1859 (P

aris, H
achette, 1984). 

〔
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ャ
ル
ダ
ン
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
伝
』
大
津
真
作
訳

（
晶
文
社
、
一
九
九
四
年
）〕。

ル
ー
ク
ス
、S

. M
.

『
個
人
主
義
』
間
宏
監
訳
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
一
年
）。

丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
（
新
装
版
）』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）。

レ
ヴ
ィ
＝
ル
ボ
ワ
イ
エ
、
モ
ー
リ
ス
『
市
場
の
創
出　

現
代
フ
ラ
ン
ス
経
済
史
』
中
山
裕
史
訳
（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
三
年
）。

松
本
礼
二
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究　

家
族
・
宗
教
・
国
家
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
）。

│
│
│
│
「『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
憂
鬱
』
の
憂
鬱　
『
荒
野
の
二
週
間
』
の
読
み
方
か
ら
社
会
主
義
観
ま
で
」（『
思
想
』
第
一
〇
七
七
号
、
二
〇
一
四
年
）

八
七
│
一
〇
六
頁
。

O
ssew

aarde, M
. R
. R
., T

ocqu
eville’s M

oral an
d

 P
olitical T

h
ou

gh
t, N

ew
 L

iberalism
 (L
ondon, R

outledge, 2004).

パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』
前
田
陽
一
／
由
木
康
訳
（
中
公
文
庫
、
一
九
七
三
年
）。

プ
ラ
ト
ン
『
国
家
』（
上
・
下
）
藤
沢
令
夫
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年
）。

R
ahe, P

aul A
., S

oft D
espotism

, D
em

ocracy’s D
rift, M

on
tesqu

ieu
, R

ou
sseau

, T
ocqu

eville an
d

 th
e M

od
ern

 P
rospect (N

ew
 H
aven, 

Y
ale U

niversity P
ress, 2009).

中
木
康
夫
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
史
』（
上
・
中
・
下
）（
未
來
社
、
一
九
七
五
年
）。

斎
藤
眞
『
ア
メ
リ
カ
と
は
何
か
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
五
年
）。

S
chleifer, Jam

es T
., T

h
e M

akin
g of T

ocqu
eville’s D

em
ocracy in

 A
m

erica, S
econ

d
 E

d
ition (Indianapolis, L

iberty F
und, 2000).

髙
山
裕
二
『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
憂
鬱　

フ
ラ
ン
ス
・
ロ
マ
ン
主
義
と
〈
世
代
〉
の
誕
生
』（
白
水
社
、
二
〇
一
二
年
）。

二
四
〇



紛
争
地
取
材
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
倫
理
（
塚
本
）

（
三
九
九
）

紛
争
地
取
材
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
倫
理

│
後
藤
健
二
の
事
例
を
中
心
と
し
て

│

塚　
　

本　
　

晴
二
朗

は
じ
め
に

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
過
激
派
組
織
「
イ
ス
ラ
ム
国
（
Ｉ
Ｓ（1
）

）」
に
よ
る
日
本
人
人
質
殺
害
事
件
は
、
日
本
中
に
強
い
衝
撃
を
与

え
た
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
取
材
の
た
め
シ
リ
ア
入
り
し
た
後
藤
健
二
の
行
動
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
評
価
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
は
、
所
謂
「
自
己
責
任
論
」
と
い
う
形
で
、
そ
の
活
動
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
も
み
ら
れ
た
。

そ
も
そ
も
な
ぜ
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
紛
争
地
で
拘
束
さ
れ
た
り
、
人
質
に
な
っ
た
り
、
殺
害
さ
れ
た
り
し
て
き
た

の
に
、
危
険
を
冒
し
て
ま
で
取
材
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
は
そ
う
し
た
紛
争
地
取
材
を
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
倫
理
と
い
う

論　

説

二
四
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
〇
〇
）

観
点
か
ら
考
察
し
て
み
る
。

一　

事
件
の
概
要

ま
ず
は
事
件
の
経
緯
を
時
系
列
に
辿
っ
て
み
る
。

後
藤
は
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
に
映
像
通
信
社
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
・
プ
レ
ス
を
設
立
し
、
ビ
デ
オ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て

活
動
し
て
い
た
。
同
社
の
公
式
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
「『
戦
争
・
紛
争
』『
難
民
』『
貧
困
』『
エ
イ
ズ
』『
子
ど
も
の
教
育
』
の
5
つ
の
人
道

分
野
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
、
困
難
な
環
境
の
中
で
暮
ら
す
子
ど
も
達
に
カ
メ
ラ
を
向
け
、
世
界
各
地
を
取
材
し
て
い
る
（
2
）

」
と
し
て
い
る
。

二
〇
〇
六
年
（
平
成
一
八
）
年
に
は
、「
平
均
寿
命
が
世
界
で
最
も
短
い
国
（
3
）

」
と
さ
れ
る
紛
争
地
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
の
少
年
兵
を
取
材
し
た

『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
よ
り
平
和
が
ほ
し
い
』
で
、
第
五
三
回
産
経
児
童
出
版
文
化
賞
フ
ジ
テ
レ
ビ
賞
を
受
賞
し
た
。

後
藤
が
シ
リ
ア
に
入
国
し
た
の
は
、
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
一
〇
月
二
四
日
で
、「
邦
人
殺
害
テ
ロ
事
件
の
対
応
に
関
す
る
検
証
委

員
会
検
証
報
告
書
（
4
）

」
で
確
認
さ
れ
て
い
る
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
シ
リ
ア
の
状
況
は
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
四
月
二
六
日

に
外
務
省
は
既
に
、
シ
リ
ア
全
土
へ
の
退
避
勧
告
を
出
し
て
お
り
、
同
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
通
じ
て
広
く
発
信
し
て
い
た
。
ま
た
、
シ

リ
ア
の
日
本
大
使
館
は
、
シ
リ
ア
国
内
の
治
安
状
況
が
悪
化
し
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
二
（
平
成
二
四
）
年
三
月
二
一
日
を
も
っ
て
一
時

閉
館
し
、
ヨ
ル
ダ
ン
の
日
本
国
大
使
館
内
の
臨
時
事
務
所
に
お
い
て
、
そ
の
業
務
を
継
続
し
て
い
る
、
と
い
う
状
態
だ
っ
た
。
そ
の
た
め

外
務
省
は
後
藤
に
対
し
て
、「
9
月
下
旬
及
び
10
月
上
旬
に
は
電
話
で
、
10
月
中
旬
に
は
直
接
の
対
面
に
よ
り
、
同
氏
に
シ
リ
ア
へ
の
渡

航
を
止
め
る
よ
う
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
同
氏
が
シ
リ
ア
に
再
度
渡
航
す
る
意
向
が
明

確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
氏
に
対
し
て
シ
リ
ア
へ
の
渡
航
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
（
5
）

」。

二
四
二
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（
四
〇
一
）

後
藤
は
、「
報
道
を
遮
断
す
る
『
イ
ス
ラ
ム
国
』
に
支
配
さ
れ
た
市
民
の
生
活
ぶ
り
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
友
人
の
湯
川
さ
ん
を

助
け
出
し
た
い
」
と
し
て
シ
リ
ア
に
入
国
し
た
が
、
Ｉ
Ｓ
の
取
材
に
向
か
う
前
に
撮
影
し
た
動
画
で
は
「
こ
れ
か
ら
ラ
ッ
カ
へ
向
か
い
ま

す
。『
イ
ス
ラ
ム
国
』
の
拠
点
と
言
わ
れ
ま
す
け
ど
も
、
非
常
に
危
険
な
の
で
、
何
か
起
こ
っ
て
も
私
は
シ
リ
ア
の
人
た
ち
を
恨
み
ま
せ

ん
し
、
ど
う
か
こ
の
内
戦
が
早
く
終
わ
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
」「
何
が
起
こ
っ
て
も
責
任
は
私
自
身
に
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
、

日
本
の
皆
さ
ん
も
シ
リ
ア
の
人
た
ち
に
何
も
責
任
を
負
わ
せ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
ま
あ
、
必
ず
生
き
て
戻
り
ま
す
け
ど
ね
（
6
）

」
と
言
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
後
連
絡
を
絶
ち
、
一
一
月
一
日
後
藤
の
家
族
か
ら
後
藤
が
行
方
不
明
で
あ
る
と
の
連
絡
が
入
っ
た
。
そ
し
て
、
後
藤

を
拘
束
し
て
い
る
旨
の
Ｉ
Ｓ
か
ら
の
メ
ー
ル
に
、
一
二
月
三
日
に
な
っ
て
後
藤
夫
人
が
気
づ
き
開
封
し
、
外
務
省
に
相
談
し
た
。
一
月

二
〇
日
Ｉ
Ｓ
か
ら
発
出
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
動
画
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
種
々
の
対
応
が
な
さ
れ
た
が
、
二
月
一
日
、
後
藤
と
み

ら
れ
る
人
物
が
殺
害
さ
れ
る
映
像
が
ネ
ッ
ト
上
に
配
信
さ
れ
た
（
7
）

。
二
月
七
日
に
は
、
シ
リ
ア
渡
航
を
計
画
し
て
い
た
フ
リ
ー
カ
メ
ラ
マ
ン

の
杉
本
祐
一
が
、「
応
じ
な
け
れ
ば
逮
捕
も
あ
り
う
る
（
8
）

」
と
告
げ
ら
れ
て
、
旅
券
法
一
九
条
一
項
二
号
（
9
）

に
基
づ
き
、
外
務
省
に
旅
券
の
返

納
を
命
じ
ら
れ
た
。

二　

紛
争
地
取
材
に
関
す
る
意
見

後
藤
の
紛
争
地
取
材
に
関
し
て
、『
朝
日
新
聞
』『
毎
日
新
聞
』『
読
売
新
聞
』
の
三
紙
に
掲
載
さ
れ
た
意
見
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
は
政
府
の
立
場
だ
が
、
シ
リ
ア
の
入
国
に
関
し
て
「
一
般
の
退
避
勧
告
と
は
別
に
、
外
務
省
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
向
け
に
、『
い

か
な
る
理
由
で
あ
っ
て
も
シ
リ
ア
に
入
国
す
る
こ
と
は
、
不
測
の
事
態
に
巻
き
込
ま
れ
る
可
能
性
が
高
く
、
非
常
に
危
険
』
と
し
て
、
取

材
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
求
め
て
（
10
）

」
お
り
、
二
〇
一
一
年
五
月
か
ら
外
務
省
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
対
す
る
「
シ
リ
ア
へ
の
渡
航
見
合
わ
せ

二
四
三
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を
『
強
く
お
願
い
す
る
』
な
ど
と
す
る
『
注
意
喚
起
（
11
）

』」
は
一
〇
回
に
及
ん
で
い
た
。

後
藤
の
行
動
に
批
判
的
な
意
見
は
、
こ
う
し
た
政
府
の
立
場
を
ふ
ま
え
た
も
の
が
中
心
で
あ
っ
た
。

国
内
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
、
二
月
二
日
の
『
読
売
新
聞
』
社
説
が
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
後
藤
さ
ん
は
昨
年
10
月
、
退
避
勧
告
が
出
て

い
た
シ
リ
ア
に
あ
え
て
入
国
し
た
後
、『
何
か
起
こ
っ
て
も
責
任
は
私
自
身
に
あ
る
』
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
し
て
い
た
。『
自
己
責
任
』

に
言
及
し
た
も
の
だ
が
、
結
果
的
に
、
日
本
政
府
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ル
ダ
ン
政
府
な
ど
の
多
く
の
関
係
者
を
巻
き
込
み
、
本
人
一
人
の
責

任
で
は
済
ま
な
い
事
態
を
招
い
た
の
は
否
定
で
き
な
い
（
12
）

」
と
し
て
い
る
。

政
府
・
与
党
の
関
係
者
で
は
、
岸
田
文
雄
外
務
相
が
「
退
避
勧
告
が
出
て
い
る
周
辺
地
域
へ
の
渡
航
は
厳
に
控
え
て
い
た
だ
く
よ
う
、

改
め
て
お
願
い
申
し
上
げ
る
（
13
）

」
と
述
べ
、
二
階
俊
博
自
民
党
総
務
会
長
は
「
規
制
の
是
非
に
つ
い
て
研
究
・
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
14
）

」
と

渡
航
の
強
制
的
な
制
限
に
言
及
し
、
高
村
正
彦
自
民
党
副
総
裁
は
「
後
藤
さ
ん
が
3
度
に
わ
た
る
日
本
政
府
の
警
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
テ

ロ
リ
ス
ト
支
配
地
域
に
入
っ
た
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
使
命
感
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
蛮
勇
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
（
15
）

」
と
批
判
し
て
い

る
。海

外
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
、
国
際
ニ
ュ
ー
ス
専
門
サ
イ
ト
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ポ
ス
ト
の
設
立
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
バ
ル
ボ
ニ
は
「
イ

ス
ラ
ム
国
と
の
交
渉
は
過
去
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
い
ま
は
違
う
。
支
配
地
域
に
行
く
の
は
自
殺
を
図
る
よ
う
な
も
の
だ
（
16
）

」
と
し
、
ロ
イ

タ
ー
通
信
の
記
者
デ
ビ
ッ
ド
・
ロ
ー
ド
も
「
遺
憾
だ
が
、
い
ま
は
記
者
は
シ
リ
ア
に
行
く
べ
き
で
な
い
。
シ
リ
ア
の
人
々
の
苦
し
み
が
世

界
か
ら
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
の
は
悲
劇
だ
が
、
記
者
が
危
険
を
冒
す
べ
き
だ
と
は
道
徳
上
、
言
え
な
い
（
17
）

」
と
す
る
。

一
方
後
藤
の
行
動
に
肯
定
的
な
意
見
は
、
ほ
と
ん
ど
「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
と
い
わ
れ
る
人
達
の
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
フ

リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
安
田
純
平
は
「
誰
も
報
じ
な
け
れ
ば
、
現
地
の
状
況
は
伝
わ
ら
な
い
」「
中
東
の
現
状
は
日
本
も
支
持
し
た

二
四
四
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戦
争
の
結
果
。
日
本
も
無
関
係
、
無
責
任
で
は
な
い
こ
と
を
伝
え
た
い
（
18
）

」
と
し
、
独
立
系
通
信
社
ジ
ャ
パ
ン
プ
レ
ス
代
表
の
佐
藤
和
孝
は

「
い
か
に
リ
ス
ク
を
減
ら
す
か
、
現
場
に
肉
薄
す
る
か
、
そ
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
常
に
悩
む
。
だ
が
、
現
場
に
行

か
な
い
と
い
う
選
択
肢
は
な
い
」「
消
防
士
や
警
察
官
が
命
が
け
で
救
助
に
当
た
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
命
が
け
で
伝
え
る
（
19
）

」
と
す
る
。

ま
た
、
写
真
家
の
八
尋
伸
は
「
現
地
に
行
か
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
取
材
し
た
い
、
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
ア

ク
セ
ス
す
る
権
利
を
規
制
し
て
ほ
し
く
な
い
（
20
）

」
と
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
綿
井
健
陽
は
「
自
粛
や
規
制
を
広
げ
る
の
で
は
な
く
、
情
報

や
取
材
方
法
の
共
有
、
協
力
態
勢
を
厚
く
す
る
こ
と
が
重
要
だ
（
21
）

」
と
指
摘
す
る
。
フ
ォ
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
豊
田
直
巳
は
「
自
粛
す

れ
ば
、『
イ
ス
ラ
ム
国
』
の
実
態
は
分
か
ら
な
い
。
読
者
や
視
聴
者
は
、
こ
の
事
態
に
ど
う
対
処
し
て
い
い
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
ば
か

り
だ
。
そ
こ
に
光
を
当
て
る
の
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
だ
（
22
）

」
と
す
る
。
さ
ら
に
、『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
』
日
本
版
元
編
集
長
竹
田
圭
吾
は

「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
あ
れ
フ
リ
ー
で
あ
れ
、
紛
争
の
現
場
に
直
接
自
分
の
目
と
足
で
伝
え
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
な
ら
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
行
く
べ
き
だ
。
政
府
の
退
避
勧
告
が
出
て
い
る
か
ら
と
か
、
最
悪
の
場
合
、
国
に
迷
惑
が
か
か
る
か
ら
と
い
っ
た
理

由
で
自
粛
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
メ
デ
ィ
ア
の
自
殺
行
為
だ
。
た
だ
、
そ
れ
相
応
の
心
構
え
と
備
え
が
必
要
だ
。
米
国
の
メ
デ
ィ
ア
の
一
部

は
戦
地
取
材
の
際
、
単
な
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
や
通
訳
だ
け
で
は
な
く
民
間
軍
事
会
社
と
契
約
を
結
ぶ
な
ど
厖
大
な
予
算
を
つ
け
る
。

日
本
の
場
合
も
ボ
デ
ィ
ー
ガ
ー
ド
や
安
全
装
備
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
。
契
約
し
た
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
を
派
遣
す
る
場
合
、
さ
ら
に
待
遇
を

手
厚
く
す
べ
き
だ
。
フ
リ
ー
に
対
し
、
一
方
的
に
リ
ス
ク
を
負
わ
せ
て
い
る
現
状
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
う
し
た
準
備
を
施
し
、
現
場
に
記

者
を
送
る
こ
と
が
メ
デ
ィ
ア
の
『
自
己
責
任
』
だ
（
23
）

」
と
す
る
。
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
土
井
敏
邦
は
「
政
府
の
警
告
に
従
っ
て
い

る
ば
か
り
で
は
『
伝
え
ら
れ
な
い
事
実
を
伝
え
る
』
仕
事
は
で
き
ま
せ
ん
。
悪
の
権
化
と
伝
え
ら
れ
る
『
イ
ス
ラ
ム
国
』。
そ
の
支
配
下

に
あ
る
数
百
万
の
住
民
は
ど
う
生
き
て
い
る
の
か
、
支
配
者
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
今
後
の
『
イ
ス
ラ
ム
国
』
の
行
方
を
知
る

二
四
五
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上
で
重
要
な
鍵
で
あ
り
、
将
来
の
中
東
の
政
治
地
図
を
占
う
上
で
不
可
欠
で
す
。
現
在
は
危
険
で
困
難
で
す
が
、
そ
れ
を
伝
え
ら
れ
る
の

は
現
場
へ
行
く
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
す
（
24
）

」
と
す
る
。

民
間
団
体
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
保
護
委
員
会
事
務
局
長
の
ジ
ョ
エ
ル
・
サ
イ
モ
ン
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
拘
束
さ
れ
た
事
実
が
、
Ｉ
Ｓ

の
映
像
公
開
ま
で
報
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て
「
良
い
結
果
を
生
ん
で
い
る
と
思
え
な
い
。
情
報
管
理
を
彼
ら
に
委
ね
、

宣
伝
に
使
わ
れ
て
い
る
（
25
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

三　

旅
券
返
納
問
題
に
関
す
る
意
見

杉
本
の
旅
券
返
納
問
題
で
は
、
外
務
省
の
幹
部
は
そ
の
理
由
と
し
て
「
Ｉ
Ｓ
が
日
本
人
を
殺
害
す
る
と
明
示
的
に
言
っ
て
お
り
、
そ
こ

が
違
う
。
今
回
は
あ
く
ま
で
も
例
外
的
な
措
置
だ
。
憲
法
22
条
は
尊
重
し
な
い
と
い
け
な
い
が
、
止
め
な
い
わ
け
に
も
い
か
な
い
（
26
）

」
と

し
、
菅
義
偉
官
房
長
官
も
「
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
（
過
激
派
組
織
『
イ
ス
ラ
ム
国
』
の
別
称
）
が
活
動
す
る
地
域
は
極
め
て
危
険
な
状
況
。
日
本
人
を

対
象
に
殺
害
を
継
続
し
て
い
く
と
宣
言
し
て
い
る
。
生
命
に
直
ち
に
危
険
が
及
ぶ
可
能
性
が
極
め
て
高
い
（
27
）

」
と
説
明
し
た
。
こ
の
問
題
に

関
し
て
も
、『
朝
日
新
聞
』『
毎
日
新
聞
』『
読
売
新
聞
』
の
三
紙
に
掲
載
さ
れ
た
意
見
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

返
納
命
令
に
肯
定
的
な
意
見
の
う
ち
、
政
府
に
近
い
立
場
の
も
の
と
し
て
は
、
公
共
政
策
調
査
会
研
究
室
長
の
板
橋
功
が
「
邦
人
保
護

の
観
点
か
ら
今
回
の
措
置
は
妥
当
と
考
え
る
。
シ
リ
ア
は
Ｉ
Ｓ
支
配
地
域
だ
け
が
危
険
な
の
で
は
な
く
、
過
激
な
各
種
勢
力
が
混
在
し
て

い
る
。
本
人
の
意
思
で
現
地
入
り
し
た
と
し
て
も
、
い
ず
れ
か
の
組
織
に
拘
束
さ
れ
れ
ば
国
は
対
応
を
迫
ら
れ
る
。
現
地
の
大
使
館
を
閉

め
て
い
る
状
況
で
、
邦
人
を
守
る
た
め
に
出
国
段
階
で
措
置
を
と
る
し
か
な
い
（
28
）

」
と
し
、
元
イ
ラ
ク
公
使
の
宮
家
邦
彦
立
命
館
大
学
客
員

教
授
は
「
テ
ロ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
、
日
本
も
聖
域
で
は
な
い
。
残
念
な
が
ら
、
今
後
は
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
観
点
か
ら
、
公
共

二
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の
利
益
の
た
め
に
基
本
的
人
権
を
制
限
で
き
る
か
と
い
う
議
論
が
必
要
に
な
る
。
今
回
の
旅
券
法
適
用
も
一
例
だ
。
場
合
に
よ
っ
て
は
一

般
市
民
の
通
信
傍
受
や
手
荷
物
・
車
両
検
査
な
ど
、
警
備
・
安
全
上
の
措
置
も
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
で
は
ま
だ
そ
う
し
た
議
論

が
十
分
で
は
な
い
が
、
各
国
で
は
テ
ロ
の
脅
威
に
対
応
し
、
通
信
や
検
査
な
ど
で
は
あ
る
程
度
の
権
利
制
限
を
行
っ
て
い
る
。
第
二
、
第

三
の
事
件
を
防
ぐ
た
め
に
も
必
要
な
措
置
を
考
え
る
と
き
に
来
て
い
る
（
29
）

」
と
す
る
。

フ
リ
ー
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
は
、
報
道
カ
メ
ラ
マ
ン
の
横
田
徹
が
「
大
手
メ
デ
ィ
ア
が
足
を
運
ば
な
い
地
域
に
入
っ
て
取
材
を

す
る
こ
と
に
フ
リ
ー
の
存
在
意
義
が
あ
る
」
が
「
今
の
イ
ス
ラ
ム
国
は
危
険
度
が
増
し
て
お
り
、
行
く
べ
き
で
な
い
。
命
令
は
や
む
を
得

な
い
（
30
）

」
と
す
る
。

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
、『
読
売
新
聞
』
が
二
月
一
一
日
の
社
説
で
「
シ
リ
ア
は
今
、
現
地
ガ
イ
ド
や
仲
介
者
が
外
国
人
の
誘
拐
に
頻
繁

に
加
担
す
る
よ
う
な
治
安
情
勢
に
あ
る
。
一
民
間
人
が
自
ら
の
安
全
を
確
保
で
き
る
と
考
え
て
い
た
ら
、
認
識
が
甘
く
、
無
謀
だ
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
シ
リ
ア
で
の
取
材
経
験
が
豊
富
な
後
藤
健
二
さ
ん
が
、
イ
ス
ラ
ム
国
に
よ
っ
て
拘
束
、
殺
害
さ
れ
た
事
実
を
、
き
ち
ん

と
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。
仮
に
日
本
人
が
再
び
拘
束
さ
れ
た
場
合
、
様
々
な
要
求
が
日
本
政
府
に
突
き
つ
け
ら
れ
よ
う
。
事
件
対
応
に

厖
大
な
人
員
や
コ
ス
ト
を
要
す
る
う
え
、
日
本
の
外
交
政
策
が
制
約
さ
れ
、
ヨ
ル
ダ
ン
な
ど
関
係
国
に
も
悪
影
響
が
及
ぶ
。
そ
れ
は
先
の

事
件
で
明
ら
か
だ
。
イ
ス
ラ
ム
国
に
と
っ
て
、
日
本
人
人
質
の
利
用
価
値
が
高
ま
っ
て
い
る
。
本
人
一
人
の
『
自
己
責
任
』
で
は
済
ま
さ

れ
な
い
展
開
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
自
覚
せ
ね
ば
な
る
ま
い
（
31
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
返
納
命
令
に
批
判
的
な
意
見
に
は
、
後
藤
の
行
動
に
肯
定
的
な
意
見
と
同
様
に
、「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」

と
い
わ
れ
る
人
達
の
も
の
が
多
い
。
ま
ず
杉
本
本
人
は
「
足
を
踏
み
入
れ
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
暮
ら
す
人
々
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
な
い
。

我
々
は
み
ん
な
宇
宙
船
地
球
号
の
一
員
。
無
知
で
は
い
け
な
い
は
ず
だ
（
32
）

」
と
し
て
い
る
。
安
田
は
「
政
府
が
取
材
を
し
て
は
い
け
な
い
場

二
四
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所
を
自
由
に
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
極
め
て
問
題
だ
」「
政
府
が
善
し
あ
し
を
判
断
し
て
取
材
を
制
限
し
て
い
い
問
題
で

は
な
い
（
33
）

」
と
主
張
し
、
八
尋
は
「
何
の
目
的
で
ど
こ
に
行
く
人
の
旅
券
を
没
収
す
る
の
か
、
基
準
が
あ
い
ま
い
。
取
材
活
動
へ
の
締
め
付

け
を
感
じ
る
（
34
）

」
と
し
た
。
ま
た
綿
井
は
「
外
務
省
の
対
応
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
『
渡
航
の
自
由
』
を
侵
害
し
て
お
り
、
民
主
主
義
国
家

と
し
て
あ
り
え
な
い
。
さ
ら
に
『
逮
捕
す
る
』
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
す
る
な
ど
強
権
的
な
手
法
を
取
っ
て
返
納
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
れ

ば
、
強
く
抗
議
し
た
い
。
シ
リ
ア
＝
『
Ｉ
Ｓ
』
で
は
な
く
、
杉
本
さ
ん
の
入
国
を
即
危
険
と
判
断
す
る
の
は
一
足
飛
び
の
議
論
だ
と
思
う
。

外
務
省
は
慎
重
な
対
応
を
す
べ
き
だ
っ
た
（
35
）

」
と
述
べ
、
竹
田
も
「
政
府
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
渡
航
を
制
限
す
る
の
は
危
険
だ
。『
生
命

保
護
』
と
い
う
名
目
で
報
道
の
自
由
、
知
る
権
利
が
侵
さ
れ
た
ら
、
損
失
の
方
が
は
る
か
に
大
き
い
。
権
力
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
取
材

は
規
制
で
き
る
と
い
う
前
例
を
作
り
か
ね
な
い
。
た
だ
、
危
険
を
承
知
で
行
く
以
上
、
言
論
の
自
由
を
う
た
う
側
に
も
、『
責
任
』
が
伴

う
。
身
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
備
え
、
取
材
経
験
と
現
地
で
の
人
脈
、
そ
し
て
初
め
て
伝
え
ら
れ
る
『
事
実
』、
す
な
わ
ち
『
結
果
』

が
求
め
ら
れ
る
。
政
府
の
意
向
や
ネ
ッ
ト
上
の
批
判
に
と
ら
わ
れ
る
必
要
は
な
い
が
、『
自
己
責
任
』
を
貫
い
た
上
で
現
地
に
行
く
べ
き

だ
（
36
）

」
と
す
る
。
さ
ら
に
佐
藤
は
「
前
例
が
で
き
た
こ
と
で
今
後
も
様
々
な
渡
航
が
規
制
さ
れ
、
何
も
報
道
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
（
37
）

」
と
疑
問
を
呈
す
る
。

批
判
的
な
も
の
の
中
に
は
、
海
外
の
政
府
関
係
者
の
意
見
も
み
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ン
・
ケ
リ
ー
国
務
長
官
は
、
一
月
二
〇
日

に
国
務
省
が
開
い
た
報
道
関
係
者
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
安
全
に
つ
い
て
話
し
合
う
会
議
で
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
危
険
が
伴
い
、

リ
ス
ク
を
完
全
に
取
り
除
く
方
法
は
な
い
。
唯
一
の
例
外
は
沈
黙
を
守
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
降
伏
だ
。
何
が
起
き
て
い
る
か
、
世
界
に

伝
わ
る
必
要
が
あ
る
。
沈
黙
は
独
裁
者
や
圧
政
者
に
力
を
与
え
る
（
38
）

」
と
述
べ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
外
務
省

が
「
シ
リ
ア
や
イ
ラ
ク
と
い
っ
た
紛
争
地
に
つ
い
て
、
渡
航
の
自
粛
や
退
避
を
呼
び
か
け
て
お
り
記
者
も
例
外
で
は
な
い
も
の
の
、
当
局

二
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が
渡
航
を
禁
じ
る
こ
と
ま
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
外
務
省
に
は
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
返
納
を
命
じ
た
り
、
渡
航
を
禁
じ
た
り
す
る
権
限
は
な

い
（
39
）

」
と
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

三
紙
に
掲
載
さ
れ
た
意
見
の
中
で
唯
一
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
研
究
者
と
い
え
る
、
専
修
大
学
教
授
の
山
田
健
太
は
「
行
く
べ
き
か
、
行

く
べ
き
で
な
い
か
は
報
道
機
関
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
自
ら
判
断
す
べ
き
だ
。
旅
券
返
納
命
令
は
憲
法
が
保
障
す
る
移
動
の
自
由
、
報
道

の
自
由
を
侵
害
し
か
ね
な
い
」「
危
険
だ
か
ら
と
の
理
由
で
渡
航
を
強
制
的
に
止
め
て
し
ま
え
ば
、
戦
争
当
事
国
か
ら
の
一
方
的
な
情
報

し
か
流
れ
な
い
状
態
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
（
40
）

」
と
し
て
い
る
。

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
は
、
毎
日
新
聞
が
二
月
一
〇
日
の
社
説
で
「
入
国
計
画
を
把
握
し
た
外
務
省
な
ど
が
当
人
に
渡
航
中
止
を
求
め
る
の

は
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
。
残
念
な
の
は
そ
の
手
段
で
あ
る
。
過
去
に
旅
券
の
返
納
命
令
が
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
の
重
大

さ
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
。
旅
券
が
な
け
れ
ば
所
持
者
の
海
外
渡
航
は
事
実
上
、
不
可
能
に
な
る
。
い
か
に
緊
急
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

憲
法
上
の
権
利
に
対
す
る
強
制
的
な
制
限
を
避
け
る
べ
く
、
別
の
方
法
を
最
後
ま
で
追
求
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
外
務
省
は
こ
れ
ま
で
海
外

の
危
険
度
に
応
じ
て
渡
航
自
粛
の
要
請
や
退
避
勧
告
を
行
っ
て
き
た
。
与
党
内
で
は
今
回
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
対
応
す
る
た
め
に
、
よ
り

実
効
性
の
あ
る
措
置
を
求
め
る
意
見
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
『
邦
人
保
護
』
の
名
の
下
に
政
府
が
国
民
生
活
に
よ
り
広
く
介

入
す
る
こ
と
に
な
り
、
間
接
的
な
メ
デ
ィ
ア
規
制
に
も
つ
な
が
る
。
政
府
は
抑
制
的
に
対
応
し
、
今
回
の
措
置
を
例
外
に
と
ど
め
る
べ
き

だ
（
41
）

」
と
主
張
す
る
。

四　

紛
争
地
へ
の
渡
航
規
制
に
関
す
る
意
見

紛
争
地
へ
の
渡
航
規
制
に
関
し
て
は
、
五
月
二
一
日
に
発
表
さ
れ
た
政
府
の
『
邦
人
殺
害
テ
ロ
事
件
の
対
応
に
関
す
る
検
証
委
員
会
検

二
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証
報
告
書
』
の
中
に
「
有
識
者
か
ら
は
、
自
由
主
義
に
基
づ
く
民
主
主
義
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
渡
航
の
自
由
を

制
限
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
行
う
べ
き
で
は
な
い
が
、
邦
人
が
拘
束
さ
れ
る
な
ど
し
た
結
果
、
テ
ロ
に
屈
し
な
い
と
い
う
基
本
方
針
と

人
命
尊
重
の
原
則
と
の
間
で
難
し
い
判
断
を
迫
ら
れ
る
事
態
が
生
じ
る
た
め
、
政
府
は
、
危
険
地
域
へ
の
渡
航
を
企
図
す
る
個
人
や
企
業

に
対
し
、
注
意
喚
起
や
渡
航
延
期
の
要
請
に
全
力
を
尽
く
す
と
と
も
に
、
拘
束
事
案
へ
の
政
府
に
よ
る
対
応
の
限
界
も
示
し
、
渡
航
の
是

非
の
判
断
や
対
処
能
力
の
向
上
等
の
危
険
地
域
へ
の
渡
航
に
伴
う
責
任
の
自
覚
を
促
す
必
要
が
あ
る
（
42
）

」
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
た
め
、
こ

の
点
に
関
し
て
も
、
旅
券
返
納
問
題
と
類
似
し
た
意
見
が
三
紙
に
掲
載
さ
れ
た
。

渡
航
規
制
に
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
は
、
板
橋
が
「
今
後
、
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
の
が
、
事
件
後
、
シ
リ
ア
北
部
へ
の
渡
航
を

計
画
し
て
い
た
新
潟
市
の
男
性
フ
リ
ー
カ
メ
ラ
マ
ン
に
外
務
省
が
旅
券
（
パ
ス
ポ
ー
ト
）
の
返
納
を
命
じ
た
ケ
ー
ス
だ
。
…
…
今
回
の
人

質
事
件
が
な
け
れ
ば
、
返
納
命
令
と
い
う
政
府
の
行
為
は
や
り
過
ぎ
と
と
ら
え
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
の
状
況
で
の
判
断
は
妥
当

だ
っ
た
と
思
う
（
43
）

」
と
し
、
読
売
新
聞
も
五
月
二
三
日
の
社
説
で
「
事
件
の
未
然
防
止
の
た
め
、
危
険
地
域
へ
の
無
謀
な
渡
航
を
制
限
す
る

方
法
に
つ
い
て
も
、
検
討
が
必
要
だ
（
44
）

」
と
し
て
い
る
。

否
定
的
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
規
制
に
対
し
て
慎
重
な
意
見
と
し
て
、
独
協
大
学
教
授
右
崎
正
博
は
「
渡
航
制
限
は
必
要
最
小
限
に

す
る
の
が
大
原
則
」
と
し
た
上
で
「
制
限
を
設
け
る
場
合
、
そ
の
地
域
や
期
間
が
妥
当
か
ど
う
か
、
刻
々
と
変
わ
る
現
地
の
状
況
を
ふ
ま

え
、
客
観
的
に
判
断
で
き
る
第
三
者
機
関
な
ど
を
設
置
す
べ
き
だ
（
45
）

」
と
し
た
。
ま
た
、
東
京
外
国
語
大
学
教
授
青
山
弘
之
も
「
政
府
は
、

危
険
地
域
に
邦
人
を
渡
航
さ
せ
な
い
こ
と
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
現
地
の
情
報
を
で
き
る
だ
け
把
握
し
、
発
信
す
る
態
勢
作
り
に
注

力
す
べ
き
だ
（
46
）

」
と
し
て
い
る
。

渡
航
規
制
に
否
定
的
な
も
の
と
し
て
、
佐
藤
は
「
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
戦
場
取
材
で
命
を
落
と
し
て
い
る
が
、
渡
航
を
抑
制
す

二
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る
国
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
紛
争
地
帯
の
実
情
が
報
道
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
援
助
が
行
き
届
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
国

は
渡
航
制
限
以
外
の
方
法
で
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
は
な
い
か
（
47
）

」
と
し
た
。
そ
し
て
、
朝
日
新
聞
は
五
月
二
三
日
の
社
説
で
「
無
謀
な
渡

航
は
も
ち
ろ
ん
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
民
間
に
よ
る
報
道
や
人
道
支
援
に
は
意
義
が
あ
る
。
お
し
な
べ
て
規
制
す
る
方
向
に

進
む
べ
き
で
は
な
い
（
48
）

」
と
主
張
し
た
。

五　

専
門
職
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

本
論
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
専
門
職
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
も
そ
も
専
門
職
（P

rofession

）
と
は
、
な
ん
だ
ろ
う
か
。「（
1
）

専
門
職
は
高
度
な
体
系
的
知
識
や
理
論
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
（
2
）
権
威
を
も
ち
、（
3
）
社
会
的
な
特
権
を
認
め
ら
れ
て
き
た
。

同
時
に
専
門
職
は
、（
4
）
そ
の
権
威
や
特
権
の
代
償
な
い
し
担
保
と
し
て
自
ら
倫
理
綱
領
を
定
め
、
自
ら
の
行
動
を
厳
し
く
律
し
て
き

た
が
、（
5
）
そ
の
こ
と
は
専
門
職
に
特
有
の
文
化
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、（
6
）
専
門
職
が
そ
の
名
称
を
誇
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
ま
さ
に
彼
ら
が
社
会
的
に
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
（
49
）

」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
ま
ず
（
1
）
の
高
度
な
体
系
的
知
識
や
理
論
と
い
う
こ
と
で
は
、
新
聞
学
あ
る
い
は
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
と
い
わ
れ
る
学
問
領
域
が
確
立
し
お
り
、
大
学
や
大
学
院
で
の
研
究
教
育
機
関
及
び
国
内
外
の
学
会
等
も
確
立

し
て
い
る
。
日
本
で
大
学
教
育
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
が
本
格
化
す
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
総

司
令
部
）
の
占
領
期
で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
日
本
の
民
主
化
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
と
同
様
な
大
学
の
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
で
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
養
成
を
強
力
に
奨
励
し
た
。
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
一
）
年
に
は
、
慶
應
義
塾
大
学
が

新
聞
研
究
室
を
、
早
稲
田
大
学
が
政
経
学
部
に
新
聞
学
科
を
、
そ
し
て
一
九
四
七
年
に
は
、
日
本
大
学
が
法
文
学
部
に
新
聞
学
科
を
そ
れ

二
五
一
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ぞ
れ
開
設
す
る
等
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
高
等
教
育
機
関
が
設
置
さ
れ
だ
し
た
。
日
本
大
学
の
新
聞
学
科
設
立
要
旨
は
「
平
和
国
家
と
し

て
又
、
文
化
国
家
と
し
て
更
生
す
る
日
本
の
現
状
及
将
来
に
と
っ
て
、
新
聞
の
担
う
使
命
の
重
大
さ
に
鑑
み
、
新
聞
に
関
す
る
科
学
的
研

究
と
新
聞
人
と
し
て
活
躍
せ
ん
と
す
る
人
材
の
育
成
を
主
眼
と
す
る
（
50
）

」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に

開
設
さ
れ
た
各
大
学
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
機
関
は
、
専
門
職
教
育
機
関
と
し
て
開
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
51
）

。

（
2
）
の
権
威
に
つ
い
て
い
え
ば
、
か
つ
て
何
か
を
専
門
的
に
解
説
す
る
よ
う
な
人
は
、「
○
○
評
論
家
」
と
か
「
○
○
研
究
家
」
と
名

乗
っ
て
い
た
も
の
だ
が
、
昨
今
「
○
○
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
」
と
名
乗
る
人
が
非
常
に
増
え
て
き
た
こ
と
が
象
徴
的
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
と
名
乗
る
こ
と
が
権
威
づ
け
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
接
触
す
る
時
間
が
減
る
傾
向
に
あ
る
今
日
に
お
い

て
も
、
世
の
中
の
日
々
の
出
来
事
の
真
相
を
、
多
く
の
人
々
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
介
し
て
認
識
し
て
い
る
、
と
い
う
意
識
の
表
れ
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
不
祥
事
が
、
一
般
人
で
あ
れ
ば
報
道
さ
れ
な
い
よ
う
な
微
罪
で
あ
っ
て
も
新
聞
等
で
報
道
さ
れ
て

い
る
、
と
い
う
事
実
か
ら
も
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
3
）
の
社
会
的
な
特
権
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
は
「
報
道
機
関
の
国
政
に
関
す
る
報
道
は
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
、
国
民
が
国

政
に
関
与
す
る
に
つ
き
、
重
要
な
判
断
の
資
料
を
提
供
し
、
い
わ
ゆ
る
国
民
の
知
る
権
利
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
報
道
の
自
由

は
、
憲
法
二
一
条
が
保
障
す
る
表
現
の
自
由
の
う
ち
で
も
特
に
重
要
な
も
の
（
52
）

」
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
解
釈
を
受
け
た
憲
法
理
論
で
は

「
報
道
機
関
と
い
う
も
の
が
、
平
等
と
自
律
を
基
本
的
な
生
活
原
理
と
す
る
市
民
社
会
の
う
ち
に
出
発
点
を
置
き
な
が
ら
、
同
時
に
民
主

主
義
な
統
治
構
造
の
構
成
要
素
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
の
中
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
報
道
機
関
の
二
重
の

社
会
的
地
位
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
二
重
の
憲
法
的
地
位
の
、
つ
ま
り
、
一
般
市
民
と
平
等
の
法
的
地
位
と
、
一
般
市
民
と
は
区
別
さ
れ

る
特
別
の
法
的
地
位
と
の
、
微
妙
な
共
存
を
要
請
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
53
）

」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
は
、
憲

二
五
二
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法
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
社
会
的
な
特
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
4
）
の
倫
理
綱
領
は
、
今
や
各
メ
デ
ィ
ア
に
存
在
す
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
日
本
新
聞
協
会
の
新
聞
倫
理
綱
領
で
あ
る
。
日

本
新
聞
協
会
と
新
聞
倫
理
綱
領
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
奨
励
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
Ｃ
Ｉ
Ｅ
（
民
間
情
報
教
育
局
）
の
イ
ン
ボ
デ
ン
新
聞
課
長

が
「
日
本
の
新
聞
の
倫
理
水
準
を
高
め
、
そ
れ
を
監
視
す
る
有
力
な
組
織
（
54
）

」
を
作
り
、
そ
の
組
織
の
倫
理
綱
領
を
制
定
す
る
よ
う
に
指
示

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
Ａ
Ｓ
Ｎ
Ｅ
（A

m
erican S

ociety of N
ew
spaper E

ditors

ア
メ
リ
カ
新
聞
編
集
者
協
会
）
の
倫
理
綱
領
の
「
抜
粋
や

そ
の
他
の
注
意
を
箇
条
書
き
に
し
た
メ
モ
（
55
）

」
等
が
渡
さ
れ
、
そ
れ
を
「
有
力
各
社
の
主
筆
お
よ
び
編
集
局
長
か
ら
な
る
小
委
員
会
が
慎
重

に
逐
条
審
議
し
、
意
見
が
ま
と
ま
っ
た
部
分
を
英
訳
し
て
新
聞
課
へ
持
参
、
す
る
と
こ
こ
か
し
こ
を
修
正
し
て
返
さ
れ
る
。
こ
れ
を
ま
た

日
本
語
に
訳
し
て
小
委
員
会
で
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
何
回
も
く
り
か
え
し
て
（
56
）

」
一
九
四
六
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

大
学
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
教
育
機
関
と
同
様
に
、
新
聞
倫
理
綱
領
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
針
に
沿
っ
て
、
日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
専
門
職

業
人
た
り
得
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
5
）
の
専
門
職
に
特
有
の
文
化
と
は
、
法
曹
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
古
代
ロ
ー
マ
の
正
義
の
女
神
ユ
ス
テ
ィ
テ
ィ
ア
が
秤
と
剣
を

持
っ
た
姿
で
描
か
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
専
門
職
独
自
の
価
値
観
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
は
「
ペ
ン
は
剣
よ
り
も
強

し
」
と
い
う
象
徴
的
な
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
言
論
の
自
由
を
重
ん
じ
、
権
力
や
暴
力
に
屈
し
な
い
、
と
い
う
精
神
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
文
化
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
ギ
ョ
ー
カ
イ
」
と
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
と
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
関
係
し
た
職
業
を
意
味
す
る
の
も
、

特
有
の
文
化
の
存
在
が
意
識
さ
れ
て
い
る
象
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
6
）
の
専
門
職
が
提
供
す
る
社
会
的
に
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
例
え
ば
（
3
）
の
特
権
の
説
明
と
同
様
の
、
国
民
の
知
る
権
利
へ
の

奉
仕
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
発
達
に
よ
り
、
自
分
の
欲
し
い
情
報
が
必
要
な
時
に
手
に
入
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く

二
五
三
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ま
で
自
分
が
入
手
し
よ
う
と
思
う
情
報
で
あ
っ
て
、
何
の
関
心
も
動
機
づ
け
も
な
い
情
報
を
入
手
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
世
の

中
に
は
関
心
や
動
機
づ
け
が
な
く
て
も
、
知
る
必
要
が
あ
る
情
報
も
あ
る
。
今
何
が
起
き
て
い
て
、
何
に
つ
い
て
知
る
べ
き
か
を
、
す
べ

て
個
々
人
が
判
断
し
て
情
報
収
集
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
行
う
サ
ー
ビ
ス
は
、
我
々
が
日
々
何
に
つ
い
て
知
る

必
要
が
あ
る
の
か
を
認
識
さ
せ
る
と
い
う
、
社
会
的
に
極
め
て
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
な
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
ま
さ
に
専
門
職
業

人
な
の
で
あ
る
。

六　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
的
行
為
規
範

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
専
門
職
業
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
相
応
し
い
倫
理
的
な
行
為
が
求
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫
理
的
な
行
為
と
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

ト
ー
マ
ス
・
Ｗ
・
ク
ー
パ
ー
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
倫
理
に
関
わ
る
比
較
研
究
の
困
難
さ
を
認
め
な
が
ら
も
、
国
際
的
な
宣
言

や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
法
等
の
明
文
化
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
は
、
調
査
可
能
と
し
（
57
）

、
中
で
も
メ
デ
ィ
ア
の
倫
理
綱
領
は
比
較
研
究
の
最

も
有
効
な
手
段
で
あ
る
、
と
考
え
た
（
58
）

。
そ
の
結
果
、
真
実
・
責
任
・
表
現
の
自
由
と
い
う
三
つ
の
概
念
が
、
解
釈
や
文
脈
上
の
問
題
が
あ

る
も
の
の
、
多
く
の
倫
理
綱
領
に
共
通
し
た
原
理
で
あ
り
得
る
、
と
し
た
（
59
）

。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
〇
カ
国
の
三
一
の
メ
デ
ィ
ア
倫
理
綱
領
の
内
容
を
比
較
し
た
研
究
で
は
、「
情
報
の
真
実
、
誠
実
、
正
確
」
と
「
誤

報
の
訂
正
」
は
、
九
〇
％
の
二
八
の
倫
理
綱
領
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
最
も
多
く
の
綱
領
に
共
通
す
る
項
目
で
あ
る
こ
と
が
、
見
出
さ
れ

て
い
る
（
60
）

。

ジ
ョ
ン
・
Ｃ
・
メ
リ
ル
は
、
真
実
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
真
実
を
追
究
す
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

二
五
四
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ズ
ム
に
と
っ
て
の
、
基
本
的
な
倫
理
的
教
義
で
あ
り
、
義
務
倫
理
学
に
属
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
61
）

。

エ
ド
マ
ン
ド
・
Ｂ
・
ラ
ン
ベ
ス
は
、
真
実
と
い
う
言
葉
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
明
確
に
理
解
し
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の

重
要
性
を
持
つ
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｎ
Ｅ
原
則
声
明
の
「
ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
が
正
確
で
、
偏
見
な
く
、
事
実
に
沿
っ
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
と
、
い
か
な
る
観
点
も
公
正
に
記
述
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
規
定
の
中
の
、
特
に
「
あ
ら
ゆ
る
努
力
」
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
真
実
の
た
め
に
最
善
を
尽
く
そ
う
と
い
う
姿
勢
を
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
と
る
べ
き
と
考
え
る
（
62
）

。

ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
Ｇ
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
言
語
が
社
会
を
構
成
す
る
主
要
な
手
段
で
あ
る
か
ら
、
真
実
は
最
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間
の
存
在
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
実
を
述
べ
る
こ
と
は
、
生
命
の
神
聖

不
可
侵
と
い
う
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
倫
理
学
の
根
本
原
理
に
伴
う
、
基
本
的
な
原
理
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
真
実
を
述
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、

メ
デ
ィ
ア
に
は
選
択
の
余
地
が
な
い
、
自
ら
の
義
務
と
し
て
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
な
の
で
あ
る
、
と
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
考

え
る
（
63
）

。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
活
動
が
、
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
る
活
動
で
あ
る
限
り
、
真
実
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
大
原
則
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
真
実
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
倫
理
と
し
て
、
世
界
共
通
の
も
の
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
さ

に
普
遍
的
な
規
範
と
い
え
る
。

で
は
真
実
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

ニ
ュ
ー
ス
と
な
る
よ
う
な
日
々
の
出
来
事
の
中
に
は
、
多
く
の
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
出
来
事
に
含
ま
れ
る
事
実
を

す
べ
て
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
、
伝
え
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
実
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
事
実
の
中
か
ら

二
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ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
伝
え
る
べ
き
本
質
的
な
も
の
を
選
び
出
し
、
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
事
実
の
中
か
ら
本
質
的
な
も
の
を
選
び
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
真
実
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
何
を
本
質
と
考
え
る
か
と

い
う
価
値
判
断
を
伴
う
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真
実
を
伝
え
る
こ
と
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム

の
普
遍
的
な
行
為
規
範
だ
と
し
て
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
独
り
よ
が
り
の
勝
手
な
価
値
判
断
に
よ
る
真
実
で
は
、
多
く
の
受
け
手
か
ら

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
逆
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
が
、
真
実
と
し
て
多
く
の
受
け
手
か
ら
受
け
入
れ

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
価
値
判
断
を
信
頼
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
価
値
判
断
を
信
頼
し
て
い
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
受
け
手
は
、
伝
え
ら
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
を
真
実

か
ど
う
か
疑
う
だ
ろ
う
し
、
そ
ん
な
疑
わ
し
い
情
報
の
た
め
に
、
新
聞
を
読
ん
だ
り
テ
レ
ビ
を
観
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
。「
真
実
」
と

「
信
頼
」
は
表
裏
一
体
な
の
で
あ
る
。

も
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
伝
達
し
て
い
る
ニ
ュ
ー
ス
が
、
信
頼
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
、

無
意
味
な
も
の
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
、
も
し
報
道
機
関
が
、
信
頼
さ
れ
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
。
お
そ
ら
く
そ
の
報
道
機
関
は
、
存
在
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、

受
け
手
か
ら
の
信
頼
で
あ
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
社
会
に
お
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
活
動
を
し
て
い
く
た

め
に
は
、
そ
の
担
い
手
た
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
受
け
手
と
し
て
の
社
会
の
成
員
か
ら
の
信
頼
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
で
な

け
れ
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
活
動
は
、
無
意
味
な
も
の
と
な
る
。
そ
も
そ
も
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
い
わ
な

い
、
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
規
範
と
し
て
、
信
頼
を
得
る
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

二
五
六



紛
争
地
取
材
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
倫
理
（
塚
本
）

（
四
一
五
）

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
誰
か
ら
も
信
頼
さ
れ
、
真
実
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
行
為
規
範
と
す
る
、
と
し
た
が
、
そ
れ
は
一
体
何
の
た

め
だ
ろ
う
か
。

ラ
ン
ベ
ス
は
、
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
（
64
）

の
報
告
書
『
自
由
で
責
任
あ
る
プ
レ
ス
（A

 F
ree an

d
 R

espon
sible P

ress

）』
を
「
二
〇
世
紀

の
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
最
も
重
要
な
声
明
（
65
）

」
と
し
て
高
く
評
価
す
る
。
そ
し
て
こ
の
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
「
社
会
的
責
任
論
」
の
中

心
を
な
す
も
の
と
し
て
、「
ス
テ
ィ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
そ
の
職
業
の
性
格
上
、
世
の
中

の
正
義
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
監
視
す
る
の
に
、
他
の
社
会
の
成
員
以
上
の
立
場
に
位
置
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
は
、
表
現
の
自
由
の
た
め
の
ス
テ
ィ
ワ
ー
ド
と
し
て
の
責
任
を
持
つ
、
と
ラ
ン
ベ
ス
は
考
え
る
の
で
あ
る
（
66
）

。

同
様
に
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
の
「
社
会
的
責
任
論
」
を
重
要
視
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
は
、
倫
理
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
「
古
典

的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
消
極
的
自
由
と
対
照
的
に
、
規
範
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
社
会
変
容
の
た
め
に
市
民
を
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
（
67
）

」
も
の
と

位
置
づ
け
る
。

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
は
、『
自
由
で
責
任
あ
る
プ
レ
ス
』
に
お
い
て
、「
人
々
に
対
す
る
プ
レ
ス
の
重
要
性
は
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し
て
の
プ
レ
ス
の
発
展
に
よ
っ
て
、
著
し
く
増
加
し
た
。
同
時
に
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
と
し

て
の
プ
レ
ス
の
発
展
は
、
プ
レ
ス
を
通
じ
て
自
ら
の
意
見
や
考
え
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
の
割
合
を
、
著
し
く
減
少
さ
せ
た
（
68
）

」

と
い
う
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
、
プ
レ
ス
の
自
由
の
危
機
と
捉
え
た
。

そ
の
よ
う
な
危
機
に
対
応
す
べ
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
ラ
ン
ベ
ス
の
考
え
る
、
ス
テ
ィ
ワ
ー
ド
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
考
え
る
エ
ン
パ
ワ
ー
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
両
者
は
「
著
し
く
減
少
」
し
た
「
自
ら
の
意
見
や
考
え
を
表

現
す
る
事
が
で
き
る
人
々
」
に
「
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
」
を
付
与
す
る
こ
と
を
責
務
と
し
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
五
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つ
ま
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
、
社
会
の
成
員
の
自
由
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
権
利
の
受
託
者
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
古
典
的
な
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
ハ
ロ
ル
ド
・
Ｄ
・
ラ
ス
ウ
ェ
ル
は
、
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
成
要
素
の
、

価
値
の
位
置
づ
け
に
影
響
を
及
ぼ
す
、
脅
威
や
機
会
を
明
ら
か
に
す
る
（
69
）

」
環
境
監
視
機
能
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
社
会
に
お
い
て
ど

の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
て
い
る
か
を
知
ら
せ
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
意
見
を
持
つ
べ
き
か
、

そ
う
し
た
こ
と
を
促
す
機
能
で
あ
る
。
今
日
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
機
能
を
担
う
活
動
は
、
ニ
ュ
ー
ス
報
道
と
い
う
形
に
な
る
こ
と
が
多

い
。「
社
会
が
順
調
に
機
能
し
、
存
続
し
て
い
く
た
め
に
は
、
内
外
の
変
化
に
対
応
し
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
変
化
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
環
境
監
視
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
能
は
、
社
会
に
と
っ
て
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
現
代

社
会
で
は
、
一
般
の
人
々
は
こ
う
し
た
環
境
監
視
機
能
の
大
部
分
を
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
組
織
に
依
存
し
て
い
る
（
70
）

」。

社
会
の
成
員
が
、
自
ら
の
意
見
を
形
成
し
、
自
ら
の
権
利
を
行
使
し
、
自
ら
の
「
声
」
持
つ
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
目
下
の
と
こ
ろ

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
「
環
境
監
視
」
は
不
可
欠
で
あ
る
。
受
託
者
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
は
、「
環
境
監
視
」
だ
け
に
留
ま

ら
ず
、
自
ら
の
「
声
」
を
社
会
全
体
に
伝
え
ら
れ
な
い
社
会
の
成
員
の
「
声
」
を
、
代
理
人
と
し
て
伝
え
る
役
目
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
役

割
が
、
ラ
ン
ベ
ス
の
い
う
ス
テ
ィ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
で
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
「
声
」
が
な
け
れ
ば
、
代
理
人
を
務
め
よ
う
が
な
い
。

個
々
の
社
会
の
成
員
が
、
自
ら
の
「
声
」
を
持
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
ズ
の
い
う
「
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
」
で
あ

る
。つ

ま
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
誰
か
ら
も
信
頼
さ
れ
、
真
実
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
を
行
為
規
範
と
す
る
の
は
、
他
の
社
会
の
成
員

の
「
受
託
者
」
た
る
た
め
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

二
五
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で
は
受
託
者
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
行
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
Ａ
・
バ
ロ
ン
は
、
言
論
、
表
現
の
自
由
が
す
べ
て
の
人
に
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
の
権
利
が

憲
法
的
に
保
障
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
問
題
意
識
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

…
…
思
想
の
自
由
な
交
易
は
存
在
し
て
い
な
い
。
大
衆
社
会
に
お
け
る
思
想
は
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
お
よ
び
プ
レ
ス
と
い
う
マ

ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
で
伝
達
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
出
る
の
を
認
め
ら
れ
る
と
、
評
判
と
公
衆
の
反
響
が
保

証
さ
れ
る
。
出
る
の
を
認
め
ら
れ
な
い
と
、
世
に
知
ら
れ
ず
、
明
ら
か
に
欲
求
不
満
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
論
争
と
議
論
を
妨
げ
る
も
の
は
、
州
が
評
判
の
悪
い
論
争
や
刺
激
的
な
議
論
に
加
え
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
刑
罰

だ
け
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
表
現
の
自
由
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
法
は
、
表
現
の
自
由
の
機
会
を
保
障
す
る

た
め
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
行
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

思
想
に
関
す
る
伝
統
的
な
リ
ベ
ラ
ル
の
立
場
は
、
本
質
的
に
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
で
あ
る
。
思
想
は
死
闘
の
生
活
を
送
り
、
最
適

な
思
想
が
生
き
残
る
。
こ
の
闘
争
に
お
い
て
、
絶
え
ざ
る
脅
威
は
政
府
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
私
的
権
力
が
、
勝
者
を
前
も
っ

て
決
定
す
る
ほ
ど
思
想
の
闘
争
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
は
考
え
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
私
的
検
閲
は
、

最
悪
の
政
府
の
検
閲
官
と
同
様
に
徹
底
的
か
つ
峻
厳
に
思
想
を
抑
圧
す
る
の
に
ま
す
ま
す
役
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
71
）

。

バ
ロ
ン
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
権
を
憲
法
的
に
保
障
さ
れ
た
権
利
と
考
え
た
の
で
あ
っ
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
受
託
者
の
役
割

を
期
待
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
権
力
と
し
て
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
、
個
々
の
社
会
の
成
員
が
手
段
と
し
て
使
用
で
き
な
い
限

二
五
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り
、
そ
の
言
論
の
自
由
は
存
在
し
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
根
底
に
あ
る
こ
と
で
ラ
ン
ベ
ス
と
共
通
す
る
。
バ
ロ
ン
は
、

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
個
々
の
社
会
の
成
員
の
も
の
と
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
権
と
い
う
憲
法
的
な
権
利
を
提

唱
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
ン
ベ
ス
は
、
倫
理
的
に
行
動
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
ス
テ
ィ
ワ
ー
ド
と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
、

す
な
わ
ち
多
種
多
様
な
意
見
等
を
取
り
上
げ
て
、
実
質
的
に
個
々
の
社
会
の
成
員
が
メ
デ
ィ
ア
に
ア
ク
セ
ス
で
き
て
い
る
の
と
同
じ
状
況

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
論
の
自
由
を
担
保
し
よ
う
と
考
え
た
。
両
者
の
差
は
、
法
的
に
強
制
す
る
か
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
倫

理
観
に
委
ね
る
か
の
違
い
で
あ
る
。

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
、
第
四
の
権
力
と
か
私
的
権
力
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、「
権
力
」
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
そ
の
影

響
力
が
大
き
い
こ
と
が
、
悪
な
の
で
は
な
い
。
社
会
の
成
員
の
「
声
」
の
検
閲
官
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
問
題
な
の
で
あ
る
。
バ
ロ
ン

の
理
論
は
正
し
い
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
動
に
、
法
的
な
介
入
の
余
地
が
広
が
る
わ
け
で
、
慎
重
に
考
慮
す
べ
き
点
は
少
な
く
な
い
。

時
間
や
紙
幅
の
限
界
と
い
っ
た
物
理
的
な
問
題
も
伴
う
。
必
ず
し
も
実
現
が
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
簡
単
に
解
決
す
る
問
題
で

は
な
い
が
、
法
的
な
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
の
危
険
性
を
考
え
れ
ば
、
遠
回
り
に
み
え
て
も
、
ラ
ン
ベ
ス
の
よ
う
に
倫
理
の
問
題
と
し
て

扱
う
べ
き
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
受
託
者
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
社
会
の
成
員
の
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
を
支
援
す
る
だ
け
で
は
、
そ
の
責
務
は
果
た

せ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
意
見
や
考
え
は
正
し
い
情
報
が
な
け
れ
ば
、
形
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
受
託
者
と
し

て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
社
会
の
成
員
の
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
情
報
ア
ク
セ
ス
を
も
支
援
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

日
本
に
お
い
て
社
会
の
成
員
の
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
、
す
な
わ
ち
知
る
権
利
の
憲
法
上
の
根
拠
は
、
憲
法
前
文
・
一
条
（
国
民
主

二
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権
）・
一
三
条
（
個
人
の
尊
重
・
幸
福
追
求
権
）・
二
一
条
（
表
現
の
自
由
）・
二
五
条
（
生
存
権
）・
二
六
条
（
教
育
を
受
け
る
権
利
）
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
知
る
権
利
と
は
、
必
要
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
分
が
知
り
た
い
情

報
を
所
有
し
て
い
る
官
庁
等
に
向
か
っ
て
、
そ
の
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
権
利
で
あ
る
。
憲
法
上
の
根
拠
を
み
れ
ば
わ
か
る
通
り
、

我
々
が
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
く
上
で
必
要
な
情
報
と
は
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
る
情
報
の
す
べ
て
を
法

的
な
請
求
権
の
保
障
の
み
で
、
情
報
ア
ク
セ
ス
の
支
援
が
事
足
り
る
と
考
え
る
の
は
、
非
現
実
的
で
あ
る
。
請
求
権
を
保
障
し
た
だ
け
で

は
、
ど
こ
に
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
情
報
を
知
る
べ
き
な
の
か
、
個
々
の
社
会
の
成
員
に
判

断
を
任
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
今
現
在
ど
の
よ
う
な
情
報
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
う
ち
の
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の

を
知
る
べ
き
か
、
自
分
で
判
断
で
き
る
人
が
多
数
派
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

何
に
つ
い
て
知
る
べ
き
な
の
か
自
体
を
、
我
々
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
通
じ
て
知
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
社
会
の
成
員
の
情
報
ア
ク
セ

ス
を
支
援
す
る
に
は
、
法
的
な
請
求
権
保
障
だ
け
で
は
間
に
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
倫
理
的
に
行
動
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
受
託
者

と
し
て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
る
権
利
を
担
保
し
な
け
れ
ば
、
知
る
権
利
は
単
な
る
お
題
目
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
受
託
者
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
具
体
的
に
行
う
べ
き
こ
と
は
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
と
情
報
ア
ク
セ
ス
と
い
う
、

社
会
の
成
員
の
二
つ
の
「
ア
ク
セ
ス
」
を
支
援
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

七　

多
元
的
視
点
と
新
世
界
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
の
理
念

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
、
社
会
の
成
員
の
自
由
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
権
利
の
受
託
者
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
と
情
報
ア

ク
セ
ス
を
支
援
す
る
た
め
に
、
真
実
を
伝
え
る
、
信
頼
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
既
述
の
よ
う
に
、

二
六
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真
実
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
の
中
か
ら
そ
の
本
質
を
見
つ
け
出
し
、
そ
れ
を
伝
え
る
と
い
う
価
値
観
が
伴
う
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。
も
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
偏
っ
た
価
値
観
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
活
動
を
行
え
ば
、
社
会
の
成
員
か
ら
は
、
真
実
を

伝
え
て
い
る
と
は
み
な
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、
信
頼
も
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
受
託
者
た
る
こ
と
も
、
ア
ク
セ
ス
の
支
援
も
、

で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
偏
り
の
な
い
多
元
的
な
価
値
判
断
が
で
き
な
け
れ
ば
、
社
会
の
成
員
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

ト
す
る
権
利
の
受
託
者
た
り
え
な
い
し
、
ア
ク
セ
ス
の
支
援
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
多
元
的
視
点
を
持
た
な
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
、

社
会
の
成
員
は
信
頼
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
真
実
を
伝
え
て
い
る
と
は
認
め
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

後
藤
が
危
険
を
冒
し
て
ま
で
取
材
に
行
こ
う
と
し
た
の
は
、
シ
リ
ア
の
Ｉ
Ｓ
支
配
地
域
の
ニ
ュ
ー
ス
が
必
要
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
Ｉ
Ｓ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
、
日
本
に
全
く
報
道
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
に
報
道
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ｓ
の
ニ
ュ
ー
ス
に
、

足
り
な
い
も
の
が
あ
る
、
と
考
え
た
か
ら
後
藤
は
シ
リ
ア
へ
取
材
に
行
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
後
藤
の
行
動
が
倫
理
的
に
肯
定
さ
れ
る
か
否

か
を
考
え
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
Ｉ
Ｓ
報
道
に
足
り
な
い
も
の
は
何
か
、
を
考
え
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ど
う
し

て
も
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
が
、「
新
世
界
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
（N

ew
 W
orld Inform

ation and C
om
m
unication 

O
rder

）」
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
の
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
、
世
界
人
権
宣
言
の
一
九
条
に
は
「
す
べ
て
人
は
、
意
見
及
び
表
現
の
自
由

に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
権
利
は
、
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
己
の
意
見
を
も
つ
自
由
並
び
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
り
、
ま
た
、

国
境
を
越
え
る
と
否
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
情
報
及
び
思
想
を
求
め
、
受
け
、
及
び
伝
え
る
自
由
を
含
む
（
72
）

」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
世
界
中
の
誰
も
が
、
自
由
で
平
等
に
情
報
を
や
り
取
り
で
き
る
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
国
際
的
な
情
報

の
収
集
伝
達
は
、
欧
米
先
進
国
の
大
手
国
際
通
信
社
の
独
占
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
り
発
展
途

二
六
二
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上
国
を
中
心
に
提
唱
さ
れ
出
す
の
が
、
新
世
界
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
を
明
文
化
し

た
も
の
と
し
て
、
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
が
一
九
七
八
年
に
採
択
し
た
所
謂
「
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
宣
言
」
の
六
条
が
あ
げ

ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
公
正
で
永
続
的
な
平
和
の
た
め
の
制
度
と
、
発
展
途
上
国
の
経
済
的
、
政
治
的
独
立
に
資
す
る
情
報
の
流
れ
の
、

新
し
い
均
衡
と
よ
り
大
き
な
互
恵
主
義
を
確
立
す
る
た
め
に
、
発
展
途
上
国
へ
の
、
ま
た
は
発
展
途
上
国
か
ら
の
、
さ
ら
に
は
発
展
途
上

国
間
の
、
情
報
の
流
れ
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
発
展
途
上
国
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
、
力

を
得
て
発
展
す
る
よ
う
に
し
、
そ
し
て
発
展
途
上
国
間
で
も
先
進
国
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
も
協
力
し
合
え
る
よ
う
に
す
る
、
状
態
と
資

源
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
（
73
）

」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
新
世
界
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
が
提
唱
さ
れ
た
背

景
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑴　

先
進
国
と
発
展
途
上
国
と
の
間
で
は
、
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
媒
体
や
能
力
の
分
布
に
大
き
な
不
均
衡
が
存
在
し
、
そ
の

格
差
は
年
と
と
も
に
拡
大
す
る
一
方
で
あ
り
、
こ
れ
は
帝
国
主
義
的
植
民
地
支
配
の
歴
史
的
遺
産
で
あ
る
。
こ
の
不
均
衡
が
是
正
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

⑵　

国
際
的
な
情
報
の
収
集
・
伝
達
は
先
進
国
側
の
ご
く
少
数
の
巨
大
な
国
際
通
信
社
に
独
占
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
世
界
の
国

民
は
、
国
際
通
信
社
の
眼
を
通
じ
て
相
手
を
見
、
自
分
自
身
を
見
せ
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
も
是
正
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
（
巨
大
な
国
際
通
信
社
と
し
て
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
Ａ
Ｐ
、
Ｕ
Ｐ
Ｉ
〔
以
上
ア
メ
リ
カ
〕、
ロ
イ
タ
ー
〔
イ
ギ
リ
ス
〕、
Ａ
Ｆ
Ｐ
〔
フ
ラ

ン
ス
〕、
タ
ス
〔
ソ
連
〕
の
五
社
で
、
た
だ
し
、
非
同
盟
側
の
人
で
も
、
五
大
通
信
社
と
い
う
人
と
、
タ
ス
を
除
外
し
て
四
大
通
信
社
と
い
う
人
が

い
る
の
は
興
味
深
い
）。

二
六
三
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⑶　

国
際
的
な
情
報
の
流
通
に
お
い
て
、
発
展
途
上
国
が
世
界
の
平
和
や
経
済
協
力
、
自
国
の
経
済
的
社
会
的
発
展
の
た
め
に
注
い
で

い
る
努
力
の
報
道
は
、
過
少
で
、
偏
見
が
あ
り
、
か
つ
歪
曲
さ
れ
て
伝
達
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
不
公
正
は
是
正
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。

⑷　

国
際
的
な
情
報
の
均
衡
の
と
れ
た
流
通
を
は
か
る
た
め
に
は
、
各
国
の
国
家
的
、
文
化
的
独
自
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
を
相
互

に
十
分
に
確
認
し
尊
重
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

⑸　

各
国
の
情
報
メ
デ
ィ
ア
の
開
発
は
、
そ
れ
ら
の
国
の
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
独
立
の
中
核
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
マ
ス
・
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
（
基
盤
）
の
整
備
育
成
の
た
め
、
各
国
は
そ
れ
ぞ
れ
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
（
74
）

。

先
進
国
と
発
展
途
上
国
と
の
経
済
的
、
政
治
的
、
文
化
的
格
差
を
是
正
す
る
た
め
に
は
、
先
進
国
の
目
か
ら
み
た
情
報
だ
け
で
は
な
く
、

発
展
途
上
国
の
視
点
も
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
阻
害
要
因
と
し
て
、
Ａ
Ｐ
、
ロ
イ
タ
ー
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
と
い
っ

た
大
手
の
国
際
通
信
社
に
よ
る
世
界
の
情
報
の
流
れ
の
独
占
を
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
紛
争
地
の
報
道
で
あ
れ
ば
、
欧
米
先
進
国
が
そ
の
紛
争
を
ど
う
み
て
い
る
か
ば
か
り
で
は
、
多
元
的
な
視
点
か
ら
の
報
道
と

は
い
え
な
い
。
そ
の
紛
争
の
当
事
者
や
現
地
の
人
々
は
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
視
点
も
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
新
世
界
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
と
い
う
考
え
方
は
、
ニ
ュ
ー
ス
を
多
元
的
な
視
点
で
捉
え
る
べ
き
、
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
観
と
繋
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
多
元
的
な
視
点
で
報
道
を
す
る
べ
き
、
と
い
う
考
え
方
が

国
際
的
に
議
論
さ
れ
、
明
文
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
新
世
界
情
報
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
秩
序
の
議
論
が
起
こ
っ
た
後
も
、
世
界
的
な
大
手
通
信
社
が
報
道
を
独
占
す
る
状
況

二
六
四
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の
専
門
職
倫
理
（
塚
本
）

（
四
二
三
）

は
、
大
き
く
変
わ
り
は
し
な
か
っ
た
。
現
在
も
Ａ
Ｐ
、
ロ
イ
タ
ー
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
の
三
大
通
信
社
が
確
固
た
る
地
位
を
維
持
し
て
い
る
（
75
）

。
も
ち

ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
大
手
通
信
社
が
意
識
的
に
偏
向
報
道
を
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
所
属
し
て
い
る
一
人
ひ

と
り
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
、
専
門
職
業
人
と
し
て
の
高
い
意
識
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
長
い
間
、
国
際
報
道
を
担
っ
て
き
た

「
老
舗
」
で
あ
る
か
ら
、
自
国
の
利
益
に
関
係
な
く
、
真
実
を
伝
え
よ
う
と
努
め
て
は
い
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
既
述
の
通
り
真
実
を
報
道
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
価
値
判
断
を
伴
う
活
動
で
あ
る
。
そ
の
上
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
に
至
っ
て

は
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら
補
助
金
を
も
ら
っ
て
い
る
「
半
国
営
」
の
通
信
社
で
あ
る
（
76
）

。
多
か
れ
少
な
か
れ
、
自
国
や
所
属
組
織
の
視
点
と
い

う
束
縛
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ご
く
少
数
の
巨
大
通
信
社
が
、
国
際
情
報
の
収
集
伝
達
を
独
占
し
て
き
た
こ
と

へ
の
批
判
こ
そ
が
、
歴
史
的
に
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
現
地
の
声
を
直
接
世
界
に
伝
え
よ
う
と
す
る
、

所
属
組
織
か
ら
の
影
響
が
少
な
い
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
達
の
報
道
は
、
貴
重
な
の
で
あ
る
。
紛
争
が
起
き
て
い
る
よ
う
な
地
域
に

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
価
値
観
の
対
立
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
現
に
後
藤
が
取
材
し
よ
う
と
し
た
シ
リ
ア
で
は
、
ア
メ
リ
カ
、

ロ
シ
ア
、
ト
ル
コ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
イ
ラ
ン
、
シ
リ
ア
体
制
派
、
反
体
制
派
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
存
在
す
る
。

そ
う
し
た
地
域
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
す
る
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
社
会
の
成
員
の
自
由
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
権
利
の

受
託
者
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
と
情
報
ア
ク
セ
ス
を
支
援
す
る
た
め
に
、
真
実
を
伝
え
る
、
信
頼
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
た

め
に
は
、
多
元
的
な
視
点
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
国
益
や
価
値
観
と
い
う
も
の
が
交
錯
す
る
国
際
報
道
に
お
い
て
は
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
は
多
元
的
視
点
か
ら
の
報
道
の
た
め
に
必
要
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

二
六
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
二
四
）

お
わ
り
に

「
後
藤
さ
ん
を
取
材
し
た
の
は
、
日
本
ユ
ニ
セ
フ
（
国
連
児
童
基
金
）
協
会
か
ら
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
。
シ
リ
ア
で
は
、
外

務
省
が
日
本
大
使
館
を
ヨ
ル
ダ
ン
の
首
都
ア
ン
マ
ン
に
退
避
さ
せ
る
ほ
ど
危
険
な
内
戦
が
続
く
。
大
手
メ
デ
ィ
ア
が
入
ら
な
い
シ
リ
ア
の

激
戦
地
ア
レ
ッ
ポ
で
、
支
援
を
待
つ
市
民
や
子
ど
も
た
ち
を
紹
介
す
る
後
藤
さ
ん
の
報
道
を
、
ユ
ニ
セ
フ
は
人
道
・
教
育
支
援
に
貢
献
す

る
も
の
と
高
く
評
価
し
て
い
た
（
77
）

」
と
い
う
記
事
が
毎
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
報
道
が
な
け
れ
ば
、
人
道
的
な
支
援
さ
え
届
か
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
。

後
藤
の
行
動
は
、
結
果
と
し
て
本
人
や
家
族
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
政
府
や
ヨ
ル
ダ
ン
政
府
に
も
迷
惑
を
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
後
藤
は
、
専
門
職
業
人
と
し
て
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
、
シ
リ
ア
へ
赴
い
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

と
は
、
社
会
の
成
員
の
自
由
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
権
利
の
受
託
者
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
・
ア
ク
セ
ス
と
情
報
ア
ク
セ
ス
を
支
援
す
る

た
め
に
、
多
元
的
な
視
点
か
ら
報
道
し
、
真
実
を
伝
え
る
、
信
頼
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
特
に
国

際
報
道
の
場
合
、
Ａ
Ｐ
、
ロ
イ
タ
ー
、
Ａ
Ｆ
Ｐ
と
い
っ
た
大
手
国
際
通
信
社
に
報
道
を
独
占
さ
れ
て
お
り
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
報
道
は
、
受
け
手
に
と
っ
て
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
を
考
え
た
と
き
、
後
藤
の
行
動
は
少
な
く
と
も
「
蛮
勇
」
等

と
い
う
言
葉
で
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
危
険
な
紛
争
地
域
に
は
、
本
来
誰
も
立
ち
入
ら
な
い
方
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
が
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
の
地
域
の
情
報
が
全
く
い
ら
な
い
、
と
い
う
話
に
は
な
ら
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
専
門
職
で
あ
る
限
り
、
世
界
に

と
っ
て
必
要
な
ニ
ュ
ー
ス
を
取
材
し
報
道
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
倫
理
的
な
は
ず
で
あ
る
。

二
六
六



紛
争
地
取
材
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
倫
理
（
塚
本
）

（
四
二
五
）

註（
1
） 

本
論
で
は
以
降
「
Ｉ
Ｓ
」
と
表
記
す
る
が
、
引
用
文
に
関
し
て
は
、
そ
の
文
の
表
記
に
従
う
。

（
2
） 
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
・
プ
レ
ス
公
式
サ
イ
トhttp://ipgoto.com

/about　

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
八
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
。

（
3
） 
後
藤
健
二
（
二
〇
〇
五
）『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
よ
り
平
和
が
ほ
し
い　

子
ど
も
兵
士
・
ム
リ
ア
の
告
白
』（
汐
文
社
）
四
頁
。

（
4
） 

邦
人
殺
害
テ
ロ
事
件
の
対
応
に
関
す
る
検
証
委
員
会
（
二
〇
一
五
）『
邦
人
殺
害
テ
ロ
事
件
の
対
応
に
関
す
る
検
証
委
員
会
検
証
報
告
』（
首
相

官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）　

一
頁

http://w
w
w
.kantei.go.jp/jp/singi/syria_h27/pdf/kensho.pdf#search='%

E
3%
82%
A
4%
E
3%
82%
B
9%
E
3%
83%
A
9%
E
3%
83%
A
0%
E

5%
9B
%
B
D
%
E
4%
B
A
%
B
A
%
E
8%
B
3%
A
A
%
E
4%
B
A
%
8B
%
E
4%
B
B
%
B
6%
E
6%
A
4%
9C
%
E
8%
A
8%
B
C
%
E
5%
A
0%
B
1%
E
5%
91%
8A
%
E
6

%
9B
%
B
8'　

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
八
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
。

（
5
） 

同
報
告
書　

四
頁
。

（
6
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
一
月
二
二
日
夕
刊
。

（
7
） 

前
掲
報
告
書　

四
四
頁
。

（
8
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
九
日
夕
刊
。

（
9
） 

旅
券
法
一
九
条　

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
旅
券
を
返
納
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
旅
券
の

名
義
人
に
対
し
て
、
期
限
を
付
け
て
、
旅
券
の
返
納
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

一
般
旅
券
の
名
義
人
が
、
当
該
一
般
旅
券
の
交
付
の
後
に
、
第
一
三
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

　

 　
（
参
考　

旅
券
法
一
三
条　

外
務
大
臣
又
は
領
事
官
は
、
一
般
旅
券
の
発
給
又
は
渡
航
先
の
追
加
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
一
般
旅
券
の
発
給
又
は
渡
航
先
の
追
加
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
ほ
か
、
外
務
大
臣
に
お
い
て
、
著
し
く
、
か
つ
、
直
接
に
日
本
国
の
利
益
又
は
公
安
を
害
す
る
行
為
を
行
う
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
者

2　

外
務
大
臣
は
、
前
項
第
七
号
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
法
務
大
臣
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

二
六
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
二
六
）

（
10
） 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
一
月
二
五
日
。

（
11
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
三
日
。

（
12
） 
『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
二
日
。

（
13
） 
同
紙
。

（
14
） 

同
紙
。

（
15
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
四
日
夕
刊
。

（
16
） 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
。

（
17
） 

同
紙

（
18
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
三
日
。

（
19
） 

同
紙
。

（
20
） 

同
紙
。

（
21
） 

同
紙
。

（
22
） 

同
紙
。

（
23
） 

同
紙
。

（
24
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
一
日
。

（
25
） 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
。

（
26
） 

『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
九
日
夕
刊
。

（
27
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
。

（
28
） 

『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
九
日
夕
刊
。

（
29
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
。

（
30
） 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
。

二
六
八



紛
争
地
取
材
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
倫
理
（
塚
本
）

（
四
二
七
）

（
31
） 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
一
日
。

（
32
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
八
日
。

（
33
） 
同
紙
。

（
34
） 
同
紙
。

（
35
） 

『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
九
日
夕
刊
。

（
36
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
。

（
37
） 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
。

（
38
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
。

（
39
） 

同
紙
。

（
40
） 

『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
。

（
41
） 

同
紙
。

（
42
） 

前
掲
報
告
書　

四
〇
頁
。

（
43
） 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
五
月
二
二
日
。

（
44
） 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
五
月
二
三
日
。

（
45
） 

『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
五
年
五
月
二
二
日
。

（
46
） 

同
紙
。

（
47
） 

同
紙
。

（
48
） 

『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
五
月
二
三
日

（
49
） 

新
田
孝
彦
（
二
〇
一
三
）「
第
Ⅲ
部　

専
門
職
倫
理
序
論
」『
専
門
職
倫
理
の
統
合
的
把
握
と
再
構
築　

研
究
成
果
報
告
書
』（
平
成
21
年
度
〜

24
年
度　

科
学
研
究
費
補
助
金　

基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
一
般
）
研
究
課
題
番
号
2
1
3
2
0
0
0
1
研
究
代
表　

新
田
孝
彦
）　

一
二
頁
。

（
50
） 

日
本
大
学
法
学
部
新
聞
学
研
究
室
編
（
一
九
五
八
）『
日
本
大
学
新
聞
学
科
十
年
史
』
日
本
大
学
法
学
部
新
聞
学
科　

三
頁
。

二
六
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
二
八
）

（
51
） 

拙
著
（
二
〇
一
〇
）『
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
倫
理
学
試
論
│
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
行
為
規
範
の
研
究
│
』
南
窓
社　

一
〇
四
頁
〜
一
〇
八
頁
。

（
52
） 

最
小
一
決
昭
五
三
・
五
・
三
一　

刑
集
三
二
巻
三
号
四
五
七
頁
。

（
53
） 
浜
田
純
一
（
一
九
九
〇
）『
メ
デ
ィ
ア
の
法
理
』
日
本
評
論
社　

七
〇
頁
。

（
54
） 
日
本
新
聞
協
会
（
一
九
六
六
）『
日
本
新
聞
協
会
20
年
史
』　

九
〇
頁
。

（
55
） 

日
本
新
聞
協
会
（
一
九
五
六
）『
日
本
新
聞
協
会
10
年
史
』　

五
六
四
頁
。

（
56
） 

同
書
。

（
57
） C

ooper, T
hom
as W

. 

（1989

） “G
lobal U

niversals: In S
earch of C

om
m
on G

round.” In C
ooper, T

hom
as W

., C
hristians, 

C
liff ord G

., P
lude, F

rances F
orde, &

 W
hite, R

obert A
.

（eds.

）,  C
om

m
u

n
ication

 E
th

ics an
d

 G
lobal C

h
an

ge. N
ew
 Y
ork: 

L
ongm

an. pp.22-26.

（
58
） Ibid., pp.30-31.

（
59
） Ibid., pp.31-37.

（
60
） L

aitila, T
iina 

（1995

） “C
odes of E

thics in E
urope.” In N

ordenstreng, K
aarle

（ed.

）,  R
eports on

 M
ed

ia E
th

ics in
 E

u
rope. 

U
niversity of T

am
pere. pp44-46.　

（
61
） M

errill, John C
. 

（1997

） Jou
rn

alism
 E

th
ics: P

h
ilosoph

ical F
ou

n
d

ation
s for N

ew
s M

ed
ia. N

ew
 Y
ork: S

t. M
artin’s P

ress. 

pp.174-177.

（
62
） L

am
beth, E

dm
und B

. 

（1992

） C
om

m
itted

 Jou
rn

alism
: A

n
 E

th
ic for th

e P
rofession

, 2n
d

 ed
. B
loom

ington: Indiana 

U
niversity P

ress. pp.24-27.

（
63
） C
hristians,C

lifford G
. 

（1997

） “T
he E

thics of B
eing in a C

om
m
unication C

ontext.” In C
hristians, C

lifford. &
 T
raber, 

M
ichael

（eds.

）, C
om

m
u

n
ication

 E
th

ics an
d

 U
n

iversal V
alu

es. T
housand O

aks: S
age P

ub. pp.13-14.

（
64
） 

プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会
に
つ
い
て
は
米
国
プ
レ
ス
の
自
由
委
員
会　

渡
辺
武
達
訳
（
二
〇
〇
八
）『
自
由
で
責
任
あ
る
メ
デ
ィ
ア
』
論
創
社
、

前
掲
拙
著
参
照
。

二
七
〇



紛
争
地
取
材
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
専
門
職
倫
理
（
塚
本
）

（
四
二
九
）

（
65
） L

am
beth, E

dm
und B

. 

（1992

） op. cit., p.8.
（
66
） Ibid., p. 32.

（
67
） C

hristians, C
liff ord G

., F
erre, John P

., &
 F
ackler, P

. M
ark 

（1993

） G
ood

 N
ew

s: S
ocial E

th
ics &

 th
e P

ress. N
ew
 Y
ork: 

O
xford U

niversity P
ress. p.91.

（
68
） C

om
m
ission on F

reedom
 of the P

ress 

（1947

） A
 F

ree an
d

 R
espon

sible P
ress. C

hicago: U
niversity of C

hicago P
ress.  p. 1.

（
69
） L

assw
ell, H

arold, D
. 

（1960

） “T
he S

tructure and F
unction of C

om
m
unication in  S

ociety,” In S
chram

m
, W
ilbur

（ed.

）, 

M
ass C

om
m

u
n

ication
s. U
rbana: U

niversity of Illinois P
ress. p.130.

（
70
） 

大
石
裕
、
岩
田
温
、
藤
田
真
文
（
二
〇
〇
〇
）『
現
代
ニ
ュ
ー
ス
論
』
有
斐
閣　

三
六
頁
。

（
71
） B

arron, Jerom
e  A
. 

（1973=1978

） Freed
om

 of T
h

e P
ress for W

h
om

? T
h

e R
igh

t of A
ccess M

ass M
ed

ia.B
loom

ington: Indiana 

U
niversity P

ress. p.321.

（
清
水
英
夫
、
堀
部
政
男
、
奥
田
剣
志
郎
、
島
崎
文
彰
『
ア
ク
セ
ス
権　

誰
の
た
め
の
言
論
の
自
由
か
』
日
本
評
論
社　

三
七
六
頁
）。

（
72
） 

訳
は
伊
藤
正
巳
、
清
水
英
夫
編
（
一
九
六
六
）『
マ
ス
コ
ミ
法
令
要
覧
』
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出
版
会　

二
二
五
頁
。

（
73
） 

「
平
和
及
び
国
際
理
解
の
強
化
、
人
権
の
促
進
並
び
に
人
権
差
別
主
義
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
及
び
戦
争
の
扇
動
へ
の
対
抗
に
関
す
る
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
の
貢
献
に
つ
い
て
の
基
本
的
原
則
に
関
す
る
宣
言
（
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
宣
言
）」http://portal.unesco.org/en/ev.php-U

R
L
_

ID
=13176&

U
R
L
_D
O
=D
O
_P
R
IN
T
P
A
G
E
&
U
R
L
_S
E
C
T
IO
N
=201.htm

l

（
文
科
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
五
月

二
一
日
ア
ク
セ
ス
。

（
74
） 

内
川
芳
美
（
一
九
八
九
）『
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
法
政
策
史
研
究
』
有
斐
閣　

四
八
九
頁
〜
四
九
〇
頁
。

（
75
） 

武
田
徹
、
藤
田
真
文
、
山
田
健
太
監
修
（
二
〇
一
四
）『
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
事
典
』
三
省
堂　

一
九
九
頁
〜
二
〇
〇
頁
、
藤
竹
暁

（
二
〇
一
二
）『
図
説　

日
本
の
メ
デ
ィ
ア
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版　

五
一
頁
〜
五
三
頁
参
照
。

（
76
） 

通
信
社
の
業
態
は
Ａ
Ｐ
が
含
ま
れ
る
「
組
合
主
義
通
信
社
モ
デ
ル
」、
ロ
イ
タ
ー
が
含
ま
れ
る
「
商
業
主
義
通
信
社
モ
デ
ル
」、
Ａ
Ｆ
Ｐ
が
含
ま

れ
る
「
国
営
・
半
国
営
通
信
社
モ
デ
ル
」
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。
前
掲
『
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
事
典
』
三
省
堂　

二
〇
〇
頁
参
照
。

二
七
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
三
〇
）

（
77
） 

『
毎
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
二
月
一
七
日
。

＊
本
論
は
「
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
助
成
基
金
助
成
金
）
挑
戦
的
萌
芽
研
究　

平
成
二
七
年
度
〜
平
成
二
九
年
度
『
偏
向
報
道
・
極
化
』
問
題

に
お
け
る
実
証
的
研
究
と
倫
理
学
的
研
究
の
統
合
的
把
握
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

二
七
二



米
軍
統
治
下
に
お
け
る
立
法
院
議
員
選
挙
（
照
屋
）

（
四
三
一
）

米
軍
統
治
下
に
お
け
る
立
法
院
議
員
選
挙

│
米
民
政
府
の
選
挙
干
渉
と
裁
判
移
送
問
題

│
照　
　

屋　
　

寛　
　

之

は
じ
め
に

沖
縄
は
一
九
四
五
年
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
後
、
不
本
意
に
も
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
置
か
れ
、
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
三
条
に
よ
っ
て
日
本
本
土
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
一
九
七
二
年
の
本
土
復
帰
ま
で
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
置
か
れ
た
。

こ
の
間
、
県
知
事
は
「
行
政
主
席
」
と
な
り
、
県
議
会
は
「
立
法
院
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
行
政
主
席
は
、
他
府
県
で
県
知
事

を
選
挙
す
る
よ
う
に
、
県
民
が
選
挙
で
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
一
九
六
八
年
の
主
席
公
選
を
勝
ち
取
る
ま
で
は
高
等
弁
務
官
が
直
接
間
接
に

指
名
し
た
（
1
）

。
立
法
院
議
員
は
一
九
五
二
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
2
）

。
と
こ
ろ
が
、
民
主
的
な
選
挙
に
は
程
遠
く
、
米
民
政
府
に

論　

説

二
七
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
三
二
）

と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
候
補
は
被
選
挙
権
が
は
く
奪
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
選
挙
干
渉
は
、
他
府
県
に
お
い
て
は
全
く
行

わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
米
軍
統
治
下
に
お
け
る
沖
縄
の
立
法
院
議
員
選
挙
の
実
状
で
あ
っ
た
。

沖
縄
の
選
挙
史
に
残
る
選
挙
干
渉
の
事
例
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
最
初
の
事
例
は
「
天
願
事
件
」
で
あ
っ
た
。
一
九
五
三
年
四
月

一
日
特
別
選
挙
で
天
願
朝
行
氏
（
社
大
党
）
が
当
選
人
と
決
定
さ
れ
た
が
、
同
人
は
、
一
九
五
三
年
四
月
一
四
日
布
令
第
一
一
一
号
に
よ

り
当
選
無
効
と
さ
れ
、
再
選
挙
が
行
わ
れ
、
城
間
盛
茂
氏
が
無
投
票
で
当
選
し
た
（
3
）

。
事
の
発
端
は
、
選
挙
結
果
に
対
し
て
民
主
党
は
、
天

願
氏
の
被
選
挙
権
に
疑
義
（
横
領
罪
に
問
わ
れ
る
疑
い
）
が
あ
る
と
し
て
、
当
選
無
効
の
異
議
申
し
立
て
を
し
た
。
一
方
、
当
時
の
軍
政
官

ル
イ
ス
准
将
は
、
群
島
選
管
委
の
照
会
に
回
答
を
送
り
「
天
願
氏
は
破
廉
恥
罪
に
該
当
す
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
同
氏
の
失
格
が
確

定
す
る
ま
で
当
選
者
の
決
定
を
保
留
す
る
よ
う
指
示
し
て
き
た
。
し
か
し
、
群
島
選
管
委
は
軍
の
指
示
に
も
関
わ
ら
ず
、
独
自
の
立
場
で

天
願
氏
の
当
選
を
告
示
し
た
た
め
、
ル
イ
ス
准
将
は
「
天
願
氏
の
当
選
無
効
、
補
欠
選
挙
の
や
り
直
し
」
を
命
じ
た
（
4
）

。

さ
ら
に
、
一
九
六
二
年
第
六
回
立
法
院
選
挙
で
は
、
中
石
清
隆
（
人
民
党
）、
伊
志
嶺
朝
常
（
自
民
党
（
5
）

）、
瀬
長
亀
次
郎
（
人
民
党
）、
国

吉
真
栄
（
人
民
党
）
は
開
票
直
前
に
な
っ
て
琉
球
政
府
章
典
（
布
令
六
八
号
）
第
一
二
条
の
規
定
に
よ
り
失
格
を
宣
告
さ
れ
、
こ
れ
ら
へ
の

投
票
は
無
効
票
と
し
て
処
理
さ
れ
た
（
6
）

。

こ
の
結
果
に
対
し
て
、
中
央
選
挙
管
理
員
会
は
、「
こ
れ
ら
の
立
候
補
者
は
、
布
令
第
六
八
号
〝
琉
球
政
府
章
典
（
7
）

〞
第
二
二
条
後
段
の

重
罪
ま
た
は
破
廉
恥
罪
に
該
当
す
る
た
め
、
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
の
で
通
知
す
る
。
な
お
当
該
候
補
者
へ
の
投
票
は
立
法
院
議
員
選
挙

法
第
七
二
条
第
四
項
〝
被
選
挙
権
の
な
い
候
補
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
〞
に
よ
り
、
当
選
無
効
で
あ
る
の
で
、
開
票
の
点
検
と
同
時

に
当
該
候
補
者
に
投
じ
ら
れ
た
票
は
、
全
部
無
効
票
と
し
て
処
理
す
る
よ
う
取
り
扱
わ
れ
た
い
（
8
）

」
と
発
表
さ
れ
、
立
法
院
議
員
立
候
補
者

の
被
選
挙
権
問
題
に
対
す
る
選
管
の
考
え
方
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。

二
七
四



米
軍
統
治
下
に
お
け
る
立
法
院
議
員
選
挙
（
照
屋
）

（
四
三
三
）

米
民
政
府
に
よ
る
選
挙
へ
の
干
渉
は
、
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
一
九
六
五
年
第
七
回
立
法
院
選
挙
で
も
行
わ
れ
、
つ
い
に
法
廷
の
場

で
争
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
巡
回
裁
判
所
で
は
勝
訴
し
た
が
、
上
訴
裁
判
所
で
の
判
決
が
出
る
前
に
大
統
領
命
令
で
琉
球
政
府
裁
判
所

か
ら
米
政
府
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
裁
判
移
送
問
題
」
へ
と
発
展
し
、
県
内
の
民
主
団
体
、
市
町
村
議
会
、
教
職

員
会
な
ど
が
米
軍
の
不
当
な
裁
判
に
一
斉
に
立
ち
あ
が
っ
た
。
勿
論
、
法
曹
界
も
上
訴
裁
の
移
送
判
断
、
高
等
弁
務
官
の
対
応
に
抗
議
し

た
。
立
法
院
は
与
野
党
で
温
度
差
が
あ
っ
た
が
抗
議
す
る
と
と
も
に
本
土
政
府
へ
の
要
請
も
行
っ
た
。

こ
の
裁
判
移
送
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
沖
縄
統
治
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
布
令
、
布
告
（
9
）

と
「
住
民
自
治
や
人
権
を
い
か
に
守
る
か
」
と

い
う
、
沖
縄
の
最
も
根
本
的
な
も
の
が
問
わ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
住
民
の
安
全
、
人
権
、
自
治
を
最
終
的
に
守
る
機
関
で
あ
る

沖
縄
の
「
裁
判
権
」
を
住
民
は
ど
の
よ
う
に
闘
か
っ
た
の
か
。
特
に
本
稿
で
は
、
米
軍
統
治
下
に
お
け
る
米
民
政
府
（
10
）

の
選
挙
干
渉
、
特
に

野
党
議
員
へ
の
選
挙
干
渉
、
そ
れ
に
対
す
る
立
法
院
議
員
、
法
曹
会
、
民
主
団
体
な
ど
の
抗
議
行
動
、
移
送
裁
判
の
経
緯
、
判
決
の
影
響

な
ど
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
。

Ⅱ　

第
七
回
立
法
院
議
員
選
挙
と
野
党
議
員
の
失
格
宣
告

（
1
）　

選
挙
結
果

こ
の
選
挙
は
米
軍
施
政
「
二
十
年
」
に
対
す
る
意
思
表
示
と
も
受
け
取
れ
る
重
要
な
意
義
を
持
つ
選
挙
で
あ
り
、
日
本
政
府
、
与
党
自

民
党
（
11
）

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
野
党
各
党
、
朝
日
新
聞
な
ど
本
土
マ
ス
コ
ミ
も
大
き
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
が
こ
の
選
挙
に
ど
れ
ほ
ど
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
か
は
、
選
挙
直
前
の
次
の
よ
う
な
報
道
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
米

政
府
は
一
四
日
の
琉
球
立
法
院
総
選
挙
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
強
い
関
心
を
寄
せ
、
与
党
民
主
党
の
勝
利
、
そ
れ
に
伴
う
沖
縄
政

二
七
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
三
四
）

局
の
安
定
を
心
か
ら
期
待
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
国
務
、
国
防
両
省
と
も
現
地
民
の
感
情
を
無
用
に
刺
激
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
今
の
と

こ
ろ
積
極
的
な
公
式
論
議
は
控
え
て
い
る
。
し
か
し
、
非
公
式
に
は
誰
も
が
〝
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
下
に
お
け
る
琉
球
立
法
院
の
野
党
支
配
の

影
響
の
大
き
さ
は
、
は
か
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
〞
と
の
心
配
を
隠
そ
う
と
し
な
い
（
12
）

」。
政
府
に
と
っ
て
与
党
民
主
党
が
過
半
数
を
制

す
れ
ば
、
基
地
問
題
で
の
理
解
・
協
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
社
大
党
、
人
民
党
、
社
会
党
の
野
党
三
党
は
立
法
院
総
選
挙
革
新
共

闘
連
絡
協
議
会
を
結
成
し
、
統
一
綱
領
で
日
米
安
全
保
障
条
約
の
打
破
と
、
平
和
条
約
第
三
条
撤
廃
に
よ
る
即
時
祖
国
復
帰
を
前
面
に
押

し
出
し
て
、
与
党
民
主
党
と
対
決
し
て
お
り
（
13
）

、
野
党
三
党
が
議
席
を
伸
ば
せ
ば
、
基
地
の
安
定
的
運
用
に
も
支
障
を
き
た
す
こ
と
に
も
な

り
か
ね
な
い
の
で
選
挙
に
は
関
心
を
示
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

当
選
者
別
の
勢
力
は
与
党
民
主
一
九
人
、
社
大
七
人
、
人
民
一
人
、
社
会
二
人
、
無
所
属
三
人
と
な
っ
た
。
民
主
党
は
過
半
数
の
一
九

議
席
を
獲
得
し
た
。
第
二
九
選
挙
区
で
友
利
隆
彪
氏
が
失
格
し
た
こ
と
で
与
党
は
一
議
席
得
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
野
党
は
社
会
党
が
一

議
席
増
え
て
二
議
席
獲
得
し
た
以
外
は
現
状
維
持
に
止
ま
っ
た
（
14
）

。
因
み
に
、
与
野
党
の
得
票
率
を
一
瞥
し
て
み
る
と
、
民
主
党
は

四
四
・
七
二
％
、
社
大
党
二
七
・
二
〇
％
、
人
民
党
一
二
・
一
一
％
、
社
会
党
四
・
六
九
％
、
無
所
属
・
諸
派
一
一
・
二
八
％
と
な
り
、
議
席

数
と
は
別
に
民
主
党
よ
り
も
社
大
、
社
会
、
人
民
の
野
党
三
派
で
四
二
％
と
民
主
党
に
伯
仲
し
、
無
所
属
当
選
者
は
三
人
と
も
革
新
系
だ

け
に
、
こ
れ
を
合
わ
せ
る
と
与
野
党
の
支
持
は
ま
っ
た
く
逆
転
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
15
）

。
も
ち
ろ
ん
得
票
数
で
も
与
党
の
お
よ
そ
一
四
万

五
〇
〇
〇
票
に
対
し
、
野
党
は
一
六
万
二
〇
〇
〇
票
で
む
し
ろ
野
党
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
選
挙
制
度
が
小
選
挙
区
制
で
あ
っ

た
た
め
、
得
票
率
と
議
席
率
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
起
こ
り
、
結
果
的
に
議
席
の
獲
得
で
は
与
党
民
主
党
に
有
利
に
な
っ
た
た
め
、
民
主
党

が
過
半
数
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
16
）

。

二
七
六



米
軍
統
治
下
に
お
け
る
立
法
院
議
員
選
挙
（
照
屋
）

（
四
三
五
）

（
2
）　

選
挙
結
果
へ
の
干
渉
：
被
選
挙
権
失
格
宣
告

立
法
院
議
員
選
挙
の
開
票
は
、
野
党
候
補
者
の
相
次
ぐ
失
格
宣
言
に
よ
っ
て
異
常
な
開
票
風
景
の
中
で
行
わ
れ
、
各
地
で
激
し
い
抗
議

が
行
わ
れ
た
。
二
四
区
の
豊
見
城
村
で
は
一
一
月
一
四
日
午
後
八
時
一
七
分
か
ら
開
票
が
始
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
時
四
〇
分
検
票
に

入
る
直
前
に
な
っ
て
又
吉
一
郎
候
補
（
人
民
党
）
の
失
格
通
告
が
行
わ
れ
た
。
那
覇
市
の
二
一
区
で
は
、
一
五
日
午
前
九
時
か
ら
開
票
が

始
ま
り
、
そ
の
直
後
の
九
時
五
分
に
は
人
民
党
の
瀬
長
亀
次
郎
候
補
の
失
格
宣
言
が
行
わ
れ
た
。
又
吉
、
瀬
長
候
補
の
失
格
通
告
の
出
し

方
か
ら
推
測
す
る
と
、
失
格
通
告
へ
の
有
権
者
の
反
対
を
恐
れ
て
意
図
的
に
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
通
告
を
延
ば
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の

指
摘
も
あ
る
。
宮
古
島
は
三
選
挙
区
だ
が
、
友
利
隆
彪
候
補
は
当
選
が
確
定
し
て
か
ら
追
放
さ
れ
た
（
17
）

。
瀬
長
日
記
に
よ
れ
ば
、「
…
九
時

す
ぎ
ラ
ジ
オ
は
又
吉
一
郎
に
た
い
し
て
失
格
宣
言
を
行
い
一
郎
に
投
じ
ら
れ
た
票
は
全
部
無
効
に
す
る
よ
う
中
央
選
管
の
指
示
が
あ
り
。

豊
見
城
村
会
場
は
千
人
近
く
の
有
権
者
が
と
り
ま
い
て
い
る
。
五
、
六
〇
名
の
警
官
が
動
員
さ
れ
て
い
る
。
大
衆
の
圧
力
で
検
票
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
（
18
）

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
瀬
長
の
得
票
数
は
、
前
回
と
ほ
ぼ
同
数
の
五
三
二
八
票
で
あ
っ
た
（
19
）

。

琉
球
立
法
院
で
は
す
で
に
一
九
六
五
年
七
月
三
〇
日
『
被
選
挙
権
を
剥
奪
し
て
い
る
布
令
の
規
定
の
廃
止
を
要
請
す
る
決
議
」
を
満
場

一
致
で
行
な
い
、
高
等
弁
務
官
宛
に
次
の
よ
う
に
要
請
し
て
い
た
。「
琉
球
列
島
高
等
弁
務
官
は
、
一
九
五
七
年
一
一
月
、
米
国
民
政
府

布
令
第
六
十
八
号
（
琉
球
政
府
章
典
）
改
正
第
八
号
及
び
米
国
民
政
府
布
令
第
十
七
号
（
改
正
市
町
村
議
会
議
員
及
び
市
町
村
長
選
挙
法
）
改
正

七
号
を
公
布
し
「
何
人
も
重
罪
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
破
廉
恥
に
係
る
罪
に
処
せ
ら
れ
た
者
で
、
そ
の
特
赦
を
受
け
な
い
者
は
、
立
法
院
議

員
（
市
町
村
長
又
は
市
町
村
議
会
議
員
も
同
じ
）
の
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
と
。』
と
規
定
し
た
。
民
主
主
義
国
家
の
人
民
が
享
受
し
て
い
る

参
政
権
は
、
何
人
も
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
基
本
的
人
権
で
あ
っ
て
、
そ
の
剥
奪
又
は
不
当
な
制
限
は
、
参
政
権
の
本
質
と
法
の
下
の
平

等
の
原
則
に
も
と
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
本
院
は
、
琉
球
住
民
の
政
治
に
参
加
す
る
権
利
を
不
当
に
奪
っ
て
い
る
前
記
布
令
の
被
選

二
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十
三
巻
第
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号
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六
年
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月
）

（
四
三
六
）

挙
権
を
剥
奪
し
て
い
る
規
定
を
た
だ
ち
に
廃
止
す
る
よ
う
強
く
要
求
す
る
（
20
）

」。
こ
の
よ
う
な
立
法
院
の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弁
務
官

が
同
布
令
を
廃
止
し
な
か
っ
た
た
め
、
第
七
回
立
法
院
議
員
選
挙
で
も
四
人
の
候
補
者
が
開
票
に
先
立
ち
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら

「
被
選
挙
権
失
格
の
宣
告
」
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

中
央
選
挙
管
理
委
員
会
が
通
告
し
た
選
挙
無
効
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
友
利
隆
彪
候
補
（
社
大
党
）
は
、
一
九
六
三
年
一
〇

月
二
六
日
に
、
立
法
院
議
員
選
挙
法
第
八
二
条
第
三
号
「
選
挙
の
自
由
妨
害
罪
」
違
反
で
、
宣
告
略
式
即
決
に
よ
っ
て
五
〇
ド
ル
の
罰
金

に
処
せ
ら
れ
た
。
同
罪
の
法
定
刑
が
「
四
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
固
ま
た
は
三
三
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
」
と
な
っ
て
お
り
、
重
罪
と

し
て
投
票
無
効
の
処
分
を
と
っ
た
。
瀬
長
亀
次
郎
候
補
（
人
民
党
）
の
場
合
は
、
軍
政
布
令
第
一
号
「
刑
法
並
び
に
訴
訟
手
続
き
法
典
」

の
二
・
二
・
三
一
項
違
反
、
米
民
政
府
布
令
一
二
五
号
「
琉
球
列
島
出
入
管
理
令
」
第
七
章
第
三
〇
条
の
ほ
う
助
お
よ
び
教
唆
違
反
、
軍

政
布
令
第
一
号
「
刑
法
な
ら
び
に
訴
訟
手
続
き
法
典
」
の
二
・
二
・
一
八
項
違
反
（
偽
証
）、
同
布
令
第
一
号
の
二
・
二
・
三
一
項
違
反

（
偽
証
）、
同
布
令
第
一
号
の
二
・
二
・
一
八
項
違
反
（
教
唆
）、
同
布
令
第
一
号
の
二
・
二
・
一
八
号
違
反
（
教
唆
）
な
ど
の
罪
で
懲
役
二

年
の
刑
を
受
け
て
い
る
の
で
、
琉
球
政
府
章
典
第
二
二
条
の
「
何
人
も
重
罪
に
処
せ
ら
れ
、
ま
た
破
廉
恥
に
か
か
わ
る
罪
に
処
せ
ら
れ
た

も
の
で
そ
の
特
赦
を
う
け
な
い
も
の
は
立
法
院
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
」
に
該
当
す
る
。
又
吉
一
郎
候
補
（
人
民
党
）
の
場
合
は
、

米
軍
政
府
布
令
一
号
「
刑
法
な
ら
び
に
訴
訟
手
続
き
法
典
」
米
民
政
府
令
一
二
五
号
「
琉
球
列
島
出
入
国
管
理
令
」
の
規
定
違
反
の
ほ
う

助
お
よ
び
教
唆
に
よ
っ
て
懲
役
一
年
の
刑
を
受
け
て
お
り
、
こ
れ
は
琉
球
政
府
章
典
に
規
定
す
る
破
廉
恥
罪
に
該
当
す
る
。
ま
た
布
令

一
四
四
号
の
一
年
以
上
の
法
定
刑
を
受
け
た
も
の
は
重
罪
と
さ
れ
て
い
る
の
で
被
選
挙
権
は
な
い
。
大
宜
見
朝
徳
候
補
の
場
合
は
、
布
令

第
二
号
第
二
条
第
三
三
項
「
軍
政
当
局
の
も
と
に
行
動
す
る
も
の
の
如
く
偽
る
者
」（
戦
時
刑
法
）
違
反
に
基
づ
き
、
一
九
六
四
年
に
宣
告

略
式
即
決
に
よ
っ
て
懲
役
一
年
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
重
罪
に
該
当
し
投
票
は
無
効
で
あ
る
（
21
）

。

二
七
八



米
軍
統
治
下
に
お
け
る
立
法
院
議
員
選
挙
（
照
屋
）

（
四
三
七
）

こ
の
よ
う
な
犯
罪
事
実
か
ら
、
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
立
候
補
者
の
資
格
審
査
会
を
開
き
、
投
票
締
め
切
り
の
一
四
日
午
後
六
時
ま

で
に
「
特
赦
」
の
恩
典
が
な
か
っ
た
た
め
、
選
挙
法
第
七
二
条
四
項
「
無
効
投
票
」
の
規
定
に
よ
り
、
四
候
補
の
得
票
は
無
効
と
判
定
し

た
（
22
）

。と
こ
ろ
が
、
友
利
氏
は
一
九
六
三
年
一
〇
月
二
六
日
、
宮
古
巡
回
裁
判
所
に
お
い
て
立
法
院
議
員
選
挙
法
第
一
八
二
条
第
三
号
違
反
に

問
わ
れ
「
罰
金
五
〇
ド
ル
」
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
が
、
判
決
に
お
い
て
「
立
法
院
議
員
選
挙
法
第
二
一
〇
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
、
被
選
挙
権
を
停
止
し
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
瀬
長
、
又
吉
両
氏
に
つ
い
て
は
処
罰
を
受
け
た
の
は
一
一
年
も
前
の
こ
と
で

あ
り
、
大
宜
見
候
補
に
至
っ
て
は
二
〇
年
も
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
三
氏
に
つ
い
て
は
、
上
記
規
定
は
明
ら
か
に
事
後
法

で
あ
っ
た
。
現
に
瀬
長
氏
は
「
人
民
党
事
件
（
23
）

」
で
処
罰
を
受
け
た
後
に
那
覇
市
長
に
当
選
し
て
お
り
、
大
宜
見
氏
は
そ
の
後
も
選
挙
の
度

に
立
候
補
し
て
い
た
が
、
過
去
一
度
も
失
格
宣
言
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
（
24
）

。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
失
格
宣
告
の
理
由
は
す
べ
て
合
理
的
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
説
得
力
が
な
く
、
追
放
の
狙
い
は
あ

ま
り
に
も
政
治
的
判
断
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
人
民
党
二
人
の
候
補
の
追
及
は
、
米
軍
が
人
民
党
の
当
選
を
最
も
恐
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
り
、
友
利
候
補
の
追
放
は
キ
ビ
代
闘
争
以
来
沖
縄
で
最
も
急
進
的
な
地
区
に
な
っ
て
い
る
宮
古
で
野
党
が
勝
利
を
占
め
る
の

を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
宜
見
候
補
（
親
米
派
〝
沖
縄
独
立
論
〞
の
主
唱
者
）
の
場
合
は
、
追
放
が
公
正
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

せ
か
け
る
た
め
の
全
く
の
小
細
工
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
も
見
方
も
あ
っ
た
（
25
）

。

そ
こ
で
立
法
院
は
一
九
六
五
年
一
二
月
三
〇
日
、
第
三
〇
回
立
法
院
議
会
（
臨
時
会
）
で
被
選
挙
権
を
剥
奪
し
て
い
る
布
令
の
規
定
の

廃
止
を
要
請
す
る
決
議
」
を
再
度
行
っ
た
（
26
）

。
四
人
が
失
格
宣
言
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
三
人
は
野
党
側
の
候
補
者
で
あ
り
、
し
か

も
二
人
は
人
民
党
の
公
認
で
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
失
格
宣
言
さ
れ
た
四
人
の
中
で
友
利
氏
以
外
は
、
選
挙
区
で

二
七
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八
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最
高
得
票
で
は
な
か
っ
た
の
で
当
落
に
は
関
係
な
か
っ
た
が
、
友
利
氏
の
場
合
は
、
四
、七
三
一
票
獲
得
し
て
お
り
、
次
点
の
砂
川
氏
の

得
票
は
四
、二
〇
六
票
で
あ
っ
た
の
で
、
失
格
宣
言
が
な
け
れ
ば
、
友
利
氏
が
当
選
し
て
い
た
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
友
利
氏
は
裁
判
に

訴
え
、
裁
判
移
送
問
題
に
ま
で
発
展
す
る
闘
い
を
展
開
し
、
最
終
的
に
は
、
勝
訴
し
当
選
を
勝
ち
取
っ
た
。

裁
判
移
送
問
題
へ
と
発
展
し
た
友
利
氏
（
社
大
党
）
の
選
挙
無
効
宣
言
に
つ
い
て
、
友
利
氏
は
前
述
し
た
よ
う
に
立
法
院
議
員
選
挙
法

二
一
〇
条
一
項
（
処
刑
者
の
被
選
挙
権
の
停
止
）
に
違
反
す
る
と
し
て
同
氏
の
得
票
は
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
。
し
か
し
同
氏
に
よ
れ
ば
六
二

年
の
立
法
院
選
挙
の
際
、
選
挙
法
第
一
八
二
条
三
項
（
選
挙
の
自
由
妨
害
）
で
起
訴
さ
れ
、
六
三
年
一
〇
月
二
六
日
に
罰
金
五
〇
ド
ル
の
判

決
が
確
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
立
候
補
に
際
し
て
上
訴
検
察
庁
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
上
訴
検
次
長
検
事
名
で
「
立
法
院
議
員

選
挙
法
第
二
一
〇
条
第
一
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
」
と
の
回
答
が
行
わ
れ
て
お
り
、
選
挙
投
票
日
前
に
問
い
合
わ
せ
て
も
同
様
な
回
答

で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
た
（
27
）

。
友
利
氏
は
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
に
対
し
て
「
当
選
の
効
力
に
関
す
る
意
義
申
し
立
て
」
を
行
っ
た
。
異

議
申
し
立
て
の
理
由
は
、「
立
法
院
議
員
選
挙
で
中
選
委
の
米
民
政
府
布
令
第
六
六
号
の
適
用
で
被
選
挙
権
の
失
格
を
受
け
た
が
、
こ
れ

は
裁
判
に
よ
っ
て
公
民
権
を
停
止
し
な
い
と
い
う
判
決
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
選
挙
法
違
反
に
は
な
ら
な
い
。
布
令
第
六
八
号
の
適
用

に
よ
る
被
選
挙
権
を
停
止
す
る
と
い
う
中
選
委
の
判
断
に
問
題
が
あ
り
、
不
服
で
あ
る
（
28
）

」
と
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
）　

失
格
宣
告
へ
の
弁
務
官
の
見
解
と
大
統
領
行
政
命
令
の
威
力

①　

弁
務
官
の
見
解

失
格
宣
言
に
対
す
る
沖
縄
住
民
の
怒
り
が
渦
巻
く
中
、
ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
は
、
金
門
ク
ラ
ブ
の
定
期
総
会
で
ゲ
ス
ト･

ス
ピ
ー

カ
ー
と
し
て
出
席
し
、
琉
球
に
お
け
る
民
主
主
義
、
選
挙
権
と
い
う
特
権
、
民
主
主
義
と
法
、
教
育
さ
れ
た
選
挙
民
と
い
う
テ
ー
マ
を
設

定
し
て
、
今
回
の
立
法
院
議
員
選
挙
を
ふ
り
返
っ
て
論
評
し
、
布
令
適
用
に
よ
る
被
選
挙
権
の
失
格
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ

二
八
〇
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軍
統
治
下
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け
る
立
法
院
議
員
選
挙
（
照
屋
）

（
四
三
九
）

た
。「
こ
の
問
題
に
関
し
て
米
民
政
府
は
ま
っ
た
く
関
知
し
て
い
な
い
し
、
介
入
し
た
事
実
は
な
い
。
あ
く
ま
で
中
央
選
挙
管
理
委
が
法

令
に
照
ら
し
て
独
自
に
判
断
し
た
結
果
で
あ
る
。
米
国
に
お
い
て
は
三
〇
の
州
が
、
こ
の
布
令
第
六
八
号
と
同
様
の
法
令
を
も
っ
て
い
る

し
、
二
〇
州
が
類
似
し
た
法
規
定
を
行
っ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
一
度
、
罪
を
犯
し
た
者
が
果
た
し
て
、
公
職
に
つ
け
る
の
に
相
応
し
い

人
物
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
住
民
は
ま
ず
こ
の
こ
と
に
留
意
し
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
（
29
）

。」
と
述
べ
、
民
政
府
は
全
く

関
知
し
て
い
な
い
と
公
言
し
、
中
央
選
管
に
責
任
転
嫁
し
て
い
る
が
、
追
放
の
た
び
に
人
民
党
が
中
心
で
あ
る
の
は
単
な
る
偶
然
と
解
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ワ
ト
ソ
ン
は
「
一
度
、
罪
を
犯
し
た
者
が
果
た
し
て
、
公
職
に
つ
け
る
の
に
相
応
し
い
人
物
か
ど
う
か
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
失
格
宣
告
さ
れ
た
四
人
の
罪
状
は
、
通
常
の
殺
人
、
窃
盗
な
ど
犯
罪
で
は
な
く
、
米
軍
統
治
下
で
の
政
治
活
動
の
中
で
起

こ
っ
た
罪
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
米
軍
統
治
下
で
な
け
れ
ば
決
し
て
罪
に
問
わ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ワ
ト
ソ
ン
弁
務
官
は
そ
の
命
令
を
何
ら
問
題
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
が
、
司
法
権
の
独
立
を

踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
支
持
者
・
有
権
者
が
納
得
す
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。

②　

米
軍
統
治
下
と
行
政
命
令
の
威
力

米
軍
統
治
下
に
お
い
て
は
、
高
等
弁
務
官
は
、
現
地
軍
司
令
官
と
し
て
の
絶
大
な
軍
事
権
限
に
加
え
て
、
行
政
、
司
法
、
立
法
の
権
力

を
一
身
に
集
め
、
文
字
通
り
琉
球
政
府
の
頭
上
に
君
臨
し
、
ま
さ
し
く
「
沖
縄
の
帝
王
」
で
あ
っ
た
。
弁
務
官
は
「
安
全
保
障
の
た
め
に

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
必
要
」
が
あ
れ
ば
、
琉
球
に
お
け
る
全
権
限
を
思
う
存
分
に
行
使
で
き
た
。
さ
ら
に
、
自
ら
法
令
を
制
定
、
改
廃

す
る
こ
と
さ
え
で
き
、
裁
判
権
を
民
か
ら
軍
に
移
送
す
る
こ
と
も
で
き
た
（
30
）

。

米
軍
統
治
下
に
お
い
て
日
本
国
憲
法
が
適
用
さ
れ
ず
、
大
統
領
行
政
命
令
が
最
高
法
規
で
あ
り
、
沖
縄
住
民
の
人
権
が
高
等
弁
務
官
の

政
治
的
判
断
で
い
と
も
簡
単
に
は
く
奪
さ
れ
る
こ
と
を
裁
判
移
送
命
令
は
浮
き
彫
り
に
し
た
。「
沖
縄
で
は
大
統
領
行
政
命
令
が
憲
法
に

二
八
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（
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四
〇
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変
わ
る
存
在
だ
が
、
こ
れ
は
住
民
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
沖
縄
を
統
治
す
る
上
で
の
弁
務
官
の
任
務
規
程
的
な
も
の
だ
。
だ

か
ら
同
行
政
命
令
に
あ
る
基
本
的
人
権
の
規
程
で
も
〝
高
等
弁
務
官
は
こ
の
命
令
を
行
う
に
当
た
っ
て
…
住
民
の
基
本
的
自
由
を
…
〞
と

あ
る
よ
う
に
、
憲
法
の
よ
う
に
国
民
の
た
め
の
明
確
な
規
定
で
は
な
い
。
本
土
で
は
〝
憲
法
の
も
と
に
生
き
て
い
る
〞
と
い
う
法
と
国
民

の
血
の
つ
な
が
り
が
あ
る
が
、
沖
縄
に
は
そ
れ
が
な
い
。
…
大
統
領
行
政
命
令
に
基
づ
く
弁
務
官
命
令
で
、
大
事
な
裁
判
所
の
機
能
が
侵

害
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
…
（
31
）

」。
こ
の
よ
う
に
米
軍
統
治
下
で
日
本
国
憲
法
は
適
用
さ
れ
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
統
治
に
都
合

よ
く
行
政
命
令
が
適
用
さ
れ
、
住
民
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
た
び
た
び
起
こ
っ
た
。

Ⅱ　

友
利
裁
判
と
裁
判
移
送
撤
回
要
求
運
動

琉
球
上
訴
裁
判
所
は
自
ら
の
裁
判
権
を
放
棄
す
る
重
大
な
決
定
を
下
し
た
。
世
に
い
う
「
裁
判
移
送
問
題
」
で
あ
る
。
沖
縄
の
裁
判
史

上
、
い
わ
ゆ
る
友
利･

サ
ン
マ
移
送
裁
判
ほ
ど
以
下
に
見
る
よ
う
に
熾
烈
を
極
め
た
政
治
裁
判
は
な
い
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
県
内
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
県
外
（
本
土
）、
ア
メ
リ
カ
の
反
響
を
呼
ん
だ
事
件
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
の
二
つ
の
裁
判
の
う
ち
友
利
裁
判
だ

け
を
取
り
上
げ
、
政
治
学
的
視
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

中
央
選
挙
管
理
委
員
会
と
第
二
九
区
か
ら
立
候
補
し
当
選
し
た
友
利
隆
彪
氏
の
間
で
争
わ
れ
て
い
る
「
二
九
区
選
挙
訴
訟
の
当
選
無
効

事
件
」
で
あ
り
、
九
六
年
六
月
一
六
日
付
け
で
高
等
弁
務
官
命
令
に
よ
り
琉
球
上
訴
裁
か
ら
米
国
民
政
府
裁
判
所
に
移
管
さ
れ
た
。
こ
れ

は
当
事
者
が
外
人
で
な
い
事
件
で
民
政
府
裁
判
所
に
移
管
さ
れ
た
初
の
事
例
で
あ
っ
た
（
32
）

。

（
1
）　

友
利
裁
判
の
経
緯

一
九
六
五
年
一
一
月
一
四
日
に
行
わ
れ
た
第
七
回
立
法
院
議
員
総
選
挙
で
第
二
九
区
（
宮
古
）
か
ら
立
候
補
し
た
友
利
隆
彪
氏
（
社
大
）

二
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一
）

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
四
、七
三
一
票
を
獲
得
し
、
次
点
の
砂
川
旨
誠
氏
（
民
主
）
は
、
四
、二
〇
六
票
で
、
両
候
補
の
票
差
は
四
九
四

票
で
あ
っ
た
。
友
利
氏
は
最
高
得
票
で
当
選
し
た
が
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
友
利
氏
に
失
格
宣
言
し
、
当
選
無
効
を
言
い
渡
し
た
。
中

央
選
管
の
こ
の
よ
う
な
対
応
に
対
し
て
友
利
氏
は
こ
の
無
効
宣
言
の
取
り
消
し
を
求
め
て
中
央
選
管
を
相
手
取
っ
て
中
央
巡
裁
に
提
訴
し

た
。
失
格
宣
言
の
理
由
は
六
三
年
の
選
挙
の
際
、
立
法
院
議
員
選
挙
法
違
反
「
選
挙
の
自
由
妨
害
」（
投
票
の
強
制
）
で
罰
金
五
〇
ド
ル

（
一
万
八
〇
〇
〇
円
）
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
（
33
）

。
こ
れ
は
琉
球
政
府
章
典
（
布
令
第
六
八
号
第
二
二
条
）
の
「
重
罪
規
定
」
に
処
せ
ら
れ
た
も
の

に
該
当
し
、
ま
だ
特
赦
を
受
け
て
い
な
い
か
ら
立
法
院
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
、
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
（
34
）

。

こ
の
訴
訟
に
対
し
一
九
六
六
年
二
月
二
三
日
中
央
巡
回
裁
判
所
は
、
民
裁
判
所
に
布
令
審
査
権
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、

「
米
民
政
府
布
令
第
六
八
条
第
六
八
号
改
正
八
号
第
二
二
条
後
段
の
規
定
は
、
大
統
領
行
政
命
令
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
。
仮
に
有
効

だ
と
し
て
も
、
同
命
令
第
七
節
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
立
法
院
議
員
選
挙
法
の
よ
う
な
対
内
的
事
項
に
関
す
る
立
法
権
限
は
、
琉
球
『
政

府
』
立
法
院
に
付
与
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
事
項
に
つ
い
て
琉
球
『
政
府
』
の
立
法
（
民
立
法
）
と
布
令
と
が
併
存
す
る
場
合
に
は
、
同

命
令
第
一
一
節
所
定
の
手
続
に
従
っ
て
民
立
法
を
廃
止
又
は
改
正
す
る
こ
と
の
な
い
限
り
、
民
立
法
が
優
先
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ

き
で
あ
る
（
35
）

」
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
に
対
し
て
、
中
央
選
挙
管
理
委
員
会
は
、「
琉
球
政
府
章
典
は
琉
球
政
府
の
基
本
法
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。
立
法
、
行
政
、
司
法
の
機
関
を
備
え
る
琉
球
政
府
は
、
布
告
、
布
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
特
別

な
事
情
の
規
定
が
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
布
令
、
布
告
に
従
う
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
審
査
し
、
有
効
、
無
効
を
宣
言

す
る
権
限
は
な
い
（
36
）

」
と
判
断
し
、
上
告
し
た
。

（
2
）　

裁
判
移
送
問
題
へ
発
展

こ
の
判
決
に
高
等
弁
務
官
が
異
議
を
唱
え
た
た
め
、
沖
縄
住
民
の
自
治
権
拡
大
要
求
に
逆
行
す
る
裁
判
移
送
問
題
が
持
ち
上
が
っ
た
。

二
八
三
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こ
と
の
発
端
は
一
九
六
六
年
六
月
七
日
、
民
政
官
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ワ
ー
ナ
ー
か
ら
琉
球
政
府
上
訴
裁
判
所
主
席
判
事
仲
松
恵
爽
宛
に
次
の

よ
う
な
裁
判
移
送
命
令
文
書
が
送
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。「
改
正
大
統
領
行
政
命
令
第
一
〇
七
一
三
号
第
一
〇
節
⒜
⑴
項
及
び
⒝
⑴
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
高
等
弁
務
官
は
、
現
在
の
上
訴
裁
判
所
に
係
争
中
の
二
つ
の
事
件
が
、
合
衆
国
の
安
全
、
財
産
、
利
益
に
影
響
を
及

ぼ
す
特
別
重
要
な
事
件
で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
琉
球
政
府
上
訴
裁
判
所
が
こ
れ
か
ら
二
つ
の
事
件
の
い
ず
れ
に
つ

い
て
も
、
手
続
を
進
行
し
な
い
よ
う
命
ず
る
。
両
事
件
の
裁
判
権
は
、
こ
こ
に
琉
球
政
府
裁
判
所
か
ら
取
消
さ
れ
、
か
つ
合
衆
国
民
政
府

裁
判
所
に
移
管
せ
ら
れ
た
。
現
在
、
上
訴
裁
判
所
又
は
そ
の
他
の
機
関
が
保
有
し
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
二
事
件
に
関
す
る
一
切
の
記
録
は

処
理
の
た
め
に
、
合
衆
国
民
政
府
法
務
局
長
あ
て
、
可
及
的
速
や
か
に
移
送
さ
れ
る
も
の
と
す
る
（
37
）

」。
こ
の
申
し
入
れ
に
対
し
て
琉
球
上

訴
裁
判
所
は
、
一
九
六
六
年
六
月
一
六
日
、
友
利
裁
判
の
移
送
に
つ
い
て
「
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
裁
判
所
に
移
送
す
る
」
と
決
定
し
た
。

沖
縄
の
人
権
の
砦
で
あ
る
琉
球
裁
判
所
の
裁
判
権
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
用
地
問
題
以
来
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
抗
議
の

怒
り
が
高
等
弁
務
官
と
上
訴
裁
判
所
に
ぶ
つ
け
ら
れ
、
以
下
に
見
る
よ
う
な
か
つ
て
の
島
ぐ
る
み
闘
争
を
彷
彿
さ
せ
る
裁
判
移
送
反
対
運

動
が
全
県
的
に
展
開
さ
れ
た
。

こ
の
事
件
は
沖
縄
住
民
か
ら
み
れ
ば
、
野
党
議
員
が
一
人
増
え
た
か
ら
と
い
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
利
益
や
極
東
の
安
全
に
ど
の
よ
う
な
重

大
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、
多
く
の
住
民
が
理
解
に
苦
し
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
メ
リ
カ
が
主
張
す
る
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
の
安
全
、

財
産
、
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
ほ
ど
の
重
要
な
事
件
と
は
受
け
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
移
送
命
令
に
対
す
る
住
民
の

反
発
が
表
面
化
す
る
の
に
多
く
の
時
間
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
日
頃
は
、
何
事
に
付
け
冷
静
に
構
え
て
い
る
法
曹
界
で
の
反

響
は
大
き
く
、
抗
議
決
議
を
行
う
な
ど
、
ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
の
命
令
は
、
司
法
権
の
独
立
を
侵
す
と
と
も
に
司
法
自
治
の
後
退
を
も

た
ら
す
も
の
と
し
て
直
ぐ
に
批
判
の
声
が
上
が
っ
た
（
38
）

。

二
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（
3
）　

裁
判
移
送
撤
回
要
求
県
民
大
会
の
開
催

県
民
の
怒
り
が
日
増
し
に
高
ま
る
中
で
、
裁
判
移
送
撤
回
共
闘
会
議
も
結
成
さ
れ
、「
裁
判
移
送
撤
回
要
求
県
民
大
会
」
が
開
催
さ
れ

た
。
反
対
運
動
の
規
模
は
ま
さ
に
島
ぐ
る
み
闘
争
の
感
を
呈
し
て
き
た
。
会
場
に
は
、
抗
議
と
怒
り
に
満
ち
た
政
党
、
労
組
、
民
主
団
体
、

市
民
な
ど
一
万
五
千
人
が
結
集
し
、
島
ぐ
る
み
闘
争
を
背
景
に
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
盛
り
上
が
り
、「
裁
判
移
送
命
令
を
撤
回
せ
よ
」「
大

統
領
行
政
命
令
を
廃
止
せ
よ
」
と
声
高
に
訴
え
た
。
大
会
で
は
、
裁
判
移
送
問
題
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
友
利
隆
彪
氏
が
、
次
の
よ
う
に

挨
拶
し
た
。「
今
度
の
裁
判
移
送
は
わ
た
し
個
人
の
問
題
で
は
な
く
全
県
民
の
基
本
的
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
む
し
ろ
光
栄
に

思
っ
て
い
る
。
私
は
布
令
の
た
め
立
法
院
の
席
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
裁
判
に
持
ち
込
め
ば
十
分
勝
つ
自
信
は
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
矢
先
、
弁
務
官
は
裁
判
を
民
政
府
に
移
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
単
に
私
自
身
の
問
題
で
は
な
く
、
県
民
一
人
ひ

と
り
の
問
題
で
あ
り
、
み
な
さ
ん
と
と
も
に
最
後
ま
で
頑
張
る
つ
も
り
だ
（
39
）

」。

大
会
で
は
、
弁
務
官
、
米
国
大
統
領
、
国
防
長
官
、
上
下
両
院
議
長
宛
の
抗
議
決
議
が
行
わ
れ
た
。「
裁
判
移
送
命
令
に
対
す
る
抗
議

撤
回
要
求
決
議
」（
要
旨
）「
弁
務
官
は
上
訴
裁
の
裁
判
権
を
取
り
消
し
、
民
政
府
裁
判
所
へ
事
件
の
移
送
を
命
令
し
た
。
こ
れ
は
、
民
主

主
義
を
根
本
か
ら
否
定
し
県
民
の
裁
判
権
を
侵
害
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
琉
球
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
あ
り
、

こ
の
権
利
を
奪
う
こ
と
は
基
本
的
人
権
を
も
奪
う
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、
自
治
権
の
拡
大
を
要
求
す
る
県
民
を
無
視
す
る
も
の
で
、
こ

の
よ
う
な
軍
事
独
裁
支
配
は
断
じ
て
許
せ
な
い
。
戦
後
二
一
年
も
な
る
今
日
、
い
ま
だ
に
奴
隷
の
地
位
に
甘
ん
じ
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
九
十
六
万
県
民
は
弁
務
官
の
措
置
に
強
く
抗
議
し
、
次
の
こ
と
を
要
求
す
る
。

一
、
移
送
命
令
を
即
時
撤
回
す
る
こ
と
。

一
、
移
送
命
令
権
を
う
た
っ
て
い
る
大
統
領
行
政
命
令
第
十
節
を
撤
廃
す
る
こ
と
。
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一
、
弁
務
官
に
よ
る
上
訴
裁
判
事
の
任
命
制
と
巡
回
裁
判
所
の
判
事
の
承
認
制
を
廃
止
す
る
こ
と
。

一
、
県
民
に
係
わ
る
裁
判
権
を
民
裁
判
所
へ
移
管
す
る
こ
と
。

一
、
被
選
挙
権
剥
奪
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
（
40
）

。

Ⅲ　

裁
判
移
送
命
令
と
沖
縄
住
民
の
怒
り

裁
判
移
送
問
題
に
つ
い
て
、
兼
島
方
信
氏
（
当
時
中
央
巡
裁
刑
事
部
長
）
が
、「
私
の
知
る
限
り
で
は
こ
れ
ま
で
に
米
民
政
府
か
ら
、
琉

球
政
府
裁
判
所
の
裁
判
に
つ
い
て
、
干
渉
が
ま
し
い
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
晴
天
の
へ
き
れ
き
の
思
い
で
法
曹
界
の
人
々
だ
け
で

な
く
全
住
民
の
大
半
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
人
々
の
関
心
を
ひ
い
た
事
件
で
あ
っ
た
（
41
）

」
と
語
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
裁
判
へ
の
干
渉
は
な

か
っ
た
が
、
移
送
問
題
が
起
こ
っ
た
こ
と
で
自
主
性
を
堅
持
し
て
き
た
裁
判
所
に
ま
で
、
つ
い
に
布
令
布
告
を
適
用
し
て
き
た
。
こ
の
こ

と
は
沖
縄
に
真
の
民
主
主
義
が
な
い
こ
と
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
沖
縄
県
民
、
日
本
国
民
に
と
っ
て
、
移
送
命
令
は
、
単
に
事
件
当

事
者
間
だ
け
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
沖
縄
の
司
法
制
度
の
根
幹
、
県
民
の
基
本
的
人
権
、
住
民
自
治
の
根
本
に
触
れ
る
重
要
な
問
題

と
し
て
、
全
県
民
、
全
国
民
の
問
題
と
な
っ
た
（
42
）

。

（
1
）　

裁
判
移
送
命
令
に
対
す
る
立
法
院
の
動
き

裁
判
移
送
決
定
が
出
さ
れ
た
立
法
院
で
は
、
直
ち
に
野
党
が
合
同
会
議
を
開
い
て
検
討
に
入
っ
た
。
野
党
各
議
員
は
、
移
送
決
定
は

「
単
な
る
友
利
氏
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
基
本
的
人
権
保
障
の
最
後
の
ト
リ
デ
と
し
て
の
司
法
権
を
守
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い

る
」
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。
さ
ら
に
、
立
法
院
が
第
三
〇
回
臨
時
議
会
（
一
九
六
五
年
一
二
月
）
で
「
被
選
挙
権
を
剥
奪
し
た
布
令
の

撤
廃
を
要
請
す
る
決
議
」
を
し
て
い
る
だ
け
に
、
今
回
の
処
置
は
高
等
弁
務
官
が
立
法
院
の
意
思
を
踏
み
に
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

二
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強
い
抗
議
決
議
を
す
る
意
向
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
与
党
民
主
党
の
対
応
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。「
自
治
権
拡
大
の
面
か
ら
問
題
は
大

き
い
が
、
移
送
決
定
の
法
制
面
か
ら
の
検
討
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
」
に
と
ど
め
、
た
だ
ち
に
抗
議
決
議
す
る
こ
と
に
は
、
あ
ま
り
気

乗
り
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
自
治
権
拡
大
を
要
求
し
て
お
り
、
司
法
権
へ
の
干
渉
に
は
シ
ョ
ッ
ク
を
隠
せ
な
か
っ
た
（
43
）

。

①　

立
法
院
議
員
団
の
ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
に
対
す
る
撤
回
要
求
決
議

こ
の
よ
う
な
怒
り
渦
巻
く
中
で
、
立
法
院
は
ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
宛
の
「
琉
球
上
訴
裁
判
所
に
対
す
る
訴
訟
事
件
移
送
命
令
に
抗
議

し
そ
の
撤
回
を
要
求
す
る
決
議
」
を
全
会
一
致
で
可
決
し
た
。
桑
江
朝
幸
氏
（
民
主
）
が
「
今
回
の
裁
判
移
送
は
民
主
主
義
に
反
し
、
司

法
制
度
を
自
ら
の
統
治
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
が
、
い
く
た
び
と
な
く
言
明
し
た
琉
球
政
府
の
権
限
を
順

次
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
反
し
、
自
治
権
の
拡
大
を
も
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
断
じ
て
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
44
）

」
と
決
議
要
旨
を

朗
読
し
、
そ
の
後
、
高
等
弁
務
官
あ
て
の
決
議
が
行
わ
れ
た
。
決
議
文
は
次
の
と
お
り
。「
琉
球
上
訴
裁
判
所
に
係
争
中
で
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
き
た
る
六
月
二
八
日
及
び
七
月
八
日
を
判
決
言
い
渡
し
期
日
と
さ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
『
友
利
事
件
』
及
び
『
サ
ン
マ
課
税
事

件
』
の
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
、
去
る
六
月
七
日
、
高
等
弁
務
官
は
改
正
大
統
領
行
政
命
令
第
一
〇
七
一
三
号
第
一
〇
節
⒜
一
項
及
び
⒝

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
安
全
、
財
産
、
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
特
別
重
要
な
事
件
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
琉
球
上
訴

裁
判
所
の
取
消
し
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
民
政
府
裁
判
所
へ
の
移
送
を
命
じ
、
琉
球
上
訴
裁
判
所
は
、
六
月
一
六
日
に
、
こ
の
命
令
に
従
っ

て
両
事
件
の
移
送
を
決
定
し
た
。
こ
の
移
送
命
令
は
、
民
主
主
義
に
反
し
、
県
民
の
裁
判
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
司
法
制

度
を
自
ら
の
統
治
目
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
不
当
な
干
渉
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
判
決
直
前
に
こ
の
命
令
を
出
し
た
こ
と
は
、
琉
球

政
府
の
裁
判
所
の
権
威
を
無
視
す
る
措
置
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
琉
球
政
府
の
権
限
を
逐
次
拡
大
す
る
と
の
ア
メ
リ
カ
の
い
く
た
び
か

の
言
明
を
自
ら
否
定
し
、
県
民
が
絶
え
ず
要
求
し
て
き
た
自
治
権
の
拡
大
を
も
無
視
す
る
不
当
な
措
置
で
あ
り
、
断
じ
て
許
せ
る
も
の
で

二
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は
な
い
。
よ
っ
て
、
琉
球
政
府
立
法
院
は
、
今
回
の
高
等
弁
務
官
の
措
置
に
対
し
、
激
し
く
抗
議
し
、
そ
の
撤
回
を
強
く
要
求
す
る
（
45
）

」。

②　

立
法
院
代
表
と
ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
の
会
見

立
法
院
代
表
は
移
送
問
題
で
政
界
が
慌
た
だ
し
く
動
く
中
で
ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
と
会
見
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
民
政
府
側
か
ら

ワ
ー
ナ
ー
民
政
官
立
ち
合
い
で
行
わ
れ
た
。
立
法
院
議
員
と
弁
務
官
の
移
送
問
題
へ
の
考
え
を
知
る
上
で
は
貴
重
な
階
段
で
あ
っ
た
。
そ

の
質
疑
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
社
会
党
の
岸
本
利
実
議
員
は
「
①
弁
務
官
の
今
回
の
措
置
は
裁
判
権
を
途
中
か
ら
引
き
取
る
も
の

で
あ
り
、
日
本
国
民
と
し
て
当
然
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
権
利
を
奪
う
も
の
で
あ
る
。
②
法
令
審
査
権
は
、
琉
球
政
府
裁
判
所
に

あ
る
と
い
う
の
が
当
然
の
考
え
方
で
あ
り
、
裁
判
所
も
こ
れ
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
を
審
査
権
が
な
い
と
し
て
判
決
が
出
さ
れ
る
直
前

に
取
り
下
げ
る
の
は
不
当
で
あ
る
」。
こ
れ
に
対
し
て
弁
務
官
は
「
実
績
が
示
す
と
お
り
、
私
は
赴
任
以
来
二
三
カ
月
間
の
政
治
は
、
住

民
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
特
定
の
政
党
の
た
め
に
し
た
こ
と
は
な
い
。
誰
か
ら
も
人
権
を
奪
っ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
大
統
領
が

責
任
を
負
う
裁
判
所
で
公
平
に
審
理
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
答
え
た
。
し
か
し
、
質
問
に
真
正
面
か
ら
誠
意
を
も
っ
て
答
え
な
か
っ
た
。

人
民
党
の
古
堅
実
吉
氏
が
「
今
回
の
措
置
に
全
住
民
は
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
撤
回
を
要
求
し
て
い
る
が
、
民
主
主
義
に
か
な
っ
て
い
る

と
思
う
か
」
と
質
し
た
。
こ
れ
に
対
し
弁
務
官
は
「
あ
な
た
が
全
住
民
の
代
表
と
し
て
選
ば
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
あ
な
た

は
二
〇
年
の
民
主
主
義
の
経
験
し
か
な
い
が
、
私
は
五
〇
年
余
の
経
験
を
持
っ
て
い
る
」
と
答
え
た
。
人
民
党
に
対
し
て
は
厳
し
く
反
論

し
た
。
そ
も
そ
も
立
法
院
議
員
選
挙
は
、
小
選
挙
区
制
で
あ
り
、
全
住
民
の
代
表
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
制
度
上
や
む
を
え

な
い
。
こ
れ
も
ま
と
も
な
答
え
で
は
な
か
っ
た
。
社
大
党
の
平
良
幸
一
氏
が
「
①
裁
判
権
を
途
中
で
取
り
下
げ
る
の
は
妥
当
だ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
②
略
、
③
友
利
事
件
は
、
我
々
に
与
え
ら
れ
た
権
限
で
立
法
院
議
員
選
挙
法
を
制
定
し
た
。
こ
れ
に
は
被
選
挙
権
の
規
定
も

ち
ゃ
ん
と
あ
り
、
罰
金
刑
を
言
い
渡
さ
れ
、
こ
れ
を
償
え
ば
当
然
被
選
挙
権
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
反
す
る
布
令
は
、
当

二
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然
審
査
の
対
象
に
な
る
」
と
裁
判
移
送
の
撤
回
を
要
求
し
た
。
与
党
民
主
党
の
桑
江
朝
幸
氏
も
「
今
回
の
問
題
の
発
端
に
な
っ
た
被
選
挙

権
は
く
奪
の
規
定
は
、
廃
止
し
て
ほ
し
い
し
、
移
送
命
令
も
撤
回
し
て
ほ
し
い
。
今
回
の
措
置
は
双
方
に
と
っ
て
残
念
な
こ
と
で
あ
り
、

自
治
の
後
退
が
あ
ら
わ
れ
た
」
と
弁
務
官
の
と
っ
た
移
送
命
令
を
批
判
し
た
。
こ
の
よ
う
に
立
法
院
の
代
表
が
要
求
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

弁
務
官
か
ら
は
解
決
の
糸
口
に
な
る
よ
う
な
回
答
は
な
く
、
弁
務
官
の
対
応
、
裁
判
移
送
へ
の
住
民
の
怒
り
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
っ

た
（
46
）

。（
2
）　

本
土
政
府
の
対
応

①　

国
会
審
議
で
の
対
応

社
会
党
な
ど
野
党
は
移
送
問
題
を
衆
院
予
算
委
員
会
で
取
り
上
げ
、
政
府
の
対
応
を
質
し
た
。
興
味
深
い
質
疑
応
答
で
あ
る
の
で
、

少
々
長
く
な
る
が
引
用
し
た
い
。
ま
ず
社
会
党
の
勝
間
田
誠
一
氏
は
「
沖
縄
で
今
重
大
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
。
…
ワ
ト
ソ
ン
が
米
民

政
府
裁
判
に
移
送
命
令
を
出
し
た
こ
と
は
、
沖
縄
の
県
民
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
て
い
る
。
大
統
領
行
政
命
令
が
不
満
な
こ
と
は
申
す
ま
で

も
な
い
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
米
国
の
重
大
な
安
全
に
影
響
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
物
品
税
や
選
挙
問
題
ま
で
『
強
権
』
を
出
し
て
横
車

を
押
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
立
法
院
は
全
員
撤
回
要
求
を
し
て
お
り
、
上
訴
裁
も
撤
回
を
要
求
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
当
然
だ
。
日
本

政
府
は
ど
う
す
る
の
か
。
首
相
に
聞
き
た
い
。
あ
な
た
が
ど
う
い
う
か
は
、
沖
縄
の
県
民
が
注
目
し
て
い
る
」。
佐
藤
首
相
は
「
理
屈
よ

り
も
、
こ
う
い
う
事
態
は
困
っ
た
こ
と
だ
。
円
満
に
早
く
現
地
で
解
決
で
き
る
よ
う
今
し
ば
ら
く
現
地
の
推
移
を
み
た
い
。」
と
答
弁
し

た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
か
か
わ
り
た
く
な
い
答
弁
で
あ
っ
た
。
続
け
て
勝
間
田
氏
は
「
県
民
の
選
ん
だ
も
の
を
好
ま
し
く
な
い
と
失
格

さ
せ
る
や
り
方
は
非
民
主
的
政
治
と
の
疑
い
を
持
つ
。
…
し
か
も
裁
判
ま
で
移
す
の
は
悪
に
悪
を
重
ね
る
も
の
だ
。
…
現
地
で
の
解
決
を

望
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
政
府
と
し
て
は
遺
憾
だ
と
い
い
。
自
治
拡
大
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
か
ら
こ
れ
を
佐
藤
内
閣
は
日
米
協
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で
話
し
合
っ
て
解
決
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
一
歩
進
ん
だ
見
解
を
期
待
し
た
い
。」
と
詰
め
寄
っ
た
が
、
佐
藤
首
相
は
「
い
ま
調

査
し
て
い
る
こ
と
だ
し
、
成
り
行
き
に
よ
く
注
意
し
て
私
た
ち
も
善
処
す
る
気
持
ち
で
あ
る
」
と
答
弁
す
る
に
と
ど
め
た
。
安
井
総
務
長

官
は
「
民
政
府
に
裁
判
を
移
し
た
こ
と
は
感
情
か
ら
面
白
く
な
い
。
た
だ
米
民
政
府
の
考
え
方
は
米
国
の
重
大
な
利
害
に
関
係
あ
り
と
す

れ
ば
移
せ
る
。
裁
判
の
結
論
に
布
令
布
告
を
沖
縄
の
裁
判
所
が
関
与
し
て
別
の
結
論
を
出
す
と
困
る
の
で
移
管
し
た
も
の
と
思
う
（
47
）

。」
と

答
弁
し
、「
感
情
か
ら
面
白
く
な
い
」
と
発
言
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
感
情
の
問
題
で
は
な
く
、
司
法
の
独
立
を
守
れ
る
か
ど
う
か
の
重

大
な
問
題
で
あ
る
が
、
総
務
長
官
に
は
こ
の
感
覚
は
な
か
っ
た
。
逆
に
米
民
政
府
の
移
送
に
理
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
受
け
取
れ
た
。

政
府
側
と
し
て
は
、
沖
縄
の
主
張
を
認
め
る
と
、
そ
の
解
決
策
と
し
て
米
民
政
と
交
渉
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
交
渉
力
・
政

治
力
は
な
く
困
惑
し
た
の
で
は
な
い
か
。
で
き
る
だ
け
火
の
粉
が
降
り
か
か
る
の
は
避
け
た
い
と
い
う
の
が
本
音
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

②　

立
法
院
代
表
へ
の
対
応

移
送
命
令
撤
回
要
求
運
動
は
本
土
政
府
に
も
向
け
ら
れ
、
立
法
院
は
七
月
三
日
、
長
嶺
秋
夫
議
長
、
安
里
積
千
代
氏
（
社
大
）、
中
村

晄
兆
氏
（
民
主
）
の
三
人
の
代
表
を
上
京
さ
せ
た
。
政
府
へ
の
要
請
の
中
で
安
井
謙
総
務
長
官
は
、
政
府
の
立
場
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
一
、
こ
の
問
題
は
、
日
本
政
府
が
、
対
米
交
渉
し
て
法
律
論
を
戦
わ
せ
る
べ
き
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
非
常
に
困
っ
た
問
題
で
こ
じ
れ

て
大
き
く
す
る
の
は
、
米
流
と
も
に
利
口
な
こ
と
で
は
な
い
。
解
決
の
具
体
案
は
、
弁
務
官
と
ワ
シ
ン
ト
ン
の
間
で
な
け
れ
ば
出
せ
な
い

で
あ
ろ
う
。
二
、
外
交
交
渉
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
、
難
し
い
こ
と
だ
。
一
般
論
と
し
て
な
ら
ば
反
対
で
は
な
い
が
、

移
送
命
令
を
撤
回
せ
よ
と
の
交
渉
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
現
地
で
円
満
に
解
決
で
き
る
よ
う
、
こ
ち
ら
で
も
努
力
し
た
い
（
48
）

」。
こ
の
よ

う
に
本
土
政
府
の
対
応
は
極
め
て
冷
や
や
か
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
解
決
の
意
思
は
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
交
渉
に
よ
っ
て
米
国
の
機
嫌

を
損
な
う
こ
と
が
心
配
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

二
九
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上
訴
裁
判
所
へ
の
抗
議
と
米
軍
統
治
下
の
司
法
制
度
の
問
題
点

①　

上
訴
裁
判
所
へ
の
厳
し
い
抗
議

こ
の
二
つ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
の
中
央
巡
裁
判
決
で
「
琉
球
政
府
裁
判
所
に
も
布
令
審
査
権
が
あ
る
」
と
の
見
解
の
も
と
に

弁
務
官
布
令
の
効
力
を
否
定
し
、「
勇
気
あ
る
判
決
」
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
司
法
関
係
者
は
「
こ
の
命
令
は
司
法
自
治
の

縮
小
だ
」
と
悲
壮
感
が
漂
っ
た
。
仲
松
恵
爽
上
訴
裁
首
席
判
事
は
自
治
権
拡
大
に
向
か
っ
て
い
る
現
状
と
ま
た
司
法
自
治
の
向
上
と
い
う

面
か
ら
ワ
ー
ナ
ー
米
民
政
官
に
対
し
同
命
令
の
撤
回
を
米
民
政
府
に
要
請
し
た
が
、
返
事
は
「
ノ
ー
」
の
一
点
張
り
で
あ
っ
た
。
結
局
、

上
訴
裁
で
は
全
判
事
が
出
席
し
て
合
議
を
開
き
審
理
し
た
結
果
、「
や
む
を
得
な
い
」
と
し
て
移
送
を
決
定
し
た
。
仲
松
首
席
判
事
は

「
残
念
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
し
か
た
が
な
か
っ
た
」「
弁
務
官
の
命
令
で
あ
る
の
で
、
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
大
統
領
行
政
命
令
に

基
づ
く
適
法
な
手
続
き
で
、
出
さ
れ
た
命
令
で
あ
り
、
こ
れ
以
上
反
対
す
る
こ
と
は
大
統
領
行
政
命
令
を
攻
撃
す
る
こ
と
に
な
る
（
49
）

」
と
そ

の
間
の
事
情
に
理
解
を
求
め
た
。

し
か
し
、
上
訴
裁
判
所
が
最
終
判
決
を
出
す
こ
と
な
く
、
裁
判
移
送
に
応
じ
た
こ
と
は
、
法
曹
関
係
者
を
は
じ
め
多
く
の
沖
縄
住
民
を

失
望
さ
せ
、
同
時
に
怒
り
を
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
移
送
問
題
に
つ
い
て
、
琉
球
法
曹
界
は
、
臨
時
総
会
を
開
催
し
た
。
総

会
に
は
検
事
、
弁
護
士
、
書
記
官
ら
約
二
〇
〇
人
が
出
席
し
た
。
岸
本
利
男
弁
護
士
が
「
裁
判
移
送
命
令
が
司
法
権
の
独
立
を
危
機
に
陥

ら
せ
て
い
る
。
裁
判
所
の
威
信
が
傷
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
法
律
家
と
し
て
残
念
だ
。
住
民
の
人
権
を
守
る
最
後
の
砦
を
守
り
、
住
民
の
信

頼
に
応
え
る
た
め
に
も
抗
議
の
意
思
表
示
を
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
緊
急
動
議
を
提
出
し
、
満
場
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。
上
訴
裁
事
務
局

長
は
移
送
命
令
に
応
じ
た
経
緯
に
つ
い
て
「
判
決
を
言
い
渡
す
ま
で
待
っ
て
も
ら
い
た
く
、
で
き
れ
ば
移
送
命
令
を
撤
回
す
る
よ
う
前
後

五
回
に
わ
た
っ
て
米
民
政
府
へ
要
望
し
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
上
訴
裁
と
し
て
も
移
送
命
令
の
撤
回
に
努
力
し
た
つ
も
り

二
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だ
」
と
釈
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
沖
縄
住
民
の
権
利
自
由
を
守
る
と
い
う
裁
判
所
本
来
の
姿
勢
か
ら
、
職
を
賭
け
て
も
移
送
命
令

に
抵
抗
す
べ
き
で
あ
っ
た
」「
住
民
の
権
利
を
守
る
た
め
に
こ
れ
ま
で
司
法
部
の
立
ち
上
が
り
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
…
命
令
だ
か
ら
仕

方
が
な
か
っ
た
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
」
と
手
厳
し
い
批
判
が
相
次
い
だ
。
そ
の
後
、「
…
わ
れ
わ
れ
は
、
移
送
命
令
の
早
急
な
撤
回
を
要

請
す
る
と
と
も
に
、
再
び
こ
の
よ
う
な
権
限
行
使
に
よ
り
住
民
の
司
法
自
治
を
危
機
に
瀕
さ
せ
ぬ
よ
う
に
強
く
訴
え
る
」
抗
議
文
が
満
場

一
致
で
採
択
さ
れ
た
（
50
）

。
当
時
、
上
訴
裁
判
事
排
斥
の
先
頭
に
立
っ
て
い
た
の
が
兼
島
方
信
（
当
時
中
央
巡
裁
刑
事
部
長
）
で
あ
っ
た
。
兼
島

氏
は
「
裁
判
官
の
わ
れ
わ
れ
が
自
負
を
も
っ
て
仕
事
を
や
っ
て
き
た
が
、
根
底
か
ら
く
つ
が
え
さ
れ
た
。
裁
判
官
は
語
ら
ず
と
い
う
が
、

こ
ん
な
状
況
の
中
で
は
黙
っ
て
お
れ
な
い
（
51
）

」
と
語
り
、
裁
判
移
送
に
強
い
不
満
を
示
し
て
い
た
。

②　

米
軍
統
治
下
の
司
法
制
度
の
問
題
点

最
も
根
本
的
な
問
題
は
、
米
民
政
府
の
交
付
す
る
法
令
で
あ
る
布
令
、
布
告
等
に
絶
対
的
優
位
性
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
も
米
民
政
府
の
権
限
を
抑
制
し
、
沖
縄
県
民
の
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
憲
法
、
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
民
主
的
な
基
本
法
が
存

在
し
な
い
た
め
に
、
そ
の
布
告
、
布
令
の
中
に
は
米
軍
の
都
合
に
よ
っ
て
、
か
な
り
恣
意
的
に
制
定
さ
れ
、
改
廃
さ
れ
て
い
る
も
の
が

あ
っ
た
。
裁
判
移
送
で
問
題
と
な
っ
た
米
民
政
府
布
令
第
六
八
号
改
正
八
号
、
高
等
弁
務
官
布
令
第
一
七
号
改
正
三
号
も
そ
の
一
例
に
過

ぎ
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
52
）

。

さ
ら
に
、
米
軍
統
治
下
の
沖
縄
で
は
、
上
訴
裁
裁
判
官
が
任
命
制
で
あ
る
こ
と
の
問
題
点
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
こ
の
移

送
を
決
定
し
た
上
訴
裁
判
所
の
五
判
事
が
ア
メ
リ
カ
側
の
任
命
者
で
あ
る
こ
と
も
我
々
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
、
上
訴
裁
の

判
事
た
ち
が
住
民
の
任
命
で
あ
っ
た
ら
今
度
の
よ
う
に
す
ぐ
移
送
命
令
に
応
じ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
（
53
）

」
と
の
指
摘
も
あ
り
、
米
軍

統
治
下
の
司
法
制
度
と
は
い
え
、
そ
の
民
主
性
へ
の
疑
問
が
出
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
今
度
の
裁
判
移
送
問
題
で
は
「
五
人
の
判
事
が

二
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重
大
な
責
任
を
取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
民
政
府
か
ら
命
令
が
出
さ
れ
た
の
な
ら
、
そ
の
命
令
を
み
ん
な
に
知
ら
せ
、

い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
。
上
訴
裁
で
移
送
を
決
定
し
た
と
い
う
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
だ
（
54
）

」。

『
琉
球
新
報
』「
社
説
」
は
、「
米
国
の
利
益
と
住
民
生
活
」
の
見
出
し
で
移
送
問
題
を
批
判
し
、
同
時
に
、
裁
判
権
の
民
移
管
を
訴
え

て
い
る
。「
裁
判
権
の
移
送
問
題
も
『
米
国
の
安
全
、
財
産
ま
た
は
利
益
』
と
『
沖
縄
住
民
の
基
本
的
権
利
』
と
が
天
秤
に
か
け
ら
れ
た

重
大
問
題
で
あ
る
。
…
大
統
領
行
政
命
令
や
布
告
、
布
令
に
つ
い
て
は
、
裁
判
制
度
や
布
告
、
布
令
な
ど
積
極
的
な
改
善
を
働
き
か
け
た

う
ら
み
が
あ
っ
た
が
、
今
回
の
問
題
を
き
っ
か
け
に
、
行
政
府
、
立
法
院
、
裁
判
所
が
十
分
意
見
を
調
整
し
て
、
強
く
施
政
権
者
に
当
た

り
、
移
送
の
撤
回
、
行
政
命
令
の
改
正
、
裁
判
権
の
民
移
管
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
（
55
）

」
と
訴
え
た
。

Ⅴ　

移
送
裁
判
の
開
始

（
1
）　

裁
判
官
任
命

ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
は
、
松
岡
主
席
、
長
嶺
立
法
院
議
長
、
仲
松
上
訴
裁
首
席
判
事
ら
三
権
の
長
と
立
法
院
特
別
委
員
会
の
大
浜
委

員
長
ほ
か
関
係
議
員
を
米
民
政
府
に
招
い
て
、
高
等
弁
務
官
に
よ
っ
て
民
政
府
裁
判
に
裁
判
移
送
さ
れ
た
〝
サ
ン
マ
課
税
事
件
〞
と
〝
友

利
選
挙
訴
訟
〞
の
二
つ
の
裁
判
を
規
定
方
針
ど
お
り
審
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
移
送
を
受
け
た
米
民
政
府
裁
判
所
に
は
、

当
時
本
件
を
審
理
す
べ
き
裁
判
所
（
官
）
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
裁
判
直
前
に
、
ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
は
次
の
三
氏
を
米
民

政
府
民
事
裁
判
所
の
判
事
に
任
命
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
56
）

。
い
ず
れ
も
在
日
米
軍
関
係
者
で
あ
っ
た
。

裁
判
官
が
決
ま
っ
た
こ
と
で
、
裁
判
移
送
問
題
は
急
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
六
月
に
移
送
が
決
定
し
て
か
ら
約
三
ヶ

月
に
わ
た
っ
て
沖
縄
を
混
乱
に
陥
れ
た
二
つ
の
裁
判
に
つ
い
て
の
命
令
の
撤
回
は
、
こ
れ
で
事
実
上
拒
否
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

二
九
三
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日
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
首
席
判
事
が
ス
テ
ィ
ブ
ン
・
Ｈ
・
シ
ム
ズ
判
事
（
在
日
米
陸
軍
司
令
部
法
務
部
付
）、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
ブ
ラ
ッ
ク
判
事

（
在
日
米
陸
軍
調
達
庁
法
務
部
付
）、
ジ
ョ
ン
・
Ａ
・
マ
ッ
キ
ー
ニ
ス
判
事
（
在
日
米
陸
軍
輸
送
司
令
部
法
務
部
付
）
の
三
人
で
あ
っ
た
。
民
政
府

ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は
「
こ
の
三
人
の
判
事
任
命
の
措
置
は
ワ
シ
ン
ト
ン
政
府
の
指
示
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
民
政
府
上
訴
裁
判
所
の
判

決
が
最
終
的
な
も
の
と
な
る
（
57
）

」
と
語
っ
た
。
移
送
裁
判
が
民
政
府
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
判
事
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
、

裁
判
移
送
撤
回
運
動
が
高
ま
っ
て
い
た
時
だ
け
に
、
各
方
面
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

各
種
民
主
団
体
は
「
裁
判
移
送
は
民
主
主
義
を
踏
み
に
じ
る
も
の
、
米
民
政
府
裁
判
所
で
の
裁
判
を
阻
止
し
移
設
撤
回
を
勝
ち
取
る
ま

で
あ
く
ま
で
戦
う
」
と
怒
り
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
前
鹿
川
金
三
琉
球
法
曹
会
副
会
長
（
上
訴
裁
事
務
局
長
）
は
「
米

民
政
府
は
裁
判
移
送
が
重
大
権
利
侵
害
だ
と
い
う
こ
と
を
反
省
し
な
か
っ
た
。
全
住
民
の
要
求
が
不
当
に
踏
み
に
じ
ら
れ
た
こ
と
に
怒
り

を
感
じ
る
（
58
）

」
と
述
べ
た
。

長
嶺
秋
夫
立
法
院
議
長
は
「
裁
判
移
送
問
題
に
対
し
て
は
、
各
種
団
体
、
法
曹
会
、
立
法
院
が
立
ち
あ
が
っ
て
民
政
府
に
そ
の
撤
回
を

強
く
要
求
し
、
ま
た
本
土
政
府
に
も
そ
の
協
力
方
を
要
請
し
た
が
、
そ
れ
が
入
れ
ら
れ
ず
残
念
で
あ
る
。
ラ
ス
ク
・
佐
藤
会
談
で
ラ
ス
ク

国
務
長
官
は
『
よ
い
解
決
策
が
あ
る
の
で
目
下
検
討
中
で
あ
る
』
と
述
べ
た
の
で
大
き
な
期
待
を
よ
せ
て
い
た
が
、
住
民
の
願
望
が
入
れ

ら
れ
な
い
の
は
か
え
す
が
え
す
残
念
で
な
ら
な
い
。
今
度
の
裁
判
移
送
は
大
統
領
行
政
命
令
か
ら
し
て
も
疑
問
が
あ
り
、
政
治
的
に
も
自

治
拡
大
に
も
と
る
の
で
問
題
が
あ
る
。
撤
回
し
て
ほ
し
か
っ
た
（
59
）

」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
声
は
全
く
届
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
2
）　

友
利
氏
の
出
廷
拒
否

裁
判
当
日
、
裁
判
移
送
共
闘
会
議
の
民
主
団
体
、
労
働
組
合
員
ら
約
二
〇
〇
人
が
徹
夜
の
座
り
込
み
に
よ
る
抗
議
渦
巻
く
な
か
で
移
送

裁
判
は
開
廷
さ
れ
た
。
抗
議
団
は
夜
明
け
と
と
も
に
労
働
歌
を
歌
い
「
異
民
族
の
裁
き
を
受
け
る
な
」「
移
送
裁
判
を
阻
止
せ
よ
」
を
訴

二
九
四
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え
た
。
す
わ
り
込
み
団
が
早
朝
か
ら
出
動
し
た
お
よ
そ
四
〇
〇
人
の
警
官
隊
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
警
察
本
部
か
ら
の
退
去
命

令
で
民
政
府
裁
判
所
前
か
ら
撤
退
し
、
立
法
院
前
に
結
集
し
抗
議
行
動
を
続
け
た
。
開
廷
し
た
法
廷
で
は
裁
判
移
送
共
闘
会
議
の
代
表
や

関
係
者
が
傍
聴
し
た
が
、
警
官
隊
が
外
側
を
固
め
て
い
る
た
め
か
傍
聴
希
望
者
は
少
な
か
っ
た
。
法
廷
内
は
緊
縛
し
た
空
気
に
包
ま
れ
て

審
理
は
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
法
廷
に
は
友
利
氏
の
姿
は
な
く
、
公
判
は
午
後
に
延
ば
さ
れ
た
（
60
）

。
出
廷
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
友
利
氏
は

次
に
よ
う
に
語
っ
た
。「
私
は
絶
対
に
米
民
政
府
裁
判
所
に
出
廷
し
な
い
、
た
と
え
欠
席
裁
判
が
開
か
れ
て
私
が
立
法
院
に
出
ら
れ
な
く

て
も
、
異
民
族
の
裁
く
裁
判
に
は
断
固
拒
否
す
る
と
い
う
沖
縄
の
勇
敢
な
民
族
意
識
を
ア
メ
リ
カ
に
知
ら
し
め
た
い
」「
移
送
問
題
は
わ

た
し
個
人
の
問
題
で
は
な
く
九
〇
万
県
民
の
問
題
で
あ
り
、
わ
た
し
自
身
県
民
の
ひ
と
り
と
し
て
戦
っ
て
い
る
。
わ
た
し
が
最
も
懸
念
す

る
こ
と
は
、
移
送
裁
判
が
開
か
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
に
応
じ
た
場
合
、
移
送
裁
判
の
前
例
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
今
後

も
し
ば
し
ば
移
送
裁
判
が
米
民
政
府
裁
判
所
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
法
律
と
は
慣
習
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
風
俗
習
慣
の

違
う
異
民
族
が
ど
う
し
て
異
民
族
を
裁
き
得
よ
う
か
、
ア
メ
リ
カ
側
は
大
き
な
ミ
ス
を
犯
し
て
い
る
（
61
）

」。

（
3
）　

判
決
と
布
令
の
撤
廃

ワ
ト
ソ
ン
高
等
弁
務
官
の
命
令
で
米
民
政
府
裁
判
所
に
移
送
さ
れ
、
六
ヶ
月
間
に
わ
た
っ
て
撤
回
闘
争
が
行
わ
れ
、
多
く
の
沖
縄
住
民

に
注
目
さ
れ
て
い
た
友
利
裁
判
に
つ
い
に
判
決
が
下
っ
た
。

①　

判
決
要
旨
：
イ
琉
球
「
政
府
」
裁
判
所
に
は
最
終
的
な
も
の
で
は
な
い
が
行
政
命
令
に
照
ら
し
て
高
等
弁
務
官
の
立
法
行
為
を
審

査
す
る
権
限
（
布
令
審
査
権
）
は
あ
る
。
従
っ
て
中
央
巡
回
裁
判
所
は
本
件
判
決
を
な
す
に
つ
き
、
無
権
限
で
は
な
か
っ
た
。
ロ
中
央
巡

回
裁
判
所
が
布
令
六
八
号
改
正
八
号
第
二
二
条
後
段
を
無
効
と
判
決
し
た
事
は
誤
り
で
あ
り
、
さ
ら
に
友
利
氏
が
一
九
六
三
年
に
、
宮
古

巡
裁
で
重
罪
に
よ
り
有
罪
判
決
を
受
け
た
と
判
断
し
た
事
も
誤
謬
で
あ
る
。
ハ
よ
っ
て
、
友
利
氏
は
布
令
第
二
二
条
後
段
の
「
重
罪
を
犯

二
九
五
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し
た
者
」
に
該
当
せ
ず
、
一
九
六
五
年
一
一
月
の
立
法
院
総
選
挙
に
お
い
て
資
格
を
有
す
る
候
補
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
中
央
選
管
の
こ
れ

に
対
す
る
失
格
宣
言
お
よ
び
砂
川
氏
の
当
選
決
定
（
告
示
）
は
誤
り
で
あ
り
、
友
利
氏
こ
そ
当
選
人
と
宣
言
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え

る
（
62
）

。こ
の
判
決
は
、
多
く
の
沖
縄
住
民
の
不
安
を
吹
き
飛
ば
す
も
の
で
あ
り
、
大
方
の
予
想
に
反
し
て
い
た
。
特
に
布
令
審
査
権
に
つ
い
て
、

米
民
政
府
の
移
送
命
令
し
た
際
の
公
式
見
解
で
「
中
央
巡
裁
判
決
は
、
米
国
統
治
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
布
令
審
査
権
は
米
国
民
政
府
裁
判

所
に
だ
け
あ
る
」
と
し
て
い
た
。
し
か
し
判
決
は
こ
れ
を
覆
し
た
。
琉
球
政
府
裁
判
所
に
布
令
審
査
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
た

こ
と
は
ま
さ
に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
判
決
で
は
中
央
選
管
の
敗
北
と
同
時
に
米
民
政
府
、

沖
縄
の
帝
王
を
自
認
し
て
い
た
高
等
弁
務
官
が
敗
北
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
63
）

。

そ
の
判
決
の
も
つ
意
義
は
、「
単
に
原
告
＝
被
上
告
人
が
勝
訴
す
る
こ
と
に
よ
り
立
法
院
議
員
の
資
格
を
回
復
し
た
こ
と
に
止
ま
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
同
判
決
中
の
傍
論
と
思
わ
れ
る
部
分
に
お
い
て
、
琉
球
政
府
裁
判
所
に
布
令
審
査
権
を
認
め
る
に
至
っ
た
こ
と
も
、

こ
れ
に
つ
い
て
明
示
的
な
規
定
が
な
く
、
ま
た
民
政
府
裁
判
に
も
先
例
が
な
か
っ
た
だ
け
に
画
期
的
な
事
件
で
あ
っ
た
（
64
）

」。
同
時
に
、
三

人
の
裁
判
官
が
高
等
弁
務
官
の
政
治
的
配
慮
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
法
律
家
と
し
て
の
良
心
に
従
い
、
独
自
の
見
解
を
打
ち
出
し
た
こ
と

も
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
米
民
政
府
の
政
治
的
思
惑
が
、
琉
球
の
法
体
系
、
司
法
の
独
立
、
引
い
て
は
民
主
主
義
を
踏
み
に
じ
ろ
う

と
し
た
と
き
、
米
国
の
法
律
家
が
、
こ
れ
に
ブ
レ
ー
キ
を
掛
け
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
律
と
い
う
の
が
、
一
国
の
利
害
を
超
越
し
た
存
在

で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
さ
せ
た
こ
と
は
極
め
て
意
義
深
い
こ
と
で
あ
っ
た
（
65
）

。

②　

布
令
の
廃
止
へ

松
岡
主
席
は
、
判
決
後
早
々
に
、
米
民
政
府
の
ワ
ー
ナ
ー
民
政
官
に
、
布
令
第
六
八
号
（
琉
球
政
府
章
典
）
の
第
二
二
条
後
段
の
〝
重

二
九
六
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罰
〞
と
〝
破
廉
恥
罪
〞
規
定
を
削
除
す
る
よ
う
申
し
入
れ
た
。「
目
下
検
討
中
で
あ
る
が
、
要
望
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
条
項
を
廃
止

す
る
容
易
が
あ
る
」
と
、「
廃
止
す
る
考
え
が
あ
る
」
こ
と
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
（
66
）

。
同
布
令
の
廃
止
に
向
け
て
は
、
民
主
党
三
役
も

ワ
ー
ナ
ー
氏
に
そ
の
廃
止
を
申
し
入
れ
た
。
桑
江
幹
事
長
は
、「
廃
止
の
用
意
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
納
得
で
き
な
い
。
廃
止
す
る
と

約
束
せ
よ
」
と
迫
っ
た
と
こ
ろ
、
ワ
ー
ナ
ー
民
政
官
は
「
す
み
や
か
に
廃
止
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
（
67
）

」
と
語
っ
た
と
発
表
し
た
。
ア
ン

ガ
ー
高
等
弁
務
官
は
、
す
み
や
か
に
米
民
政
府
布
令
第
六
八
号
（
琉
球
政
府
章
典
）
の
改
正
第
一
一
号
を
公
布
し
て
、
同
布
令
第
二
二
条

後
段
で
規
定
し
て
い
る
立
法
院
議
員
の
被
選
挙
権
の
欠
格
条
項
で
あ
る
〝
重
罪
〞
と
〝
破
廉
恥
罪
〞
の
規
定
を
廃
止
し
、
こ
の
改
正
は
即

効
力
を
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
沖
縄
住
民
に
と
っ
て
は
、
悪
法
の
見
本
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
た
同
布
令
が
や
っ
と
廃
止
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
（
68
）

。

さ
ら
に
、
裁
判
の
余
波
は
判
事
の
任
命
に
ま
で
波
及
し
た
。
こ
れ
ま
で
判
事
の
任
命
は
高
等
弁
務
官
で
あ
っ
た
が
、
今
後
、
高
等
弁
務

官
の
権
限
で
、
上
訴
裁
首
席
判
事
を
は
じ
め
上
級
裁
判
初
判
事
の
任
命
を
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
時
に
、
こ
れ
ら

上
級
裁
判
所
判
事
の
任
命
権
を
行
政
主
席
に
委
ね
る
こ
と
を
示
唆
し
た
（
69
）

。

あ
と
が
き

裁
判
移
送
問
題
を
と
お
し
て
米
軍
統
治
下
に
お
い
て
司
法
の
独
立
が
脅
か
さ
れ
、
被
選
挙
権
が
時
の
権
力
者
に
よ
っ
て
い
と
も
簡
単
に

は
く
奪
さ
れ
る
か
を
実
感
さ
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
不
条
理
な
米
軍
の
圧
政
に
も
県
民
は
諦
め
る
こ
と
も
な
く
勇
敢
に
戦
い

権
利
を
勝
ち
取
っ
た
。
は
く
奪
さ
れ
た
権
利
で
も
民
衆
の
戦
い
に
よ
っ
て
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
貴
重
な
体
験
を
し
た
。
本
裁

判
移
送
問
題
は
、
当
事
者
の
友
利
氏
が
「
移
送
問
題
は
わ
た
し
個
人
の
問
題
で
な
か
っ
た
。
九
〇
万
県
民
の
問
題
で
あ
り
、
わ
た
し
自
身

二
九
七
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六
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県
民
の
ひ
と
り
と
し
て
戦
っ
て
い
る
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
単
に
一
人
の
候
補
者
の
問
題
で
な
く
、
は
く
奪
さ
れ
た
権
利
を
回
復
す

る
た
め
に
米
民
政
府
、
高
等
弁
務
官
を
相
手
に
戦
っ
た
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
民
主
主
義
国
家
の
先
駆
者
を
標
榜
す
る
ア
メ

リ
カ
も
統
治
下
の
沖
縄
で
は
植
民
地
意
識
が
強
く
、
沖
縄
の
司
法
、
立
法
、
行
政
に
事
あ
る
ご
と
に
介
入
し
た
史
実
は
後
世
に
残
す
べ
き

で
あ
る
。

裁
判
移
送
問
題
が
起
こ
っ
て
か
ら
、
地
元
の
新
聞
は
連
日
の
よ
う
に
か
な
り
の
紙
面
を
割
い
て
報
道
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
問
題
が
米

軍
統
治
下
と
は
い
え
、
全
く
見
逃
す
こ
と
に
で
き
な
い
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
詳
細
に
み
た
よ
う
に
、
立

法
院
、
法
曹
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
県
内
の
多
く
の
民
主
団
体
が
事
件
の
不
当
性
を
訴
え
る
た
め
に
立
ち
上
が
り
、
県
民
大
会
を

開
催
す
る
な
ど
、
全
県
的
な
戦
い
へ
と
発
展
し
た
。
沖
縄
の
『
琉
球
新
報
』、『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
を
丹
念
に
調
べ
、
考
察
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
本
論
文
で
は
、
時
間
の
制
約
な
ど
の
事
情
も
あ
り
、
十
分
な
資
料
収
集
が
で
き
な
か
っ
た
。『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
ま
で
調
べ

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
心
残
り
で
あ
る
。
米
軍
統
治
下
に
お
け
る
選
挙
研
究
に
よ
っ
て
米
軍
統
治
下
に
お
い
て
い
か
に
県
民
の
権

利
が
抑
圧
さ
れ
て
い
た
か
を
論
及
す
る
こ
と
は
、
研
究
上
も
有
意
義
で
あ
り
、
研
究
を
積
み
重
ね
そ
の
実
相
を
後
世
に
残
し
、
伝
え
継
ぐ

こ
と
は
研
究
者
の
重
要
な
役
割
で
も
あ
る
。
裁
判
移
送
問
題
は
、
本
論
文
に
お
い
て
十
分
論
じ
尽
く
す
に
は
、
あ
ま
り
に
も
論
ず
べ
き
こ

と
が
多
す
ぎ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
論
ず
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
、
他
日
を
期
し
て
さ
ら
に

論
じ
て
み
た
い
。

（
1
） 

大
統
領
行
政
命
令
で
高
等
弁
務
官
に
は
、「
一
法
令
の
公
布
や
琉
球
政
府
の
立
法
に
対
す
る
拒
否
権
、
二
刑
の
執
行
停
止
・
変
更
ま
た
は
恩
赦

や
裁
判
の
移
送
権
、
三
い
か
な
る
公
務
員
で
も
そ
の
職
か
ら
罷
免
す
る
権
限
、
四
琉
球
政
府
行
政
主
席
の
任
命
」
と
い
う
絶
大
な
権
限
が
与
え
ら
れ

二
九
八



米
軍
統
治
下
に
お
け
る
立
法
院
議
員
選
挙
（
照
屋
）

（
四
五
七
）

て
い
た
（
松
田
米
雄
編
『
選
後
沖
縄
の
キ
ー
ワ
ー
ド
』
七
〇
│
七
一
頁
。

（
2
） 

第
一
回
の
立
法
院
議
員
選
挙
は
中
選
挙
区
制
度
が
採
用
さ
れ
、
第
二
回
か
ら
は
小
選
挙
区
制
で
行
わ
れ
た
。

（
3
） 
『
沖
縄
県
議
会
史
』
第
一
七
巻　

資
料
編
一
四
、
八
二
三
頁
参
照
。

（
4
） 
沖
縄
県
選
挙
史
編
集
委
員
会
『
沖
縄
戦
後
選
挙
史
』
第
三
巻
、
沖
縄
県
市
町
村
会
、
三
八
八
頁
参
照
。
前
掲
『
沖
縄
県
議
会
史
』
八
二
三
頁
参

照
。

（
5
） 

戦
後
の
沖
縄
に
お
け
る
自
民
党
、
民
主
党
の
系
譜
。
民
主
ク
ラ
ブ
（
一
九
五
二
年
四
月
九
日
結
成
）
↓
琉
球
民
主
党
（
五
二
・
八
・
三
）
↓
沖

縄
自
由
民
主
党
（
五
九
・
一
〇
・
五
）
↓
沖
縄
民
主
党
（
六
四
・
一
二
・
二
六
）
↓
沖
縄
自
由
民
主
党
（
六
七
・
一
二
・
九
）
↓
沖
縄
自
由
民
主
党

県
連
（
七
〇
・
三
・
八
）
当
山
正
喜
『
沖
縄
戦
後
史　

政
治
の
舞
台
裏
』〈
沖
縄
県
に
お
け
る
政
党
の
流
れ
〉
参
照
。

（
6
） 

前
掲
・『
沖
縄
県
議
会
史
』
八
六
四
頁
参
照
。

（
7
） 

「
米
国
統
治
下
の
沖
縄
に
お
け
る
基
本
法
の
一
つ
。
琉
球
政
府
の
組
織
、
権
限
な
ら
び
に
運
営
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
七
章
三
六
ヵ
条
か

ら
な
り
、
米
国
の
統
治
権
の
及
ぶ
地
理
的
管
轄
区
域
、
米
国
の
統
治
権
に
服
す
べ
き
琉
球
住
民
の
人
的
範
囲
、
お
よ
び
そ
の
権
利
・
義
務
・
行
政

府
・
立
法
府
・
司
法
部
の
具
体
的
組
織
や
運
営
、
琉
球
政
府
と
市
町
村
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
か
な
り
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
（『
沖
縄
タ
イ

ム
ス
大
百
科
事
典　

中
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
八
九
一
頁
参
照
）。

（
8
） 

『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
六
二
年
一
一
月
一
三
日
。

（
9
） 

「
沖
縄
統
治
に
あ
た
っ
て
沖
縄
現
地
の
米
国
政
府
機
関
（
米
軍
政
府
。
米
国
民
政
府
な
ど
）
が
制
定
・
公
布
し
た
法
令
の
形
式
。
…
米
国
統
治

下
に
お
け
る
沖
縄
の
法
体
系
は
、
お
お
ま
か
に
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
米
国
の
制
定
す
る
法
令
と
琉
球
政
府
を
は
じ
め
と
す
る
住
民
の
自
治
組
織
に

よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
法
令
（
い
わ
ゆ
る
民
立
法
）
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
米
国
側
の
法
令
が
沖
縄
側
の
法
令
に
対
し
て
上
位
法
規
と
し
て
の
地
位

を
有
し
た
。
…
」（『
沖
縄
大
百
科
事
典　

下
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
三
六
二
頁
）。

（
10
） 

正
式
名
称
は
「
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
」。「
一
九
五
〇
年
一
二
月
一
五
日
、「
米
極
東
軍
司
令
部
が
在
琉
球
米
軍
司
令
部
に
対
し
て
発
し
た

『
琉
球
列
島
米
国
民
政
府
に
関
す
る
指
令
』
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
米
軍
政
府
を
廃
し
て
、
新
た
に
設
立
さ
れ
た
も
の
。
沖
縄
の
長
期
的
統
治

の
た
め
従
来
の
占
領
政
策
で
は
住
民
の
協
力
を
得
難
い
と
の
米
国
側
の
判
断
か
ら
、
た
と
え
形
式
的
に
し
ろ
軍
政
か
ら
民
政
へ
移
行
す
る
こ
と
が
必

二
九
九
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要
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
が
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
（『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
大
百
科
事
典　

中
』
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
四
一
二
頁
参
照
）。

（
11
） 

政
府
自
民
党
に
と
っ
て
、
日
米
安
保
体
制
の
安
定
的
運
用
を
考
え
る
と
、
民
主
党
が
過
半
数
を
占
め
、
基
地
を
容
認
し
な
い
社
会
党
、
共
産
、

社
大
党
が
議
席
を
伸
ば
さ
な
い
選
挙
結
果
を
期
待
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
戦
後
七
一
年
、
復
帰
後
四
四
年
経
っ
て
も
基
地
が
過
重
に

あ
る
沖
縄
の
選
挙
に
は
今
で
も
大
き
な
関
心
が
あ
り
、
選
挙
の
た
び
に
支
援
し
て
い
る
。

（
12
） 

『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
五
年
一
一
月
一
一
日
。

（
13
） 

琉
球
新
報
社
編
『
不
屈　

瀬
長
亀
次
郎
日
記
』
第
三
部　

日
本
復
帰
へ
の
道
、
二
三
六
頁
参
照
。

（
14
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
五
年
一
一
月
一
六
日
（
社
説
）。

（
15
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
五
年
一
一
月
一
七
日
。

（
16
） 

『
沖
縄
県
議
会
史　

第
十
七
巻　

資
料
編
一
四
』
八
六
五
│
八
七
二
参
照
。

（
17
） 

牧
瀬
恒
二
『
沖
縄
三
大
選
挙
│
一
九
七
〇
年
問
題
と
沖
縄
』
太
平
洋
印
刷
社
、
二
二
八
│
二
二
九
頁
参
照
。

（
18
） 

前
掲
書
、『
不
屈　

瀬
長
亀
次
郎
日
記
』
二
三
三
頁
。

（
19
） 

同
上
、
二
三
七
頁
。

（
20
） 

『
沖
縄
県
議
会
史　

第
二
十
一
巻　

資
料
編
』
一
九
七
頁
。

（
21
） 

牧
港
・
前
掲
書
、
二
三
二
頁
参
照
。

（
22
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
五
年
一
一
月
一
五
日
。

（
23
） 

「
一
九
五
二
年
四
月
の
琉
球
政
府
発
足
式
典
に
お
い
て
、
立
法
院
議
員
の
瀬
長
亀
次
郎
が
起
立
せ
ず
、U

S
C
A
R

（
ユ
ー
ス
カ
ー
、
琉
球
列
島

米
国
民
政
府
）
に
対
す
る
宣
誓
を
拒
否
し
た
事
件
。
そ
の
後
、U

S
C
A
R

は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
人
民
党
を
敵
視
す
る
よ
う
に
な
る
」（
琉
球
新
報
社

編
『
不
屈　

瀬
長
亀
次
郎　

日
記　

第
一
部
獄
中
』
琉
球
新
報
社
、
三
三
頁
）。

（
24
） 

「
法
律
時
報
」
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
年
三
月
号
（
臨
時
増
刊　

沖
縄
白
書
）、
七
五
〜
七
六
頁
参
照
。

（
25
） 

牧
港
・
前
掲
書
、
二
三
二
参
照
。

（
26
） 

前
掲
書
『
沖
縄
県
議
会
史
第
二
十
一
巻
』
二
四
六
〜
二
四
九
頁
参
照
。

三
〇
〇



米
軍
統
治
下
に
お
け
る
立
法
院
議
員
選
挙
（
照
屋
）

（
四
五
九
）

（
27
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
五
年
一
一
月
一
六
日
。

（
28
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
五
年
一
一
月
二
九
日
。

（
29
） 
『
琉
球
新
報
』
一
九
六
五
年
一
一
月
二
四
日
。

（
30
） 
大
田
昌
秀
『
沖
縄
の
帝
王　

高
等
弁
務
官
』
朝
日
文
庫
、
二
六
頁
参
照
。

（
31
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
六
月
二
三
日
。「
裁
判
権
」（
六
）〈
議
員
の
抵
抗
〉。

（
32
） 

「
琉
球
政
府
裁
判
所
で
公
判
中
の
事
件
を
途
中
で
米
民
政
府
裁
判
所
に
移
送
し
た
例
は
、
一
九
六
二
年
、
民
間
土
建
会
社
と
米
人
商
社
間
の

「
工
事
請
負
い
代
金
請
求
事
件
」
と
、
同
年
の
台
湾
人
に
よ
る
「
通
貨
偽
造
行
使
事
件
」
の
二
件
、
こ
の
二
つ
の
事
件
で
は
、
い
ず
れ
も
当
事
者
の

一
方
が
外
人
で
あ
り
、
移
送
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
（「
琉
球
新
報
」
一
九
六
六
年
六
月
一
七
日
）。

（
33
） 

と
こ
ろ
が
「
友
利
氏
は
一
九
六
三
年
五
月
、
選
挙
の
自
由
妨
害
に
よ
り
宮
古
巡
裁
で
『
罰
金
五
〇
ド
ル
』
の
刑
を
受
け
た
が
、
裁
判
官
の
情
状

裁
量
で
立
法
院
議
員
選
挙
法
（
民
立
法
）
の
被
選
挙
権
を
認
め
ら
れ
、
し
か
も
一
九
六
五
年
の
選
挙
前
ま
で
城
辺
町
長
を
つ
と
め
て
い
た
。」（『
沖

縄
の
証
言
（
激
動
の
二
五
年
）』
三
五
一
〜
三
五
二
頁
）。
そ
の
と
き
の
判
決
文
に
は
、「
被
選
挙
権
は
継
続
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い

た
（
新
崎
盛
暉
『
未
完
の
沖
縄
闘
争
』
二
二
二
頁
）。

（
34
） 

佐
久
川
政
一
「
民
政
府
裁
判
に
み
る
布
令
無
効
判
断
の
回
避
│
友
利
裁
判
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
沖
大
論
叢
』
第
九
巻
第
一
号
、
二
一
頁
参
照
。

（
35
） 

「
法
律
時
報
」
日
本
評
論
社
、
一
九
六
八
年
三
月
号
（
臨
時
増
刊　

沖
縄
白
書
）、
七
五
頁
。

（
36
） 

「
琉
球
新
報
」
一
九
六
六
年
六
月
一
九
日
。

（
37
） 

『
沖
縄
県
祖
国
復
帰
闘
争
史
』
一
〇
八
〇
頁
。

（
38
） 

大
田
・
前
掲
書
、
三
一
八
頁
。

（
39
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
七
月
九
日
。

（
40
） 

前
掲
書
・『
沖
縄
県
祖
国
復
帰
闘
争
史　

資
料
編
』
一
〇
八
四
頁
。

（
41
） 

兼
島
方
信
『
苦
悩
す
る
裁
判
官
』
那
覇
出
版
社
、
一
七
六
頁
。

（
42
） 

前
掲
・「
法
律
時
報
」
七
四
頁
。

三
〇
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
〇
）

（
43
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
六
月
一
七
日
。

（
44
） 

「
琉
球
新
報
」
一
九
六
六
年
六
月
二
二
日
。

（
45
） 
『
沖
縄
県
議
会
史　

第
二
一
巻
、
資
料
編
』
三
二
一
│
三
二
二
頁
。

（
46
） 
『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
六
月
二
六
日
。

（
47
） 

同
上
。

（
48
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
七
月
五
日
。

（
49
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
六
月
一
七
日
。

（
50
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
六
月
二
一
日
。

（
51
） 

当
山
正
喜
『
沖
縄
戦
後
史　

政
治
の
裏
舞
台
』
あ
き
書
房
、
四
二
四
頁
。

（
52
） 

前
掲
・「
法
律
時
報
」
七
九
頁
参
照
。

（
53
） 

『
琉
球
新
報
』〈
社
説
〉
一
九
六
六
年
六
月
一
八
日
。

（
54
） 

『
琉
球
新
報
』〈
座
談
会　

裁
判
移
送
は
司
法
権
の
侵
害
〉
一
九
六
六
年
六
月
一
八
日
。

（
55
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
六
月
一
九
日
。

（
56
） 

前
掲
・「
法
律
時
報
」、
七
七
頁
。

（
57
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
九
月
二
九
日
。

（
58
） 

同
上
。

（
59
） 

同
上
。

（
60
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
一
〇
月
五
日
。

（
61
） 

同
上
。

（
62
） 

前
掲
・「
法
律
時
報
」
七
七
〜
七
八
頁
参
照
。

（
63
） 

『
琉
球
新
報
』（
記
者
座
談
会　

上
）
一
九
六
六
年
一
二
月
三
日
。

三
〇
二



米
軍
統
治
下
に
お
け
る
立
法
院
議
員
選
挙
（
照
屋
）

（
四
六
一
）

（
64
） 

佐
久
川
・
前
掲
一
九
頁
参
照
。

（
65
） 

『
琉
球
新
報
』〈
社
説
〉
一
九
六
六
年
一
二
月
三
日
。

（
66
） 
『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
一
二
月
六
日
。

（
67
） 
「
琉
球
新
報
」
一
九
六
六
年
一
二
月
七
日
。

（
68
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
一
二
月
八
日
。

（
69
） 

『
琉
球
新
報
』
一
九
六
六
年
一
二
月
二
三
日
。

三
〇
三





自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
六
三
）

自
民
党
総
務
会
の
研
究

│
そ
の
し
く
み
と
機
能
へ
の
接
近

│

西　
　

川　
　

伸　
　

一

《
目
次
》

は
じ
め
に

1　

総
務
会
の
会
議
体
し
て
の
基
本
事
項

2　

総
務
の
構
成
と
任
期

3　

総
務
会
の
機
能

4　

総
務
会
の
議
決
方
法

む
す
び

論　

説

三
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
四
）

は
じ
め
に
（
1
）

自
民
党
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
豊
富
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
政
治
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
通
時
的
な
も

の
か
、
自
民
党
の
全
体
的
な
党
内
構
造
や
派
閥
力
学
を
共
時
的
に
把
握
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
2
）

。
一
方
、
よ
り
踏
み
込
ん
で
、
自
民
党
の
各

内
部
機
関
に
特
化
し
て
接
近
し
た
研
究
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
（
3
）

。
そ
こ
で
、
本
稿
は
そ
の
中
で
も
総
務
会
に
着
目
し
、
そ
の
し
く
み
と

機
能
を
明
ら
か
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
総
務
会
こ
そ
自
民
党
の
事
実
上
の
最
高
意
思
決
定
機
関
だ
か
ら
だ
。

も
と
よ
り
、
党
則
上
は
党
の
最
高
機
関
は
党
大
会
で
あ
る
（
党
則
二
七
条
）。
た
だ
、
党
大
会
は
原
則
的
に
年
に
一
回
し
か
開
催
さ
れ
な

い
（
同
二
八
条
）。
ゆ
え
に
、
党
則
三
三
条
一
項
に
は
「
特
に
緊
急
を
要
す
る
事
項
に
関
し
て
は
、
両
院
議
員
総
会
の
決
定
を
も
っ
て
党
大

会
の
議
決
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
定
め
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
総
裁
が
任
期
途
中
で
辞
職
し
た
場
合
は
、「
党
大
会
に
代
わ
る
両
院
議
員
総
会
」
で
後
任
総
裁
が
選
任
さ
れ
る
（
同
六
条
二

項
）。
こ
の
よ
う
に
、
両
院
議
員
総
会
の
決
定
に
よ
っ
て
党
大
会
の
議
決
に
代
え
る
た
め
に
は
、
党
所
属
の
衆
院
議
員
・
参
院
議
員
の
三

分
の
二
以
上
の
出
席
が
必
要
と
な
る
（
同
三
三
条
一
項
た
だ
し
書
き
）。

加
え
て
、「
特
に
緊
急
を
要
す
る
事
項
」
で
な
く
と
も
「
党
の
運
営
及
び
国
会
活
動
に
関
す
る
特
に
重
要
な
事
項
を
審
議
決
定
す
る
」

機
関
と
し
て
、
両
院
議
員
総
会
が
あ
る
（
同
三
三
条
一
項
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
党
大
会
に
代
わ
る
両
院
議
員
総
会
」
と
は
異
な
り
、

党
則
上
定
足
数
の
規
定
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
国
会
開
会
日
に
は
国
会
内
で
両
院
議
員
総
会
が
必
ず
開
か
れ
る
。

そ
れ
で
は
「
特
に
重
要
」
で
な
い
事
項
は
ど
う
な
る
の
か
。
党
則
三
八
条
は
「
総
務
会
は
、
党
の
運
営
及
び
国
会
活
動
に
関
す
る
重
要

事
項
を
審
議
決
定
す
る
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
民
党
の
意
思
決
定
は
、
事
柄
の
重
要
度
に
応
じ
て
、
党
大
会
↓
「
党
大
会
に
代
わ

三
〇
六



自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
六
五
）

る
両
院
議
員
総
会
」
↓
両
院
議
員
総
会
↓
総
務
会
と
そ
の
場
を
変
え
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
総
務
会
こ
そ
常
設
の
意
思
決
定
機
関
な

の
で
あ
る
。

元
首
相
で
、
総
務
会
長
を
一
九
六
八
年
一
二
月
か
ら
一
九
八
〇
年
七
月
ま
で
断
続
的
に
九
期
歴
任
し
た
鈴
木
善
幸
は
、
こ
う
述
べ
て
い

る
。「
党
に
お
け
る
党
大
会
、
こ
れ
は
し
ば
し
ば
開
け
ま
せ
ん
か
ら
、
総
務
会
と
い
う
の
は
、
党
大
会
に
か
わ
る
党
議
決
定
機
関
と
い
う

わ
け
で
す
ね
」（
鈴
木 
一
九
九
一
：
一
六
一
）。
鈴
木
の
総
務
会
長
通
算
在
職
期
間
は
自
民
党
史
上
最
長
で
あ
る
（
4
）

。

総
務
会
は
自
民
党
の
党
運
営
と
国
会
活
動
に
と
っ
て
不
可
欠
の
議
決
機
関
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
は
、
そ
の
内
実
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て

い
な
い
（
5
）

。
本
稿
で
は
、
ま
ず
総
務
会
に
つ
い
て
の
客
観
的
事
実
の
把
握
か
ら
は
じ
め
て
、
そ
れ
が
い
か
に
作
用
し
て
い
る
か
へ
と
考
察
を

進
め
た
い
（
6
）

。
1　

総
務
会
の
会
議
体
し
て
の
基
本
事
項

会
議
室
と
定
例
日

自
民
党
本
部
六
階
に
総
務
会
室
が
あ
る
。
細
長
い
楕
円
形
の
テ
ー
ブ
ル
に
三
〇
席
以
上
の
椅
子
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
会
議

室
の
四
面
の
壁
を
背
に
多
く
の
椅
子
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
国
会
閉
会
中
は
こ
こ
で
総
務
会
が
開
か
れ
る
。
国
会
開
会
中
は
国
会
内
の
衆

院
第
十
五
控
室
で
開
催
さ
れ
る
。
国
会
内
に
は
、
登
院
し
た
議
員
が
本
会
議
や
委
員
会
に
出
席
す
る
た
め
に
待
機
す
る
部
屋
と
し
て
議
員

控
室
が
あ
る
。
各
会
派
へ
の
そ
の
割
り
振
り
は
、
各
会
派
の
所
属
議
員
数
に
依
っ
て
い
る
（
浅
野
・
河
野 

二
〇
一
四
：
八
五
）。

自
民
党
は
結
党
以
来
、
民
主
党
政
権
期
を
除
く
期
間
で
常
に
衆
院
で
比
較
第
一
党
な
の
で
、
割
り
当
て
ら
れ
る
部
屋
数
は
多
い
。
衆
院

三
〇
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
六
）

第
十
五
控
室
は
他
会
派
に
譲
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
自
民
党
の
総
務
会
室
用
の
部
屋
と
し
て
ず
っ
と
使
わ
れ
て
い
る
。

総
務
会
は
原
則
と
し
て
毎
週
火
曜
日
と
金
曜
日
の
一
一
時
か
ら
開
催
さ
れ
る
（
7
）

。
招
集
者
は
総
務
会
長
で
あ
る
（
党
則
四
〇
条
二
項
）。
特

段
の
議
題
な
し
と
総
務
会
長
が
判
断
す
れ
ば
開
か
れ
な
い
。
一
方
、
臨
時
総
務
会
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
直
近
で
は
二
〇
一
六
年

八
月
三
日
㈬
に
安
倍
晋
三
首
相
は
第
三
次
内
閣
の
再
改
造
を
行
っ
た
。
そ
の
日
、
首
相
は
自
民
党
総
裁
と
し
て
一
〇
時
三
三
分
に
臨
時
総

務
会
に
出
席
し
て
い
る
。
総
務
会
の
承
認
が
必
要
な
幹
部
人
事
を
順
当
に
固
め
た
の
ち
、
午
後
一
時
三
二
分
に
臨
時
閣
議
を
開
催
し
、
二

時
三
五
分
に
組
閣
本
部
を
設
置
し
た
（
二
〇
一
六
年
八
月
四
日
付
『
朝
日
新
聞
』）。

開
催
時
間
は
た
い
て
い
一
五
分
ほ
ど
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
延
び
て
も
正
午
に
は
終
え
ざ
る
を
得
な
い
。
昼
食
の
出
る
会
合
が
ど
の
出
席

議
員
に
も
必
ず
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
出
席
者
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
ま
た
、
開
催
に
必
要
な
定
足
数
は
定
め
ら
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
後
述
す
る
議
決
の
全
会
一
致
の
慣
例
に
起
因
す
る
。

総
務
の
定
員

総
務
会
の
構
成
員
を
総
務
と
よ
ぶ
。
定
員
は
二
五
名
で
あ
る
（
党
則
三
七
条
）。
全
員
が
自
民
党
所
属
の
国
会
議
員
で
あ
る
。
た
だ
し
、

例
外
的
に
非
議
員
が
総
務
を
務
め
る
こ
と
も
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
二
〇
一
六
年
九
月
九
日
に
死
去
し
た
加
藤
紘
一
は
、
二
〇
一
二

年
一
〇
月
一
六
日
か
ら
二
〇
一
三
年
一
月
一
〇
日
ま
で
総
務
を
務
め
て
い
る
。
彼
は
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
六
日
の
総
選
挙
で
落
選
し
た

が
、
引
き
続
き
約
一
か
月
間
、
総
務
で
あ
り
続
け
た
。
そ
も
そ
も
、
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
時
点
を
も
っ
て
衆
院
議
員
と
し
て

の
地
位
は
失
わ
れ
る
の
で
、
た
と
え
ば
加
藤
と
同
じ
期
間
に
総
務
で
あ
っ
た
河
野
太
郎
も
、
解
散
日
の
二
〇
一
二
年
一
一
月
一
六
日
か
ら

総
選
挙
で
当
選
す
る
前
日
の
同
年
一
二
月
一
五
日
ま
で
は
、
非
議
員
の
総
務
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

三
〇
八



自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
六
七
）

総
務
の
定
員
は
一
九
五
五
年
一
一
月
一
五
日
の
自
民
党
結
党
時
に
は
四
〇
名
と
党
則
で
決
め
ら
れ
た
。
当
初
は
旧
日
本
民
主
党
と
旧
自

由
党
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
議
員
二
〇
名
ず
つ
と
す
る
こ
と
が
、
党
首
脳
間
で
申
し
合
わ
さ
れ
た
（
一
九
五
五
年
一
一
月
一
八
日
付
『
朝
日
新
聞
』

夕
刊
）。
五
年
後
に
は
三
〇
名
に
減
員
さ
れ
る
。
第
八
回
臨
時
党
大
会
二
日
目
の
一
九
六
〇
年
七
月
一
四
日
に
決
定
さ
れ
た
党
則
の
一
部

改
正
に
基
づ
く
。
こ
れ
に
先
立
っ
て
設
置
さ
れ
た
党
則
改
正
特
別
委
員
会
は
、
少
数
精
鋭
主
義
の
観
点
か
ら
二
〇
名
に
半
減
す
る
改
正
案

要
綱
を
ま
と
め
て
い
た
。
そ
れ
が
総
務
会
で
押
し
戻
さ
れ
三
〇
名
で
落
ち
着
い
た
（
8
）

。

以
来
四
〇
年
近
く
も
総
務
の
定
員
は
三
〇
名
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
一
年
三
月
一
三
日
の
第
六
七
回
党
大
会
に
お

け
る
党
則
の
一
部
改
正
で
三
一
名
に
な
っ
た
（
9
）（

自
由
民
主
党 

二
〇
〇
六
：
五
七
）。
そ
の
後
、
民
主
党
政
権
を
誕
生
さ
せ
た
二
〇
〇
九
年
の
総

選
挙
で
、
自
民
党
公
認
候
補
者
の
当
選
は
一
一
九
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
後
述
の
と
お
り
、
総
務
と
兼
職
で
き
な
い
慣
例
に
な
っ
て
い
る

役
職
が
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
を
補
し
て
い
っ
た
あ
と
に
総
務
の
選
任
手
続
き
に
入
る
。
そ
の
際
、
当
時
は
所
属
議
員
数
激
減
の
た

め
、
衆
院
議
員
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
総
務
の
定
員
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
一
三
日
開
催
の
総
務
会
で
、
田
野
瀬
良
太
郎
総
務
会
長
が
定
員
の
二
五
名
へ
の
削
減
を
発
議
し
了
承
さ

れ
た
。
次
回
の
一
〇
月
二
〇
日
開
催
の
総
務
会
よ
り
二
五
名
が
定
員
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
一
〇
年
一
月
二
四
日
の
第
七
七
回
党
大

会
に
お
け
る
党
則
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
こ
の
減
員
が
追
認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
一
〇
月
二
〇
日
か
ら
こ
の
党
大
会
ま
で
の
総
務
会
で
は
、

党
則
上
は
三
一
名
が
定
員
で
あ
っ
た
が
二
五
名
へ
の
減
員
を
先
行
実
施
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

自
民
党
は
二
〇
一
二
年
の
総
選
挙
で
二
九
四
議
席
を
獲
得
す
る
大
勝
を
収
め
、
二
〇
一
四
年
総
選
挙
で
も
そ
の
勢
力
を
維
持
し
た
。
と

な
れ
ば
、
総
務
の
員
数
を
二
〇
〇
九
年
の
下
野
以
前
に
戻
す
べ
き
だ
と
声
が
上
が
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
な
く
、
二
五
名
の
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
（
党
則
三
七
条
）。

三
〇
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
六
八
）

総
務
会
の
出
席
者

総
務
会
に
出
席
す
る
の
は
こ
の
総
務
二
五
名
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
ほ
か
に
、
次
の
党
役
員
ポ
ス
ト
に
あ
る
国
会
議
員
も
出
席
す
る
が
、

総
務
で
な
い
彼
ら
に
議
決
権
は
な
い
。

副
総
裁
・
幹
事
長
・
政
務
調
査
会
長
・
国
会
対
策
委
員
長
・
選
挙
対
策
委
員
長
・
組
織
運
動
本
部
長
・
広
報
本
部
長
・
参
議
院
議
員

総
会
長
・
参
議
院
幹
事
長
・
参
議
院
政
策
審
議
会
長
・
参
議
院
国
会
対
策
委
員
長
・
青
年
局
長
・
女
性
局
長

総
裁
も
出
席
す
る
こ
と
が
あ
る
。
上
記
の
臨
時
総
務
会
に
は
安
倍
総
裁
が
出
席
し
て
、
幹
事
長
以
下
主
な
党
役
員
の
人
事
が
諮
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
副
幹
事
長
の
総
務
会
担
当
と
国
会
対
策
副
委
員
長
の
総
務
会
担
当
、
加
え
て
総
務
会
担
当
の
事
務
局
の
職
員
が
陪
席
す
る
。

職
員
は
総
務
会
室
内
の
楕
円
形
の
テ
ー
ブ
ル
席
に
は
つ
く
こ
と
は
で
き
ず
、
壁
を
背
に
し
た
席
に
座
る
。
総
務
会
室
の
四
面
の
壁
際
に
は
、

三
面
に
次
に
述
べ
る
傍
聴
す
る
議
員
の
た
め
の
椅
子
が
、
一
面
に
職
員
用
の
椅
子
が
あ
る
。
自
民
党
は
議
員
政
党
だ
け
あ
っ
て
、
職
員
用

の
席
は
パ
イ
プ
椅
子
だ
が
、
議
員
用
に
は
も
っ
と
上
等
の
椅
子
が
置
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
職
員
は
会
議
記
録
は
と
る
が
、
総
務
会

と
し
て
の
正
式
な
議
事
録
は
存
在
し
な
い
（
10
）

。
議
事
録
に
残
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
議
員
の
発
言
が
萎
縮
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。

二
〇
一
六
年
五
月
一
六
日
に
死
去
し
た
堀
内
光
雄
元
総
務
会
長
に
よ
れ
ば
、「
総
務
会
は
自
民
党
議
員
な
ら
ば
誰
で
も
室
内
に
入
っ
て

会
議
を
傍
聴
で
き
る
し
、
誰
も
が
番
外
発
言
と
称
す
る
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
」（
堀
内 

二
〇
〇
六
：
六
〇
）。
福
井
（
一
九
六
九
：

一
〇
五
）
に
も
「
総
務
会
に
出
席
し
て
発
言
す
る
権
利
は
事
実
上
自
民
党
所
属
国
会
議
員
全
員
に
認
め
ら
れ
て
お
り
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

総
務
会
の
開
か
れ
た
有
り
様
は
自
民
党
の
伝
統
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
と
は
い
え
、
傍
聴
を
希
望
す
る
議
員
は
あ
ら
か
じ
め
総
務
会
長
に
そ

の
旨
を
申
し
出
る
の
が
慣
例
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
番
外
発
言
」
を
す
る
場
合
も
、
総
務
会
長
に
事
前
通
告
し
て
お
く
こ
と
が
一
般
的

で
あ
る
。
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
総
務
会
長
は
「
番
外
発
言
」
を
無
視
す
る
。

三
一
〇
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総
務
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（
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川
）

（
四
六
九
）

2　

総
務
の
構
成
と
任
期

総
務
二
五
名
の
選
出
枠
別
構
成

二
五
名
の
総
務
は
ど
の
よ
う
に
選
任
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
党
則
三
九
条
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

一　

党
所
属
の
衆
議
院
議
員
の
公
選
に
よ
る
者　

十
一
名

二　

党
所
属
の
参
議
院
議
員
の
公
選
に
よ
る
者　
　

八
名

三　

総
裁
の
指
名
に
よ
る
者　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
名

よ
り
具
体
的
に
は
、「
一
」
に
基
づ
く
「
公
選
」
は
衆
院
の
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
区
ご
と
に
置
か
れ
て
い
る
一
一
の
ブ
ロ
ッ
ク

両
院
議
員
会
（
党
則
七
七
条
）
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
、
北
海
道
の
小
選
挙
区
と
比
例
ブ
ロ
ッ
ク
の
い
ず
れ
か
で
当
選
し
た
衆

院
議
員
と
参
院
北
海
道
選
挙
区
で
当
選
し
た
参
院
議
員
は
、
北
海
道
の
ブ
ロ
ッ
ク
両
院
議
員
会
に
所
属
す
る
。
各
ブ
ロ
ッ
ク
両
院
議
員
会

が
「
公
選
」
し
た
総
務
が
任
期
を
迎
え
れ
ば
、
そ
こ
で
後
任
が
「
公
選
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
両
院
議
員
会
長
の

判
断
が
大
き
く
作
用
す
る
。
以
前
で
あ
れ
ば
派
閥
の
思
惑
が
人
選
に
強
く
反
映
さ
れ
、「
非
地
縁
的
派
閥
間
の
均
衡
の
必
要
を
充
分
考
慮

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
た
（
福
井 

一
九
六
九
：
一
〇
四
）。

「
二
」
は
参
議
院
執
行
部
が
選
ん
で
い
る
。「
三
」
は
実
質
的
に
は
、
総
裁
、
幹
事
長
、
総
務
会
長
の
三
人
で
指
名
す
る
議
員
を
選
考
す

る
。
総
務
就
任
を
希
望
す
る
議
員
は
多
く
、「
一
」
の
枠
で
自
分
の
所
属
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
「
公
選
」
さ
れ
な
か
っ
た
議
員
を
救
済
す

る
こ
と
も
あ
る
。
と
ま
れ
注
意
す
べ
き
は
、「
一
」
と
「
二
」
に
は
総
裁
以
下
の
意
向
が
及
ば
な
い
制
度
設
計
に
な
っ
て
い
る
点
だ
。

二
〇
一
六
年
一
月
一
三
日
時
点
で
の
総
務
二
五
名
を
三
つ
の
選
出
枠
別
に
示
せ
ば
、
表
1
の
と
お
り
と
な
る
。三

一
一
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月
）

（
四
七
〇
）

表 1：2016年 1 月13日時点での総務25名の選出枠別構成

選出枠 総務氏名 比例
ブロック 当選回数 備考

一 武部　　新 北海道 2

鈴木　俊一 東北 8 会長代理（副会長）

丹羽　雄哉 北関東 12

平沢　勝栄 東京 7 副会長

櫻田　義孝 南関東 6

山本　　拓 北陸信越 7

島田　佳和 東海 2

武村　展英 近畿 2

逢沢　一郎 中国 9

村上　誠一郎 四国 10

野田　　毅 九州 15
二 岡田　　広 3 b 初当選は2003年の補欠選挙

片山　さつき 1 b 副会長；衆院で 1回当選

金子　原二郎 1 b 衆院で 5回当選

木村　義雄 1 a 衆院で 7回当選

小坂　憲次 1 b 衆院で 6回当選

武見　敬三 4 a 副会長； 3選（2012）は繰り上げ当選

中川　雅治 2 b 会長代理（副会長）

山本　一太 4 a
三 二階　俊博 11 会長・衆院議員

今村　雅弘 7 副会長・衆院議員

衛藤　征士郎 11 衆院議員；参院で 1回当選

金田　勝年 3 副会長・衆院議員；参院で 2回当選

望月　義夫 7 衆院議員

山口　俊一 9 衆院議員

（注） 　参院議員の当選回数のあとの「a」は任期前期（改選が次々回通常選挙）、

「b」は任期後期（改選が次回通常選挙）を指す。

（出典）　自民党から提供された資料を参考に筆者作成。
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自
民
党
総
務
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の
研
究
（
西
川
）

（
四
七
一
）

総
務
そ
れ
ぞ
れ
の
当
選
回
数
に
注
目
す
れ
ば
、
当
選
回
数
二
回
の
衆
院
議
員
三
名
を
例
外
と
し
て
、
議
員
歴
の
長
い
ベ
テ
ラ
ン
が
総
務

に
就
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

党
則
四
〇
条
に
は
、
総
務
会
の
役
職
と
し
て
、
総
務
会
長
一
名
と
副
会
長
九
名
以
内
を
置
く
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
一
月

時
点
で
は
、
表
1
の
備
考
欄
に
示
し
た
と
お
り
副
会
長
は
七
名
で
、
衆
院
議
員
四
名
と
参
院
議
員
三
名
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
さ
ら
に
同

四
〇
条
は
「
総
務
会
長
は
、
副
会
長
の
う
ち
か
ら
総
務
会
長
代
行
一
名
と
総
務
会
長
代
理
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り
、
衆
参

そ
れ
ぞ
れ
か
ら
一
名
ず
つ
が
会
長
代
理
に
指
名
さ
れ
て
い
る
。

追
記　

本
稿
の
二
校
校
正
中
の
二
〇
一
六
年
八
月
三
〇
日
に
、
同
年
八
月
三
日
の
内
閣
改
造
・
党
役
員
人
事
を
受
け
て
の
新
た
な
総
務
二
五
名
が
決

ま
っ
た
。
そ
れ
ま
で
空
席
だ
っ
た
会
長
代
行
に
総
務
会
長
経
験
者
の
塩
谷
立
が
就
き
、
二
名
だ
っ
た
会
長
代
理
が
一
名
（
武
見
敬
三
）
と
な
っ
た
。

衆
院
議
員
当
選
二
回
の
総
務
が
三
名
い
る
も
の
の
、
ベ
テ
ラ
ン
議
員
中
心
の
メ
ン
バ
ー
構
成
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
閣
僚
経
験
の
豊
富
な
石
破
茂
と

甘
利
明
が
新
た
に
総
務
に
な
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

総
務
会
が
「
改
革
つ
ぶ
し
の
元
凶
」

ベ
テ
ラ
ン
に
偏
し
た
総
務
構
成
が
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
九
三
年
の
政
治
改
革
関
連
法
案
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
党
内
抗
争
の
際

で
あ
る
。
同
年
三
月
三
一
日
に
開
か
れ
た
臨
時
総
務
会
は
、
衆
院
へ
の
単
純
小
選
挙
区
制
の
導
入
を
主
眼
と
し
た
政
治
改
革
関
連
四
法
案

を
党
議
決
定
し
た
。
た
だ
し
、「
野
党
と
の
話
し
合
い
な
ど
で
修
正
す
る
場
合
は
総
務
会
な
ど
で
の
党
内
手
続
き
を
再
度
や
り
直
す
」
な

ど
の
条
件
が
つ
け
ら
れ
た
（
一
九
九
三
年
三
月
三
一
日
付
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
）。
四
月
二
日
に
は
自
民
党
衆
院
議
員
二
四
人
に
よ
る
議
員
立

法
と
し
て
、
こ
れ
ら
四
法
案
は
衆
院
に
提
出
さ
れ
た
（
薬
師
寺 

二
〇
一
四
：
五
一
）。
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し
か
し
、
単
純
小
選
挙
区
制
は
野
党
が
絶
対
に
受
け
入
れ
な
い
案
で
あ
り
、
こ
れ
を
押
し
通
す
こ
と
は
選
挙
制
度
改
革
を
事
実
上
放
棄

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
中
選
挙
区
制
を
維
持
し
た
い
議
員
に
と
っ
て
は
、
実
現
不
可
能
ゆ
え
に
好
都
合
な
改
革
案
だ
っ
た
。
一
方
、

竹
下
派
か
ら
分
裂
し
た
羽
田
派
や
若
手
議
員
は
、
野
党
と
妥
協
し
て
で
も
法
案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。
そ
こ
に
立
ち
は
だ
か
っ

た
の
が
、
総
務
会
を
牛
耳
る
古
参
の
議
員
た
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
総
務
三
〇
人
の
平
均
年
齢
は
六
五
歳
で
、
衆
院
議
員
の
総
務

二
二
人
の
平
均
当
選
回
数
は
実
に
七
・
八
回
に
達
し
て
い
た
。
六
月
一
一
日
の
総
務
懇
談
会
（
11
）

で
改
革
に
与
し
た
の
は
三
人
の
み
で
あ
っ
た

（
一
九
九
三
年
六
月
二
二
日
付
『
ア
エ
ラ
』：
六
八
）。

六
月
一
四
日
夜
、「
政
治
改
革
を
実
現
す
る
若
手
議
員
の
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
宮
沢
喜
一
首
相
の
自
宅
を
訪
れ
善
処
を
要
望
し
た
。
だ

が
、
首
相
は
「
総
務
会
は
党
の
意
思
決
定
機
関
で
あ
り
、
軽
く
扱
う
訳
に
は
い
か
な
い
」
と
し
て
、
総
務
会
で
の
党
議
決
定
を
重
視
す
る

考
え
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
た
。
政
治
評
論
家
の
伊
藤
昌
哉
は
「
一
番
の
勝
利
者
は
、
自
民
党
の
党
議
決
定
は
総
裁
で
も
覆
し
得
な
い
と
認

め
さ
せ
た
佐
藤
孝
行
総
務
会
長
だ
と
思
う
」
と
解
説
し
た
（
一
九
九
三
年
六
月
一
五
日
付
『
朝
日
新
聞
』）。

こ
う
し
て
迎
え
た
六
月
一
五
日
の
総
務
会
は
、
改
革
派
の
若
手
議
員
が
総
務
会
室
前
に
押
し
か
け
、
入
室
し
よ
う
と
す
る
総
務
に
強
引

に
説
得
を
試
み
た
た
め
混
乱
を
き
わ
め
た
。
こ
の
総
務
会
で
野
党
に
対
す
る
譲
歩
は
事
実
上
行
わ
な
い
こ
と
が
公
式
に
確
認
さ
れ
た
（
六

月
一
六
日
付
『
同
』）。
翌
一
六
日
の
臨
時
総
務
会
で
、
首
相
は
三
月
の
党
議
決
定
ど
お
り
政
治
改
革
関
連
四
法
案
を
衆
院
政
治
改
革
調
査

特
別
委
員
会
で
採
決
す
る
方
針
を
容
認
し
た
（
六
月
一
七
日
付
『
同
』）。
当
時
は
参
院
で
野
党
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、
仮
に
同
法
案
が
衆

院
で
可
決
さ
れ
て
も
参
院
で
否
決
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
首
相
の
意
向
は
政
治
改
革
を
頓
挫
さ
せ
る
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。

六
月
一
八
日
に
野
党
が
提
出
し
た
内
閣
不
信
任
案
に
羽
田
派
ら
自
民
党
議
員
も
賛
成
票
を
投
じ
て
、
事
態
は
解
散
・
総
選
挙
に
な
だ
れ

こ
ん
で
い
く
。
そ
の
結
果
、
自
民
党
は
結
党
以
来
初
の
野
党
に
転
落
し
、
五
五
年
体
制
は
崩
壊
す
る
。
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内
閣
不
信
任
案
に
賛
成
票
を
投
じ
た
あ
と
自
民
党
を
離
党
し
、
新
党
さ
き
が
け
に
移
っ
た
梁
瀬
進
衆
院
議
員
は
、
総
務
会
が
「
改
革
つ

ぶ
し
の
元
凶
」
だ
っ
た
と
強
く
批
判
す
る
。「
総
務
会
は
全
会
一
致
が
慣
例
。
過
半
数
と
い
う
だ
け
で
は
意
思
決
定
で
き
な
い
。
い
ま
の

自
民
党
は
改
革
な
ど
で
き
な
い
仕
組
み
で
あ
る
こ
と
が
痛
い
ほ
ど
わ
か
っ
た
」（
一
九
九
三
年
六
月
二
〇
日
付
『
読
売
新
聞
』）
毎
日
新
聞
も
六

月
一
八
日
付
社
説
で
、「
総
務
会
は
党
の
最
高
意
思
決
定
機
関
だ
が
、
今
回
の
政
治
改
革
つ
ぶ
し
で
見
せ
た
運
営
ぶ
り
は
、
現
在
の
自
民

党
の
守
旧
的
体
質
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
る
」
と
書
い
た
。

梁
瀬
が
こ
き
お
ろ
し
た
総
務
会
の
全
会
一
致
の
議
決
慣
例
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

政
友
会
協
議
委
員
の
選
任
原
理
を
受
け
継
ぐ

さ
て
、
上
述
の
と
お
り
、
総
務
の
定
員
は
四
〇
↓
三
〇
↓
三
一
↓
二
五
と
変
化
し
て
い
る
が
、
総
務
を
こ
れ
ら
三
つ
の
選
任
枠
を
用
い

て
選
ん
で
き
た
こ
と
は
一
貫
し
て
い
る
。
結
党
当
初
の
党
則
二
七
条
を
引
こ
う
（
村
川 

一
九
九
八
：
四
一
一
）。

総
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
選
任
す
る
。

一　

党
所
属
の
衆
議
院
議
員
に
よ
る
公
選

二　

党
所
属
の
参
議
院
議
員
に
よ
る
公
選

三　

総
裁
の
指
名

こ
の
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
枠
か
ら
何
名
と
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
一
九
五
五
年
一
一
月
一
七
日
に
、
三
木
武
吉
総
裁
代
行

委
員
、
岸
信
介
幹
事
長
、
お
よ
び
河
野
一
郎
農
相
が
協
議
し
て
、
党
則
で
四
〇
名
と
定
め
ら
れ
た
総
務
の
割
振
り
を
衆
院
議
員
三
〇
名
、

参
院
議
員
一
〇
名
と
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
（
一
九
五
五
年
一
一
月
一
八
日
付
『
朝
日
新
聞
』）。
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そ
の
後
、
一
九
五
七
年
二
月
八
日
に
は
選
任
枠
ご
と
の
総
務
名
簿
が
発
表
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
一
」
は
二
〇
名
、「
二
」
は

一
〇
名
、
そ
し
て
「
三
」
が
一
〇
名
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
当
時
は
衆
院
の
選
挙
制
度
は
中
選
挙
区
制
な
の
で
「
比
例
ブ
ロ
ッ
ク
」
ご
と

の
選
任
は
あ
り
え
な
い
。「
地
区
選
出
」
と
し
て
、
北
海
道
一
名
、
東
北
二
名
、
関
東
四
名
、
信
越
二
名
、
東
海
三
名
、
近
畿
二
名
、
中

国
・
四
国
三
名
、
九
州
三
名
が
選
ば
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
総
裁
指
名
の
う
ち
九
名
は
衆
院
議
員
だ
が
一
名
を
非
議
員
（
菅
家
喜

六
）
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
一
九
五
七
年
二
月
八
日
付
『
朝
日
新
聞
』
お
よ
び
『
読
売
新
聞
』）。

一
九
六
〇
年
七
月
一
四
日
の
党
大
会
に
お
け
る
党
則
の
一
部
改
正
で
、
総
務
が
三
〇
名
へ
と
減
員
さ
れ
た
と
き
、
各
選
任
枠
の
人
数
は

「
一
」
が
一
五
名
、「
二
」
が
七
名
、「
三
」
が
八
名
で
あ
っ
た
（
自
由
民
主
党 

二
〇
〇
六
：
五
〇
）。「
一
」
の
地
区
選
出
の
割
り
振
り
は
、

北
海
道
一
名
、
東
北
二
名
、
関
東
三
名
、
北
信
越
一
名
、
東
海
二
名
、
近
畿
二
名
、
中
国
一
名
、
四
国
一
名
、
九
州
二
名
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
三
」
は
全
員
が
衆
院
議
員
で
あ
る
（
一
九
六
〇
年
七
月
二
一
日
付
『
読
売
新
聞
』
夕
刊
）。

三
〇
名
と
い
う
定
員
の
み
な
ら
ず
、
各
選
任
枠
の
人
数
配
分
も
ず
っ
と
維
持
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
規
定
が
変
更
さ
れ
る
の
は
四
〇
年
後

の
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
九
日
の
第
六
六
回
党
大
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
党
則
の
一
部
改
正
を
行
い
、「
一
」
を
一
四
名
、「
二
」
を
六
名
、

「
三
」
を
一
〇
名
と
し
た
。
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
参
院
側
か
ら
「
一
」
と
「
二
」
の
人
数
配
分
を
再
調
整
し
て
ほ
し
い
と
の
要

望
が
あ
り
、
結
局
「
三
」
を
増
員
す
る
こ
と
で
決
着
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
上
、
二
〇
〇
一
年
三
月
一
三
日
の
党
大
会
に
お
け
る
党

則
の
一
部
改
正
に
よ
っ
て
、「
三
」
が
一
〇
名
か
ら
一
一
名
に
増
員
さ
れ
、
総
務
の
定
員
は
三
一
名
と
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
総
務
選
任
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
、
衆
院
議
員
の
総
務
は
地
方
単
位
で
選
ば
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
と
は
別
枠
で
総

裁
指
名
枠
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
こ
の
選
任
方
法
は
政
友
会
の
協
議
委
員
の
そ
れ
に
由
来
し
て
い
る
。
遠
く
一
九
〇
三

年
一
二
月
の
政
友
会
党
大
会
で
採
択
さ
れ
た
規
定
に
よ
れ
ば
、
協
議
委
員
三
〇
名
の
う
ち
二
〇
名
は
党
所
属
衆
院
議
員
に
よ
り
地
方
別
に
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互
選
さ
れ
、
一
〇
名
は
総
裁
が
指
名
す
る
と
さ
れ
て
い
た
（
福
井 

一
九
六
九
：
一
五
）。

そ
の
「
伝
統
」
は
戦
後
も
自
由
党
系
の
政
党
に
引
き
継
が
れ
（
12
）

、
自
民
党
も
こ
れ
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
。

総
務
と
兼
職
で
き
な
い
ポ
ス
ト

総
務
の
定
員
が
三
一
か
ら
二
五
へ
削
減
さ
れ
た
理
由
が
、
二
〇
〇
九
年
総
選
挙
で
の
自
民
党
大
敗
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
。
兼
職
禁
止
の
慣
例
か
ら
総
務
に
就
け
る
有
資
格
者
が
払
底
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
党
、
政
府
、
お
よ
び
国
会
の
表
2
に
掲
げ
た

役
職
に
就
い
て
い
る
者
は
、
慣
例
的
に
総
務
と
兼
職
で
き
な
い
。
直
近
で
は
一
六
六
名
に
及
ぶ
。
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
の
者
が
仮
に
総
務
に

就
い
た
と
し
て
も
総
務
会
に
物
理
的
に
出
席
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
「
利
益
相
反
」
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
だ
。

た
だ
し
、
国
会
の
常
任
委
員
会
の
中
に
は
あ
ま
り
開
催
さ
れ
な
い
常
任
委
員
会
が
あ
る
。
そ
の
委
員
長
に
就
い
て
い
る
者
は
、
総
務
会

長
が
兼
職
を
認
め
て
い
る
。
一
方
、
表
2
に
は
挙
が
っ
て
い
な
い
が
、
衆
参
両
院
そ
れ
ぞ
れ
の
議
院
運
営
委
員
会
（
議
運
）
の
理
事
は
総

務
と
兼
職
さ
せ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
議
運
の
定
例
理
事
会
は
毎
週
火
曜
、
木
曜
、
金
曜
の
一
一
時
か
ら
で
あ

り
、
総
務
会
が
開
催
さ
れ
る
曜
日
・
時
間
と
重
な
っ
て
い
る
た
め
だ
。

党
則
八
〇
条
一
項
は
「
役
員
の
任
期
は
、
総
裁
に
つ
い
て
は
三
年
と
し
、
そ
の
他
は
す
べ
て
一
年
と
す
る
」
と
定
め
る
。
も
ち
ろ
ん
総

務
も
役
員
で
あ
る
。
自
民
党
所
属
の
国
会
議
員
は
政
府
の
ポ
ス
ト
に
就
く
者
を
除
く
全
員
が
、
党
の
い
ず
れ
か
の
役
員
に
就
く
。
そ
し
て

同
条
五
項
は
「
総
裁
が
新
た
に
選
任
さ
れ
た
場
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
役
員
の
任
期
は
、
終
了
す
る
も
の
と
す
る
」
と

な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
新
総
裁
が
誕
生
す
れ
ば
、
表
2
の
党
役
員
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
連
動
し
て
総
務
の
顔
ぶ
れ
も
変
わ

る
。
あ
る
い
は
、
新
内
閣
が
発
足
す
る
、
な
い
し
は
内
閣
改
造
が
行
わ
れ
れ
ば
政
府
の
ポ
ス
ト
に
就
く
議
員
は
当
然
変
わ
る
の
で
、
や
は

三
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表 2：総務と兼職できないポストとその員数

役　職　名 2016. 4 . 1 時点の員数 備　　　考
党 総裁 1

副総裁 1 空席の場合もある。
幹事長 1
幹事長代行 1
幹事長代理 2
選挙対策委員長 1
副幹事長 18
人事局長 1
経理局長 1
国際局長 1
情報調査局長 1
政調会長 1
政調会長代行 1
政調会長代理 6
政調副会長 8
部会長 13
組織運動本部長 1
団体総局長 1
広報本部長 1
国対委員長 1
財務委員長 1
党紀委員長 1
両院議員総会長 1
衆議院議員総会長 1
人事委員長 1

小計 67
政府 大臣 18 首相は数えていない。

副大臣 22
大臣政務官 24

小計 64
国会 衆）常任委員長 13

衆）特別委員長 8
参）常任委員長 9
参）特別委員長 5

小計 35
合計 166

（出典）　自民党および衆議院・参議院のHP。
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り
総
務
の
構
成
に
影
響
が
出
る
。
さ
ら
に
国
会
会
期
ご
と
に
常
任
委
員
長
・
特
別
委
員
長
は

交
代
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
総
務
に
つ
い
て
異
動
が
生
じ
る
。

総
務
は
入
れ
替
え
が
頻
繁
に
起
こ
る
ポ
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

総
務
の
実
際
の
任
期

上
記
の
党
則
八
〇
条
一
項
に
則
れ
ば
、
総
務
の
任
期
は
一
年
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
は

党
内
事
情
に
よ
り
、
ぴ
た
り
一
年
の
任
期
に
な
る
ほ
う
が
珍
し
い
。
過
去
六
年
間
の
総
務
の

任
期
は
表
3
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
表
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
総
務
が
不
在
の
期
間
が
存
在
す
る
。
二
〇
一
二
年
九
月

二
七
日
か
ら
同
年
一
〇
月
一
五
日
お
よ
び
二
〇
一
五
年
九
月
二
五
日
か
ら
同
年
一
〇
月
二
六

日
で
あ
る
。
こ
の
空
白
期
間
は
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
の
か
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
五
年

一
〇
月
七
日
午
後
に
安
倍
首
相
は
第
三
次
内
閣
の
改
造
を
行
っ
た
。
同
日
午
前
中
に
臨
時
総

務
会
が
開
か
れ
、
首
相
は
幹
事
長
以
下
の
執
行
部
人
事
を
固
め
た
後
に
内
閣
改
造
に
着
手
し

た
。
し
か
し
、
表
3
に
あ
る
と
お
り
、
九
月
二
四
日
で
総
務
の
任
期
は
終
わ
っ
て
い
る
。

す
る
と
適
用
さ
れ
る
の
が
次
の
党
則
八
一
条
で
あ
る
。「
役
員
は
、
そ
の
任
期
が
満
了
又

は
終
了
し
た
後
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
を
経
て
後
任
者
が
決
定
す
る
ま
で
は
、
引
き
続
き
そ

の
職
に
在
る
も
の
と
す
る
」。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
一
〇
月
七
日
の
臨
時
総
務
会
に
は
前

表 3：直近 6年間の総務の任期

着任 離任 任期

2011年10月14日㈮ 2012年 9 月26日㈬ 11か月と23日

2012年10月16日㈫ 2013年 1 月10日㈭ 2か月と26日

2013年 1 月10日㈭ 2013年10月15日㈫ 10か月と 6日

2013年10月15日㈫ 2014年 9 月19日㈮ 11か月と 5日

2014年 9 月19日㈮ 2015年 9 月24日㈭ 1年と 6日

2015年10月27日㈫ 2016年 8 月30日㈫ 10か月と 3日

2016年 8 月30日㈫

（出典）　自民党から提供された資料を参考に筆者作成。
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第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
七
八
）

総
務
が
出
席
し
た
。

二
〇
一
二
年
九
月
二
六
日
は
自
民
党
総
裁
選
が
行
わ
れ
、
谷
垣
禎
一
総
裁
に
代
わ
っ
て
安
倍
が
総
裁
に
選
出
さ
れ
た
。
先
に
引
い
た
党

則
八
〇
条
五
項
に
沿
っ
て
、
総
務
の
任
期
も
こ
こ
で
終
了
し
た
。
で
は
な
ぜ
新
総
務
の
選
任
ま
で
こ
の
と
き
は
二
〇
日
も
か
か
っ
た
の
か
。

総
裁
が
代
わ
れ
ば
、
幹
事
長
以
下
主
要
な
役
員
も
交
代
す
る
。
上
述
の
総
務
と
兼
職
で
き
な
い
役
職
に
も
異
動
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
を

す
べ
て
整
え
た
あ
と
総
務
の
人
選
に
入
る
の
で
時
間
が
か
か
る
の
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
一
〇
月
七
日
の
内
閣
改
造
の
あ
と
新
総
務
が
選

任
さ
れ
る
ま
で
や
は
り
二
〇
日
か
か
っ
て
い
る
の
も
、
同
様
の
理
由
に
よ
る
。

ま
た
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
六
日
に
選
任
さ
れ
た
総
務
は
、
三
か
月
弱
の
任
期
し
か
な
か
っ
た
。
同
年
一
二
月
一
六
日
の
総
選
挙
で

自
民
党
は
大
勝
し
た
。
新
首
相
を
指
名
す
る
た
め
の
特
別
国
会
の
召
集
日
は
一
二
月
二
六
日
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
日
に
臨
時
総
務
会
が
開

か
れ
、
幹
事
長
以
下
の
主
要
な
役
員
が
選
任
さ
れ
た
。
翌
日
組
閣
が
な
さ
れ
、
総
務
と
兼
職
で
き
な
い
役
職
も
順
次
決
め
て
い
っ
て
、
翌

年
一
月
一
〇
日
に
臨
時
総
務
会
が
開
か
れ
、
留
任
と
新
任
の
総
務
が
補
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
前
年
一
〇
月
選
任
の
総
務
の
在
任
期
間
は
三

か
月
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
党
則
八
〇
条
六
項
に
「
総
裁
以
外
の
役
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
欠
の
場
合
に
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
し
」
と

あ
る
。
一
月
に
補
さ
れ
た
総
務
の
任
期
は
、「
前
任
者
」
が
選
任
さ
れ
た
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一
六
日
か
ら
一
年
後
の
二
〇
一
三
年
一
〇

月
一
五
日
ま
で
の
残
任
期
間
に
あ
た
る
一
〇
か
月
あ
ま
り
と
な
っ
た
。

二
〇
一
四
年
九
月
一
九
日
と
二
〇
一
六
年
八
月
三
〇
日
で
一
年
を
満
た
さ
ず
に
任
期
が
区
切
ら
れ
た
の
は
、
二
〇
一
四
年
九
月
三
日
と

二
〇
一
六
年
八
月
三
日
に
そ
れ
ぞ
れ
内
閣
改
造
と
党
役
員
人
事
が
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
九
月
二
四
日
は
両
院
議
員
総
会
が
開
か
れ
た
日
で
あ
る
。
九
月
八
日
の
自
民
党
総
裁
選
に
お
い
て
無
投
票
で
再
選
さ
れ
た

三
二
〇



自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
七
九
）

安
倍
総
裁
を
、
そ
こ
で
正
式
に
決
定
す
る
手
続
き
が
と
ら
れ
た
。
上
記
党
則
八
〇
条
五
項
に
則
り
、
総
務
の
任
期
も
こ
の
日
を
も
っ
て
終

了
し
た
。
す
で
に
こ
の
時
点
で
一
年
の
任
期
を
超
え
て
い
た
が
、
後
任
の
総
務
が
す
ぐ
に
選
任
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
上
述
の
一
〇
月
七

日
の
内
閣
改
造
と
党
役
員
人
事
を
待
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

食
い
違
う
総
務
会
長
と
総
務
の
着
任
期
日

も
ち
ろ
ん
、
総
務
会
長
も
役
員
で
あ
る
か
ら
任
期
は
一
年
で
あ
る
。
党
則
第
四
〇
条
五
項
に
「
総
務
会
長
及
び
副
会
長
は
、
総
務
会
に

お
い
て
互
選
す
る
」
と
あ
る
。
な
の
で
、
総
務
会
長
は
総
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
総
務
に
よ
っ
て
互
選
さ
れ
る
。

現
職
の
細
田
博
之
総
務
会
長
は
二
〇
一
六
年
八
月
三
日
㈬
午
前
の
臨
時
総
務
会
で
「
総
裁
の
指
名
に
よ
る
者
」
の
選
任
枠
で
総
務
と
な

り
、
同
時
に
総
務
会
長
に
互
選
さ
れ
た
。
同
日
午
後
の
第
三
次
安
倍
内
閣
の
再
改
造
に
先
立
つ
人
事
で
あ
る
。
臨
時
総
務
会
で
の
そ
の
諮

り
方
は
お
お
よ
そ
次
の
手
順
と
な
る
。
招
集
者
お
よ
び
議
長
は
細
田
の
前
任
の
二
階
俊
博
で
あ
る
。
二
階
の
議
事
進
行
の
下
、
総
裁
が
細

田
を
二
階
に
代
わ
る
総
務
に
指
名
し
、
二
階
の
後
任
の
総
務
会
長
に
推
薦
す
る
。
二
階
が
「
総
裁
に
よ
る
総
務
会
長
の
ご
推
薦
に
ご
異
議

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」
と
出
席
総
務
に
諮
る
。
異
議
な
し
と
な
り
細
田
が
総
務
会
長
に
「
互
選
」
さ
れ
、
二
階
が
総
務
会
長
席
か
ら
退
席
し

て
細
田
が
そ
こ
に
座
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
旧
総
務
会
長
の
離
着
任
の
日
付
は
同
日
と
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
段
取
り
で
決
め
ら
れ

る
の
で
、
総
務
会
長
は
必
ず
「
総
裁
の
指
名
に
よ
る
者
」
の
選
任
枠
で
総
務
に
就
く
。

片
や
総
務
は
既
述
の
と
お
り
、
党
、
政
府
、
お
よ
び
国
会
の
総
務
と
兼
職
で
き
な
い
役
職
が
固
ま
っ
て
か
ら
で
な
い
と
決
め
ら
れ
な
い
。

ゆ
え
に
、
平
の
総
務
の
着
任
期
日
は
総
務
会
長
の
そ
れ
か
ら
は
ど
う
し
て
も
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
（
13
）

。
す
な
わ
ち
、
総
務
会
長
は
自
分
を

「
互
選
」
し
た
総
務
と
は
異
な
る
総
務
を
率
い
て
、
総
務
会
を
運
営
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
留
任
す
る
総
務
も
い
る
が
（
14
）

。
総
務

三
二
一



政
経
研
究　

第
五
十
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巻
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二
号
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〇
一
六
年
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月
）

（
四
八
〇
）

会
長
の
民
主
的
正
当
性
の
点
で
問
題
が
な
い
と
は
い
え
ま
い
。

3　

総
務
会
の
機
能

繰
り
返
し
、
党
則
三
八
条
を
引
け
ば
「
総
務
会
は
、
党
の
運
営
及
び
国
会
活
動
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
決
定
す
る
」
と
あ
る
。
こ

こ
に
総
務
会
の
機
能
が
端
的
に
謳
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
ち
な
み
に
、
自
民
党
結
党
当
初
は
こ
の
規
定

は
二
六
条
に
置
か
れ
て
い
た
（
15
）

。
そ
の
後
の
党
則
改
正
で
条
数
に
変
更
は
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
の
文
言
自
体
は
結
党
以
来
変
わ
っ
て
い
な

い
。党

の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

党
運
営
の
要
は
幹
部
人
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
総
務
会
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
は
強
い
。
自
民
党
の
執
行
機
関
の
一
つ
に
役
員

会
が
あ
る
。
党
則
二
五
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
役
員
会
は
次
の
八
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

総
裁
、
副
総
裁
、
幹
事
長
、
総
務
会
長
、
政
務
調
査
会
長
、
選
挙
対
策
委
員
長
、
参
議
院
議
員
総
会
長
、
参
議
院
幹
事
長

中
で
も
、
幹
事
長
、
総
務
会
長
、
政
調
会
長
、
お
よ
び
選
対
委
員
長
を
党
四
役
と
い
う
。
幹
事
長
、
政
調
会
長
、
お
よ
び
選
対
委
員
長

は
「
総
務
会
の
承
認
を
受
け
て
、
総
裁
が
決
定
す
る
」（
同
九
条
、
四
六
条
、
五
三
条
七
項
）。
一
方
、
総
務
会
長
は
総
務
会
で
互
選
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
党
則
上
は
総
務
会
長
の
決
定
権
は
総
裁
に
は
な
い
（
16
）

。
総
裁
は
意
中
の
総
務
会
長
候
補
者
を
総
務
会
に
推
薦
す
る
の
み
で
あ
る
。

幹
事
長
、
政
調
会
長
、
お
よ
び
選
対
委
員
長
に
つ
い
て
も
、
総
務
会
が
承
認
し
な
け
れ
ば
、
総
裁
は
決
定
で
き
な
い
。

三
二
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民
党
総
務
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の
研
究
（
西
川
）

（
四
八
一
）

他
の
要
職
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
組
織

運
動
本
部
長
と
広
報
本
部
長
は
上
述
の

党
四
役
と
同
じ
選
任
手
続
き
を
経
る

（
同
一
七
条
、
二
一
条
）。
幹
事
長
代
行
と

国
対
委
員
長
に
つ
い
て
は
、「
総
務
会

の
承
認
を
受
け
て
、
幹
事
長
が
決
定
す

る
」（
同
一
〇
条
、
二
四
条
二
項
）。

要
す
る
に
、「
総
務
会
の
承
認
」
が

な
け
れ
ば
、
党
の
幹
部
人
事
は
進
ま
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
新
内
閣
発
足

や
内
閣
改
造
と
そ
れ
に
連
動
す
る
党
役

員
人
事
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
ま
ず
総

裁
出
席
の
下
、
臨
時
総
務
会
が
開
催
さ

れ
る
。
た
と
え
ば
、
第
二
次
安
倍
内
閣
、

第
二
次
安
倍
改
造
内
閣
、
第
三
次
安
倍

改
造
内
閣
お
よ
び
第
三
次
安
倍
再
改
造

内
閣
発
足
に
先
立
っ
て
、
表
4
の
よ
う

表 4：内閣発足に先立って開催された臨時総務会

内　　　閣 臨時総務会 組閣本部設置

第二次安倍内閣 2012. 12. 25　15時 2012. 12. 26　16時47分

第二次安倍改造内閣 2014. 9 . 3 　10時 5 分 同日13時41分

第三次安倍内閣 2014. 12. 24　16時25分

第三次安倍改造内閣 2015. 10. 7 　10時32分 同日13時44分

第三次安倍再改造内閣 2016. 8 . 3 　 9 時33分 同日14時35分

（注）　第三次安倍内閣発足時には党役員人事が行われなかった。

（出典）　新聞各紙。

表 5：総務会が担う「党の運営に関する重要事項」（幹部人事の承認を除く）

総務会での手続き方法 事項（根拠党則等条文）

総務会の議を経るもの 党大会開催の決定（28条）、総合政策研究所

長（49条 2項）・顧問（69条）・参与（72条）・

党友（74条）・賛助員（76条）の委嘱、党則79

条機関の設置、表彰（91条）、賞罰（93条）、

党費の額の決定（96条）、総裁選の施行期日

の決定（総裁公選規程 8条）

総務会の議に付するもの 党紀処分不服者の再審査請求に相当の理由が

あると認めるか否か（党規律規約 2条 5項）

総務会に報告し、その決定を経

るもの

政調会において決定した政策に関する事項

（45条 5 項）

三
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（
四
八
二
）

に
臨
時
総
務
会
が
開
催
さ
れ
た
。

幹
部
人
事
の
承
認
以
外
に
、
総
務
会
が
担
う
「
党
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
」
は
、
党
則
な
ど
に
よ
れ
ば
表
5
の
と
お
り
で
あ
る
。

国
会
活
動
に
関
す
る
重
要
事
項

自
民
党
が
政
策
を
議
案
と
し
て
国
会
に
提
出
す
る
に
は
「
政
務
調
査
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
四
二
条
二
項
）。
ま
ず
政

策
の
立
案
は
、
政
調
会
に
置
か
れ
る
各
部
会
で
行
わ
れ
る
。
各
部
会
か
ら
出
さ
れ
る
政
策
案
は
、
こ
れ
も
政
調
会
に
設
け
ら
れ
て
い
る
政

調
審
議
会
で
審
議
決
定
さ
れ
る
（
同
四
五
条
一
項
）。
そ
し
て
、「
政
調
審
議
会
に
お
い
て
決
定
し
た
政
策
に
関
す
る
事
項
は
、
速
や
か
に

総
務
会
に
報
告
し
そ
の
決
定
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
四
五
条
五
項
）。

こ
の
「
速
や
か
に
」
は
、
政
調
審
議
会
の
定
例
開
催
曜
日
・
時
刻
が
毎
週
火
曜
と
木
曜
の
一
〇
時
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
。

火
曜
日
の
政
調
審
議
会
で
決
定
し
た
政
策
は
直
後
の
同
日
一
一
時
か
ら
開
催
さ
れ
る
総
務
会
に
、
木
曜
日
の
場
合
は
翌
金
曜
日
の
総
務
会

に
か
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
法
案
を
説
明
す
る
の
は
政
調
審
議
会
に
そ
の
法
案
を
上
げ
た
政
調
部
会
の
部
会
長
で
あ
る
。
部
会
長
に
は
衆
院

議
員
で
あ
れ
ば
ほ
ぼ
当
選
三
回
の
若
手
議
員
が
就
く
。
農
林
部
会
長
の
小
泉
進
次
郎
衆
院
議
員
も
当
選
三
回
で
あ
る
。
説
明
の
巧
拙
で
総

務
を
務
め
る
古
手
の
議
員
か
ら
の
評
価
が
決
ま
る
。
そ
の
チ
ャ
ン
ス
を
活
か
し
て
政
治
的
階
梯
を
昇
ろ
う
と
、
彼
ら
は
「
説
明
語
句
の
一

語
一
語
を
吟
味
」（
村
川 

一
九
八
九
：
二
七
九
）
し
て
自
ら
の
力
量
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
で
あ
る
。

総
務
会
で
了
承
さ
れ
れ
ば
「
党
内
手
続
き
を
経
た
」
こ
と
に
な
り
、
法
案
は
閣
議
に
か
け
ら
れ
閣
議
決
定
を
経
た
の
ち
国
会
に
提
出
さ

れ
る
。
総
務
会
の
了
承
に
よ
り
、
自
民
党
所
属
国
会
議
員
は
党
議
拘
束
を
か
け
ら
れ
、
自
ら
の
信
条
に
反
し
た
法
案
で
も
国
会
で
は
「
採

決
マ
シ
ー
ン
」
に
徹
す
る
ほ
か
な
い
。
も
し
採
決
時
に
「
党
議
に
そ
む
く
行
為
」
を
冒
せ
ば
、
党
規
律
規
約
に
基
づ
く
処
分
を
受
け
る

三
二
四



自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
八
三
）

（
党
則
九
二
条
）。

最
近
の
例
で
は
、
安
保
法
制
を
構
成
す
る
一
一
法
案
は
、
二
〇
一
五
年
五
月
一
一
日
㈪
の
関
連
部
会
、
一
二
日
㈫
一
〇
時
か
ら
の
政
調

審
議
会
で
決
定
を
み
た
あ
と
、
た
だ
ち
に
同
日
一
一
時
か
ら
の
総
務
会
で
「
審
議
決
定
」
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
五
月
一
四
日
に
閣

議
決
定
、
翌
日
に
国
会
提
出
と
い
う
運
び
と
な
っ
た
。
こ
の
法
案
が
衆
院
本
会
議
で
採
決
さ
れ
た
の
は
七
月
一
六
日
で
あ
る
。
か
ね
て
よ

り
、
党
内
に
あ
っ
て
同
法
案
へ
の
反
対
を
表
明
し
て
い
た
村
上
誠
一
郎
衆
院
議
員
は
、
こ
の
本
会
議
を
「
五
年
前
に
手
術
し
た
右
ひ
ざ
が

前
日
か
ら
悪
化
し
、
二
〜
三
日
静
養
す
る
よ
う
医
者
か
ら
指
示
さ
れ
た
た
め
」
と
の
欠
席
届
を
提
出
し
て
欠
席
し
た
（
二
〇
一
五
年
七
月

一
七
日
付
『
朝
日
新
聞
』）。

一
方
、
政
調
審
議
会
で
決
定
さ
れ
た
法
案
で
も
、
総
務
会
で
了
承
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
慣
例
的
に
閣
議
に
は
上
げ
ら
れ
ず
、
政
調
審
議

会
へ
差
し
戻
さ
れ
る
。「
丁
度
、「
最
高
裁
判
所
と
下
級
裁
判
所
」
の
関
係
と
同
じ
く
、
政
務
調
査
会
に
案
件
を
差
し
戻
し
、
改
め
て
調
整

を
求
め
る
」（
村
川 

二
〇
〇
〇
：
五
四
）。「
重
要
法
案
と
な
る
と
総
務
会
の
段
階
で
も
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
出
て
き
て
、
政
審
に
差
し
戻
す

も
の
、
修
正
を
加
え
て
再
提
出
さ
せ
る
も
の
も
あ
る
」（
堀
内 

二
〇
〇
六
：
五
七
）。
総
務
会
が
自
民
党
に
よ
る
法
案
や
予
算
な
ど
の
事
前

審
査
制
（
17
）

の
最
終
関
門
な
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
一
九
八
〇
年
に
当
時
の
大
平
正
芳
政
権
が
、「
家
庭
の
日
」
と
い
う
祝
日
を
六
月
第
一
土
曜
日
に
設
け
る
意
向
を
示
し
た
。

す
で
に
大
平
は
前
年
の
総
裁
選
で
「
家
庭
基
盤
の
充
実
」
を
公
約
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。
四
月
九
日
に
は
党
内
の
「
家
庭
基
盤
充

実
特
別
委
員
会
」
と
内
閣
部
会
の
合
同
会
議
は
、「
家
庭
の
日
」
を
創
設
す
る
祝
日
法
改
正
案
の
国
会
提
出
を
目
指
す
こ
と
を
決
め
た
。

四
月
一
二
日
付
『
毎
日
新
聞
』
に
は
「
家
庭
の
日
六
月
第
一
土
曜
に
」
と
の
大
見
出
し
が
躍
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
総
務
会
は
野
党
の
強
い

反
対
を
理
由
に
政
調
審
議
会
に
差
し
戻
し
た
（
村
川 

一
九
八
九
：
二
七
八
）。
結
局
、
五
月
八
日
の
政
調
審
議
会
は
同
改
正
案
を
「
政
調
会

三
二
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
八
四
）

長
預
か
り
」
と
し
、
国
会
提
出
を
事
実
上
断
念
し
た
（
一
九
八
〇
年
五
月
九
日
付
『
毎
日
新
聞
』）。

4　

総
務
会
の
議
決
方
法

全
会
一
致
の
「
良
識
」

党
則
四
一
条
は
「
総
務
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
定
め

る
。
と
は
い
え
、
実
際
に
は
全
会
一
致
を
慣
例
と
し
て
き
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
総
務
会
長
を

務
め
た
上
記
の
堀
内
は
こ
う
説
明
す
る
。

「
自
民
党
総
務
会
は
、
多
様
な
意
見
を
持
つ
議
員
の
意
見
を
集
約
す
る
場
で
あ
り
、
政
権
を
支
え
る
与
党
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ

る
か
ら
、
異
論
が
続
出
し
て
も
最
後
に
は
全
会
一
致
の
原
則
を
守
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
国
民
政
党
と
し
て
の
自
民
党
が
約
四
十
年
に
わ

た
っ
て
維
持
し
て
き
た
良
識
で
あ
り
、
議
院
内
閣
制
の
わ
が
国
の
政
治
が
安
定
し
て
い
た
基
盤
で
あ
る
」（
堀
内 

二
〇
〇
六
：
五
五
）。

な
お
そ
の
中
に
は
、
議
決
に
際
し
て
あ
る
総
務
が
「
反
対
」
と
繰
り
返
し
発
言
し
、
つ
い
に
は
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、

全
会
一
致
と
み
な
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
堀
内
に
よ
れ
ば
、
総
務
会
で
の
議
決
を
全
会
一
致
と
す
る
原
則
は

一
九
六
二
年
の
赤
城
宗
徳
総
務
会
長
時
代
か
ら
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
義
に
つ
い
て
堀
内
は
、「
①
時
間
を
か
け
て
も
、
努
力
し
て

反
対
者
を
な
く
す
こ
と
／
②
党
を
割
ら
な
い
た
め
に
最
大
限
の
努
力
を
す
る
こ
と
」
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
（
同
：
五
八
）。
し
か
し
、
先

に
述
べ
た
政
治
改
革
関
連
法
案
を
め
ぐ
る
混
乱
に
あ
っ
て
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
こ
の
議
決
慣
例
が
旧
弊
と
み
な
さ
れ
、「
改
革
派
」
は
離

党
し
た
。

三
二
六



自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
八
五
）

前
出
の
鈴
木
は
総
務
会
長
在
任
中
、
総
務
会
で
採
決
に
至
っ
た
の
は
二
回
の
み
だ
っ
た
と
い
う
。
一
つ
目
は
沖
縄
の
国
政
参
加
選
挙
を

め
ぐ
る
も
の
だ
っ
た
。
一
九
六
九
年
一
一
月
二
一
日
の
佐
藤
栄
作
首
相
と
ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
に
よ
る
共
同
声
明
で
、
一
九
七
二
年
に
沖

縄
の
施
政
権
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
国
会
内
で
は
、
返
還
が
事
実
上
決
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
沖
縄

返
還
協
定
の
批
准
前
で
も
沖
縄
代
表
の
国
政
参
加
を
可
能
に
す
べ
き
だ
と
の
気
運
が
生
ま
れ
た
。
対
し
て
、
自
民
党
内
に
は
批
准
の
の
ち

と
す
る
の
が
筋
だ
と
の
「
正
論
」
も
唱
え
ら
れ
た
。

そ
こ
で
鈴
木
総
務
会
長
は
結
論
を
急
が
ず
、
衆
参
そ
れ
ぞ
れ
の
法
制
局
長
と
内
閣
法
制
局
長
官
か
ら
な
る
三
長
官
会
議
を
設
け
て
検
討

さ
せ
た
。「
そ
う
し
た
ら
、
国
会
で
こ
れ
を
認
め
れ
ば
憲
法
上
許
さ
れ
る
と
い
う
結
論
が
で
た
。
そ
こ
で
私
は
総
務
会
に
三
長
官
会
議
の

結
論
を
報
告
し
て
、
国
会
承
認
す
れ
ば
違
法
で
は
な
い
。（
略
）
憲
法
上
疑
義
が
な
い
ん
だ
か
ら
、
こ
れ
は
国
政
参
加
を
認
め
る
べ
き
だ
と
、

我
党
は
こ
れ
を
支
持
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
採
決
し
た
。
満
場
一
致
で
し
た
ね
」（
鈴
木 

一
九
九
一
：
一
六
三
│
一
六
四
）。

二
つ
目
は
、
一
九
七
二
年
の
日
中
共
同
声
明
に
基
づ
き
一
九
七
四
年
四
月
二
〇
日
に
北
京
で
署
名
さ
れ
た
日
中
航
空
協
定
の
国
会
承
認

の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
党
内
の
親
台
派
議
員
が
猛
反
発
し
た
。
鈴
木
は
「
徹
底
的
に
論
議
を
尽
く
し
て
も
ら
う
」
方
針
を
堅
持
し
た
。

「
と
う
と
う
、〔
親
台
派
の
〕
藤
尾
君
も
玉
置
君
も
音
を
上
げ
て
ね
、
私
の
と
こ
ろ
へ
み
え
て
、「
我
々
は
反
対
は
崩
し
ま
せ
ん
が
（
略
）

我
々
が
席
を
立
つ
か
ら
、
そ
の
時
、
総
務
会
は
採
決
な
り
何
な
り
結
論
を
出
し
て
下
さ
い
」
と
（
略
）。
そ
し
て
、
そ
の
両
君
に
自
発
的

に
総
務
会
の
席
を
は
ず
し
て
も
ら
っ
て
、
満
場
一
致
と
い
う
か
た
ち
で
日
中
航
空
協
定
を
党
議
決
定
し
た
」（
同
：
一
六
五
│
一
六
六
）。

藤
尾
と
玉
置
は
総
務
会
の
全
会
一
致
の
議
決
慣
例
を
尊
重
し
て
気
を
利
か
せ
た
の
で
あ
る
。
途
中
退
席
を
想
定
し
て
い
る
た
め
、
総
務

会
の
定
足
数
は
設
定
で
き
な
い
。

三
二
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
八
六
）

異
例
の
挙
手
採
決

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
五
年
六
月
二
八
日
の
総
務
会
で
、
こ
の
慣
例
が
つ
い
に
破
ら
れ
た
。
久
間
章
生
総
務
会
長
が
郵
政
民
営
化
関
連
法

案
の
修
正
案
を
め
ぐ
っ
て
、
挙
手
に
よ
る
多
数
決
採
決
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
総
務
会
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
久
間
は
「
な

お
総
務
会
と
し
て
決
定
を
し
ま
し
た
の
で
、
衆
議
院
の
修
正
だ
け
で
な
く
、
本
会
議
に
お
い
て
も
、
参
議
院
も
含
め
て
党
議
拘
束
さ
れ
ま

す
の
で
」
と
念
押
し
し
た
（
堀
内 

二
〇
〇
六
：
一
一
二
）。
た
だ
、
堀
内
は
「
挙
手
の
数
は
数
え
て
お
ら
ず
、
採
決
に
際
し
、
賛
成
何
名
、

反
対
何
名
と
は
は
っ
き
り
表
明
で
き
な
か
っ
た
」
と
指
摘
す
る
（
同
：
一
一
三
）。

の
ち
の
衆
院
本
会
議
採
決
で
郵
政
民
営
化
法
案
に
反
対
票
を
投
じ
て
離
党
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
野
田
聖
子
衆
院
議
員
は
、
当
時
総
務
で

は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
総
務
会
を
傍
聴
し
て
い
た
。
翌
年
に
、
野
田
は
自
民
党
に
復
党
し
二
〇
一
二
年
一
二
月
に
は
総
務
会
長
に
就
い
た
。

そ
の
在
職
中
の
二
〇
一
三
年
五
月
に
、
ウ
ェ
ブ
版
「
ハ
フ
ィ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
」
の
ブ
ロ
グ
に
、「
総
務
会
長
と
い
う
仕
事
」
と
題
し
て
、

上
述
の
異
例
の
採
決
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。

「
賛
成
派
か
ら
も
多
数
が
動
員
さ
れ
て
、
多
く
の
人
た
ち
が
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
採
決
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
。
忘
れ
も
し
ま

せ
ん
。
ま
だ
多
く
の
意
見
が
出
て
い
た
の
に
、
当
時
の
久
間
章
生
総
務
会
長
が
議
論
を
打
ち
切
っ
て
採
決
を
強
行
。
怒
号
の
飛
び
交
う
な

か
、
総
務
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
な
い
人
た
ち
が
「
賛
成
」
と
手
を
挙
げ
て
、「
賛
成
多
数
」
と
さ
れ
て
法
案
は
総
務
会
を
通
っ
た
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。（
略
） 

党
を
ま
と
め
る
役
目
の
総
務
会
長
と
し
て
は
、
あ
の
と
き
は
あ
あ
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、

正
当
な
手
続
き
だ
っ
た
の
か
？
／
そ
う
思
っ
て
、
長
ら
く
総
務
会
を
担
当
す
る
自
民
党
の
事
務
方
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、「
た

と
え
少
数
で
も
総
務
会
長
が
『
多
数
』
と
い
え
ば
、
多
数
と
な
る
」
の
だ
そ
う
で
す
（
18
）

」

こ
れ
以
降
は
挙
手
採
決
は
な
く
、
従
来
の
議
決
方
式
が
続
い
て
き
た
。
だ
が
、
例
外
は
一
度
限
り
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
前
出
の
安
保

三
二
八



自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
八
七
）

法
制
を
構
成
す
る
一
一
法
案
が
了
承
さ
れ
た
二
〇
一
五
年
五
月
一
二
日
の
総
務
会
で
、
一
〇
年
ぶ
り
に
挙
手
採
決
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

村
上
誠
一
郎
総
務
は
反
対
を
主
張
し
た
が
、
採
決
前
に
途
中
退
席
し
た
た
め
「
全
会
一
致
」
と
な
っ
た
。
二
階
総
務
会
長
は
挙
手
採
決
と

し
た
意
図
に
つ
い
て
、「
賛
成
か
反
対
か
わ
か
ら
ず
そ
の
場
に
い
た
と
い
う
の
で
は
困
る
」
と
述
べ
た
（
二
〇
一
五
年
五
月
一
三
日
付
『
日
本

経
済
新
聞
』）。む

す
び

二
〇
一
六
年
二
月
一
日
に
死
去
し
た
政
治
学
者
の
京
極
純
一
は
、
名
著
『
日
本
の
政
治
』
の
中
で
日
本
型
意
思
決
定
の
特
徴
を
「
和
の

方
式
」
と
よ
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、「
決
定
に
関
す
る
伝
統
的
な
制
度
に
お
い
て
、
成
員
全
員
に
平
等
な
参
加
資
格
が
あ
り

（
参
加
の
政
治
）、
ま
た
、
全
員
が
拒
否
権
を
も
つ
（
全
員
一
致
）
上
に
、
票
決
を
用
い
て
、
対
立
な
い
し
多
数
派
少
数
派
分
化
を
、
成
員
の

眼
に
見
え
る
よ
う
に
、
表
示
す
る
こ
と
は
、
で
き
る
限
り
、
回
避
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
」（
京
極 

一
九
八
三
：
二
〇
八
）。

ま
さ
に
自
民
党
総
務
会
そ
の
も
の
で
あ
る
。
京
極
の
次
の
記
述
も
、
総
務
会
を
め
ぐ
る
党
内
文
化
を
言
い
当
て
て
い
よ
う
。「〔
票
決
に

よ
っ
て
〕
集
合
体
な
り
集
団
の
な
か
に
「
シ
コ
リ
が
残
る
」
こ
と
は
避
け
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、「
和
」
を
尊
重
す
る
人
々
は
根
回
し

（
事
前
工
作
）
に
よ
る
対
決
の
回
避
に
熱
心
と
な
る
」（
同
：
二
一
〇
）。

決
定
の
要
所
に
全
会
一
致
が
議
決
慣
例
の
総
務
会
を
必
ず
置
く
こ
と
で
、
党
内
政
治
の
「
和
の
方
式
」
が
確
保
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
民
党
総
務
会
の
本
質
を
一
言
に
ま
と
め
れ
ば
、「
和
の
方
式
」
の
維
持
装
置
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
執
行
部
が
「
和
」
の
党
運
営
を

行
う
た
め
に
は
、
だ
れ
が
総
務
に
な
る
か
は
大
き
く
か
か
わ
る
。
上
述
の
選
出
枠
「
一
」
と
「
二
」
か
ら
の
総
務
の
「
公
選
」
に
は
、
執

三
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
八
八
）

行
部
は
制
度
的
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
得
な
い
（
19
）

だ
け
に
、
総
務
会
長
の
手
腕
が
問
わ
れ
る
。「
和
の
政
治
」
を
政
治
理
念
と
す
る
鈴
木
だ
か

ら
こ
そ
、
そ
の
職
務
を
九
期
も
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
歴
代
の
総
務
就
任
者
の
リ
ス
ト
を
み
る
と
、
特
定
の
議
員
が
何
期
も
総
務
を
務
め
て
い
る
（
20
）

。「
総
務
族
」
と
で
も
よ
ぶ
べ

き
か
。
次
の
課
題
は
そ
の
精
査
で
あ
る
。

注（
1
） 

本
稿
は
拙
稿
「
自
民
党
総
務
会
と
は
な
に
か
」『
フ
ラ
タ
ニ
テ
ィ
』
第
二
号
（
二
〇
一
六
）
一
四
│
一
九
頁
を
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 

た
と
え
ば
、
北
岡
伸
一
（
一
九
九
五
）『
自
民
党　

政
権
党
の
38
年
』
読
売
新
聞
社
は
前
者
の
代
表
的
な
研
究
と
い
え
る
。
最
近
で
は
、
中
北

浩
爾
（
二
〇
一
四
）『
自
民
党
政
治
の
変
容
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
後
者
の
古
典
的
な
研
究
に
福
井
治
弘
（
一
九
六
九
）

『
自
由
民
主
党
の
政
策
決
定
』
福
村
出
版
が
あ
る
。
加
え
て
、
佐
藤
誠
三
郎
・
松
崎
哲
久
（
一
九
八
六
）『
自
民
党
政
権
』
中
央
公
論
社
、
お
よ
び
村

川
一
郎
（
一
九
八
九
）『
自
民
党
の
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
』
教
育
社
な
ど
が
あ
る
。

（
3
） 

政
務
調
査
会
を
取
り
上
げ
た
も
の
に
、
日
本
経
済
新
聞
社
編
（
一
九
八
三
）『
自
民
党
政
調
会
』
日
本
経
済
新
聞
社
が
、
青
年
局
に
注
目
し
た

も
の
に
、
常
井
健
一
（
二
〇
一
四
）『
誰
も
書
か
な
か
っ
た
自
民
党　

総
理
の
登
竜
門
「
青
年
局
」
の
研
究
』
新
潮
新
書
が
あ
る
。
奥
健
太
郎
・
河

野
康
子
編
著
（
二
〇
一
五
）『
自
民
党
政
治
の
源
流　

事
前
審
査
制
の
史
的
検
証
』
吉
田
書
店
の
各
章
に
は
、
総
務
会
（
第
三
章
・
小
宮
京
）、
政
務

調
査
会
（
第
五
章
・
奥
健
太
郎
）、
外
交
調
査
会
（
第
六
章
・
河
野
康
子
）
に
関
す
る
政
治
史
的
分
析
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
幹
事
長
ポ
ス
ト
な
い

し
は
幹
事
長
室
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
吉
政
（
一
九
八
一
）『
№
2
の
人　

自
民
党
幹
事
長
』
講
談
社
、
浅
川
博
忠
（
二
〇
〇
二
）『
自
民
党
幹
事
長
と

い
う
お
仕
事
』
亜
紀
書
房
、
さ
ら
に
は
奥
島
貞
雄
（
二
〇
〇
二
）『
自
民
党
幹
事
長
室
の
30
年
』
中
央
公
論
新
社
が
あ
る
。

（
4
） 

鈴
木
善
幸
の
九
期
に
お
よ
ぶ
総
務
会
長
歴
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
三
〇



自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
八
九
）

総　

裁

総
務
会
長
在
任
期
間

在
任
日
数

Ⅰ

佐
藤
栄
作

一
九
六
八
．
一
二
．
一
〜
一
九
七
〇
．
一
．
一
二

四
〇
八

Ⅱ

佐
藤
栄
作

一
九
七
〇
．
一
．
一
二
〜
一
九
七
〇
．
一
〇
．
二
九

二
九

Ⅲ

佐
藤
栄
作

一
九
七
〇
．
一
〇
．
二
九
〜
一
九
七
一
．
七
．
五

二
五
〇

Ⅳ

田
中
角
栄

一
九
七
二
．
七
．
六
〜
一
九
七
二
．
一
二
．
二
三

一
七
一

Ⅴ

田
中
角
栄

一
九
七
二
．
一
二
．
二
三
〜
一
九
七
三
．
七
．
六

一
九
六

Ⅵ

田
中
角
栄

一
九
七
三
．
七
．
六
〜
一
九
七
三
．
一
一
．
二
五

一
四
三

Ⅶ

田
中
角
栄

一
九
七
三
．
一
一
．
二
五
〜
一
九
七
四
．
一
一
．
一
一

三
五
二

Ⅷ

田
中
角
栄

一
九
七
四
．
一
一
．
一
一
〜
一
九
七
四
．
一
二
．
九

二
九

Ⅸ

大
平
正
芳

一
九
七
九
．
一
一
．
一
六
〜
一
九
八
〇
．
七
．
一
五

二
四
三

合
計 

一
八
一
五

（
注
）　

離
着
任
日
が
同
日
の
場
合
、
合
計
の
際
に
重
複
カ
ウ
ン
ト
は
し
て
い
な
い
の
で
、
最
下
段
の
合
計
と
在
任
日
数
各
セ
ル
の
合
計
と
は
日
数

が
合
わ
な
い
。

（
出
典
）　

鈴
木
（
一
九
九
一
）
巻
末
の
「
鈴
木
善
幸
関
係
年
譜
」
お
よ
び
自
由
民
主
党
（
二
〇
〇
六
：
一
九
八
二
│
二
〇
三
八
）
に
基
づ
き
筆
者

作
成
。

（
5
） 

自
民
党
総
務
会
に
つ
い
て
は
、
現
職
あ
る
い
は
元
職
の
総
務
会
長
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
総
務
会
そ
れ
自
体
を
論

じ
た
も
の
は
き
わ
め
て
少
な
い
。『
選
択
』
一
九
九
七
年
一
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
無
署
名
記
事
「
日
本
の
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
シ
リ
ー
ズ
二
七
八　

自
民
党
総
務
会

│
政
権
の
安
定
度
を
は
か
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー

│
」
が
あ
る
。
ま
た
、
村
川
一
郎
（
二
〇
〇
〇
）『
政
策
決
定
過
程
』
信
山
社
の

第
Ⅰ
部
第
三
章
が
「
総
務
会
」
と
題
さ
れ
、
そ
の
沿
革
、
組
織
、
お
よ
び
運
営
を
検
討
し
て
い
る
（
同
：
四
五
│
五
八
）。
最
近
で
は
、
小
宮
京

「
総
務
会
に
関
す
る
一
考
察

│
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
の
警
察
法
改
正
を
中
心
に

│
」（
前
掲
、
奥
・
河
野
編
著
（
二
〇
一
五
）
所
収
）
が

出
さ
れ
、
自
民
党
総
務
会
の
機
能
が
そ
の
前
身
政
党
の
中
で
い
か
に
整
え
ら
れ
、
自
民
党
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
か
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
福
井

（
一
九
六
九
）
に
は
四
頁
（
一
〇
二
│
一
〇
六
）
に
わ
た
っ
て
、
村
川
（
一
九
八
九
）
に
は
九
頁
（
一
一
九
│
一
二
六
、
二
七
七
│
二
七
九
）
に
わ

三
三
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
〇
）

た
っ
て
、
自
民
党
総
務
会
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

（
6
） 

文
中
で
総
務
会
に
関
す
る
典
拠
の
な
い
記
述
は
、
ソ
ー
ス
を
伏
せ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
私
が
得
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
お
名

前
を
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
情
報
提
供
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
7
） 
こ
の
開
催
曜
日
は
自
民
党
の
単
独
政
権
時
代
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
（
村
川 

一
九
九
七
：
一
二
七
）。

（
8
） 

こ
れ
に
つ
い
て
の
経
緯
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
六
月
、
新
安
保
条
約
批
准
書
の
交
換
・
発
効
を
も
っ
て
、
岸
信
介
首
相
の
退
陣

表
明
が
既
定
路
線
と
な
る
と
、
川
島
正
次
郎
幹
事
長
ら
は
党
則
を
改
正
し
て
、
新
総
裁
を
公
選
す
る
方
針
を
固
め
る
。
総
務
会
に
つ
い
て
も
、
少
数

精
鋭
主
義
に
よ
る
機
能
強
化
が
目
指
さ
れ
た
（
一
九
六
〇
年
六
月
二
一
日
付
『
読
売
新
聞
』）。
船
田
中
政
調
会
長
を
委
員
長
と
す
る
党
則
改
正
特
別

委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
七
月
六
日
に
は
改
正
案
要
綱
が
同
委
員
会
で
了
承
さ
れ
た
。
総
務
の
定
員
は
半
減
の
二
〇
名
と
さ
れ
た
が
、
現
行
ど
お
り
を

求
め
る
意
見
も
あ
る
の
で
対
応
を
総
務
会
に
一
任
し
た
（
七
月
七
日
付
『
同
』）。
総
務
会
は
三
〇
人
と
す
る
こ
と
で
ま
と
ま
り
、
七
月
一
二
日
の
総

務
会
で
そ
れ
を
決
定
す
る
（
七
月
一
二
日
付
『
同
』
夕
刊
）。
そ
れ
が
、
七
月
一
三
日
か
ら
開
か
れ
る
党
大
会
に
提
出
さ
れ
た
。

（
9
） 

こ
の
増
員
の
背
景
に
は
、
ど
う
し
て
も
総
務
に
な
り
た
い
と
求
め
る
あ
る
議
員
の
わ
が
ま
ま
を
執
行
部
が
聞
き
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い

う
属
人
的
理
由
も
あ
っ
た
。

（
10
） 

堀
内
（
二
〇
〇
六
：
六
）
に
は
「
本
書
は
、
い
ま
ま
で
表
に
出
た
こ
と
の
な
い
自
民
党
総
務
会
議
事
録
を
も
と
に
、
小
泉
首
相
の
政
治
運
営
の

問
題
点
と
大
義
の
な
い
郵
政
選
挙
に
突
入
し
た
流
れ
を
明
ら
か
に
し
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
議
事
録
」
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
非
公
式

の
も
の
で
あ
る
。

（
11
） 

正
規
の
総
務
会
と
の
違
い
は
議
決
を
と
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
12
） 

日
本
自
由
党
党
則
：

第
四
条　

総
務
委
員
ハ
党
所
属
代
議
士
十
名
（
五
捨マ
マ

六
入マ
マ

）
ニ
付
一
名
ノ
割
合
ヲ
以
テ
地
方
別
ニ
代
議
士
中
ヨ
リ
単
記
無
記
名
投
票
ヲ
以
テ
選
挙
ス

　

但
シ
総
裁
ノ
指
名
ニ
ヨ
リ
広
ク
党
員
中
ヨ
リ
十
名
ヲ
置
ク

自
由
党
党
則
（
改
正
）：

第
二
十
二
条　

総
裁
の
選
任
は
、
次
の
各
号
に
よ
る
。

三
三
二



自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
九
一
）

　

一 

、
各
地
区
別
（
別
表
）
所
属
代
議
士
二
十
名
（
九
捨
十
入
）
に
つ
き
一
名
の
割
合
に
よ
っ
て
、
単
記
無
記
名
投
票
で
、
各
地
区
別
（
別
表
）

に
、
互
選
す
る
。

　

二
、
所
属
参
議
院
議
員
の
う
ち
か
ら
、
単
記
無
記
名
投
票
で
、
議
員
十
名
（
四
捨
五
入
）
に
つ
き
一
名
の
割
合
に
よ
っ
て
、
互
選
す
る
。

　

三
、
総
裁
は
、
そ
の
指
名
に
よ
っ
て
、
所
属
国
会
議
員
又
は
国
会
議
員
以
外
の
党
員
の
う
ち
か
ら
、
十
名
に
限
り
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
進
党
系
で
も
自
民
党
の
前
身
と
な
っ
た
日
本
民
主
党
の
場
合
、
党
則
三
二
条
で
総
裁
が
総
務
を
推
薦
で
き
る
規
定
を
置
い
て
い
た
。「
党
総
務

は
其
の
定
数
を
二
十
名
と
し
、
内
十
二
名
を
両
院
議
員
総
会
に
於
て
公
選
し
、
内
八
名
を
総
裁
の
推
薦
に
よ
り
両
院
議
員
総
会
に
於
て
決
定
す
る
。」

（
村
川 

一
九
九
八
：
三
六
一
、
三
六
七
、
三
九
九
│
四
〇
〇
）。

（
13
） 

直
近
六
人
の
総
務
会
長
の
離
着
任
期
日
と
そ
の
下
で
の
総
務
の
着
任
期
日
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

総
務
会
長

着　

任　

日

離　

任　

日

総
務
着
任
日

備　
　
　

考

小
池
百
合
子

二
〇
一
〇
．
九
．
九

二
〇
一
一
．
九
．
三
〇

二
〇
一
〇
．
一
〇
．
五

塩
谷　
　

立

二
〇
一
一
．
九
．
三
〇

二
〇
一
二
．
九
．
二
八

二
〇
一
一
．
一
〇
．
一
四

細
田　

博
之

二
〇
一
二
．
九
．
二
八

二
〇
一
二
．
一
二
．
二
五

二
〇
一
二
．
一
〇
．
一
六

野
田　

聖
子

二
〇
一
二
．
一
二
．
二
五

二
〇
一
三
．
九
．
一
七

二
〇
一
三
．
一
．
一
〇

二
〇
一
二
．
一
二
．
二
六

第
二
次
安
倍
内
閣
発
足

野
田　

聖
子

二
〇
一
三
．
九
．
一
七

二
〇
一
四
．
九
．
三

二
〇
一
三
．
一
〇
．
一
五

留
任

二
階　

俊
博

二
〇
一
四
．
九
．
三

二
〇
一
五
．
一
〇
．
七

二
〇
一
四
．
九
．
一
九

二
〇
一
四
．
九
．
三

第
二
次
安
倍
改
造
内
閣
発
足

二
階　

俊
博

二
〇
一
五
．
一
〇
．
七

二
〇
一
六
．
八
．
三

二
〇
一
五
．
一
〇
．
二
七

留
任
：
二
〇
一
五
．
一
〇
．
七

第
三
次
安
倍
改
造
内
閣
発
足

細
田　

博
之

二
〇
一
六
．
八
．
三

二
〇
一
六
．
八
．
三
〇

二
〇
一
六
．
八
．
三

第
三
次
安
倍
再
改
造
内
閣
発
足

（
出
典
）　

新
聞
各
紙
お
よ
び
自
民
党
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
き
筆
者
作
成
。

三
三
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
二
）

（
14
） 

二
〇
一
六
年
八
月
三
〇
日
に
着
任
し
た
二
五
名
の
新
総
務
の
う
ち
、
留
任
者
は
一
〇
名
で
あ
る
。

（
15
） 

戦
前
の
保
守
政
党
に
お
い
て
は
、
総
務
会
（
総
務
委
員
会
）
は
議
決
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
執
行
機
関
で
も
あ
り
、
党
運
営
の
要
の
位
置
を
占

め
て
い
た
。
戦
後
も
こ
の
性
質
は
受
け
継
が
れ
、
中
で
も
自
由
党
系
に
あ
っ
て
は
吉
田
茂
総
裁
が
党
運
営
に
当
た
っ
て
、
総
務
会
の
存
在
に
手
を
焼

い
た
。
吉
田
は
総
務
会
の
力
を
徐
々
に
削
ぐ
こ
と
で
、
自
ら
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
確
立
を
図
っ
た
。
自
民
党
結
党
二
年
前
の
一
九
五
三
年
九
月
の

自
由
党
党
則
改
正
で
は
「
総
務
会
は
決
議
機
関
と
し
て
、
党
の
政
策
、
人
事
及
び
会
計
そ
の
他
重
要
事
項
を
審
議
す
る
」（
一
二
条
）
と
さ
れ
、
総

務
会
は
議
決
機
関
へ
と
「
形
骸
化
」
し
た
（
奥
・
河
野
編
著 

二
〇
一
五
：
一
一
九
│
一
二
〇
）。
そ
し
て
、
自
民
党
が
党
則
で
総
務
会
に
つ
い
て
こ

の
規
定
を
設
け
た
こ
と
で
、「
総
務
会
の
権
限
が
確
定
し
た
」（
同
：
一
四
三
）。

（
16
） 

自
民
党
の
二
つ
の
前
身
政
党
で
も
こ
の
点
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
自
由
党
は
党
則
（
改
正
）
二
二
条
で
「
総
務
会
長
は
、
総
務
の
三
分
の
二
以
上

出
席
し
た
総
務
会
で
、
無
記
名
投
票
に
よ
り
、
決
定
す
る
」
と
定
め
て
い
た
。
一
方
、
日
本
民
主
党
の
党
則
三
三
条
は
「
総
務
会
長
、
副
会
長
は
総

務
会
に
於
て
互
選
す
る
」
と
な
っ
て
い
る
（
村
川 

一
九
九
八
：
三
六
七
、
四
〇
〇
）。

（
17
） 

奥
・
河
野
編
著
（
二
〇
一
五
）
に
よ
れ
ば
、「
事
前
審
査
と
は
、
内
閣
が
国
会
に
予
算
・
法
案
等
を
提
出
す
る
に
あ
た
り
、
閣
議
決
定
前
に
自

民
党
が
審
査
す
る
手
続
き
で
あ
る
。（
略
）
自
民
党
の
了
承
が
な
い
限
り
閣
議
決
定
で
き
な
い
慣
習
が
成
立
し
て
い
る
。
自
民
党
政
権
の
な
か
で
慣

習
と
し
て
定
着
し
、
制
度
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
手
続
き
を
、
本
書
は
事
前
審
査
制
と
定
義
す
る
」（
同
：
二
）。
そ
の
起
点
は

一
九
六
二
年
二
月
二
三
日
付
で
当
時
の
赤
城
宗
徳
総
務
会
長
が
大
平
正
芳
官
房
長
官
に
送
っ
た
次
の
書
簡
と
す
る
の
が
、「
通
説
」
で
あ
る
。「
法
案

審
議
に
つ
い
て
／
一
月
二
三
日
の
総
務
会
に
於
て
法
案
審
議
に
関
し
左
記
の
通
り
再
確
認
致
し
た
の
で
御
了
承
を
願
い
度
い
／
記
／
一
、
各
法
案
提

出
の
場
合
は
閣
議
決
定
に
先
だ
っ
て
総
務
会
に
御
連
絡
を
願
い
度
い　

尚
政
府
提
出
の
各
法
案
に
つ
い
て
は
総
務
会
に
於
て
修
正
す
る
こ
と
の
あ
り

得
る
に
つ
き
御
了
承
を
願
い
た
い
」（
奥 

二
〇
一
四
：
四
八
）

こ
れ
に
対
し
て
、
奥
（
二
〇
一
四
）
は
『
政
調
週
報
』
の
デ
ー
タ
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
事
前
審
査
制
の
起
点
は
自
民
党
結
党
の
ほ
ぼ
一
か
月
後

に
召
集
さ
れ
た
第
二
四
回
国
会
（
会
期
：
一
九
五
五
年
一
二
月
二
〇
日
〜
一
九
五
六
年
六
月
三
日
）
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
上
記
の
い
わ

ゆ
る
赤
城
書
簡
は
そ
れ
に
総
務
会
の
了
承
を
加
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
事
前
審
査
制
の
起
点
で
は
な
く
「
制
度
化
の
最
終
局
面
を
意
味
す
る
文
書
」

だ
と
い
う
（
同
：
七
四
）。
さ
ら
に
小
宮
は
、
総
務
会
の
議
事
手
続
き
を
確
認
し
た
一
九
六
三
年
一
月
二
四
日
の
総
務
会
申
し
合
わ
せ
の
存
在
を
指

三
三
四



自
民
党
総
務
会
の
研
究
（
西
川
）

（
四
九
三
）

摘
し
て
、
赤
城
書
簡
の
一
年
後
で
も
ま
だ
総
務
会
の
議
事
手
続
き
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
推
察
可
能
」
と
述
べ
て
い
る
（
奥
・
河
野
編
著 

二
〇
一
五
：
一
四
四
）。

（
18
） http://w

w
w
.huffi  ngtonpost.jp/seiko-noda/post_4852_b_3323853.htm

l

（
最
終
閲
覧
日
：
二
〇
一
六
年
八
月
一
〇
日
）

（
19
） 
二
〇
一
六
年
八
月
三
〇
日
に
了
承
さ
れ
た
新
総
務
に
石
破
や
、
現
金
授
受
問
題
で
閣
僚
を
辞
任
し
た
甘
利
が
就
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
細
田
総

務
会
長
は
「
衆
院
議
員
は
11
の
地
区
ブ
ロ
ッ
ク
で
の
協
議
に
基
づ
き
選
出
す
る
の
が
慣
例
だ
」
と
述
べ
た
（
二
〇
一
六
年
八
月
三
一
日
付
『
朝
日
新

聞
』）。
執
行
部
は
人
選
に
関
与
で
き
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
た
だ
党
内
に
は
甘
利
の
起
用
に
つ
い
て
、
甘
利
と
親
密
な
安
倍
の
内
意
が
忖
度

さ
れ
た
の
で
は
と
の
観
測
も
あ
っ
た
（
同
日
付
『
毎
日
新
聞
』）。

（
20
） 

自
民
党
か
ら
提
供
さ
れ
た
総
務
就
任
者
リ
ス
ト
の
う
ち
、
二
〇
一
〇
年
一
月
二
二
日
か
ら
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
八
日
ま
で
の
総
務
就
任
者
に

限
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
間
に
三
期
以
上
総
務
に
就
任
し
た
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

期　

数

氏　
　
　
　
　
　
　

名

備　
　
　

考

八

野
田
毅

二
〇
一
五
年
九
月
二
五
日
の
一
日
だ
け
の
就
任
も
含
む
。

五

小
坂
憲
次
、
村
上
誠
一
郎

四

衛
藤
征
士
郎
、
岡
田
広
、
木
村
義
雄

三

愛
知
治
郎
、
大
島
理
森
、
大
野
功
統
、
加
藤
紘
一
、
金
子
一
義
、
金
子

原
二
郎
、
山
東
昭
子
、
高
村
正
彦
、
二
階
俊
博
、
望
月
義
夫

そ
の
後
、
二
〇
一
六
年
八
月
三
〇
日
に
行
わ
れ
た
新
た
な
総
務
の
決
定
で
、
野
田
、
村
上
、
衛
藤
、
岡
田
、
木
村
、
金
子
原
二
郎
は
再
任
さ
れ
、

就
任
期
数
を
一
つ
ず
つ
増
や
し
た
。

引
用
・
参
考
文
献

浅
野
一
郎
・
河
野
久
編
著
（
二
〇
一
四
）『
新
・
国
会
事
典　

第
3
版
』
有
斐
閣
。

奥
健
太
郎
（
二
〇
一
四
）「
事
前
審
査
制
の
起
点
と
定
着
に
関
す
る
一
考
察　

自
民
党
結
党
前
後
の
政
務
調
査
会
」『
法
学
研
究
』
八
七
巻
一
号
。

三
三
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
四
）

奥
健
太
郎
・
河
野
康
子
編
著
（
二
〇
一
五
）『
自
民
党
政
治
の
源
流　

事
前
審
査
制
の
史
的
検
証
』
吉
田
書
店
。

東
根
千
万
億
（
二
〇
〇
四
）『
等
し
か
ら
ざ
る
を
憂
え
る
。
元
首
相
鈴
木
善
幸
回
顧
録
』
岩
手
日
報
社
。

京
極
純
一
（
一
九
八
三
）『
日
本
の
政
治
』
東
大
出
版
会
。

自
由
民
主
党
編
纂
（
二
〇
〇
六
）『
自
由
民
主
党
五
十
年
史　

資
料
編
』
自
由
民
主
党
。

鈴
木
善
幸
〔
述
〕（
一
九
九
一
）『
元
総
理
鈴
木
善
幸 

激
動
の
日
本
政
治
を
語
る　

戦
後
40
年
の
検
証
』
岩
手
放
送
。

中
北
浩
爾
（
二
〇
一
四
）『
自
民
党
政
治
の
変
容
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
。

福
井
治
弘
（
一
九
六
九
）『
自
由
民
主
党
の
政
策
決
定
』
福
村
出
版
。

堀
内
光
雄
（
二
〇
〇
六
）『
自
民
党
は
殺
さ
れ
た
！
』
Ｗ
Ａ
Ｃ
。

村
川
一
郎
（
一
九
八
九
）『
自
民
党
の
政
策
決
定
シ
ス
テ
ム
』
教
育
社
。

│
│
│
（
一
九
九
七
）「
自
由
民
主
党
の
政
策
決
定
過
程
の
軌
跡
│
形
式
的
政
府
か
ら
実
質
的
政
府
へ
の
変
容
│
」
中
村
睦
男
・
前
田
英
昭
編
『
立
法

過
程
の
研
究
│
立
法
に
お
け
る
政
府
の
役
割
│
』
信
山
社
。

│
│
│
（
二
〇
〇
〇
）『
政
策
決
定
過
程　

日
本
国
の
形
式
的
政
府
と
実
質
的
政
府
』
信
山
社
。

│
│
│
編
著
（
一
九
九
八
）『
日
本
政
党
史
辞
典　

上
』
国
書
刊
行
会
。

薬
師
寺
克
行
（
二
〇
一
四
）『
現
代
日
本
政
治
史　

政
治
改
革
と
政
権
交
代
』
有
斐
閣
。

三
三
六



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
四
九
五
）

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に

株
主
総
会
改
革

│
Ｅ
Ｓ
Ｇ
責
任
投
資
と
統
合
報
告
、
海
外
機
関
投
資
家
の
議
決
権
行
使
、
二
〇
一
五
年
英
国
現

代
奴
隷
法
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
域
外
適
用
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
イ
リ
ジ
ェ
ン

ス
の
交
錯
な
ど

│

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

論　

説

三
三
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
六
）

第
一
章
．
問
題
意
識
と
コ
ー
ド
に
お
け
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
株
主
総
会
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

Ⅰ
．
問
題
意
識

我
が
国
で
は
安
部
晋
三
内
閣
の
成
長
戦
略
の
一
環
と
し
て
企
業
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
推
進
す
る
べ
く
、
長
期
的
観
点
の
企
業
価
値
向

上
を
目
指
し
、
二
〇
一
四
年
六
月
会
社
法
改
正
と
合
わ
せ
て
、
既
に
二
〇
一
四
年
二
月
機
関
投
資
家
向
け
に
金
融
庁
か
ら
公
表
さ
れ
た
日

本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
導
入
さ
れ
た
。
更
に
二
〇
一
五
年
株
主
総
会
に
お
け
る
導
入
を
視
野
に
入
れ
、
同
じ
く
金
融
庁

に
よ
り
経
営
陣
に
向
け
た
日
本
版
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
策
定
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
六
月
一
日
よ
り
東
証
上
場
規
則

の
内
容
と
し
て
適
用
が
さ
れ
て
い
る
（
1
）

。
両
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
に
つ
い
て
、
二
〇
一
五
年
以
降
の
株
主
総
会
な
ど
に
お
い
て
上
場
企
業

に
お
い
て
焦
眉
の
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

特
に
株
主
・
機
関
投
資
家
と
企
業
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
対
話
に
関
し
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
が
強
く
求
め
、
投
資

先
企
業
と
の
建
設
的
な
目
的
を
持
っ
た
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
対
話
等
を
通
じ
て
当
該
企
業
の
企
業
価
値
の
向
上
、
持
続
的
成
長
を
促
す

こ
と
に
よ
り
顧
客
・
受
益
者
の
長
期
リ
タ
ー
ン
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
機
関
投
資
家
の
行
う
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ

活
動
は
株
主
総
会
の
議
決
権
行
使
に
止
ま
ら
ず
、
企
業
と
対
話
を
行
う
こ
と
を
含
め
た
幅
広
い
活
動
を
指
す
も
の
と
さ
れ
る
。
攻
め
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
実
践
、
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上
の
実
現
を
通
じ
、
我
が
国
経
済
社
会
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
趣
旨
を
コ
ン
プ
ラ
イ
（
遵
守
）
す
る
た
め
に
は
、
①
実
質
的
な
株
主
権
行
使
の
機
会
を
提

供
す
る
こ
と
、
②
適
切
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
②
で
は
非
財
務
情
報
の
提
供
方
法
、
そ
の
た
め
の
環
境
整
備
が
必
要
と

な
る
。
実
質
株
主
の
議
決
権
行
使
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
な
ら
び
に
統
合
報
告
書
等
の
論
点
に
繋
が
る
。
コ
ー
ド
の
適
用
開
始
ま
も
な
く
、
先
行

三
三
八



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
四
九
七
）

研
究
の
少
な
い
領
域
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
両
コ
ー
ド
導
入
か
ら
最
初
の
株
主
総
会
を
終
え
た
現
在
、
新
た
な
観
点
か
ら
コ
ー
ド
概
念
の

中
核
を
な
す
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
対
話
、
議
決
権
行
使
の
あ
り
方
、
株
主
総
会
の
機
能
と
改
革
に
加
え
て
二
〇
一
五
年
英
国
現
代
奴
隷

法
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
域
外
適
用
リ
ス
ク
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
イ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
交
錯
等
の
論
点
も
包
括
的
に
考
察
せ
ん

と
す
る
。
研
究
の
意
義
は
大
き
い
と
思
料
す
る
。
紙
幅
の
制
約
も
あ
り
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
と
し
た
い
。

Ⅱ
．
コ
ー
ド
施
行
後
の
法
制
度
設
計
の
展
望
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

1
．
株
主
総
会
関
係

二
つ
の
コ
ー
ド
策
定
・
施
行
を
踏
ま
え
て
今
後
の
法
制
度
設
計
に
つ
い
て
、
①
株
主
総
会
関
係
、
②
開
示
関
係
、
③
取
締
役
・
取
締
役

関
係
の
三
つ
の
視
点
か
ら
検
討
が
進
み
つ
つ
あ
る
（
3
）

。
株
主
総
会
関
係
で
は
、
株
主
の
側
か
ら
見
た
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
し
て
、
我
が
国

会
社
法
上
の
株
主
権
自
体
は
比
較
法
的
に
充
実
し
て
お
り
、
問
題
は
実
効
的
な
行
使
の
評
価
に
か
か
っ
て
い
る
。
実
効
的
な
行
使
を
妨
げ

て
き
た
原
因
、
株
主
総
会
へ
の
参
加
・
議
決
権
の
実
効
的
行
使
の
障
害
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
不
十
分
さ
、
ひ
い
て
は
企
業
情
報
・

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
情
報
の
開
示
の
不
十
分
さ
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
責
任
の
不
徹
底
が
挙
げ
ら
れ
る
。

二
つ
の
コ
ー
ド
制
定
、
施
行
・
実
践
を
踏
ま
え
た
制
度
・
立
法
論
が
問
わ
れ
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
新
た
な
関
係
が
模
索
さ

れ
よ
う
。
株
式
会
社
法
に
お
け
る
機
関
設
計
、
社
外
役
員
に
つ
い
て
の
義
務
・
責
任
論
、
上
場
会
社
法
（
有
価
証
券
報
告
書
提
出
会
社
法
）、

開
示
・
監
査
の
調
整
・
統
合
、
金
融
商
品
取
引
法
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
関
係
な
ど
、
大
枠
か
ら
の
考
察
が
求
め
ら
れ
る
。

具
体
的
課
題
と
し
て
、
株
主
総
会
日
の
集
中
、
議
案
の
検
討
期
間
の
不
足
、
年
度
末
を
議
決
権
行
使
基
準
日
と
す
る
実
務
面
か
ら
の
エ

ン
プ
テ
ィ
・
ボ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
議
決
権
行
使
の
基
準
日
株
主
と
実
質
株
主
の
乖
離
）、
外
国
人
株
主
に
と
っ
て
の
総
会
参
加
・
議
決
権
行
使
の

困
難
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
直
近
に
お
い
て
、（
i
）
株
主
総
会
招
集
通
知
等
の
電
子
化
（
4
）

、（
ii
）
有
価
証
券
報
告
書
の
総
会
開
催
前
の

三
三
九
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経
研
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第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
四
九
八
）

開
示
（
5
）

、（
iii
）
総
会
の
七
月
開
催
（
6
）

、（
Ⅳ
）
名
義
株
主
以
外
の
海
外
機
関
投
資
家
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
（
7
）

、（
Ⅴ
）
議
決
権
行
使
プ
ロ
セ
ス
全

体
の
電
子
化
の
促
進
、（
Ⅵ
）
早
期
（
発
送
前
）
Ｗ
Ｅ
Ｂ
開
示
の
促
進
な
ど
が
各
機
関
等
か
ら
相
次
い
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
株
主
総
会
招
集
通
知
等
の
電
子
化
に
つ
い
て
、
会
社
法
の
立
法
論
と
し
て
⒜
株
主
の
意
思
確
認
手
続
（
定
款
変
更
等
）
の
要
否

と
そ
の
手
続
、
⒝
書
面
に
よ
る
提
供
を
原
則
と
す
る
情
報
の
範
囲
、
⒞
電
子
提
供
を
原
則
と
す
る
情
報
の
範
囲
（
招
集
通
知
、
議
決
権
行
使

書
面
、
株
主
総
会
参
考
書
類
、
招
集
通
知
添
付
書
類
（
事
業
報
告
、
計
算
書
類
等
））、
⒟
電
子
提
供
に
関
す
る
株
主
か
ら
の
事
前
承
認
の
要
否
と

手
続
、
⒠
株
主
の
書
面
交
付
請
求
権
の
要
否
な
ど
が
主
要
な
論
点
と
な
る
。

2
．
開
示
関
係
│
開
示
内
容
の
整
理
・
共
通
化
・
合
理
化
│

開
示
関
係
で
は
、
日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
お
よ
び
東
証
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
建
設
的
な

対
話
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
）
の
実
現
に
向
け
各
開
示
制
度
の
目
的
に
適
う
有
用
且
つ
十
分
な
情
報
が
効
果
的
・
効
率
的
に
提
供
さ
れ
て
い

る
か
、
複
数
の
開
示
制
度
が
重
な
る
こ
と
で
情
報
開
示
の
不
効
率
性
、
後
発
事
象
の
取
扱
い
の
問
題
が
生
じ
て
い
な
い
か
等
が
課
題
と
な

る
。
具
体
的
に
は
決
算
短
信
お
よ
び
四
半
期
決
算
短
信
の
あ
り
方
、
有
価
証
券
報
告
書
の
記
載
事
項
、
新
た
に
非
財
務
情
報
の
開
示
、
選

択
的
開
示
の
禁
止
ル
ー
ル
導
入
な
ど
が
検
討
さ
れ
る
。
取
引
所
規
則
（
決
算
短
信
）、
会
社
法
開
示
（
計
算
書
類
・
事
業
報
告
）、
金
融
商
品

取
引
法
開
示
（
有
価
証
券
報
告
書
）
の
各
開
示
制
度
の
目
的
、
開
示
方
法
、
決
算
日
か
ら
の
開
示
時
期
、
公
衆
縦
覧
期
間
、
財
務
情
報
、
監

査
の
要
否
、
虚
偽
記
載
の
罰
則
の
有
無
等
が
問
わ
れ
る
（
8
）

。

決
算
短
信
・
四
半
期
決
算
短
信
で
は
①
速
報
性
・
非
監
査
性
と
い
う
決
算
短
信
の
性
質
を
重
視
し
た
見
直
し
、
②
四
半
期
情
報
開
示
に

つ
い
て
株
主
の
短
期
的
業
績
重
視
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
り
、
四
半
期
報
告
制
度
を
廃
止
し
四
半
期
決
算
短
信
に
一
本
化
す
る
提
案
な
ど

が
出
さ
れ
る
（
9
）

。

三
四
〇



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
四
九
九
）

有
価
証
券
報
告
書
で
は
、
①
経
営
方
針
・
戦
略
等
の
記
載
を
追
加
、
②
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
（M

anagem
ent's D

iscussion and A
nalysis of 

F
inancial C

ondition and R
esults of O

perations 

経
営
者
に
よ
る
財
政
状
態
お
よ
び
経
営
成
績
の
検
討
と
分
析
）
の
記
載
合
理
化
、
③
新
株
予
約

権
の
記
載
合
理
化
、
④
「
大
株
主
の
状
況
」
に
つ
き
所
有
割
合
の
算
定
基
礎
と
な
る
発
行
済
株
式
の
自
己
株
式
控
除
等
が
検
討
事
項
と
な

る
。非

財
務
情
報
で
は
、
発
行
体
の
事
業
・
業
績
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
非
財
務
情
報
は
有
価
証
券
報
告
書
の
Ｍ
Ｄ
＆
Ａ
、
事
業
等
の
リ

ス
ク
の
欄
な
ど
に
記
載
し
開
示
す
る
必
要
が
あ
り
、
東
証
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
、
自
主
的
開
示
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ

（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
報
告
書
、
環
境
報
告
書
）
が
存
在
す
る
。
投
資
者
の
投
資
判
断
に
真
に
必
要
な
情
報
か
、
当
該
情
報
が
証
券
市
場
に

お
い
て
浸
透
し
投
資
者
が
誤
解
な
く
利
用
で
き
る
も
の
か
、
開
示
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
開
示
企
業
の
負
担
す
る
コ
ス
ト
や
投
資
者
等
に

よ
る
情
報
の
獲
得
と
評
価
の
た
め
に
負
担
す
る
コ
ス
ト
な
ど
市
場
全
体
の
コ
ス
ト
が
過
大
と
な
ら
な
い
か
、
他
の
法
律
に
よ
り
開
示
が
要

求
さ
れ
て
い
る
か
等
証
券
市
場
に
お
け
る
公
正
か
つ
効
率
的
な
価
格
形
成
に
資
す
る
情
報
の
視
点
か
ら
検
討
を
進
め
ら
れ
よ
う
。

開
示
関
係
で
は
こ
の
他
に
、
未
公
開
内
部
情
報
の
選
択
的
開
示
の
禁
止
ル
ー
ル
（
フ
ェ
ア
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
）
の
導
入
の

是
非
が
問
わ
れ
る
。
米
国
に
お
け
るR

egulationF
D

、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
市
場
詐
害
行
為
指
令
に
相
当
す
る
規
制
で
あ
る
。
選
択
的
開
示

の
禁
止
ル
ー
ル
は
発
行
者
等
が
重
要
か
つ
未
公
表
の
内
部
情
報
を
第
三
者
に
選
択
的
に
開
示
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
ル
ー
ル
で
あ
り
、
欧

米
に
お
い
て
は
、「
証
券
の
発
行
企
業
等
が
、
そ
の
発
行
企
業
又
は
発
行
証
券
に
関
す
る
重
要
か
つ
未
公
表
の
情
報
を
特
定
の
情
報
受
領

者
に
対
し
て
開
示
す
る
場
合
、
①
意
図
的
な
開
示
の
場
合
は
同
時
に
、
②
意
図
的
で
な
い
開
示
の
場
合
は
速
や
か
に
、
当
該
情
報
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ル
ー
ル
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
は
金
融
商
品
取
引
業
者
等
が
未
公
表
の
重
要
な
情
報
で
あ
っ

て
顧
客
の
投
資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
を
提
供
し
て
勧
誘
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
金
商
業
府
令
第
一
一
七
条
一
項
一
四
号
）。

三
四
一
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（
二
〇
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月
）

（
五
〇
〇
）

同
様
の
情
報
を
発
行
者
等
が
提
供
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
フ
ェ
ア
・
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ル
ー
ル
は
導
入
さ
れ
て
い
な
い
（
10
）

。
①
開
示

の
公
平
性
・
公
正
性
の
確
保
に
と
っ
て
の
必
要
性
、
②
ル
ー
ル
の
規
範
性
（
法
令
ま
た
は
取
引
所
の
自
主
規
制
か
）、
③
対
象
と
な
る
情
報
の

範
囲
（
重
要
事
実
に
限
定
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
拡
大
か
、
企
業
に
よ
る
情
報
開
示
の
努
力
や
実
効
的
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
阻
害
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

と
）、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
。

3
．
取
締
役
・
取
締
役
関
係

取
締
役
・
取
締
役
関
係
で
は
、
①
取
締
役
会
へ
の
上
程
事
項
の
範
囲
を
決
定
す
る
上
で
の
考
慮
要
素
（
任
意
設
置
の
指
名
委
員
会
・
報
酬

委
員
会
、
社
外
取
締
役
選
任
、
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
）、
②
社
外
取
締
役
の
役
割
・
機
能
等
、
社
外
取
締
役
の
監
視
義
務
の
範
囲
な
ど
、
③
会

社
補
償
お
よ
び
Ｄ
＆
Ｏ
（
会
社
役
員
賠
償
責
任
）
保
険
と
し
て
、
会
社
補
償
の
可
能
性
（
事
前
の
補
償
契
約
の
締
結
・
手
続
、
悪
意
・
重
過
失
を

除
外
、
補
償
の
対
象
・
実
行
な
ど
）、
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
の
保
険
料
の
会
社
負
担
の
可
能
性
、
④
新
し
い
株
式
報
酬
導
入
と
し
てP

erform
ance 

S
hare

（
Ｐ
Ｓ 

中
長
期
的
業
績
目
標
の
達
成
度
合
い
に
よ
り
交
付
さ
れ
る
株
式
報
酬
）、R

estricted S
tock

（
Ｒ
Ｓ
一
定
期
間
の
譲
渡
制
限
が
付
さ
れ

た
株
式
報
酬
）
導
入
の
手
続
（
金
銭
報
酬
債
権
の
現
物
出
資
方
法
）
が
会
社
法
上
の
検
討
課
題
と
な
る
（
11
）

。

①
取
締
役
会
の
上
程
事
項
で
は
、（
i
）
重
要
な
業
務
執
行
の
該
当
性
の
判
断
が
容
易
で
な
い
と
の
理
由
か
ら
、
広
範
な
事
項
が
取
締

役
会
の
決
議
事
項
と
し
て
実
務
上
は
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
判
断
を
容
易
に
す
る
た
め
の
立
法
的
な
措
置
、（
ii
）
監
査
役

会
設
置
会
社
に
お
い
て
も
取
締
役
会
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
モ
デ
ル
を
容
易
に
採
用
で
き
る
よ
う
に
一
定
要
件
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て

取
締
役
会
が
重
要
な
業
務
執
行
の
決
定
を
取
締
役
に
委
任
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
と
の
考
え
方
が
問
わ
れ
る
。

②
社
外
取
締
役
の
役
割
・
機
能
等
で
は
、（
i
）
改
正
会
社
法
（
平
成
二
六
年
法
律
第
九
〇
号
）
施
行
後
の
社
外
取
締
役
の
選
任
状
況
の
評

価
、（
ii
）
改
正
会
社
法
附
則
第
二
五
条
を
踏
ま
え
た
社
外
取
締
役
制
度
の
今
後
の
あ
り
方
、（
iii
）
社
外
取
締
役
が
Ｍ
Ｂ
Ｏ

三
四
二



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
〇
一
）

（M
anagem

ent B
uyout 

経
営
陣
に
よ
る
買
収
）
に
お
い
て
買
付
者
と
の
間
で
交
渉
を
行
う
こ
と
は
通
常
は
会
社
の
業
務
執
行
に
は
該
当
し
な

い
と
の
解
釈
も
あ
り
、
業
務
執
行
の
意
義
と
立
法
的
措
置
の
要
否
、（
iv
）
社
外
取
締
役
の
情
報
収
集
権
が
問
わ
れ
る
。

③
会
社
補
償
お
よ
び
Ｄ
＆
Ｏ
保
険
、
④
新
し
い
株
式
報
酬
で
は
（
i
）
会
社
法
上
、
会
社
補
償
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
べ
き
か
、

（
ii
）
取
締
役
報
酬
関
連
の
規
律
の
見
直
し
を
図
る
か
が
検
討
課
題
と
な
る
（
12
）

。

二
つ
の
コ
ー
ド
に
よ
り
求
め
ら
れ
る
機
関
投
資
家
・
株
主
と
経
営
陣
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
対
話
の
視
点
か
ら
、
議
決
権
行
使
さ
ら

に
株
主
総
会
の
機
能
と
改
革
な
ど
に
焦
点
を
絞
り
考
察
を
深
め
た
い
。

第
二
章
．
二
〇
一
五
年
株
主
総
会
の
変
化
に
み
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践

│
資
本
政
策
、
英
国S

enior M
anagem

ent R
egine

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
接
点
│

Ⅰ
．
英
国S

enior M
anagem

ent R
egine

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
概
要
と
我
が
国
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
接
点

二
〇
一
五
年
株
主
総
会
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
に
つ
い
て
、
経
営
・
財
務

面
の
資
本
政
策
さ
ら
に
は
同
様
の
改
革
が
進
め
ら
れ
る
英
国S

enior M
anagem

ent R
egine

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
と
の
相
似
に
つ
い
て
も
検
討
を

進
め
た
い
（
13
）

。

英
国
で
は
二
〇
一
六
年
三
月
施
行
を
目
指
し
て
、S

enior M
anagem

ent R
egim

e

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
枠
組
み
構
築
が
進
め
ら
れ
て
、
英
国

金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
を
根
拠
法
と
し
、
一
連
の
コ
ー
ド
な
ど
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
従
前
の
上
級
管
理

者
を
対
象
と
し
た
規
制
当
局
の
個
別
の
事
前
承
認
制
度
で
あ
るA

pproved P
ersons R

egim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）
を
下
部
経
営
層
や
従
業
員
に

ま
で
継
承
・
拡
大
す
る
も
の
で
、
実
際
に
企
業
価
値
創
造
を
担
う
執
行
陣
に
対
す
る
規
律
で
あ
る
点
で
、
と
か
く
独
立
性
や
多
様
性
、
専

三
四
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
〇
二
）

門
性
な
ど
の
議
論
が
主
と
な
っ
て
い
た
監
視
機
能
を
担
う
社
外
取
締
役
に
か
か
る
議
論
と
は
、
関
連
性
は
強
い
が
、
一
線
を
画
す
る
も
の

と
も
い
え
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
根
幹
を
な
す
議
論
の
一
つ
で
も
あ
る
が
、
投
資
家
の
観
点
に
立
つ
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
よ
り
も
、
よ
り
企
業
経
営
の
実
践
の
現
場
に
近
い
領
域
の
考
察
と
な
る
。

背
景
に
は
国
際
的
金
融
危
機
、
近
年
のL

ibor

金
利
不
正
事
件
（
二
〇
一
五
年
）
で
は
集
団
的
意
思
決
定
、
経
営
判
断
に
よ
る
個
人
責

任
の
追
及
が
困
難
と
な
っ
て
お
り
、
不
正
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
止
ま
ら
ず
、
戦
略
面
に
か
か
る
意
思
決
定
、
即
ち
適
切
な
リ
ス
ク
テ

イ
ク
を
採
っ
て
企
業
価
値
向
上
を
図
ら
な
か
っ
た
と
い
う
経
営
戦
略
・
実
行
面
の
積
極
的
妥
当
性
に
関
す
る
経
営
陣
の
責
任
も
含
め
て
論

点
と
な
っ
た
も
の
と
思
料
す
る
。
中
長
期
的
観
点
の
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
積
極
的
な
経
営
の
取
組
み
、
適
切
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
と
対

応
し
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
報
酬
設
定
な
ど
が
問
わ
れ
、
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
と
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。

Ⅱ
．
二
〇
一
五
年
六
月
株
主
総
会
に
み
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践

1
．
二
〇
一
五
年
六
月
株
主
総
会
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

二
〇
一
四
年
改
正
会
社
法
（
二
〇
一
五
年
五
月
施
行
）、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
二
〇
一
四
年
二
月
導
入
）
お
よ
び
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
六
月
導
入
）
が
揃
っ
た
初
の
株
主
総
会
が
二
〇
一
五
年
六
月
に
開
催
さ
れ
、
企
業
と
投
資
家
の
対
話

の
促
進
を
含
め
（
14
）

、
従
来
と
異
な
る
傾
向
が
窺
わ
れ
る
。
二
〇
一
五
年
六
月
株
主
総
会
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
状
況
に
つ
い
て

上
場
企
業
の
最
新
の
動
向
を
概
観
し
（
15
）

、
英
国S

enior M
anagem

ent R
egine

（
Ｓ
Ｍ
Ｒ
）
の
接
点
に
論
及
し
て
い
き
た
い
。

（
1
）
株
主
総
会
の
日
程

二
〇
一
五
年
六
月
二
六
日
に
集
中
し
た
が
、
分
散
化
、
招
集
通
知
情
報
の
発
送
前
Ｗ
ｅ
ｂ
開
示
も
進
ん
だ
。

三
四
四



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
〇
三
）

（
2
）
議
案
の
状
況

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
移
行
す
る
に
当
た
り
、
業
績
連
動
型
報
酬
制
度
を
導
入
す
る
企
業
が
増
加
し
、
役
員
報
酬
改
定
議
案
を
提

案
す
る
企
業
数
が
増
加
し
て
い
る
。

（
3
）
定
款
変
更

今
次
総
会
で
は
会
社
法
改
正
に
伴
う
定
款
変
更
の
提
案
が
増
加
し
、
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
の
移
行
は
四
社
、
ま
た
監
査
等
委
員
会

設
置
会
社
の
移
行
は
八
五
社
に
上
っ
て
い
る
。
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
の
移
行
時
を
含
め
、
取
締
役
の
員
数
を
増
加
さ
せ
る
企
業
が
増

え
て
い
る
。
ま
た
会
社
法
改
正
に
関
し
て
、
業
務
を
執
行
し
な
い
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
に
対
す
る
責
任
免
除
の
提
案
が
多
か
っ
た
が
、

機
関
投
資
家
は
監
査
機
能
強
化
の
観
点
か
ら
賛
成
す
る
傾
向
が
強
い
。
他
方
、
社
内
取
締
役
に
つ
い
て
は
反
対
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い

る
機
関
投
資
家
が
少
な
く
な
く
、
こ
の
た
め
社
内
・
非
業
務
執
行
取
締
役
の
責
任
免
除
に
つ
い
て
は
反
対
す
る
機
関
投
資
家
も
存
在
し
て

い
る
。

（
4
）
役
員
報
酬
│
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
取
締
役
会
評
価
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
接
点
│

攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
関
連
で
、
適
切
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
に
対
す
る
報
酬
付
与
の
議
論
が
さ
れ
る
。
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・

コ
ー
ド
へ
の
対
応
の
関
係
で
、
退
職
慰
労
金
制
度
を
廃
止
す
る
企
業
が
増
加
し
、
業
績
連
動
型
報
酬
の
導
入
が
増
加
し
て
い
る
。
有
利
発

行
と
し
て
の
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
の
場
合
、
総
会
の
特
別
決
議
を
毎
回
要
す
る
た
め
、
株
式
報
酬
型
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
が
増

加
し
て
い
る
。
付
与
対
象
者
、
希
薄
化
の
二
点
で
機
関
投
資
家
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
、
前
者
で
は
社
内
の
業
務
執
行
取
締
役

（
Ｅ
Ｄ
）、
従
業
員
の
場
合
は
賛
成
し
後
者
で
は
、
非
業
務
執
行
取
締
役
（
Ｎ
Ｅ
Ｄ
）、
監
査
役
の
場
合
は
反
対
票
を
投
じ
て
い
る
。
後
者
で

は
、
新
株
発
行
に
伴
う
希
薄
化
率
が
五
％
を
超
え
る
場
合
、
否
定
的
に
判
断
す
る
株
主
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
。
我
が
国
で
は
グ
ロ
ー

三
四
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
〇
四
）

バ
ル
に
み
て
報
酬
水
準
が
低
い
と
さ
れ
る
が
、
責
任
内
容
に
見
合
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
投
資
家
に
説
明
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

適
切
な
役
員
報
酬
の
付
与
の
議
論
は
、
今
後
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
く
る
と
み
ら
れ
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
導

入
に
よ
り
、
①
第
一
段
階
と
し
て
形
式
・
手
続
き
面
の
整
備
が
図
ら
れ
、
社
外
取
締
役
導
入
、
責
任
制
限
規
定
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。

当
初
は
社
外
取
締
役
の
独
立
性
、
構
成
な
ど
に
主
眼
が
あ
っ
た
が
、
質
の
面
の
確
保
に
重
点
が
移
行
す
る
。
②
第
二
段
階
と
し
て
取
締
役

会
の
機
能
の
実
効
性
を
い
か
に
確
保
す
る
か
、
に
焦
点
が
移
っ
て
く
る
。
い
か
な
る
基
準
・
手
続
き
で
取
締
役
に
報
酬
を
支
払
う
か
、
が

問
題
と
な
り
、
取
締
役
会
評
価
（B

oard E
valuation

）
の
論
点
に
繋
が
っ
て
く
る
。
英
国
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
接
点
と
な
る
部
分
で
あ
り
、
英
国
で

も
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
整
備
が
先
行
し
、
続
い
て
取
締
役
会
評
価
と
合
わ
せ
て
、
金
融
業
界
を
対
象
に

A
pproved P

ersons R
ejim
e

（
Ａ
Ｐ
Ｒ
）、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
の
導
入
が
図
ら
れ
、
取
締
役
や
上
級
執
行
役
員
な
ど
の
実
質
面
の
確
保
に
重
点
が

移
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
報
酬
面
の
改
革
が
同
時
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

中
期
計
画
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
し
て
、
中
期
計
画
を
軸
に
役
員
報
酬
を
定
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
計
画
数
値
の
達
成
か

未
達
か
、
未
達
の
場
合
に
は
退
任
を
迫
る
か
、
の
選
択
手
段
で
は
な
く
、
経
営
者
の
目
標
達
成
に
関
す
る
評
価
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、

報
酬
に
反
映
さ
せ
、
固
定
報
酬
（
現
金
）
と
業
績
連
動
型
報
酬
の
組
み
合
わ
せ
が
適
切
と
み
ら
れ
る
。

今
次
総
会
の
役
員
報
酬
に
関
す
る
特
徴
を
み
る
と
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
導
入
に
伴
い
、
報
酬
の
構
成
に
対
す
る

投
資
家
の
視
線
は
厳
格
化
し
、
中
期
経
営
計
画
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
評
価
、
固
定
報
酬
（
現
金
）
と
業
績
連
動
型
報
酬
（
現
金
賞
与
と

株
式
報
酬
型
ス
ト
ッ
ク
・
オ
プ
シ
ョ
ン
）
な
ら
び
に
短
期
報
酬
（
一
年
）
と
長
期
報
酬
（
三
│
五
年
）
の
バ
ラ
ン
ス
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。

追
職
慰
労
金
支
給
議
案
に
つ
い
て
、
二
〇
一
五
年
六
月
に
退
職
慰
労
金
支
給
議
案
を
提
案
し
た
企
業
は
一
七
六
社
で
、
う
ち
三
六
社
は

退
職
慰
労
金
制
度
の
廃
止
伴
う
精
算
支
給
で
あ
る
。
支
給
対
象
者
に
社
外
者
（
社
外
取
締
役
あ
る
い
は
社
外
監
査
役
）
が
含
ま
れ
る
会
社
は

三
四
六



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
〇
五
）

一
二
〇
社
で
あ
る
。
退
職
慰
労
金
の
支
給
金
額
の
開
示
も
定
着
し
、
一
八
社
が
開
示
を
行
っ
て
い
る
。

有
利
発
行
を
伴
う
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
、
労
務
対
価
と
相
殺
す
る
形
で
、
公
正
価
格
で
発
行
さ
れ
る
株
式
報
酬
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ

シ
ョ
ン
（
役
員
報
酬
額
改
定
の
う
ち
株
式
報
酬
を
含
む
に
該
当
す
る
）
の
論
点
と
し
て
、
付
与
対
象
者
は
社
外
取
締
役
、
監
査
役
、
顧
問
・
社

外
協
力
者
な
ど
業
務
執
行
か
ら
の
独
立
性
や
業
績
向
上
に
直
接
関
与
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
者
に
対
す
る
付
与
は
否
定
的
に
判
断
さ
れ
る

場
合
が
あ
る
。
有
利
発
行
を
伴
う
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
は
五
〇
社
で
提
案
さ
れ
、
う
ち
対
象
者
に
監
査
役
が
含
ま
れ
る
会
社
、
顧
問
・

社
外
協
力
者
等
が
含
ま
れ
る
会
社
が
各
一
社
、
社
外
取
締
役
が
含
ま
れ
る
会
社
が
五
社
存
在
し
た
。
役
員
報
酬
楓
改
定
議
案
を
提
案
し
た

二
六
一
社
の
う
ち
、
一
七
一
社
は
金
額
等
の
変
更
で
あ
る
。
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
に
移
行
す
る
企
業
に
お
い
て
、
監
査
等
委
員
で
な

い
取
締
役
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
に
つ
い
て
、
各
々
報
酬
額
改
定
議
象
が
提
案
さ
れ
た
。
株
式
報
酬
型
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ
ョ
ン
を

提
案
し
た
九
〇
社
の
う
ち
、
七
社
は
社
外
取
締
役
に
も
付
与
す
る
。

（
5
）
株
主
提
案

機
関
投
資
家
は
、
株
主
提
案
に
対
し
て
株
主
共
同
の
利
益
の
観
点
か
ら
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
特
定
の
株
主
の
利
益
に
関
す
る
問
題
に

は
賛
成
せ
ず
、
透
明
性
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
向
上
に
寄
与
す
る
と
判
断
さ
れ
る
情
報
開
示
強
化
等
は
賛
成
す
る
傾
向
が
強
い
。

（
6
）
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）

機
関
投
資
家
は
投
資
先
企
業
に
法
令
違
反
、
反
社
会
的
行
為
等
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
社
会
・
経
済
的
影
響
を
勘
案
し
て
役
員
選
任
議

案
、
退
職
慰
労
金
支
給
議
案
等
に
反
対
す
る
等
の
判
断
を
行
う
場
合
が
あ
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
導
入
に
よ
り
、
海
外

情
報
の
取
得
が
容
易
と
な
り
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
上
で
国
内
グ
ル
ー
プ
企
業
の
み
な
ら
ず
海
外
現
地
法
人
を
含
め
た
グ
ロ
ー
バ

ル
・
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
と
し
て
の
共
通
理
解
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。

三
四
七
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〇
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六
年
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月
）

（
五
〇
六
）

（
7
）
取
締
役
・
監
査
役
の
状
況
お
よ
び
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
導
入

取
締
役
・
監
査
役
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
改
正
お
よ
び
社
外
取
締
役
二
名
以
上
の
導
入
を
求
め
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
・
コ
ー
ド
が
影
響
を
与
え
て
お
り
、
事
実
上
の
基
準
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
一
六
年
六
月
総
会
時
点
で

九
八
・
四
％
の
企
業
が
社
外
取
締
役
を
選
任
し
て
お
り
、
六
五
・
六
％
の
企
業
は
二
名
以
上
を
選
任
し
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
六
月
総
会
終

了
時
点
の
一
社
当
た
り
平
均
取
締
役
数
は
九
・
三
名
で
、
う
ち
社
外
取
締
役
は
二
・
〇
名
で
あ
る
。
監
査
役
設
置
会
社
に
お
い
て
社
外
取
締

役
を
採
用
す
る
会
社
は
一
〇
五
〇
社
か
ら
一
二
七
一
社
に
増
加
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
全
般
的
に
取
締
役
会
の
規
模
が
縮
小
し
て
い
る
。

監
視
機
能
へ
の
特
化
を
示
し
て
い
よ
う
。
二
一
名
以
上
の
企
業
は
二
〇
〇
五
年
六
月
四
一
社
か
ら
二
〇
一
五
年
六
月
四
社
に
減
少
し
た
。

監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
は
二
〇
一
五
年
六
月
に
八
五
社
が
移
行
し
、
監
査
等
委
員
の
平
均
人
数
は
三
・
五
名
、
う
ち
社
外
取
締
役
二
・
六

名
で
あ
る
。

社
外
取
締
役
お
よ
び
社
外
監
査
役
の
独
立
性
に
つ
い
て
は
、
取
引
関
係
・
借
入
先
・
顧
問
関
係
、
大
株
主
上
位
一
〇
位
以
内
で
銀
行
・

保
族
会
社
出
身
、
親
族
関
係
（
三
親
等
以
内
の
親
族
が
当
社
等
の
従
業
員
・
役
員
で
あ
る
場
合
の
基
準
を
も
っ
て
検
討
す
る
と
、
依
然
と

し
て
株
主
・
取
引
関
係
な
ど
の
属
性
に
関
し
て
課
題
が
残
る
。
ま
た
社
外
取
締
役
の
方
が
社
外
監
査
役
よ
り
も
や
や
独
立
性
は
高
い
。

（
8
）
取
締
役
会
・
監
査
役
会
の
開
催
と
役
員
の
出
席
率

取
締
役
会
、
監
査
役
会
共
に
月
一
回
程
度
の
開
催
が
平
均
的
で
開
催
頻
度
は
低
下
傾
向
に
あ
る
。
平
均
出
席
率
は
、
社
外
取
締
役
は

九
四
・
一
％
（
昨
年
九
二
・
四
％
）、
社
外
監
査
役
は
取
締
役
会
に
九
四
・
九
％
（
同
九
四
・
七
％
）、
監
査
役
会
に
九
七
・
二
％
（
同
九
七
・
三
％
）

と
な
っ
て
い
る
。
社
外
監
査
役
は
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
反
面
、
監
査
役
設
置
会
社
に
お
け
る
社
外
取
締
役
は
設
置
が
任
意
で
あ

る
こ
と
、
他
社
の
経
営
者
、
研
究
者
等
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
出
席
率
が
低
下
し
て
い
る
原
因
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
。
出
席
率
が

三
四
八



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
〇
七
）

一
定
水
準
（
七
〇
％
│
七
五
％
程
度
）
以
下
の
役
員
候
補
者
に
対
し
て
は
否
定
的
に
判
断
す
る
投
資
家
も
少
な
く
な
い
。

（
9
）
買
収
防
衛
策
の
動
向

二
〇
一
五
年
六
月
時
点
で
全
上
場
会
社
の
う
ち
四
八
〇
社
が
買
収
防
衛
策
を
導
入
し
て
い
る
が
、
二
〇
〇
八
年
五
六
四
社
を
ピ
ー
ク
に

二
〇
一
〇
年
以
降
は
廃
止
す
る
企
業
が
増
加
し
て
い
る
。
機
関
投
資
家
と
し
て
は
反
対
の
立
場
が
定
着
し
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
余
地

も
少
な
い
。

2
．
社
外
取
締
役
と
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
機
能
の
相
違
│
質
の
確
保
とSenior M

anagem
ent R

egine

│

（
1
）
社
外
取
締
役
の
質
の
面
の
確
保

形
式
面
か
ら
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
求
め
る
社
外
取
締
役
導
入
の
体
裁
は
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
今
後
は
コ
ー
ド

の
内
実
面
の
充
足
と
し
て
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
観
点
か
ら
、
独
立
性
と
主
に
質
の
面
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。
当
該
社
外
取
締
役
が

い
か
に
具
体
的
に
経
営
面
で
貢
献
で
き
る
の
か
、
そ
の
説
明
を
株
主
に
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
法
律
・
会
計
な
ど
専
門
性
を
備
え
た

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
機
能
と
は
分
け
て
考
え
て
、
経
営
の
執
行
と
監
督
の
分
離
の
観
点
か
ら
、
執
行
部
門
担
当
か
ら
提
示
さ
れ
た
戦
略
・
経

営
計
画
の
肯
定
、
あ
る
い
は
差
戻
し
て
修
正
さ
せ
る
判
断
を
下
せ
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
必
ず
し
も
同
業
他
社
の
役
員

経
験
者
で
な
く
と
も
、
多
様
な
業
種
で
あ
っ
て
も
企
業
経
営
の
実
践
に
経
験
の
豊
富
な
、
単
な
る
ご
意
見
番
で
な
く
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
対
し
て
経

営
面
の
駄
目
出
し
の
で
き
る
人
材
が
適
任
と
な
ろ
う
。
私
見
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
社
外
取
締
役
の
質
の
面
の
確
保
に
つ
い
て
、
法
文
や

コ
ー
ド
に
記
載
し
て
も
実
効
性
の
確
保
は
難
し
く
、
Ｓ
Ｍ
Ｒ
に
お
い
て
述
べ
た
Ｃ
Ｒ
（C

ertifi cation R
egim

e

）
の
よ
う
な
自
主
的
な
社
内

認
定
制
度
と
規
制
当
局
の
監
督
の
組
み
合
わ
せ
が
規
制
コ
ス
ト
削
減
の
点
か
ら
も
望
ま
れ
よ
う
。
コ
ー
ド
規
範
導
入
が
効
果
を
発
揮
す
る

上
で
も
か
か
る
制
度
ス
キ
ー
ム
は
望
ま
し
い
。
コ
ー
ド
の
実
効
性
確
保
の
観
点
か
ら
、
関
係
官
庁
の
縄
張
り
争
い
も
絡
み
、
類
似
規
制
の

三
四
九
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八
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重
複
と
詳
細
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
の
頻
出
を
生
み
出
し
、
規
制
を
受
け
る
企
業
側
の
混
乱
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
で

あ
る
コ
ー
ド
の
ル
ー
ル
・
ミ
ッ
ク
ス
化
に
伴
う
、
必
然
的
な
転
換
期
の
問
題
点
と
い
え
る
。

（
2
）
社
外
取
締
役
と
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
機
能
の
相
違

社
外
取
締
役
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
判
断
事
項
と
し
て
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
るF

airness

が
重
要
と
な
る
。
リ
ス
ク
の
過
剰
さ
、
攻
め

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
姿
勢
な
ど
に
お
い
て
、
公
平
性
の
あ
る
意
思
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
の
判
断
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。

社
外
取
締
役
に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
、
各
個
人
毎
に
各
々
異
な
っ
て
い
よ
う
が
、
企
業
の
成
長
ス
テ
ー
ジ
で
み
れ
ば
上
場
企
業
な
ど
成

熟
企
業
の
場
合
、
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
の
経
営
の
経
験
者
が
就
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
（
16
）

。
整
合
性
、
成
長
性
な
ど
の
視
点
で
大
局
的
に
市

場
と
企
業
を
み
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
新
興
・
非
上
場
企
業
で
は
、
財
務
面
、
銀
行
取
引
面
の
経
験
者
、
営
業
実
務
面
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
保
有
し
て
い
る
人
員
が
必
要
と
な
ろ
う
。

社
外
取
締
役
と
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
機
能
の
相
違
と
し
て
社
外
取
締
役
に
は
視
野
の
広
さ
、
経
験
の
豊
富
さ
、
企
業
人
と
し
て
の
人
間
性
等

が
重
要
さ
を
増
し
、
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
、
リ
ス
ク
な
ど
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
わ
る
機
能
が
求
め
ら
れ
る
が
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
顧
問
）
の

場
合
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
諮
問
会
議
（
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
）
の
形
で
助
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
専
門
家
が
自
身

の
専
門
性
は
狭
い
と
し
て
固
執
し
た
場
合
も
、
社
外
取
締
役
と
し
て
の
責
任
を
回
避
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
（
17
）

。

取
締
役
会
の
監
査
を
行
う
必
要
性
が
あ
り
、
例
え
ば
市
場
替
え
な
ど
の
時
に
東
証
の
事
後
監
査
も
困
難
で
、
取
締
役
会
評
価
、
自
己
評

価
あ
る
い
は
第
三
者
評
価
の
開
示
が
求
め
ら
れ
る
。
適
切
な
第
三
者
と
し
て
は
、
監
査
役
、
監
査
法
人
は
利
害
相
反
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
。

社
外
取
締
役
に
つ
い
て
ア
ク
セ
ル
役
か
、
ブ
レ
ー
キ
役
か
、
三
つ
の
会
社
形
態
に
応
じ
て
役
割
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
米
国
型
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
機
能
重
視
の
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
で
は
、
社
外
取
締
役
に
は
社
内
の
役
員
人
事
マ
タ
ー
は
理
解
し
が
た
い
面
は
あ
り
、

三
五
〇
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ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
〇
九
）

経
営
側
も
人
事
・
報
酬
面
を
委
ね
る
に
は
躊
躇
も
あ
る
。
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
へ
の
シ
フ
ト
が
増
加
し
て
い
る
所
以
で
も
あ
（
18
）

る
（
19
）

。

第
三
章
．
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
実
践

│
上
場
企
業
に
お
け
る
取
組
み
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
、
説
明
責
任
な
ら
び
に
取
締
役
会
評
価
│

Ⅰ
．
問
題
意
識

上
記
を
踏
ま
え
て
上
場
企
業
に
対
す
る
二
つ
の
コ
ー
ド
、
就
中
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
履
践
状
況
、
今
後
の
検
討

課
題
を
見
て
い
き
た
い
（
20
）

。

1
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
へ
の
対
応
状
況

高
い
実
施
（
コ
ン
プ
ラ
イ
）
率
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
〇
一
五
年
六
月
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
適
用
開
始
を
受
け
、

各
上
場
会
社
に
よ
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
の
提
出
が
進
み
、
各
原
則
の
コ
ン
プ
ラ
イ
率
は
高
く
、
独
立
社
外
取
締
役
導

入
が
進
む
ほ
か
、
株
式
政
策
保
有
に
つ
い
て
の
方
針
開
示
も
進
捗
し
て
い
る
。
高
い
コ
ン
プ
ラ
イ
率
等
が
真
に
実
質
を
伴
っ
た
も
の
か
、

検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
同
時
に
企
業
と
投
資
家
の
対
話
の
過
程
に
お
い
て
深
度
あ
る
建
設
的
な
議
論
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。

2
．
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
へ
の
取
組
み

提
出
さ
れ
た
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
に
関
し
て
、
コ
ン
プ
ラ
イ
を
所
与
と
し
説
明
（
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
）
を
躊
躇
す
る
傾

向
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
形
式
的
コ
ン
プ
ラ
イ
よ
り
も
コ
ン
プ
ラ
イ
し
な
い
理
由
を
積
極
的
に
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
す
る
方
が
評
価
に
値
す

る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
と
指
摘
が
出
さ
れ
た
。
現
状
で
は
む
し
ろ
コ
ン
プ
ラ
イ
し
な
い
方
が
企
業
価
値
向
上
に
繋
が
る
と
い
っ
た
形
で

三
五
一
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の
踏
み
込
ん
だ
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
が
足
り
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
た
。

コ
ン
プ
ラ
イ
し
つ
つ
、
併
せ
て
具
体
的
取
組
み
に
つ
い
て
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
企
業
と
投
資
家
と
の
間
の
建
設

的
な
対
話
に
資
す
る
も
の
で
、
他
の
企
業
に
お
い
て
も
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
と
の
指
摘
も
さ
れ
た
。
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
方
法
等
に
つ
い

て
、
各
企
業
に
お
い
て
更
な
る
工
夫
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

Ⅱ
．
ガ
バ
ナ
ン
ス
議
論
の
検
証
の
必
要
性

ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
強
化
が
形
式
の
み
で
な
く
実
質
を
伴
っ
た
も
の
か
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
強
化
が
中
長
期
的
に
経
済
の
好
循
環
に
繋

が
っ
て
い
く
か
、
企
業
と
投
資
家
の
対
話
が
建
設
的
な
形
で
進
ん
で
い
る
か
等
の
観
点
か
ら
議
論
の
検
証
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

1
．
ガ
バ
ナ
ン
ス
議
論
の
検
証
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

⒜　

取
締
役
会
の
役
割

各
企
業
の
取
締
役
会
が
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
「
独
立
し
た
客
観
的
な
立
場
」（
原
則
四
│
三
）
を
真
に
実

現
し
て
い
る
と
表
明
す
る
た
め
に
、
独
立
社
外
取
締
役
の
設
置
に
留
ま
ら
ず
、
監
督
と
執
行
の
分
離
の
あ
り
方
等
を
含
め
た
ガ
バ
ナ
ン
ス

全
体
に
つ
い
て
の
真
剣
な
検
討
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
全
般
的
な
見
直
し
が
必
要
と
な
る
。

⒝　

経
営
陣
ト
ッ
プ
の
選
解
任

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
考
え
る
上
で
経
営
陣
ト
ッ
プ
の
選
任
・
解
任
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
、
後
継
者
計
画
（
サ
ク
セ

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
）
策
定
、
そ
れ
に
基
づ
く
経
営
陣
ト
ッ
プ
の
選
任
・
解
任
を
い
か
に
進
め
て
い
く
べ
き
か
、
課
題
と
な
る
。

⒞　

株
式
の
政
策
保
有

株
式
の
政
策
保
有
の
水
準
は
歴
史
的
に
ピ
ー
ク
時
（
一
九
九
〇
年
代
初
頭
）
に
比
べ
低
水
準
に
あ
る
が
、
現
在
も
な
お
一
定
の
水
準
に
あ

三
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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
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の
実
践
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エ
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ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
一
一
）

る
。
金
融
機
関
に
つ
い
て
は
政
策
保
有
の
方
針
の
開
示
が
進
ん
で
い
る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
が
、
事
業
法
人
の
対
応
等
も
含
め
検
証
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

⒟　

企
業
と
機
関
投
資
家
の
対
話

機
関
投
資
家
は
企
業
経
営
者
に
「
気
づ
き
」
を
与
え
る
企
業
と
の
質
の
高
い
対
話
が
期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
国
内
に
お
け
る
対
話
は
そ

の
水
準
に
達
し
て
い
な
い
。
資
産
運
用
者
（
ア
セ
ッ
ト
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）
に
運
用
を
委
託
し
て
い
る
資
産
保
有
者
（
ア
セ
ッ
ト
・
オ
ー
ナ
ー
）

と
し
て
の
機
関
投
資
家
の
役
割
も
重
要
で
あ
り
、
議
決
権
行
使
助
言
会
社
の
推
奨
と
活
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

⒟
に
つ
い
て
は
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
対
話
な
ら
び
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
関
し
て
述
べ
て
き
た
。
従
前
の
よ
う
に
単
な
る
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
基
準
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上

に
向
け
た
双
方
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

2
．
取
締
役
会
等
を
め
ぐ
る
論
点
│
会
社
の
持
続
的
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
に
向
け
た
取
締
役
会
の
あ
り
方
│

⒜
、
⒝
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ド
と
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
取
締
役
会
等
を
め
ぐ
る
論
点
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
問
題
点
の
指
摘
が
さ
れ

て
い
る
（
21
）

。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
コ
ー
ド
）
導
入
に
伴
い
、
取
締
役
会
の
果
た
す
べ
き
監
督
機
能
が
議
論
さ
れ
、
各
上
場
企

業
に
お
い
て
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
が
進
み
、
監
督
機
能
の
発
揮
を
目
指
す
べ
く
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
型
に
移
行
す
る
例
も
見
ら
れ
る
。
一

方
、
取
締
役
会
の
実
効
性
評
価
に
関
す
る
原
則
は
コ
ー
ド
原
則
の
中
で
コ
ン
プ
ラ
イ
（
実
施
）
率
が
最
も
低
く
な
っ
て
い
る
な
ど
、
コ
ー

ド
に
対
応
し
た
取
締
役
会
構
成
・
運
営
・
評
価
・
改
善
は
今
後
の
取
組
み
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

上
場
企
業
が
持
続
的
に
成
長
し
、
中
長
期
的
に
企
業
価
値
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
最
高
経
営
責
任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
を
中
心
と
す
る
経
営
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陣
が
先
見
性
の
あ
る
適
確
な
経
営
判
断
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
果
た
す
役
割
が
重
要
で
あ
り
、
選
解
任
に
お
い
て
は
客

観
性
・
適
時
性
・
透
明
性
あ
る
プ
ロ
セ
ス
が
求
め
ら
れ
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
経
営
陣
を
監
督
す
る
取
締
役
会
は
独
立
性
・
客
観
性
を
確
保
す
る

必
要
が
あ
る
。
経
営
理
念
等
の
確
立
、
戦
略
的
な
方
向
付
け
を
行
い
、
経
営
陣
幹
部
に
よ
る
適
切
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
支
え
る
環
境
整
備

と
実
効
性
の
高
い
監
督
を
行
う
上
で
必
須
の
要
素
で
あ
る
（
原
則
四
│
一
〜
三
）。

取
締
役
会
が
そ
の
役
割
・
責
務
を
果
た
す
た
め
、
①
取
締
役
会
の
構
成
に
お
い
て
適
切
な
資
質
・
多
様
性
を
備
え
た
取
締
役
会
の
実
現

と
独
立
性
・
客
観
性
の
担
保
、
②
取
締
役
会
の
運
営
に
お
い
て
は
経
営
戦
略
や
取
締
役
の
選
解
任
等
に
関
す
る
議
論
の
充
実
、
③
取
締
役

会
の
評
価
（board evaluation
）
に
お
い
て
は
取
締
役
会
の
実
効
性
の
評
価
に
よ
る
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
実
現
な
ど
の
取
組
み
が
求
め

ら
れ
る
。

こ
う
し
た
取
組
み
が
形
式
的
対
応
で
は
な
く
、
取
締
役
会
機
能
の
実
質
の
充
実
に
繋
が
る
実
効
的
取
組
み
と
す
る
観
点
か
ら
は
、
コ
ー

ド
適
用
等
に
つ
い
て
以
下
の
指
摘
が
さ
れ
る
。

（
1
）
取
締
役
会
構
成
（
原
則
四
│
七
〜
九
、
四
│
一
一
等
）

適
切
な
資
質
・
多
様
性
を
備
え
た
取
締
役
会
の
実
現
を
図
り
、
独
立
性
・
客
観
性
を
担
保
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
i
）
取
締
役
会
の
構
成
（
原
則
四
│
一
一
）
に
つ
い
て
、
自
社
が
成
長
分
野
と
位
置
づ
け
て
い
る
分
野
に
お
け
る
専
門
家
等
の
選
任
、

自
社
と
異
な
る
事
業
分
野
に
お
け
る
経
験
・
見
識
を
重
視
し
て
メ
ー
カ
ー
や
金
融
の
経
営
経
験
者
等
の
選
任
、
国
際
的
な
事
業
展
開
の
た

め
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材
の
選
任
が
事
例
と
し
て
見
ら
れ
る
。
独
立
し
た
客
観
的
な
立
場
か
ら
持
続
的
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向

上
を
後
押
し
で
き
る
適
切
な
資
質
・
多
様
性
を
備
え
た
取
締
役
会
の
実
現
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
ii
）
独
立
社
外
取
締
役
に
つ
い
て
、
各
上
場
企
業
で
は
選
任
が
進
ん
で
お
り
、
自
主
的
判
断
に
よ
り
、
取
締
役
会
の
三
分
の
一
以
上
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ー
ポ
レ
ー
ト
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ガ
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ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
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攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
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ゲ
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メ
ン
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株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
一
三
）

（
原
則
四
│
八
）
の
独
立
社
外
取
締
役
を
選
任
し
て
い
る
企
業
も
東
証
第
一
部
上
場
企
業
の
一
割
以
上
に
上
る
。
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関

心
は
、
独
立
社
外
取
締
役
の
人
数
の
増
加
だ
け
で
な
く
資
質
の
バ
ラ
ン
ス
、
多
様
性
の
充
実
に
移
っ
て
い
る
。
社
内
で
得
ら
れ
な
い
知

見
・
経
歴
を
有
し
、
中
長
期
的
企
業
価
値
の
向
上
に
向
け
た
経
営
戦
略
、
取
締
役
の
選
解
任
な
ど
経
営
の
監
督
に
貢
献
で
き
る
資
質
を

持
っ
た
独
立
社
外
取
締
役
が
多
く
選
任
さ
れ
る
よ
う
な
取
組
み
が
期
待
さ
れ
る
。

（
iii
）
取
締
役
会
構
成
、
独
立
社
外
取
締
役
選
任
に
か
か
る
取
組
み
の
ほ
か
、
取
締
役
会
の
独
立
性
・
客
観
性
を
一
層
担
保
す
る
た
め

取
組
み
を
行
っ
て
い
る
上
場
企
業
の
例
を
掲
げ
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
取
締
役
会
議
長
の
分
離
、
米
国
事
例
も
踏
ま
え
て
取
締
役
会
と
経
営
陣
の

実
効
的
な
役
割
分
担
を
図
る
た
め
の
筆
頭
独
立
社
外
取
締
役
（L

ead Independent D
irector

）
設
置
、
独
立
社
外
取
締
役
の
選
任
プ
ロ
セ

ス
に
対
す
る
独
立
社
外
取
締
役
の
主
体
的
関
与
。

（
iv
）
コ
ー
ド
で
は
、
取
締
役
会
等
の
構
成
に
関
す
る
考
え
方
、
取
締
役
候
補
の
指
名
、
経
営
陣
幹
部
の
選
任
に
関
す
る
方
針
・
手
続

の
開
示
、
個
々
の
選
任
・
指
名
に
つ
い
て
の
説
明
（
補
充
原
則
四
│
一
一
①
、
原
則
三
│
一
（
iv
）（
v
））
が
求
め
ら
れ
る
。
か
か
る
開
示
・

説
明
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
が
役
割
を
い
か
な
る
構
成
を
と
る
こ
と
に
よ
り
実
効
的
に
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
か
、
中
長
期
的

な
企
業
戦
略
の
関
係
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
2
）
取
締
役
会
の
運
営
（
原
則
四
│
八
、
四
│
一
〇
、
四
│
一
二
〜
一
四
）

持
続
的
成
長
と
中
長
期
的
企
業
価
値
の
向
上
を
図
る
べ
く
取
締
役
会
に
よ
る
戦
略
的
な
方
向
付
け
、
適
切
な
業
績
評
価
と
こ
れ
に
基
づ

く
経
営
陣
幹
部
の
人
事
等
の
議
論
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
i
）
先
ず
、
戦
略
的
方
向
付
け
等
に
つ
い
て
議
案
の
絞
込
み
、
十
分
な
審
議
時
間
の
確
保
（
補
充
原
則
四
│
一
二
①
）
が
必
要
と
な
る
。

上
場
企
業
の
取
組
み
事
例
と
し
て
、
事
業
活
動
の
上
で
戦
略
的
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
議
案
に
つ
い
て
は
金
額
基
準
に
と
ら
わ
れ
ず
に
取
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締
役
会
で
議
論
を
行
い
つ
つ
、
議
案
数
の
絞
り
込
み
の
た
め
に
業
務
執
行
決
定
権
限
の
経
営
陣
委
任
を
進
め
る
。
取
締
役
会
議
案
と
し
て

報
告
事
項
、
決
議
事
項
に
加
え
て
審
議
事
項
を
導
入
し
、
重
要
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
決
議
に
先
立
ち
取
締
役
会
で
議
論
す
る
。
審
議
時

間
に
つ
い
て
議
案
一
件
あ
た
り
の
時
間
と
し
て
少
な
く
と
も
二
〇
分
程
度
を
充
て
る
。

（
ii
）
社
内
取
締
役
は
取
締
役
会
に
お
け
る
職
責
が
執
行
者
と
し
て
の
職
責
と
は
異
な
る
こ
と
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
が
重
要

と
な
る
。（
iii
）
独
立
社
外
取
締
役
が
取
締
役
会
に
お
け
る
戦
略
的
方
向
付
け
等
の
議
論
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
く
環
境
整
備
に

向
け
た
取
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

従
来
の
独
立
社
外
取
締
役
に
関
し
て
は
、
独
立
性
の
強
化
な
ど
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
は
社
内

取
締
役
・
執
行
陣
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
作
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
独
立
社
外
取
締
役
の
役
割
を
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
あ
る
い
は

消
極
的
妥
当
性
の
み
な
ら
ず
、
戦
略
策
定
な
ど
積
極
的
妥
当
性
に
ま
で
い
か
に
拡
大
で
き
る
か
、
こ
れ
に
よ
り
独
立
社
外
取
締
役
に
求
め

ら
れ
る
資
質
に
も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
部
分
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
独
立
社
外
取
締
役
に
関
す
る
議
論
と
は
異
な
っ
た
検
討
が
重
要
に

な
る
（
私
見
）。

上
場
企
業
の
取
組
み
事
例
と
し
て
は
、
独
立
社
外
取
締
役
へ
の
報
告
・
情
報
提
供
の
工
夫
を
行
う
こ
と
、
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
セ
ッ
シ
ョ

ン
（
独
立
社
外
者
の
み
を
構
成
員
と
す
る
会
合
）
を
活
用
す
る
（
補
充
原
則
四
│
八
①
）
こ
と
、
独
立
社
外
取
締
役
と
監
査
役
等
と
の
間
で
の
情

報
交
換
を
行
う
こ
と
、
監
査
役
会
・
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
を
中
心
に
指
名
・
報
酬
等
に
か
か
る
任
意
の
諮
問
委
員
会
等
を
活
用
す
る

（
補
充
原
則
四
│
一
〇
①
）
こ
と
、
そ
の
際
に
独
立
社
外
取
締
役
を
過
半
と
し
委
員
長
を
独
立
社
外
取
締
役
に
す
る
こ
と
、
よ
り
付
加
価
値

の
あ
る
助
言
を
得
る
た
め
社
内
者
だ
け
で
な
く
、
独
立
社
外
取
締
役
に
も
適
切
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
機
会
を
提
供
す
る
（
原
則
四
│
一
四
）

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

三
五
六



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
一
五
）

（
iv
）
独
立
社
外
取
締
役
の
役
割
・
責
務
と
し
て
、
少
数
株
主
な
ど
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
意
見
を
取
締
役
会
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る

こ
と
（
原
則
四
│
七
（
iv
））
が
重
要
で
あ
る
。

（
3
）
取
締
役
会
の
実
効
性
評
価
（
原
則
四
│
一
一
）

取
締
役
会
の
資
質
・
多
様
性
、
運
営
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
取
組
み
が
有
効
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
取
締
役
会
全
体
と
し
て
の
実

効
性
の
分
析
・
評
価
を
行
い
、
新
た
な
取
組
み
に
繋
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
i
）
二
〇
一
六
年
五
月
末
に
コ
ー
ド
適
用
開
始
か
ら
一
年
が
経
過
し
、
各
企
業
が
取
締
役
会
の
資
質
・
多
様
性
、
運
営
状
況
等
の
実

効
性
に
つ
い
て
適
切
に
評
価
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
評
価
の
実
施
に
際
し
、
企
業
の
状
況
に
応
じ
て
様
々
な
取
組
み
が
考
え
ら
れ
、

取
締
役
会
の
各
自
に
よ
る
率
直
な
評
価
が
先
ず
は
重
要
と
な
る
。
取
組
み
の
例
と
し
て
以
下
の
通
り
。
指
名
委
員
会
や
独
立
社
外
取
締
役

の
み
に
よ
る
会
合
も
活
用
す
る
な
ど
独
立
社
外
取
締
役
の
主
体
的
な
関
与
を
確
保
す
る
こ
と
、
評
価
の
対
象
に
は
任
意
委
員
会
も
含
め
取

締
役
会
に
設
置
さ
れ
た
各
委
員
会
の
運
営
状
況
等
も
含
め
る
こ
と
、
英
国
の
経
験
も
踏
ま
え
外
部
の
視
点
も
入
れ
た
評
価
や
評
価
機
関
名

の
公
表
を
行
う
こ
と
。

（
ii
）
コ
ー
ド
策
定
の
趣
旨
で
あ
る
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
企
業
価
値
の
向
上
に
鑑
み
、
取
締
役
会
の
実
効
性
の
評
価
と
開
示
に

お
い
て
は
取
締
役
会
が
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
企
業
価
値
の
向
上
を
独
立
し
た
客
観
的
な
立
場
か
ら
支
援
で
き
て
い
る
こ
と
の
検
証

に
も
重
点
が
置
か
れ
る
べ
き
こ
と
。

（
4
）
最
高
経
営
責
任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
の
選
・
解
任
の
実
際

Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
解
任
権
の
問
題
は
古
く
て
新
し
い
課
題
と
い
え
よ
う
。
エ
ン
ロ
ン
事
件
等
を
受
け
て
社
外
取
締
役
主
体
の
米
国
型
ガ
バ
ナ
ン

ス
に
対
す
る
疑
問
が
出
さ
れ
、
監
査
役
会
設
置
会
社
に
よ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
指
向
す
る
立
場
か
ら
は
、
監
査
役
会
に
解
任
権
を
付
与

三
五
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経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
六
）

す
る
制
度
改
革
な
ど
も
予
て
よ
り
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な
ら
び
に
経
営
の
妥
当
性
の
チ
ェ
ッ
ク
の
観

点
か
ら
、
経
営
陣
規
律
を
図
る
べ
き
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
根
幹
と
も
い
え
る
部
分
で
あ
る
（
22
）

。

持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
企
業
価
値
の
向
上
の
観
点
か
ら
、
最
高
経
営
責
任
者
（
Ｃ
Ｅ
Ｏ
）
の
選
解
任
は
上
場
会
社
に
と
り
最
も
重

要
な
戦
略
的
意
思
決
定
で
あ
る
。
選
任
の
た
め
の
後
継
者
計
画
策
定
に
お
い
て
は
客
観
性
・
適
時
性
・
透
明
性
を
担
保
す
る
手
続
が
求
め

ら
れ
る
。
適
切
に
会
社
業
績
等
の
評
価
を
行
い
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
問
題
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
解
任
で
き
る
仕
組
み
を
整
え

て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
か
か
る
取
組
み
を
更
に
進
め
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
客
観
性
・
適
時
性
・
透
明
性
あ
る
手
続
に
よ
り
適
切
に
選
解
任

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
補
充
原
則
4
│
3
①
）。
取
組
み
事
例
と
し
て
、
⒜
取
締
役
会
内
部
に
お
い
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
候
補
者
を
明
確
に
し
、
一

定
の
時
間
を
か
け
独
立
社
外
取
締
役
も
含
め
取
締
役
会
が
候
補
者
の
資
質
を
見
極
め
る
プ
ロ
セ
ス
を
設
け
る
。
⒝
企
業
の
中
長
期
的
戦
略

を
踏
ま
え
、
将
来
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
求
め
ら
れ
る
資
質
や
あ
る
べ
き
像
を
十
分
に
議
論
し
て
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
選
任
を
行
う
。
⒞
Ｃ
Ｅ
Ｏ
選
・
解
任
に

独
立
社
外
取
締
役
の
十
分
な
関
与
を
得
る
た
め
、
指
名
委
員
会
、
指
名
に
か
か
る
任
意
委
員
会
を
活
用
す
る
。
こ
の
際
に
指
名
委
員
会
等

に
お
い
て
審
議
時
間
を
十
分
に
と
る
。

⒜
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
経
営
諮
問
委
委
員
会
に
よ
る
次
期
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
育
成
・
決
定
を
図
っ
て
き
た
事
例
と
し
て
株
式
会
社
帝
人
の

ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
決
し
て
今
般
の
コ
ー
ド
導
入
を
契
機
と
し
た
も
の
で
は
な
い
点
は
留
意
さ
れ
る
。
ま
た
他
の
二
つ

の
事
例
⒝
⒞
に
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
中
長
期
的
戦
略
を
踏
ま
え
る
こ
と
、
指
名
委
員
会
等
に
お
い
て
時
間
を
か
け
て
独
立
社
外
取
締
役

に
よ
る
関
与
を
図
る
な
ど
は
そ
も
そ
も
の
制
度
の
趣
旨
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
手
法
に
よ
る
運
営
が
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
逆
に
形
式
的
な
米
国
制
度
導
入
に
留
ま
っ
て
い
た
、
だ
か
ら
こ
そ
不
祥
事
が
繰
り
返
さ
れ
、
あ
る
い
は
妥
当
性

監
視
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
な
る
。
コ
ー
ド
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
よ
る
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
も
、

三
五
八



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
一
七
）

一
定
の
強
制
力
と
き
め
細
か
い
上
級
管
理
者
機
能
（S

enior M
anagem

ent F
unctions S

M
F
s

）
の
設
定
に
よ
る
、
英
国
を
範
と
し
た
攻
め

の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
係
る
規
律
づ
け
が
必
要
と
な
ろ
う
か
（
私
見
（
23
）

）。

（
5
）
監
査
機
能
の
適
切
な
発
揮

不
祥
事
防
止
等
の
観
点
か
ら
、
監
査
機
能
の
適
切
な
発
揮
に
関
連
し
て
以
下
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
内
部
通
報
機
能
を
発
揮
さ
せ
る

た
め
レ
ポ
ー
ト
ラ
イ
ン
と
し
て
社
外
監
査
役
・
社
外
取
締
役
に
通
報
で
き
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
監
査
役
会
等
は
ほ
ぼ
全
員
独

立
者
で
あ
る
べ
き
で
、
監
査
役
会
等
の
構
成
を
企
業
不
祥
事
の
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
こ
と
、
第
三
者
委
員
会
の
役
割
は
本

来
は
監
査
役
会
が
果
た
す
べ
き
こ
と
。
こ
の
他
、
監
査
機
能
の
適
切
な
発
揮
に
関
し
て
以
下
の
課
題
が
検
討
さ
れ
る
。

⒜　

監
査
役
・
監
査
委
員
等
の
選
任
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｆ
Ｏ
経
験
者
が
監
査
委
員
長
に
就
任
す
る
例
が
あ
る
が
、
独
立
・
客
観
的
立
場
か

ら
役
割
・
責
務
を
果
た
す
観
点
か
ら
の
妥
当
性
。
⒝
内
部
監
査
部
門
の
機
能
を
有
効
に
活
用
す
る
観
点
か
ら
、
内
部
監
査
部
門
か
ら
監
査

役
会
等
へ
の
適
切
に
情
報
提
供
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
重
要
（
補
充
原
則
四
│
一
三
③
）。
内
部
監
査
部
門
と
取
締
役
会
や
監
査
役
会
等

と
の
連
携
の
現
状
と
あ
り
方
の
検
討
。
⒞
外
部
会
計
監
査
人
に
よ
る
適
正
な
監
査
の
確
保
に
向
け
て
、
監
査
役
会
と
取
締
役
会
は
以
下
の

対
応
を
行
う
べ
き
こ
と
（
補
充
原
則
三
│
二
①
、
②
）。

監
査
役
会
は
（
補
充
原
則
三
│
二
①
）、
外
部
会
計
監
査
人
候
補
を
適
切
に
選
定
し
外
部
会
計
監
査
人
を
適
切
に
評
価
す
る
た
め
の
基
準

の
策
定
、
外
部
会
計
監
査
人
に
求
め
ら
れ
る
独
立
性
と
専
門
性
を
有
し
て
い
る
か
の
確
認
を
行
う
。

取
締
役
会
お
よ
び
監
査
役
会
は
（
補
充
原
則
三
│
二
②
）、
高
品
質
な
監
査
を
可
能
と
す
る
十
分
な
監
査
時
間
の
確
保
、
外
部
会
計
監
査

人
か
ら
Ｃ
Ｅ
Ｏ
・
Ｃ
Ｆ
Ｏ
等
の
経
営
陣
幹
部
へ
の
ア
ク
セ
ス
（
面
談
等
）
の
確
保
、
外
部
会
計
監
査
人
と
監
査
役
（
監
査
役
会
へ
の
出
席
を

含
む
）、
内
部
監
査
部
門
や
社
外
取
締
役
と
の
十
分
な
連
携
の
確
保
、
外
部
会
計
監
査
人
が
不
正
を
発
見
し
適
切
な
対
応
を
求
め
た
場
合

三
五
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
一
八
）

や
不
備
・
問
題
点
を
指
摘
し
た
場
合
の
会
社
側
の
対
応
体
制
の
確
立
。

第
四
章
．
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
お
け
る
資
本
政
策
と
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

│
Ｒ
Ｏ
Ｅ
、
最
適
資
本
構
成
な
ど
│

Ⅰ
．
資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
と
日
本
版
コ
ー
ド

取
締
役
会
評
価
の
項
と
も
関
連
す
る
が
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
前
提
と
し
て
、
企
業
に
お
い
て
資
本
コ
ス
ト
を
上
回
る
収
益
を
上
げ

る
べ
き
最
適
資
本
構
成
の
構
築
が
主
題
と
な
る
。
か
か
る
資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
に
関
し
て
、
日
本
版
コ
ー
ド
原
則
一
│
三
で
は
、

上
場
会
社
は
資
本
政
策
の
動
向
が
株
主
利
益
に
重
要
な
影
響
を
与
え
得
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
に
つ
い
て
説
明

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
原
則
五
│
二
で
は
、
経
営
戦
略
や
経
営
計
画
の
策
定
・
公
表
に
当
た
っ
て
は
収
益
計
画
や
資
本
政
策
の
基
本
的
な

方
針
を
示
す
と
と
も
に
、
収
益
力
・
資
本
効
率
等
に
関
す
る
目
標
を
提
示
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
経
営
資
源
の
配
分
等
に
関
し
具
体
的

に
何
を
実
行
す
る
の
か
に
つ
い
て
株
主
に
わ
か
り
や
す
い
言
葉
・
論
理
で
明
確
に
説
明
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

資
本
政
策
に
お
い
て
資
本
構
成
（
自
己
資
本
比
率
等
）、
資
本
効
率
（
自
己
資
本
利
益
率
（
Ｒ
Ｏ
Ｅ
）
等
）、
株
主
還
元
（
配
当
、
自
己
株
式
取

得
等
）
を
勘
案
す
る
こ
と
に
な
る
（
24
）

。

Ⅱ
．
Ｒ
Ｏ
Ｅ
と
最
適
資
本
構
成

Ｒ
Ｏ
Ｅ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
最
適
資
本
構
成
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
Ｒ
Ｏ
Ａ
（
総
資
本
に
対
す
る
営
業
利
益
の
割
合
）
を
勘
案
し
た

Ｒ
Ｏ
Ｅ
指
標
が
業
績
評
価
の
基
準
と
な
る
。
レ
バ
レ
ッ
ジ
効
果
、
利
子
率
と
Ｒ
Ｏ
Ｅ
の
差
等
の
理
論
が
前
提
と
な
る
。
Ｒ
Ｏ
Ｅ
＝

｛
Ｒ
Ｏ
Ａ
＋
負
債
比
率
×（
Ｒ
Ｏ
Ａ－

利
子
率
）｝×（
一－

税
率
）
の
図
式
に
お
い
て
財
務
レ
バ
レ
ッ
ジ
効
果
に
つ
い
て
は
、
①
「
Ｒ
Ｏ
Ａ－

利

三
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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
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実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
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な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
一
九
）

子
率
」
が
プ
ラ
ス
の
場
合
は
株
主
側
の
要
望
に
応
じ
財
務
レ
バ
レ
ッ
ジ
高
め
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
が
、
金
利
の
上
昇
リ
ス
ク
が
懸
念
さ

れ
る
。
有
利
子
負
債
の
支
払
利
息
は
税
法
上
損
金
算
入
さ
れ
、
支
払
利
息
に
税
率
を
乗
じ
た
分
は
税
金
を
払
わ
な
く
て
す
む
（
負
債
の
節

税
効
果
）。
財
務
レ
バ
レ
ッ
ジ
に
つ
い
て
、
安
全
性
の
面
か
ら
は
財
務
レ
バ
レ
ッ
ジ
が
低
い
（
株
主
資
本
比
率
が
高
い
）
こ
と
が
好
ま
し
い
が
、

収
益
性
の
面
か
ら
は
財
務
レ
バ
レ
ッ
ジ
が
高
い
（
株
主
資
本
比
率
が
低
い
）
方
が
一
定
の
制
約
下
で
は
好
ま
し
い
と
も
い
え
る
。
最
適
資
本

構
成
を
経
営
陣
は
各
局
面
に
応
じ
て
模
索
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
前
提
で
経
営
陣
に
は
配
当
と
内
部
留
保
・
Ｒ
Ｏ
Ｅ
、
翌
期
の
利
潤
を
生
み
出
す
株
主
還
元
政
策
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
。
単

に
当
期
の
株
主
配
当
性
向
、
Ｒ
Ｏ
Ｅ
を
い
か
に
設
定
す
る
か
、
数
字
で
は
な
く
、
中
期
経
営
計
画
に
連
動
し
た
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
が
重

要
と
な
る
。
企
業
の
競
争
力
の
観
点
か
ら
は
投
資
家
は
投
資
収
益
の
上
が
る
有
効
な
投
資
の
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
る
が
、
結
果
と
し
て

企
業
側
も
企
業
価
値
創
造
に
向
け
目
指
す
点
は
同
じ
で
Ｒ
Ｏ
Ａ
の
検
討
が
資
本
政
策
の
視
点
で
必
須
と
な
る
。
対
外
的
な
目
標
と
し
て

Ｒ
Ｏ
Ｅ
数
値
、
内
部
収
益
率
（
Ｉ
Ｒ
Ｒ
）
を
開
示
す
る
と
し
て
も
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
視
点
か
ら
経
営
の
内
部
面
の
深
化
と
し
て

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
管
理
が
大
切
で
あ
り
、
フ
リ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
黒
字
化
が
長
期
的
な
投
資
資
金
を
生
み
出
す
好
循
環
を

創
造
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
六
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
〇
）

第
五
章
．
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
、
非
財
務
情
報
と
統
合
報
告
書
な
ら
び
に

Ｅ
Ｓ
Ｇ
責
任
投
資
、
議
決
権
行
使
の
関
係
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
責
任
者
の
関
与

│
二
〇
一
五
年
英
国
現
代
奴
隷
法
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
域
外
適
用
リ
ス
ク
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ

イ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
交
錯
│

Ⅰ
．
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
を
踏
ま
え
た
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
実
際

1
．
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上
と
長
期
投
資
家
と
し
て
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
形
成

短
期
投
資
型
で
は
な
い
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上
を
主
旨
と
す
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
型
・
対
話
重
視
型
フ
ァ
ン
ド
の
対
話
の
取
組
み

の
一
例
を
み
る
と
、
①
企
業
と
投
資
家
の
対
話
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ケ
ン
ト
）
の
理
念
は
、
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
、
情

報
格
差
の
是
正
を
図
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
企
業
の
持
続
的
成
長
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
、
全
て
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
）

に
資
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
投
資
理
念
と
し
て
は
、
長
期
厳
選
投
資
（
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
占
有
率
上
位
五
銘
柄
五
〇
│
七
〇
％
、
平
均
保
有

期
間
五
年
）、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
投
資
（
責
任
を
持
っ
た
対
話
と
信
頼
関
係
構
築
、
企
業
文
化
の
尊
重
）、
社
会
貢
献
投
資
（
全
ス
テ
イ
ク
ホ
ル

ダ
ー
の
た
め
の
中
長
期
的
成
長
と
企
業
価
値
向
上
、
国
民
の
資
産
形
成
・
社
会
貢
献
）
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
25
）

。

2
．
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
具
体
的
な
内
容
と
株
主
総
会
機
能

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
経
営
陣
・
社
外
役
員
と
の
定
期
的
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
中
期
経
営
計
画
・
Ｉ
Ｒ

開
示
資
料
に
お
け
る
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
共
有
、
国
内
外
の
競
合
他
社
・
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
の
調
査
・
分
析
の
共
有
、
企
業
経
営
・

Ｉ
Ｒ
活
動
の
情
報
交
換
・
Ｉ
Ｒ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
投
資
先
企
業
同
士
の
横
の
繋
が
り
の
機
会
設
定
、
店
舗
・
物
流
セ
ン
タ
ー
・
製
造
拠
点

三
六
二



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
二
一
）

の
実
地
見
学
、
自
然
災
害
時
に
お
け
る
投
資
先
企
業
と
の
支
援
、
投
資
先
企
業
の
社
外
取
締
役
・
監
査
役
就
任
、
株
主
総
会
出
席
・
経
営

陣
支
援
等
が
掲
げ
ら
れ
る
。

長
期
投
資
家
は
全
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
た
め
に
議
決
権
行
使
を
行
い
、
投
資
先
企
業
と
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
形
成
を
図
る
。
即
ち
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
①
上
場
企
業
側
は
、
経
営
者
が
描
く
将
来
の
あ
る
べ
き
姿
と
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
中
長
期
経
営
計
画
等
で
示
す

こ
と
、
資
本
効
率
目
標
を
含
む
具
体
的
な
重
要
業
績
評
価
指
標
（K

ey P
erform

ance Indicators K
P
I

）
を
設
定
し
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
（P

D
C
A
 

cycle

、plan-do-check-act cycle

）
を
実
行
す
る
こ
と
、
経
営
ト
ッ
プ
・
独
立
役
員
と
株
主
と
の
定
期
的
な
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
図
る
こ
と
が

内
容
と
な
る
。
②
長
期
投
資
家
側
は
、
中
長
期
的
目
線
と
企
業
理
解
を
常
に
保
ち
、
長
期
に
亘
り
企
業
に
資
す
る
こ
と
、
全
ス
テ
イ
ク
ホ

ル
ダ
ー
の
観
点
か
ら
経
営
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
、
経
営
環
境
悪
化
時
も
純
安
定
株
主
と
し
て
保
有
を
継
続
す
る
こ
と
が
内
容
と
な
る
。            　

こ
の
他
、
建
設
的
対
話
の
基
礎
と
し
て
、
①
友
好
的
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
と
し
て
上
場
企
業
に
対
し
非
上
場
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
資
す
る
ベ

ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
的
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
、
②
外
部
・
少
数
株
主
と
し
て
企
業
の
内
部
変
革
を
促
す
こ
と
、
③
戦
略
策
定
・
再
構

築
と
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
改
善
に
よ
る
事
業
価
値
自
体
の
向
上
を
図
る
こ
と
な
ら
び
に
流
動
性
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

各
面
に
お
け
る
企
業
価
値
と
理
論
的
株
主
価
値
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
解
消
を
図
る
こ
と
、
こ
の
場
合
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
解

消
策
と
し
て
は
資
本
効
率
向
上
、
株
主
還
元
方
針
明
示
、
取
締
役
構
成
変
更
、
買
収
防
衛
策
の
内
容
変
更
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
、
④

建
設
的
対
話
の
場
合
は
財
務
・
株
価
等
に
お
け
る
改
善
の
み
な
ら
ず
、
長
期
展
望
・
競
争
戦
略
・
人
材
確
保
な
ど
が
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

の
内
容
と
な
る
こ
と
等
が
具
体
的
内
容
の
一
例
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
。

従
来
の
大
規
模
・
支
配
株
主
主
導
の
改
革
と
は
異
な
り
、
理
念
型
と
し
て
は
当
該
企
業
に
対
す
る
株
主
に
お
け
る
忠
実
義
務
（
26
）

を
意
識
し

た
株
主
主
体
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
な
ろ
う
か
（
私
見
）。
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
で
あ
る
機
関
投
資
家
に
よ
る
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決

三
六
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
二
）

権
行
使
活
動
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
求
め
る
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

行
動
の
中
の
一
つ
の
場
面
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
株
主
総
会
機
能
の
変
容
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

Ⅱ
．
非
財
務
情
報
の
重
視
と
国
際
統
合
報
告
書
と
Ｅ
Ｓ
Ｇ
責
任
投
資
、
議
決
権
行
使
の
関
係
な
ら
び
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
責
任
者
に
よ
る
関
与

1
．
Ｅ
Ｓ
Ｇ
責
任
投
資
│
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（
社
会
的
責
任
投
資
）
の
異
同
│

長
期
投
資
家
の
責
任
投
資
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
関
係
と
し
て
投
資
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
（E

nvironm
ental

、

S
ocial

、G
overnance

）
の
組
み
込
み
、
投
資
先
企
業
と
の
建
設
的
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
ケ
ン
ト
、
受
託
者
と
し
て
の
議
決
権
行
使
が
責
任

投
資
の
内
容
と
な
る
。
責
任
投
資
と
し
て
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
は
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（S

ocially R
esponsible Investm

ent 

社
会
的
責
任
投
資
）
か
ら
派
生
し

た
も
の
で
あ
る
が
、
理
念
を
や
や
異
に
す
る
（
27
）

。
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（
社
会
的
責
任
投
資
）
の
場
合
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
株
主
が
議
決
権
な
ど

権
利
を
行
使
し
て
Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
に
配
慮
し
た
持
続
可
能
な
経
営
を
経
営
陣
に
求
め
る
が
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
で
は
投
資
先
企

業
が
Ｅ
Ｓ
Ｇ
課
題
を
考
慮
す
る
こ
と
自
体
が
機
関
投
資
家
に
お
い
て
そ
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｇ
に
関
し
て
は
非
財
務
情
報
と
し
て
重
要
性
を
増
し
、
経
済
産
業
省
も
投
資
家
・
年
金
基
金
等
を
対
象
に
、
投
資
に
際
し
Ｅ
Ｓ
Ｇ

な
ど
の
非
財
務
情
報
を
重
視
し
て
い
る
か
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
に
関
す
る
意
識
・
状
況
の
把
握
お
よ
び
財
務
情
報
と
非
財
務
情
報
の
統
合
的
報

告
あ
る
い
は
統
合
報
告
書
（
28
）

を
ど
の
程
度
活
用
し
て
い
る
か
な
ど
状
況
把
握
を
目
的
と
し
て
調
査
報
告
書
を
発
出
し
て
い
る
（
29
）

。
統
合
報
告
書

は
、
投
資
家
な
ど
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
し
て
財
務
情
報
お
よ
び
非
財
務
情
報
（
企
業
の
経
営
戦
略
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

な
ど
）
の
関
連
性
を
比
較
可
能
な
形
で
取
り
ま
と
め
提
供
す
る
も
の
で
将
来
志
向
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
、
必
要
な
定
量
情
報
を
併
せ
持
つ
と

共
に
企
業
、
投
資
家
双
方
が
積
極
的
に
投
資
材
料
、
対
話
の
材
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

三
六
四



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
二
三
）

2
．
国
際
統
合
報
告
書
と
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
、
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
報
告
境
界

（
1
）
国
際
統
合
報
告
書
と
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資

統
合
報
告
書
（Integrated R

eporting

）
は
組
織
の
外
部
環
境
を
背
景
と
し
て
組
織
の
戦
略
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
実
績
お
よ
び
見
通
し
が
い

か
に
短
、
中
、
長
期
の
価
値
創
造
を
導
く
か
に
係
る
簡
潔
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
な
る
。
新
た
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
領
域
と
し
て
注
視
さ

れ
、
以
下
で
内
容
を
精
査
し
て
お
き
た
い
。

投
資
家
は
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
を
長
期
的
企
業
価
値
向
上
の
観
点
か
ら
評
価
し
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
を
通
じ
た
投
資
家
・
企
業
間
の
対
話
促
進
を
期

待
す
る
。
投
資
家
は
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
を
長
期
的
な
投
資
先
企
業
の
価
値
創
造
の
向
上
の
観
点
か
ら
評
価
し
、
リ
ス
ク
回
避
あ
る
い
は
Ｓ
Ｒ
Ｉ

（
社
会
的
責
任
投
資
）
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ス
ク
リ
ー
ン
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
要
素
の
排
除
よ
り
も
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
観
点
か
ら
評
価
せ
ん
と

す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
に
つ
い
て
は
企
業
・
投
資
家
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
も
存
在
し
、
海
外
の
統
合
報
告
書

と
比
較
し
た
場
合
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
を
重
視
す
る
投
資
家
を
中
心
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
、
ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
情
報
の
網
羅

性
に
つ
い
て
質
的
に
不
足
し
て
い
る
と
の
回
答
が
多
数
出
さ
れ
、
投
資
家
の
期
待
の
高
い
要
素
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
情
報
が
記
載

さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
投
資
家
の
視
点
か
ら
統
合
報
告
書
の
情
報
開
示
に
つ
い
て
、
企
業
価
値
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す 

Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企
業
の
社
会
的
責
任
）
の
要
因
（
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
、
重
要
課
題
）
や
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
重
要
業
績
評
価
指
標
）
を
中
心
と
し
た
企
業
価
値
創

造
等
に
関
す
る
ス
ト
ー
リ
ー
性
を
重
視
す
る
簡
潔
な
情
報
開
示
を
行
う
べ
き
こ
と
、
事
業
の
全
体
像
の
把
握
、
恣
意
性
の
排
除
お
よ
び
比

較
可
能
性
の
観
点
か
ら
網
羅
的
な
情
報
開
示
を
行
う
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
こ
と
で
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
の

更
な
る
深
化
・
拡
大
が
期
待
さ
れ
る
。

三
六
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
四
）

（
2
）
欧
州
に
お
け
る
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（
社
会
的
責
任
投
資
）
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

欧
州
に
お
け
る
Ｓ
Ｒ
Ｉ
（
社
会
的
責
任
投
資
）
の
投
資
手
法
は
、
一
般
的
定
義
と
し
て
投
資
ユ
ニ
バ
ー
ス
の
構
成
に
お
い
て
環
境
保
護
・

保
全
、
社
会
貢
献
な
ど
を
積
極
的
に
行
う
企
業
を
組
み
込
む
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ス
ク
リ
ー
ン
、
宗
教
教
義
や
人
権
・
開
発
問
題
等
の
観
点
か
ら

ア
ル
コ
ー
ル
や
タ
バ
コ
、
軍
需
産
業
な
ど
へ
の
投
資
を
控
え
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ス
ク
リ
ー
ン
に
大
別
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｒ
Ｉ
団
体
で
あ
る 

E
urosif

（E
uropean S

ustainable Investm
ent F

orum
 

欧
州
責
任
投
資
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
30
）

）
の
定
義
で
は
Ｓ
Ｒ
Ｉ
を
広
義
（B

road

）
と
コ
ア

（C
ore

）
に
大
別
し
、
広
義
の
Ｓ
Ｒ
Ｉ
は
、
①
タ
バ
コ
産
業
や
兵
器
産
業
を
排
除
す
る
簡
素
な
基
準
を
用
い
る
手
法
、
②
Ｅ
Ｓ
Ｇ
項
目
の

評
価
が
将
来
企
業
価
値
に
与
え
る
影
響
を
他
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
統
合
し
て
評
価
す
る
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
手
法
、
③
Ｅ
Ｓ
Ｇ
課
題
に
つ

き
企
業
に
働
き
か
け
る
投
資
家
行
動
と
し
て
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
三
分
類
さ
れ
る
。
欧
州
の
Ｓ
Ｒ
Ｉ
市
場
の
残
高
は
約
五
兆
ユ
ー
ロ

（
七
兆
ド
ル
（
五
六
六
兆
円
）、
二
〇
〇
九
年
末
）
に
達
し
た
と
推
定
さ
れ
、
大
き
な
市
場
誘
因
と
な
っ
て
い
る
（
31
）

。
後
述
の
二
〇
一
五
年
英
国
現

代
奴
隷
法
と
域
外
適
用
リ
ス
ク
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
イ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
交
錯
に
繋
が
る
論
点
と
な
る
。

欧
州
委
員
会
は
二
〇
〇
三
年
Ｅ
Ｕ
（
欧
州
連
合
）
指
令
で
あ
る
会
計
法
現
代
化
指
令
を
発
し
て
企
業
に
国
際
会
計
基
準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
導

入
と
年
次
報
告
書
に
事
業
の
環
境
や
社
会
的
側
面
に
関
す
る
情
報
を
盛
り
込
む
こ
と
を
求
め
た
。
英
国
政
府
も
一
定
規
模
の
企
業
に
対
し
、

環
境
問
題
が
経
営
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
年
次
報
告
書
の
一
部
で
あ
る
取
締
役
会
報
告
書
へ
の
記
載
を
求
め
て
い
る
。
大
部
分
の
企
業

は
義
務
づ
け
ら
れ
た
財
務
情
報
と
環
境
・
Ｃ
Ｓ
Ｒ
な
ど
非
財
務
情
報
を
別
々
に
提
供
し
て
い
る
が
、
非
財
務
的
な
取
組
み
や
知
的
資
産
、

経
営
方
針
が
財
務
や
経
営
の
実
績
に
与
え
た
影
響
が
分
か
り
難
く
、
必
要
な
情
報
を
明
確
・
簡
潔
に
示
す
報
告
書
の
登
場
が
期
待
さ
れ
る

に
至
っ
た
（
32
）

。
我
が
国
企
業
も
統
合
報
告
書
に
対
す
る
取
組
み
を
進
め
つ
つ
あ
り
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
更
に
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド

が
求
め
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
対
話
の
基
礎
資
料
を
形
成
す
る
も
の
と
期
待
さ
れ
よ
う
。

三
六
六



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
二
五
）

3
．
指
導
原
則
と
内
容
要
素
な
ら
び
に
報
告
境
界

（
1
）
統
合
報
告
書
の
主
た
る
目
的
と
指
導
原
則

二
〇
一
三
年
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
（
国
際
統
合
報
告
評
議
会
）
の
発
し
た
国
際
統
合
報
告
書
（T

he International <IR
> F
ram
ew
ork - Integrated 

R
eporting

）
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
そ
の
主
た
る
目
的
は
財
務
資
本
の
提
供
者
（providers of fi nancial capital invest

）
に
対
し
、
組

織
が
長
期
に
わ
た
り
い
か
な
る
価
値
創
造
を
行
う
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
以
下
で
は
、
国
際
統
合
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
、

T
H
E
 IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 <IR

> F
R
A
M
E
W
O
R
K
 - Integrated R

eporting 

（the IIR
C

）、「
国
際
統
合
報
告
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」

（
二
〇
一
三
年
一
二
月
）
を
み
て
い
き
た
い
（
33
）

。
統
合
報
告
書
に
は
関
連
す
る
財
務
情
報
と
そ
の
他
情
報
の
両
方
が
含
ま
れ
る
。
統
合
報
告
書

は
従
業
員
、
顧
客
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
、
事
業
パ
ー
ト
ナ
ー
、
地
域
社
会
、
立
法
者
、
規
制
当
局
お
よ
び
政
策
立
案
者
を
含
む
組
織
の
長
期

に
亘
る
価
値
創
造
能
力
（the ability of the fi nancial reporting entity to create value

）
に
関
心
を
持
つ
全
て
の
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に

と
り
有
益
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
、
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
（
原
則
主
義
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
統
合
報
告
書

は
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
、
以
下
の
内
容
を
含
む
ガ
バ
ナ
ン
ス
責
任
者
か
ら
の
表
明
が
示
さ
れ
る
。
①
統
合
報
告
書
の

誠
実
性
を
確
保
す
る
責
任
に
関
す
る
同
意
、
②
ガ
バ
ナ
ン
ス
責
任
者
の
集
団
的
思
考
に
基
づ
き
統
合
報
告
書
が
作
成
、
表
示
さ
れ
た
こ
と

に
関
す
る
同
意
、
③
報
告
書
が
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
準
拠
し
て
表
示
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
意
見
ま
た
は
結
論
。

統
合
報
告
書
は
、
組
織
が
い
か
に
長
期
に
わ
た
り
価
値
創
造
を
行
う
か
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
価
値
は
組
織
単
独
で
組
織
内
部
の

み
で
創
造
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
外
部
環
境
の
影
響
を
受
け
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関
係
性
を
通
じ
て
創
造
さ
れ
、
多
様
な
資
源
に

支
え
ら
れ
て
い
る
。
統
合
報
告
書
は
、
以
下
に
つ
い
て
の
洞
察
の
提
供
を
目
的
と
す
る
。
①
組
織
に
影
響
を
与
え
る
外
部
環
境
、
②
財
務
、

製
造
、
知
的
・
人
的
、
社
会
・
関
係
、
自
然
に
分
類
さ
れ
る
組
織
が
利
用
し
、
影
響
を
与
え
る
資
源
お
よ
び
関
係
。
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
で

三
六
七
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五
十
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巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
二
六
）

は
こ
れ
ら
を
資
本
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。
③
短
、
中
、
長
期
に
価
値
を
創
造
す
る
た
め
の
組
織
に
お
け
る
外
部
環
境
お
よ
び
資
本
の

相
互
作
用
。

組
織
に
関
す
る
価
値
創
造
と
他
者
に
対
す
る
価
値
創
造
と
し
て
、
組
織
が
長
期
に
わ
た
り
創
造
す
る
価
値
は
、
組
織
の
事
業
活
動
と
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
に
よ
り
資
本
が
増
加
、
減
少
ま
た
は
変
換
さ
れ
た
形
で
現
れ
、
相
互
に
関
係
し
合
う
次
の
二
つ
の
側
面
を
有
し
て
い
る
。
①

組
織
自
身
に
対
し
て
創
造
さ
れ
る
価
値
で
あ
り
、
財
務
資
本
提
供
者
へ
の
財
務
リ
タ
ー
ン
に
繋
が
る
も
の
。
②
他
者
に
対
し
て
創
造
さ
れ

る
価
値
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
お
よ
び
社
会
全
体
に
対
す
る
価
値
。

統
合
報
告
書
に
関
わ
る
指
導
原
則
（guiding principles

）
は
以
下
の
通
り
で
、
報
告
書
の
内
容
お
よ
び
情
報
の
開
示
方
法
に
関
す
る
情

報
提
供
に
よ
り
統
合
報
告
書
作
成
の
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
。
①
戦
略
的
焦
点
と
将
来
志
向
（strategic focus and future orientation

）：

統
合
報
告
書
は
組
織
の
戦
略
、
お
よ
び
戦
略
が
い
か
に
組
織
の
短
、
中
、
長
期
の
価
値
創
造
能
力
や
資
本
の
利
用
お
よ
び
資
本
へ
の
影
響

に
関
連
す
る
か
に
つ
い
て
洞
察
を
提
供
す
る
。
②
情
報
の
結
合
性
（connectivity of inform

ation

）：
組
織
の
長
期
に
亘
る
価
値
創
造
能
力

に
影
響
を
与
え
る
要
因
の
組
合
せ
、
相
互
関
連
性
お
よ
び
相
互
関
係
の
全
体
像
を
示
し
て
い
る
。
③
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
関
係
性

（stakeholder relationships

）：
組
織
と
主
要
な
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
性
格
お
よ
び
質
に
関
す
る
洞
察
を
提
供
す
る

と
同
時
に
組
織
が
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
正
当
な
ニ
ー
ズ
と
関
心
お
よ
び
期
待
を
ど
の
程
度
理
解
・
考
慮
し
、
対
応
し
て
い
る
か
の
洞
察

を
提
供
し
て
い
る
。
④
重
要
性
（m

ateriality

）：
組
織
の
短
、
中
、
長
期
の
価
値
創
造
能
力
に
実
質
的
な
影
響
を
与
え
る
事
象
に
関
す
る

情
報
を
開
示
し
て
い
る
。
⑤
簡
潔
性
（conciseness

）：
統
合
報
告
書
は
簡
潔
な
も
の
と
す
る
。
⑥
信
頼
性
と
完
全
性
（reliability and 

com
pleteness

）：
統
合
報
告
書
は
、
重
要
性
の
あ
る
全
事
象
を
、
正
と
負
の
両
面
に
つ
き
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
方
法
か
つ
重
要
な
誤
り
が

な
い
形
で
含
む
。
⑦
首
尾
一
貫
性
と
比
較
可
能
性
（consistency and com

parability
）：
統
合
報
告
書
の
情
報
は
⒜
期
間
を
超
え
て
首
尾
一

三
六
八



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
二
七
）

貫
し
、
⒝
組
織
の
長
期
に
亘
る
価
値
創
造
能
力
に
と
り
重
要
性
の
あ
る
範
囲
に
お
い
て
、
他
組
織
と
の
比
較
を
可
能
に
す
る
方
法
に
よ
り

表
示
す
る
。

（
2
）
統
合
報
告
書
の
内
容
要
素
と
ガ
バ
ナ
ン
ス

統
合
報
告
書
は
以
下
の
八
つ
の
内
容
要
素
（content elem

ents

）
を
含
む
も
の
と
さ
れ
る
。
組
織
概
要
と
外
部
環
境
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
、
リ
ス
ク
と
機
会
、
戦
略
と
資
源
配
分
、
実
績
、
見
通
し
、
作
成
と
表
示
の
基
礎
。

①
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
、
統
合
報
告
書
は
以
下
の
問
い
に
対
す
る
洞
察
を
提
供
し
て
い
る
。
イ
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
（the 

organization ’s governance structure

）
は
い
か
に
組
織
の
短
、
中
、
長
期
の
価
値
創
造
能
力
を
支
え
る
か
。
ロ
統
合
報
告
書
は
次
の
事
象

が
組
織
の
価
値
創
造
能
力
と
い
か
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
か
。
⒜
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
構
造
（T

he organization ’s leadership 

structure

）：
ガ
バ
ナ
ン
ス
責
任
者
の
ス
キ
ル
お
よ
び
多
様
性
（the skills and diversity

）（
経
歴
の
範
囲
、
性
別
、
能
力
お
よ
び
経
験
）、
制
度

的
要
請
が
組
織
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
の
設
計
に
影
響
を
与
え
る
か
な
ど
。
⒝
戦
略
的
意
思
決
定
（strategic decisions

）
を
行
い
、
組
織

文
化
（the organization ’s culture

）
を
形
成
し
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
た
め
の
特
定
の
プ
ロ
セ
ス
：
リ
ス
ク
に
対
す
る
姿
勢
、
誠
実
性
お
よ

び
倫
理
上
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
。
⒞
組
織
の
戦
略
的
方
向
性
（the strategic direction of the organization

）

お
よ
び
リ
ス
ク
管
理
ア
プ
ロ
ー
チ
（its approach to risk m

anagem
ent

）
に
影
響
を
与
え
、
そ
れ
ら
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
す
る
た
め
に
ガ
バ

ナ
ン
ス
責
任
者
（those charged w

ith governance

）
が
取
っ
た
具
体
的
な
行
動
。
⒟
組
織
の
文
化
、
倫
理
お
よ
び
価
値
（
主
要
ス
テ
イ
ク
ホ

ル
ダ
ー
と
の
関
係
性
を
含
む
）
が
資
本
の
利
用
お
よ
び
資
本
へ
の
影
響
に
い
か
に
反
映
さ
れ
る
か
。
⒠
組
織
が
法
的
要
請
を
超
え
た
ガ
バ
ナ

ン
ス
行
動
を
取
る
か
。
⒡
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
お
よ
び
実
現
に
関
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
責
任
者
の
責
任
。
⒢
報
酬
お
よ
び
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
（rem

uneration and incentives

）
は
組
織
の
短
、
中
、
長
期
の
価
値
創
造
と
い
か
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
か
。
報
酬
お
よ
び
イ

三
六
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二
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ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
つ
き
組
織
に
よ
る
資
本
の
利
用
お
よ
び
資
本
に
及
ぼ
す
影
響
と
い
か
に
関
連
付
け
る
か
な
ど
。

②
リ
ス
ク
と
機
会
（risks and opportunities

）
に
つ
い
て
、
統
合
報
告
書
は
以
下
の
回
答
を
提
供
す
る
。
イ
組
織
の
短
、
中
、
長
期
の

価
値
創
造
能
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
具
体
的
リ
ス
ク
と
機
会
は
何
か
。
組
織
は
そ
れ
ら
に
対
し
て
い
か
な
る
取
組
を
行
っ
て
い
る
か
。
ロ
統

合
報
告
書
は
組
織
固
有
の
主
要
な
リ
ス
ク
と
機
会
を
特
定
す
る
。
こ
の
リ
ス
ク
と
機
会
に
は
短
、
中
、
長
期
の
、
資
本
に
組
織
が
与
え
る

影
響
、
当
該
資
本
の
継
続
的
な
利
用
可
能
性
、
質
お
よ
び
経
済
性
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
ハ
次
を
特
定
す
る
こ
と
も
含
む
。
⒜
具
体
的

な
リ
ス
ク
と
機
会
要
因
（the specifi c source of risks and opportunities

）（
内
的
、
外
的
、
ま
た
は
そ
の
両
方
）。
外
的
要
因
に
は
外
部
環
境

に
起
因
す
る
も
の
を
含
む
。
内
的
要
因
に
は
組
織
の
事
業
活
動
に
起
因
す
る
も
の
を
含
む
。
⒝
リ
ス
ク
と
機
会
が
現
実
の
も
の
と
な
る
可

能
性
と
影
響
の
大
き
さ
の
組
織
に
よ
る
評
価
。
リ
ス
ク
ま
た
は
機
会
が
現
実
の
も
の
と
な
る
具
体
的
状
況
の
検
討
を
含
む
。
か
か
る
開
示

に
は
常
に
一
定
の
不
確
実
性
（a degree of uncertainty

）
が
内
在
す
る
。
⒞
主
要
な
リ
ス
ク
を
低
減
・
管
理
し
、
ま
た
は
主
要
な
機
会
か

ら
価
値
創
造
す
る
た
め
の
具
体
的
手
順
。
関
連
す
る
戦
略
目
標
、
戦
略
、
方
針
、
目
標
お
よ
び
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（key perform

ance indicators

重

要
業
績
評
価
指
標
）
を
識
別
す
る
こ
と
を
含
む
。
⒟
リ
ス
ク
の
発
生
可
能
性
が
極
め
て
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
も
短
、
中
、
長
期

的
に
か
か
わ
ら
ず
組
織
の
継
続
的
な
価
値
創
造
能
力
の
根
源
に
関
わ
る
と
共
に
、
極
め
て
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
場
合

は
指
導
原
則
で
あ
る
重
要
性
（m

ateriality

）
を
考
慮
し
、
当
該
リ
ス
ク
に
対
す
る
組
織
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
統
合
報
告
書
に
含
む
。

③
統
合
報
告
書
は
作
成
と
表
示
の
基
礎
を
説
明
し
、
以
下
の
も
の
を
含
む
。
組
織
に
よ
る
重
要
性
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
要
約
、
報
告
境

界
の
説
明
お
よ
び
そ
の
決
定
方
法
、
重
要
性
の
あ
る
事
象
を
定
量
化
ま
た
は
評
価
す
る
上
で
重
要
な
枠
組
み
お
よ
び
方
法
の
要
約
。

重
要
性
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
要
約
（a sum

m
ary of the organization ’s m

ateriality determ
ination process

）
に
つ
い
て
、
統
合
報
告
書

は
組
織
の
重
要
性
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
主
要
な
判
断
の
要
約
を
含
む
。
要
約
に
は
次
を
含
む
場
合
が
あ
る
。
関
連
性
の
あ
る
事
象
を
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特
定
し
、
そ
の
重
要
度
を
評
価
し
重
要
性
の
あ
る
事
象
（m

aterial m
atters

）
に
絞
り
込
む
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
簡
潔
な
説
明
。

（
3
）
統
合
報
告
書
の
報
告
境
界

重
要
性
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
鍵
と
な
る
の
は
報
告
境
界
（the reporting boundary

）
の
概
念
で
あ
る
。
報
告
境
界
は
指
導
原
則
の
重
要
性

（F
W
3.30-3.35

）
に
お
い
て
事
象
が
組
織
の
統
合
報
告
書
に
含
め
ら
れ
る
関
連
性
を
有
す
る
か
否
か
の
境
界
と
説
明
さ
れ
、
統
合
報
告
書

に
い
か
な
る
範
囲
ま
で
含
め
て
開
示
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
（
34
）

。

統
合
報
告
書
の
報
告
境
界
の
決
定
は
以
下
の
二
つ
の
側
面
を
有
す
る
。
①
財
務
報
告
事
業
体
（
財
務
報
告
を
目
的
と
し
て
利
用
さ
れ
る
境

界
）、
な
ら
び
に
②
価
値
を
創
造
す
る
財
務
報
告
事
業
体
の
能
力
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
財
務
報
告
事
業
体
以
外
の
他
の
事
業
体
お
よ

び
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
起
因
ま
た
は
関
連
す
る
リ
ス
ク
、
機
会
お
よ
び
ア
ウ
ト
カ
ム
。

報
告
境
界
の
中
心
と
な
る
の
は
財
務
報
告
事
業
体
（entities that are included in the fi nancial reporting entity

）
で
あ
る
。
理
由
は

以
下
の
二
つ
で
あ
る
。
財
務
資
本
の
提
供
者
の
投
資
対
象
は
財
務
報
告
事
業
体
で
あ
り
、
当
該
事
業
体
の
情
報
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
財

務
報
告
事
業
体
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
財
務
諸
表
情
報
（the inform

ation in the fi nancial statem
ents

）
を
統
合
報
告
書
内
の
他
の
情

報
を
関
連
付
け
る
際
の
基
礎
ま
た
は
参
照
ポ
イ
ン
ト
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

統
合
報
告
書
は
報
告
境
界
を
特
定
し
、
決
定
方
法
を
説
明
す
る
。
即
ち
、
⒜
組
織
の
統
合
報
告
書
に
お
い
て
、
財
務
報
告
事
業
体
に
含

ま
れ
る
事
業
体
に
起
因
ま
た
は
関
連
す
る
重
要
な
リ
ス
ク
、
機
会
お
よ
び
ア
ウ
ト
カ
ム
（
成
果
）
を
報
告
す
る
。
⒝
他
の
事
業
体
お
よ
び

ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
起
因
ま
た
は
関
連
す
る
リ
ス
ク
、
機
会
お
よ
び
ア
ウ
ト
カ
ム
は
財
務
報
告
事
業
体
の
価
値
創
造
能
力
に
重
要
な
影

響
を
与
え
る
範
囲
に
お
い
て
統
合
報
告
書
上
で
報
告
さ
れ
る
。
⒞
実
務
上
統
合
報
告
書
に
開
示
で
き
る
情
報
の
性
質
や
範
囲
に
つ
い
て
、

以
下
の
制
約
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
財
務
報
告
事
業
体
が
支
配
し
な
い
事
業
体
に
つ
い
て
信
頼
性
の
あ
る
デ
ー
タ
の
利
用
可
能
性
、
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な
ら
び
に
財
務
報
告
事
業
体
の
価
値
創
造
能
力
に
特
に
長
期
に
亘
っ
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
全
て
の
リ
ス
ク
、
機
会
お
よ
び
ア
ウ
ト
カ

ム
を
特
定
す
る
こ
と
の
本
来
的
な
困
難
性
。
か
か
る
制
約
お
よ
び
克
服
の
た
め
に
実
施
さ
れ
た
行
動
に
つ
い
て
も
、
統
合
報
告
書
に
お
け

る
開
示
が
適
切
と
も
思
料
さ
れ
る
。

重
要
な
枠
組
み
お
よ
び
方
法
の
要
約
に
つ
い
て
、
⒜
統
合
報
告
書
は
、
重
要
性
の
あ
る
事
象
を
定
量
化
ま
た
は
評
価
す
る
際
に
用
い
ら

れ
た
重
要
な
枠
組
み
お
よ
び
方
法
（
財
務
情
報
を
作
成
す
る
際
に
適
用
さ
れ
る
財
務
報
告
基
準
（fi nancial reporting standards

）、
顧
客
満
足
度

（custom
er satisfaction

）
を
測
定
す
る
際
に
企
業
が
定
義
し
た
計
算
式
、
ま
た
は
リ
ス
ク
を
評
価
す
る
際
に
業
界
で
使
用
さ
れ
る
枠
組
み
）
に
つ
い
て

の
要
約
を
含
む
。
詳
細
な
説
明
が
他
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
⒝
統
合
報
告
書
の
情
報
が
組
織
に
よ

る
他
の
公
表
情
報
に
類
似
、
ま
た
は
こ
れ
に
基
づ
く
場
合
、
統
合
報
告
書
の
情
報
を
当
該
他
の
情
報
と
同
一
の
基
準
に
よ
り
作
成
、
ま
た

は
当
該
他
の
情
報
と
容
易
に
調
整
が
可
能
な
形
で
作
成
す
る
。
Ｋ
Ｐ
Ｉ
が
組
織
の
財
務
諸
表
ま
た
は
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
報
告
書
に
お
け

る
公
表
情
報
と
類
似
、
ま
た
は
当
該
情
報
を
基
礎
と
し
た
問
題
を
取
り
扱
う
場
合
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
は
当
該
他
の
情
報
と
同
一
基
準
、
同
一
期
間

を
対
象
と
し
て
作
成
す
る
。

④
一
般
報
告
ガ
イ
ダ
ン
ス
（general reporting guidance
）
に
つ
い
て
、
報
告
上
の
一
般
事
項
は
以
下
の
様
々
な
内
容
要
素
と
関
連
す

る
。
重
要
性
の
あ
る
事
象
の
開
示
、
資
本
に
関
す
る
開
示
、
短
、
中
、
長
期
の
時
間
軸
（tim

e fram
es for short, m

edium
 and long term

）、

集
約
と
細
分
化
（aggregation and disaggregation

）。

重
要
性
の
あ
る
事
象
の
開
示
に
つ
い
て
、
組
織
は
重
要
性
の
あ
る
事
象
の
性
質
を
考
慮
し
、
以
下
の
内
容
の
提
供
を
検
討
す
る
。
⒜
主

要
な
情
報
の
例
と
し
て
事
象
お
よ
び
組
織
戦
略
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
ま
た
は
資
本
へ
の
影
響
に
関
す
る
説
明
。
原
因
と
結
果
に
つ
い
て
の

理
解
に
資
す
る
関
連
す
る
相
互
作
用
・
相
互
関
係
（interactions and interdependencies

）。
事
象
に
対
す
る
組
織
の
見
解
。
事
象
に
対
す
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る
行
動
お
よ
び
効
果
。
事
象
に
つ
い
て
組
織
が
管
理
可
能
な
範
囲
。
定
量
的
お
よ
び
定
性
的
な
情
報
開
示
（quantitative and qualitative 

disclosures

）、
こ
れ
に
は
前
期
の
比
較
情
報
お
よ
び
将
来
期
間
の
目
標
を
含
む
。
⒝
事
象
に
関
し
て
不
確
実
性
が
存
在
す
る
場
合
に
、
不

確
実
性
に
関
す
る
開
示
の
例
を
説
明
す
る
。
将
来
ア
ウ
ト
カ
ム
（
成
果
）
の
幅
（the range of possible outcom

es

）、
関
連
す
る
前
提
お
よ

び
前
提
が
説
明
の
通
り
に
な
ら
な
か
っ
た
場
合
、
情
報
が
い
か
に
変
化
す
る
か
。
期
待
収
益
率
が
期
待
通
り
と
な
る
価
格
変
動
性

（volatility

）、
提
供
さ
れ
た
情
報
に
関
連
す
る
確
実
性
の
範
囲
（certainty range

）
ま
た
は
信
頼
区
間
（C

I

：confi dence interval （35
）

）
あ
る

い
は
信
頼
限
界
（C

L

：confi dence lim
its

）。
⒟
事
象
に
関
す
る
主
要
情
報
が
不
確
実
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
の
事
実
と
理
由
に
関
す

る
情
報
提
供
。
⒠
競
争
優
位
を
失
う
場
合
（loss of com
petitive advantage

）、
事
象
に
関
す
る
具
体
的
・
詳
細
な
内
容
で
な
く
一
般
的
性

質
に
関
す
る
開
示
。

複
雑
性
、
相
互
関
係
お
よ
び
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
（trade-off 

）
に
つ
い
て
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
統
合
報
告
書
に
よ
り
組
織
が
グ
ロ
ー
バ

ル
な
資
本
ス
ト
ッ
ク
に
与
え
る
影
響
の
全
て
が
記
録
さ
れ
る
形
で
、
全
て
の
多
様
な
資
本
間
の
複
雑
な
相
互
関
係
に
つ
い
て
網
羅
的
な
説

明
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
統
合
報
告
書
に
お
い
て
、
報
告
境
界
の
決
定
に
際
し
て
考
慮
す
る
相
互
関
係
お
よ
び
長
期
的
価
値
創
造

に
影
響
を
及
ぼ
す
以
下
の
重
要
な
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
に
つ
き
開
示
さ
れ
る
こ
と
は
重
要
と
な
る
。
⒜
資
本
間
ま
た
は
資
本
の
構
成
要
素
間

の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
（trade-off s:betw

een capitals or betw
een com

ponents of a capital

）（
例
と
し
て
環
境
に
悪
影
響
を
与
え
る
活
動
を
通
じ

た
雇
用
の
創
出
）。
⒝
異
な
る
時
点
間
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
（
例
と
し
て
よ
り
大
き
な
資
本
の
増
加
に
繋
が
る
行
動
に
は
時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
他

の
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
）。
⒞
組
織
に
帰
属
す
る
資
本
と
他
者
に
帰
属
ま
た
は
誰
に
も
帰
属
し
な
い
資
本
間
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
。

短
、
中
、
長
期
の
時
間
軸
と
し
て
統
合
報
告
書
を
作
成
、
表
示
す
る
に
当
た
り
、
組
織
が
考
慮
す
る
将
来
の
時
間
軸
は
他
の
報
告
形
態

の
場
合
よ
り
も
長
期
に
亘
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
短
、
中
、
長
期
各
々
の
時
間
軸
の
長
さ
は
組
織
の
事
業
、
投
資
サ
イ
ク
ル
、
戦
略
、
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主
要
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
正
当
な
ニ
ー
ズ
お
よ
び
関
心
（their legitim

ate needs and interests

）
を
参
考
に
し
て
組
織
が
決
定
す
る
。

各
々
の
期
間
に
つ
い
て
そ
の
長
さ
を
規
定
す
る
べ
き
回
答
は
存
在
し
な
い
。
時
間
軸
は
以
下
の
二
つ
に
よ
り
異
な
る
。
業
種
ま
た
は
セ
ク

タ
ー
（
自
動
車
産
業
に
お
け
る
戦
略
計
画
は
通
常
八
年
か
ら
一
〇
年
に
亘
る
二
つ
の
モ
デ
ル
サ
イ
ク
ル
周
期
（m

odel-cycle term
s

）
を
対
象
と
し
、
一

方
で
ハ
イ
テ
ク
業
界
に
お
け
る
時
間
軸
は
極
端
に
短
い
）、
な
ら
び
に
ア
ウ
ト
カ
ム
の
性
質
（
自
然
ま
た
は
社
会
・
関
係
資
本
に
影
響
を
与
え
る
一
部

の
事
象
は
そ
の
性
質
か
ら
長
期
的
な
場
合
が
多
い
）。
報
告
に
お
け
る
時
間
軸
の
長
さ
と
そ
の
理
由
は
、
統
合
報
告
書
に
開
示
さ
れ
る
情
報
の

性
質
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
と
し
て
長
期
的
事
象
は
不
確
実
性
に
影
響
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
情
報

は
よ
り
定
性
的
な
も
の
と
な
る
場
合
が
多
い
。
短
期
的
事
象
（shorter term

 m
atters

）
に
関
す
る
情
報
は
定
量
化
、
更
に
は
金
額
評
価

に
適
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
時
間
軸
毎
に
事
象
の
影
響
を
開
示
す
る
必
要
は
な
い
。

集
約
と
細
分
化
に
つ
い
て
、
⒜
個
々
の
組
織
は
各
状
況
に
適
し
た
情
報
を
提
供
す
る
集
約
レ
ベ
ル
（
国
、
子
会
社
、
部
門
ま
た
は
事
業
所

な
ど
）
を
決
定
す
る
。
細
分
化
ま
た
は
集
約
（disaggregate or aggregate

）
し
て
報
告
さ
れ
た
情
報
が
も
た
ら
す
追
加
的
な
有
用
性
（any 

added m
eaningfulness

）、
情
報
を
細
分
化
ま
た
は
集
約
す
る
た
め
に
必
要
な
努
力
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ
と
を
含
む
。
⒝
状
況
に
よ
り
情

報
集
約
に
よ
り
意
味
が
大
き
く
失
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
特
定
領
域
に
お
け
る
良
い
実
績
ま
た
は
悪
い
実
績
が
不
明
瞭
と
な
る
可
能
性

も
あ
る
。
一
方
で
過
度
の
細
分
化
は
情
報
の
散
乱
を
も
た
ら
し
（unnecessary disaggregation can result in clutter

）、
そ
の
理
解
に
悪

影
響
を
及
ぼ
し
得
る
。
⒞
組
織
は
上
級
経
営
陣
お
よ
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
責
任
者
（senior m

anagem
ent and those charged w

ith governance

）

が
い
か
に
組
織
を
経
営
、
監
督
す
る
か
を
特
に
考
慮
し
た
上
で
、
情
報
を
適
切
な
レ
ベ
ル
に
細
分
化
ま
た
は
集
約
す
る
。
通
常
は
財
務
報

告
の
目
的
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
事
業
別
ま
た
は
地
域
別
セ
グ
メ
ン
ト
（the business or geographical segm

ents

）
に
基
づ
き
情
報
の
開

示
を
図
る
こ
と
に
な
る
。

三
七
四



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
三
三
）

4
．
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
責
任
を
負
う
者
に
よ
る
関
与
な
ら
び
に
価
値
創
造

国
際
統
合
報
告
評
議
会
（
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｃ 

二
〇
一
〇
年
設
立
）
は
国
際
的
な
新
た
な
枠
組
の
企
業
情
報
開
示
の
枠
組
み
を
開
発
す
る
た
め
、

二
〇
一
三
年
四
月
統
合
報
告
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
草
案
（
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
草
案
）
を
公
表
し
て
意
見
募
集
を
行

い
、
二
〇
一
三
年
一
二
月
九
日
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
公
表
し
た
。
同
時
に
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
草
案
に
対
す
る
回
答
者
の
意
見
か
ら
提

起
さ
れ
た
課
題
に
関
し
てB

A
S
IS
 F
O
R
 C
O
N
C
L
U
S
IO
N
S

お
よ
び
補
足
資
料
で
あ
るS

U
M
M
A
R
Y
 O
F
 S
IG
N
IF
IC
A
N
T
 

IS
S
U
E
S

も
公
表
し
て
い
る
（
36
）

。

ガ
バ
ナ
ン
ス
に
責
任
を
負
う
者
に
よ
る
関
与
（Issue6:Involvem

ent of those charged w
ith governance

）
に
関
し
、
統
合
報
告
書
に
お

い
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
責
任
を
負
う
者
の
表
明
書
を
要
求
事
項
と
し
て
追
加
す
る
べ
き
と
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
の
対
応
と
し
て

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（
一
・
二
〇
）
に
要
求
事
項
と
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
責
任
を
負
う
者
が
統
合
報
告
書
に
関
し
て
責
任
を
有
す
る
旨
の
表
明

書
を
含
め
る
こ
と
と
し
た
。
統
合
報
告
の
普
及
が
遅
れ
か
ね
な
い
と
い
う
懸
念
よ
り
も
、
統
合
報
告
書
の
信
頼
性
が
損
な
わ
れ
、
統
合
報

告
の
活
動
自
体
の
信
頼
が
失
墜
す
る
こ
と
を
危
惧
し
た
た
め
と
さ
れ
る
。

エ
ン
ロ
ン
の
不
正
会
計
事
件
の
教
訓
か
ら
内
部
統
制
強
化
、
監
査
人
の
独
立
と
行
動
規
範
の
厳
格
化
を
規
定
し
た
二
〇
〇
二
年
米
国

サ
ー
ベ
ン
ス
・
オ
ク
ス
レ
ー
法
（P

ublic C
om
pany A

ccounting R
eform

 and Investor P
rotection A

ct of 2002 

企
業
改
革
法
）
三
〇
二
条

（
財
務
報
告
に
お
け
る
会
社
の
責
任
）
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
と
Ｃ
Ｆ
Ｏ
（
最
高
財
務
責
任
者
）
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
証
券
監
視
委
員
会
）
に
提
出
す
る
年
次

報
告
書
、
四
半
期
報
告
書
に
宣
誓
す
る
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
趣
旨
と
軌
を
一
に
し
よ
う
（
私
見
）。

ま
た
作
成
・
開
示
お
よ
び
保
証
の
基
準
（Issue 7: S

uitable criteria for preparation, presentation and assurance

）
と
し
て
、
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
で
は
内
容
要
素
と
し
て
新
た
に
作
成
と
開
示
の
基
礎
（
四
Ｈ
：
四
・
四
〇
│
四
・
四
八
）
を
追
加
し
、
重
要
事
項
の
定
量
化
や
評
価

三
七
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
四
）

の
方
法
、
重
要
性
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
、
報
告
境
界
と
そ
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
の
以
下
の
記
載
を
求
め
て
い
る
。
重
要
性
決
定
プ
ロ
セ

ス
：
適
合
性
を
有
す
る
事
象
に
つ
い
て
重
要
性
を
評
価
し
、
重
要
性
を
有
す
る
事
象
の
優
先
付
け
に
つ
い
て
の
プ
ロ
セ
ス
の
記
載

（
四
・
四
二
）。
報
告
境
界
お
よ
び
報
告
境
界
が
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
か
：
組
織
お
よ
び
組
織
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
団
体
・
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
に
関
す
る
重
要
な
機
会
・
リ
ス
ク
・
実
績
は
報
告
情
報
に
含
め
る
（
四
・
四
三
│
四
・
四
五
）。
重
要
事
象
が
い
か
な
る
方
法
で

測
定
・
評
価
さ
れ
た
か
（
適
用
さ
れ
た
会
計
基
準
、
評
価
に
使
用
し
た
外
部
の
基
準
、
業
界
で
使
用
さ
れ
て
い
る
指
標
等
）（
四
・
四
七
│
四
・
四
八
）。

フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
上
の
基
準
は
監
査
に
お
け
る
明
細
な
作
成
・
開
示
基
準
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
統
合
報
告
書
の
開
示
情
報
・

報
告
境
界
の
決
定
方
法
、
情
報
の
測
定
・
評
価
に
用
い
た
指
標
等
が
具
体
的
に
何
か
を
記
載
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
、
比
較
可
能
性

を
考
慮
し
、
組
織
の
状
況
に
よ
り
判
断
し
て
記
載
す
る
こ
と
に
な
る
。

価
値
・
価
値
創
造
お
よ
び
資
本
（Issue 5: V

alue/value creation and capitals

）
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
合
い
あ
る
い
は
内
容
、
定
量

化
の
必
要
が
あ
る
か
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
の
対
応
と
し
て
は
価
値
の
構
成
要
素
は
個
々
の
組
織
の
状
況
に
よ
り
異
な
り
、
特
定
の
観
点

か
ら
価
値
の
定
義
を
行
な
わ
な
い
こ
と
と
し
た
（
価
値
創
造
の
概
念
に
つ
い
て
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
二
・
四
│
二
・
六
に
説
明
を
追
加
）。
創
造
さ
れ

る
価
値
に
は
次
の
二
種
類
が
あ
る
。
①
組
織
そ
の
も
の
の
価
値
、
②
他
者
へ
の
価
値
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
や
社
会
）（
二
・
四
）。
財
務
資
本

提
供
者
は
①
と
共
に
組
織
の
価
値
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
②
も
関
心
が
あ
る
（
二
・
五
）。
組
織
そ
の
も
の
の
価
値
創
造
は
他
者
へ
の
価

値
創
造
と
結
び
付
き
、
他
者
と
の
取
引
、
組
織
外
で
の
活
動
、
社
会
の
関
係
構
築
等
に
よ
り
組
織
自
体
の
価
値
が
高
ま
る
（
二
・
六
）。

組
織
の
価
値
創
造
は
、
組
織
そ
の
も
の
に
直
接
影
響
す
る
も
の
（
売
上
額
や
製
品
製
造
数
等
）
の
み
な
ら
ず
、
他
者
へ
の
価
値
（
組
織
の

工
場
周
辺
の
環
境
整
備
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
関
係
を
良
好
に
保
ち
安
定
し
た
製
品
生
産
が
可
能
と
な
る
等
）
も
含
む
。
価
値
お
よ
び
価
値
創

造
を
全
て
定
量
化
す
る
必
要
は
な
い
と
の
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
草
案
に
お
け
る
考
え
方
を
再
確
認
し
、
価
値
評
価
は
報
告
書
の
利
用
者

三
七
六



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
三
五
）

が
判
断
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。

Ⅱ
．
企
業
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
リ
ス
ク
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
関
わ
り
│
二
〇
一
五
年
英
国
現
代
奴
隷
法
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と

域
外
適
用
リ
ス
ク
、
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
イ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
交
錯
│

1
．
企
業
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
リ
ス
ク

上
場
企
業
は
Ｅ
Ｓ
Ｇ
（
環
境
・
社
会
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
リ
ス
ク
の
対
処
が
求
め
ら
れ
、
他
方
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
（
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法

人
）
に
よ
る
責
任
投
資
原
則
の
署
名
、
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス
ク
に
関
す
る
規
制
強
化
を
受
け
、
投
資
家
・
金
融
機
関
に
対
し
て
も
責
任
あ
る

投
資
の
要
請
が
高
ま
っ
て
い
る
（
37
）

。

Ｅ
Ｓ
Ｇ
に
関
す
る
課
題
が
不
十
分
な
企
業
に
対
す
る
法
令
違
反
・
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
（
Ｅ
Ｓ
Ｇ
リ
ス
ク
）
が
認
識
さ
れ
つ

つ
あ
り
、
海
外
か
ら
の
規
制
強
化
な
ら
び
に
域
外
適
用
、
更
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
Ｃ
Ｇ
Ｃ
）、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド

シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
（
Ｓ
Ｗ
Ｃ
）、
両
コ
ー
ド
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
対
話
と
の
関
わ
り
も
検
討
課
題
と
な
る
。

Ｃ
Ｇ
Ｃ
に
基
づ
く
上
場
企
業
に
対
す
る
社
外
取
締
役
増
員
要
請
は
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
リ
ス
ク
、
不
祥
事
防
止
の
取
組
み
を
一
層
要
求
す
る
も
の
と

な
り
得
る
（
38
）

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

Ｃ
Ｇ
Ｃ
に
お
い
て
も
、
基
本
原
則
二
、
原
則
二
│
二
、
原
則
二
│
三
、
同
補
充
原
則
、
基
本
原
則
三
な
ど
で
Ｅ
Ｓ
Ｇ
課
題
へ
の
対
処
、

Ｃ
Ｓ
Ｒ
へ
の
取
組
み
の
必
要
性
が
窺
え
る
。
原
則
二
│
三
補
充
原
則
で
は
、
取
締
役
会
は
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
（
持
続
可
能
性
）
を
巡
る

課
題
へ
の
対
応
は
重
要
な
リ
ス
ク
管
理
の
一
分
で
あ
る
と
認
識
し
、
適
格
に
対
処
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
更
に
Ｃ
Ｇ
Ｃ
で
は

Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
う
ち
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
G
に
関
す
る
開
示
事
項
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
（
原
則
一
│
四
、
原
則
一
│
七
、
原
則
三

│
一
、
補
充
原
則
四
│
一
①
、
原
則
四
│
八
、
原
則
四
│
九
、
補
充
原
則
四
│
一
一
①
②
③
、
補
充
原
則
四
│
一
四
②
、
原
則
五
│
一
）。

三
七
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
六
）

2
．
欧
米
に
お
け
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
関
連
の
法
規
制
│
二
〇
一
五
年
英
国
現
代
奴
隷
法
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
、
域
外
適
用
な
ど
│

（
1
）
欧
米
に
お
け
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
関
連
の
法
規
制
強
化
と
二
〇
一
五
年
英
国
現
代
奴
隷
法

欧
米
で
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
分
野
に
限
ら
ず
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
を
通
じ
て
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
の
開
示
を
義
務
付
け
る
法
規
制
が
導
入
さ

れ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
米
国
紛
争
鉱
物
規
制
開
始
、
二
〇
一
四
年
Ｅ
Ｕ
非
財
務
情
報
開
示
指
令
採
択
、
二
〇
一
五
年
英
国
現
代
奴
隷
法

採
択
等
に
よ
り
、
自
主
的
取
組
み
で
あ
っ
た
Ｃ
Ｓ
Ｒ
調
達
が
法
的
義
務
な
い
し
は
準
じ
る
義
務
へ
引
き
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
ハ
ー
ド

ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
接
近
と
い
え
よ
う
か
（
私
見
）。

背
景
に
は
二
〇
一
一
年
国
連
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
指
導
原
則
採
択
を
通
じ
、
法
的
責
任
・
国
内
法
令
遵
守
を
超
え
た
前
国
家
的
・
普
遍
的

上
位
概
念
と
し
て
企
業
活
動
に
お
け
る
人
権
尊
重
責
任
が
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
他
方
、
Ｃ
Ｓ
Ｒ
は
企
業
の
法
的
責
任
を
超
え

る
倫
理
上
の
責
任
と
さ
れ
る
。

二
〇
一
五
年
三
月
英
国
現
代
奴
隷
法
（M

odern S
lavery A

ct 2015

）
は
、
業
種
を
問
わ
ず
、
一
定
規
模
の
売
上
の
企
業
に
対
し
、
強
制

労
働
・
人
身
取
引
に
関
す
る
開
示
を
法
的
に
義
務
付
け
て
い
る
。
現
代
奴
隷
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
の
手
続
に
関
す
る

声
明
を
毎
年
度
行
う
こ
と
を
要
求
し
、
手
続
を
取
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
そ
の
旨
の
声
明
を
要
求
す
る
（
同
法
五
四
条
）。

（
イ
）
英
国
現
代
奴
隷
法
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
域
外
適
用

二
〇
一
五
年
一
〇
月
に
は
内
務
大
臣
が
同
法
五
四
条
九
項
に
基
づ
き
、
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
等
に
お
け
る
現
代
奴
隷
法
透
明
性
実
務
ガ

イ
ド
（T
ransnparency in S

pply C
hains etc. A

 practical guide

）
を
発
出
し
、
二
〇
一
六
年
三
月
を
年
度
末
と
す
る
企
業
が
最
初
に

二
〇
一
五
│
一
六
決
算
年
度
に
関
す
る
声
明
を
発
表
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
決
算
年
度
末
か
ら
六
か
月
以
内
の
報
告
が
推
奨
さ
れ
て
い

る
（
実
務
ガ
イ
ド
八
・
四
）。

三
七
八



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
三
七
）

本
邦
企
業
も
英
国
で
事
業
の
一
部
を
行
う
場
合
、
同
法
の
域
外
適
用
リ
ス
ク
が
生
じ
る
。
適
用
範
囲
（
同
法
五
四
条
三
・
四
項
お
よ
び
実

務
ガ
イ
ド
3
章
）
に
つ
き
、（
1
）
英
国
で
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
行
い
、（
2
）
商
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
か
つ
（
3
）
世

界
全
体
で
三
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
（
約
六
〇
億
円
）
以
上
の
年
間
売
上
を
有
す
る
、（
4
）
商
業
組
織
（C

om
m
ercial O

rganization

）
が
対
象

と
さ
れ
る
。
英
国
で
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
行
っ
て
い
る
か
は
一
般
常
識
に
基
づ
き
判
断
さ
れ
る
（com

m
onsense approach

）（
実
務

ガ
イ
ド
三
・
六
、
三
・
七
）。
規
制
当
局
の
裁
量
範
囲
が
大
き
い
と
い
え
る
。

英
国
で
明
白
な
事
業
の
実
体
（dem

onstrable business presence

）
を
有
し
て
い
な
い
企
業
は
、
一
般
常
識
に
基
づ
く
判
断
の
観
点
か

ら
本
条
は
適
用
さ
れ
な
い
（
実
務
ガ
イ
ド
三
・
八
）。
実
務
ガ
イ
ド
三
・
八
は
、
子
会
社
は
親
会
社
お
よ
び
他
の
グ
ル
ー
プ
会
社
と
は
完
全
に

独
立
し
て
活
動
し
得
る
こ
と
か
ら
、
英
国
子
会
社
を
有
す
る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
親
会
社
が
英
国
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し

な
い
旨
規
定
し
て
い
る
が
（
39
）

、
英
国
子
会
社
が
親
会
社
か
ら
独
立
性
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、
本
邦
親
会
社
も
英
国
で
事
業
の
一
部
を

行
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
（
40
）

。

個
々
の
事
例
の
事
実
に
即
し
て
最
終
的
に
は
英
国
の
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
（T

he courts w
ill be the fi nal arbiter

）。
即
ち
、

内
務
省
実
務
ガ
イ
ド
に
よ
れ
ば
基
本
的
に
コ
モ
ン
セ
ン
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
（com

m
on sense approach

）
に
よ
り
判
断
さ
れ
、
英
国
に
お
い

て
明
白
な
事
業
実
態
を
保
有
し
て
い
な
い
（do not have a dem

onstrable business presence in the U
nited K

ingdom

）
組
織
体
に
は
本
条

項
は
適
用
さ
れ
な
い
（
41
）

。
英
国
贈
収
賄
防
止
法
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
第
七
条
五
項
（U

K
 B
ribery A

ct 2010 guidance S
ection 7: F

ailure of 

com
m
ercial organisations to prevent bribery

）
に
お
い
て
も
同
様
の
記
述
が
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
42
）

、
英
国
贈
収
賄
防
止
法
に
関
す

る
議
論
同
様
、
域
外
適
用
の
リ
ス
ク
は
皆
無
と
は
い
え
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

英
国
に
駐
在
事
務
所
ま
た
は
支
店
を
有
す
る
本
邦
企
業
は
英
国
内
で
事
業
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
行
っ
て
い
る
（carrying on a 

三
七
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
三
八
）

business or part of a business

）
こ
と
に
な
る
が
、
英
国
子
会
社
を
有
す
る
の
み
で
は
本
邦
本
社
は
原
則
と
し
て
該
当
せ
ず
、
他
の
要
素

と
重
ね
て
該
当
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
と
い
え
る
。
英
国
子
会
社
単
独
で
は
該
当
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
売
上
高
は
子
会
社
・
事
業
（
43
）

の
分
も
含
め
て
計
算
さ
れ
、
業
者
間
割
引
（trade discount

）
付
加
価
値
税
（value added tax

）
な
ら
び
に
そ
の
他
諸
税
を
控
除
後
の
金

額
と
な
る
。
他
方
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
形
式
（F

ranchise m
odels

）
で
は
、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
と
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
は
別
個
独
立
の
組

織
体
で
あ
り
、
親
子
会
社
関
係
で
も
な
く
売
上
高
は
別
個
に
算
定
さ
れ
る
（
実
務
ガ
イ
ド
三
・
二
項
、
三
・
三
項
、
三
・
九
項
（
44
）

、
三
・
一
〇
項
）。

（
ロ
）
英
国
現
代
奴
隷
法
の
情
報
開
示

次
に
、
こ
う
し
た
商
業
組
織
（com

m
ercial organisation

）
が
求
め
ら
れ
る
情
報
開
示
・
報
告
（A

 slavery and hum
an traffi  cking 

statem
ent for a fi nancial year

）
は
（
法
五
四
条
四
項
）、（
i
）
自
社
事
業
お
よ
び
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
、
奴
隷
労
働
（
隷
属
状
態

お
よ
び
強
制
労
働
を
含
む
）
な
ら
び
に
人
身
取
引
が
派
生
し
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
前
会
計
年
度
中
に
と
っ
た
措
置
、
ま
た
は
（
ii
）

か
か
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
は
チ
ェ
ー
ン
に
連
な
る
子
会
社
の
み
な
ら
ず
、
英
国
内
外
で
事
業
活
動
を
行
う
第
三
者
が
含
ま
れ
、
英
国
外
で

事
業
活
動
を
行
う
子
会
社
も
包
含
さ
れ
る
。
現
在
奴
隷
法
が
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
範
囲
を
限
定
せ
ず
、
大
手
チ
ェ
ー
ン
が
多
国
籍
・
多

層
化
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
本
邦
企
業
に
お
い
て
適
切
な
情
報
開
示
を
行
う
こ
と
は
容
易
で
な
い
と
思
料
さ
れ
る
（
45
）

。

同
法
に
お
い
て
開
示
が
期
待
さ
れ
る
六
つ
の
要
素
（
法
五
四
条
五
項
）
は
以
下
の
通
り
（
46
）

。
⒜
企
業
の
組
織
、
事
業
お
よ
び
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
、
⒝
奴
隷
労
働
お
よ
び
人
身
取
引
に
関
す
る
ポ
リ
シ
ー
、
⒞
自
社
の
事
業
お
よ
び
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
お
け
る
現
代
奴
隷
に

関
す
る
デ
ュ
ー
・
デ
イ
リ
ジ
ェ
ン
ス
プ
ロ
セ
ス
、
⒟
現
代
奴
隷
が
発
生
し
て
い
る
リ
ス
ク
の
あ
る
自
社
の
事
業
お
よ
び
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
の
部
分
お
よ
び
企
業
が
リ
ス
ク
を
評
価
・
対
処
す
る
た
め
に
実
施
し
た
手
続
、
⒠
適
切
と
考
え
る
業
績
評
価
指
標
で
測
定
さ
れ
た
、
自

三
八
〇



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
三
九
）

社
の
事
業
ま
た
は
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
で
現
代
奴
隷
が
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
方
法
の
実
効
性
、
⒡
従
業
員
に
対
す
る
現
代

奴
隷
に
関
す
る
研
修
な
ら
び
に
能
力
工
場
（
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
）。
実
務
ガ
イ
ド
は
開
示
の
前
提
と
し
て
の
現
代
奴
隷
に
関
す

る
デ
ュ
ー
・
デ
イ
リ
ジ
ェ
ン
ス
プ
ロ
セ
ス
の
方
法
に
関
し
て
解
説
し
、
内
容
は
国
連
指
導
原
則
に
基
づ
く
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
イ
リ
ジ
ェ
ン

ス
を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
情
報
を
報
告
す
る
こ
と
が
実
務
上
の
基
準
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

対
象
企
業
内
の
承
認
手
続
き
と
し
て
、
上
記
報
告
内
容
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
な
ら
び
に
取
締
役
の
署
名
が
求
め
ら
れ
る
（
同
法

五
四
条
六
項
⒜
）。
取
締
役
と
し
て
は
本
邦
企
業
で
あ
れ
ば
代
表
取
締
役
、
日
系
の
英
国
企
業
で
あ
れ
ばm

anaging director

が
想
定
さ

れ
る
。
罰
則
と
し
て
、
対
象
企
業
が
報
告
を
怠
る
場
合
、
英
国
内
務
相
（the S

ecretary of S
tate

）
は
英
国
高
等
法
院
（the H

igh C
ourt

）

に
同
法
の
遵
守
を
求
め
る
強
制
履
行
命
令
（an injunction

）
の
発
出
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
（
法
五
四
条
一
一
項
）。
命
令
に
従
わ

な
い
場
合
は
法
廷
侮
辱
罪
（
無
制
限
の
罰
金
刑
）（contem

pt of a court order, w
hich is punishable by an unlim

ited fi ne

）
に
問
わ
れ
る
（
実

務
ガ
イ
ド
二
・
六
項
）。

こ
の
よ
う
に
同
法
は
対
象
範
囲
が
広
範
囲
で
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
も
強
く
、
本
邦
企
業
と
し
て
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
Ｃ
Ｓ
Ｒ
に
関
す
る

最
新
の
国
際
的
規
範
・
基
準
の
動
向
を
踏
ま
え
て
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
内
部
通
報
制
度
、
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
整
備
の
一
体
的
な

充
実
を
図
る
こ
と
が
急
務
と
な
ろ
う
。

（
2
）
二
〇
一
四
年
Ｅ
Ｕ
非
財
務
情
報
開
示
指
令

二
〇
一
四
年
Ｅ
Ｕ
非
財
務
情
報
開
示
指
令
で
は
、
広
範
な
Ｅ
Ｓ
Ｇ
分
野
に
関
し
て
情
報
開
示
を
要
求
さ
れ
る
。
適
用
対
象
は
、
従
業
員

五
〇
〇
人
超
の
公
的
な
利
益
を
有
す
る
企
業
（
上
場
企
業
・
金
融
機
関
）
に
対
し
年
次
報
告
書
に
お
け
る
開
示
を
要
求
す
る
。
開
示
分
野
は
、

（
i
）
環
境
・
社
会
お
よ
び
従
業
員
に
関
す
る
事
項
に
加
え
、（
ii
）
人
権
に
対
す
る
尊
重
、（
iii
）
腐
敗
・
贈
賄
防
止
に
関
す
る
事
項
に
つ

三
八
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
四
〇
）

い
て
も
開
示
分
野
を
拡
大
す
る
。
開
示
事
項
は
、（
i
）
上
記
分
野
に
関
す
る
会
社
の
方
針
、（
ii
）
こ
れ
ら
の
方
針
の
結
果
、（
iii
）
上
記

分
野
に
関
連
す
る
リ
ス
ク
お
よ
び
会
社
に
よ
る
そ
れ
ら
の
リ
ス
ク
へ
の
対
処
方
法
、（
iv
）
重
要
業
績
評
価
指
標
（
Ｋ
Ｐ
Ｉ
）（
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
に
関
す
る
情
報
も
含
む
）
で
あ
る
。
開
始
時
期
は
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
六
日
ま
で
に
Ｅ
Ｕ
各
国
に
お
い
て
国
内
法
化
の
必
要
が

あ
り
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
二
〇
一
六
年
一
二
月
六
日
ま
で
に
欧
州
委
員
会
よ
り
発
表
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
指
令
に
基
づ
く
開
示
は
国
内

の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
は
ジ
ャ
ー
マ
ン
・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
・
コ
ー
ド
を
既
に
発
表
し
て
い

る
。非

財
務
情
報
開
示
に
関
す
る
国
際
基
準
に
つ
い
て
、
既
に
本
邦
企
業
を
含
む
多
数
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
が
こ
う
し
た
基
準
に
基
づ
き
開

示
を
行
っ
て
い
る
。
我
が
国
も
二
〇
一
五
年
一
一
月
か
ら
金
融
庁
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
「
ガ
バ
ナ

ン
ス
や
中
長
期
計
画
そ
の
他
の
非
財
務
情
報
の
開
示
」
を
検
討
課
題
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る
。
他
方
で
規
制
ギ
ャ
ッ
プ
も
指
摘
さ
れ
、
我

が
国
企
業
は
欧
米
と
の
規
制
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
我
が
国
に
非
財
務
情
報
の
法
定
開
示
が
な
い
こ
と
は
Ｅ
Ｓ
Ｇ
リ
ス
ク
対
応
や
Ｅ
Ｓ
Ｇ

情
報
開
示
に
関
す
る
企
業
の
取
組
み
を
遅
ら
せ
る
一
因
と
な
り
か
ね
な
い
。
我
が
国
の
投
資
家
に
お
い
て
も
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
を
重
視
し
始
め

て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
（
47
）

。

欧
州
で
は
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
に
関
し
て
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
リ
ス
ク
の
高
い
企
業
は
投
資
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。E

uropean S
R
I 

S
tudy2014

に
よ
れ
ば
約
半
数
の
金
融
機
関
が
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
を
採
用
し
、E

xclusion

が
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
手
法
と
し
て
機
関
投
資
家
の
運
用
資

産
の
四
一
％
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。

E
xclusion

は
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
企
業
・
業
界
を
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
か
ら
除
外
す
る
（
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
）。

そ
の
他
、N

orm
 based screening

（
国
連
グ
ロ
ー
バ
ル
コ
ン
パ
ク
ト
・
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
多
国
籍
企
業
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
規
範
に
準
拠
す
る
手

三
八
二



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
四
一
）

法
）、E

S
G
 Integration

（
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
お
い
て
シ
ス
テ
マ
チ
ッ
ク
な
プ
ロ
セ
ス
や
適
切
な
調
査
源
に
基
づ
き
金
融
分
析
や
投
資
判
断
に

お
い
て
Ｅ
Ｓ
Ｇ
に
関
す
る
リ
ス
ク
や
機
会
を
含
め
て
評
価
を
行
う
手
法
）、E

ngagem
ent and voting

（
投
資
先
企
業
に
対
す
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
課
題
に
関
し

て
建
設
的
な
対
話
（
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
）
や
議
決
権
行
使
を
通
じ
て
働
き
か
け
を
行
う
手
法
）
が
あ
る
。Engagem

ent and voting

は
、
ス
チ
ュ

ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

3
．
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
と
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス
ク

Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
と
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス
ク
に
関
し
て
、
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
を
契
機
に
コ
ン
ダ
ク
リ
ス
ク
が
金
融
機
関
の
み
な
ら
ず
金
融
市

場
全
体
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
金
融
機
関
の
不
適
切
な
行
動
に
よ
り
、
金
融
機
関
や
金
融
市
場
に
対
す
る
ス
テ
イ

ク
ホ
ル
ダ
ー
の
信
頼
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
を
生
じ
さ
せ
る
怖
れ
が
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
リ
ス
ク
カ
ル

チ
ャ
ー
の
醸
成
、
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

Ｇ
20
傘
下
の
金
融
安
定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
も
、
コ
ン
グ
ク
ト
リ
ス
ク
の
対
応
の
必
要
性
に
言
及
し
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
が
発
表
し
た
「
効
果
的

な
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
た
め
の
原
則
」（
二
〇
一
三
年
）
に
お
い
て
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
お
よ
び
倫
理
に
反
す
る
実

務
と
共
に
、
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
リ
ス
ク
、
コ
ン
ダ
ク
リ
ス
ク
等
の
計
量
化
が
困
難
な
リ
ス
ク
も
リ
ス
ク
管
理
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
旨

を
規
定
し
て
い
る
。

英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
金
融
行
動
監
視
機
構
）
は
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス
ク
に
対
す
る
監
督
を
強
め
て
お
り
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
毎
年
コ
ン
グ
ク
ト
リ
ス
ク
を

中
核
と
す
る
リ
ス
ク
の
概
況
と
し
てF

C
A
 R
isk O

utlook

を
発
表
し
、
監
督
方
針
と
し
てF

C
A
 B
usiness plan

を
発
表
し
て
優
先
的

に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
う
リ
ス
ク
分
野
な
ど
を
公
表
し
て
い
る
（
二
〇
一
五
年
以
降
は
両
文
書
を
合
体
）。
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス

ク
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
広
い
規
制
・
監
督
の
裁
量
を
残
し
て
い
る
。

三
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F
C
A
 R
isk O

utlook 2013

は
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス
ク
を
高
め
る
要
素
と
し
て
、
固
有
の
要
素
で
は
情
報
の
非
対
称
性
、
消
費
者
の
バ
イ

ア
ス
・
能
力
不
足
、
組
織
・
行
動
に
伴
う
要
素
で
は
利
益
相
反
、
企
業
文
化
、
競
争
の
不
足
、
環
境
に
伴
う
要
素
で
は
経
済
・
市
場
の
ト

レ
ン
ド
、
技
術
進
歩
、
規
制
・
政
策
の
変
化
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。B
usiness P

lan2015/2016

は
、
企
業
行
動
に
関
す
る
リ
ス
ク
と
し

て
企
業
文
化
・
消
費
者
行
動
・
利
益
相
反
・
金
融
犯
罪
・
不
公
正
取
引
な
ど
の
項
目
を
掲
げ
る
。

金
融
片
も
金
融
機
関
の
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス
ク
対
処
へ
の
関
心
を
強
め
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
平
成
二
六
事
務
年
度
金
融
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
基
本
方
針
、
平
成
二
七
事
務
年
度
金
融
行
政
方
針
に
お
け
る
重
点
施
策
と
し
て
「
6
．
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
持
続
可
能
性
と
ガ
バ
ナ
ン

ス
態
勢
を
検
証
」、「
7
．
顧
客
の
信
頼
・
安
心
感
を
確
保
す
る
た
め
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
不

正
送
金
、
サ
イ
バ
ー
攻
撃
等
へ
の
対
応
状
況
、
業
務
継
続
体
制
の
整
備
、
反
社
・
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
対
応
等
の
取
組
み
を
検
証
」
す

る
。
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
と
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
の
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス
ク
対
処
は
金
融
機
関
に
よ
る
Ｅ
Ｓ
Ｇ
課
題
対
応
と

も
位
置
付
け
ら
れ
る
。

Ｅ
Ｓ
Ｇ
リ
ス
ク
へ
の
対
処
と
し
て
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
高
リ
ス
ク
分
野
へ
の
重
点
的
な
対
応
が
有
効
と
さ
れ
る
。
リ
ス

ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
は
外
国
公
務
員
贈
賄
規
制
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
規
制
、
金
融
制
裁
規
制
な
ど
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
実

務
に
お
け
る
重
要
な
手
法
と
な
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
に
関
す
る
指
導
原
則
二
四
も
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
明
記
す
る
。
非
財

務
情
報
開
示
の
実
務
で
は
マ
テ
リ
ア
リ
テ
ィ
が
重
要
原
則
と
さ
れ
、
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
整
合
す
る
。

今
後
は
投
資
先
企
業
の
Ｅ
Ｓ
Ｇ
リ
ス
ク
へ
の
対
応
と
し
て
、
自
主
規
制
を
超
え
た
広
義
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
し
て
幅
広
い
ス
テ
イ

ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
、
従
来
の
法
令
遵
守
を
超
え
る
領
域
の
不
適
切
な
行
動
（
コ
ン
ダ
ク
ト
）
と
い
っ
た
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

へ
の
対
処
が
重
要
と
な
り
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
接
点
と
な
ろ
う
。

三
八
四



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
四
三
）

4
．
責
任
投
資
の
実
際
│
議
決
権
行
使
と
の
関
係
な
ど
│

か
か
る
責
任
投
資
の
フ
ロ
ー
の
実
際
と
し
て
、
①
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
株
式
投
資
の
場
合
、
Ｅ
Ｓ
Ｇ
要
因
を
考
慮
し
た
投
資
先
企
業
選
定
、

な
ら
び
に
対
話
と
し
て
の
Ｉ
Ｒ
（
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
）
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
こ
と
で
銘
柄
選
択
を
行
い
、
付
加
価
値
を

追
及
し
、
投
資
リ
タ
ー
ン
の
向
上
が
得
ら
れ
れ
ば
投
資
決
定
を
実
行
す
る
が
、
得
ら
れ
な
け
れ
ば
投
資
を
行
わ
な
い
。
②
他
方
、
パ
ッ
シ

ブ
な
株
式
投
資
で
は
、
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
の
全
銘
柄
に
対
す
る
持
ち
切
り
方
針
の
投
資
（
バ
イ
ア
ン
ド
ホ
ー
ル
ド
）
を
行
い
、
Ｓ
Ｒ
（
シ
ェ
ア

ホ
ル
ダ
ー
・
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
）
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
（
48
）

を
経
て
β
（
ベ
ー
タ
）
リ
ス
ク
（
49
）

の
向
上
を
図
る
。
Ｅ
Ｓ
Ｇ
責
任
投
資
と
し
て
み
れ
ば
、
投

資
先
企
業
が
対
応
す
れ
ば
機
関
投
資
家
に
お
け
る
投
資
リ
タ
ー
ン
向
上
・
超
過
収
益
獲
得
の
み
な
ら
ず
、
株
式
市
場
全
体
の
リ
タ
ー
ン
拡

大
に
も
資
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
投
資
先
企
業
側
の
対
応
が
図
ら
れ
な
け
れ
ば
、
機
関
投
資
家
は
行
使
方
針
に
従
っ
て
株
主
総
会
に

お
い
て
議
決
権
を
行
使
し
、
対
応
を
促
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
責
任
投
資
の
一
環
と
し
て
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
そ
の
内
容
も
ア
ク
テ
ィ
ブ
投
資
で
は
超
過
収
益
の
源
泉
、

パ
ッ
シ
ブ
投
資
で
は
長
期
投
資
家
の
視
点
で
投
資
先
企
業
・
株
式
市
場
全
体
の
実
効
性
を
高
め
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。

投
資
家
に
お
い
て
は
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
に
と
か
く
議
論
の
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
株
主
総
会
の
出
席
あ
る

い
は
議
決
権
行
使
に
限
定
さ
れ
ず
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
実
践
に
よ
り
投
資
家
サ
イ
ド
に
お
け
る
投
資
の
考
え
方
の
局
面

が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
と
な
り
、
投
資
先
企
業
に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
実
践
、
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の

取
組
み
と
合
わ
せ
て
日
本
経
済
の
転
換
、
成
長
戦
略
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
と
な
る
。

三
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第
六
章
．
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
対
応
と
会
社
法
制

│
実
質
株
主
と
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
作
り
と
法
的
論
点
│

Ⅰ
．
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
実
質
株
主
と
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
作
り

以
下
で
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
適
用
を
受
け
る
機
関
投
資
家
等
の
投
資
家
サ
イ
ド
に
関
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関

投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
対
応
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。
対
話
の
場
と
し
て
は
株
主
総
会
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト
形
成
に
向
け
て
検
討
領
域
は
大
き
く
拡
大
し
て
き
た
こ
と
、
議
決
権
自
体
は
主
と
し
て
ア
ク
テ
ィ
ブ
投
資
に
お
い
て
行
使
さ
れ

る
こ
と
な
ど
を
述
べ
た
。
他
方
で
、
株
主
総
会
の
出
席
あ
る
い
は
議
決
権
行
使
は
依
然
と
し
て
株
主
と
経
営
陣
の
対
話
に
お
い
て
は
重
要

な
役
割
を
有
し
て
い
る
。
特
に
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
に
お
い
て
は
、
信
託
銀
行
口
座
等
を
通
じ
た
実
質
株
主
と
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー

ジ
メ
ン
ト
作
り
が
焦
点
と
な
る
。
必
ず
し
も
議
決
権
行
使
の
み
な
ら
ず
、
対
話
の
貴
重
な
機
会
で
あ
る
株
主
総
会
に
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
に
沿
っ
て
実
質
株
主
が
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
に
加
わ
る
こ
と
が
望
ま
れ
、
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
実
質
株
主
の
総

会
出
席
に
関
す
る
法
理
論
の
整
理
と
理
解
な
ど
が
重
要
と
な
る
。

前
項
で
は
責
任
投
資
の
実
際
と
し
て
、
議
決
権
行
使
と
の
関
係
な
ど
の
フ
ロ
ー
の
一
例
を
示
し
て
き
た
が
、
二
つ
の
コ
ー
ド
の
実
践
段

階
へ
の
進
展
と
共
に
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
投
資
あ
る
い
は
パ
ッ
シ
ブ
投
資
に
つ
い
て
今
後
は
必
ず
し
も
明
確
に
各
フ
ロ
ー
の
流
れ
が
区
分
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、
議
決
権
行
使
に
関
し
て
も
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
形
成
に
向
け
た
役
割
部
分
が
拡
大
し
、
責
任
投
資
全
体
と
し

て
一
元
的
・
同
質
化
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
働
く
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
（
私
見
）。

そ
の
観
点
か
ら
、
従
来
は
と
か
く
活
動
的
な
機
関
投
資
家
で
あ
る
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
に
焦
点
を
当
て
て
、
株
主
総
会
に
お
け
る
経
営
陣

三
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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
四
五
）

提
案
の
議
案
に
対
す
る
反
対
投
票
の
基
準
策
定
と
し
て
議
決
権
行
使
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
意
識
さ
れ
て
き
た
が
、
今
後
は
二
つ
の
日
本
版

コ
ー
ド
の
導
入
に
合
わ
せ
、
株
主
総
会
出
席
も
含
め
た
経
営
陣
と
の
対
話
形
成
に
向
け
た
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
全
般
を
念
頭
に
、
実

質
株
主
に
対
す
る
基
準
策
定
の
重
要
性
が
増
大
し
て
い
こ
う
。

経
済
産
業
省
策
定
の
「
持
続
的
成
長
に
向
け
た
企
業
と
投
資
家
の
対
話
促
進
研
究
会
報
告
書
」（
二
〇
一
五
年
四
月
二
三
日
）
で
は
、
名

義
株
主
と
な
っ
て
い
な
い
機
関
投
資
家
等
で
株
主
総
会
に
出
席
す
る
合
理
的
な
理
由
が
認
め
ら
れ
る
者
が
名
義
株
主
か
ら
代
理
権
の
授
与

を
受
け
て
株
主
総
会
へ
の
参
加
を
望
む
場
合
の
考
え
方
や
対
応
に
つ
い
て
の
検
討
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
関
係
団
体
等
に
お
い
て
実
務
上

の
対
応
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
策
定
が
望
ま
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
六
月
三
〇
日
閣
議
決
定
「「
日
本
再
興
戦
略
」
改
訂
二
〇
一
五
」
に
お
い
て
も
、
名
義
株
主
以
外
の
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投

資
家
等
が
株
主
総
会
に
参
加
す
る
上
で
の
企
業
の
基
本
方
針
作
り
を
円
滑
化
す
る
た
め
、
関
係
団
体
等
に
お
け
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
本
年
末

ま
で
の
策
定
を
促
す
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
実
質
株
主
と
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン

ト
作
り
に
関
し
て
、
全
国
株
懇
連
合
会
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
五

年
一
一
月
一
三
日
）
の
内
容
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
（
50
）

。

企
業
と
投
資
家
と
の
建
設
的
な
対
話
を
通
じ
、
持
続
的
な
企
業
価
値
向
上
が
図
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
両
者
が
中
長
期
的
視
点
か
ら
企

業
価
値
お
よ
び
資
本
効
率
を
高
め
、
持
続
的
成
長
を
促
す
「
目
的
を
も
っ
た
対
話
」
を
通
じ
て
認
識
の
共
有
、
問
題
の
改
善
に
努
め
る
こ

と
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
。
株
主
総
会
は
企
業
経
営
陣
が
業
績
、
課
題
や
中
長
期
的
な
経
営
戦
略
を
直
接
株
主
に
語
る
こ
と
が
で
き
る

株
主
と
企
業
の
間
の
対
話
の
貴
重
な
機
会
と
な
る
。
株
主
総
会
に
お
け
る
機
関
投
資
家
等
と
の
対
話
の
活
性
化
は
、
機
関
投
資
家
等
が
形

式
的
な
議
決
権
行
使
を
行
う
デ
メ
リ
ッ
ト
も
予
防
す
る
効
果
が
期
待
さ
れ
る
。

三
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月
）

（
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四
六
）

上
場
会
社
は
株
主
総
会
基
準
日
に
お
い
て
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
株
主
（
名
義
株
主
）
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
信
託

口
を
通
じ
て
株
式
を
保
有
す
る
よ
う
な
場
合
、
受
託
者
の
背
後
で
議
決
権
行
使
の
指
図
を
す
る
委
託
者
等
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

株
主
判
明
調
査
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
機
関
投
資
家
等
に
よ
る
株
主
総
会
へ
の
出
席
要
請
、
機
関
投
資
家
等
と
企
業
の
交
渉
は
名
義
株
主

の
背
後
の
委
託
者
等
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
に
も
な
る
。

名
義
株
主
で
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
に
つ
い
て
は
、
実
務
的
取
扱
い
は
確
立
し
て
い
る
と
は
い
い
難

い
。
株
主
総
会
は
会
社
法
上
の
法
定
の
決
議
機
関
で
あ
り
、
株
主
総
会
に
法
的
に
出
席
で
き
な
い
者
は
出
席
し
て
質
問
や
議
決
権
行
使
等

を
す
べ
き
で
な
い
。
株
主
数
が
多
数
に
及
ぶ
場
合
、
議
決
権
行
使
状
況
の
正
確
な
把
握
、
円
滑
か
つ
安
定
し
た
株
主
総
会
運
営
の
要
請
等

の
観
点
か
ら
名
義
株
主
制
度
が
設
け
ら
れ
、
名
義
株
主
と
な
ら
な
い
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
等
が
株
主
総
会
に
出
席
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
株
主
総
会
の
法
的
性
格
等
を
踏
ま
え
許
容
さ
れ
る
範
囲
、
条
件
等
に
つ
い
て
の
法
的
な
考
え
方
を
整
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

株
主
は
代
理
人
に
よ
り
議
決
権
を
行
使
で
き
る
（
会
社
法
三
一
〇
条
一
項
）
が
、
上
場
会
社
に
お
い
て
代
理
人
は
株
主
に
限
る
旨
の
定
款

規
定
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
定
款
規
定
は
株
主
総
会
が
株
主
以
外
の
第
三
者
に
よ
る
攪
乱
の
防
止
、
会
社
の
利
益
保
護
の
趣
旨
か
ら

法
的
に
も
有
効
な
制
約
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
最
判
昭
和
四
三
年
一
一
月
一
日
民
集
二
二
巻
一
二
号
二
四
〇
二
頁
等
参
照
）。
名
義
株
主
で
な

い
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
出
席
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
定
款
規
定
と
の
調
整
も
論
点
と
な
る
。

Ⅱ
．
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
出
席
の
方
法
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
・
対
話
形
成

議
決
権
代
理
行
使
の
定
款
規
定
、
議
決
権
の
不
統
一
行
使
な
ど
の
会
社
法
規
律
等
を
踏
ま
え
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
等
が
上
記

の
定
款
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
上
場
会
社
の
株
主
総
会
に
出
席
す
る
ル
ー
ト
と
し
て
以
下
の
⒜
、
⒝
、
⒞
、
⒟
の
四
つ
が
想
定
さ
れ
、
今

後
の
検
討
が
進
め
ら
れ
る
。

三
八
八
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⒜　

株
主
総
会
の
基
準
日
に
お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
が
一
単
元
以
上
の
株
式
の
所
有
者
と
な
り
、
一
〇
〇
単
元
の
名
義
株
主

の
名
義
株
式
に
係
る
代
理
権
を
授
与
し
て
総
会
に
出
席
す
る
方
法
で
あ
る
。

利
点
と
し
て
、
代
理
人
資
格
を
名
義
株
主
に
限
定
す
る
定
款
規
定
の
下
で
も
代
理
人
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

法
的
安
定
性
が
高
い
。
留
意
点
と
し
て
、
議
決
権
行
使
の
基
準
日
時
点
で
一
単
元
以
上
の
名
義
株
主
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
外
国

人
機
関
投
資
家
で
は
、
管
理
上
の
問
題
、
利
益
相
反
を
理
由
に
名
義
株
主
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

⒝　

会
社
側
の
合
理
的
裁
量
に
服
し
た
上
で
、
株
主
総
会
の
当
日
に
株
主
総
会
を
傍
聴
す
る
方
法
で
あ
る
。
機
関
投
資
家
等
は
株
主
総

会
前
に
議
決
権
行
使
を
行
っ
て
お
り
、
決
議
の
可
否
は
事
前
に
判
明
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
（
51
）

。

利
点
は
、
株
主
総
会
参
加
に
よ
り
経
営
者
の
振
る
舞
い
・
姿
勢
等
の
非
言
語
情
報
を
得
ら
れ
、
議
決
権
行
使
で
な
く
株
主
総
会
の
状
況

等
を
把
握
を
求
め
る
場
合
に
活
用
で
き
る
。
定
款
規
定
の
例
外
に
当
た
る
か
否
か
、
ま
た
議
決
権
の
二
重
行
使
の
処
理
の
問
題
も
生
じ
な

い
。
留
意
点
と
し
て
、
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
・
質
問
等
の
株
主
権
行
使
は
で
き
ず
、
傍
聴
の
可
否
等
は
会
社
側
の
合
理
的
裁
量
に

服
す
る
。

⒞　

判
例
法
理
で
示
さ
れ
る
解
釈
に
従
い
、
株
主
総
会
に
出
席
す
べ
き
特
段
の
事
情
を
発
行
会
社
に
証
明
し
、
名
義
株
主
の
代
理
人
と

し
て
総
会
に
出
席
す
る
方
法
で
あ
る
。
特
段
の
事
情
と
し
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
期
間
投
資
家
に
よ
る
議
決
権
の
代
理
行
使
を
認
め
て
も
株

主
総
会
が
攪
乱
さ
れ
会
社
利
益
が
害
さ
れ
る
怖
れ
が
な
い
こ
と
、
議
決
権
の
代
理
行
使
を
認
め
な
け
れ
ば
議
決
権
行
使
が
実
質
的
に
阻
害

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
等
が
想
定
さ
れ
る
。
利
点
は
、
議
決
権
行
使
の
基
準
日
時
点
で
一
単
元
以
上
の
名
義
株
主
で
は
な
く
と
も
定
款
変
更

を
経
る
こ
と
な
く
出
席
が
認
め
ら
れ
る
。
留
意
点
と
し
て
、
特
段
の
事
情
の
解
釈
等
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
法
的
安
定
性
の
面
で
課

題
が
残
る
。

三
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判
例
で
は
、
代
理
行
使
を
認
め
て
も
株
主
総
会
が
攪
乱
さ
れ
会
社
利
益
が
害
さ
れ
る
怖
れ
が
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
を
認
め
な
い
と
株
主

の
議
決
権
行
使
の
機
会
を
事
実
上
奪
う
に
等
し
く
不
当
な
結
果
を
も
た
ら
す
場
合
、
非
株
主
を
代
理
人
と
し
た
議
決
権
行
使
が
認
め
ら
れ

る
（
最
判
昭
和
五
一
年
一
二
月
二
四
日
民
集
三
〇
巻
一
一
号
一
〇
七
六
頁
。
県
、
市
、
株
式
会
社
が
職
員
ま
た
は
従
業
員
を
代
理
人
と
し
て
株
主
総
会
に

出
席
さ
せ
る
事
案
）。
こ
の
他
、
重
病
で
入
院
中
の
個
人
株
主
が
親
族
を
代
理
人
と
す
る
場
合
（
大
阪
高
判
昭
和
四
一
年
八
月
八
日
下
民
集
一
七

巻
七
│
八
号
六
四
七
頁
（
52
）

）、
未
成
年
者
の
法
定
代
理
人
で
あ
る
親
権
者
の
場
合
、
常
任
代
理
人
の
場
合
が
例
示
さ
れ
る
。

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
（
投
信
法
）
一
〇
条
二
項
は
、
代
理
人
の
数
に
関
す
る
会
社
法
三
一
〇
条
五
項
の
適
用
を
排

除
し
、
投
信
法
一
〇
条
の
適
用
を
受
け
る
投
資
信
託
の
委
託
者
に
該
当
す
る
場
合
、
名
義
株
主
で
な
い
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
委
託

会
社
で
あ
る
機
関
投
資
家
は
、
名
義
株
主
の
代
理
人
と
し
て
総
会
出
席
が
許
容
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
（
53
）

。

今
後
の
問
題
点
と
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
等
に
は
投
信
法
一
〇
条
の
適
用
を
直
接
に
は
受
け
な
い
が
、
忠
実
義
務
（
金
融
商

品
取
引
法
四
二
条
一
項
二
号
）
な
ら
び
に
善
管
注
意
義
務
（
同
条
二
項
）
に
服
し
た
投
信
法
一
〇
条
の
投
資
信
託
に
準
じ
た
構
造
を
有
す
る
も

の
が
少
な
く
な
く
、
出
席
が
認
め
ら
れ
る
特
段
の
事
情
に
つ
い
て
解
釈
の
蓄
積
が
待
た
れ
る
（
54
）

。

議
決
権
行
使
は
共
益
権
で
あ
り
、
適
正
な
議
決
権
行
使
の
確
保
は
他
の
株
主
の
利
害
に
も
重
要
と
な
る
た
め
、
特
段
の
事
情
の
判
定
に

当
た
り
適
正
か
つ
正
確
な
手
続
を
経
る
必
要
が
あ
る
。
特
段
の
事
情
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
名
義
人
か
ら
一
定
の
証
明

書
を
得
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
委
任
状
合
戦
（proxy fi ght

）
が
生
じ
て
い
る
総
会
に
お
い
て
総
会
検
査
役
等
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
、
グ

ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
等
の
出
席
に
つ
い
て
個
別
調
整
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
発
行
会
社
と
機
関
投
資
家
間
で
建
設
的
対
話
・
エ
ン

ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
等
が
積
み
重
ね
ら
れ
、
発
行
会
社
が
特
段
の
事
情
に
つ
い
て
適
正
な
判
断
が
行
え
る
場
合
は
柔
軟
な
運
用
も
考
え
ら
れ
る
。

一
般
的
な
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
で
は
議
決
権
行
使
の
指
図
権
者
は
委
託
者
、
委
託
者
非
指
図
型
投
資
信
託
で
は
議
決
権
行
使
者
は

三
九
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名
義
株
主
と
な
る
。
投
資
顧
問
付
特
金
・
投
資
一
任
等
で
は
契
約
に
よ
る
が
指
図
権
者
は
委
託
者
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
委
託
者
に
は
善

管
注
意
義
務
が
あ
る
。
自
主
運
用
特
金
等
で
は
受
益
者
が
議
決
権
行
使
の
指
図
を
行
う
。
匿
名
組
合
、
私
募
の
組
合
型
フ
ァ
ン
ド
、
合

同
・
単
独
運
用
指
定
金
銭
信
託
で
は
一
般
に
議
決
権
行
使
者
は
名
義
株
主
と
な
る
。

総
会
出
席
に
よ
る
議
決
権
行
使
は
、
出
席
株
式
に
つ
い
て
の
従
前
の
書
面
投
票
等
の
議
決
権
行
使
結
果
に
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

紛
争
予
防
等
の
観
点
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
が
総
会
に
出
席
し
て
議
決
権
を
行
使
す
る
名
義
株
式
に
つ
い
て
、
排
他
的
に
議
決

権
行
使
権
限
が
帰
属
し
て
い
る
こ
と
の
確
定
が
必
要
と
さ
れ
る
。

⒟　

発
行
会
社
が
定
款
規
定
を
変
更
し
て
、
実
質
株
主
で
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
が
名
義
株
主
の
代
理
人
と
し
て
の
総
会
出
席

を
認
め
る
方
法
で
あ
る
。
利
点
と
し
て
は
、
定
款
変
更
手
続
を
経
る
た
め
定
款
自
治
に
基
づ
く
株
主
意
思
も
明
確
と
な
り
、
③
に
お
け
る

特
段
の
事
情
に
係
る
不
明
確
性
等
と
比
較
し
て
、
明
示
的
に
定
款
規
定
の
例
外
と
し
て
定
め
、
総
会
出
席
で
き
る
範
囲
を
明
確
に
で
き
法

的
安
定
性
が
高
い
。
ま
た
広
い
範
囲
で
総
会
出
席
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
留
意
点
は
、
定
款
変
更
決
議
が
必
要
な
こ
と
、
対
象
の
機

関
投
資
家
の
範
囲
お
よ
び
必
要
書
類
は
定
款
の
授
権
を
受
け
た
株
式
取
扱
規
程
で
定
め
る
こ
と
と
な
り
、
具
体
的
な
規
定
に
つ
い
て
各
社

で
検
討
が
必
要
に
な
る
。

⒜
、
⒝
で
は
会
社
側
の
対
応
は
容
易
と
な
る
が
、
法
的
安
定
性
に
つ
い
て
は
⒝
、
⒞
、
⒟
の
順
に
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
七
章
．
株
主
総
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
対
応
と
活
性
化
議
論
な
ら
び
に
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

Ⅰ
．
株
主
総
会
活
性
化
と
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
の
融
合

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
は
、
国
際
的
展
開
を
図
る
企
業
に
お
い
て
株
主
総
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
対
応
と
一
体
の

三
九
一
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五
五
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も
の
と
な
る
。
コ
ー
ド
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
更
に
株
主
総
会
活
性
化
の
観
点
か
ら
関
連
づ
け
て
み
た
い
。
株
主
総
会

の
役
割
と
活
性
化
に
つ
い
て
は
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
と
絡
め
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
が
、
二
つ
の
コ
ー
ド
の
導
入

に
よ
り
大
き
な
転
換
点
に
当
た
り
、
新
段
階
に
入
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
を
要
求
し
、
議
決
権
行
使
に
よ
り
会
社
提

案
の
議
案
に
反
対
票
を
投
じ
る
海
外
機
関
投
資
家
・
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
の
動
向
を
受
け
て
近
時
株
主
総
会
が
具
体
的
な
議
決
権
争
奪
、
委

任
状
合
戦
（proxy fi ght
）
の
場
と
な
り
つ
つ
あ
り
、
株
主
総
会
の
形
骸
化
と
は
対
照
的
な
方
向
が
現
出
し
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
、
更
に

総
会
自
体
の
本
来
的
な
決
議
機
関
の
復
活
な
ら
び
に
対
話
の
場
の
一
部
と
し
て
の
機
能
が
改
め
て
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
、

取
締
役
の
説
明
義
務
の
限
定
を
図
る
考
え
方
か
ら
は
報
告
事
項
に
関
す
る
質
疑
の
説
明
義
務
は
付
属
明
細
書
程
度
に
留
ま
り
、
総
会
運
営

方
法
の
選
択
と
し
て
決
議
事
項
先
議
の
考
え
方
に
も
繋
が
る
旨
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
55
）

。

我
が
国
企
業
の
課
題
の
一
つ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
対
応
で
あ
る
が
、
組
織
行
動
面
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
対
応
と
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
質
の
向

上
が
求
め
ら
れ
、
日
本
的
な
組
織
行
動
の
象
徴
で
あ
り
続
け
て
き
た
株
主
総
会
を
如
何
に
活
性
化
・
改
革
す
る
か
、
具
体
的
に
は
株
主
と

の
対
話
の
場
の
提
供
と
し
て
平
時
に
お
け
る
株
主
と
経
営
陣
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
形
成
の
一
環
あ
る
い
は
端
緒
に
な
り
得
る
か

が
問
わ
れ
て
い
る
。
株
主
総
会
に
関
し
て
は
従
来
形
骸
化
し
た
た
め
不
要
論
、
他
方
で
様
々
な
観
点
か
ら
の
活
性
化
論
が
起
こ
さ
れ
て
き

た
が
、
海
外
機
関
投
資
家
に
よ
る
敵
対
的
買
収
と
こ
れ
に
対
す
る
防
衛
策
導
入
等
か
ら
総
会
機
能
が
軽
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
つ
つ

あ
る
段
階
と
い
え
る
が
、
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
導
入
か
ら
上
記
の
意
味
合
い
も
加
わ
り
、
一
層
の
活
性
化
議
論
が
進
ん
で
い
く
も
の
と
思
料
さ

れ
る
（
私
見
）。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
導
入
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
対
応
の
課
題
と
対
応
は
、
従
来
の
株
主
総
会
活
性
化
論
議
（
56
）

の
中
で
は
情
報
開

示
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
の
機
能
を
重
視
す
る
見
解
、
加
え
て
折
衷
的
・
新
機
能
付
与
論
と
称
す
る
議
論
と
方
向
性
が
合

三
九
二



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
五
一
）

致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
総
会
不
要
論
か
ら
の
脱
却
、
株
主
総
会
の
機
能
活
性
化
の
方
向
性
と
親
和
し
、
情
報
開
示
あ
る
い
は
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
機
能
を
加
え
た
多
元
的
な
新
た
な
総
会
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
。
コ
ー
ド
導
入
と
市
場
対
応
型
の
新
し
い
方
向
性
に

重
き
を
置
く
考
え
方
と
の
融
合
と
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

即
ち
株
主
総
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
必
要
と
す
る
背
景
・
事
情
に
は
、
①
外
国
人
株
主
の
増
加
が
あ
り
（
二
〇
一
二
年
度
東
京
証
券
取
引

所
な
ど
の
調
査
で
は
外
国
法
人
等
の
株
式
保
有
比
率
は
二
八
％
）、
株
主
属
性
と
し
て
最
大
の
ス
テ
イ
ク
・
ホ
ル
ダ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
②
外
国

人
株
主
の
議
決
権
行
使
行
動
に
は
議
決
権
行
使
助
言
会
社
な
ら
び
に
そ
の
発
出
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
大
き
く
関
わ
る
。
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス

ト
機
関
投
資
家
に
よ
る
会
社
提
案
議
案
の
否
決
が
増
加
し
、
増
加
傾
向
に
あ
る
株
主
提
案
へ
の
対
応
は
企
業
法
務
の
重
大
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
対
話
の
実
現
に
向
け
、
会
社
法
改
正
に
よ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
ル
ー
ル
導
入
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ

プ
・
コ
ー
ド
導
入
（
二
〇
一
四
年
二
月
二
六
日
）
の
動
き
に
合
わ
せ
た
企
業
実
務
の
具
体
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

か
か
る
視
点
か
ら
普
段
の
株
主
と
経
営
陣
の
企
業
価
値
向
上
、
持
続
的
成
長
に
向
け
た
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
一
環
と
し
て
総

会
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
近
時
は
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
と
経
営
陣
が
中
期
計
画
等
に
関
す
る
他
の
株
主
に
対
す
る
賛
同
を
求
め
、

委
任
状
合
戦
、
議
決
権
の
争
奪
な
ど
が
活
発
化
し
て
い
る
。
総
会
前
、
総
会
当
日
の
議
論
も
踏
ま
え
て
株
主
が
議
決
権
行
使
の
判
断
を
行

う
こ
と
に
な
り
、
防
衛
策
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
最
終
局
面
と
も
な
る
。
第
二
に
、
対
立
型
の
側
面
か
ら
の
総
会
機
能
活
性
化
に
加
え
て
、

対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
を
通
じ
た
中
長
期
的
企
業
価
値
向
上
の
ス
キ
ー
ム
形
成
の
一
場
面
と
し
て
情
報
開
示
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
等
を
含
め
、
本
来
的
な
総
会
の
最
高
決
議
機
関
と
し
て
の
機
能
が
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
多
機
能
、
新
機
能
付
加
論
と
い

え
よ
う
（
私
見
）。

三
九
三
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Ⅱ
．
ま
と
め
に
か
え
て
│
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
│

コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
は
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
へ
の
配
慮
が
強
調
さ
れ
、
中
長
期
的
な
企
業
価
値
向
上
を
目
標
に

Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
と
統
合
報
告
、
海
外
機
関
投
資
家
に
よ
る
議
決
権
行
使
、
更
に
は
英
国
現
代
奴
隷
法
な
ら
び
に
人
権
デ
ュ
ー
・
デ
イ
リ
ジ
ェ

ン
ス
な
ど
包
括
的
視
点
か
ら
の
考
察
が
重
要
と
な
り
、
第
一
義
的
に
は
自
主
的
な
取
締
役
会
評
価
な
ど
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
取
組
み

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
を
通
じ
て
、
企
業
の
株
主
と
経
営
陣
の
関
係
は
従
前
の
対
立
・
緊
張
関
係
か
ら
協
調
し
て
中
長
期
的
な
企
業
価
値
向
上

と
持
続
的
成
長
を
目
指
す
べ
き
も
の
に
変
容
し
つ
つ
あ
る
。
株
主
総
会
の
機
能
あ
る
い
は
活
性
化
に
関
す
る
議
論
に
も
、
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
議
論
の
進
展
と
併
せ
て
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
ろ
う
。
議
決
権
行
使
に
し
て
も
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス
ト
を
念

頭
に
し
た
会
社
提
案
の
社
外
取
締
役
に
賛
否
を
唱
え
る
一
環
と
し
て
議
決
権
助
言
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｓ
等
か
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
助
言
の

提
供
を
受
け
、
会
社
側
に
情
報
開
示
を
求
め
る
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
対
立
型
手
法
と
は
大
き
く
変
化
し
、
コ
ー
ド
導
入
に
よ
り
コ
ン
プ

ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
導
入
さ
れ
、
上
場
会
社
、
機
関
投
資
家
と
も
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
対

す
る
取
組
み
姿
勢
、
説
明
の
あ
り
方
に
影
響
が
出
て
く
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
べ
き
望
ま
し
い
実
務
慣
行
と
し
て
の
ベ
ス
ト
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
を
示
し
つ
つ
、
当
事
者
の
実
態
に
応
じ
実
施
で
き
る
範
囲
で
対
応
す
れ
ば
よ
く
、
実
施
で
き
な
い
場
合
に
理
由
を
説
明
す
れ
ば

よ
い
と
の
対
応
は
、
異
な
る
企
業
文
化
を
相
互
に
許
容
す
る
こ
と
に
も
繋
が
ろ
う
。
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
体
制
の
強
化
と
し
て
、
①
中
長

期
的
な
企
業
価
値
向
上
の
た
め
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
創
出
、
②
取
締
役
会
の
監
督
機
能
の
活
用
、
監
督
機
能
を
担
う
人
材
の
流
動
性
の
確

保
と
社
外
取
締
役
の
役
割
・
機
能
の
活
用
、
④
具
体
的
な
取
組
み
（
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
）
と
制
度
整
備
が
求
め
ら
れ
、
機
関
投
資
家
側
も
全

ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
た
め
に
議
決
権
行
使
を
行
い
、
対
話
重
視
型
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
形
成
の
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
ア
ク
テ
ィ
ビ
ス

三
九
四



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
五
三
）

ト
で
あ
る
機
関
投
資
家
に
よ
る
株
主
総
会
に
お
け
る
議
決
権
行
使
活
動
は
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
が
求
め
る
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
行
動
の
中
の
一
つ
の
場
面
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
全
ス
テ
イ
ク
ホ

ル
ダ
ー
を
念
頭
に
置
き
Ｅ
Ｓ
Ｇ
責
任
投
資
、
統
合
報
告
書
な
ど
非
財
務
情
報
の
重
要
性
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
一
体

的
把
握
が
一
層
増
す
こ
と
に
繋
が
ろ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
対
応
と
法
的
論
点
に
つ
い
て
、
背
後
の
実
質

株
主
と
の
対
話
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
作
り
、
実
質
的
な
議
決
権
行
使
の
課
題
も
生
じ
る
。
持
続
的
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向

上
に
向
け
た
取
締
役
会
の
あ
り
方
が
新
め
て
問
わ
れ
、
取
締
役
会
構
成
、
取
締
役
会
の
運
営
・
評
価
と
し
て
取
締
役
会
の
実
効
性
評
価

（
Ｂ
Ｅ
）
の
重
要
性
が
増
加
す
る
。

株
主
総
会
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
最
適
資
本
構
成
な
ど
資
本
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
政
策
も
考
察
課
題
と
な
り
、
株
主
総
会
の
活

性
化
あ
る
い
は
機
能
に
関
す
る
議
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
よ
う
。
今
後
の
会
社
法
制
な
ど
ハ
ー
ド
ロ
ー
へ
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
ソ

フ
ト
ロ
ー
は
ハ
ー
ド
ロ
ー
で
対
処
し
が
た
い
領
域
を
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
等
で
柔
軟
に
対
処
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ハ
ー
ド

ロ
ー
へ
の
揺
り
戻
し
に
も
繋
が
る
。
従
来
と
異
な
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
発
展
の
新
局
面
に
入
り
つ
つ
あ
る
と
思
料
さ
れ
る
。

海
外
機
関
投
資
家
も
含
め
て
株
主
に
係
る
議
決
権
行
使
の
あ
り
方
を
検
討
し
た
が
、
コ
ー
ド
の
求
め
る
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
は
議
決
権

行
使
に
限
ら
な
い
。
中
長
期
的
視
点
の
持
続
的
成
長
に
は
平
時
の
関
係
作
り
の
ウ
ェ
イ
ト
が
高
ま
り
、
総
会
改
革
に
関
し
て
も
企
業
側
、

制
度
設
計
共
に
従
来
と
観
点
を
変
え
て
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
議
決
権
行
使
も
通
過
点
の
位
置
づ
け
と
な
り
、
会
社
提
示
の
議

案
の
検
討
の
み
な
ら
ず
普
段
の
企
業
戦
略
、
経
営
方
針
を
踏
ま
え
た
機
関
投
資
家
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
発
現
の
場
と
な
る
。
議
決
権
行
使

助
言
会
社
の
発
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
に
も
影
響
を
与
え
、
単
な
る
反
対
票
の
基
準
、
プ
ロ
ク
シ
ー
・
フ
ァ
イ
ト
の
手
法
等
に
留
ま
ら

ず
、
中
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
助
言
を
如
何
に
図
る
か
が
問
わ
れ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
議
決
権
助
言
会
社
自
身
に
対
し
て
も
自
主

三
九
五
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巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
四
）

的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
律
付
け
が
求
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
競
争
環
境
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
の
本
格
的
履
践
を
通
じ
、

歴
史
的
に
も
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
の
第
三
段
階
（
57
）

に
入
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
コ
ー
ド
に
記
載
の
な
い
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
し
て
、
Ｉ
Ｔ
活
用
に
よ
り
革
新
的
金
融
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
うF

inT
ech

台
頭
に
よ
り
金
融
持
株
会
社
と
し
て
の
構
造
を
如
何
に
考
え
る
か
と
い
う
新
た
な
課
題
も
生
じ
て
い
る
。
Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
と
合
弁
子
会
社

形
態
で
事
業
を
行
う
が
、
少
数
株
主
が
存
在
し
企
業
カ
ル
チ
ャ
ー
は
大
き
く
異
な
る
（
58
）

。
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を

含
め
た
金
融
グ
ル
ー
プ
の
経
営
管
理
、
会
社
法
の
視
点
か
ら
持
株
会
社
の
指
揮
命
令
権
限
、
子
銀
行
取
締
役
の
任
務
懈
怠
責
任
の
あ
り
方

な
ど
が
再
検
討
さ
れ
、
銀
行
主
体
の
縦
割
り
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
の
み
で
な
く
、
経
営
形
態
の
多
様
化
に
応
じ
業
務
横
断
的
（
59
）

で
広
範
な
ガ

バ
ナ
ン
ス
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（
1
） 

金
融
庁
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
原
案
〜
会
社
の
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
の
た
め
に
〜
」

（
二
〇
一
五
年
三
月
五
日
）、
金
融
庁
「「
責
任
あ
る
機
関
投
資
家
」
の
諸
原
則
（
案
）≪

日
本
版
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド≫

〜
投
資
と
対

話
を
通
じ
て
企
業
の
持
続
的
成
長
を
促
す
た
め
に
〜
」（
二
〇
一
四
年
二
月
二
六
日
）。
東
京
証
券
取
引
所
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

の
策
定
に
伴
う
上
場
制
度
の
整
備
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
五
年
三
月
五
日
）。

（
2
） 

拙
稿
「
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
コ
ー
ド
、
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
理
論
と
実
践
│
英
国
に
お
け
る
新
た
な
ガ
バ
ナ
ン

ス
規
範
と
非
業
務
執
行
取
締
役
な
ら
び
に
我
が
国
の
導
入
に
向
け
て
│
」
法
学
紀
要
第
五
六
巻
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
三
五
│
一
四
〇
頁
。

（
3
） 

神
作
裕
之
「
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
適
用
下
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
か
か
わ
る
制
度
面
の
動
向
」
参
照
。
武
井
一
浩
「
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

へ
の
実
務
対
応
と
上
場
企
業
法
制
上
の
論
点
」
東
京
大
学
第
五
〇
回
比
較
法
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
ダ
ブ
ル
コ
ー
ド
時
代
の
攻
め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ

バ
ナ
ン
ス
』（
二
〇
一
六
年
三
月
二
八
日
）。

三
九
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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
五
五
）

（
4
） 

「
日
本
再
興
戦
略　

改
訂
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
年
六
月
三
〇
日
）」、
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ
第
二
回
参
考
資
料
。

（
5
） 

金
融
審
議
会
金
融
分
科
会
「
我
が
国
金
融
・
資
本
市
場
の
国
際
化
に
関
す
る
ス
タ
デ
ィ
グ
ル
ー
プ
報
告
〜
上
場
会
社
等
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
強
化
に
向
け
て
〜
」（
平
成
二
一
年
六
月
一
七
日
）。

（
6
） 
金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ
第
四
回
事
務
局
資
料
（
平
成
二
八
年
三
月
一
四
日
）。

（
7
） 

全
国
株
懇
連
合
会
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
平
成
二
七
年
一
一
月
一
三
日
）
一

│
二
二
頁
。

（
8
） 

金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ
第
二
回
・
第
四
回
資
料
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
「
開
示
・
監
査
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
提
言
」

（
二
〇
一
五
年
一
一
月
四
日
）。

（
9
） 

経
済
同
友
会
「
企
業
と
投
資
家
の
対
話
促
進
に
関
す
る
意
見
」（
二
〇
一
五
年
一
二
月
）。

（
10
） 

金
融
審
議
会
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
Ｗ
Ｇ
第
三
回
事
務
局
資
料
（
平
成
二
八
年
二
月
一
九
日
）。

（
11
） 

黒
田
嘉
彰
・
経
済
産
業
省
産
業
組
織
課
課
長
補
佐
「
経
営
陣
へ
の
適
切
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
付
与
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
」
日
本
コ
ー
ポ

レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
講
演
（
二
〇
一
六
年
五
月
二
五
日
）。

（
12
） 

経
済
産
業
省
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
│
企
業
価
値
向
上
に
向
け
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
改
革
│
」
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
（
座
長
神
田
秀
樹
教
授
）
報
告
書
（
二
〇
一
五
年
七
月
二
四
日
）
第
三
の
二
、
別
紙
三
『
法
的
論
点

に
関
す
る
解
釈
指
針
』。

（
13
） 

拙
稿
「
英
国
金
融
法
制
とS

enior M
anagem

ent R
egim

e
│
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
交
錯
、
裁
判
例
を
通
じ
た
ソ
フ
ト

ロ
│
の
変
容
、
上
級
管
理
者
機
能
（
Ｓ
Ｍ
Ｆ
ｓ
）
お
よ
び
域
外
適
用
│
」
日
本
法
学
第
八
一
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
一
│
六
一
頁
。

（
14
） 

経
済
産
業
省
「
持
続
的
成
長
に
向
け
た
企
業
と
投
資
家
の
対
話
促
進
研
究
会
」
報
告
書
（
二
〇
一
五
年
四
月
）
一
│
一
四
一
頁
参
照
。

（
15
） 

上
田
亮
子
「
二
〇
一
五
年
六
月
株
主
総
会
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
状
況
」『
二
〇
一
五
年
の
株
主
総
会
の
総
括
と
二
〇
一
六
年
の

株
主
総
会
に
向
け
た
対
話
の
ポ
イ
ン
ト
』
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
研
究
会
講
演
（
二
〇
一
五
年
八
月
）。

（
16
） 

東
芝
に
お
け
る
会
計
不
正
事
件
発
覚
後
の
新
た
な
社
外
取
締
役
選
任
が
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
二
〇
一
六
年
三
月
三
一
日
東
芝
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ

三
九
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
六
）

バ
ナ
ン
ス
報
告
書
。

（
17
） 

藤
沢
久
美
「
社
外
取
締
役
の
立
場
か
ら
み
た
、
課
題
と
期
待
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
講
演
（
二
〇
一
五
年
八
月
一
八
日
）。
専
門
家
の

プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
は
高
く
な
く
、
監
査
役
あ
る
い
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
適
当
と
み
ら
れ
る
。

（
18
） 
米
国
の
よ
う
に
人
事
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
活
用
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
将
来
的
に
は
米
国
型
に
収
斂
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
私
見
で
あ
る
が
、

執
行
と
監
督
機
能
の
分
離
徹
底
化
の
み
な
ら
ず
、
米
国
の
よ
う
に
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
が
社
外
か
ら
招
聘
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
こ
と
が
前
提
と
な
ろ
う

か
。
多
様
な
業
種
の
経
営
経
験
者
が
Ｃ
Ｅ
Ｏ
に
就
く
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
社
外
取
締
役
に
も
、
自
身
が
経
営
経
験
が
豊
富
な

場
合
、
役
員
人
事
の
判
断
は
一
定
程
度
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

（
19
） 

①
我
が
国
独
特
の
顧
問
・
相
談
役
制
度
の
存
在
が
、
現
在
の
経
営
陣
の
意
思
決
定
面
の
足
枷
と
な
り
、
ま
た
報
酬
の
終
身
的
保
証
か
ら
社
長
時

に
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
避
け
て
積
極
策
を
採
ら
ず
、
ま
た
社
長
を
退
い
た
後
も
経
営
経
験
を
活
か
し
て
他
社
の
社
外
取
締
役
就
任
を
忌
避
す
る
一
因
と

も
な
る
。
こ
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
に
は
、
取
締
役
会
会
長
を
社
外
取
締
役
に
委
ね
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
②
二
〇
一
五
年
三
月
期
に
年
間
の
取
締

役
開
催
回
数
が
急
減
し
て
い
る
が
（
五
八
回
か
ら
二
〇
回
へ
）、
総
会
後
の
社
外
取
締
役
比
率
の
上
昇
（
六
・
三
％
か
ら
一
二
・
五
％
）、
従
来
の
日
常

業
務
的
議
題
は
社
外
者
に
理
解
し
難
い
た
め
、
監
督
面
な
ど
の
高
次
元
の
事
項
に
絞
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
③
コ
ン
プ
ラ
イ
・
オ
ア
・
エ
ク
ス

プ
レ
イ
ン
（com

ply or explain

）
に
つ
い
て
、
説
明
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
投
資
家
が
理
由
を
認
識
で
き
る
の
は
実
際
に
は
総
会
後
に
な
る
た
め
、

開
示
の
問
題
が
出
て
く
る
。
株
式
会
社IS

S
 Japan

代
表
石
田
猛
行
「
今
般
の
株
主
総
会
と
海
外
機
関
投
資
家
の
動
向
」
証
券
経
済
学
会
報
告

（
二
〇
一
五
年
八
月
二
二
日
）。

（
20
） 

金
融
庁
「
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
及
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
」
意
見
書
（
二
〇
一
五
年

一
〇
月
二
〇
日
）
に
コ
ー
ド
へ
の
対
応
状
況
に
関
す
る
問
題
意
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
三
回
会
議
（
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
四
日
）
資
料
。

（
21
） 

金
融
庁
「
第
四
回
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
」（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
二
日
）
資
料
（
花
王
株
式
会
社
門
永
宗
之
助
取
締
役
会
議
長
、
杉
山
忠

昭
執
行
役
員
）、
第
五
回
（
二
〇
一
六
年
一
月
二
〇
日
）
資
料
。

（
22
） 

金
融
庁
「
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
会
議
」
第
五
回
（
二
〇
一
六
年
一
月
二
〇
日
）。

（
23
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
2
）一
│
六
一
頁
。

三
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コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
五
七
）

（
24
） 

資
本
政
策
の
基
本
的
な
方
針
に
関
し
て
、
デ
ッ
ト
・
エ
ク
イ
テ
ィ
比
率
な
ど
の
具
体
的
方
針
、
政
策
保
有
株
式
に
関
す
る
方
針
（
原
則
一
│

四
）
お
よ
び
株
主
の
利
益
を
害
す
る
可
能
性
の
あ
る
資
本
政
策
（
原
則
一
│
六
）
の
対
応
な
ど
原
則
の
背
後
に
あ
る
基
本
的
な
考
え
方
が
議
論
さ
れ

た
。
有
識
者
会
議
（
第
七
回
）
に
お
け
る
議
論
。

（
25
） 
『
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
型
・
対
話
重
視
型
フ
ァ
ン
ド
の
「
対
話
」
の
取
り
組
み
』
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
研
究
会
セ
ミ
ナ
ー
・
講
演

（
二
〇
一
六
年
一
月
）
参
照
。

（
26
） 

経
営
者
で
は
な
く
株
主
の
担
う
忠
実
義
務
と
し
て
、
拙
稿
「
忠
実
義
務
と
非
業
務
執
行
取
締
役
の
考
察
│
米
国
の
忠
実
義
務
の
規
範
化
概
念
と

英
国
会
社
法
の
一
般
的
義
務
、
英
国
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
とA

pproved P
ersons

制
度
等
の
接
点
│
」
日
本
法
学
『
山
川
一
陽
教
授

古
希
記
念
』
第
八
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
一
月
）
四
三
九
│
四
九
二
頁
。

（
27
） 

荒
井
勝
「
Ｓ
Ｒ
Ｉ
・
Ｅ
Ｓ
Ｇ
投
資
」
社
会
的
責
任
投
資
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｆ
）（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
五
日
）。

（
28
） 

新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
「
統
合
報
告
書
の
導
入
」。http://w

w
w
.eyjapan.jp/topics/ir/index.htm

l

（
29
） 

「
投
資
家
等
を
対
象
と
し
た
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
の
活
用
状
況
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
報
告
書
二
〇
一
四
」
経
済
産
業
省
産
業
技
術
環
境
局
環
境

政
策
課
環
境
経
済
室
（
二
〇
一
五
年
三
月
）
一
│
二
五
頁
。
投
資
家
の
視
点
か
ら
統
合
報
告
書
の
情
報
開
示
に
つ
い
て
、
非
財
務
情
報
の
う
ち
ガ
バ

ナ
ン
ス
、
ト
ッ
プ
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
と
の
対
話
、
経
営
情
報
・
財
務
状
況
、
そ
の
年
の
特
集
、
環
境
経
営
・
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
女
性
活
躍
に
関
す
る
情
報
、
資
源
の
有
効
活
用
、
職
場
環
境
づ
く
り
（
人
材
育
成
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ

ラ
ン
ス
等
）、
地
球
温
暖
化
防
止
、
生
物
多
様
性
保
全
、
社
会
貢
献
活
動
等
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

（
30
） http://w
w
w
.eurosif.org/im

ages/stories/pdf/R
esearch/eurosif_sri_study_2010.pdf

（
31
） 

鈴
木
裕
・
横
塚
仁
士
「
欧
州
の
社
会
的
責
任
投
資
（
Ｓ
Ｒ
Ｉ
）
市
場
が
拡
大
」
大
和
総
研S

trategy and E
conom

ic R
eport

（
二
〇
一
〇
年

一
〇
月
一
九
日
）
一
│
五
頁
。

（
32
） 

柴
田
英
樹
「
統
合
報
告
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
検
討
と
そ
の
課
題
」
弘
前
大
学
経
済
研
究
第
三
六
号
（
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
六
日
）
七
四
│

八
五
頁
。
馬
場
未
希
「
世
界
三
五
〇
社
が
発
行
「
統
合
報
告
書
」
っ
て
何
？
大
手
機
関
投
資
家
が
注
目
」
日
経
ビ
ジ
ネ
ス
（
二
〇
一
六
年
一
月
二
一

日
）。

三
九
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
五
八
）

（
33
） T

H
E
 IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 <IR

> F
R
A
M
E
W
O
R
K
 - Integrated R

eporting. http://integratedreporting.org/w
p-content/

uploads/2013/12/13-12-08-T
H
E
-IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
-IR
-F
R
A
M
E
W
O
R
K
-2-1.pdf.

「T
he International <IR

> F
ram
ew
ork

（
国
際

統
合
報
告
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
）」D

ecem
ber 2013 by the International Integrated R

eporting C
ouncil 

（the IIR
C
 

国
際
統
合
報
告
評
議
会
）

（
二
〇
一
四
年
三
月
日
本
語
訳
）
一
│
四
〇
頁
に
統
合
報
告
に
関
し
て
詳
説
さ
れ
て
お
り
、
本
文
第
五
章
Ⅱ
3
．
に
お
い
て
参
照
し
た
。http://

integratedreporting.org/w
p-content/uploads/2015/03/International_IR

_F
ram
ew
ork_JP

.pdf.

経
済
産
業
省
「
国
際
統
合
報
告
フ
レ
ー

ム
ワ
ー
ク
案
の
概
要
」IIR

C
 T
echnical T

askforce M
em
ber

森
洋
一
、http://w

w
w
.m
eti.go.jp/english/policy/econom

y/corporate_

accounting/pdf/pdf.

（
34
） 

中
本
義
昭
・
山
田
惇
依
「
戦
略
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
統
合
報
告
」D

eloitte

季
刊
企
業
リ
ス
ク
（
二
〇
一
四
年
四
月
）
三
二
│
八
四
頁
。
有
限

責
任
監
査
法
人
ト
ー
マ
ツ
「
会
計
情
報　

国
際
統
合
報
告
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
解
説
」（
二
〇
一
四
年
二
月
）。http://w

w
w
2.deloitte.com

/

content/dam
/D
eloitte/jp/D

ocum
ents/strategy/cc/jp-cc-ir-enterprise-risk201404.pdf

（
35
） 

信
頼
区
間
は
平
均
値
の
信
頼
性
を
示
す
統
計
的
指
標
で
、
母
数
の
存
在
範
囲
の
推
定
の
指
標
と
な
る
数
。
調
査
結
果
か
ら
推
定
値
を
求
め
る
場

合
、
真
の
値
を
含
む
可
能
性
が
非
常
に
高
い
推
定
値
の
範
囲
を
示
す
も
の
が
信
頼
限
界
と
し
て
統
計
的
解
析
結
果
に
適
用
さ
れ
る
。
九
五
％
信
頼
限

界
で
は
、
真
の
値
が
エ
ラ
ー
・
バ
ー
（
信
頼
区
間
）
の
範
囲
内
に
含
ま
れ
な
い
確
率
が
五
％
に
止
ま
る
。

（
36
） 

新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
「
国
際
統
合
報
告
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
三
年
一
二
月
二
四
日
）
を
参
照
し
た
。http://w

w
w
.

shinnihon.or.jp/services/assurance/ccass/ir/topics/2013-12-24.htm
l

（
37
） 

高
橋
大
祐
「
Ｅ
Ｓ
Ｇ
リ
ス
ク
の
投
資
・
企
業
価
値
に
対
す
る
影
響
と
対
処
策
│
非
財
務
情
報
開
示
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
コ
ー
ド
・
コ
ン
ダ
ク
ト
リ
ス

ク
を
め
ぐ
る
規
制
の
最
新
動
向
を
ふ
ま
え
て
│
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
（
二
〇
一
六
年
四
月
一
三
日
）
参
照
。

（
38
） 

経
済
産
業
省
「
社
外
役
員
等
に
対
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」「
五
・
一
社
外
役
員
を
含
む
非
業
務
執
行
役
員
の
役
割
」（
二
〇
一
四
年
六
月
）。

（
39
） 

現
代
奴
隷
法
実
務
ガ
イ
ド
三
・
五
項
な
い
し
三
・
八
項
。https://w

w
w
.gov.uk/governm

ent/uploads/system
/uploads/attachm

ent_

data/fi le/471996/T
ransparency_in_S

upply_C
hains_etc__A

_practical_guide__fi nal_.pdf. 

蔵
元
左
近
「
第
四
回
「
責
任
あ
る
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
」
に
関
す
る
各
国
の
法
令
の
最
近
の
動
向
（
上
）
―
英
国
「
現
代
の
奴
隷
制
法
二
〇
一
五
」（M

odern S
lavery A

ct 2015

）
の
内
容
お

四
〇
〇



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
五
九
）

よ
び
実
務
上
の
留
意
点
を
中
心
に
」N

B
L
 N
o.1073

（
二
〇
一
六
年
五
月
一
日
）
七
六
│
八
一
頁
を
参
照
し
た
。

（
40
） 

高
橋
大
祐
・
前
掲
注（
37
）。

（
41
） L

ikew
ise, having a U

K
 subsidiary w

ill not, in itself, m
ean that a parent com

pany is carrying on a business in the U
K
, 

since a subsidiary m
ay act com

pletely independently of its parent or other group com
panies.

（
42
） U

K
 B
ribery A

ct 2010 guidance. https://w
w
w
.justice.gov.uk/dow

nloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf

（
43
） T

he C
om
pany A

ct 2006, section1162.

（
44
） 

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ジ
ー
の
活
動
の
自
己
ブ
ラ
ン
ド
へ
の
影
響
に
鑑
み
（to consider the im

pact on their brand of the activities of 

franchisees

）、
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ザ
ー
が
全
体
と
し
て
奴
隷
労
働
お
よ
び
人
身
取
引
防
止
の
た
め
に
採
っ
た
措
置
を
報
告
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

実
務
ガ
イ
ド
三
・
九
項
。

（
45
） 

Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
対
象
企
業
の
報
告
内
容
の
精
査
に
つ
き
、
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
で
あ
る
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
透
明
法
に
関
し
て
開
示
内

容
の
不
正
確
さ
か
ら
損
害
賠
償
請
求
を
起
こ
す
事
例
が
既
に
出
現
し
て
い
る
。
蔵
元
左
近
・
前
掲
注（
39
）八
一
頁（
注
21
）。

（
46
） http://w

w
w
.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/section/54/enacted

（
47
） 

経
済
産
業
省
「
投
資
家
等
を
対
象
と
し
た
Ｅ
Ｓ
Ｇ
情
報
の
活
用
状
況
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
二
〇
一
四
」
一
│
二
七
頁
。

（
48
） 

事
業
報
告
書
、
株
主
通
信
な
ど
任
意
開
示
関
連
サ
ー
ビ
ス
。「
Ｉ
Ｒ
・
Ｓ
Ｒ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
」
三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社
参
照
。

http://w
w
w
.sm
tb.jp/business/agency/ir.htm

l.

（
49
） W

.S
harpe

が
提
示
し
た
資
本
資
産
評
価
モ
デ
ル
（C

apital A
sset P

ricing M
odel

：C
A
P
M

）
に
お
い
て
β
（
ベ
ー
タ
）
は
個
別
株
式
の

リ
ス
ク
尺
度
で
個
別
株
式
が
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
に
影
響
さ
れ
る
程
度
を
表
す
。
高
ベ
ー
タ
株
式
ほ
ど
ハ
イ
リ
ス
ク
・
ハ
イ
リ
タ
ー
ン
と
な
る
。

Ｒ
Ｅ
＝
Ｒ
Ｆ
＋
β
×（
Ｒ
Ｍ
│
Ｒ
Ｆ
）。http://w

w
w
.sigm

abase.co.jp/useful/corp_fi nance/capm
.htm
l. 

Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｍ
モ
デ
ル
が
母
集
団
の
パ
ラ

メ
ー
タ
と
確
率
変
数
の
区
別
な
く
説
明
さ
れ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
理
論
モ
デ
ル
か
、
実
証
分
析
の
確
率
モ
デ
ル
か
が
不
明
確
な
こ
と
に
つ
き
、
斯
波
恒
正

「
β
を
考
え
る
：
理
論
と
実
証
の
モ
デ
ル
」
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
ジ
ャ
ー
ナ
ルV

ol.54N
o.6

（
二
〇
一
六
年
六
月
）
四
九
│
五
三
頁
。

（
50
） 

全
国
株
懇
連
合
会
理
事
長
・
永
池
正
孝
「「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
制
定
に
つ

四
〇
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
〇
）

い
て
」
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
講
演
（
二
〇
一
六
年
一
月
二
八
日
）
に
詳
し
く
報
告
さ
れ
、
参
照
し
た
。
全
国
株
懇

連
合
会
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
三
日
）
一
│
二
二
頁
。

https://user.kabukon.net/pic/42_1.pdf.

（
51
） 
経
済
産
業
省
・
前
掲
注（
14
）六
〇
│
六
五
頁
。
入
場
資
格
の
確
認
方
法
、
傍
聴
を
認
め
る
場
合
の
場
所
、
外
国
人
の
場
合
の
通
訳
の
同
席
の
可

否
等
の
点
で
、
一
般
的
な
場
合
の
傍
聴
許
可
と
の
平
仄
が
問
わ
れ
る
。

（
52
） 

岩
原
紳
作
編
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
（
7
）』﹇
山
田
泰
弘
﹈（
二
〇
一
三
年
九
月
）
一
七
八
頁
、
稲
葉
威
雄
・
宇
佐
見
隆
男
・
柳
田
幸

三
・
筧
康
生
・
永
井
紀
昭
・
吉
戒
修
一
編
集
『
実
務
相
談
株
式
会
社
法
2
』（
一
九
九
二
年
一
〇
月
）
九
三
三
│
九
七
七
頁
。

（
53
） 

佐
々
木
功
・
松
本
崇
『＜

特
別
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル＞

証
券
投
資
信
託
法 

貸
付
信
託
法
』（
一
九
七
六
年
一
二
月
）
一
一
九
頁
以
下
。
投
信
法

一
〇
条
二
項
を
根
拠
に
投
資
信
託
委
託
会
社
が
名
義
人
か
ら
代
理
人
と
し
て
議
決
権
行
使
の
委
任
を
受
け
る
こ
と
は
定
款
上
の
制
約
に
抵
触
し
な
い

と
解
さ
れ
る
（
野
村
修
也
・
三
浦
亮
太
・
石
井
裕
介｢

会
社
法
下
の
株
主
総
会
に
お
け
る
実
務
上
の
諸
問
題｣

商
事
法
務
一
八
〇
七
号
（
二
〇
〇
七

年
）
六
八
頁
、
山
田
和
彦
『
株
主
提
案
権
の
行
使
と
総
会
対
策
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
三
年
三
月
）
一
一
三
頁
、
鴻
常
夫
「
証
券
投
資
信
託
と
株
主

議
決
権
の
行
使
」
商
事
法
務
四
四
五
号
（
一
九
九
九
年
七
月
）
一
五
頁
）。
投
資
信
託
委
託
会
社
か
ら
更
な
る
委
任
を
受
け
た
復
代
理
人
（
外
部
弁

護
士
等
）
に
つ
い
て
は
、
大
盛
工
業
事
件
、
投
信
法
一
〇
条
二
項
の
趣
旨
等
に
照
ら
し
て
、
非
株
主
で
あ
っ
て
も
代
理
人
と
し
て
総
会
に
出
席
す
る

権
利
が
あ
る
者
に
は
該
当
し
な
い
可
能
性
が
高
い
。
全
国
株
懇
連
合
会
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
機
関
投
資
家
等
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
に
関
す
る
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
三
日
）
一
〇
│
一
一
頁
注（
16
）│（
19
）参
照
。

（
54
） 

投
信
法
一
〇
条
適
用
の
投
資
信
託
で
は
、
投
資
信
託
委
託
者
が
議
決
権
行
使
の
指
図
を
行
い
（
金
融
商
品
取
引
業
者
の
忠
実
義
務
に
つ
き
金
融

商
品
取
引
法
四
二
条
一
項
二
号
、
善
管
注
意
義
務
に
つ
き
同
条
二
項
）、
受
託
者
は
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
義
務
が
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家

が
顧
客
の
た
め
に
株
式
投
資
・
指
図
お
よ
び
議
決
権
行
使
の
判
断
を
行
い
、
善
管
注
意
義
務
に
服
す
る
場
合
に
名
義
人
・
受
託
者
も
受
諾
す
る
義
務

を
負
う
場
合
に
は
投
信
法
一
〇
条
の
投
資
信
託
に
準
じ
た
も
の
に
該
当
す
る
例
と
考
え
ら
れ
る
。
復
代
理
人
に
つ
い
て
は
、
非
株
主
で
あ
っ
て
も
代

理
人
と
し
て
総
会
に
出
席
す
る
権
利
が
あ
る
者
に
は
該
当
し
な
い
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
投
資
顧
問
付
特
金
に
お
け
る
投
資
一
任
業
者
で
当
該
株
式

に
つ
い
て
議
決
権
行
使
義
務
を
有
し
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
機
関
投
資
家
に
つ
い
て
、
①
投
資
運
用
業
を
行
う
金
融
商
品
取
引
業
者
と
し
て
顧
客
に
対

四
〇
二



コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス・コ
ー
ド
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
と
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
株
主
総
会
改
革
（
藤
川
）

（
五
六
一
）

し
て
善
管
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
、
②
名
義
人
（
信
託
銀
行
）
が
指
図
を
受
け
る
立
場
で
あ
る
こ
と
、
③
議
決
権
の
指
図
権
限
が
投
資
一
任

業
者
の
み
に
帰
属
す
る
こ
と
な
ど
投
信
法
の
投
資
信
託
と
同
様
の
構
造
で
あ
る
限
り
、
投
信
法
を
援
用
し
て
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
か
が
論
点

と
な
る
。
注（
50
）参
照
。

（
55
） 
渡
邊
顯
『
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
株
主
総
会
―
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
対
応
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
六
年
）
五
四
│
六
〇
頁
参

照
。

（
56
） 

株
主
総
会
の
存
在
根
拠
に
か
か
る
議
論
と
し
て
、
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
（
新
山
雄
三
教
授
）、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
（
末
永

敏
和
教
授
）、
情
報
開
示
の
場
（
奥
島
孝
康
教
授
）、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
（
久
保
利
英
明
弁
護
士
）、
市
場
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
論
（
落
合
誠
一
教

授
）
な
ど
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
末
永
敏
和
『
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
会
社
法
―
日
本
型
経
営
シ
ス
テ
ム
の
法
的
変
革
』
中
央
経
済
社

（
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
三
頁
以
下
参
照
。

（
57
） 

神
田
秀
樹
教
授
は
予
て
よ
り
経
営
陣
、
株
主
に
次
い
で
助
言
機
関
を
対
象
に
し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
段
階
に
入
る
旨
、
ま
た
対
話
重
視
に
よ
る
規

律
付
け
の
低
下
の
懸
念
を
述
べ
ら
れ
る
。
ガ
バ
ナ
ン
ス
問
題
は
株
式
会
社
制
度
が
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
創
設
に
よ
り
作
ら
れ
た
当
初
か
ら
内
在

す
る
制
度
面
の
フ
リ
ク
シ
ョ
ン
、
根
幹
的
な
欠
点
を
解
決
す
る
必
要
な
仕
組
み
で
株
式
市
場
拡
大
、
投
資
家
の
変
化
を
受
け
て
制
度
と
実
務
の
組
み

合
わ
せ
が
求
め
ら
れ
る
。
業
界
、
企
業
毎
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
あ
り
方
は
異
な
り
、
各
機
能
の
役
割
分
担
の
最
適
組
み
合
わ
せ
に
向
け
て
容
易
な
問
題

で
は
な
い
。
厳
密
に
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
発
展
形
態
は
、
①
社
外
取
締
役
な
ど
経
営
陣
に
お
け
る
自
己
規
律
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
次
に
株
主
に
よ
る
経
営

陣
に
対
す
る
規
律
付
け
の
時
期
か
ら
、
②
ス
チ
ュ
ワ
ー
ド
シ
ッ
プ
・
コ
ー
ド
に
よ
る
株
主
自
身
に
対
す
る
規
律
（
受
託
者
責
任
、
株
主
自
身
の
負
う

対
会
社
の
忠
実
義
務
等
）、
③
更
に
格
付
機
関
、
議
決
権
行
使
助
言
会
社
な
ど
企
業
に
対
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
機
能
を
有
す
る
機
関
に
お
け
る
自
己
規

律
の
順
に
進
展
し
、
格
付
機
関
に
対
す
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
は
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
（
金
融
改
革
）
法
に
お
い
て
既
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
神
田

秀
樹
「
総
括
コ
メ
ン
ト
」
前
掲
注（
3
）シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
。
現
時
点
で
は
①
│
③
の
全
て
が
重
畳
的
に
発
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
（
私
見
）。

（
58
） 

座
談
会
「F

inT
ech

が
も
た
ら
す
未
来
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
は
ど
う
な
る
か
」（
福
田
慎
一
発
言
）
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
五
四
巻
第

六
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）
六
│
二
八
頁
。
金
融
審
議
会
（
座
長
岩
原
紳
作
教
授
）「
金
融
グ
ル
ー
プ
を
巡
る
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン

グ
・
グ
ル
ー
プ
」
報
告
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
）
一
│
一
九
頁
。
完
全
親
子
会
社
関
係
を
主
と
す
る
従
前
の
中
央
集
権
的
持
株
会
社
体
制
か
ら
の
転

四
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
二
）

換
を
余
儀
な
く
さ
れ
よ
う
か
。

（
59
） 

従
来
の
金
融
検
査
も
金
融
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
改
め
ら
れ
、
平
成
二
五
事
務
年
度
基
本
方
針
で
は
ベ
ス
ト
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
把
握
と
テ
ー
マ
別

水
平
的
レ
ビ
ュ
ー
の
重
視
に
転
換
さ
れ
て
い
る
。
金
融
庁
「
金
融
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
」（
二
〇
一
四
年
七
月
）
六
三
│
六
六
頁
。
杉
野
聡

「
金
融
機
関
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
対
応
」（
二
〇
一
六
年
六
月
七
日
）
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
講
演
。

﹇
本
稿
は
、
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
の
研
究
助
成
金
を
利
用
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
﹈

四
〇
四



Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
六
三
）

Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換三　

　

澤　
　

真　
　

明

1
．
は
じ
め
に

2
．
分
析
枠
組
み

3
．
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
め
ぐ
る
特
別
党
大
会

4
．
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
と
労
働
党
の
分
断

5
．
お
わ
り
に

1
．
は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
一
九
七
一
年
に
保
守
党
が
表
明
し
た
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
対
し
て
、
な
ぜ
労
働
党
は
加
盟
反
対
に
回
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
、
労
働
党
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
し
て
、
反
対
こ
そ
し
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
参

論　

説

四
〇
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
四
）

加
す
る
と
い
う
選
択
を
と
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
保
守
党
の
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
際
し
て
、
労
働
党
は
、
当
初
こ
そ
態
度
を
明
確
に

し
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
次
第
に
加
盟
反
対
の
姿
勢
を
強
め
て
い
っ
た
（
1
）

。
一
九
六
七
年
に
、
労
働
党
政
権
は
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請

を
行
っ
て
お
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
し
て
は
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。
労
働
党
は
、
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と

第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で
、
異
な
る
態
度
を
表
明
し
た
の
み
な
ら
ず
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で
は
、
再
び
方
針
を
転
換
し
て
い
る
。

保
守
党
に
目
を
向
け
れ
ば
、
一
九
六
四
年
に
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
て
以
来
、
少
な
く
と
も
党
指
導
部
の
方
針
と
し
て
は
、

一
貫
し
て
加
盟
に
賛
意
を
示
し
続
け
て
い
る
（
2
）

。
イ
ギ
リ
ス
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
保
守
党
、
労
働
党
と
も
に
同
一
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
保
守
党
と
労
働
党
の
間
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
対
応
の
変
化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
国
内
的
な
要
因
、

と
り
わ
け
政
党
政
治
が
作
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
加
盟
の
問
題
に
関
し
て
は
、
外
交
史
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
大
半
を
占
め
て
き
た
。
外
交
史
ア
プ
ロ
ー
チ
で
扱
わ

れ
る
の
は
、
政
府
の
外
交
政
策
で
あ
り
、
野
党
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
研
究
成
果
に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ

と
の
特
殊
関
係
（special relationship

）、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
関
係
の
変
化
、
経
済
財
政
状
況
の
悪
化
な
ど
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
国
家
の
置

か
れ
た
状
況
に
即
し
た
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。

外
交
史
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
生
的
要
因
が
加
盟
申
請
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
研
究
が
大
半
で
あ
り
、
内
生
的
な
問
題
は

対
象
外
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
の
政
策
と
い
え
ど
も
、
ひ
と
た
び
政
党
内
で
議
論
さ
れ
れ
ば
、
決
し
て
一
致
し
た
結
論
が
見

出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
政
党
に
は
多
様
な
意
見
が
集
約
さ
れ
て
お
り
、
加
盟
賛
成
派
も
い
れ
ば
、
加
盟
反
対
派
も
存
在
す
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
党
内
で
い
か
に
意
見
の
集
約
が
な
さ
れ
る
か
で
あ
る
。
議
院
内
閣
制
を
採
る
イ
ギ
リ
ス
は
、
議
会
多
数
派

の
安
定
し
た
支
持
に
基
づ
く
政
権
運
営
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
い
か
に
イ
ギ
リ
ス
が
置
か
れ
た
国
際
環
境
が
変
化
し
よ
う
と
も
、
政
党
内

四
〇
六



Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
六
五
）

の
意
見
集
約
な
く
し
て
、
安
定
し
た
外
交
政
策
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
国
内
政
治
、
と
り
わ
け
政
党
政
治
に
お
け
る
問
題
と
し
て
捉
え
る
立
場
を
採
る
。
政

党
政
治
と
い
う
視
座
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
労
働
党
が
再
び
政
策
転
換
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。

2
．
分
析
枠
組
み

イ
ギ
リ
ス
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
扱
っ
た
研
究
の
多
く
が
、
加
盟
問
題
を
外
交
上
の
分
析
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
確
か
に
国
家
間

の
条
約
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
深
化
と
拡
大
を
重
ね
て
き
た
歴
史
を
鑑
み
れ
ば
、
外
交
史
の
分
野
に
よ
る
分
析
は
重
要
な
一
視
点
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
は
国
家
主
権
を
共
有
す
る
と
い
う
性
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
内
政
治
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
。
Ｅ
Ｕ
の
設
立
以
降
、
多
く
の
政
策
分
野
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
が
定
め
る
規
則
に
よ
っ
て
、
国
内
法
は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
い
わ

ば
、
Ｅ
Ｕ
法
が
国
内
法
に
優
越
す
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
主
権
国
家
の
有
す
る
主
権
の
一
部
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。

主
権
の
制
限
は
、
な
に
も
Ｅ
Ｕ
の
設
立
以
降
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
設
立
当
初
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
が

Ｅ
Ｅ
Ｃ
、
Ｅ
Ｃ
と
発
展
的
に
主
権
の
共
有
範
囲
を
広
げ
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
国
が
持
つ
主
権
は
徐
々
に
制
限
さ
れ
て
い
っ
た
。
主

権
の
制
限
は
、
一
国
が
独
自
に
政
治
を
行
う
こ
と
を
困
難
に
し
、
Ｅ
Ｕ
と
の
関
係
性
を
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
、
自
国
の
法
制
定
や
政
策

の
実
行
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
由
に
は
行
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
参
加
す
る
こ
と
は
、
主
権
国
家
の
主
権
が
奪
い
取
ら
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
い
う
組
織
体
に
主
権
を
譲
渡
す
る

四
〇
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
六
六
）

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
国
政
府
が
自
国
内
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
独
自
に
政
策
を
行
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問

題
は
国
内
政
治
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ゆ
え
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
国
内
政
治
と
い
う
文
脈
か
ら
分
析
す
る
視
点
も
重
要
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
国
内
政
治
の
主
要
な
ア

ク
タ
ー
で
あ
る
政
党
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
政
党
に
は
、
利
益
の
表
出
、
集
約
機
能
が
あ
り
、
イ
ギ

リ
ス
の
二
大
政
党
で
あ
る
保
守
党
と
労
働
党
は
、
二
党
で
多
く
の
有
権
者
の
利
益
を
代
表
し
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
政
党
に
焦
点
を

当
て
る
重
要
性
が
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
二
大
政
党
に
対
す
る
支
持
は
依
然
と
し
て

高
い
水
準
（
3
）

に
あ
り
、
両
党
が
国
民
の
意
見
の
大
部
分
を
包
含
で
き
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
政
党
を
分
析
対
象
と
し
、
そ
の
対
応
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
政
策
が
賛
成
と
反
対
の

間
で
揺
れ
動
い
た
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

分
析
枠
組
み
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
政
党
政
治
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
を
用
い
る
。
政
党
研
究
の
中
で
、
政
党
政
治
と
は
何
か
と
い
う

一
致
し
た
見
解
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
政
党
政
治
の
一
側
面
と
し
て
、
政
党
内
競
合
と
政
党
間
競
合
と
い
う
視
点
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
を
分
析
し
て
い
く
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
保
守
党
は
、
党
首
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
に
党
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
て
い
く
の
に
対
し
て
、

労
働
党
は
院
外
組
織
が
強
力
で
あ
り
、
い
わ
ば
下
か
ら
の
圧
力
が
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
（
4
）

。
そ
も
そ
も
労
働
党
は
、
一
九
〇
〇
年

に
誕
生
し
た
労
働
代
表
委
員
会
（L

abour R
epresentative C

om
m
ittee

）
に
起
源
を
有
し
て
お
り
、
労
働
代
表
委
員
会
は
六
八
の
労
働
組

合
、
社
会
民
主
連
盟
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
、
独
立
労
働
党
の
連
合
体
で
あ
っ
た
。

労
働
党
は
、
ほ
か
の
イ
ギ
リ
ス
の
主
要
政
党
（
保
守
党
や
自
由
党
）
と
比
べ
て
も
独
特
な
党
組
織
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
特
徴
と
は
、
先

四
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述
し
た
よ
う
に
、
議
会
外
の
活
動
か
ら
党
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
（
5
）

。
こ
の
こ
と
は
、
議
会
内
の
議
員
の
グ
ル
ー
プ
分
け
に

端
を
発
し
て
い
る
保
守
党
や
自
由
党
と
は
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
る
。
労
働
党
は
そ
の
特
殊
性
に
よ
り
、
保
守
党
や
自
由
党
と
は
異
な
っ

た
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
を
備
え
て
い
る
。
労
働
党
の
議
会
外
組
織
は
、
意
思
決
定
に
際
し
て
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
お
り
、
年
次
党
大

会
の
持
つ
意
味
は
、
保
守
党
に
比
べ
て
は
る
か
に
大
き
い
。
そ
し
て
年
次
党
大
会
に
お
い
て
圧
倒
的
な
議
決
権
を
持
つ
労
働
組
合
が
院
外

組
織
の
中
心
的
な
機
関
で
あ
る
。

労
働
党
は
、
議
会
労
働
党
（P

arliam
entary L

abour P
arty

）
よ
り
も
院
外
組
織
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
党
の
規
定
で
は
、

議
会
労
働
党
は
党
大
会
の
指
導
に
服
す
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
党
の
党
構
造
を
前
提
に
す
る
と
、
政
党
間
競
合
の
場

で
あ
る
議
会
や
選
挙
に
だ
け
着
目
し
て
い
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
政
党
内
競
合
を
検
討
す
る
た
め
に
、
年
次
党
大
会
で
多
く
の
議
決
権
を
有
し
て
い
る
労
働
組
合
の
議
論
、
議
会
労

働
党
議
員
の
議
論
と
い
う
二
つ
の
次
元
を
検
討
し
て
い
く
。
こ
の
二
つ
の
次
元
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
広
義
の
意
味
で
の
労
働
党
が
ど
の

よ
う
な
意
思
形
成
を
図
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

ベ
ヴ
ァ
ン
（A

neurin B
evan

）
が
社
会
主
義
者
の
唱
え
る
計
画
経
済
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
伴
う
自
由
貿
易
の
矛
盾
を
喝
破
し
た
（
6
）

が
、

社
会
主
義
を
党
是
と
す
る
労
働
党
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
反
対
姿
勢
を
採
る
こ
と
が
整
合
性
を
も
っ
た
選
択
と
な
る
。

よ
り
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
社
会
主
義
者
を
支
え
る
労
働
組
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
へ
の
参
加
に
難
色
を
示
す
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
、

党
大
会
で
は
労
働
組
合
が
圧
倒
的
な
議
決
権
を
握
っ
て
い
る
た
め
、
党
大
会
の
趨
勢
も
労
働
組
合
の
意
見
へ
と
傾
く
こ
と
が
多
い
。

労
働
組
合
が
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
な
利
害
に
基
づ
い
て
立
場
を
決
定
す
る
の
に
対
し
て
、
議
会
労
働
党
は
、
支
持
母
体
で
あ
る
労
働
組
合

の
意
向
に
左
右
さ
れ
得
る
も
の
の
、
イ
ギ
リ
ス
や
労
働
党
が
置
か
れ
た
立
場
と
い
う
政
治
的
な
要
素
も
考
慮
し
て
立
場
を
決
定
し
な
け
れ

四
〇
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ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
議
会
労
働
党
の
党
内
意
見
は
二
分
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
政
党
内
に

関
し
て
言
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
参
加
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
労
働
組
合
と
議
会
労
働
党
が
協
調
す
る
か
、
反
発
し
あ
う
の
か
が
重
要

な
問
題
点
と
な
っ
て
く
る
。

ま
た
、
政
党
を
分
析
す
る
上
で
の
も
う
一
つ
の
視
点
は
政
党
間
競
合
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ー
リ
（G

iovanni S
artori

）
が
政
党
を
「
選
挙

に
際
し
て
、
提
出
さ
れ
る
公
式
の
ラ
ベ
ル
に
よ
っ
て
身
元
が
確
認
さ
れ
、
選
挙
（
自
由
選
挙
で
あ
れ
、
制
限
選
挙
で
あ
れ
）
を
通
じ
て
候
補

者
を
公
職
に
就
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
す
べ
て
の
政
治
集
団
（
7
）

」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
政
党
は
常
に

選
挙
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
は
典
型
的
な
二
党
制
の
国
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
二
党
制
の
特
徴
は
「
敵
対
政

治
（adversary politics （8
）

）」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
敵
対
政
治
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
保
守
党
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統

合
政
策
に
対
し
て
、
労
働
党
は
敵
対
的
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
の
仮
説
は
次
の
通
り
と
な
る
。

政
党
内
競
合
に
お
い
て
、
深
刻
な
意
見
の
対
立
が
見
ら
れ
る
場
合
は
、
政
党
間
競
合
を
意
識
し
て
、
敵
対
的
な
政
策
を
提
示
す
る
。

す
な
わ
ち
、
政
党
内
を
二
分
す
る
よ
う
な
争
点
に
対
し
て
、
無
条
件
で
の
賛
成
、
反
対
を
示
し
て
し
ま
う
こ
と
は
党
内
の
分
裂
を
招
い

て
し
ま
う
。
従
っ
て
、
政
府
に
敵
対
的
で
あ
る
と
い
う
選
択
を
す
る
こ
と
で
、
政
権
獲
得
と
い
う
共
通
利
害
に
基
づ
く
行
動
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
、
本
稿
の
文
脈
で
言
う
な
ら
ば
、
政
府
に
対
す
る
敵
対
的
態
度
は
、
原
則
的
な
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
示
す
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
保
守
党
政
権
に
よ
る
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
労
働
党
が
政
権
を
獲
得
す
れ
ば
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
方
針
転
換
出
来
る

四
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余
地
を
残
す
こ
と
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

3
．
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
め
ぐ
る
特
別
党
大
会

一
九
七
〇
年
総
選
挙
に
勝
利
し
た
保
守
党
は
、
ヒ
ー
ス
（E

dw
ard H

eath

）
政
権
を
樹
立
さ
せ
た
。
ヒ
ー
ス
は
、
一
九
六
一
年
に
マ
ク

ミ
ラ
ン
（H

arold M
acm
illan

）
政
権
が
行
っ
た
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
の
交
渉
で
首
席
全
権
を
務
め
る
な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
深

く
関
わ
っ
て
き
た
経
験
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
ヒ
ー
ス
は
、「
Ｅ
Ｃ
の
理
念
に
完
全
な
る
賛
意
を
示
し
て
き
た
た
だ
一
人
の
イ
ギ
リ
ス

首
相
で
あ
っ
た
（
9
）

」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
熱
意
を
有
し
た
首
相
で
あ
っ
た
。
ヒ
ー
ス
は
、
政
権
の
第
一
課
題

に
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
挙
げ
て
お
り
、
実
際
に
一
九
七
〇
年
総
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
も
、「
Ｅ
Ｃ
加
盟
は
短
期
的
に
は
不
利
益
で
あ
る
も
の

の
、
長
期
的
な
利
益
に
適
う
も
の
で
あ
る
（
10
）

」
と
し
て
、
加
盟
交
渉
に
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。

加
え
て
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
む
け
て
弾
み
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
ド
ゴ
ー
ル
（C

harles de G
aulle

）
が
退
陣
し
、
ポ
ン

ピ
ド
ー
（G

eorges P
om
pidou

）
が
後
を
引
き
継
い
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
二
度
に
わ
た
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
拒
ん
で
き

た
ド
ゴ
ー
ル
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
栄
光
」
と
い
う
理
念
が
ゆ
え
に
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
を
拒
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
ポ
ン
ピ
ド
ー
は
ド
ゴ
ー

ル
と
は
異
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
前
向
き
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。

Ｅ
Ｃ
内
部
に
お
い
て
も
、
ハ
ー
グ
首
脳
会
議
に
よ
っ
て
、
統
合
の
「
完
成
・
深
化
・
拡
大
」
を
謳
っ
た
ハ
ー
グ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
（
11
）

が
採
択

さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
を
含
む
六
カ
国
が
合
意
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
へ
と
向
か
う
環
境
が
整
い
つ
つ
あ

る
中
で
、
一
九
七
〇
年
六
月
に
Ｅ
Ｃ
と
の
加
盟
交
渉
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
環
境
が
変
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
加
盟
が
実
現
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
あ
た
っ
て
は
、

四
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法
案
を
議
会
で
通
過
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
野
党
で
あ
る
労
働
党
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
す
る
方
針
を
打
ち
出
す

必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
党
の
方
針
を
決
す
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
が
年
次
党
大
会
で
あ
る
（
12
）

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に

関
す
る
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
度
々
党
大
会
で
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
に
関
し
て
は
、
今
ま
で
以
上
の
関
心
を
呼
び
、

一
九
七
一
年
の
年
次
党
大
会
と
は
別
に
、
共
通
市
場
に
関
す
る
特
別
党
大
会
が
開
催
さ
れ
た
（
13
）

。

特
別
党
大
会
で
、
圧
倒
的
な
議
決
権
を
有
し
て
い
た
の
は
労
働
組
合
で
あ
り
、
各
種
団
体
・
個
人
に
割
り
振
ら
れ
た
票
数
全
体
の

六
〇
五
万
九
千
票
の
う
ち
、
八
八
・
六
％
に
あ
た
る
五
三
六
万
七
千
票
を
労
働
組
合
が
確
保
し
て
い
た
（
14
）

。
こ
の
こ
と
は
、
党
大
会
で
大
き

な
発
言
力
を
有
し
て
い
る
の
は
誰
か
と
い
う
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
た
。

丸
一
日
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
特
別
党
大
会
で
の
議
論
は
、
全
国
執
行
委
員
会
（N

ational E
xecutive C

om
m
ittee

）
が
立
場
を
示
す
こ

と
で
、
開
始
さ
れ
た
。
全
国
執
行
委
員
会
の
声
明
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
七
月
二
八
日
に
開
催
さ
れ
る
会
議
に
お
い
て
、
全
国
執
行
委
員
会
は
、
政
府
白
書
に
含
ま
れ
て
い
る
条
件
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共

同
体
に
イ
ギ
リ
ス
が
加
盟
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
、
七
月
一
七
日
の
特
別
党
大
会
の
議
事
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
立
場
に
同
意
す

る
も
の
で
あ
る
。

本
決
議
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
反
発
す
る
他
の
動
議
を
伴
う
、
年
次
大
会
の
討
議
に
対
し
て
提
案
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
決

議
は
、
七
月
二
八
日
に
選
挙
区
労
働
党
や
連
携
団
体
に
回
覧
さ
れ
、
決
議
に
対
す
る
修
正
は
八
月
二
〇
日
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
九
月
に
は
、
全
国
執
行
委
員
会
は
、
選
挙
区
労
働
党
や
連
携
団
体
に
、
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
年
次
大
会
を
支
援
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
、
事
実
関
係
を
調
査
し
た
レ
ポ
ー
ト
を
回
覧
す
る
だ
ろ
う
。

四
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全
国
執
行
委
員
会
は
、
提
案
し
た
日
程
、
手
続
き
を
承
認
す
る
か
を
、
特
別
党
大
会
に
諮
り
た
い
（
15
）

。」

全
国
執
行
委
員
会
は
、
一
九
六
二
年
に
「
基
本
的
条
件
（
16
）

」
と
す
る
声
明
を
出
し
て
お
り
、
保
守
党
政
権
の
加
盟
申
請
を
否
定
す
る
立
場

を
示
し
て
い
た
（
17
）

。
特
別
党
大
会
に
お
け
る
、
全
国
執
行
委
員
会
の
声
明
は
、
こ
れ
ま
で
の
立
場
を
一
歩
後
退
さ
せ
て
お
り
、
特
別
党
大
会

の
議
論
に
対
し
て
、
中
立
で
臨
む
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
な
っ
た
。

特
別
党
大
会
の
議
論
は
、
賛
否
入
り
混
じ
る
も
の
と
な
っ
た
が
、
争
点
の
一
つ
が
、
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
で
の
加
盟
を
認
め

る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
か
ら
、
動
議
を
提
出
し
た
の
が
議
会
労
働
党
の
モ
リ
ス
（A

lfred M
orris

）
で
あ
っ
た
。
彼
は

Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
動
議
を
提
出
し
た
。

「
共
通
市
場
に
関
す
る
全
国
執
行
委
員
会
声
明
に
留
意
す
る
一
方
で
、
当
会
議
は
①
現
政
府
に
よ
っ
て
交
渉
さ
れ
、
政
府
白
書
に

定
め
ら
れ
た
条
件
に
基
づ
く
、
共
通
市
場
へ
の
イ
ギ
リ
ス
の
加
入
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
②
加
入
に
関
す
る
問
題
が
、
総
選
挙

に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
（
18
）

。」

モ
リ
ス
の
動
議
は
、
党
大
会
議
事
設
定
委
員
会
（C

onference A
rrangem

ent C
om
m
ittee

）
の
報
告
に
基
づ
い
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
に
対
す
る
、
労
働
党
の
態
度
を
明
確
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
全
国
執
行
委
員
会
の
提
案
が
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
賛
成
派
と
反
対
派
の
双
方
に
配
慮
し
、
決
定
的
な
亀
裂
を
避
け
て
い
た
の
に
対
し
て
、
モ
リ
ス
の
動
議
は
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
と
い

う
結
論
を
求
め
て
い
た
。
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確
か
に
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
た
時
点
で
も
、
加
盟
賛
成
派
と
反
対
派
は
存
在
し
て
お
り
、
反
対
派
は
、
下
院
で
反
対
投

票
を
行
う
か
、
棄
権
を
し
て
い
た
（
19
）

。
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
り
、
全
国
執
行
委
員
会
と
し
て
は
、
賛
成
派
、
反
対
派
の
双
方
に
配
慮
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
全
国
執
行
委
員
会
の
懸
念
は
、
特
別
党
大
会
全
体
で
も
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
モ
リ
ス
の
動
議
は
否
決
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
（
20
）

。
特
別
党
大
会
の
議
事
進
行
は
、
加
盟
賛
成
派
、
反
対
派
に
配
慮
し
た
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
議
長
に
選
任
さ
れ
た
ミ

カ
ー
ド
（Ian M

ikardo
）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
し
て
前
向
き
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
結
局
は
加
盟
に
反
対
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
、
二
度
に
わ
た
る
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
は
、
ド
ゴ
ー
ル
の
存
在
を
前
に
し
て
、
実
現
す
る

見
込
み
が
少
な
い
試
み
で
あ
っ
た
。
加
盟
反
対
派
か
ら
す
れ
ば
、
強
硬
な
抵
抗
を
行
わ
な
く
て
も
、
ド
ゴ
ー
ル
が
最
終
的
に
加
盟
を
拒
否

す
る
こ
と
で
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
は
頓
挫
す
る
と
考
え
て
い
た
。
従
っ
て
、
党
内
対
立
も
激
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
党
執
行
部
に
し
て
も
、

第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
時
に
造
反
し
た
議
員
に
対
す
る
懲
罰
を
見
送
っ
た
こ
と
か
ら
、
決
定
的
な
対
立
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と

が
伺
え
る
。

一
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
え
ば
、
加
盟
が
実
現
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
ま
っ

た
状
況
で
は
、
特
別
党
大
会
で
の
議
論
が
白
熱
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ミ
カ
ー
ド
は
議
事
進
行
に
際
し
て
、
加
盟
賛

成
派
と
反
対
派
を
相
互
に
発
言
さ
せ
る
こ
と
で
、
混
乱
を
避
け
よ
う
と
し
た
。

そ
の
結
果
、
数
多
く
の
議
会
労
働
党
、
選
挙
区
労
働
党
（P

arliam
entary L

abour P
arty

）
そ
し
て
、
労
働
組
合
の
代
表
者
の
発
言
が

あ
っ
た
。
議
会
労
働
党
か
ら
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（H

arold W
illson

）
政
権
で
閣
僚
を
務
め
、
下
野
し
た
後
も
シ
ャ
ド
ー
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
で

国
防
大
臣
に
指
名
さ
れ
て
い
た
、
ト
ム
ソ
ン
（G

eorge T
hom
son

）
が
発
言
を
行
っ
て
い
る
。

四
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ト
ム
ソ
ン
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
当
た
っ
て
、
一
定
の
譲
歩
を
す
る
必
要
性
を
認
識
し
て
お
り
、
次
の
様
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。

「
労
働
党
政
権
下
で
理
想
的
な
条
件
が
獲
得
で
き
た
と
は
誰
も
信
じ
て
は
い
な
い
。
全
て
の
労
働
組
合
員
た
ち
は
、
も
し
我
々
が
重

要
な
交
渉
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
完
全
な
条
件
を
要
求
で
き
な
い
し
、
熟
慮
し
た
、
受
け
入
れ
可
能
な
妥
協
の
チ
ャ
ン
ス
を
認
め
な
け

れ
ば
、
そ
こ
（
Ｅ
Ｃ
）
に
加
盟
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
分
か
っ
て
い
る
（
21
）

。」

そ
の
上
で
、
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
、
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

「
我
々
の
国
内
市
場
に
比
べ
、
五
倍
も
巨
大
で
、
二
倍
の
速
さ
で
成
長
し
て
い
る
共
通
市
場
に
加
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
率
を

上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
数
年
に
わ
た
る
わ
ず
か
な
負
担
増
は
、
我
々
の
生
活
水
準
を
向
上
さ
せ
る
う
え
で
、
多
大
な
る
労
力

を
払
う
価
値
の
あ
る
投
資
と
な
る
だ
ろ
う
（
22
）

。」

加
盟
賛
成
派
が
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
以
来
、
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
た
の
が
、
加
盟
に
伴
っ
て
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
る
共
通
市

場
か
ら
得
ら
れ
る
経
済
的
な
利
益
で
あ
っ
た
。
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
め
ぐ
る
議
論
で
、
全
国
一
般
都
市
労
働
組
合
（N

ational｠

U
nion｠of｠G

eneral｠and｠M
unicipal｠W

orkers

）
の
ヘ
イ
デ
イ
（F

rederick H
ayday

）
が
指
摘
し
て
い
た
様
に
、
共
通
市
場
を
構
成
す
る
六

カ
国
と
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
指
標
は
大
き
な
差
が
開
い
て
い
た
（
23
）

。
ま
た
、
国
際
収
支
も
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
時
よ
り
悪
化
し
て
お
り
（
24
）

、

Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
す
る
誘
因
が
、
一
層
高
ま
っ
て
い
た
。

四
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閣
僚
経
験
者
で
あ
る
ト
ム
ソ
ン
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
メ
リ
ッ
ト
を
示
し
て
は
い
た
も
の
の
、
同
じ
く
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
に
お
い
て
、
閣
僚

で
あ
っ
た
シ
ョ
ア
ー
（P

eter S
hore

）
は
、
加
盟
そ
の
も
の
を
問
う
の
で
は
な
く
、
政
党
間
対
立
を
念
頭
に
置
い
た
議
論
を
展
開
し
て

い
っ
た
。
シ
ョ
ア
ー
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
関
し
て
、「（
保
守
党
政
権
が
）
今
ま
で
交
渉
し
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
や
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
か
ら
持
ち

帰
っ
た
条
件
は
不
完
全
で
あ
り
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
悪
い
（
25
）

」
と
糾
弾
し
て
い
た
。

シ
ョ
ア
ー
の
発
言
は
、
自
身
の
反
Ｅ
Ｃ
と
い
う
態
度
に
基
づ
い
て
い
た
も
の
の
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
の
理
由
付
け
と
し
て
、
真
っ
先
に
言

及
し
た
の
が
、
加
盟
に
よ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
で
は
な
く
、
保
守
党
政
権
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。
シ
ョ
ア
ー
は
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請

を
め
ぐ
る
下
院
投
票
で
、
賛
成
票
を
投
じ
て
い
る
（
26
）

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
完
全
な
反
対
を
示
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
か
ら
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
へ
と
至
る
中
で
変
化
し
た
の
は
、
労
働
党
が
も
は
や
政
権
党
で
は
な

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

労
働
党
は
、
一
九
七
〇
年
総
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
て
き
て
お
り
、
交
渉
は
数
週
間
の
う
ち
に
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

や
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
基
本
的
利
益
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
上
で
、
拡
大
す
る
共
同
体
に
加
入
す
る
と
い
う
提
案
は
熱
意

を
持
っ
て
進
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
27
）

」

少
な
く
と
も
労
働
党
は
、
政
権
を
失
う
前
の
時
点
で
は
、
一
定
の
条
件
付
き
な
が
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
参
加
す
る
こ
と
を
公
約

と
し
て
い
た
。
こ
の
公
約
は
、
党
大
会
で
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
シ
ョ
ア
ー
を
始
め
と
し
た
議
会
労
働
党
議
員
に
対
し
て
も
、
一

四
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つ
の
方
向
性
を
与
え
て
い
た
。

七
〇
年
総
選
挙
の
敗
北
は
、
こ
の
方
向
性
の
前
提
条
件
を
変
え
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
賛
否
が
分
か
れ
る
政
策
課
題
で
あ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
に
つ
い
て
、
野
党
の
立
場
か
ら
論
ず
る
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
特
徴
で
あ
る
、「
敵
対
政
治
」
に
陥
り
や
す
い
。

従
っ
て
、
保
守
党
政
権
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
反
対
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
。
保
守
党
政
権
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請

に
反
対
す
る
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
、「
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
」
で
の
加
盟
に
反
対
で
あ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

特
別
党
大
会
で
の
議
論
で
、
多
く
見
ら
れ
た
発
言
が
、
こ
の
「
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
」
へ
の
反
対
で
あ
っ
た
。
加
盟
賛
成
派

で
あ
る
ト
ム
ソ
ン
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
労
働
党
が
政
権
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
完
全
な
条
件
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い

の
だ
が
、
政
党
と
い
う
存
在
を
前
に
し
た
時
に
、
広
範
な
理
解
を
得
る
た
め
の
理
由
が
、
保
守
党
に
対
す
る
「
敵
対
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
議
会
労
働
党
議
員
が
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
へ
の
賛
否
を
表
明
す
る
中
で
、
労
働
組
合
か
ら
の
発
言
も
多
く
み
ら
れ
た
。
特
別
党

大
会
で
、
多
く
の
議
決
権
を
有
す
る
労
働
組
合
で
は
あ
る
が
、
労
働
組
合
会
議
（T

rades U
nion C

ongress

）
と
し
て
、
一
致
し
た
見
解

を
示
せ
な
い
で
い
た
（
28
）

。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
存
在
感
を
示
し
た
の
が
労
働
組
合
と
し
て
最
大
規
模
を
誇
る
運
輸
・
一
般
労
働
組
合

（T
ransport &

 G
eneral W

orkers ’ U
nion

）
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（Jack Jones

）
で
あ
っ
た
。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
議
会
労
働
党
議
員
と
同
じ
く
、
保
守
党
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
加
盟
条
件
を
非
難
し
つ
つ
（
29
）

、
労
働
組
合
と
し
て
の
利
益
を

訴
え
た
。
彼
は
、
保
守
党
政
権
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
条
件
で
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
行
え
ば
、
深
刻
な
価
格
上
昇
が
起
こ
る
ば
か
り
で
な
く
、
失
業

を
増
加
さ
せ
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
、
政
治
、
国
家
構
造
の
独
立
性
を
破
壊
す
る
（
30
）

と
主
張
し
た
。

運
輸
・
一
般
労
働
組
合
は
一
九
七
〇
年
の
党
大
会
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
反
対
す
る
動
議
を
提
出
し
て
お
り
、
一

四
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貫
し
た
反
対
姿
勢
を
明
確
に
し
て
い
た
。
七
〇
年
党
大
会
の
動
議
は
、「
完
全
雇
用
、
食
料
品
の
値
上
げ
や
生
活
費
の
上
昇
、
付
加
価
値

税
（V

alue A
dded T

ax

）
の
導
入
、
経
常
収
支
に
対
す
る
負
担
、
政
治
・
経
済
・
外
交
政
策
の
決
定
権
喪
失
と
い
う
、
脅
威
を
及
ぼ
す
条

件
で
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
は
反
対
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
国
家
に
お
け
る
一
つ
の
州
の
ご
と
く
、
イ
ギ
リ
ス
が

埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
反
対
を
宣
言
す
る
（
31
）

」
も
の
で
あ
っ
た
。

運
輸
・
一
般
労
働
組
合
が
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
た
の
は
、
次
の
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
共
通
市
場
を
基
に
し
た
、
自
由
貿
易
を

推
進
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
は
、
ベ
ヴ
ァ
ン
が
指
摘
し
た
通
り
、
社
会
主
義
思
想
と
の
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
、
共
通
市
場
に
加
盟
す
る
こ
と
で
、
む
き
出
し
の
国
際
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ギ

リ
ス
の
労
働
者
を
競
争
に
さ
ら
す
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ロ
ー
マ
条
約
や
共
通
農
業
政
策
（C

om
m
on A

griculture P
olicy

）
を

始
め
と
し
た
、
国
家
主
権
を
制
限
す
る
制
度
は
、
イ
ギ
リ
ス
革
命
以
降
、
定
着
し
て
い
た
議
会
主
権
に
対
す
る
、
決
定
的
な
挑
戦
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。

Ｅ
Ｃ
加
盟
が
リ
ス
ク
を
も
た
ら
す
と
い
う
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
認
識
に
反
し
て
、
ヘ
イ
デ
イ
は
真
っ
向
か
ら
異
を
唱
え
て
い
た
。
ヘ
イ
デ
イ

は
一
九
六
七
年
党
大
会
で
、「
当
会
議
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
へ
の
加
盟
を
申
請
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
加
盟
に
対
し
て
満
足
の
ゆ
く
条

件
を
交
渉
す
る
た
め
の
政
府
の
決
定
を
歓
迎
す
る
も
の
で
あ
る
（
32
）

」
と
い
う
動
議
を
提
出
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
賛
成
を
示
し
て
い

た
。
そ
の
上
で
、
ヘ
イ
デ
イ
は
、
特
別
党
大
会
に
お
い
て
も
、
六
七
年
当
時
と
立
場
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
宣
言
し
た
（
33
）

。

彼
は
、
六
七
年
党
大
会
で
も
、
具
体
的
な
デ
ー
タ
を
出
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
う
メ
リ
ッ
ト
を
指
摘
し
て
い
た
が
（
34
）

、
改
め
て
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
の
メ
リ
ッ
ト
を
訴
え
た
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
の
認
識
と
は
異
な
り
、
ヘ
イ
デ
イ
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
よ
っ
て
経
済
は
拡
大
し
、
成
長

率
も
向
上
し
、
生
活
水
準
の
向
上
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
た
（
35
）

。
さ
ら
に
、
過
去
一
五
年
間
を
遡
っ
て
考
え
た
と
き
に
、
イ
ギ
リ
ス
は
、

四
一
八



Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
七
七
）

経
済
成
長
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
国
と
対
等
で
は
な
い
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
更
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
と
、
ヘ
イ
デ
イ
は
考
え
て
い
た
（
36
）

。

ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
し
て
も
、
ヘ
イ
デ
イ
に
し
て
も
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
と
い
う
同
様
の
政
策
が
、
異
な
る
帰
結
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
、
自
己
の
信
念
に
基
づ
く
発
言
を
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
自
己
の
信
念
に
基
づ
く
発
言
だ
か
ら
こ
そ
、
特
別
党
大
会
で

の
議
論
で
、
妥
協
点
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
労
働
組
合
間
で
も
意
見
対
立
が
深
刻
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
深
刻
な
意
見
対
立
を
前
に
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
自
身
の
立
場
を
示
す
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
別
党
大
会

の
議
論
を
締
め
く
く
る
演
説
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
で
の
加
盟
に
反
対
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
37
）

。
こ
の
立
場
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
今
の
ま
ま
で
は
、
加
盟
反
対
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
党
内
に
存
在
す
る
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
派
の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
も
、
賛
成
派
に
対
し
て
は
、
将
来
的

な
加
盟
も
選
択
肢
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

特
別
党
大
会
で
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
関
す
る
結
論
は
出
な
か
っ
た
た
め
、
七
一
年
七
月
二
八
日
に
、
全
国
執
行
委
員
会
の
会
議
が
開
か
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
全
国
執
行
委
員
会
の
結
論
は
、
保
守
党
政
権
が
交
渉
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
条
件
で
の
共
通
市
場
へ
の
加
入
に
反
対
す

る
（
38
）

、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
を
受
け
、
同
年
一
〇
月
四
日
か
ら
開
催
さ
れ
る
年
次
党
大
会
に
、
報
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

改
め
て
労
働
党
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
対
す
る
方
針
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

4
．
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
と
労
働
党
の
分
断

七
一
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
年
次
党
大
会
で
は
、
先
の
全
国
執
行
委
員
会
の
決
定
が
、
ヒ
ー
リ
ー
（D

enis H
ealey

）
に
よ
っ
て
提
案

さ
れ
た
。

四
一
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
七
八
）

「
英
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
関
す
る
政
府
白
書
を
熟
慮
し
て
き
た
、
当
会
議
は
、
保
守
党
政
権
に
よ
っ
て
交
渉
さ
れ
た
条
件

で
の
共
通
市
場
加
入
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
可
能
な
限
り
、
長
期
に
わ
た
る
利
益
に
反
し
て
、
共
同
体
に
加
盟
し
続
け
る
こ
と
で
被
る
コ
ス
ト
を
完
全
に
評
価
す

る
た
め
に
必
要
な
事
実
を
、
国
民
に
提
供
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
、
政
府
を
遺
憾
に
思
う
。

特
に
、
政
府
に
対
し
て
、
可
能
な
限
り
、
事
実
を
説
明
す
る
た
め
の
特
別
委
員
会
の
設
置
を
拒
ん
だ
首
相
を
遺
憾
に
思
う
。

さ
ら
に
、
保
守
党
の
経
済
、
社
会
政
策
は
極
め
て
脆
弱
で
あ
り
、
国
民
を
分
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
市
場
の
内
外
に
い
る
我
々
の

生
活
水
準
を
改
善
す
る
た
め
の
、
イ
ギ
リ
ス
の
能
力
を
貶
め
て
き
た
と
判
断
す
る
。

そ
し
て
、
選
挙
期
間
中
の
『
お
そ
ら
く
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
願
い
に
反
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
、
我
が
国
を
共
通
市
場
に
加
入

さ
せ
る
こ
と
は
な
い
』
と
い
う
首
相
の
発
言
ゆ
え
に
、
総
選
挙
に
よ
る
民
主
的
な
判
断
に
従
う
こ
と
を
首
相
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
議
会
労
働
党
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
因
と
当
会
議
の
決
定
を
考
慮
し
、
全
力
で
一
致
協
力
し
て
、
政
府
の
政
策
に
、

反
対
投
票
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
（
39
）

。」

ヒ
ー
リ
ー
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
し
て
、
賛
成
と
反
対
の
間
を
揺
れ
動
い
た
、
著
名
な
議
員
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
全
国

執
行
委
員
会
声
明
で
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
は
、「
民
主
主
義
的
社
会
主
義
の
諸
原
則
、
お
よ
び
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
の
一
員
で
あ
り
世
界
共

同
体
の
一
員
で
も
あ
る
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
利
益
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
（
40
）

」、
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
に
対
し
て
は
、「
需
要
の
拡
大
と
完
全
雇
用
の
維
持

に
基
づ
か
な
い
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
・
鉄
鋼
計
画
に
よ
っ
て
誕
生
す
る
い
か
な
る
機
関
も
、
限
定
的
か
つ
私
的
カ
ル
テ
ル
の
性
質

を
備
え
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
（
41
）

」
と
指
摘
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
は
一
線
を
画
し
て
い
た
。
そ
の
後
は
、
一
九
七
一
年
の

四
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Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
七
九
）

『
デ
イ
リ
ー
ミ
ラ
ー
』
の
中
で
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
対
す
る
賛
意
を
示
し
た
よ
う
に
（
42
）

、
ヒ
ー
リ
ー
は
立
場
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
。

『
デ
イ
リ
ー
ミ
ラ
ー
』
で
の
意
見
表
明
か
ら
、
ま
だ
日
が
浅
い
う
ち
に
開
催
さ
れ
た
党
大
会
で
、
ヒ
ー
リ
ー
は
再
び
加
盟
反
対
の
立
場

を
明
確
に
示
し
て
い
た
。
彼
は
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
つ
い
て
、「
も
し
、
我
々
の
経
済
が
強
力
な
ら
ば
、
申
し
分
の
な
い
成
果
を
獲
得
で
き
る
が
、

経
済
が
弱
体
な
ら
、
致
命
的
な
衝
撃
を
も
た
ら
す
（
43
）

」
と
考
え
て
お
り
、
加
盟
賛
成
派
と
は
、
異
な
る
帰
結
に
な
る
と
理
解
し
て
い
た
。
加

盟
賛
成
派
か
ら
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
が
弱
体
化
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
共
通
市
場
に
加
盟
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
市
場
を
確
保
出
来

る
と
考
え
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
年
次
党
大
会
で
は
、
圧
倒
的
に
加
盟
反
対
派
が
勢
い
を
持
っ
て
い
た
。
特
別
党
大
会
で
は
、
賛
成
派
と
反
対
派
の
双

方
に
配
慮
し
、
交
互
に
発
言
を
認
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
年
次
党
大
会
で
の
発
言
者
は
、
圧
倒
的
に
加
盟
反
対
を
訴
え
て
い
た
の
で
あ

る
。ヒ

ー
リ
ー
の
動
議
が
採
決
に
か
け
ら
れ
た
結
果
、
賛
成
五
〇
七
万
三
〇
〇
〇
票
、
反
対
一
〇
三
万
二
〇
〇
〇
票
と
大
差
で
可
決
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
党
大
会
の
方
針
も
加
盟
反
対
と
い
う
形
で
決
定
さ
れ
た
。
一
方
で
、
根
強
い
賛
成
を
示
し
て
い
た
一
部
の
議
会
労

働
党
議
員
の
間
で
は
、
こ
の
決
定
に
対
す
る
反
発
が
公
然
と
噴
出
し
て
い
た
。
党
大
会
の
決
議
を
受
け
入
れ
た
労
働
党
指
導
部
は
、
こ
う

し
た
賛
成
派
議
員
を
牽
制
す
る
た
め
に
、
下
院
で
の
投
票
に
党
議
拘
束
を
か
け
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
党
議
拘
束
は
、
登
院
厳
重
命

令
（three-line w
hip

）
で
あ
り
、
強
力
な
引
き
締
め
策
が
、
党
執
行
部
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
た
（
44
）

。

年
次
党
大
会
で
の
決
定
を
受
け
て
、
下
院
審
議
に
臨
む
こ
と
に
な
っ
た
労
働
党
は
、
Ｅ
Ｃ
問
題
に
決
着
を
つ
け
る
時
を
迎
え
て
い
た
。

一
九
七
一
年
一
〇
月
一
九
日
か
ら
始
ま
っ
た
下
院
で
の
審
議
は
、
賛
成
派
、
反
対
派
と
も
に
自
ら
の
信
念
を
語
っ
て
い
た
が
、
影
の
内
閣

の
メ
ン
バ
ー
は
連
帯
責
任
制
の
適
用
を
受
け
て
発
言
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
、
下
院
で
公
然
と
党
の
方
針
に
反
対
を
示
し
た

四
二
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
八
〇
）

の
が
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
（M

ichael S
tew
art

）
で
あ
っ
た
。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
党
議
拘
束
を
破
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
招
く
か
を
覚
悟
し
た
上
で
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
よ
っ
て
物
価
上
昇
を

招
く
と
主
張
す
る
反
対
派
に
対
し
て
、
反
論
を
加
え
た
。
彼
は
、
物
価
の
上
昇
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
賃
金
や
給
料
の
上
昇
が
物

価
上
昇
を
上
回
り
、
生
活
水
準
が
向
上
す
る
の
だ
と
主
張
し
た
（
45
）

。
そ
の
上
で
、
傷
病
者
や
年
金
受
給
者
は
、
政
府
に
よ
る
慎
重
な
対
策
抜

き
に
は
、
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
も
指
摘
し
て
い
た
（
46
）

。

ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
指
摘
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
が
、
全
て
良
い
も
の
で
あ
る
と
か
、
悪
い
も
の
で
あ
る
と
い
っ

た
、
感
情
的
な
議
論
か
ら
一
歩
離
れ
た
、
冷
静
な
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
よ
っ
て
、
経
済
的
な
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る
可
能
性
が
高

い
と
は
い
え
、
全
て
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
、
そ
の
果
実
を
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
現
実
こ
そ
、
社
会
主
義
政

党
が
改
善
す
べ
き
目
標
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
点
で
は
す
で
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
参
加
し
、「
第
三
勢
力
」
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
主
義
的
施
策
を
実
行
し

て
い
こ
う
と
い
う
、
キ
ー
プ
レ
フ
ト
の
よ
う
な
主
張
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
し
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
の
是
非
は
、
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た

条
件
次
第
と
い
う
争
点
に
変
化
し
て
い
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
、
改
め
て
、
労
働
党
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
っ
て
考

慮
す
べ
き
論
点
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

党
執
行
部
の
党
議
拘
束
に
従
い
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
の
論
陣
を
張
っ
て
い
っ
た
の
が
、
ヒ
ー
リ
ー
や
シ
ョ
ア
ー
、
ジ
ェ
イ
（D

ouglas 

Jay

）、
キ
ャ
ッ
ス
ル
（B

arbara C
astle

）
ら
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
う
コ
ス
ト
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
正
当
性
を

主
張
し
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
シ
ョ
ア
ー
は
、
共
通
農
業
政
策
に
伴
う
コ
ス
ト
が
、
一
九
六
七
年
に
は
、
年
間
六
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
る

の
に
対
し
、
一
九
七
一
年
時
点
で
は
、
一
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
な
っ
て
お
り
、
一
九
七
八
年
に
は
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
一
六
〇
〇
万

四
二
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Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
労
働
党
の
政
策
転
換
（
三
澤
）

（
五
八
一
）

ポ
ン
ド
に
膨
れ
上
が
る
と
指
摘
し
て
い
た
（
47
）

。

ま
た
、
キ
ャ
ッ
ス
ル
は
、
三
度
の
戦
争
（
48
）

を
経
験
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
持
つ
、
政
治
的
な

意
義
を
認
め
つ
つ
も
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
望
ん
で
い
な
い
と
主
張
し
た
。
キ
ャ
ッ
ス
ル
に
よ
れ
ば
、『
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
イ
ブ

ニ
ン
グ
テ
レ
グ
ラ
フ
』
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
の
一
八
・
九
％
し
か
加
盟
賛
成
が
お
ら
ず
、

七
七
・
三
％
は
反
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
49
）

。

こ
の
世
論
調
査
は
、
労
働
党
が
敵
対
的
な
政
策
を
採
る
こ
と
の
合
理
性
を
示
し
た
と
も
い
え
る
。
政
権
獲
得
の
た
め
に
は
、
保
守
党
が

Ｅ
Ｃ
加
盟
を
打
ち
出
し
て
い
る
以
上
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
不
満
を
持
つ
有
権
者
に
対
す
る
受
け
皿
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、

労
働
党
は
加
盟
賛
成
を
打
ち
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
加
盟
を
め
ぐ
る
下
院
審
議
で
の
、
労
働
党
か
ら
の
発
言
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
よ
う
な
、
党
の
方
針
に
反
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、

全
体
と
し
て
、
加
盟
反
対
の
論
調
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
党
大
会
に
よ
っ
て
、
下
院
決
議
で
の
反
対
が
決
定
し
、

「three-line w
hip

」
の
党
議
拘
束
が
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
月
二
八
日
に
採
決
さ
れ
た
結
果
は
驚
く
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。
決
議
の
結
果
は
、
労
働
党
か
ら
六
九
人
の
党
議
拘
束
違
反
者
が
出
て
、
政
府
に
賛
成
し
、
二
〇
名
が
棄
権
と
い
う
事
態

と
な
っ
た
（
50
）

。
決
議
そ
の
も
の
は
政
府
提
案
が
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
た
の
だ
が
、
造
反
者
に
は
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
を
始
め
、
ト
ム
ソ
ン
や

リ
ー
ヴ
ァ
ー
（H
arold L

ever

）、
後
の
労
働
党
党
首
と
な
る
ス
ミ
ス
（John S

m
ith

）
な
ど
の
有
力
者
も
含
ま
れ
て
い
た
（
51
）

。

加
盟
反
対
派
は
こ
う
し
た
行
動
に
憤
慨
し
た
が
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
造
反
者
に
対
し
て
処
分
を
下
さ
な
か
っ
た
。
彼
が
志
向
し
た
の
は
あ

く
ま
で
も
党
内
融
和
で
あ
り
、
加
盟
賛
成
派
に
含
ま
れ
て
い
た
ト
ム
ソ
ン
や
リ
ー
ヴ
ァ
ー
と
い
っ
た
有
力
議
員
を
処
分
す
れ
ば
、
党
の
分

裂
を
巻
き
起
こ
し
か
ね
な
か
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
党
が
分
裂
す
る
こ
と
で
責
任
政
党
と
し
て
の
統
治
能
力
に
疑
問
符
が
付

四
二
三
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け
ら
れ
て
し
ま
い
、
政
権
の
獲
得
が
困
難
に
な
る
と
い
っ
た
苦
悩
が
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
、
反
対
派
に
対
し
て
も
全
面
的
な
賛
意
を
示
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
自
身
が
政
権
を
握
っ
て
い
た
と
き
に

Ｅ
Ｅ
Ｃ
の
加
盟
申
請
を
行
っ
て
お
り
、
政
権
を
失
っ
て
す
ぐ
に
立
場
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
も
し
立
場
を
変
更
し
て

し
ま
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
直
面
し
て
い
る
困
難
な
課
題
で
あ
る
Ｅ
Ｃ
加
盟
問
題
に
つ
い
て
、
無
責
任
さ
と
一
貫
性
の
な
さ
を
さ
ら
け
出
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
彼
の
指
導
者
と
し
て
の
信
頼
性
ま
で
も
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
る
た
め
、
ウ
ィ
ル
ソ

ン
は
、
反
対
派
の
意
見
を
全
面
的
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

結
果
的
に
党
内
宥
和
を
優
先
し
た
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
保
守
党
が
獲
得
し
た
加
盟
条
件
で
は
反
対
で
あ
る
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
に
反
対
す
る
こ
と
で
、
自
身
が
首
相
で
あ
っ
た
時
に
行
っ
た
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
正
当
化
す
る
と
と
も
に
、
Ｅ
Ｃ
加

盟
に
原
則
反
対
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
内
外
に
示
し
た
の
で
あ
る
。

5
．
お
わ
り
に

労
働
党
は
、
一
九
六
七
年
の
与
党
時
に
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
う
と
い
う
選
択
を
し
た
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
外
交
が
伝
統
的

に
重
視
し
て
き
た
、
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
と
の
関
係
や
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
対
抗
す
る
た
め
に
創
設
し
た
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
だ
け
で
は
、
国
際
収
支
赤
字

を
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
認
識
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
諸
国
と
の
貿
易
量
は
低
下
の
一
途
を
辿
っ
て
い
た
上

に
、
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
と
の
貿
易
量
も
劇
的
な
伸
び
率
を
見
せ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
停
滞
を
打
破
す
る
道
が
、
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
で
あ
る
と
気
づ
い
た
か
ら
こ
そ
の
、
第
二
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
で

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
七
年
に
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
を
行
っ
て
か
ら
、
わ
ず
か
数
年
の
う
ち
に
、
労
働
党
は
一
八
〇
度
方
針
転
換
を

四
二
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す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
七
〇
年
総
選
挙
で
の
敗
北
を
受
け
て
、
野
党
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
経
済
状
況
が
好
転
し
た
か
の
よ
う
に
、

Ｅ
Ｃ
加
盟
を
打
ち
出
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
総
選
挙
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
、
加
盟
交
渉
へ
の
熱
意
を
語
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず

で
あ
る
。

経
済
状
況
が
好
転
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
相
変
わ
ら
ず
の
停
滞
を
見
せ
て
い
た
中
で
、
労
働
党
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
打
ち
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
特
徴
付
け
る
「
敵
対
政
治
」
の
た
め
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
加
盟
を
議
論
す
る
特
別
党
大
会
で
の

議
論
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
伴
う
実
利
と
い
う
よ
り
は
、
保
守
党
政
権
へ
の
批
判
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
議
会
労
働
党

議
員
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
組
合
の
間
で
も
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

党
大
会
で
最
大
の
議
決
権
を
有
す
る
労
働
組
合
で
も
、
同
じ
認
識
を
共
有
し
て
い
る
た
め
に
、
労
働
党
は
党
の
方
針
と
し
て
、
明
確
に

Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
打
ち
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
重
要
な
の
は
、「
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
」
で
の
加
盟
に
は
反
対
と
い
う
点

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
年
次
党
大
会
で
は
、
圧
倒
的
に
加
盟
反
対
論
者
の
発
言
が
多
か
っ
た
と
い
え
ど
も
、
党
内
に
は
、
根
強
い
加

盟
賛
成
派
も
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
年
次
党
大
会
に
よ
っ
て
、
党
の
方
針
が
確
定
し
、
下
院
で
の
議
決
に
「three-line 

w
hip

」
が
か
か
っ
て
い
た
が
、
閣
僚
経
験
者
で
も
あ
る
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
、
下
院
審
議
で
、
公
然
と
Ｅ
Ｃ
加
盟
賛
成
を
打
ち
出
し
て
い

た
。
他
に
も
、
ト
ム
ソ
ン
や
リ
ー
ヴ
ァ
ー
な
ど
は
、
影
の
内
閣
の
閣
僚
で
あ
っ
た
た
め
、
連
帯
責
任
の
原
則
か
ら
、
下
院
で
の
発
言
は
許

さ
れ
な
か
っ
た
が
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
賛
成
し
て
い
た
。

労
働
党
全
体
と
し
て
は
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
派
が
優
勢
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
加
盟
賛
成
派
の
中
に
は
、
有
力
者
が
多
く
混
ざ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
し
て
も
、
党
議
拘
束
に
反
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
六
九
人
に
も
上
る
議
員
を
処
分
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
。
政
権
獲
得
の
手
段
と
し
て
、「
敵
対
的
」
な
政
策
に
変
更
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
造
反
議
員
を
処
分
し
て
し
ま
え
ば
、

四
二
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統
治
政
党
と
し
て
の
資
質
が
問
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
党
の
分
裂
さ
え
も
招
い
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
を
取
り
巻
く
環
境
が
、
六
七
年
に
比
べ
て
大
き
く
変
動
し
て
い
な
い
の
に
、
労
働
党
が
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
を
打
ち
出
し
た
理
由

は
、
労
働
党
を
構
成
す
る
議
員
や
労
働
組
合
の
間
で
、「
敵
対
政
治
」
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
利
用
し

た
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
し
て
み
れ
ば
、
保
守
党
政
権
が
獲
得
し
た
条
件
で
の
Ｅ
Ｃ
加
盟
反
対
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
加
盟
反
対
派
の
意
見

を
取
り
入
れ
る
一
方
で
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
に
原
則
反
対
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
賛
成
派
に
も
一
定
の
望
み
を
残
す
選
択
肢
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
下
院
審
議
で
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
へ
向
け
た
取
り
組
み
が
承
認
さ
れ
た
以
上
、
Ｅ
Ｃ
加
盟
が
現
実
化
す
る
可
能
性
は
、
限
り
な
く
高
く

な
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
再
び
政
権
に
返
り
咲
く
こ
と
に
な
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
選
択
は
、
Ｅ
Ｃ
に
加
盟
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
る
と
自
身
と
、
増
大
し
た
反
対
派
の
前
で
、
問
題
を
先
送
り
に
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題
が
再
燃
す

る
の
が
七
五
年
の
国
民
投
票
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
） 

第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
に
関
し
て
は
、
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
三
澤
真
明
「
第
一
次
Ｅ
Ｅ
Ｃ
加
盟
申
請
と
政
党
政
治
│
イ
ギ
リ
ス
労
働
党

の
動
揺
」『
政
経
研
究
』
第
五
二
巻
、
第
二
号
、
二
〇
一
五
年
。

（
2
） 

も
ち
ろ
ん
、
党
全
体
を
見
た
と
き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
問
題
は
一
大
争
点
で
あ
り
、
強
力
な
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
派
が
存
在
し
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
は
、
党
首
の
進
退
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
争
点
に
な
っ
た
も
の
の
、
二
〇
一
六
年
に
至
る
ま
で
、
脱
退
方
針
を
示
し
た
こ
と
は
な
い
。

（
3
） 

総
選
挙
で
二
大
政
党
が
獲
得
し
た
得
票
率
は
、
一
九
五
一
年
が
九
六
・
八
％
、
一
九
五
五
年
が
九
六
・
一
％
、
一
九
五
九
年
が
九
三
・
二
％
で
あ

る
の
に
対
し
、
一
九
六
四
年
が
八
七
・
五
％
、
一
九
六
六
年
が
八
九
・
九
％
と
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
高
い
水
準
を
保
っ
て
い
る
。

（
4
） F

isher, J., B
ritish

 P
olitical P

arties, P
rentice H

all, 1996, p. 65.

（
5
） C

ole, M
. and D

eighan, H
., P

olitical P
arties in

 B
ritain, E

dinburgh U
niversity P

ress, 2012, p. 61.
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（
6
） L

ieber, R
. J., B

ritish
 P

olitics an
d

 E
u

ropean
 U

n
ity, U

niversity of C
alifornia P

ress, 1970, p. 144.
（
7
） S

artori, G
., P

arty an
d

 P
arty S

ystem
s: A

 F
ram

ew
ork for A

n
alaysis, V

ol. 1, C
am
bridge U

niversity P
ress, 1976, p. 63.

岡
沢

憲
芙
・
川
野
秀
之
訳
『
現
代
政
党
学

│
政
党
シ
ス
テ
ム
論
の
分
析
枠
組
み
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
〇
年
、
一
一
一
頁
。

（
8
） F

iner, S
. E
., A

d
versary P

olitics an
d

 E
lectoral R

eform
, A
nthony W

igram
, 1975.

（
9
） G

eorge, S
. A

n
 A

w
kw

ard
 partn

er: B
ritain

 in
 th

e E
u

ropean
 C

om
m

u
n

ity, O
xford U

niversity P
ress, 1998, p. 49.

（
10
） D

ale, I., C
on

servative P
arty G

en
eral E

lection
 M

an
ifestos, 1900-1997, R

outledge, 2000, p. 196.

（
11
） 

遠
藤
乾
編
『
原
典
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
四
二
〇
│
四
二
二
頁
。

（
12
） 

労
働
党
規
約
に
よ
れ
ば
、
労
働
党
の
行
為
は
、
党
大
会
の
指
導
、
管
理
の
下
に
置
か
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。labourlist.org/w

p-

content/uploads/2013/04/R
ule-B

ook-2013.pdf

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
六
年
六
月
九
日
）

（
13
） 

特
別
党
大
会
は
年
次
党
大
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（
15
） 

Ibid.

（
16
） L

abour P
arty, R

eport of th
e 61

st A
n

n
u

al C
on

feren
ce, T

ransport H
ouse S

m
ith S

quare, 1962, p. 246.
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追
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じ
、
イ
ギ
リ
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の
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否
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て
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。
例
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ば
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賃
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し
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％
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セ
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ブ
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％
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％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。L
abour P

arty, R
eport of th

e 66
th A

n
n

u
al C

on
feren

ce, 

T
ransport H

ouse S
m
ith S

quare, 1967, p. 273.
（
24
） B

utler, D
. and B

utler, G
., B

ritish
 political F

acts 1900-1994, M
acm
illan P

ress, 1994, p. 389.

（
25
） L

abour P
arty (1971), op cit., p. 329.

（
26
） 

H
an

sard, 10 M
ay 1967, S

eries5, vol. 746, col. 1653.

（
27
） D

ale,I., L
abou

r P
arty G

en
eral E

lection
 M

an
ifestos, 1900-1997, R

outledge, 2000, p. 179.

（
28
） T

rades U
nion C

ongress, R
eport of 103

rd A
n

n
u

al T
rad

es U
n

ion
 C

on
gress, A

uthority of the C
ongress and the G

eneral 

C
ouncil, 1971, p. 223.

（
29
） L

abour P
arty (1971), op cit., p. 326.

（
30
） 

Ibid.

（
31
） L

abour P
arty, R

eport of th
e 69

th A
n

n
u

al C
on

feren
ce, T

ransport H
ouse S

m
ith S

quare, 1970, p. 188.

（
32
） L

abour P
arty, R

eport of th
e 66

th A
n

n
u

al C
on

feren
ce, T

ransport H
ouse S

m
ith S

quare, 1967, p. 272.
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三
澤
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Ｃ
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っ
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長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

（
五
八
九
）

長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し

山　
　

田　
　

光　
　

矢

一　

長
崎
県
の
特
色

二　

長
崎
県
の
明
治
の
大
合
併
と
昭
和
の
大
合
併

三　

長
崎
県
の
平
成
の
大
合
併
の
特
色

四　
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県
の
平
成
の
大
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併
後
の
島
嶼
部
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隊

六　
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域
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し
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域
お
こ
し
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力
隊

七　

長
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県
島
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部
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お
こ
し
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今
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説
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十
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（
五
九
〇
）

一　

長
崎
県
の
特
色

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
〇
月
一
日
の
国
勢
調
査
人
口
速
報
集
計
結
果
と
、
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
「
全
国
都
道
府
県
市
区
町

村
別
面
積
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
人
口
一
三
五
一
万
三
七
三
四
人
の
東
京
都
と
五
七
万
三
六
四
八
人
で
最
下
位
の
鳥
取
県
で
は
約
二
四
倍
の
、

面
積
七
万
八
四
二
一
・
二
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
北
海
道
と
一
八
七
六
・
七
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
香
川
県
で
は
約
四
二
倍
の
、
人
口

密
度
六
一
六
八
・
〇
四
の
東
京
都
と
六
八
・
六
五
の
北
海
道
で
は
約
九
〇
倍
の
開
き
が
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
長
崎
県
は
人
口
一
三
七
万

七
七
八
〇
人
で
全
国
二
九
位
、
面
積
四
二
三
二
・
〇
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
三
七
（
狭
い
順
で
一
一
）
位
、
人
口
密
度
は
三
三
三
・
四
三

で
全
国
一
八
位
と
な
っ
て
い
る
。
都
道
府
県
の
平
均
人
口
が
二
七
〇
万
四
四
六
九
人
、
平
均
面
積
が
七
九
三
五
・
四
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
、
人
口
密
度
は
三
四
〇
・
八
一
で
あ
り
、
長
崎
県
の
人
口
や
面
積
は
平
均
の
約
半
分
と
な
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
長
崎
県
は
、
日

本
で
下
か
ら
一
一
番
目
の
狭
い
面
積
の
県
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
中
位
程
度
の
人
口
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
若
干
人
口
密
度
の
高
い
県
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
1
）

。

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
時
点
で
の
長
崎
県
は
、
総
面
積
四
一
〇
五
・
八
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
全
国
総
面
積
の
ほ
ぼ
一
・
一

パ
ー
セ
ン
ト
で
全
国
三
七
位
（
狭
い
方
か
ら
は
一
一
位
）
で
あ
り
、
九
州
で
比
較
す
る
と
九
州
全
面
積
の
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
六
位
の
広

さ
の
県
で
あ
る
。
総
人
口
は
一
三
九
万
六
七
八
五
人
で
全
国
総
人
口
の
ほ
ぼ
一
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
二
九
位
、
九
州
の
総
人
口
一
四
五
二

万
九
三
四
人
の
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
五
位
の
県
で
あ
る
。
人
口
密
度
は
三
四
〇
・
一
九
で
あ
る
が
、
可
住
地
面
積
は
一
六
三
四
・
三
平
方

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
県
の
総
面
積
の
三
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
全
国
平
均
三
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
七
・
〇
ポ
イ
ン
ト
広
い
、
全
国

一
五
番
目
で
九
州
で
は
四
番
目
の
県
で
あ
る

（
2
）

。
長
崎
県
は
「
陸
地
は
平
坦
地
に
乏
し
く
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
山
岳
、
丘
陵
が
起
伏
し

（
3
）

」
と

四
三
二



長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

（
五
九
一
）

の
言
葉
は
、
あ
る
程
度
の
広
さ
の
可
住
地
面
積
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
、
勾
配
の
あ
る
地
形
が
多
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
長
崎
県

の
地
形
的
な
も
う
一
つ
の
特
色
は
島
の
多
い
県
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
州
、
北
海
道
、
九
州
、
四
国
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
島
と

み
た
場
合
、
日
本
の
島
の
総
数
は
六
八
五
二
島
と
な
っ
て
い
る
。
長
崎
県
に
は
全
国
の
島
の
一
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
九
七
一
島
が
帰
属

し
て
い
る
。
二
位
の
鹿
児
島
県
の
六
〇
五
島
よ
り
三
六
六
島
多
い
こ
と
か
ら
み
て
も
、
長
崎
県
の
特
色
の
一
つ
が
理
解
で
き
る

（
4
）

。

長
崎
県
の
海
岸
線
の
総
延
長
は
四
一
八
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
全
国
の
海
岸
線
総
延
長
三
万
五
三
〇
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
一
一
・
九

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
二
位
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
一
位
の
北
海
道
の
海
岸
線
総
延
長
四
四
四
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
は
北
方
領
土
の
総

延
長
一
三
四
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
含
ま
れ
て
お
り
、
実
際
に
地
方
政
府
の
影
響
下
に
あ
る
地
域
の
面
積
か
ら
い
え
ば
、
長
崎
県
は
日
本
で

一
番
長
い
海
岸
線
を
有
し
て
い
る
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
離
島
振
興
法
に
よ
れ
ば
、
日
本
列
島
は
、
本
州
、
北
海
道
、
九
州
、
四
国
、

沖
縄
本
島
と
六
八
四
七
島
の
離
島
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
離
島
の
う
ち
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
四
一
八
島
が
有
人
島
で
、
残

り
の
六
四
二
九
島
が
無
人
島
で
あ
る
。
有
人
島
の
中
で
離
島
振
興
関
連
法
規
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
三
〇
五
島
（
七
三
パ
ー
セ
ン

ト
）
で
あ
り
、
一
一
三
島
（
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。
三
〇
五
島
の
う
ち
二
五
四
島
（
八
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
は
離

島
振
興
法
の
対
象
地
と
な
っ
て
お
り
、
残
り
は
三
九
島
が
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法
の
、
八
島
が
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
、
四

島
が
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
長
崎
県
の
有
人
島
は
七
二
島
（
一
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
が
、
離
島

振
興
法
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
県
内
有
人
島
の
七
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
五
一
島
で
あ
る

（
5
）

。

長
崎
県
の
離
島
振
興
法
指
定
地
域
と
さ
れ
て
い
る
有
人
島
は
、
一
部
島
名
に
重
複
は
み
ら
れ
る
も
の
の
七
地
域
五
一
島
で
構
成
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
長
崎
県
の
五
一
の
有
人
島
な
ど
に
は
一
三
万
六
九
八
三
人
（「
長
崎
県
一
〇
〇
の
指
標
」
で
は
一
三
万
七
六
九
八
人
）
が
住
ん
で
い

る
。
そ
の
中
で
、
対
馬
島
、
海
栗
島
、
泊
島
、
赤
島
、
沖
ノ
島
、
島
山
島
の
六
島
で
構
成
さ
れ
て
い
る
対
馬
島
地
域
に
は
、

四
三
三
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七
〇
四
・
七
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
三
万
四
四
〇
七
人
が
住
ん
で
い
る
。
壱
岐
島
、
若
宮
島
、
原
島
、
長
島
、
大
島
の
五
島
で
構

成
さ
れ
て
い
る
壱
岐
島
地
域
に
は
、
一
三
六
・
六
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
二
万
九
三
七
七
人
が
住
ん
で
い
る
。
中
通
島
、
頭
ケ
島
、

桐
ノ
小
島
、
若
松
島
、
日
ノ
島
、
有
福
島
、
漁
生
浦
島
、
奈
留
島
、
前
島
、
久
賀
島
、
蕨
小
島
、
椛
島
、
福
江
島
、
赤
島
、
黄
島
、
黒
島
、

島
山
島
、
嵯
峨
島
の
一
八
島
で
構
成
さ
れ
て
い
る
五
島
列
島
地
域
に
は
、
六
一
四
・
九
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
六
万
二
六
九
六
人

が
住
ん
で
い
る
。
黒
島
、
青
島
、
飛
島
、
大
島
、
度
島
、
高
島
、
六
島
、
野
崎
島
、
能
島
、
小
値
賀
島
、
黒
島
、
大
島
、
斑
島
、
宇
久
島
、

寺
島
、
高
島
、
黒
島
の
一
七
島
で
構
成
さ
れ
て
い
る
平
戸
諸
島
地
域
に
は
、
七
七
・
六
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
八
六
九
四
人
が
住

ん
で
い
る
。
江
島
、
平
島
の
二
島
で
構
成
さ
れ
て
い
る
蠣
浦
大
島
地
域
に
は
、
八
・
〇
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
四
一
三
人
が
住
ん

で
い
る
。
松
島
と
池
島
の
二
島
で
構
成
さ
れ
て
い
る
松
島
地
域
に
は
、
七
・
四
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
八
九
八
人
が
住
ん
で
い
る
。

高
島
一
島
で
構
成
さ
れ
て
い
る
高
島
地
域
に
は
、
一
・
一
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
中
に
四
九
八
人
が
住
ん
で
い
る
。
市
町
村
の
中
の
有

人
島
で
み
る
と
、
長
崎
市
で
は
七
島
の
う
ち
池
島
と
高
島
の
二
島
が
、
佐
世
保
市
で
は
八
島
の
う
ち
黒
島
、
高
島
、
宇
久
島
、
寺
島
の
四

島
が
、
平
戸
市
に
は
五
島
の
う
ち
度
島
、
高
島
、
大
島
の
三
島
が
、
対
馬
市
で
は
六
島
全
部
が
、
壱
岐
市
で
は
五
島
全
部
が
、
五
島
市
で

は
一
一
島
全
部
が
、
西
海
市
で
は
九
島
の
う
ち
寺
島
、
江
島
、
松
島
の
三
島
が
、
北
松
浦
郡
小
値
賀
町
で
は
七
島
全
部
が
、
南
松
浦
郡
新

上
五
島
町
で
は
七
島
全
部
が
離
島
振
興
法
指
定
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る

（
6
）

。

日
本
全
国
の
離
島
振
興
関
連
法
規
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
有
人
離
島
の
総
人
口
は
六
三
万
六
三
六
一
人
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
長
崎
県

の
島
嶼
部
に
は
全
国
二
位
の
一
三
万
七
六
九
八
人
（「
長
崎
県
一
〇
〇
の
指
標
」）
が
住
ん
で
お
り
、
二
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

一
位
は
一
七
万
一
六
五
二
万
人
で
二
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
鹿
児
島
県
で
あ
り
、
三
位
は
一
二
万
七
七
六
六
人
で
二
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
沖

縄
県
で
あ
る
。
こ
れ
ら
九
州
の
三
県
で
四
三
万
七
一
一
六
人
で
あ
り
、
全
国
の
六
八
・
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
四
位
が
六
万

四
三
四



長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

（
五
九
三
）

三
〇
九
三
人
の
新
潟
県
、
五
位
が
二
万
七
四
〇
一
人
の
東
京
都
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
県
の
島
嶼
部
人
口
の
突
出
し
た
状
態
が
理
解
で

き
る
。
な
お
残
り
の
九
州
五
県
に
は
合
計
で
一
万
三
二
三
四
人
が
住
ん
で
お
り
、
九
州
全
体
で
は
四
五
万
三
五
〇
人
の
七
〇
・
八
パ
ー
セ

ン
ト
が
住
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、
九
州
の
地
形
的
な
特
殊
性
が
伝
わ
っ
て
く
る

（
7
）

。

二　

長
崎
県
の
明
治
の
大
合
併
と
昭
和
の
大
合
併

一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
七
月
二
二
日
に
郡
区
町
村
編
成
法
が
制
定
さ
れ
、
行
政
村
を
中
心
と
し
て
い
た
地
方
公
共
団
体
の
単
位
が

自
然
村
に
戻
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
長
崎
県
内
で
は
、
対
馬
を
除
く
地
域
に
一
〇
の
郡
が
お
か
れ
る
と
と
も
に
、
一
区

八
三
町
二
二
九
村
の
合
計
三
一
三
区
町
村
が
、
対
馬
に
は
二
つ
の
郡
と
一
〇
町
一
〇
〇
村
が
お
か
れ
た
。
長
崎
県
全
体
で
は
一
区
九
三
町

三
二
九
村
の
合
計
四
二
三
区
町
村
が
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
県
庁
所
在
地
が
区
と
さ
れ
、
一
〇
の
郡
の
中
に
一
部
で
町
が

設
置
さ
れ
た
も
の
の
、
多
く
の
小
集
落
が
そ
の
ま
ま
村
と
さ
れ
た
事
実
を
伝
え
て
い
る
。
特
に
長
崎
県
は
島
嶼
部
が
多
く
、
島
を
一
つ
の

単
位
あ
る
い
は
島
内
の
集
落
を
一
つ
の
単
位
と
し
た
町
村
の
設
置
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
町
村
数
に
反
映
さ
れ
、
村
の
多
さ
に
つ
な
が
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

明
治
の
大
合
併
に
お
け
る
、
北
海
道
と
沖
縄
県
を
除
く
四
五
の
都
・
府
・
県
（
東
京
都
の
誕
生
は
昭
和
一
八
年
で
あ
る
が
、
現
在
と
の
比
較

が
必
要
な
こ
と
か
ら
東
京
は
府
で
は
な
く
都
と
記
載
す
る
）
の
市
町
村
数
を
多
い
順
に
並
べ
る
と
、
上
位
一
〇
位
は
、
岐
阜
県
（
九
六
四
）、
新

潟
県
（
八
一
六
）、
愛
知
県
（
六
一
四
）、
広
島
県
（
四
六
五
）、
岡
山
県
（
四
五
五
）、
兵
庫
県
（
四
三
〇
）、
福
島
県
（
四
一
三
）、
埼
玉
県

（
四
〇
九
）、
長
野
県
（
三
九
一
）、
福
岡
県
（
三
八
四
）
で
あ
り
、
少
な
い
都
府
県
は
、
東
京
都
（
八
六
）、
宮
崎
県
（
一
〇
〇
）、
鹿
児
島
県

四
三
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
九
四
）

（
一
一
六
）、
佐
賀
県
（
一
三
六
）、
徳
島
県
（
一
四
〇
）、
奈
良
県
（
一
六
二
）、
青
森
県
・
栃
木
県
（
共
に
一
七
一
）、
福
井
県
（
一
七
八
）、
香

川
県
（
一
八
二
）
の
順
で
あ
っ
た
。
長
崎
県
は
一
市
五
町
一
八
〇
村
の
合
計
一
八
六
市
町
村
が
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
数
は
下
か
ら
一
一

位
で
あ
っ
た
。
明
治
の
大
合
併
期
の
長
崎
県
の
市
町
村
数
は
面
積
と
同
じ
下
か
ら
一
一
位
で
あ
り
、
妥
当
な
合
併
で
あ
っ
た
と
い
え
る
一

面
が
認
め
ら
れ
る
。

長
崎
県
の
明
治
の
大
合
併
で
は
、
長
崎
市
が
長
崎
区
と
八
七
町
の
合
併
で
誕
生
し
、
一
区
八
七
町
で
一
市
と
な
っ
た
。
西
彼
杵
郡
で
は

五
五
村
の
う
ち
一
六
村
で
合
併
が
お
こ
な
わ
れ
て
七
村
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
九
村
減
で
四
六
村
と
な
っ
た
。
東
彼
杵
郡
で
は
一
町
二
〇

村
の
二
一
町
村
の
う
ち
大
村
が
大
村
と
西
大
村
の
二
村
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
村
町
と
二
一
村
の
二
二
町
村
と
な
っ
た
。
北
高
来
郡
で

は
一
町
三
六
村
の
三
七
町
村
の
う
ち
三
〇
村
で
合
併
が
行
わ
れ
一
一
村
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
諫
早
町
と
一
七
村
の
一
八
町
村
と
な
っ
た
。

南
高
来
郡
で
は
二
町
三
四
町
村
の
う
ち
一
一
村
で
合
併
が
行
わ
れ
て
五
村
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
湊
町
と
島
原
町
の
二
町
と
二
八
村
の

三
〇
町
村
と
な
っ
た
。
北
松
浦
郡
で
は
一
町
五
〇
村
の
五
一
町
村
の
う
ち
二
七
村
で
合
併
が
行
わ
れ
て
一
三
村
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
平

戸
町
と
三
六
村
の
三
七
町
村
と
な
っ
た
。
南
松
浦
郡
で
は
二
二
村
の
う
ち
四
村
で
合
併
が
行
わ
れ
て
二
村
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
二
〇
村
と

な
っ
た
。
壱
岐
郡
で
は
一
一
村
の
う
ち
一
〇
村
で
合
併
が
行
わ
れ
四
村
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
五
村
と
な
っ
た
。
石
田
郡
で
は
一
一
村
の
う

ち
七
村
で
合
併
が
お
こ
な
わ
れ
て
三
村
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
七
村
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
の
大
合
併
に
よ
っ
て
対
馬
を
除
く
長

崎
県
内
で
は
、
一
区
八
三
町
二
二
九
村
の
合
計
三
一
三
区
町
村
が
、
一
市
五
町
一
八
〇
村
の
一
八
六
市
町
村
に
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
に
佐
世
保
村
に
市
制
が
ひ
か
れ
佐
世
保
市
が
誕
生
し
た
。
佐
世
保
市
は
村
が
一
気
に
市
に
な
る
と
い

う
変
化
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
明
治
政
府
は
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
四
月
一
日
に
対
馬
国
に
島
嶼
町
村
制
を
施
行
す
る
こ
と
で
、
対
馬
島
内
の
町
村
合

四
三
六



長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

（
五
九
五
）

併
を
推
進
し
た
。
一
〇
町
六
四
村
存
在
し
た
下
県
郡
で
は
、
一
〇
町
五
村
が
合
併
し
厳
原
町
が
、
九
村
が
合
併
し
て
与
良
村
が
、
八
村
が

合
併
し
て
佐
須
村
が
、
五
村
が
合
併
し
て
竹
敷
村
が
、
七
村
が
合
併
し
て
鶏
知
村
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
村
（
合
計
三
〇
村
）
が
合
併
し
て

船
越
村
、
仁
井
村
、
如
加
岳
村
の
三
村
が
誕
生
し
一
町
七
村
と
な
っ
た
。
四
五
村
が
存
在
し
た
上
県
郡
で
は
、
一
四
村
が
合
併
し
て
豊
崎

村
が
、
七
村
が
合
併
し
て
琴
村
が
、
一
一
村
が
合
併
し
て
仁
田
村
が
、
三
村
が
合
併
し
て
佐
須
名
村
が
、
一
〇
村
が
合
併
し
て
峰
村
が
誕

生
し
五
村
と
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
現
在
の
長
崎
県
の
地
域
内
に
お
い
て
は
、
四
三
二
区
町
村
が
、
二
市
六
町
一
九
一
の
一
九
九
市
町
村

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

島
嶼
部
を
単
位
と
し
て
み
た
場
合
、
西
彼
杵
郡
の
島
嶼
部
に
は
高
島
村
、
伊
王
島
村
、
沖
ノ
島
村
、
神
ノ
島
村
、
樺
島
村
、
黒
瀬
村
、

崎
戸
村
、
江
島
村
、
平
島
村
の
九
村
が
お
か
れ
て
い
た
。
北
松
浦
郡
で
は
平
戸
島
に
平
戸
町
、
中
ノ
村
、
獅
子
村
、
紐
差
村
、
中
津
良
村
、

津
吉
村
、
志
々
伎
村
、
小
値
賀
島
に
は
笛
吹
村
、
前
方
村
、
柳
村
が
、
宇
久
島
に
は
平
村
、
神
浦
村
が
、
他
の
島
嶼
部
に
は
平
戸
村
、
大

島
村
、
生
月
村
、
黒
島
村
、
福
島
村
、
高
島
村
の
合
計
一
町
一
七
村
が
お
か
れ
て
い
た
。
前
述
の
ご
と
く
、
五
島
列
島
に
は
二
二
村
が
、

壱
岐
に
は
壱
岐
郡
一
一
村
と
石
田
郡
七
村
の
一
六
村
が
、
対
馬
に
は
下
県
郡
に
一
〇
町
五
五
村
、
上
県
郡
に
四
五
村
の
一
〇
町
一
〇
〇
村

が
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
島
嶼
部
だ
け
で
も
一
一
町
一
五
四
村
が
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。
島
で
は
船
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、

各
集
落
が
若
干
孤
立
し
て
い
た
状
態
が
こ
う
し
た
状
況
を
生
み
出
し
た
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

（
8
）

。

大
正
時
代
の
長
崎
県
で
は
諫
早
町
、
島
原
町
、
大
村
町
、
平
戸
町
や
小
値
賀
村
や
大
正
村
な
ど
の
新
設
の
た
め
の
合
併
や
市
や
町
へ
の

編
入
に
よ
っ
て
市
町
村
数
は
徐
々
に
減
少
し
て
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
前
ま
で
の
昭
和
期
に
お
い
て
も
、
島
原
市
、
諫
早
市
、
大

村
市
や
新
御
厨
町
の
新
設
や
市
町
村
へ
の
編
入
を
通
じ
て
市
町
村
数
は
徐
々
に
減
少
し
て
い
た
。
一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
か
ら

一
九
六
一
（
昭
和
三
六
）
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
昭
和
の
大
合
併
で
は
、
福
江
市
、
平
戸
市
、
松
浦
市
を
は
じ
め
複
数
の
町
や
村
の
新
設

四
三
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
五
九
六
）

に
応
じ
た
合
併
や
市
町
村
へ
の
編
入
が
行
わ
れ
、
八
市
五
〇
町
二
八
村
の
八
六
市
町
村
に
ま
で
減
少
し
て
い
た
。
二
〇
世
紀
末
の
長
崎
県

の
市
町
村
数
は
八
市
七
〇
町
一
村
の
七
九
市
町
村
で
あ
り
、
多
く
の
村
が
単
独
も
し
く
は
合
併
を
通
じ
て
町
制
へ
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
時
期
に
長
崎
県
に
は
村
は
大
島
村
一
村
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

平
成
の
大
合
併
直
前
の
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
の
三
二
五
五
市
町
村
を
み
る
と
、
一
位
の
北
海
道
（
二
一
二
）
を
別
格
と
考
え
た
場

合
、
北
海
道
以
外
の
都
府
県
の
上
位
一
〇
は
、
長
野
県
（
一
二
〇
）、
新
潟
県
（
一
一
二
）、
岐
阜
県
（
九
九
）、
福
岡
県
（
九
七
）、
鹿
児
島

県
（
九
六
）、
熊
本
県
（
九
四
）、
埼
玉
県
（
九
二
）、
兵
庫
県
（
九
一
）、
福
島
県
（
九
〇
）、
神
奈
川
県
（
八
四
）
の
順
と
な
り
、
下
位
は
富

山
県
（
三
五
）、
福
井
県
（
三
五
）、
神
奈
川
県
（
三
七
）、
鳥
取
県
（
三
九
）、
石
川
県
（
四
一
）、
香
川
県
（
四
三
）、
山
形
県
・
京
都
府
・
大

阪
府
・
宮
崎
県
（
共
に
四
四
）
と
な
っ
て
い
た
。
長
崎
県
は
七
九
市
町
村
で
上
か
ら
一
五
位
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
明
治
の
大
合
併
後
か

ら
昭
和
の
大
合
併
を
へ
て
平
成
の
大
合
併
直
前
の
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
三
月
三
一
日
現
在
の
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
市
町
村
の

減
少
の
経
過
を
見
て
い
く
と
、
市
町
村
の
減
少
数
の
上
位
一
〇
位
は
、
岐
阜
県
（
八
六
五
）、
新
潟
県
（
七
〇
四
）、
愛
知
県
（
五
六
〇
）、
岡

山
県
（
三
七
七
）、
兵
庫
県
（
三
三
九
）、
福
島
県
（
三
二
三
）、
埼
玉
県
（
三
一
七
）、
茨
城
県
（
二
九
一
）、
福
岡
県
・
熊
本
県
（
共
に
二
八
七
）

で
あ
り
、
下
位
一
〇
位
は
、
鹿
児
島
県
（
二
〇
）、
東
京
都
（
二
三
）、
宮
崎
県
（
四
三
）、
佐
賀
県
（
八
七
）、
徳
島
県
（
九
〇
）、
青
森
県

（
一
〇
四
）、
長
崎
県
（
一
〇
七
）、
奈
良
県
（
一
一
五
）、
栃
木
県
（
一
二
二
）、
宮
城
県
（
一
二
八
）
の
順
で
あ
っ
た
。
減
少
率
（
進
捗
率
）
か

ら
み
る
と
上
位
一
〇
位
は
、
岐
阜
県
（
八
九
・
七
％
）、
兵
庫
県
（
八
八
・
八
％
）、
神
奈
川
県
（
八
八
・
五
％
）、
静
岡
県
（
八
八
％
）、
和
歌
山
県

（
八
七
・
四
％
）、
富
山
県
（
八
七
・
一
％
）、
大
阪
府
（
八
六
・
四
％
）、
新
潟
県
（
八
六
・
三
％
）、
石
川
県
（
八
五
％
）、
京
都
府
（
八
四
・
三
）
で
あ

り
、
下
位
一
〇
位
は
、
鹿
児
島
県
（
一
七
・
二
％
）、
東
京
都
（
二
六
・
七
％
）、
宮
崎
県
（
五
六
％
）、
長
崎
県
（
五
七
・
五
％
）、
青
森
県

（
六
〇
・
八
％
）、
佐
賀
県
（
六
四
％
）、
徳
島
県
・
宮
城
県
（
共
に
六
四
・
三
％
）、
群
馬
県
（
六
六
％
）、
大
分
県
（
六
九
・
二
％
）
の
順
で
あ
っ
た
。

四
三
八



長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

（
五
九
七
）

長
崎
県
は
減
少
数
で
は
下
位
七
位
、
減
少
率
で
は
下
位
四
位
で
あ
り
、
あ
ま
り
合
併
が
進
捗
し
な
か
っ
た
県
の
一
つ
と
い
え
る
が
、
実
際

に
は
村
が
一
つ
と
な
る
ほ
ど
の
合
併
は
進
展
し
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る

（
9
）

。

三　

長
崎
県
の
平
成
の
大
合
併
の
特
色

平
成
の
大
合
併
の
結
果
、
市
町
村
数
の
上
位
一
〇
位
は
、
北
海
道
（
一
七
九
）、
長
野
県
（
七
八
）、
埼
玉
県
（
七
〇
）、
東
京
都
（
六
二
）、

愛
知
県
・
福
岡
県
（
共
に
六
〇
）、
福
島
県
（
五
九
）、
千
葉
県
（
五
六
）、
熊
本
県
（
四
七
）、
鹿
児
島
県
（
四
五
）
の
順
で
あ
り
、
下
位
一
〇

は
富
山
県
（
一
五
）、
福
井
県
・
香
川
県
（
共
に
一
七
）、
大
分
県
（
一
八
）、
石
川
県
・
滋
賀
県
・
鳥
取
県
（
一
九
）、
山
口
県
・
愛
媛
県
・

佐
賀
県
（
二
〇
）、
の
順
に
な
っ
て
お
り
、
一
一
位
に
は
島
根
県
・
長
崎
県
（
共
に
二
一
）
が
続
い
て
い
る
。
進
捗
率
か
ら
み
る
と
、
上
位

一
〇
位
は
長
崎
県
（
七
三
・
四
％
）、
広
島
県
（
七
三
・
三
％
）、
新
潟
県
（
七
二
・
三
％
）、
愛
媛
県
（
七
一
・
四
％
）、
大
分
県
（
六
九
・
〇
％
）、
岡

山
県
（
六
五
・
四
％
）、
山
口
県
（
六
四
・
三
％
）、
秋
田
県
（
六
三
・
八
％
）、
滋
賀
県
（
六
二
・
〇
％
）
で
あ
り
、
下
位
一
〇
位
は
東
京
都

（
一
・
六
％
）、
大
阪
府
（
二
・
三
％
）、
神
奈
川
県
（
一
〇
・
八
％
）、
北
海
道
（
一
五
・
六
％
）、
奈
良
県
（
一
七
・
〇
％
）、
山
形
県
（
二
〇
・
五
％
）、

沖
縄
県
（
二
二
・
六
％
）、
埼
玉
県
（
二
三
・
九
％
）、
千
葉
県
（
三
〇
・
〇
％
）、
愛
知
県
（
三
一
・
八
％
）
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
長
崎
県
は
平
成

の
大
合
併
進
捗
率
第
一
位
の
県
で
あ
り
、
現
存
す
る
市
町
村
数
は
二
一
で
少
な
い
方
か
ら
上
位
一
一
位
で
あ
り
、
市
町
村
の
減
少
数
は

五
八
で
多
い
方
か
ら
上
位
一
一
位
と
な
っ
て
お
り
、
平
成
の
大
合
併
が
最
も
進
ん
だ
県
と
い
え
る
一
面
を
有
し
て
い
る
。

長
崎
県
の
平
成
の
大
合
併
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
島
嶼
部
に
お
い
て
特
に
合
併
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭

和
の
大
合
併
が
終
わ
っ
た
後
の
日
本
で
は
、
社
会
資
本
の
再
整
備
や
拡
充
の
影
響
に
よ
り
人
々
の
生
活
圏
が
拡
大
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、

四
三
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
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（
五
九
八
）

既
存
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
と
人
々
の
生
活
圏
に
大
き
な
齟
齬
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
昭
和
の
大
合
併
直
後
の
再
合
併
は

困
難
と
考
え
ら
れ
た
た
め
に
、
政
府
は
広
域
行
政
圏
の
設
定
を
通
じ
て
ス
ケ
ー
ル
・
メ
リ
ッ
ト
を
確
保
し
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
を
図
っ

た
。
政
府
は
一
九
六
九
（
昭
和
四
四
）
年
か
ら
三
大
都
市
圏
を
除
く
地
域
に
広
域
市
町
村
圏
を
設
定
し
た
。
長
崎
県
に
は
一
九
六
九
（
昭
和

四
四
）
年
か
ら
四
年
か
け
て
、
島
原
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
一
部
事
務
組
合
方
式
）、
県
央
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
一
部
事
務
組
合
方
式
）、
下

五
島
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
一
部
事
務
組
合
方
式
）、
佐
世
保
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
協
議
会
方
式
）、
上
五
島
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
一
部
事

務
組
合
方
式
）、
壱
岐
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
一
部
事
務
組
合
方
式
）、
長
崎
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
協
議
会
方
式
）、
対
馬
地
域
広
域
市
町
村

圏
（
一
部
事
務
組
合
方
式
）、
伊
万
里
・
北
松
地
域
広
域
市
町
村
圏
（
一
部
事
務
組
合
方
式
）
の
八
圏
域
が
設
定
さ
れ
た
。
六
の
一
部
事
務
組

合
に
は
複
合
一
部
事
務
組
合
制
度
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

島
原
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
は
旧
南
高
来
郡
の
大
半
の
一
市
一
一
町
で
構
成
さ
れ
た
。
県
央
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
は
旧
西
彼
杵

郡
の
一
部
と
旧
東
彼
杵
郡
の
一
部
と
旧
南
高
来
郡
の
一
部
の
二
市
一
〇
町
で
構
成
さ
れ
た
。
下
五
島
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
は
旧
南
松

浦
郡
の
一
部
の
一
市
五
町
で
構
成
さ
れ
た
。
佐
世
保
地
域
広
域
市
町
村
圏
協
議
会
は
旧
北
松
浦
郡
の
一
部
と
旧
西
彼
杵
郡
の
一
部
と
旧
東

彼
杵
郡
の
一
部
の
一
市
一
三
町
で
構
成
さ
れ
た
。
上
五
島
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
は
旧
南
松
浦
郡
の
一
部
の
五
町
で
構
成
さ
れ
た
。
壱

岐
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
は
旧
壱
岐
郡
と
池
田
郡
の
四
町
で
構
成
さ
れ
た
。
長
崎
地
域
広
域
市
町
村
圏
は
旧
西
彼
杵
郡
の
一
部
の
一
市

一
〇
町
で
構
成
さ
れ
た
。
対
馬
地
域
広
域
市
町
村
圏
は
旧
上
県
郡
と
下
県
郡
の
六
町
で
構
成
さ
れ
た
。
伊
万
里
・
北
松
地
域
広
域
市
町
村

圏
組
合
は
佐
賀
県
の
旧
北
松
浦
郡
と
長
崎
県
の
北
松
浦
郡
の
一
部
の
三
市
八
町
一
村
で
構
成
さ
れ
た
が
、
長
崎
県
の
部
分
は
二
市
六
町
一

村
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
広
域
市
町
村
圏
が
旧
郡
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
長
崎
県
の
圏
域
は
い
ず
れ
も
複
数
の
郡
を
統
合

す
る
か
、
複
数
の
郡
の
一
部
を
組
み
合
わ
せ
て
設
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

四
四
〇



長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

（
五
九
九
）

広
域
市
町
村
圏
の
な
か
で
、
県
央
地
域
広
域
市
町
村
圏
は
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
と
地
方
拠
点
都
市
地
域
に
指
定
さ
れ
た
。
下
五
島
地
域

広
域
市
町
村
圏
は
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
に
指
定
さ
れ
た
。
佐
世
保
地
域
広
域
市
町
村
圏
は
地
方
拠
点
都
市
地
域
、
モ
デ
ル
定
住
圏
、
地
域

経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域
、
地
域
経
済
基
盤
強
化
対
策
推
進
地
域
に
指
定
さ
れ
た
。
上
五
島
地
域
広
域
市
町
村
圏
は
ふ
る
さ
と
市
町
村

圏
に
指
定
さ
れ
た
。
壱
岐
地
域
広
域
市
町
村
圏
は
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
に
指
定
さ
れ
た
。
長
崎
地
域
は
地
域
経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域

に
指
定
さ
れ
た
。
対
馬
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
は
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
に
指
定
さ
れ
た
。
ま
た
長
崎
県
の
地
方
生
活
圏
は
、
島
原
地

域
・
県
央
地
域
・
長
崎
地
域
で
構
成
さ
れ
る
長
崎
地
方
生
活
圏
、
佐
世
保
地
域
を
範
囲
と
す
る
佐
世
保
地
方
生
活
圏
、
上
五
島
地
域
と
下

五
島
地
域
で
構
成
さ
れ
る
五
島
地
方
生
活
圏
、
壱
岐
地
域
を
対
象
と
す
る
壱
岐
地
方
生
活
圏
、
対
馬
地
域
を
対
象
と
す
る
対
馬
地
方
生
活

圏
の
五
圏
域
が
設
定
さ
れ
た

（
10
）

。
長
崎
県
は
九
州
本
島
部
分
と
三
つ
の
島
嶼
部
分
に
大
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

平
成
の
大
合
併
を
見
る
と
、
島
原
地
域
広
域
市
町
村
圏
域
の
島
原
市
と
一
一
町
で
は
、
有
明
町
は
島
原
市
へ
の
編
入
を
選
択
し
た
が
、

八
町
は
合
併
し
て
南
島
原
市
を
、
国
見
町
と
瑞
穂
町
は
県
央
地
域
の
五
町
と
合
併
し
て
雲
仙
市
を
新
設
し
た
。
県
央
地
域
広
域
市
町
村
圏

の
諫
早
市
と
大
村
市
と
一
〇
町
で
は
、
大
村
市
は
合
併
に
参
加
し
な
か
っ
た
が
、
五
町
が
諫
早
市
と
合
併
し
て
改
め
て
諫
早
市
を
新
設
し
、

残
り
の
五
町
は
島
原
地
域
の
二
町
と
と
も
に
南
島
原
市
を
新
設
し
た
。
下
五
島
地
域
広
域
市
町
村
圏
の
一
市
五
町
は
合
併
し
て
五
島
市
を

新
設
し
た
。
佐
世
保
地
域
広
域
市
町
村
圏
の
佐
世
保
市
と
一
三
町
で
は
、
北
松
浦
郡
の
四
町
が
佐
世
保
市
へ
の
編
入
を
選
び
、
四
町
は
長

崎
地
域
の
大
瀬
戸
町
と
と
も
に
合
併
し
西
海
市
を
新
設
し
た
が
、
東
彼
杵
町
、
川
棚
町
、
波
佐
見
町
は
東
彼
杵
郡
に
、
小
値
賀
町
と
佐
々

町
は
北
松
浦
郡
に
合
併
せ
ず
に
町
と
し
て
残
っ
た
。
な
お
、
お
な
じ
北
松
浦
郡
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
伊
万
里
・
北
松
地
域
の
江
迎
町

と
鹿
町
町
も
佐
世
保
市
へ
の
編
入
を
選
ん
だ
。
上
五
島
地
域
広
域
市
町
村
圏
の
五
町
は
合
併
し
て
南
松
浦
郡
の
新
上
五
島
町
と
な
っ
た
。

壱
岐
地
域
広
域
市
町
村
圏
は
四
町
が
合
併
し
壱
岐
市
と
な
っ
た
。
長
崎
地
域
広
域
市
町
村
圏
の
長
崎
市
と
一
〇
町
で
は
、
七
町
が
長
崎
市

四
四
一
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へ
の
編
入
を
選
び
、
大
瀬
戸
町
は
佐
世
保
地
域
の
四
町
と
合
併
し
西
海
町
を
新
設
し
、
長
与
町
と
土
岐
津
町
は
合
併
せ
ず
西
彼
杵
郡
に

残
っ
た
。
対
馬
地
域
広
域
市
町
村
圏
の
六
町
は
合
併
し
て
対
馬
市
を
新
設
し
た
。
伊
万
里
・
北
松
地
域
広
域
市
町
村
圏
の
長
崎
県
域
の
平

戸
市
と
松
浦
市
と
六
町
一
村
で
は
、
平
戸
市
と
二
町
一
村
が
合
併
し
改
め
て
平
戸
市
を
、
松
浦
市
と
二
町
も
合
併
し
改
め
て
松
浦
市
を
新

設
し
、
江
迎
町
と
鹿
町
町
は
佐
世
保
市
編
入
を
選
ん
だ
。
こ
う
し
た
結
果
は
、
長
崎
県
の
圏
域
が
複
数
の
郡
の
統
合
や
複
数
の
郡
の
組
み

合
わ
せ
で
設
定
さ
れ
た
こ
と
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る

（
11
）

。

昭
和
の
大
合
併
が
進
展
し
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
長
崎
県
は
、
一
九
九
九
（
平
成
一
一
）
年
四
月
に
全
国
に
先
駆
け
て
合
併
推
進
室

を
設
置
し
、
県
内
を
長
崎
・
西
彼
南
部
地
域
（
人
口
四
五
万
人
）、
佐
世
保
・
北
松
南
部
地
区
（
人
口
二
五
万
人
）、
島
原
半
島
地
域
（
人
口

一
六
万
人
）、
諫
早
・
北
高
地
区
（
人
口
一
四
万
人
）、
大
村
地
域
（
人
口
八
万
千
人
）、
平
戸
・
松
浦
・
北
松
北
部
地
域
（
人
口
八
万
四
千
人
）、

西
彼
中
部
地
区
（
人
口
八
万
一
千
人
）、
下
五
島
地
域
（
人
口
五
万
人
）、
西
彼
北
部
地
区
（
人
口
四
万
三
千
人
）、
対
馬
地
域
（
人
口
四
万
一
千
八

百
人
）、
東
彼
地
域
（
人
口
四
万
一
千
四
百
人
）、
壱
岐
地
域
（
人
口
三
万
四
千
人
）、
上
五
島
地
域
（
人
口
二
万
八
千
人
）
の
一
二
地
域
に
分
け
、

大
村
市
以
外
の
地
域
で
は
市
町
村
合
併
の
推
進
を
は
か
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
地
域
区
分
は
島
嶼
部
を
除
く
と
広
域
行
政
圏
と
一
致
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
島
嶼
部
以
外
で
は
合
併
が
難
航
し
、
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
が
経
過
措
置
を
予
定
し
て
い
た

二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
の
三
月
三
一
日
ま
で
に
、
長
崎
県
の
市
町
村
は
一
三
市
一
〇
町
の
二
三
市
町
ま
で
減
少
し
て
い
た
が
、
そ
の

中
の
一
市
九
町
は
合
併
を
し
な
か
っ
た
。
長
崎
県
は
そ
の
後
、
小
値
賀
町
、
江
迎
町
、
鹿
町
町
、
佐
々
町
の
佐
世
保
市
へ
の
編
入
と
、
東

彼
杵
町
、
川
棚
町
、
波
佐
見
町
の
合
併
を
提
示
し
た
が
、
最
終
的
に
は
江
迎
町
と
鹿
町
町
の
佐
世
保
市
へ
の
編
入
で
平
成
の
大
合
併
は
終

了
し
た
。

長
崎
県
は
大
村
市
と
長
崎
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
あ
る
長
与
町
と
時
津
町
の
存
続
を
財
政
力
指
数
の
高
さ
か
ら
容
認
し
た
。
大
村
市
の

四
四
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ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
あ
る
東
彼
杵
町
、
佐
世
保
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
あ
る
川
棚
町
、
波
佐
見
町
は
経
済
圏
域
の
相
違
も
あ
り
、
同
じ
く
佐

世
保
市
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
で
あ
る
佐
々
町
と
と
も
に
あ
る
程
度
財
政
力
が
あ
る
こ
と
か
ら
合
併
を
回
避
し
て
い
る
。
小
値
賀
町
は
住
民
投

票
の
結
果
合
併
を
回
避
し
て
い
る
。
小
値
賀
町
に
は
活
力
あ
る
離
島
と
し
て
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
合
併
が
回
避
さ
れ
た
要
因

と
い
わ
れ
て
い
る

（
12
）

。
長
崎
市
は
「
平
成
二
三
年
一
二
月
一
四
日
、
長
崎
市
は
、
本
市
と
生
活
圏
・
経
済
圏
が
一
体
化
し
て
い
る
長
与
町
、

時
津
町
と
定
住
自
立
圏
を
形
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
そ
の
圏
域
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
『
中
心
市
』
と
し
て
、
圏
域
全
体
が
活
力
に

溢
れ
、
魅
力
的
な
地
域
づ
く
り
を
表
明
し
た
『
中
心
市
宣
言
』
を
お
こ
な
い
ま
し
た
」
と
の
情
報
を
発
信
し
、
一
市
二
町
で
広
域
圏
と
し

て
の
行
政
を
推
進
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
、
実
質
的
合
併
に
向
か
う
予
定
が
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
五
島
市
も
中

心
都
市
宣
言
を
し
て
い
る

（
13
）

。

長
崎
県
に
は
地
方
公
共
団
体
の
組
合
と
し
て
、
長
崎
県
総
合
事
務
組
合

（
14
）

、
南
高
北
部
環
境
衛
生
組
合
、
東
彼
地
区
保
健
福
祉
組
合
、
県

央
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
、
島
原
地
域
広
域
市
町
村
圏
組
合
、
有
明
海
自
動
車
運
送
船
組
合
、
雲
仙
・
南
島
原
保
険
組
合
、
県
央
県
南

広
域
環
境
組
合
、
北
松
北
部
環
境
組
合
、
長
与
・
時
津
環
境
施
設
組
合
、
長
崎
県
病
院
企
業
団
の
一
一
の
一
部
事
務
組
合
と
長
崎
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
存
在
し
て
い
る

（
15
）

。
長
崎
県
は
当
初
一
一
の
市
と
上
五
島
町
の
一
二
市
町
を
予
定
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
長
崎
県
が
東
彼
杵
町
、
川
棚
町
、
波
佐
見
町
の
合
併
を
提
示
し
た
理
由
は
、
こ
の
三
町
の
人
口
が
約
四
万
人
で
あ
り
、
当
時
の
合

併
特
例
（
市
と
な
る
要
件
の
三
万
人
以
上
へ
の
緩
和
）
で
一
二
市
一
町
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
長
崎
県
の
計
画
に
お
い

て
、
当
時
上
五
島
町
の
人
口
が
三
万
人
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
長
崎
県
は
イ
ギ
リ
ス
に
類
似
し
た
市
だ
け
の
県
と
な
る
可
能
性
も

あ
っ
た
と
い
え
る

（
16
）

。
長
崎
県
の
現
状
は
、
平
成
の
大
合
併
後
も
あ
る
程
度
の
広
域
行
政
組
織
が
必
要
な
こ
と
と
、
長
崎
県
の
平
成
の
大
合

併
が
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
と
も
い
え
る
。

四
四
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四　

長
崎
県
の
平
成
の
大
合
併
後
の
島
嶼
部
市
町
の
特
徴

長
崎
県
の
八
市
七
〇
町
一
村
は
平
成
の
大
合
併
に
よ
っ
て
一
三
市
八
町
の
二
一
市
町
と
な
っ
た
。
こ
の
合
併
を
時
系
列
的
に
追
う
と
、

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
に
は
、
三
月
一
日
に
対
馬
地
域
で
は
六
町
の
合
併
に
よ
り
対
馬
市
が
、
壱
岐
地
域
で
は
四
町
の
合
併
に
よ
り

壱
岐
市
が
新
設
さ
れ
、
八
月
一
日
に
下
五
島
地
域
で
は
福
江
市
と
南
松
浦
郡
の
五
町
の
合
併
に
よ
り
五
島
市
が
、
上
五
島
地
域
で
は
南
松

浦
郡
の
五
町
の
合
併
に
よ
り
南
松
浦
郡
新
上
五
島
町
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
に
は
一
月
四
日
に
六
町
が
長
崎

市
に
編
入
さ
れ
、
三
月
一
日
に
諫
早
市
と
五
町
が
合
併
し
て
改
め
て
諫
早
市
を
設
置
し
、
四
月
一
日
に
二
町
が
佐
世
保
市
に
編
入
さ
れ
る

と
と
も
に
、
五
町
の
合
併
に
よ
り
西
海
市
が
新
設
さ
れ
、
一
〇
月
一
日
に
平
戸
市
が
二
町
一
村
と
合
併
し
て
改
め
て
平
戸
市
を
設
置
し
、

一
〇
月
一
一
日
に
七
町
の
合
併
に
よ
り
雲
仙
市
が
新
設
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
（
平
成
一
八
）
年
に
は
、
一
月
一
日
に
有
明
町
が
島
原

市
に
編
入
さ
れ
、
松
浦
市
が
二
町
と
合
併
し
て
改
め
て
松
浦
市
を
設
置
し
、
一
月
四
日
に
長
崎
市
が
琴
海
町
を
編
入
し
、
三
月
三
一
日
に

八
町
の
合
併
に
よ
り
南
島
原
市
が
新
設
さ
れ
、
二
町
が
佐
世
保
市
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
に
は
二
町
が
佐
世

保
市
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
長
崎
県
の
平
成
の
大
合
併
で
は
、
最
初
に
島
嶼
部
だ
け
の
合
併
が
行
わ
れ
、
広
域
市
町
村
圏
を

単
位
と
し
て
三
市
一
町
が
新
設
さ
れ
た
が
、
他
の
地
域
で
は
若
干
の
混
乱
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
島
嶼
部
で
は
広
域
市
町

村
圏
を
単
位
に
三
市
と
一
町
が
誕
生
し
た
こ
と
か
ら
、
広
域
市
町
村
圏
に
お
か
れ
て
い
た
一
部
事
務
組
合
は
消
滅
し
た
。
現
在
島
嶼
部
に

は
対
馬
市
に
長
崎
県
病
院
企
業
団
が
お
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

通
勤
圏
が
合
併
の
一
つ
の
単
位
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
島
嶼
部
に
は
「
離
島
の
中
で
は
、
対
馬
市
（
市
役
所
は
厳
原
町
）
の
よ
う
に

通
勤
中
心
を
形
成
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
五
島
市
で
は
福
江
市
、
新
上
五
島
町
で
は
上
五
島
町
、
壱
岐
市
で
は
郷
ノ
浦
町
が
そ
れ
ぞ

四
四
四
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れ
小
規
模
な
通
勤
中
心
を
な
し
て
い
る

（
17
）

」
と
の
説
明
は
、
長
崎
県
の
島
嶼
部
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
国

勢
調
査
の
結
果
で
は
、
一
五
歳
以
上
の
就
業
者
五
九
六
一
万
一
千
人
の
う
ち
、
第
一
次
産
業
就
業
者
は
二
八
三
万
一
千
人
で
全
体
の

四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
二
次
産
業
は
一
四
一
二
万
三
千
人
で
全
体
の
二
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
三
次
産
業
就
業
者
は
三
九
六
四
万
六
千

人
で
全
体
の
七
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
次
産
業
の
内
訳
は
、
農
林
業
が
二
二
〇
万
六
〇
〇
〇
人
で
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、

漁
業
が
一
七
万
七
千
人
で
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
農
業
と
林
業
の
仕
分
け
は
な
い
が
、
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
で
は
農

業
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
林
業
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
漁
業
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
比
較
す
る
と
、
林
業
は
〇
・
一
パ
ー
セ

ン
ト
を
か
な
り
下
回
っ
て
い
る
と
推
測
で
き
る

（
18
）

。
こ
の
数
字
と
そ
れ
ぞ
れ
の
島
嶼
部
を
比
較
す
れ
ば
、
合
併
で
で
き
た
三
市
一
町
の
特
徴

が
読
み
取
れ
る
。

五
島
市
は
総
面
積
四
二
〇
・
〇
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
有
人
島
一
一
島
と
無
人
島
五
二
島
の
合
計
六
三
島
か
ら
な
る
市
で
あ
る
。

有
人
島
の
総
面
積
は
四
〇
八
・
〇
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
最
大
の
福
江
島
の
面
積
は
三
二
六
・
三
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
市

の
総
面
積
の
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
弱
を
占
め
、
日
本
の
八
位
の
面
積
を
有
す
る
島
で
あ
る
。
海
岸
線
は
五
五
六
・
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
長

崎
県
の
海
岸
線
の
一
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
総
面
積
の
構
成
は
、
田
が
二
〇
・
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
全
体
の
四
・
九

パ
ー
セ
ン
ト
、
畑
が
五
九
・
五
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
一
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
宅
地
が
九
・
八
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
二
・
四
パ
ー
セ

ン
ト
、
山
林
が
九
二
・
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
二
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
原
野
が
二
二
・
七
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

そ
の
他
が
二
一
四
・
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
五
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

五
島
市
の
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
総
人
口
は
三
万
九
一
一
七
人
で
、
産
業
別
一
五
歳
以
上
就
業
者
数
は
一
万
七
〇
〇
九
人
で
あ

り
、
農
林
漁
業
従
事
者
は
二
六
九
五
人
で
一
五
・
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
二
次
産
業
従
事
者
は
四
〇
五
六
人
で
二
三
・
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
、

四
四
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四
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第
三
次
産
業
従
事
者
は
一
万
〇
〇
二
五
人
で
五
八
・
九
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
五
島
市
の
総
生
産
に
お
け
る
農
業
の
割
合
は

三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
林
業
は
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
漁
業
は
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
林
業
従
事
者
は
極
端
に
少
な
い
も
の

の
、
農
業
と
漁
業
の
就
業
人
口
に
は
あ
ま
り
差
が
な
い
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
五
島
市
の
第
一
次
産
業
就
業
者
人
口
の
割
合
は
全
国
割
合

の
三
・
六
倍
、
第
二
次
産
業
は
全
国
割
合
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
三
次
産
業
は
全
国
割
合
の
八
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
島
嶼

部
四
市
町
の
中
で
は
特
に
第
二
次
産
業
の
比
率
が
高
い
市
で
あ
る
。
福
江
島
の
人
口
は
三
万
五
九
〇
五
人
で
全
人
口
の
九
二
パ
ー
セ
ン
ト

が
住
ん
で
い
る

（
19
）

。

対
馬
市
の
面
積
は
七
〇
八
・
六
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
長
崎
県
の
一
七
・
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
最
大
の
対
馬
島
の
面
積
は

六
九
六
・
一
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
総
面
積
の
九
八
パ
ー
セ
ン
ト
強
で
あ
り
、
日
本
で
三
番
目
の
面
積
を
有
す
る
島
で
あ
る
。
海
岸

線
は
九
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
県
の
海
岸
線
の
二
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る

（
20
）

。
総
面
積
の
構
成
は
、
田
が
六
・
一
三
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
で
全
体
の
〇
・
八
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
畑
が
四
・
〇
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
〇
・
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
宅
地
が
六
・
八
二
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
で
〇
・
九
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
森
林
が
六
三
三
・
〇
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
八
九
・
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
原
野
が
四
・
一
六
平
方
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
で
〇
・
五
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
の
他
が
五
四
・
五
二
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
七
・
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。

対
馬
市
の
二
〇
一
六
（
平
成
二
八
）
年
五
月
の
総
人
口
は
三
万
二
〇
三
二
人
、
産
業
別
の
総
人
口
は
一
万
五
五
〇
七
人
で
あ
り
、
第
一

次
産
業
は
三
三
五
七
人
で
二
一
・
六
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
二
次
産
業
は
一
九
一
〇
人
で
一
二
・
三
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
三
次
産
業
は
一
万

〇
二
二
三
人
で
六
五
・
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
第
一
次
産
業
で
は
農
業
が
五
八
五
人
で
三
・
七
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
林
業
が

一
七
三
人
で
一
・
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
漁
業
が
二
六
九
九
人
で
一
六
・
七
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
対
馬
市
は
自
ら
を
、「
対
馬
は

山
林
が
面
積
の
八
九
％
を
占
め
る
自
然
豊
か
な
島
で
す
。
厳
原
町
の
竜
良
山
と
美
津
島
町
の
白
嶽
に
は
原
始
林
が
残
り
、
国
の
天
然
記
念

四
四
六
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（
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五
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物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
島
の
地
形
は
標
高
二
〇
〇
〜
三
〇
〇
ｍ
の
山
々
が
海
岸
ま
で
続
き
、
場
所
に
よ
っ
て
は
高
さ
一
〇
〇
ｍ
の
断

崖
絶
壁
も
あ
り
、
勇
壮
な
自
然
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
21
）

」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
林
業
が
一
定
の
就
業

者
を
抱
え
る
地
場
産
業
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る

（
22
）

。

壱
岐
市
は
隠
岐
本
島
と
二
一
の
属
島
（
有
人
島
四
・
無
人
島
一
七
）
の
総
面
積
は
一
三
八
・
五
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
最
大
の
壱
岐

本
島
の
面
積
は
一
三
三
・
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
日
本
で
二
〇
番
目
の
面
積
を
有
す
る
島
で
あ
る

（
23
）

。
海
岸
線
は
一
九
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

で
県
の
海
岸
線
の
四
・
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
総
面
積
の
構
成
は
、
田
が
二
四
・
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
全
体
の
一
七
・
六

パ
ー
セ
ン
ト
、
畑
が
一
四
・
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
一
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
宅
地
が
六
・
五
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
四
・
七
パ
ー
セ
ン

ト
、
森
林
が
四
八
・
七
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
三
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
原
野
が
八
・
六
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、

そ
の
他
が
二
七
・
九
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
二
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
総
人
口
は
三
万

〇
三
三
六
人
、
産
業
別
総
人
口
は
一
万
五
五
一
三
人
で
、
第
一
次
産
業
は
四
一
三
〇
人
で
二
六
・
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
二
次
産
業
は

一
七
・
二
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
三
次
産
業
は
八
六
八
九
人
で
五
六
・
〇
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
農
業
就
業
人
口
は
二
五
八
五
人
で

一
六
・
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
漁
業
組
合
員
数
は
三
四
八
八
人
で
二
二
・
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
広
い
農
用
地
で
農
業
を

す
る
か
た
わ
ら
漁
業
も
や
っ
て
お
り
半
農
半
漁
で
生
活
を
営
ん
で
い
る
人
達
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る

（
24
）

。

上
五
島
町
は
中
通
島
と
若
松
島
を
主
体
と
し
た
七
つ
の
有
人
島
と
六
〇
の
無
人
島
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
総
面
積
は
二
一
三
・
九
八

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
最
大
の
中
通
島
の
面
積
は
一
六
八
・
四
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
日
本
で
は
一
七
番
目
の
面
積
を
有
す
る
島

で
あ
る
。
総
面
積
の
中
で
は
、
田
が
二
・
六
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
全
体
の
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
畑
が
一
五
・
一
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
で
七
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
宅
地
四
・
三
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
二
・
〇
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
山
林
が
一
三
八
・
七
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で

四
四
七
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六
四
・
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
原
野
が
二
・
五
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
の
他
が
五
〇
・
四
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で

二
三
・
五
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
三
月
末
の
総
人
口
は
二
万
一
二
八
五
人
、
産
業
別
就
業
者
数
は

八
六
五
一
人
で
あ
り
、
第
一
次
産
業
は
九
八
二
人
で
一
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
二
次
産
業
は
一
三
一
八
人
で
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
三

次
産
業
は
六
二
八
八
人
で
七
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
第
三
次
産
業
依
存
度
が
高
い
町
で
あ
る
。
農
地
の
狭
さ
が
主
た
る
要
因
で
あ

る
こ
と
は
、
第
一
次
産
業
の
う
ち
農
業
は
五
五
人
で
〇
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
林
業
は
一
九
人
で
〇
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
漁
業
は
九
〇
八
人
で

一
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る

（
25
）

。

三
市
一
町
で
は
第
一
次
産
業
依
存
度
が
相
対
的
に
高
く
、
第
二
次
・
第
三
次
産
業
依
存
度
が
相
対
的
に
低
い
。
そ
れ
で
も
個
々
の
自
治

体
ご
と
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
対
馬
市
で
は
第
一
次
産
業
は
全
国
割
合
の
五
・
二
倍
、
第
二
次
産
業
は
全
国
割
合
の
約
半
分
、
第
三
次

産
業
は
全
国
割
合
の
約
九
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
第
一
次
産
業
の
比
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
全
国

の
割
合
に
近
い
農
業
を
除
く
と
、
林
業
は
一
〇
倍
以
上
、
漁
業
は
六
〇
倍
近
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
壱
岐
市
で
は
第
一
次
産
業
は
全
国

割
合
の
六
・
三
倍
、
第
二
次
産
業
は
全
国
割
合
の
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
三
次
産
業
は
全
国
割
合
の
約
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
お
り
、

対
馬
市
と
同
様
の
第
一
次
産
業
の
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
農
業
は
全
国
の
割
合
の
四
・
五
倍
と
な
っ
て
お
り
、
漁
業
も
半
農
半

漁
の
影
響
も
あ
る
こ
と
か
ら
八
〇
倍
強
の
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
新
五
島
町
で
は
第
一
次
産
業
は
全
国
割
合
の
二
・
七
倍
、
第
二
次
産
業

は
全
国
割
合
の
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
三
次
産
業
は
全
国
割
合
の
約
一
・
〇
二
倍
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
三
市
一
町
の
地
域
お
こ
し

策
の
方
向
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」（
対
馬
市
で
は
「
地
域
お
こ
し
協
働
隊
」）
の
採
用
計
画
や
方
針
や
現
状

分
析
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。

四
四
八



長
崎
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島
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部
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平
成
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大
合
併
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域
お
こ
し
（
山
田
）

（
六
〇
七
）

五　

五
島
市
の
地
域
お
こ
し
と
地
域
お
こ
し
協
力
隊

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
八
月
一
日
に
、
福
江
市
と
南
松
浦
郡
の
富
江
町
・
玉
之
浦
町
・
三
井
楽
町
・
岐
宿
町
・
奈
留
町
の
一
市
五

町
の
合
併
で
誕
生
し
た
五
島
市
で
は
、
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
の
国
勢
調
査
に
お
け
る
四
万
六
二
二
人
の
人
口
の
う
ち
、
福
江
町
に

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
万
四
五
四
八
人
が
居
住
し
て
お
り
、
残
り
は
富
江
町
に
五
〇
五
二
人
、
玉
之
浦
町
に
一
五
八
九
人
、
三
井

楽
町
に
二
九
六
七
人
、
岐
宿
町
に
三
六
五
九
人
、
奈
留
町
に
二
八
〇
七
人
が
分
散
し
て
居
住
し
て
い
る
。
ま
た
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）

年
三
月
の
人
口
を
見
る
と
、
三
万
九
一
一
七
人
の
人
口
の
う
ち
福
江
島
に
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
三
万
五
九
〇
五
人
が
住
ん
で
お
り
、

残
り
の
三
二
一
二
人
の
う
ち
二
四
三
九
人
は
奈
留
島
に
住
ん
で
お
り
、
残
り
の
九
つ
島
に
は
三
四
〇
人
か
ら
二
人
ま
で
し
か
住
ん
で
い
な

い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
五
島
市
の
福
江
地
域
へ
の
一
極
集
中
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
含
ん
だ
形
で
地
域
お

こ
し
協
力
隊
員
（
隊
員
）
や
集
落
支
援
員
（
支
援
員
）
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

福
江
地
域
は
福
江
・
緑
丘
、
奥
浦
、
崎
山
、
本
山
、
大
浜
、
椛
島
（
人
口
一
五
〇
人
）、
久
賀
島
（
人
口
三
四
〇
人
）
に
区
分
さ
れ
、
残
り

は
富
江
地
区
、
玉
之
浦
地
区
、
三
井
楽
地
区
、
岐
宿
地
区
、
奈
留
島
（
人
口
二
四
三
九
人
）
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
福
江
・
緑
丘
に
は
隊
員

一
名
と
支
援
員
二
名
が
、
奥
浦
、
崎
山
、
本
山
、
大
浜
に
は
そ
れ
ぞ
れ
支
援
員
一
名
が
、
椛
島
に
は
隊
員
一
名
が
、
久
賀
島
に
は
支
援
員

二
名
が
、
富
江
地
区
隊
員
と
支
援
員
各
一
名
が
、
玉
之
浦
地
区
に
は
隊
員
二
名
と
支
援
員
一
名
が
、
三
井
楽
地
区
、
岐
宿
地
域
、
奈
留
島

に
は
隊
員
と
支
援
員
各
一
名
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
五
島
市
は
市
を
一
二
の
地
区
（
福
江
・
緑
丘
は
福
江
地
区
と
緑
丘
地
区
に
分
け
ら
れ
て
い

る
）
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
地
区
公
民
館
（
奈
留
島
に
は
お
か
れ
て
い
な
い
）
を
お
き
、「
暮
ら
し
を
守
る
」
を
テ
ー
マ
に
「
市
民
主
役
の
地

域
活
動
支
援
」
策
と
し
て
「
地
域
を
も
っ
と
住
み
や
す
く
、
も
っ
と
元
気
に
す
る
た
め
、『
地
域
の
絆
再
生
事
業
』
を
推
進
し
、
市
民
が

四
四
九
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主
体
と
な
る
地
域
活
動
を
積
極
的
に
支
援
し
ま
す
。
平
成
二
六
年
度
の
モ
デ
ル
地
区
で
の
成
果
を
踏
ま
え
、
平
成
二
七
年
度
は
、
市
内
全

地
域
へ
拡
大
し
ま
す
」
と
の
計
画
を
掲
げ
、
公
民
館
単
位
で
の
拠
点
づ
く
り
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
体
制
）
と
そ
の
活
動
を
支
え
る
こ
と
を

目
標
に
、
ま
ち
づ
く
り
交
付
金
の
導
入
に
よ
り
地
域
お
こ
し
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

（
26
）

。
こ
う
し
た
地
区
公
民

館
設
置
地
区
と
奈
留
島
地
区
を
対
象
に
隊
員
と
支
援
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
島
市
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
実
際
の
活

動
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

玉
之
浦
町
中
須
地
区
の
Ａ
隊
員
は
、
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
四
月
一
日
の
着
任
で
、
実
際
の
仕
事
は
地
域
支
援
が
中
心
で
あ
り
、

地
域
か
ら
の
オ
ー
ダ
ー
に
応
じ
て
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
当
初
は
作
業
支
援
（
草
刈
等
）
が
多
か
っ
た
が
、
現
在
で
は
残
っ
た
野
菜
の
販

売
（
無
人
販
売
所
）
の
運
営
や
、
中
須
地
域
を
知
ら
せ
る
た
め
の
看
板
（
モ
ザ
イ
ク
ア
ー
ト
）
作
成
や
、
月
二
回
行
わ
れ
て
い
る
老
人
会
の

集
ま
り
で
体
操
や
話
し
合
い
の
会
を
実
施
し
て
い
る
。
地
域
外
か
ら
の
現
金
収
入
確
保
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
余
剰
野
菜
の
無
人
販

売
の
ほ
か
に
、
リ
メ
イ
ク
品
の
試
作
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
古
い
着
物
の
ク
ッ
シ
ョ
ン
等
へ
の
再
利
用
や
Ｔ
シ
ャ
ツ
か
ら
布
草
履
を
つ
く

る
こ
と
な
ど
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
。
地
域
住
民
と
の
か
か
わ
り
と
し
て
施
餓
鬼
の
時
の
七
夕
飾
り
を
幼
稚
園
児
と
と
も
に
作
成
し
た

り
、
キ
ャ
ン
ド
ル
ナ
イ
ト
を
年
一
回
実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
人
は
住
民
と
の
交
流
が
あ
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
反
面
、

住
民
に
危
機
感
が
な
い
こ
と
や
、
行
事
の
経
費
が
出
て
こ
な
い
こ
と
か
ら
縮
小
傾
向
に
あ
る
こ
と
に
危
機
感
を
持
っ
て
い
た
。
生
活
し
て

み
て
ぜ
い
た
く
な
暮
ら
し
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
。
旬
の
も
の
や
取
れ
た
て
の
食
材
そ
し
て
鮮
度
の
い
い
も
の

を
食
べ
て
生
活
が
で
き
て
い
る
と
話
し
て
く
れ
た
。

玉
之
浦
町
小
川
地
区
の
Ｂ
隊
員
は
横
浜
市
出
身
で
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
四
月
一
日
の
着
任
で
、
高
島
で
空
き
家
を
利
用
し
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
行
っ
て
い
る
隊
員
と
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
応
募
し
た
。
美
大
出
身
の
た
め
、
最
初
に
身
近
な
情
報
を
入
れ
た

四
五
〇
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地
図
「
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
Ｅ
Ｊ
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｐ
」
を
作
成
し
た
。
こ
れ
は
印
刷
物
に
な
り
一
般
に
配
布
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
写
真
を
展
示
し
住
民
に
投

票
し
て
も
ら
い
、
地
域
の
風
景
を
入
れ
た
春
夏
秋
冬
の
四
パ
タ
ー
ン
の
便
箋
を
つ
く
っ
た
。
こ
れ
は
地
域
住
民
の
地
域
の
見
直
し
に
も
役

立
っ
て
い
る
。
ま
た
よ
そ
に
住
む
地
域
出
身
者
と
の
交
流
も
目
的
の
一
つ
と
し
て
「
小
川
だ
よ
り
」
を
創
刊
し
地
域
の
情
報
を
発
信
し
た
。

さ
ら
に
夏
休
み
企
画
と
し
て
、
一
年
目
に
英
語
を
使
っ
た
ゲ
ー
ム
、
二
年
目
に
造
形
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
三
年
目
に
布
に
絵
を
描
い
て
子

供
と
も
交
流
を
図
っ
た
。
お
盆
の
時
に
は
集
会
所
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
と
考
え
、
気
軽
に
飲
め
る
会
を
開
き
、
住
民
と
帰
省
者
の
交
流

を
は
か
っ
た
。
ま
た
Ｕ
タ
ー
ン
者
の
伴
侶
の
方
と
の
交
流
を
主
目
的
と
し
た
「
か
た
ら
ん
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
れ
は
島
の
男
性
出

身
者
が
夫
婦
で
帰
島
し
た
場
合
の
、
非
出
身
者
で
あ
る
伴
侶
の
交
流
の
場
と
し
て
企
画
し
た
も
の
で
あ
り
、
住
民
は
日
常
生
活
に
追
わ
れ

て
ゆ
と
り
が
な
い
こ
と
か
ら
、
奥
さ
ん
方
の
交
流
の
場
と
し
て
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
島
に
残
り
荒
川
地
域
で
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
と

カ
フ
ェ
を
や
る
準
備
を
、
地
元
の
友
人
（
Ｉ
タ
ー
ン
者
）
と
一
緒
に
進
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

奈
留
地
域
の
Ｃ
隊
員
は
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
一
〇
月
一
日
の
着
任
で
、
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
の
震
災
後
に
三
陸
で
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
経
験
か
ら
、
地
域
に
入
っ
て
地
域
と
つ
な
が
っ
て
い
け
る
仕
事
を
し
た
い
と
考
え
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
こ
と
を
知
り
応

募
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
旅
行
社
に
勤
め
て
い
た
経
験
も
あ
り
民
泊
を
中
心
に
し
た
活
動
と
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
事
務
を
担
当
し

て
い
る
。
仕
事
の
大
半
は
奈
留
支
所
で
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
若
干
住
民
と
の
交
流
が
不
足
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。
民
泊
は
修
学

旅
行
が
来
な
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
、
五
島
市
内
で
は
最
初
に
立
ち
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
体
験
交
流
協
議
会
と
と

も
に
支
所
が
窓
口
と
な
っ
て
お
り
、
ど
う
民
間
に
移
す
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
民
泊
で
は
体
験
型
観
光
・
イ
ベ
ン
ト
（
出
会
い
交
流

体
験
）・
教
会
（
教
会
守
が
維
持
）
訪
問
が
主
た
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
民
泊
に
参
加
し
て
い
る
家
は
一
六
軒
で
一
軒
に
は
四
名
か
ら
六

名
の
宿
泊
が
可
能
で
あ
る
。
民
泊
の
主
体
は
高
齢
者
で
あ
り
、
楽
し
い
と
い
っ
て
く
れ
る
も
の
の
持
続
性
に
不
安
が
あ
る
。
体
験
で
は
タ

四
五
一
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コ
釣
り
、
シ
ー
カ
ヤ
ッ
ク
、
か
ま
ぼ
こ
づ
く
り
、
船
釣
り
、
木
工
ア
ク
セ
サ
リ
ー
作
り
な
ど
が
行
わ
れ
て
お
り
、
修
学
旅
行
の
復
活
も
模

索
さ
れ
て
い
る
。
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
事
は
支
援
員
と
協
力
し
て
実
施
し
て
お
り
、
町
内
会
部
会
・
文
化
教
育
部
会
・
地
域
振
興
部
会

の
三
部
会
を
通
じ
て
実
施
し
て
い
る
。
島
民
は
本
当
は
ぜ
い
た
く
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
井
楽
地
区
の
Ｄ
隊
員
は
二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
四
月
一
日
の
着
任
で
、
海
外
青
年
協
力
隊
員
と
し
て
二
年
間
セ
ネ
ガ
ル
の
小
学

校
で
活
動
し
た
経
験
が
あ
り
、
そ
の
時
の
同
僚
が
五
島
列
島
出
身
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
島
に
興
味
を
持
ち
応
募
し
た
。
二
〇
一
四
（
平

成
二
六
）
年
四
月
か
ら
体
験
型
観
光
を
推
進
し
て
い
る
。
最
初
に
民
泊
を
引
き
受
け
て
く
れ
る
家
探
し
か
ら
始
め
、
保
健
所
か
ら
の
許
可

等
を
得
て
事
業
を
開
始
し
た
。
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
月
一
七
日
・
一
八
日
に
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
「
み
い
ら
く
椿
物
語
ツ
ア
ー
」
を
、

長
崎
港
か
ら
一
泊
二
日
で
実
施
し
た
。
修
学
旅
行
を
メ
イ
ン
と
し
て
、
第
一
回
は
五
月
一
九
日
か
ら
一
九
日
の
日
程
で
奈
良
県
五
条
中
学

校
生
を
、
第
二
回
は
六
月
三
〇
日
か
ら
七
月
二
日
の
日
程
で
生
駒
高
等
学
校
生
を
、
第
三
回
目
は
七
月
一
八
日
か
ら
二
一
の
日
程
で
長
崎

県
内
の
小
中
学
校
生
を
受
け
入
れ
た
。
こ
の
時
は
六
〇
名
が
来
島
し
た
の
で
三
〇
名
は
玉
之
浦
で
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
ま
で
の
修
学
旅
行

は
み
ん
な
が
同
じ
状
態
で
行
う
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
が
、
民
泊
な
の
で
そ
れ
ぞ
れ
の
宿
泊
先
で
の
差
異
は
受
け
入
れ
て
も
ら
っ
た
。
夕

焼
け
マ
ラ
ソ
ン
に
は
韓
国
や
台
湾
か
ら
の
参
加
者
も
お
り
、
民
泊
を
活
用
し
て
参
加
し
て
も
ら
っ
た
。
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
仕
事
は
わ

り
と
保
守
的
な
仕
事
で
あ
る
。
定
住
は
、
隊
員
活
動
と
並
行
し
た
副
業
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
自
立
へ
の
準
備
期
間
が
少
な
く
難

し
い
と
考
え
て
い
る
と
話
し
て
く
れ
た
。

岐
宿
地
区
の
Ｅ
隊
員
は
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
四
月
一
日
の
着
任
で
、
ご
主
人
が
五
島
市
で
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
隊
員

に
応
募
し
来
島
し
た
。
現
在
、
民
泊
一
六
件
と
協
力
し
、
体
験
型
観
光
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。
昨
年
度
は
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）

四
五
二
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年
九
月
と
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
一
月
に
二
回
の
モ
ニ
タ
ー
ツ
ア
ー
を
実
施
し
た
。
今
年
度
は
五
月
と
六
月
に
修
学
旅
行
を
受
け
入

れ
た
。
夕
焼
け
マ
ラ
ソ
ン
に
お
い
て
も
民
泊
を
参
加
者
の
宿
泊
先
と
し
て
活
用
し
た
。
私
的
な
民
泊
利
用
も
増
え
て
き
て
お
り
、
島
の
人

が
ど
ん
ど
ん
元
気
に
な
っ
て
き
て
い
る
気
が
す
る
と
話
し
て
く
れ
た
。
島
の
人
は
も
て
な
し
好
き
で
あ
り
、
体
験
指
導
の
た
め
に
宿
泊
者

に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
る
こ
と
を
通
じ
て
誇
り
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。「
孫
が
定
期
的
に
来
て
い
る
み
た
い
だ
」
と

い
っ
た
感
想
も
聞
か
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
高
齢
化
の
進
展
か
ら
み
て
継
続
が
難
し
い
よ
う
に
思
え
る
と
の
感
想
を
持
っ
て

い
た
。
支
庁
の
職
員
は
、
若
者
の
帰
島
（
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
）
に
は
何
ら
か
の
仕
事
が
必
要
で
あ
り
、
企
業
と
農
業
研
修
や
漁
業
研
修
を
有

効
に
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
話
し
て
く
れ
た
。

久
賀
島
地
区
の
Ｆ
隊
員
は
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
九
月
一
六
日
の
着
任
で
、
現
在
、
廃
校
に
な
っ
た
小
学
校
を
活
用
し
た
会
員
制

で
運
営
し
て
い
る
「
久
賀
島
フ
ァ
ー
ム
」
で
仕
事
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
産
品
の
開
発
・
生
産
・
販
売
を
通
じ
た
地
域
お
こ
し
を
目

標
に
、
鯵
の
南
蛮
漬
け
、
ウ
ニ
、
ま
ふ
の
り
（
一
般
に
は
「
あ
か
の
り
」
と
し
て
販
売
・
海
藻
サ
ラ
ダ
用
）、
と
さ
か
（
海
藻
の
女
王
）、
あ
お
さ

（
売
上
第
一
位
）
を
そ
ろ
え
、
四
月
か
ら
た
め
し
で
販
売
を
開
始
し
、
五
月
に
は
五
島
フ
ェ
ス
タ
で
販
売
し
た
。
彼
は
定
住
を
望
ん
で
い
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

冨
江
地
区
の
Ｇ
隊
員
は
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
の
着
任
で
、
両
親
が
五
島
列
島
に
移
住
し
た
こ
と
か
ら
隊
員
に
応
募
し
来
島
し
た
。

与
え
ら
れ
て
い
る
仕
事
は
、
体
験
型
交
流
と
商
工
業
の
可
能
性
の
追
求
と
島
の
情
報
発
信
で
あ
る
。
民
泊
に
は
保
健
所
の
許
可
を
得
た
九

軒
が
登
録
し
て
お
り
、
今
後
三
軒
が
追
加
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
長
崎
市
東
中
学
校
と
大
宰
府
少
年
の
船
の
一
行
が
来
島
し
て

い
る
。
支
援
員
と
と
も
に
地
域
の
絆
事
業
に
参
加
し
て
い
る
。
敬
老
会
活
動
や
「
く
ち
び
る
に
歌
を
」
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
八
月
七
日

と
九
日
に
実
施
し
た
。
市
の
補
助
金
を
活
用
し
た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
郷
長
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
実
施
し
て
い
る
町
内
会
事

四
五
三
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業
に
も
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
新
規
事
業
の
ペ
タ
ン
ク
に
も
協
力
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

椛
島
地
区
の
Ｈ
隊
員
は
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
年
）
四
月
一
日
の
着
任
で
、
シ
ュ
ノ
ー
ケ
リ
ン
グ
が
趣
味
で
五
島
を
訪
問
し
た
時
に
地

域
お
こ
し
協
力
隊
の
こ
と
を
知
り
応
募
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
口
一
四
四
人
の
椛
島
に
は
本
窯
地
区
と
伊
富
貴
地
区
二
つ
の
中
心

と
な
る
集
落
（
郷
）
が
存
在
す
る
。
本
窯
郷
の
住
民
の
職
業
は
漁
師
と
福
江
島
で
働
く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
半
々
で
あ
り
、
出
張
所
と
公
民

館
と
診
療
所
分
院
と
消
防
団
九
分
団
が
お
か
れ
て
い
る
。
伊
富
貴
郷
の
住
民
は
漁
師
が
大
半
で
あ
り
出
張
所
分
室
と
公
民
館
と
診
療
所
消

防
団
九
副
分
団
が
置
か
れ
て
い
る
。
両
地
域
の
中
間
に
立
派
な
小
・
中
学
校
が
存
在
す
る
が
、
現
在
生
徒
は
小
学
五
年
生
一
人
で
あ
る
。

両
地
域
を
行
き
来
し
て
情
報
伝
達
や
地
域
活
動
支
援
や
集
落
支
援
も
仕
事
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
隊
員
の
仕
事
の
一
つ
に
体
験
型
観
光

の
推
進
が
あ
る
が
、
保
健
所
の
許
可
を
持
つ
民
宿
は
一
軒
し
か
な
く
実
績
は
な
い
。
運
動
会
は
公
民
館
合
同
で
学
校
の
グ
ラ
ン
ド
で
行
わ

れ
て
い
る
。
空
き
家
バ
ン
ク
の
整
備
の
指
導
を
市
か
ら
受
け
て
お
り
調
査
中
で
あ
る
。
ふ
る
さ
と
納
税
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
増
栄

丸
の
水
産
加
工
品
に
関
す
る
情
報
発
信
も
し
て
い
る
と
話
し
て
く
れ
た
。

福
江
港
に
あ
る
市
の
観
光
交
流
課
に
配
属
さ
れ
て
い
る
Ｉ
隊
員
は
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
四
月
一
日
の
着
任
で
、
五
島
市
全
域
が

活
動
範
囲
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
幅
広
い
活
動
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
観
光
協
会
と
協
力
し
た
民
泊
事
業
の
拡
大
や
、
規
制
緩
和
を
含

め
た
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
対
応
の
協
議
会
設
置
な
ど
を
て
が
け
て
い
る
。
人
口
減
少
が
激
し
い
久
賀
島
や
玉
之
浦
地
区
が
最
初
に
民
泊

を
受
け
入
れ
成
功
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
修
学
旅
行
を
中
心
と
し
た
体
験
型
観
光
の
拡
充
を
模
索
し
て
い
る
。
将
来
は
ア
パ
レ
ル
関
係
の

起
業
を
し
、
東
京
と
つ
な
が
り
を
つ
く
る
こ
と
が
目
標
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
観
光
交
流
課
に
は
も
う
一
人
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
の
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
応
募
し
て
来
島
し
た
、
国
際
交
流
員
の
韓
国
人
の
Ｊ
さ
ん
が
い
る
。
彼
女
は
韓
国
か
ら
立
教
大
学
観
光
学
科
に
留
学
し
、
東
京

で
三
年
生
活
し
た
後
帰
国
し
、
一
年
後
に
Ｃ
Ｌ
Ａ
Ｉ
Ｒ
の
試
験
に
合
格
し
来
島
し
た
。
彼
女
は
現
在
韓
国
人
観
光
客
へ
の
対
応
と
島
民
へ

四
五
四
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（
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の
韓
国
語
講
講
座
を
行
っ
て
い
る

（
27
）

。
彼
女
の
採
用
は
、「
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺
産
」
の
世
界
遺
産
登
録
後
の
韓
国
人
観

光
客
の
増
加
へ
の
対
応
を
予
定
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
現
在
五
島
市
に
お
い
て
世
界
遺
産
候
補
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
久
賀
島
の
「
旧

五
輪
教
会
堂
」
と
奈
留
島
の
「
江
上
天
主
堂
」
だ
け
で
あ
り
、
福
江
島
に
あ
る
一
四
の
教
会
は
そ
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い

（
28
）

こ
と
か

ら
、
何
ら
か
の
島
独
自
の
対
応
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
、
Ｉ
さ
ん
の
役
割
へ
の
期
待
度
は
高
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。

六　

新
上
五
島
町
の
地
域
お
こ
し
と
地
域
お
こ
し
協
力
隊

新
上
五
島
町
の
誕
生
は
合
併
前
の
各
町
の
借
入
金
が
多
か
っ
た
こ
と
も
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
合
併
後
の
公
共
事
業
の
縮
減

が
仕
事
減
と
な
り
人
口
減
を
誘
発
し
た
こ
と
か
ら
、
合
併
し
た
後
に
職
員
の
給
与
を
減
額
し
た
最
初
の
町
と
な
っ
た
。
ま
た
水
産
業
中
心

と
い
い
な
が
ら
公
共
事
業
へ
の
依
存
率
が
高
い
こ
と
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
町
の
田
畑
や
宅
地
は
島
全
体
の
約
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
す

ぎ
ず
、
山
林
・
原
野
そ
の
他
が
約
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
高
校
卒
業
者
の
九
割
が
島
を
出
る
。
仕
事
を
つ
く
る
た

め
に
、
大
学
生
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を
通
じ
た
起
業
、
サ
ー
フ
ィ
ン
や
カ
ヤ
ッ
ク
等
の
ツ
ア
ー
事
業
、
空
き
家
バ
ン
ク
な
ど
を
推
進
し

て
い
る
。
空
き
家
は
、
仏
壇
の
存
在
や
お
盆
等
の
行
事
の
た
め
の
帰
島
を
考
え
貸
し
た
が
ら
な
い
人
が
多
く
、
一
部
の
住
宅
を
使
い
、
お

試
し
住
宅
や
年
二
回
田
舎
暮
ら
し
体
験
ツ
ア
ー
を
実
践
し
て
い
る
。
林
業
で
は
バ
イ
オ
マ
ス
工
場
設
置
計
画
あ
り
、
チ
ッ
プ
材
が
そ
ろ
う

こ
と
が
条
件
と
な
っ
て
は
い
る
が
工
場
建
設
計
画
が
あ
る
。
ま
た
異
業
種
間
の
連
携
に
よ
る
特
産
品
と
し
て
、
五
島
牛
カ
レ
ー
に
牛
肉
の

代
わ
り
に
マ
グ
ロ
の
胃
袋
を
入
れ
た
漁
師
カ
レ
ー
を
開
発
し
た
経
験
を
踏
ま
え
、
異
業
種
間
の
連
携
に
よ
る
新
商
品
の
開
発
な
ど
を
模
索

し
て
い
る
。

四
五
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島
の
代
表
的
な
特
産
品
は
五
島
う
ど
ん
と
椿
と
焼
酎
で
あ
る
。
焼
酎
は
土
地
が
痩
せ
て
い
て
サ
ツ
マ
イ
モ
し
か
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
生
ま
れ
た
商
品
で
あ
る
。
そ
の
他
水
産
加
工
品
や
ジ
ビ
エ
と
し
て
の
イ
ノ
シ
シ
の
肉
が
あ
る
が
、
地
元
の
人
は
野
生
動
物
を
食
べ
な
い

の
で
販
路
開
拓
が
必
要
で
あ
る
。
椿
の
事
業
化
を
最
初
に
取
り
組
ん
だ
の
は
旧
新
魚
目
町
で
あ
る
。
新
魚
目
町
で
は
一
九
七
三
（
昭
和

四
八
）
年
に
新
魚
目
町
振
興
公
社
を
設
立
し
、
町
の
活
性
化
を
目
的
に
椿
の
事
業
化
や
国
民
宿
舎
の
運
営
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
旧
国

民
宿
舎
は
現
在
企
業
に
業
務
委
託
し
、
ホ
テ
ル
マ
ル
ゲ
リ
ー
タ
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
外
部
の
力
で
島
の
振
興
を
実
践
す
る

た
め
に
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
と
し
て
椿
工
房
に
Ｋ
氏
、
Ｌ
氏
、
有
川
に
あ
る
観
光
物
産
館
（
う
ど
ん
の
里
）
に
Ｍ
さ
ん
と
Ｎ
さ
ん
、

文
化
財
課
（
有
川
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
鯨
賓
館
）
に
Ｏ
さ
ん
と
Ｐ
氏
を
迎
え
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
新
上
五
島
町
で
は
文
化
財
課
が
「
長
崎
の
教

会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺
産
」
の
世
界
遺
産
登
録
業
務
を
推
進
し
て
い
る
。
韓
国
人
の
林
さ
ん
受
け
入
れ
は
、
巡
礼
コ
ー
ス
の
拡
充
に

よ
る
韓
国
人
信
者
の
来
島
者
の
増
加
を
目
的
と
し
た
政
策
の
一
つ
で
あ
る
。

昭
和
六
〇
年
に
は
三
万
人
を
超
え
て
い
た
人
口
は
、
現
在
二
万
二
八
四
人
ま
で
減
少
し
て
お
り
、
当
時
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
住
宅
地

や
田
畑
は
草
木
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
山
の
斜
面
と
思
わ
れ
る
緑
地
も
、
近
く
で
見
る
と
段
差
の
あ
る
平
ら
な
土
地
と
な
っ
て
お
り
、
か
つ

て
そ
こ
が
宅
地
や
田
畑
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
後
述
す
る
土
地
所
有
者
不
詳
や
耕
作
放
棄
地
問
題
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
目
立
つ
も
の
の
一
つ
が
椿
の
木
で
あ
り
、
椿
産
業
は
地
域
の
代
表
的
な
産
業
と
な
っ
て
い
る
。
資
生
堂
か

ら
の
注
文
も
あ
り
需
要
が
増
え
て
い
る
が
供
給
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
。
ま
た
椿
の
木
に
関
す
る
相
続
問
題
や
財
産
権
の
問
題
も
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
長
崎
県
は
、
五
島
市
と
新
上
五
島
町
を
エ
リ
ア
と
す
る
「『
日
本
一
の
椿
の
島
』
づ
く
り
」
を
目
的
と
し
た
地

域
活
性
化
総
合
特
区
と
し
て
「
椿
に
よ
る
五
島
列
島
活
性
化
特
区
」
の
特
区
申
請
を
行
い
、
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
七
月
二
五
日
に

第
二
次
指
定
を
受
け
て
い
る

（
29
）

。

四
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特
区
で
は
、「
自
生
椿
林
の
環
境
保
全
と
活
用
促
進
」
の
た
め
に
「
森
林
内
の
作
業
環
境
の
整
備
」
と
「
未
相
続
椿
林
・
所
有
者
不
在

椿
林
の
活
用
促
進
」
を
お
こ
な
い
、「
相
続
未
登
録
と
な
っ
て
い
る
自
生
椿
林
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
特
定
法
の
制
定
」
と
「
所
有

者
が
不
明
で
あ
る
自
生
椿
林
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
の
使
用
権
の
設
定
」
等
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
た
「
椿
苗
の
植
栽
に
よ
る
耕
作
放

棄
地
の
解
消
と
椿
林
の
拡
大
」
の
た
め
に
「
耕
作
放
棄
地
に
多
い
未
相
続
農
地
及
び
所
有
者
不
在
農
地
の
活
用
」
を
お
こ
な
い
、「
相
続

未
登
記
と
な
っ
て
い
る
共
有
農
地
利
用
権
設
定
に
係
る
土
地
同
意
要
件
（
同
委
の
範
囲
、
利
用
権
存
続
期
間
）
の
緩
和
」
等
を
提
案
し
て
い

る
。
さ
ら
に
「
椿
を
活
用
し
た
新
た
な
商
品
開
発
と
販
路
拡
大
」
の
た
め
に
「
付
加
価
値
の
高
い
椿
油
製
品
や
工
芸
品
等
の
開
発
」
や

「
流
通
ル
ー
ト
の
開
発
と
販
路
拡
大
」
を
お
こ
な
い
、「
六
次
産
業
化
推
進
整
備
事
業
に
係
る
事
業
実
施
主
体
の
対
象
拡
大
」
等
を
提
言
し

て
い
る
。
過
疎
地
域
に
お
け
る
資
産
価
値
の
低
下
と
若
者
の
離
島
等
に
よ
り
、
五
島
列
島
で
は
農
地
や
森
林
等
の
未
相
続
や
所
有
者
不
在

と
い
っ
た
状
況
が
常
態
化
し
て
い
る
こ
と
が
、
地
域
産
業
の
復
興
や
発
展
に
と
っ
て
障
害
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
椿
を
活

用
し
た
地
域
お
こ
し
策
の
一
つ
と
し
て
、
上
五
島
町
で
は
椿
を
通
じ
た
観
光
の
発
展
を
期
し
て
、
長
崎
県
立
大
学
と
の
相
互
協
力
協
定
事

業
の
ひ
と
つ
と
し
て
平
成
二
一
年
三
月
に
、「
新
上
五
島
町
つ
ば
き
マ
ッ
プ
」
を
作
成
し
て
い
る

（
30
）

。

財
団
法
人
新
上
五
島
町
振
興
公
社
・
椿
油
加
工
事
業
部
「
椿
工
房
」
に
は
二
名
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
が
い
る
。
Ｋ
氏
は
仕
事
で
五

島
へ
来
た
こ
と
が
縁
で
隊
員
と
な
っ
た
。
伊
豆
大
島
の
隣
の
島
で
椿
の
生
産
日
本
一
の
渡
島
で
の
調
査
を
通
じ
て
椿
の
こ
と
を
よ
り
深
く

学
び
、
現
在
は
販
路
の
拡
大
を
模
索
し
て
い
る
。
地
元
の
女
性
と
結
婚
し
た
の
で
定
住
を
考
え
て
い
る
が
、
今
後
の
仕
事
に
若
干
不
安
を

感
じ
て
い
る
と
話
し
て
く
れ
た
。
Ｌ
氏
は
カ
ヤ
ッ
ク
が
好
き
で
新
上
五
島
町
に
来
た
の
で
椿
に
関
す
る
知
識
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
自
然

に
ひ
か
れ
た
こ
と
か
ら
隊
員
と
し
て
着
任
し
た
。
二
人
と
も
、
椿
公
社
で
の
仕
事
の
た
め
地
域
と
の
交
流
が
弱
く
、
公
社
に
就
職
し
た
よ

う
な
感
じ
で
あ
り
自
分
た
ち
を
知
ら
な
い
住
民
も
多
い
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
。
仕
事
は
、
住
民
が
九
月
こ
ろ
か
ら
採
取
し
た
椿
を
一
一

四
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月
上
旬
こ
ろ
ま
で
に
買
い
取
り
、
準
備
を
整
え
て
一
月
か
ら
三
月
あ
た
り
に
採
油
し
販
売
し
て
い
る
。
椿
は
年
に
よ
っ
て
実
り
が
大
き
く

異
な
り
、
最
大
の
時
に
は
三
九
ト
ン
ほ
ど
採
れ
る
が
、
不
作
の
年
は
一
・
六
ト
ン
ほ
ど
し
か
採
れ
ず
、
安
定
し
た
生
産
と
販
売
の
確
保
が

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
三
年
か
ら
資
生
堂
と
の
取
引
が
始
ま
り
経
営
の
安
定
化
が
進
ん
だ
が
、
生
産
の
ば
ら
つ
き
か
ら
椿

の
在
庫
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
資
生
堂
と
こ
れ
ま
で
の
契
約
者
へ
の
販
売
の
バ
ラ
ン
ス
に
苦
慮
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

観
光
物
産
館
（
う
ど
ん
の
里
）
に
も
二
人
の
隊
員
が
い
る
。
Ｍ
さ
ん
は
、
中
国
か
ら
の
留
学
生
で
、
東
京
で
の
仕
事
で
二
回
ほ
ど
五
島

列
島
を
訪
れ
た
こ
と
が
縁
で
、
三
年
前
か
ら
隊
員
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
に
四
月
に
学
生
ビ
ザ
を
就
労
ビ

ザ
に
切
り
替
え
た
こ
と
か
ら
、
二
年
間
の
滞
在
延
長
が
許
可
さ
れ
現
在
も
活
動
し
て
い
る
。
世
界
遺
産
登
録
に
備
え
た
韓
国
巡
礼
団
の
招

致
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
中
国
か
ら
の
観
光
客
受
け
入
れ
態
勢
の
整
備
も
し
て
お
り
、
現
在
は
物
産
の
中
国
で
の
販
売
を
企
画
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｎ
さ
ん
は
（
夫
婦
夫
は
Ｐ
さ
ん
）
で
来
島
し
隊
員
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
新
聞
記
者
時
代
の
地
域
密
着
型
の
仕

事
が
楽
し
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
元
密
着
型
の
仕
事
が
し
た
く
て
夫
婦
で
隊
員
を
希
望
し
来
島
し
た
。
特
に
新
聞
記
者
の
経
験
が
生
か
せ

る
情
報
発
信
が
出
来
る
こ
と
か
ら
上
五
島
町
を
選
ん
で
い
る
。
ま
だ
来
島
間
も
な
く
実
績
は
こ
れ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

文
化
財
課
（
有
川
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
鯨
ひ
ん
館
）
で
は
、
船
着
き
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
観
光
情
報
の
提
供
や
案
内
と
い
っ
た
業
務
の
傍
ら
世

界
遺
産
登
録
を
担
当
し
て
い
る
。
長
崎
県
の
教
会
群
の
世
界
遺
産
登
録
を
目
的
と
し
た
こ
の
活
動
に
お
い
て
、
町
は
国
の
重
要
文
化
財
に

制
定
さ
れ
て
い
る
教
会
を
中
心
に
、
町
内
の
一
四
教
会
の
登
録
を
企
画
し
て
い
る
。
ま
ち
お
こ
し
に
は
地
場
産
品
の
Ｐ
Ｒ
や
開
発
が
必
要

で
あ
る
と
と
も
に
、
観
光
も
主
要
な
要
素
と
な
る
。
た
だ
し
観
光
は
形
が
見
え
に
く
い
こ
と
か
ら
、
町
は
世
界
遺
産
登
録
に
力
を
入
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
Ｏ
隊
員
は
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
四
月
の
着
任
で
、
両
親
の
出
身
地
で
あ
り
、
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
関
心
が
あ

り
応
募
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
在
は
重
要
文
化
的
景
観
の
Ｐ
Ｒ
を
担
当
し
て
い
る
。
ブ
ロ
グ
を
発
信
し
福
岡
か
ら
三
年
で
五
〇
組

四
五
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ほ
ど
呼
び
込
ん
だ
。
Ｕ
・
Ｉ
タ
ー
ン
へ
の
影
響
を
自
覚
し
た
情
報
発
信
に
力
を
い
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
Ｐ
氏
は
、
定
住
（
Ｉ

タ
ー
ン
）
を
目
的
に
来
島
を
決
意
し
、
隊
員
に
応
募
し
夫
婦
（
Ｎ
さ
ん
と
）
で
来
島
し
た
。
自
然
が
豊
か
・
美
し
い
・
歴
史
や
文
化
遺
産
が

多
い
（
教
会
群
等
）
こ
の
島
の
特
徴
を
伝
え
る
こ
と
で
、
い
い
Ｉ
タ
ー
ン
の
道
標
の
一
つ
に
な
れ
る
よ
う
な
活
動
を
し
た
い
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

新
上
五
島
町
有
川
支
所
で
活
動
し
て
い
る
韓
国
人
の
Ｑ
氏
は
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
に
サ
ッ
カ
ー
の
日
本
・
韓
国
・
台
湾
の
交

流
会
に
参
加
し
初
来
日
し
て
い
る
。
慶
州
大
学
観
光
科
卒
業
後
、
長
崎
大
学
に
留
学
し
立
教
大
学
大
学
院
進
学
予
定
で
あ
っ
た
が
、

三
・
一
一
で
断
念
し
、
滋
賀
県
に
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
で
一
か
月
滞
在
し
た
後
に
来
島
し
、
現
在
は
臨
時
職
員
と
し
て
働
い
て
い
る
。
韓

国
の
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
は
巡
礼
が
さ
か
ん
で
海
外
へ
行
く
こ
と
を
当
然
視
し
て
い
る
。
二
〇
一
一
（
平
成
二
三
）
年
に
韓
国
の
カ
ト

リ
ッ
ク
巡
礼
を
招
致
し
二
九
教
会
を
巡
っ
た
。
新
上
五
島
町
で
は
頭
が
島
の
教
会
が
有
名
で
、
巡
礼
者
に
は
自
然
と
教
会
が
素
晴
ら
し
い

と
評
判
で
あ
り
、
昨
年
は
五
〇
〇
人
ほ
ど
の
信
者
が
来
島
し
て
い
る
。
巡
礼
者
へ
の
ア
テ
ン
ド
だ
け
で
は
な
く
、
信
者
間
の
日
韓
交
流
会

と
し
て
韓
国
の
教
会
の
子
供
た
ち
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
や
、
町
内
の
中
学
生
の
韓
国
を
中
心
と
し
た
教
育
員
会
の
「
未
来
に
は
ば
た
く
海
外

研
修
事
業
」
の
支
援
事
業
も
担
当
し
て
い
る

（
31
）

。

新
上
五
島
町
が
「
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺
産
」
の
世
界
遺
産
登
録
に
力
を
入
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
が
、
町
の
遺
産
候

補
は
堂
ヶ
島
の
長
崎
県
内
唯
一
の
石
造
り
の
教
会
で
あ
る
「
堂
ヶ
島
天
主
堂
」
一
つ
だ
け
で
あ
る
が
、
町
内
に
は
二
九
の
教
会
が
あ
り
、

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
活
用
す
る
こ
と
で
町
の
活
性
化
に
つ
な
げ
た
い
た
め
で
あ
っ
た
。
韓
国
人
巡
礼
者
は
長
崎
県
に
来
て
く
れ
る
が
、
ど

う
し
て
も
長
崎
市
周
辺
の
本
島
中
心
に
な
り
や
す
く
、
新
上
五
島
町
は
そ
の
行
程
の
中
で
の
一
時
立
ち
寄
り
地
域
に
し
か
な
っ
て
い
な
い
。

韓
国
人
巡
礼
者
は
朝
方
に
船
で
島
に
立
ち
寄
り
、
堂
ヶ
島
天
主
堂
を
訪
問
し
て
午
後
に
は
移
動
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
午
後
に
堂
ヶ
島
天

四
五
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主
堂
を
訪
問
し
夕
方
に
は
本
島
あ
る
い
は
韓
国
に
向
け
て
移
動
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
巡
礼
団
を
新
上
五
島
町
に
滞
在
さ
せ
、

二
九
の
教
会
の
巡
礼
の
た
め
に
宿
泊
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
信
仰
心
の
熱
い
韓
国
巡
礼
団
に
か
け
る
新
上
五
島
町
の
熱
意

が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
新
上
五
島
町
の
地
域
お
こ
し
の
中
心
事
業
に
、
椿
を
中
心
と
し
た
産
業
の
拡
充
と
、
韓
国
や
台
湾
そ
し

て
中
国
と
の
交
流
を
通
じ
た
観
光
事
業
の
拡
充
、
そ
し
て
定
住
促
進
も
含
め
た
日
本
人
の
来
島
者
の
増
加
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
隊

員
や
外
国
人
職
員
の
配
置
か
ら
読
み
取
れ
る
。
教
会
群
の
世
界
遺
産
登
録
に
か
け
る
ま
ち
の
期
待
の
大
き
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る

（
32
）

。

七　

長
崎
県
島
嶼
部
の
地
域
お
こ
し
の
今
後

長
崎
の
島
嶼
部
は
二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
に
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
遺
産
（Japan H

eritage

）」
は
、
地
域
の
歴

史
的
魅
力
や
特
色
を
通
じ
て
我
が
国
の
文
化
・
伝
統
を
語
る
ス
ト
ー
リ
ー
を
「
日
本
遺
産
（Japan H

eritage

）」
と
し
て
文
化
庁
が
認
定

す
る
も
の
で
あ
り
、
長
崎
の
島
嶼
部
は
「
国
境
の
島
も
の
が
た
り
」
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
。
地
域
の
特
徴
は
、「
日
本
本
土
と
大
陸

の
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
長
崎
県
の
島
は
、
古
代
よ
り
こ
れ
ら
を
結
ぶ
海
上
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
交
易
・
交
流
の
拠
点
で
あ
っ

た
。
特
に
朝
鮮
と
の
関
わ
り
は
深
く
、
壱
岐
は
弥
生
時
代
、
海
上
交
易
で
王
都
を
築
き
、
対
馬
は
中
世
以
降
、
朝
鮮
と
の
貿
易
と
外
交
実

務
を
独
占
し
、
中
継
貿
易
の
拠
点
や
迎
賓
地
と
し
て
栄
え
た
。
そ
の
後
、
中
継
地
の
役
割
は
希
薄
に
な
っ
た
が
、
古
代
住
居
跡
や
城
跡
、

庭
園
等
は
当
時
の
興
隆
を
物
語
り
、
焼
酎
や
麺
類
等
の
特
産
品
、
民
俗
行
事
等
に
も
交
流
の
痕
跡
が
窺
え
る
。
国
境
の
島
な
ら
で
は
の
融

和
と
衝
突
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
連
綿
と
交
流
が
続
く
こ
れ
ら
の
島
は
、
国
と
国
、
民
と
民
の
深
い
絆
が
感
じ
ら
れ
る
稀
有
な
地
域
で

あ
る
」
と
の
言
葉
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

四
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「
国
境
の
島
も
の
が
た
り
」
は
「
日
本
は
大
小
六
八
五
二
の
島
か
ら
成
り
、
長
崎
県
に
は
日
本
最
多
の
九
七
一
の
島
が
あ
る
。
朝
鮮
半

島
と
の
間
に
飛
び
石
の
よ
う
に
浮
か
ぶ
壱
岐
と
対
馬
、
大
陸
と
の
間
の
東
シ
ナ
海
に
鎖
状
に
浮
か
ぶ
五
島
列
島
は
、
い
に
し
え
よ
り
、
日

本
と
大
陸
を
結
ぶ
『
海
の
道
』
の
要
衝
で
あ
り
、
大
陸
と
の
交
流
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
朝
鮮
半
島
と
指
呼

の
間
に
あ
る
国
境
の
島
、
壱
岐
と
対
馬
は
、
そ
の
最
前
線
で
あ
っ
た
。」
と
の
言
葉
で
始
ま
っ
て
い
る
。
も
の
が
た
り
は
三
部
構
成
と

な
っ
て
お
り
、
第
一
部
の
「
邪
馬
台
国
へ
と
続
く
「
海
の
道
」
に
浮
か
ぶ
国
際
交
流
の
都
」
で
は
、
壱
岐
と
対
馬
が
中
国
の
施
設
の
朝
鮮

半
島
を
経
由
し
て
日
本
に
入
る
最
初
の
島
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
第
二
部
の
「
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
に
左
右
さ
れ
る
日
本
最
果
て
の

島
」
で
は
、
六
六
三
年
の
白
村
江
の
戦
い
以
降
、
遣
唐
使
が
壱
岐
、
対
馬
を
経
て
中
国
に
渡
る
ル
ー
ト
か
ら
、
五
島
列
島
を
経
て
東
シ
ナ

海
を
渡
る
危
険
な
ル
ー
ト
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
を
通
じ
て
五
島
の
位
置
づ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
第
三
部
の
「
国
交
断

絶
か
ら
復
活
へ
〜
朝
鮮
通
信
使
が
つ
な
い
だ
日
朝
交
流
の
架
け
橋
〜
」
で
は
、「
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
よ
る
国
交
断
絶
後
、
対
馬
藩

が
朝
鮮
と
の
国
交
回
復
交
渉
を
成
功
さ
せ
、
江
戸
時
代
最
初
の
朝
鮮
通
信
使
来
日
に
成
功
し
、
そ
れ
が
約
二
〇
〇
年
に
渡
り
、
合
計
一
二

回
の
日
朝
修
好
の
象
徴
で
あ
る
朝
鮮
通
信
使
の
来
日
が
続
い
た
こ
と
と
、
そ
う
し
た
交
流
の
痕
跡
が
島
の
特
産
品
や
民
俗
行
事
な
ど
に

残
っ
て
い
る
こ
と
と
、
日
韓
（
韓
日
）
の
交
流
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
」
を
強
調
し
て
い
る

（
33
）

。

壱
岐
市
に
は
現
在
、「
海
女
さ
ん
後
継
者
」、「
滞
在
型
交
流
観
光
・
情
報
発
信
担
当
」、「
雑
穀
・
古
代
米
ブ
ラ
ン
ド
化
支
援
担
当
」、

「
物
産
振
興
・
特
産
品
開
発
担
当
」
の
四
人
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
が
お
り

（
34
）

、
対
馬
市
に
は
、
第
2
期
生
と
し
て
「
民
間
伝
承
保
全
担

当
」、「
生
物
多
様
性
保
全
担
当
」、「
有
害
鳥
獣
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
の
三
名
、
第
3
期
生
と
し
て
「
島
の
食
材
プ
ロ
フ
ェ
ッ

シ
ョ
ナ
ル
」、「
島
の
森
林
再
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
」、「
島
の
タ
ウ
ン
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」
の
三
名
、
第
4
期
生
と
し
て
「
つ
し
ま
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
・
プ
ロ
モ
ー
タ
ー
」
二
名
、「
域
学
連
携
教
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」、「
対
馬
農
協
・
島
の
も
ん
魅
力
発
信
デ
ザ
イ
ナ
ー
」、「
島
の

四
六
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循
環
型
農
法
推
進
プ
ラ
ン
ナ
ー
」
の
五
名
の
隊
員
が
い
る

（
35
）

。
各
地
域
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
役
割
や
配
置
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
の
地
域
お
こ
し
の
目
標
や
内
容
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

対
馬
と
壱
岐
は
「
朝
鮮
通
信
使
」
の
関
係
地
を
世
界
遺
産
に
す
る
べ
く
、
韓
国
側
の
関
係
者
や
関
係
地
と
日
本
各
地
の
関
係
地
と
活
動

を
続
け
て
い
る
。
五
島
列
島
で
は
長
崎
教
会
群
の
世
界
遺
産
登
録
に
力
を
注
い
で
い
る
。
こ
の
二
つ
の
世
界
遺
産
が
う
ま
く
ジ
ョ
イ
ン
ト

で
き
れ
ば
、
こ
の
島
嶼
部
の
将
来
に
明
る
い
兆
し
が
見
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
現
在
の
三
市
一
町
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
活
動
か

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
色
や
目
指
し
て
い
る
も
の
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
各
地
域
の
特
徴
を
生
か
し
な
が
ら
、

日
本
遺
産
と
し
て
の
つ
な
が
り
も
大
切
に
し
な
が
ら
、
地
域
お
こ
し
を
よ
り
素
晴
ら
し
い
も
の
に
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
。

註
は
じ
め
に
：
論
文
が
縦
書
き
の
た
め
、
資
料
等
の
数
字
は
筆
者
が
可
能
な
限
り
漢
数
字
に
換
え
た
。
ま
た
単
位
等
の
記
号
も
可
能
な
限
り
カ
タ
カ
ナ

に
換
え
た
。

（
1
） 

都
道
府
県
市
町
村
「
市
町
村
変
遷
情
報
・
市
制
町
村
制
施
行
時
の
情
報
・
長
崎
県
」（http://uub.jp/upd/s_nagasaki.htm

l

）
参
照
。

（
2
） 

長
崎
県
県
民
生
活
部
統
計
課
『
二
〇
一
四
年
改
訂
版
掲
載
デ
ー
タ
（
都
道
府
県
編
）』、「
一
．
総
面
積
、
三
．
可
住
地
面
積
、
九
．
総
人
口
」

（http://w
w
w
.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/toukeijoho/kankoubutsu/100shihyou/195308.htm

l

）

（
3
） 

長
崎
県
Ｈ
Ｐ
「
長
崎
県
の
す
が
た
」（https://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/sugata/

）、【
み
ん
な
の
知
識
ち
ょ
っ
と
便
利
帳
】
全
国
地
名
読
み

方
・
都
道
府
県
の
地
名
【
長
崎
県
（
長
崎
県
）
の
地
名
】」（http://w

w
w
.benricho.org/chim

ei/gappei/42.htm
l

）、
長
崎
県
県
民
生
活
部
統
計

課
『
第
六
二
版　

長
崎
県
統
計
年
鑑
（
平
成
二
七
年
）』（https://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/toukeijoho/kankoubutsu/

nenkan/231403.htm
l#tochi

）
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
4
） 

長
崎
県
・『
二
〇
一
四
年
改
訂
版
掲
載
デ
ー
タ
』「
二
．
島
の
数
」

四
六
二



長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

（
六
二
一
）

（
5
） 

長
崎
県
・『
二
〇
一
四
年
改
訂
版
掲
載
デ
ー
タ
』「
四
．
海
岸
線
総
延
長
」、
総
務
省
「
離
島
振
興
法
の
概
要
」（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/

m
ain_content/000166444.pdf

）

（
6
） 
長
崎
県
企
画
振
興
部
『
長
崎
県
離
島
振
興
計
画
』
平
成
二
五
年
五
月
、
地
域
づ
く
り
推
進
課
（https://w

w
w
.ref.nagasaki.jp/bunrui/

kenseijoho/kennokeikaku-project/rito_keikaku/

）
長
崎
県
県
民
生
活
部
統
計
課
「
長
崎
一
〇
〇
の
指
標
│
較
べ
て
み
れ
ば
│
」
二
〇
一
四
年

改
訂
版
掲
載
デ
ー
タ
（
都
道
府
県
編
）（http://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/toukeijoho/kankoubutsu/100shihyou/195308.

htm
l

）

（
7
） 

長
崎
県
・『
二
〇
一
四
年
改
訂
版
掲
載
デ
ー
タ
』「
一
〇
．
島
の
数
」

（
8
） 

『
地
理
の
ペ
ー
ジ
』「
郡
の
変
遷
・
郡
区
町
村
編
制
法
下
の
郡
・
区
（
1
8
8
9
年
1
月
）
42
長
崎
県
」、B

onvenon al la H
ejm

paĝo de 
IS

S
IE

（http://w
w
w
.tt.rim

.or.jp/̃ishato/index.htm
l

）
を
参
照
し
整
理
し
た
。
島
嶼
部
の
船
を
使
用
し
た
こ
と
に
よ
る
各
地
域
や
集
落
の
孤

立
性
の
高
さ
は
、
五
島
市
や
上
五
島
町
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
説
明
や
島
の
実
態
調
査
を
通
じ
た
評
価
で
あ
る
。

（
9
） 

明
治
の
大
合
併
・
昭
和
の
大
合
併
・
平
成
の
大
合
併
に
連
な
る
市
町
村
数
の
変
遷
や
人
口
の
変
遷
は
、「
総
務
省
」
の
資
料
（http://w

w
w
.

soum
u.go.jp/m

enu_seisaku/chiho/index.htm
l

）、「
都
道
府
県
市
町
村
」（http://uub.jp

）、
矢
野
恒
太
郎
記
念
会
『
デ
ー
タ
で
み
る
県
勢　

二
〇
〇
九
年
版
』
同
記
念
会
（
二
〇
〇
八
年
）
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
拙
著
「
市
町
村
合
併
と
広
域
行
政　

│
平
成
の
大
合
併

と
定
住
自
立
圏
の
関
係
を
中
心
と
し
て
│
」
日
本
大
学
法
学
会
『
政
経
研
究
』
第
四
六
巻
第
三
号
（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
日
発
行
）
に
ま
と

め
て
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
） 

自
治
省
行
政
局
振
興
課
監
修
『
平
成
六
年
改
訂　

広
域
行
政
圏
要
覧
』
第
一
法
規
、
平
成
七
年
三
月
三
一
日
、geografi 

（em

）aj paghoj

「
地

理
の
ペ
ー
ジ
・
チ
リ
デ
ー
タ
集
・
郡
の
変
遷
」（http://w

w
w
.tt.rim

.or.jp/̃ishato/tiri/gun/gun.htm

）

（
11
） 

「
長
崎
県
の
市
町
村
合
併
の
状
況
（
平
成
の
大
合
併
）」（http://w

w
w
.isahayacci.com

/xls/1599.pdf

）、
長
崎
県
合
併
効
果
等
研
究
会
『「
長

崎
県
合
併
効
果
研
究
会
」
報
告
書
』、
長
崎
県
、
平
成
二
二
年
二
月
（https://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2013/08/1376031447.

pdf

）

（
12
） 

森
川
洋
著
「
九
州
に
お
け
る
『
平
成
の
大
合
併
』
の
比
較
考
察
（
中
）」
地
方
自
治
総
合
研
究
所
『
自
治
総
研
』（
通
巻
四
〇
四
号
）
参
照

四
六
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
二
二
）

（
13
） 

長
崎
市
Ｈ
Ｐ
、「
定
住
自
立
圏
構
想
」（http://w

w
w
.city.nagasaki.lg.jp/syokai/730000/732000/p006861.htm

l

）
お
よ
び
五
島
市
Ｈ
Ｐ

「
五
島
市
定
住
自
立
圏
」（http://w

w
w
.city.goto.nagasaki.jp/contents/city_ad /index129.php

）

（
14
） 
「
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
」（http://w

w
w
.nagasaki-soukum

i.jp/

）。
な
お
長
崎
県
総
合
事
務
組
合
の
「
組
合
の
概
要
」
に
は
「
長

崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
は
、
平
成
八
年
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
特
別
地
方
公
共
団
体
（
一
部
事
務
組
合
）
で
、
県
下
全
市
町
村

と
一
一
一
部
事
務
組
合
、
一
広
域
連
合
の
特
定
業
務
を
総
合
処
理
し
て
い
ま
す
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
特
定
業
務
と
し
て
は
「
退
職
手
当
事
業
」、

「
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
事
業
」、「
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
事
業
」、「
公
立
学
校
等
公
務
災
害
補
償
事
業
」、

「
交
通
災
害
共
済
事
業
」、「
会
館
管
理
事
業
」、「
公
平
委
員
会
」
で
あ
る
。
な
お
「
東
京
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
概
要
」
に
は
「
東
京
市
町
村
総

合
事
務
組
合
は
、
東
京
都
の
全
市
町
村
（
二
六
市
五
町
八
村
）
で
組
織
す
る
複
合
的
一
部
事
務
組
合
と
い
う
形
態
を
と
っ
て
お
り
」
と
の
記
載
が
あ

り
、
総
合
事
務
組
合
が
複
合
的
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
（http://w

w
w
.ctv-tokyo.or.jp/

）。

（
15
） 

「
一
部
事
務
組
合
平
成
二
八
年
五
月
一
三
日
現
在
（
法
人
番
号
）」（http://w

w
w
.houjin-bangou.nta.go.jp/setsum

ei/im
ages/

partnership.pdf

）

（
16
） 

イ
ギ
リ
ス
で
は
一
層
制
と
二
層
制
の
地
方
自
治
組
織
が
混
在
し
て
い
る
が
、
基
礎
自
治
体
の
平
均
規
模
は
約
一
四
万
人
の
市
だ
け
で
あ
る
。
住

民
の
日
常
生
活
の
単
位
で
あ
る
地
域
は
パ
リ
ッ
シ
ュ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
よ
ば
れ
る
準
自
治
体
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
の
地
域
自
治
組
織
の
設
置

が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
も
し
長
崎
県
が
市
だ
け
の
県
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
地
域
自
治
組
織
を
活
用
す
る
の
か
と
考
え
る
と
残
念

で
あ
る
。
た
だ
し
、
定
住
自
立
圏
に
お
け
る
各
地
域
は
地
域
自
治
組
織
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
今
後
長
崎
の
中
心
都
市
と
し
て
の

資
格
を
有
し
て
い
る
地
域
の
対
応
が
楽
し
み
で
あ
る
。

（
17
） 

森
川
、
前
掲
論
文
（
中
）
七
〇
頁

（
18
） 

総
務
省
統
計
局
「
第
八
章　

産
業
」
の
平
成
二
二
年
版
（http://w

w
w
.stat.go.jp/data/kokusei/2010/fi nal/pdf/01-08.pdf

）
と
平
成

一
七
年
版
（http://w

w
w
.stat.go.jp/data/kokusei/2005/sokuhou/03.htm

）
を
比
較
し
て
推
測
し
た
。

（
19
） 

五
島
市
情
報
推
進
課
「
市
勢
要
覧　

二
〇
一
六
年
度
版　

し
ま
の
豊
か
さ
を
創
造
す
る
海
洋
都
市
五
島
市
」（http://w

w
w
.city.goto.

nagasaki.jp/contents/city_ad/index835.php

）

四
六
四



長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

（
六
二
三
）

（
20
） 

島
の
大
き
さ
は
離
島
振
興
関
連
法
規
に
よ
っ
て
お
り
、
北
方
領
土
と
沖
縄
本
島
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
「
日
本
の
島
・
大
き
い
順
に

一
〇
〇
！
」（http://w

w
w
2u.biglobe.ne.jp/̃iw

ao-elt/islands.htm
l

）、「
長
崎
県
の
し
ま
紹
介
」（http://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/sim

a/

island/gotou/profi le/

）
を
参
照
し
た
が
、
前
者
で
は
第
一
位
を
沖
縄
本
島
と
し
て
い
る
の
で
、
島
の
順
は
一
つ
ず
つ
繰
り
上
げ
た
。

（
21
） 
「
第
一
章　

市
の
概
要　

│
対
馬
市
」（http://w

w
w
.city.tsushim

a.nagasaki.jp/policy/im
ages/haikibutsupdf/haiki01.pdf

）

（
22
） 

「
対
馬
市
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」（http://w

w
w
.city.tsushim

a.nagasaki.jp/deta/

）

（
23
） 

「
日
本
の
島
・
大
き
い
順
に
100
！
」、「
長
崎
県
の
し
ま
紹
介
」

（
24
） 

壱
岐
市
役
所
「
壱
岐
い
き
ね
っ
と
」（http://w

w
w
.city.iki.nagasaki.jp/

）

（
25
） 

長
崎
県
新
上
五
島
町
「
合
併
一
〇
周
年
記
念
誌　

新
上
五
島
町
調
整
要
覧　
『
し
ん
か
み
ご
と
う
ち
ょ
う
』（
ふ
る
さ
と
の
宝
を
共
に
目
指
そ
う

世
界
遺
産
へ
）」
平
成
二
六
年
八
月
一
日

（
26
） 

五
島
市
地
域
推
進
課
「
市
勢
要
覧　

二
〇
一
五
年
度
版　

し
ま
の
豊
か
さ
を
創
造
す
る
海
洋
都
市
五
島
市
」
平
成
二
七
年
三
月
、
一
〇
頁
と
、

二
〇
一
五
（
平
成
二
七
）
年
九
月
一
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
五
島
市
で
実
施
し
た
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
を
整
理
し
た
。

（
27
） 

五
島
市
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
を
整
理
し
た
も
の
。
久
賀
島
の
も
う
一
人
の
隊
員
で
あ
る
Ｒ
氏
に
は
仕
事
の
関
係
で
対
面
が
か
な
わ
な

か
っ
た
が
、
関
係
者
の
話
で
は
民
泊
に
お
け
る
体
験
交
流
を
参
加
し
て
い
る
八
軒
と
、
支
援
員
と
と
も
に
空
き
家
バ
ン
ク
対
策
な
ど
を
行
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
お
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ
ロ
グ
ラ
ム
（T

he Japan E
xchange and T

eaching P
rogram

）
は
語
学
指
導
等
を
行
う
外
国
青
年
招
致

事
業
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
久
賀
島
フ
ァ
ー
ム
の
関
係
者
は
、「
五
島
は
年
を
取
り
す
ぎ
た
。
後
継
者
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
資
金
も

必
要
と
な
る
。
そ
の
結
果
補
助
金
に
対
す
る
ぶ
ら
下
が
り
体
質
が
醸
成
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
、
こ
の
体
質
を
ど
の
よ
う
に
し
て

排
除
し
て
い
く
の
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
農
業
は
減
反
を
通
じ
て
補
助
金
に
ぶ
ら
さ
が
る
傾
向
が
あ
り
、
漁
業
は
赤
字
を
強
調
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
補
助
金
の
獲
得
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
漁
業
従
事
者
の
う
ち
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
る
も
の
は
黒
字
経
営
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
立
体
質

の
確
立
こ
そ
必
要
で
あ
る
。﹇
久
賀
島
フ
ァ
ー
ム
﹈
は
熊
本
県
菊
池
市
で
の
成
功
例
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
売
上
が
八
〇
〇
万
円
ほ
ど

と
な
っ
て
お
り
、
一
部
市
か
ら
の
補
助
は
あ
る
も
の
の
、
自
然
の
家
と
の
セ
ッ
ト
で
実
施
す
る
こ
と
で
成
功
し
て
い
る
。
こ
れ
は
地
域
お
こ
し
協
力

隊
員
が
始
め
た
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
も
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
の
活
躍
に
期
待
し
て
い
る
」
と
話
し
て
く
れ
た
。

四
六
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
二
四
）

（
28
） 

こ
こ
で
い
う
世
界
遺
産
は
「
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺
産
」
の
こ
と
で
あ
り
、
現
在
長
崎
県
が
進
め
て
い
る
世
界
遺
産
登
録
計
画

の
一
つ
で
あ
る
。
長
崎
県
Ｈ
Ｐ
「
長
崎
か
ら
世
界
遺
産
を　

長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺
産
」
長
崎
県
世
界
遺
産
登
録
推
進
課

（https://w
w
w
.pref.nagasaki.jp/s_isan/

）

（
29
） 
新
五
島
町
役
場
の
関
連
部
署
で
の
聞
き
取
り
調
査
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
た
も
の
。
新
五
島
町
の
人
口
の
変
動
は
、
長
崎
県
・
市
町
別
時
系
列

デ
ー
タ
・
総
人
口
及
び
一
般
世
帯
人
員
（http://w

w
w
.pref.nagasaki.jp/bunrui/kenseijoho/toukeijoho/jikeiretsu/77898.htm

l

）
を
参
照

し
た
。
な
お
久
賀
島
フ
ァ
ー
ム
の
関
係
者
は
、「
五
島
地
域
と
上
五
島
地
域
の
相
違
を
、
五
島
地
域
は
第
一
次
産
業
が
中
心
の
地
域
で
比
較
的
豊
か

で
あ
り
、
上
五
島
地
域
は
商
人
が
多
く
生
産
・
加
工
と
販
売
と
い
う
第
二
次
・
第
三
次
産
業
中
心
と
し
て
生
活
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
」
と
説
明
し

て
く
れ
た
。

（
30
） 

首
相
官
邸
Ｈ
Ｐ
「【
地
域
活
性
化
総
合
特
区
】
椿
に
よ
る
五
島
列
島
活
性
化
特
区
【
五
島
市
、
新
上
五
島
町
、
長
崎
県
】」（http://w

w
w
.

kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/sogotoc/toc_ichiran/toc_page/pdf/t32_tsubaki.pdf

）

（
31
） 

地
域
お
こ
し
協
力
隊
や
韓
国
人
職
員
に
つ
い
て
は
、
新
上
五
島
町
で
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
と
、
新
上
五
島
町

Ｈ
Ｐ
「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
仲
間
が
増
え
ま
し
た
！
」（http://offi  cial.shinkam

igoto.net/gotofull.php?eid=01420&
g3=1&

ccid6=c6x000

01x0&
bcid=100

）
等
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
32
） 

「
長
崎
か
ら
世
界
遺
産
を
」
と
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
を
整
理
し
た
も
の
。

（
33
） 

国
境
の
島
も
の
が
た
り
（http://kokkyonoshim

a.com
/

）

（
34
） 

壱
岐
市
・
壱
岐
い
き
ね
っ
と
「
壱
岐
市
地
域
お
こ
し
協
力
隊　

隊
員
紹
介
」

（
35
） 

対
馬
市
Ｈ
Ｐ
「
対
馬
市
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」（http://w

w
w
.city.tsushim

a.nagasaki.jp/w
eb/post_332.htm

l

）

最
後
に

私
が
杉
本
先
生
と
最
初
に
お
会
い
し
た
の
は
、
日
本
大
学
大
学
院
の
杉
山
逸
男
先
生
の
講
義
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
学
部
は
先
輩
で
大
学
院
は
後
輩

四
六
六



長
崎
県
島
嶼
部
の
平
成
の
大
合
併
と
地
域
お
こ
し
（
山
田
）

（
六
二
五
）

と
し
て
入
学
さ
れ
た
杉
本
先
生
に
は
、
人
生
の
先
輩
と
し
て
、
学
研
の
同
僚
と
し
て
親
し
く
付
き
合
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
特
に
人
生
経
験
の
豊

か
な
杉
本
先
生
に
は
教
わ
る
こ
と
ば
か
り
で
あ
り
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
で
さ
え
、
学
問
や
人
生
の
指
針
を
い
た
だ
き
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
続
い

て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

人
望
熱
く
責
任
感
の
強
い
杉
本
先
生
は
、
学
部
長
職
に
も
全
力
で
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
た
姿
に
は
、
ひ
た
す
ら
頭
の
下
が
る
思
い
が
残
っ
て
い
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
留
学
中
に
は
ロ
ン
ド
ン
ま
で
押
し
か
け
、
私
と
は
別
の
視
点
か
ら
見
つ
め
ら
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
思
い
を
、
ビ
タ
ー
を
片
手
に
語
っ
て
く
れ
た

こ
と
も
懐
か
し
い
思
い
出
で
す
。

多
く
の
思
い
出
を
残
し
て
く
だ
さ
っ
た
杉
本
先
生
に
は
、
多
く
の
こ
と
を
書
く
と
と
も
に
御
礼
を
言
い
た
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
そ

れ
は
今
後
も
酒
席
な
ど
で
語
り
明
か
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
に
か
く
定
年
ま
で
ご
苦
労
様
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
健
康
に
留
意
さ
れ
ご
活
躍
さ
れ
る

こ
と
を
望
ん
で
お
り
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
長
い
人
生
が
待
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
健
康
で
、
楽
し
く
酒
を
傾
け
な
が
ら
、
ご
指
導
や
叱
咤
を
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
て
お
礼
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
苦
労
様
で
し
た
。
そ
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

四
六
七





バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
「
国
家
」
の
観
念
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
六
二
七
）

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
「
国
家
」
の
観
念
に
つ
い
て

│
バ
ー
ゼ
ル
大
学
教
授
就
任
講
演
「
自
然
法
と
歴
史
法
の
対
立
」
を
手
が
か
り
に

│

吉　
　

原　
　

達　
　

也

は
じ
め
に

『
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
全
集
』
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
四
三
年
の
こ
と
で
あ
る

（
1
）

。
第
一
巻
の
編
者
の
一
人
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
（M

ax B
urckhard

）
は
、
同
巻
に
収
録
さ
れ
た
『
ロ
ー
マ
民
族
の
国
家
生
活
に
関
す
る
政
治
的
諸
考
察

（
2
）

』
に
つ
い
て
の
解
題
の
中

で
「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
生
涯
と
仕
事
の
中
で
政
治
的
な
も
の
（D

as P
olitische

）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
し
か
し
な
お

細
部
に
至
る
ま
で
解
明
し
尽
く
さ
れ
て
は
い
な
い
。」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
と
い
う
名
前
の
名
声
は
決
し
て
政
治
学
の
領
域
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
。
た
し
か
に
国
家
は
最
も
広
い
意

論　

説

四
六
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
二
八
）

味
で
彼
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
が
、
何
よ
り
も
生
涯
の
後
半
期
に
そ
の
名
を
博
し
た
作
品
の
中
で
新
し
い
驚
く
べ
き
視
点
か
ら
行
わ
れ

た
学
問
的
考
察
の
対
象
と
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
す
べ
て
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
第
一
の
証
拠
は
『
自

叙
伝

（
3
）

』
で
あ
る
。
こ
の
私
信
と
し
て
書
か
れ
た
彼
の
最
初
の
四
〇
年
に
わ
た
る
回
顧
は
、
自
己
告
白
と
し
て
も
同
時
に
ド
イ
ツ
語
の

散
文
作
品
と
し
て
も
貴
重
な
記
録
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
政
治
的
な
も
の
が
学
生
時
代
と
研
究
計
画
に
つ
い
て
の
記
事
と
並
ん
で

重
要
な
位
置
を
主
張
し
て
い
る
。
ロ
ー
マ
法
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
初
期
の
時
代
の
叙
述
と
、
新
た
な
学
問
的
発
見
の
叙
述
と
の

間
に
、
激
動
の
時
代
、
つ
ま
り
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
を
大
き
な
不
安
へ
と
陥
れ
た
一
八
四
八
年
の
革
命
の
時
代
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
彼

が
事
件
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
た
層
、
ま
さ
に
ス
イ
ス
に
お
い
て
精
神
的
に
重
要
な
多
数
の
人
々
が
そ
れ
に
数
え
ら
れ
る
層
に
属
す
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
も
し
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
こ
の
事
件
を
た
ん
に
興
味
深
い
記
憶
と
し
て
叙
述
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

彼
の
生
涯
の
劇
的
な
背
景
と
し
て
記
録
に
だ
け
留
め
て
お
く
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
彼
は
、
新
聞
に
自
ら
の
意
見
を
公
表
し
た

こ
と
を
語
り
、
そ
の
題
名
を
も
挙
げ
る
こ
と
で
、
事
件
へ
の
個
人
的
な
関
心
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
…

（
4
）

。」

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
の
政
治
的
関
心
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
家
は
バ
ー
ゼ
ル
で
は
名
門

の
富
裕
な
家
柄
で
あ
っ
た
が
、
バ
ー
ゼ
ル
の
重
要
な
役
職
者
を
輩
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

（
5
）

。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
自
身
、
若
く
し
て
カ

ン
ト
ン
議
会
員
を
辞
任
し
て
以
後
バ
ー
ゼ
ル
に
お
け
る
政
治
的
要
職
に
就
い
て
い
な
い
の
も
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
家
門
の
伝
統
か
ら
逸
脱

し
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
例
外
的
に
数
十
年
に
渉
っ
て
控
訴
裁
判
所
に
公
職
を
得
て
い
た
が
、
も
と
よ
り
法
学
徒
と
し
て
の

素
養
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
と
て
も
義
務
と
し
て
そ
の
勤
め
を
果
た
し
て
い
た
感
が
あ
る

（
6
）

。
カ
ン
ト
ン
議
会
員
を
辞
任
し
た
の
も
、

「
カ
ン
ト
ン
議
会
は
、
最
近
の
ス
イ
ス
の
政
策
の
方
向
と
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
り
、
優
勢
な
意
見
に
対
し
て
つ
ね
に
反
対
の
態
度
を
と

る
こ
と
が
役
に
立
つ
よ
り
も
む
し
ろ
感
情
を
害
す
る
だ
け

（
7
）

」
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

四
七
〇



バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
「
国
家
」
の
観
念
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
六
二
九
）

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
生
涯
を
通
じ
て
、
政
治
的
な
も
の
、
国
家
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
以
下
、
若
干
の
考
察
を
試
み

た
い
。
先
の
Ｍ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
も
述
べ
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
『
自
叙
伝
』
に
は
一
八
四
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の

政
治
的
な
体
験
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
全
集
版
『
母
権
制
』
編
者
モ
イ
リ
（K

arl M
euli

）
も
、
四
〇
年
代
後
半
に
示
さ
れ
た
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ

ン
「
国
政
に
関
す
る
信
仰
告
白
」（staatspolitisches B

ekenntnis

）
は
、
終
生
を
通
じ
て
変
わ
ら
ざ
る
「
指
導
理
念
」（L

eitm
otiv

）
を
な

す
こ
と
と
な
る
と
語
っ
て
い
る

（
8
）

。
確
か
に
、
四
〇
年
代
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
革
命
時
代
が
バ
ー
ゼ
ル
そ
し
て
ス
イ
ス
に
も
た
ら

し
た
影
響
は
、
そ
の
中
で
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
思
想
と
深
く
関
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、『
自
叙
伝
』
に
お

い
て
は
、
そ
れ
以
前
の
一
八
四
二
年
か
ら
四
三
年
に
か
け
て
の
最
初
の
イ
タ
リ
ア
滞
在
が
「
精
神
的
な
革
命
」（geistige R

evolution

）
と

し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
と
比
較
し
て
み
る
と
、
四
〇
年
代
後
半
の
経
験
が
唯
一
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
政
治
的
的
な
態
度
に
と
っ
て
決
定
的

で
あ
っ
た
と
果
た
し
て
い
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
イ
タ
リ
ア
体
験
を
こ
う
振
り
返
っ
て
い
る
。

「
私
は
あ
の
ロ
ー
マ
の
滞
在
か
ら
、
よ
り
豊
か
な
精
神
を
、
つ
ま
り
、
私
の
将
来
の
生
活
の
た
め
に
、
よ
り
深
い
厳
粛
な
心
と
、

私
の
研
究
の
た
め
に
、
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
確
か
な
背
景
を
故
郷
へ
と
持
ち
帰
っ
た
。
ロ
ー
マ
で
、
人
生
の
車
輪
は
、
よ
り
深
く
、

そ
の
轍
の
跡
を
刻
み
こ
ん
だ

（
9
）

。」

確
か
に
政
治
的
な
心
情
と
し
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
一
貫
し
て
保
守
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る

（
10
）

。
し
か

し
そ
れ
だ
け
で
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
思
想
の
多
様
性
な
い
し
は
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
捉
え
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

四
〇
年
代
後
半
以
後
の
十
年
ほ
ど
の
時
期
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
将
来
を
決
定
す
る
重
要
な
時
代
で
あ
っ
た
。
五
四
年
の
『
自
叙
伝
』
に
も
そ

の
よ
う
な
時
代
の
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
そ
の
前
後
の
時
代
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
著
作
を
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
大
き
な
断
絶
が
あ
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
一
貫
し
た
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
バ
ハ
オ
ー

四
七
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
三
〇
）

フ
ェ
ン
に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
な
い
し
国
家
の
観
念
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
、『
自
叙
伝
』
の
中
で
語
ら
れ
る
一
八
四
一
年
の
バ
ー
ゼ

ル
大
学
ロ
ー
マ
法
教
授
就
任
講
演
「
自
然
法
と
歴
史
法
の
対
立

（
11
）

」
と
、「
ロ
ー
マ
民
族
の
国
家
生
活
に
関
す
る
政
治
的
諸
考
察
」
に
目
を

向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
紙
数
の
関
係
で
、
前
者
の
み
の
考
察
に
留
め
ざ
る
を
え
な
い
。

一　

教
授
就
任
講
演
に
お
け
る
学
問
的
方
法

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
バ
ー
ゼ
ル
大
学
ロ
ー
マ
法
教
授
就
任
に
あ
た
っ
て
、
一
八
四
一
年
五
月
七
日
に
「
自
然
法
と
歴
史
的
法
と
の
対

立
」
と
題
す
る
教
授
就
任
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
六
週
間
前
の
三
月
一
三
日
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学
ロ
ー
マ
法
講
座
正
教
授
の
一
つ
に
招

へ
い
さ
れ
た

（
12
）

。
と
き
に
二
五
歳

（
13
）

、
ロ
ー
マ
法
は
、
就
任
報
告
を
か
ね
た
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
旧
師
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
及
び
ル
ド
ル
フ
に
宛
て
た
手

紙
に
記
さ
れ
る
よ
う

（
14
）

に
、
彼
に
と
っ
て
「
お
気
に
入
り
の
科
目
」（L

ieblingsfach

）
で
あ
っ
た
。
就
任
講
演
は
、
長
き
に
わ
た
る
グ
ラ
ン

ド
・
ツ
ァ
ー
の
時
代
の
あ
と
、
狭
い
バ
ー
ゼ
ル
の
小
世
界
の
人
々
の
前
に
初
め
て
登
場
し
、
そ
の
期
待
と
好
奇
の
ま
な
ざ
し
も
と
に
行
わ

れ
た
。
こ
の
講
演
に
よ
っ
て
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
大
学
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
史
の
講
義
を
始
め
た
。
講
演
は
、
一
見
、
歴
史
法
学
の
領
域

に
お
い
て
論
争
が
終
熄
し
て
久
し
い
「
自
然
法
対
歴
史
法
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
必
ず

し
も
十
分
に
そ
の
意
味
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
ず
、
ベ
ル
リ
ン
や
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
で
の
日
々
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
ら
の
師
匠
た
ち
と

の
直
接
的
な
接
触
が
む
し
ろ
混
乱
と
誤
解
し
か
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
こ
の
講
演
で
誰
に
論
争
を
挑
も
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か

（
15
）

。

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
後
年
の
『
自
叙
伝
』
の
中
で
、
こ
の
講
演
が
「
歴
史
的
現
象
の
価
値
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
者
（die 

四
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philosophishe N
aturen

）
を
、
法
の
体
系
が
人
間
の
専
断
か
ら
独
立
し
た
よ
り
高
次
の
根
源
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
政
治

家
（die S

taatskünstler

）
を
、
驚
か
せ
」
た
と
記
し
て
い
る

（
16
）

。

「
あ
る
人
は
私
に
、
そ
れ
で
は
君
は
よ
り
高
次
の
絶
対
的
な
真
理
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
す
か
と
、
非
難
し
ま
し
た
し
、

ま
た
あ
る
人
は
、
法
が
実
際
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
な
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
法
に
対
し
て
、
立
法
者
が
果
た
す
活
動
と
は
そ

れ
ほ
ど
さ
さ
や
か
な
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
の
か
、
と
考
え
た
も
の
で
す
。
私
は
、
講
演
の
名
宛
人
と
し
て
意
図
し
た
二
種
類
の
人

に
不
安
と
警
告
と
を
与
え
え
た
こ
と
に
満
足
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
で
も
人
々
は
こ
の
よ
う
な
私
に
絶
望
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
お

そ
ら
く
ち
ょ
っ
と
試
し
て
み
よ
う
と
い
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
が
決
し
て
革
命
的
な
人
間
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
あ

ま
り
に
も
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
先
生
の
信
奉
者
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
で
し
ょ
う

（
17
）

。」

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
、
教
授
就
任
講
演
の
聴
衆
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
、
哲
学
家

philosophische N
aturen

と
政
治
家S

taatskünstler

と
い
う
語
で
特
徴
付
け
て
い
る
。
こ
の
哲
学
家
と
政
治
家
の
対
立
か
ら
、
法
学

に
お
け
る
哲
学
派
と
経
験
派
の
対
立
と
い
う
問
題
へ
と
講
演
の
方
向
を
転
じ
て
い
く
。

「
哲
学
的
法
律
家
は
、
彼
ら
に
神
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
理
念
か
ら
、
い
か
な
る
時
代
に
も
い
か
な
る
場
所
で
も
等
し
く
妥

当
す
る
絶
対
的
に
完
全
な
法
、
所
謂
自
然
法
を
導
き
出
そ
う
と
試
み
る
。
嘲
笑
と
侮
蔑
を
も
っ
て
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
生
成
物

を
見
る
。
…
…
合
理
主
義
者
﹇
理
性
主
義
者
﹈
の
判
事
席
の
前
で
は
、
…
か
の
純
粋
理
性
の
創
造
物
し
か
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
り
、

現
実
世
界
の
堕
落
は
そ
の
創
造
物
に
抵
抗
で
き
な
い
。
…
…
彼
ら
は
経
験
の
カ
オ
ス
を
放
置
す
る
。
こ
の
迷
宮
か
ら
は
誰
も
そ
の
精

神
の
自
律
性
を
救
済
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
！
、
と
錯
覚
し
て
い
る

（
18
）

。」

こ
う
し
た
哲
学
的
法
律
家
に
対
し
て
、
経
験
主
義
家
の
あ
り
方
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。

四
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「
こ
れ
に
対
し
て
、
経
験
主
義
家
の
態
度
は
い
か
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
！　

彼
ら
の
理
性
の
用
い
方
た
る
や
、
そ
れ
は

い
か
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
！　

理
性
は
経
験
主
義
家
に
と
っ
て
生
成
の
秘
密
を
照
ら
し
出
す
光
で
あ
る
。
そ
の
舞
台
は
歴

史
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
、
歴
史
的
な
法
制
度
の
精
神
の
認
識
で
あ
る
。
経
験
主
義
家
に
と
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
と
同
じ
く
、
法

の
中
に
、
完
全
な
る
始
原
も
な
け
れ
ば
、
絶
対
的
な
完
成
も
な
い
。
す
べ
て
は
、
継
起
的
な
発
展
、
持
続
的
な
生
成
で
あ
り
、
自
然

な
順
序
で
連
鎖
を
形
成
し
、
か
の
詩
的
寓
意
に
よ
れ
ば
、
そ
の
連
鎖
の
一
方
の
端
は
ゼ
ウ
ス
の
足
台
に
つ
な
が
れ
て
い
る
。
彼
ら
経

験
主
義
家
た
ち
が
真
実
を
求
め
る
の
は
、
自
ら
の
小
世
界
で
は
な
く
、
万
物
の
大
世
界
の
中
に
で
あ
る
。
彼
ら
が
問
い
か
け
る
の
は
、

自
ら
の
精
神
の
神
託
で
は
な
く
、
歴
史
と
い
う
書
物
で
あ
る

（
19
）

。」

さ
ら
に
経
験
主
義
家
の
学
問
に
つ
い
て
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

「
経
験
主
義
家
に
と
っ
て
、
尽
き
る
こ
と
な
き
歴
史
が
完
全
な
る
所
以
は
、
そ
れ
が
人
間
的
恣
意
が
生
み
出
し
た
中
途
半
端
な
瓦

礫
の
山
だ
か
ら
で
は
な
く
、
旧
約
聖
書
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
、opus quod operatur D

eus a principio usque ad fi nem

、
つ
ま

り
、
神
が
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
造
ら
れ
た
御
業
だ
か
ら
で
あ
る

（
20
）

。」

「
彼
ら
の
学
問
は
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
土
台
を
な
す
の
が
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
頂
点
は
い
ま
だ
そ
の
目
が
届
か

な
い
、
つ
ま
り
、『
頭
は
雲
の
あ
い
だ
に
隠
れ
て
い
る
』
と
い
う
ご
と
き
で
あ
る
。
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
素
材
は
、
経
験
主
義
家

の
眼
前
で
息
吹
き
込
ま
れ
、
生
き
生
き
と
し
た
も
の
と
な
る
。
そ
の
豊
穣
な
る
現
象
は
無
限
き
わ
ま
る
た
め
、
一
見
広
大
な
る
も
の

の
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
限
ら
れ
た
人
間
精
神
の
理
論
に
は
到
底
捉
え
き
れ
る
も
の
で
は
な
い

（
21
）

。」

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
学
問
の
方
法
と
し
て
、
哲
学
的
方
法
と
経
験
的
＝
歴
史
的
方
法
と
を
対
置
し
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
す
べ
き
こ

と
を
宣
言
す
る
。

四
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「
か
く
し
て
両
陣
営
は
戦
う
べ
く
相
対
峙
す
る
。
戦
い
の
目
標
は
、
お
よ
そ
法
制
度
な
る
も
の
、
総
じ
て
国
制
な
る
も
の
の
あ
り

よ
う
で
あ
る
。
勝
利
の
栄
冠
は
、
人
類
の
法
発
展
の
総
和
で
あ
る
。
自
ら
の
学
問
的
立
場
を
鮮
明
に
せ
ん
と
す
る
者
は
、
い
ず
れ
か

の
陣
営
に
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
よ
そ
学
問
方
法
、
就
中
教
授
方
法
な
る
も
の
は
ひ
と
え
に
こ
の
決
断
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
の
点
で
、
い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
岐
路
に
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
道
を
行
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

（
22
）

。」

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
自
然
法
原
理
の
信
奉
者
を
、「
古
今
を
通
じ
て
、
天
賦
の
才
に
長
け
た
孤
高
の
人
々
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
歴
史

全
体
に
対
抗
す
る
存
在
と
し
て
描
い
て
い
る
。

「
プ
ラ
ト
ン
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
、
そ
し
て
カ
ン
ト
が
こ
の
世
に
生
み
出
し
た
作
品
群
は
、
た
し
か
に
世
界
に
賛
嘆
の
念
を
起
こ
さ

せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
空
想
上
の
国
家
の
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
舞
台
は
ユ
ー
ト
ピ
ア

の
な
か
に
あ
る
こ
と
、
無
限
の
裂
け
目
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
大
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
た
だ
た
だ
残
念

な
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
に
も
高
所
に
あ
り
す
ぎ
る
た
め
、
そ
の
光
が
地
上
に
ほ
と
ん
ど
届
か
な
い
あ
の

星
々
に
等
し
い
。
世
界
は
あ
ま
り
に
彼
ら
の
下
方
に
あ
り
す
ぎ
る
の
だ
。
彼
ら
の
体
系
は
無
の
深
淵
の
上
方
に
か
か
っ
て
お
り
、
歴

史
と
い
う
光
に
当
た
れ
ば
、
霧
の
像
の
よ
う
に
溶
け
て
し
ま
う

（
23
）

。」

二　

教
授
就
任
講
演
に
お
け
る
政
治
的
な
も
の
及
び
国
家
の
観
念

こ
の
よ
う
に
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
教
授
就
任
講
演
は
、
哲
学
的
方
法
よ
り
も
、
経
験
的
歴
史
的
方
法
へ
の
傾
斜
を
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
学
問
的
方
法
の
選
択
は
、
彼
の
国
家
の
観
念
の
理
解
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
若
き
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に

四
七
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
三
四
）

と
っ
て
、
国
家
と
は
、
人
間
の
恣
意
に
よ
り
「
捏
造
さ
れ
た
被
造
物
」
で
は
な
く
、
歴
史
の
中
に
認
識
さ
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
思
想
を
解
く
鍵
を
、
一
般
的
な
政
治
観
、
そ
の
後
の
著
作
に
頻
繁
に
登
場
す
る
反
自
由
主
義
的
観
念
に
、
例
え
ば

モ
イ
リ
に
よ
っ
て
「
人
民
主
権
と
い
う
有
害
な
謬
説

（
24
）

」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
な
観
念
に
果
た
し
て
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
シ
モ
ニ
ウ
ス
は
、
就
任
講
演
に
つ
い
て
の
全
集
版
解
説
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
ス
イ
ス
に
生
成
し
た
法
は
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
時
代
に
は
民
主
制
の
拡
大
に
向
け
た
動
き
に
よ
っ
て
脅
威
に
晒
さ
れ
る
。
バ
ハ

オ
ー
フ
ェ
ン
は
生
涯
を
通
じ
て
こ
う
し
た
動
き
に
対
す
る
反
対
者
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
出
自
及
び
社
会
的
地
位
に

よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
以
上
の
先
鋭
な
反
対
者
で
さ
え
あ
っ
た
。
彼
の
保
守
的
な
立
場
を
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
一
八
四
八
年
に
書
か
れ

た
『
ロ
ー
マ
人
の
国
家
生
活
に
関
す
る
諸
考
察
』
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
立
法
改
革
は
、
彼
に
と
っ
て
神
に
よ
っ
て
創
造
さ

れ
た
盟
約
共
同
体
﹇
ス
イ
ス
連
邦
﹈
の
基
礎
を
揺
る
が
し
、
そ
の
市
民
の
自
然
な
起
源
と
の
関
係
を
危
険
に
さ
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
す
で
に
一
八
四
一
年
に
同
じ
よ
う
に
考
え
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
当
時
の
自
由
主
義
的
運
動
を
、
古
い
自
然
法
を

普
遍
的
に
妥
当
す
る
恣
意
的
に
設
立
さ
れ
た
秩
序
を
め
ざ
す
思
い
上
が
り
そ
の
も
の
、
人
間
理
性
の
過
大
評
価
、
掴
も
う
と
し
て
も

掴
ま
え
ら
れ
ぬ
《
亡
霊
》
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
糾
弾
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
？　

講
演
の
パ
ト
ス
は
そ
の
と
き
に
理
解

で
き
る
も
の
と
な
ろ
う
。
講
演
は
明
ら
か
に
そ
の
意
図
に
お
い
て
法
律
学
的
問
題
の
領
域
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
と
な
っ
た

（
25
）

。」

シ
モ
ニ
ウ
ス
は
一
八
四
一
年
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
と
一
八
四
八
年
に
示
さ
れ
る
思
想
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
モ
イ
リ
も
、
教
授
就

任
講
演
に
触
れ
て
「
純
粋
な
歴
史
研
究
の
告
白
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
よ
っ
て
強
く
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
モ
イ
リ
は
、
講
演
に
お
け
る
自
然
法
論
批
判
の
隠
れ
た
直
接
的
な
名
宛
人
と
し
て
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ス
ネ
ル

（W
ilhelm

 S
nell, 1789-1851 （

26
）

）
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る

（
27
）

。
フ
ス
コ
教
授
の
論
稿
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
国
家
に
つ
い
て
の
観
念
を

四
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め
ぐ
っ
て
、
重
要
な
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
そ
の
判
断
を
留
保
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
触

れ
て
お
き
た
い

（
28
）

。

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ス
ネ
ル
は
、
兄
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ス
ネ
ル
（L

udw
ich S

nell, 1785-1854

）
と
と
も
に
、
一
九
世
紀
前
半
の
ス
イ
ス

に
お
け
る
自
由
主
義
的
運
動
に
お
け
る
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
一
八
三
〇
年
か
ら
ス
イ
ス
憲
法
が
成
立
し
た
一
八
四
八
年
ま
で
の
期

間
は
、
ス
イ
ス
憲
法
史
に
お
い
て
は
「
新
生
」（R

egeneration

）
の
時
代
と
い
わ
れ
る
。
ス
イ
ス
に
お
け
る
新
生
化
運
動
の
契
機
と
な
っ

た
の
は
、
隣
国
フ
ラ
ン
ス
の
七
月
革
命
で
あ
っ
た
。
各
地
で
自
由
主
義
的
な
新
し
い
憲
法
の
制
定
を
求
め
る
大
規
模
な
住
民
集
会
や
ラ
ン

ズ
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
開
か
れ
、
武
力
闘
争
も
発
生
し
た
。
一
八
三
〇
年
か
ら
三
一
年
に
か
け
て
、
一
〇
の
カ
ン
ト
ン
に
お
い
て
新
憲
法
が
制

定
さ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
運
動
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
カ
ン
ト
ン
で
成
功
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
地
元
、
バ
ー

ゼ
ル
の
場
合
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
た
。
カ
ン
ト
ン
・
バ
ー
ゼ
ル
は
都
市
部
と
農
村
部
の
不
平
等
が
著
し
く
、
そ
の
た
め
に
新
生
化

運
動
は
、
農
村
部
住
民
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
目
標
は
、
都
市
部
と
農
村
部
の
不
平
等
の
解
消
、
と
く
に
カ
ン
ト
ン
議
会
に
お
け

る
平
等
な
議
席
配
分
の
実
現
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
要
求
は
都
市
部
に
よ
り
拒
否
さ
れ
、
運
動
は
武
力
闘
争
へ
と
発
展
し
た
。
結
果
的

に
は
、
三
二
年
春
、
バ
ー
ゼ
ル
は
、
バ
ー
ゼ
ル
・
ラ
ン
ト
（B

asel-L
and

）
と
バ
ー
ゼ
ル
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
（B

asel-S
tadt

）
の
二
つ
の
半
カ

ン
ト
ン
に
分
裂
し
、
前
者
に
お
い
て
の
み
新
生
化
さ
れ
た
憲
法
が
制
定
さ
れ
た

（
29
）

。

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ス
ネ
ル
は
、
一
八
一
〇
年
代
前
半
、
ギ
ー
セ
ン
、
マ
イ
ン
ツ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
を
中
心
に
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
的
な

政
治
的
秘
密
結
社

│
主
要
な
メ
ン
バ
ー
の
名
前
に
因
ん
で
ホ
フ
マ
ン
＝
ス
ネ
ル
＝
グ
ル
ナ
ー
・
ブ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る

│
を
結
成
し
、

プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
の
も
と
に
ド
イ
ツ
統
一
を
目
指
し
た
と
さ
れ
る
。
ナ
ッ
サ
ウ
で
の
筆
禍
事
件
を
契
機
に
そ
の
地
を
去
り
、
一
八
一
九
年

に
一
時
的
に
ド
ル
パ
ッ
ト
で
大
学
教
授
職
に
就
任
後
、
亡
命
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
一
八
二
一
年
に
バ
ー
ゼ
ル
大
学
法
学
教
授
に
招
聘
さ

四
七
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れ
、
一
八
三
三
年
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
三
〇
年
代
初
頭
の
バ
ー
ゼ
ル
・
ラ
ン
ト
と
バ
ー
ゼ
ル
・
シ
ュ
タ
ッ
ト
の
分
離
の
騒
擾
に
際

し
て
、
バ
ー
ゼ
ル
・
ラ
ン
ト
を
支
持
し
た
主
要
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
国
庫
分
割
の
あ
た
っ
て
は
法
律
顧
問
を
引
き
受
け
た
。
そ
の
こ
と

も
あ
っ
て
、
バ
ー
ゼ
ル
か
ら
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
ロ
ー
マ
法
・
民
事
訴
訟
法
教
授
を
経
て
、
三
四
年
に
新
設
の
ベ

ル
ン
の
ロ
ー
マ
法
・
刑
法
教
授
職
へ
と
移
っ
た
。
バ
ー
ゼ
ル
大
学
の
法
学
教
授
職
は
、
そ
の
後
、
ア
ガ
ト
ン
・
ヴ
ン
ダ
ー
リ
ヒ

（A
gathon W

underlich
）
や
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ
ネ
ル
（Johannes S

chnell

）
の
よ
う
な
保
守
的
人
物
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
。『
自
叙
伝
』

の
中
に
「
裁
判
官
職
も
神
に
由
来
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
職
権
を
行
使
す
る
者
は
よ
り
高
次
の
起
源
を
有
す
る
法
を
行
使
す
る

（
30
）

。」
と

あ
る
が
、
こ
の
「
裁
判
官
職
は
神
に
由
来
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
民
事
裁
判
所
長
を
勤
め
た
シ
ュ
ネ
ル
が
傍
聴
席
に
掲
げ
さ
せ
た
銘
で

も
あ
り

（
31
）

、
両
者
の
思
想
的
傾
向
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヴ
ン
ダ
ー
リ
ヒ
及
び
シ
ュ
ネ
ル
が
先
任
教
授
で
あ
っ
た
バ
ー
ゼ
ル
大

学
に
三
人
目
の
教
授
と
し
て
二
五
歳
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
招
聘
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
前
で
果
た
し
て
自
然
法
論
者
ス
ネ
ル
を
意

識
し
た
講
演
を
行
い
え
た
か
ど
う
か
、
フ
ス
コ
教
授
の
疑
問
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
32
）

。

た
し
か
に
三
〇
年
代
初
頭
の
ス
イ
ス
に
あ
っ
て
、
ス
ネ
ル
は
、
兄
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
と
と
も
に
自
由
主
義
的
運
動
に
お
い
て
影
響
力
は
大

き
か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
自
身
バ
ー
ゼ
ル
を
去
っ
て
す
で
に
久
し
く
、
そ
れ
は
就
任
講
演
の
八
年
以
前
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
支
持
層
は

ベ
ル
ン
の
若
き
法
学
徒
た
ち
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

（
33
）

。
ス
ネ
ル
の
自
然
法
思
想
を
知
る
手
が
か
り
は
彼
の
著
書

『
自
然
法
』
に
求
め
こ
と
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
ベ
ル
ン
で
講
じ
ら
れ
た
自
然
法
に
関
す
る
講
義
の
内
容
が
出
版
さ
れ
た
の
は
ス
ネ
ル

の
没
後
三
年
に
あ
た
る
一
八
五
七
年
の
こ
と
で
あ
る

（
34
）

。
果
た
し
て
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
自
然
法
批
判
の
名
宛
人
と
し
て
ス
ネ
ル
を
ど
れ
だ

け
意
識
し
え
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
ス
ネ
ル
の
『
自
然
法
』
に
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
就
任
講
演

に
お
け
る
当
代
の
理
性
主
義
者
批
判
の
論
調
と
一
見
重
な
り
合
う
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
一
致
点
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
難

四
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し
い
。
ス
ネ
ル
も
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
、
カ
ン
ト
の
国
家
論
の
批
判
者
で
も
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
幻
想
国
家
」

（P
hantasierepublik

）
は
「
誤
謬
に
し
て
愚
説
」
と
評
さ
れ

（
35
）

、
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
国
家
も
「
お
よ
そ
実
現
不
可
能
な
夢
想
」

に
基
づ
く
と
さ
れ
る

（
36
）

。
ド
イ
ツ
国
家
論
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
哲
学
者
」
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ユ
ス
ト
ゥ

ス
・
メ
ー
ザ
ー
（Justus M

öser, 1720-94

）、
モ
ー
ザ
ー
（F

riedrich C
arl M

oser, 1723-17898

）、
シ
ュ
ピ
ッ
ト
ラ
ー
（T

im
otheus 

S
pittler, 1752-1810

）
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
の
「
実
用
的
国
家
学
」（praktische S

taatsw
eisheit

）
で
あ
っ
た

（
37
）

。
そ
う
し
た
視
点
は
、
バ

ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
就
任
講
演
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
と
い
え
る
。
ス
ネ
ル
は
啓
蒙
的
自
然
法
論
の
文
脈
で
読
み
解
か
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
り
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
自
然
法
論
批
判
と
は
直
接
に
は
結
び
つ
き
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
教
授
就
任
講
演
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
何
で
あ
っ
た
か
。
た
し
か
に
当
時
の
ス
イ
ス
に
お
け
る
政
治
的
な
文

脈
の
中
で
こ
の
講
演
を
読
み
解
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
語
る
と
こ
ろ

に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
。

一
八
五
四
年
の
『
自
叙
伝
』
の
中
で
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。

「
学
者
が
、
自
分
の
研
究
と
最
も
高
次
の
事
物
と
の
関
係
を
真
摯
に
語
り
、
両
者
の
間
に
正
し
い
位
置
づ
け
を
行
う
時
期
が
必
ず

や
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
事
物
の
永
遠
の
意
味
に
、
少
な
く
と
も
、
た
と
え
わ
ず
か
で
も
接
近
し
た
い
と
い
う
希
望
、

い
や
何
が
な
ん
で
も
そ
う
し
た
い
と
い
う
欲
望
も
ま
た
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
外
皮
だ
け
で
は
も
は
や
満
足
で
き
な
い
の
で
あ
る

（
38
）

。」

こ
の
こ
と
は
、
教
授
就
任
講
演
に
お
い
て
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
国
家
の
あ
り
よ
う
を
め
ぐ
る
二
つ
の
立
場
の
対
立
へ
の
言
及

と
重
な
り
あ
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
常
的
な
政
治
活
動
の
立
場
の
選
択
で
は
な
く
、
む
し
ろ
学
問
的
態
度
の
選
択
と
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
。

四
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「
一
般
的
に
自
分
の
学
問
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
べ
き
か
、
明
白
に
自
覚
し
よ
う
と
す
る
ど
の
一
派
も
、
両
陣
営
の

ど
ち
ら
か
一
方
に
味
方
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問
的
取
り
扱
い
方
の
全
体
、
お
よ
び
、
す
ぐ
れ
て
そ
の
教
授
方
法
を
ど
う
す
べ

き
か
は
、
本
質
的
に
こ
の
決
断
次
第
で
あ
る

（
39
）

。」

も
と
よ
り
こ
う
し
た
言
葉
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
名
宛
人
は
、
講
演
の
末
尾
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
学
界
の
専
門
家
た
ち
で
あ
る
。

「
わ
た
し
が
こ
の
課
題
を
引
き
受
け
る
と
き
、
わ
た
し
に
そ
の
た
め
の
勇
気
が
わ
い
て
く
る
の
は
も
っ
ぱ
ら
、
自
分
の
努
力
が
孤

立
無
援
の
状
態
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
い
ま
や
わ
た
し
も
そ
の
一
員
に
な
っ
た
こ
と
を
う
れ
し
く
思
っ
て
い
る
学
界
に
お
い
て
、
つ

ね
に
新
た
な
励
ま
し
の
言
葉
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
る

（
40
）

。」

就
任
講
演
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
国
家
及
び
そ
の
起
源
の
概
念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
か
。
こ
れ
は
バ
ハ
オ
ー

フ
ェ
ン
の
歴
史
に
関
す
る
一
般
的
な
観
念
と
切
り
離
し
て
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
チ
ェ
ザ
ー
ナ
教
授
は
、「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が

歴
史
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
た
ん
な
る
出
来
事
と
い
う
意
味
で
の
過
去
以
上
の
何
か
を
つ
ね
に
意
図
し
て
い
る
。」
と
指
摘
す
る

（
41
）

。
歴
史

は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
は
、
神
に
よ
る
創
造
の
計
画
の
表
明
で
あ
る
。
こ
の
根
本
観
念
に
基
づ
い
て
、
ロ
マ
ン
主
義
的
な
「
端

緒
」（A

nfänge

）
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
り

（
42
）

、
あ
ら
ゆ
る
継
起
的
発
展
は
す
で
に
そ
の
萌
芽
に
お
い
て
す
べ
て
予
定
さ
れ
て
い

る
（
43
）

。
そ
し
て
若
き
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
国
家
の
概
念
も
ま
さ
に
こ
う
し
た
歴
史
観
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
純
な
法
学
的
枠
組
み

で
は
捉
え
る
こ
と
で
き
な
い
。
フ
ス
コ
教
授
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
、「
国
家
」
と
は
、
組
織
さ
れ
た
人
間
生
活
を
一
般
的
に

示
唆
す
る
メ
タ
フ
ァ
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
44
）

。
し
か
も
そ
れ
は
、「
民
族
」（V

olk

）
と
歴
史
の
関
係
を
通
じ
て
は
じ
め
て
定
義
さ
れ
う
る
も
の

で
あ
る
。「
民
族
」
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
と
っ
て
は
、
古
典
的
な
国
家
論
の
よ
う
に
、
国
家
の
構
成
要
素
で
は
な
い
。

「
い
か
な
る
民
族
に
と
っ
て
も
必
要
か
つ
不
可
欠
な
基
本
装
備
と
は
、
宗
教
と
言
語
と
法
で
あ
る
。
そ
し
て
お
よ
そ
国
家
生
活
な

四
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る
も
の
は
こ
れ
ら
な
し
に
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

（
45
）

。」

歴
史
に
関
し
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
理
性
主
義
的
自
然
法
論
者
に
対
し
て
異
議
申
立
を
行
っ
た
観
念
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。「

そ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
わ
が
人
類
の
原
状
態
は
完
全
な
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
実
定
的
な
国
家
制
度
な
ど
必
要
で
は
な
か
っ

た
、
と
さ
れ
る
。
存
在
の
第
二
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
人
間
が
堕
落
し
た
結
果
、
そ
の
救
済
手
段
と
し
て
、
恣
意
的
に
創
ら
れ
た

制
度
、
す
な
わ
ち
国
家
そ
れ
自
体
と
そ
の
内
的
な
制
度
が
生
ま
れ
る
に
至
っ
た
。
国
家
と
法
は
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
本
源
的
か

つ
必
然
的
な
人
間
の
高
次
の
本
性
に
そ
ぐ
わ
ず
、
ま
た
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
か
つ
そ
れ
と
と
も
に
存
続
す
る
制
度
で
も
と
う
て
い
な

い
の
で
、
そ
の
結
果
、
国
家
と
法
は
、
む
し
ろ
人
間
が
自
由
意
思
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
創
り
出
し
た
作
品
と
し
て
、
そ
の
姿
を
現
す
。

つ
ま
り
、
国
家
と
法
は
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
り
良
き
本
性
の
産
物
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
堕
落
の
産
物
で
あ
り
、
国
家
と
法
は
、
わ

れ
わ
れ
の
使
命
を
促
進
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
更
な
る
退
廃
を
阻
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
お
よ
そ
国
家
学
な
る
も
の
は
、
人
間
の
道
徳
的
欠
損
を
治
癒
す
る
単
な
る
医
術
と
刻
印
さ
れ
、
常
設
の
ダ
ム
と
し
て
、

道
徳
的
欠
損
の
蔓
延
を
阻
止
せ
ん
と
す
る
試
み
に
す
ぎ
な
い

（
46
）

。」

国
家
と
個
人
の
分
離
は
か
か
る
理
論
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
人
類
の
歴
史
も
、
人
の
歴
史
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
国
家

形
式
な
い
し
法
形
式
の
歴
史
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
、
原
初
の
完
全
性
と
い
う
証
明
で
き
な
い
仮
説
を

こ
う
批
判
し
て
い
る
。

「
君
た
ち
、
こ
の
原
初
の
完
全
性
を
主
張
す
る
君
た
ち
は
、
人
間
が
国
家
状
態
へ
入
る
と
き
、
そ
れ
以
前
の
存
在
の
最
良
部
分
を

あ
き
ら
め
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
人
間
が
自
分
の
自
由
そ
の
も
の
を
国
家
形
式
と
法
形
式
と
い
う
秩
序
の
た
め
に
犠
牲
に
供
し
た
こ

四
八
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
四
〇
）

と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
立
証
す
る
の
か
ね
？
と

（
47
）

。」

「
キ
リ
ス
ト
教
や
原
初
の
ゲ
ル
マ
ン
精
神
に
基
づ
く
新
し
い
時
代
は
、
い
か
に
異
な
っ
た
様
相
を
見
せ
て
い
る
こ
と
か
！　

そ
こ

で
は
宗
教
と
国
家
と
習
俗
が
一
つ
に
ま
と
ま
り
、
そ
の
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
い
て
、
個
人
、
人
格
、
目
立
つ
も
の
、
個
別

と
い
っ
た
も
の
す
べ
て
の
登
場
を
後
景
に
斥
け
、
消
し
去
っ
て
し
ま
う
。
習
俗
は
と
り
わ
け
個
人
が
全
体
秩
序
に
絶
対
服
従
す
る
こ

と
を
要
求
す
る
。
国
家
は
自
ら
の
う
ち
に
、
個
人
も
法
人
も
団
体
も
す
べ
て
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
国
家
の
理
念
の
な

か
で
、
い
っ
さ
い
の
個
と
し
て
の
存
在
は
失
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
現
代
の
国
法
の
ア
ル
フ
ァ
と
オ
メ
ガ
で
あ
り
、

そ
れ
が
共
和
国
と
君
主
国
を
等
し
く
支
配
し
て
い
る

（
48
）

。」

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代
の
国
家
概
念
に
由
来
す
る
制
約
を
免
れ
て
は
じ
め
て
、
人
々
の
内
的
一
体
性
と
そ
の
歴
史
が
い
ま

だ
損
な
わ
れ
ず
、
そ
の
痕
跡
か
ら
原
初
の
状
況
が
な
お
辿
り
う
る
時
代
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
は
記
録
を
伝
え
る
と
同
時
に

遠
く
離
れ
た
端
緒
の
証
明
で
あ
る
。
古
代
は
、
そ
の
文
化
、
そ
の
制
度
の
中
に
、
原
初
の
時
代
の
徴
が
生
き
て
お
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
端

緒
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。

「
反
対
に
、
歴
史
を
手
が
か
り
に
、
人
類
の
最
初
の
諸
時
代
へ
と
遡
れ
ば
遡
る
ほ
ど
、
国
家
と
個
人
と
の
結
合
が
ま
す
ま
す
緊
密
に

な
っ
て
い
く
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
と
、
わ
た
し
は
信
じ
る
。
古
代
に
は
国
家
の
な
か
に
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
た
。
宗
教
自
体
、

国
家
か
ら
分
離
さ
れ
た
独
立
の
存
在
物
で
は
な
か
っ
た
。
古
代
は
こ
の
信
仰
を
た
し
か
に
人
類
の
最
初
の
諸
時
代
か
ら
保
持
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
そ
し
て
始
ま
り
の
諸
時
代
は
国
家
も
法
も
な
い
状
態
を
そ
の
懐
に
蔵
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
人
間
と
国
家
と
が
完
全

に
一
体
と
な
り
、
最
高
度
の
調
和
の
な
か
に
あ
っ
た
と
い
う
真
理
の
証
拠
を
、
古
代
は
そ
の
信
仰
を
通
し
て
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
送
り

届
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
国
家
状
態
以
上
に
、
人
類
の
自
然
状
態
も
し
く
は
自
然
法
的
な
状
態
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
い

四
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か
な
る
状
態
が
あ
る
だ
ろ
う
か

（
49
）

。」

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
こ
の
よ
う
な
国
家
状
態
を
「
自
然
状
態
＝
自
然
法
な
状
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
自
然
な
い
し
自
然
法
と
い
う

言
葉
に
新
し
い
意
味
づ
け
を
与
え
て
い
る
。
自
然
と
自
然
法
と
の
同
定
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
批
判
す
る
「
自
然
法
」

に
代
え
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
「
歴
史
法
」
と
呼
ぶ
も
の
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
法
と
歴
史
法
は
バ
ハ

オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
い
て
は
対
立
を
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
い
う
自
然
な
い
し
自
然
法
の
中
に
は
発
展
な

い
し
進
歩
と
い
う
観
念
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
観
念
が
依
拠
す
る
も
の
は
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
独
特
の
歴
史
観
で
あ
る
。
フ

ス
コ
教
授
に
よ
れ
ば
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
歴
史
は
、
一
方
で
個
人
と
国
家
、
他
方
で
民
族
と
国
家
を
結
び
つ
け
る
「
魔
法
の
杖
」
で
あ

る
（
50
）

、
と
さ
れ
る
。
歴
史
を
通
じ
て
人
間
と
国
家
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
結
び
つ
き
か
ら
価
値
の
増
大
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の

基
礎
で
あ
る
歴
史
に
、
次
の
よ
う
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
。

「
歴
史
、
と
く
に
法
の
歴
史
は
、
頽
廃
の
深
刻
化
と
い
う
悲
劇
的
な
展
開
の
な
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
大
き
な
完
全
性
に

至
る
発
展
の
常
な
る
進
行
の
な
か
に
あ
る
！

（
51
）

」

こ
う
し
た
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
進
歩
の
観
念
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
は
、
本
源
的
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
産
物
な
い
し
結
果
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
自
然
的
原
理
」
と
も
い
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
国
家
は
人
間
の
最
奥
の
本
性
そ
の
も
の
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
家
は
堕
落
し
た
人
類
の
捏
造
で
も
、
わ
れ
わ

れ
の
道
徳
的
欠
損
の
隠
れ
蓑
で
も
な
い
。
国
家
は
む
し
ろ
よ
り
良
き
人
間
本
性
の
具
現
化
な
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
大
き
な
退
廃
を
阻

む
ダ
ム
で
は
な
く
て
、
最
高
の
諸
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
兄
弟
の
契
り
な
の
で
あ
る

（
52
）

。」

国
家
は
、
よ
り
良
き
人
間
本
性
の
具
現
化
よ
り
大
き
な
退
廃
を
阻
む
ダ
ム
で
は
な
く
て
、
最
高
の
諸
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
兄
弟
の

四
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契
り
（V

erbrüderung

）
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
人
間
は
国
家
的
な
存
在
で
あ
る
」
と
語
っ

て
い
た
と
す
る

（
53
）

。
若
き
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
留
保

せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
あ
え
て
い
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
そ
の
祖
型
が
あ
る
と
さ
れ
る
国
家
有
機
体
説
と
の
近
似
性
を
指
摘
す
る
こ

と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

で
は
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
い
う
「
兄
弟
の
契
り
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
。

「
す
べ
て
の
学
問
、
す
べ
て
の
芸
術
、
す
べ
て
の
徳
性
、
す
べ
て
の
成
就
に
お
い
て
い
っ
さ
い
の
よ
り
良
き
諸
力
を
一
つ
に
結
合

す
る
も
の
で
あ
る
！　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
兄
弟
の
契
り
と
い
う
目
標
は
一
世
代
で
は
も
ち
ろ
ん
、
数
世
代
で
も
達
成
で
き
る
も

の
で
は
な
い
の
で
、
国
家
は
生
き
て
い
る
人
間
の
兄
弟
の
契
り
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
生
き
て
い
る
人
と
死
ん
だ
人
と
さ
ら
に
は
生

ま
れ
て
く
る
人
と
の
兄
弟
の
契
り
な
の
で
あ
る
！　

│
さ
ら
に
個
々
の
ど
の
国
家
も
、
全
人
類
の
大
き
な
普
遍
的
な
兄
弟
の
契
り
の

な
か
に
あ
る
単
に
一
部
分
の
兄
弟
の
契
り
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
低
次
の
本
性
の
持
ち
主
と
高
次
の
本
性
の
持
ち
主
と
を
、

目
に
見
え
る
世
界
と
目
に
見
え
な
い
世
界
と
を
つ
な
ぐ
大
き
な
鎖
を
形
成
す
る
た
め
の
一
分
肢
で
あ
る
！　

そ
れ
が
目
的
で
あ
り
、

そ
れ
が
国
家
の
使
命
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
人
間
本
性
の
最
高
の
側
面
が
そ
れ
自
身
の
な
か
に
お
い
て
啓
示
す
る
使
命
で
あ
る
！　

そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
の
自
然
法
体
系
の
支
持
者
た
ち
が
言
う
最
初
の
状
態
の
破
壊
さ
れ
た
完
全
性
を
、
ま
た
彼
ら
の
言
う

失
わ
れ
た
楽
園
も
羨
ま
な
い
よ
う
に
し
よ
う
！

（
54
）

」

国
家
の
使
命
と
は
、「
人
間
本
性
の
最
高
の
側
面
が
そ
れ
自
身
の
な
か
に
お
い
て
啓
示
す
る
使
命
で
あ
る

（
55
）

」。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

と
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
国
家
の
観
念
は
、
時
代
の
政
治
的
保
守
主
義
的
観
念
の
結
果
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
保
守
主
義
的

観
念
自
体
が
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
自
身
に
胚
胎
す
る
国
家
の
観
念
の
結
果
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る

（
56
）

。

四
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小
結

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
考
え
る
「
国
家
」
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
、
本
稿
で
は
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学
教
授
就
任
講
演
「
自
然
法
と
歴
史
法
の
対
立
」
の
中
で
、
具
体
的
に
「
国
家
」
に
つ
い
て
バ
ハ
オ
ー

フ
ェ
ン
が
語
る
と
こ
ろ
を
見
て
き
た
。
一
八
四
一
年
の
就
任
講
演
は
、
た
し
か
に
ラ
ン
ケ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
グ
リ
ム
ら
の
い
わ
ゆ
る
歴
史

学
派
の
観
念
に
忠
実
な
と
こ
ろ
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
い
。
ベ
ー
コ
ン
、
バ
ー
ク
ら
に
頻
繁
に
言
及
し
つ
つ
、

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
ま
ず
は
自
ら
を
経
験
主
義
者
と
位
置
づ
け
、
特
定
の
個
人
、
特
定
の
世
代
の
特
殊
な
観
念
か
ら
離
れ
た
「
客
観
的
事

実
」
の
理
解
を
存
在
す
る
も
の
に
委
ね
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が
理
性
主
義
者
（
合
理
主
義
者
）
と
呼
ぶ
者

た
ち
は
、
存
在
す
る
も
の
を
無
視
し
自
ら
の
精
神
に
基
づ
く
恣
意
的
な
理
論
の
構
築
者
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ

ン
の
ス
タ
ン
ス
は
、
例
え
ば
近
代
の
法
理
論
の
い
く
つ
か
の
支
柱
と
な
っ
た
ホ
ッ
ブ
ズ
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
対
す
る
拒
否
と
い
う
姿
勢
を
示

す
こ
と
に
な
る

（
57
）

。
国
家
も
法
も
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
人
類
の
頽
廃
の
結
果
で
も
、
さ
ら
な
る
頽
廃
の
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め

の
も
の
で
も
な
い
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
い
う
「
精
緻
な
構
築
体
と
し
て
の
国
家
」（der S

taat als K
unstw

erk

）
で
も

な
い

（
58
）

。
い
か
に
歴
史
を
遡
ろ
う
と
も
、
人
間
は
法
も
組
織
さ
れ
た
共
同
体
な
し
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
い
か
な
る
民
族
に

と
っ
て
も
、
宗
教
と
言
語
と
法
は
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
、「
お
よ
そ
国
家
生
活
な
る
も
の
は
こ
れ
ら
な
し
に
は
考
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
両
者
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
国
家
は
「
よ
り
良
き
人
間
本
性
の
具
現
化
」
で
あ
り
、「
よ
り
大

き
な
退
廃
を
阻
む
ダ
ム
で
は
な
く
て
、
最
高
の
諸
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
兄
弟
の
契
り
」
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。
法
と
国
家
は
、
サ

ヴ
ィ
ニ
ー
の
学
徒
と
し
て
、
宗
教
及
び
言
語
と
同
じ
く
「
民
族
精
神
の
無
意
識
の
発
露
」
で
も
あ
る
。

四
八
五



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
四
四
）

「
宗
教
の
教
義
は
感
情
の
噴
出
と
し
て
現
わ
れ
、
言
語
は
民
族
構
成
員
相
互
の
内
的
で
無
意
識
の
共
感
に
基
づ
い
て
お
り
、
法
的

諸
原
理
そ
の
も
の
は
民
族
の
真
の
信
仰
項
目
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
だ
か
ら
！　

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
本
質
的
に
同
一

の
本
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
恣
意
的
な
、
い
わ
ば
勝
手
気
ま
ま
な
性
質
を
身
に
つ
け
て
い
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
国
家
そ
の
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
内
在
的
な
必
然
性
と
い
う
刻
印
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
民

族
精
神
の
無
意
識
の
発
露
で
あ
り
、
民
族
精
神
の
最
奥
の
素
質
の
具
現
で
あ
る

（
59
）

。」

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
法
と
国
家
は
、
不
変
不
動
の
も
の
で
は
な
く
、
発
展
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
人
間
と
社
会
が
よ

り
高
貴
な
精
神
的
道
徳
的
達
成
の
実
現
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
る
。

「
有
限
な
る
も
の
の
な
か
に
無
限
な
る
も
の
の
啓
示
を
見
、
現
世
的
な
も
の
の
な
か
に
完
全
性
へ
の
漸
次
的
な
発
展
を
見
る
の
は
、

ま
さ
し
く
そ
の
歴
史
的
考
察
方
法
で
は
な
い
の
か
？　

歴
史
的
考
察
方
法
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
カ
オ
ス
と
見
え
る
も
の
の
な
か
に
魂

と
調
和
を
も
た
ら
す
の
だ
！　

歴
史
的
考
察
方
法
は
、
生
成
さ
れ
た
も
の
を
、
恣
意
と
無
法
則
性
の
産
物
だ
と
い
う
非
難
か
ら
洗
い
清

め
て
や
る
の
だ
！　

歴
史
的
考
察
方
法
は
、
大
い
な
る
発
展
の
な
か
の
ど
の
時
代
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
固
有
の
独
立
し
た
意
義
が
あ
る

こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
義
は
、
そ
れ
以
前
の
法
則
を
破
壊
す
る
こ
と
に
で
は
な
く
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
歴
史
的
考
察
方
法
は
ど
の
時
代
に
も
、
理
性
法
則
の
実
現
と
提
示
に
お
い
て
一
つ
の
改
善
、
一
つ
の
進
歩
が
あ
る
の
を
見
る

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
性
法
則
は
、
発
展
の
最
終
目
標
と
し
て
歴
史
的
考
察
方
法
が
各
時
代
の
始
ま
り
に
で
は
な
く
、
そ
の
終
わ
り
に

立
て
る
も
の
で
あ
る

（
60
）

。」

歴
史
学
派
の
目
的
は
、
歴
史
的
な
も
の
を
恣
意
と
無
法
則
性
と
い
う
批
判
を
免
れ
る
さ
せ
る
点
に
あ
る
。
逆
に
歴
史
学
派
は
あ
ら
ゆ
る

歴
史
的
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
、
そ
の
あ
る
べ
き
場
所
と
意
味
を
与
え
る
。

四
八
六



バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
「
国
家
」
の
観
念
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
六
四
五
）

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
民
族
（V

olk

）
な
い
し
国
民
（N

ation

）
も
歴
史
と
の
関
連
で
あ
ら
た
め
て
理
解
し
な
お
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
い
か
に
多
く
の
人
が
、
国
民
的
な
ゲ
ル
マ
ン
法
に
対
す
る
殺
人
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
ロ
ー
マ
法
の
責
任
を
と
が
め
て
い
る
こ

と
か
！　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
弾
劾
が
聞
き
入
れ
て
も
ら
え
る
の
は
、
自
分
自
身
の
国
民
性
の
た
め
に
は
人
類
全
体
の
発
展
を
躊

躇
な
く
犠
牲
に
す
る
人
び
と
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
民
的
な
制
約
性
の
な
か
に
囚
わ
れ
、
個
々
の
民
族
は
ま
さ
に

全
人
類
を
結
び
つ
け
て
い
る
大
き
な
鎖
の
一
分
肢
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
自
分
自
身
の
国
民
性
の
発
展
は
ま
っ
た

く
の
と
こ
ろ
民
族
存
在
の
究
極
の
目
標
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、
決
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
人
び
と
に
の
み
聞
き
入
れ
て
も

ら
え
る
の
で
あ
る
。
国
民
性
が
最
高
の
法
律
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
す
ま
す
諸
国
民
を
孤
立
化
さ
せ
、
諸
国
民
の
相
互
交
流
を

ま
す
ま
す
遮
断
し
、
同
一
の
目
標
を
協
同
し
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
ま
っ
た
く
不
可
能
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
か

く
し
て
歴
史
も
ま
た
ま
っ
た
く
別
の
も
う
一
つ
の
原
理
を
実
現
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
国
民
が
別
の
国
民
の
廃
墟
の
上
に

そ
の
支
配
を
打
ち
立
て
る
の
を
見
て
お
り
、
ロ
ー
マ
自
身
が
そ
の
歴
史
の
大
海
の
な
か
で
は
、
古
代
世
界
の
教
化
さ
れ
た
諸
民
族
す

べ
て
の
歴
史
を
、
海
に
そ
そ
ぐ
同
じ
く
ら
い
多
く
の
川
の
流
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
受
容
し
て
い
る
の
を
見
て
い
る

（
61
）

。」

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
国
家
の
観
念
に
つ
い
て
、
な
お
語
る
べ
き
こ
と
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
一
八
四
〇
年
代
後
半
以
後
に
登
場
す
る

『
ロ
ー
マ
民
族
の
国
家
生
活
に
関
す
る
政
治
的
諸
考
察
』
ま
た
法
の
進
歩
、
発
展
の
観
念
に
つ
い
て
も
本
稿
で
は
検
討
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
含
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

Joh
an

n
 Jakob B

ach
ofen

s G
esam

m
elte W

erke, E
rster B

and, hrsg. M
ax B

urckhardt, M
attias G

elzer, G
ustav M

eyer, A
ugust 

S
im

onius, P
eter V

on der M
ühl, B

enno S
chw

abe &
 C

o. V
erlag, B

asel, 1943.
（
以
下
、B

ach
ofen

s G
W

 I

と
し
て
引
用
。
バ
ハ
オ
ー

四
八
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
四
六
）

フ
ェ
ン
の
国
家
の
概
念
に
つ
い
て
、F

usco, S
andro-A

ngelo, L
a concezione dello stato in Johann Jakob B

achofen, in: Q
u

ad
ern

i d
i 

storia 28 

（1988

）, 53-85.

が
貴
重
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
考
察
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
古
代
学
全
般
に
つ
い
て
、

吉
原
達
也
「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
古
代
学
」
広
島
法
学
一
〇
巻
四
号
（
一
九
八
七
年
）
一
四
五
頁
の
ほ
か
、「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
制
』
と

ロ
ー
マ
養
子
法
の
一
側
面
」
法
政
研
究
第
七
〇
巻
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
五
〇
三
頁
、「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
制
』
に
お
け
る
法
の
諸
相
」
広

島
法
学
第
二
九
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）、
一
四
五
頁
。
吉
原
達
也
訳
「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
タ
ナ
ク
ィ
ル
の
伝
承
』
序
説
抄
」
日
本
法
学
八
〇

巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
及
び
解
題
を
参
照
。
上
山
安
敏
『
神
話
と
科
学
』
岩
波
書
店
・
一
九
八
四
年
、
二
七
三
頁
以
下
。

（
2
） 

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
「
ロ
ー
マ
民
族
の
国
家
生
活
に
関
す
る
政
治
的
諸
考
察
」P

olitische B
etrachtungen über das S

taatsleben des 

röm
ischen V

olkes, in: B
ach

ofen
s G

W
 I, 25-62 

の
目
次
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

I. 

ロ
ー
マ
国
家
の
神
的
基
礎
に
つ
い
てÜ
ber die göttlichte G

rundlage des röm
ischen S

taates

II. 

至
高
の
国
家
権
力
と
し
て
の
神D

ie G
ottheit als oberste S

taatsgew
alt

III. 

公
職
者
の
聖
別D

ie W
eihe der M

agistratur

IV
. 

鳥
占
権
の
継
続
に
つ
い
てÜ

ber die F
ortpfl anzung der A

uspizien

V
. 

パ
ト
リ
キD

as P
atriziat

V
I. 

合
法
性
に
つ
い
てÜ

ber die L
egitim

ität

V
II. 

国
家
の
変
動
﹇
革
命
﹈
に
つ
い
てÜ

ber S
taatsum

w
älzungen

V
III. 

慣
習
と
徳
に
つ
い
てÜ

ber H
ekom

m
en und Z

ucht

IX
. 

国
家
的
関
係
に
関
す
る
所
謂
哲
学
的
考
察Ü

ber die sogenannte philosophische B
etrachtungen der S

taatsverhältnisse

X
. 

迷
信
に
つ
い
てÜ

ber den A
berglauben

X
I.  

共
和
政
国
家
に
お
け
る
貴
族
の
慈
善
行
為
に
つ
い
てÜ

ber die W
ohltätigkeit edler G

eschlechter in einem
 republikanischen 

G
em

aiw
esen

X
II. 

市
民
的
諸
関
係
に
お
け
る
愛
に
つ
い
てÜ

ber die L
iebe in den bürgerlichen V

erhältnissen

四
八
八



バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
「
国
家
」
の
観
念
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
六
四
七
）

（
3
） 1. Johann Jakob B

achofen, E
ine S

elbstbiographie, zugleich ein G
edenkblatt zu seinem

 hunderten G
eburtstag

（22. D
ezem

ber 

1915

）, hrsg. von Josef K
ohler, Z

eitsch
rift fü

r vergleich
en

d
e R

ech
tsw

issen
sch

ft B
d. 34

（1916

）, S
S
.337-380. 2. A

utobiographische 

A
ufzeichnungen von P

rof. Johann Jakob B
achofen, hrsg. von H

erm
an B

rocher, B
asler Jah

rbu
ch 1917, 295-348.

自
叙
伝
の
各
種

刊
本
に
つ
い
て
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
・
吉
原
達
也
訳
『
母
権
制
序
説
』
筑
摩
書
房
・
二
〇
〇
二
年
の
解
題
を
参
照
。3. A

utobiographie 1854, in: 

Joh
an

n
 Jakob B

ach
ofen

ss G
esam

m
elte W

erke, N
eunter B

andIX
, B

asel, S
chw

abe V
erlag 2015, 471sqq. 

本
稿
で
は
以
下
、
全
集
版

に
よ
り
、B

ach
ofen

s G
W

 IX

と
し
て
引
用
す
る
。
二
〇
一
五
年
は
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
生
誕
二
百
年
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
機
会
に
一
九
四
三
年
に

刊
行
が
始
ま
っ
た
『
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
全
集
』
の
未
刊
の
二
巻
の
う
ち
、
第
九
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。『
自
叙
伝
』（
一
八
五
四
年
）
が
詳
細
な
編
者
注

を
付
さ
れ
て
一
新
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
も
部
分
的
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
ギ
リ
シ
ア
紀
行
』（
一
八
五
一
年
）
の
ほ
か
、『
南
エ
ト
ル
リ
ア
紀
行
』

（
一
八
五
一
年
）、
ド
イ
ツ
文
献
学
会
で
の
講
演
記
録
『
女
権
制
に
つ
い
て
』（V

ortrag über das W
eiberrecht

）（
一
八
五
七
年
）
な
ど
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。Johann Jakob B

achofen, M
utterrecht und U

rreligion: E
ine S

am
m
lung der einfl ussreichsten S

chriften, Y
ahya 

E
lsaghe

（H
rsg.

）, K
roener A

lfred G
m
bh + C

o.; 7. A
ufl age 2015 450S

. Y
ahya E

lsaghe, .D
ie seltsam

ste G
elertenerscheinung, V

or 

zw
eihunder Jahren w

urde Johann Jakob B
achofen geboren, der E

rfinder des M
utterrechts, in N

eu
e Z

ü
rch

er Z
eitu

n
g, 

19.12.2015, Internationale A
usgabe, S

.27.E
lsaghe

の
論
稿
に
つ
い
て
、
大
川
四
郎
氏
の
ご
教
示
に
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
る
。

（
4
） M

.B
urckhardt, in: B

ach
ofen

s G
W

 I, 479.

（
5
） 

山
口
廸
彦
『
母
権
的
ロ
マ
ン
主
義
受
容
史

│
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
を
中
心
に
し
て

│
』
山
口
廸
彦
著
訳
集
第
四
巻
・
一
二
九
頁
以
下
に
、
バ

ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
家
の
系
譜
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
6
） 

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
裁
判
官
時
代
の
研
究
と
し
て
、G

arré, R
oy, F

ra d
iritto rom

an
o e giu

stizia popolare : il ru
olo d

ell’attività 

giu
d

iziaria n
ella vita e n

ell’opera d
i Joh

an
n

 Jakob B
ach

ofen
 ( 1815-1887) 

（Ius com
m
une : V

eröffentlichungen des M
ax-

P
lanck-Instituts für E

uropäische R
echtsgeschichte, F

rankfurt am
 M

ain / herausgegeben von H
elm

ut C
oing, S

onderhefte. 

S
tudien zur europäischen R

echtsgeschichte ; 126

）, V
. K

losterm
ann, 1999.

（
7
） 

B
ach

ofen
s G

W
 IX

, 499; 

吉
原
訳
「
自
叙
伝
」『
母
権
論
序
説
』
創
樹
社
・
昭
和
六
三
年
刊
所
収
、
四
九
頁
。

四
八
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
四
八
）

（
8
） K

. M
euli, N

achow
ort, in :B

ach
ofen

s G
W

 III, 1943, 1038.

モ
イ
リ
に
つ
い
て
は
、

（
9
） 

B
ach

ofen
s G

W
 IX

, 496, 

吉
原
訳
「
自
叙
伝
」
四
四
頁
。

（
10
） F

usco, op.cit.

（
11
） B

achofen, D
as N

aturrecht und das geschichtliceh R
echt in ihren G

egensätzen, in B
ach

ofen
s G

W
 I,5sqq.

邦
訳
と
し
て
、
平
田

公
夫
訳
「
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
・
自
然
法
と
歴
史
法
の
対
立
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
第
六
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
三
頁
以
下
（
以
下
邦
訳

と
し
て
引
用
）。
本
稿
に
引
用
は
平
田
氏
の
達
意
の
訳
稿
に
依
拠
し
て
お
り
、
深
甚
な
る
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
本
稿
の
文
意
の
つ
な
が
り
の
た
め
、

訳
文
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
点
も
あ
る
。
何
と
ぞ
ご
寛
恕
を
乞
い
た
い
。
ま
た
こ
れ
に
付
せ
ら
れ
た
平
田
氏
の
解
説
も
貴
重
で
あ
る
。

（
12
） 

バ
ー
ゼ
ル
大
学
に
三
つ
あ
っ
た
法
律
学
講
座
の
第
二
講
座
、
一
八
三
八
年
に
亡
く
な
っ
て
い
た
ア
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
（A

dolf 

B
urckhardt,1809-1838

）
の
後
任
に
あ
た
る
。
契
約
で
は
週
五
〜
八
時
間
の
講
義
、
給
与
は
八
〇
〇
フ
ラ
ン
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
招
聘
当
時
の

第
一
講
座
担
任
は
ア
ガ
ト
ン
・
ヴ
ン
ダ
ー
リ
ヒ
（A

gathon W
underlich, 1810-1878

）、
第
三
講
座
担
任
は
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
ュ
ネ
ル
（Johannes 

S
chnell, 1812-1889

）
で
あ
っ
た
。H
.F

usner

（hrsg.

）, B
ach

ofen
s G

esam
m

elte W
erke, X

（B
riefe

）, 18 n.2 

を
参
照
。
一
八
三
九
年
一
月
、

パ
リ
滞
在
中
に
バ
ー
ゼ
ル
の
友
人
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
（C

arl von S
peyer

）
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
こ
う
述
べ
て
い
る
。
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
フ
ラ

ン
ス
で
の
体
験
か
ら
、
そ
の
公
開
性
（
例
え
ば
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
は
無
償
で
見
る
こ
と
が
で
き
、
施
設
な
ど
を
誰
で
も
利
用
で
き
る
点
で
は

フ
ラ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
よ
り
上
だ
と
し
て
い
る
）
と
集
中
化
に
注
目
し
て
い
る
。「
無
制
約
な
公
開
性
と
並
ぶ
第
二
の
原
理
は
法
外
な
集
中
化
で
あ
り
、

当
地
の
あ
ら
ゆ
る
機
関
や
施
設
は
そ
れ
に
よ
っ
て
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
一
つ
の
法
学
部
だ
け
で
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
全
体
に
匹
敵
す

る
だ
け
の
学
生
数
を
数
え
ま
す
！　

力
が
一
つ
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
の
結
果
は
ま
す
ま
す
大
き
く
重
大
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
単
純

き
わ
ま
り
な
い
命
題
を
わ
れ
わ
れ
の
ス
イ
ス
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
私
た
ち
も
、
三
つ
の
小
さ
な
、
あ
ま
り
意
味
の
な
い
、
い
や
ま
っ
た
く
意
味

の
な
い
大
学
で
は
な
く
、
一
つ
の
重
要
な
中
心
大
学
を
、
少
な
く
と
も
よ
り
重
要
な
ド
イ
ツ
語
圏
の
カ
ン
ト
ン
に
、
持
つ
べ
し
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
ょ
う
。
私
は
ず
っ
と
こ
の
よ
う
な
考
え
を
抱
い
て
お
り
ま
し
た
が
、
故
ア
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
氏
の
八
〇
〇
フ
ラ
ン
の
ポ
ス
ト
に
教
授
が

見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
話
を
聞
い
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
思
い
を
強
く
し
ま
し
た
。
八
〇
〇
フ
ラ
ン
の
教
授
職
と
は
何
と
悲
惨
な
こ
と
で
し
ょ
う
！　

カ
ン
ト
ン
間
で
競
争
、
羨
望
そ
し
て
妬
み
が
広
が
り
、
八
〇
〇
フ
ラ
ン
の
三
倍
あ
れ
ば
何
か
よ
い
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
八
〇
〇
フ
ラ
ン
で
は
誰
も

四
九
〇



バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
「
国
家
」
の
観
念
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
六
四
九
）

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
状
で
は
何
も
よ
く
な
ら
な
ら
い
と
い
こ
と
だ
け
は

確
か
で
す
。
私
た
ち
の
子
孫
た
ち
は
自
分
た
ち
の
教
養
や
教
育
を
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
我
々
が
国
家
と
し
て
は
軽
蔑
す
る
、
せ
い
ぜ
い
憐
憫
の
情

を
催
す
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
よ
う
な
土
地
に
求
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」N
r.2, an C

.von S
peyer, 15.1.1839 in;B

ach
ofen

s G
W

 X
, 12,

（
13
） 
当
時
の
同
僚
で
あ
っ
た
ヴ
ン
ダ
ー
リ
ヒ
は
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
七
教
授
事
件
を
契
機
に
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
の
私
講
師
か
ら
バ
ー
ゼ
ル
に
招
聘
さ
れ
、

一
八
三
八
年
に
員
外
教
授
を
経
て
、
三
九
年
〜
四
二
年
ま
で
正
教
授
。
バ
ー
ゼ
ル
へ
の
招
聘
に
は
当
時
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
い
た
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
が

仲
介
役
を
果
た
し
た
と
も
さ
れ
て
い
る
。
シ
ュ
ネ
ル
は
バ
ー
ゼ
ル
出
身
で
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
弟
子
に
あ
た
り
、
バ
ー
ゼ
ル
大
学
で
一
八
三
七
年
に
私
講

師
、
三
八
年
員
外
教
授
、
三
九
│
七
八
年
正
教
授
（
ス
イ
ス
民
法
及
び
刑
法
）。
二
人
が
正
教
授
に
な
っ
た
の
は
二
九
歳
な
い
し
二
七
歳
の
年
の
こ

と
で
あ
り
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
二
五
歳
は
確
か
に
異
例
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
年
齢
的
に
同
僚
た
ち
と
か
け
離
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
前
任

の
Ａ
・
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
し
て
も
教
授
就
任
は
二
六
歳
の
年
で
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。

（
14
） N

r.9, an F
. C

.von S
avigny, 26.3.1841; N

r.10, A
n A

.F
. R

udorff ,26.3.1841, in B
ach

ofen
s G

W
 X

,19-23.

（
15
） F

usco, op.cit. 56.

（
16
） 

B
ach

ofen
s G

W
 IX

, 489.; 

吉
原
訳
「
自
叙
伝
」
三
二
頁
参
照
。　

（
17
） 

B
ach

ofen
s G

W
 IX

, 489; 

吉
原
訳
「
自
叙
伝
」
三
二
│
三
三
頁
。

（
18
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, S

.8; 

平
田
訳
九
四
頁
。

（
19
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, S

.8; 

平
田
訳
九
五
頁
。

（
20
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, S

.9; 

平
田
訳
九
四
│
九
五
頁
。

（
21
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, S

.9; 

平
田
訳
九
五
頁
。

（
22
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 9-10; 

平
田
訳
九
五
頁
。

（
23
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 10; 

平
田
訳
九
五
│
九
六
頁
。

（
24
） M

euli, N
achow

ort in: B
ach

ofen
s G

W
 III, 1041.

（
25
） S

im
onius, A

nhang, D
ie A

tntrittsrede, in, B
ach

ofen
s G

W
 I 475

四
九
一
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（
26
） W

ilhelm
 S

nell

に
つ
い
て
、H

istorisches L
exikon der S

chw
eiz/D

ictionnaire historique de la S
uisse/D

izionario storico della 

S
vizzera 

（eH
L
S
/eD

H
S
/eD

S
S

）, http://w
w
w
.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D

13292.php

の
項
目
を
参
照
。
初
出
はH

istorisch
es L

exikon
 

d
er S

ch
w

eiz, S
chaichet - S

t G
B
, B

d. 11, S
chw

abe, B
asel 2012

（
未
見
）。
以
下
本
文
に
お
け
る
ス
ネ
ル
の
経
歴
に
つ
い
て
の
叙
述
は
主

と
し
て
以
上
に
よ
っ
て
い
る
。

（
27
） M

euli, N
achw

ort: in
 B

ach
oren

s G
W

 III

（M
utterrecht

）, 1038 n.4.

（
28
） 

ナ
ポ
レ
オ
ン
没
落
以
後
、
ス
イ
ス
で
も
復
古
政
治
が
力
を
回
復
し
、
ス
イ
ス
が
二
二
州
か
ら
な
る
連
邦
協
約
が
成
立
し
（
一
八
一
五
年
八
月
）、

永
世
中
立
国
と
し
て
承
認
（
一
八
一
五
年
一
一
月
）
さ
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
生
年
に
あ
た
る
。
復
古
の
時
代
に
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
で
反
動
の
空
気
が
吹
き
荒
れ
た
が
、
そ
の
中
で
ス
イ
ス
は
い
わ
ゆ
る
革
命
運
動
家
と
称
さ
れ
る
人
々
に
と
っ
て
一
種
の
楽
園
の
観
を
呈
し

て
い
た
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
、
追
放
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
大
学
急
進
派
教
授
た
ち
、
北
イ
タ
リ
ア
の
革
命
家
た
ち
が
大
挙
ス
イ
ス

に
亡
命
し
て
き
た
。
ド
イ
ツ
の
教
授
た
ち
の
中
に
フ
ォ
レ
ン
、
ス
ネ
ル
兄
弟
、
デ
・
ヴ
ェ
ッ
テ
（D

e W
ette

）、
メ
ン
ツ
ェ
ル
ら
は
、
バ
ー
ゼ
ル
大

学
そ
の
他
の
学
校
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
熟
練
し
た
教
師
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
。
瀬
原
義
生
『
精
説
ス
イ
ス
史
』
文
理
閣
・
二
〇
一
五
年
、
一
三
四
│

一
三
六
頁
を
参
照
。
ド
イ
ツ
か
ら
の
亡
命
教
授
た
ち
の
中
で
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
と
何
ら
か
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
は
デ
・
ヴ
ェ
ッ
テ
で
あ
る
。

一
八
三
四
│
三
五
年
に
か
け
て
バ
ー
ゼ
ル
大
学
在
籍
中
歴
史
学
及
び
文
献
学
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ペ
ダ
ゴ
ギ
ウ
ム
以
来
と

同
じ
ゲ
ル
ラ
ッ
ハ
教
授
（
ラ
テ
ン
語
）、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
ビ
ル
フ
ィ
ン
ガ
ー
（W

ihlelm
 V

ischer-B
ilfi nger

）（
ギ
リ
シ
ア
語
）

の
も
と
で
学
び
つ
つ
、
ゴ
ス
マ
ン
教
授
は
、
お
そ
ら
く
デ
・
ヴ
ェ
ッ
ト
の
神
学
の
授
業
に
も
出
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
お
り
、
そ
の
教

え
が
そ
の
後
の
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
著
作
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
。
デ
・
ヴ
ェ
ッ
ト
は
旧
約
聖
書
と
新
約
聖
書
と
を
結

び
つ
け
て
、
歴
史
的
事
実
よ
り
は
む
し
ろ
神
話
な
い
し
象
徴
を
歴
史
的
理
解
に
お
け
る
有
効
な
根
拠
と
し
て
解
釈
を
施
し
て
い
る
点
で
、
そ
の
友
人

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
（F

riedrich C
reuzer

）
の
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。G

ossm
an, B

asel in
 th

e A
ge of 

B
u

rckh
ard

t, 117.

（
29
） 

関
根
照
彦
『
ス
イ
ス
直
接
民
主
制
の
歩
み
』
尚
学
社
・
一
九
九
七
年
、
八
二
頁
以
下
及
び
代
議
制
連
邦
国
家
の
成
立

│
一
八
四
八
年
の
ス
イ

ス
連
邦
憲
法

│
」
森
田
安
一
編
『
ス
イ
ス
の
歴
史
と
文
化
』
刀
水
書
房
・
一
九
九
九
年
、
一
六
〇
頁
（
前
掲
書
一
二
四
頁
以
下
所
収
）。
森
田
安

四
九
二



バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
「
国
家
」
の
観
念
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
六
五
一
）

一
編
『
ス
イ
ス
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
史
』
山
川
出
版
社
・
一
九
九
八
年
、
一
〇
五
頁
以
下
、
矢
田
俊
隆
・
田
口
晃
編
『
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ス
イ
ス
現
代

史
』
山
川
出
版
社
・
一
九
八
四
年
、
二
七
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
30
） 

B
ach

ofen
s G

W
 IX

, 

（329

）; G
W

 I, 35f.

（
31
） 
Ｊ
・
シ
ュ
ネ
ル
に
つ
い
て
、M

euli, op.cit., B
ach

ofen
s G

W
 III, 1041n.3. F

usco, 59. C
fr. H

.C
hrist, D

er B
asler G

erichtspräsident 

J. S
chnell, B

asler Jah
rbu

ch 1930, 177

（
未
見
、M

euli

に
よ
る
）。

（
32
） F

usco, op.cit., 59.

（
33
） F

usco, op.cit., 59.

（
34
） 

初
版
は
一
八
五
七
年
で
あ
る
が
、
本
稿
で
参
照
で
き
た
の
は
一
八
五
九
年
版
で
あ
る
。S

nell, W
ilhelm

, N
aturrecht: N

ach den V
orlesun

gen, 

H
uber, 1859, 271S

. https://books.google.co.jp/books?id=V
8w

G
A
A
A
A
cA

A
J&

dq=w
ilhelm

%
20snell%

20naturrecht&
hl=ja&

pg=P
R
3

#v=onepage&
q=w

ilhelm
%
20snell%

20naturrecht&
f=false

（
35
） S

nell, op.cit., 186.

（
36
） S

nell, op.cit., 189.

（
37
） S

nell, op.cit., 191.

（
38
） 

B
ach

ofen
s G

W
 IX

, 507; 

吉
原
訳
六
〇
頁
。

（
39
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 10; 

平
田
訳
九
五
頁
。

（
40
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 24; 

平
田
訳
一
〇
七
頁
。

（
41
） C

esana, A
ndreas, Joh

an
n

 Jakob B
ach

ofen
s G

esch
ich

tsd
eu

tu
n

g. E
in

e U
n

tersu
ch

u
n

g ih
rer gesch

ich
tsph

ilosoph
isch

en
 

V
orau

ssetzu
n

gen, B
asel, B

oston und S
tuttgart 1983 

（= B
asler B

eiträge zur P
hilosophie und ihrer G

eschichte 9

）, 35. C
esana, 

A
ndreas, D

ie innere G
eschichte der M

enschheit. Z
u den geistesgeschichtlichen V

oraussetzungen von B
achofens G

eschichtsvision, 

in: Joh
an

n
 Jakob B

ach
ofen

 (1815-1887). E
ine B

egleitpublikation zur A
usstellung im

 H
istorischen M

useum
 B

asel 1987,59.

（
42
） 

B
ach

ofen
s G

W
 II

（M
utterecht

）, 15.

「
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
と
関
り
を
も
つ
と
き
に
は
つ
ね
に
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
歴
史
的
存
在
に
は
す

四
九
三
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べ
て
先
行
す
る
段
階
が
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
端
緒
が
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
継
続
が
あ
り
、
原
因
が
あ
れ
ば
か
な
ら
ず
結

果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。｢

何
で
あ
っ
た
か｣

と
い
う
問
い
に
答
え
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、｢

ど
こ
か
ら
き
た
か｣

を
発
見
し
、
そ
し
て
そ

れ
に｢
ど
こ
へ
行
く
か｣

を
結
び
つ
け
え
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
真
の
学
問
的
認
識
は
完
結
す
る
。
知
識
は
、
起
源
、
継
続
、
結
果
を
把
握
し
て
は

じ
め
て
、
理
解
へ
と
高
ま
る
の
だ
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
発
展
の
端
緒
は
神
話
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
古
代
を
い
ま
ま
で
以
上
に
深
く
探
究
し
よ

う
と
す
れ
ば
、
つ
ね
に
神
話
に
立
ち
帰
ら
ざ
る
を
え
な
い
。」
吉
原
訳
『
母
権
制
序
説
』
一
六
〇
頁
、
吉
原
達
也
・
平
田
公
夫
・
春
山
清
純
訳
『
母

権
制
』
上
巻
・
白
水
社
・
一
九
九
二
年
、
二
六
頁
を
参
照
。

（
43
） C

esana, D
ie innere G

eschichte, 62.

（
44
） F

usco, op.cit., 62

（
45
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I,13; 

平
田
訳
九
七
頁
。

（
46
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I,12; 

平
田
訳
九
七
頁
。

（
47
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I,12; 

平
田
訳
九
六
頁
。

（
48
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I,23; 

平
田
訳
一
〇
六
頁
。

（
49
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 12; 

平
田
訳
九
六
│
九
七
頁
。

（
50
） F

usco, op.cit.64.

（
51
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 13; 

平
田
訳
九
七
頁
。

（
52
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 12; 

平
田
訳
九
七
頁
。

（
53
） 

こ
の
点
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
人
間
は
ポ
リ
ス
的
動
物
で
あ
る
」（『
政
治
学
』
第
一
巻
第
二
章
）
と
い
う
語
の
一
つ
の
解
釈
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
す
で
に
「
人
間
は
国
家
的
な
存
在
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
じ
考
え
を
よ
り
簡
潔
に
、

よ
り
上
手
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
さ
ら
に
二
千
年
が
経
過
す
る
だ
ろ
う
。」（G

W
 I, 12; 

平
田
訳
九
七
頁
）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
・

牛
田
徳
子
訳
『
政
治
学
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
・
二
〇
〇
一
年
、
六
頁
「
人
間
は
自
然
に
お
い
て
国
家
的
動
物
で
あ
る
。」

（
54
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 12-13; 

平
田
訳
九
七
頁
。

四
九
四



バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
に
お
け
る
「
国
家
」
の
観
念
に
つ
い
て
（
吉
原
）

（
六
五
三
）

（
55
） 

Ibid.
（
56
） F

usco, op.cit. 64.
（
57
） G

ossm
ann, L

ionel, B
asel in

 th
e A

ge of B
u

rckh
ard

t: A
 S

tu
d

y in
 U

n
reason

able Id
eas, T

he U
niversity of C

hicago P
ress, 

2000, 127sq.

（
58
） 

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
・
新
井
靖
一
『
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
』
筑
摩
書
房
・
二
〇
〇
七
年
、
第
一
章
の
訳
に
よ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の

K
unstw

erk
に
つ
い
て
、
差
し
当
た
り
、
下
村
寅
太
郎
『
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
世
界
：
美
術
史
家
・
文
化
史
家
・
歴
史
哲
学
者
』
岩
波
書
店
・

一
九
八
三
年
、
二
二
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
59
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I 13; 

平
田
訳
九
八
頁
。

（
60
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 20; 

平
田
訳
一
〇
三
頁
。

（
61
） 

B
ach

ofen
s G

W
 I, 21-22; 

平
田
訳
一
〇
四
│
五
頁
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
〜
二
〇
一
六
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
課
題
番
号 25380013 

の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
場
を

借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

四
九
五





現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（
渡
辺
）

（
六
五
五
）

現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

渡　
　

辺　
　

容
一
郎

1
．
は
じ
め
に

2
．
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
そ
の
傾
向

3
．
党
内
政
治
・
憲
法
習
律
・
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

4
．
お
わ
り
に

1
．
は
じ
め
に

ポ
ス
ト
冷
戦
期
、
と
り
わ
け
二
一
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
（hung P

arliam
ent

）
に
伴
う
戦
後
初
の
連
立
政

権
（
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
五
年
）
の
誕
生
や
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
の
増
加
（
濫
用
？
）
な
ど
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
政
治
現
象
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
（D

avid C
am

eron

）
保
守
党
＝
自
民
党
連
立
政
権
の
成
立
以
来
、
結
果
に
よ
っ
て
は
イ
ギ
リ
ス

論　

説

四
九
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
五
六
）

政
治
を
大
き
く
変
え
る
可
能
性
も
あ
っ
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
が
二
回
実
施
さ
れ
て
い
る
。「
小
選
挙
区
制
存
続
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
」

（
二
〇
一
一
年
）
な
ら
び
に
「
連
合
王
国
か
ら
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
の
是
非
を
問
う
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
住
民
投
票
」（
二
〇
一
四
年
）
で

は
、
投
票
し
た
有
権
者
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
〝
現
状
維
持
〞
が
選
択
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
二
〇
一
五
年

総
選
挙
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
掲
げ
た
公
約
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
た
「
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
」
で
は
、
周
知
の
よ

う
に
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
選
択
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る

（
1
）

。

そ
こ
で
本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
の
増
加
と
い
う
最
近
の
傾
向
あ
る
い
は
変
化
に
着
目
し
、
そ
の
背
景
や

本
質
を
理
解
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
多
面
的
か
つ
概
観
的
に
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
①
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治

に
見
ら
れ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
傾
向
、
②
党
内
政
治
や
憲
法
習
律
か
ら
見
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
意
味
、
そ
し
て
な
か
で
も
、
③
イ
ギ

リ
ス
保
守
主
義
、
と
り
わ
け
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
い
う
三
つ
の
見
地
か
ら
、「
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ

レ
ン
ダ
ム
」
と
の
関
係
性
を
、
可
能
な
限
り
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

2
．
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
そ
の
傾
向

⑴　

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
種
類
と
役
割

先
ず
、
国
民
投
票
や
住
民
投
票
を
意
味
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（referendum

, referenda

）
と
は
何
か
。
世
界
政
治
学
会
（
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ａ
）

監
修In

tern
ation

al E
n

cycloped
ia of P

olitical S
cien

ce

の
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
の
項
を
執
筆
し
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
学
者
モ

レ
ル
（L

aurence M
orel

）
は
、
あ
る
争
点
や
政
策
に
つ
い
て
人
び
と
に
直
接
投
票
し
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
是
非
を
決
め
る

直
接
民
主
制
の
一
手
段
（M

orel 2011, p. 2226

）
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
選
挙
や
リ
コ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
るperson voting

四
九
八



現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（
渡
辺
）

（
六
五
七
）

で
は
な
く
、issue voting

に
関
す
る
も
の
が
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（ibid.

）
で
あ
り
、
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
直
接
民
主
制
の
一
手
段

な
い
し
手
続
の
一
つ
で
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
バ
ッ
ジ
（Ian B

udge

）
に
よ
る
と
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
特
徴
は
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。「
た
い
て

い
の
場
合
、
一
定
の
政
治
機
関
を
通
じ
て
、
そ
し
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
与
党
の
呼
び
か
け
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
政
府
の
自
由
裁
量
で
投

票
が
可
能
な
場
合
、
あ
る
い
は
政
府
側
が
勝
て
そ
う
な
（
あ
る
い
は‘Y

es or N
o ’

を
問
う
て
も
党
内
分
裂
を
回
避
で
き
そ
う
な
）
場
合
の
み
、

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
通
じ
て
政
府
に
は
、
か
な
り
戦
略
的
な
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
る
。

同
時
に
、
民
衆
票
の
効
き
目
を
弱
め
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
」（B

udge 2006, p. 602

）。

こ
れ
ら
の
説
明
を
見
る
と
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
相
反
す
る
二
つ
の
「
顔
」
を
併
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
は
特
定
の
争

点
・
政
策
に
関
す
る
「
下
か
ら
の
選
択
に
よ
る
決
定
」
と
い
う
顔
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
政
権
側
の
都
合
で
意
図
的
に
実
施
さ
れ
る

「
上
か
ら
の
戦
術
」
と
い
う
顔
で
あ
る
。
仮
に
、
前
者
を
「
ス
イ
ス
型
」
と
す
れ
ば
、
後
者
は
「
イ
ギ
リ
ス
型
」
と
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
一
口
に
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
言

い
換
え
る
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
、
比
較
考
察
の
対
象
と
な
り
得
る
反
面
、
一
般
化
し
た
言
及
が
困
難
（M

orel 2011, p. 2226

）
に
な
り

や
す
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
存
外
「
複
雑
な
顔
」
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
種
類
や
実
施
方
法
は
当
然
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で

い
る
。
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
分
類
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
一
つ
目
は
、「
法
律
上
必
須
の

（
換
言
す
れ
ば
、
強
制
的
か
つ
義
務
的
な
）
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
と
「
例
え
ば
執
政
部
や
立
法
部
な
ど
の
制
度
的
ア
ク
タ
ー
と
、
野
党
な
ら
び

に
民
衆
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
開
始
さ
れ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
と
い
う
分
類
法
で
あ
る
。

四
九
九
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二
つ
目
の
分
類
法
と
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
分
け
方
も
あ
る
。

①　

そ
の
目
的
別
〈
審
議
中
あ
る
い
は
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
な
っ
た
立
法
の
た
め
、
立
法
提
案
の
た
め
〉

②　

そ
れ
が
扱
う
立
法
行
為
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
別
〈
通
常
立
法
、
憲
法
改
正
、
条
約
批
准
な
ど
〉

③　

そ
の
内
容
別
〈
制
度
面
、
テ
リ
ト
リ
ー
面
、
モ
ラ
ル
面
、
経
済
面
な
ど
〉

④　

そ
の
投
票
の
法
的
拘
束
力
別
〈
諮
問
的
な
も
の
、
拘
束
力
の
あ
る
も
の
〉

⑤　

そ
れ
が
実
施
さ
れ
る
テ
リ
ト
リ
ー
別
〈
ロ
ー
カ
ル
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
〉

⑥　

そ
の
他 

（M
orel 2011, pp. 2226-2227

）

こ
こ
か
ら
も
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
多
様
性
な
い
し
多
面
性
、
あ
る
い
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
単
純
に
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
な
ど

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
上
記
の
様
々
な
組
み
合
わ
せ
次
第
で
は
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
意
味
や
効
果
が
大
き
く
変
わ
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
お
よ
そ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
は
無
縁

│
も
し
く
は
理
論
上
対
立
関
係
に
あ
る

│

と
思
わ
れ
が
ち
な
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
も
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
の
関
連
性
が
何
ら
か
の
形
で
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

次
に
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
政
治
学
者
リ
ン
チ
（P

hilip L
ynch

）
ら
は
、
国
民
投
票
を
通
じ
て
決
め
る
こ
と
が
可
能
な
政
策
領

域
と
し
て
、「
憲
法
改
正
・
国
家
構
造
改
革
」「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
テ
リ
ト
リ
ー
・
地
方
分
権
・
自
律
性
拡
大
・
分
離
独
立
、
こ
れ
ら
を
カ
バ
ー

す
る
テ
リ
ト
リ
ー
上
の
諸
問
題
」「
対
外
政
策
」「
離
婚
、
妊
娠
中
絶
、
同
性
愛
な
ど
モ
ラ
ル
上
の
諸
問
題
」
そ
し
て
「
環
境
問
題
」
の
五

つ
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
最
重
要
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、「
政
府
と
い
う
の
は
、
そ
の
中
核
を
な
す
政
策
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
レ
フ
ァ
レ

ン
ダ
ム
で
国
民
に
問
う
こ
と
を
望
ま
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
府
与
党
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
ら
、
党
内
分
裂
を
引
き
起
こ
し
そ
う
な
…

五
〇
〇



現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（
渡
辺
）

（
六
五
九
）

左
か
右
か
の
抗
争
に
な
り
そ
う
な
争
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
投
票
で
カ
バ
ー
し
よ
う
と
は
し
な
い
」（L

ynch and W
hitaker 2013, pp. 

605-606
）
と
指
摘
し
た
。

上
記
五
つ
の
政
策
領
域
を
見
る
と
、
表
1
の
と
お
り
、
過
去
イ
ギ
リ
ス
で
実
施
さ
れ
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
争
点
全
て
が
、
こ
れ
ら
の

い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
こ
と
が
分
か
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
争
点
と
な
り
や
す

い
テ
ー
マ
は
、
党
内
分
裂
を
引
き
起
こ
し
が
ち
な
経
済
政
策
や
社
会
政
策
で
は
な
く
、
地
球
規
模
の
問
題
群
と
か
、「
主
権
国
家
」
あ
る

い
は
「
道
徳
」
と
い
っ
た
、
党
派
を
越
え
た
普
遍
的
な
テ
ー
マ
に
関
す
る
も
の
が
大
半
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
々
の
争

点
を
投
票
で
最
終
決
着
す
る
傾
向
が
増
加
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
「
民
衆
の
選
好
と
公
共
政
策
と
の
間
に
不
可

欠
な
民
主
的
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
危
険
に
晒
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
民
主
的
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
拡
充
す
る
役
割
を
持
つ
」（B

udge 

2006, p. 608

）
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
は
、
本
来
党
内
分
裂
を
回
避
す
る
、
も
し
く
は
そ
れ
を
あ

る
程
度
和
ら
げ
る
効
果
も
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
ス
イ
ス
で
見
ら
れ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
行
政
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
い
わ
ば
「
野
党
」
的
役
割
を
担
う
場
合

も
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
ス
イ
ス
で
実
施
さ
れ
て
い
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
関
し
て
は
、
議
会
が
可
決
し
た
法
案
を
事
後
的
に
無
効
に
で

き
る
「
任
意
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」、
憲
法
改
正
や
外
交
・
安
全
保
障
に
関
す
る
事
柄
を
必
ず
国
民
投
票
に
か
け
る
と
し
た
「
義
務
的
レ

フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」（
吉
田 2015, pp. 16-17

）
が
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
は
複
雑
か
つ
多
様
な
形
態
と
役
割
が
あ
る
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
た
。
で
は
、
世
界
的

に
見
た
場
合
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
は
増
加
傾
向
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

五
〇
一
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⑵　

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
頻
度
の
国
際
比
較

先
ず
、
前
述
し
たIn

tern
ation

al E
n

cycloped
ia of P

olitical S
cien

ce

に
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
実
施

さ
れ
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
「
国
別
実
施
頻
度
」
比
較
が
四
段
階
で
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
レ
フ
ァ
レ

ン
ダ
ム
を
、

・「
頻
繁
に
実
施
し
て
い
る
」
…
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど

・「
よ
く
実
施
し
て
い
る
」
…
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
パ
ラ
オ
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
リ
ト
ア
ニ
ア

・「
ほ
ど
ほ
ど
に
実
施
し
て
い
る
」
…
ボ
リ
ビ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

・「
実
施
し
て
い
な
い
」
…
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
日
本
、
イ
ス
ラ
エ
ル

 

（M
orel 2011, pp. 2228-2229

）

こ
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
ス
イ
ス
が
最
多
を
誇
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
イ
タ
リ
ア
を
除
く
と
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

を
比
較
的
多
く
実
施
し
て
い
る
の
は
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
小
規
模
国
家
に
多
い
と
い
う
点
、
そ
し
て
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
圏
で
は
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
が
最
多
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、「
ほ
ど
ほ
ど
に
（
七
〜
一
三
回
）
実
施
し
て
い
る
」
程
度
で
し
か
な
く
、
総
じ
て
少
な
い
と

い
う
事
実
で
あ
る
。

で
は
、
全
国
レ
ベ
ル
で
実
施
さ
れ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
頻
度
は
過
去
に
比
べ
増
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
じIn

tern
ation

al 

E
n

cycloped
ia of P

olitical S
cien

ce

と
モ
レ
ル
に
よ
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
に
か
け
て
三
六
二
回
だ
っ
た
の
が
、

一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
八
年
に
か
け
て
は
九
〇
〇
近
く
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
ぼ
三
倍
に
増
加
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

（ibid.

）。
つ
ま
り
、
世
界
的
に
見
る
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
増
加
傾
向
に
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
根
本
的
な
背
景
と
し
て
、
冷

五
〇
二
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戦
終
結
後
の
民
主
化
や
（
例
え
ば
旧
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
解
体
な
ど
に
伴
う
）
独
立
国
家
の
増
加
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
加
え
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
統
合
の
深
化
と
拡
大
、「
脱
・
原
発
」
に
象
徴
さ
れ
る
脱
・
物
質
主
義
的
傾
向
の
増
大
や
、
そ
の
新
た
な
政
治
争
点
化
な
ど
も
、
世
界

規
模
で
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
の
増
加
に
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
が
世
界
的
に
増
加
し
た
理
由
を
一
般
化
し
た
理
論
は
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
（ibid., 

pp. 2229-2230

）。
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
影
響
力
に
関
す
る
明
確
な
経
験
的
理
論
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
長

所
や
短
所
を
立
証
す
る
こ
と
も

│
既
述
の
よ
う
に
、
そ
の
多
様
性
ゆ
え

│
比
較
的
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
レ
フ
ァ
レ
ン

ダ
ム
そ
の
も
の
を
支
持
す
る
立
場
と
批
判
す
る
立
場
が
並
立
す
る
た
め
、〝
共
通
の
グ
ラ
ン
ド
〞
が
創
り
に
く
か
っ
た
こ
と
も
無
視
で
き

な
い
（ibid.

）
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
う
い
う
状
況
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
代
政
治
学
に
お
い
て
は
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
そ
の
あ
り
方
の
研
究
が
ま
す
ま
す
必
要

か
つ
重
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
イ
ギ
リ
ス
で
さ
え

│
世
界
規
模
で
見
れ
ば
依
然
そ
の
頻
度
は
少
な

い
と
は
い
え

│
〝
ナ
シ
ョ
ナ
ル
〞
と
〝
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
〞
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
が
目
立
つ
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
世
界
的
な
傾
向
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
決
し
て
不
自
然
な
流
れ
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
今
度
は
考
察
の
対
象
を

イ
ギ
リ
ス
に
限
定
し
、
そ
の
特
質
や
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
位
置
づ
け
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

⑶　

二
一
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

歴
史
的
に
見
た
場
合
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
ス
イ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
三
か
国
に
関
係
が
深
い
と
モ
レ
ル
は
指
摘
す
る
。
モ
レ

ル
に
よ
れ
ば
、
と
り
わ
け
ス
イ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
ル
ー
ツ
は
、
地
方
レ
ベ
ル
・
住
民
集
会
で
の
直
接
民
主
制
的
伝
統

に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
そ
う
し
た
伝
統
は
な
い
も
の
の
、
革
命
以
来
憲
法
の
制
定
を
め
ぐ
っ

五
〇
三
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て
、
さ
ら
に
は
二
人
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
統
治
時
代
を
経
て
、
第
五
共
和
制
に

お
け
る
大
統
領
の
国
民
投
票
利
用
に
繋
が
っ
た
（M

orel 2011, p. 2227

）

と
さ
れ
て
い
る
。

議
会
主
権
の
伝
統
ゆ
え
国
民
投
票
の
実
施
が
総
じ
て
少
な
く
、
ま
た
地

方
選
挙
が
準
・
国
政
選
挙
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め
住
民
投
票
も
相

対
的
に
少
な
い
と
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
ど
の
よ

う
な
特
質
を
持
ち
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

イ
ギ
リ
ス
人
の
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
観
に
つ
い
て
政
治
学
者
の
ヘ
イ

ウ
ッ
ド
（A

ndrew
 H

eyw
ood

）
は
、
議
会
制
民
主
主
義
の
原
理
と
相
容
れ

な
い
た
め
、「
イ
ギ
リ
ス
的
で
な
い
」
と
い
う
理
由
で
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

を
嫌
悪
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
平
均
的
な
イ
ギ
リ

ス
人
が
考
え
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
短
所
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
議
会

の
権
威
を
危
険
に
晒
す
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
他
方
で
レ
フ
ァ
レ
ン

ダ
ム
の
長
所
に
関
し
て
は
、
政
治
家
の
知
恵
に
依
拠
せ
ず
有
権
者
に
よ
る

直
接
的
意
思
決
定
が
可
能
と
な
り
、
し
か
も
一
連
の
諸
政
策
で
は
な
く
特

殊
な
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
た
め
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ

表 1　イギリスで実施されたレファレンダム
年 対象地域 争点 国民投票／住民投票 結果 投票率

1973 北アイルランド 北アイルランドの英国残留 住民投票 残留 58.1％

1975 全国 イギリスの EC 残留 国民投票 残留 63.2％

1979 スコットランド スコットランドの地方分権 住民投票 否決 63.8％

1979 ウェールズ ウェールズの地方分権 住民投票 否決 58.3％

1997 スコットランド 課税権を持つスコットランド議会設置 住民投票 設置 60.4％

1997 ウェールズ ウェールズ議会設置 住民投票 設置 50.1％

1998 大ロンドン市 公選市長と公選議会の設置 住民投票 設置 34.0％

1998 北アイルランド 北アイルランド平和協定 住民投票 賛成 81.0％

2001 30以上の自治体 公選市長の設置 住民投票 ─ 64％～ 9.8％

2004 イングランド北東部 地域議会の設置 住民投票 否決 郵便投票で48％

2005 エジンバラ市 渋滞税導入の是非 住民投票 否決 61％

2008 マンチェスター市 同　上 住民投票 否決 53％

2011 ウェールズ ウェールズ議会の権限拡大 住民投票 賛成 35.0％

2011 全国 国政選挙制度の変更 国民投票 否決 41.8％

2014 スコットランド 連合王国からの独立の是非 住民投票 否決 84.6％

2016 全国 イギリスの EU 離脱の是非 国民投票 離脱 72.2％

出典　M. Moran （2011） p. 249,  J. McCormick （2012） p. 99　ほかに基づき筆者作成。

五
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ム
を
選
挙
以
上
に
有
益
と
す
る
評
価
も
あ
る
こ
と
が
、
ヘ
イ
ウ
ッ
ド
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
（H

eyw
ood 2011, p. 44

）。

こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
が
従
来
以
上
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
（
表
1
を
参
照
）。
ヘ
イ

ウ
ッ
ド
は
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
年

│
タ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト

│
を
一
九
九
七
年
と
し
て
い
る
。
確
か
に
表
1
を
見
る
と

一
九
九
七
年
以
降
今
日
に
至
る
ま
で
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
頻
度
が
そ
れ
以
前
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
ヘ
イ
ウ
ッ
ド
は
、
ブ
レ
ア
（T

ony B
lair

）
政
権
時
代
の
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
か
け
て
、（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
議
会
復
活

な
ど
）
地
方
分
権
改
革
に
象
徴
さ
れ
る
国
家
構
造
問
題
が
主
要
争
点
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ヘ
イ
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
イ

ギ
リ
ス
を
統
治
す
る
手
段
に
つ
い
て
、
単
に
こ
れ
を
議
会
で
決
め
て
も
ら
う
よ
り
、
直
接
有
権
者
に
承
認
し
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
望
ま
し

い
と
す
る
考
え
方
が
次
第
に
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
重
要
な
国
家
構
造
改
革
（
憲
法
改
正
）
を
行
う
場
合
は
常

に
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
い
う
方
法
で
そ
の
是
非
を
当
該
有
権
者
に
問
う
べ
き
と
す
る
「
新
た
な
憲
法
習
律
」（a new

 C
onstitutional 

C
onvention

）
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（ibid.

）
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
政
治
学
者
の
マ
コ
ー
ミ
ッ
ク
（John M

cC
orm

ick

）
も
、「
一
九
九
七
年
以
前
・
以
後
」
を
区
別
す
る
重
要
性
に
つ

い
て
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
あ
る
争
点
（
一
九
七
五
年
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｃ
残
留
な
ど
）
を
め
ぐ
っ
て
政
府
与

党
が
分
裂
し
た
際
、
特
別
に
実
施
さ
れ
る
程
度
だ
っ
た
が
、
一
九
九
七
年
以
降
は
地
方
分
権
改
革
関
連
や
Ｅ
Ｕ
関
連
な
ど
の
争
点
で
レ

フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
が
増
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
、
既
述
の
よ
う
に
「
憲
法
上
の
慣
行
」（C

onstitutional P
ractice

）
の
一

部
と
し
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
も
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（M

cC
orm

ick 2012, p. 99

）。

要
す
る
に
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
前
述
の
リ
ン
チ
が
指
摘
し
た
五
大
政
策
領
域
の
う
ち
二
つ
（
国
家
構
造
改
革
、
テ
リ
ト
リ
ー
的
諸
問
題
）
が
比

較
的
大
き
な
争
点
と
な
っ
た
一
九
九
七
年
を
境
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
が
「
憲
法
習
律
」
化
、
換
言
す
れ
ば
「
不
文
憲
法
」
化
し
た
た
め
、

五
〇
五
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そ
の
実
施
頻
度
も
あ
る
程
度
増
加
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
指
摘
あ
る
い
は
主
張
を
踏
ま
え
る
と
、
最
近
イ
ギ
リ
ス
で
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
が
増
え
て
き
た
背
景
な
い
し
理
由
に
つ
い

て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
第
一
に
、
近
年
に
お
け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
の
増
加
傾
向
は
、
保
守
・
労
働
二

大
政
党
へ
の
支
持
率
や
投
票
率
が
相
対
的
に
低
下
し
始
め
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
傾
向
、
言
い
換
え
れ
ば
議
会
・
政
党
・
政
治
家
に
対

す
る
不
信
や
不
満
の
増
大
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、

一
九
九
七
年
以
降
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
「
新
た
な
憲
法
習
律
」
は
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
（
連
立
・
単
独
）
政
権
で
の
レ

フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
利
用
傾
向
に
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

第
二
の
点
は
次
章
で
検
討
す
る
た
め
、
こ
こ
で
は
第
一
の
点
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
／
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
／
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」、
こ
れ
ら
三
つ
の
関
係
に
つ
い
て
研
究
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
学
者
リ
ー
チ

（R
obert L

each

）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「（
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
現
在
の
）
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
議
会
主
権
よ
り
は
国
民
主
権
を
、

ま
た
代
表
制
民
主
主
義
よ
り
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
や
公
選
政
治
家
へ
の
リ
コ
ー
ル
を
含
め
た
直
接
民
主
制
を
強
く
志
向
す
る
の
で
、
ポ

ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
は
国
家
構
造
的
か
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
意
味
合
い
も
あ
る
」（L

each 2015, p. 198

）。
保
守
党
・
労
働
党
支
持
の
相
対

的
低
下
、
英
国
独
立
党
（
Ｕ
Ｋ
Ｉ
Ｐ
）
に
象
徴
さ
れ
る
反
Ｅ
Ｕ
・
反
移
民
政
党
や
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
族
党
（
Ｓ
Ｎ
Ｐ
）
に
代
表
さ
れ
る

地
域
民
族
主
義
政
党
の
抬
頭
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
を
中
心
と
す
る
既
成
政
党
や
政
治
家
（
政
治
エ

リ
ー
ト
）
へ
の
幻
滅
は
イ
ギ
リ
ス
で
も
増
加
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
の
増
加

傾
向
は
、
と
り
わ
け
「
保
守
党
・
労
働
党
中
心
型
政
治
」
へ
の
不
満
や
不
信
に
対
す
る
既
成
政
党
側
の
反
応
あ
る
い
は
対
応
策
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
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二
〇
一
〇
年
総
選
挙
で
の
ハ
ン
グ
パ
ー
ラ
メ
ン
ト
出
現
と
、
そ
れ
に
伴
う
保
守
党
＝
自
民
党
連
立
政

権
の
成
立
を
踏
ま
え
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
学
者
ボ
グ
ダ
ナ
ー
（V

ernon B
ogdanor

）
は
、
こ
う
し
た
イ

ギ
リ
ス
政
治
の
変
化
を
「
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
な
社
会
」
か
ら
「
ポ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
社

会
」
へ
の
変
化
と
関
連
づ
け
て
論
じ
て
い
る
。
二
一
世
紀
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
を
従
来
的
な
「
団
体

中
心
型
」
の
政
党
政
治
で
捉
え
る
の
は
最
早
時
代
遅
れ
だ
と
ボ
グ
ダ
ナ
ー
は
主
張
し
た
。
そ
し
て
、

も
っ
と
流
動
的
な
「
個
人
中
心
型
」
の
政
治
に
変
容
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
う
え
で
、
例
え
ば

キ
ャ
メ
ロ
ン
の
言
う
「
ポ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
時
代
と
社
会
」
に
相
応
し
い
政
治
こ
そ

必
要
だ
（B
ogdanor 2011, pp. 123-144

）
と
訴
え
た
の
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ギ
リ
ス
で
展
開
さ
れ
た
「
団
体
中
心
型
＝
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
な
社
会
の
政

治
」
と
、
二
一
世
紀
の
実
情
に
適
し
た
「
個
人
中
心
型
＝
ポ
ス
ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会

の
政
治
」
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ボ
グ
ダ
ナ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
表
2
の
よ
う
に
示

し
て
い
る
。

ボ
グ
ダ
ナ
ー
に
よ
る
と
、
戦
後
の
い
わ
ゆ
る
「
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
な
社
会
の
政
治
」
は
「
階
級
」
に
基

礎
づ
け
ら
れ
た
政
党
政
治
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
政
府
の
目
的
や
存
在
理
由
は
団
体
運
営
、
即
ち
経
済

運
営
や
福
祉
国
家
の
維
持
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
コ
レ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
的
」
と
か

「
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
」
な
ど
と
形
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
二
一
世
紀
今
日
の
「
ポ
ス

ト
・
ビ
ュ
ー
ロ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
社
会
の
政
治
」
は
、「
個
人
」
を
中
心
と
し
た
イ
ン
デ
ィ
ビ
ジ
ュ
ア

表 2　戦後のイギリス政治と21世紀のイギリス政治
第二次世界大戦後 21世紀

統治の目的 団体の運営 選択権の付与
代表の様式 政党政治（party government） 民主政治（popular government）
基盤となる原則 議会主権 国民主権
社会の基盤 階級 個人
社会の性質 固定的 流動的

出典　V. Bogdanor （2011） p. 143の表より。
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リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政
治
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
二
一
世
紀
に
お
け
る
政
府
の
目
的
や
存
在
理
由
も
、
個
人
の
選
択
の
幅
を
広

げ
た
り
、
個
人
の
多
様
な
願
望
を
な
る
べ
く
多
く
反
映
し
た
り
す
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（ibid., pp. 143-144

）。

確
か
に
歴
史
的
に
は
、
現
在
の
保
守
党
も
労
働
党
も
近
代
に
お
け
る
議
会
主
義
や
階
級
対
立
の
産
物
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
今
日
の

よ
う
に
流
動
的
か
つ
複
雑
な
個
人
主
体
・（
国
内
）
地
域
主
体
の
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
両
党
が
持
つ
（
べ
き
）
社
会
代
表
機
能
が
従

来
以
上
に
低
下
し
て
い
く
の
も
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比
例
し
て
、
両
党
の
意
思
決
定
機
能
も
理
論
的
に
は
従
来
以
上
に
低
下

し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
議
会
政
治
の
伝
統
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
の
意

義
は
従
来
以
上
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
な
い
。

し
か
し
他
方
で
、
イ
ギ
リ
ス
直
接
民
主
制
研
究
の
第
一
人
者
バ
ッ
ジ
は
、
既
述
の
よ
う
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
多
様
性
に
注
目
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
政
府
側
が
投
票
日
程
や
方
法
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
点
で
与
党
に
有
利
な
こ
の
種
の
レ
フ
ァ
レ
ン

ダ
ム
は
、
総
選
挙
を
除
け
ば
、
憲
法
上
国
民
に
相
談
す
る
い
か
な
る
手
段
・
規
定
も
持
た
な
い
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
・
モ
デ
ル
に
お
い

て
最
も
一
般
的
な
方
法
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
関
し
て
は
、popular vote

を
認
め
て
政
府
が
実
施
す
る
施
し
と
い

う
形
態
を
取
る
の
で
あ
る
」（B

udge 2006, p. 603

）。

以
上
の
よ
う
に
、
二
一
世
紀
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
現
状
や
課
題
を
考
慮
す
る
と
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
持
つ
意
味
は
従
来
以
上
に
大
き
く

な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は

│
世
界
的
な
傾
向
も
踏
ま
え
る
と

│
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
の
増
加
傾
向
も
そ
れ
な
り
に
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
同
時
に
、
過
去
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
で
見
ら
れ
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
役
割
な
い
し
位
置
づ
け
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
副
次
的

な
も
の
で
あ
り
続
け
た
。
ま
た
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
一
九
九
七
年
以
降
重
要
な
国
家
構
造
改
革
を

五
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行
う
場
合
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
実
施
す
る
こ
と
が
新
た
に
「
憲
法
習
律
」
化
し
た
と
は
い
え
、
基
本
的
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
多
く
は
議

会
政
治
や
政
党
政
治
を
補
完
す
る
〝
脇
役
〞
で
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
リ
ン
チ
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
と

そ
の
結
果
が
比
較
的
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
し
か
も
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

│
そ
の
重
要
性
も
問
題
点
も
確
か
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
に
せ
よ

│
に
馴
染
み
や
す
い
分
野
は
、
既
述
の
と
お
り
五
〜
六
個
程
度
に
限
ら
れ
て
し
ま
う
の
が
現
状
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
ヴ
ェ
イ
レ
ン
ス
・
イ
シ
ュ
ー
（valence issue

）
の
代
表
格
・
経
済
運
営
な
ど
を
め
ぐ
る
意
思
決
定
、
あ
る
い
は
よ
り
専
門
的
か

つ
日
常
的
な
諸
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
は
、
政
党
政
治
の
ほ
う
が
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
以
上
に
馴
染
み
や
す
い
側
面
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で

き
な
い
。
さ
ら
に
バ
ッ
ジ
に
よ
れ
ば
、
総
じ
て
野
党
は
与
党
を
当
惑
さ
せ
る
た
め
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
い
う
機
会
を
利
用
す
る
一
方
、

新
党
は
自
ら
の
大
義
や
自
ら
の
存
在
そ
の
も
の
を
促
進
さ
せ
る
目
的
で
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
活
用
す
る
（ibid.

）
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
今
日
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
の
課
題
も
指
摘
さ
れ
る
反
面
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
政
党
政
治
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な

い
関
係
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
前
述
し
た
第
二
の
点
も
踏
ま
え
、
党
内
政
治
や
憲
法
習
律
、
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
主

義
（
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
）
と
の
関
連
と
い
う
新
た
な
視
座
か
ら
、「
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
と
の
関
係
性
を
検
討

し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

3
．
党
内
政
治
・
憲
法
習
律
・
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
見
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

⑴　

党
内
政
治
と
憲
法
習
律

表
1
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
一
九
九
七
年
以
前
に
全
英
規
模
で
実
施
さ
れ
た
一
九
七
五
年
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（
国
民
投
票
）
は
、

当
時
の
Ｅ
Ｃ
／
Ｅ
Ｅ
Ｃ
（
あ
る
い
は
共
同
市
場
）
残
留
の
是
非
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ヘ
イ
ウ
ッ
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
政
治
的
な
ア

五
〇
九
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ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
考
慮
し
て
実
施
が
決
定
さ
れ
た
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
を
め

ぐ
っ
て
分
裂
し
て
い
た
与
党
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（H

arold W
ilson

）
労
働
党
（
一
九
七
四
〜
一
九
七
六
年
）
を
団
結
さ
せ
る
〝device

〞
と
し
て

の
役
割
が
、
こ
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
期
待
さ
れ
た
（H

ayw
ood 2011, pp. 44-45 

ほ
か
）
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
が
サ
ッ
チ
ャ
ー
（M

argaret T
hatcher

）
元
首
相
退
陣
の
引
き
金
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
は
、
と
り
わ
け
ポ
ス
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
時
代
（
一
九
九
〇
年
代
以
降
）
の
保
守
党
を
深
刻
な
分
裂
状
態
に
陥
ら
せ
、

一
九
九
七
年
総
選
挙
地
滑
り
敗
北
と
、
そ
れ
以
降
の
長
期
低
迷
の
一
要
因
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
」
を
め
ぐ
る
問

題
は
、
政
権
与
党
を
分
裂
さ
せ
や
す
い
争
点
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
深
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
イ
ギ
リ

ス
の
二
大
政
党
は
、
党
内
分
裂
を
回
避
す
る
何
ら
か
の
方
策
を
講
じ
る
必
要
が
出
て
き
た
の
で
あ
る
。

国
政
選
挙
に
お
い
て
小
選
挙
区
制
を
採
用
す
る
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
歴
史
的
に
見
た
場
合
、
主
要
政
党
の
党
内
分
裂
が
総
選
挙
結
果
に
、

ひ
い
て
は
政
権
の
奪
回
・
維
持
の
成
否
に
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
主
要
政
党
の
党
内
政
治
を
分
析
し

て
い
る
リ
ン
チ
ら
は
、
党
内
分
裂
を
回
避
す
る
具
体
的
な
手
段
と
し
て
以
下
の
七
つ
を
指
摘
し
た
。
即
ち
、
候
補
者
選
定
へ
の
介
入
、
パ

ト
ロ
ネ
ー
ジ
、
党
内
規
律
、
た
い
し
た
こ
と
の
な
い
造
反
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
認
め
て
や
る
こ
と
、
政
策
面
で
の
妥
協
と
決
定
の
据
え
置
き
、

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
を
約
束
す
る
こ
と
、
そ
し
て
他
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
設
定
す
る
こ
と
（L

ynch and W
hitaker 2013, p. 333

）
が
そ
れ

で
あ
る
。

こ
う
し
た
指
摘
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
に
関
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
に
は
、
既
述
の
と
お
り
深
刻
な
党
内

緊
張
関
係
を
多
少
な
り
と
も
和
ら
げ
る
効
果
が
期
待
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
「
与
党
」
で
あ
れ
ば
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実

施
時
期
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
有
権
者
の
要
求
に
応
え
る
と
か
、
党
執
行
部
に
不
満
の
あ
る
院
内
多
数
派
を
合
理
的
に

五
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説
得
で
き
る
と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
（ibid.

）。
そ
し
て
何
よ
り
、
不
満
の
多
い
現
代
政
党
政
治
に
民
主
的
正
統
性
を
付
与
す
る
効

果
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
二
〇
一
一
年
欧
州
連
合
法
」（the E
uropean U

nion A
ct 2011 （

2
）

）
で
は
、「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
・
ロ
ッ

ク
」（a referendum

 lock

）
な
る
も
の
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
リ
ン
チ
ら
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
Ｅ
Ｕ
へ
の
あ
ら
ゆ
る
権
限

委
譲
を
伴
う
条
約
を
将
来
定
め
る
場
合
、
拘
束
力
あ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
通
じ
て
国
民
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
ま
り
で

あ
る
。
欧
州
懐
疑
的
傾
向
が
強
い
と
さ
れ
る
英
国
民
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
判
断
し
て
も
ら
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統

合
の
さ
ら
な
る
深
化
を
阻
止
す
る
可
能
性
が
広
が
る
。
ま
た
、
一
定
の

│
言
葉
は
悪
い
が

│
「
ガ
ス
抜
き
」
効
果
も
あ
る
と
い
う
意

味
で
、
政
府
与
党
側
か
ら
す
れ
ば
二
重
の
効
用
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
代
表
さ
れ
る
「
直
接
民
主
制
」
が

│
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
に
せ
よ

│
政
党
あ
る
い
は
政
党
政
治
を
弱
体
化
さ
せ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
バ
ッ
ジ
は
、

「
直
接
民
主
制
は
政
党
間
競
争
の
回
復
力
を
強
化
す
る
」
と
か
「
直
接
民
主
制
が
政
党
を
弱
体
化
し
た
証
拠
は
一
切
な
い
」
と
い
う
他
の

研
究
者
の
指
摘
を
引
用
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。「
も
ち
ろ
ん
、
他
の
集
団
や
有
権
者
の
さ
ら
な
る
介
入
を
認
め
て
い
く

場
合
に
限
る
け
れ
ど
も
、
逆
に
直
接
民
主
制
は
政
党
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
増
や
す
」（B

udge 2006, p. 602

）。

し
た
が
っ
て
、「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施 

イ
コ
ー
ル 

政
党
政
治
の
劣
化
」
と
は
必
ず
し
も
断
言
で
き
な
い
。
む
し
ろ
争
点
や
利
用

の
仕
方
次
第
で
は
、
社
会
代
表
機
能
が
低
下
し
た
と
さ
れ
る
主
要
政
党
に
と
っ
て
「
松
葉
杖
」
の
よ
う
な
役
割
も
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
は

期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
反
・
政
治
」
の
時
代
と
さ
れ
る
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
政
党
や
党
内
政
治
か

ら
す
れ
ば
、「
単
な
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
」
と
い
う
よ
り
、「
必
要
に
応
じ
た
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
有
効
な
活
用
」
こ
そ
不
可
欠
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に
な
り
つ
つ
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

最
後
に
、
前
章
で
も
触
れ
た
第
二
の
点
、
即
ち
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
で
開
始
さ
れ
、
一
九
九
七
年
以
降
受
け
容
れ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
「
新
た
な
憲
法
習
律
」
が
、
当
時
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
で
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
利
用
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

結
論
か
ら
言
え
ば
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
構
造
問
題
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
な
ど
最
重
要
争
点
を
め
ぐ
る

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
が
今
日
新
た
に
憲
法
習
律
化
し
た
と
さ
れ
る
以
上
、
そ
れ
を
文
字
ど
お
り
「
保
守
」
す
る
の
が
イ
ギ
リ
ス
保
守
主

義
と
保
守
党
の
伝
統
的
役
割
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
憲
法
習
律
」
が
持
つ
性
質

（
3
）

か
ら
見
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
加
藤
紘
捷
氏
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法

習
律
は
議
会
制
定
法
や
司
法
的
判
例
と
は
異
な
り
、
憲
法
の
運
用
上
成
立
し
た
慣
例
で
あ
る
。
こ
の
憲
法
習
律
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、

裁
判
所
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
文
憲
法
の
国
・
イ
ギ
リ
ス
で
は
憲
法
の
重
要
な
法
源
と
し
て
の
扱
い

を
広
く
受
け
る
。
実
際
、
政
府
に
よ
る
憲
法
習
律
の
遵
守
率
は
極
め
て
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
所
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
遵
守
率
が
高
い
の
は
、
こ
れ
を
政
府
が
遵
守
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
世
論
の
反
発
を
受
け
る
な
ど
政
治
的
な

制
裁
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
加
藤 2002, pp. 153-154
）
と
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
が
い
っ
た
ん
「
新
た
な
憲
法
習
律
」
と
し
て
定
着
さ
せ
た
政
治
的
慣
行
を
、
総
選
挙

と
い
う
民
主
的
な
政
権
交
代
の
結
果
を
理
由
に
、
例
え
ば
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
政
権
が
こ
れ
を
根
本
か
ら
全
否
定
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な

い
。
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
習
律
は
、
明
文
化
し
た
議
会
制
定
法
以
上
に
運
用
面
で
柔
軟
性
・
融
通
性
が
高
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
、
政
治
的
に
も
存
外
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
し
た
が
っ
て
、「
憲
法
習
律
」
は
イ
ギ
リ
ス
政
党
政
治
を
理
解
す
る
た
め
の
一
つ

五
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の
カ
ギ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
別
の
疑
問
が
残
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
経
験
的
に
導
入
さ
れ
不
文
憲
法
化
し
た
と
は
い
え
、
一
定
の
重
要
争
点
を

め
ぐ
る
直
接
民
主
制
的
な
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
の
実
施
は
、
急
進
主
義
勢
力
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
歴
史
的
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
者
が

最
も
好
ま
な
い
方
策
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。
し
か
も
、
労
働
党
の
ブ
レ
ア
政
権
に
よ
る
「
住
民
投
票
制
度
の
積
極
的
活
用
は
、
議
会
重
視
の

伝
統
か
ら
の
軌
道
修
正
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
戒
能 2003, p. 235

）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
よ
う
に
、
元
来
「
国
王
と
議
会
」
の
混
合
政
体

維
持
を
重
視
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
か
ら
す
れ
ば
、
議
会
主
義
を
軽
視
す
る
か
の
よ
う
な
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
と
は
基
本
的
に

相
容
れ
な
い
。
政
府
と
し
て
尊
重
す
べ
き
「
憲
法
習
律
」
と
は
い
え
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
者
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」

を
利
用
す
る
こ
と
に
問
題
点
や
矛
盾
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

⑵　

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
両
立
す
る
の
か

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
起
源
は
、
い
わ
ば
「
ア
ン
チ
・
フ
ラ
ン
ス
革
命
」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
急
進
性
に
反

発
し
て
バ
ー
ク
（E

dm
und B

urke

）
が
著
し
た
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
』（R

efl ection
s on

 th
e R

evolu
tion

 in
 F

ran
ce, 1790

）
は
、
周

知
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
呼
ば
れ
る
思
想
や
態
度
の
出
発
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
古
典
的
著
作
で
あ
る
。
直
接
民
主
制
に
関

す
る
バ
ー
ク
の
考
え
は
、
同
書
の
以
下
の
部
分
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
そ
の
箇
所
を
引
用
し
て
み
た
い
。

「
現
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
支
配
権
力
を
ど
の
よ
う
な
部
類
に
属
さ
せ
て
考
え
る
べ
き
か
、
私
に
は
判
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
純
粋
民
主
政
を

装
っ
て
は
い
ま
す
が
、
ま
た
、
程
な
く
有
害
低
劣
な
寡
頭
制
に
直
接
繋
が
っ
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
差
し

当
り
は
看
板
通
り
の
性
質
と
効
果
を
持
っ
た
機
軸
と
認
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
私
は
如
何
な
る
統
治
形
態
で
あ
れ
、
抽
象
的
原
理
か
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ら
だ
け
で
は
非
難
は
致
し
ま
せ
ん
。
純
粋
民
主
政
の
形
態
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
望
ま
し
い
場
合
も

時
に
は
あ
る
で
し
ょ
う
（
た
だ
し
極
め
て
僅
か
な
、
極
め
て
特
殊
な
状
況
の
下
で
だ
け
で
す
が
）。
だ
が
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
と
か
そ
の
他
の
大

国
に
当
嵌
る
と
は
私
は
思
い
ま
せ
ん
。
…
…
古
代
人
は
そ
れ
に
つ
い
て
よ
り
良
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
…
…
絶
対
的
民
主
政
は
絶
対
的
王

政
に
劣
ら
ず
正
統
な
統
治
形
態
に
は
数
え
難
い
と
い
う
彼
ら
の
意
見
に
同
意
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
そ
れ
を
、
一
国
家
の
健
全
な

国
制
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
腐
敗
堕
落
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
し
も
私
の
記
憶
が
正
し
け
れ
ば
、
民
主
政
に
は
暴
政
と
の
驚
く
べ
き
共
通

点
が
数
多
く
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
見
て
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
私
は
確
信
を
持
っ
て
こ
う
言
え
ま
す
。
即
ち
、
民
主
政

に
お
い
て
、
多
数
者
市
民
は
少
数
者
市
民
に
対
し
て
最
も
残
酷
な
抑
圧
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。」（B

urke 1987, pp. 128-129;

半
澤

孝
麿
訳
二
〇
〇
四
、
一
五
七
│
一
五
八
頁
）。

こ
れ
を
見
る
限
り
、
バ
ー
ク
が
直
接
民
主
制
に
好
意
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
無
論
一
八
世
紀
と
二
一
世
紀
で
は
時

代
も
文
脈
も
異
な
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
伝
統
的
国
家
構
造
た
る
議
会
制
を
軽
視
ま
た
は
無
視
す
る
よ
う
な
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
イ
ギ
リ
ス

保
守
主
義
者
と
し
て
賛
成
で
き
な
い
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
な
ぜ
キ
ャ
メ
ロ
ン
は
保
守
主
義
者
で
あ
り
な
が
ら
直
接
民

主
制
、
即
ち
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
に
さ
ほ
ど
抵
抗
感
が
な
い
（
よ
う
に
見
え
る
）
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
現
在
に
お
い
て

「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
と
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
は
両
立
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
疑
問
を
解
く
一
つ
の
カ
ギ
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
性
質
あ
る
い
は
そ
の
特
殊
性
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
保
守
主
義
」

（conservatism

）
に
は
、「
変
化
を
嫌
う
人
間
性
」〔
川
の
本
流
〕
と
い
う
〝
人
間
の
本
能
的
部
分
〞
と
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
「
現

状
と
社
会
秩
序
の
維
持
」〔
川
の
支
流
〕
と
い
う
〝
具
体
的
な
態
度
の
部
分
〞
が
、
併
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
一
八
世
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紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
と
い
う
出
来
事
を
通
じ
て

│
革
命
そ
の
も
の
と
革
命
派
の
や
り
方
に
賛
成
か
反
対
か

│
と
い
う
形
で
争

点
化
・
論
争
化
し
た
結
果
、
例
え
ば
「
反
・
急
進
主
義
」「
反
・
社
会
主
義
」
と
い
う
形
で
、
受
動
的
で
は
あ
る
が
一
定
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
側
面
を
保
守
主
義
は
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
保
守
主
義
は
元
来
「
本
能
」「
態
度
」
で
あ
り
、
そ
し
て

後
か
ら
「
思
想
、
哲
学
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
な
ど
政
治
的
か
つ
多
面
的
な
性
質
も
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
一
九
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
で
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
急
進
主
義
に
反
対
す
る
政
治
勢
力
は
小
ピ
ッ
ト
（W

illiam
 P

itt

）
の
指

導
の
下
、
の
ち
に
「
ト
ー
リ
ー
」（T

ory

）
と
呼
ば
れ
る
政
治
勢
力
と
し
て
再
結
集
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
党
派
（
小
ピ
ッ
ト
派
）
が

今
日
の
院
内
保
守
党
の
直
接
的
ル
ー
ツ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
他
国
の

保
守
主
義
と
は
異
な
り
、「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
」
と
い
う
議
員
集
団
（
政
党
）
と
の
繋
が
り
が
極
め
て
深
く
、
両
者
は
ほ
と
ん
ど
一
心
同

体
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
要
す
る
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は
、「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
」
の
存
在
や
生
き
残
り
と
も
直
結
し
た
、
包

括
的
か
つ
多
様
性
の
あ
る
政
治
原
理
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
点
か
ら
筆
者
は
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
は
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
に
所
属
す
る
政
治
家
の
政
治
的
言
説
・
行
為
・
政
策
な
ど
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
な
す
、

あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
を
支
持
す
る
知
識
人
や
著
述
家
な
ど
の
思
考
的
立
脚
点
と
な
る
、
世
界
観
・
理
念
・
思
想
・
言
動
・
企
て
・

試
み
な
ど
の
総
体
」
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
を
主
体
と
し
て
発
現
す
る
多
様
な
政
治
現
象
の
本
質
な
い
し
プ
リ
ン
シ

プ
ル
」
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
極
め
て
大
雑
把
な
定
義
を
踏
ま
え
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は
単
な
る
政
治
思
想
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
で
は
な
く
、

例
え
ば
政
策
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
ス
タ
イ
ル
、
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
、
政
権
維
持
奪
回
戦
略
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ッ
ク
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
、
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様
々
な
姿
で
発
現
し
展
開
す
る
多
元
的
・
包
括
的
な
政
治
原
理
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

こ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
の
関
連
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
か
つ
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
の
が
「
ス
テ
イ
ト
ク

ラ
フ
ト
」（statecraft

）、
即
ち
「
政
治
技
術
」
と
か
「
統
治
術
」「
国
政
術
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
る
側
面
な
い
し
概
念
で
あ
る
。
キ
ャ

メ
ロ
ン
の
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
利
用
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
を
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
捉
え
る
よ
り
、
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
の
一
種
と
し
て
理
解
し
た
ほ
う
が
、
よ
り
正
確
に
把
握
で
き
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
を
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
者
固
有
の
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
」
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
、
か
つ
て
は
非
・
保

守
主
義
的
だ
と
党
内
か
ら
批
判
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
「
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
」
と
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
と
の
関
連
を
分
析
し
て
、
学
術

的
影
響
力
も
強
い
ブ
ル
ピ
ッ
ト
（Jim

 B
ulpitt

）
の
所
論
に
基
づ
き
、
一
見
正
反
対
に
思
え
る
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
と
「
レ
フ
ァ
レ

ン
ダ
ム
」
が
両
立
す
る
か
ど
う
か
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
と
は
何
か
。
ブ
ル
ピ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
政
党
指
導
者
た
ち
の
政
治
手
腕
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
選
挙
で

勝
利
を
収
め
る
技
術
（art

）、
と
り
わ
け
政
権
と
し
て
必
要
な
統
治
能
力
を
勝
ち
取
る
技
術
（B

ulpitt 1986, p. 19

）（
傍
線　
引
用
者
）
と
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ブ
ル
ピ
ッ
ト
は
、
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
を
「
政
権
担
当
能
力
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
」
と
定
義
し
て
お
り
、
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
や
便
宜
主
義
と
関
係
は
あ
る
が
同
義
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
「
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
と
は
、
主
と
し
て
、
い

つ
い
か
な
る
時
で
も
、
党
が
直
面
し
て
い
る
選
挙
上
な
い
し
統
治
上
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
関
係
が
」
あ
り
、「
結
果
と
し
て
ス

テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
は
、
政
治
の
『
何
』、
に
加
え
て
『
い
か
に
し
て
』
と
も
関
係
が
あ
る
」（ibid., p. 21

）
こ
と
に
な
る
。

ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
は
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
が
、
ブ
ル
ピ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
そ
の
種
類
と
範
囲
は
五
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、

①
「
党
運
営
」、
②
「
人
目
を
惹
く
戦
略
」、
③
「
政
治
論
争
に
お
け
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」、
④
「
統
治
す
る
能
力
」、
そ
し
て
⑤
「
人
目
を
惹

五
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く
そ
の
他
の
戦
略
」（ibid., pp. 21-23

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
五
つ
が
結
局
「
い
か
に
上
手
く
統
治
す

る
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
行
き
着
く
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
歴
史
的
に
「
当
然
の
与
党
」（natural party of governm

ent

）
を
自
任
し
て

き
た
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
（
保
守
主
義
者
）
か
ら
す
れ
ば
、
抽
象
的
な
単
一
の
ド
ク
ト
リ
ン
や
ド
グ
マ
よ
り
、
こ
う
し
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
き
た
く
な
る
の
は
、
あ
る
意
味
当
然
だ
と
言
え
よ
う
。

で
は
、「
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
」
は
、
い
つ
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
大
衆
民
主
主
義
が
確
立
し
た
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
と
見
ら
れ
て
い
る
。
な
お
ブ
ル

ピ
ッ
ト
は
、
こ
の
時
期
の
保
守
党
政
権

│
特
に
首
相
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
（3rd M

arquis of S
alisbury

）

│
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
ス
テ

イ
ト
ク
ラ
フ
ト
と
、
第
一
次
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
で
展
開
さ
れ
た
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
と
の
類
似
点
を
、「
ハ
イ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
問
題
で

の
中
央
の
自
主
性
再
建
に
伴
う
統
治
能
力
獲
得
（
と
そ
の
成
功
）
と
い
う
事
実
に
見
出
し
た
（ibid., p. 19

）。

民
主
政
治
（popular governm

ent

）
の
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
を
受
け
て
、「
持
た
ざ
る
多
数
派
」
支
配
に
対
抗
す
る
べ
く
「
持
て
る
少

数
派
」（
保
守
党
側
）
は
、
自
ら
の
生
き
残
り
を
か
け
て
ど
の
よ
う
な
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
を
編
み
出
し
た
の
か
。
ブ
ル
ピ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

当
時
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
が
採
用
し
た
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
は
、
例
え
ば
北
米
や
西
欧
の
保
守
政
治
家
が
行
使
し
た
も
の

（
4
）

と
は
別
次
元
の
内

容
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
主
義
者
が
追
求
し
た
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
は
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
以
下
の
三
つ
の
次
元

で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
即
ち
、「
可
能
な
限
り
い
つ
で
も
自
力
で
中
央
の
権
力
を
勝
ち
取
ろ
う
と
す
る
努
力
」「
選
挙
に
勝
っ
て
政
権
を
獲

得
維
持
す
る
た
め
な
ら
ど
こ
か
ら
で
も
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
求
め
つ
つ
、
利
用
で
き
る
も
の
な
ら
何
で
も
利
用
す
る
こ
と
」、
そ
し
て
「
政

権
に
あ
る
場
合
は
国
内
的
・
対
外
的
圧
力
か
ら
可
能
な
限
り
自
ら
を
隔
離
し
て
、
無
関
心
を
装
う
こ
と
」（ibid., p. 27

）
の
三
つ
が
そ
れ

で
あ
る
。
加
え
て
ブ
ル
ピ
ッ
ト
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
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「
手
短
に
言
う
と
、
統
治
に
お
い
て
保
守
党
が
達
成
し
た
が
っ
て
い
た
も
の
は
、
ど
ん
な
特
別
な
場
合
で
も
彼
ら
が
『
ハ
イ
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
』
と
呼
ん
で
い
た
諸
問
題
に
関
す
る
、
中
央
〔
内
閣
お
よ
び
高
級
官
僚
（
ホ
ワ
イ
ト
ホ
ー
ル
）〕
に
対
す
る
相
対
的
自
主
性
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
他
の
様
々
な
戦
略
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
…
…
諸
勢
力
と
の
基
本
的
媒
体
と
し
て
議
会
を
利
用
す
る
こ
と
、

潜
在
的
に
扱
い
に
く
い
問
題
を
政
治
と
は
無
関
係
に
し
て
し
ま
う
こ
と
、『
ロ
ー
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
と
呼
ば
れ
る
多
く
の
問
題
を
中
央
以

外
の
政
府
機
関
に
任
せ
て
し
ま
う
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
経
済
運
営
に
関
す
る
限
り

│
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
、
こ
れ

は
次
第
に
『
ハ
イ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
取
り
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が

│
保
守
党
の
理
想
と
は
、
金
本
位
制
の

よ
う
に
全
て
の
問
題
を
政
治
と
無
関
係
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
自
動
的
な
パ
イ
ロ
ッ
ト
を
見
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
」（ibid., pp. 27-28

）

キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
に
と
っ
て
、「
小
選
挙
区
制
廃
止
」「
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
」、
そ
し
て
「
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
離
脱
」
と
い
っ
た
問
題

は
、
い
ず
れ
も
「
で
き
れ
ば
実
現
し
て
欲
し
く
は
な
い
が
、
今
日
の
情
勢
で
は
何
ら
か
の
対
応
な
い
し
判
断
を
し
な
い
と
有
権
者
が
納
得

せ
ず
、
前
に
進
め
な
い
」
問
題
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
保
守
党
と
政
府
に
と
っ
て
扱
い
難
い
問
題
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
現

在
で
は
経
済
運
営
な
ど
を
政
治
と
ま
っ
た
く
無
関
係
に
解
決
す
る
の
は
不
可
能
に
近
い
け
れ
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
者
か
ら
す
れ
ば

「
な
る
べ
く
自
ら
の
手
を
汚
さ
ず
、
し
か
も
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
何
と
か
切
り
抜
け
た
い
」
と
い
う
の
が
本
音
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ブ
ル
ピ
ッ
ト
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
る
と
、「
反
・
政
治
、
緊
縮
財
政
、
そ
し
て
政
党
不
信
」
の
二
一
世
紀
現
在
に
お

け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
と
そ
の
利
用
は
、
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
実
は
皮
肉
な
こ
と
に
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
や
イ
ギ
リ
ス
保
守

主
義
を

│
結
果
に
も
よ
る
が

│
あ
る
程
度
「
助
け
る
」
役
割
も
果
た
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
と
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り
わ
け
「
戦
略
」
的
側
面
を
重
視
す
る
と
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
は

│
テ
ー
マ
や
争
点
に
も
よ
る
が

│
「
ス
テ

イ
ト
ク
ラ
フ
ト
」
の
二
一
世
紀
版
と
し
て
両
立
可
能
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
や
党
内
キ
ャ
メ
ロ
ン
派
議
員
た

ち
の
本
音
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
単
な
る
「
瀬
戸
際
戦
術
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。

こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
を
「
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
」
や
「
戦
略
」
の
側
面
か
ら
捉
え
る
と
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
と
利

用
は
両
立
す
る
し
、
ま
た
そ
れ
な
り
の
意
味
を
持
つ
こ
と
も
分
か
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
の
「
思

想
」
面
か
ら
見
て
も
、
と
り
わ
け
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
を
支
え
、「
自
由
経
済
と
強
い
国
家
」
を
志
向
し
た
保
守
党
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
派
や
伝

統
的
保
守
主
義
者
の
な
か
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
問
題
に
関
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
利
用
を
厭
わ
な
い
傾
向
が
出
て
き
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

例
え
ば
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
政
治
哲
学
の
研
究
者
バ
リ
ー
（N

orm
an B

arry

）
に
よ
る
と
、「
興
味
深
い
こ
と
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
め
ぐ
る
終

わ
り
の
見
え
な
い
危
機
が
続
い
た
結
果
、
歴
史
的
に
保
守
主
義
者
が
嫌
っ
て
い
た
も
の

│
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
と
い
う
手
段
で
な
さ
れ
る

直
接
民
主
制
へ
の
愛
情
が
、
ト
ー
リ
ー
の
な
か
で
新
た
に
芽
生
え
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
（
※
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
）
は
暴
民
支
配
の
ラ
イ
セ
ン
ス

と
し
て
軽
蔑
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
し
て
は
国
民
投
票
を
通
じ
て
保
守
党
的
な
見
解
が
承
認
さ
れ
や
す

い
た
め
、
伝
統
主
義
者
に
と
っ
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
は
従
来
以
上
に
魅
力
的
な
存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
」（B

arry 2005, pp. 48-49

）
と
さ

え
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
理
論
上
は
対
立
関
係
に
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
「
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」
と
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
は
、
今
日
で
は

使
い
方
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
な
り
に
両
立
可
能
に
も
な
り
得
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

五
一
九
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⑶　

キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
に
お
け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
位
置
づ
け

キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
は
、
周
知
の
よ
う
に
キ
ャ
メ
ロ
ン
自
身
に
よ
っ
て
「
現
代
的
で
、
思
い
や
り
の
あ
る
保
守
主
義
」（m

odern, 

com
passionate C

onservatism

）
と
か
、「
リ
ベ
ラ
ル
保
守
主
義
」（liberal C

onservatism

）
な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
を

「
中
道
的
か
つ
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
保
守
主
義
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
特
徴
は
、
従
来
的
な
「
政
府
」
や
「
市
場
」
と
い
う
よ
り
、「
社
会
」
や
「
集
団
」、
そ
し
て
「
共
同
体
の
な
か
の
個

人
」
に
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
渡
辺 2015b

、2016 

ほ
か
）。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
野
党
党
首
時
代
の
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

即
ち
「
僕
は
人
間
性
に
つ
い
て
は
根
っ
か
ら
の
楽
天
家
な
の
で
、
政
治
は

│
専
ら
そ
れ
を
担
う
政
府
の
代
替
物
と
な
る
も
の
を
も
っ
と

信
頼
す
べ
き
だ
と
思
う
し
、
ま
た
自
分
た
ち
で
何
か
行
う
力
を
外
部
の
人
た
ち
や
庶
民
に
も
与
え
る
な
ど
し
て
、
人
び
と
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
信
じ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（C

am
eron on C

am
eron 2010, p. 350

）。
こ
れ
だ
け
で
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

こ
の
見
解
を
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
よ
る
「
条
件
つ
き
で
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
肯
定
」
と
解
釈
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
ま
た
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ

ス
保
守
主
義
者
と
し
て
は
比
較
的
「
リ
ベ
ラ
ル
色
の
濃
い
」
キ
ャ
メ
ロ
ン
特
有
の
考
え
方
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
や
や
右
傾
化
し
て

い
た
当
時
の
ク
レ
ッ
グ
（N

ick C
legg

）
自
民
党
と
の

│
イ
ギ
リ
ス
で
は
極
め
て
稀
な

│
「
連
立
」
に
踏
み
切
っ
て
五
年
間

（
二
〇
一
〇
〜
二
〇
一
五
年
）
そ
れ
を
維
持
で
き
た
の
も
、
上
述
し
た
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
」
も
あ
っ
た
が
ゆ
え
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
二
〇
〇
五
年
以
降
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
に
お
い
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
利
用
が
従
来
以
上
に
定
着
し
た
背
景
と
し
て
、

既
述
の
「
憲
法
習
律
」
化
や
「
キ
ャ
メ
ロ
ン
独
自
の
理
念
」
の
他
に
、
自
民
党
と
の
連
立
効
果
も
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

五
二
〇
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因
み
に
イ
ギ
リ
ス
自
民
党
は
、
従
来
か
ら
、
例
え
ば
上
院
改
革
や
国
政
選
挙
制
度
改
革
に
象
徴
さ
れ
る
「
国
家
構
造
」
改
革
を
主
張
し
て

き
た
。
ま
た
、
自
民
党
は
イ
ギ
リ
ス
主
要
政
党
の
な
か
で
最
も
親
・
欧
州
的
傾
向
が
強
い
政
党
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

二
〇
一
〇
年
五
月
に
お
け
る
両
党
の
連
立
政
権
綱
領
に
も
、
い
く
つ
か
の
重
要
争
点
に
関
す
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
が
言
及
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
政
権
下
で
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
利
用
傾
向
が
再
び
勢
い
づ
い
た
理
由
に
つ
い
て
、
ヘ
イ
ウ
ッ
ド
は
以

下
の
三
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
先
ず
は
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
九
七
年
以
後
の
慣
行
（
憲
法
習
律
化
）
に
基
づ
き
、
重
大
な
国
家
構
造
改

革
に
は
公
的
な
承
認
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
自
民
党
の
連
立
政
権
入
り
に
よ
っ
て
、
国
家
構
造
改
革
が
本
格
的
な
争
点
に

な
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
民
主
主
義
の
促
進
と
い
う
大
義
に
基
づ
き
、
自
民
党
が
保
守
党
や
労
働
党
以
上
に
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
オ
ー
プ

ン
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
。
こ
れ
ら
三
つ
が
そ
の
主
な
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
ヘ
イ
ウ
ッ
ド
は
、
保
守
党
と
自
民
党
の
「
連
立
政

権
運
営
」
に
関
す
る
懸
念
や
実
務
的
諸
問
題
へ
の
関
心
も
少
な
か
ら
ず
重
要
だ
（H

eyw
ood 2011, pp. 45-46

）
と
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
自
民
党
の
連
立
政
権
加
入
に
よ
っ
て
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
相
対
的

重
視
傾
向
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
利
用
の
流
れ
、
換
言
す
れ
ば
「
憲
法
習
律
」
化
に
つ
い
て

は
、
先
ず
ブ
レ
ア
の
ニ
ュ
ー
レ
ー
バ
ー
政
権
が
一
九
九
七
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
か
け
て
、
そ
の
「
き
っ
か
け
」
を
つ
く
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
後
、
比
較
的
「
リ
ベ
ラ
ル
な
」
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
政
権
と
、「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
推
進
に
熱
心
な
」
自
民
党
が
連
立
を
組
ん
だ
こ

と
で
、
二
〇
一
六
年
現
在
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
単
独
政
権
に
お
い
て
も
そ
の
流
れ
は
消
え
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
党
内
政
治
の
側
面
か
ら
見
て
も
体
質
が
「
水
と
油
」
の
関
係
に
あ
り
な
が
ら

「
最
小
勝
利
連
合
」
を
組
ん
だ
保
守
、
自
民
両
党
に
と
っ
て
、
選
挙
制
度
改
革
や
Ｅ
Ｕ
へ
の
権
限
委
譲
な
ど
を
め
ぐ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム

五
二
一
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の
実
施
は
、
党
内
団
結
を
促
進
・
強
化
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
む
し
ろ
役
立
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
保
守
党
の
場
合
、
レ

フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
実
施
す
る

│
前
述
し
た
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
・
ロ
ッ
ク
」
を
用
い
る

│
こ
と
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
進
展
を
遅
ら

せ
た
り
、
ま
た
自
民
党
側
と
し
て
は
党
益
も
兼
ね
た
選
挙
制
度
改
革
実
現
の
願
望
を
後
押
し
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
共
通
の
「
目
標
」
を

無
理
に
で
も
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（ibid., p. 46

）。

し
た
が
っ
て
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
と
い
う
側
面
か
ら
見
て
も
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
と
そ

の
利
用
は
最
早
避
け
ら
れ
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
以
後
の
保
守
党
政
権
に
お
い
て

も
、
争
点
次
第
で
は
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
を
有
効
に

│
ス
テ
イ
ト
ク
ラ
フ
ト
の
一
種
と
し
て

│
〝
逆
利
用
〞
し
て
い
く
必
要
性
が

出
て
き
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

4
．
お
わ
り
に

今
日
の
イ
ギ
リ
ス
で
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
が
増
加
し
た
背
景
に
は
、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
（
二
一
世
紀
）
の
複
雑
な
世
界
情
勢
と
、
そ

れ
に
伴
い
多
様
化
・
流
動
化
し
た
現
代
社
会
で
こ
れ
を
実
施
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
世
界
的
な
流
れ
を

反
映
し
て
、
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
に
お
い
て
も
、
と
り
わ
け
地
方
分
権
改
革
や
選
挙
制
度
改
革
、
連
合
王
国
か
ら
の
独
立
な
ど
に
代
表
さ

れ
る
国
家
構
造
改
革
の
要
求
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
深
化
・
拡
大
に
伴
う
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
要
求
に
対
し
、
何
ら
か
の
対
応
が
迫
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
重
要
問
題
を
解
決
す
る
べ
く
「
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
と
い
う
手
段
を
採
る
こ
と
が
、
二
一
世
紀
以
降

新
た
な
憲
法
習
律
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
従
来
の
イ
ギ
リ
ス
政
治
で
は
〝
脇
役
〞
に
す
ぎ
な
か
っ
た

│
基
本
的
に
は
今
で
も
脇
役
の
ま
ま
で
あ
る
が

│
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
頻
度
も
比
較
的
多
く
な
り
、
結
果
と
し
て
そ
の
動
向
が

五
二
二
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次
第
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
論
で
考
察
さ
れ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
実
施
増
加
傾
向
の
本
質
と
し
て
、「
反
・
政
治
、

緊
縮
財
政
、
政
党
不
信
」
の
時
代
と
も
言
え
る
二
一
世
紀
の
今
日
、
そ
の
社
会
代
表
機
能
が
低
下
し
た
と
さ
れ
る
主
要
政
党
側
の
「
対
応

策
」
的
側
面
を
先
ず
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
新
た
な
憲
法
習
律
化
や
党
内
政
治
と
の
関
連
で
言
え
ば
、

重
大
で
厄
介
な
政
治
問
題
の
最
終
的
決
着
を
「
上
か
ら
下
に
委
ね
る
」
こ
と
で
民
主
的
正
統
性
を
一
応
確
保
す
る
と
同
時
に
、
与
党
内
分

裂
を
何
と
か
阻
止
し
て
切
り
抜
け
た
い
と
す
る
、
主
要
政
党
側
の
「
生
き
残
り
戦
術
」
的
要
素
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
両
立
あ
る
い
は
関
連
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ク
の
時
代
（
一
八
世
紀
末
）

な
ら
と
も
か
く
、
二
大
政
党
中
心
型
政
治
に
不
信
や
不
満
が
多
く
な
っ
た
現
在
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
不
可
能
で
な
い
こ
と
も
分
か
っ
た
。

む
し
ろ
、
現
在
に
お
い
て
伝
統
的
国
家
構
造
や
議
会
政
治
を
「
保
守
」
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
に
不
可
欠
な
「
ス
テ

イ
ト
ク
ラ
フ
ト
」
の
〝
現
代
版
〞
と
い
う
形
で
、
状
況
に
応
じ
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
活
用
し
て
い
く
姿
勢
と
知
恵
が
求
め
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
自
身
「
社
会
や
集
団
、
共
同
体
の
な
か
の
個
人
に
権
力
や
選

択
権
を
付
与
し
た
い
」
と
考
え
る
現
代
的
な
保
守
主
義
者
と
言
え
る
。
加
え
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
保
守
主
義
者
と
し
て
政
権
奪
回
・
維
持
、

そ
し
て
自
身
の
党
内
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
、
換
言
す
れ
ば
党
内
圧
倒
的
多
数
派
を
占
め
る
「
欧
州
懐
疑
派
」
を
宥
め
る
（G

iff ord 2014, 

p. 173

）
た
め
、
あ
え
て
自
民
党
と
の
「
連
立
」
さ
え
実
現
さ
せ
た

（
5
）

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
連
立
ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
・
自
民
党
の
存

在
も
ま
た
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
利
用
に
一
定
の
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
、「
現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
憲
法
習
律
は
も
ち
ろ
ん
政
党
政
治
や
党
内
政
治
、

あ
る
い
は
（
と
り
わ
け
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
）
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
と
さ
え
、「
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
」
関
係
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ

五
二
三
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う
。「
二
〇
一
六
年
Ｅ
Ｕ
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
実
施
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
が
〝
分
断
〞
さ
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
批
判
が
、
た
と
え

あ
っ
た
と
し
て
も
。

註（
1
） 

こ
れ
ら
三
つ
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

・「
小
選
挙
区
制
存
続
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
」（
二
〇
一
一
年
五
月
五
日
）

選
択
投
票
制
（
Ａ
Ｖ
シ
ス
テ
ム
）
導
入
に
、
賛
成
…　

六
、一
五
二
、六
〇
七
票
（
約
三
二
％
）

反
対
…
一
三
、〇
一
三
、一
二
三
票
（
約
六
八
％
）

投
票
率　

　

四
一
・
八
％

・「
連
合
王
国
か
ら
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
の
是
非
を
問
う
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
住
民
投
票
」（
二
〇
一
四
年
九
月
一
八
日
）

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
独
立
に
、
賛
成
…
一
、六
一
七
、九
八
九
票
（
約
四
五
％
）

反
対
…
二
、〇
〇
一
、九
二
六
票
（
約
五
五
％
）

投
票
率　

　

八
四
・
六
％

・「
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
の
是
非
を
問
う
国
民
投
票
」（
二
〇
一
六
年
六
月
二
三
日
）

Ｅ
Ｕ
離
脱
支
持
…
一
七
、四
一
〇
、七
四
二
票
（
約
五
二
％
）

Ｅ
Ｕ
残
留
支
持
…
一
六
、一
四
一
、二
四
一
票
（
約
四
八
％
）

投
票
率　

　

七
二
・
二
％

前
二
者
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
関
す
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
容
一
郎
『
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
と
現
在
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
四
年
の
第
四

章
「
小
選
挙
区
制
は
な
ぜ
生
き
残
っ
た
の
か
│
二
〇
一
一
年
国
民
投
票
結
果
と
そ
の
意
味
│
」
な
ら
び
に
渡
辺
容
一
郎
「
二
〇
一
四
年
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
住
民
投
票
と
政
党
政
治
」（『
政
経
研
究
』
第
五
一
巻
第
四
号
、
日
本
大
学
法
学
会
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。 五

二
四



現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（
渡
辺
）

（
六
八
三
）

（
2
） 

二
〇
一
一
年
欧
州
連
合
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

〈http://w
w
w
.legislation.gov.uk/ukpga/2011/12/contents

〉

（
3
） 
こ
こ
で
い
う
「
習
律
」
と
は
、
政
府
の
各
部
門
、
と
り
わ
け
行
政
府
の
権
限
と
義
務
、
お
よ
び
そ
れ
ら
各
部
門
間
の
関
係
を
定
め
た
、
法
的
効

力
を
持
た
な
い
規
則
を
指
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
首
相
や
政
府
に
は
「
権
限
」
が
伴
う
反
面
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
「
義
務
」
も
伴
う
と
言
え
る
。
例
え
ば
、

イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
憲
法
習
律
の
一
つ
・「
内
閣
連
帯
責
任
の
原
則
」
に
は
、
閣
議
に
お
け
る
「
議
論
の
守
秘
義
務
」
や
「
全
員
一
致
で
決
定
に

従
う
義
務
」
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
「
首
相
」
の
権
限
強
化
に
伴
い
、
新
た
な
習
律
も
徐
々
に
定
式
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
エ
リ
ッ

ク
・
バ
ー
レ
ン
ト
（
佐
伯
宣
親
訳
）『
英
国
憲
法
入
門
』
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
五
一
│
五
二
頁
を
参
照
。

（
4
） 

西
欧
諸
国
の
場
合
、
こ
れ
は
比
例
代
表
制
と
類
似
し
た
、
憲
法
上
・
制
度
上
の
多
元
主
義
と
も
言
う
べ
き
マ
ジ
ソ
ン
的
戦
略
（
多
数
派
の
専
制

に
対
す
る
少
数
派
の
権
利
の
擁
護
）
で
あ
っ
た
（B

ulpitt 1986, p. 27

）。
こ
れ
を
も
う
少
し
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
少
数
者
の
権
利
・
主
張
を
擁

護
す
る
た
め
、
比
例
代
表
制
や
連
立
政
権
、
あ
る
い
は
合
意
や
協
調
な
ど
を
通
じ
て
、
可
能
な
限
り
多
数
派
の
意
見
を
尊
重
し
て
い
く
戦
略
と
も
言

え
る
。

（
5
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
と
り
わ
け
渡
辺
（2016

）「
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
」（『
法
学
紀
要
』
第
五
七
巻
、
日
本

大
学
法
学
研
究
所
・
政
経
研
究
所
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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リ
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ク
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バ
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ン
ト
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伯
宣
親
訳
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国
憲
法
入
門
』
成
文
堂
。

戒
能
通
厚
編
（2003

）『
現
代
イ
ギ
リ
ス
法
事
典
』
新
生
社
。

加
藤
紘
捷
（2002

）『
概
説　

イ
ギ
リ
ス
憲
法
│
由
来
・
展
開
そ
し
て
改
革
へ
』
勁
草
書
房
。

吉
田
徹
編
（2015

）『
野
党
と
は
何
か
│
組
織
改
革
と
政
権
交
代
の
比
較
政
治
│
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

渡
辺
容
一
郎
（2014

）『
イ
ギ
リ
ス
政
治
の
変
容
と
現
在
』
晃
洋
書
房
。

渡
辺
容
一
郎
（2015a

）「
二
〇
一
四
年
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
住
民
投
票
と
政
党
政
治
」（『
政
経
研
究
』
第
五
一
巻
第
四
号
、
日
本
大
学
法
学
会
）。

渡
辺
容
一
郎
（2015b

）「
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
『
大
き
な
社
会
』
構
想
と
イ
ギ
リ
ス
保
守
主
義
」（『
政
経
研
究
』
第
五
二
巻
第
四
号
、
日

五
二
六



現
代
イ
ギ
リ
ス
政
治
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
（
渡
辺
）

（
六
八
五
）

本
大
学
法
学
会
）。

渡
辺
容
一
郎
（2016

）「
二
〇
一
〇
年
連
立
政
権
と
キ
ャ
メ
ロ
ン
保
守
党
」（『
法
学
紀
要
』
第
五
七
巻
、
日
本
大
学
法
学
研
究
所
・
政
経
研
究
所
）。

〔
付
記
〕 　

本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
度
日
本
選
挙
学
会
研
究
会
報
告
ペ
ー
パ
ー
（
未
定
稿
）
を
も
と
に
、
加
筆
・
修
正
し
た
内
容
で
あ
る
。
学
会
報
告
当
日

は
会
員
諸
氏
か
ら
貴
重
な
コ
メ
ン
ト
や
ア
ド
バ
イ
ス
を
戴
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

五
二
七





政
治
哲
学
の
可
能
性
と
京
都
学
派
（
和
田
）

（
六
八
七
）

政
治
哲
学
の
可
能
性
と
京
都
学
派

和　
　

田　
　

寛　
　

伸

〈「
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
」
か
ら
「
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
・
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
」
へ
〉

一　

政
治
哲
学
の
曖
昧
さ

「
政
治
哲
学
は
一
般
的
権
力
現
象
の
集
中
的
表
現
と
し
て
の
政
治
現
象
に
つ
い
て
の
反
省
の
学
と
い
え
る
が
、
必
ず
し
も
縁
辺
を
持
た

な
い
。
…
政
治
哲
学
を
規
範
的
研
究
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
」（
平
凡
社
『
哲
学
事
典
』
昭
和
五
一
年
）

『
哲
学
事
典
』
と
い
う
哲
学

・

・

に
軸
足
を
置
い
た
書
籍
の
解
説
で
は
あ
る
が
、
右
の
哲
学
事
典
の
出
版
さ
れ
た
昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六

年
）
時
点
で
は
、
政
治
哲
学
は
政
治
研
究
の
学
問
領
域
で
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
は
い
て
も
「
必
ず
し
も
明
確
な
縁
辺
を
持
た
な
い
」

論　

説

五
二
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
八
八
）

輪
郭
不
鮮
明
な
研
究
分
野
と
見
做
さ
れ
て
お
り
、「
規
範
的
研
究
」
を
担
う
積
極
的
独
立
性
を
担
保
し
得
な
い
学
問
領
域
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
て
い
た
。
爾
来
四
十
年
の
歳
月
を
閲
し
て
、
日
本
語
圏
の
学
問
環
境
に
お
い
て
政
治
哲
学
の
学
問
的
位
置
付
け
や
定
義
に
変
化
は

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
一
〇
年
、
ハ
ー
バ
ー
ド
「
白
熱
教
室
」
の
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
教
授
に
よ
る
『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の

話
を
し
よ
う
』
の
登
場
ま
で
は
、
残
念
な
が
ら
そ
の
立
場
は
大
筋
に
お
い
て

・

・

・

・

・

・

変
わ
り
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
少
な
く
と
も

政
治
哲
学
が
政
治
学
と
い
う
学
問
領
域
の
先
頭
打
者
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
政
治
哲
学
は
社
会
科
学
・

・

と
し
て
の
政
治
学
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
形
而
上
学
と
し
て
の
思
弁
的
哲
学
・

・

で
あ
る
の
か
、
そ
の
学
問
的
本
籍
が
不
安
定
な
「
仮
の
棲
み
分
け
」
に
と
り
あ
え
ず
預
け
置

か
れ
た
ま
ま
、
し
た
が
っ
て
研
究
対
象
や
研
究
領
域
の
守
備
範
囲
も
不
鮮
明
な
ま
ま
「
政
治
学
」
と
「
哲
学
」
の
合
成
語
と
し
て
名
称
だ

け
が
生
き
延
び
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

二　

ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』

二
十
一
世
紀
も
三
十
年
近
い
歳
月
が
経
過
し
た
現
在
で
は
既
に
古
典
と
し
て
扱
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
Ｊ
・
ロ
ー
ル

ズ
の
『
正
義
論
』（
一
九
七
一
年
）
の
公
刊
は
、
哲
学
の
み
な
ら
ず
法
律
学
・
法
哲
学
・
政
治
学
・
政
治
哲
学
等
々
の
そ
れ
ま
で
の
英
語
圏

に
お
け
る
人
文
学
と
社
会
公
共
学
の
議
論
土
俵
の
様
相
を
一
変
し
て
し
ま
っ
た
。
特
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
伝
統
的
テ
ー
マ
で
あ
る
ノ

モ
ス
（
人
為
）
と
ピ
ュ
シ
ス
（
自
然
）
の
対
立
軸
に
由
来
す
る
人
定
法
対
自
然
法
の
優
先
論
争
や
、
法
実
証
主
義
と
自
然
法
論
と
の
論
争

の
出
口
の
見
え
な
い
ア
ポ
リ
ア
に
時
間
を
費
や
し
て
き
た
法
哲
学
界
に
と
っ
て
、
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
は
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
。

実
証
的
「
科
学
」
対
思
弁
的
「
哲
学
」
の
法
哲
学
の
主
導
権
争
い
は
、
哲
学
を
「
科
学
に
奉
仕
す
る
論
理
学
」
と
位
置
付
け
る
論
理
経
験

主
義
の
優
勢
さ
に
押
さ
れ
続
け
、
と
も
す
れ
ば
社
会
科
学
と
し
て
の
法・

哲
学・

が
思
弁
哲
学
と
し
て
の
法
哲
学

・

・

を
凌
駕
せ
ん
と
す
る
勢
い
に

五
三
〇



政
治
哲
学
の
可
能
性
と
京
都
学
派
（
和
田
）

（
六
八
九
）

あ
っ
た
。
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
は
こ
の
潮
流
の
堰
き
止
め
石
と
な
り
、
法
哲
学
の
学
界
に
全
く
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
異
な
る
議
論
土
俵
を

提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
正
義
論
自
体
も
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
以
来
の
価
値
相
対
主
義
と
規
範
的
正
義
論
の
水
掛
け
論
的
議
論
か
ら
久
し

く
沈
滞
し
て
き
た
状
況
を
一
転
し
て
、「
原
初
状
態
」
の
想
起
と
い
う
新
た
な
論
争
地
平
に
立
つ
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
正
義
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
議
論
は
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
に
よ
っ
て
広
範
な
社
会
的
関
心
に
支
え
ら
れ
た
学
問
的
営
為
と
し
て
復

権
し
た
と
言
え
る
。
ロ
ー
ル
ズ
以
前
と
以
降
を
区
別
す
る
ロ
ー
ル
ズ
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
（R

aw
lsianindustry

）
な
る
言
葉
も
生
ま
れ
た

よ
う
に
、
以
来
、
法
哲
学
は
「
正
義
」（
厳
密
に
絞
り
込
め
ば
「
公
正
と
し
て
の
正
義
」）
を
明
確
な
論
争
課
題
と
し
て
活
発
な
議
論
を
戦
わ
せ

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
ロ
ー
ル
ズ
現
象
」
は
英
語
圏
の
学
界
で
は
哲
学
と
か
か
わ
る
社
会
公
共
学
全
般
に

強
い
衝
撃
を
与
え
て
、
学
際
的
に
そ
の
影
響
力
の
波
紋
を
広
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
も
最
大
の
衝
撃
を
受
け
た
分
野
は
も
ち
ろ
ん
「
正

義
」
に
最
も
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
律
学
の
分
野
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
同
様
に
、
自
由
と

平
等
と
公
正
を
模
索
し
続
け
る
規
範
的
政
治
理
論
（norm

ative political theory

）
の
研
究
分
野
も
強
烈
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。
以
降
、
ロ
ー
ル
ズ
の
言
説
に
同
感
す
る
立
場
は
自リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム

由
主
義
（liberalism

）、
そ
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
あ
ま
り
に
も
共
同
体
の
存

在
を
軽
視
し
て
い
る
と
批
判
す
る
立
場
は
共コ

ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム

同
体
主
義
（com

m
unitarianism

）
と
仕
分
け
さ
れ
、
政
治
学
・
法
律
学
・
経
済
学
等
の
枠
を

超
え
て
、「
正
義
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
活
発
な
議
論
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
。

ロ
ー
ル
ズ
「
正
義
論
」
は
も
ち
ろ
ん
日
本
に
も
輸
入
さ
れ
、
日
本
語
圏
学
界
も
正
義
論
の
斬
新
さ
に
大
い
に
刺
激
を
受
け
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
そ
の
受
け
入
れ
た
窓
口
が
狭
く
「
法
哲
学
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
ロ
ー
ル
ズ

以
降
の
規
範
的
正
義
論
の
活
況
は
、
日
本
語
圏
学
界
で
は
学
際
的
諸
分
野
に
延
焼
す
る
規
模
の
大
火
と
し
て
燃
え
上
が
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
当
の
法
哲
学
も
、
規
範
的
正
義
論
の
可
能
性
を
原
理
的
に
否
定
す
る
実
証
主
義
的
法
哲
学
の
価
値
相
対
主
義

五
三
一
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と
の
論
戦
が
ま
ず
要
求
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
れ
と
の
対
峙
と
論
争
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
傾
注
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、「
正
義
論
」
は

法
哲
学
の
議
論
土
俵
か
ら
外
部
に
延
伸
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
（
例
え
ば
ケ
ル
ゼ
ン
は
『
正
義
と
は
何
か
』
一
九
五
三
、
で
「
絶
対
的
正
義

は
非
合
理
的
概
念
で
あ
る
。
合
理
的
認
識
か
ら
す
れ
ば
相
対
的
正
義
の
み
が
あ
る
。
そ
れ
は
反
対
の
理
念
を
排
斥
し
な
い

（
1
）

」
と
に
べ
も
な
く
断
じ
て
、
規

範
的
正
義
論
の
議
論
自
体
を
非
合
理
主
義
的
と
し
て
真
っ
向
か
ら
こ
れ
を
退
け
て
い
る
）。
加
え
て
、
こ
の
時
代
の
日
本
で
は
、
論
理
経
験
主
義
か

ら
実
証
主
義
的
法
哲
学
に
連
な
る
立
場
の
支
持
者
は
圧
倒
的
に
学
界
内
多
数
で
あ
っ
た
。
法
哲
学
界
の
世
界
的
大
御
所
ケ
ル
ゼ
ン
に
よ
る

非
合
理
的
概
念
（
絶
対
的
正
義
）
の
排
斥
は
当
時
に
あ
っ
て
は
、
後
に
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
が
「「
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
も
の
」
を
受
け
入
れ

る
姿
勢
の
重
要
性
」
を
説

（
2
）

（
く
）」
よ
う
な
非
合
理
的
概
念
に
目
を
向
け
る
正
義
論
の
立
場
に
は
同
情
を
寄
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
の
環
境
の
中
に
あ
っ
て
、
日
本
語
圏
政
治
哲
学
が
「
正
義
論
」
に
目
覚
め
る
の
に
は
、
今
し
ば
ら
く
の
（
四
半
世

紀
の
）
時
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。

三　

Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
『
こ
れ
か
ら
の
正
義
の
話
を
し
よ
う
』

ハ
ー
バ
ー
ド
の
政
治
哲
学
教
授
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
の
学
部
科
目
「Justice

（
正
義
）」
の
講
義
は
延
べ
一
万
四
千
人
以
上
の
履
修
者
を
記

録
し
、
あ
ま
り
の
人
気
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
は
建
学
以
来
、
初
め
て
講
義
を
一
般
公
開
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
そ
の
模
様
が
全
世
界
に
テ

レ
ビ
放
映
さ
れ
た
こ
と
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
日
本
で
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
が
二
〇
一
〇
年
、
一
二
回
に
亘
っ
て
「
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱

教
室
」
と
し
て
放
送
し
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

サ
ン
デ
ル
教
授
の
一
連
の
講
義
が
前
出
の
著
書
『JU

S
T
IC

E
 W

hat ’s the R
ight T

hings to D
o?.2009

』（
日
本
語
版
『
こ
れ
か
ら
の

「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う　

い
ま
を
生
き
延
び
る
た
め
の
哲
学
』
早
川
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
に
纏
め
ら
れ
て
、
瞬
く
間
に
世
界
的
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

五
三
二



政
治
哲
学
の
可
能
性
と
京
都
学
派
（
和
田
）

（
六
九
一
）

に
な
っ
た
こ
と
世
上
の
知
る
と
お
り
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
放
映
と
い
う
普
遍
的
方
法
で
発
信
さ
れ
た
サ
ン
デ
ル
の
「
ハ
ー
バ
ー
ド
白
熱
教
室
」
の
刺
激
は
「
学
界
」
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た

世
界
を
乗
り
越
え
て
、
い
き
な
り
一
般
社
会
の
隅
々
ま
で
そ
の
衝
撃
波
が
到
達
し
た
。
政
治
哲
学
者
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
の
正
義
の
議
論
は
、

日
本
語
圏
政
治
哲
学
の
世
界
に
も
、
そ
の
外
側
か
ら
と
内
側
か
ら
の
双
方
向
か
ら
覚
醒
の
刺
激
を
与
え
、
結
果
的
に
こ
れ
ま
で
政
治
哲
学

を
覆
っ
て
い
た
（
自
立
的
学
問
分
野
と
し
て
の
）
曖
昧
さ
の
ベ
ー
ル
を
強
引
に
引
き
剥
が
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
刺
激
を
受
け
て
、（
法
哲

学
界
に
遅
れ
る
こ
と
四
半
世
紀
）
政
治
哲
学
界
の
内
部
で
も
「
正
義
」
と
「
公
正
」
を
主
体
的
研
究
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
動
き
が
現
れ

て
き
た
。
さ
ら
に
こ
の
動
き
は
、
法
学
・
経
済
学
・
政
治
学
等
の
公
共
学
を
名
乗
る
社
会
科
学
の
領
域
の
み
な
ら
ず
、
倫
理
や
道
徳
を
研

究
す
る
領
域
で
も
「
よ
り
多
く
の
人
が
そ
う
考
え
、
そ
う
選
択
し
、
そ
う
判
断
し
、
そ
う
行
動
す
る
」
こ
と
が
正
し
い
こ
と
で
あ
り
正
義

で
あ
る
と
考
え
る
功
利
主
義
的
正
義
論
と
正
面
か
ら
対
決
す
る
こ
と
に
勇
気
を
与
え
、
さ
ら
に
何
が
正
義
で
何
が
公
正
か
と
い
う
問
い
立

て
自
体
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
に
廉
恥
を
要
求
す
る
価
値
相
対
主
義
の
シ
ニ
カ
ル
な
嘲
笑
を
無
視
し
て
、
実
質
的
な
社
会
正
義
原

理
を
体
系
的
に
展
開
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
的
外
れ
で
は
な
い
こ
と
の
自
信
を
与
え
た
。
要
す
る
に
、
正
義
や
公
正
も
（
真
理
や
善
ま
で

も
）「
そ
の
時
代
」
の
中
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
価
値
基
準
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
同
時
に
自
由
・
平
等
・
社
会
経
済
福
祉
の
増
進
と

い
う
規
範
的
価
値
を
追
求
す
る
こ
と
も
別
に
問
題
意
識
の
矛
盾
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
新
た
な
認
識
と
勇
気
を
獲
得
し
た
の
が
現
在
の

日
本
語
圏
政
治
哲
学
の
内
部
変
化
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
サ
ン
デ
ル
の
『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
』
で
日
本
語
圏
政
治
哲

学
も
主
体
的
学
問
領
域
の
自
覚
に
覚
醒
し
た
の
で
あ
る
。
政
治
哲
学
は
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
が
言
う
「
い
ま
を
生
き
延
び
る
た
め
の
哲
学
」
と

し
て
「
こ
れ
か
ら
の
正
義
の
話
」
を
積
極
的
に
領
導
す
る
知
的
使
命
に
目
覚
め
、
政
治
現
象
を
哲
学
的
に
反
省
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

「
正
義
の
政
治
の
選
択
」
や
「
政
治
に
と
っ
て
正
義
と
は
何
か
」
を
主
体
的
に
発
言
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
と
責
任
を
与

五
三
三
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え
ら
れ
た
と
言
え
よ
う
。

な
ら
ば
、
学
問
と
し
て
の
縁
辺
を
持
た
な
い
輪
郭
の
曖
昧
さ
の
ベ
ー
ル
を
脱
ぎ
捨
て
て
、「
正
義
の
研
究
」
と
い
う
明
確
な
研
究
課
題

と
向
き
合
う
こ
と
の
自
覚
に
覚
醒
し
た
政
治
哲
学
が
と
り
あ
え
ず
試
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
動
と
は
何
か
。
踏
み
出
す
べ
き
第
一
歩

の
道
筋
は
や
は
り
過
去
の
反
省
に
求
め
ら
れ
、
そ
の
反
省
に
基
づ
い
た
方
向
選
択
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

四　

京
都
学
派
の
再
考
察

い
ま
振
り
返
っ
て
、
日
本
の
哲
学
史
・
政
治
哲
学
史
を
眺
め
て
み
る
と
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
そ
も
そ
も
日
本
で
は

「
政
治
哲
学
」
と
い
う
独
立
し
た
学
問
体
系
の
輪
郭
が
不
鮮
明
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
政
治
哲
学
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
の
流
れ
を
遡

る
か
、
政
治
現
象
（
時
局
）
と
哲
学
者
と
の
接
近
や
関
係
の
事
件
史
を
遡
及
的
に
辿
る
し
か
道
は
な
い
）、
一
九
四
五
年
以
降
今
日
ま
で
の
日
本
哲

学
界
の
歴
史
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
哲
学
史
の
解
説
と
、
欧
米
哲
学
の
紹
介
の
道
筋
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
紹
介
さ
れ
た
哲
学
（
者
）
は
、

例
え
ば
サ
ル
ト
ル
、
デ
リ
ダ
、
フ
ー
コ
ー
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
、
ラ
カ
ン
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
、
カ
ダ
マ
ー
、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

（
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
紹
介
も
一
時
熱
を
帯
び
て
為
さ
れ
た
）、
ク
ー
ン
、
ポ
パ
ー
、
ク
ワ
イ
ン
、
ロ
ー
ル
ズ
…
等
々
。

い
ず
れ
も
命
が
け
の
思
索
を
厭
わ
な
い
知
の
冒
険
者
た
ち
で
あ
り
、
各
々
の
思
想
は
賛
否
好
嫌
の
鮮
烈
な
毒
素
と
刺
激
的
魅
力
を
振
り
撒

く
独
創
的
哲
学
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
紹
介
さ
れ
る
欧
米
哲
学
（
者
）
が
い
く
ら
身
震
い
す
る
よ
う
な
独
創
性
と
魅
力
を
に
じ
ま
せ
て
い

よ
う
と
、
あ
る
い
は
凍
り
付
く
よ
う
な
殺
気
や
毒
素
を
発
散
さ
せ
て
い
よ
う
と
、
か
の
諸
哲
学
が
持
ち
込
ま
れ
こ
れ
を
紹
介
す
る
日
本
の

知
的
舞
台
は
（
後
述
す
る
京
都
学
派
一
掃
後
の
）
完
全
な
空
白
地
帯
で
あ
り
安
全
地
帯
で
あ
っ
た
。
欧
米
最
新
哲
学
の
知
の
戦
闘
能
力
や
爆

発
力
を
呼
び
込
ん
で
、
こ
れ
と
正
面
か
ら
対
決
し
格
闘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
哲
学
の
独
創
性
の
構
築
や
改
良
と
成
長
を
目
論
む

五
三
四



政
治
哲
学
の
可
能
性
と
京
都
学
派
（
和
田
）

（
六
九
三
）

「
日
本
人
の
哲
学
」
が
陣
営
を
構
え
て
準
備
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
欧
米
の
独
創
的
哲
学
の
紹
介
は
知
の
輸
入
の
一
方
通
行

で
あ
り
解
説
で
あ
っ
た
。
言
わ
ば
平
坦
な
舗
装
道
路
の
両
脇
に
山
脈
河
川
の
雄
大
で
変
化
に
富
ん
だ
看
板
が
ず
ら
り
と
並
べ
ら
れ
た
一
方

通
行
道
路
を
見
学
し
な
が
ら

・

・

・

・

・

・

安
全
運
転
で
走
行
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
展
示
さ
れ
て
い
る
個
性
的
独
創
的
な
哲
学
の
「
看

板
」
は
み
な
欧
米
人
の
思
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
本
哲
学
史
を
遡
及
す
る
平
坦
で
安
全
な
道
路
上
に
は
日
本
人
自
身
に
よ
る
政
治
と
哲
学

の
接
触
の
痕
跡
な
ど
は
微
塵
も
見
当
た
ら
ず
、
ま
し
て
「
政
治
哲
学
」
な
ど
と
い
う
「
変
化
」
や
「
異
物
」
の
影
も
形
も
見
え
な
い
。

だ
が
、
こ
の
何
の
凹
凸
も
な
い
平
坦
な
日
本
哲
学
史
の
道
程
も
一
九
四
五
年
時
点
ま
で
遡
る
と
い
き
な
り
高
峻
か
つ
巨
大
な
山
塊
に
突

き
当
た
る
。「
京
都
学
派
」
の
哲
学
で
あ
る
。
と
も
に
文
化
勲
章
受
章
者
、
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元
の
二
人
を
二
座
の
山
頂
に
仰
ぐ
独
創

的
哲
学
者
の
一
団
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
今
日
も
京
都
学
派
を
語
る
場
合
、
そ
も
そ
も
京
都
学
派
と
は
何
な
の
か
の
定
義
を
怠
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
（
注
、
初
め
て

「
京
都
学
派
」
と
い
う
名
称
を
使
っ
た
の
は
戸
坂
潤
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
3
）

）。
そ
れ
は
西
田
幾
多
郎
、
田
辺
元
の
両
巨
頭
は
京
都
学
派
の
頂シ

ン
ボ
ル点

と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
も
の
の
、
両
者
を
取
り
巻
く
哲
学
者
群
は
複
雑
な
人
間
模
様
と
多
面
的
位
置
関
係
に
彩
ら
れ
、
あ
る
位
置
か
ら
は
京

都
学
派
の
一
員
と
見
ら
れ
る
人
物
も
別
の
立
場
か
ら
は
別
人
に
入
れ
替
わ
っ
て
見
直
し
が
な
さ
れ
、
算
入
と
積
算
の
解
が
一
定
し
な
い
。

あ
た
か
も
巨
大
山
脈
が
こ
れ
を
望
む
位
置
や
角
度
に
よ
っ
て
山
容
や
表
情
が
異
な
る
よ
う
に
、
誰
と
誰
を
京
都
学
派
の
メ
ン
バ
ー
に
数
え

る
か
の
定
義
は
困
難
で
あ
る
。
万
人
を
納
得
さ
せ
る
解
の
発
見
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い

（
4
）

。
し
た
が
っ
て
今
日
も
な
お
、
京
都

学
派
を
語
る
際
は
「
自
分
の
定
義
す
る
京
都
学
派
」
の
明
示
を
怠
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

五
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五　
「
悪
名
高
い
」
京
都
学
派
・
高
山
岩
男

し
た
が
っ
て
本
稿
も
前
車
の
轍
を
踏
む
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
「
政
治
哲
学
」
を
論
じ
る
視
野

か
ら
、
①
「
現
実
の
政
治
と
深
く
か
か
わ
り
、
時
局
と
最
も
濃
密
な
接
触
を
し
た
京
都
学
派
の
哲
学
者
」
と
い
う
限
定
と
、
②
京
都
学
派

の
哲
学
と
称
す
る
か
ら
に
は
、「
京
都
大
学
文
学
部
哲
学
科
」
を
基
軸
に
し
て
、
そ
の
中
心
講
座
で
あ
っ
た
「
哲
学
哲
学
史
第
一
講
座
」

（
一
般
に
は
「
純
哲
」
と
称
さ
れ
た
）
を
担
当
し
た
哲
学
教
授
、
の
二
点
に
絞
っ
て
「
学
派
の
骨
格
」
を
具
現
化
し
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら

ば
こ
の
①
②
の
単
純
な
絞
り
込
み
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
人
物
こ
そ
が
京
都
学
派
の
本
流
を
な
す
核
心
的
人
物
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
京
都
大
学
文
学
部
哲
学
科
の
要
で
あ
り
看
板
講
座
で
あ
る
「
哲
学
哲
学
史
第
一
講
座
」
担
当
者
の
推
移
を
辿
っ
て
み
る
と
、
学
部

創
立
時
点
担
当
者
（
主
宰
者
）
で
後
に
東
大
に
移
る
桑
木
厳
翼
に
始
ま
り
↓
京
都
学
派
の
出
発
点
を
な
す
御
大
西
田
幾
多
郎
に
引
き
継
が

れ
（
担
当
期
間
一
九
一
四
〜
一
九
二
七
年
）
↓
西
田
に
懇
請
さ
れ
て
そ
の
後
を
受
け
継
い
だ
田
辺
元
（
一
九
二
七
〜
一
九
四
五
年
）
を
経
て
↓
高

山
岩
男
（
一
九
四
五
年
）
へ
と
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
引
き
継
ぎ
は
言
う
ま
で
も
な
く
前
任
者
の
強
力
な
推
挽
が
連
結

紐
帯
と
な
り
、
そ
の
継
承
に
は
前
任
者
に
よ
る
後
任
者
へ
の
積
極
的
期
待
と
強
い
信
頼
が
血
脈
と
し
て
流
れ
て
い
る
。
一
九
四
五
年
四
月

よ
り
高
山
岩
男
が
田
辺
元
の
後
任
と
し
て
哲
学
第
一
講
座
の
担
当
を
継
承
し
た
時
、
高
山
は
ま
だ
助
教
授
で
あ
っ
た
。
教
授
の
肩
書
よ
り

も
学
問
的
継
承
の
積
極
的
連
続
性
を
重
ん
じ
た
田
辺
の
情
熱
が
窺
わ
れ
る
（
高
山
は
翌
一
九
四
六
年
教
授
に
昇
進
）。「
京
都
・

・

（
大
学
の
哲
）
学・

派・

」
の
連
山
は
西
田
幾
多
郎
か
ら
田
辺
元
へ
と
峰
を
連
ね
高
山
岩
男
に
第
三
座
の
地
位
を
継
承
し
た
の
で
あ
る
（
竹
田
篤
司
は
、『
物
語

「
京
都
学
派
」』
の
中
で
、「
数
あ
る
講
座
の
中
で
も
「
純
哲
」
と
称
さ
れ
る
「
哲
学
」（
正
し
く
は
哲
学
哲
学
史
第
一
講
座
）
こ
そ
、
哲
学
科
全
体
の
要
で

五
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あ
り
、
西
田
、
田
辺
と
受
け
継
が
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
京
都
学
派
」
の
核
心
で
あ
り
、
花
形
と
い
う
べ
き
講
座
だ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

（
5
）

）。

そ
し
て
こ
の
高
山
岩
男
こ
そ
は
、
ア
カ
デ
ミ
カ
ル
な
京
都
大
学
「
純
哲
」
講
座
の
正
統
継
承
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
本
で
哲
学
と
政

治
が
最
も
接
近
し
た
時
局
に
お
い
て
、
哲
学
の
側
の
最
先
端
で
活
動
し
た
「
京
都
学
派
」
の
代
表
的
論
客
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
後
、
京
都
学
派
を
「
悪
名
高
い
京
都
学
派
」
と
痛
罵
す
る
陣
営

（
6
）

の
「
悪
名
」
の
根
拠
に
名
指
し
さ
れ
る
の
が
二
つ
の
座
談
会
で
あ
る

こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る

（
7
）

。
一
つ
は
一
九
四
一
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
高
坂
正
顕
、
西
谷
啓
治
、
高
山
岩
男
、
鈴
木
成
高
の
四
人
の

京
都
大
学
文
学
部
の
気
鋭
学
者
（
前
三
人
は
哲
学
者
、
鈴
木
は
歴
史
学
者
）
に
よ
っ
て
三
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
座
談
会
で
あ
る
。
こ
れ

は
雑
誌
『
中
央
公
論
』
に
掲
載
さ
れ
、
一
九
四
三
年
、『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』
と
題
さ
れ
て
中
央
公
論
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
。
ま
た
、

二
つ
目
は
先
の
座
談
会
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
一
九
四
二
年
雑
誌
『
文
学
界
』
紙
上
で
「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
│
近
代
の
超
克
」
の
テ
ー
マ

で
河
上
徹
太
郎
を
司
会
者
に
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
座
談
会
に
は
亀
井
勝
一
郎
、
林
房
雄
、
小
林
秀
雄
、
諸
井
三
郎
、
菊
池

正
士
、
中
村
光
夫
、
三
好
達
治
、
津
村
秀
夫
、
吉
満
義
彦
ら
の
文
学
者
や
神
学
者
、
作
曲
家
、
映
画
評
論
家
に
加
え
て
、
下
村
寅
太
郎
、

西
谷
啓
治
、
鈴
木
成
高
の
三
名
の
京
都
大
学
文
学
部
の
学
者
が
参
加
し
て
い
る
。

世
上
「
悪
名
高
い
」
座
談
会
と
は
こ
の
「
中
央
公
論
座
談
会
」
と
「
文
学
界
座
談
会
」
の
二
つ
を
指
す
が
、
確
か
に
二
つ
の
座
談
会
に

跨
っ
て
参
加
し
た
西
谷
啓
治
・
鈴
木
成
高
の
二
名
と
、
両
名
と
並
ん
で
同
じ
く
西
田
幾
多
郎
・
田
辺
元
の
愛
弟
子
で
あ
る
京
都
大
学
の
下

村
寅
太
郎
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
二
つ
の
座
談
会
は
（
京
都
学
派
を
中
心
に
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
）
同
格
に
見
ら
れ
勝
ち
で
あ

る
。
し
か
し
、
後
に
戦
後
文
化
人
の
代
表
者
の
一
人
、
哲
学
者
廣
松
渉
が
「（『
文
学
界
』
座
談
会
は
）
率
直
に
言
っ
て
、
座
談
会
は
単
に
ま

と
ま
り
が
悪
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
内
容
的
に
見
て
も
余
り
実
の
あ
る
も
の
と
は
評
価
で
き
な
い

（
8
）

」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
内
容
の

「
充
実
度
」
か
ら
見
れ
ば
前
者
の
高
坂
正
顕
・
西
谷
啓
治
・
高
山
岩
男
・
鈴
木
成
高
の
『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』
の
方
が
勝
っ
て
い
る

五
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と
い
え
よ
う
。
実
際
そ
の
故
を
以
て
、
高
坂
・
高
山
の
二
名
は
戦
後
、「
戦
争
責
任
」
を
問
わ
れ
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
所
謂
「
公
職
追
放
パ
ー
ジ
Ｇ

項
三
」
に
該
当
す
る
と
し
て
追
放
指
令
を
受
け
て
い
る
。
加
え
て
西
谷
・
鈴
木
の
二
名
は
京
都
大
学
自
体
が
発
動
し
た
教
職
追
放
に
よ
る

・

・

・

・

・

・

・

公
職
追
放

・

・

・

・

で
あ
っ
た
（
竹
田
篤
司
は
著
書
『
物
語
「
京
都
学
派
」』
の
中
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
は
免
れ
た
も
の
の
、
戦
後
直
ぐ
に
京
都
大
学
自
ら
が
行
っ

た
「（
教
職
）
適
格
審
査
委
員
会
」
で
不
適
格
（
＝
公
職
追
放
）
の
烙
印
を
押
さ
れ
た
西
谷
・
鈴
木
の
両
名
に
つ
い
て
「（
審
査
の
）
経
緯
や
内
容
は
知
る

由
も
な
い
が
、
海
軍
と
の
関
係
や
座
談
会
『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』
で
の
発
言
が
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
こ
の
座
談
会
出
席
の
重
み
を
追

放
の
理
由
に
推
理
し
て
い
る

（
9
）

）。
つ
ま
り
廣
松
渉
・
竹
田
篤
司
の
見
解
を
総
合
し
て
み
る
と
、「
悪
名
高
い
京
都
学
派
」
の
震
源
地
は
（
高
坂

正
顕
・
西
谷
啓
治
・
高
山
岩
男
・
鈴
木
成
高
の
『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』
の
）「
中
央
公
論
座
談
会
」
と
特
定
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
更
に
「
悪
名
」
の
源
は
、
例
え
ば
日
本
政
治
思
想
史
の
神
島
二
郎
に
よ
る
と
「
明
治
時
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
社
会
進
化

論
は
、『
優
勝
劣
敗
・
強
者
の
権
利
』
と
い
う
形
で
、
生
存
闘
争
・
適
者
生
存
の
論
理
を
展
開
し
、
そ
れ
が
民
族
闘
争
論
と
し
て
も
展
開

さ
れ
て
く
る
が
、
そ
れ
が
文
化
論
に
拡
大
さ
れ
る
と
、
高
山
岩
男
の
『
文
化
類
型
学
』（
一
九
三
九
年
）
に
な
り
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
日
本

の
世
界
史
的
使
命
と
モ
ラ
リ
ッ
シ
ュ
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
説
く
『
世
界
史
の
哲
学
』（
一
九
四
二
年
）
と
な
る
。
…
こ
の
悪
名
高
き
京
都
学
派

…
（
10
）

」
と
京
都
学
派
を
高
山
岩
男
一
人
に
絞
り
込
ん
で
名
指
し
す
る
に
至
る
。
ま
た
廣
松
渉
が
「
京
都
学
派
。
西
田
や
田
辺
の
哲
学
…
高
坂

正
顕
、
高
山
岩
男
と
い
う
よ
う
な
思
想
家
…
彼
ら
の
歴
史
哲
学
そ
の
他
に
そ
の
ま
ま
頭
を
下
げ
る
気
は
毛
頭
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
…
良

し
悪
し
は
別
と
し
て
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
も
あ
り
ま
す
…

（
11
）

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
高
山
岩
男
の
名
が
連
ね
ら
れ
て
く
る
（
蛇
足
な

が
ら
、
廣
松
が
こ
の
文
の
あ
と
「
…
戦
後
派
の
場
合
、
哲
学
に
関
し
て
は
残
念
な
が
ら
そ
う
い
う
大
物
と
い
う
か
、
ア
ク
の
強
い
体
系
家
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
…
戦
後
三
十
年
も
経
ち
ま
す
け
ど
、
い
ま
の
と
こ
ろ
目
立
ち
ま
せ
ん
ね
」
と
続
け
て
い
る
の
に
は
考
え
さ
せ
ら
れ
る

（
12
）

）。（
ま
た
、
前
出
の
竹
田
篤

司
は
、「
高
山
の
「
追
放
」
に
よ
っ
て
空
席
と
な
っ
た
哲
学
哲
学
史
第
一
講
座
に
、
西
谷
啓
治
（
哲
学
）
と
鈴
木
成
高
（
西
洋
史
）
両
名
を
教
職
追
放
し
た

五
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「
適
格
審
査
委
員
会
」
の
哲
学
の
委
員
長
を
務
め
た
山
内
得
立
自
ら
が
就
い
た
こ
と
（
西
洋
史
は
原
随
園
）
に
よ
り
、「
い
ま
や
京
大
で
は
、
自
分
で
考
え

る
（S

elbstdenken

）
の
哲
学
は
〈
全
滅
〉
し
、
安
全
無
事
な
哲
学
史
が
支
配
す
る
に
至
っ
た
」
と
の
辻
村
公
一
の
言
葉
を
紹
介
し
、「（
戦
後
の
）
京
大

哲
学
科
の
「
再
建
」
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、「
京
都
学
派
」
そ
の
も
の
の
「
解
体
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る

（
13
）

」。）

六　
「
戦
争
責
任
」
と
京
都
学
派
（
田
辺
元
・
高
山
岩
男
師
弟
）

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
」
の
「
悪
名
」
は
「
戦
争
協
力
」
に
由
来
す
る
。「
公
職
追
放
」

は
そ
の
戦
争
協
力
に
対
す
る
「
戦
争
責
任
」
と
し
て
下
さ
れ
た
処
分
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、「
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
」
の
「
悪
名
」
は
、
学
派
の
名
称
と
学
者
と
し
て
の
人
格
に
当
初
か
ら
並
行
し
て
同
時
存
在
と
し

て
付
随
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
一
九
四
五
年
に
敗
北
と
い
う
形
で
終
結
し
た
あ
の
戦
争

・

・

・

・

の
（
14
）「

敗
戦
」
に
よ
る
「
責
任
追
及
」
の
結
果
、

戦
後
に
な
っ
て
遡
及
的
に
冠
せ
ら
れ
た
後
付
け
の
修
飾

・

・

・

・

・

・

で
あ
る
。
先
に
も
記
し
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
所
謂
「
公
職
追
放
パ
ー
ジ
Ｇ
項
三
」
は
「
言

論
、
著
作
若
く
は
行
動
に
依
り
好
戦
的
国
家
主
義
及
侵
略
の
活
發
な
る
主
唱
者
た
る
こ
と
を
明
に
し
た
る
一
切
の
者
」
を
指
名
し
た
。
強

調
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
勝
者
に
よ
る
敗
者
へ
の
一
方
的
な
「
指
名
」
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
勝
者
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
「
公
職
追
放

パ
ー
ジ
Ｇ
項
三
」
で
「
指
名
」
さ
れ
な
い
限
り
は
「
悪
名
」
が
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
年
）
哲
学
者
故
大
島
康
正
の
東
京
東
大
泉
自
宅
に
秘
匿
さ
れ
て
い
た
膨
大
な
メ
モ
が
哲
学
者
大
橋
良
介
の
手

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
メ
モ
は
、
翌
年
二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
年
）
発
刊
さ
れ
た
大
橋
良
介
『
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
』

（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）
の
著
作
の
中
に
「
大
島
メ
モ
」
と
名
付
け
ら
れ
て
所
収
さ
れ
た
。
著
作
の
副
題
に
も
「
新
史
料
「
大
島
メ
モ
」
を
め
ぐ
っ

て
」
と
そ
の
名
が
記
さ
れ
た
。
大
島
康
正
は
京
都
大
学
で
田
辺
元
、
高
山
岩
男
に
教
え
を
受
け
た
哲
学
者
で
あ
り
、「
京
都
学
派
」
の
哲

五
三
九



政
経
研
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第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
六
九
八
）

学
連
山
の
最
後
の
山
容
を
形
造
っ
た
人
物
で
あ
る
（
後
に
東
京
教
育
大
学
、
筑
波
大
学
等
教
授
を
歴
任
）。
大
橋
良
介
は
「
京
都
学
派
」
下
村

寅
太
郎
の
弟
子
筋
に
あ
た
り
現
代
に
お
け
る
西
田
哲
学
と
京
都
学
派
の
研
究
者
で
あ
る
。

詳
細
は
一
次
史
料
を
掲
載
し
た
同
書
『
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
』
を
当
た
る
外
は
な
い
が
、
要
は
こ
の
大
島
メ
モ
は
一
九
四
二
年
（
昭

和
十
七
年
）
二
月
か
ら
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
年
）
七
月
に
か
け
て
「
つ
ま
り
は
太
平
洋
戦
争
の
ほ
ぼ
全
期
間
を
通
じ
て
、「
京
都
学
派
」

の
哲
学
者
た
ち
を
中
心
と
す
る
京
都
大
学
の
学
者
グ
ル
ー
プ
が
海
軍
の
一
部
（
米
内
光
政
系
）
の
要
請
と
協
力
を
受
け
て
月
に
一
、
二
度
、

時
局
を
論
じ
る
ひ
そ
か
な
会
合

（
15
）

」
を
、
当
時
京
都
大
学
で
田
辺
、
高
山
の
副
手
を
務
め
て
い
た
大
島
康
正
が
記
録
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

海
軍
側
は
調
査
課
の
高
木
惣
吉
少
将
が
窓
口
に
な
り
、
京
都
学
派
側
は
高
山
岩
男
助
教
授
が
連
絡
係
を
務
め
る
と
い
う
秘
密
会
合
で
あ
っ

た
。
大
橋
良
介
は
こ
の
会
合
を
こ
う
述
べ
る
。「
こ
の
秘
密
会
合
は
、
軍
部
政
権
の
「
翼
賛
」
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
軍
部
の
方
針
を

是
正
せ
ん
と
す
る
「
反
体
制
」
の
行
動
で
も
あ
っ
た
…
軍
部
政
権
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
部
で
は
「
陸
軍
」
と
「
海
軍
」
が
対
立
し
て
い

た
。
京
都
学
派
は
こ
の
海
軍
の
一
部
と
協
力
し
て
、
国
策
の
是
正
を
は
か
っ
た
。
対
米
戦
争
を
避
け
る
こ
と
、
そ
し
て
戦
争
が
始
ま
っ
た

あ
と
は
、
現
実
の
戦
争
の
理
念
転
換
を
試
み
る
こ
と
だ
。
…
京
都
学
派
の
行
動
は
、
結
果
と
し
て
「
戦
争
協
力
」
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
よ
う
に
言
う
と
き
、
す
で
に
「
戦
争
協
力
」
と
い
う
語
の
意
味
は
大
幅
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
非
協
力

を
含
む
協
力
」
だ
っ
た
か
ら
だ
。
当
時
に
あ
っ
て
そ
の
非
協
力
が
意
味
す
る
危
険
は
、
会
合
が
「
秘
密
」
裏
に
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ

と
が
す
で
に
リ
ア
ル
に
物
語
っ
て
い
る

（
16
）

」

先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
大
島
メ
モ
の
内
容
の
詳
述
は
同
書
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
秘
密
会
合
に

「
京
都
学
派
」
の
当
時
の
頂
点
に
君
臨
し
て
い
た
田
辺
元
が
何
度
も
出
席
し
て
お
り
（
西
田
幾
多
郎
は
一
九
二
八
年
す
で
に
京
都
大
学
を
退
官
）、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
メ
ー
カ
ー
と
し
て
積
極
的
に
時
局
に
向
け
た
発
言
を
重
ね
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
昭
和
十
七
年
九
月
二
九

五
四
〇
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六
九
九
）

日
の
第
九
回
会
合
で
は
「
共
栄
圏
の
論
理
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
基
調
発
言
を
行
い
（
ペ
ー
パ
ー
も
残
さ
れ
て
い
る
）「
家
」「
国
家
」「
共

栄
圏
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
性
の
論
理
的
整
合
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
発
言
の
最
後
は
「
共
栄
圏
と
い
う
も
の
が
無
差
別
的
な
悪

平
等
や
上
下
の
権
力
関
係
の
み
の
帝
国
主
義
の
方
向
に
赴
く
の
を
免
れ
ん
が
為
に
は
、
そ
の
共
栄
圏
構
成
の
原
理
に
於
い
て
先
後
の
秩
序

が
即
同
時
的
な
平
等
、
平
等
が
却
っ
て
先
後
の
秩
序
と
い
う
円
環
的
な
指
導
と
協
力
に
於
い
て
真
の
統
一
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
17
）

」

と
、
半
世
紀
後
の
Ｅ
Ｕ
や
Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
議
論
に
も
通
じ
る
「
政
治
哲
学
」
を
開
陳
し
て
結
ば
れ
て
い
る
。

大
島
メ
モ
に
残
さ
れ
た
田
辺
・
高
山
ら
の
出
席
し
た
会
合
が
秘
密
裏
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
高
山
の
参
加
し
た
『
世
界
史

的
立
場
と
日
本
』
が
公
表
さ
れ
た
座
談
会
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、
秘
密
会
合
の
最
大
の
問
題
意
識
が
現
在
継
続
中
の
戦
争
・

・

と
い
う
下

敷
き
の
上
に
あ
る
こ
と
の
了
解
と
呼
応
し
て
、
議
論
の
内
容
が
よ
り
詳
細
で
戦
争
と
の
関
わ
り
が
具
体
的
な
の
は
圧
倒
的
に
「
大
島
メ

モ
」
の
会
合
の
方
で
あ
る
。
高
山
・
高
坂
ら
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
「
公
職
追
放
パ
ー
ジ
Ｇ
項
三
」
の
「
言
論
、
著
作
若
く
は
行
動
に
依
り
好
戦
的

国
家
主
義
及
侵
略
の
活
發
な
る
主
唱
者
た
る
こ
と
を
明
に
し
た
る
一
切
の
者
」
を
適
用
し
た
な
ら
ば
、（「
好
戦
的
国
家
主
義
及
侵
略
の
活
發

な
る
主
唱
」
は
両
文
献
と
も
に
あ
ま
り
明
示
的
に
は
発
見
で
き
な
い
が
）「
大
島
メ
モ
」
の
方
が
臨
場
感
に
富
ん
だ
時
局
性
が
勝
っ
て
い
る
故
を

以
て
、
こ
れ
が
公
表
さ
れ
た
会
合
で
あ
っ
た
な
ら
ば
寧
ろ
会
合
の
出
席
者
達
の
大
半
に
こ
そ
同
じ
理
由
で
適
用
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
秘
密
会
合
で
は
、
一
貫
し
て
大
御
所
田
辺
元
の
発
言
に
ブ
レ
は
な
い
。
し
か
し
戦
後
思
想
界
で
田
辺
元
が
「
悪
名
高
い
京
都

学
派
」
の
批
判
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
糾
弾
の
対
象
「
京
都
学
派
」
は
、
田
辺
の
愛
弟
子
の
高
山
岩
男
で
あ
り
、
高

坂
正
顕
で
あ
り
、
西
谷
啓
治
で
あ
り
、
鈴
木
成
高
ら
の
『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』
の
座
談
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
秘
密
会
合
の
「
秘

密
」
は
当
時
の
陸
軍
だ
け
で
は
な
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
も
戦
後
の
論
壇
・
思
想
界
に
も
漏
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
秘
密
会
合
の
出

席
者
・
田
辺
元
が
文
化
勲
章
を
受
賞
し
た
一
九
五
〇
年
、
京
都
学
派
の
田
辺
の
後
継
者
・
高
山
岩
男
は
未
だ
「
公
職
追
放
」
の
身
で
あ
っ

五
四
一
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〇
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た
（
因
み
に
、
田
辺
は
文
化
勲
章
受
章
式
を
欠
席
、
代
理
人
を
立
て
た
。
高
山
岩
男
は
一
九
五
一
年
公
職
追
放
解
除
）。

こ
こ
で
、
本
稿
が
述
べ
た
い
こ
と
は
、「
京
都
学
派
」
の
本
流
を
継
承
し
た
師
弟
が
、
ほ
ぼ
同
じ
立
ち
位
置
か
ら
ほ
ぼ
同
じ
方
向
を
向

い
た
発
言
を
し
、
と
も
に
哲
学
者
と
し
て
真
摯
に
時
局
に
相
対
峙
し
た
の
に
、
師
は
文
化
勲
章
の
栄
誉
に
祭
ら
れ
、
弟
子
は
戦
争
責
任
の

悪
名
に
晒
さ
れ
た
の
か
と
い
っ
た
不
平
等
な
扱
い
へ
の
不
満
や
告
発
で
は
決
し
て
な
い
。
戦
後
、
田
辺
が
北
軽
井
沢
の
地
に
隠
棲
し
高
山

が
公
職
追
放
中
浜
名
湖
畔
積
志
村
に
移
り
住
ん
だ
後
も
、
田
辺
・
高
山
両
者
の
揺
る
ぎ
な
い
尊
敬
と
木
目
細
か
な
情
愛
の
師
弟
関
係
は
続

い
た
の
で
あ
る
か
ら

（
18
）

。
問
題
は
、
戦
後
の
世
間
と
論
壇
の
両
者
へ
の
扱
い
の
違
い
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
仕
分
け
指
標
を
唯
一
の
色
分
け
基
準
と

し
て
、
高
山
が
『
世
界
史
的
立
場
と
日
本
』
の
座
談
会
に
出
席
し
た
と
い
う
一
事
の
み
に
集
約
し
て
「
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
」
に
「
戦

争
責
任
」
の
「
悪
名
」
が
冠
せ
れ
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
根
拠
は
何
と
も
薄
弱
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦

後
の
論
壇
・
文
化
人
達
自
ら
が
自
分
の
頭
で
考
え
て
主
体
的
に
下
し
た
判
断
で
は
な
く
、
勝
者
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
託
宣
を
鵜
呑
み
に
し
た
だ
け
の

追
従
で
し
か
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
戦
後
文
化
人
が
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
に
冠
し
た
「
悪
名
」
は
、
大
橋
良
介
が
「（
戦
争
の
）

渦
が
去
っ
た
あ
と
の
、
安
全
地
帯
か
ら
の
石
投
げ
で
あ
っ
た

（
19
）

」
と
言
う
よ
う
に
勝
者
へ
の
諂

へ
つ
ら

い
に
よ
る
自
己
保
身
が
透
け
て
見
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
同
じ
く
敗
戦
国
ド
イ
ツ
で
も
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ナ
チ
ス
協
力
の
故
を
以
て
教
職
追
放
さ
れ
た
が
後
に
復
職
し
て
い
る
の

と
高
山
の
追
放
解
除
は
よ
く
似
て
い
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
（
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
総
長
時
代
、
末
端
党
員
だ
っ
た
と
は
い
え
、
か
つ

一
年
足
ら
ず
で
ナ
チ
ス
と
衝
突
し
総
長
を
辞
任
し
て
は
い
る
が
）
自
ら
ナ
チ
ス
に
入
党
し
、
最
も
社
会
的
影
響
力
の
あ
っ
た
総
長
就
任
時
は
ナ

チ
ス
礼
賛
の
発
言
も
し
て
い
る
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
映
の
記
録
フ
ィ
ル
ム
『
新
・
映
像
の
世
紀　

第
③
集
』
に
は
そ
の
発
言
映
像
も
残
っ
て
い
る
）。
し
か
し
、

戦
後
の
日
本
と
ド
イ
ツ
の
論
壇
の
違
い
は
、
一
九
五
一
年
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
高
山
達
の
追
放
が
解
除
さ
れ
た
後
、
ド
イ
ツ
思
想
界
で
は
第

二
次
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
・
ブ
ー
ム
と
で
も
い
う
べ
き
現
象
が
起
き
、（
ナ
チ
ス
協
力
の
「
過
去
」
に
目
を
瞑
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
そ
れ
と
彼
の
哲

五
四
二



政
治
哲
学
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京
都
学
派
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和
田
）

（
七
〇
一
）

学
の
功
績
は
別
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
脇
に
置
き
）
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
復
権
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
承
知
の
ご
と
く
現
在
で
も

ド
イ
ツ
で
は
ナ
チ
ス
の
犯
罪
性
へ
の
追
求
は
厳
し
く
、
ナ
チ
ス
流
の
右
手
を
高
く
上
げ
る
敬
礼
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
知
の
世
界

に
お
い
て
は
ナ
チ
ス
の
政
治
的
痕
跡
と
ハ
イ
デ
ッ
カ
ー
の
哲
学
の
功
績
は
冷
静
に
切
り
離
さ
れ
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
、

日
本
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
・
ブ
ー
ム
に
匹
敵
す
る
哲
学
の
復
権
は
皆
無
で
あ
っ
た
し
、「
京
都
学
派
」
と
い
う
「
当
時
の
国
際
的
な
哲
学

の
水
準
か
ら
い
っ
て
決
し
て
低
く
は
な
い

（
20
）

」
独
創
的
哲
学
の
再
興
な
ど
は
日
本
の
論
壇
の
ど
こ
か
ら
も
声
の
一
つ
も
聞
こ
え
て
く
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。七　

哲
学
と
「
戦
争
責
任
」

と
こ
ろ
で
「
京
都
学
派
」
や
哲
学
者
・
高
山
岩
男
の
「
戦
争
責
任
」
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
古
く
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
刑
死
も
プ
ラ

ト
ン
の
（
哲
人
王
制
の
実
現
を
目
指
し
た
）
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
で
の
挫
折
も
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
や
マ
ル
ク
ス
の
亡
命
も
「
哲
学
」
と
「
政
治
」

の
接
近
の
結
果
で
あ
っ
た
。（
細
分
化
し
た
現
代
の
科
学
哲
学
や
技
術
哲
学
の
分
野
は
さ
て
置
く
と
し
て
）
古
来
よ
り
伝
統
的
「
哲
学
」
と
現
実

の
「
政
治
」
の
実
際
は
、
時
と
し
て
糾
え
る
縄
の
ご
と
く
絡
み
合
い
相
互
に
発
熱
と
冷
却
を
繰
り
返
す
近
接
関
係
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

政
治
は
哲
学
に
対
し
て
「
政
治
の
正
し
さ
の
根
拠
」
を
解
説
す
る
こ
と
を
求
め
、
哲
学
は
政
治
に
「
政
治
行
動
の
指
針
と
自
信
」
を
与
え

る
役
割
を
担
う
運
命
に
導
か
れ
た
両
者
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
だ
か
ら
伝
統
的
哲
学
は
必
然
的
に
政
治
性

・

・

・

を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。

そ
し
て
未
だ
に
戦
争
を
現
実
の
政
治
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
人
類
は
、
必
然
的
に
「
哲
学
」
を
「
戦
争
」
と
の
関
わ

り
合
い
の
闘
技
場
に
持
ち
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
戦
争
と
は
手
段
を
異
に
し
た
政
治
の
延
長
で
あ
る
、
と
言
っ
た
の
は
「
総
力

五
四
三
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戦
」
の
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ツ
で
あ
る
が
、
今
日
も
な
お
哲
学
は
戦
争
を
正
当
化
す
る
「
知
の
武
器
」
と
し
て
の
役
割
か
ら
卒
業
し
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
哲
学
の
側
の
「
責
任
」
で
は
な
い
。
現
実
の
政
治
が
哲
学
の
「
脱
走
」
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
両
者
の
宿
命
的
近
接
性
を
了
解
し
た
上
で
、
寧
ろ
我
々
は
最
近
の
英
語
圏
正
義
論
が
「
正
義
の
政
治
」
の
考
察
か
ら
（
必
然
的

に
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
）「
正
義
の
戦
争
」
の
テ
ー
マ
と
向
き
合
う
に
至
っ
た
こ
と
の
迫
真
性
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

先
の
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
は
雑
誌
『
デ
ィ
セ
ン
ト
』
一
九
九
五
年
夏
号
の
誌
上
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
《
ヒ
ロ
シ
マ
か
ら
五
十
年
》
で
、「
正
し
い

戦
争
の
ル
ー
ル
（jus ad bello

）」
と
し
て
六
つ
の
原
則
を
挙
げ
て
い
る
（
長
き
に
亘
る
の
で
、「
日
本
一
の
ロ
ー
ル
ズ
・
オ
タ
ク
」
を
自
認
す
る

川
本
隆
史
氏
の
著
作
『
ロ
ー
ル
ズ
』
か
ら
要
約
し
て
紹
介
す
る
）。

一
【
正
し
い
戦
争
の
目
標
】
ま
と
も
な
（decent

）
民
主
社
会
が
当
事
者
と
な
る
正
し
い
戦
争
（a just w

ar

）
の
目
標
は
諸
民
衆
の
間
│

と
り
わ
け
目
下
の
敵
と
の
間
│
に
成
立
す
べ
き
正
し
く
か
つ
永
続
的
な
平
和
で
あ
る
。

二
【
敵
国
の
政
情
】
ま
と
も
な
民
主
社
会
の
戦
争
相
手
国
は
、
民
主
的
で
は
な
い
国
家
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
民
主
的
な
国
家
は
相

互
に
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
帰
結
す
る
。

三
【
戦
争
責
任
の
軽
重
を
判
別
す
る
原
理
】
戦
争
を
遂
行
す
る
う
え
で
、
民
主
国
家
は
三
つ
の
集
団
│
①
相
手
国
の
指
導
者
と
要
職
者
、

②
兵
士
た
ち
、
非
戦
闘
員
で
あ
る
住
民
│
を
注
意
深
く
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
区
別
す
る
理
由
は
、〈
責
任
の
原
理
〉

に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
交
戦
国
が
民
主
的
で
な
い
国
家
で
あ
る
た
め
、
そ
の
社
会
の
非
戦
闘
員
・
民
間
人
は
戦
争
を
組
織

し
引
き
起
こ
し
た
張
本
人
で
は
あ
り
え
な
い
。
戦
争
を
起
こ
し
た
責
任
を
負
う
の
は
、
相
手
国
の
指
導
者
・
要
職
者
た
ち
で
あ
っ
て
、

彼
ら
は
戦
争
犯
罪
人
と
認
定
さ
れ
る
。
民
間
人
に
は
戦
争
責
任
は
問
え
な
い
。
上
級
将
校
を
除
外
し
て
お
く
な
ら
、
兵
士
た
ち
も
│

五
四
四
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民
間
人
と
同
様
に
│
戦
争
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。（
和
田
注
：
こ
の
場
合
、「
民
間
人
・
京
都
学
派
」
は
ど
う
仕
分
け
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
）

四
【
人
権
の
尊
重
】
ま
と
も
な
民
主
社
会
は
、
相
手
国
の
非
戦
闘
員
、
兵
士
双
方
の
人
権
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は

二
つ
の
理
由
が
あ
る
。〈
諸
民
衆
の
法
〉
に
基
づ
い
て
こ
そ
、
民
間
人
・
兵
士
と
も
そ
う
し
た
人
権
を
有
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う

の
が
第
一
の
理
由
。
第
二
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
戦
時
に
お
い
て
も
人
権
が
効
力
を
有
す
る
と
い
う
実
例
を
自
ら
率
先
垂
範
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
敵
国
の
兵
士
お
よ
び
非
戦
闘
員
に
人
権
の
内
実
を
教
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
ら
は
人
権
の

意
義
を
心
底
か
ら
悟
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

五
【
戦
争
目
標
の
公
示
】（
略
）
…
軍
事
行
動
と
〔
交
戦
国
や
国
際
社
会
に
対
す
る
〕
声
明
・
布
告
と
の
両
面
に
お
い
て
正
義
を
自
負

で
き
る
民
衆
は
、
自
分
た
ち
が
目
標
と
す
る
平
和
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
自
分
た
ち
が
求
め
る
国
際
社
会
は
ど
の
よ
う
な

も
の
な
の
か
に
つ
い
て
、
戦
争
中
に
お
い
て
予
め
示
す
べ
き
で
あ
る
。
…
（
略
）

六
【
目
的
と
手
段
の
選
択
】（
略
）
…
戦
争
遂
行
の
諸
規
範
が
、
個
々
の
正
当
な
軍
事
行
動
を
一
定
の
限
度
内
に
と
ど
め
る
た
め
の
境

界
線
を
引
く
。
戦
争
計
画
や
戦
略
、
そ
し
て
個
別
の
戦
闘
行
為
は
そ
う
し
た
限
界
の
内
部
に
収
ま
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
21
）

。

周
知
の
よ
う
に
「
正
戦
論
」（the theory of just w

ar

）
は
四
〜
五
世
紀
の
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
聖
書
を
解
釈
し
て
、
平
和
を
確

保
す
る
と
い
う
目
的
と
そ
の
適
切
な
手
段
に
限
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
必
要
悪
と
し
て
の
戦
争
も
時
に
は
「
聖
戦
」
と
し
て
正
当
化
さ

れ
る
と
体
系
的
に
説
い
て
以
来
、
形
を
変
え
品
を
変
え
て
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
「
正
戦
論
」
の
多
く
は
自
分
た
ち
の
行
う
戦
争

こ
そ
が
「
正
し
い
戦
争
・
正
義
に
か
な
っ
た
戦
争
」
で
あ
る
こ
と
の
主
張
で
あ
っ
た
し
、
戦
争
当
事
国
は
自
ら
の
戦
争
の
正
戦
性

・

・

・

を
展
開

五
四
五
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し
て
こ
れ
を
強
力
な
思
想
兵
器
と
し
て
使
用
し
て
き
た
。
そ
し
て
多
く
の
戦
争
で
、「
勝
利
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
戦
争
」
が
「
真
の
正

戦
」
と
ジ
ャ
ッ
ジ
さ
れ
て
生
き
残
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
、
ロ
ー
ル
ズ
の
分
析
に
斬
新
さ
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ロ
ー
ル
ズ

の
規
定
に
外
れ
れ
ば
、
勝
者
の
戦
争
に
も
「
悪
」
が
存
在
し
、
勝
者
必
ず
し
も
「
正
義
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
右
の
ロ
ー
ル

ズ
の
規
定
に
よ
る
と
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
の
原
爆
も
日
本
各
都
市
へ
の
焼
夷
弾
攻
撃
も
す
さ
ま
じ
い
道
徳
的
な
悪
行
（great evils

）
で
あ
っ
て
、

そ
う
し
た
悪
行
を
避
け
る
こ
と
が
、
政
治
家
た
る
者
の
義
務
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
し
、
し
か
も
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
犠
牲
を
払
わ
な

く
て
も
回
避
可
能
な
悪
だ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
22
）

。

ま
た
、
ロ
ー
ル
ズ
に
刺
激
を
受
け
た
現
代
の
正
戦
論
で
は
、
先
の
ロ
ー
ル
ズ
を
批
判
す
る
「
共コ

ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン

同
体
論
者
」
の
一
人
で
あ
る
ア
メ
リ
カ

の
歴
史
家
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
（M

ichael W
alzer

）
の
『
正
し
い
戦
争
と
不
正
な
戦
争
』（Just and U

njust W
ars: A

 M
oral 

A
rgum

ent w
ith H

istorical Illustrations,1977
）
や
同
じ
著
者
の
『
戦
争
を
論
ず
る
』（A

rguing about W
ar.2004

）
が
そ
の
代
表
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
は
現
代
の
「
正
し
い
戦
争
」
が
成
立
す
る
た
め
の
構
成
要
件
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
て
い
る
（
こ

れ
も
長
き
に
亘
る
の
で
、
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
に
造
詣
が
深
い
気
鋭
の
政
治
哲
学
者
松
元
雅
和
氏
の
解
題
か
ら
抜
粋
・
紹
介
す
る
）。

ま
ず
戦
争
そ
れ
自
体
の
正
・
不
正
の
判
断
に
か
か
わ
る
要
素
（jus ad bellum

）
と
し
て
は
、 

一
【
正
し
い
大
義
】
侵
略
に
対
す
る
自
衛
と
い
っ
た
理
由
に
基
づ
く

二
【
正
し
い
意
図
】
版
図
拡
大
の
よ
う
な
隠
さ
れ
た
意
図
に
基
づ
か
な
い

三
【
適
切
な
権
威
】
私
人
の
独
断
で
は
な
く
適
切
な
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
則
っ
た
公
的
権
威
の
承
認
の
存
在

五
四
六
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四
【
最
終
手
段
】
外
交
交
渉
の
よ
う
な
非
軍
事
的
手
段
に
よ
る
解
決
の
余
地
が
尽
き
て
い
る

五
【
成
功
の
蓋
然
性
】
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
で
そ
も
そ
も
の
原
因
が
解
決
さ
れ
る
可
能
性
が
十
分
に
存
在
す
る

六
【
批
判
性
】
戦
争
が
そ
も
そ
も
の
原
因
の
解
決
に
釣
り
合
っ
た
手
段
で
あ
る

の
六
点
に
加
え
て
、
戦
争
中
に
な
さ
れ
る
個
々
の
戦
闘
行
為
の
正
・
不
正
の
判
断
に
か
か
わ
る
要
素
（
和
田
注
：
先
の
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う

「
正
し
い
戦
争
の
ル
ー
ル
」jus in bello

）
と
し
て
、

七
【
非
戦
闘
員
保
護
】
正
し
い
大
義
に
基
づ
く
正
し
い
戦
争
に
お
い
て
も
、
敵
国
の
非
戦
闘
員
を
攻
撃
対
象
と
は
し
な
い
こ
と

八
【
比
例
性
】
戦
争
目
的
に
見
合
っ
た
戦
闘
手
段
を
選
択
す
る
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
23
）

。

ロ
ー
ル
ズ
と
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
は
（
先
に
記
し
た
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
も
そ
う
で
あ
る
が
）
と
も
に
「
正
義
」
を
巡
っ
て
議
論
を
戦
わ
す
相
互
批
判

の
立
場
に
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
と
も
に
「
正
戦
論
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
共
通
の
地
平
に
立
っ
て
い
る
。
両
者
の
「
正
し
い

戦
争
」
に
共
通
す
る
理
念
は
、
大
規
模
で
後
戻
り
出
来
な
い
戦
争
（
つ
ま
り
「
悪
い
戦
争
」）
を
防
止
す
る
た
め
の
小
さ
な
戦
争
（
こ
れ
が

「
や
む
を
得
な
い
戦
争
＝
正
し
い
戦
争
」）
で
そ
の
芽
を
摘
む
と
い
う
地
下
水
脈
に
伏
流
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ロ
ー
ル
ズ
も
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
も
第
二
次
世
界
大
戦
の
勝
利
国
で
あ
り
日
本
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
を
置
い
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
籍
を

持
つ
思
想
家
で
あ
る
。
な
ら
ば
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
勝
者
の
国
の
「
正
戦
論
」
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
「
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
」
の
「
戦
争

責
任
」
は
そ
の
視
野
に
は
ど
う
映
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
ロ
ー
ル
ズ
は
勝
者
に
も
「
悪
」
の
側
面
の
あ
る
こ
と
を
告
発
し
た
し
、

ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
は
「
大
義
に
基
づ
い
た
戦
争
」
と
、
戦
争
が
「
そ
れ
以
外
に
選
択
す
る
道
の
な
い
最
後
の
手
段
で
あ
る
こ
と
」
を
指
摘
し

五
四
七
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た
。
だ
が
そ
れ
は
戦
争
の
「
開
戦
責
任
」
と
「
経
過
責
任
」
を
免
責
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
勝
敗
の
「
結
果
責
任
」
の
免

責
に
ま
で
言
及
す
る
も
の
で
は
な
い
。

な
ら
ば
「
正
戦
」
は
「
敗
者
」
の
側
に
も
主
張
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
正
戦
論
」
は
勝
者
も
敗
者
も
か
か
わ
り

な
い
ど
こ
ま
で
も
中
立
的
な
も
の
で
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
助
教
授
（
当
時
）
の
牛
村
圭
氏
は
、『
検
証　

戦

争
責
任
』
Ⅰ
（
読
売
新
聞
社
二
〇
〇
六
年
）
で
「
戦
争
責
任

・

・

・

・

は
…
国
内
的
な
も
の
と
国
外
的
な
も
の
に
分
か
れ
る
。
戦
争
の
中
で
も
開
戦
の

・

・

・

責
任

・

・

…
戦
争
の
経
過
の
責
任

・

・

・

・

・

…
さ
ら
に
は
結
果
責
任

・

・

・

・

。
日
本
の
場
合
は
敗
戦
の
責
任

・

・

・

・

・

…
と
分
け
た
上
で
戦
争
責
任
を
考
え
る
」
と
述
べ
て

い
る

（
24
）（

傍
点
和
田
）。「
結
果
責
任
＝
敗
戦
責
任
」
で
あ
る
と
き
、
こ
こ
に
は
敗
者
の
「
正
戦
主
張
」
の
余
地
は
少
な
い
。「
勝
利
」
よ
り
は

「
敗
北
」
の
方
が
「
責
任
」
に
密
着
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
勝
者
の
悪
は
影
薄
く
敗
者
の
悪
は
濃
厚
で
あ
る
。
勝
者
の
側
に
は

胸
を
張
っ
た
正
戦
主
張
が
許
さ
れ
て
も
、
敗
者
の
そ
れ
は
単
な
る
「
言
い
訳
」
で
し
か
な
い
。
完
全
に
中
立
・
客
観
的
な
正
戦
論
は
あ
り

得
な
い
し
、
敗
者
に
は
牛
村
圭
氏
の
言
う
「
結
果
責
任
（
と
し
て
の
）
敗
戦
責
任
」
が
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
三
月
十
日
の

東
京
大
空
襲
を
指
揮
し
一
夜
に
し
て
十
万
人
以
上
の
日
本
人
を
死
に
至
ら
し
め
た
こ
と
を
は
じ
め
、
終
戦
の
間
際
ま
で
日
本
全
土
無
差
別

爆
撃
を
指
揮
し
た
カ
ー
チ
ス
・
ル
メ
イ
（C

urtis E
. L

eM
ey,

一
九
〇
六
〜
一
九
九
〇
）
ア
メ
リ
カ
空
軍
大
将
に
、
一
九
六
四
年
一
二
月
七
日
、

当
時
の
佐
藤
内
閣
は
「
勲
一
等
旭
日
大
綬
章
」
を
授
与
し
て
い
る

（
25
）

。
名
目
は
日
本
の
航
空
自
衛
隊
の
育
成
に
貢
献
し
た
と
い
う
理
由
で

あ
っ
た
が
、
背
景
に
「
勝
者
」
と
「
敗
者
」
の
違
い
が
、
前
者
の
経
過
責
任
や
行
為
責
任
を
封
殺
し
て
そ
れ
が
後
者
か
ら
の
感
謝
や
称
賛

（
実
は
衒
い
？
）
へ
と
転
換
す
る
両
者
の
立
場
の
違
い
が
透
け
て
見
え
よ
う
（
勲
一
等
旭
日
大
綬
章
は
大
将
と
い
う
階
級
に
慣
例
的
に
呼
応
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
昭
和
天
皇
が
ル
メ
イ
大
将
に
慣
例
の
手
渡
し
の
〝
親
授
〞
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
）。 

も
ち
ろ
ん
本
稿
も
、
日
本
の
あ
の
戦
争
が
正
し
か
っ
た
と
か
、「
ハ
ル
ノ
ー
ト
」
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
開
戦
す
る
よ
う
仕
向
け
ら
れ
た

五
四
八
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や
む
を
得
な
い
戦
争
で
あ
っ
た
な
ど
の
意
見
に
与
す
る
積
り
は
毛
頭
な
い
。
ま
し
て
あ
の
日
本
の
戦
争
が
「
正
戦
」
で
あ
っ
た
な
ど
言
う

積
り
も
な
い
。
頼
ま
れ
て
も
い
な
い
の
に
他
国
に
出
か
け
て
行
き
、
そ
こ
を
戦
場
に
し
て
血
を
流
す
戦
争
は
決
し
て
「
正
し
い
戦
争
」
で

あ
る
わ
け
は
な
い
。
明
治
開
国
以
来
日
本
の
行
っ
て
き
た
一
連
の
戦
争
は
ロ
ー
ル
ズ
・
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
・
牛
村
圭
の
規
定
に
照
ら
す
ま
で

も
な
く
徹
頭
徹
尾
正
戦
で
あ
っ
た
な
ど
と
は
と
て
も
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
大
陸
に
出
向
い
て
戦
っ
た
日
露
戦
争
も
必
ず
し
も

正
戦
で
は
な
い
。
日
露
戦
争
の
勝
利
に
も
「
勝
者
の
悪
は
影
薄
く
敗
者
の
悪
は
濃
厚
」
の
原
理
が
宿
っ
て
い
る
（
日
清
戦
争
は
戦
争
当
事
国

の
領
土
で
彼
我
の
矛
を
交
え
た
戦
争
だ
か
ら
そ
の
点
は
少
し
は
免
責
さ
れ
よ
う
）。

問
題
は
、
そ
の
「
正
戦
で
は
な
い
戦
争
」
の
敗
北
の
責
任
の
一
翼
が
果
た
し
て
時
局
の
渦
中
に
協
力
を
求
め
ら
れ
た
哲
学
そ
れ
自
体
と

哲
学
者
自
身
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
反
省
と
検
証
に
あ
る
。

八　

高
山
岩
男
の
政
治
哲
学

高
山
岩
男
の
愛
弟
子
に
し
て
大
作
『
高
山
岩
男
』（
一
九
九
九
年
）
の
著
者
、
花
澤
秀
文
氏
は
師
高
山
の
「
政
治
哲
学
」
を
「
政
治
哲
学

と
は
、
哲
学
の
一
特
殊
分
野
で
、
政
治
の
究
極
的
原
理
や
本
質
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
『
政
治
と
は
何
か
』
を
考
究
す
る
学
問
で
あ
る
が
、

社
会
科
学
と
し
て
の
『
政
治
学
』
が
個
々
の
具
体
的
な
政
治
現
象
の
問
題
の
解
明
に
関
心
を
寄
せ
る
の
に
対
し
て
、
哲
学
の
一
分
野
と
し

て
の
『
政
治
哲
学
』
は
、
政
治
の
全
領
域
を
普
遍
的
、
全
体
的
な
観
点
か
ら
把
握
し
よ
う
と
す
る

（
26
）

」
と
述
べ
、（
冒
頭
の
『
哲
学
事
典
』
と

は
対
照
的
に
）
政
治
哲
学
を
「
哲
学
の
一
分
野
」
と
規
定
し
て
い
る
。

高
山
岩
男
自
身
も
大
著
『
哲
学
と
は
何
か
』（
一
九
六
七
創
文
社
）
で
同
書
前
編
の
第
十
一
章
に
「
政
治
哲
学
」
の
章
を
設
け
、「
政
治

は
特
に
優
れ
て
人
間
的

・

・

・

な
現
象
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
古
来
政
治
の
政
治
た
る
固
有
の
本
質
、
即
ち
政
治
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
、

五
四
九
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政
治
に
特
有
の
も
の
に
見
出
せ
ず
、
…
政
治
の
一
構
成
要
素
を
以
て
政
治
の
全
本
質
と
し
た
の
も
、
政
治
の
人
間
学
的
現
象
に
徹
見
し
な

か
っ
た
た
め

（
27
）

」
と
述
べ
て
、
政
治
を
人
間
学
と
し
て
の
哲
学
の
立
場
に
吸
収
し
て
こ
れ
を
人
間
学
と
し
て
の
哲
学
か
ら
見
直
す
「
政
治
哲

学
」
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら
権
力
と
権
威
の
異
同
、
多
数
決
（
功
利
主
義
）
と
普
遍
意
思
の
異
同
、
平
常
時
と
非
常
時
の
行
動

原
理
、
自
由
と
平
等
の
原
理
的
相
克
、
保
守
と
革
新
・
革
命
と
反
動
の
異
同
、
等
々
の
政
治
に
関
わ
る
原
理
的
問
題
が
分
析
さ
れ
て
い
く

（
28
）

。

抵
抗
反
発
の
感
情
を
否
定
で
き
な
い
「
力
」
の
行
使
の
権
力
・

・

と
、
心
服
と
敬
意
の
絶
対
服
従
の
権
威

・

・

を
同
一
視
し
た
り
、
本
来
真
理
や

価
値
と
は
無
縁
で
ど
こ
ま
で
も
集
団
行
動
を
円
滑
な
ら
し
め
る
政
治
的
手
段
と
し
て
の
経
験
的
・
実
証
的
な
意
思
の
集
合
の
多
数
決

・

・

・

と
、

例
え
ば
ル
ソ
ー
が
説
くvolonté générale

（
普
遍
意
思
）
や
カ
ン
ト
の
説
くV

ernunftw
ill

（
理
性
意
思
）
の
よ
う
な
先
験
的
・
超
経
験
的

価
値
的
原
理

・

・

・

・

・

を
混
同
し
た
り
、
あ
る
い
は
時
間
的
契
機
と
無
縁
の
平
常
時

・

・

・

と
時
間
的
緊
張
感
が
最
優
先
す
る
非
常
時

・

・

・

と
の
行
動
原
理
の
区

別
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
り
、
原
理
の
深
層
で
は
一
時
も
両
立
し
な
い
、
互
い
を
否
定
す
る
対
立
価
値
で
あ
る
自
由
・

・

と
平
等

・

・

を
対
等
価
値
の

同
質
の
も
の
と
し
て
安
易
に
並
立
共
存
さ
せ
よ
う
と
す
る
無
頓
着
さ
や
、
互
い
に
創
造
の
両
輪
で
あ
る
革
新
・

・

と
保
守

・

・

の
理
念
を
、
革
命

・

・

と

反
動
・

・

と
い
う
否
定
と
破
壊
の
原
理
で
し
か
な
い
両
者
と
曖
昧
に
混
同
す
る
政
治
姿
勢
の
危
険
性
の
指
摘
等
々
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
高
山
の
政
治
哲
学
の
核
心
を
要
約
す
れ
ば
「
一
元
主
義
」
と
「
多
元
主
義
」
の
対
立
と
総
合
の
問
題
、
換
言
す
る

な
ら
ば
数
（
量
）
的
契
機
に
帰
着
す
る
「
一
般
」
と
質
的
契
機
に
根
差
す
「
特
殊
」
の
見
極
め
と
双
方
の
総
合
の
問
題
に
還
元
し
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
師
西
田
幾
多
郎
の
「
純
粋
経
験
」
が
個
人
の
主
観
と
客
観
的
経
験
の
対
象
を
同
一
の
相
に
総
合
し
た
哲

学
的
立
場
と
、
あ
る
い
は
「
場
所
的
論
理
」
が
、「
場
（
全
）」
に
「
個
」
が
於
い
て

・

・

・

あ
る
も
の
と
し
て
所
を
得
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

こ
と
に
よ
っ
て
全
は
単

な
る
個
の
集
合
で
は
な
く
、
個
は
ま
た
全
の
単
な
る
一
分
子
で
は
な
く
な
る
と
い
う
哲
学
的
立
場
の
延
長
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
人

の
師
田
辺
元
の
「
種
の
論
理
」
が
、
普
遍
的
抽
象
的
「
類
」
と
特
殊
的
原
子
的
「
個
」
を
一
定
の
秩
序
と
構
造
を
持
つ
社
会
的
存
在
と
し

五
五
〇
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て
結
び
つ
け
る
媒
介
と
し
て
「
種
」
の
概
念
を
構
想
し
た
哲
学
的
姿
勢
と
も
当
然
連
結
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
古
代
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
が

感
覚
的
個
物
は
真
実
在
で
あ
る
イ
デ
ア
の
影
で
し
か
な
い
と
の
普
遍
主
義
を
唱
え
、
対
抗
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、
個
物
こ
そ
実
在
で

あ
る
と
の
個
体
主
義
を
主
唱
し
た
の
に
は
じ
ま
り
、
普
遍
の
存
在
を
実
体
と
す
る
か
単
な
る
原
子
的
個
の
総
体
と
し
て
の
名
称
的
便
宜
的

の
も
の
と
す
る
の
か
の
実
念
論
と
唯
名
論
の
中
世
西
欧
（
か
ら
啓
蒙
期
へ
）
の
伝
統
的
普
遍
論
争
は
姿
を
変
え
て
京
都
学
派
に
も
流
れ
込

ん
で
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（
29
）

。
そ
し
て
高
山
の
政
治
哲
学
の
「
普
遍
と
個
物
」
↓
「
一
般
と
特
殊
」
↓
「
一
元
主
義
と
多
元
主
義
」

へ
の
関
心
は
高
山
初
期
の
代
表
著
作
『
文
化
類
型
学
』（
一
九
三
九
年
）
に
結
実
す
る
。

そ
も
そ
も
人
類
の
「
文
化
」
を
歴
史
の
主
体
的
要
素
と
し
て
捉
え
た
思
想
は
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
（O

sw
ald S

pengler,1880

〜1936

）
が

近
代
で
は
嚆
矢
と
言
え
よ
う
。
彼
は
『
西
洋
の
没
落
』（D

er U
ntergang des A

bendlandes,1918

〜22

）
で
、
多
元
的
に
複
数
存
在
し
て

い
る
文
化
（K

ultur

）
は
文
明
（Z

ivilisation
）
に
一
元
的
に
発
展
し
て
、
最
終
的
に
は
没
個
性
化
し
て
没
落
（U

ntergang

）
す
る
と
の
警

鐘
を
う
ち
な
ら
し
た
（
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
は
同
時
代
の
社
会
学
者
テ
ン
ニ
エ
ス
（F

erdinand T
önnies,1855

〜1936

）
の
運
命
共
同
社
会

の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
「
文
化
」
と
、
人
工
的
契
約
社
会
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
物
質
「
文
明
」
の
対
立
図
式
の
思
想
の
影
響
が
読
み
取
れ
る
）。『
西

洋
の
没
落
』
は
第
一
次
大
戦
直
後
公
刊
さ
れ
、
多
大
な
反
響
を
呼
ん
だ
が
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
大
学
に
所
属
し
な
い
市
井
の
著
作
家
で

あ
っ
た
こ
と
と
、
第
二
次
大
戦
に
向
か
う
混
乱
の
中
で
人
物
も
思
想
も
い
つ
し
か
忘
れ
去
ら
れ
て
い
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
、
大
作
『
歴

史
の
研
究
』（A
 S

tudy of H
istory.1934

〜61

）
で
世
界
的
に
有
名
に
な
っ
た
歴
史
家
ト
イ
ン
ビ
ー
（A

rnold J. T
oynbee,1889

〜1975

）

に
よ
っ
て
マ
ル
ク
ス
の
唯
物
史
観
と
並
ん
で
決
定
論
的
歴
史
観
の
先
駆
者
と
し
て
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
が
再
発
掘
さ
れ
再
評
価
さ
れ
た
こ
と

は
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

高
山
岩
男
の
『
文
化
類
型
学
』
も
、
人
類
の
「
文
化
」
を
歴
史
の
主
体
的
要
素
と
し
て
捉
え
た
思
想
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
は
シ
ュ
ペ

五
五
一
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ン
グ
ラ
ー
と
近
し
い
。
し
か
し
、『
文
化
類
型
学
』
は
「
文
化
」
と
「
民
族
」
の
関
係
を
作
ら
れ
た
も
の
が
作
っ
た
も
の
を
作
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

の
弁
証

法
的
関
係
と
し
て
捉
え
直
す
点
に
お
い
て
は
、
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
「
没
落
」
と
は
逆
に
「
発
展
的
」
で
あ
る
。
よ
く
一
般
的
抽
象
的

「
人
類
」
を
具
体
的
に
仕
分
け
す
る
指
標
に
人
種
・

・

や
国
民

・

・

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
人
種
が
肌
の
色
や
骨
格
の
形
状
で
決
定
さ
れ
る
生
物
学
的

概
念
で
あ
っ
て
、
ま
た
国
民
が
国
境
や
国
籍
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
政
治
的
概
念
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
民
族
と
は
同
じ
物
の
見
方
と
考

え
方
や
同
じ
価
値
観
・
同
質
の
歴
史
認
識
の
共
有
を
紐
帯
と
し
て
連
結
し
た
人
間
集
団
で
あ
る
。
民
族
が
個
性
的
民
族
文
化
を
創
造
し
、

個
性
的
文
化
史
を
刻
み
残
す
。
そ
の
個
性
的
文
化
が
ま
た
独
特
の
民
族
精
神
を
涵
養
し
、
民
族
の
個
性
を
規
定
し
輪
郭
づ
け
る
。
こ
こ
に

両
者
の
作
ら
れ
た

・

・

・

・

も
の
が
作
っ
た
も
の
を

・

・

・

・

・

・

・

・

・

作
る

・

・

の
生
産
的
弁
証
法
的
関
係
が
成
立
す
る
。
だ
か
ら
文
化
と
は
す
な
わ
ち
民
族
文
化
で
あ
り
、

民
族
と
は
生
物
的
概
念
の
人
種
と
も
、
政
治
的
概
念
の
国
民
と
も
異
な
る
文
化
的
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
個
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

民
族
文
化
が
地
球
上
に
お
い
て
多
元
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
多
元
性
は
歴
史
の
縦
軸
と
地
球
の
地
理
的
環

境
の
横
軸
の
相
違
に
呼
応
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
個
性
的
特
色
を
有
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
加
え
て
個
性
や
特
色
に
は
優
劣
や
序
列

の
段
階
は
無
縁
で
あ
る
。
一
つ
の
民
族
文
化
が
別
の
民
族
文
化
を
何
の
了
解
も
な
く
否
定
し
た
り
毀
損
・
破
壊
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ

れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
文
化
は
お
互
い
の
個
性
を
尊
重
し
あ
い
、
自
他
の
文
化
の
運
命
共
同
性
を
了
解
し
つ
つ
、
且
つ

相
互
に
影
響
し
あ
い
な
が
ら
共
に
成
長
す
る
共
存
共
生
の
関
係
に
結
ば
れ
た
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
が
高
山
岩
男
の
『
文
化
類
型
学
』
で
あ

る
。
そ
し
て
高
山
は
人
類
の
文
化
を
「
ギ
リ
シ
ャ
文
化
」「
イ
ン
ド
文
化
」「
キ
リ
ス
ト
教
文
化
」「
仏
教
文
化
」「
中
国
文
化
（
支
那
文
化
）」

「
西
洋
文
化
」「
日
本
文
化
」
に
類
型
し
て
分
析
し
て
い
る
（
勿
論
、
歴
史
の
縦
軸
と
地
理
の
横
軸
に
呼
応
し
て
こ
れ
ら
の
多
元
的
文
化
が
独
立
性

と
並
行
し
て
相
互
に
重
複
や
包
摂
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）。

こ
の
共
存
共
生
の
多
元
主
義
的
「
文
化
類
型
学
」
の
対
極
に
あ
る
の
が
一
元
論
的
世
界
史
の
主
張
で
あ
る
。
代
表
的
な
思
想
が
マ
ル
ク

五
五
二
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ス
の
唯
物
史
観
で
あ
り
、「
労
働
者
に
祖
国
無
き
」
の
共
産
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
さ
ら

に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
勢
力
の
ナ
チ
ズ
ム
も
ま
た
人
類
の
文
化
を
「
文
化
創
造
者
（
ア
ー
リ
ア
人
）」「
文
化
支
持
者
（
ア
ー
リ
ア
文
化
の
模

倣
・
日
本
人
）」「
文
化
破
壊
者
（
ユ
ダ
ヤ
人
）」
と
優
劣
の
序
列
で
区
分

（
30
）

し
、
他
文
化
の
破
壊
・
征
服
と
他
民
族
の
迫
害
や
隷
従
を
正
当
化
す
る
論
理
を

掲
げ
る
点
に
お
い
て
高
山
「
文
化
類
型
学
」
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
）。
ロ
シ
ア
革
命
の
後
、
爆
発
的
勢
い
で
影
響
力
を
拡
大
す
る
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
に
否
定
的
に
呼
応
す
る
形
で
、
高
山
岩
男
の
多
元
主
義
的
文
化
類
型
学
は
「
世
界
史
の
哲
学
」
に
進
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

人
類
の
文
化
が
多
元
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
も
ま
た
多
元
的
文
化
史
の
相
の
も
と
に
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
畢
竟
世

界
史
も
文
化
類
型
学
の
延
長
の
「
多
元
的
世
界
史
」
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
球
上
に
複
数
存
在

す
る
各
国
史
の
総
和
は
単
な
る
個
の
算
術
的
集
合
の
万
国
史

・

・

・

で
し
か
な
く
、
そ
れ
自
体
が
積
極
的
意
義
を
持
つ
世
界
史
そ
の
も
の
で
は
な

い
。
世
界
史
と
は
各
国
史
の
密
接
な
相
互
依
存
と
影
響
の
関
係
性
の
総
合
と
し
て
創
造
さ
れ
た
独
特
の
個
性
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
例
え
ば
同
じ
地
球
上
に
同
じ
時
期
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
古
代
地
中
海
世
界
と
古
代
東
洋
世
界
は
相
互
の
歴
史
創
造
に
有

機
的
関
係
性
は
薄
い
。
し
た
が
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
文
明
か
ら
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
発
展
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
や
宗
教
改
革
や
産
業
革

命
を
経
験
し
て
出
来
上
が
っ
た
近
代
西
洋
世
界
の
歴
史
の
姿
が
必
ず
し
も
唯
一
の
世
界
史
で
は
な
い
し
、
世
界
史
の
範
型
で
も
あ
り
得
な

い
。
確
か
に
十
八
〜
十
九
世
紀
の
西
洋
（
十
九
世
紀
以
降
は
「
欧
米
」
と
称
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
）
の
自
然
科
学
の
発
達
と
そ
れ
に
呼
応

し
た
機
械
技
術
の
進
歩
と
産
業
構
造
や
社
会
構
造
の
合
理
化
の
姿
は
、
欧
米
近
代
社
会
を
し
て
他
の
世
界
の
追
随
を
許
さ
な
い
前
進
性
と

優
位
の
普
遍
的
「
近
代
文
明
の
覇
者
」
の
位
置
に
立
た
し
め
た
が
、
転
じ
て
、
そ
の
発
展
段
階
の
歴
史
が
欧
米
以
外
の
世
界
に
強
制
的
に

欧
米
近
代
を
「
範
型
」
や
「
一
般
」
と
し
て
押
し
付
け
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
発
展
段
階
的
一
元
的
唯
物
史

観
は
そ
の
点
に
お
い
て
西
洋
近
代
史
一
元
主
義
の
典
型
的
思
想
と
見
做
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
世
界
史
を
個
性
的
多
元

五
五
三
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的
相
に
お
い
て
捉
え
る
の
が
高
山
岩
男
の
『
世
界
史
の
哲
学
』（
一
九
四
二
）
の
立
場
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
、
建
築
の
様
式
を
め
ぐ
る
用
語
と
し
て
使
わ
れ
た
の
が
発
端
と
な
り
一
九
八
〇
年
代
に
は
欧
米
近
代
を
普
遍
と
み
な
し
、

そ
の
均
一
性
に
抵
抗
す
る
立
場
の
概
括
と
し
て
世
界
の
思
潮
に
ま
で
拡
大
し
た
概
念
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
の
多
様
性
主
張
や
歴
史

性
主
張
は
日
本
の
論
壇
・
思
想
界
で
も
一
時
の
流
行
を
見
た
こ
と
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ

ム
」
の
言
葉
の
登
場
す
る
半
世
紀
以
前
に
、
西
洋
近
代
世
界
史
一
元
論
に
異
を
唱
え
た
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
の
「
近
代
の
超
克
＝
『
世

界
史
の
哲
学
』」
の
哲
学
の
存
在
に
関
心
の
目
を
向
け
た
人
々
は
少
な
い
。

ま
た
、
一
九
九
六
年
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
政
治
学
教
授
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
の
『
文
明
の
衝
突
』（S

am
uel P

. H
untington, 

T
he C

lash of C
ivilizations and T

he R
em

aking of W
orld O

rder,1996.　

初
出
はT

he C
lash of C

ivilization?. F
oreign A

ff airs 1993.

）
が

公
刊
さ
れ
た
と
き
、
日
本
の
論
壇
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
議
論
で
沸
騰
し
た
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
が
文
明
を

「
西
欧
」「
中
国
」「
日
本
」「
イ
ス
ラ
ム
」「
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
」「
ス
ラ
ブ
」「
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
」「
ア
フ
リ
カ
」
の
八
つ
の
極
に
分
類
し
て
、

世
界
に
普
遍
的
文
明
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
間
違
っ
て
お
り
、
西
欧
の
リ
ベ
ラ
ル
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
普
遍
的
な
も
の
と

す
る
の
は
西
欧
の
考
え
方
で
あ
っ
て
、
他
の
文
明
圏
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
帝
国
主
義
と
映
る
、
と
い
う
多
極
的
文
明
論
の
結
論
に
至
る

政
治
哲
学
の
展
開
に
、
日
本
の
論
壇
・
思
想
界
は
飛
び
つ
い
て
、
そ
の
斬
新
な
思
想
を
称
賛
し
た
。
世
界
の
紛
争
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立

よ
り
も
文
明
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
統
合
や
分
裂
に
起
因
す
る
異
文
明
間
の
衝
突
で
あ
る
こ
と
に
根
差
し
て
い
る
、
と
い
う
ハ
ン
チ
ン

ト
ン
の
主
張
は
現
代
日
本
に
と
っ
て
も
有
意
義
な
警
鐘
と
受
け
止
め
ら
れ
た

（
31
）

。
し
か
し
、
こ
の
議
論
の
沸
騰
の
中
で
も
、
半
世
紀
以
上
前

に
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
が
提
唱
し
た
「
文
化
多
元
論
＝
『
文
化
類
型
学
』」
の
存
在
に
思
い
を
馳
せ
た
日
本
人
は
数
少
な
か
っ
た
だ
ろ

う
。
戦
争
責
任
の
公
職
追
放
と
勝
者
に
衒
っ
た
悪
名
の
石
投
げ
は
（
悪
名
だ
け
を
残
し
て
）
日
本
人
の
頭
脳
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
独
創
的
で

五
五
四
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先
進
的
な
政
治
哲
学
を
も
追
放
し
投
げ
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
注
、
最
近
で
も
、
山
口
正
『
思
想
家
と
し
て
の
石
橋
湛
山
』（
春
風
社

二
〇
一
六
年
）
の
書
評
に
、「
…
（
石
橋
と
）
同
時
代
に
く
り
広
げ
ら
れ
た
「
近
代
の
超
克
」
や
「
世
界
史
の
哲
学
」
な
ど
の
空
疎
な
観
念
論
と
は
対
照
的

に
…
」
と
い
う
表
現
を
見
て
改
め
て
「
悪
名
」
の
根
の
深
さ
を
痛
感
し
た

（
32
）

）。

九　

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
と
高
山
岩
男
の
相
似

前
出
の
高
山
岩
男
の
哲
学
の
核
心
は
、「
特
殊
」
は
単
に
「
一
般
・
全
体
」
の
構
成
要
素
に
し
か
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
「
一
般
」
や
「
全

体
」
よ
り
も
価
値
的
下
位
に
位
置
す
る
と
い
う
乱
暴
な
一
元
化
志
向
の
思
想
に
疑
義
を
呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
一
般
」
や
「
全
体
」

の
数
量
的
一
元
化
志
向
に
安
易
に
真
理
や
正
義
を
重
複
さ
せ
る
こ
と
に
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
、
文
化
に
し
て
も
世
界
史
に
し
て
も
質
的
契

機
が
勝
義
で
あ
る
個
性
的
多
元
的
「
特
殊
」
に
こ
そ
主
体
性
が
存
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
哲
学
で
あ
っ
た
。
相
似
し
て
、
Ｍ
・

サ
ン
デ
ル
の
哲
学
も
、
素
朴
な
「
一
般
」
や
「
多
数
者
の
選
択
」
に
真
理
や
正
義
を
重
ね
合
わ
そ
う
と
す
る
数
量
的
一
元
化
志
向
の
中
か

ら
敢
え
て
「
特
殊
」
を
拾
い
上
げ
て
そ
の
質
的
重
要
性
の
自
覚
を
迫
る
哲
学
で
あ
る
と
言
え
る
。

サ
ン
デ
ル
と
い
え
ば
、『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
』
で
問
い
か
け
ら
れ
た
「
暴
走
す
る
路
面
電
車
」
の
例
題
が
あ
ま
り

に
も
有
名
で
あ
る
。

「
あ
な
た
は
路
面
電
車
の
運
転
士
で
、
時
速
六
〇
マ
イ
ル
（
約
九
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
疾
走
し
て
い
る
。
前
方
を
見
る
と
五
人
の
作
業

員
が
工
具
を
手
に
線
路
上
に
立
っ
て
い
る
。
電
車
を
止
め
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
で
き
な
い
。
ブ
レ
ー
キ
が
き
か
な
い
の
だ
。
五
人
の

作
業
員
を
は
ね
れ
ば
、
全
員
が
死
ぬ
と
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
ふ
と
、
右
側
へ
そ
れ
る
待
避
線
が
目
に
入
る
。
そ
こ
に
も
作
業
員
が

五
五
五
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い
る
。
だ
が
、
一
人
だ
け
だ
。
路
面
電
車
を
待
避
線
に
向
け
れ
ば
、
一
人
の
作
業
員
は
死
ぬ
が
、
五
人
は
助
け
ら
れ
る
こ
と
に
気
付

く
（
33
）

」
さ
あ
、
あ
な
た
が
こ
の
路
面
電
車
の
運
転
士
な
ら
ば
ど
う
す
る
、
と
い
う
例
題
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
例
題
は
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
い
。
元
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
進
化
生
物
学
・
心
理
学
教
授
の 

マ
ー
ク
・

Ｄ
・
ハ
ウ
ザ
ー
（M

arc D
. H

auser,1959

〜
）
の
「
暴
走
ト
ロ
ッ
コ
」
の
例
題
の
変
形
で
あ
る
（
付
言
す
れ
ば
、
当
時
世
界
的
に
有
名
で
あ
っ

た
マ
ー
ク
・
ハ
ウ
ザ
ー
が
、
二
〇
一
一
年
、
論
文
の
不
正
発
覚
で
ハ
ー
バ
ー
ド
を
去
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
）。

「
暴
走
ト
ロ
ッ
コ
が
来
る
。
あ
な
た
は
線
路
の
切
り
替
え
ス
イ
ッ
チ
を
握
っ
て
い
る
。
何
も
し
な
け
れ
ば
本
線
上
に
い
る
五
人
の
人
間

が
死
に
、
支
線
に
切
り
替
え
れ
ば
支
線
上
に
い
る
一
人
が
犠
牲
に
な
る
」
さ
あ
、
あ
な
た
な
ら
な
ら
ど
う
す
る
、
と
い
う
問
題
で
あ
る

（
34
）

（
因
み
に
、
こ
の
問
題
の
原
型
は
ハ
ウ
ザ
ー
以
前
の
一
九
六
〇
年
代
に
英
国
の
哲
学
者
・
倫
理
学
者
の
フ
ィ
リ
ッ
パ
・
フ
ッ
ト
（P

hilippa R
. F

oot, 1920

〜2010

）
が
創
作
し
た
思
考
実
験
に
由
来
す
る
と
い
う
）。

ハ
ウ
ザ
ー
は
「
一
人
を
犠
牲
に
す
る
」
を
選
ぶ
人
が
多
い
こ
と
を
想
定
の
範
囲
内
に
し
つ
つ
も
、「
献
血
に
来
た
青
年
の
臓
器
を
摘
出

し
て
、
移
植
を
待
つ
五
人
の
患
者
を
救
う
こ
と
」
の
場
合
は
一
人
を
犠
牲
に
し
て
も
五
人
を
救
う
点
で
は
同
等
だ
が
、
抵
抗
感
は
後
の
例

の
方
が
大
き
い
と
、
数
の
多
寡
と
人
間
の
倫
理
観
と
は
単
純
に
正
比
例
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
少
数
を
犠
牲
に
し
て
も
多
数
を

守
る
と
い
う
傾
向
は
、
国
や
民
族
、
年
代
や
性
別
を
超
え
て
共
通
し
て
い
る
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
無
神
論
者
の
間
で
も
違
い
が

な
く
「
倫
理
・
道
徳
に
は
、
無
意
識
に
働
く
人
類
共
通
の
仕
組
み
が
あ
る
」
と
い
う
結
論
に
到
達
し
て
い
る

（
35
）

。
倫
理
・
道
徳
に
「
人
類
共

通
」
を
結
論
付
け
る
ハ
ウ
ザ
ー
に
は
個
（
個
人
や
個
別
の
事
件
・
歴
史
）
の
質
的
相
違
に
基
づ
く
「
質
的
要
素
」
を
拾
い
上
げ
る
よ
り
は

五
五
六
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「
人
類
」
や
「
共
通
」
に
結
び
つ
く
「
数
の
契
機
」
の
方
が
勝
義
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
は
「
暴
走
す
る
路
面
電
車
」
の
例
題
か
ら
「
多
く
の
命
を
救
う
た
め
に
罪
の
な
い
一
人
の
人
を
殺
さ

ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状
況
に
直
面
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
道
徳
的
に
板
挟
み
に
な
る
。
ど
ち
ら
の
原
理
が
よ
り
重
要
な
の
か
、
あ
る
い

は
、
こ
う
し
た
状
況
で
は
ど
ち
ら
が
よ
り
適
切
な
の
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
36
）

」
と
述
べ
て
、
次
々
と
畳
み
か
け
る
よ
う

に
、
ス
パ
イ
か
ど
う
か
不
明
な
民
間
人
を
殺
す
こ
と
の
正
義
か
ら
、
ベ
ン
サ
ム
流
功
利
主
義
の
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
の
「
多
数
者
と
い

う
名
の
少
数
者
へ
の
冷
血
さ
」
と
、「
ど
ん
な
人
間
で
も
自
由
へ
の
基
本
的
権
利
を
有
す
る
」
と
主
張
す
る
自リ

バ

タ

リ

ア

ン

由
至
上
主
義
者
達
（
和
田

注
：
直
ち
に
Ｊ
・
ロ
ー
ル
ズ
が
思
い
浮
か
ば
れ
よ
う
）
に
疑
問
を
呈
す
る

（
37
）

。
も
し
「
他
人
が
同
じ
こ
と
を
す
る
権
利
を
尊
重
す
る
か
ぎ
り
、
み

ず
か
ら
が
所
有
す
る
も
の
を
使
っ
て
、
み
ず
か
ら
が
望
む
い
か
な
る
こ
と
も
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
権
利

（
38
）

」
が
無
際
限
に
認
め
ら
れ
た
な

ら
ば
、
そ
こ
に
内
在
す
る
の
は
単
に
「
数
の
契
機
」
の
み
で
あ
り
、
各
「
み
ず
か
ら
＝
個
人
」
を
包
摂
す
る
集
団
や
団
体
や
国
家
と
い
っ

た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
不
必
要
と
な
り
、
も
し
存
在
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
原
子
論
的
「
個
人
」
の
総
和
と
し
て
の
没
個
性
的
「
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
＝
全
体
」
と
い
う
無
記
中
性
的
な
抽
象
的
社
会
に
し
か
過
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
。
ベ
ン
サ
ム
流
功
利
主
義
に
も
リ
バ
タ
リ
ア
ン
に
も

「
特
殊
」
と
い
う
「
質
の
契
機
」
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
質
的
に
何
の
差
異
も
特
徴
も
な
い
無
記
中

性
的
「
個
人
」
は
ロ
ー
ル
ズ
の
想
起
す
る
「
原
初
状
態
」
の
よ
う
な
理
念
の
世
界
に
原
子
的
単
位
と
し
て
存
在
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
そ
の

多
寡
は
確
か
に
数
（
量
）
的
説
得
力
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
現
実
の
世
界
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
現
実

の
世
界
は
数
の
契
機
と
質
の
契
機
の
総
合
で
あ
る
。
数
の
契
機
が
「
一
般
・
全
体
」
の
原
理
と
な
る
と
き
、
質
の
契
機
は
「
特
殊
」
を
擁

護
す
る
原
理
で
あ
る
。
も
し
数
の
契
機
を
優
先
さ
せ
て
先
の
「
暴
走
路
面
電
車
（
ト
ロ
ッ
コ
）」
の
例
題
を
見
れ
ば
、
極
悪
非
道
な
殺
人
鬼

一
〇
〇
人
の
生
命
と
、
自
分
の
最
も
愛
す
る
家
族
や
同
胞
一
人
の
生
命
と
の
選
択
に
も
「
少
数
を
犠
牲
に
し
て
も
多
数
を
守
る
と
い
う
人

五
五
七
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六
年
十
月
）

（
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一
六
）

類
共
通
の
傾
向
」
に
正
義
の
軍
配
が
挙
げ
ら
れ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
人
類
共
通
」
の
普
遍
主
義

（
39
）

は
必
ず

し
も
正
義
や
真
理
と
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
と
高
山
岩
男
の
七
〇
年
の
時
を
超
え
て
結
び
あ
う
哲

学
の
相
似
で
あ
る
。

十　

結
語
に
変
え
て

言
う
ま
で
も
な
く
、
法
は
「
何な

ん

人ぴ
と

も
」
の
「
一
般
」
を
対
象
と
し
て
そ
の
普
遍
的
効
力
を
発
揮
す
る
社
会
的
規
範
で
あ
る
が
、
わ
が
刑

法
で
も
犯
人
蔵
匿
の
親
族
特
例
（
一
〇
五
条
）
や
窃
盗
罪
の
親
族
相
盗
の
特
例
（
二
四
四
条
）
を
定
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
般
よ
り
特
殊

の
優
先
す
る
「
関
係
性
」
の
重
視
を
容
認
し
て
い
る
。
特
殊
の
優
先
と
は
人
間
社
会
が
一
般
と
特
殊
の
複
合
的
総
合
の
構
造
に
あ
る
こ
と

の
容
認
で
あ
り
、
そ
の
構
造
が
単
に
数
量
的
契
機
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
の
自
覚
か
ら
の
容
認
で
あ
る
。

政
治
に
お
け
る
「
正
義
」
も
必
ず
し
も
数
的
多
数
の
一
般
や
歴
史
の
趨
勢
の
一
元
的
潮
流
の
中
に
の
み
発
見
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
本

稿
は
そ
の
よ
う
な
政
治
哲
学
の
再
確
認
を
Ｍ
・
サ
ン
デ
ル
と
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
の
相
似
の
連
結
か
ら
読
み
取
っ
て
み
た
試
論
で
あ
る
。

最
後
に
忘
れ
ず
に
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
公
職
追
放
の
解
除
を
受
け
て
、
京
都
学
派
・
高
山
岩
男
を
「
政
治
哲

学
」
の
教
授
と
し
て
教
壇
に
迎
え
入
れ
た
大
学
こ
そ
、
日
本
大
学
法
学
部
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
お
世
辞
に
も
学
派
・

・

と
言
わ
れ

る
よ
う
な
山
容
を
築
き
上
げ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
戦
後
の
公
職
追
放
と
そ
の
後
の
「
悪
名
」
の
石
投
げ

・

・

・

の
中
で
、
か
つ
て
の
京
都
学
派

の
哲
学
の
独
創
力
と
活
気
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
政
治
哲
学
」
の
血
流
を
絶
や
す
こ
と
な
く
、
知
の
財
産
と
し
て
後
の
時
代
に
継
承

す
る
こ
と
に
意
を
注
い
だ
日
本
大
学
法
学
部
と
高
山
岩
男
の
哲
学
の
系
譜
に
次
代
の
日
本
人
に
よ
る
独
創
的
政
治
哲
学
の
可
能
性
を
期
待

五
五
八



政
治
哲
学
の
可
能
性
と
京
都
学
派
（
和
田
）

（
七
一
七
）

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
1
） H

ans K
elsen,W

as ist G
erecgigkeit?, F

ranz D
euticke, W

ien 1953. 

ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
『
正
義
と
は
何
か
』（
ケ
ル
ゼ
ン
選
集
三
）

木
鐸
社
、
一
九
七
八
年
、
四
五
頁
。

（
2
） 

読
売
新
聞
、
二
〇
一
六
年
二
月
二
日
紙
面
。
宗
教
学
者
・
島
薗
進
の
論
稿
。

（
3
） 

戸
坂　

潤
『
京
都
学
派
の
哲
学
』
一
九
三
二
年
。
現
在
は
『
戸
坂
潤
全
集
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
八
年
、
一
七
一
〜
一
七
八
頁
。

（
4
） 

大
橋
良
介
編
『
京
都
学
派
の
思
想
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、
二
三
〜
一
三
七
頁
。
大
橋
良
介
「「
近
代
の
超
克
」
と
京
都
学
派
の
哲
学
」、

『
脱
西
欧
の
思
想
』（
岩
波
講
座
・
現
代
思
想
一
五
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
〇
三
〜
一
一
〇
頁
。

（
5
） 

竹
田
篤
司
『
物
語
「
京
都
学
派
」』
中
公
叢
書
、
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
一
年
、
二
一
一
頁
。

（
6
） 

神
島
二
郎
『
日
本
人
の
発
想
』
講
談
社
現
代
新
書
、
講
談
社
、
一
九
七
五
年
、
一
〇
八
頁
。

（
7
） 

轟　

孝
夫
「
戦
後
の
「
京
都
学
派
」
像
」、
大
橋
良
介
編
『
京
都
学
派
の
思
想
』
前
掲
所
収
、
六
三
頁
。

（
8
） 

廣
松　

渉
『〈
近
代
の
超
克
〉
論
』
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
二
四
頁
。

（
9
） 

竹
田
篤
司
『
物
語
「
京
都
学
派
」』
前
掲
、
三
一
頁
。

（
10
） 

神
島
二
郎
『
日
本
人
の
発
想
』
前
掲
、
一
〇
八
頁
。

（
11
） 

五
木
寛
之
・
廣
松　

渉
『
哲
学
に
何
が
で
き
る
か
』
中
公
文
庫
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
、
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
。

（
12
） 

五
木
寛
之
・
廣
松　

渉
『
哲
学
に
何
が
で
き
る
か
』
前
掲
、
二
一
〇
頁
。

（
13
） 

竹
田
篤
司
『
物
語
「
京
都
学
派
」』
前
掲
、
二
一
一
〜
二
一
六
頁
。

（
14
） 

本
稿
が
「
あ
の
戦
争
」
と
表
現
し
た
戦
争
は
、
別
に
「
大
東
亜
戦
争
」「
太
平
洋
戦
争
」「
十
五
年
戦
争
」「
第
二
次
世
界
大
戦
」
等
と
も
称
さ

れ
て
き
た
昭
和
の
初
期
か
ら
全
体
の
四
分
の
一
を
占
め
た
日
本
が
関
わ
っ
た
戦
争
で
あ
る
。
戦
争
の
期
間
や
地
域
を
考
慮
す
れ
ば
そ
ぐ
わ
な
い
点
も

あ
る
と
の
考
慮
か
ら
、
読
売
新
聞
は
「
あ
の
戦
争
」
を
「
昭
和
戦
争
」
と
呼
称
す
る
提
言
を
行
っ
て
い
る
。『
検
証　

戦
争
責
任
』
Ⅱ
、
中
央
公
論

五
五
九
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研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
一
八
）

社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
〇
七
〜
二
〇
八
頁
。

（
15
） 

大
橋
良
介
『
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
（
新
史
料
「
大
島
メ
モ
」
を
巡
っ
て
）』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
、
一
二
頁
。

（
16
） 
大
橋
良
介
『
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
（
新
史
料
「
大
島
メ
モ
」
を
巡
っ
て
）』
前
掲
、
二
二
〜
二
三
頁
。

（
17
） 
大
橋
良
介
『
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
（
新
史
料
「
大
島
メ
モ
」
を
巡
っ
て
）』
前
掲
、「
大
島
メ
モ
」
に
残
さ
れ
た
田
辺
元
の
発
言
、
二
二
七
〜

二
四
二
頁
。

（
18
） 

師
弟
各
々
が
北
軽
井
沢
と
浜
名
湖
畔
に
蟄
居
し
な
が
ら
高
山
は
師
田
辺
に
自
著
『
場
所
的
論
理
と
呼
応
の
原
理
』
を
献
呈
し
、
長
文
に
亘
る
真

摯
な
批
評
の
返
信
書
簡
を
受
け
取
っ
て
い
る
（
花
澤
秀
文
『
高
山
岩
男
』
人
文
書
院
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
二
〜
二
〇
三
頁
）。
高
山
自
身
も
『
場

所
的
論
理
と
呼
応
の
原
理
』
の
改
訂
版
（
創
文
社
、
一
九
七
六
年
）
の
序
に
田
辺
の
死
後
書
庫
で
発
見
し
た
同
書
に
高
山
へ
の
書
簡
の
他
に
詳
細
に

書
き
つ
け
ら
れ
た
賛
否
の
批
評
を
読
み
「
な
ん
と
な
く
ほ
っ
と
す
る
気
持
ち
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
四
頁
）。

（
19
） 

大
橋
良
介
『
京
都
学
派
と
日
本
海
軍
（
新
史
料
「
大
島
メ
モ
」
を
巡
っ
て
）』
前
掲
、
七
八
頁
。

（
20
） 

五
木
寛
之
・
廣
松　

渉
『
哲
学
に
何
が
で
き
る
か
』
前
掲
、
二
〇
九
頁
。

（
21
） 

川
本
隆
史
『
ロ
ー
ル
ズ
（
正
義
の
原
理
）』
現
代
思
想
の
冒
険
者
た
ち
第
二
三
巻
、
講
談
社
、
一
九
九
七
年
、
二
四
八
〜
二
五
一
頁
。

（
22
） 

川
本
隆
史
『
ロ
ー
ル
ズ
（
正
義
の
原
理
）』
前
掲
、
二
五
二
頁
。

（
23
） N

ichael W
alzer, A

rguing about W
ar,2004.

マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ア
ー
『
戦
争
を
論
ず
る
（
正
戦
の
モ
ラ
ル
・
リ
ア
リ
テ
ィ
）』
風
行
社
、

二
〇
〇
八
年
、
松
元
雅
和
氏
解
題
、
二
八
〇
頁
。

（
24
） 

前
掲
『
検
証　

戦
争
責
任
』
Ⅰ
、
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
四
七
〜
二
四
八
頁
。

（
25
） 

ル
メ
イ
米
空
軍
大
将
は
一
九
六
二
年
十
月
の
キ
ュ
ー
バ
危
機
に
際
し
て
は
当
初
の
空
爆
攻
撃
を
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
に
強
硬
に
進
言
し
（『
ロ

バ
ー
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
13
日
間
』
毎
日
新
聞
社
外
信
部
、
一
九
六
八
年
、
二
九
頁
）、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
で
は
大
規
模
な
北
爆
を
推
し
進
め
た
こ
と
で
も

有
名
で
あ
る
。

（
26
） 

花
澤
秀
文
『
高
山
岩
男
』
前
掲
、
二
三
三
〜
二
三
四
頁
。

（
27
） 

高
山
岩
男
『
哲
学
と
は
何
か
』
創
文
社
、
一
九
七
〇
年
、
一
八
三
〜
一
八
四
頁
。

五
六
〇



政
治
哲
学
の
可
能
性
と
京
都
学
派
（
和
田
）

（
七
一
九
）

（
28
） 

高
山
岩
男
『
哲
学
と
は
何
か
』
前
掲
、
一
八
三
〜
二
一
一
頁
。

（
29
） 

田
辺
元
も
「
種
」
に
苦
心
し
、
ト
ー
テ
ム
団
体
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
閉
じ
た
社
会
や
、
マ
ル
ク
ス
の
階
級
な
ど
も
考
え
た
ら
し
い
が
（
高
山
岩
男

『
京
都
哲
学
の
回
想
』
燈
影
社
、
一
九
九
五
年
、
二
九
頁
）
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
る
余
裕
は
な
い
。

（
30
） 
ヒ
ト
ラ
ー
の
『
我
が
闘
争
（M

ein K
am

p

）』
で
、
日
本
人
を
「
文
化
支
持
者
」
で
し
か
な
く
日
本
文
化
は
「（
ア
ー
リ
ア
人
の
）
文
化
の
模

倣
」
と
侮
蔑
し
た
原
書
で
一
一
頁
半
に
及
ぶ
個
所
は
戦
前
の
日
本
語
版
で
は
訳
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
今
日
で
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
角
川
文

庫
『
我
が
闘
争
』（
上
）
一
九
七
三
年
。

（
31
） S

am
uel P

. H
untington, T

he C
lash of C

ivilizations and T
he R

em
aking of W

orld O
rder,1966. 

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
チ
ン
ト
ン

『
文
明
の
衝
突
』
集
英
社
、
一
九
八
九
年
。（
因
み
に
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
は
「
文
明
（C

ivilization

）」
の
定
義
を
初
出
のF

oreign A
ff airs

で
は

「
人
々
の
文
化
（C

ulture

）
的
集
団
の
最
上
位
に
あ
り
…
人
々
が
持
っ
て
い
る
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
で
最
も
広
義
の
も
の
」
と
し
、
さ

ら
に
「
文
明
は
最
も
大
き
な
文
化
的
枠
組
み
（
邦
訳
一
九
一
頁
）」
と
定
義
し
て
、
特
に
「
文
化
（C

ulture

）」
に
言
語
共
同
体
と
し
て
の
集
団
性

を
見
て
い
る
が
、
高
山
岩
男
の
よ
う
に
「
民
族
」
と
「
文
化
」
の
有
機
的
呼
応
関
係
に
注
目
す
る
こ
と
は
な
い
。
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
は
民
族

は
部
族
や
人
種
や
国
籍
と
並
ん
で
文
明
を
形
作
る
下
位
の
一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
し
か
な
い
（
邦
訳
一
九
一
頁
）。）

（
32
） 

納
富
信
留
、
読
売
新
聞
、
二
〇
一
六
年
一
月
一
七
日
、
書
評
欄
。

（
33
） M

icaer S
andel, JU

S
T
IC

E
 W

hats the R
ight T

hings to D
o? 2009.

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
』

早
川
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
三
二
頁
。

（
34
） 

読
売
新
聞
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
二
六
日
紙
面
。

（
35
） 

読
売
新
聞
、
同
。

（
36
） 

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
』
前
掲
、
三
五
頁
。

（
37
） 

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
』
前
掲
、
八
〇
頁
。

（
38
） 

マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
『
こ
れ
か
ら
の
「
正
義
」
の
話
を
し
よ
う
』
前
掲
、
八
〇
頁
。

（
39
） 

本
稿
の
用
い
る
「
普
遍
主
義
」
に
含
意
さ
れ
て
い
る
意
図
は
、
一
面
で
は
井
上
達
夫
の
言
う
「
多
元
性
を
開
く
普
遍
」（
井
上
達
夫
『
普
遍
の

五
六
一
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再
生
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
の
意
味
に
近
い
が
、「
戦
争
責
任
」
を
氏
が
「
実
は
勝
敗
は
本
質
的
で
は
な
い
」（
二
二
頁
）
と
い
う
地
点
か
ら

は
袂
を
分
か
つ
。
そ
こ
か
ら
本
稿
は
、
大
場　

健
が
言
う
よ
う
な
「
た
と
え
時
代
が
違
い
、
文
化
が
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
お
よ
そ
同
じ
地
球

上
に
生
き
、
同
じ
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
基
本
的

・

・

・

な
事
柄
に
か
ん
し
て
は
、
ひ
と
は
み
な
、
根
本
的
に
は
似
た
よ
う
な
こ
と
を
考
え
、
似
た
よ
う
な

願
い
を
も
っ
て
い
る
は
ず
だ
…
」
の
暫
定
的
普
遍
主
義
に
立
ち
返
っ
て
、
同
じ
く
同
氏
が
疑
問
を
抱
く
、
な
ら
ば
そ
こ
で
語
ら
れ
る
「
ひ
と
」
や

「
み
な
」
の
中
心
軸
が
「
我
々
」
な
ら
ば
、
畢
竟
そ
の
自
然
主
義
的
普
遍
主
義
は
「
自
文
化
中
心
主
義
」
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
自
縛
か
ら
脱
せ
ず
、
こ

の
問
題
を
消
化
し
な
い
限
り
は
「
西
欧
近
代
＝
近
代
文
明
＝
普
遍
」
の
文
脈
を
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
反
省
の
道
筋
に
進
行
方
向
を
照
準

し
て
い
る
（
大
場　

健
「
普
遍
主
義
の
文
脈
」『
近
代
／
反
近
代
』（
岩
波
講
座
・
現
代
思
想
一
四
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
二
七
〜
一
五
八

頁
参
照
）。
本
稿
の
共
感
す
る
「
多
元
性
を
開
く
普
遍
主
義
」
と
は
、
異
文
化
・
他
文
化
は
理
解
し
（
寛
容
）
肯
定
し
（
同
化
）
し
な
が
ら
も
他
者

の
運
命
的
特
殊
性
の
相
違
は
尊
重
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
殊
性
の
強
権
的
否
定
や
同
化
の
押
し
付
け
、
若
し
く
は
進
歩
史
観
に
基
づ
く
強
引

な
（
革
命
に
よ
る
よ
う
な
）
一
元
化
は
不
満
反
発
抵
抗
の
要
素
の
培
養
で
し
か
な
い
、
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。

謹
ん
で
、
こ
の
小
論
を　

杉
本　

稔　

教
授
の
古
希
の
祝
い
に
捧
げ
る
。

昭
和
四
九
年
（
一
九
七
四
年
）
氏
が
大
学
院
法
学
研
究
科
政
治
学
専
攻
に
入
ら
れ
た
時
、
私
は
前
年
入
学
の
一
期
上
級
生
で
あ
っ
た
。

し
か
し
学
部
卒
業
年
次
は
氏
が
四
期
上
の
先
輩
で
あ
り
、
学
問
の
実
力
で
も
人
格
・
指
導
力
で
も
氏
の
足
元
に
も
及
ば
ぬ
私
を
「
和
田
ち

ん
」
と
愛
称
で
呼
ん
で
も
ら
い
、
氏
を
「
杉
さ
ん
」
と
敬
称
で
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
、
以
来
先
輩
・
杉
さ
ん
と
後
輩
・
和
田
ち
ん
の
大
学
院

か
ら
の
交
流
は
家
族
ぐ
る
み
の
お
付
き
合
い
に
延
伸
し
て
四
〇
年
以
上
の
時
を
閲
し
た
。「
杉
さ
ん
」
の
研
究
・
教
育
・
学
生
指
導
・
学

校
行
政
そ
の
他
、
八
面
六
臂
の
ご
活
躍
、
常
人
の
な
せ
る
業
で
は
な
い
。
気
が
付
け
ば
「
杉
さ
ん
」
は
古
希
。
か
つ
て
青
年
期
、
大
学
院

の
部
屋
で
口
角
泡
を
飛
ば
し
て
議
論
を
し
、
ま
た
私
の
家
族
も
世
話
に
な
っ
て
部
屋
ま
で
準
備
し
て
頂
い
た
英
国
ロ
ン
ド
ン
の
フ
ラ
ッ
ト

で
ビ
ー
ル
を
片
手
に
議
論
し
た
日
々
を
思
い
出
し
な
が
ら
満
腔
の
喜
び
と
感
謝
の
念
を
籠
め
て
、
こ
の
拙
文
を
献
呈
す
る
次
第
で
あ
る
。

五
六
二
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新局面を迎えたイギリス行政審判所制度
─Donoughmore, Franks, Leggatt Report を中心として─

和　知　賢太郎

　　　　　　　　目　　　　　次

はじめに

1．近代的行政審判所の出現とダナモア委員会報告

　⑴　委員会設置の背景　　⑵　報告書の概要とその後

2．フランクス委員会報告　

　⑴　委員会設置の背景　　⑵　報告の概要　　⑶　改革点

3．審判所審議会特別報告

　⑴　特別報告の概要　　⑵　改革点

4．レガット報告

　⑴　委員会設置の背景　　⑵　報告の概要　　⑶　改善点

5．レガット報告以降の行政審判所（結びにかえて）

はじめに

イギリスでは、大陸法系諸国の行政裁判所制度とは異なり、行政分

野ごとに専門的知識と能力を有した別個の行政審判所を設けて事案を

処理するという制度を発展させてきており、これはイギリスの行政紛

争解決手段の大きな特色といえる。行政審判所の発展史のなかで、こ

れまでダナモア委員会報告（1932 年）をはじめとして、特に、審判所制

度改革の大きな転換点といえるフランクス委員会報告（1957 年）が重要

な役割を果たし、また、同報告の提言に基づいて創設された審判所審

論　説
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議会の活動とその報告によって改革が着実に積み上げられてきた。し

かし、その間にも行政審判所はますます増殖し、その活動も複雑化し

て、2001 年にはアンドルー・レガット卿により「利用者のための審判

所─一つの制度、一つの局─」という報告書（1）が提出された。その当

時、規制機関を別にすると、70 の行政審判所があり、年間で約 100 万

件の事案を処理しており、行政審判所制度の現状分析と問題点の検討

が行われ、制度の在り方に関する多くの提言がなされた。これは、44

年前にフランクス委員会（2）が行政審判所の再検討を行って以来のこと

である。

本稿では、現在の改革に至る過程で公表された主要な報告書を軸に、

イギリス行政審判所制度史の観点から法と行政の関係性について考察

してみたい。

1．近代的行政審判所の出現とダナモア委員会報告

行政審判所（3）の発達は福祉国家の出現と密接に関連しており、まさ

に 20 世紀的産物であるといえる。イギリスの福祉国家化への転機は、

1902 年 の 教 育 法（Education Act）、1908 年 の 老 齢 年 金 法（Old Age 

Pensions Act）なども挙げられるが、何といっても 1911 年の国民保険法

（National Insurance Act）であるといわれている（4）。この法律はドイツの

社会給付制度に倣って制定され、その紛争解決手段も同様に採用され

た。不服がある場合には仲裁裁判所（Court of Referees）に対して、さ

らに審判人（Umpire）に上訴が認められた。この当時、4つの紛争解決

方法が考えられ、労働補償は県裁判所判事、老齢年金は地方自治体、

失業保険は審判所、国民健康保険は共済組合又は保険会社に紛争解決

が委ねられた。この中で失業保険について法的資格を有せず、当事者

と同等の立場にある代表者から構成された地方審判所である仲裁裁判

所が審判所の原型となり、他の分野に波及したと考えられている（5）。

行政審判所制度が、既存の伝統的法制度と並んで重要な役割を担う

50
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ようになった背景を考えると、その根底にある考え方及び制度的母体

はチューダ朝、スチュアート朝まで遡り、長い歴史の経験に基づいて

いるといわれている。イギリス憲法は法と行政を峻別することに意を

注いできたが、その過程である種のプラグマティックな救済手段が用

いられてきた。通常のコモン・ロー裁判所で救済が得られないと、国

王を司法の淵源と考える人々は国王に請願を提出し、大法官にその処

理が委ねられると、請願の増加にともない大法官裁判所が設置された。

この時点では、既存の裁判所に比較して、より便宜で、より良い選択

をなさしめ、それまでの厳格な手続と先例に拘束されない新しい手段

であった。やがて、大法官裁判所の手続、制度が純化されて、裁判所

制度の不可欠な部分となったのである。この大法官裁判所創設の端緒

は、審判所設置の経過と類似しているといえる。また、行政審判所は

イギリスの統治制度にとって異質なものではなく、チューダ朝の国王

評議会（King’s Council）では、通常裁判所の不足から行政官が司法権を

行使するようになった。すなわち、国王評議会を中心にして多くの機

関に分化していくが、なかでも星室庁（Star Chamber）は刑事上だけで

なく、民事上の様々な裁判権を有し、政策的理由から裁量権の行使に

より迅速かつ効果的な救済を図ろうとした。貧困者の少額請求に対し

て簡易な手続により救済を与えようとする少額請求裁判所（Court 

Requests）のように、機能的には行政的役割を果たす裁判所もあった（6）。

これらの裁判所は大権裁判所 （Prerogative Court）であり、コモン・

ロー裁判所に委ねられてきた分野に法の修正が必要であり、また救済

が得られないものが大権裁判所へ、さらに新たな時代に新たな法分野

が生じて来ると、必要に応じて特別の裁判所を設置するという方法を

とったのである。これは中世以来確立してきたコモン・ロー裁判所の

地位を脅かすものではあったが、スチュアート朝の国王と議会の対立

の中で、やがて長期議会により大権裁判所の大部分は廃止され、名誉

革命の余波で司法制度に組み込まれていった。このようにして大権裁

判所は根絶されたが、のちに、ダイシーはこの司法機構の断絶がフラ
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ンス行政裁判所との対比で際立った長所であり、行政権限の拡大とい

う新たな時代の到来にあたり、フランスが行政裁判所を発展させたそ

の時期に、新たな機構を必要としなかったと考えた。イギリスでは、

通常裁判所がケース・ローを蓄積し、自然的正義の原則を精緻なもの

に仕上げ、この断絶を埋めることに多大な努力を積み重ねてきたので

ある（7）。しかし、19 世紀の産業革命を契機として、それに伴う国家観

の変化が徐々に現れてきて、新しい形での行政審判所が出現してきた

といえる。

⑴　委員会設置の背景

議会と行政の関係にも大きな変化が顕在化してきた。本来、裁判所

が潜在的に権限を有する領域であっても、議会は保険、福祉、教育な

どの分野で準立法的、準司法的権限を大臣に委ねてきた。その状況に

対して、1929 年にはヒューアト卿が「新たな専制主義」の傾向を「古

き専制主義は、議会に挑戦し敗北しさった。新たな専制主義は依然と

して敗北してはおらず、議会を麻痺させている。その戦略は異なるが、

目指す目的は同じである。それは議会を従属させ、裁判所を回避して、

執行部の意思又は恣意を拘束することなく、最高にすることである」（8）

と述べた。それは、当時の官僚の手中にある裁量権の拡大と裁判所の

役割の衰退を示していたといえる。各省の委任立法、準司法的決定と

いう手段により、大臣又はその監督の下で行使されている権限のあり

方に警告を発し、議会主権の形骸化を指摘し、法の支配の再認識を強

調して「行政の無法状態」の現状を批判したといえる（9）。同年、政府

は「大臣の権限に関する委員会（Committee on Minister’s Powers, ダナモア

委員会）」を設置し、1932 年、議会主権及び法の支配という憲法原理を

確保するためにどのような保障が必要なのかについて、その報告書が

公表された。

⑵　報告書の概要とその後

同委員会は裁判所権限の及ばない大臣に委任された規則制定権、既

存の議会制定法を修正することを委任された権限、上訴のない司法
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的・準司法的権限を中心に検討した（10）。ダナモア委員会が設置された

当時は、今日に比べれば行政審判所は僅かしかなく、例外的と考えら

れていた。同委員会は問題となる行為を「行政的」か「司法的」かに

分類し、議会が執行部、司法的機関、裁判所に機能を配分するという

アプローチをとった。制定法が一般的に行政に関するものであれば、

行政を執行する各省に委ねるべきであるが、制定法を執行する過程で

生じたものであって、真に司法的決定がその解決に必要とされる場合

は、通常裁判所の決定にとどめ置かれるとし、特別の場合に限って、

司法的決定が審判所に与えられるとした（11）。審判所という手段は、権

限の濫用の可能性はあるが、基本的には誤った方向に向かうという根

拠はないとし、司法的権限は通常裁判所に委ねられるべきであるが、

大臣の決定にさいして利害関係があり、そのため準司法的権限を公正

に行使できないと考える場合、議会はその決定を審判所に委ね、大臣

を拘束することが望ましいかを考慮すべきであるとした（12）。

また、ダナモア委員会は、司法的決定と準司法的決定を区別し、両

者の重要な相違点は、前者は争点となる事実を認定し、法を適用する

ことにより問題を処理するが、後者は大臣の自由な選択により決定さ

れる性質を有している。準司法的機能はいくつかの点であたかも司法

的であるかのように行使し得ることを法が求めている行政的機能であ

り、政策と便宜によるが、その手続は自然的正義の原理に服する（13）と

考えたのである。

報告書は、委任立法、司法的または準司法的決定を中心に検討し、

その結論として「全体としては、大臣による司法的・準司法的、行政

審判所（Ministerial  Tribunals）による司法的権限の行使を認める議会の

現在の慣例に根本的な誤りはない」（14）として、ヒューアート卿の批判

に根拠はないとした。報告書は、主として、委任立法の提言を行い、

その中でもその印刷及び公布並びに委任立法に対する議会の監督に関

しては、1946 年に「制定法的文書法（Statutory Instruments Act 1946）」

が制定された。そのため、報告書は行政法の発展には画期的であるが、
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審判所に関する限りは歴史的な関心事に過ぎず、過度な法的アプロー

チをとっているという批判もあり、審判所制度に対するインパクトは

ほとんどないといわれている（15）。

行政と司法の二分法は過度の単純化と、法と政策を分けることがで

きるとの仮定から成り立っているが、様々な諸力により両者が互いに

引き合う領域が存在していることも事実である。ある決定が政府各省

の内部でなされるべきか、審判所のようにそれらから独立した機関に

よってなされるべきかを決める場合に、どのような原理・原則が適用

されるのか、また、法と行政の境界に存在する制度として行政審判所

制度を統治機構の中でどのように位置づけるのかという課題は残り、

その後の改革を待たなければならなかった。

2．フランクス委員会報告

⑴　委員会設置の背景

第 2次大戦後、旧来の行政機構が拡大し、社会福祉行政が必然的に

数多くの少額請求を含んでおり、まさに行政的理由によって行政審判

所が活用され、その数も激増することになったが、また、制度の歪み

も明らかになってきた。審判所の裁決に対する理由付記、法定代理、

宣誓に基づく証拠採用、上訴権など、その運用は変則的で、各省に

よって定められた異なる手続規則によっていた。これらの矛盾をさら

に悪化させたのは、審判所を時々に応じて設置するという政策である。

新たな計画が導入されると既存の審判所とは別の審判所の裁決に委ね

た。従って、新たな社会計画の導入は市民の利益のためであったにも

かかわらず、市民は新たな管轄権の中で途方にくれ、どの審判所に不

服を申し立てることが分かっている場合でさえ、その裁決基準に不満

を感じざるを得なかった（16）。

そのような状況の下で、1950 年代初頭のクリケルダウン事件（17）を

きっかけに、約 1年後、政府は「行政審判所及び審問に関する委員会
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（Committee on Administrative Tribunals and Enquiries）」を設置し、その報

告書が提出された。クリケルダウン事件は、大臣の審問という行政手

続をめぐる問題であり、審判所制度に関わるものではなかった。しか

し、その特徴でもある略式性、簡易性、迅速性、経済性などにより、

審判所制度が本来有している目的が犠牲になっているのではないかと

いう市民感情が、制度に対する不満の高まりを反映していたといえる

だろう（18）。フランクス委員会設置以前は、審判所制度が伝統的な裁判

所制度に対するものであり、両者は互いになじまないものと考えられ

ていた。しかし、各種の社会福祉サービスなどから生ずる紛争解決は、

旧来の通常裁判所により確立された諸原則に拘束されない独自の審判

所制度により運用されるべきものであり、審判所が有する略式・簡

易・迅速という特性からだけでなく、福祉国家実現のためには、独自

の法哲学と法制度の必要性を認めたものといえるであろう。フランク

ス委員会報告書の中で示された典型的な行政審判所は次のようなもの

であった。①他の審判所又は裁判所への上訴、審査のみに服しそれ以

外は最終的決定権を有する。②審判所は大臣及び省から独立しており、

それとの関連で行政の影響力からの自由、構成員の任免、独自の事務

スタッフ及び施設の問題がある。③審判所は司法的と性格付けられる

公開の聴聞を行う。④基本的に裁決に理由を付することを要求される。

⑤特定分野の専門知識を有する。⑥法律問題に関する上訴は審判所か

ら高等法院に対して行われる（19）。

⑵　報告の概要

フランクス委員会の報告で示された基本テーマは、公開性（Openness）、

公明性（Fairness）、公平性（Impartiality）の原理に基づいて手続が行わ

れ、各タイプの行政審判所ごとに審判長などの任命方法・資格、聴聞

の公開、代理権、裁決に対する理由付記、上訴権の確立など、制定法

上の手続原則を形成するための提言を行った。

同委員会は「行政的」行為と「司法的」行為の区別に関しては、ダ

ナモア委員会とは異なるアプローチをとり「ある種の決定をなす任務
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は、審判所又は大臣に課せられるのか、審判所と大臣の間の既存の決

定の配分は適当かどうかを決める根拠の確実な原理を生み出してはい

ない」（20）とした。司法的機能と行政的機能を区別することは困難であ

り、両者の区別は審判所に管轄権を付与することを決定する十分な根

拠とはなりえないとした。そして、行政審判所と行政との関係につい

ては、「審判所は通常裁判所ではないが、政府各省の付属物でもない。

行政側の証言の多くは、…審判所は、正確には行政機構の一部とみな

されるべきであり、そのために政府は徹底した継続的な責任を負うべ

きであるという考えを示しているようである。従って、例えば、社会

福祉の分野では、審判所はサービス行政自体の付属物とみなされてい

る。われわれはこの見解に組みしない。審判所は行政機構の一部とい

うよりは、正確には議会によって設けられた裁決機関とみなされるべ

きである」（21）との考えを示した。さらに、審判所の利点は費用の低額

さ、利用の容易さ、技術的な束縛からの自由、専門的知識による迅速

な処理という点にあり、原則的には、審判所に決定させることを適当

とする特別の理由がない限り、通常裁判所に委ねるべきであるとした。

しかし、審判所が、新たな制定法によって生み出される増大する通常

裁判所の負担を軽減し、裁判所制度の維持に積極的に貢献している（22）

とした。審判所の柔軟性という特性から制度の存在を認め、フランク

ス委員会は、審判所制度を動かす諸原理にメスを入れるというよりは、

既存の審判所網を改善し、主として手続的保障の確保に力を注いだと

いえる。

⑶　改革点

フランクス委員会の提言に基づいて、1958 年に「審判所および審問

法（Tribunals and Inquiries Act 1958、1958 年法は同名の 1971 年法、1992 年

法へと改正された）」が成立した。フランクス委員会の勧告はそのほとん

どが政府の機敏な対応により実施されたが、その理由としては次のこ

とが考えられる。第一は、行政審判所自体が統治制度の不可欠な一部

となっていたことである。第二に、審判所手続の一般原則を定めたこ
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とである。第三に、新たな常設の審判所審議会を設けることにより制

度に関する関心、知識、監視のための中心的機関となり、様々な方法

で審判所の地位の改善のための装置を作り出したことである。行政審

判所と通常裁判所との関係については、第四に、上訴審判所及び裁判

所への統一的な上訴制度を定めたことである。第五に、法律問題に関

する上訴権、通常裁判所と法的資格を有する審判長および法定代理権

によって法曹との融合を図ったことである。第六に、行政との分断を

ある程度確保したこと（23）などが挙げられるであろう。

1）　行政審判所の独立性
フランクス委員会は、審判所が政府各省の付属物ではなく、議会に

よって設けられた裁決機関であることを強調した。そのため各省から

の独立性を確保するために、同委員会は、審判長が大法官、他の構成

員が審判所審議会により任命されるべきであるとした（24）。1958 年法第

7条は、同法第 1表に列挙された審判所に関しては大法官が審判長の名

簿を作成し、関係大臣が任命するものとした。しかし、他の構成員に

関しては言及されず、同報告は部分的に受け入れられたといえる。ま

た、審判所構成員の罷免権は大法官に付与されるべきとしていたが（25）、

1971 年法第 8条で具体化された。

2）　審判所手続
同委員会は、手続的公正の確保に力点を置いた。審判所における聴

聞に先立つ手続として、市民に不服申立ての権利があることを周知さ

せ、「あらかじめ相当な期間」に「対立する主要点を明示した文書」を

受けとるべきであるとした。この告知原則は、制定法に規定されな

かった。聴聞前の段階で基本的に柔軟性が求められる場合、審判所ご

とに異なった手続に従うことを認めており、統一的な一連の手続原則

を定めることは不適切であると考えた（26）。

手続原則に関する同委員会の主要な提案を挙げると、第一に、聴聞

の公開について、同委員会は、公開性という観点から聴聞の公開はす

べての審判所に求められるべきであるとした。しかし、公共の安全に
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関わるもの、私事または経済的事情に関わるもの及び職業的能力・名

誉に関わるものの 3タイプは非公開とするとした（27）。この提言は、必

要に応じて手続規定の改正を通じて行われた。

第二に、原則的に法定代理権を与えられるべきであり、例外的に制

限されるべきであるとした。また、これと関連して審判所の手続過程

に法律扶助の制度を拡大するよう提言した（28）。しかし、法律扶助が可

能とするものは土地審判所（29）など一部に限られてきた。

第三に、裁決のための理由付記の原則を確立したことは、フランク

ス委員会が審判所手続の領域で果たした大きな業績であろう。同委員

会は、審判所手続が市民に対して公正であるとすれば、可能な限り書

面で理由が付されるべきであり、上訴権がある場合、そのための適切

な判断材料になるとした（30）。1958 年法第 12 条では、裁決若しくはそ

の通知の時又は事前に、要求があれば、本法第Ⅰ表に列挙された審判

所は裁決理由を書面又は口頭で述べることを求めている。1971 年法第

12 条では、裁決に対する理由は「裁決の一部をなし、記録に加えられ

る」とする点で、記録上の瑕疵のために審判所の裁決を破棄する裁判

所の管轄権を議会が認める根拠となった。

第四に、同委員会は、より高度な裁決基準を促すということから、

第 1次審判所から上訴審判所への上訴を強く求めた（31）。審判所からの

上訴には種々の類型があり、議会は多くの上訴手続を作り出している

が、制定法によって付与されなければ上訴権は存在しない。社会保障

分野のような審判所間の上訴、国民健康保険分野のように審判所から

大臣への上訴、審判所から裁判所への上訴というように、何ら一貫し

たパターンに従っているわけではない。一般的原則としては、法律問

題については審判所から高等法院への上訴があるべきであるとされて

いた。1971 年法第 13 条では、家賃評価委員会のように多くの場合、法

律問題に関する上訴権が付与された。また、社会保障コミッショナー

への上訴（32）、土地審判所のように、直接、控訴院への上訴が認められ

ているものもあった。
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上訴権に関しては、1952 年以降、控訴院が正式記録上の瑕疵に関す

る司法審査を復活させ、1958 年法による裁決に対する理由付記の権利

の付与によって、審判所に対する司法審査のあり方が基本的に変化し

たといえる。法律上の瑕疵を含む裁決が、移送令状に基づいて破棄さ

れ得るため、法律問題に関する上訴権の規定はもはや必要ないように

思われ、制定法上の規定の有無にかかわらず、裁判所は広範な審査権

を有することになった（33）。

3）　審判所審議会の創設
フランクス委員会の主要な提案の中でも重要なものは、その後の審

判所制度改革のために中心的な常設機関である審判所審議会（Council 

on Tribunals）が 1958 年法により創設されたことである。その複雑化し

増大した審判所の最も顕著な特徴はその多様性にあるが、特殊な機能

を果たすように考案されるため、その性格も様々であった。しかし、

審判所の組織及び手続の多様性は、一般的で一貫性のある原則を適用

するというより、ほとんどは特定目的のための決定、政治状況、歴史

的偶然性の結果であった（34）。審判所は政策決定というよりは、事実に

規則を適用して得られる客観的な裁決に関わるものである。家賃審判

所、農地審判所のように大部分の審判所は、命令及び規則に従って

個々の事例を解決するのであり、通常裁判所の手続に類似している。

しかし、そこで必要とされるのは、通常裁判所に比べて形式的手続に

拘束されず、迅速に数多くの小さな問題を処理し、各省の責任を軽減

する審判所であった。したがって、審判所が適切に組織されるとすれ

ば、審判所制度は十分に機能する補足的な法制度であるが、監督なし

では、審判所が無秩序にはびこるだけであった（35）。

このような状況の下で、フランクス委員会は、イングランド及びウ

エールズ並びにスコットランドに「新たな審判所設置の提案がある場

合、その助言が求められ、既存の審判所及び手続を継続的に監督する

常設機関」の必要性を強調し、「主要な機能は…本報告書で示された構

成、組織及び手続に関する一般原則が、如何にして様々な審判所に対
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して詳細に適用されるかを提案すべきである。審議会はこの機能を遂

行するにあたり、既存の全ての審判所に対して原則の適用を決定し、

その後、審判所を審査し、提案された新しいタイプの審判所の構成、

組織及び手続に関して助言すべきである」（36）とした。また、同委員会

は勧告的、諮問的機能だけでなく、たとえば、審判員の任命、手続規

則の立案などに責任を有する行政的機能を審議会に付与することを提

言した。しかし、1958 年法では連合王国全体で一つの審判所を設置し、

スコットランドにはスコットランド委員会の特別の規定が定められた。

また、行政的機能は与えられず、審議会は関係機関に対する命令権は

なく、審判所の監視役としての性格を有するものであった。

3．審判所審議会特別報告

⑴　特別報告の概要

審判所審議会は、1960 年に第一報告を公表して以来、年次報告を積

み重ねてきた。そして、1980 年、審議会の機能に関する特別報告を公

表し、審判所制度の改善のための提案を行った。①審議会は、行政裁

決の全域及び審判所組織に関する全体的な類型化と組織化に対して、

諮問機関としての役割を果たす明確な包括的権限（1971 年法の別表 1に

列挙されている審判所の監督に加えて）が付与されるべきである。②審議

会は、その管轄の範囲に影響を与えるような原案段階の一次立法で生

ずる問題に関して、助言を求められる明確な権利が付与され、意見を

述べる資格が与えられるべきである。③手続規則に関して助言を求め

られる審議会の資格は、より明確で包括的な文言に言い換えるべきで

ある。④審議会が助言を求められた一次的立法及び二次的立法が議会

に提出される場合、関係大臣は、審議会の最終的な助言の内容を明ら

かにする義務を負うべきである。⑤審判所及び審問に関する審議会の

管轄権についての文言上の相違をなくすべきである。審判所及び審問

のいずれの場合も、求められると否とに関わらず、「特別に重要」なも
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のとみなされる事項がないとしても、審議会は一般的又は特別の事項

について助言する広範な権限を有すべきである。⑥審議会は、審判所

及び審問手続に関する原則上の問題を提起する不服を調査し、調査結

果を公表する制定法上の権限を有すべきである。これに関連して、審

議会は審判所及び政府各省から関係文書を求める権限を与えられるべ

きである。⑦審議会メンバーは、審議会の監督下にある審判所の非公

開の聴聞を視察し、これらの審判所手続の審議段階に出席する明確な

権限を有すべきである。⑧適切な時期に、北アイルランドの審判所及

び審問に対する監督をさらに検討すべきである。以上の提案は関係立

法を求めるものであるが、さらに、⑨審議会との協議規程は大法官と

関係各省により承認され、⑩審議会の財源及びスタッフは強化される

べきであるとした（37）。

⑵　改革点

その後、この報告による大きな変化はみられず、審議会は主要な提

案が認められなかったことに遺憾の意を表明している（38）。しかし、審

判所審議会特別報告で示された提案は、フランクス委員会報告後 20 数

年を経た審判所制度のもつ改善点及び審議会のその後の活動の方向性

を知る上で、貴重であるといえる。

1）　審議会の組織
審議会は、大法官（Lord Chancellor）及び法務総裁（Lord Advocate）

によって任命される 10 名以上 15 名以下のメンバーから成り、さらに、

職務上の構成員として議会行政コミッショナー（Parliamentary 

Commissioner for Administration、議会オンブズマン）がこれに加わる。審

議会のスコットランド委員会は、法務総裁により指名された 2名また

は3名の審議会メンバー、審議会に属さない3名または4名のメンバー

から成り、議会行政コミッショナーも職務上、委員会のメンバーであ

る（39）。たとえば、1995 年の審議会は 15 名であり、そのうち 1名は、

ウェールズの利益を主として代表する者であった。スコットランド委

員会は、3名の審議会メンバーを含めて 7名である（40）。任期は 3年で、
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メンバーのほとんどは再任される。任命にあたっての慣例は、法的な

技術・経験を有する者及びその他の技術・経験を有する者との均衡を

保つようになっていた。たとえば、前者は開業弁護士、法学者、開業

してはいないが法廷弁護士資格を有する者、後者は社会保障などの行

政分野での調査に特別の経験がある学者、労働組合、社会福祉、消費

者保護、行政、事業、農業などの経歴を有する者がいるが、全体とし

て非法律家が数の上で優勢となっている（41）。フランクス委員会も、9

名または 10 名から成るかなり小規模のメンバーを想定しており、非法

律家を多数とした構成に有利な点があるとしている（42）。しかし、その

多くが法技術的な資料を扱う能力と、体系的な行政法の知識が求めら

れているため、このようなメンバーの異質性は審議会の職務に適さな

いという指摘もあった（43）。

審議会の事務局はロンドンにあり、事務局の構成は局長に加え、課

長、主任法律補佐官、上級行政官、行政官及び事務職員から成り、規

模は小さい。運営上のため、審議会組織は大法官省（Lord Chancellor’s 

Department）に属し、独立の予算はない（44）。事務局に関する問題点と

しては、審議会のような非常勤の機関が効率的に任務を果たすために

は、多大な専門的・技術的な援助を必要とするが、小規模のスタッフ

からなる事務局はもっぱら日常の事務に従事しており、広範な調査研

究を行い、特別の実地調査で重要となる予備的資料を準備する機会を

ほとんど見出せないでいる（45）。この点に関しては、フランクス委員会

が提案した審議会が常設的な機関であったが、非常勤のメンバーから

成り立っていること、財源及び調査能力について何も触れられていな

いことから、1980 年以降の審議会の活動の沿革は、いかにしてこれら

を実現するかにあることを示しているともいえよう。

審議会には、スコットランド委員会を除き、それぞれの活動分野に 6

つの委員会があり、審議会のかなりの予備的作業および経常的な作業

は委員会に委ねられている（46）。
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2）　審議会の権限
審議会に付与された主要な権限は、次の如くである。審判所に関し

ては、第 1に、1992 年法の別表 1に明示された審判所の組織および活

動を継続的に審査し、適宜に報告すること、第 2に、別表 1に明示さ

れていると否とにかかわらず、通常裁判所ではない審判所に関して、

大法官及び法務総裁により審議会に付託された特別の問題に関して検

討し、報告すること、第 3に、大臣により若しくは大臣に代わる制定

法上の審問の開催を必要とし若しくは必要とすることがある行政手続

に関する事項、又は審議会が特別重要であると考える事項について検

討し、報告すること（47）とされている。したがって、審議会が審判所の

裁決に干渉する権限を有せず、審議会の権限は行政的ではなく諮問的、

勧告的なものである。この点については、フランクス委員会の提案に

比べてより制限されたものとなっている。

1980 年の特別報告の提案後、審議会の中心的な任務は、関係各省と

審議会との協議に関する手続の作成であった。1981 年、審議会は「審

議会との協議に関する実務規程」（Code of Practice on Consultation with 

the Council）を作成し、大法官及び法務総裁により承認された。この結

果、審議会は、関係各省の協議の求め方について全体的に改善がみら

れる点を評価しているが、検討に要する十分な時間が与えられない場

合があるとしている（48）。また、審判所を創設し、または審判所に影響

を与える立法について、政府が審議会と協議する制定法上の義務はな

く、協議が適切な時期に行なわれるという保障はないため、審議会は、

自らの提案に対する反応に満足しなかった。

3）　審判所手続の監視
審議会の年次報告は、審議会の任務の性質を浮き彫りにしている。

初期の報告では、設備の問題を含めて、審判所の実務及び手続の予備

的な視察並びに調査に終始していたことを示していた。しかし、やが

て審議会は、特に、審判所手続に関する実質的な諸問題について提言

をするようになった。そもそも、フランクス委員会の提言では、審議
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会が手続規則を起草すべきであるとしていたが、審議会は協議を求め

られるのみで、手続的領域では審議会の役割は縮小されたものとなった。

しかし、手続規則に関する協議は、審議会の最も重要な機能である。

それは審判所手続の高度の統一化を促進し、特に、手続規則に司法的

な公正という本質的要素を植え付けるのに役立つからである（49）。審議

会は、現行法上の手続に関する協議機能を果たすことで、審判所手続

に関する様々な規則を検討してきた。手続規則を綿密に調べるにあた

り、審議会は、審判所の独立性をはじめてとして聴聞の公開、代理権、

理由付記、上訴権、反対尋問権などの諸問題に特に留意しながら、い

わゆる手続の簡易さ、明確さ、一貫性を促進することに努力してきた。

政府も、しばしば、新たな審判所を設置するにあたり、提案された立

法に関して審議会に協議を求める場合があった。しかし、1980 年代に

政府の社会保障政策の改革に伴い、社会保障上訴審判所（Social 

Security Appeal Tribunals）への上訴権の消滅という上訴手続に関して、

政府と審議会が対立した事例があった（50）。

審議会は、通常、関係各省との協力により活動するが、省の中には

審議会の専門的助言を受けることを好まないものもあった。その場合、

審議会は、フランクス委員会が強調した審判所が保持すべき公正、公

開、公平という特質を各省に想起させるよう尽力してきた。ある省が

審議会の助言を受け入れない場合には、審議会は年次報告にその事実

を公表することができた（51）。審議会は、「その手続により、要するに、

国民にとって審判所が容易に利用でき、手続が低額、迅速であり、専

門性に拘束されないことである。手続全体が強者および専門家にも、

しかしまた弱者にも、独立、公平、公正であり、外観上もそうである

べきである」（52）と述べているが、これは 審議会が行なっている審判所

手続の監視の目的を端的に示しているといえよう。しかし、一方で、

手続規則に関する実際上の問題は、各省との意見の相違にあるのでは

なく、法案作成の構造、つまり、より良く、簡易で、明確な規則を立

案するための組織を考案することにあるともいわれており（53）、この点、
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審議会自体が規則立案の責任を与えられれば、この問題はなくなるこ

とになる。

4）　審判所の視察と不服の調査
審議会メンバーは、審議会が決定に助力した手続の実際上の運用を

監視するため、審判所を視察してきた。これは審議会の監督機能に基

づくものである。また、メンバーは、聴聞の前後に審判所長と審判所

の活動を議論する機会をもち、施設を見学し、訪問後は、審議会に書

面で報告をし、報告書は審議会の会議で検討される（54）。審議会のメン

バーが非公開で開かれている聴聞に出席する資格や、公開又は非公開

の聴聞の後、審議段階にメンバーがとどまることについて問題点が指

摘されているが、審議会はこれらの権限を付与されることを望んでお

り、視察の重要性とこの種の権限強化が審議会の影響力と権威に寄与

すると考えた（55）。審判所長としての実務経験者の証言でも、フランク

ス委員会によって描かれていた性質の監督を欠いていることについて

関心を表明しており、特に、審判所が実際にどのように活動している

のか、管轄権の妥当性、多様な審判所の裁決の質などに関する詳細な

知識の欠如を指摘した。審議会メンバーによる散発的な審判所の視察

は、この種の体系的な知識を提供しえない（56）、という問題を解決しえ

ないでいるとした。

審議会は審判所の視察と同時に、不服の調査を行っていた。不服に

関する管轄権を有しないが、現実には、不服を処理していた。1958 年

法制定に至る審議過程では、政府スポークマンにより審議会による不

服処理を可能とすることが示され、審議会の活動の初期段階では、不

服の処理がかなりのものとなった。審議会は、規則の改正または行政

実務の変更を必要とする手続上の難点に注意を向けるために、それら

の不服が役立つと考えていた（57）。しかし、不服を処理する広範な制定

法上の権限が審議会に付与された場合、いくつかの問題が生じること

も予想できる。すなわち、①審議会メンバーのより一層の多忙さをも

たらす仕事量の増加、②それに伴う職員配置と設備への影響、③政府
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各省との関係の悪化などの可能性が考えられ、長期的にみて、審議会

の仕事のバランスが著しく変化し、現行の制定法上の機能に優先して

審判所に対するオンブズマン的役割に集中してしまうことにもなり、

審議会も望ましくないと考えた。審議会は、この点、不服の処理に特

定の責任を付与されることを提案したが、それには管轄権の範囲が明

確に定められることが重要であるとした（58）。大部分の不服の処理は、

事実上、事務局により行なわれており、事務局は、現実の対応として

不服を受け取ったことを知らせるさい、審判所の機能、処理すること

のできない理由、助言を求める機関を説明した印刷物を添えている。

不服の申立てによって適切な手続が遵守されていないことが明らかな

場合には、事務局は、この主の欠陥の改善に関心のある審判所長に書

状を送付することがあった。また、より詳細に不服を調べてみると、

審判所で行なわれている聴聞の不合理な遅滞、特定の審判所の手続自

体の欠陥・不備が明確になることがあった。これらは、審判所または

各省が処置を行なう必要がある行政的、手続的欠陥を示しており、場

合によっては、問題の性質および程度について、さらに進んだ調査を

することもあった（59）。しかし、結果的には、審議会は権利侵害を救済

する権限を有せず、手続的欠陥を是正するためにとる行為は、不服申

立者の直接的利益というよりは、一般的利益のためのものである。審

議会は特定の事例における決定に影響を与えるという疑惑を避けるた

め、審判所の決定がなされるまでは、通常、不服の調査を開始しない（60）。

5）　審判所審議会の限界
審議会は、創設以来、年次報告書および特別報告書の中で数多くの

実際的な助言をなし、また、重要な提言を行ってきたが、もっぱら、

フランクス委員会が示した精神に従って審判所が運営されることを確

保するためのものであった。審議会は、これまでみてきたように、大

別すると、新たな審判所の設置および審判所制度全体の機構に関して

助言すること、審判所の手続規則の起草に参加すること、審判所の活

動に関して不服を処理すること、という 3つの機能を果たす諮問機関
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であるといえる。しかし、第 1の機能に関しては、審議会はほとんど

影響力をもたないとされ、第 2の機能については、審判所が議会オン

ブズマンの管轄権に入り、特に、第 3の機能において、審議会が重要

な役割を演じているといえる（61）。そのため、議会行政コミッショナー

と比較して、審議会の立場はその任務遂行のために不十分だとする指

摘もある。すなわち、議会行政コミッショナーが有効な権限と規模の

大きいスタッフを有しているのに対して、審議会は、政治的に弱い立

場と僅かな財源の下で活動していること、関係法案との関連で、審判

所の組織に関する審議会の見解を周知させることを確保できないため、

目立たない諮問機関となっているといえよう（62）。

また、1980 年代の終わりに公表されたジャスティス・オールソール

ズ報告書は、審議会が審判所制度を監督する不可欠の役割を有してい

ることを評価した上で、審判所の活動に関する包括的で最新の情報を

得るにあたり、不十分な財源を理由に妨げられるべきではないとし、

必要な財源を配分することで、さらに審議会の管轄権をすべての審判

所に拡大する時期にきていると指摘した（63）。また、同報告書は、行政

審判全体を監視することを任務として、議会に年次報告をし、十分な

財源、特に適切な調査能力をもつ、政府から独立した常設の行政審査

委員会（Administrative Review Commission）の創設を提案した。そして審

議会との関係では、その任務を審議会に転換することは困難としてい

るが、委員会との密接な協力により、審議会は審判所および審問の日

常的活動を監視する機関として存続すべきであるとした（64）。

審議会の発達は、例えていうならば、個人の不服の救済という観点

からの消火活動（Firefi ghting）の制度から、行政の一般的監視という火

災監視（Firewatching）の制度への行政法上の動きを反映しているとい

う見解（65）もあった。審議会をめぐる議論は、イギリスにおける行政監

視への関心の高まりでもあったが、審議会のもつ機能の不十分さにつ

いては、審議会自体も認めるところであり、それ以降は、権限の拡大

とそれを裏付ける財源の確保という課題が残されることになった。
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4．レガット報告

⑴　委員会設置の背景

2000 年 5 月、大法官は「審判所制度は長い間にわたり顧みられてこ

なかった。したがって、年間 47 万人を上回る人々の生活に多大な影響

を与える行政的正義のシステム全体を新たに注視する潮時である」と

して、審判所の再調査を表明した（66）。1957 年にフランクス委員会に

よって審判所制度が検討され、その多くの提言が実施され、特に、フ

ランクス委員会報告書によって創設された審判所審議会の努力は高く

評価されるとしても、当時とでは時代が様変わりした。1950 年代には

30 ほどの審判所でしかなかったものが、2000 年代には 100 に近い数と

なり、審判所に加えて、同様の司法的機能を有するオンブズマンや多

くの他の規制機関が加わり、行政的正義のシステムは、司法裁判所よ

り多くの事件を処理するようになった。加えて、これまでの審判所の

計画性のない増加、複雑な上訴の途などの現状から、審判所の構造、

管轄権、手続、救済及び上訴手続などに関して包括的な再調査の必要

性を認めたといえる。

こうして、控訴院裁判官（Lord Justice of Appeal）であったアンド

ルー・レガット卿を中心に、ロンドン大学LSEのキャロル・ハーロウ

教授などの専門家によるアドバイスを加えて、審判所が直面している

主要な問題点、また、利用者の要求を満たす新たな、一貫したシステ

ムの創設のために必要な改革に関する共通認識を確認し、2000 年 5 月

から 2001 年 3 月 31 日の期間にわたり、再調査が実施された（67）。

⑵　報告の概要

フランクス委員会報告後、審判所が裁判制度の重要な部分を構成し

ているが、審判所の数が増加し、その任務も複雑化する一方、その方

法はしばしば旧式で、利用者を落胆させるものであるとした。また、

研修、情報技術（IT）は予算不足で、審判所の数が多く、多様である

ため審判所を管理するさいにかなりの予算の無駄が認められ、何より
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も責任省庁からの独立が確保されていないという現状認識がなされた。

したがって、報告書の主要な目的は、第一に、70 の審判所を一つの審

判所制度に統合すること、第二に、一つの審判所局（Tribunals Service）

によって管理されることで、責任各省から審判所を独立させること、

第三に、審判所によって格別に求められる対人関係能力おいて審判長

および審判員の研修を改善すること、第四に、代理人を立てない利用

者が、効果的に、不安なく審判所手続に参加することができることで

あるとした（68）。

1）　独立性の確保
責任省庁と審判所の関係を独立性という観点から見直し、大法官が

すべての審判所に対して責任を負い、審判所構成員の任命は大法官が

行なうという提言をした。特定の行政分野の政策と立法に責任を有す

る省庁に依存しているまさにその審判所に対して、そこから生ずる紛

争の解決を委ねるということによって、審判所が責任省庁と同一の事

務の一部のように利用者が考えてしまうという危惧があるとした。こ

の独立性に対する侵食は、責任省庁が審判所の構成員の給与・手当を

決定し、支払っていること、非法律家の構成員を任命していること、

審判所のための行政サービスを提供する機関に資金を供給しているこ

と、審判所の手続原則を制定していること、各省庁のシステムへのア

クセスを通じて情報技術（IT）の支援を行っていることなどにもみら

れる。また、場合によっては、審判所における一方の当事者が大臣で

あることもあり、ヨーロッパ人権条約 6条 1項に関連して審判所の裁

決が問題とされる事例も出てきている（69）。そのため、審判所とその管

理に関する責任は、政策と決定を有する者の手中にあるべきではない

とした。

かつて、フランクス委員会は、前述したように「審判所は行政機構

の一部というよりは、議会によって設けられた裁決機関とみなされる

ことが適当と考える」という見解を述べ、審判所に独立性を与える議

会の意図は明白であるとした。しかし、フランクス委員会は、後述す
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る大法官の下に、審判所に対する行政支援を集中させるという考えを

結果として否定し、責任省庁からの行政的支援、特に、人的支援は継

続するべきであるとしていた（70）。責任省庁との関係で、審判所の独立

性が常に問題とされてきたといえる。

2）　ヨーロッパ人権条約との関係
本報告書への付託事項に、「これらの意思決定手続を支える行政上、

実際上の制度が独立性・公平性との関係で、ヨーロッパ人権条約（71）の

要求を満たしていること」が挙げられている。これまで審判所審議会

もその年次報告で、人権法施行後、すべての審判所は条約を考慮し、

条約に定められた権利に抵触しないよう法を解釈しなければならない

として、人権条約に関する審判所構成員に対する研修を強化する方針

を打ち出していた（72）。また、人権条約 6条との関係で、新たに設置さ

れる審判所の独立した上訴機構問題、審判所の作成した「審判所手続

のモデル原則」などについて大法官省などと協議し（73）、さらに司法調

査会の情報と合わせて、各審判所で進行中の研修調査、現状報告を

行った（74）。

レガット報告書が特に重要であるとしているヨーロッパ人権条約 6

条 1項は「何人も、自己の民事上の権利及び義務又は自己に対する刑

事上のいかなる起訴の決定において、合理的な期間内で、法によって

設置された独立、公正な裁判所によって、公平で公開の審理を受ける

権利を有する。判決は公開で言い渡される。ただし報道機関及び国民

に対して、民主社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全のため、

未成年者の利益若しくは当事者の私生活の保護のため必要とされると

き、又は公開が裁判の利益を侵害する特別な状況の下において裁判官

の見解による必要な範囲で、裁判の全部若しくは一部を公開しないこ

とができる」としている。6条 1項は、審判所手続に直接の影響を与え

る規定であり、特に、審判所の審理について問題とされる。それは事

件を審理し、裁決に関与するものは独立、公正でなければならないこ

とを求めているとした。ヨーロッパ人権裁判所は、審理の質を評価す
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る場合、裁決過程を全体として捉えなければならないとしているため、

手続の各段階が人権条約に従うことを確保することが重要であるとし

た。審判所の裁決に至る段階で人権条約が求める独立性などの要求を

満たすことができなければ、手続の他の段階にも不都合な影響を与え

るとした（75）。

多くの審判所の機能は、当初から行政過程の中に組み込まれて発展

してきた。つまり、市民が、裁判所よりも迅速で、簡易で、費用のか

からない独立の争訟手段を必要とすることが明確であるために設置さ

れてきた。したがって、審判所は裁判所と同様の独立性、公正性の水

準を示さなければならないとした（76）。

3）　一つの審判所局
レガット報告は、審判所制度に対する行政的支援のための新しい行

政機関の設置を提案した。すなわち 70 の審判所は、大法官省の下にあ

る行政機関として、共通の管理部門である一つの「審判所局」（Tribunal 

Service）により支援されるべきであるとした。それによって施設の提

供、共通の基礎的研修、ITの使用などの点で無駄を省くことが可能と

なり、行政効率、利用者との集約的接点、共通基準、審判所の適切な

地理的分布、組織的一体感、審判員と行政職との良好な関係などが促

進されるとした（77）。

4）　大法官省
政策及び行政決定が審判所により審査される大臣と、審判所の構成

員を任命する大臣とを明確に分離し、審判所の独立性の確保のため、

大法官省による行政上の支援が必要であるとした。大法官は、裁判所

の管理に広範な経験を有し、すでに審判員の任命も行っており、裁判

官の研修を監視する行政に責任がある。また大法官は、裁判制度の適

切な機能のために大臣として議会に責任を有しており、審判所の独立

性を保障するためにまさに適任であるとした。審判所が真に独立して

いることを利用者に納得させる唯一の方法であり、また、大臣責任

（Ministerial Responsibility）という観点からも、議会と国民に責任を負う
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大法官が、審判所の行政及び審判所構成員の任命に責任を有すべきで

あるとした（78）。

5）　利用者の視点
レガット報告書が特に強調していることは、より利用し易い制度の

確立である。利用者にとって、審判所による紛争解決の利点は、①審

判所による裁決が法的及びその他の専門知識を有する者によってなさ

れること、②審判所手続が、裁判所のそれに比較して簡易で略式であ

ることである。審判所が市民にとって利用し易いものであるかどうか、

利用者が求めるものを提供しているかどうかというように、審判所は

利用者のために存在しているという原点を確認した（79）。そのため、利

用者が自ら準備し申立てをすることができるようにするための情報と

して、政策決定者及び審判所の詳細な情報が提供されるべきであると

した。

法定代理人に関しては、代理は不必要な費用、形式化、遅延の原因

であるだけでなく、潜在的な利用者を含めた人々とって利用し易いと

いう目的に反することにもなる。したがって、審判所は、例外を除い

て、利用者自らが直接に申し立て可能な簡易で利用しやすい制度であ

るためには、人権擁護の要請を満たしつつも、法定代理を必要とする

審理をできるだけ少なくする必要があるとしている。そのためには、

良質の情報と助言、効果的な手続、適切な審理運営、有能で十分な研

修を受けた審判所構成員などの各要因の結合が、申立人の理解を助け、

自ら申し立てることに役立つとした。審判所制度が参加型であると考

えることが重要であるといえる（80）。一方で、法的助言を与えるボラン

タリーの利用者助言グループの重要性を強調した。

6）　審判所制度
各審判所は特別の問題を解決するものとして発展してきており、こ

れまでほとんどの審判所は、それ自体が自己充足的なもので、異なる

実務、基準を用いて別個に活動してきた。しかし、この制度の一貫性

の欠如は、審判所の裁決が良質で矛盾せず、十分な情報、助言、支援

72

五
七
七



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
三
四
）

が利用者に与えられ、各審判所の本来的な業務が行なわれ、費用対効

果に優れた運営がなされていれば問題はないが、審判所の現状からは

そのような確証がえられないとした（81）。実態は、行政支援の制度が審

判所及びその利用者の要求を満たしておらず、利用者側が審判所の異

なる要件により混乱しているだけでなく、事務弁護士その他のアドバ

イザーも個別的な審判所実務の特質を評価できない。したがって、利

用者が審判所を区別しないで、入り口ですべての審判所を利用でき、

紛争解決を求める一つの制度の創設を求めた（82）。具体的には次の如く

である。

第一に、審判所制度内の「部」を創設することである。内容に応じ

て審判所をグループ化することで組織内に ｢部｣ を設け、利用者に分

かり易い組織にする。新たな審判所が設けられた場合にも、適当と思

える部に組み入れていく。「部」は改変または追加可能な弾力的なもの

で、審判所の仕事量を管理し、裁決の質を改善し、利用者に対する

サービスに集中することが目的である（83）。第 1次管轄権を有する「部」

としては、移民部、社会保障・恩給部、土地・評価部、財政部、運輸

部、保険・社会事業部、教育部、規制部、雇用部の9部とし、その上に、

各部に対応したグループ化した上訴審判所を置くことを提案した（84）。

なお、当事者同士の紛争を処理する雇用部を除き、8つの部は市民と

国家との間の紛争を処理する審判所群であり、また、審判員は特定の

「部亅に配置されるが、必要な研修の後、他の「部亅で審理することも

でき（85）、組織配置の柔軟性が求められている。

第二に、審判所長制度（Presidential System）（86）については、上訴審判

所の一つに席をおく高等法院の裁判官が首席審判所長（Senior 

President）となり、移民、社会保障・恩給、土地・評価、財政、雇用の

各上訴審判所または「部」を統括する複数の審判所長（President）を置

き、いずれも原則として裁判官とした（87）。各審判所長の機能は、指導

力と調整力をもって、各責任分野を通じての裁決の一貫性、実務及び

手続の統一性を促進することであるとした（88）。
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第三に、審判所制度は審判所委員会（the Tribunals Board）の監督下

に置かれるものとした。委員会は各審判所長、審判所審議会長（the 

Chairman of the Council on Tribunals）、司法調査局の審判所委員会長（the 

Chairman of the Tribunals Committee of the Judicial Studies Board）、審判所

局長官（the Chief Executive of the Tribunals Service）から構成され。委員

会の機能としては、審判長及び審判員の資格に関する大法官省への助

言、審判員の任命の監視、研修の調整、審判員に対する不服の調査、

各部の手続規則に関する提言などを挙げた（89）。

第四に、上訴審判所を新たに設置することである。審判所裁決に関

して不服がある場合、上訴の道は混乱するほどに多様であり、結果と

して、最終的な裁決に至るまでに遅延が生じることにもなる。そこで、

上訴権自体は非常に重要ではあるが、審判所裁決に関しては、許可を

得て、法律問題のみに上訴を認めるべきであるとした。その場合、各

部の第一次管轄権を有する審判所から、対応する上訴審判所へ、さら

に上訴審判所から控訴院へという道を原則とした。すべての審判所か

らは一つの上訴審判所へというように一つの上訴ルートとするとした。

したがって、このことは教育、保健・社会事業及び規制の分野を含む

上訴審判所を新たに創設する必要がある。この 3分野及び運輸につい

ては常設ではなく、必要に応じて求められる審判員が任命されるもの

とした。例外として、航空機・造船業仲裁審判所（Aircraft and 

Shipbuilding Industries Arbitration Tribunal）など若干の審判所は、上訴審

判所ではなく、直接に控訴院へ上訴が可能なものとし、また、著作権

審判所から高等法院への上訴は維持されるべきであるとした。上訴審

判所は、裁決を破棄、差戻し、宣言的救済をなす権限を有すべきであ

り、原則として、原審判所の裁決の後 6週間を上訴期限とするとした。

また、上訴審判所に与えられる高い地位に鑑み、上訴審判所は第 1次

審判所を拘束する裁決をなすことができること、高等法院の監督的管

轄権から除外されることを求めた（90）。

第五に、審判所審議会は今後も存続し、新たな役割を果たすべきで
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あり、新しい審判所制度を監視し、政府各省の実務及び手続が人権条

約に対応しているかをチェックすべきであるとした。審議会は審判所

制度の中枢的役割を果たすものであり、利用者、審判所局、関係省庁、

司法調査局から制度の運営状況について調査を行なうという監督機能

を有するべきであるとした。また、審議会は、審判長および審判員の

研修、手続変更の提案、ITの促進、利用者にとって審判所サービスが

利用し易いものであるかを監視するとした。さらに、審議会は、各省

庁が第一次立法に関して審議会に助言を求める義務があるという制定

法上の権限を有すべきであり、審判所の審理に出席する権利を有し、

その視察後、審判所制度の審判所長及び関係審判部の審判所長に報告

を行うとした。審議会の活動は、関係大臣及び適当な特別委員会に報

告され、年次報告はより広く公表されるべきであって、政府は、審議

会の特別報告書に対して正式に回答すべきであるとした（91）。

レガット報告書は、審議会のこれまでの活動を積極的に評価した上

で、長期的役割として行政的正義のシステムを維持し、絶えず再検討

し、行政法における発展を監視して、行政審判制度にとってなされる

べき改善について大法官に提言をしていくことが重要であることを指

摘した（92）。その他の主要な提案として審判長と審判員の任命制度、研

修制度、審判運営など、報告書に示された提言は広範囲にわたった（93）。

審判所の手続、情報技術の充実、イングランドとウェールズに管轄権

を有する審判所とスコットランド、北アイルランドの審判所との関係、

オンブズマンなどの関連機関との関係、財源などが重要である。

⑶　改善点

レガット報告書が述べているように、その提言はセットになってい

る。計画の実施は、まず、司法調査会が研修の準備をし、審判所審議

会の権限が拡大された後、審判所局が創設される。次に、大法官省の

下にある審判所が核となって、他の省庁の下で行政的支援を受けてい

るその他の審判所が加わって統合される。グループ化された審判所で

各部を構成し、審判所制度が形成されるという順番が想定された（94）。
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レガット報告後、審判所の独立性にとってその果たす役割を高く評

価していた「大法官省」に代わった「憲法問題省（Department of 

Constitutional Aff airs）」（95）は、2004 年、白書「公共サービスの構造転換：

苦情、救済及び審判所」（96）を発表し、紛争解決機関の体系的見直しを

表明した。レガット報告は、審判所が不服のある市民の救済手段の一

つであり、二層構造の審判所制度だけでなく、すべての他の救済手段

の間の関係を監督し、利用者の観点から「行政的正義」のシステムが

一貫性をもち、効率的に活動すべきであるとした。これを受けて、

2004 年白書は、解決、改善の観点は、ある紛争にもっとも適切な解決

手段を見つけるという意味で「比例的紛争解決」（Proportionate Dispute 

Resolution）という新たな概念を述べて、行政分野での紛争解決手段の

範囲を提示した。

2006 年 4 月には、「審判所局（Tribunals Service）」が創設され、2007

年には憲法問題省提出による「審判所、裁判所及び執行法（Tribunals, 

Courts and Enforcement Act 2007）」が成立し、2階層の審判所制度が創設

された。同年 11 月 1 日、審判所審議会に代わり「行政的正義及び審判

所審議会（Administrative Justice and Tribunals Council）」 が設置された。

しかし、早くもレガット報告の提案に基づいて創設された 2006 年 4 月

から 2011 年 3 月までの審判所局に代わり、2011 年 4 月 1 日、イングラ

ンド及びウェールズの全ての裁判所及び審判所並びにスコットランド

及び北アイルランドの特定の審判所に関する管理が、司法省の一機関

である「裁判所・審判所局（HM Courts & Tribunals Service）」に委ねら

れた。また、2013 年 8 月、司法省によって「行政的正義及び審判所審

議会」も廃止され（97）、ここに、名実ともに「審判所審議会」はその役

割を終え、行政審判所制度改革の流れは依然として流動的であるとい

える。
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5．レガット報告以降の行政審判所（結びにかえて）

イギリス行政審判所の制度発達史は、福祉国家化への傾向が政府に

新たな任務を課し、政府権力の拡大が各省に司法的または準司法的権

限の付与をもたらした。それに伴って、法の領域と行政をめぐる議論

が表出し、大臣の権限、行政と司法の関係、審判所の役割などに関し

て法の支配の原理が改めて問われることになった。

当初は、行政と司法との二分法をとり、それは過度の単純化、さら

には法と政策を分けることができるとの仮定から成り立っていたが、

様々な諸力により互いに引き合う領域に審判所制度は存在していたと

いえる。従って、行政と司法の間を「スペクトル」に喩えて、左右の

一端に位置する①行政決定から、②ある種の司法手続的要素を含む審

問を必要とする行政決定、③規制機関による決定、④大臣の決定に対

する上訴に関する審判所の裁決、⑤議会が制定法により定めた地方審

判所の裁決、⑥私人間の争いに裁決を下す「特別審判所」の裁決、⑦

ある審判所が他の審判所に上訴する場合の上訴審判所の裁決、そして、

スペクトルの他端に位置する通常裁判所の決定というように色づける

ことができよう（98）。また、行政と司法の混合領域に位置する行政審判

所は、裁判所代替型審判所と大臣がその審判所に手続及び政策に関し

ての監督権を留保していることが基本的特徴である政策指向型審判所

に分けることも可能であろう（99）。

ダナモア委員会は 2分法のアプローチをとり、議会が司法的権限を

審判所に委ねるとした。また、フランクス委員会は、審判所が行政機

構の一部ではなく、議会によって設けられた裁決機関とみなし、公開

性、公明性、公平性の原理に基づく手続、すなわち自然的正義の原則

により活動することを強調した。その後は、審判所審議会による各審

判所の組織と活動の監視、中でも手続的公正の確保という点から手続

的側面の整備を図ったが、審議会のもつ機能の限界により、その不十

分さを拭えなかった。
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行政審判所の発展の動きをみると、それは法と行政の狭間にあった

審判所の制度改革とその「司法化」の過程であるといえる。レガット

報告以後の改革の特徴として次のことが挙げられる。第一に、レガッ

ト報告を踏まえた改革の方向は、内向というより外向きの改革ととら

えることもできる。人権法の施行に伴い、ヨーロッパ人権条約との整

合性を図るため、審判所制度全体の組織改革を図る必要性を強く感じ

たといえよう。第二に、「行政的正義」という概念を中心にして改革が

進行していることである。「行政的正義及び審判所局」は、行政的正義

のシステムを構成するものは、地方及び中央政府並びにその他の公的

機関の第一次的決定、オンブズマン、規制官、審判所、審問、裁判所、

ADRなどをも含むとしている（100）。前述の「スペクトル」の帯をさら

に広くとり、そのシステムにより行政的正義を実現しようとしている

といえる。第三に、法の支配の原理、自然的正義の原則の観点からは、

行政審判所の「司法化」は大きな進展といえる。しかし、行政的正義

という原理の下で多様性を特徴とする審判所制度をどのように位置づ

けるのかという課題は依然として残っている。第四に、一連の改革が、

憲法改革法（Constitutional Reform Act 2005）による貴族院改革、最高裁

判所の創設と司法制度改革を含む憲法改革と同時並行で行われたこと

である。その立役者である憲法改革に責任を有する政府機関であった

憲法問題省が役割を終えて司法省に代わると、その一機関である「裁

判所・審判所局」の下に主要な審判所の運営が組み込まれるなど、イ

ギリスの統治機構の構造改革の流れは速い。

レガット報告のスケジュールに沿った計画が進行する過程で試行錯

誤が行われているが、今後は、法と行政が複雑に絡みあう領域に位置

する行政審判所を含めた大きなシステムの構築をめざし、その中心的

な原理として登場した「行政的正義」の諸原則（Principles of 

“Administrative Justice”）の明確化が求められよう。また、裁判所・審判

所局を核とした改革の進行により、その後に出現する新生行政審判所

制度がどのように姿を変えていくのか、新たな局面を迎えた改革の動

78

五
七
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
七
二
八
）

きに注目したい。

（注）
（ 1） Tribunals for Users ‒ One System, One Service, 2001, ［Online］ at 
http://www.tribunals-review.org.uk /leggatthtm/leg-00.htm, accessed 10 
Oct 2001.

（ 2 ） 行政審判所及び審問に関する委員会（Committee on Administrative 
Tribunals and Enquiries）の通称で、1955 年から 57 年まで設置され、そ
の勧告に基づいて翌 58 年に審判所及び審問法（Tribunals and Inquiries 
Act）が成立することとなり、審判所制度の基本法になった。

（ 3） ①Administrative Tribunal、②Statutory Tribunal、③Special Tribunal
というように審判所を修飾する語の意味はこの制度の特徴を表していると
いえる。②は審判所が各々の議会制定法により創設されていることを意味
し、③は様々な分野の紛争を解決するため、特定の審判所にその管轄権が
委ねられていることを意味する。①は審判所が行政と関連し、もっぱら市
民と行政の間に生じた紛争に関するものという意味で用いられている。し
かし、行政審判所という用語法に批判があった。第一に、審判所は大臣の
裁量または委任立法によってではなく、制定法によって直接に設置されて
いる。第二に、審判所の裁決は、政策を考慮することなく事実を認定し、
法を適用するという意味で司法的であり、審判所が行政的であるとされる
のは、大臣が議会に対して責任を有する行政計画の一部であり、審判所を
選択するのは行政的理由であるというだけである。第三に、審判所は家賃
審判所のように私人間の紛争を処理することもある。第四に、審判所は独
立しており、行政的干渉に服するものではないH. W. R. Wade, 
Administrative Law （6th ed. 1988）, pp. 899-900.。そのため、Wade は、制
定法上の審判所という用語を用いている。また、後述するドノモア委員会
報告書ではMinisterial Tribunal、 フ ランクス委員会報告書では
Administrative Tribunal の用語を用いているが、本稿では、一般的用語の
行政審判所を用いる。

（ 4） Wade, op. cit., p 3.
（ 5 ） R. E. Wraith & P. G. Hutchesson, Administrative Tribunals （1973）, 
pp. 33-35.

（ 6 ） Ibid. pp. 17-21.
（ 7 ） Committee of Administrative Tribunals and Enquiries, Memorandum 
submitted by H. W. R. Wade （1956）, pp. 544-45.

（ 8 ） Lord Hewart, The New Despotism（1929）, p. 17.
（ 9 ） 「イギリスの行政『法』は、実際には何ら一つの制度であるのではな
く、制定法によって明示された一定の事項に関する恣意的権限の行使に過
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ぎず、その権限行使も明確な原理に基づくのではなく、偶然にも、その事
項が裁判所の統制外に置かれ、執行部及び官吏の無統制な命令に委ねられ
るという考えに基づいているのである」（Ibid. p. 46）、また、司法的性質
を有する権限行使のさいの独立性、証拠原則、公開性などを考慮した上で、
このような恣意的権限は「長期的には専制主義となることは確実で、いわ
ゆる、行政『法』という手段が、基本的には無法状態ではあるが、その確
立に数世紀を要して獲得した自由の喪失を伴って拡大されるとすれば、そ
こに危険が存在しているのである」（Ibid. p. 52）とした。

（10） Committee on Minister’s Powers（1932）, Cmd 4060, p. 1. ダナモア委員
会は序文で特別に関心をもった著書、論文として、K.C.Allen, Law in the 
Making （1927）、C. T. Car, Delegated Legislation （1921）、A. V. Dicy, 
The Development of Administrative Law in England, 31 LQR 148 （1915）、
J. Dickinson, Administrative Justice and the Supremacy of Law in the U. S.
（1927）、Lord Hewart of Bury, The New Despotism （1925）、Sir 
CourtenayIlbert, Legislative Methods and Forms （1901）、E. W. Patteson, 
The Insurance Commissioner in the U. S. （1927）、F. J. Port, Administrative 
Law （1929）、W. A. Robson, Justice and Administrative Law （1929）を挙
げている。

（11） Ibid. p. 92.
（12） Ibid. pp. 97, 99.
（13） Wade, op. cit., p. 45.
（14） Cmd.4060, pp. 115-6.
（15） R. E. Wraith & P. G. Hutchesson, op. cit., p. 37.
（16） フランクス委員会設置以前の審判所の現状については、Sir Caleton 
Allen, Administrative Jurisdiction （1956）, P. L. pp.13-109 に詳しい研究が
ある。「今日の社会・行政計画の中で、多くの様々な審判所の増殖ほど注
目すべきものはない」Ibid. p. 13. と述べて、当時、種々の制定法の下で大
法官省のみが約 41 の審判所及び類似の機関の長または審判員団の任命責
任があると述べ、社会福祉分野など、審判所を分類した上で各審判所を分
析している。

（17） クリケルダウン（Crichel Down）として知られているドーセットのあ
る土地が、第二次大戦前の 1937 年、空軍演習のために当時の空軍大臣に
より緊急立法下で強制収用された。その時点では、使用の必要なしと認め
られるときは、土地所有者に買戻しの機会が与えられるとしていた。大戦
後、その土地の管轄権が農業大臣に移り、隣接地を所有する娘婿が買戻し
の申請を行ったが却下され、第三者に売却されてしまった。そのため、地
元の議員に働きかけて長い運動の結果、農業大臣による審問が行われ、
サー・アンドルー報告及び議会討論の後、大臣は辞任した。詳細は、
Report of Public Inquiry（1954）, Cmd 9176 を参照。
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（18） 委員会は、クリケルダウン事件が委員会設置の主たる理由であるとし
た上で、そこでの審問はアド・ホックなものであり、「制定法上」の審問
ではく、フランクス委員会の調査の範囲外としている（Report of the 
Committee on Administrative Tribunals and Inquiries（1957）, Cmnd. 218, 
para. 15）が、この分野をめぐって、やがてオンブズマンの議論へと発展し
ていった。詳しくはFrank Stacey, The British Ombudsman （1971）を参照。

（19） J. A. Farmer, Tribunals and Government （1979）, pp. 185-186.
（20） Cmnd. 218, para. 30.
（21） Ibid. para. 40.
（22） Ibid. paras. 38-39.
（23） W. A. Robson, Administrative Justice and Injustice: A Commentary on 
Franks Report（1958）, P. L. 12, pp. 30-31.

（24） Cmnd. 218, paras. 48-49.
（25） Ibid. paras. 53-54.
（26） Ibid. paras. 71-72.
（27） Ibid. paras. 76-81.
（28） Ibid. paras. 87-89.
（29） 土地評価に関するすべての事項を一つの審判所に集約することが、フ
ランクス委員会により好ましいとして提案されていた。土地審判所は、審
判所の運営を統括する 1名の審判所長と委員から構成され、そのリーディ
ング・ケースは年報により公表される。なお、大法官法律扶助諮問委員会
の勧告によって、1970 年に審判所の手続過程で法律扶助が利用可能となっ
たDavid Foulkes, Administrative Law （6th ed. 1986）, pp. 160-161.

（30） Ibid. para. 98.
（31） Ibid. para. 105.
（32） 給付の決定に対する法律問題の上訴を審理する補足給付上訴審判所は
（S. B. A. T.）、1970 年代、その構成、審判所長の資格、上訴などの問題に
ついて批判された。この批判に対してKathleen Bell は、保健・社会保障
省の委託に基づいてS.B.A.T についての調査、勧告を行った。詳細は
Research Study on Supplementary Benefi t Appeals（1975）を参照。上訴に
関しては、1978 年～ 1980 年まで高等法院への上訴が認められていたが、
1979 年の社会保障法 6条により、国民保険コミッショナー（1980 年法で
社会保障コミッショナーに改称）への上訴に変更され、ベル報告の勧告に
基づいて二段階の上訴制度が採用された。

（33） Wade, op. cit. p.910. 行政審判所の裁決に対して上訴権を認めることは、
次のような利点がある。通常裁判所が行う審査には移送令状（certiorari）
と上訴（appeal）の二つがあり、前者は正式記録に基づいて審判所の裁決
を破棄し、自判できないが、後者は必要とあれば、自判が可能である。な
お、審判所の裁決に対する上訴は控訴院までであるDavid Foulkes, 
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Introduction to Administrative Law（4th ed. 1976）, pp. 83-84.。フランクス
委員会でも上訴の利点を挙げた。

（34） Cmnd. 218 para. 128.
（35） H. W.R. Wade, “The Council on Tribunals” P.L.（1960）, pp. 352-353.
（36） Cmnd. 218, para. 133.
（37） The Functions of the Council on Tribunals, Cmnd. 7805 （1980）, para. 
10.1.

（38） The Annual Report for 1980-81, p.7.
（39） Tribunals and Inqiries Act 1992, s. 2.
（40） The Annual Report for 1994-95, Appendix D.
（41） Cmnd.7805, para. 3.4.
（42） Cmnd.218（1957）, para. 134.
（43） Wade, op. cit. p. 920.
（44） Cmnd.7805, para. 3.10. なお、報告書は、事務スタッフの適切な増員を
勧告したが、1995 年当時の事務局スタッフは、局長を含めて 11 名であり、
1980 年の 8名より増員された。

（45） Ibid. para. 5.7.
（46） The Annual Report for 1994-5, Appendix C. ①教育審判所委員会
（Education Tribunals Committee）、②保健・社会保障委員会（Health and 
Social Security Committee）、③法律委員会（Legal Committee）、④開発
手続委員会（Planning Procedures Committee）、⑤代理・援助委員会
（Representation and Assistance Committee）、 ⑥ 視 察 委 員 会（Visits 
Committee）があった。なお、委員会の関心分野の変化に応じて名称も変わ
り、審判所審議会の最終年次報告では、①社会問題委員会（Social Aff airs 
committee）、②経済・規制委員会（Economic & Regulatory committee）、③
利用者問題グループ（User Issues group）、④紛争解決グループ（Dispute 
Resolution group）、⑤審判長委員会（Chairman’s committee）、⑥小委員会
/グループ（Sub committee/groups）となっているAnnual Report 2006-2007, 
HC 733 Appendix B。

（47） Tribunals and Inquiries Act 1992, s.1.
（48） The Annual Report for 1984-85, para.2.3. 実務規程によると、関係各
省は審議会に対して、提案された立法に関する意見表明を準備し、提出す
るために可能な限りの時間を与えること、最大限の協議期間は、所定の事
項に関しては 2ヵ月、原則に関わる主要な問題を提案が含んでいる場合は
4ヵ月とし、最小限の期間は、各々 4週間と 6週間とすることなどとして
いる。なお、実務規定の全文は、1986-87 年の年次報告の付録Ｃに記載さ
れている。

（49） Stanley de Smith and Rodney Brazier, Constitutional and 
Administrative Law （6th ed. 1989）, p. 615.
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（50） 社会保障給付に関する審判所が再編成され、1986 年、社会基金
（Social Fund）が設立された。1988 年からの新制度の下では、請求権者は
裁決官の決定に対する上訴権を失うことになった。審議会は、この一時支
給に関する上訴権の消滅に関して特別報告書を発表して次のように結論づ
けた。すなわち、この提案によって最も影響を受ける者は、社会的弱者で
あること、そのような情況で、50 年以上にわたって存在していた上訴権
を廃止するには十分に正当な理由が必要であること、また、1958 年法に
よって審議会が創設されて以来、最も重要な独立の審判所に対する上訴権
の廃止といえるとして厳しく批判した。The Reform of Social Security, 
Cmnd. 9519（1985）, Social Security-Abolition of Independent Appeal under 
the Proposed Social Fund, Cmnd.9772（1986）, pp. 6-7.

（51） E. C. S. Wade and A. W. Bradley, Constitutional and Administrative 
Law （11th ed. 1993）, p. 652.

（52） The Annual Report for 1985-86, para. 2.9.
（53） P. P. Craig, Administrative Law （2nd ed. 1989）, p. 123.
（54） Cmnd. 7805, para. 3.7.
（55） Ibid. para. 3.8.
（56） Ibid. para. 8.6.
（57） Ibid. paras. 7.3, 7.5.
（58） Ibid. paras. 7.17-7.18.
（59） The Annual Report for 1994-95, para. 3.20.
（60） The Annual Report for 1985-86, para. 2.15.
（61） Peter Cane, An Introduction to Administrative Law （2nd ed. 1992）, 
p. 336.

（62） Wade, op. cit. p. 920.
（63） Justice-All Souls, Administrative Justice-Some Necessary Reforms- 
（1988）, p. 218.
（64） Ibid. pp. 75-83.
（65） Carol Harlow and Richard Rawlings, Law and Administration（1984）, 
p. 166.

（66） Annual Report of the Council on Tribunals for 1999-2000, paras. 1-2.
（67） 本報告書作成のための付託事項は以下の通りであった。①関連法分野
の体系的な発展を促し、上位裁判所と合わせて、行政的正義を行なうため
の首尾一貫した機構をなす意思決定のための有効な枠組みの中で、紛争を
処理する公正で時宜を得た、バランスのとれた効果的な制度が存在するこ
と、②これらの意思決定手続を支える行政上、実際上の制度が独立性・公
平性の点で、ヨーロッパ人権条約の要求を満たしていること、③紛争に関
する人々の権利や責任に関して認識と理解を高める十分な仕組みがあり、
審判所及び他の機関がこれらの権利・責任を現実のものにするように機能
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すること、④政府各省による審判所又はその他の機関の財源・管理のため
の枠組みが効率的、有効かつ経済的であって、司法的独立性、財源の管理
に対する大臣責任に当然の配慮をすること、⑤審判所の活動基準に一貫性
があって矛盾がなく、周知されており、これらの基準を監視し、履行する
手段が確立されていること、⑥審判所全体が行政的正義を実現するために
一貫した組織をなしていることを保障するために、通常裁判所以外の審判
所を通じた正義の実現を再調査することとしている the Reggatt Review, 
para.2.

（68） Ibid. para. 2.
（69） Ibid. para. 11.
（70） Cmnd.218, pars. 59-61.
（71） 1953 年の「人権及び基本的自由の保護に関する条約（ヨーロッパ人
権条約）」に国内法的効力をもたせた 1998 年の「人権法（Human Right 
Act 1998）」は、2000 年 10 月 2 日に施行され、審判所制度と人権の問題が
審判所審議会を中心に議論されてきた。

（72） Annual Report of the Council on Tribunals for 1997-98, paras. 1.52-
1.56.

（73） The Annual Report for 1998-99, paras. 1.1-1.13.
（74） The Annual Report for 1999-00, paras. 11-15.
（75） the Reggatt Review, para. 2.16.
（76） Ibid. para. 2.18.
（77） Ibid.paras. 4, 5.4.
（78） Ibid. paras. 2.23, 2.31-2.32.
（79） Ibid. para. 4.1.
（80） Ibid. para. 4.21.
（81） Ibid.paras. 3.2-3.3.
（82） Ibid. para. 3.8.
（83） Ibid. para. 6.3
（84） Ibid. Table C. 報告書では、例えば、推定処理事件数が 25,000 件の移
民部の場合、移民裁決官（Immigration Adjudicators）、特別移民上訴委員会
（Special Immigration Appeal commission）、移民上訴審判所（Immigration 
Services Tribunal）からなり、移民上訴審判所（Immigration Appeal Tribunal）
に上訴するなどが挙げられる。

（85） Ibid. para. 6.6.
（86） 所長制度は、審判所審議会が年間の処理事件数の多い特定の審判所に
ついて、その利点を列挙してこれまでにもたびたび導入を提言してきた。
（Annual Report of the Council on Tribunals for1982-3, paras. 2.15-2.16.）

（87） the Reggatt Revie, para. 6.37.
（88） Ibid. para. 7.13.
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（89） Ibid. para. 6.40.
（90） Ibid. paras. 6.10, 6.12-6.15, 6.34. 既に、William Robson がフランクス委
員会で主張した一般上訴審判所の設立を提案していたが、その主張は受け
入れられなかった（Committee of Administrative Tribunals and Enquiries, 
Memorandum submitted by W. A. Robson （1956）, pp. 43-47, Cmnd. 218, 
para. 120-123）。

（91） Ibid. paras. 7.48-7.51.
（92） Ibid. para. 7.54.
（93） Ibid. paras. 7.7.,7.12., 8.8.
（94） Ibid. para. 30.
（95） 2003 年 6月、政府は憲法問題省の創設及び大法官府の廃止、また、連
合王国最高裁判所の創設も同時に発表したThe Prime Minister’s Offi  ce, 
Modernising Government ‒ Lord Falconer appointed of Secretary of State 
for Constitutional Aff airs （a press release）, 12 June 2003. 憲法問題省の設
置は、立法及び司法の機能を併せ持つ特異な大法官が有していた裁判官と
貴族院議長の役割の終焉をもたらし、独立した司法任命委員会の設置、貴
族院上訴委員会に代わる最高裁判所の設置、貴族院議長職の改革を行った。
そのため、2005 年には憲法問題省によって提出された「憲法改革法
（Constitutional Reform Act 2005）」が成立して立法機能と司法機能の分離
が行われた。憲法問題省は貴族院改革が司法改革に及ぶ立役者として重要
な役割を果たしたが、2007 年、司法省（Ministry of Justice）の創設によ
り廃止され、短命に終わった。

（96） Transforming Public Services: Complaints, Redress and Tribunals, 
Cm 6243, July 2004.

（97） Annual Administrative Justice and Tribunals Performance Report, 
2013-2014, Cm 8873, June 2014, ［Online］ at https://www.gov.uk./
government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/321468/cm8873-
ajt-annual-report-2013-2014.pdf, accessed December 2015.

（98） R. E. Wraith & P. G. Hutchesson, op.cit., pp. 223-230.
（99） Farmer, op. cit. p. 190.
（100） Administrative Justice & Tribunals Councils, Principles for 
Administrative Justice （November 2010）, para. 4. そもそも行政的正義とは
何かはまだ、明確でないように思われる。AJTCは、「公的機関によって
行われる決定は、個人的にも経済的にも私人に大きな影響を与え、政府、
その機関及び地方自治体が、われわれに影響を与える正しい決定を迅速で、
公正になすことにかかっており、そうでなければ、オンブズマンへの不服
申立て、審判所への訴え、その他の方法によって挑むことができる。決定
をなす公的機関及び救済をもとめる機関は行政的正義のシステムの一部で
ある」している。（Ibid. Annex 1）
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ケインズの乗数効果分析と
レオンチェフの生産波及効果分析

武　縄　卓　雄

目次

はじめに

1　ケインズの乗数効果と所得波及メカニズム

1-1　ケインズの乗数効果

1-2　ケインズの所得波及メカニズム

2　レオンチェフの産出量決定と生産波及メカニズム

2-1　レオンチェフの産出量決定

2-2　レオンチェフの生産波及メカニズム

2-3　第二次波及効果以降のプロセス

3　レオンチェフの産出量波及メカニズムの確認

3-1　投入係数表と逆行列係数表の特性

3-2　生産誘発効果の特性

むすびにかえて

はじめに

レオンチェフの産業連関論は、ケインズ的マクロ経済理論の不備を補

充している、ワルラスの一般均衡理論を実証可能にしているという評価

を得ている。新飯田（1978）によれば、「しかし、学説的には、レオン

ティエフがアメリカの産業連関表の研究に着手したのは 1931 年であり、

その最初の研究成果は、1936 年にハーバード大学で編集されている

Review of Economic Statistics（現在の Review of Economics and Statistics

の全身）紙上に発表されているから、イギリスにおけるケインズの『一

論　説
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般理論』の誕生とほとんど同じ時期に、アメリカで産業連関分析の理

論は独立に形成されたと見なされるべきであろう」と指摘している（1）。

著者自身も新飯田の意見に反対する者ではないが、レオンチェフの産

業連関論が様々な学説とどのような位置にあるかを整理することを、

著者は研究目標の一つとしている。したがって、ケインズの乗数理論

を手掛かりにして、それに関するレオンチェフの産業連関論の功績と

欠点を明らかにすることが本稿の意図である（2）。

以下、第 1章ではケインズの所得決定論を要約した後、乗数理論の

波及メカニズムを整理し、ケインズの乗数理論の不備を指摘する。第 2

章ではレオンチェフの産出量決定を要約した後、産出量波及メカニズ

ムを整理し、第 1章で指摘したケインズの乗数理論の不備が対応でき

ているのかどうかを考察する。第 3章では、金額ベースの取引基本表

を使って、波及効果に関するケース・スタディーを行い、ケインズの

乗数理論と対比しながら、レオンチェフの産業連関論の特性を整理す

る。

1　ケインズの乗数効果と所得波及メカニズム

1-1　ケインズの乗数効果

まず、ケインズの乗数理論を要約しておこう。

乗数理論の前提にある、ケインズの財市場における所得決定法につ

いては以下の式に要約できる。

Y＝C＋I （ 1 － 1 ）

C＝C0＋cY （ 1 － 2 ）

I＝I0 （ 1 － 3 ）

ここで、Yは所得、Cは消費、C0（＞0）は基礎消費、cは限界消費性

向（0＜c＜1）である。（ 1－ 1）式に（ 1－ 2）式と（ 1－ 3）式を代入し

て、所得Yについて解くと、財市場を均衡させる均衡所得Y* が、

Y*＝（C0＋I0）／（1－c） （ 1 － 4 ）

として得られる。
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（ 1－ 4）式において、投資が⊿Iだけ増加したときの所得の変化分を

⊿YI とすると、

⊿YI＝⊿I／（1－c） （ 1 － 5 ）

となる。同様に、基礎消費が⊿Cだけ増加したときの所得の変化分を

⊿YC とすると、

⊿YC＝⊿C／（1－c） （ 1 － 6 ）

となる。この時、⊿I＝⊿Cである場合には、それらによって生じる所

得変化分も等しく、

⊿YI＝⊿YC （ 1 － 7 ）

となる。消費の増加は消費財産業での需要増加、投資の増加は投資財

産業での需要増加をもたらすとともに、それによって生じる所得変化

分が同一になることは一般にはあり得ないことである。しかし、ケイ

ンズモデルでは、いずれの産業で需要増加が生じても、結果として生

じる所得の変化分は同一になるということになる。別言するならば、

どの産業でも良いから需要さえ生じれば、目標とする所得変化が社会

全体として生じるというモデルになっているのである。また、生じて

いる所得変化は社会全体の総計値であり、その所得変化が社会のどの

部門で生じているか、つまり、生産活動の変化がどの部門で生じてい

るかは不明となっている。これらの点に関しては、レオンチェフ体系

の産出量決定のメカニズムの項で改めて検討しよう。

1-2　ケインズの所得波及メカニズム

次に、これらの所得変化をもたらすメカニズムを、投資の変化が⊿I

だけ生じた状況を想定して整理する。

最初の投資変化分⊿Iが企業 1へ発注されたとする。企業 1はそれを

生産するために原材料を購入する。ここで原材料購入比率を rとする。

この原材料 r⊿I が企業 2へ発注されることになる。それと同時に、企

業 1には（1－r）⊿I の付加価値が発生する。原材料購入比率 rを一定と

すると、企業 2は r⊿I の生産物を生産するための原材料 r2⊿I を企業 3
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へ発注すると同時に、企業 2には（1－r）r⊿I の付加価値が発生する。

さらに、企業 3は r2⊿I の生産物を生産するための原材料 r3⊿I を企業

4へ発注すると同時に、企業 3には（1－r）r2⊿I の付加価値が発生する。

これらの波及プロセスに関するフローチャートが図 1－1で示されてい

る。

図 1－1　投資の波及メカニズム

付加価値は周知のように、生産に参加した経済主体へ所得Yとして

分配される。したがって、投資の変化分⊿Iによって生じた所得の変化

分を⊿Y1 とすると、⊿Y1 は、

⊿Y1＝（1－r）⊿I＋（1－r）r⊿I＋（1－r）r
2⊿I＋…

 ＝⊿I

∴⊿Y1＝⊿I （ 1 － 8 ）

と求められる。（ 1－ 8）式は投資が増加した場合、その投資の増加分

つまり、需要の増加分に等しい所得の変化が生じることを意味している。

この所得変化⊿Iは、（ 1－ 2）式の消費関数を通じて新たな消費需要

の増加 c⊿Iをもたらす。この消費需要の増加分 c⊿Iによって、図 1－1

で示されたのと同様の波及過程が新たに生じる。つまり、需要増加分

c⊿I が企業 aへ発注されたとする。企業 aはそれを生産するために原

材料を購入する。原材料購入比率は rで一定であるから、この原材料

rc⊿I が企業 bへ発注されることになる。それと同時に、企業 aには

（1－r）c⊿I の付加価値が発生する。企業 bは rc⊿I の生産物を生産する

ための原材料 r2c⊿I を企業 cへ発注すると同時に、企業 bには（1－r）

rc⊿I の付加価値が発生する。企業 cは r2c⊿I の生産物を生産するため

の原材料 r3c⊿I を企業 dへ発注すると同時に、企業 cには（1－r）r2c⊿I

の付加価値が発生する。これらの波及プロセスのフローチャートが

図 1－2で示されている。ここで生じた所得の変化分を⊿Y2 とすると、

⊿Y2 は、
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⊿Y2＝（1－r）c⊿I＋（1－r）rc⊿I＋（1－r）r
2c⊿I＋…

 ＝c⊿I

∴⊿Y2＝c⊿I （ 1 － 9 ）

と求められる。（ 1－ 9）式は消費が増加した場合、その消費の増加分

つまり、需要の増加分に等しい所得の変化が生じることを意味してい

る。

図 1－2　消費増 c⊿Ⅰの波及メカニズム

さらにこの所得変化 c⊿I は、（ 1－ 2）式の消費関数を通じて新たな

消費需要の増加 c2⊿I をもたらすとともに、新たな所得の変化分⊿Y3
を c2⊿I だけ生じさせることになる。初期投資⊿Iが引き起こすこれら

の所得波及合計を⊿YI とすると、⊿YI は、

⊿YI＝⊿Y1＋⊿Y2＋⊿Y3＋…＋⊿Yn
 ＝⊿I＋c⊿I＋c2⊿I＋…＋cn－1⊿I

∴⊿YI＝⊿I／（1－c） （ 1 －10）

と求められる。この（ 1－10）式は（ 1－ 5）式と同義である。これは、

初期投資⊿Iが外生的に与えられた場合、1／（1－c）倍、つまり⊿I以

上の所得増加⊿YI を実現することを意味している。そして限界消費性

向 cが所得変化要因のすべてとなっている。

（ 1－10）式で明らかなように、所得変化分⊿YI の大きさを決定する

要因は限界消費性向であるが、限界消費性向は家計という経済主体に

統合されたマクロ経済の一側面に関する情報である。岡崎・金子

（1966）は「たとえば、所得階層別グループとか、産業別グループなど

のように分割された段階を念頭においた場合には、これらすべてのグ

ループの家計の限界消費性向が、同一の値をとると期待することは、

きわめて非現実的であろう」と指摘している（3）。レオンチェフ体系の

均衡産出量決定のメカニズムを通して、この点を次項で整理しよう。
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2　レオンチェフの産出量決定と生産波及メカニズム

2-1　レオンチェフの産出量決定

議論を単純化するために、輸出入が存在しない国内経済を想定する。

産業は産業 1と産業 2からなる 2部門モデルとする。各産業は生産物

を 1つだけ生産し、結合生産は無いとする。以上の状況を反映させた

のが表 2－1である。

表 2－1　2部門モデルの雛形

産業 1 産業 2 最終需要 国内生産額
産業 1 P1・x11 P1・x12 P1・F1 P1・X1
産業 2 P2・x21 P2・x22 P2・F2 P2・X2
付加価値 w0・N1 w1・N2
国内生産額 P1・X1 P2・X2

ここで、Pi は産業 i の生産物価格、xij は産業 j の生産活動に必要な

産業 i からの生産物投入量、Fi は産業 i の生産物に対する最終需要量、

Xi（j）は産業 i（j）の国内生産量、wj は産業 j の本源的生産要素価格、

Nj は産業 j の本源的生産要素投入量である。

この表 2－1を基にして均衡産出量ベクトルXの導出法を要約してお

く。表側の産業 1から右方向へ読むと、右端に記載されている産業 1

の国内生産額P1・X1 の内、中間生産物として産業 1へ P1・x11、産業 2

へ P1・x12 を販売し、最終生産物として家計へP1・F1 を販売している

関係が理解できる。つまり、産業 1の需給バランス式が得られるので

ある。同様に、表側の産業 2から右方向へ読むことにより、産業 2の

需給バランス式が得られる。したがって、産業 1と産業 2の需給バラ

ンス式は次のようになる。

P1・x11＋P1・x12＋P1・F1＝P1・X1
 （ 2 － 1 ）
P2・x21＋P2・x22＋P2・F2＝P2・X2

（ 2 － 1 ）式の第1行の両辺をP1で除し、第2行の両辺をP2で除すと、

（ 2－ 1）式は（ 2－ 2）式のように、数量ベースの需給バランス式に書
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き改められる。

x11＋x12＋F1＝X1
 （ 2 － 2 ）
x21＋x22＋F2＝X2

ここで産業 j の生産物 1単位当たりの生産に必要な産業 i からの生産

要素投入量を aij とすると、

aij≡xij／Xj （ 2 － 3 ）

となる。この aij を一覧表にした表 2－2が投入係数表である。

表 2－2　投入係数表

産業 1 産業 2
産業 1 a11 a12
産業 2 a21 a22

（ 2 － 3 ）式から、

xij＝aij・Xj （ 2 － 4 ）

となるので、（ 2－ 2）式に（ 2－ 4）式を代入すると、需給バランス式

は投入係数 aij を用いて次のように書き改められる。

（1－a11）X1－a12X2 ＝F1
 （ 2 － 5 ）
－a21X1 ＋（1－a22）X2＝F2

（ 2 － 5 ）式を行列表示すると、

1－a11
－a21

　
－a12
1－a22

X1
X2

＝
F1
F2
 （ 2 － 6 ）

∴
1
0　
0
1 －

a11
a21
　
a12
a22

X1
X2

＝
F1
F2

 （ 2 － 7 ）

となる。ここで以下のように行列とベクトルを定義する。

1
0　

0
1 ＝I, a11a21　

a12
a22

＝A, X1X2 ＝X,
F1
F2
＝F

その結果、（ 2－ 7）式は、

（I－A）X＝F

∴ X＝（I－A）－1F （ 2 － 8 ）

となり、均衡産出量ベクトルXが求められることになる。（I－A）－1 は

レオンチェフの逆行列と呼ばれている（4）。
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2-2　レオンチェフの生産波及メカニズム

［第一次波及効果］

（ 2－ 8）式は、投入係数行列Aの要素である投入係数 aij を一定と

仮定することにより、部門別の最終需要ベクトルFが与えられると、

そのFを実現するのに必要な部門別の産出量ベクトルXが得られるこ

とを表している。この点は、（ 1－ 5）式で示されたケインズの均衡所

得決定式において、限界消費性向 cを一定と仮定することにより、最

終需要としてC0＋I0 が与えられると所得Yが決定できるというメカニ

ズムと比較して、両者ともに最終需要を与えることにより、供給サイ

ドの大きさを決定している点で共通している。

（ 1－ 5）式をベースにしたケインズの所得波及メカニズムを整理し

たのと同様に、ここでは、（ 2－ 8）式をベースにしたレオンチェフの

産出量波及メカニズムを整理しておく。

ここで、産業 1に対してだけ 1単位の最終需要が生じたとして、

F1
F2
＝ 1

0 ≡F1,

とF1 を定義する。この場合、F1 は産業 1にだけ発注されるので、産業

1にはそれに等しい生産量が実現する。この効果を直接効果と呼ぶ。な

おこの時、産業 2の生産量は 0である。したがってこの時の生産量ベ

クトルX11 は次のようになる。

X11＝ X1
1

X2
1 ＝ 1

0 ＝F1,

産業 1はこの 1単位の生産物を生産するための原材料を購入するこ

とになる。その発注量は、表 2－2の投入係数表に照応させると、産業

1へ a11 単位、産業 2へ a21 単位となる。これを第一次間接波及効果X
12

と呼ぶ。ここで、X12 は、

X12＝AX11＝AF1

となる。次に、産業 1は a11 単位の生産物を生産するための原材料とし

て、産業 1へ a11・a11 単位、産業 2へ a11・a21 単位を発注する。同様に
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産業 2は a21 単位の生産物を生産するための原材料として、産業 1へ

a21・a12 単位、産業 2へ a21・a22 単位を発注する。これらの生産波及を

第二次間接波及効果X13 と呼ぶ。ここで、X13 は、

X13＝AX12＝A2F1

となる。この生産波及はさらにX14、X15…X1n と続いていくことになる。

このX11 から X1n の一連の生産波及過程を第 1次波及効果と呼ぶ。この

第 1次波及効果をX1 とすると、

X1＝X11＋X12＋X13＋…

 ＝F＋AF1＋A2F1＋…

 ＝（I－A）－1F

∴ X1＝（I－A）－1F1 （ 2 － 9 ）

となる。この（ 2－ 9）式は（ 2－ 8）式と同値である。

ケインズの所得決定式では限界消費性向 cの大きさが所得Yの決定

要因であったのに対し、レオンチェフの産出量決定式では投入係数 aij

の大きさが生産量Xの決定要因となっている。投入係数は技術係数で

あり、ケインズモデルにおける原材料購入比率rに対応する概念である。

このように、決定要因は異なるが、それぞれの値が大きいと所得Yお

よび生産量Xが大きくなるという点では一致している。

さらにレオンチェフモデルでは、最終需要量ベクトルと投入係数ベ

クトルという形で情報が提供されると同時に、産出量もベクトルとい

う形で得られている。つまり、ケインズの所得決定式では不明だった

点（どの部門で最終需要が生じているか、どの部門で結実しているか）がレオ

ンチェフ体系では明らかにされている。実証分析において、この点の

功績は無視できないと考える。

2-3　第二次波及効果以降のプロセス

この生産波及効果は、理論的には無限に続いていくのであるが、実

際の産業連関分析における経済波及効果は次に述べる第二次波及効果

までとなっている。第三次波及効果以降の大きさは限りなく小さくな
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るというのが主たる理由である。したがって、経済波及効果の範疇で

ある第二次波及効果のプロセスを整理しよう。

考え方はまず、ケインズの所得波及効果と同じで、所得増加分⊿Y

から生じる消費増加分⊿Cを求める。次に、その消費増加分⊿Cが新

たな生産量増加分⊿Xと、新たな所得増加分⊿Yを生じさせるという

プロセスである。

ただし、（ 2－ 9）式で求められているのは総生産量Xであるため、

まず所得ベクトルYを求め、次にその所得ベクトルYから生じる消費

ベクトルCを求める手続きが必要になる。

X1 から Y1 の導出

上述したように、レオンチェフモデルでは所得Yを決定するのでは

なく、産出量Xを求める形式である。そこで、Yを所得ベクトル、P

を価格の対角行列、Vを付加価値率の対角行列として、それぞれを次

のように定義することにより、（ 2－ 8）式から所得Yが求められる。

Y1
Y2

＝Y, P10 　
0
P2

＝P, v10 　
0
v2

＝v,

X は部門別産出量ベクトルであるから、このXの左から価格の対角

行列Pを乗じることにより、部門別産出額ベクトルPXが得られる。

さらに、部門別産出額ベクトルPXの左から付加価値率の対角行列 v

を乗じることにより、部門別付加価値額ベクトルVがつぎのように得

られる。

V＝vPX

したがって、（ 2－ 8）式を考慮すると、

V＝vPX1＝vP（I－A）－1F1 （ 2 －10）

となる。なお、産業 j の付加価値率 vj は次のように定義される。

vj≡PjNj／PjXj

付加価値額ベクトルVの各要素を合計すると定義上、所得Yになる。

ただし、ここで注意すべき点がある。実際の取引基本表の付加価値部
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門には、所得統計では中間生産物と判断されて付加価値部門に含まれ

ていない「家計外消費支出」という項目が含まれている。その結果、

基本取引表における付加価値合計額は「家計外消費支出」の大きさだ

けGDPや GNPより大きくなる。

Y1 から F2 の導出

Y1 から新たな最終需要Fが以下に示す手順によって求められる。

（手順）

①　Y1 に平均消費性向を乗じて消費総額を求める。

平均消費性向は家計調査年報から引用する。平成 27 年（2015 年）

における二人以上の世帯のうち勤労者世帯の場合、73.8% である

（総務省 2016.2.16 の P.18 参照）。平均消費性向の対角行列を acとして、

（ 2－10）式の左側から ac を乗じると消費総額は、

消費総額＝ac・v・P（I－A）－1F1

と求められる。

②　基本取引表の民間最終消費支出のデータにおいて、各部門の民

間最終消費支出を民間最終消費支出合計によって除すことにより、

部門別民間最終消費支出構成比を求める。これを対角行列cとする。

③　①で得られた消費額行列の左側から、②で得られた消費構成比

対角行列Cを乗じて、部門別消費額ベクトルCを求める。

部門別消費額ベクトルC＝c・ac・v・P（I－A）－1F1

 （ 2 －11）

この（ 2－11）式で得られた部門別消費額ベクトルCを新たな最終需

要額ベクトルF2 として、そのF2 を（ 2－ 9）式の F1 に代入すると、

X2 が求められる。次いで、このX2 を（ 2－10）式に代入すると、新た

な付加価値額ベクトルV2 が求められる。このV2 が Y2 となることは前

述した。このようにして得られた産出量X2 と付加価値額V2 までの生

産波及が第二次波及効果である（5）。
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3　レオンチェフの産出量波及メカニズムの確認

以上が、初期値としての最終需要ベクトルF1 から、X1、Y1、F2、X2

そしてY2 に至る波及プロセスである。X1 を求める（ 2－ 9）式の段階

では投入係数が唯一の決定要因であったが、Y1 以降には平均消費性向

という消費要因が登場している点を看過してはならない。ここでは、

波及効果の大きさを雛形を用いて確認する。

3-1　投入係数表と逆行列係数表の特性

ここでは、2部門モデルに数値を当てはめて、レオンチェフの産出量

波及メカニズムを確認してみる。我々が入手できるのは金額ベースの

取引基本表であるから、まず、表 3－1a のような 2部門モデルの金額

ベースの取引基本表を想定する。ここでも、議論を単純化するために

輸出入は考慮されていない。表 2－1と形式的に似ているが、消費財需

要としての消費と、投資財需要としての投資という二つの項目に最終

需要項目を分割した点が異なっている。

表 3－1a　金額ベースの取引基本表

産業 1 産業 2 消費 投資 国内生産額
産業 1 3,000 4,000 5,000 3,000 15,000
産業 2 6,000 10,500 9,000 6,000 31,500

付加価値額 6,000 6,500
国内生産額 15,000 31,500

ここで、P1＝10、P2＝15、w1＝3、w2＝5 とすると、表 3－1b の数量

ベースの取引基本表が入手できる。

表 3－1b　数量ベースの取引基本表

産業 1 産業 2 消費 投資 国内生産量
産業 1 300 400 500 300 1,500
産業 2 400 700 600 400 2,100

付加価値量 2,000 1,300
国内生産量 1,500 2,100

これらの基本取引表に対応した投入係数表と逆行列係数表が表 3－2

の a と b、および表 3－3の a と bである。
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投入係数表をみると、金額ベース、数量ベースのいずれにおいても、

主対角要素の値が 0.2 と 0.333333 で同じである。これは、金額ベース

の投入係数を計算する際、pi・xij／pj・Xj において pi＝pj の箇所であ

る主対角要素では、数量ベースの値と金額ベースの値が等しくなるた

めである。したがって、このような投入係数表から導き出された逆行

列係数表でも同じように、主対角要素の逆行列値が等しくなっている。

このように、いずれのベースであっても、特性は一致しているが、生

産誘発効果の大きさを単位の異なる数量ベースで比較するのは不可能

であるため、ここでは、金額ベースの値を用いて議論を展開する（6）。

表 3－2a　金額ベースの投入係数表

産業 1 産業 2
産業 1 0.2 0.126984
産業 2 0.4 0.333333

表 3－2b　数量ベースの投入係数表

産業 1 産業 2
産業 1 0.2 0.190476
産業 2 0.26666667 0.333333

表 3－3a　金額ベースの逆行列係数表

産業 1 産業 2
産業 1 1.381579 0.263158
産業 2 0.828947 1.657895

表 3－3b　数量ベースの逆行列係数表

産業 1 産業 2
産業 1 1.381579 0.394737
産業 2 0.552631 1.657895

3-2　生産誘発効果の特性

表 3－4では、最終需要額行列と、それによって生じる生産誘発額行

列が示されている。それによると、消費財需要額 50 兆円、投資財需要

額 50 兆円という全く同じ内容の最終需要が、産業 1と産業 2の生産物

に対して提示されている。この 2行 2列の最終需要行列を表 3－3a の

逆行列係数表の右側から乗じることにより、最終需要項目別生産誘発

額が求められている。

表 3－4　最終需要項目別生産誘発額⑴ （単位：兆円）

最終需要額 生産誘発額
消費 投資 消費 投資 計

産業 1 50 50 82 82 164
産業 2 50 50 124 124 249
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まず、同一産業内で同量の消費財需要額 50 兆円と投資財需要額 50

兆円が生じた場合、それらから誘発される生産誘発額は、産業 1では

82 兆円ずつ、産業 2では 124 兆円ずつとなっている。つまり、同一産

業内であれば、消費財需要であれ投資財需要であれ生産誘発額は同一

になる。この点だけに絞れば、ケインズの乗数効果と同じ波及メカニ

ズムになる。しかし、レオンチェフの場合は、両産業に対して同じ内

容の最終需要が生じた場合でも、産業 1には 164 兆円、産業 2には 249

兆円というように、異なった効果をもたらすことが示されている（7）（ 8）。

次に、産業 1において消費財需額 50 兆円、投資財需要額 30 兆円生

じたケースが表 3－5a に、産業 1において消費財需額 30 兆円、投資財

需要額 50 兆円生じたケースが表 3－5b に示されている。二つの表を比

較すると、同一産業内では、異なった最終需要部門でも、生じた最終

需要額が同じ場合には、生産誘発額が同じになっていることがわかる。

つまり、30 兆円の最終需要額に対しては 55 兆円の生産誘発額、50 兆

円の最終需要額に対しては 82 兆円の生産誘発額となっている。

本稿での議論では輸出入を無視した国内モデルになっている。つま

り、本稿での最終需要は「国内最終需要」であり、本来の最終需要を

取り扱うには、「輸出」を考慮する必要がある。この「輸出」を含んだ

最終需要とした場合、「同一部門内で同じ金額であれば、波及効果は同

じになる」という結論は次のように修正させる必要がある。

日本では輸入された財・サービスがそのまま輸出されることはない

と仮定しているので、輸出額が例えば消費額と同一であっても、輸出

の波及効果は消費の波及効果より大きくなる。

表 3－5a　最終需要項目別生産誘発額⑵ （単位：兆円）

最終需要額 国内生産誘発額
消費 投資 消費 投資 計

産業 1 50 30 82 55 137
産業 2 50 50 124 108 232
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表 3－5b　最終需要項目別生産誘発額⑵ （単位：兆円）

最終需要額 国内生産誘発額
消費 投資 消費 投資 計

産業 1 30 50 55 82 137
産業 2 50 50 108 124 232

むすびにかえて

本稿において、ケインズ経済学の中心的分析手段の一つである乗数

理論との関連性に焦点を当てて、レオンチェフの生産波及メカニズム

の特徴を検討した。

レオンチェフが 1936 年に産業連関論を発表した際、彼の狙いはワル

ラスの一般均衡理論を実証可能にする方法の提示であり、ケインズが

目論んでいた失業救済策の提示ではなかった。

それにもかかわらず、両者のモデルには共通点があった。その一つ

は、最終需要という需要サイドが、供給サイドの大きさを決定すると

いう構図である。ただし、この形式的共通性は、内容的な面まで両者

が同じであることを意味しているのではない。ケインズが求めたのは

所得Yであり、レオンチェフが求めたのは全ての生産成果を示す総生

産Xであり、明らかに異なっている。

第二の共通点は、両モデルが集計量を扱っているという点だ。しか

し、ここでも集計化の手法について差異がある。ケインズが国民経済

の態様をとらえるために所得Yという 1個の変数に集計する手法を採

用したのに対して、レオンチェフは国民経済を複数部門に分割・統合

する手法を採用した。この点が、ワルラスの一般均衡理論の実証分析

に耐えうるモデルにする一端である。

これらの共通点から、両モデルの間に親近感を感じるのは当然であ

る。それを決定的にしたのは、レオンチェフのモデルが初版において

展開したクローズドモデルを第 2版ではオープンモデルに改良した点

にあると私は考える。レオンチェフも山田・家本（1959, p198）において、

「…この手続きの一般論理は、いささかはっきりしない形ではあるが、

45

六
〇
四



ケ
イ
ン
ズ
の
乗
数
効
果
分
析
と
レ
オ
ン
チ
ェ
フ
の
生
産
波
及
効
果
分
析
（
武
縄
）

（
七
六
一
）

ケインズの乗数分析というこれと異なる模型として展開されたものと

本質的に同一である」と述べている。

ケインズとレオンチェフ、それぞれが独自のモデルを発案するだけ

でなく、他者のモデルの利点を導入する形で自分のモデルを改良しつ

づけるという姿勢に敬意を表したい。

山田・家本（1959）の次の言葉を以てむすびとしたい（9）。「投入産出

分析が経済構造のより現実的な実証分析の手段として考えられている

ことをことごとくここでくどくどしく述べる必要はない。それは本書

が雄弁に物語ってくれているからである。マーシャル流の実証分析や

ケインズ学派の実証分析には掬しきれない味の良さがあることはいま

さらいうまでもない。それに劣らず、あるいはそれにも増して、投入

産出分析に尽きることのない魅力を感じるのは、これらの伝統的な実

証分析の用具が果たしえなかった、細分された産業部門間の相互依存

関係を研究の対象としているからである。このことは、日本でも産業

連関表が具体的に作成されている現在（10）、これによって日本経済の現

実的な実証分析を企図しようとする意欲をかり立たせる」

注釈
はじめに
（ 1） 新飯田（1978）の P.7 から引用。
（ 2） 新飯田（1978、pp.7 ～ 8）は、「…レオンティエフの著書『アメリカ
経済の構造』（The Structure of the American Economy, 1941）には、「均
衡分析の経験的適応」という副題が付され、ワルラス…（中略）…との密
接な関係が論じられることがあっても、分析の端緒としてケインズの『一
般理論』が引用されることはない」とも述べている。
第 1章
（ 3） 岡崎・金子（1966）の p.88 から引用。なお、同ページには、「チップ
マンやグッドウィンの多部門乗数に関する研究は、集計的なケインジャン
乗数の分割にとって見逃すことの出来ない業績である。そこでは、多部門
モデルにおける乗数過程の現実的意味づけと拡張とが、レオンティエフ体
系との形式上のアナロジーにもとづいて試みられている」とある。
第 2章
（ 4） 逆行列表をBとし、その要素である逆行列係数を bij とする。この場
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合、bij は産業 j に対して 1単位の最終需要が生じた場合、それを満たすの
に必要な産業ｉの生産量である。このことは次のようにして確認できる。
まず、bij を用いて（ 2－ 8）式を次のように書き改めることができる。
X1
X2

＝
b11
b21
　
b12
b22

F1
F2

ここで、産業 1に対してだけ 1単位の最終需要が生じたケースを仮定す
る。つまり、F1＝1、F2＝0としたケースである。その時、X1＝b11、X2＝b21
となる。この産出量は逆行列係数表Bの第 1列の要素である。次に、産業
2に対してだけ1単位の最終需要が生じたケースを仮定する。つまり、F1＝0、
F2＝1 としたケースである。その時、X1＝b12、X2＝b22 となる。この産出
量は逆行列係数表Bの第 2列の要素である。
以上より、「逆行列係数 bij は産業 j に対して 1単位の最終需要が生じた
場合、それを満たすのに必要な産業ｉの生産量である」と理解できる。

（ 5） 本稿では、平均消費性向を与件として外部から与えているが、宮沢
（1995、pp.167 ─ 174）は、家計内生化モデル（消費内生化モデル）を展
開している。
第 3章
（ 6） 金額ベースの取引基本表では、数値を縦方向にも横方向にも足し算可
能であるが、数量ベースでは個々の部門の単位が異なるので、横方向への
足し算は可能であるが、縦方向への足し算はできない。その意味でも、金
額ベースの取引基本表は扱いやすい。

（ 7） 表示されている数値は、計算結果を小数点第 1位で四捨五入している。
以下同様である。

（ 8） 本稿では単純な 2部門モデルであるが、最近の日本の取引基本表は付
表 1に示されるような形式で準備されている。また、各部門に含まれる
財・サービスについて、出来る限り細かく分割した方が、取引基本表の精
度が上がるとされていることから、平成 12 年表では約 3,800 品目、平成
17 年表では約 3,600 品目そして平成 23 年表では約 3,400 品目ごとに推計
が行われた後に、これを積み上げて基本分類による取引基本表が作成され
ている。このような分類表が準備されている国は他にはない。

付表 1　部門分類数の推移

平成 12 年表 平成 17 年表 平成 23 年表

⑴基本分類
行 517 520 518
列 405 407 397

⑵統合小分類 188 190 190
⑶統合中分類 104 108 108
⑷統合大分類 32 34 37
雛形 13 13 13

資料：総務省（2015.6，2009.3，2004.6）より作成。
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むすびにかえて
（ 9） 山田・家本（1959）の訳者序文より引用。
（10） 日本の最新版の取引基本表は、2015 年（平成 27 年）6月 16 日に公表
された平成 23 年版の全国表である。この全国表をベースに、2016 年（平
成 28 年）6月 7日時点では、47 都道府県の内の 25 都県で、都県ベースの
産業連関表が発表されている。

参考文献
・岡崎不二雄・金子敬生（1966）『産業連関の経済学』春秋社
・新飯田　宏（1978）『産業連関分析入門』東洋経済新報社
・宮沢健一編（1995）『産業連関分析入門　第 6版』日本経済新聞社
・山田勇・家本秀太郎訳（1959 年）『W.W. レオンチェフ　アメリカ経済の
構造』東洋経済新報社

参考資料
・総務省（2016.2.16）『平成 27 年（2015 年）家計調査年報』
http://www.stat.go.jp/data/kakei/2014np/gaikyo/pdf/gk03.pdf
 （2016.6.3 参照）
・総務省（2015.6）『平成 23 年（2011 年）産業連関表（─総合解説編─）』
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/011index.htm　
 （2016.05.30 参照）
・総務省（2009.3）『平成 17 年（2005 年）産業連関表（─総合解説編─）』
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/005index.htm
 （2016.05.30 参照）
・総務省（2004.6）『平成 12 年（2000 年）産業連関表（─総合解説編─）』
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/data/io/000index.htm
 （2016.05.30 参照）
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グローバル化が所得分配と
所得税率に与える影響

坂　井　吉　良

1 　序

2 　基本モデル

2．1　閉鎖経済の所得分配

2．2　開放経済の所得分配

3 　開放経済の要素価格決定と所得分配

4 　開放経済の最適税率と所得再分配政策

5 　実証分析

6 　むすび

1 　序

市場への参加の自由と競争による市場経済の所得分配システムは、

所得の不平等を生み出すが、多くの国は、この市場の失敗である所得

の不平等を是正する課税制度や年金・失業保険等の社会保障制度を整

備している。しかし、経済発展段階や経済制度により所得の不平等の

程度や、異なる民主主義制度により所得再分配制度も異なり、結果と

して各国の所得の不平等の程度は異なっている（ 1 ）。

表 1 は、OECD 諸国 29 カ国の 2012 年のジニ係数とその改善度を示

したものである。まず、可処分所得（再分配後所得）のジニ係数は、

Denmark の 0.249 が最低で、Mexico の 0.457 が最高で、29 カ国の平均

が 0.306、標準偏差が 0.05 である。そして、OECD 諸国 29 カ国の同年

の市場所得（当初所得）のジニ係数は、Switzerland の 0.368 が最小で、

論　説
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Ireland の 0.582 が最大であり、平均 0.473、標準偏差は 0.05 である。

この可処分所得と市場所得のジニ係数の差が、所得再分配政策による

不平等の改善度であり、Ireland の 0.278 が最大、Mexico の 0.015 が最

小で、OECD の平均は 0.168、標準偏差は 0.059 となっている。なお、

日本の 2011 年の当初所得と再分配後のジニ係数は 0.554 と 0.379 であり、

いずれのジニ係数も大きく、日本の個人間の所得格差は大きいと考え

られる（坂井（2015）、表 4．2）。

また、2012 年の OECD 31 カ国の当初所得の貧困率の平均と標準偏

差は、28.7％、6.5％であるが、再分配後の貧困率のそれは、10.9％、

3.8％であり、先進国の課税や社会保障制度による所得分配の不平等の

是 正 を 確 認 す る こ と が で き る（OECD.Stat: Income Distribution and 

表 1　OECD諸国のジニ係数と改善率（2012）

Country market disposable 不平等改善 改善率 Country market disposable 不平等改善 改善率
Australia 0.463 0.326 0.137 29.6 Luxembourg 0.502 0.302 0.2 39.8
Austria 0.495 0.276 0.219 44.2 Mexico 0.472 0.457 0.015 3.2
Belgium 0.488 0.268 0.22 45.1 Netherlands 0.402 0.281 0.121 30.1
Czech 0.455 0.256 0.199 43.7 New Zealand 0.461 0.333 0.128 27.8
Denmark 0.436 0.249 0.187 42.9 Norway 0.41 0.253 0.157 38.3
Estonia 0.489 0.338 0.151 30.9 Poland 0.465 0.298 0.167 35.9
Finland 0.488 0.26 0.228 46.7 Portugal 0.536 0.338 0.198 36.9
France 0.518 0.306 0.212 40.9 Slovak 0.412 0.25 0.162 39.3
Germany 0.501 0.289 0.212 42.3 Slovenia 0.466 0.25 0.216 46.4
Greece 0.569 0.34 0.229 40.2 Spain 0.511 0.335 0.176 34.4
Hungary 0.485 0.289 0.196 40.4 Sweden 0.431 0.274 0.157 36.4
Iceland 0.399 0.257 0.142 35.6 Switzerland 0.368 0.285 0.083 22.6
Ireland 0.582 0.304 0.278 47.8 Turkey 0.424 0.402 0.022 5.2
Israel 0.481 0.371 0.11 22.9 USA 0.513 0.351 0.162 31.6
Italy 0.509 0.327 0.182 35.8 平　　均 0.473 0.306 0.168 35.1

標準偏差 0.050 0.049 0.059 10.9

注 1 　market は市場所得、disposable は可処分所得のジニ係数、所得は New 
income.

注 2　不平等改善＝市場所得のジニ係数－可処分所得のジニ係数
注 3　改善率＝（1－可処分所得÷市場所得）100
注 4　資料出所：OECD.Stat　Dataset: Income Distribution and Poverty
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Poverty）。

このようにわれわれは、各国の所得分配の不平等を是正するための

所得再分配制度を採用している事実が把握できるとともに、各国の所

得再分配制度が異なり、結果として再分配による不平等の程度が異

なっていることも確認できる。さらに、Keeley（2015）による OECD

諸国の所得の不平等が、2013 年または近年と 1985 年との比較において、

拡大していることが報告されている。不平等が低下したのは Turkey 一

国のみであり、Belgium、France、Greece、Netherlands の 4 カ国は変

化ないが、他の OECD 諸国は日本を含め不平等が拡大していることが

示されている（p.34）。

先進国はグローバル化とともに高齢化に直面しており、「…格差・貧

困問題に対処するための所得再分配機能の強化と、資本所得に対する

効率的な税制の構築を図りつつ、いかに財源調達機能を強化していく

課題に悩まされている」（森信（2011）,p.3）。

他方、「いわゆる「グローバル化」による世界的な競争激化によって、

今後世界の所得と富の分配がどのようになるのか、あるいはそもそも

過去 100 年を見て、不平等が進行してきたのか否か、についての根拠

ある定説はまだ存在しない。不平等化に関する「事実」と perception

にも差があるだろう」（猪木（2003）,p.252）、という指摘もある（ 2 ）。

本稿は、Acemoglu and Robinson（2015）の経済と民主主義の相互依

存モデルに基づき、グローバリゼーションが先進国の所得格差を拡大

させ、同時に、多数派である低所得層の選択する所得税率を引き上げ

るということを明らかにする。換言すると本稿のモデルは、国際貿易

による要素価格の変化と民主主義の中位投票定理に基づいた所得税率

変更による所得の不平等を是正する所得再分配政策を導出することが

できる。そして、本稿は以上の理論命題に基づき、グローバル化が所

得分配の不平等を拡大させているかどうかを、さらに、民主主義がこ

の不平等を是正するように機能しているかどうかの実証分析を試みる。

この実証分析は、グローバル化率と当初所得のジニ係数との相関が正

3
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である場合、グローバル化率と再分配後所得（可処分所得）のジニ係数

との相関が、正や負になっていることに注目し、民主主義の再分配政

策の意思決定について考察するものである。すなわち、前者の相関に

おいて、グローバル化が所得の不平等を拡大させている事実を確認し、

後者において、その不平等の拡大を民主主義が、是正しているかどう

かを検討するものである。

この序に続く第 2 節では、基本モデルを提示し、貿易のない閉鎖経

済と世界との貿易を行う開放経済の所得分配を明らかにする。この所

得分配は市民（労働者）と富裕層（物的資本と人的資本の所有者）との社

会経済階級における政治的対立を引き起こしている。第 3 節では、開

放経済における要素価格決定と所得分配について検討する。本節では、

国内の要素賦存量と世界の要素賦存量との関係から要素価格が国際価

格に向かってって調整されるという、国際貿易論の基本的定理である

要素価格均等化定理が成立するメカニズムについて説明する。このグ

ローバル化のメカニズムが先進国の賃金を引下げ、物的資本と人的資

本の価格を引き上げ、市民と富裕層の所得分配の不平等を拡大させる

ことを明らかにする。第 4 節では、経済モデルと政治モデルをリンク

させ、所得分配に対応して、民主主義制度が選択する所得再分配制度

に基づき、多数派である低所得者（市民）の選好する最適税率を導出す

る。その最適税率は、低所得者の所得と負の関係であることが導かれ

る。すなわち、低所得者の所得の低下は、低所得者の再分配額を増加

させるために、民主主義は最適税率を引き上げるという、社会選択に

至ることを意味している。そして、第 5 節では、グローバル化が所得

分配の不平等を拡大させているがどうかの実証分析と、グローバル化

によって引き起こされる所得の不平等を是正する民主主義のメカニズ

ムが、先進諸国に備わっているかどうかを、OECD のデータを利用し

て実証分析を行う。最後に要約と今後の課題ついて述べる。
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2 　基本モデル

2．1　閉鎖経済の所得分配

グローバリゼーションと民主主義とのリンクを研究するために、経

済構造（生産要素の賦存量）または経済制度が、市民や富裕層の便益に

影響を与える場合、経済的要因が政治制度（民主主義）に影響を及ぼし

ているだけでなく、政治制度が利害関係者の便益に影響を与えている

経済と政治の相互依存モデルである Acemoglu and Robinson（2005）, 

Cha.10 に基づき、市場メカニズムによって決定される所得分配の変化

が、政治的意思決定に与える影響を考察する。まず、閉鎖経済におけ

る所得分配を描きだし、それから世界経済に統合され、他の国との貿

易が開始されるという手順で、グローバル化が所得分配と所得再分配

に与える影響を検討する。

集計的生産関数は、物的資本、労働、人的資本が直接利用されてい

るのではなく、生産要素投入物として異なる 3 つの中間財を利用して

いるものと仮定する。Y は最終財の生産量であり、YK, YH, YL は、Y を

生産するために利用している 3 つの中間財である。そして、集計的生

産関数は、Cobb-Douglas 型の次式である。このモデルは坂井（2014b）

のモデルと基本的に同じである（ 3 ）。

（2．1）　Y＝（YK＋σYH）
θ YL

1－θ, 0＜θ＜1, σ＞0

閉鎖経済では、貿易はなく、中間財は国内の生産要素によって生産

されている。中間財のサブスクリプトは、資本集約的 YK、人的資本集

約的 YH、労働集約的 YL であるかを示す。開放経済では、この中間財

が国際的に取引される。生産サイドの最も簡単な世界において、すべ

ての 3 つの中間財が、各財それぞれの生産要素のみを用いて生産され

ているものとする。すなわち、各中間財の国内生産は、以下によって

与えられる。
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（2．2）　YK＝K, YH＝H, YL＝1－δ

市民 citizen は労働の提供者であり賃金所得者であり、N＝1－δ人の

市民（労働者数）がおり、富裕層 elite はδ人である。富裕層は市民よ

り豊かであり、物的資本 K と人的資本 H を保有している。しかし、い

かなる労働者も物的資本 K と人的資本 H 保有してはいないものとする。

まず、国際貿易がない場合、閉鎖経済における所得分配の状況を描

き出すことにする。国際貿易を除くと、問題の国は、生産に資本、人

的資本、労働集約的な中間財のその国内生産を利用しなければならな

い。（2．1）に（2．2）を代入すると、次式を得る。

（2．3）　Y＝（K＋σH）θ（1－δ）1－θ, 0＜θ＜1, σ＞0

まず、労働 N（人的資本を除く）、人的資本 H、物的資本 K の 3 つ生

産要素を利用して、最終財 Y を生産している完全競争経済を仮定する。

最終財の価格は 1 であり、この財がニュメレールである。生産関数は

規模に関して収穫一定であり、完全競争から要素価格は限界生産物で

あり、それに基づき報酬が支払われる。したがって不平等は、限界生

産物が異なることの帰結となる。なお、σは人的資本 H と物的資本 K

の代替のパラメーター、θは労働以外の生産要素に対する分配率、

1－θは労働の分配率である。

以上から、実質要素価格である賃金 w、資本価格 r、人的資本の価格

v は次式となる。

（2．4）　w＝（1－θ） K＋σH
1－δ

θ

, r＝θ K＋σH
1－δ

θ－1

, v＝σθ K＋σH
1－δ

θ－1

そして、各生産要素の所得のシェアは、それぞれ次式で表わされる。

（2．5）　sN≡
wN
Y

＝1－θ, sK≡
rK
Y

＝θ K
K＋σH

, sH≡
vH
Y

＝θ σH
K＋σH

さらに、人口が1であることから、生産量＝消費量＝平均所得であり、

特に、平均所得を y と表せば、次式となる。
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（2．6）　Y＝y＝（K＋σH）θ（1－δ）1－θ, 0＜θ＜1, σ＞0

市民の所得は労働所得のみであることから、市民の平均所得 y p は、

賃金（＝限界生産物＝分配率×総所得÷市民の人口）に等しく、次式で表わ

される。なお、スーパースクリプト p は市民（労働者であり、富裕層より

poor である）、r は富裕層 rich である。

（2．7）　y p＝w＝（1－θ） K＋σH
1－δ

θ

＝（1－θ）
（K＋σH）θ（1－δ）1－θ

1－δ ＝
1－θ
1－δ y

また、富裕層の平均所得＝資本所得と人的資本所得の合計＝富裕層

の分配率×総所得÷富裕層の人口から、富裕層の所得は次式となる。

（2．8）　yr＝rK＋vH
δ ＝θ（K＋σH）θ（1－δ）1－θ

δ ＝θ
δy

なお、市民の所得 y p ＜富裕層の所得 y r という仮定をおくと、富裕

層の人口比率δは、労働分配率θよりも小さくなる。すなわち、次式

が成立している。

（2．9）　yp

y
＝

1－θ
1－δ＜yr

y
＝θ

δ　⇔　δ＜θ

この（2．9）式は、市民は富裕層より貧しく、市民一人当たりの所得

は、平均所得以下であり、逆に、富裕層は豊かで、富裕層 1 人当たり

の所得は、平均を超えていることを示している（ 4 ）。

2．2　開放経済の所得分配

開放における貿易は、中間財が国際的に取引される。中間財と生産

要素のすべての市場が完全競争であると仮定する。最終生産物の価格

は 1 で、この財が numeraire である。中間財の 3 つの価格は pK, pH, pL

と表し、これらの価格を決定するために、生産費用を最小化するよう

にインプットの需要を選択するという、企業の費用最小化問題を検討

する。形式的に、企業は、（2．1）の制約条件の下で、3 つの中間財を利

用する費用を最小化する以下の問題を解く。
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  min
YK, YL, YN

　（pKYK＋pHYH＋pLYL）　S.T.　Y＝（YK＋σYH）
θ YL

1－θ

この問題の各生産要素の一階の条件は、次式となる。

  λθ（YK＋σYH）
θ－1 YL

1－θ＝pK,

（2．10）　λθσ（YK＋σYH）
θ－1 YL

1－θ＝pH,

  λ（1－θ）（YK＋σYH）
θ YL

－θ＝pL

なお、λはラグランジュ乗数である。資本価格と人的資本の比およ

び資本価格と賃金の比から次式が得られる。

（2．11）　 pK

pH
＝

1
σ　および　pK

pL
＝ θ

1－θ YL

YK＋σYH
，pH

pL
＝θσ

1－θ
YL

YK＋σYH

－1

これらの方程式は、次式が成立していることを意味する（ 5 ）。

  pK＝
pH

σ＝θ YL

YK＋σYH

1－θ

（2．12）　pL＝（1－θ）（YK＋σYH）
θ YL

－θ＝（1－θ） YL

YK＋σYH

－θ

，

  pH＝θσ YL

YK＋σYH

1－θ

各生産要素の 1 単位はその各々の財を生産するために利用され、要

素市場が完全競争であることから、各生産要素は、その限界生産物の

価値が支払われる。すなわち、賃金率 w、物的資本の価格 r と人的資

本の価格 v は次式になる。

（2．13）　w＝pL, r＝pK, v＝pH

（2．2）と（2．12）を用いると、次式が得られる。

  pL＝（1－θ） YL

YK＋σYH

－θ

＝（1－θ）
1－δ

K＋σH

－θ

＝（1－θ） K＋σH
1－δ

θ

，

（2．14）　pK＝
pH

σ＝θ YL

YK＋σYH

1－θ

＝θ 1－δ
K＋σH

1－θ

＝θ K＋σH
1－δ

θ－1

，
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pH＝θσ YL

YK＋σYH

1－θ

＝θσ 1－δ
K＋σH

1－θ

＝θσ K＋σH
1－δ

θ－1

閉鎖経済の要素価格は、前節の（2．4）で与えられる。そして、その

閉鎖経済の要素価格と開放経済における要素価格は等しい。帰結とし

て、要素価格は閉鎖経済と同じであり、要素シェアも同じであり、開

放経済も（2．5）によって与えられる。そして、市民と富裕層の所得、

そして労働者と富裕層の所得の関係は、それぞれ（2．7）,（2．8）と（2．9）

で与えられる。以下では、この社会的経済的階級と所得分配の状況が

政治的対立となっていることに焦点を当てる。すなわち、所得再分配

額の市民と富裕層の対立が生まれる（ 6 ）。

3 　開放経済の要素価格決定と所得分配

国が世界貿易体制に統合し、摩擦を伴うことなく、全ての国と貿易

を行うことができる。

貿易統合がグローバリゼーションの 1 つの側面と考えることができ

る。1 つの財のみ生産する場合、それを貿易するインセンティブはない。

しかし、最終財を生産するための投入物である中間財を取り引きする

インセンティブが各国にはある。それは、各国は生産要素を利用して

生産しているからであり、その各国の生産要素賦存量が異なっている

からである。ここでは、生産要素の貿易はできないと仮定する（i.e. 資

本の移動や移民がないものとする）。中間財を生産するために、物的資本、

人的資本、労働の国内ストックを単に利用するだけでなく、各国が世

界各国と貿易ができる開放経済となっている。世界価格で物的資本、

人的資本、労働集約の中間財を生産・販売し、最終財の異なる生産水

準を達成する物的資本、人的資本、労働集約の中間財の世界価格を pL, 

pK, pH とするとき、この国の予算制約は、次式となる。

（3．1）　pK YK＋pHYH＋pLYL＝pK K＋pH H＋pL（1－δ）

左辺は、この国の世界価格での中間財の総支出であり、右辺は、こ
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の国が世界価格で中間財の生産と販売によって得られる総収入である。

国際価格の決定は、国際市場の均衡において決定されると仮定し、

以下のようにする。

（3．2）　pL＝（1－θ）ψθ　pK＝
p

H

σ＝θψθ－1　pH＝σ（1－θ）ψθ－1

ここでψは、世界経済の労働に対する資本と人的資本の合計の比と

みなすことができる。（2．4）において、国内価格決定について問題で

あったことは、1－δに対する K＋σH の比であった。これは労働に対

する物的資本と人的資本の合計の比であることを意味した。世界経済

において、生産要素の世界の総ストックに基づいた同じ内容をもつ比

を考えることができる。もし、世界のすべての国が貿易し、関税や貿

易摩擦がない場合、（2．4）式から、国際賃金と国際資本価格の比であ

る以下の比が存在する。

（3．3）　
p

K
p

L
＝ θ

1－θ
 j Lj

j Kj＋σ j Hj

なお、j は j 国であり、Lj, Kj, Hj は各国の生産要素量である。この場

合、ψは世界の労働人口の合計に対する物的資本と人的資本の合計の

比に等しい。すなわち、ψは次式で定義される。

（3．4）　ψ＝ j Kj＋σ j Hj

j Lj

もし、貿易があり、貿易摩擦がある場合、ψはこの比率とは異なる

ことが予想される。本稿の分析は、経済発展した先進国で、かつ民主

主義国に焦点が当てられている。非民主主義国は、典型的に貧困で物

的資本や人的資本より労働が豊富である。したがって、その国おいて

は資本が相対的に希少であると考える。一方、先進国は、豊かで労働

よりも物的資本や人的資本が豊富である。そこで、先進国の生産要素

について以下の関係を前提とする。

（3．5）　ψ＜K＋σH
1－δ
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この仮定の最も重要な帰結は、（2．4）と（3．2）とを比較することに

よって、貿易が開放された後の要素価格の変化である。資本のインセ

ンティブ要因である中間財の価格がその国で上昇する。それは、比較

的物的・人的資本が豊富な国であることが一貫して前提とされる。直

感的に、この国は世界経済に比較して、物的・人的資本が比較的豊富

であり、国際貿易がない場合には、それは、資本集約的中間財の価格

を押し下げる。国際貿易は、その中間財の需要増加が、資本集約的な

財の価格を世界標準に押し上げるということである（ 7 ）。

これらの中間生産物の価格が与えられると、この経済の労働や物的

と人的資本の要素報酬は、世界価格で評価される適正な限界生産物の

価値によって与えられることになる。すなわち、貿易後の各国の要素

価格は以下の式で表される。

（3．6）　w＝pL, r＝pK, v＝pH

これは国際貿易が物的資本や人的資本の価格に比較して賃金を引き

下げることを意味する。これらの要素価格の変化は、国際貿易が民主

主義にどのような影響を与えるかの重要なチャンネルとなっている。

ここでは要素価格が均等化するメカニズムを暗黙的に仮定している。

すなわち、労働に対する世界の物的資本や人的資本比率ψ、そして限

界生産物で評価させる世界価格 pL, pK, pH によって、閉鎖経済におけ

る（2．4）のような要素価格が、他の国の要素価格と均等化するという

ことと同様になる（ 8 ）。この要素価格均等化の実現は、貿易摩擦のない

自由貿易という条件付きであり、必ずしも各国の要素価格が均等化す

るかどうかは明確ではない。しかし、ここでの重要なことは、相対的

に豊かな国にとって、豊富な生産要素が物的資本や人的資本であり、

労働は相対的に希少であるということであり、貿易開始後、豊富な資

本の価格が他の要素価格に比較して上昇し、逆に賃金が下落するとい

うことである。すなわち、賃金は、資本が豊富な国において高く、こ

の賃金が貿易によって低下し、一方、資本価格は上昇するということ

11
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である。

また、最近の国際貿易の増加が、より高度な熟練労働者の所得をさ

らに増加させているという事実の存在である（Acemoglu and Robinson

（2005）,p.330）。この事実は、人的資本の価格を上昇させ、所得分配の不

平等の背景要因となっているものと考えられる。資本・労働比率が上

昇しているが、実質利子率が安定的であることは、Kaldor の事実とし

て知られている。この事実の背景要因として、資本の限界生産物が低

下することを相殺する技術進歩との相互作用があげられる。そして、

現在、世界中で人的資本は増加しているが、人的資本の報酬が低下し

ない事実は、人的資本の需要の増加が背景となっていると考えられる

（Jones and Romer（2010）, pp.240-241）。

（3．2）と（3．6）を組み合わせると、貿易後の要素価格が次式によっ

て与えられる。

（3．7）　w＝（1－θ）ψθ
, r＝θψθ－1

, v＝σθψθ－1

従って、貿易前と貿易後の要素価格は、仮定（3．5）から以下の関係

が成立している。

（3．8）　w＝（1－θ） K＋σH
1－δ

θ

＞（1－θ）ψθ＝w，

 r＝θ K＋σH
1－δ

θ－1

＜θψθ－1＝r，

 v＝σθ K＋σH
1－δ

θ－1

＜σθψθ－1＝v

（3．8）は、市場を開放した貿易後は、閉鎖経済おけるより、賃金は

より低く、人的資本と物的資本に対する報酬はより高いということを

示している。このことは、要素価格均等化定理から導かれる命題であ

る。すなわち、国際貿易理論は、資源賦存量が相対的に豊富な国の要

素価格は上昇し、資源賦存量が相対的に希少な国の要素価格は下落し、

世界各国の要素価格が均等化することを予想している。この本稿のモ
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デルは、資源賦存量が異なる各国の要素価格が、貿易を通して国際価

格に平準化すること示している。したがって、グローバル化は、発展

途上国の賃金を引き上げ、物的資本と人的資本の価格を引き下げるこ

とが予想される。

（3．8）のこれらの要素価格を利用すると、貿易後の市民と物的資本

K と人的資本 H をもっている富裕層の所得は次式となる（ 9 ）。

（3．9）　yp＝（1－θ）ψθ, yr＝θ
δψθ－1（K＋σH）

したがって、貿易後の世界の労働者 1 当たりの物的・人的資本の蓄

積量ψの増加が、労働者の所得を引き上げ、富裕層の所得を引き下げ

るという所得分配の代替が起こる。

そして、貿易後の平均所得 y は次式となる（上の式に、労働者数

（1－δ）と富裕層の人口δを掛ける）。

（3．10）　y＝ψθ－1（（1－θ）（1－δ）ψ＋θ（K＋σH））

このように国民の平均所得は、生産要素の国内の賦存量や技術的関

係ともに、国内の賦存量が国際的な賦存量との関係に依存している。

特に、重要なことは、世界の労働者 1 人当たりに物的・人的資本の蓄

積量ψの増加が、先進国の平均所得 y を引き下げるというメカニズム

である。すなわち、（3．5）式から、y とψは負の関係なっている。

　
d y
dψ＝θ（1－θ）ψθ－1 1－ K＋σH

ψ（1－δ）
＜0

なお、（3．10）の発展途上国の貿易後の平均所得は、ψの増加関数と

なる（10）。

4 　開放経済の最適税率と所得再分配政策

課税制度は資源に関係なく、所得に単一税率が課せられる。その課

税制度は多数派である市民の選好する税制であり、課税から得られる

税収は、政府の予算制約の政府支出（移転支出）に等しくなる。そして、
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市民が選好する税率は、市民の間接効用が最大となる税率であり、貿

易前と貿易後の税率をそれぞれ、τp と τp とする。

民主主義の下では多数派である市民は、彼ら自身が好む政策を設定

する権力を持っている。しかし、市民が望む政策を設定する可能性が

制約されるひとつの要因は、経済的要因によっても制約されている。

それは、Laff er curve に関わるものである。すなわち、税率は富裕層の

インセンティブに影響を与え、彼らの経済活動と彼らが保有している

資源配分に影響を与えるからである。このことから課税の費用関数

C（τ）は、以下のことを仮定する（11）。

（4．1）　C（0）＝0, C'＞0, C''＞0, C'（0）＝0, C'（1）＝1

要するに税率が低いとき、課税のコストは低く、税率が高水準では、

そのコストが急激に上昇するということを意味している。そして、最

後の 2 つは内点解のための条件である。

貿易後の市民の可処分所得 ydp は、労働所得 yp から所得税τp yp を

控除し、かつ、政府からの移転支出 T を加えた次式となる。τp は、貿

易後市民が選好する税率である。

（4．2）　ydp＝（1－τp）yp＋T

移転支出 T は、次式の政府の予算制約式を満たしている。

（4．3）　T＝δ τpyr＋（1－δ）τpyp－C（τp）y＝（τp－C（τp））y

この式は、富裕層と市民が納税した税収の和から、課税費用 C（τp）y

を控除した政府の収入が、移転支出（政府支出）T と等しいという、政

府の予算制約式となっている。この課税や移転支出が富裕層と市民の

間の分配上の対立を生み出している。C（τp）は課税の費用関数であり、

C（τp）ypは課税による国民の負荷を示しており、課税の負荷が国民の平

均所得に比例して増加する関係となっている（12）。

市民の間接効用関数は、（4．2）式の市民の所得の線形関数であり、
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次式で定義される。市民はこの効用を最大化するように税率τp＞0 を

選択する。

（4．4）　V（yp│τp）＝（1－τp）yp＋（τp－C（τp））y

このような民主主義の意思決定の枠組みを利用すると、市民が最も

選好する税率が得られる。それは、次の一階の条件を満たしている。

（4．5）　
yp

y
＝1－C'（τp），又は　

1－θ

（1－θ）（1－δ）＋θK＋σH
ψ

＝1－C'（τp）,

（3．5）により、K＋σH
ψ ＞1－δから、市民所得の貿易後と貿易前の

関係は次式となる。

（4．6）　
yp

y
＝

1－θ

（1－θ）（1－δ）＋θK＋σH
ψ

＜
1－θ
1－δ＝yp

y

したがって、貿易前τp と貿易後τp の市民の選好する税率は、次式

の関係が成立している。

（4．7）　τp＜τp

すなわち、（3．8）により、貿易前よりも後貿易後の労働者の所得 yp

が低下することによって、課税の最適条件の1－C'（τp）が低下すること

を意味する。それは、市民が選好する税率τp を貿易前の税率τp より

も高く設定することによって実現する。換言すれば、yp/y＝1－C'（τp）

は、貿易前よりも貿易後に低下しており、それは労働者の所得（分配

率）低下を意味し、それに伴って市民は税率を引き上げ、分配の公平

性を実現する選択となっている。要するに、グローバル化が所得の不

平等を拡大させるゆえに、民主主義は労働所得税率を上げ、市民への

再分配を多くしているということである。この労働所得税率の引き上

げは、勤労意欲の低下と失業を生じさせ経済の停滞を招くという議論

もある（森信（2011）,p.7）。しかし、所得の不平等も勤労意欲の低下と失

業を生み出すという背景要因ともなっている。特に「民主主義におい
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て明確な結果をもたらす有権者が、ときに中間層であるという」、中間

層の所得の低下は、社会の不安定要因であり、民主主義のコスト増を

意味している。

このように市民は、労働供給から得られる市民所得に、貿易後高い

税率を設定することを選好する。多くの人は増税に反対するが、移転

所得の増加には賛成する。この増税と移転支出の増加は、表裏一体の

関係となっている。市民は、増税による負担を受け入れると当時に、

多くの再分配所得を得ることを選択している。しかし、日本では前者

の増税については、市民の支持が得られず、後者の再分配所得の増加

については、反対の表明は少ないように思われる。このことが巨額な

財政赤字と結びついていることが予想される（13）。

5 　実証分析

表 2 は日本と英国及び OECD の当初所得の不平等（ジニ係数％、貧困

率）とグローバル化率（（輸出＋輸入）/GDP：％）の相関関係を示したも

のである（14）。時系列データによる日本と UK のグローバル化率と所得

の不平等との関係は、われわれの理論モデル予想と一致している。す

なわち、グローバリゼーションが、先進諸国の所得の不平等を拡大さ

せるという相関関係となっている。しかし、日本も英国も標本期間が

異なる場合、その統計的関係は有意ではない。日本の場合、1981 年～

2011 年、英国は 1987 年～ 2011 年の期間では統計的に有意ではない。

一方、1987 年～ 2011 年の日本、1977 年～ 2013 年と 1981 年～ 2011 年

の英国は、統計的に有意であり、両国間においてグローバル化率と所

得の不平等との関係は異なっていることが予想される。このことは、

両国の制度や時代背景がグローバル化率と所得の不平等の関係を変化

させていることを意味している（15）。その大きな要因は経済成長であり、

高い経済成長が所得分配の不平等を緩和または促進していることが考

えられる。日本の場合、1980 年代の実質 GDP の平均成長率は 4.5％と

高く、この高い経済成長率が、グローバル化率による所得の不平等の
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拡大を緩和するように、低所得層の所得を引き上げるというメカニズ

ムが考えられる（「2009（平成 21）年度国民経済計算確報」）。

表 2 の OECD のクロスセクションデータでは、ジニ係数が理論予想

とは異なる負の相関関係である。また、貧困率は正の関係であるが、

いずれも統計的に有意ではなく、各国間においてグローバル化の所得

分配に与える影響が異なっていることが予想される。貿易が要素価格

や所得分配に与える影響は、各国の要素賦存量や対外依存度さらには

対外政策に依存しているものと考えられる。従って、クロスセクショ

ンデータによるグローバル化と所得分配の関係の解明は、他の経済的

政治的諸要因をコントロールすることが必要である。

表 3 は、グローバル化と課税及び移転所得後の可処分所得に基づく

ジニ係数との相関関係を示している。この表は民主主義の再分配政策

が把握可能となっている。すなわち、グローバル化による所得分配の

不平等の拡大を是正する再分配政策は、その相関関係は負であり、不

平等の拡大に対応しない再分配政策は、正の関係となることが予想さ

表 2　グローバリゼーションと所得の不平等の推定結果（OLS）
当初所得

標　　本 日本 11 日本 9 英国 37 英国 31 英国 25
OECD
26カ国

OECD
30カ国

OECD
31カ国

従属変数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 貧困率
切 片 36.491 30.486 45.1995 47.7446 51.133 47.2265 46.9452 26.938
グローバル
化率

0.3956 0.7592 0.3324 0.2215 0.0412 ‒0.0021 ‒0.0004 0.0167
（0.3295）（0.1289）（0.1256）（0.0841）（0.0485）（0.0162）（0.0162）（0.0187）

R-Square 0.04232 0.8081 0.1629 0.1651 ‒0.0117 ‒0.0409 ‒0.0357 ‒0.0068
DW 0.236 1.436 0.125 0.318 1.155
標本期間 1981‒2011 1987‒2011 1977‒2013 1981‒2011 1987‒2011 2011 年 2012 年 2012 年

a b b

注 1：（　）内の値は標準誤差であり、a は 1%、b は 5%、c は 10% で有意である。
注 2： R-Square は、自由度調整済み決定係数である。DW はダービン・ワトソ

ン比
注 3：日本と英国は当初所得、OECD は市場所得に基づくジニ係数（％）
注 4：グローバル化率は、（輸出＋輸入）÷ GDP（％）
注 5：データ出所：付録　データの詳細参照
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れる。特に、グローバル化率と当初所得ないしは市場所得のジニ係数

が正で、グローバル化率と可処分所得のジニ係数とが負の場合、その

国の民主主義は、所得分配を是正するメカニズムが内包されていると

考えることができる。この符号が正の場合は、民主主義の意思決定に

問題があるとの指摘も可能である。また、両者が独立ならば、民主主

義が十分に機能していないとも考えられる。そこで可処分所得のグ

ローバル化率の係数は、当初所得のグローバル化率の係数が正である

場合に注目して検討する。

表 2 の当初所得のグローバル化率の係数が正で、かつ、統計的に有

意である 3 つの推定結果に対応している表 3 の再分配後の推定結果も

すべて正である。この事実は、民主主義が所得分配の是正を行うとい

うよりも、所得分配の不平等を一層拡大させているように思われる。

特に、1977 年～ 2013 年の英国の推定結果は、統計的に有意であり、英

国の民主主義制度は、グローバル化による所得分配の不平等の拡大を、

長期的に是正していないことを示唆している。それは、1％のグロー

表 3　グローバリゼーションと所得の不平等の推定結果（OLS）
再分配後所得

標　　本 日本 11 日本 9 英国 37 英国 33 英国 27
OECD
27カ国

OECD
29カ国

OECD
31カ国

従属変数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 ジニ係数 貧困率
切 片 35.9439 33.8443 29.4265 31.9003 37.0443 32.7873 34.098 12.5
グローバル
化率

0.0136 0.1396 0.2178 0.0968 ‒0.1689 ‒0.0251 ‒0.0301 ‒0.0149
（0.1256）（0.0750）（0.1273）（0.1051）（0.0527）（0.1202）（0.0143）（0.0109）

R-Square ‒0.1097 0. 2357 0.0508 ‒0.0048 0.2632 0.115 0.1099 0.028
DW 0.418 1.174 0.186 0.308 1.411
標本期間 1981‒2011 1987‒2011 1977‒2013 1981‒2013 1987‒2013 2011 年 2012 年 2012 年

c a b b

注 1：（　）内の値は標準誤差であり、a は 1%、b は 5%、c は 10% で有意である。
注 2： R-Square は、自由度調整済み決定係数である。DW はダービン・ワトソ

ン比
注 3：日本は再分配後のジニ係数、英国と OECD は可処分所得のジニ係数（％）
注 4：OECD の可処分所得は new income
注 5：データ出所：付録　データの詳細参照
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バル化率の上昇がジニ係数を年 0.2％悪化させる関係となっている。

また、日本の 1987 年～ 2011 年と英国の 1981 年～ 2013 年の係数は

統計的に有意でないが正であり、日本と英国の民主主義は、所得の不

平等の是正が不十分であることを示唆している。このことは所得分配

の不平等という市場の失敗を、民主主義制度が是正できないことを示

唆している。しかし、英国の 1987 年～ 2013 年の標本は、その係数が

‒0.1689 であり、かつ、統計的に有意である。この期間の英国は、1％

のグローバル化率の上昇がジニ係数を年 0.2％改善させる関係となって

いる。近年の英国の所得再分配政策は、本稿の理論モデルが予想する

民主主義の意思決定に対応している。

日本の所得分配の不平等に関する多くの実証分析が蓄積されてきた。

大竹（2005）は、技術革新説、グローバル化説、外国人労働者の増加に

よる未熟練労働者の賃金低下、労働組合組織率低下による労働者内賃

金格差拡大とブルーカラー労働者の賃金低下の 4 つの仮説についての

検証を行っているが、いずれの仮説も日本の賃金格差を説明できない

という結論を導いている（16）。その格差の主要因は日本の人口の高齢化

にあると結論している。

また、小塩（2010）は、1997 年から 2006 年の短期間の日本の世帯は、

総じて貧困化しているが、格差や貧困の格差は大きな変化がなく、所

得の二極化も若年層を別にすると進んでいない、という分析を行って

いる（第 2 章）。しかし、大竹（2003）は、年齢内の所得格差の拡大は小

さいという分析をしている。

本稿の実証分析は、いつの時代もグローバル仮説は妥当していない

が、低成長経済おけるグローバル化は、その仮説を支持するものと

なっている。したがって今後、日本の低成長経済下におけるグローバ

ル化は、所得分配の不平等の拡大は避けられないことと考えられる。

このような所得の不平等の背景要因は、日本の人口の高齢化要因と重

なり、さらに所得の不平等を拡大することが予想される。われわれの

理論モデルと実証分析は、高齢化に伴う所得再分配額を自動的に増額
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させなければならない日本の社会保障制度だけでなく、グローバル化

とともに再分配額を変更する仕組みが必要であることを示唆している。

表 3 の OECD のクロスセクションデータの 3 つの標本のグローバル

化率の係数は、すべて負であり、先進国の民主主義制度に基づく所得

再分配が機能していることがうかがえる。特に、2011 年と 2012 年のジ

ニ係数が従属変数であるグローバル化率の係数は、有意となっている。

表 4 は、OECD 16 カ国の市場所得のジニ係数とグローバル化率との

相関関係を示したものである。16 カ国中 4 分の 3 の 12 カ国が正であり、

統 計 的 に 有 意 な 国 は、Greece、Iceland、Ireland、Luxembourg、

Portugal、UK の 6 カ国である。そして、係数が負で統計的に有意であ

る国は、Poland、Slovak の 2 カ国あり、グローバル化が所得分配の不

平等を悪化させる傾向にあるが、必然的な要因ではないことも示して

いる。しかし、2012 年の Poland、Slovak の 2 カ国の 1 人当たりの

GDP は、OECD の平均 37,010 ドルよりもかなり低い 22,783 と 25,848

ドルである（OECD Factbook 2014）。したがって、この 2 カ国は（3．5）

表 4　グローバリゼーションと所得の不平等の推定結果（OLS）
市場所得

標　　本 Austria Belgium Canada Czech Finland Greece Iceland Ireland
切 片 42.56 52.8055 44.8162 45.5175 47.96 25.9221 32.392 27.91
グローバル
化率

0.0637 ‒0.028 ‒0.012 0.0009 0.0041 0.465 0.075 0.1587
（0.0866）（0.0284）（0.0204）（0.0260）（0.0304）（0.1972）（0.0131）（0.0210）

R-Square ‒0.0609 ‒0.0034 ‒0.0699 ‒0.1426 ‒0.0891 0.363 0.8 0.8753
DW 0.636 0.647 1.48 0.77 0.909 0.862 2.097 1.568
標本期間 2004‒2012 2004‒2012 2001‒2011 2004‒2012 2001‒2013 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012
標　　本 Italy Luxembourg Poland Portugal Slovak Slovenia Spain UK
切 片 39.7492 34.9317 83.6897 38.7054 57.9736 41.4227 46.4966 39.6297
グローバル
化率

0.1824 0.0389 ‒0.431 0.1987 ‒0.094 0.023 0.0227 0.1998
（0.1168）（0.0183）（0.1388）（0.0517）（0.0276）（0.0523）（0.2442）（0.0768）

R‒Square 0.1526 0.3055 0.5196 0.6324 0.5681 ‒0.1121 ‒0.1414 0.4364
DW 1.148 1.588 1.204 1.962 0.768 0.67 0.254 1.578
標本期間 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2001‒2010

c c c

c a a a b

注：従属変数は市場所得のジニ係数。表 3 の注参照
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式の不等式が逆であることが考えられ、グローバル化が賃金を引き上

げることから、ジニ係数が低下するが予想される。

表 5 は OECD 16 カ国と OECD 5 カ国の可処分所得のジニ係数とグ

ローバル化率との相関関係を示したものである。前者の 16 カ国は表 4

の 16 カ国と対応しており、後者の 5 カ国は、市場所得のジニ係数が把

握されていない。

ここでの関心は、表 4 のグローバル化率の係数が正で、かつ、統計

的に有意な先の 6 カ国である。表 5 の 6 カ国のグローバル化率の係数

が負であるのは、Greece、Iceland、Ireland、Portugal の 4 カ国であり、

統計的に有意な国は、Ireland の 1 カ国のみである。そして、係数が正

表 5　グローバリゼーションと所得の不平等の推定結果（OLS）
可処分所得

標　　本 Austria Belgium Canada Czech Finland Greece Iceland Ireland
切 片 26.115 35.0864 32.1926 27.999 23.9558 33.9107 33.5618 36.5888
グローバル
化率

0.016 ‒0.0535 ‒0.0056 ‒0.015 0.031 ‒0.0047 ‒0.0706 ‒0.0336
（0.0547）（0.0232）（0.0116）（0.0112）（0.0180）（0.0401）（0.0447）（0.0159）

R-Square ‒0.1291 0.3515 0.0116 0.0911 0.2523 0.1406 0.1573 0.3046
DW 1.03 1.787 2.259 1.784 1.38 1.536 1.323 1.552
標本期間 2004‒2012 2004‒2012 2001‒2011 2004‒2012 2004‒2013 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012
標　　本 Italy Luxembourg Poland Portugal Slovak Slovenia Spain UK
切 片 33.3765 18.45 53.2559 46.5502 33.9847 23.487 34.8419 28.1487
グローバル
化率

‒0.0215 0.03 ‒0.2684 ‒0.1592 ‒0.0494 0.0064 ‒0.036 0.1032
（0.0591）（0.0131）（0.1105）（0.1152）（0.0260）（0.0169）（0.0967）（0.0375）

R-Square ‒0.1217 0.3477 0.37998 0.102 0.2463 ‒0.0494 ‒0.1206 0.422
DW 1.06 2.188 1.633 0.9 2.35 0.943 0.56 2.095
標本期間 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2004‒2012 2001‒2010
標　　本 Denmark Estonia France Germany USA
切 片 18.4076 30.8645 18.2439 24.4587 32.4304
グローバル
化率

0.0614 0.0163 0.2034 0.0584 0.2001
（0.0516）（0.0234）（0.0784）（0.0217）（0.0671）

R-Square 0.0648 ‒0.069 0.3639 0.3839 0.418
DW 0.908 0.933 0.558 1.655 2.417
標本期間 2005‒2011 2004‒2012 2001‒2011 2001‒2011 2001‒2012

c b c

c b

b b b

注：従属変数は市場所得のジニ係数。表 3 の注参照
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である Luxembourg と UK は、Luxembourg の係数が有意となっている。

以上の推定結果は、Ireland は所得の不平等に対応して、民主主義に

よる所得再分配制度が有効に機能している代表的国家であると考えら

れる。Ireland の再分配後のジニ係数は 0.304 となっており、所得分配

の公平性が実現されていることがうかがえる（17）。なお、表 5 の Iceland

の係数は有意でないが、再分配後のジニ係数が 0.257 であり、所得再分

配制度が機能していると予想される。

一方、Greece と Portugal は所得再分配が十分に機能していないこと

を示唆している。そして、Luxembourg は再分配後のジニ係数とグロー

バル化率とが有意に正であり、グローバル化が所得分配の不平等を引

き起こしている要因となっており、その不平等を改善する制度の不完

全性が指摘できる。Greece、Portugal、Luxembourg の再分配政策によ

る改善度は、40.2、36.9、39.8％であり、巨額な所得再分配を行ってい

ると考えられる。しかし、可処分所得のジニ係数は 0.3 を超えている

（表 1 参照）。この 3 カ国のジニ係数と表 5 の推定結果は整合的である。

また、表5の最後の5カ国のグローバル化率の係数はすべて正であり、

再分配後のジニ係数はグローバル化率の上昇とともに上昇している。

特に、France、Germany、USA の 3 カ国は、統計的に有意であり、所

得再分配制度の不完全性が指摘できるとともに、グローバル化が不平

等を拡大している背景要因のひとつと考えられる（18）。

Keeley（2015）による OECD 諸国の所得の不平等が、30 年前と現在

との比較において、ほとんどの国で拡大していることが報告されてい

る（p.34）。本稿の標本期間は 2000 年以降の直近を対象としていた。し

たがって、本稿の実証分析結果は Keeley（2015）とは整合的でないが、

所得分配の不平等の拡大に対応して、税率を引き上げ、所得の不平等

を是正する所得再分配制度を利用している Iceland や Ireland のような

先進国がある一方、所得の不平等を是正する民主主義の所得再分配制

度が十分機能していない Greece と Portugal のような先進国もあるこ

とが明らかにされた。そして、1987 年以降の英国も、グローバル化に
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対応した所得再分配政策を行っているが、日本はそのような政策対応

がなされていないことも示唆している。

以上の本稿の実証分析結果は、市場の失敗である所得分配の不平等

を民主主義の意思決定に基づき、是正している先進諸国があることを

示しているとともに、民主主義の意思決定を十分利用していないまた

は利用することが困難な先進諸国が多いことも明らかとなった。

Tavares and Wacziarg（2001）は、民主主義と経済との相互依存関係を

解明する計量モデルに基づく実証分析結果から、民主主義制度が以下

のようなものであると述べている。「それは、教育機会を拡大させるこ

とと所得の不平等を引き下げることによって、貧しい人々の要求に応

えるというものである。しかし、それは物的資本の蓄積を犠牲にして

行うという制度である」（p.1341）。本稿の実証分析結果は、民主主義の

意思決定による所得分配の是正が困難であることを示唆している（19）。

「なぜある社会が、他の社会よりも一層貧困であるかという問いは、

なぜある社会が他の社会よりも、多くのさらに悪い制度を持つかとい

う問いに密接に関係している」（Acemoglu et al（2005）, p.389）。これは発

展途上国と先進国との経済格差の基本的な原因の指摘として説得的で

ある。民主主義制度が、政治制度と経済制度及び政策選択を決定し、

その制度と政策選択が所得分配の不平等を決定している。したがって、

以上のわれわれの実証分析は、「なぜある社会が、他の社会よりも一層

不公平であるかという問いは、ある社会の効率と公平に関する価値判

断とともに、なぜある社会が他の社会よりも、多くのさらに悪い制度

を持つかという問いに密接に関係している」。

6 　むすび

グローバリゼーションによる貿易の拡大が、先進国の労働者の賃金

を引き下げ、物的資本と人的資本の報酬を引き上げるという、本稿の

国際貿易モデルは、グローバル化による所得分配の不平等の拡大が、

低所得層の選好する税率を引き上げ、所得分配の公平性を実現すると
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いう、民主主義制度のモデルとリンクしていた。このモデルの帰結と

近年の OECD 諸国の不平等の拡大の事実 は、民主主義制度の欠陥を示

唆するものである。

発展途上国との比較において、先進国の労働は相対的に希少、物的

資本と人的資本は相対的に豊富であるという要素賦存量を前提とする

ならば、このモデルの帰結は、グローバル化が各国の要素価格を国際

価格に向かって調整されることにより、先進諸国の所得分配の不平等

を拡大させることになる。そして、この所得分配の不平等を是正する

民主主義の意思決定は、低所得層の再分配額を拡大させるために、所

得税率を引き上げるという社会選択に至るというものである。しかし、

Keeley（2015）の報告が示すように、30 年前との比較において、日本

を含む先進諸国は、所得の不平等が拡大している。

そして、本稿の実証分析は、グローバル化が先進国の所得の不平等

を拡大させている事実とともに、その不平等の是正が不完全であるこ

とを明らかにした。

この所得分配の不平等の背景のひとつに人口の高齢化があげられる。

日本の国民は、この高齢化による所得の不平等を是正するために、消

費税率を段階的に引き上げ、世代間の所得再分配を行うという、社会

選択を支持していると思われる。本稿はグローバル化に伴う所得分配

の不平等を是正するためには、累進税率の強化が必要であることを強

調している。しかし、OECD 諸国は、1980 年以降 2000 年頃まで高額

所得に対する大幅な減税を行ってきている。そして、グローバリゼー

ションが進展した 2000 年以降もその税率は引き下げられている傾向に

あり、引き上げる方向とはなっていない（Keeley（2015）,p.61）。このよ

うな課税政策が、先進諸国の所得分配の不平等を拡大させていること

が予想される。そして、グローバル化に対する日本の所得再分配政策

は英国とは異なり、グローバル化に伴う所得の不平等を是正するとい

う、再分配政策を採っていないと思われる。したがって、グローバル

化の進展とともに累進税率を自動的に引き上げる課税制度が、経済と
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政治をリンクさせる最適税制と考えられる。

本稿の実証分析は簡単な相関分析であり、因果関係の解明を行って

いない。また、各国の複雑な税制を踏まえた分析を行ってはいない。

さらに、各国の標本期間は短く、グローバル化の指標も簡単なもので

あり、改善の余地を多く残している。これらのことは今後の研究課題

としたい。

＊　本稿作成の過程において、坂本直樹准教授（山形大学）から貴重なコメ
ントを頂いた。記して感謝申し上げたい。残る過誤は筆者の責任である。

注
（ 1 ） 本稿は国内の所得の公平性をテーマとしているが、国家間の所得格差、

いわゆる南北間の所得格差の是正も緊急を要するテーマである。Jones and 
Romer（2010）は、New Kaldor Facts として、大きな国家間の所得格差を
指摘している。かれらは、国家間の所得格差の背景要因として、制度やグ
ローバル化を指摘している。

（ 2 ） 日本の所得や資産の不平等に関する survey は、樋口他（2003）、大竹
（2005）、小塩（2010）参照。

（ 3 ） Acemoglu and Robinson（2005）のモデルの生産要素は、資本、土地、
労働であり、市民（低所得者）が労働の提供者であり、資本と土地は富裕
層が保有しているというモデルである。坂井（2014b）のモデルは、生産
要素が物的資本、人的資本、労働である。

（ 4 ） （2．9）式は次式のように表すことができる。

yp＝ 1－θ
1－δ y＜yr＝θ

δy　⇔　δ＜θ

したがって、富裕層は市民より多く国民所得を得ている。
（ 5 ） ラグランジュ乗数λは限界費用であり、最終生産物の価格が 1 である

ことから、限界費用λは 1 である。λ＝1 から（2．11）と（2．12）が導出
される。

（ 6 ） 市民と富裕層の政治的対立に関する説明は、Acemoglu and Robinson
（2005）, Cha.4, 及び坂井（2014a）、（2014b）を参照。

（ 7 ） 発 展 途 上 国 の 資 源 賦 存 量 と 世 界 の 賦 存 量 と の 関 係 は、
ψ＞（K＋σH）/（1－δ）（i.e. 世界＜発展途上国）であり、この仮定から発展
途上国の要素価格の国際価格への均等化の議論ができる（Acemoglu and 
Robinson（2005）,Cha.10 参照）。

（ 8 ） P.A.Samuelson の要素価格均等化定理は、生産要素が豊富な国は、そ
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の生産要素を集約的に利用する産業が比較優位となることから、貿易がそ
の産業の輸出を増加させ、その国の生産要素の需要増加と価格上昇を生じ
させる。一方、生産要素が相対的に希少な国は、その生産要素を集約的に
利用する産業が比較劣位にあることから、貿易がその産業の輸入を増加さ
せ、その国の生産要素の需要減少と価格低下が生じるというものである。

（ 9 ） 富裕層の総所得は、θψθ－1K＋σθψθ－1H＝θψθ－1（K＋σH）であり、1 人
当たりの所得は、θψθ－1（K＋σH）/δとなる。

（10） 発展途上国の平均所得がψの増加関数となるのは、発展途上国の労働
者 1 人 当 た り の 物 的・ 人 的 資 本 が、 世 界 の 平 均 よ り 低 い と い う、
ψ＞（K＋σH）/（1－δ）の仮定による（（3．5）式の不等号が逆である）。この
仮定とグローバル化が発展途上国の労働者の賃金を引き上げ、平均所得の
上昇と所得税率の引き下げというメカニズムが、民主化の促進や民主主義
を強固にすることが予想される（Acemoglu and Robinson（2005）, cha.10）。

（11） この課税の費用関数に関する詳細は、 Acemoglu and Robinson（2005）, 
cha.4、及び坂井（2014a）、pp.218-220 参照。

（12） 生産要素への課税と課税の負荷及び最適条件に関する説明は、
Acemoglu and Robinson（2005）,Cha.4, 及び坂井（2014b）pp.346-350 参照。

（13） 日本の財政法は均衡予算ルールを政府に課しているが、財政規律が遵
守されないのは、国民の増税反対、政府の移転支出賛成という、国民政策
選好も背景と考えられるが、坂井（2015a）は不安定な財政政策を推し進
める政府の政策に問題のあることを指摘している。

（14） データの出所の詳細は付録に提示している。また、本稿の統計・計量
分析は、統計解析ソフト SAS を利用している。

（15） 坂井（2016）は、日本と UK の所得分配と所得再分配政策について、
両国のジニ係数について以下のように要約している。第 1 に、日本は 2000
年代前半までは、当初所得のジニ係数は UK よりも小さく、日本の所得分
配が平等であった。しかし、2005 年以後の日本のジニ係数は 0.5 を超えて、
UK よりも大きく、現在の日本は UK よりも所得分配が不平等となってい
る。第 2 に、日本の当初所得の不平等度は、1981 年以後拡大傾向にあるが、
UK は多少変動しているが、不平等度のジニ係数は 0.5 前後で安定してい
る。第 3 に、所得再分配政策後の所得不平等度の平均値が、日本 0.36 と
UK0.37 であり、両国とも所得再分配政策後の所得分配の状況がほぼ同様
な状況になっていることである（表 5．2、pp.70-72 参照）。

（16） この 4 つの仮説の技術革新説を除いた 3 つの仮説は、グローバル仮説
として包含することができる。それは、第 3 の外国人労働者の増加と第 4
のブルーカラー労働者の賃金低下は、グローバル化の影響によって起こっ
ているものと考えられる。また、樋口＋財務省財務総合政策研究所

（2003）、第 1 章参照。
（17） Ireland は、2012 年の市場所得のジニ係数は、0.582 であり、2004 年
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から 2012 年の平均でも 0.544 という、極めて当初所得の不平等が大きい
国である。この大きな不平等を是正するために、47.8％という大幅な所得
再分配政策を実施している。その結果、可処分所得のジニ係数は 0.304 と
なり、OECD の平均にほぼ等しくなっている（表 1 参照）。

（18） France、Germany、USA の 3 カ国の改善度は、40.9、42.3、31.6％と
高いが、可処分所得のジニ係数は、それぞれ 0.306、0.289、0.351 であり、
France は OECD の 平 均 で あ り、Germany は 平 均 よ り 低 く、USA は
OECD の平均よりも高い。

（19） 坂井（2013）は、Tavares and Wacziarg（2001）の経済成長を決定し、
かつ民主主義に影響されるという両方の側面をもつ変数を特定化し、その
ような変数の相互依存関係を前提とする民主主義と市場経済との連立方程
式体系に基づく、日本の実証分析結果から、日本の民主主義制度を以下の
ように要約している。「民主主義制度とは、物的資本の蓄積を促進してい
るが、所得の不平等の是正、教育機会の拡大、貿易の市場開放さらには政
府消費の削減を実現することが容易い制度ではなく、むしろ困難な制度と
も予想される。それは、また、政治的安定を実現する制度であるが、豊か
さを犠牲にして行うという制度でもある」（303-4）。

付録：データの詳細
1 ．ジニ係数（OECD：市場所得と可処分所得のジニ係数）：OECD Stat：

Income Distribution and Poverty
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm

2 ．貧困率：課税移転前（OECD Stat：Income Distribution and Povety）
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=IDD
再分配後（OECD inequality poverty rate 2012）：OECD Stat
https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm

3 ．グローバル化率（OECD：（輸出＋輸入）／GDP）：National Accounts at 
a Glance 2015 - ISSN - © OECD 2015

11.3　Exports of goods and services　Percentage of GDP
11.4　Imports of goods and services　Percentage of GDP
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-at-a-
glance_22200444

4 ．ジニ係数（UK：Gini coeffi  cients （per cent） Original、Disposable income）
Table 27：Gini coeffi  cients for the distribution of income at each stage 
of the tax-benefi t system and P90/P10 and P75/P25 ratios for disposable 
income for all households, 1977 to 2013/14、The Eff ects of Taxes and 
Benefi ts on Household Income, 2013/141 ‒ Reference Tables：Offi  ce for 
National Statistics
http://www.ons.gov.uk/ons/datasets-and-tables/index.html?pageSize=50
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&sortBy=none&sortDirection=none&newquery=The+Eff ects+of+Taxes
+and+Benefits+on+Household+Income&content-type=Reference+table&
content-type=Dataset

5 ．グローバル化率（UK：（輸出＋輸入）／GDP）：Gross Domestic Product 
（Expenditure）、Balance of Payments: Trade in Services: Total exports、
Balance of Payments: Trade in Services:Total Imports Publication: 
UKEA United Kingdom Economic Accounts

6 ．ジニ係数（日本　当初所得＝所得＋税金＋社会保険料、再分配所得＝所
得＋年金・恩給＋医療＋その他、厚生労働省「所得再分配調査」

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001024668
7 ．グローバル化率（日本：（輸出＋輸入）／GDP）：内閣府「2014 年度国民

経済計算年報（2005 年基準・93SNA）」、「2003（平成 15）年度　国民経
済計算年報（2000 年規準・93SNA）（1980 年～ 2003 年）」

http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/kakuhou/kakuhou_top.html
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略
歴

（
八
〇
九
）

杉
本
稔
教
授　

略
歴

生
年
月
日　

一
九
四
六
年
一
〇
月
一
二
日

【
学　
　

歴
】

一
九
六
五
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部
政
治
経
済
学
科
入
学

一
九
六
九
年
三
月　

日
本
大
学
法
学
部
政
治
経
済
学
科
卒
業

一
九
七
四
年
四
月　

日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
政
治
学
専
攻
入
学

一
九
七
六
年
三
月　

日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
政
治
学
専
攻
修
了
（
政
治
学
修
士
）

【
職　
　

歴
】

一
九
七
〇
年
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
団
法
人
発
明
協
会
入
職

一
九
七
〇
年
八
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

社
団
法
人
発
明
協
会
退
職

一
九
七
〇
年
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
学
院
大
学
（
教
務
部
）
入
職

一
九
七
四
年
五
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
学
院
大
学
退
職
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一
九
七
六
年
四
月
〜
一
九
七
八
年
一
月　
　

日
本
大
学
法
学
部
副
手

一
九
七
八
年
一
月
〜
一
九
八
四
年
四
月　
　

日
本
大
学
法
学
部
助
手

一
九
八
三
年
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
学
通
信
教
育
部
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

一
九
八
四
年
四
月
〜
一
九
八
八
年
三
月　
　

日
本
大
学
法
学
部
専
任
講
師

一
九
八
八
年
四
月
〜
一
九
九
八
年
三
月　
　

日
本
大
学
法
学
部
助
教
授

一
九
九
〇
年
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
学
通
信
教
育
部
講
師
（
兼
担
）

一
九
九
一
年
四
月
〜
一
九
九
七
年
三
月　
　

日
本
大
学
商
学
部
講
師
（
兼
担
）

一
九
九
八
年
四
月
〜
現
在　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
学
法
学
部
教
授

二
〇
〇
一
年
四
月
〜
現
在　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
分
科
委
員
会
委
員

二
〇
〇
一
年
四
月
〜
二
〇
〇
三
年
六
月　
　

日
本
大
学
法
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
委
員
会
委
員
長

二
〇
〇
四
年
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
講
師
（
兼
担
）

二
〇
〇
五
年
四
月
〜
二
〇
〇
六
年
二
月　
　

日
本
大
学
法
学
部
研
究
担
当
（
研
究
委
員
会
委
員
長
）

二
〇
〇
八
年
四
月
〜
二
〇
〇
九
年
六
月　
　

日
本
大
学
法
学
部
キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
委
員
会
委
員
長

二
〇
〇
九
年
七
月
〜
二
〇
一
五
年
六
月　
　

日
本
大
学
法
学
部
長

二
〇
〇
九
年
七
月
〜
二
〇
一
五
年
六
月　
　

日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長

二
〇
〇
九
年
七
月
〜
二
〇
一
五
年
六
月　
　

日
本
大
学
評
議
員

二
〇
〇
九
年
七
月
〜
二
〇
一
五
年
六
月　
　

日
本
大
学
理
事

六
五
二
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二
〇
〇
九
年
七
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
学
通
信
教
育
部
学
務
委
員
会
委
員

二
〇
〇
九
年
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
学
財
務
委
員
会
委
員
長

二
〇
〇
九
年
九
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
学
特
別
財
務
委
員
会
委
員
長

二
〇
一
〇
年
四
月
〜
二
〇
一
五
年
六
月　
　

日
本
大
学
大
学
院
新
聞
学
研
究
科
長

二
〇
一
〇
年
四
月
〜
二
〇
一
五
年
六
月　
　

日
本
大
学
大
学
院
知
的
財
産
研
究
科
長

二
〇
一
〇
年
四
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
本
大
学
公
務
員
試
験
支
援
セ
ン
タ
ー
長

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
〜
二
〇
一
五
年
六
月　

学
校
法
人
土
浦
日
本
大
学
学
園
理
事

二
〇
一
二
年
九
月
〜
二
〇
一
三
年
八
月　
　

日
本
大
学
副
学
長
（
研
究
、
産
官
学
連
携
知
財
セ
ン
タ
ー
担
当
）

【
学
会
・
社
会
活
動
】

一
九
九
〇
年
一
〇
月
〜
一
九
九
一
年
一
〇
月　

日
本
政
治
学
会
文
献
委
員
会
委
員

一
九
九
八
年
五
月
〜
二
〇
〇
二
年
五
月　
　
　

日
本
選
挙
学
会
理
事

二
〇
〇
〇
年
五
月
〜
二
〇
〇
二
年
五
月　
　
　

日
本
選
挙
学
会
文
献
委
員
会
委
員
長

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
〜
二
〇
〇
二
年
一
〇
月　

日
本
政
治
学
会
幹
事

二
〇
〇
二
年
一
〇
月
〜
二
〇
一
〇
年
一
〇
月　

日
本
政
治
学
会
理
事

二
〇
〇
二
年
一
〇
月
〜
二
〇
〇
三
年
一
〇
月　

日
本
政
治
学
会
企
画
委
員

二
〇
〇
四
年
八
月
〜
二
〇
〇
六
年
七
月　
　
　

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
等
審
査
会
専
門
委
員六
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二
〇
〇
四
年
一
〇
月
〜
二
〇
〇
五
年
一
〇
月　

日
本
政
治
学
会
文
献
委
員
会
委
員
長

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
〜
二
〇
〇
八
年
一
〇
月　

日
本
政
治
学
会
査
読
委
員
会
委
員
長

二
〇
〇
六
年
五
月
〜
二
〇
〇
八
年
五
月　
　
　

日
本
選
挙
学
会
理
事

二
〇
〇
六
年
五
月
〜
二
〇
〇
八
年
五
月　
　
　

日
本
選
挙
学
会
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

二
〇
〇
六
年
五
月
〜
二
〇
〇
八
年
五
月　
　
　

日
本
選
挙
学
会
大
会
運
営
委
員
長

二
〇
〇
七
年
一
月
〜
二
〇
〇
八
年
一
二
月　
　

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
委
員
会
専
門
委
員

二
〇
〇
八
年
四
月
〜
二
〇
一
〇
年
三
月　
　
　

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
特
別
補
助
審
査
専
門
委
員

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
〜
二
〇
一
〇
年
一
〇
月　

日
本
政
治
学
会
国
際
交
流
委
員
会
委
員
長
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杉
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授　

主
要
業
績

【
著
訳
書
】

『
政
治
学
の
課
題
と
展
望
』
共
著
、
三
和
書
房
、
一
九
八
二
年
四
月
。

『
現
代
政
治
の
基
本
知
識
』
共
著
、
北
樹
出
版
、
一
九
八
五
年
四
月
。

『
比
較
政
治
学
』（
Ｇ
・
ア
ー
モ
ン
ド
、
Ｂ
・
パ
ウ
エ
ル
著
）
共
訳
、
時
潮
社
、
一
九
八
六
年
一
二
月
。

『
西
洋
政
治
史
』
共
著
、
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
八
七
年
四
月
。

『
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
形
成
』（
Ｒ
・
セ
イ
デ
ル
マ
ン
）
共
訳
、
三
嶺
書
房
、
一
九
八
七
年
一
一
月
。

『
政
治
学
入
門
』
共
著
、
北
樹
出
版
、
一
九
八
八
年
四
月
。

『
新
保
守
主
義
の
政
治
理
論

│
ラ
イ
ト
・
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ズ
』（
Ｌ
・
ア
リ
ソ
ン
）
共
訳
、
三
嶺
書
房
、
一
九
八
八
年
七
月
。

『
紛
争
と
平
和
の
世
界
的
文
脈
』（
国
際
連
合
大
学
編
）
共
訳
、
国
際
書
院
、
一
九
八
九
年
一
二
月
。

『
政
治
学
概
論
』
共
著
、
日
本
大
学
通
信
教
育
部
、
一
九
九
二
年
四
月
。

『
公
民
科
教
育
法
』
共
著
、
日
本
大
学
通
信
教
育
部
、
一
九
九
二
年
六
月
。

『
ア
メ
リ
カ
政
治
学
の
展
開
』（
Ｊ
・
フ
ァ
ー
、
Ｒ
・
セ
イ
デ
ル
マ
ン
）
共
訳
、
サ
ン
ワ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
一
九
九
六
年
二
月
。

『
現
代
政
治
思
潮
』
共
著
、
日
本
大
学
通
信
教
育
部
、
一
九
九
六
年
四
月
。
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『
現
代
政
治
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
共
編
著
、
北
樹
出
版
、
一
九
九
六
年
四
月
。

『
現
代
政
治
の
解
明
』
共
編
著
、
北
樹
出
版
、
一
九
九
六
年
五
月
。

『
現
代
政
治
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
増
補
版
）』
共
編
著
、
北
樹
出
版
、
一
九
九
八
年
四
月
。

『
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
史
研
究

│
労
働
同
盟
の
形
成
と
展
開
』
北
樹
出
版
、
一
九
九
九
年
一
二
月
。

『
政
治
の
世
界
』
共
編
著
、
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
四
年
四
月
。

『
政
治
学
原
論
』
共
著
、
日
本
大
学
通
信
教
育
部
、
二
〇
〇
六
年
四
月
。

『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
』、
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
七
年
五
月
。

『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
学
』、
北
樹
出
版
、
二
〇
〇
八
年
四
月
。

『
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
学
（
増
補
版
）』、
北
樹
出
版
、
二
〇
一
一
年
三
月
。

『
現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
史
（
増
補
版
）』、
北
樹
出
版
、
二
〇
一
二
年
四
月
。

『
西
洋
政
治
史
』
共
編
著
、
弘
文
堂
、
二
〇
一
四
年
二
月
。

【
学
術
論
文
・
翻
訳
】

「
英
国
労
働
党
成
立
史
の
一
考
察
」『
法
学
研
究
年
報
』
第
六
号
、
一
九
七
六
年
一
一
月
。

（
共
訳
）「
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル　

保
守
主
義
（
1
）」『
政
経
研
究
』
第
一
四
巻
、
第
一
号
、
一
九
七
七
年
六
月
。

（
共
訳
）「
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル　

保
守
主
義
（
2
）」『
政
経
研
究
』
第
一
四
巻
、
第
二
号
、
一
九
七
七
年
一
一
月
。

（
共
訳
）「
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル　

保
守
主
義
（
3
）」『
政
経
研
究
』
第
一
四
巻
、
第
三
号
、
一
九
七
八
年
三
月
。

六
五
八



杉
本
稔
教
授　

主
要
業
績

（
八
一
七
）

（
共
訳
）「
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル　

保
守
主
義
（
4
）」『
政
経
研
究
』
第
一
五
巻
、
第
一
号
、
一
九
七
八
年
七
月
。

（
共
訳
）「
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル　

保
守
主
義
（
5
）」『
政
経
研
究
』
第
一
五
巻
、
第
二
号
、
一
九
七
八
年
一
一
月
。

（
共
訳
）「
ヒ
ュ
ー
・
セ
シ
ル　

保
守
主
義
（
完
）」『
政
経
研
究
』
第
一
五
巻
、
第
三
号
、
一
九
七
八
年
三
月
。

（
共
著
）「
開
発
と
住
民
」『
法
学
紀
要
』、
第
一
九
巻
、
一
九
七
八
年
二
月
。

「
第
一
次
世
界
大
戦
と
英
国
労
働
党

│
そ
の
連
立
参
加
の
意
義
」『
法
学
紀
要
』
第
二
〇
巻
、
一
九
八
〇
年
二
月
。

「
英
国
労
働
党
外
交
政
策
の
理
念
と
現
実
│
第
一
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
の
一
考
察
」『
法
学
紀
要
』
第
二
一
巻
、
一
九
八
一
年
二
月
。

「
英
国
労
働
党
の
形
成
過
程

│
一
九
一
八
年
規
約
に
至
る
論
争
を
中
心
と
し
て
（
1
）」『
政
経
研
究
』
第
一
七
巻
、
第
二
号
、

一
九
八
一
年
二
月
。

「
英
国
労
働
党
の
形
成
過
程

│
一
九
一
八
年
規
約
に
至
る
論
争
を
中
心
と
し
て
（
2
）」『
政
経
研
究
』
第
一
七
巻
、
第
三
号
、

一
九
八
一
年
三
月
。

「
英
国
労
働
党
の
形
成
過
程

│
一
九
一
八
年
規
約
に
至
る
論
争
を
中
心
と
し
て
（
3
）」『
政
経
研
究
』
第
一
九
巻
、
第
一
号
、

一
九
八
二
年
七
月
。

「
英
国
労
働
党
一
九
一
八
年
規
約
の
一
考
察

│
そ
の
独
立
労
働
党
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」『
法
学
紀
要
』
第
二
五
巻
、
一
九
八
四
年
二
月
。

（
紹
介
）「
ポ
ー
ル
・
ホ
ワ
イ
ト
レ
イ
『
英
国
労
働
党
の
危
機
』」『
政
経
研
究
』
第
二
一
巻
、
第
三
号
、
一
九
八
五
年
三
月
。

「
イ
ギ
リ
ス
二
党
制
の
動
揺
」『
法
律
・
政
治
お
よ
び
行
政
の
諸
問
題

│
杉
山
逸
男
教
授
追
悼
論
文
集
』
一
九
八
六
年
五
月
。

「
第
二
次
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
内
閣
と
独
立
労
働
党
」『
日
本
大
学
法
学
部
創
立
百
周
年
記
念
論
文
集
』
第
二
巻
、
一
九
八
九
年
一
一
月
。

「
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
一
九
三
一
年
危
機
」『
政
治
学
を
め
ぐ
る
諸
問
題

│
鵜
澤
義
行
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
一
九
九
〇
年
六
月
。

六
五
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
八
一
八
）

「
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
に
お
け
る
危
機
の
構
図
」『
政
経
研
究
』
第
二
七
巻
、
第
一
号
、
一
九
九
〇
年
六
月
。

「
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
七
〇
年
代
抗
争
」『
政
経
研
究

│
中
山
政
夫
博
士
古
稀
記
念
特
別
号
』
第
二
八
巻
、
第
一
号
、
一
九
九
一
年
六
月
。

「
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
の
党
内
改
革

│
政
策
再
検
討
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」『
政
経
研
究
』
第
三
三
巻
、
第
一
号
、
一
九
九
六
年
四
月
。

「
Ｊ
・
ケ
ア
＝
ハ
ー
デ
ィ
と
労
働
同
盟
の
形
成
（
1
）」『
政
経
研
究
』
第
三
五
巻
、
第
一
号
、
一
九
九
八
年
七
月
。

「
Ｊ
・
ケ
ア
＝
ハ
ー
デ
ィ
と
労
働
同
盟
の
形
成
（
2
・
完
）」『
政
経
研
究
』
第
三
五
巻
、
第
三
号
、
一
九
九
八
年
一
二
月
。

「
Ｊ
・
ケ
ア
＝
ハ
ー
デ
ィ
と
女
性
参
政
権
問
題
）」『
政
経
研
究

│
中
山
政
夫
名
誉
教
授
追
悼
号
』
第
三
九
巻
、
第
三
号
、
二
〇
〇
二
年

一
二
月
。

「
Ｊ
・
ケ
ア
＝
ハ
ー
デ
ィ
と
第
一
次
世
界
大
戦
」『
政
経
研
究

│
本
田
弘
教
授
古
稀
記
念
号
』
第
四
一
巻
、
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
。

「
イ
ギ
リ
ス
労
働
党
に
お
け
る
党
首
イ
メ
ー
ジ
と
党
首
選
挙
」『
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
』
第
二
巻
、
二
〇
〇
九

年
一
〇
月
。

（
共
著
）「
イ
ギ
リ
ス
二
党
制
の
地
殻
変
動

│
イ
ギ
リ
ス
独
立
党
の
台
頭
」『
政
経
研
究

│
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
五
周
年
記
念

号
』
第
五
一
巻
、
第
二
号
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
。

【
学
会
活
動
】

（
討
論
）「
西
欧
社
会
主
義
の
『
終
わ
り
な
き
課
題
』」
一
九
九
〇
年
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
。

（
討
論
）「
政
党
組
織
と
選
挙
」
二
〇
〇
二
年
日
本
選
挙
学
会
研
究
大
会
、
二
〇
〇
二
年
五
月
。

（
司
会
）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
に
お
け
る
統
合
と
分
裂
」
二
〇
〇
三
年
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
。

六
六
〇



杉
本
稔
教
授　

主
要
業
績

（
八
一
九
）

（
司
会
）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
に
お
け
る
オ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
機
能
」
二
〇
〇
八
年
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
。

（
司
会
）「
選
挙
、
議
員
、
党
首
」
二
〇
〇
八
年
日
本
政
治
学
会
研
究
大
会
、
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
。

六
六
一





執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

入　

江　

正　

俊 

元
日
本
大
学
非
常
勤
講
師

岩　

井　

義　

和 
日
本
大
学
専
任
講
師

岩　

崎　

正　

洋 
日
本
大
学
教
授

賀　

来　

健　

輔 

茨
城
大
学
教
育
学
部
教
授

小　

森　

雄　

太 

明
治
大
学
研
究
・
知
財
戦
略
機
構

研
究
推
進
員

佐
渡
友　
　
　

哲 

日
本
大
学
教
授

信　

夫　

隆　

司 

日
本
大
学
教
授

杉　

本　

竜　

也 

日
本
大
学
専
任
講
師

塚　

本　

晴
二
朗 

日
本
大
学
教
授

照　

屋　

寛　

之 

沖
縄
国
際
大
学
法
学
部
教
授

西　

川　

伸　

一 

明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
教
授

藤　

川　

信　

夫 

日
本
大
学
教
授

三　

澤　

真　

明 

日
本
大
学
助
教

山　

田　

光　

矢 

日
本
大
学
教
授

吉　

原　

達　

也 

日
本
大
学
教
授

渡　

辺　

容
一
郎 

日
本
大
学
教
授

和　

田　

寛　

伸 

日
本
大
学
非
常
勤
講
師
（
工
学
部
）

和　

知　

賢
太
郎 

山
梨
学
院
大
学
法
学
部
教
授

武　

縄　

卓　

雄 

日
本
大
学
准
教
授

坂　

井　

吉　

良 

日
本
大
学
教
授

六
七
二
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